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はじめに

横浜が都市として誕生したのは，長い鎖国の時代が終わり，開国の夜明けが告げられたときで

した。それまでわずか 100戸ばかりの静か念村であった横浜は，安政 6年 (1859)に開港場と念

ってから，一躍世界に開かれた日本の玄関として急速に発展しヲ今日まで一世紀余りの短い間

にヲ人口 300万人を擁する大都市に急成長をとげました。

この横浜の急成長はD 必ずしも順調に成し得られたものではなく，一世紀余りの短い歴史とは

いえラそれまでの日本の歴史が大きく書き換えられたヲまさに「波澗の世紀」にあたり，誕生以

来苛酷な試練に幾度も出会い，大きな犠牲をも強いられたのですが2 その都度先人の血と汗の努

力によって乗り越えてきたのです。

横浜は，開港場とたってから，それまで閉ざされていた国際交流と貿易の中心地となりラ更に

は西洋文明導入の拠点として急速に近代化へ歩み出しました。他都市の多くがラ城下町や器町と

して栄えてきた長い歴史のなかで築き上げられた基盤の上にヲ ζの明治維新の近代化を進めてい

ったのに対し，横浜は，突然開港場に決められ，わずか数か月で開港に間に合わせるという町造

りからスタートしたため，古い習慣にとらわれず新しい文明を取り入れ易いという利点、があった

半面9 俄か造りの都市施設は不十分で，その後の驚異的な町の成長に追いつくことができず，開

港以来茨の道を歩むという宿命を負わされたのでした。

とりわけョ飲料水に関してはう横浜の地形が沼地や梅岸の埋立てを中心に拡張されてきたた

め，飲料に適する井戸はほとんど無いに等しく，当時の人々は，華やかな洋館の立ち並ぶ繁栄の

裏では，水不足と疫病の流行や大火事の発生に悩まされていたのです。 ζのため，水の無い町・

横浜にとって，都市施設のま本となる水道の建設は，開港以来の悲願となっていましたが，開国

直後の大変革期にあっては，容易に解決される問題ではありませんでした。

しかし，多くの人々のたゆまぬ努力の結果，ょうやく開港から28年も過ぎた明治20年 (1887)

10月に本格的な水道が誕生しました。 ζ の水道は，当時のヨーロッパの先進技術を取り入れたも

ので?日本では初めての試みであったところから 3 横浜は近代水道発祥の地ということになった

のです。実際，横浜水道の完成後ヲ函館や長崎などの開港場，大阪や東京などの大都市にもこの

近代水道が相次いで、建設されていきました。

横浜水道の創設工事比まだ水道に関する法律も無しまた横浜もまだ市として独立していな

い時代で9 神奈川県の手によって行われました。その後，明治22年の市首Ij施行により横浜市が誕

生しs 翌明治23年には3 水道に関する法律として水道条例が定められました。乙の水道条例のな



かで， 71く道は市町村で行うととが明確にされたととから 9 横浜水道は横浜市に引き継がれるとと

に念った

とうして，ょうやく誕生した横浜の水道はヲその後改良と拡張工事が加えられ，安定した給水

が行える上うになったのですが9 不運にも大正12年の関東大震災によって，水道施設は

きな被害を受け少再び零からの出発をしなければなりませんでした。しかし9 震災の打撃にも

負けず，市民は再び新しい横浜の建設に全力を注いだのです。

との震災復興事業のなかでβ 水道もまた再スタートを切るととができましたが，その後の市域

の拡張や工業化の進展などにより，水需要は増加の一途をたどりフ水源の確保はますます緊急な

課題となっていきました。このためラ応急の水源対策を進めながら 3 神奈川県が全国に先駆けて

進めた多目的ダム(相模湖)の建設計画K参加することになりました。 ζの計画はp また今日の

広域水道への第一歩ともなったものでした。

しかいとのグム建設は9 そのころから次第に濃厚となった戦雲下にあり，ついには第二次大

戦へと拡大されたため，労力や資材の不足で遅れ，戦後ょうやく完成されたものです。乙のた

め，完成までの聞は相模JI!に臨時の揚水施設を造るなど，水源対策に悩まされ続けました。

また，終戦直前の昭和20年 5月には横浜大空襲があり p 市の中心部は全滅L，市内の

水道施設も大きな被害を受けました。そして，その数か月後の 8月には終戦を迎え，戦災の傷跡

も生々しい乙の横浜に駐留米軍の本部が置かれ9 市の中心地は軍用地などに接収されるという，

不幸念第二の開港を迎える ζ とに念りました。水道も，このような状況のなかで9 駐留軍対策と

戦災復興事業に苦闘する毎日を過さざるを得なかったのです。

戦後の日本経済はめざましい復興と成長をとげたのですが，横浜では接収という大きな

障害のため，さまざま念都市問題が生じ，とうした背景のもとに復興の道を歩むととになりまし

た。 水道も pζ のような状況を踏まえながら，急増する水需要への対応策や乱開発の進む周辺地

区対策などに追われ続けました。その後，相模ダム(相模湖)の完成に引き続き 9 城山ダム

久井i湖)を完成させョ更に神奈川県内広域水道企業団を発足させて三保ダム(丹沢湖)も完成さ

せるなどヲ県内の水道事業体が一体となって水源対策K積極的な対策を進めてきたおかげで9 全

国的な異常海水の時にも耐えられるまでに念りました。

とのように，水道は波j闘の世紀をその都度市民の大きな力に支えられ"一つ一つの障害を乗り

越え，水の無い町@横浜に水を送る努力を重ねてもきた結果3 今日の大規模水道を完成させてきま

した。更に将来K備えて，現在も宮ケ瀬ダム計画をはじめ水道施設の整備を着実に進めていま

す。

さてフ横浜の水道は昭和62年 10月に創立 100周年を迎える ζ とに念りましたがp とれ

はまた， B本の近代水道 100年の記念すべき年にもあたります。このときにあたれ横浜水道の

100 年の来みを振り返り s 先人の貴い贈物、K感謝しヲそして，未来の横浜へより良い水道を引き

q 
，-
~" 

るよう新しlρ100年に向っ さんととも して行きたいと居、いますり



第 1章

横浜の開港と近代水道の誕生

I 横浜の繋明

1. 静かに眠る横浜村

横浜は，幕末のときのわずか数百人の小さな村から，開港後一世紀余りの聞に人口 300万人を

擁する大都市に成長した，他に例の無い都市である。

文政年聞に編纂された『新編武戴風土記稿』によると，正保年間 (1644~1647) 前に，石川村

が中村，堀之内，横浜の 3村に分けられたといい，風土記編纂当時(文政10年ころ-1827年ころ)

は， r……民戸八十七東北ノ、海岸ニ傍ヒ西ノ、洲乾ノ湊ニテ南ノ、中村北方ノ二村ニ隣レ P東西十丁

又ハ十七八丁ノ慮モア P南北モ大低十八丁程ナ P水田少ク陸田多シ……Jと述べられており，も

ともと水には恵まれない土地で，江戸近辺の位置にありながら大きな発展をみなかった。

現在の地形でいえば，中区の元町から弁天橋あたりまで細長く突き出した小さな岬で，西洋人

はとれをクロスピーチと呼んでいたという。弁天橋の対岸が野毛浦であり，現在の桜木町から野

毛にかけては海で，その内側になる中区の南部と南区の大部分は大岡川が流れ込む浅い入江で，

漁船などが出入りでき，洲乾湊(秀閑湊，宗閑湊ともいう。)と呼ばれていた。その後，この入

江は埋立開田工事によって吉田新田や太田屋新固などが造られ，次第に狭められていった。

後の『ぺP一日本遠征随行記』は横浜村にも触れ， i……土地はよく耕作されているが，住家

は貧弱であった。村の道端には下肥や，堆肥や，その他肥料に……藁で蓋をした大桶がたくさん
<r 

並べられていて，不快な匂いを漂

わせている。家屋はそのほとんど

が梁，横木の骨組と泥土の壁・藁

とでできている。……その衣服や

みじめな住居から，彼らが苦しい

生活水準にあるのは歴然としてい

た。……」と述べている。このよ

うな情景は当時の農村で見られる

一般的な風景であろうが，産業革

命を経て急速な発展を経験した西 開港前の横浜(横演村外六ケ村之園『横演沿革誌』より}

3 



弁天社地眺望図 (W新編武蔵風土記稿(三H より)

洋人の目には強烈念印象を与えたK違い

ないc

この横浜村は 3 開港直前の安政 6年

になっても戸数 101戸であった

というから， 30年余りの間に十数戸が増

えたに過ぎず，依然として細々と半農半

漁による営みを続けていたのである。わ

ずかに，横浜村の先端にある弁天社が風

光明加な所であったので，東海道の宿場

町として栄えていた神奈川宿などから p 舟で参詣に訪れる人々があるというくらいであった。

2. 横浜村の夜明け

(1 ) アメリカ憧節聞を迎える

貧しいヲ しかし静かな横浜村は，産業革命後新しい貿易市場と る西洋諸国の大き

右:力をまともに受けp 江戸幕府の崩壊と鎖国体制の開放という大きな渦のなかに放り出されるの

である。江戸幕府の末期には開港を求めて来日する外国船の数も増えて事態は急を告げていた

が，それに呼応するかのように中国でアヘン戦争が起き(天保11年[1842J)，幕府首脳部に大き

な衝撃を与えた。 ζ うして，ついに嘉永6年 (1853)にぺ Pー提替が率いるアメ Pカ艦隊「黒船

四隻」を迎える。翌年の安政元年に再来日して強硬に開港をi@るぺ Fー提督は9 江戸湾

まで侵入して示威行動を行った。

幕府も，ょうやく開港に踏み切り 9 協議fC入る ζ とになったが，お膝元の江戸に会見場を設け

るには余りにも問題が多いので， ζの横浜村が会見場に選ばれる ζ とになった。その場所はp 現

在の横誤開港資料館のあるところで，幕府は周辺の警備を松代@小倉の 2藩に命じたが，アメ H

横浜市中区山下町藤沢株式会社訪に飾られて戸るIBP::大砲

4 

カの使節団を刺激しないよう大変

な神経の遣いよう勺あったとい

う。

も，中区山下町の藤沢株式

会社の前にられている 2門の!日

式オランダ製と思われる大砲が，

当時の情景を思い出させてくれ

る。 ζ の大砲は， ζ のビ、ノレを建て

るときに発掘されたものでラその

よると p じられた



第 1章横浜の開港と近代水道の誕生

松代藩はヲ大砲4門と鉄砲隊 100名その他を従え威風堂々と出陣して幕府を驚かせ司幕府の厳命ー

によってやむなく埋められたものであるという。

ζ こで結ぼれた条約が「日米和親条約」で，地名をとって「神奈川条約」とも呼ばれている。

この条約のなかで下回，箱舘(後の函館)の開港などが決められた。こうして，この小さな横浜

村は国際交流のきっかけの場所として突如登場したが2 後に本格的な開港場と念るとは予想、もさ

れていなかった。

との白米和親条約後3 イギりスs ロシア9 オランダ 3か国とも相次いで条約を結んだが5ζれ

らの条約はョ薪水等の供給寄港地としての開港が目的であって，まだ，通商貿易には触れられて

い念かった。

その後ラ安政3年 (1856)に初代駐日総領事としてハリスが下田に着任したがフハ 9スは幕府

K世界の動きを説明しぅ通商の必要性を強〈訴え続けた。こうして，安政 5年 に 「 日 米

修好通商係約」が締結されs との条約のなかで箱館。神奈川。長崎。新潟。兵庫の 5i'巷の開港

(下回は神奈川の開港後は閉鎖する ζ とで同意。)と江戸@大限の開市などが決められたが，治

外法権を認め会関税自主権もない点からう内容的に問題を残した不平等条約であった。

ζ の条約で9 開港場に神奈川が入れられたのは9 当時窮迫しつつあった幕府の財政状況かふ

江戸近辺に開港場を開きその貿易の利益を幕府の手中に収め，財政の建直しを図るべきだとする

岩瀬忠震らの意見によるものといわれて、;fi'り，神奈川は開港前から重要な鍵となっていたのであ

る。アメ Pカに自涜いてオラン

ダ，イギリスフプランス 9 ロシ

アとも相次いで条約を結んでい

ったがョ ζれらの条約は勅許を

得られぬまま強行されたため

に9 国内の援夷。倒幕運動に一

層拍車をかけフこれがまた横浜

を表舞台へ登場させる力とも念

った。

(2) 神奈川jか横浜か

ベリー提督横j寅村上陸の園 (W横i賓史料』より)

安政の条約のなかでは，まず神奈川@長崎@箱館の 3港が開掘されることになっており，その

一番手としてう神奈川が安政 6年 6月に開港される予定となっていた。

各国はその準備のため，江戸に仮公使館を設けていった。アメリカはラハリスを公使として下

回の玉泉寺から麻布の善福寺ι イギPスは広東領事オーノレコックを外交代表(万延元年(1ε

には全権公使となる。)として高輪の東禅寺ι フランスはベノレターノレを外交代表(万延元年に

は弁理公便となる。)として三田の済海寺に 3 オラン夕、、は長崎にいたクノレティウスを外交代表と

5 



して芝の長応寺にそれぞれ仮公使館を設けたがp ロシアだけは外交代表としてゴスカウィッチを

箱館に派遣しヲ明治維新まで江戸には移ら念かった。

幕府としては，江戸に外国人が集まることでヲ更に援夷熱が煽られるのを恐れていたが，この

ようにヲ事実は開港に向って大きく動きだレてしまったのでトある。そこでp 幕府は次に最も重要

していた神奈川の開港に焦点、を移し?と。

ととろで，条約で開港が明記された神奈川は東海道の要所にあり，幅轄する町中で、外国人との

衝突ヲ紛争の起る危険性が大であるという心配があった。しかも 3 神奈川は後背地は山で拡強の

余地が左心宿場町として繁盛してきたいきさつから商家と民家が密集して沿り，外国入居留地

を新たに確保することは難しいという状j況に加えて3 港としても浅いため大きい船の入港出港に

問題があるなどp 不利な条件があった。そこで，将来を考え 9 外国人との紛争を避けるため，江

戸には近いが東海道筋からは少し離れている場所で，後背地も整備次第で拡張の可能性があり，

更に海も深く混としても良好であるうえs 神奈川条約締結ゆかりの地でもあった横浜が代替地と

して浮上した。

3. もめる

幕府，開港場を横浜lニ決定

幕府は，横浜の地に開港場を設けることを決め，早速その準備に入った。 ζ うして，と

開港場建設の開始に伴いp 乙れまで平穏な生活を営んでいた 101戸の横浜村の人々は，現在の中

区元町・石川町付近へ移転させられ9 居留地や波止場の整備が急ピッチで進められた。しかし，

ζの開港場を横浜に建設する ζ とについては 9 当然のことながら各国の猛反対を受けることにな

った。

各国の公使は9 横浜の開港場設定が長崎と同じように外人隔離の出島方式で自由念通行が得ら

れなくなるうえに，東海道の要所からもはずれているため 9 開港の基本条件である商業地に全く

適さ念い ζ とを非難しもともと条約には横浜という文字が無いではないかと強硬に反対したの

である。幕府は ζれに対して ζの地の利点を説き，横浜は神奈川のそばの浜辺であり 9 神奈川の

一部であって全く別の土地ではないとして説得に当ったが交渉は平行線をたどる一方で，一時は

神奈川を居留地として認めざるを得ない状態に追いやられた。こうして，アメリカが本覚寺，イ

ギリスがj争龍寺，アランスが慶運寺ラオランダが成仏寺(後に長延寺)にと各国が仮領事館を神

奈川の寺院にそれぞれ設ける一方，一部外国人商人も住居を定め始めたのであった。

しかしヲ幕府は各国のこのよう念動きにもかかわらず，当初の方針を捨てずに横浜の工事を進

める一方，日本人商人に対して出屈を促し3 或いは半強制的に出!苫i協力を命ずるなど，開港場の

していった。そして日機をみるに敏念外国人商)¥のなかには地の利を認め，また着

着と進む横浜の玉事を目前にしてP 強硬な各国公使の反対を押し切ってp 日本人商人と相前後し

6 



第 1章横浜の開港と近代水道の誕生

て横浜に移住する者が出始めたのである。このため3 各国領事の態度も次第に軟化しはじめ，安

政 6年 (1859) 6月の横浜開港に何とかこぎつけるととができたが3 その後各国領事館も次第に

横浜へ移り出した。

ζの間の事情と苦心する当事者の姿は， 7](野筑後守忠徳の日記(万延元年コ)の一節に

生々しく描写されている。

「…ぃ然るに宿駅に各国入居留あれノ、旅行之輩止宿にも混雑し諸国之人民通行繁く

の通行万石以上之交代旅行なといか様之差支を可申(義難計なれハ横浜の方に居富せしめ

えノとて去春以来度々崩堂より命せられノ¥ルPスと再三弁論に及といへとも条約に神奈川

の町を聞とありて共約を定し比は横浜は畑にて人家ノ、あらず…-往来之地にあらされ，ハ

商買等交易の便ならす横浜ノ¥辺土なりとて果ハ激怒シ承引せす-…-果ノ¥違約なと唱へ本

国へ達して戦争を起さん友と j苧募るといへとも素より中の地なれノ、違約の事なき旨

を主として種々弁論に及しに遂に屈服せす……J

「……日夜を分たす畑を走らし山を開き商人を移し居住せしめ御役宅を初め役々

云にぷA よハす波戸場を築き会訴を建蔵をもつらね設しにて共事三月の末より起り六月二

日迄の間君主れノ¥其事K預れるもの L功労おもひやりぬへ、 Lo."一開港前に宿駅よりも

になしてノリレPスを初外国商人等をしてJl:t処に足を留めしめんと上下ζ そりて

取設たるなか…」

「包 H ・a・去春堀織部正村垣淡路守とともに神奈川の駅亭にてノリレPスと横浜地の事を諭せ

し時再々復論彼は横浜ノ¥神奈川の地ニ非すと云我は一湾の地と説現に初めベノレP

にて定めたる条約をノリレリスの定めし条約にノ、神奈川条約と掘り置たるハ横浜も金)1Iの

地たる事我弁を待さる旨等弁せしに至りて被れ手に持居たる条約蓄を机上に打つり又ハ

税置たる毛衣を取てあらあらかに打かけ或ノ、直に立去らん駄をなして脱してかたはらの

床に置たる剣を取りていかめしく帯したるなと実に暴戻自主主詞に述かたく筆にも記しか

たし …」 (『神奈川県史』より)

植民地を求めて狂奔するヨ

ーロッパ勢に対抗しながら 3

日本の良き理解者でもあった

ノ、 pスにとってはラぺ 9ー来

航以来の幕府の遅々たる交渉

にしびれを切らぜていたのは

当然で、あったし3 また一方，

r~外の切迫した状況を理解し

てりいるものの，国内では高

まる尊皇譲夷の刃をつきつけ 開港開もない ζ ろの横浜①(御開港横演之園『横演史料』より)
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られている幕府の外交担当者にとっては，思案の末の行動であったが，その立場の違いも，利に

さとい外国商人によって解決の道が聞かれ，何とか横浜は開港場としてのスタートを切った。そ

して，神奈川・横浜の両者並存の形は次第に横浜へと集中し，ついに神奈川の居留地は自然消滅

する形となったのである。

(2) 悩みの居留地対策

横浜開港までは粁余曲折の道をたどったが，いざ交易が開始されると，との新開地でー棲千金

を夢みる内外商人等が集まり出し，貿易量は急激な勢いで伸びていった。その半商，不平等条約

による外国人の特権と国際貿易初体験という不利な条件から，外国商人の横暴が目立ち始め，更

に生産体制の整備もなされぬまま急増する輸出によって圏内品の不足とインフレを招き，これら

が撰夷熱を一層煽る一因となってしまった。

幕府はこの事態を重く見，輸出の統制を行うため，置接横浜に物品を搬入する ζ とを禁じる

「五品江戸廻令」を発するなどの対応策を打ち出したが，実効は得られ念かった。この間，高ま

る一方の尊皇撰夷勢力を抑えるため安政の大獄事件が起き，ついにその反動として万延元年

(1860)に，横浜開港の推進者であった井伊大老は桜田門の露と消え，江戸市中では外人殺傷事

件が発生するなど不穏な空気が濃くなってきた。

各国の江戸在駐の公使も危険を感じ，江戸から神奈川に移住を始めた。更に文久2年 (1862)

のオランダ総領事館の横浜移転を先頭に，慶応3年 (1867)までには，最も強硬な態度をとって

いたアメリカとイギPスの公使館も横浜に移転した。つまり，期せずして，横浜は開港による交

易場としてだけでなく，外交の拠点、という重要な役割を担うととになったのである。

横浜の外交貿易が発展し，外国要人も移住するにつれて，江戸で多発していた外人殺傷事件は

次第に神奈川に移り，幕府が恐れていたように，文久2年 (1862)には生麦事件が発生し，開国

開港問もないころの横浜F②(横演波止場海岸通異人館之呉国。横浜開港資料館所蔵)

g 



第 l章横浜の開港と近代水道の誕生

のスケジューノレを何とか軌道に乗せp 公武合体に上る体制建直しを図っていた幕府に大きな打撃

を与えた。しかも翌文久3年 (1863)には弁土ケ谷事件が発生するなどp 外交上にも大きな影

響のある事件が連続して発生してしまった。こうした不穏な情勢に対して，外国窟留民倶.uは幕府

に対して治安体制の強化を求めて強い抗議を行い，幕府も関門ぞ番所の整備ヲ町内の取締りを強

化する右:ど努力を続けたが事態は鎮静化せず，ついに外国人側が自衛処置としてとった山手地区

への英仏軍隊の駐屯(現在でも一部はアランス山として保存されている。)を認めざるを得なか

ったので、あった。

以上のような推移をとおして外国居留民の結束も強くなりヲ居留地内の問題は領事や公使を通

じて行われるという慣例が育ちラ代々の神奈川奉行はー居留地としての対応以上に神経を遣うよ

うになった。そして，幕府が開港場を横浜へ強要したととへのしとりが尾をひいたため，その後

の代々の神奈川家行や，明治維新後になってからの県令には優秀な外交官経験者を派遣しラまた

人員の配置数でも他港より多い体制を

認めるなど，さまざまな配慮がなさfし

たのであった。ともあれ，明治新政府

の体制も固まりョ念願の不平等条約改

正に取り組むに当っては，開港場とし

て近代的な都市へ近づいていた横浜

が，外国との有力な接触の場として引

き続き大きな役割を持つことになるの

て?ある。 横浜外国人居留地見辺りの図 (W横演沿革誌』より)

ζの開港問も念し騒然としていた横浜に数人の若い武士が次々と訪れている。

開港後，尊皇擦夷倒幕と吹き荒れる嵐のなかp 文久3年 (1863) 4月D 藩合Jを受けた若い武士

が一人横浜に現れた。その人は長州、l藩士伊藤春輔(後の伊藤博文)で9 藩命により欽砲買付のた

め横浜に到着したが9 その ζ ろ横浜の町では，前年に起きた生麦事件が ζ じれ，イギリス艦隊が

鹿児島を攻撃するという乙とで横浜港に集結するなど騒然としており 2 外国商人は彼を相手にせ

ずp とても鉄砲買付ど ζ ろの話ではなかった。この間，若い伊藤春輔は，援夷という狭い視野に

立つべきではないことを目前の光景から悟り，世界の動向に目を開くべきであると決意し当時

江戸にきていた同志井上関多(後の井上馨)らと，当時まだ禁止されていた海外渡航を企てたの

であった。

ζ の密航者達はョ幸運にも伊豆倉商)苫(大阪の大黒屋横浜支!苫)から資金の援助を受けっイギ

リス領事ガワー(JamesGower)の斡旋でジャーディン a マジソン商会 (Jardine-MathesOllCo・)

の船便を利用することに成功したのである。このジャーディン@マジソン商会は2 当時東洋に覇

をとなえた大貿易会社てや3 横浜開港にも一番手として乗り込んできた会社であり s 現在のシルク

センターの位置にある建物は，英一番館と呼ばれていた。
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4与は，その史跡を伝える陣のみであるが，

昭和59年に横浜の根拠地を閉じ古い

歴史にピ Pオドを打つまで3 戦後も長く市内

にあっ し、ていた。

密航者一行は横浜に集まり p 文久 3年 5月

中伺の深夜ヲ乙の商会裏手の海岸からひそか

に小蒸気船で乗り出し9 沖に停泊していたチ

ェルスウィック号に乗船9 上海経由の 4か月

余りの長い苦しい航海の後 9月下勾によう

やくロンドンに到着した。そして，ジャーデ

ィン。マジソン商会の社長ヒュー@マジソン (HughH<cwcH'C"U"，の好意でg それぞれ新知識の勉

学に努めることができたのであった。

ζの密航者一行払伊藤春輔p 井上聞多3 野村弥吉ラ遠藤勤助，山尾庸三の 5名であった。

数か月の後，勉学にいそしんで、いたこの一行にp 日本では壌夷運動が激しくなり，その先端を

きって薩@長連合で撞夷決行の動きがあるというニュースがもたらされた。先進ヨーロ吋パ

情に触れた一行の人々は，世界の現状を無視した撰夷の決行は何としても阻止しなけれぼ1ならな

いと考えヲ一行のうち伊藤，井上の両名は，急逮帰国し説得に当ることになった。

伊藤ら両名はp 元治元年 (1864)3月中旬にロンドンを出発 6月初句再び横浜の土を踏みョ

早速イギPス領事ガワーを訪れ，事態解決を図りたいと申し入れた。しかしラ状況は予想してい

たより急迫しておりラ既に長州藩攻撃のため，イギリス，アランズヲアメ Pカ，オラン

艦隊が下関に派遣されることになっていたのであった。

そこで，領事ガワ-vc，との連合艦隊の総指揮に当っていたイギ、Pス公便ラy、アォード c オー

ノ レコ ックに面会できるよう斡旋を依頼L，領事力、ワーも両名の熱意を受

け，快く仲介の労とった。こうして9 両名はオールコックに面会L，下関攻撃の延期を要請して

その了承を得る ζ とができた。

連合艦隊と行をともにした両名は，豊後姫島沖合に到着後p通訳官アーネスト。サトー

らとともに公使の親書を携えて上陸9 藩の説得に当ったが9 藩内の嬢夷勢力が強しか

えって命を狙われる乙とになり，一時身を隠さざるを得ないように恋った。このようなことか

ら，せっかくの親善に対する回答が出されないため2 ついに四国連合艦隊の攻撃が開始され，長

州、!藩は大敗vてしまった。両名は，その後始末の和議交渉に再び呼び出されp 活躍するととにな

るのである。

tO 

その後ヲ伊藤博文は神戸の外事係に右:ったときz また大きな外交事件に出会うととに念った。

3年 12月，兵庫は大阪とともに開港されたが，その東隣の神戸に外国人居留地を

たので，神戸の方が次第に開港場の中心となっていった。また9 大阪は当時尊皇援夷の不稿
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な空気が高まっていたととからうますます神戸の活況を促進するととになったが9 横浜を中心に

外人殺傷事件が起きたようにうとと神戸でも同じような命運が待ち受けていた。すなわちラ翌年

の慶応4年 (1868)正月ラ岡山藩の符列と外国人とのいざζ ざがもとでイギPス公使ノミークスが

自らアメ Pカョフランス陸戦隊を引きつれラ岡山藩の行列と銃撃戦を行うという大きな事件にな

ってしまったのである。 ζの事件は，それまでの事件とは異なりョ前年の10月に大政奉還ラ 12月

に王政復古の令を出してi明治新政府が誕生したばかりの時に発生した事件でヲ新政府にとって重

要な試金石となった外交事件であった。

ここでう伊藤博文はパークスら欧米列国公使の強硬な抗議収拾のため奔走してたんとか解決を

みたがヲその陰には尊い岡山藩土の犠牲を伴ってしまった。

後にpζ の伊藤フ井上らの人々はラ明治新政府の指導者となりョ横浜が外交の中心地と友るに

従いラまた再び横浜と深いかかわりを持つことになるが3 横浜の近代水道の誕生にまでかかわり

があるととになったことは3 奇縁というか歴史の妙というか3 この密航は横浜水道にとっても重

要な意味をもっているといえよう。

II 木樋水道の建設(多摩川水源)

10 関宿当時の水事情

横浜の開港が西洋列国の東洋進出と江戸幕府の崩壊という劇的なシーンのなかで行われ，ま

たラ ζ の難しい時期にわずか数か月の聞に町造りを進め，ょうやく開港に間に合わせたという経

過からヲ町の整備は必ずしも十分では君主かった。しかも，開港されると，それまで横浜移住を望

まなかった外国人側も急激に横浜に集り始めラ当初の居留地では収容し切れず，その土地割当に

悩まされるようになった。またp 出庖を強要しなければならなかったほどの日本人側も，新開地

で、一撞千金を狙う者が集まるなど事態は一変し，急激な人口増加の一因となった。

とうしてラ子想以上に増加を続ける人口に対応するため，埋立てにつぐ埋立てによって新しい

土地を造成い収容していかなりればならなかった。しかし，町の大半が海や沼を埋め立てたと

とろであったので排水が悪く，少しの雨でもぬかるみと念仇排水再も汚れているという状況で

あったという。そのうえp 商売上のトラブノレや浪土などの不穏な行動念ど， トラブノレも絶えなか

った。このためp 居留地の取締りと衛生問題は2 常に各国領事から大きな問題として取り上げら

れていた。

まt-c， 飲料水に関しても 3 埋立てということから井戸を掘っても良い水が得られず，わずかに

!日横浜村内の場所に当る町会所裏と本町二丁目の 2箇所の井戸が飲料に適するとされ，多くの人

は野毛や中村@石j11などの郊外の麗水などを波んで売り歩く水屋に頼っていたといわれている。
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当時の模様を伝える『横潰j合掌誌~ (明治25年7月;太田久好著)によると 9

「…ー開瀧以来敷年間横蹟市中/堀井ノ¥概ネ盤気ヲ含ミ且汚濁ニシテ飲用ニ足ノレモ/ハ

只二ケ所ノミ。…-故ニ暁天ヨ P日投迄此井ニ蟻集シ順ヲ宰フテ設上ケ運搬ス偶々配水管

業者ア1)i喜路ヨ P運搬セ P然レトモ一定/水源ナク或，ハ野毛浦或ノ¥太田村農家飲用水ア

段取ヲ以テ間々欠乏ヲ唱へ水料ヲ増加シ未タ需求ニ庭セス戸々水屋々々ト督責シ塗ニハ

下蝉丁稚ノ、四i土ニオミ水桶ヲ荷フモノニ避遁シ前後ア宇アア P裏家住居/如キ

ア貸借流用セシ寸恰モ金銭貸借ニ異ラス……」

と記されている。正確左記録は右:いがヲ当時の水売りは天秤棒に一斗樽(約四めをこっ下げて

売り歩いたが，米 1升(約L が 1銭 5厘という時代に ζ の水が 1升当り 1銭で飛ぶように売

れ，はるばる今の三境(旭区)あたりからも水売りに

出かけたという話が残っている(~あさひ区内散見~ : 

大菊一太郎著より)。この水売りについては9 横 浜 で

創刊された「ブァー。イースト』紙 FarEast: 

J. R.ブラック)にも写真入りで紹介されている。

とうした状況から，売業者の横暴が目立ち始め，

たまりかねた神奈川県庁はついに明治 5年 4

月，水売業者に対して自粛を求めるお触れ書を出して

取締りを始めた。

;Jc売り(東京大学問す属図書館所蔵。英字新聞

17K汲渡世之者/万一時望ニ醸じ，市中之清

水汲取ヲ運搬致候得共9 素井戸水之(買値は無

之3 只努力之賃銭請取候迄ニイ民慮，銘々得意

先ヲ持場ト定置ヲ商家之者共ヲ他之水汲相雇

候節ノ¥其持場内水汲之者より彼是相拒ミ候
“THE FAR EAST"明治3年 8月 1日より〉

趣，以外之事ニ候。畢寛得意先之櫓減ノ万其者稼方之好悪ニ寄{民事ニ付，以来持場内等

9 相劃之自由ヲ妨ゲ候(義不相成{阿保，入用之節ノ、いづれ之水設相雇候共ヲ又

ノ、外日雇人足ヲ以水汲候共，勝手女第と心得可レ申候。若右を不二相用-9 故障ゲ間敷

申者有レ之ニおゐてノ、 9 ~吃度可レ及ニ沙汰一候。

壬申四月十六日 i神奈川馬鹿」 (~横演市史稿』より)

開港の目的の一つでもあった船舶に対する給水についてもラ同じように水売業者がp 今の元町

や石川町，或いは日の出町あたりから湧水など汲み取り p 停泊している船舶に売り込んでいたと

いわれる。また p 前にも触れた明治 3年のアァー@イースト紙の水売り記事では，外国人の動き

のーっとしてアランス人ジエラーノレの ζ とも紹介している。ジエラーノレ仕ョ西洋瓦を製造販売し

ていたが，その記事によると s 元町で、湧水を発見した設はF パイプを引き給水しようとしている

と記されているが， はかなり大き うように在った。
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とのような船舶給水の業者遣

は，次第に規模が大きくなって

会社組識に統合され，大正 15年

(1926)に船舶給水の営業を市営

に切り替えたときは，横浜清泉合

資会社，横浜給水合資会社，長塚

良水合資会社，ジエラーノレ給水合

資会社の 4社となっていた。

ところで，安政元年 (1854)の

神奈川条約締結のとき，船への給 神奈川宿の御膳水 cr横演史料』より)

水は神奈川宿から運んだといわれているが， ζの神奈川宿では慶応年聞に名主石井源左衛門が神

奈川橋の本陣に，十町(約 1km)ほど離れた場所から湧水を鉄管で引いて自家用のほか神奈川台

場や近隣の人々にも分水していたといわれる。また，その後，明治元年，明治天皇がこの石井本

障に立ち寄られた際， ζの水が使用されたと ζ ろから，神奈川宿本陣の御膳水と呼ばれるように

なったという。

2. プラントン，近代水道建設を提案

人口の増加とともに飲料水の問題はまずまず深刻になり，日本人側からも居留地の外国人側か

らも，水道布設の提案が出されるようになった。 なかでも，イギPス人プラントン(R.Henry 

Brunton， 1841-1901)が神奈川県に提案した横浜の近代水道建設案は注目に値するものがある。

プラントンは，幕府の要請を受けたイギリス公使パークスが推薦した技術者で，明治元年(1868)

6月来日し，初めは主に燈台建設に当ったが，その後，下水道，港湾など広い分野に功績を残し

ている。プラントンは，ヨーロッパでもまだ水道技術の確立期であった明治 3年に，早くもその

新技術導入を提唱したのである。

プラントンの提案を要約してみるとおよそ次のようなものであるが，残念念がら，内外多事多

難の当時の財政状況から，多額の費用がかかり過ぎるということで採用されなかった。

プラントンの水道計画概要(横浜開港資料館紀要第 2号中，樋口次郎訳から要約)

1) 給 水 量

現在入手した資料によると，横浜の人口は次のとおりである。

日本人(横浜隣接部も含む) 18，889人

中国人 1，200人

欧州人 600人

合計 20，689人

13 



しかし3 とれに人口の増加を見込む必要があるので次のようになる。

E本人 10が増を見込み 20，777人

中国人増を見込み 1，560人

欧 州 人増を見込み 900人

23，237人

/f~(Y;スの大都市ではヲ人口 1

ロンドン 30ガ、ロン

り1日の給水量は次のとおり

Yノイプーノv 24ガロン

グラスゴ- 50ガロン マンチェスター 42ガロン

1ガロンキ308/!'

以上の都市中， 2市は他市より る

の必要量算定にはこの点を考える必要があるとと。またョ

日本人については水洗便所用水の量を除外してよいし

る。

2) 

以上Kより算出すればおよそ次のとおりにたる。

日本人 10ガロン >(20，777人=207，777')すおン

20ガロンx1，印刷人=31，200ガロン

西洋人 40ガロン〉く 900人=36，000ガロン

274，977ガ、ロン

すなわちヲ 1目的万力、ロンのが必要である。

る。

どがあるので多いがp 横浜

も考慮すべきであり 9

も少ないと考えられ

居留地家屋の高さを30フィート(1ブィートキとしヲ摩擦その他の損失をその 2

の lとみれば15フィート合言十45フィートとなり 3 これが配水池底部の圧力水管の開始する点から

の全落差となる。

とれに配水池の深さ20:アィートを加えれぽシ水源の高度は街路から65フィートが必要となる 0

3) 

取水を計画している水源はジ横浜から約四、マイル(1マイノレ二干1，離れた川井村付近に

源を発し横浜と神奈川のほぼ中間で海に注いでいる〈今の中母子]11)。水源に必要な高度 65フィ

ートは9 ζの川の横浜から約 6マイノレ離れた仏向寺村の地点で得られる。

4) 水量

3回行った調査て守は 1日平均 345万 6，480ガロンであり 9 村の古老の記憶では 2年前と 10年

夏季の渇水でJIiの流れが現在の10分の lに減少したことがあっただけであるということで、あ

る。との川のが近隣の水田濯j既のため使われているという ζ とで反対する意見もあるが，

の水量の10分の 1以下すなわち30万ヌfロンが横浜に供給すべき全量であり歩前述の 2@の潟水の

場合はこの川のほぼ全量に近いということに在るがp これは極めて珍しいことなので，このため

14 
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に大々的な設備をする必要はない。

設簡をするとすればp 雨期に大量の水をためて;t'く貯水池を築造するか，或いは川井村より約

6マイノレ奥地にある別の河J11を合流させ水量を増加させるかの二つの方式がある。しかし今横浜

と考えられる。

5) ヌI(

このJ1 iの水に含まれる不純物質ほ，耕作地帯の下肥，或いは腐敗した土壌内の物質や鉱物質の

溶液，又は浮造物による汚染ーであるがp との水がその地域で飲用として尊重されていることから

みてs 何一つ目立つほど存在し友いと

6) 穂過

。。

ととに提案する閥過法はラ不純物の大部分を除去するために極めて効力がある。浮遊する有機

物3 土壌質，鉱物質札水を細かい砂，粗It、砂3 貝殻ョ細かい砂利9 粗い砂来uの層に通過させれ

ばほとんど全部分離できる。後に残る心配はガスと溶液中の物質のような化学的不純物だけであ

る。表面的右:観察でみる限りとれらの不純物の量は少ないのは確かで、あるがp 工事前に水の標本

7) 施

0) 水源工事:

取水虫色点でj匿

防を設ける。

(立) 漉過装置

る必要がある。

る高さとしラ洪水に備えて水門以降に浸水しないよう堤

された;ニューチェルシ…水道の躍過装置を例にとれば，穂過用の材料は次の如く

る。

1層 2フィート 6インチの厚さ 細かい砂

2層 6インチの厚さ 粗い砂

3層 6インチの厚さ 貝 殻

4層 4インチの厚さ 細かい砂利

第 5層 2インチの厚さ 粗い砂利

言!. 5フィート 10インチの厚さ

( 1インチ与205cm) 

細かい砂の第 1層の上部に導かれた*は，順次下層に浸透して底部に設置した一連の穴のあい

た鉄管を通って外に出る。

ζ の鰭過装置は 1平方ヤード(1平方ヤードキ00 当り 24時間で 700ガロンを踊過する

といわれているのでヲ横浜に 1日30万ガロン供給するためにはヲ 428平方ヤードの面積の縞過装

置が必要で、ある。これに，臆過装置清掃のための時間のロス，或いは事故に備えp 例えば24時間

で37万ガロンの鴻過能力のある装置を設ける必要がある。
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R.へン 9-・プラント y

(1841 ~ 1901) 

(E.M.ウオーチョップ所蔵

横浜開港資料館提供)

聞配水池

火災時に十分の量の水を用意してbくため，また躍過池の清掃や

施設の修理に十分な時間を与えるため， 3~4 日分の給水量を入れ

られる大きさにすべきである。最近建設された配水池はすべて有蓋

であり，とれは配水池中の水を一定の温度に保ち，植物の繁茂を防

ぐのに有益である。当地の気候には有蓋配水池が必要と考えられ

る。

(iv) 送水管

送水管は，川の流れる谷聞に沿い，現在野毛山の麓に造成中の新

道の傍を通り横浜に入る。高圧で配水するためには，鋳鉄管を鉛で

接合するのが安全である。 6マイノレの間に45フィートの落差を有す

る口径9インテの鉄管は 1日に38万 9，700ガロンを流すことができるので，全水量を流すために

はとの口径が必要である。

(v) 配水管

との 9インチ管から，野毛，吉田及び横浜の日本人町に配水し，そのあと口径を小さくでき

る。 ζの地点、で，約18万ガロンが見込まれ，残る12万ガロンを送るだけなので，口径6インチの

鉄管で十分でFある。

6インチ管で， 1日の能力は， 14万 1，480ガロンであり， 3インチ管では 2万4，930ガロンで

あるので，大部分の細い街路では 3インチ管で十分である。しかし， ζれは家庭給水のみを考え

た場合であり，とれに火災に備え必要な寸法を増やさねばならない。

9 インチ管の水量毎分 270.5 ガロンは，普通の横浜の消防車の 3~4 台に相当する。したがっ

て，主要な大通りには 9インチ管を，それより小さい通りには 6インチ管を布設すれば十分であ

る。

また 3インチ管は孤立した家屋或いは余り重要でない通りに使用する。鉄管は，霜或いは他の

妨害作用に影響されぬようすべて地下3フィート 6インチに埋設すべきである。

消火栓は，あらゆる通りに 100ヤード(1ヤードキ0.91m)ごとに設置する。

日本人町では，鍵付の鋳鉄製共用栓を街角或いは他の便利な場所に設置するのがよい。現在イ

ギPスの多くの町で行われているように，水道料を払う人達にだけ ζの鍵を渡すのである。

外国人居留者への配水方法は将来取り決める問題なので，ここでは論じる必要はなかろう。

8) 見積り

水源工事 15，125ドノレ

配水池工事 33，000ドノレ

送水工事 32，095ド、ノレ

配水工事 122， 762ドノレ
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第 1章横浜の開港と近代水道の誕生

その他 7，000ドル

計 209，982ドノレ

9) 収入

水道料は，日本でもイギ、9スで行われているように，利用者の家屋価値にある程度比例させる

べきであろう。無論，乙の問題は将来決定すべき問題である。仮に，次のように平均水道料を請

求すると仮定すれば、

日本人家屋 5，059戸×年1戸当り 4ドル 20，236ドノレ

中国人家屋 200戸×年1戸当り 6ドル 1，200ドノレ

欧州人家屋 250戸×年1戸当り 7ドノレ 1，750ドノレ

合計 23，186ドノレ

と念る。これから，修理費及び管理人給料として2，000ドルを差し引くと残金は 2万1，186ドノレと

なる。

ζの金額は投下資本 (20万 9，982ドノレ)に対して10%の配当を与えることになり，また 1人当

り年間水道料を現在の人口により算出すれば

日 本 人 20，236ドノレ+18，889人=1.07ドノレ

中国人 1，200ドル+1，200人=1.00ドル

欧州人 1， 750ドル+ 600人=2.91ドル

と念る。

参考までに，イギYスでの料金について述べれば， 2種類の水道料が割り当てられている。一

つは，家事目的に使用する水の対価として，他の一つは火災，街路散水，下水清掃その他公共目

的に水の与える利益の対価としてである。

家庭用水道料は町によって異なるが，家屋の価値或いは家賃1英ポンドに対し 1シリング6ペ

ンス-9ペンス，公共用料金は同じ基礎で6ペンス-1ペンスである。

3. 木樋水道建設への動き

(1) 疫病の流行と多摩川分水路調査

横浜が飲料水問題で悩んでいるとき，他都市でも水売りが同じように繁昌するというようなこ

とが起ったが，横浜より比較的水源に恵まれており，また大きな都市では，既に木樋などを用い

た水道施設がかなり普及していた。その代表的なものは，幕府のお膝元の江戸の水道であるが，

古くは神田上水に始まり，その後玉川上水などを加え， 100万人を超える人口に対応する大水道

となっていった。このほか，各地の城下町念どでも多数の水道が活躍していた。

とれらの水道は，現在のように水を璃過，滅菌する施設は無しいずれも河川や湧水などを水

源としてし取り入れ，堀や導水管で市街地まで導き，枝管をめぐらして町の要所に設けた水道用

17 



井戸、に流し込みラ使用者はラとの水道用井戸から竿つるべなどて、汲み上げていた。との水道の導

水管や枝管には主に木製の樋を用いたととろから木謡水道と時、ばれているがヲこのほか石樋ラ土

管，竹管なども使用されるなどラいろいろの工夫がこらされ3 また， トンネノレ工事や河川!の底

横断，伏越し(サイフォン〉君主どかなり高度な技術ももっていた。

とれらの水道はJliの流れをそのまま町の水道用井戸につない、である構造のため，川郡rJにも「あ

りがたさ たまさか井戸で 鮎を汲み」とうたわれているような ζ とがあったという。しかし?

洪水などの影響を受けやすしまた圧力がないため消防上も今のように使えずョ局りからも汚染

されやすいという弱点があった。

さで，横浜在住の内外人からの水道建設提案に対レてラ神奈川県も手をこまねいていたわりで

は念かった。人口増加により深刻化する水不足に加えて，開港場という役割を担う横浜はフ内外

人の交流が盛んになるにつれて疫病が流行するという衛生上の問題が発生しヲ衛生環境改善のた

めにもう神奈川県は水道建設について政府に交渉していたのである。

新政府はヲ明治元年になってようやく民部省が多摩川からの導水調査に乗り出したも

のの3 途中で中止されてしまった。とのため9 当時の神奈川県知事井関盛良が懸命に要請を続け

た結果ラ明治 3年に入ι 民部省による多摩川分水路測量が再開されたのである。 ζの案ではョ

多摩川からj既に取水していたこケ領用水(JII崎，稲毛p 二ケ領60か村の濯甑用水)の取入口上流

の地点久地村「いやのめ」に分水路を設け9 これより導水路を切り聞いて横浜まで導水しようと

していた。

地売の震対と名主i京国七郎右衛門の調整繋

民部省の導水計画に対しヲ二ケ領用水を利用している地元聞か村は3 との計画が何ら水量を増

させる方策も講ぜずにニケ領用水の取入口上流側に新しい取入ロを設けて取水するものである

ため9 下流{員liの濯j前用水に大きな影響を及降、すとレて p i県庁に計画中止の陳情を行った。

「…ー照績の簡に至り候而は田方養水は勿論呑水にも差支程之弐第・ー…殊に嘗組合村々

は海岸附多ヲ早魅之節は田万一園汐揚出し，忽汐枯ニ相成呑水等も汐身有之..0.0

共種々申議候而も何分間入不申嘗惑心痛之除P不得止、私共より奉歎願候義ニ

終被間召諜p 新規分水口御取建之義は御免除;被偶成候様l叱段奉願上候以上」

(~稲毛J I i 11崎一

そとでヲ神奈川県では擢概用水には差支え右:いようにする ζ とを説明

結果ヲ地元の態度も次第に同意の方向へと転じていった。

より)

当時フ ζ の二ケ領用水組合の大総代であった市場村名主添田七郎右衛門はラとのよう

手亡

憂えう地元各村の意向をくみながら民部省の計画を検討し9 明治 3年 3 月~ (次のようえ主

修正案をまとめて神奈川県に提出した。すなわちフ

横浜まで約8皇(1盟主 L1 もありッ しかも

t8 

よると「いやのめ」

つ仁実宝しくラ

日から

もかさ
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むと指摘しヲとれに各村の苦情をも考え 3 次のような点を進言したのである。

w取入口を原案より更に約 3呈(約121沼)下流に移 L_，二ケ領用水の鹿島田寝から分水すれ

になって約 3旦と短縮され，また地形も導水に適しており，工事費

も きること。

@ ニケ領ノ用水の取入口から

量を増加させ~ことができるのでp

口ま プ1<.路の拡(pliliをどの整備をすれぽ取入

なくなるとと。
{、

(6).i 
¥ぜノ ら こ

チ
eJ

っているが9 との共同使用とい

うととで費用の分担がなされれば¥ もつ7訟がることc

ア 8月ョ ζ ~ 
J 

による再測量を実施しと

添田七郎右衛門は 3

め， 11月になって再び神奈川県へ次のよう

① 中野島。宿河原両歌人口か

した。

L」 まと

O 

'"' 々の負担とする ζ と(こ

比 7分を横浜方ι

3分の 2を

横浜方 3分の 1を地元と改められている)。

②水路の要所を整備し，また麗島田村地点 仁i るに当ってお鹿島田。小倉の

右:いようにするとと。

③ 上水取入口から横浜までの路線に当る田畑について

し，後々支障のないようにすること。

④水路見廻所を建て水路の見廻りをするとと。

オく吐けな

ちょうどこの ζ ろs 神奈川県では土地不足解消と ら掘/内

村を経てj竜頭まで掘割を造り吟そのこどC吉田新国の沼地等 7万坪(約を埋め立てる計画を

たてpζ の埋立地を与える代りに自費で工事を引き受ける者を募った。

当時，土地不足から地価が暴騰していた しこのうちラ吉田9 福島など横浜

商人4名が会社をつくり s アメ Pカのウォノレシュホーノレ荷会から融資を受けて引き受ける ζ とに

なり，明治 3年 8月その認可を得て含 10月から着手した。 しかし ζ の商会から借り入

れた資金27万ドルは高利(100 ドルにつき月 2F、ノレの利息を支払うものでうついには元利合計65

万ドノレにも達したという。)て、あったためラ資金繰りに苦労していた。

横浜の水道建設についても s 高島嘉右寵門，原正三郎3 大倉喜八郎ら有力者をはじめョ為替会

商社頭取9 その他市外近郊の有志石川徳右衛門，石川半右衛門，石川又四郎ヲ吉田勘兵衛ヲ

高梨林右衛門らから p 相次いで神奈川県へ出願されていたがp いずれJも横浜のため自費を投ずる

っ?亡。

1ヲ



神奈川県としても横誤水道の建設を一日も早く完成させたかったがラ維新直後の財政状況では

国の事業として取り上げられるよう なくヲさりと

るとの重要事業を外国人にまかせるべきではないと考えていた。しかしラ日本人によるとして

も一個人で行える事業ではないのでp これらの出願者に対して各自の資金を糾合して

立し，事業に当るように要請したのであった。こうして3 その後，これらの人々により

立されョ木樋水道が建設されるととになる。

前述の掘害11JIlと土地造成は，その後，借入金の高利と予想以上の難事業や3 不運な大火などに

より，神奈川県から資金を借り入れ9 ょうやく明治 6年末に完成したが?このよ号な経過から会

埋立地は官有地となってしまったという。勇躍発足した横浜の木樋水道もフ商人有志の意図に反

して，土地造成工事と同 たどる乙とになる るG

4 

神奈川県の会社設立要請に呼応しラ明治4 2月3 横浜商人有志に添田七郎右衛門も

った11)0'合併。揮者℃刀勺旦安打首交JL乞願、月出た。

「玉川上水路之儀ニ付奉願上候

本町主主丁目 島田文郎

同四丁臼

人 i給!町

JL 町 石川学右衛門

同徳右衛門

同 同又四郎

吉田 吉田勘兵衛

久具岐郡

金

樹君1

市場 同 添田七郎右衛門

i取方心得

町 百数

20 



第 1章主要浜の開港と近代水道の誕生

共9 今般一同合併之上一式御入用筋繰替p 都市街I差支筋鈍:栢成様仕度三塁存俣問私共え

配舎前土御取建謹j昌之犠被{.(:[J付度此段連印を以宣言願ヒ候

卒未二月ト八日 明治4

御役所

文女郎

石川宇右指門

同寵右衛門

同 又四郎

吉田勘兵橘

高梨林右衛門

添田七郎右衛門

原木

II[碕ニケ領用水事績』より)

ζ の出願に対してう神奈川県庁は早速政府の了承を得，木樋水道の建設の許可を与えた。こう

して3 待ちに待った横浜の木樋水道の建設は3 明治 4年 3月から開始された。

は不明であるがヲ 13万向程度と考えられヲ一刻も早く着工するという ζ とから，と

りあえず発起人10名(代表者 g 大倉喜八郎〉が白費を出資して行うととになり，完成までの問に

どのj阿部を決めるという ζ と勺スタートした。しかし着工したものの予想州、の難工

どで工事費が増えフ折しも不況の時期に遭遇するなど不運が続いた。

神奈川県はヲ発起人に工事着工を命ずる一方，着工の翌月には ζ の会社の事業を側面から援助

るため，大蔵省に対して，工事完成後ヲこの水道削*lする地租税を免除するよう申請した。こ

の申請書によると p 横浜は元来水の乏しい地でラ港の発展とともに著しく人口が増加したため飲

料水に撞めて難渋している経過が述べられラたとえ官費を支出しでも水道を造らねば念らないと

ころ p 幸い出願人らが出資して建設に当る ζ とになったのでラ人民救助に役立つものであるから

地租税を免除してほしい9 と要請している。

しかし大蔵省からは3 事業の詳細をつめて改めて るようにという指令が届いたのみで

あった。

「円。..回当横浜開港以来田畑及沼地海酉等埋立人民移住盛大相成候処菜 ニテ呑水払

底適々堀井呼水位候テモ汐気相合呑料ニ難用殊ニ僅ノ

及難儀候

ーモ水切レ水価高直ニテ人民

...凡拾三万両程モ可相掛目的ニ候処右ヲ

補理致度旨申立候間会社為取設・ o ~ • 0 <> 

儀当港市中願人共申合差向操替出金ノ上
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0・・…当港ノ、前顕/運素々呑水払底ノ処追々繁栄相成人員杷増益及難渋{民間宮費相懸;侯テ

モ是非他所ヨ}Ii]!水方/主法立可致儀/処幸ヒ願人共有之補理候儀ニテ人民救助ニモ相

成候儀ニ付芳右潰地租税ノ号j方被仰付度尤引方詳細/儀ハ尚取調申上候様可仕候依之粗

絵図井凡積引高書付。栢添J止段栢伺申候J以上

卒未四月

:h d 

弁官

御中

神奈川県 」

(~神奈川県史料』上り)

木樋水道建設はp 一日も早く横浜を送るという決意で開始された工事、であったがフ思わぬ

事故に出会いp 工事費は膨大なものとなってその資金繰りにさえ窮する状態を続けながらも p や

っと完成を見?と。とれに加えて工事が完成しでもラなお料金取立の許可がおりずラ工事発起人は

ついに神奈川県へ嘆願書を提出するととになるのであるが，その嘆願書のをかにp 工事の難航に

苦悩する姿が綿々と綴られている。その主なものを要約してみると次のようなものである。

① 横浜の水を引き入れるため?二ケ領用水の水路を改修することになったがヲ地元の要望で子

想以上の費用がかかり 3 また導水路線の工事で、もョ工事中に洪水のため鶴見川のm底に布設し

た木樋が破壊され，改めて架樋に造り直すなど再三にわたる補修工事が生じたこと。

② 木樋水道の建設より先に着工されていた新橋~横浜聞の鉄道建設路線と水道測量路線とのー

しうとのため鉄道用地内の使用を願い出たが鉄道奈の強い反対に会いヲ神奈川県もそ

の斡旋に努めたが同意を得るととができずフ一時は工事の中止も考えるなど苦境に立たされた

がフ水道実現のため路線の変更を行い3 山岳の開削s 迂回などの大工事を実施し，

を要した ζ と。

@ 工事の最終段階に入り市街工事を進めていた ζろの明治 6年月ラ大火災が発生し

て布設したばかりの水道用井戸が焼失するなどの被害を受け9 その復旧に多額の費用を要した

こと。

5. 司本で初めて

水道会社の約定と

とれらの工事に伴う難問題も発起人一同の熱意によって克服され，ょうやく工事完成の見通

しがつく段階に入札当初の見込みを大幅に上回る工事費に対する資金調達と経営体制を固める

ため3 いよいよ水道会社設立の準備に入仏その名称を横浜水道会社と定めた。 ζ うしてラ会社

側はp 横浜水道会社条例案(現在の定款に当るもの)をまとめあ

行p 料金の徴収などについて許可を得るため，神奈川県を経由 した。
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図1-1 稲毛川崎ニケ領用水路概略図

~一---...

海
面
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神奈川県では，とれを受けて，着工時点で申請していた地租税免除の再申請と水道会社約定書

(今日の設立計画に当るもの)を添え，水租(水道料金に当るもの)等の取扱いの許可を，会社

申請書類と一括申請した。とれらの申請は明治6年(1873)8月に提出されたが，これに対して，

大蔵省からは 3か月後の11月になって，ょうやく地租税免除については期日を明確にすることを

条件に許可する ζ と，株券の発行も認めるととという指令が出されたが，肝心の水租取立てや会

社経営等については，再度取調べのうえ改めて伺い出るようにという慎重な指示にとどまった。

「書面水路落成後七ヶ年間水税免除之儀申立之通聞届候事

但水料取立方之儀官ニ於テ取扱ヒ且右ニ付県限P収税候儀ノ、不都合ニ候条会社ニテ海テ

為取扱候様可致其余規則中附紙之趣ヲ以テ今一応取調再度可伺出事

明治六年十一月十二日 租税頭陸奥宗光代理租税権頭松方正義J

(W神奈川県史料』より)

約定書の主な点を挙げてみるとおよそ次のとおりである。

① 県令は，会社の事業運営を守るため保護を与えること。

② 3日を超えて流水を止めないとと。

③ 一町ごとに 3箇所までの水道用井戸は会社側で設置し，他は自費設置とし，その取出樋は 2

寸四方以下とするとと。

④水の転売を禁じ，違反者は料金を会社に納めること。

@官公署，一般も同様に地面1坪当り 1日7毛 8の水租とし，湯屋，その他営業用には増料を

加算すること。

(大蔵省は，この点に関して使用の状況は個々の事情によりかなりの相違があるので，地坪で

一律に課するととは不公平になら念いか，また営業用についても水を使うものには相当の割増

を加えるべきであるなど多くの意見を付し水料賦課方法の再検討を命じている。)

⑥県庁で水租を集め， ζれを会社に払い込むとと。

(大蔵省では会社徴収を基本としているが，保護策のーっとして認めている。)

⑦会社の株券を発行し事業永続のため将来木樋を鉄管に取り替えるため毎年6，000円を積み立

て，また出資に対する配当は 7月と 1月の 2期に行うこと。

(大蔵省では，株券の発行は認めるが，会社の経理，その他手続きなどについて詳細に検討す

るよう指示している。)

③ 毎年半期ごとに出納計算表を県へ提出するとと。

⑨ 船舶その他水路にかかわらずこの水の汲取りを望む者があるときは，会社と約定を結ぶこ

と。

(在留外国人並びに外国船との条約は仮条約をもって県庁へ申請し，許可を得るなど手続きを

明確にすべきだと指摘している。)

⑮ 工事落成後， 7か年聞は，この水道については無税とすること。
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第 l寧撲浜の開港と近代水道の誕生

明治 6年より河年玄、でというよう κ明確にすべきであると しているけ

などである。

( )内は省内会議の路付せられた意見である。

こζで，横浜水道会社条例lにも簡単に触れてみるとヲおよそ次のようなものである。

① との会社は横浜水道会社という ζ と。

② 代表発起人は茂木惣兵衛ラ原善三郎，金子平兵衛，鈴木保兵衛ラ田仁~!平/\..'J 寸宗兵衛9 大

倉喜八自民三滞金吉郎の 8名とすること。

と若干変っているがDζ

上上;たためて、ある。〉

③株券は 1 株 500 向とし~ 713 

し出ること。

@ ごととし9 7月と 1月に割り渡す

ζ とっ

⑤ と 1坪 1日7毛89 割増

料は湯屋については 1坪 1日8

にあっては 1坪1日5毛とすとと。

⑨年間収入見込は 7 円
υ るとと。

⑦ 会社永続のため，収入のうちおよそ 1万5，000月

てヲ会社経費:の水路補修などにあて9 こ

のうち 6フ000

年限をおよそ15年とみて，将来鉄管に取り換えるた

めの費用にあてるととラまた鉄管に取り

右にかから脱落者が

資金に不足を生じる ると 水道井戸わくと木機(水道記念館内展示)

とG

度j1-2 =*潟水道の水道井戸構造想像[羽

第二国立銀行(右端に見えるのが水道井戸)

(神奈川県立博物館所蔵『競演諮曾枇諮荷!吉之国」より)
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とのほか，経理の方法ヲ 組織など弓全般について必至告にわたる詳細な内容が盛り込まれて

いた。

このように安当時既に鉄管による水道を目指して積立金制度や場資の問題なども考えていたと

とは3 注目すべきととである。またヲ旧来のタイプである木樋水道であってもラこのような新し

い経営方式を取り入れたり，料金の取立ても従来の木樋水道の多くが組合方式であるのに対して

個々の使用者との契約という新しい方式を取り入れている点から p 大蔵省としても

と札再度詳細な取調べを命じたものであろう。

会社の株券の発行についてはp 数日後3 許可の指令がおりた。発行額については9

に当初見込の13万円を超えて30万四に達することからラ 35万 6千余円としたものであった。この

許可指令に基づき早速株主の応募を行ったのであったが3 折からの不況が響いて応募する

なし発起人のうちからも脱搭者がでる念ど厳しい状況となりヲ最終的にはラ出資者29名D 出資

ω 

4ヲ625円と予定募集額を大幅に下回ってしまった。

l書面水道会社株金証書発行之儀聞届候条規則之通証券印紙為致貼用候儀ト可相心得事

但本資金額詳細取調之上株数取極方之儀ノ¥猶可申立事

明治六年十一月十九日租税頭陸奥

租 税 権 頭 松

もかかわっ

光代理

正義 J 

(~神奈川県史料』より)

明治 6年 12月3 ょうやく市街中心の工事は落成して通水が可能になったが?募集し?と

出資額は子定額の 3分の 1に満たずp そのうえ料金の徴収については結論が出ないため収入の見

通しが立たないという難聞が表酉化し9 経営開始を目前にしながら全く動きがとれなくなってし

まった。

とのため，完成した工事の支払資金を一時借入金によって賄うために融資者を求めて奔走し念

けれぽならなかったが，会社の財政窮迫の実情を知L これに応ずる者も少友かった。そして?

ついには借入申込者の一つで、あったシーペノレブレンワノレド商会が，総領事を通して，神奈川県権

令大江卓に返済の証明をしてくれるように申し出たため， ζれに対して9 商社と水道会社の貸借

問題に県としては介入できたいと丁重に断ると円う事態にまで発麗してしまった。

この借入金の一件は，水道会社が保証人を立てて借入れを申し込んだのに対してヲ地方政庁-e

ある神奈川県にこの保証人が間違い無く履行するととを証明してほしいというもので9 しかも 9

総領事という外交ルートを通して要請してきたものである。 ζの一件からも p 通水を間近にし右:

が払財政状況は破産寸前となっていたことが分ると同時に 3 総領事まで介入していることか

ら9 外国総領事問では民間にまかせるだけでは念く，神奈川県とレての対応を望む空気にあった

ことが， うかがい知れるのである。
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第 1宣言績浜の開港と近代水道の誕生

河合横浜手八百七十三年第十二月十八日

瑞西商社シーベルブレンワノレド組ニテ横浜水道会社へ洋銀二万弗/貸金致度取掛P居右

賃金，ハ左ノ横浜商人ニテ証明有之俣

屋

越前

震

松屋

亀屋

野沢屋

ニ封/，，/受取書ニ有之候Epハ右商人/実印ニ有之旦又約定期限通リ払方主義之節ハ

右貸金二万弗ノ¥同人等銘々ニ引受侯儀御証明被下度懇願致シ候何卒可相叶儀ニ候ノ、¥明

朝迄ニ答被下度棺願候謹言

瑞西総領事:

シアレンワJレト

神奈川県権令大江 貴下 」

「本月十八日附貴翰ヲ以貴国商人シーペノレブレンワノレド組'39横浜水道会社へ洋銀二万

弗借入候ニ付大倉屋外六名/捺印ヲ証明シ且約条期限ニ至P銘舟ニテ済方引受候儀モ証

明司致旨御請求ニ候処約定期限ニ至P返済/方法ノ、商人共貸借/儀、二十j拙者ニ於テ前以

テ証明イタシ難ク候出印/儀ノ、真実/印ニ相違無之段同人共ヨ P拙者迄申立候依テ御差

/証書返去~イタシ右/段及奉酬候謹言

明治六年十二月十九日 神奈川県権令

瑞西総領事シ@ブvンRYレド 貴下

江

J 

(~神奈川県史料」より)

皿 民営から官営へ

L 予想、上回る工事費に苦しんだ水道会社

明治 6年 12月には木樋水道の通水が可能となったが，総工事費はそれまてやの借入金の

利子を含めて約28万 9，000凹に達しヲ ζれに対する財源は出資金の11万 4，625円のみでフ会社設

立当初ヲ既に差引約17万 5，000円の負債を負っていた。そのうえ，会社発起人の懸命の努力の甲

斐もなくついに万策尽きた水道会社は，翌明治 7年 2月ヲ神奈川県に対して， ζ の事業を引き継

ぐか或いは不足資金の貸付を願う嘆願書を提出してきた。
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との嘆願書に器付されている工事費明細を要約してみると沿よそ次のとおりでヲ純工事費(金

融費を除く。〉のうち取水@導水関係費だげでと p その大部分を占めている。また，

していなかった路線変更や災害複旧などによる増額分(内訳書には臨時入賓と記されている。)

1♂A 

ι してみると約 6万9，000円にも達している。

なおヲこの内訳書に上るとラ鹿島田取水口から横浜桜橋ま

15，9k削)と主主っているが，市内配水木樋の延長は不明である。

木樋水道創設工事費要約(明治 7年 2月唄在〉

工事費 262フ692円2606 出資金

内訳 負債

延長は約 8，856間(約

114， 

174，849円2500

取水工事費 18，579同3854 内

導水工事費 152ヲ352同6644 借入金 149，517向。000

配水工事費 '12， 払金 25，332円2500

諸 費 19ラ455円8528

借入金利息 26，781同9894

計

訳

町会所借入金 20ラ000同 未払金内訳

第二銀 108， 

90番商 20，717円 オミ

外 6 5，200円

鈴 木 F373 9 

149，517円

289，474円2500

18，090円1550

7，242向。950

25， 

1) 多摩川よりの取水口 武川中 島村の上河原口

仁1
在来素掘水路改修

武ナトi宿河原村の宿河原口
(幅 41南3 誌をさ 6

~堰村の落合 1，234間

落合~久地村の分量樋 709間 55]

計 5，158間 5

~鹿島田村の杭木堰

杭木堰

5， 
j在来素掘をI悟

り
L

l
E一四

1問 2尺を

28' 



第 1章横浜の開港と近代水道の誕生

2) 鹿島田分水口 鹿島田村地内玖樋口 長 3間×幅 3間

同扶樋大樋 長 5間 内法4尺， 3尺

新規素掘 長119問8厘 幅 6尺，深さ 9尺

砂溜 長31間3分 3厘幅12間3尺，深さ 1丈2尺

大樋 長10間 内法4尺， 3尺

168間4分 1厘

3) 導水木樋

鹿島田，南加瀬，北加瀬，小倉，上末吉)
~ 2，013間 5分4厘内法2尺四方

の5か村内 j 

鶴見川水底潜樋改修後架樋 14間5分 グ

上末吉，下末吉，寺尾，鶴見，生麦，東1
~ 3，331間6厘

子安，西子安の 7か村内 j " 

入江川水底潜樋 10間5分 " 
1，161問6分 3厘グ西子安，新宿2か村並びに神奈川宿地内

滝ノ川水底潜樋 11間 内法1尺4寸， 1尺 3寸

川縁~神奈川宿内本覚寺山下 397問6分3厘内法2尺四方

水請桝 151箇所 151間

(注) ζの間，束子安，西子安，神奈川本覚寺山 3箇所山地開削

計 7，090間8分 6厘

4) 神奈川宿~横浜桜橋際 1，520間 内法1尺4寸， 1尺 3寸

鉄道1ノ橋架樋 19問 内法1尺8寸， 1尺

鉄道2ノ橋架樋 16問 5分

鉄道3ノ橋架樋 12間5分

水請桝29箇所 29間

計 1，597間

鹿島田口からの導水路 2~4 8，856間2分7厘

5;) 桜川水底を潜樋し樋桝を伏せ込み，これを水道の原溜とした。

とれより，枝樋で市街に分流する。

設置井数 34箇所

(市内配水木樋の延長は不明である。)

(注) 1問キ1.8m， 1尺キ0.3m

「横演港内玉川上水引方之儀工業結社之者一同奉歎願候

" " 

" 11 

横潰描之儀者原来卑操ニシテ飲水ノ乏慮居民一般日用ニ差支候故御維新以来度々水道
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之翠有之諸民渇望罷在候慮・。。園。・御牒園芸ニ於テモ私共江懇々御設論モ有之ョ 6・・・

0・・歯港内商人共Efl合御届結社之土成功ヲ途ケ候ニ於テハ人民一般之損益三号以首将ニモ

満足二被思召候ニ付銘々霊力致呉侯様御詠ニ御座候於矯私共度，マ曾議之上御説議ニ基キ

鈴木保兵衛以外拾七人結祉合併之事ニ決意仕銘々出金之上水道曾祉を結ひ '.0'町.

水料之儀ハ地坪査坪ニ付八文宛取立度凡ソ惣地坪!致概算之上願出候慮)，亘テ歌詞湖沙汰可

有之二付兎ニ角至急、功業に懸リ成功ヲ逢ケ候様御指揮御座侯…

…ぃ明治六努酉年九月中洪水之潟水底之潜樋破致シ侯儀ニテ吏ニ再ひ氷上江問、樋仕

嘗今右掛樋ニテ充分通水仕全最初J伏セ込候水底樋ノ、無用之長物ニ属シ{民事其上西小安東

小安雨山岳寺綿テ山之裾遁P伏込候目論見ニ有之土木司測量モ同様ニテ工業ニ取掛PヰI

既ニ右山裾等一国鋪道案御用地ト相成繊線除地欄矢来之外七間隔離ナアテハ水道樋伏セ

ニ難相成趣向寮ヨ P御談示有之候ニ付山岳更ニ切割候得共多分之入費相掛リ一同難詰

々相願候得共御聞届無シ依テ委細首御l孫躍江歎願ニ及ヒ御鰐臆ヨ Pモ御出張鍛

;菖寮江御掛合被侯得共何分行届不申其之上銭道助竹田公ヨ P水道曾最1-之者江甚敷御蔵

談等{艮テ場所肝煎之者等皆々恐怖イ士一時夫キリ工業見合罷在候次第二号有之去連中途ニシ

テ止P難タ再三衆議ミ/上無操苦情ヲ記ひ右山岳頂ヨ P切害1仕大勢之人夫使役之議メ意外

ニ出費仕候.， 0・B・

…咋明治六年六月中水道結世之者共出資高ニ応シ水料取立度明細書ア以願出候慮委細

情貫街]取調之上水料之儀地主15ー坪ニ付七毛八宛取建可申願之趣御閉居之御指令書御渡シ

相成一同安堵仕益々勉強工業致居候露呈計ラン去暮中大統御省ヨリ 7K料取立方之儀ニ付

克ニ手Il談示有之誠以驚1号仕候得共.. 

・ B 園町御曾所ニ於テ櫛謹~被成下置是迄工業中出費資用高取調書別紙ニ相認申候悉皆御

取調之上御下金被成下置度奉懇願侯此儀万一御採用難相成候ノ¥ハ大破御省江出願他借之

金高拝借仕度心得ニ調座{展開此段何卒掬賢察-F置願之j重御聞屈被成下置度偏

以上

明治七年二月 水道曾吐 一 金吉郎

喜八郎

田 中 平 八

金子

善三郎

茂 惣兵衛

r:t 

鈴木保兵衛

小野光景

戸長 嶋田

副匿長 向島 /ト八良1)

榊奈川勝令 中嶋

印

Ep 

Ep 

印

Ep 

Ep 

[[1 

印

Ep 

Ep 

印

より)



主主 l主主 横浜の開港と近代J!こ這の誕生

20 神奈川県， の引継ぎを

会社発起人の歎願書を受けた県令中嶋信行はヲ事業発足時のいきさっととれまでの献身的努力

に打?とれp ζ ら引き継ぐことを決意い内務省に17万四を無利子で20年賦という

し下げるととを要請した。それはm 歎願書を受けた明治 7年 2月と同月であれ いかに

を要してや る。

ニイ寸{言j書

自今第萱匡萱番組T背中者工業大凡落成…

杷関候間願之j述調採用相成他倍高金j合七高四千回総之内出格之誇ア以拾七高園無利息京

十ヶ年j!Jt¥:拝借金街l下ケ渡相成候様イタ

明治七年二月廿四日

木戸孝允殿

(国立公文書館所蔵 より)

る‘方9 翌 3月には一刻も早く政府の

も詳細な事情を述べ貸下金の申請を行っ

たがョ日がたつに くらみ， ζの時には18万円

と友っていた。そこでは?事業継続の策を講じなければ

らの砕身粉骨の労も空しくなり p またフ将来とのよう

も少なくなって進歩の道も閉ざされてしまうと

と併せて保留となってい

に許可されるよう要請してもいる。

「嘗港水道曾社頭取共歎願申出候儀ニイ寸伺書

早急

蛍潜水道曾雨土頭取共部;願之趣別紙之通本年第五百頁l¥号ヲ以テ

ニ右水道曾i!l土之儀ニ付テ

々及内儀ニ候逼莫大之入費相嵩ミ有利之大金ヲ借y目今之

所ヨ H殆圏、迫ニ立至居候;坑テハ右水道舎前土之事務一切第査直町

曾所江相任セ将来之方法潟相立セ候芽可然存侯尤町脅所ニ於テ

目今無利息ヲJ;I、テ政府ヨリ金拾八高

畠街j下ケ相成度。0000.

" ....是迄頭取共碍身粉骨之勢ニを空ミノク相成候ノミナラス多分之

損失ニ相成甚以間然之至ニ有之且左{長時ノ、将来右様之工業ア興

三/役者モ杷呆進歩之選閉塞可致ノ、必然ニ有之貫以遺 j惑 ニ 不 堪

中嶋信

」

大限重信

(1838~ 1922) 

(横浜開港資料館提供)

中嶋信行

(1846~ 1899) 

(横浜開港資料館提供〕
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0・・・・是迄之工業ノ、玉mヨP嘗港ニ至ノレ基礎之メ入費多分相持候得共最早法外へ水道ヲ

相弘メ{民共枝葉之議ニ有之少々之入費ア以テ水租之高ハ必然可7i目l食道理ニ付右漸々捨加

スノレ処/水租アj以テ自今拾八高闘御貸下ケ可枢成金返却之法相立可申儀ト存{民有ノ吃日今

旨アJ;J、 高|国之金及別紙水租取立方

法共同時御許容栢成度!止段至急相伺申{民也

明治七年三月十七日 神奈川将令 中嶋 信

大蔵卿 大限 重信殿 j 

(国立公文書館所蔵『公文館大蔵省之部』より〉

18万四 をめぐる の

出された神奈川県の貸付金交付をめぐり，財務担当者の問では激しい議論が交され歩

受付反対の空気が強かった。

当時9 明治新政府は財政基盤を整えるため3 明i合4年に廃藩置県を実施し混乱して

いる通貨を改めるため新貨条令を発し， 6年には地租改正条例! る念ど，次々にその

対策を進めていた。しかし， I日藩の借財の後始末や武家制度廃止に伴う秩禄公債の支払など， I日

体制の切替えによる負担に加え，各地に起る内乱鎮圧の戦賓が重なる一方，開国に向けて外国と

の対等な立場を一日も早く確立するため3 港湾歩道路ヲ鉄道などの大事業を推進し，また近代産

業も育成しなければ念らないなど，内外ともに多事多難の状況にありラ財政は窮迫の極に達して

いた。とのような時期であればこそ，木樋水道も民営によることを期待して進められたがラ幾つ

かの不運に会い，前期の目的を達することができなくなってしまったのだが9 これに対して財務

担当者は痛烈念批判を行っている。

わち 3 当時の状況を知ることができる資料とし

明治 7:1:.予5月19日財務謀説1議(凶立公文書館所蔵)

う内

;iL 

の決裁は未決のま

との競合な

ど、いろいろ また

ら要請を受けて着手したなど訴えている

が，もともと事業を着手するに当って

はs 確たる見通しをたてて着手した

吋守、_，

う ちい

このよ

ていて

限がなく，結局ラ国全体の財政も成り立

たなくなるのでョこの伺いは聞き届ける

べきではないoj という

明しているのである。



主主 1章横浜の開港と近代水道の誕生

「明治七年五月十九日

課長代理

本議横演港水道曾吐ノ者共出願之超ノ¥初メ官ヨリ説議致シ旦鎮:道陣碍ノ故ヲ以内務大

蔵両省之ヲ許可セント詰フ…

.一関物/勤奨ハ官吏ノ常務ニシテ蹴令之ア器、スレアルモ成業ノ見込無之侯ノ¥国ヨリ

着手可致筈ノ、無之既ニ着手/上ハ銘々自得致候儀ニテ官、ニオイテ;民損失ア引受可申書ノ、

日ニ至リ出金不致テρ 難相成程ノ義ニ侯ノ¥官ニ;陀テ創業可致ノ¥討論ニ

ヨリ抑塵之底分モ有之候ノリ、失墜之金高等詳細兵扶シテ其節別段及

ク之カ震メ損亡ニ及{民義ニテハ之無…現今非常多費

ノレニ連アラス加之ータヒ比儀ヲ震スニ於テノ¥向後日/

皆御聴許可;、目成敗口口口口口際限無之克ニ理財/方法モ担立芹l間数{民間調問属無之方ρ

ト被存侯也

伺之趣難問届{民事

口口印の箇所は判読不能

J 

『公文銀大蔵省之部』より)

とうした厳 るなかて¥神奈川 ため再三にわたる陳情を

大限卿自らも横浜を訪れ水道会社の人々

としては貸付止むなしという方向になっ

内務@大蔵両者聞の意見調整も進められラ

と って実情を調査するな

ていった。

明治 7年 4月末ラ内務@

むを得右、いものであり 9 ま

与し き、であるという

これと並行して，強硬な意見が内部にあっ

内務省では貸下げは止

ないと借入金利子が増えるのみであるのでy fJ包

るζ とにしつ

まとめ， 6月 2日そ

11県に

を得るととができた。

もラ向if・5月19日に実情の!主むを得?ないこ

とを認め，またとの事業が放置されるようなことになれば外国人に対しでも問題を生じ市民の

日常生活に必要な水を確保できなくなることから 2 とりあえず貸下金を神奈川県 L，料金

や卒業の運営3 貸ド金の返済方法などについては9 なお取調べのうえラ結論を出したいという案

出 6月 2日付で決裁の運びとなった。

ζの決定を受10-，神奈川県としては当面の危機を切り抜けることができたのであるがp 水道会

社が苦しむ大きな原因となった料金決定の問題は未解決であったため?神奈川県もこの木樋水道

を引き継いだというもののう実質的に経営を開始できない悩みをか ζ っととになってしまったの

ずと?ある。

「神奈Ji 

市中奈川勝下横演港内水道開疏之義ノ¥同属商人共立曾結世ノ上去ル辛末年中起業致シ

……今般右曾世負債金及工業残費償却方自今必至差迫立候趨ア以別紙之通間際ヨ P伺出
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なバ
.FJ，' 

候ニ付専ラ取調中又{民l鴇鹿副簡ヲ以曾吐頭敬共出京頻ニ歎願申出侯・…主連此僅詮議二

日ァ2霊シ尚一ヶ月ァ111λノニ至テノ¥自然利子モ相加91議テ貸下金額増加ヲモ申

成行欺右事賓取調上ニ於テハ止と際金拾八高国ノ¥後来如何様之法相立{民共御貸下無之テ

日迄/成業モ瓦解ニ腸

同J協へ貸渡

誌致置焦眉之急、ヲ救候上将来曾吐ノ

分方可相伺口ニ有之候間本議至急、何分之御下命有之候様致度依テ同j孫ヘノ指令案柏説I比

段杷伺候也

明治七年四月三十日

大蔵g~IJ

内務卿大久保利通

三候 貫美殿

神奈川!牒指令案

書面水道曾枇負債井工業建費償却方目今困迫ノ趨無霊長儀情宮本目関投開申立/

寓園其麟へ{醍ニ貸渡置候燦於其勝一時償却方取計置将来水道保存水租取立方

伺ノ趣無能義主日開へ侯ニ付格別/詮議ヲ以開届(民保榊奈川

ヒ置貸渡金返償/方法詳締取調i車ニ7干[伺出{良事

但将来水道保存/方法等モ早タ取調更ニ可同出事

明治七年六月二日

ように訂正されている。

指令ニ可及{段。・・

「 明治七年五月十九日

五月三;一日決裁 財務課

別紙内務省大識省上申神奈川

ノ語、ヲ救ヒ...・

可夕日一

ヲ議ケ伺出{民議御指令相成可j器具Il左按取調且何回指令按ヘハ貼紙添正、三/此

段上陳候也

ヒ置



第 l章横浜の開港と近代水道の誕生

但将来水道保存ノ方法等モ早々取調更ニ可伺出事

明治七年六月二日 J 

「公文録大蔵省之部』より)

11可之越水道会社負債弁工業残費償却方自今回迫/情実無余儀相関{民間申立ノ

万円其県へ仮渡置伎条於其県一時償却方取計置可申尤将来水道保存水桓取立方及貸渡金

返{貞方等/儀ノ'J自テ{可分ノ指令一

明治七年六月十日

大久保 利
=平二 1~ 

主旦 i8 J 

訳ヲ以テ金拾八万I~其県へ仮ニ賃渡負

ヴ
/ メ候様可致尤

今後右事務_，?">町会所へ相任セ右貸渡金ノ¥同所へ貸付/積Y是迄出金主ノ¥水道株主ト見倣

/制限ヲモ相立テ将来水道保存/方法ノ、勿論水租取立方右貸付金返1賞方

/景況ヲ参酌シ右/保々逐件詳細ニ取調適当ノ見込相立吏ニ伺出候様可

(1 )暗礁に乗り

堂下金18万円の件がようやく決定さiわしたのでラ水道会社はいよいよ神奈川県の手に移されるこ

とになり，明治 7 年 7 月から町会所で仕事を進めることになった。すなわちラ当1ID~貸

下金18万円で工事費の精算と利子の支払を済まぜヲ株主に対しては経営が軌道に乗るまで当時の

区戸長の名で年賦延期の申入れを行って

証書を交付しラと ζ に水道会社は解散す

日

大久保

限

内務卿

大蔵卿

4 還まぬ水租賦課(料金徴収)問題

ることに在った。

神奈川県では，市中の残工事の整備を

進める一;あ懸案となっている料金と

下金の返済方法な た。ま

通

信
利

重

(~神奈川県史料』より) J 

第一大区 1• 2小区につh て料金徴

収を行うため戸長と協議したがD 当時の

状況から 1か年2万円程度の収入を見込 横浜町会所の記念稗(うしろの建物は横浜開港記念会館)
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むのが限度という状況にあった。ともかく，収入の道を確保することが緊急の命題となっていた

実情から，貸下金返済等は後日検討したいと，明治7年 9月に内務・大蔵両省に対して水租賦課

(料金の徴収)の許可を申請したのである。

その水租案については，水道会社の場合，大蔵省から総地坪一律方式は公平を欠くのではない

かという指摘があったので，若干使用状況を加味したものとなっていた。その概要は，

人口調ij 1人 1か月 9銭

小問調ij 1間 1か月 12銭

増料

洗湯渡世(浴場) 1戸 1か月 4円50銭

料理並旅譲渡世 上等 " 90銭

中等 " 60銭

下等 " 30銭

紺屋並洗濯渡世 1/ 1円5銭

専用井戸 1ヶ所年額 12円60銭

鉄道寮井戸 1ヶ所1ヶ月 21円

湊町市場 " 4円50銭

売水渡世 年間 1，000円を見込

以上の収入見込額は， 2万 1，811円60銭と在っている。ところが，料金を早く決めて欲しいと

いう神奈川県の意向に対して，何故か政府は極めて慎重な態度を崩さず， 3か月後に出された指

令は，経営計画の見通しをつめ再度伺い出るようにというもので，また実質的スタートはお預け

となってしまった。

36 

「当港水道費用割合方等之儀ニ付相伺候書付

当港水道会社頭取共歎願之情実等先達テ中再三及上申金拾八万円御貸渡之儀・・・・・・水道

会社之儀ノ、既ニ六月限P相廃止右事務取扱方等総テ御指揮ニ基キ取計且港内残工業之儀

モ精々差急不日落成ニモ可相成見込ニ付右事業全備ノ上ノ、j順次港外ヘモ相弘メ候積有之

就テハ壱弐小区へ可及賦課水租之方法差向該区ニ戸長共申談実地施行之積ヲ以再応取調

候処目今之景況別紙掲載之外収入金額相増侯儀誼モ難出来候間右割合ア以水租取立候様

仕度然ノレ上ノ、一ヶ年金二万千八百円余収入之当リ…-一御貸渡金返償方及株主共利朱分賦

之見込等ノ、別段取調相伺候様可仕…・・前記水租賦課之儀ノ、速ニ下手仕度候間本文至急御

指揮御座候様仕度此段相伺申候以上

明治七年九月

内務卿

大蔵卿

神奈川県令 中島 信行

伊 藤博 文殿

大限重信殿 J 



第 1輩横浜の開港と近代水道の誕生

も3

Tて一。

テ更ニ可伺出侯事

明治七年十二月十五ヨ

利

大限重{言

自由主に， もま

J 

(~神奈川県史料』より)

引き継がれてから

たどることになヮ

したので、あろうか。

り入~/G， しかも

っていったというとと じていたとともあろうしラま

直後の流動的な局面のなかてら開港問もない横浜は一段と流動的 ぎる町で、あったか

らり民営が果して;恨をおろすかどうか確たる答を見出し難かったことは推察できる。そ

断念して神奈川県自体が事業を引き継:く由ζ とに友ったが9 とれは， 7Jぇ

都市施設と ものであるという まってき

えよう。

しかしp 当時9 地方政庁であった神奈川県の手に託したにもかかわらずヲ右、

しの問題に慎重念:強度を取ったのは何故て、あろうか。

ったともい

このように慎重な態度を生み出す背景として，横浜独自の問題のほかにヲ大きな影響を与えて

いると思われるものにp 首都東京の大木樋水道の経営問題がある。東京の大木樋水道は江戸開府

300年余の歴史を有しその維持管理は幕府管理のもとに武家フ町方それぞれに組合

い水銀や普請金などの形で、運営費用を賄っていた。

しかし明治維新後，武家の崩壊p 町昆の離散などにより旧体制は一新してしまったため2 江

戸上水を支える組織が全〈無くなってしまったのである。

そこでつ明治維新政府は止むなくヲ一時政府支出によっ しい首都@東京の水道を守ること

になったが，

い問題であった。このため，

したばかりで財政多難の明治維新政府にとっては 3 この負担は頭の痛

4年に水税垣間を定めヲ料金を東京府の予で集めよう

としたがうまくいかず2 結局ラ あてることにした。このとろヲ

が会社によって着工されていたわけである。

しかし，この町会所の積立金にも限度があり 3 一時大蔵省から資金を借りなければなら 7まい状
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況になってしまった。そして，再び小間割賦課を基礎とした水料を徴収するととになりョ明治 7

年10月から実施することになったのである。ところがヲこの方式については各区長らから

出されョ検討の結果フ水道用井戸の所有者に賦謀、ずることが最も妥当であるという結論になりヲ

翌明治 8年10月に内務省に申請ラ翌月から実施される ζ とになった。つまり，一つの井戸につ

いて幾らと一定額の料金を徴収するため 9 その井戸の使用状況の変動には関係なく料金が確保さ

五九3 ま

はヲ最も

もはっきりとしているというととにをったので会市中の変遷が激しいこの時期に

とみなされたのである。

ちょうどこのころヲ ら神奈川県に引き

きるだり公平な となるようにと 1ρ う もとにp 小間割方式vc幾つかの修正

していた ζ とになる。しかもョ工事費は大幅念増額をみているのに対して，当

初会社見込みの年収入予定 7万円余をラ景気の変動があるにせよラその 3分の 1にも満たない額

2 しなければならなかった。東京の木樋水道が激動の時期に対応すべく現

と動いているとき，神奈川県の申請を検討するに当ってs 新しい形で、の料金の

定ラ料金の確保ラそして将来の経営問題について，なお詳細に検討を命じたのも当然であったと

考えられる。

遅れた料金許可と

明治 7年 12月に，内務町大蔵両省は神奈川県に対して詳細取調べのうえ伺い出るよう

したもののp その伺いがなかなか出てこなwのて、しびれを切らした大蔵省はラついに翌明治

8年の 3月タ 4月の再度にわたり至急提出せよという指令を出した。内務@大蔵両省の担当官が

抱いていたとの新事業に対する不安感はラ不幸にして現実なものになりつつあったからである。

ζ♂コ乙ろ 5

3震に陥るな

という

は，

生月22日

いう

ヨ}ロッパの不況の影響を受りう貿易の中心となっていた生糸の輸出が不

目抜き通りで、さえ空家があり，売家ヲ貸家の札が増える

なくなり 3 貸下金の返済や株への配当p

たてるどころではなかった。大蔵省から た神奈川県で

9 現状を踏まえ調査を行っているので 5月中ま う

したがp 早速 4月27日付けで， らf131日までに間違いなく提出せよと

しが届いたのであった。

そこぞう神奈川県としてはョ

ので，それぞれ割り引いてヲ

どJo'り るのは民情に反する

るよう変

600同の出費を生じているので ζ れ

通 Lはえてようが右:いためヲ思つ

まず?と

て，と 翌 6月 に予め 7月から

守g

、
〕

ることとし，それまで

しいと 5月29日付ιで、{司い出走:。そし

とることを知らせるためラ



第 1童横浜の開港と近悦道の誕生

国j戸長にその周知方を依頼すると伺時ι 大蔵省に乙の旨を伝え 9 当面の修構にも差し支えるの

で即刻にも許可されるよう，今度は神奈川県の方から擢促したのである。

これに対してヲ大蔵省では現在検討仁ドであるので， とりあえず指令がでるまでは当面必要急工

くようにという指示があった。このためョ神奈川県では 7月から料金を徴収すると

していた関係上 8月に入り追って通知をするまで料金は納めないでよいこと

Lt，亡。

その翌月。明治 8年 9月15日 待ちにfミ子っ

v>た。な主むと

れノている。ちょうどこのころ，

りョとの小間割方式を井戸単位i1こ賦課する

と称していたもの

って1ρf亡。

@大蔵両省、から屈

と改称する旨が記載さ

してカュら 1 な

こ乙切で， iの状況についl:，その概要をあげてみると ようなものであ

る。

人口j'tflj

間 割i

料

〈浴場)

上等

中等

下

紺屋並洗濯渡世

専用井戸

鉄道寮井戸

湊町市場

売7Jぇ渡位

]. }~ 1か月

1間 1か月

1 F' 1か月

1戸1

1 1か月

1笛所 1か月

!I 

i'! 

9 

4円50銭

1同5

1同5

21同

4 

市l
←→ 

1，0.0.0円を見込

4 

回

6銭 7m9毛

6銭 8毘7毛

6厘 2毛

61豆沼三島

20円25銭 6厘

4同23銭

840同町議 3犀

年収見込 21，811同60銭 13，800同

えi::sヲとのうち人口割算出の説明をみると 9 当初の 1人 1か月 9銭を見込んだのは3 当時(明

治 7年 9月)横浜市中の水売りの平均は一荷 1銭 4厘で， 1人の水量はその半荷とみて 7厘と

し，そのうち 3厘を人口割にあて算出したと記載されている。また，減額をした l入 lか月 5

7犀 9毛についてはp この時点(明治 8年 5月)では，同じ水売りの平均‘荷の{直は 8厘 4毛 4

るから 2 その半荷分4屋 2毛 2糸のうち 9 人口割には 1厘 9毛 3糸を充て算出したとあ

る。 ζれによると 2 写iく手あまたと考えられる水売りの値段でもわずか 9か月ほどの問にー荷1

4屋から 8堕 4毛4糸に暴落したことになるからp その不況のすさまじさが推定できょう。

3タ
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明治八年四月十九日

..-)古今港内/

ヒ置候処未

J 

重信 J 

P民情百事随テ桔進

ヲ参酌シ笑際収入可相成租

中迄御泊予相成

明治八年四月廿二日 神奈川県令 中島 信行

大蔵卿 大限 重信殴 」

上申之趣無余義次第ニイ寸閑居候条来ル五月三十一日[浪リ無相違可差出候

明治八年四月廿七日 大蔵卿大隈重 J 

ミノテ相衰へ第一

/場所トモ可称本町或ノ¥馬車道弁天通等ニモ明家或ノ、売家賃家等/牌標切日之間モ無之

王室ニ可憐体裁ァ顕シ前日上申之金額今日

。一最前之税額二万千八百拾一円余ヲ

タ御洞察相成特別ヲ以吏ニ書面之通御採用相成候様仕j支此段相伺

明治八年五月廿九日 神奈川県令

重信殿

中島

i混 」

日之情況無余義次第ニ{寸間屈{民条差向紙フjく料合金一万三千八百同ヲ定限ト

ナシ…水道諸般之方法二至ノレ迄確実改定ノ見込相立伺出様可致事

/定限ノ¥先ツ当分之義ニ付追テ土地之景況隆盛ニ至ノレヲ 中青々 料額相違

候様可致且水租ト称ス)I/ノ¥穏当ニ無之ニ付以来*料ト

明治人年71，月十五日 内務卿 大久保 利

大蔵卿 大限 重信 」

(~神奈川県史料』より〉



第 1章横浜の開港と近代水道の誕生

50 理論と現実に悩み続けた木樋水道料金

..，，.. ~:ι4 

3五Jこち

ようやく料金の徴収ができることに念ったので，神奈川県は第一大区のー@二小区の王国j戸畏

に翌明治 9年 1月から料金を徴収することを区内に道知するよう命じた。こうして，

い聞の苦労が報われるかと思われたが2 はラまたま ちはだかつてh たので

あった。

そのころ，茸浜は不況のどん)去にありうきた長い間放置されていたことや工事不ト分の箇所が

ある友どでp 水道井戸の7kに塩気を含み臭みがあるという事を口実にしてー料金の支払を拒む者、

が続出した。とれに対して，神奈川県では改良の見通しが立つまで当面 1小区内の水道用井戸は

閉鎖するという とることにし司明治 8 、ふ
レ t(こ。

ζ のころ 9 東京の木樋水道てやは井戸 1 弁当りの料金を徴収基準としてv~tc 。 おそらくう この不

況の影響からう同じように料金の徴収に苦労した結果であろう。

さてP 井戸閉鎖を打ち出したところ 1小区内で労二戸の使用を希望ずるものが出てきたのでp

一応井戸閉鎖を原則としつつもヲ希望者には仮規則を定めて使用を許可するととになった。この

仮規則!の通達は明治 9竿1月初日に出されたがフ その内容は東京の場合と同じくフ ]井戸につい

て1か月の使用料金を徴収することになっており 3 その価格は 7円と定められた。このとろの東

京の井戸は年額で約4同と言われているから p 非常に高い料金で、あったが， しかしP

は町内で申し合せて申し込むことでラ 1人当りの負担を和らげていたと思われる。

ζ の仮規則tコ第一大区一小区井水所用仮規則として公布されヲ ちか月 ってF

6か凡後れこ改めることがあると記されている。この臨時処置についてはラ同年2月12日

へ上申したが， 3月10日ヲ大蔵省からこの仮規則を認めるよi旨令があった。

この間にも給水区域拡張の工事が進められ9 明治 9年 2月には9 四小区内で，吉田

橋から福富町9 若葉町D 羽衣町一帯へも給水できるようになった。そとで9 問題の一小区内へ他

区から水を売り込むのを規制するため水売業者はすべて町会所へ届けさせることにしβ 鑑本しを交

して営業を許可することになった。

「第一大区一区内水料賦課ノ義ニ付テ戸川

-一水分中ノ塩臭ア分析除去スノレハ工業/精不精ニ関渉スノレハ勿論ノ義ニテ目今ノ景姿

ク此上方法計画スノレ見込相立候起一小区内ノ水道ア閉鎖

イ民条可得其意11:ヒ

明治八年十二月廿一日 神奈川県令 中島

「第一大区一小区内水道本月十日ヨ P閉鎖及候旨趣ノ、。

ヨリ申出侯義モ有之一但J5!J紙弁水所用仮規則ヲ

有之候ノ"'¥免許候条町会所へ可申出事

明治九年一月二十日 神奈JI 中島

」

シ井水汲用情願/

J 

4/ 



「第一大区一小区井水所用仮規則

第一条

井戸ーケ所ノ水料ヲ一ヶ月金七同ト定ム

一 故ニ一人或ノ、数人合併或ノ、ー町内申談右水料ヲ出スモノハ一井戸ア所用スルノ権ヲ

与フヘシ

第二条~第五条 省略

明治九年一月 神奈川県庁 J 

「当港横浜一小区内水道水料収入之義ニ付テハ・…・・日増土地凋弊営業十分ナラサノレヲ

口実トシ出賦不致不得止事本年一月廿日ヨ P別紙仮規則ヲ設ケ区内上水街井ヲ閉鎖シ候

義ニ有之…一昨今右仮規則ヲ以試験中ニ付追テ方法一定尚可相伺義モ有之候へトモ前条

上申仕候以上

明治九年二月十二日

大蔵卿 大隈

「指令

神奈川県令

重信殿

中島 信行

J 

上申ノ趣聞置候条仮規則実地試験ノ上水道保存井貸下金償却ノ方法等取調更ニ具状可

致候事

明治九年三月十日 大蔵卿 大隈重信 J 

(If神奈川県史料』より)

井水所用仮規則は，半年間の暫定処置として実施されたが，その料金が非常に高いということ

もあって，開井したものは数十億所にとどまり，収入額もわずか数百円という状況であったとい

う。そこで，この木樋水道の管理問題が臨時区会で論議され，区民共有物として区費をあてるこ

とが決った。

ζ うして，明治10年1月からの年間予算として区費から5，000円，県税から 1万7，848円を補充

し，合計2万2，848同の予算をとり，井戸の閉鎖を解除して一般に無料で開放することになった。

乙の決定に基づき，神奈川県は仮規則の暫定期聞が切れる直前の明治 9年6月29日，翌月の 7月

1日から井戸の閉鎖を解除して一般の自由使用を認める旨通告した。したがって，料金による方

式がとの時期には一時立消えになってしまったのである。なお，この臨時区会では，水道のほか

に瓦斯会社の経営についても論議があり，区費投入の決定を行っている。

「其小区内街頭水道井汲用請願ノ者ノ、井水汲用仮規則ニ因J).…一今般其大区臨時議事会

決議開申之趣モ有之候ニ付井戸汲用仮規則ヲ廃シ来ノレ七月一日ヨ P区民一般へ勝手ニ扱

用差免候条得其意区内人民へ無洩落可触知此旨相達候事

但自家上水引井戸ノ義モ本文ノ通可相心得事

明治九年六月廿九日 神奈川県権令 野村靖 J 

(If神奈川県史料』より)

神奈川県では区費等により事業維持の最低限の財源処置を講じたが，懸案となっている政府貸

下金返済の見通しがないため，明治9年7月7日，内務・大蔵両省へ50年賦償還の申出と株主へ
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第 l章横浜の弱港と近代水道の誕生

の元利支払や水道修繕などについては別に伺い出ることにしたいと願い出た。とれに対して両省

からは， 11月末になって，貸下金18万円については，明治 9年7月より明治13年6月まで4年据

え置き，明治13年7月より明治38年6月まで25か年賦とし，他の事項については早急に取調申し

出るようにという指令があった。この年賦脅UI'土，各 5年ごとに区切り，第l期は年額 5，000円，

第 2期は年額6，000同，第 3期は年額7，200同，第4期は年額8，300円，第5期は年額9，500円とな

っており，要望の償還期間を大幅に短縮してはいるが，創業時の苦しい状況を十分考慮にいれた

ものであった。

ζ うして，とにかく木樋水道の経営がようやく軌道に乗る気運となってきた。しかし，工事落

成から何年もの好余曲折の経過をたど、っており，当初から工事に不十分な箇所があったうえ，保

存管理に手が回らず長い間放置してあった ζ とから，漏水したり，或いは揖臭を含むなど苦情が

多かった。そ ζで，神奈川県では，止むなくこの木樋水道を大改修することを決断した。

(2) 木樋水道の改修

神奈川県では，木樋水道改修のために，明治 9年 (1876) 7月，土木寮に御雇外国人技師のう

ち水道測量等に熟練した人物を派遣して欲しい旨要請したと ζ ろ，土木寮からは，現在それぞれ

多忙で直ちに要望にこたえられないが，後日調整のうえ派遣するという好意ある回答がもたらさ

れた。 ζ うして翌明治10年 3月に土木寮工師エッセノレほか 1名の技術者が派遣され，実地調査の

結果が報告書として提出された。この報告書をもとに，東京府御用掛松本荘一郎が実地に検証

し，当面急を要する修繕と将来施行すべき修繕の二つに整理して報告を行ったので，神奈川県で

はとりあえず急を要する修繕に取り組むことにした。

との案では，水源鹿島田村から神奈川停車場裏までと大岡川通り桜橋際川底潜樋を改修しよう

とするもので，工事費は 4万円と見積られていた。神奈川県では，工事費の節減を図るため内務

省に県下官有林の払下げを申請し，有償ながら許可を得ることができたので， 9月からいよいよ

着工する ζ とになった。

「本県下水道事業ニ付テハ困難罷在候処御寮御雇外国人之内水道測量等ニ熟糠之者有之

候ハ、暫時本県へ借用実地ニ就キ右事業ノ利害得失ヲ協議致度...一此段御依頼及ヒ候

也

明治九年七月二日 神奈川県権令 野村 靖

土木頭 林友幸駿 」

「御県下水道測量ノ為メ当寮雇蘭人暫時御用立可申旨・…・・

…..即今ノ処ニテハ難応御需侯尤此後ノ都合ニヨ P各工師ノ内繰合出来候運ヒニ至P候

節ハ吏ニ御通達及フヘクト存候此段及御回答候也

明治九年八月三日 土木権頭 石井 省一郎

神奈川県権令 野村 矯殿 」
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ニ及候次第モ有之候通・・・・ 00

アナサ¥レハ不栢I卜「場合ニ立至候処其費用/過半ノ¥材木ノ為メニ要スノ'v

事情御洞察被成下特別/御詮議ア以右宮林御下附被下候様致度此段、相

廿三日

書面立木無代下渡之義ノ、:難問届候尤相

明治十年四月四日

野

J 

ヲ -場・取調尚可何出事

内務蜘大久保利通代理

前島密 j 

(~神奈川県史料』より)

太樋水道の改修は 9 明治10年 9月に着工され 2年余の期間をかけ 8月に完

したがョその工事費は当初の見込額 4万円を大幅に上回りヲ約11万円を要したといわれp 乙の

当っては， 4寺に高島。桜木の 2iIlTは導水木樋の

断水工事によって受ける影響が大きいためp 神奈川駅滝 J11の水を堰き止めてポン

ったといわれ，また神奈川から高島町に至る区間と高島町から桜木町に至る区間で鉄

道の下を通る箇所には鉄管を使用したとされているから，この改修工事にはかなり新

導入されていたと考えられる。

導水木樋についてはラ鹿島田の元堰から神奈川まで掘り起し老朽化したものは新しい用材に

取り替えう使用可能なものは組み直して再使用した。 ζのノレートのう

と鶴見裏の約印O間(約1，はD 破損が少ないことと掘り起しが困難な場所であったた

めラ小修理にとどめたという。また，高島町から桜木JIl間の小樋は大樋に改良したうえフ揚ヶ

強くし9 市中の水道府井戸を清掃するなどョ主芭，])-l問IJ.:/1トll1険引丁つ

には高島町の井戸念どは約 3尺余(約 1m)も吹き上げるなど水勢が強くなったという。

との時点uで，街井 182箇所3 自用井47箇所があるうち， 10月に 10'7箇所が開井使用されるよう

になった。そ ζでラ内務省の司薬湯の学土に水質調査を依頼し，飲用に適する鑑定が得られたの

でp 神奈川県では常態に復したことを理由に再び料金の徴収を行うことを決し，明治12年四月か

ら 1井戸 1か月当り 7円を 5問に引き るととになり，ょうやく

ってきたのである。

その後9 桜木町禄橋際から桜木Jl!の水底に鉄管(内径 5寸ョ厚さ 3

いる。)を布設し野毛@花咲町一帯へも給水するなど，

なると濯j既用水との水配分に苦労したりヲ或いはf躍の改修をめぐる

など3

も

4"/ 

ーョ 、
またp ったとはいえフ

たでなければならなかった。

さ75尺と されて

った。しかし3

きる

ったから D その



常 1章横浜の開港と近代水道の誕生

そこで，明治15年に入り，木樋水道の大改修について調査を行った。との調査によると，との

年の 1月現在，横浜の戸数1万6，150戸，人口 6万7，584人，このうち木樋水道により給水を受け

ているものは，戸数1万3，140戸，人口 3万4，175人であったという。したがって，残りの約3万

3，000人の人々は，水売業者や市内に散在する井戸などに頼らなければならず，また木樋水道を

利用していた人々でも，渇水や水道破損のときには同じように水売業者などに頼らなければなら

なかったのである。

とうして，水売業者の使用していた水船は26隻 (1隻の平均容積 240荷，約11nl) ，小売営業

人120人，売子129人がいたといわれるが，当時の人々にとっては需要が増えるにつれとの水売り

をつかまえるのも大変念仕事となっていた。

念.:t>，後に近代的な水道建設のために提出されたパーマーの報告書によると， ζの木樋水道の

取水量は，鹿島田の元堰で毎秒約8立方フィート(約0.23nl)であったと記されているから， 4 

万人に満たない給水人口に対して臼量約2万dの水を送っていた ζ とになり，明治20年に完成し

た本格的な近代水道が 7万人を対象に臼量約 5，700nlの水を送ることになったことを考えれば，

いかに効率の悪いものになっていたかがうかがえる。

W 横浜近代水道の夜明け

1. 人口急増と居留地対策

開港の先端をきった横浜・長崎・箱館の 3港は，年々急増する人口の収容対策に追われていた

が，特に横浜は首都・東京の隣接地であり，また外交官の本拠となっていたととから，外国人居

留地の確保は開港以来の頭痛の種であった。すなわち，横浜では貿易の発展とともに急増する人

口のため当初の居留地周辺の埋立拡張だけでは対応できず，山手地区も整理し，次第に居留地に

編入していったのである。

そして，新しい土地を提供するたびに問題とされるのは，水道と下水道問題であった。その一

例として，神奈川県が木樋水道の改修工事を進めていたとろ，旧居留地周辺の沼地を埋め立てて

造成した土地の提供をめぐる話がある。明治12年 (1879)に造成が完成した埋立地を居留地に追

加しようとして各国公使に割当提供を申し入れたが，との埋立地は居住環境として衛生的に問題

があると苦情を申し入れてきたたため，外務省から県の衛生局で調査をするように依頼があっ

た。神奈川県では，衛生会からゲノレツほか 3名の派遣を受け調査に当った結果，支障はないとい

う結論を得て外務省に回答をしているのであるが，しかし，添付されている報告書の内容をみる

と，水の問題について次のような記述が残っている。

なお，この調査に当つては，排水の問題から土地の高低が重要な調査項目と念っているため，
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に優秀な技術者として三田善太郎がその任に当ったとと

東京大学の土木工学科の第 1期生として

られている。との三田

として残り，

太

4)=1に神奈川県の土木官と左ったばかりの新鋭技術者で，同期生の石黒五 1-こが卒業後神奈川県

に入り?後にイギリスに留学するととになったためp その後任として着任したのである。

の4年後9 横浜の近代水道がイギリス人パーマーの指導により開始されたとき，その片腕として

活躍するのが ζ の三田善太郎て、あり，そのとき

石黒五十二であった。

にあっ として指導助言をしたのが

三回善 太郎

(1855~ 1929) 

明治11年東京大学土木工学科

の第 1期生として卒業し，神奈

川県技師となり 9 パーマーの指

導のもとに横浜水道創設事業の

技術部門の責任澄として活躍し
J 
J亡。

横浜水道完成後はラパーマー

のあとをつぎ工削i長となり，取

入口変更工事なと、の改良工事，

さらに第 1回拡張工事を完成さ

せたほかμ 横浜の F水道工事や

築港工事にも参加した。

その後，新潟市@鳥取市の水

道創設工事等に参加した。

三回善太郎(f)卒業証書
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さてp ζ どはむしろ

f也の土地よりも 3まいという結論を

出しマーいる。しかし9 ただ一つの欠点として飲料水の問題を取り上

げ二と:の造成地の井戸から得られる水は黒色を帯びジ全く飲用に適

さずp は他の方法で何らか

指摘している。 ζのよう念 ζ とからもヲ問題が多かっ

はあったカら

し9 ま

る対策としてそ

もされていたこと るのである。

「野村神奈川県令

会{辰也

十二年九月日-二日

三回望号太郊の水道新設委員の辞令

ることを

な役割を果



第 1章横浜の開港と近代水道の誕生

就キ現今ノ偉家居建造居住候テ人身健康上障害無之旨一同議決及ヒ候間右様御了知相成

度比段御回答及ヒ候也

明治十二年十月十四日

外務書記官御中

神奈川県令 野村靖

新埋地ト称スノレ横浜ノ一部分ノ、住町スルニ適スノレヤ否ヤニ係ノリレ報告書

右ニ云フ三角ナノレ新埋地ノ、-…・・往時ノ、沼地ナ Pシ該所ノ、石}IIノ諸丘ヨ P粘土質ノ岩ヲ

モツテ埋立シモノニテ乾水法充分ニシテ……通常ノ満潮点ヨリ該地ノ高サハ前ニ工部大

学校ノ学生ニテ当時神奈川県庁ノ土木官ナノレ三田氏ニヨツテ精密ナノレ測量機械ヲ以テ検

査セリ……

第一…… 第二…・・・ 第三…...

第四

タ Y一個ノ欠乏ノ、純粋ナノレ飲用井水ノ不足コレナ P該地ニ湧出スノレ弁水ノ、単ニ黒色ヲ

帯フツレ水ノミニシテ全ク飲用ニ適セズ故ニ水道或ノ、他ノ方法ヲ設ケテ清水ア得ノレコト極

メテ緊要ナリ

第五・・・ 」

(W神奈川県史』より)

との居留地対策は不平等条約改正運動ともからんで，一層複雑になってきていた。

条約改正の期限は明治 6年 7月となっていたが，国内法制度の整備の遅れもあり，実質的に聞

に合わ念いということから，政府はその前年の明治4年11月にその期限の延期を申入れる一方，

岩倉欧米使節団が先進国の調査などのため横浜港から出発，アメ Pカを経由しヨーロッパ各国を

訪れた。条約改正の申入れは改正期限の 1年前と念っており，既にその期日を過ぎている ζ とな

どから予備交渉としては失敗した。以来，条約改正への苦難の道が続く ζ とになったが，との使

節団には多くの優秀な人材が加わっていたことから，後に，各分野で新しい技術の導入に大きな

役割を果すζ とになったのである。

明治政府は，条約改正実現のため先進国と一日も早く同レベルの国力を築くべく，富国強兵策

をとる一方，欧米文化の吸収を推

進し，とれを外国側に示す方策と

して欧化策を進め，いわゆる鹿鳴

館時代を現出した。とれと並行し

て，横浜居留地では環境対策とし

て横浜公園，根岸競馬場の開設な

どにも力を注いだが，特に根岸競

馬場には明治天皇をはじめ政府高

官が頻繁に訪れ，外国公使らとの

交流の場として利用されるように 根岸競馬場(1'横浜開港五十年史上巻』より)
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念っていた。

折しも西南の役(明治10年)も終り，国内問題が一段落したところで，再び条約改正の動きが

積極的に進められ，外務卿寺島宗則は，早急に解決すべき課題として税権改正にしぼって交渉に

当ったが失敗した。その後任となった外務卿井上馨は，法権・税権ともに一部分回復する案をた

て，明治13年7月各国に提案し，東京で会議を開ζ うとしたのであるが，イギ、リス公使から修正

提案が出される念どの経過があり，明治15年 7月に条約改正予議会を聞き，各国との検討を進め

ることになった。

との予議会に，横浜居留外国人305名署名の建言書がイギ、Pス公使パークスを通して提出され

た。同建言書では横浜居留地内に取締局の設置，施設の整備，経費負担の方法など全般について

意見を述べているが，これに対して，当時の神奈川県令沖守固は井上外務卿宛に強烈な反駁意見

書を提出している。

ζの件は，不平等条約改正をめぐる対立意見が現地に反映したものともいえるものである。そ

の内容に水道関連の問題も含まれているので，簡単に紹介する。

意見書は，明治15年12月1日付で提出されており，そのタイトルは「横潰居留外園人ヨリ差出

シタノレ建言書ニ醤スノレ意見書」と念っている。同意見書は冒頭に横浜居留地制度の沿草に触れ，

横浜開港当初は居留地取締りは外国人の自主管理とし，その費用は日本政府に納入される居留地

借料の 2割をあてていたが，その後，自主管理ができないということから日本政府すなわち神奈

川奉行に管理を移してほしいという要望があったため，慶応3年 (1867)10月に歪り，横浜外国

人居留地管理約定7か条を結び，神奈川奉行の配下に居留地取締役所を設け，外国人1名を推挙

し取締役にあててきたが，居留地内の整備が進むにつれ，明治10年6月に至りとの取締役所の廃

止を各国に申し入れたところ，了承を得られたので， ζの時から神奈川県庁の直曙としてきた経

緯を述べ，今日に至って再び居留地取締りの権限を回復しようとするのは矛盾しているとし，建

言書にあげられた各項目ごとに詳細に意見を述べたものである。

これらの項目のうち，道路市街溝渠について，その整備が遅滞しているととを指摘されたのに

対して， r実態を無視したものであり誠に遺憾である。ただ，旧居留地一区と称した場所につい

ては大下水と水道を建築する計画があるため大改修を見合せていたのであって，との大下水道の

布設工事は煉化石をもって造り，雨水だけではなく汚水をも流通させることを目指して現在施行

中であり，明年1月には落成の見通しであるから，引続き道路修築に着手する予定となってい

る。」と反論している。また，水道を岩留地内に設置することはもっとも重要なことであり，そ

の調査に着手したので，再び掘り起すことになろうと述べ，この下水道布設に拾余万円の巨費を

投じているように積極的な対応をしていること，また全体の計画を理解したうえで評価すべきで

ある ζ とを訴えてもいる。

ζの意見書にみられるように，旧の木樋水道に対する抜本的な対策について， ζの時点、でかな

り具体的な方向に動いていたことが分るのである。
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第 l主主 横浜の毘j巷と近代7JC道の誕生

「横浜居留外国人ヨリ差出シタノレ建言書ニ対スノレ意見書

一仙フニ居留外国人建言書ニ付意見ア吐露スノレニ先ツテ当横浜外国入居留地帯1]

ヲ述ブノレコト必要ナラン……

い書家主ノレニ居留外国人ノ今ニ這ンテ建言書ヲ提出スノレノ¥葦ーン曇臼一旦日本政府ニ返付セ

シ居留地取締ノ権力ヲ今日ニ至テ回復セントスルモ./'¥如シ・・…

旦又建言、書中道路市街j青渠等ニ付芙論述スノレ処ア案スルニ皆実出守 シタルモ/

一

_1_ 
ノ

ノレ/目論見ア Pショ p

日ニ至テハ大下水/伏設ニ着手セ P故ニ

置スJvノ¥尤必要ナノレニ付己実工事ニ関ス )1/調査ニ着手セリ故ニ其起ヱノ際再ヒ

記スノレコトアノレペキモ大工ータピ、成ノレノ後ハ復タ居留地ニ於テ道路等渠ニ拘P苦情ヲ唱

フノレ者ナキニ至ノヤベシ。

…一既ニ存在スノレ処/我法律規則jヲ実施スノレタメニノ¥適切ナノレ神奈川県庁ノ在ルア P然

':/ 

ー・県令ニ於テ我法律規則ァ

ヲ改メ事務整頓シ居留外国人/苦情ヲ

サノレ処ナ P

明治十五年十二月一日
叫 Z

j-t _Jじ

2. コレラ。 と木樋水道

験

IJ果令沖守固

」

(~神奈川県史』より)

よってもたらされたのはヲ新しいヨーロッパの文明だけではなかった。 わち p コレ

ラやチブスなどの流行病をも移入する不幸な結果をみ， しかもヲ閉鎖的な社会から開放的な社会

への転換と都市への人口の集中3 加えて不衛生な生活環境から年を追うごとに流行の規模も大き

くなり 9 全国的なものとなって3 その犠牲者も増大するたど，疫病の流行は一般市民の恐怖の的

となっていた。

したがって，衛生環境の改善のためp 水道と る声が高まっていたのは横浜

だけではなかった。江戸上水を引き継いだ首都の東京府でも p 導水流域の開発と木樋水道の老朽

化によって早くから水質の悪化じているととが指摘され3 内務省の命により明治 7年に

は土木寮御麗工闘で、あったオラン夕、、人ファン Q ドールンが改良意見蓄をまとめ2

翌明治 8年 2月に東京水道の改良計聞書を提出し鉄管による近代水道の必要性を指摘するなどの
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動きがありラ明治10年には改良計画も立案されているが，これは実現しなかった。各都市におい

ても状況は似かよっており，コレラの流行と相まって木樋水道改良の意見が高まる一方であった

が，政府としては当面の対策として明治11年 5月に飲料水注意法を制定し，井戸水汚染防止のた

め井側の修理，持水排水溝の整備，井戸近辺の便所設置の禁止などを励行させるかたわら，官吏

による巡回実地検査を行うなど，対応に腐心していた。

表1-1 明治10年~20年間水系伝染病発生状況(内務省衛生局年報による)
(単位:人)

明治 コ レ フ 赤 痢 腸チフス

年 患者数 死亡数 患者数 死亡数 患者数 死亡数
事商 要

10 13，710 7，967 コレラの流行一一同年9月，長崎に入港

11 902 275 1，098 131 3，983 549 したイギリス商船から伝播した。

12 162，637 105，786 8，n9 1，477 10，052 3，530 コレラの流行一一同年3月，愛媛県に始

13 1，570 589 6，015 1，473 13，349 3，606 まり大分県に及び全国に蔓延した。

14 9，328 6，197 7，001 1，837 24，033 5，866 

15 51，638 33，784 4，289 1，300 18，258 4，954 コレラの流行一一周年2月，横浜に発生，

16 969 434 21，172 5，066 18，769 5，043 全国に蔓延した。

17 900 415 22，524 5，989 20，816 5，699 

18 13，772 9，310 47，183 10，627 27，934 6，483 コレラの流行一一ー同年8月，長崎に発生
し7Lj凡

19 155，923 108，405 24，326 6，839 66，224 13，807 コレラの流仔 12年以来の最大の流行
で流行範囲は 1道 3府41県に及ぴ鹿児島，

20 1，228 654 16，149 4，257 47，449 9，813 宮崎両県を除き全国に波及し，なかでも大
阪，石川，富山，東京，福井，新潟は激甚
を極めた。

(注)r日本水道史J(総論)より

ζ うして木樋水道や井戸の延命策が講じられたが，猛威をふるうコレラ，チフスなどの流行に

は無力に等しかった。横浜の町にも，遅ればせながら他都市なみに木樋水道が布設されたが，工

事中の経緯等から問題も多く，またほとんどの土地が埋立造成によるところから排水設備が不備

で，居留地内については各国公使や外国商人らの強い要請によってかなりの整備が進められたも

のの，その他の一般地域では極めて不衛生な状況におかれており，木樋水道もまた一般の井戸も

悪疫の流行には極めて危険念環境にあったのである。ちなみに，明治12年，内務省衛生局横浜試

験所のゲノレツらの行った調査 (Onthe Drinking Water of Yokohama and the Necessity for 

its Improvement)では，横浜までの導水木樋の起点となった鹿島田村での水質は井水にくらべ

良質であるが，木樋の中を通るうちに汚染される恐れがあることを指摘しており，また明治18年

に同試験所で行った井戸水の検査では，対象 106箇所のうち飲用に適する井戸は33箇所に過ぎな

かったと報告されている。

3. 新しい水道計画に取り組む神奈川県

神奈川県では，木樋水道に対する応急改修工事を明治12年 (1879) に完成させたが，その後も

修理工事が増加する一方，予想以上のテンポで急増する人口と悪疫の流行という状況から，この
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持身創痕ともいえる じ者:けれぽならなh ところに追い込まれ

ていた。とのような状況に対してヲ居留地各国韻事から会議の都度ラ新式水道建設の要望が出さ

れp エー・ゼ、_0 ゲノレツやトーマス。ピー@夕、ラパーなど外人有力者からも提案がもたらされる

ように念った。これLにひきかえ7

かった。

且l~ r，:土
ニニ::t'-;可ヨ

てい

らの積極的な意見は少な

していた政府はラと として重要

る事業を外国人の手にゆだねることは?将来を考えれ

とっていた。そこで，神奈川県では抜本的な水道対策を自ら

も将来これを鉄管に取り替える ζ とを前提とし

るか?また他の方法と しく相模JIiからの取水によって

行うべきかを

ζの調査の

めた。

n 明治15年末までには，多摩川から

水路線と相模JlIから させてわた。 ζ の調査をもとにラ 7~-:樋水道の路

I 
l/ とラ新たに相模)Ilから る場合の 2案につい

たがョいずれも るものと念った。

(木樋水道路線利用)

自 '722聡

水j留水i也 303) 

80。

316，011 

(市j哉3部) 508ラ

169， 

計 丸100，447向。29

相模川案

自津久井三井村至神奈川 223、

白神奈川至桜橋 274，455円333

方くj留及弘吉水f也 303， 

目印筒蒸汽鑓

316， 

50S， 

外国入居留地 169， 

計 1，8'76，1'79円934

折しもこのころ 3 条約改正予議会の席上て守も 3 イギPス公使ノくー

タスから居留民の意向を受けて水道問題に関する提案があったが2

サー o ノ、 9-'パークス

(1828~ 1885) 

(横浜開港資料館提供)

uコ
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沖守回

(l840~ 1912) 

明治4年，岩倉具視の欧米視

察団に加わり，その後イギ Pス

iC 8年間留学しョ帰国後コ内務

省や外務省に在職。明治14年に

神奈川県知事令(後に県知事〉

と念り 8年間在任した。

ζ の問，横浜水道の言I.nmをた

て，パーマーの調査をもとに相

模;[1水源案を採用し，国から工

事費107万四の借入れに努力し，

日本ではじめての近代水道を横

浜に完成させた。

その後，長崎県@滋賀県等の

県知事をE主任し，資放院議員と

なり男爵を授けられた。

(W神奈川県議会史」より)

月廿六日

山田内務卿殿

松方大蔵卿殿

4. 当時のヨーロッパ

たまたまョとの年の12月にイギリス工兵中佐ヘン 9-0 スペンサー

@パーマーが帰国途中来日したのを機ι パータス公使がj中県令に

水道技術指導の適任者として3 同中佐を車的、してきた。パーマー

は3 明治13年から数回来日しており 9 陸軍工兵中佐というポスト校

あったが9 土木から天文に:至る極めて広範な分野にわたっての知識

と経験を持ち，特に水道についてはョ明治n坐に香港 e広東の水道

設計を行った実績を持、っていた。

当時の日本においてはヲ新式水道建設の論議はされているものの

実践という面では全〈未知の分野であったからヲ神奈川県にとっ

てラ ζ のパーマーの来日は正に千載一遇の機会てvあった。そこでら

早速翌明治16年 1月ョ神奈川県は井上外務卿を通じてパーマーに横

浜水道の設計調査を依頼したが，イギPスの好意により，翌 2月か

ら3か月間ジ内務省神奈川県付顧問土木師となったパーマー

調査が実現するととになった。

メ英国人パア

月間雇人之儀己ニ神奈川県ヨ P申出候趣之処右

業ナノレ/ミナラズ其成果之良否ニ依テハ

ニテ白下本邦

主主之時機ニ有之侯間神奈川県令之上申至急掬免許相成候様

」

(~神奈川県史』より)

ととで3 当時のヨーロッパの水道について簡単に触れておとう。

近代水道の技術が開花したのはp 長い水道の歴史のなかでも比較的遅い時期で，いち早く

したヨーロッパにおいてであった。 ロョ
Z
M比しょっ

の各都市村.，それにつれて都市の過密化が進みヲ従来の井戸水や泉水右:どの良質な水源だけで

は不足をきた L，次第に河川水を利用するようになっていった。 ζの問の水事情は日本の;場合と

同じようにかなり大変であったようで2 工業化の中心となっていたイギ、 1)スの首都ロンドンで

は， 15世紀末には 4，ωo人にのぼる水運ひ屋がいたといわれ、ている。

とうして， ロンド ロンドンブリッ ーム
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を波み上げて給水するようになり，パPでは1608年

に同じようにセーヌ河での水車揚水を始めていた

が，これらは量的に少ないうえ，水質的にも良くな

いため，その後も新たな水源を求めて多くの努力が

続けられた。特にロンドンでは，テームズ河に流れ

込むリー河上流から木管などを使い60kmにも達する

導水路を建設し，との施設によって1618年ニュー-

Pパー水道会社が発足している。

そのうち，動力に蒸気機関が利用されるようにな

り，ロンドンでは1726年にこの方式を取り入れたチ

エルシー水道会社が発足したのに続いて， 1812年に

はニュー・リバー水道会社が幹線に用いた木管を鉄

管に取り換え，近代的な圧力水道への道を歩み始め

第 1章横浜の開港と近代水道の誕生

商洋の水売り(フランス・カルナパレ美術館所蔵

『街の職人たち』より)

た。ノ~9 でも， 1811年にはウルク河から 100kmを超える大運河を完成させ，大量の導水に成功し

ている。

一方，人口の増大と下水道の普及によって河川水の汚染は次第に進み，河川本の大量利用と相

まって深刻な問題となっていた。 ζのような状況から，渇れた河川水をきれいにするため躍過技

術の研究開発が進められ，ロンドンのチェノレシー水道会社では， 1829年，同会社の技師シンプソ

ンの研究による緩速漉過法を実用化させたが，他の水道会社へは普及しなかった。

1830年代に入ると，ヨーロッパではコレラが大流行して多くの犠牲者を出したが， ζのコレラ

流行の原因をめぐり，上水道の水源汚染によるものか，或いは下水道の不備による非衛生的な環

境かをめぐって論争が続けられた。当時は土壌汚染説が有力で， 1850年代にロンドンの開業医ジ

ョン・スノーが上水道の持染が原因であると主張したものの，一般に認められるには至ら友かっ

た。

とのような状況のなかで上下水道の整備が進められていったが，イギ、Pスでは1852年に首都水

道法の制定によって，地下水以外を水源とする水道はすべて櫨過施設を設けることが定められ，

また1870年代になると下水汚泥の沈澱を効果的に行うため硫酸アルミニウムや石灰が使用される

など，水処理技術も次第に開発されていった。 ζのように，ヨーロッパでも穂過法が定着し始め

たのは1850年代になってからで，ちょうど日本の開圏直前のことであり，プラントンが明治3年

(1870)に阜くもニュー・チェノレシー水道会社の櫨過装置を紹介していたわけで，新しい技術の

伝播の早さに驚かされると同時に，当時の外国人技術者の熱意に打たれるものがある。

なお，コレラ菌がロバート・コッホ (1843-1910)によって発見されたのは1884年のことであ

り， ζのζろはまだ，緩速砂櫨過は原水を透明にするだけで，細菌除去にも有効であるかどうか

分っていなかった。その後， 1892年にエノレベ河流域で発生したコレラの流行の際，穂過した水の
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給水区域ではコレラ患者がほとんど発生せず，沈殿処理しただけの水の給水を受けた区域で発生

していることがコッホの調査で明らかになり，砂縞過は細菌除去にも有効であることが実証され

た。

その後，イギリスでは営利会社の手にゆだねていてはなか念か施設の改善が進まないというこ

とから公有化法案が整備され， 1904年にはロンドンの水道は首都水道庁に買収一元化された。

5. パーマーの横浜水道工事報告書

(1) 横浜水道工事報告書(明治16年4月11日)

神奈川県から水道調査設計の依頼を受けたパーマーは，わずか 3か月という患い期聞に多摩川

取水，相模川取水，その他にわたる調査を行い，明治16年 (1883)4月11日に概括的な計画を中

心とした横浜水道工事報告書を，翌 5月31日には相模川取水案を中心とした横浜水道工事第2報

H. S・パーマー

(Henry Spencer Palmer) 

(1838-1893) 

香港政庁付武官のとき広東の

水道設計後帰国途中に来日の

隊神奈川県より横浜の水道建

設の調査を依頼され，明治16年

多摩川水源案と相模川水源案を

まとめ，工事に際し，顧問工師

として招かれ，日本ではじめて

近代水道を完成し，勲三等旭日

章を授与された。

また，東京・大阪・神戸等の

水道計画に参加するほか，横浜

港の築港工事，横浜ドックの設

計，天文・測量の仕事やロ Y ド

:/}Jイムスの通信員となるなど

広い分野で活躍。東京で没し青

山墓地に葬られる。

(カナダ・プFティシュコロシ

ビア州立資料館所蔵)
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告書を県に提出した。神奈川県で既に予備調査を行っていたとはい

え，今日とは異なって交通手段もなかった当時，未聞の水源地まで

踏査したことは誠に驚異的であった。しかも，とれらの報告書は単

なる調査報告書というだけではなく，日本で初めて近代的な水道施

設を建設しようとするものであるため，水道施設のあり方から経営

にまで触れ，水道の解説書としての役割をも果す貴重な報告書であ

ったことに着目したい。

4月に提出された報告書は，はじめに水道の布設によって市内の

不良井戸の閉鎖と木樋水道を廃止する ζ とが必要であり，十分な圧

力(少なくとも 140フィート水圧・約4kg/crnつを持たせることに

よって，給水ばかりでなく，防火等にも大き念効果がある ζ とを強

調している。今日では当然と考えられる ζ とであるが，当時では水

は汲み上げるものとして考えられており，圧力水道ということ自体

が大きな転換であった。近代水道が完成したとき，とれを当時の新

聞や記念碑のなかで噴水機という表現を用いているものが多いの

も，当時の人々が圧力を持った水が噴出することに驚嘆したことを

示している。

給水方法については，断続的給水法は浪費が多く，使用上も不便

でかつ非衛生的で，結局不経済なものになるが，常時給水法をとれ

ば，汲み置きなどの余分念水量を減らすととができ，不時の火災に

も役立つなどその利益は極めて大きいことを述べ，常時給水の方法

によるべきことを主張している。これは，イギPスで当初一部の会



第 1章横浜の開港と近代水道の誕生

社が断続的給水から始め，後?と常時給水に移行した経験からの提言であると思われる。

そしてう以下，水道設計の基本について述べている。

1) ァドー道開設に要する水量

水道設計に当っ に決定すべきものは所要水量の問題であってラ 1年を通じ使用量のピー

ク時点に合わせて設定する配慮が必要であることを述べている。これは，水道を初めて設ける場

しい ζ とであり勺習慣を考慮するをどして概量を定めざるを得ないがp イギ、 Pスの

大都市の例をあげると 1人 l日平均21英ガロン f)で9 このうち14ガロン f)は同局

を含め家事用3 らガロン g)は製造及び商用 2ガロン (9f)はその他となっている。こ

れに臼本の風俗と横浜の実態を考慮すると 3 入浴の習↑震から入湯用として 7 ガロン (32"~ )を加

える必要があるが3 製造及び商用分のうち 4.5ガロン e) ，闘用の 3ガロン (lH)，1也の用

途から 1.5tl [:ゴンけりを減じることができるであろうから p 差引きイギ、Yス入の 1人 1日平

均21ガロン )E)に対して19ガロン.e)となり， ζれに夏期の若干の増加を見込み， 20ガ

ロン e)と設定する。

2) 人口の推測

次に重要 口の推測であり D 明治16年 1月現在の横浜の人口はおよそ 7万

9ヲ570人と推定されるがジ山手居留地については

① 高台で水圧を保持する ζ とが困難て、あり 3 ポンプ加圧によれば、工事費が高くなる ζ と。

② 山手地区ーの井戸水は比較的純良であり s 下水将渠等を適正に管理することで、確保できるこ

と。

③ 家屋は散在し延慢の恐れが少念いこと。

念どから 3 当国給水対象からはずし，更に市周辺の人口過疎の地域を除ぐと約 6万 3，000人が給

水対象人口となるが，これに若干年の増加を見込んで 7万人に供給する計画とする。したがっ

て， 1ノ具、 1日平均20ガロン

6，と なる。

3) の能力

りの割合で 7万人に供給すべき水量仇 1日140万ガロン(約

管のj重水能力はう例えば 3インチ管管)を 1とすれぼ， 12インテ管皿管〉では

30倍となるが9 その管代は 6.8倍に過ぎないのでp 沈澱池9 櫨水所，貯水所などのようにラ後日

容易に追加できるものは別として，水管の場合は一度布設した後に増強を行うのは容易で、ないの

でラ長期の見込みを基にする方が経済的であると述ベヲ特に横浜のように遠隔の地より導水する

という条件にある所はョ予定人口 7万人に更に 3万人を加え10万人とし， 1日およそ 200万ガロ

ン 日'j!:J， lυりnf)を導水基準とする。

以上のような説明を集約してF

① 水源から市内へ日量 200万ヌアロンを道水するに足る本管を布設する。

② 海水平均水位上少なくとも 140フィート (43m)の高さを有する貯水所を設け9 当初は日量
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とする。させる。貯水所予定地は野毛山の頂上或いはそ140万ガロン

る方法も子走して"I3'く。2(ぬ万ガロンま日@ 

ら順次考察を続げている。以き9とと

4) 

ても 140るζ とからうにもも

る水源は近傍にはなしアィート

その水源としてに立ち，めざる

11) の地点にある玉J

4km)の地点にある

7里野三三、山から①
 

の中野村上流付近8呈野毛山から@ 

であもりうとして挙げている。両河JI!とも。コ 2

している東京水道の改造計画があるように聞いて玉川にあってはョ既に羽村からる。また 9

いずれの水源をとるかは3 費用いかんによるとられ3は支障はないといるが，

思われると述べ、ている。

導水管5) 

日本のように地震もあるが3している
p 
bフヨーロツノぐにj:iいては，

とp 概算でいるべきでありラ両河川の多いととろ

000ドノ1/1805マイノレ玉川

000ドノレ21マイノレ相模m
ると，しているが全両河)11とも仮に 5マイルまれると

る。く念るとし得るので3強められロ

000 r )1/ 玉川なわち9

000ドノレ棺模川

していあてらjもるとイ寸ら3 ムζ FK439 

る。

その他の水源6) 

いる。干よ号
0' ノその他の水源についてもョ

そのられるが9|についておよそ51万 5ラ000ドノレの費用で可能とま

土
問

しい。またしていることや地形からみて9

して9 深さ 6フィート

なされてo
y
 

h
り
J

ん」
1
i

、3J
山町

恐 れ も あよる河Jlこのよういる治:::t

るまたこの運河から

るいはによるときこjしら

している。

については?また 3
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第 l禁法浜の開港と近代水這の誕生

とするととなどから るという原則論を述べたうえで， 11)宝子JI [，滝/)11， 

と の状況等から水源と

により るζ とは証明されておりヲ

であるのに対してヲ

にとどまるものであるから

玉川より

とポンプによる

申請書に添付された路線図(国立公文書館所蔵〕

も

ついても，

ゾ、J

ので、

ドパノ

000ドノレ

500トノL

と結んでいる。

っている。

3立方アィート

J己、、).....:、子

i亡v) ると

る
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8，840ドノレと見込みヲ これを資本に対する利子とみ念してその元金を23万5，500ト、ノレとじて建設費

しラ水路はコンクリート製として試算している。

ととでパーマーは，水量@水質について現状では適当であり，費用も最も安いものとなってい

る鹿島田が有力者:方法となることになるが，しかしヲ将来の東京府取水量変更の問題や玉川を利

用し得る地域が広大であることを考える必要があると述べ9 この辺の事情は県知事においても十

分承知されている ζ とであろうと付言している。更に続けて，鹿島田案でポンプ揚水をする場合

でも貯水池が必要で、あるととヲ貯水量を持つことによって使用量の増減変動に対応すれば揚水施

設は常時平均した稼働で済むのvcp全体として経済的なものとなる ζ とを述べ?一定位置から給

水することになるため水圧も一定となるとと p 更に施設に一時不震の事故等が生じた場合の子備

としても設置してi?くこと

り海水施設

ることを強調レて1ρ る。

次に p 浄水施設の説明については鹿島田を例にとり 9 次のような概略説明を行っている。

まずラ水池に水を入れる前ι 粗大な浮遊物質等を沈殿させるため長形の貯水池を設ける必

要がありラこの池は 3池を設け 3 通常は 2池を使用し 1池は他の池の掃除の時に代用するもの

である。 ζ の池を通った水は鴻水池に入るが，その構造は底部に煉瓦で造った多数の細い溝渠を

設η，乙れを 1条のヱド溝渠に接続させ， この上に清海右:細石 6インチを敷乞

した砂を 2アィート敷きつめ?とれに深さ 6アィートの水を満たすζ とに

より，日 9アィートずつの割合で浸透させ下部の溝渠より清水として引き出す。

砂の表面に汚物が堆積して浸透水量が誠少した場合は，水の流入をとめp 上面の薄部を取り除

う。

縄水池も 3池設置し 2池は同時運用し，1j'也は予備とする。

とのような施設をも含めてz 鹿島田の場合で試算〈市内配水工事費は除く。)すると

およそ29万2，000ドノレと見積られ，市内工、事を含めても55万ド〉レは超えないだろうと述べている。

更に，他の自然流下の方式と比較するため，年々のポンプ揚水費(野毛11Iへの揚水ポンプ)を

る支払利子として換算して加えてみると， 1日140万ガロンを供給する場

よそ74万5，600ドノレと見込んでいる。
ほりぬき

最後に，7}(源を鐙井に求めるという説もあるがう横浜の地層をみると実現の見込みは在いので

調査する価値がたいと述ベラ市内配水の法は更に詳細に報告する機会に譲ると結んでいる。

なお，この報告書の翻訳に当ったのは神奈川県の寺崎避でヲ小林亭吉が校閲したものである

が，三田善太郎らとともにわずかな日数で新しい技術用語の翻訳に取り組んだ努力に敬意を表し

たい。神奈川県では3ζ の報告書に基づいて種々検討していたがジ多麿)I!水源より将来的

と考えられる相模YII水源について更に調査するよう，翌 5月1日夕改めてパーマーに依頼した。
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主主 1牽横浜の開港と近代水道の誕生

2報告書〈明治均年5月3'1日)

神奈川県の依頼を受けたパーマーは3 明治16:年 5月31E! ~相撲m水源案を中心とした

第 2報告書を県に提出したが，との時から相模)11との幹が結ぼれたといえよう。

相模J!i取水案についてはヲ取水地点を栢模Jilと道志Ji!の合流点左岸三ケオサ寸と予定し これよ

り野毛山山頂まで 30.'75マイノレ (L19.5km;~ の路線と念るがラ現!:量昨季，米3 麦，野菜が繁茂してい

たたあ，止むを得ずi三路によったのぐ、5 実際、に管を布設する場合は続的に進められるから， ζ

れより減少するであろうと述べて

:九三三
~j 0 

1) 取:入口

取水地点のj毎回からの高度は，

日まで、 335 

アィー i、

によって356ブィート

まで上昇するのでョ ζ

とする。

取人口には泥土の堆干実或いは河 狛模]I[と高瀬船(茅ケ崎市文化資料館Fif蔵)

しい衝撃を受り在、いを選びp 掘割を通して?

トの弁弁に導く。水路及び弁井の底比海面より 331アイ-ト

位以下3園 5フィート

のでヲ直ち

も可能で、ある。

水管の取出しは9

2) 導水管

とする。相模J11は玉;I! v乙比し

にi定J¥させるととがで、き，ま

よそ332.5フィート とする。

管については9 傾斜度や水;圧などの問題もあるが，それよりも重要

陶管の使用は勧告でき念い。その効用や保存及び経済面からう

5マイノレ 6k吟を 2区に分りて考えーる。

第 1区 口 ~IIJm子川上流20.5マイノレ 8凶)， 

インテ(臼54必5m川l

も

さアィー

9 河田低水

とたるとと

K送しでからで

出るものはない。

5フィート/マイノレヲ 21

箆 2区 1中惟1荘住子河上流~野毛山8マイノルレ (12歯 ε剖肱lGのラ 平均勾配11.⑬ 8印8ブイ一ト/マイノルレ， 1日6 

インチ

乙の両区間の接続点に誼径 7-8 フィート位。 1~2 ，深さ 5フィート の接合弁

を設ける。水管については，保護のため 2フィート以上土中に埋設する必要があるが，

布設後十分念検査を行いs 漏水のない ζ とを確認後埋め込むこと?また布設管の高所に

或いは管内の水を必要により排水できるように排水口を設けることが重要である。
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管路用地については，幅員10-12フィート (3.05-3.66m)の土地を買い上げ，または権利を設

定する ζ とが望ましい。

砂 糖水場と貯水池

相模川の水質が良好であるととは疑い念いものであるが，櫨水法を廃止するというととではな

い。また，貯水池の重要なることはポンプ式と同じく重力法にあっても同様であるが，これにつ

いては初めの報告書に述べたとおりである。

4) 分水法(市内配水法)

誼径6インチ (150醐)以上の本管枝管は将来の人口増と防火上の点を考慮して，ぞの配列法

を図で示し， 5インチ (125皿)以下の小形枝管や水留栓，防火栓，水栓等は現場に即して施行

するものとして図上では省略している。

管を布設すべき市内街路の延長は28万6，167フィート (87.24回)で，防火栓は約300フィート

(91. 5m)ごとに設置するものとして合計で950個となる。

5) 給水工事

外国人居留地の家屋や日本の銭湯営業人その他大家，商庖等は道路本管から屋内へ引込みを望

むであろう。この場合，外国においては，これらに要する費用は家屋所有者或いは現住者の負担

とするのが通例であり，政府は水道を管理する官庁に対し水道用資材が規則に適合しているか，

また熟糠した職工に施行させたかを監視する権限を与えている。

家事用水管の材料についてはいろいろな議論があるが，横浜港に主まいては，電気の作用により

亜鉛を塗布した鍛鉄を用いるのが最良と考える。

6) 共用栓

日本人の家屋の大半に各戸ごと水道を引き込むのは適当でないと考えられるので，街路に大形

の水栓(共用栓)を設ける方式がよい。イギPスではこの道路水栓は不便かつ濫用をきたすとい

うことで問題になったが，横浜の場合には各戸に引き込むことができないとすれば，次にはこの

方法によるほかはない。 ζれでも，現在の給水法より便利であり，また秩序ある日本人の温良か

っ遵法性から濫用の弊害はないものと信じる。

横浜の街道をおよそ21万7，500フィート (66.31km)とし，平均150フィート (45.73m)ごとに

設けるとすれば，全体で1，450基となり，これを利用する戸数を約1万6，400軒と見込めば， 1基

当り 11-12軒の割合となるが，道路幅の広い場合は両側に設ける方がよい。また，市内水管を布

設するに当つては，重貨を運送する所では地面下4フィート(1.2m)以上に設置する ζ とが必

要であり，排気口については防火栓で代用するととができる。

η その他

外国から購入する資材は巨額になるので，用材の選定，注文などを厳重に監視するととが必要

であり，特に鋳鉄管について留意すべきである。

とのあと，主要施設についての解説を行い，最後に工費の積算を行って，全体として次のよう
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な見積額をあげている。

市外水管

櫨池

〈市内配水)

土地買上代

計

637，294ドノレ

27，000ドノレ

40乍 000ド、ノ'v

187，840 ド、ノレ94

13，005ドノレ

905ヲ 139ドノレ94

これに，臨時費 ω 管理費を 6万3，360.06F'Jレを見込み，水量 1日140万ガロン

き水道建設費は96万8ラ500ドルと試算している。

なお，乙の計算においてはラ当時の通貨換算率は，日本円 1 問(銀貨)ね~ 3シリング 8ペン

ス， B 1月は 1!ごノレ9 日本紙幣では 1ドルが 1円33銭 3

1トン当りの価格として

イギPスの製造所から船積までの原価運送費 5ポンド

ったという。 また町

横浜港まで、の運賃 40シラング

保険料9 陸上費用その他引渡費用 23シPング4ペンス

8ポンド 4ベンス

ζ(f)総工費、96万8，500ドノレを当時の換算率(1ドノレにつき 1円33銭 3厘)でみると， 129万1，

月50銭となり，当初の神奈川県の試算より若干減少しているものの，主主J沿 100万円を超えるもの

で?当時としては大変念計画であった。ちなみに，国家的事業として明治 5年に開通し

?と新橋~横浜間の鉄道建設は約 284万円を要したといわれp その資金は外債の発行によったもの

であった。

/くーマーは9 この相模JlI目論見は前の報告書にあげた鹿島田目論見に対し多額を要するが，そ

の代りとして神奈川県管内にあって水量十分な河流を使用し得る利益がある ζ とを指摘してい

る。

8) 維持及び会計法

当初の建設費(日量 140万ガロン)約97万ドノレを 7万人で害IJると 1人当り 13ト、ノレ83セン九四

万人の場合は日量を 200万ガロンD 踊水池 1池と配水管の追加が必要で3 とれに要する費用は約

7万ドノレで，合計 104万ドノレと念仏 これを10万人で割れば 1人当り 10ト、ノレ40セントの建設費と

見込まれるがフこれはイギ、Pスの場合と比較すると若干低廉である。

維持管理費、等の見込(紙幣積算の例)は9

"イ
Ui' 



日量140万ガロン

の場合

B ロン

年 開設とする)年開設とする)

12，000向日》

本工事費の利子(年7朱)

旧債(木樋水道)の年斌金

合計

90，533同

19フ

122，133同

は
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日量 140万ガロン X365日=511，000，000ガロンに ζ の年間費用12万 2，133円を割り当てるとラ

1，000ノプロン当り 24銭でp 上、 1B 207'lロンとすれば¥年間 1同75銭の原価に念ると試算レてい

る。また， ζの単価で10万人に供給するようになれば，日量200万ガロンの湯合の年間収入額は

17万4，476円となり p その年間費用15万 6，934月を控除しても l万 7，542同の残額を生じるのでヲ

ζれを破損等の予備費にあてていく ζ とができるように念ると説明じている。

ζ の試算に3まいては，廃止を予定している木樋水道に対する出資金の返済をも ている半

ており，今日今回の新水道に対する出資については資本金とみなして利子の支払のみ

のように借入資本金〈借入元金の償還が必要)という考えはとっていない。また，施設に対しで

は，木樋水道の場合と同様に減価償却の考え方はなくョ施設の実体を維持改良するため

を子定じている。

ち)料金

1 人 1 日 20ガロン~e)とすれば3 年間 1 向75銭となると試算しているがpζれは全体平均

の単価のことであり， ζ のうち家事用には::ßよそ1l'~~12ガロン t で9 他は商業その他

公共用たどに使用されるものである。これを別の方法で負担させるとすればフ一般使用者の場合

はl人 1日10がロン (45.e)として，年間約88銭となり pζれに更に家屋の等扱により単価を設

定すれば¥貧しい人の負担を減少するととができると述べている。念おヲ ζの1人年間 1同75銭

を料金としてイギPスの場合と比較してみると，同国の場合は一般的には戸数税方式て、その平均

をみると 1人年間 1fL]80銭となり p 限ぼ同様である。

との価格はp 現在の木樋水道よりはるかに低肢であるうえに3 火災前禦の効果があること，

に各戸はわずか12~13ヤードでいつでも清浄水を得られることなど、を考えれば，木

工事の実施は人々に歓迎されるて守あろうと述べs 報告を終っている。初めの報告書のな

川支流の利用についても耳rr見を述べているの、て，おそらく道志)I!や中津川などについても検討し

ていたと思われるが9 今日と異恋って全く未利用の相模J11本流がj管/でとして流れている状況にあ

って払本流指向も当然の ζ とであったろう。
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の

ムー る創設水道の

)
 

1
 

(
 

ついて少かねてから でい パーマーのこっ

の報告書を得てラ相模)I [案に対する確信を強めた。そこで， 7月14日9 神奈川

県は内務省、に対しヲノしーマーの調査報告書を添付ーレて新式水道建設の意見蓄を提出した。

同意見書のなかでp 当時の神奈川県令沖守田は3 相模)Il案の採用につ 1ρて概略次のような意見

1ρ る。

した結果ラ水質的には両河Jllとも

りう工費的には相模)!I案の方がi二回るが，水量の商からと将来を考えると相模)1

るζ とを説き J

①多摩川については3 東京府の水道のほかヲ埼玉県下の田用水以下多数の

口があり p 将来製造所等の需要も起ることが考えられ，一朝早越の害に会う時はフ最下流の横

については鹿島田用水

した経験を有していること。

② ま1もこの用水取人口と と いえ: いる必要が

あるとと。

③ に

くは

など:から

廃止する

lについて

いるので、，

られノフまた河岸が高い地形となっており 2

幸弘 Lへ7" } ... 
ん丸、(..."- ι。

るとじても杷模川案を採用すべきであり，また ζの場合に

IJ有水は鶴見方面の開田に利用することができるから一挙両得となると主張し-~

時国庫金により施行し芳完成後料金によって木槌道に係る

たのである。

と合せて償還したいと申し出

1下Fhd与j ヌ水 849，512同80銭

Z長 水 rfu 35，991同

才、 池 53，320円

水 250‘391月97銭

地所買上 17，335円前銭

LR 費 84) t{t:58円96銭

!日 債

大 省 180， 

。〆y令
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!日 株 玉 114，625悶

4ノhゐ 20，000同

商人会所 25，332同25銭

新(債 1，291，010同40銭

旧債 339，957同25銭

「横演市街井ニ外園入居留地水道布設之義二付上申

管下横演市街井ニ外国入居留地共此地方纏テ飲用水ニ乏シク内外居住人及ヒ船艦用水汲

入等之レカ震メ困難致シ居候."'・就テハ今春英園陸軍工兵中佐ヱッチヲエス，ノレマノレ

民傭入/儀許可相成候以来賓地取調矯致候慮別加之通第一第二報告書差出侯ニ付彼是利

害比較熟慮、候ニ克ニ相模ヨリ引用候方最大便益ト考候…人民ア勘誘候共前轍ニ懲P

居候ニ付現今之景況難成立見込ニ有之尤居留外園入ヨリハ右構造引受度旨屡々申出侯得

共是ノ¥無論許可不相成候儀ト存{艮 ・・一時国庫ヨリ支出相成候様致度ー 醤債共年賦ニ

テ利子ト共ニ上納{民事必然出来可申 一此段申菓候也

明治十六年七月ト四日 前[1奈川勝令 沖 守 固

内務卿山田 顕義殿

意見書

管下横潰居留地井ニ市街ニ於テ良好ナノレ飲用水/必要ナル編生ニ工業ニ防火用ニ於テ

常ニ欠乏/愚とアノレー 二)11ノ構造/便否水質/善悪水量ノ多寡及ヒ経費ノ多少ヲ比較

シ将来/利害ア攻究シ意見ヲ陳述スノレ左/如シ 多摩川/水タノレ上流ニ東京府飲用水ノ

取人口アリ埼玉牒下/田用水ア Y其間敷十/田地濯j既/用水取入口ア P殆ント全)11/水

ヲ用ヒ謹セリト謂フ可シ向日ア追ヒ製造所等/起ノレアリ…...。一朝早瞳/害ニ逢ァアラハ

下流ナノレ横演市街ノ、一滴/水モ得ル能ハサノレニ至ラン而シテ工事/難キ取人口ト市街/

地盤高低/差甚タ少ナキヲ以テ常二蒸潟機械ヲ用ヒ引揚ケサレハ;画官ナノレ用水/自由ヲ

達スルヲ得スー 是レ多摩川ヲ!喪シ相模川ア望ム所以ナ 9

相模JIIハ水質多摩川ニ劣ノレ 1ナタ雨岸高タ多タハ山岳/間ヲ流ノレ、ヲ1以テ濯田ノ用ニ

供スル少ナター..又高低ア測ノレニ市街地ヨリ高キ寸三百尺以上ニアリ ー工費ノ、多産JII

ク相模J11ニ多シ雄然其乾j問/憂ナタ用水ノ累ナタ将来ニ至リ愈用テ意;盈アル/利害

ヲ論スレ川敷寓ノ檎費ヲ渇スモ多摩川ノ相模j1Iニ如カサルヤ小宮/信シテ疑ハサノレ所ナ

リ加之多摩川上水ヲ慶シ現今/用水ノ宇ア以テ鶴見地方/田園ニ濯カバ数千頃/沃田ヲ

開墾スJレ期シテ可侯也一撃両得故ニ増費ヲ厭ハス相模川ヲ企望スノレ所以ナ P 目下/

料ニ比スノレニ其減スノレ寸萱園ニシテ七拾八銭ヲ減スヘシ(四宇とーの割合)加之防火用

水アソ安全ナル清揮水アリ故ニ今日ノ如ク料金ノ不廉ヲ唱アノレモ/ナカノレヘシ 。相模

JI! /工費百二拾九高田飴ヲ四捨ケ年賦トミノ年々七分/利子ヲ付シ償却スノレモノトシ股ニ

算ヲ立ツレハ別表/如ク蕎債ト共ニ耕償シ得へい 。現今/水道ハ頑敗シ殆ント用フ可

ラス一旦断水セノサ腐卒ニ議船ニ内外人民共困難云ア可カラサノレニ至ラン顎日三十銭臼雨

ナキ主義メ俄然乾j局三/時恰モ挿苗ノ季ナノレヲ以テj窪田ト飲用ト水ヲ求ムノレ騒然タ Pシモ幸

ニシテ一日雨ア y王子常/三ドヲノレ水量ア得ノレエ至レリ若シ今ニシテ改造セス木樋破壊



第1i長横浜の開港と近代水道の誕生

水スノレニ至ラハ如何トモ震ス可カラサノレニ至ラン是レ憂慮措ク能ノ、サJレ所ナ F

的 内務省による5宅地調査。ムノレドノレによる調査

利i奈川勝令 沖 守 固 」

〈国立公文書館所蔵『公文録内務省』より)

神奈川県の申請を受けた内務省ではラ全国でも初めての新式水道の建設で、あるためラ明治16年

9月ヲオランダ人御雇ヱ師ムルドノレ (H.L. Rohrenhorst Mulder，を横涯

に派遣し，実地調査を行わせた。

ムノレド、ノレは9 現地調査のうえ，パーマー案に検討を加え?と報告書をまとめて同年11月に内務省

へ提出したが9 ムノレドノレもまたヲ相模川の方が流域汚染の状況や河川水の利用現状などから多摩

川より優れていることを認め勺相模川取水案を採用すべきであると

説いている。そしてラ工事内容についてはヲ取人口の位置3 沈殿池

の構造ヲ導水管の口径などに若干の修正意見を付したうえラとのよ

うな大工事の指揮には熟棟した工師が必要であると述ベフその適任

者としてメーマーを推薦したのである。

同報告書で述べられているうちでう興味ある点に若干触れてみよ

う。

① ムルドノレもパーマーと同じく錦鉄管の使用を推薦しているがラ

特にその製造方法について立(垂直)に鋳たものでなければなら

ないとし，横(水平)に鋳たものを使ってはならないことを再三

H.し R.ムノレドノレ

(1849~1901) 

(富重写真館所蔵)

の箇所で触れている。横にして鋳たものはどうしても管の厚さな 『三角西港の石積湾頭』より

どに儒りがでるためである。この立型鋳造法が久保田権四郎(久保田鉄工創始者)の手によっ

て日本で実用化されたのは明治33年といわれている。

② 漉過池については9 当時まだ構造基準が定まっていなかったようでヲムノレドノレも実例を挙げ

ながら説明しているが，その実例としてう一般的には櫨過層の厚さは1.2m~1. 3mで3 ロッテ

ノレダムでは河水に用いるものとして1.1m， ロンドン(チェノレシー)では1.8mフジャワ(ソエ

ラパヤ)では1.8mと幅があり，その椙過量はロッテノレ夕、、ムでは河水が汚れているところから

1時間につき ln1'当り 104eラキルクノード(イギリス〉は同じく 152eであると述ベラパーマ

ー案では 11L1eとみているがラパーマー案より若干躍層を厚くしかくーマー案では 3フィート

とあるのを3.5フィート)140 eを鴻過できょうと述べている。

③ 水道は火災時に大きた効用を果すが，これによって救火搾曜日筒(消防ポンプ)を省略できる

と誤解しではならない ζ とを指摘している。これは注目すべき指摘である。
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ることは財政上困難でありラ横浜のいてはフ現在の状況では全額政府出資と④ 

いるように特別工士1_戸ー γT 
~ ，-くの補助を与えョより

なお，水道路線に沿って電話をいる。い切であろうと会社を設立させて実行せざる

当時としては画期的なことであった。備えることを提言しているが，

まζのムノレドノレの意見は当時の国の財政状況から

と同じように，再び財源とζ うしてヲもあったが9

たどった。工事認可が難航するの論議のため，

石黒五十二による2) 

，.J.-t-
lミムつ¥r-，てとパーマー2月，

当ら vせた。るため街!用掛石黒五十二を再び横浜に派遣しラ

そのなかで、パーマしたが3

ともい大綱におい

意見も入これについて修正が付されていると述ベラ

している。れ"工事の実施に当って検討を要すべき

口① 

口の位置につい、てラパーマー

ムノレ点の上流仮liに予定しているのに対して，

上流{l!Uは砂弾地帯て、ありしているがラら

〈当るところであるので，両者のほぼ中間の地点が良ぐョ施設を設
石黒五 十 二

(1855'~ 1922) 

〔土木学会提供) とれについてはフいる。ける土地もある ζ と

なされたとおもわれる

地の近くに建設された。

り

1--

るとしう

ムノ1ノドノレtl:ノ〈ーマ

K.はパーマ

ついてラ

?ゃ

刀、

② 

回 1-3 1"犠漬水道工事:布設之義ニj寸意見a上申J(園立公文書豊富所蔵)

の沈蹴を防ぎpζ才Lにより
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がて?きると
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1

一
くことは現地の状況

しくヲもまた山間の遠方地にあるり?ることから

し
。

ノ、』阜、マする恐れがあること

ている。
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第 1童僕浜の開港と近代水道の誕生

導

取水口から約 4マイノレ (6 の間は難工事が予想されフ工事費は見積りよりかかるであろう

と述べ，路線については部分的に検討を要する箇所があることを指摘している。

④ 漉過池，貯水池

設置位置についてはおおむね同意できる。貯水池については，両者とも無蓋でも良1ρ としてい

るがヲ管理上蓋をつけるべきであると述べている。

⑤ 

についてはイギ、Pスから購入せざるを得念いがう商社から買¥n入れる場合はラ仲買高の手

ると割高となるの、てヲ現地で伐理人を定め宣接製造Bfに発注することが必要てゃある乙とを指

摘し全体計画としては妥当で、あると結んでいる。

この石黒意見書をもとに土木局内での検討が進められラ ら月になってョ

的事項については妥当Lであり 9 細部については実施段階で調整することができる p と山県内務卿

に進言した。こうして技術的裏付けを得たので3 内務省の意見をまとめョ 7月には政府の方針決

定を求めるべく太政大臣(三条実美)に伺警を提出した。

ζ の伺警のなかでラ工事費として 129万円余の巨額な資金を要するがp

① 料金により 40年乃至50主F。問で利子を付し償却し得るとと。

② 当地は内外幅較の要港で、飲用水の改良は必至であり p 特に外人からの要望が強いこと。

③ 私立会社の申出はなくう外人の申出はあるが， ζれを許可すべきではないこと。

などの理由を挙げD 政府で行わざるを得ないと結論づけヲその許可を求めたのである。 ζ うし

てヲ工事計ieiの内容は妥当なものと認ぬられたが9 残された問題はフとの巨額な工事資金をどう

するか，その後の経営をどうするか，という要の二点、であった。そこで3 翌8月に入り p 太政大

臣から大蔵省へとの内務省案に対して検討するよう指令が出された。

「榊奈川i鯨下積潰市街井ニ外国入居留地水道布設/儀ニ付伺

榊奈系下掛誼市街井ニ外国入居留地水道布設/件ニ付書テ伺ノ上向牒ニ於テ英国陸

軍工兵ー中佐パノレマル民雇入レ工事担大計童セシメ叉苦言省ニ於テモ猶御厚意外国工師ヲシテ

宮地貼検セシメシニー大体ニ至テハ差異アノレ寸ナク其工費概計百武拾九高飴同ノ巨額ヲ

要セリ此額タノレ巨多ナリト臨モ用水料ア徴l投スノレトキハ四拾年乃至五十年間ニシテ利子

ヲ附シ之ヲ償却シ得且ツ該地ハ内外人船舶等幅湊/要港ニシテ飲用水ノ改良セサノレヘカ

ラサノレハ ~JJ論一就テハ政府ニ於テ一切引受ケノ外之レナク l対局書類悉皆相添仰高裁候也

明治十七年七月 内務卿 山県草 子宮間

太政大臣三候 賓美殴 」

(毘立公文書館所蔵『公文録内務省』より)

県令.;中の奔走と鴇醸する内務@大蔵。外務⑥ここ部省の動向

内務省が調査をもとに検討していたころ 3 これと並行して衿奈川県令沖守国比明治 17年
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井 上 馨

(1835~.1915) 

7月3日9 井上外務卿に対して9 これまで各国領事館な E

からも水道布設に対する意見が声高に出されている状況を述べ9

浜水道の工事着工は外交政略上も好結果をもたらすことを指摘し

財政上の問題もあろうが，何とか早期に工事着手の許可を得たいと

願い出ている。井上外務卯rJもこの要請に同意し早速同月22自には

太政大臣に工事許可の上申書を提出した。

(横浜開港資料館提住り

ζ の上申書によると 9 井ヒ外務g~!lは明治15年の条約改正予議会の

席上ヲ横浜居留外国人の要望としてイギリス公使パークスから水道

改良の件が出されヲまた同公使の紹介によるパーマーに調査を委嘱

し?と経過を述ベジ政府としても横浜水道の工事は早晩着手せざるを

ついては中仙道鉄道公債として募集したものから一時転用

るとラかなり具体的な問題にも触れながら 3 早急に工事を許可されるよう

として進言している。

ζ の外務省の上申に対して 7Jj29日付で太政大臣から内務。大蔵両卿

された。との指令が発せられた 7月29日に内務省からの上申書が詳細な資料とともに末政大臣決

され，翌月大蔵省への検討指令が発せられると lρ うことになり 9 両省の上申書が並行して

される形となってしまった。

そζでフ外務省上申に対する内務s 大蔵両省への煎会指令を廃案とし以後内務省の上申書を

中心として検討が進められることになったが9 内務，外務両省はいずれも一時国庫支出により着

工すべきであると

うととになった。

ら上申書を提出していたのであるから，残るは犬蔵省の決断待ちとい

ノレニ至レリ ー外国人中

自営致度旨或ノ¥資金貸輿/

モ若シ御許可相成

ヨP申出候得共今日ノ場合ニテ不

ヲ外悶人ニ差許候f~炉、至!)ll'l:御開居相成間敷ト存候 ・・小官赴任ノ日

封シ苦情百出



第1章横浜の開港と近代水道の誕生

ノレヲ得…財政上ノ御都合モ可有之候得共前陳ノ事情御諒察之上曇キニ進呈致置候報告書

ニ掲クノレ如キ方法ヲ以テ速カニ工事着手ノ!義御許可相成候様御詮議有之度比段上申候也

明治十七年七月三白 神奈川勝令 沖 守固

外務卿 井上馨殿 」

「横潰水道工事之義ニ付上申

横演ニ於テ水道起工之義ニ付別紙之遁神奈川勝令ヨ P申出候ニ付致熟考候ニ是迄横演

在留外園人一般ノ意簡ノ、兎角我政府ニ抵抗スノレノ一方ニ傾キ施政上毎々多少ノ障碍ヲ相

輿へ居候慮英園新任公使着任以来其意鰐頓ニ変シ其新聞紙ニ頴ノレ、所ヲ見其談説スノレ所

ヲ聞クニ頗ノレ従順ノ意ヲ生シ大ニ我政府ト協和スルノ志念ヲ生出致シ候様ニ相見候就テ

ノ、我方ニ於テモ此際斉シク情好ヲ表シ候ヘハ一層ノ好結果ヲ致シ可申存居候慮榊奈川勝

令申立シ如ク…一

殊ニ一昨年保約改正謀議曾ノ節横潰居留人民ノ請願トシテ英闇先任公使ノfークス氏ヨ

Pモ右等改良ノ義ニ付提議有之……遁々同公使ノ麓議アルヲ以テ其節特ニ英国人コロネ

ノレ，パノレマル氏ナノレ者ヲ雇ヒ貫際ニ就テ之ヲ測量セシメ旦ツ其費用ヲ概算セシモ…・一此

際右水道ノ工事ヲ整頓候ノ、一面ノ、我政府早晩着手セサノレ可カラサノレノ義務ヲ了シ一面ハ

外人ヲ我政府ニ依頼セシムノレノ協和心ヲ養成セシムノレ不可失之機曾ト存候尤右費用ハ一

時之ヲ圏庫ニ仰カサJレヲ得サノレ義ニ有之候慮拙官ノ思考スノレ慮ニテハ過般来募集セシ所

ノ中仙道銭道公債ノ、立ルニ其金額ヲ要スヘキモノニモ無之ニ付一時限ニ右公債ヨ Pー百

高園ヲ此工事ニ車専用シ而シテ該工落成ノ後右水道ヲ利用スノレ内外人ヨ P相首ノ代料ヲ取

立ツノレノ方法ヲ設ケ漸次ニ之ヲ償却セハ …篤ト前陳ノ事情ヲ酌量セラレ速ニ起工ノ 1

ニ御評決相成度此段及上申候也

明治十七年七月廿二日 外務卿 伯爵 井上馨

太政大臣公爵三傑 賞美殿 」

(国立公文書館所蔵『公文録内務省』より)

とのように，沖県令が許可を求めて懸命の奔走をしているとろ，伊藤博文が憲法調査のための

外遊から帰朝し，との年の 7月工部卿から宮内卿に就任した。伊藤博文もとの横浜水道の建設に

大きな関心を寄せ，沖県令にあて書簡を送り，工費百万四以上にの

ほ、るものであるので手落ちのないように，イギ、Pス留学から帰朝し

たばかりの工部省技師南清を紹介するのでパーマーと相談させたら

どうか， と工部省の奈良原繁から申出のある旨を伝えている。

この書簡から，工部省もこの水道工事に関心を持っていたととが

分るが，とれは我が国初めての水道工事の所管について各省の思惑

があり，特に工部省は松方緊縮財政のもとに当時縮小の方向にあっ

た背景も見逃せないと思われる。なお，今日のような内閣制度が成

立したのは翌明治18年12月であり，初代内閣総理大臣にこの伊藤博

文が就任している。

伊藤博文

(1841-1909) 

(!'伊藤博文伝』より}
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「伊藤博文の書簡

自今横演港水道新築の計量中に付奈良原繁より是非相願呉候様依頼有之候儀は同人等

従来相企候玉川水を横潰へ引候事と馬入水を引候事之得失を計較する混一麿建築師パノレ

マー氏と南と御引合せ被下候へば其概略を嬬致熟談候様御取計被下度との儀に御座候金

額百高以上に昇候事業之事なれば手落無之様充分其得失を詮窮せしめ遺算なき御注意こ

そ高々望ましく任依蝿乍賛言及照曾候間不悪御汲察主主意御一故賜度矯念

博

七月二十一日

沖 勝令殿

勿々頓首

文

J 

2. 横浜水道建設，ようやく着工へ

(1) 大蔵省の決断促した条約改正の動き

沖県令の努力によって，政府部内の大勢は，横浜の国際港としての役割，水利の欠如に理解を

示したが，最大の難関は大蔵省であった。

明治維新後，新政府は相次ぐ内戦処理，藩債の引継ぎゃ秩禄公債など旧体制の整理に追われる

念かで，一日も早く世界の列強に伍して国家の独立基盤を築きあげるため富国強兵・殖産興業策

を進めなければならなかった。

特に近代的産業を早く我が国に育成するため，政府自ら模範工場や鉱山などの官営事業を起

し或いは補助金の支出や保護特典を与えて民間産業振興への手がかりとしてきたことから，政

府財政はいよいよ窮迫の度を強めていった。

とうして，積極的な殖産興業を進めるべきか，財政建直しのための緊縮財政の道をとるべきか

が論議されるようになったが，明治10年 (1877)の西南の戦役を契機とするインフレーションの

悪化と貿易赤字の拡大から，次第に緊縮財政優先の方向に向っていった。との財政危機を打開す

るため，明治12年には勤倹の詔勅が出され，経費の節約と新規土木事業の停止及び民力の活用が

叫ぼれ，翌明治13年には官営事業の払下げ，工部省事業の縮小，殖産興業事業費の圧縮が図ら

れ，翌明治14年には地方税の改正と併せて府県土木費への官費下渡金は廃止の方向になり，との

年，大蔵郷に就任した松方正義はインフレによる財政危機を突破するため，強力なデフレ政策を

進めていった。

そして，明治15年には中央銀行である日本銀行を設立して金融体制の強化に乗り出したが，一

方薩長主流の藩閥政治に反発する自由民権運動が激化し，また国会開設をめぐって政府部内にも

対立を生ずるなど，政治・経済ともに難しい状況にあった。しかし， ζ のデフレ政策は，経済界

に深刻な不況をもたらしたものの，何とか財政危機回避に効果を現してきた。このような状況を
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第 1主主 横浜の調i丞と近代司、還の誕生

と、、ムカキ-ρ
 

てめ却一山

ラ

ふ

乞

に

と

豆

京

と

背

る

ふるう 防止すること

いが各地

を出しかねてーいたのである。

ょうやく 2か月の後にラ大蔵省として

太政大互に答申が出された。

号の布告に基づい

区について

ら

として明治13年に12された第43

しラ他の一般の地

ろうと j主べている。しかし3 にプ

るこ ξは明らかであり， 〈ヲま

り，

とおりなのでフ(也の費用を減じてもこ

と関連して起工するととを認めョ国庫支弁も止むな Lという視点か

[タフ ら4年間にわたり るラというのが結論であっ

J-

/亡。

をおフ完成後の維持管理を会社等に行わぜるかどうかは他日論議する ζ とにし，結論を保留し

ていた。との経営をどのようにするかは3 かなりい時期からの論議があり，いずれ方針を固め

なげればならたい時期がくるととが予想されていたがヲ とにかくヲ横浜について=は現実の問題と

外交上の問題など特別の事情から工事着工を先行させることになったのである。

明治19年のコレラ

する されることになったがp そ

まり?

してしまったため?当主耳

のである。

しているようにみられるがフまた，と

条約改正の宣言)向を踏まえ

なり強く

ったと思われる。 めぐる環境はヲそれほ

しかった。

前任者寺島宗則がイ 2C')Jスの反対などから条約改正交渉に失敗したあとを引

き継ぎョょうやく明治15年に各国公使を委員とする条約改正予備会議を開催すると ζ ろまでとぎ

つけラ各国公{更は，本国政府の言11令を得てから再度会議を催すことになった。その後，各国との

っていたが9 各国とも次第に態度を軟化する方向に変ってきていた。

明治17年 3月p イギYス公使はパークスからアランシズ@ブランケットに交替L，ζ

(更から条約改正に対するj提案がなされるなど具体的た動きが出始め宅 8月には各国公使に条約改

正に向ηでの覚書を提出するまで、に主主った。とのような重要念時期と符号Lて横浜の居留地水道

も浮上し各省の註巨するところとなったのである。

念丸井よ馨の条約改正はヲ現状から推して全面改正が難しいという判断からョ関税率の引上

げと治外法権の一部回復を内容とするものであったが2 世論の反対に会い交渉は不調に終ったの

で，明治20年 9月3 井上馨は外務卿を辞任L，条約改正の大任は後住の大限重信に引き継がれる
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ととになった。

パーマーを迎え

最後に残されていた大蔵省の意見も 3 当面国庫支弁によるととで早急に実施すべきであるとい

うことになり，ょうやく政府方針の最終決定をみフ明治17年 11月27日付で内務省から工

事の許可指令が出された。実に申請以来許可まで 1年半を要したが2 ここにp 横浜近代水道の建

設は国の事業としてようやく具体的に動き出せるととになった。

ζ の指令ではラ大蔵省答申のと j去りシ申請額 129万余円を 100万田に減じ 18年度より 21年度

まで各年25万円ずつ貸し下げる予定で工事にかかるように指令し更に実施に当ってはムノレドル

にすること， という条件が付せられていた。この許可指令を受けた神奈川県では2

早速翌12月内務省に工事総監督、の工師としてパーマー雇入れの申請を行うと同時にp 外務省にイ

ギPスとの折衝を依頼しいよいよ翌明治18年 4月から着工をすること κなったが9 資材買付は

現地に代理人を選定する必要があるところから，これについてもバーマーの推薦により Pパプー

ル在住のウイ Pアム@ホープを代理人に選定し更に監督補佐として同じくパーマーの推薦によ

りターナーを雇い入れるととになったので、ある。

こうしてフパーマーは明治18年 2月ヲイギリス陸軍省の退役辞令発令後日本に向け直ちに出

発， 4月11日に監督補佐のターナーと職工長ノ寸グボノレドを伴い再来日して早速工事にとりかかっ

た。そしてラ 4月22自にはムルドノしの修正意見に女、jずる見解をまとめラ更に工事費減額の指令も

考え合せラ当初案の基本部分を次のように変更した。

① 1人1日の計画使用水量を20ガロン t)から18ガロン引に変更する ζ と。

② 量水器を{吏用、し浪費を常IJすること。 (ζ こでいう量水器とは各戸につける量水器て守はなし

に設置し漏水等による異常水量を監視するもので公 C実際につけられたものはデーコン

メータ〕今日の漏水防止体制の原点ともなっている。)

③ 取入口に小型蒸汽機械を設置し揚オくを行うとと。

④ 導水管の傾斜を増すことにより口 じ9 も短縮すること。

凹)管を18インチ管ι16インチ阻)管を 15イン

路線もムノレ石黒ラ三田等の意見を参考に再選定を行っている。

ば 21インチ

管に縮径し9

その後3 工事の進捗に伴ってヲ更に取入所機関監督としてウォーキンシャウヲ鉛工とレてウォ

ルシュウの 2名を招いて日本人技術者の指導に当らせたほか3 市内給水工事に当っては，更に清

国より鉛工技術者 2名を招いたといわれている。

認 可書

「大蔵省答申

ノ儀御下問

レニ
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第 l章横浜の毘港と近代水道の誕生

栢昔ノ補助ヲ輿フノレニ止マ)J又外園入居留地ニ{系ノレ分ノ¥其部分ノ賓費ヲ主義ケテ国庫/支

排ト;詩シ候犠嘗然ノ措置ト存候得共向退イテ考ブルニ抑該港飲料水ノ良好ナラスシテ

ー…今ャ水道布設ノ事業ノ¥賓ニ目下/急務ト難.....<横i寅一匿畏ノ能ク負携シ台炉、サノレヤ

敢テ議ヲ侯タス加之居留地内外アJ;!，テ其費用ア分離セントスjレカ如キモ亦貫際行ノ¥レ難

キ事貫ニモ有之芳以テ該工費ヲ翠ケテ圏庫/支排ヲ請求スノレニ至P候ノ、高々止ムヲ得サ

ノレ所ト存候就テノ¥該工事成功ノ後其維持方ヲ曾批等ニ委附スノレト否 iソ¥之7'1也日/詮議

ニ附シ先以i比際該工事ノ¥居留地水道ト連関起功スヘキモノニ付一切政府/員携ト定メラ

レ候様特殊ノ御詮議ニ出ノレノ外有之問敷…一総額ヲ百i雪国トシ来十八年度ヨ P二ナ一年

度迄向ァ四年度二割合年々試捨五高直iツ¥御下附右ヲJ;t.テ百途トシ着手候様御指揮相成

可然存候…省

本件ニ付テハ別段外務蜘ョ p承了/趣モ有之到底大ニ外交上ノ闘{系モ有之最モ;昔、施ヲ

要スノレ事業ニ付卒ロ他ノ費用ノ、之ア滅スノレモ本件ニ主':1'::ノテρ 支出セサノレヘカラストノ意

思ヨ P則上文/通上棟オヨヒ候・…ー此段及答申候也

明治ト七年十月二日 大蔵卿 松方 正義

太政大臣 三11泉賀美殿 」

(国立公文書館所蔵『公文録内務省』より)

「書面之趣特別ヲ以テ間届該工費総額百両国トシ来ル十八年度ヨリ二十一年度迄向ブ四

ヶ年度ニ割合年々二拾五寓国宛可下渡候l傑右ヲ日誌トシ着手可致事

但土木局雇工師意見書濡参考下渡候事

明治十七年ト一月廿七日

(3) 近代水道完成に近づく

1〉 官営による経営を決断

内務卿伯爵 松方 正義 」

(~横演水道誌』より)

予想以上の困難を伴った横浜の創設水道の建設工事も 9 パーマーをはじめ工事に従事した人々

の忍耐と熱意に支えられフ明治20年に入ると年内完成の見通しがつくようになったた

め，給水開始に備えて事務所の建設や給水規則などの準備も進められるようになった。しかし3

日本で初めての近代水道による給水て守あり?まだ現在のように水道法などの法制度も整備されて

い念かった時であってう とにかく工事着工を優先して進められた経過から会完成後の体制につい

ては全くの白紙状態から出発せざるを得なかった。

先の政府決定では3 経営方式について，会社方式によるか否か保留したままの指令であった

が3 木樋水道の苦い経験から，国庫支弁工事の継続として，工事の施行主体となった神奈J111果で

引続き経営(当時の県は中央政府に対する地方政庁の位置にあったので，現在の自治体としての

県営と異なり官営ということになる。)することになった。経営開始に当って基本となる給水規

則の作成については，木樋水道が最終的には仮規則の形のままである ζ とに加え 3 給水方式が全

く異なる新式水道でもあり 9 これを参考とすることはできないため，新しい給水規則の作成が必
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ったことから大いに苦労したものと思われるがヲこれらに関する資料が失わわしており，残

がらその経過を知るととができない。しかし?乙の創設時に作成された給水規則が他都市の

モデルともなり p またその内容の多くが現在もなお生きつづけていることを思うとき 3

しまないの-('ある。

2) 三つの「給水規則」と

γ 
」

要するためフ神奈川

し9

に当っては p 当時， ら しでは別の取扱いを

4月に各国領事に提示

の原案を作成じて

翌明治20年 4月，

き

とも協議を行った。一方ヲ日本人一般に関するものとしてはラ

るもの(専用給水装置)として「横積水道給水規則」もまた-，

引

設 置し

規則」

により共同で使用するもの(共用給水装置)に対して

し，翌 5月，とれら三つ

同月31日をもっ した。

表 '1-2 横浜水道給水規則(繋約)

[ 料
供給の種類 ト

適用範図

第飲料、契炊、 j先様、1*浴家事用ニ供スル用水);j(

等普通家事局ニ供スルモ 料ハ
干さE /以下単ニ家事用 i、

内務省に申請し2 その認可を

どさ〉
_11こ

器 本料金寸超過料金

1-一一一一戸一一人一一一員10人以ー下 1ヶ月 戸人員11人以上ノ'10人

ニ付金 1円トス 迄ヲ増ス毎ニ金60銭ヲ力日

フ

家事用ニアラスシテ商業 洗湯旅庖理髪庄飲 i其1ケ市高6山 口 1，000アゲロンニ付金16銭

製造、 j先J号、船舶、牛馬 食f布、豆腐屋、洗濯屋、 ンニ満タザルトキハ金 i 50，0007]、ロンヲ超過スル

馬車等ノ用ニ供スルモノ 染物屋、諸集会所、認i裂 円 トキノ， 1，0007アロンi普ス

δ5乃三r， 以下半二例外用卜称ス 近所、牛馬車営業者等ノ 毎ニ金10銭

女口三千家主主:用ヨリ多量/水

ヲ使用スル営業ノ為ノ計

量供給ニ依リ給水スノレi7U

外用水/水量割合ノ， (第

29粂)

諸官街、学校、病院等ハ

第29条ノ例ニ依/レ

営業用ニアラ吋ノレ午、馬
i馬 1ft良 1年ニイ寸 金1円50銭

及馬車用ニ{共スル「例外
よ1- Hl'i 同 金nI:J

務1

用水」ノ水科割合ハ
二輪馬車 1腕 民 金l円50銭

四輪車言王手 l続 同 金2円25銭

船舶ノ使用ニ供スル用水
l ラ 0007アロンニ付金~40彰i

ノ料金ハ

噴水泉、庭池、扇国i'~~7j( 「特別例外用」ノ7Jく料割合 1，000刀、ロンニfす金35銭
第 若クハ前}昌ノ外他ノ諸用 ノ、

種
ニ供スルモノ以下単ニ特

別例外用ト称ス

(量水球f齢、1-] 径二分ノ一英寸lヶ月ニ付金17銭 〔試験手数料〕 径二分ノ 突す 1ヶ月ニイ寸 l円

径八分ノ五菜寸1ヶ月ニ付金一20銭
筏四分ノ三英寸 1ヶ月ニ付金25銭

径八分ノ五1':寸Lヶ凡ニ1'1"1円25銭

径四分ノ三英寸1ヶ月ニイ寸ミ円50銭



第 l章横浜の潔i巷と近代水道の誕生

表 j-3 横浜水道共問栓規則(要約)

| キ[
{歩、給の Jn f 

立i 丹J m毛利|

じ!Uf]主主ハ衆人/共用ニCUぐっ 共JlJ松 1制ニヨリ i)i;

尖 I}レ用水制又/装ニシテー 給スノレ用水ノ訓余

用 I家専用ノ給水町長ヲ設ケhi

校シベりレモ λ/料開ニイJi{ス

いレ立Jメ設;7)レモノトス

ノを，
!J'. 

主 主本料金

己戸以下 ユゥ JJニ付

金90j:);

超過料金

13 f'i以!こノイ戸迄ヲ

地ス11jニ:，i;:~)O~;J~ ヲ力日

!ブ

7t.iιU2Fil:J-f 

ユャ月二 j公1F1]5伎

表 '!-4 横浜区外閤入居留地給水規則(主要約)

。i~ *{;- の 4主主長
金

適用範囲ユ基本科三二二子工EE:
「普通家事用供給」トハ普通|普通家事応ニ供スル放任 l毎年其給水スル家屋1ヶ年ノ評価借家?け J6);¥アトス

家事用ニシテ却チ飲料、暴|供給用水ノ水量ノ但其借家科銀Sal300円未満ナルトキハ水料 "1ゥ

炊、洗燦 及 ; ノ ド 浴 等 ニ 供 給 ス年金18円又600円ヲ超過スルトキハ5歩lス

一
」

/

b

A

n

-
-
1
3

、
、
寸
jjλ

一
一
同
ス
牛
馬

一け一円
/

J

一
一
明
ア
湯
ス

一
ハ
ニ
洗
給

一
月
ノ
用
、
供

フ
↑
主
相
吉
一
ナ
冶
一
二

回
目
一

U
家
Mqλ

山千

九
寸
山
一
域
通
1
U

車

水
一
一
同
説
日
業
馬
ブ

周
一
一
切
ハ
商
及
謂

ル
一
マ
ト
テ
庄
山
口
7

計量供給ニ係/レ用水ノ水|治安i高 季i笥ニ20，000力、|英量1，000ガロンニ付金

科書~令ハ |ロン以 Fナルトキハ該季 I24銭 其J50，000ァアロン

問ノ料金ハ金4円80銭 lデ超過スルトキノ"1比超逃

|ニ係/レ水科;ミflJ合ーハ1，000

1.ガロンニ付金15銭トス

長;水器ニイ衣ラスシテ給水|罵又ハ馬車、民 1政1ヶ年ニ付金1円50銭

スル地区内ニ在/レ馬、線 l牝牡牛xハ騒鳥 lE豆1ヶ年ニ付金1円

馬、牡牛、牝牛、滋馬各 1 二j~~k見草 山1i1ヶ年ニ付金1円50銃

一頭及馬ヲシテヨlカシム|四輪馬車 1附1ヶ年ニ付金2円25主主

ル主主一隅毎ニ左記ノ仔u夕、
オぐ斗ヲ払ノ¥シム

船舶ノ使用ニ供スノレ用水 一
|英量lヲ000ガロンニイ寸会40銭

/阿古ハ げ

「特別例外供給」若クノ， I特 I1噴水泉、庭池及ヒ関図、 い，0007γロンニ付金35銭

別例外用」トハ噴水泉、庭|芝地、私設道路ノ撒九三用

j也、国国撒水用若クハ前ニ|其他之ニ類スル使用ニ供

指示スル以外ノ用ニ供給ス|ス/レ放任供給用水水料ノ¥

/レ用水ヲ謂ブ |出願人ト水道官吏トノ約

東ニヨリ消費高ノ概算二

基キ定ムルモノトス又出

願人ノ望ニヨリテハ水道

宮吏ニテ此用途ニ限リ量

水器ヲ設置シ其借料デイ井

セ徴シ・-…。 i

給水スルコトアルヘシ l 

〔量水器i昔料) 径半英寸量水器1季ニ付金50銭 (注意) 1季節」トハ1月1日4月1日7月1日及10月1日ヨリ起算スj，年
筏八分ノ五英寸量水器l季ニ付金6C銭 ノ四季ヲ謂フ

径四分ノ三英寸量水器1季ニ付金75銭

創設時に定められた水道料金は 9 外国人向けと日本人向けとは若干形が違っており 9 ま?と震設

も外国人向けの方を若干高く設定していた。

ζ の創設水道連水当時の給料が収税員月 151孔 1日 1升 6
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銭~7 銭 5 厘の時fそであったからヲ水道専用栓の月 1 伺は当時としては非常に割高なわけで9 い

わゆる 1戸引という専用栓使用者は極めて少なし庶民はほとんど月四銭程度の安い共用栓を申

し込んだ。そして， ζ のζ とが後に採算上大きな誤算につながっていったのである。

3. 横浜水道の完成と通水開始

(1) 近代水道の週水 一明治20年10月17臼 一

明治20年 9月に全工事が完成した。そして， 9月21日に三井用水取入所の運転を開始

L，順次導水路線に通して慎重念検査を行いながら，ょうやく 10月4日になって野毛山に相模

)I!の水が到着したのである。当時の人々は3 十呈温)以上も離れた所の水が9 本当に野毛山

創設水道通水開始の広告

(W毎日新聞』明治20年10月22日より〉

創設水道通水記念碑文 との記念碑は，

当時中広羽衣町の弁天社内に建てられた

まで届くのかを疑い3 これをめぐ、って賭けまで行われたとい

う。

とうしてう明治20年10月178から市内への給水が開始さ

れ，水栓からほとばしる*に市民は驚嘆した。 ζの水道の完

成拡まわそれまでの消防組織も大きく変えラ近代消防への

第一歩を印したのである。 ζ の記念すべき日である明治20年

10月178も，近代水道創設の記念日として今日に至払昭和

10月17日で、ちょうど 100 るζ とに念

てコ J亡。

この近代水道建設はョ 目的て、ある衛生環;境の改善に

どのような効果を発揮したのであろうか。

次に掲げるように毎年疫病の流行は激しく 3 特に通の前

年の明治19年のコレラ流行は横i兵を発生地として猛威をふる

が，大正12年の関東大震災で倒壌した。 水道創設当時の消火診、の放水(吉田橋、上j
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第 1童横浜の開港と近代水道の誕生

表 1-5 伝染病発生状現
(平位:入)

明治 同二 4 染 病

人口100人

年度
人口 にっき J備 ん二品J 

ラ腸チフス 計 足、者数

10 62ヲ530 720 720 1.15 

11 69，506 31 31 0.04 

12 63，788 812 812 1.27 多摩川から引用したフド樋水道があったが構

13 71 ，069 4 11 11 26 0.03 造不完全で水質を害し，かつ給水区域も伏

14 67ヲ584 12 10 126 148 0.21 
く不良の井水による者も多かった時代。

15 '/'7.688 日 26 1.83 

16 69，525 7 22 33 o 04 
17 78，891 3 5 21 29 0.03 

18 90，430 17 202 50 269 0.29 

19 106.205 ウ 3，107 25 3.139 2.95 

20 114毛981 7 日 60 73 0.06 新式水道10月から通水開始。

21 118，947 6 6 43 55 0.04 

22 121，985 4 51 55 0.04 

(討二)人LI，~立与年 12}J :1.:， ドIr五日11V，Uilcu 1 ，被 iJ~Ttí l1G~1二 ;Wl浜*ì主誌による。

ったもので3 これはまたヲ全国の水道建設促進の契機ともなった。そして，さしも猛威をふるっ

た疫病'b， 20年以降下降線をたどり，その効果の大きさを如実に示している。

1) 計画目標 i人 11ヨ平均使用量

計画人口

1日計岡導水量

18ガロン(約82E)

70，000人

126万ガロン (5，720nf)

但し導水管については 100，000人ラ 180万ガロンを導水可能とする

もので、あった。

工事期間

総工事費

明治18年4月~同20年 9月

1，074，712円55銭 5厘

(当初100万円を目途として着工したが，銀貨相場変動や海関税課税9

物価の上昇等により超過した。)

め 工事賓の内訳

水源工事費 61，901円817

導水工事費 655，208円778

浄水工事費 97P6191ヰ317

配水工事費 191，564円162

事務費その他 68，418同481

計 1，074，712円555
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当時の物価水準からすると，との額はまととに巨額に達するものであった。

なお，工事費を細分すると，その内訳金額及びその割合は次のと bりで，鉄管代を主とする材

料費が工事費の 3分の 2を占めているが， ζれはほとんどが高い輸入品であったためである。

表 1-6 総工事費内訳

区 分 金 害真 百分比

事務費 108，771.840 

工事費 925，323.924 

諸費 40，616.791 

(3) 施設の概要

78 

1) 三井用水取入所

所在地

取入口小湾口 大きさ

河水最低 標高

水深

誘水管 口径

抽水弁 内径

深さ

機械装置

% 
10.1 

86.1 

3.8 

(単位:円)

細 分 金 事E 百分比

% 

俸 絵 52，738.780 4.9 

賞 与 686.725 0.1 

国 内 旅 費 8，906.622 0.8 

外 国 旅 費 3，140.330 0.3 

筆 墨 紙 費 1，590.141 0.1 

I肖 耗 ロ"ロ 費 4，162.594 0.4 

雑 費 37，546.648‘ 3.5 

麗 入 料 87，977.763 8.2 

キオ 料 費 682，673.477 63.5 

海 関 税 19，923.055 1.9 

通信 運搬 費 34，369.446 3.2 
長田立， 繕 費 38，852.326 3.6 

線路修繕 費 25，033.036 2.3 

器具及ぴ図書費 36，494.821 3.4 

地所及び植物購入費 39，959.374 3.7 

家屋移転料 657.417 0.1 

神奈川県津久井郡三井村字川井

(相模川左岸で道志川との合流点付近，現在の津久井郡津久

井町)

30坪 (99nI)

353. 7フィート (107.8m)

河水最低の時も 5フィート(1.52m)以上

18インチ (460皿) 鋳鉄管 2条

10フィート (3.05m)

機械室床板から26フィート (7.9m)

異型レンガ2枚積み壁厚1.5フィート (0.46m) 

ボイラー 3台

横型複式蒸気機関 2台



第 l主主横浜の開港と近代水道の誕生

7Ji.行ピストンポンプ 2台

揚程54フィート 5D1) 

ポンプ 1台 250カゃロ (4~5. 

14フ ィートの方形，レンガ造り

基礎から頂点までの高さ60フィート

ロ 夜 2. 5イ:ノチ 1条、延長200アィート

沈澄i飽 長さ 211ブイ、ート

l隠 8.5フィ--ト (2 

深さ 4. 5~6 フィート 4-~1. 

標高 407. 7フィート (124. 3m) 

水通過時間 100分

その他ヲ事務所等 一式

なお， ζの 用水取入所は明治 30年

に廃止されフその後司昭和 40年

(1965) 3月に城山ダムが完成したこと

によりラ施設跡の大部分が津久井湖の湖

底に沈んでしまった。現在はp 沈澄池の

みが見えるがラとの地は日本の近代水道

発祥のゆかりのものとして3 昭和60年 5

月に近代水道百選(厚生省企画，水道新

聞社主催p 日本水道協会後援)の一つに

横浜水道創設当時の三井用水取入所

(1日津久井郡三井村，現在の津久井郡津久井町)
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旧三井用水取入所i跡 城山ダムの水門修理のため，津久井湖の水位をさげた際に撮影(昭和57年3月)

水道創設50周年(昭和12年)にi日三井用水取入、所跡κ

建設された記念碑

選ばれている。

旧三井用水取入所沈澄池跡(近代水道百選)

ζの取入所のボイラーに必要念石炭は主として購入炭をはるばる相模川を舟でこの地まで運搬

したためp 燃料確保には非常な労力と経費がかかったといわれている。この取入所で時報として

汽笛を鳴らしたものが3 地元では三井のピーが鳴ったといっ ったといいD ま

ある電話で居左がらにして遠い横浜と話ができるということも奇蹟として語られたという。

2) 導水施設

に

三井村の取入所から野毛山の浄水場に至る14万4ラ054フィート 91km)の導水路線はラ工事

上の便宜と完成後の管理上のことも考慮し動*勾配と;池形上から次のように三つの区間に分け

られた。 〔単イ立:フィート (m))

一一
区間 村 名 延 工τζヌこ I也 万三

38，190.79 
相模川|左岸の断崖絶壁の中腹に路線を築造，工事

第1区 三井・中沢‘川尻。大島 は最も困難をきわめ，工事完成後も路線に事故の
(11，640) 

予想される危険区間

大島白田名・上席・当麻 e

相模JIIがはj間より転じて平原に流入する所から路
ードi葬・磯部・上鶴間@下 58，813.03 

第2区
鶴間@鶴間・瀬谷。上川 (17，926) 

線は川を離れて，おおむね平坦な相模原の広野lこ

井
可及的に直線の路線を求めた区間

上川井・ JI[井・下川井・今 川井接合井から野毛LLJに至る区間で，丘陵の起伏

第3区
宿イI[島・三反田@上星川陶 47，059.84 散在し 9 その問ゐ松守"川が延々屈曲して水田の濯概

坂本。イム向@下星川[. (14，344) をなすという形で，路線も高低屈折し，地盤悪し

カ中産芋フ咽芝生・岩間・戸部 施行困難で苦心を要した区間

百十
144，064 

(43，910) 

なおラ第l区間には24の峰、道(総延長6，178フィート[1.88同J)があり p うち鉄管を布設した

ものはら箇所で9 残り 19箇所は水路腿道であった。このほか9 木J橋も24箇所に及んでおり，第 l

区~第 2区の導水管は仁i径 18インチ鋳鉄 管 で あ っ た 。 第 2区と第3区の接合点、はよJ11 
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第 1輩横浜の開港と近代水道の誕生

JII井接合弁 野毛山浄水場(貯水場)

井の亀甲山にあり，ことに長径15フィート

(4.5m)，短径9フィート (2.7m)の楕円

形の接合弁を設け，流入側は18インチ(460

阻)の鉄管に接続し，流出側は第 3区の導

水管口径15インチ半 (390m皿)に接続され

た。

3) 浄水施設

創設当時の浄水揚は野毛山貯水揚と呼ぼ

れてjd-~ ，川井の接合弁からは 9マイノレ 創設水道の導水路華道跡

(14.5km)，同接合弁より低い ζ と127フィート (38.7m)であった。

(i) 浄水揚 位置及び面積 当時の久良岐郡太田村~戸部村にわたる2.3ha

標高

弁南井(着水井)

165.5フィート (50.5m)

内径12フィート (3.66m) 

深さ8.5フィート (2.59m) 

図 1-6 野毛山貯水場之図
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!J!T毛山貯水場(手前は着水井で後方位鴻JM'!池)

創設当時の野毛山貯水揚IE門

砲水池(縮過池) 3池 うち1ifuは予備池とした。

1池面積 8，400平方フィート

稿過速度 1日12アィート 7m)

滞過能力 100ラ800立方アィート (2フ

を43p 櫨過砂は現在の横須賀市久里浜付近のものを使用した。

(ii)貯水池 1池

3， 15Ll， 000ガロン

ζ の貯水量は計画給水量の約 2日半分に当るものて、ある。

このほか3 注水井 Ci慮過池の水を集めて貯水池に注ぐためのもの)と配水井(貯水池と

水本管の接合点に当るもの)があり，この配水井には 9 市内配水管に破裂等の事故が発生し異常

な水量が流出したとき，自動的K弁が閉じる構造の自動喉弁が取り付けられていた。

4) 市内配水施設

当時の配水区域は，いわゆる関内山関外の平坦な市街地を主と[~，山手高台等野毛山から配水

不可能の地区は除外された。野毛山!西日水井から発して野毛町@吉田町を経て扇町に達する口

インチ皿〉管を配水幹線、としこれより要所に$'.10て7条の口径8イ ン チ 管

岐して配水管とし，この 8インチ配水管から多数の仁!経4インヲー配水支管を分岐して，
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図1-7 横浜市街配水管
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各地区に給水した。

防火栓設置数

専用装置

共用栓数

5) その他

(i) 専用電話線

明治20年末

629基

1ヲ 068戸〈うちメータ設置戸数239戸)

143基(使用者数6，606戸〉

水源から市内にヨミる問に三井村，大島村9 鶴間村3 川井村‘及び野毛iJ-!の各所に出張所を設けp

その連絡通信のため山下町にある本庁と各出張所に専用電話を設置した。この電話施設工事は明

治18年10月25日着工しp 翌明治19年 1月21日大島ま した。その後更に三井村取入所まで延

獅子頭共用栓

(横浜水道記念館展示)

長しその総延長は15万3，579アィート 8km)に

達し工事費は 3，261同67銭 1厘を要した。工事完成

後は出張所を整備統合し用水取入所3 大沢村派出

所?都岡村派出所，野毛山貯水場9 横浜水道事務所に

それぞれ電話機を設置した。

(ii) 軽便軌道(ドコピーノレ軽便軌道)

鉄管ラ弁類，汽かん，セメント，石，レンガ念どの

重量物を運搬するために軽便軌道を布設した。まずラ

野毛iJ• .!の山頂と高座郡大島までに布設し，大島から取

入所までは路線の確定した後に施工したがョ荒川渡船

場以西は河水による舟運も大いに利用した。この軌道

はイギ、Fスから輸入した。

この特設電話と軌道の施設比読者は工事の打合せ

上に，後者は長大区間の重量物輸送 kに便宜をもたら

長崎水道の共用栓 前橋水道の共用桧 東京水道の共用栓 鎚須質水道の共用桧 諸戸水道の共用栓

(長崎市水道局所蔵) (問機市水道局所蔵) (東京都水道局if却し) (償須賀市水道局所j議) (1水道協会雑誌」より)



第 l章横浜の開港と近代水道の誕生

したもので，当時のわが国においては斬新なものとし 図 1-8 微分漏水計量器

て注目をあびた。

邸)漏水計量器

市内配水管の主要分岐部分36箇所にデーコン式漏水

計量器を設置して配水区域内の水量監視を行い，漏水

防止に備えた。当時は，使用者の多くが計量方式で供

給されてい念かったので，これは極めて重要な意義を

持つものである。

(耐水源保全等に対する配慮

水道発足の原点の一つが衛生環境の改善にあったた

め，水源の選定に当っては慎重な調査を行ったが，工

事完成後も水源保全等のため通水開始の翌月の11月30

日には横浜新水道取締禁令を発している。

「横演新水道取締禁令左ノ通リ相定ム

明治二十年十一月三十日

横演新水道取締禁令

神奈川牒知事 沖守囲

第一傑用水取入口井ニ其上流二百間以内ニ於テ魚鳥ヲ捕リ又ノ、遊泳シ又ノ、諸物品ヲ洗

フヘカラス

第二傑前傑ノ場所井ニ溜井ニ塵芥瓦喋其他ノ物品ヲ投棄シ又ノ、凡テ水質ヲ汚潰スルノ

所業ヲ矯スヘカラス

第三(泉 鏡管其他ノ水道層具ヲ護掘シ文ノ、凡テ之ヲ傷害スノレノ所業ヲ矯スヘカラス

第四傑 公道ニアラサノレ水道敷地内ニ諸車午馬ヲ牽入レ又ノ、土堤ニ上P又ハ壇ニ其竹木

下車ヲ伐採スヘカラス

第五傑 水道ニ属スノレ一切ノ用具ヲ撞ニ使用シ又ノ、玩弄スヘカラス

第六傑此禁令第一燦第二傑第三傑ヲ犯シタ Jレ者ノ、三日以上十日以下ノ拘留ニ慮シ又ハ

萱園以上萱園九拾五銭以下ノ科料ニ慮ス第四傑ヲ犯シ又ハ制止ヲ肯セスシテ第

五傑ヲ犯シタノレ者ノ、五銭以上五拾鏡以下ノ科料ニ慮ス 」

(U'神奈川県公報』より)

(v) 用語の定義

横浜区外国人居留地給水規則の冒頭に水道に関する用語の説明が登載されているが，これは日

本で初めての実用上の定義であり，極めて興味深いものがある。

「横演匝外園入居留地給水規則

第一章 轄義

本規則及之ニ関スノレ諸文書中ニ用フノレ左ノ字句ハ各々次ニ掲クノレ意義ヲ有ス

Jレモノトス但特ニ解韓ヲ異ニスヘキ場合ノ、此限ニアラス
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水道 「水道j トハ用水供給/矯メ構造叉ハ使用シタル一切/官有水管，水郷， r訪

配水管

普;童家事用

供i合

例外供給

特別例外供

給

放任供給

火栓9 浪費水量器，共用栓9 噴水栓其f也/装置及之ニ関シテ建設叉ハ使用シ

タノレ一切/工作或ノ、属具並ニ之ア流通スノレ用水ヲ謂ブ

「配水管」トノ、水道ヨ P邸宅内へ配水/嬉メ伏設スル私有7)<:管及一切/鴎具

ニシテ該本管ニ連ノレ支管ノ水留栓以内ニ在Jレモ/ヲ謂ァ{eliン該支管ヲ本管ニ

連結スノレ接合環及該環ヨリ水留栓ニ達スノレ問ニ在ノレ水管，ハ配水管以外ニシテ

官有ニ属シ官費ヲ以テ設置スノレモノトス

「普通家事用供給J トノ、普通家事用ニシテ朗チ飲料p 饗炊，洗fn康及沫浴等ニ

供給スル用水ヲ謂ブ

「例外供給」若クハ「例外用J トハ普通家事用ニアラスシテ商業9 製造，洗

牛，馬及馬車等ニs供給スノレ用水ア謂ア

「特別例外供給」若タハ「特別例外用」トハ噴水泉p 庭池p 園田撒水用若ク

ノ、前ニ指示スノレ以外ノ用ニ供給スノレ用水ヲ謂ア

「放住供給」トノ、用途/如何ヲ問ρ ス直接二其量ア計ラスシテ供給スノレ用水

ヲ謂ア

言|量供給 「計量供給」トハ用途ノ如何ヲ問ノ、ス量水器ヲ以テ供給スノレ用水ヲ謂ア

官際 「官圏雲」トノ、制1奈川勝知事若タハ知事ノ職櫨ヲ有シ其職務ヲ代理ス jレモノヲ

謂フ

水料 「水料J トノ、普通家事用，例外用又ハ特別例外用等(舶舶用ハ除ク)別ナ

タ放任叉ノ、計量供給ニヨリ供給スノレ用水一切/料金ヲ謂ア

水道官吏 「水道官吏」トハ官醸ノ任命ニ依リ水道，配水管叉ハ其一部分ヲ管理シ監督

シ若タハ之ニ闘スノl〆i諸般/事務ヲ執行スノレ諸員ヲ謂ア

季節 「季節」トハ一月一日1m月一日七月一日及十月一日ヨリ起算スル年/四季ヲ

謂ブ

数 車1敷ニテ用ヒタノレ語ノ¥複数デモ包含シ複数ノサ t車数ヲ包含スヘシ

性 男性ア表スノレ語ノ、女性ヲモ包含スヘシ

消費者 |消費者」 トハ其願ニヨソ用水/供給ヲ得ノレ人ア謂ブモ/ニシテ組合，曾枇，

商禽~葬校，共他諸ノ"紫合シタノレ者タ

街路 「街路」トノ、横潰及ヒ朗今将来トモ本規則ヲ施行スノレ匿重内 庚
ルト アルレ戸 レーン ハイウェーロ』ド サラフエーヤ ハフリツク ハツセ戸ジ

場， 坊，巷p 道 路p 通?望;及公共ノ通路若タノ、場所ア謂フ

月 「月」トハ暦月ヲ謂ア

出願

用水供給法

ρ 官擦ニテ

決定スノレ寸

配水管長;量

第二章 通則

第一{応 用水/供給ヲ要スノレ者ノ、本規則j附録第一披書式ニ依リ出願スヘ

共式紙ノ、水道事務所於テ交付ス

用水ノ、計量供給若クハ放任供給ニ依ノレ其執レニ依ノレカア決定スルハ

濁リ官属/全擢ニ!聾ス

用水供給/出願アノレ!干ハ其要件ヲ ニ関

量ヲ主主ス詩メ其家又，ハ場所へ鉛工ア出張セシムヘシ



第 l章横浜の開iちと近代水道の誕生

配水管設算 第四傑 工業材料井ニ附!嘉品ノ費用主義算書/、速ニ調製シ本規則j書井ニ出願者

書 ニテ取結アヘキ定約書式紙各一部ア添へ出願者へ送附ス出願者ハ該式紙ニ

記入署名シ配水管設算費用半額ノ預金ヲ添へ水道事務所へ差出シ問所曾計

掛ノ領l伎書ヲ受領スへシ

決算 第五保配水管取付落成ノ上ノ¥梯入未済/額ヲ示ス決算書ヲ出願者へ主主附ス

出願者ハ該願書記載/住所へ本書送達ノ日ヨリ ヶ月以内ニ其金額ヲ完納

スヘシ

間圏 第六候水道事務所長若クハ其代理官ヨロ書面ヲ以テ許可ヲ受ケ其E細ノ承

ア得jレ後ニアラサレハ決シテ配水管ヲ阿国へ及ホシ又厩園用水ノ供給ニ

使用!スヘカラス

長水器ρ 宮 第七保 計量供給/場合ニ於テハ水道官吏ニテ量水器ヲ供給設置シ配水管へ
有Fノレ寸

接合ス但量水器ノ¥宮有ニ属シ不用ノ時ノ¥之ヲ撤去スヘシ

量水器以机 第八係 量水器ヨリ流末/方三英尺迄ヲ限リ其以外/配水管ノ¥量水器ニヨリ
ノ配水管

給水ヲ受ク Jレ者ニテ之ヲ完備スノレ鴬メ自己ノ材料職ヱヲ使用、ン随意/場所

エ導水ス/レヲ得ヘシ但水道官吏/意見ニヨリ用水ヲ汚漬シ水道ヲ損傷シ量

水器指針ニ影響ア及ホシ或ノ、衛生上有害ナノレ景;伏ヲ生スヘキ怒念ナキモノ

ニ限ノレヘシ

配水管布設 第九{傑 前陳/場合ヲ除キ配水管ノ¥揮テ水道官吏若タノ¥同官吏ヨリ該工事ヱ

ル/許可ヲ受ケシ者/外布設スノレヲ得ス但許可ヲ受タノレ者ト雌モ水

/検査:承認ヲ経且共捺印ア得サノレ水管p 属具其{也ノ要具ヲ使用スベ

カラス

私有防火栓 第十僚水道事務所ト特約ヲ ブトキノ、私有ノ防火栓ヲ設置シ本管エ接績

スノレヲ得其僚長わ、全事務所ニ於テ承合スヘシ

消費者出願 第ト一候 泊費者ニテ共用水供給ノ廃止ヲ要スノレ砕ハ必ス十回目前ニ書面ヲ
ニヨ P用水
供給7廃止 以テ其旨申出ヘシ爾后新ニ(附録第三競書式ニ依9)出願スノレニ非サレノ、
スノレ寸

掘井閉鎖

干ヰヒ給水セス

第十三保 泊、費者ノ、其邸宅内ニ在ノレ井戸ノ、水道官吏ニテ官費ヲ以テ之ヲ閉鎖

シ用水供給中川共閉鎖ヲ解カサノL寸ニ異議ナキ旨給水ヲ受ク Jレニ先チ定約

スノレモ/トス但分析上水質善良ニシテ水道官吏/満足スノレニ於テハ該井戸

必スユ/モ之ヲ閉鎖ス Jレヲ要セス其之ヲ閉鎖、スノレニハ蓋ヲ密附スト難モ其需

ニ廃シ火災ノ際吸水管ヲ揺入スノレ潟メ之ニー小孔ヲ設ケ置ク寸アノレヘシ

配水管ノ鐙 第十三候 何人ト難モ水道官吏ノ承認ヲ受クル後ニアラサレハ配水管エ又量
吏修理

破損ニ関ス

ル報告

水器ヲ{吏用スノレ場合ニ於テハ水留栓ト量水器ヨリ流末/方三英尺迄ト/間

ニアノレ配水管エ修理p 嬰吏，改造9 蹟張叉ノサ曾設ヲ震スヲ得ス且水道官吏

/許可ヲ受ケスシテ私有配水管撤去ノ震メ街路若クハ歩行道ヲ掘撃スノレヲ

得ス

第十四燦 水管其他ノ!毒具ニシテ修補ヲ欠キ破損シ叉/、配水管ノ某部分ニ於

テ用水ノ汚漬9 傷害又ハ浪費ヲ醸生スルカ若クノ、醸生スヘキ模様アノレ!干ハ
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其起因/何タノレヲ間ノ、ス至急修補ノ震メ速ニ水道事務所エ報告スヘミ/但量

水器ョ P 流末/方ニ在Jレ配水管ニ係/~モノハJJt限ニアヲス

立入/権 第十五線水道官吏ノ¥配水管若クハ量水器検査/矯メ井ニ漏水防止若夕、ハ配

ト思量二え Jレ配水管若タノ、、量水器/修理，欝更，擁張，改造

又ハ檎設ヲ矯ス矯メ麗メ通知ヲ要セス午前八時ヨリ午後五時ニ宝Jレ/問配

水管ノ設ケアノレ邸宅内ニ立入ノレ寸ヲ得計量供給/場合ニ於テハ其修理?

更，横張3 改造叉ノ、士曾設ノ}襲来十、量7](器ヨリ流末ノ方三英尺迄ヲi浪り其他

二及ハサノ'C-'モ/トス但シ検査/上水道/汚i覧傷害若クハ破損ヲ防止て/量

水器/作用ヲ保持三/叉，ハ衛生上ノ危害ヲ除去スノレタメ其修理，饗更， i蹟張，

改造若クハ培設ヲ該医域外ニ及ホス/必要ヲ設見シタノレ砕ハ此限リニアラ

ス此場合於テ水道官吏ノ、消費者二割i/直ニ充分/修理，境更，蹄張，

若タノ、増設ヲ要求スヘシ消費者若シ之ヲ怠ノレニ於テハ水道官吏ノ¥其ftl5弔ニ

立入 p泊費者/費用ヲ以テ相自工事ヲ施行スル利ヲ有スJレモノトス

修理等ノ費 第十六係 修理p 媛更，描張p 改造又ノ、i曾設井ニ之ニ附帯スノL費用ノ、前ニ掲
府支姉

タノレ如タ共要求書設達/日ヨリ十四日以内ニ消費者ニテ水道事務所エ悌入

ノLヘシ但水道官吏ニテ施工セシ工事若クハ共供給セシ材料叉ノ¥器具/不完

全ナノレタメJ1:[費用ァ嬰セシ寸ヲ明示スJレ場合於テ

排スヘシ

レヲ支

量水器!需占検 第 1-七僚 量水器ノ、水道官吏ニ タルモノ、外一切使用スヘカラス量
及後更

水器ハ同官吏ニテ共費用ヲ以テ設置維持シ其見込ニヨリ何時ニテモヲ!換ユ

ルヲ得ノレモ/トス同官吏ハ随時之ヲ融機シテ其都度前困難検後消費セシ水

量ノ畳書ヲ作リ消費者ニ交付ス其貼検ノ際量水器蓮縛ヲ止メ又ハ作用ヲ錯

9霜メニ水量/記入ニ誤謬アノレ寸ヲ謹見スノレ?干戸水量覚書ニ其旨ヲ付言己ス

ヘ且前回臨検后ノ消費ニ係ノレ水車引該結検以前三十日間/平均消費額ニ

テ算出シ其不完全/量水器修理若クハ引換ヲ テj比割合ヲ

錦ノ¥シム量水器引換又ハ修理/と据換ヲ了シタルiキハ其記入高ヲ消費者エ

通知スノレニ蛍リ該引換若クハ据換前ノ量水器ニ於ケノレ最終結除後水量、ヲ

前ニ記スノレ如ク計算シ之ヲ其覚書中二併記ス )lノモ/トス

量水器試験 第十八僚 消費者其使用スノレ量水器ノ作用ニ疑ヲ懐キ之レカ試験ヲ望ム lキハ

水道事務所於テ双方終結ノ試験タノレ寸ア約シ立曾/_1:;さレヲ試験スノレヲ得

若シ試験/上量水器過不足ヲ表スノレ lキハ此結果ニ準~其季節/初ヨ 9 首日

用水泊費高ヲ訂正スヘシ若S/叉其効用ニ誤謬ナキカ或ノ、不足ヲ表スノレ

i干ハ前ニ掲タノレ如ク其要求書送達/日ヨリ十四日以内ニ消費者ニテ

手数料ヲ抑入ルヘシ

量水器保護 第十九僚 消費者ハ量水器ヲ保護シ傷害ナカラシメ旦共外商二塵芥ヲ入ラシ

ムヘカラス又常ニ其票日検，修理，引換等/詩メ其設置/場所出入ニ容易ナ

ラシムヘシ量水器ニ傷害ヲ生スルカ之レカ鼓損

ノ、J比限リニアラス)ヲ来シ又f'取抑ヒニ及ヒタ

ニ原因スノレモ/

グノレ京日夕
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雇人ノ不正

水ノ量額7

制限スノレ宮

蕗ノ権利

器具ニ鰯ル

ヘカラサノレ

寸

放任供給ノ

制限

書送達ノ日ヨ P十四日以内ニ其借用者ニテ其慣値全額ヲ耕償スヘシ

第二十傑 水遭事務所吏員又ハ雇人ニテ無穫，怠惰，達時若クハ貧取ノ所矯

アノレ砕ノ、消費者ヨリ全所長エ其旨報告アJレヘシ

第廿ー傑 官醸ノ、給水ノ量額及其時間ヲ制限スルノ擢利ヲ保有ス用水供給ノ、

通常葺夜不断ナリト雄モ火災，早魅，不測ノ起事又ハ水道各部ノ失序ニヨ

リ不得己制限ヲ加へ矯ニ消費者ニ損害ヲ興フノレ寸アノレモ官麗ノ、其責ヲ負ハ

サノレ者トス

第廿二傑 配水栓，水耕，防火栓其他邸宅外ニアル水道器具ハ水道官吏ノ外

何人ト雄モ之ヲ開閉シ又ハ之レニ手ヲ付クノレヲ許サス

第廿三傑 放任供給ノ用水ノ、他人若クハ他ノ家屋ニ分配責却シ或ノ、又潟ニ供

給シタノレ所用ノ外ニ使用スノレヲ得ス

第三章 料金 (以下省略)

(4) ターナーの水道に関する報告

ζ とで，創設水道建設の状況に関する興味深い報告に触れてみたい。

横浜水道が完成した 2年後の明治22年 (1889)ι イギPスの技術学会で東洋の水道について

討議された際，パーマーの補佐を勤めたターナー(JohnHenry Judsbery Turner)が横浜水道

の建設について報告を行った。なお，同時に，上海水道についてはハート (J.W. Hart)が，香

港水道についてはオレンジ(J.Orange)が報告を行っており，その模様が会員ホレスト(J.

Forrest)により紹介されている。これによると，ターナーの報告の概略は次のようなものであ

る。

① 横浜の水道施設は1887年10月に完成されたが，日本で初めてヨーロッパ式水道施設を導入す

図 1-9 野毛山貯水場漉水池断面図

(IHART， ORANGE AND TURNER ON W ATER WORKS IN CHINA AND JAPANJより)

Et325. 

SECTlON OF INLET TO FJL.TER-Se:OS. 
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るというととから，日本の風土や社会慣習などの諸条件のなかで，衛生改善にどんな効果を及

ぼすかというテストケースとして注目をあびた。

② 家屋は木造が一般的で，冬の乾燥期には大火災が発生しやすく，飲料用の井戸水は下水の不

備などから汚染されており，コレラが流行していた。この不衛生な状態を改善するため有庄の

水道施設を導入する方針が決まり，パーマーにその調査設計を依頼し，引続き建設についても

ノくーマーが協力した。

③ ζの工事については，次の点で特別な配慮があった。

イ この地域は，かなり激しい地震の起ると ζ ろであること。

ロ 一日当りの供給水量については，人口と日本人特有の習慣を考えなけれぼならないこと。

ハ 降雨量や現地調達資材などに関する資料がほとんど入手できない ζ と。

④着工に当り，水道路線に 3箇所の事務所を建て，横浜の本部との聞に電話を設置し，資材運

搬用として路線沿いに 2分の 1メータゲージのドコピーノレ軽便鉄道を設けた。

@ 水源は富士山の北東山麓に発し，約60マイノレ (96.5l姐)流れて東海道の藤沢付近で海へ住

ぎ，上流40マイル (64.4km)は深い峡谷となっている。流域人口は少なく，水は清潔で軟水で

あるが，季節によっては洪水が起り水位の変動が激しく，取水地点ではその変動が20フィート

(6 m)にも達した ζ とがあった。また，洪水時には，多量の濁質が流出するが， 3日以内に

はほとんど濁りがなくなる。

⑥取入口とポンプ場施設の説明(省略)

⑦導水路の説明(省略)
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施行上のものだけ要約すると次のようである。

イ 導水路線の上流部分に管を布設するための準備として，険しい河川沿いの崖を切り聞いて

台地状にし，十分な水勾配を持たせ，これに鉄道を引いて傍に管を並べられるように十分な

幅の道路を築造した。

ロ トンネノレの掘削も同時に行ったが，その掘削は人力で行われダイナマイトも多量に使用し

た。

道路が完成するとドコピール軌道が設けられ，これにより管を運搬し， トンネノレを通り所

定の場所へ設置した。

ノ、 管は，道路の内側部分を掘削して布設したが，多くの場所は岩石を砕かねばならなかっ

た。水道管はヤーンと鉛で接合されており，鉛は 2インチ (50mm)の深さに入れられてい

る。とれは地震国では ζの方法が他の接続方法より優れているというパーマーの経験による

ものである。

ニ しかし，河川を横断するときはフランジ接手を用いた。

ホ 管の水圧テストは，もし何らかの故障があれば直ちに発見し修理できるように，布設溝を

埋め戻す前に行った。
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へ 激しい寒暖の差による管の膨張収結のため接合に若干の困難をきたしたがヲ管布設後速や

かに管の上部まで土で、覆いp 直射日光を避けることで解決する ζ とができた。

⑦ 野毛山の貯水地と臆過池施設の説明 (省略)

施行上の点、について要約してみるとおよそ次のようである。

イ 粘土の選択と施行についてはp 防水上重要で、あるので極めて慎重を期した。良好な粘土は

ら1ロ2叱ザプ/イf}ルレ (約1時91凶泊) 離fれしたJ横讃須賀で

ロ 不等沈下をi関窃くぐぐ、叩、ためにラ貯水水、池の壁の下部は， 粘土4川砂幸刑利|日J1のi混混合物でで、酉めたO

円 コンタリートやそノレタノレが酷暑のなかてや急激に乾燥し弱化するのを防ぐためp 工事中は篇

をたてて直射日光を避けるようにした。

@ 市内配水施設の説明(省略)

施行中の点について要約してみ、るとおよそ次のようである。

イ 本管からの主要分岐箇所にコントローノレ用のメータ〈デーコンが発明した漏水計量器〉が

設置され，町は31の区域に分かれてねり， ζ のメータを経て供給され管理されている。

ロ 一般的には共用栓によって給水されてわり，街路に沿ってほぼ 300アィートの間

隔で設置されている。この方法は低所得層の日本家屋が可燃性で、壊れやすいために採用され

た。しかし3 所得の高い住民のより丈夫と認められる建物には2 需要者の要求により各戸に

水道を引いた。

ノ¥ 外国人居留地と呼ばれる地区ではョ立派な建築物なので共用栓ではなく各戸に水道を引い

?亡。

ニ 工場や製茶工場にはシーメンスのメータをつけて供給し船舶用も同じくメータにより供

給した。

供給方法はD 常時給水で本管庄は 1 平方インチ当り 60~-70 ポンド 2~4， 3kg/也つで

ある。

ホ 管の布設と接合に細l心の注意を払った結果， 2箇所の事故を除きラ充水して直ちに正常に

稼働した。まfむかなり大きな地震があったが，櫨過f也，貯水池などからの漏水は皆無で、あ

りョ地震国における適切な工事p 粘土の効果が立証された。

ともあれフ全く新しい分野の仕事に携わった若い技術者達の熱意と英知は称賛に値する。

とのような基調報告に対して3 学会で次のような質疑が交されている。

。ハート W ， Ha士t)から「横浜には下水設備がなかったと述べられているが， 1870年代の初

めにはプラントン (R.H園 Brunton)によって完全な下水設備が完成していたのではなかった

か」という質問があった。

とれに対してターナーの回答は 150マイノレ凶)に及ぶ市内配管工事の際， 1885年に存在し

ていた下水設備について熟知するととができたがラ し尿は婦に入れられ，荷車で肥料として運び

出されていた。町の大部分の排水設備は，断面が 8インチ (15crn)四方の木の樋で，その多くは
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どろでつまり，まわりの土には下水汚物がしみ込んでいた。残りの部分には煉瓦造りの排水設備

があったが，十分な換気と洗浄の設備に欠けていた。このような状況から，横浜には良い排水設

備がないと述べた。」というものであった。

・シモンズ (G.T. Symons)からは， i降雨量などの資料が得られず苦労したと述べられてい

るが，日本でも完備された測候所ができ，横浜では1863年からの記録があり， ζの工事が始まっ

た1885年には信頼し得る資料が存在し，これらの測候所は全国に 18箇所配置されていた。」とい

う指摘があった。

ターナーはシモンズの指摘に対して， iこの18箇所の測候所は聞の大き念目的に使われるもの

で，相模川流域の気象状況を確認するような地域的なものには余り役に立たず，日本ではイギ、p

スのように過疎地域に関する資料を技術者が得られるほど，まだ気象学が普及していなかった。」

と弁明している。

・ホークスレイ (c.Hawksley)は，三井用水取入所のポンプ揚水に触れ， i水道路線上からみ

て不用と思われるが，.tsそらくそうすると現在より低い路線となり，かなりの掘削とトンネノレが

必要と念ったからだと思われるが，この点についての説明がほしいこと，また鉛接合の採用は適

切であると考えるが，球式消火栓の使用に関して，イギリス圏内では消火栓函に汚物が溜りやす

く断水時に球が落ち汚物が管内に入るため，現在では一般的にはネジ式消火栓が採用されている

ので，横浜でも同様なことが懸念されるとと。更に粘土の使用に触れ，耐震性を持たせるうえで

非常に成功している。」 ζ とを述べている。

このホークスレイが補足説明がほしいと提起した三井揚水のポンプ使用の件は，後日，日本で

も論議が集中した問題である。

ターナーは，三井のポンプ揚水の採用について， i良好な水道路線を確保するためには，三井

村から更に上流に設定するととが可能であるが，その地点の地形が狭い峡谷となっており，水位

三井用水取入所揚水ポYプ使用の批判記事

(W毎日新聞』明治26年7月19日より)
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変化が激しく，施設用地の確保や道路の築造が困難

であり，また導水管の運搬費用が増加するなどがあ

り，むしろ三井村でポンプ揚水をして良好な路線を

得る方が経済的であった」と説明している。また，

粘土の使用については，激しい地震の体験などをも

とに， i粘土なしで石積みやコンクリートなどによ

る防水構造物を得ょうとするのは軽率で、あると考え

た。」と述べた。

ノfーマーは， ζ の三井村のポンプ揚水など質問が

予想される点について，ターナーの報告を補足する

ための書簡を送っているので，これも要約して紹介

しておく。
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① 用水取入所の工事について

との地方の状況や条件を知らない人が当然持つであろう疑問として，第ーに自然流下方式にな

ぜポンプを使用したのか，第こにはなぜ洪水水位の34フィート (10.4m)上に沈澄池を設けポン

プで揚水したのかを挙げ， これらの点について次のような説明をしている。

第 1の疑問に対しては「優に20フィート (6 m)を超えるほど激しく変化する河川の水と，河

岸が岩石や絶壁となっていることから， ポンプ揚水の導入なしに常時効果を発揮する導水管路を

建設することは困難であり，費用の面からも現実的にできなかった。管の勾配を 1マイル当り 6

フィート (11包当りで約 1m) とし，管の始点を低水位の下3フィート (0.9m) に設定すると

仮定すれば，河川は 1マイルで22フィート (1kmで4.15m)の落差があるため，初めの 1マイノレ

半 (2.41但)にある導水管路は高水位と低水位の間に布設する ζ とになり， その場所はむき出し

の岩石や崩壊しやすいJII砂利の浅瀬となっており，突然しかも猛威をふるう洪水による浸食や障

害を受けやすい状況であった」ことを挙げ， ポンプ揚水採用の説明としている。

第 2点目の疑問，すなわちなぜ34フィート (1O.4m) も揚水したかについては， 「余裕のある

水位を追加するととによって，最初の18マイノレ (29同)の導水路線が峡谷部を離れ容易になり，

更に相模川流域を出て，上JII井の高地を乗り越えるのに大きな利点があるからである。 そのう

(1O.4m)揚水する

この経費と揚水をしない

ポンプ所の主な費用は設置場所の整備，建物などの設備費と34フィート

ための機械及びこれに年間に要するポンプ運転の経費も含めたもので，

え，

場合に予想される経費と慎重に比較した結果，水位をあげた方が良いというととになった。

しかし， ζの説明でもなお， その水位を得るため更に上流に設定すれば、同じ結果が得られるの

ではないかという疑問が残るかも知れ念い。無論， とれは工事費が制限されていなければ可能で

あろう。 しかし，実擦には上流にのぼれば取水場所の地形などで困難性は増大し，費用も莫大な

ものとなる。 とのような理由から三井村にポンプ場を設け，最低水位からは54フィート (16.5m)

揚水する結論に達した」と説明している。

② 地震対策について

ターナーも報告のなかで重点をおいていたが，管の接続に鉛接合を採用したり，貯水池や櫨過

池などの施設を粘土で十分に囲んだりした地震対策について， どのように細心の注意を払ったか

を説明している。

ノくーマーは「とれらの予防策は不用或いは度をとしたものであると批判する人がいれば，横浜

における地震の体験に注意すべきだ」と述べて， 「それは， 日本との30竿間にわたる交流によっ

て外国人が得たもので，実際の被害の測定とか発生する確率など必ずしも必要ではなく， そのよ

うなととに固執する技術者はい念いであろうし， むしろ，古くから伝えられている話を聞き，建

設を行おうとしている地域の地震時の状況を考えながら，幅広い調査にかかるであろう」と述

べ，横浜近辺で起きた大地震の被害について具体的な説明を行ったうえで「地震対策に対する技

術者の姿勢として， いくら注意したとしても最大級の地震が発生した場合は大被害を免れること
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はできないであろうが，その被害をできるだけ最小限にとどめるように努力するのが技術者の務

めであるj と結んでいる。

以上が学会報告のあらましであるが，険しい地形ぅ洪水ョ激しい地震，未聞の地での建設など

に苦闘しながらヲ新技術の導入に情熱を注いだ姿がしのばれるのである。

しかしp パーマーが予言していた大地震が不幸にして関東大震災となって現れヲ細心の注意を

払った創設の野毛山貯水場も壊滅的な被害を受けてしまった。ちなみに p 創設当時はセメント工

法がようやく定着したころであり，鉄筋コンクロートは1850年ζ ろから研究され始めたものの，

開発途上の技術であった ζ とを付記しておく。

(5) 木樋水道の処分

新式水道の工事が着々と進んで?いたころ，木樋水道の後始末の問題が浮上してきた。

当初，工事申請の際には木樋水道にかかわる借入金の償却も，この新式水道に対する新たな借

入金と合せて行うことにしていた。しかし3 新式水道が完成すれば木樋水道は全く廃止の運命に

あり，その借入金の返済まで、新水道の使用料に加算することは妥当ではないという考えから，神

奈川県では 9 この木樋水道に対ーする大蔵省の貸下金e18万円の返済免除を明治18年 8月に

申請し，翌明治19年 2月に大蔵省貸下金返済免除の決定をみた。そこでラ新式水道通水の翌明治

21年 4月，旧株主とも協議して木樋水道路線用地や建物等を売却したうえ各株主の出資額に応じ

て配当し，残金は用水路線の各村に水路改修費として交付してその精算を終了した。
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「横演蕎水道ニ闘スJレ御貸下金御棄損ノ義ニ付上申

今般横菌堪於テ水道新設候ニイ寸従来使用候蓄水管ノ¥綿テ不用ニ属 可致ノ慮

……通計金三拾三万九千九百五拾七国策拾五銭ニ有之内金拾八高園ハ貴省御堂下金ニシ

テ…・ー右蓄債ア悉皆新設水道/手ニヲ!受ケ水料ヲ以テ耕償{民義ノ、極テ穏嘗ナラス候慮他

ニ亦償却ノ方法モ無之ニ付貴省御貸下金/義ノ、此際御棄指相成候様致度ニ付特別ヲ以テ

御開届相成度此段上申候也

明治十八年八月十七日 榊奈川II甑令 沖 守固

大賦卿{白爵 松方 正義殿 J 

(国立公文書館所蔵『公文雑纂大蔵省』より)



ゆ横浜水道創設記念噴水塔(近代水道百選)

横浜停車場(現在の桜木町 i釈)iIIJの噴水塔

震災復興事業で再建さ十もた桜木町駅前の噴水塔

昭和 5年 cr汐留。品J1!o桜木町駅百年史』より)

横浜水道記念館広場に修復して設置された噴水塔(昭和62年)

第 l孝横浜の開i答と近代水道の誕生

関東大震災で倒壊した噴水塔(大正12年)

日本貿易博覧会(昭和例年)野毛山会場に展示されたのちに

神奈川区反町の横浜市役所中庭に設置された噴水港〔昭和25

噴水塔の選定をしたジョシア。コンドノレの銅像

(東京大学構内)
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第 2章

創設水道の引継 第 1問拡罷工事
(人口急増に追われた揺盛期)

I 水道の経営方針をめぐ、る論議

1. 神奈川県ヲ創設水道の経営開始(官営による

いよいよ新水道の経営開始を告げる日がきた。新水道は明治20年 10月17日から給水を

開始したがヲ料金は11月 1日から徴収する ζ とでそのスタートを切ったのである。

創設水道の工事着工許可に当って，経営方式についてどうするかについては保留されヲまた建

設資金の償還についても，経営開始後すぐ、には予定収入を確保することは困難であると乙ろか

ら3 数年間の据置き処置が考慮されノていたが，当然ながらう現実の経営開始に際しては，これら

を明確に定めることが必要ぞあった。その後p 経営方式は木樋水道の経験から引続き地方政庁で

ある神奈川県で担当する ζ とになり 3 明治20年 6月に工事落成後の事務取扱について協議を開始

し， 9月に入り新水道の維持費の見積りとこれに要する定員についての要請を行った。

乙れによると， 1か年の維持費は総額で4万 700円余と見込まれていた。

事務所経費 18，828円

貯水池縄水池経費 3，840円

水管路線弁接合弁経費 2，575円

用水取入所経費 4ヲ084円80銭

用水取入所石炭代

各所修繕費

39 

8，000円

計 40，727円80銭

またう機構として県庁内に横浜水道事務所を設け 9 その官員定数についてはッ技師 1名，属12

名?技手11名3 計24名が予定された(実人員は ζのほかの職員を加え39名で発足している。)。更

に?との要請をもとに9 通水開始直前の10月14日に，創設水道建設資金の償却方法について，使

用者が予定数に達するまで、にはなお数年を要すると予想されるためヲ今後6か年間の収入金額と

維持賓との差引残額はわずかであると見込まれるのでp と をその間の利子相当分として納

め，明治26年から30年間で元利償還〈こ 点から利子年4朱じノ〈一セントユとする。)

るように認めてほしいことを内務省に要請した。
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第2章創設水道のヲl継ぎと第l回拡張工事

内務害てやはラ この水道維持の問

題と政府貸付金の元利償還の 2件

について検討しラとれを止むを得

ないものとして11月21日の閣議に

提案 L，翌12月 2日に決裁となっ

たc

この提案の趣旨として

① 横浜水道工事の維持と工費の

償却の問題は，普通の県治事務

と異なるものであること。 水道創設当時の横浜水道苓務所

③ 建設に当って従事した官員の俸給等もすべて建設工事費に含めて行ったとと。

③ したがってP 将来とも県庁と区分して事務所定員、を定め，維持に要する費用は水料金で賄う

べきであること。

@ 国庫貸下金の償却については，当初の 6年間は十分な収入が見込めないため，この間の残金

をもって利子とみなすことにして， 7年度目から年4朱の利子を付し37年度までに償却を完了

すること。

というもので3 神奈川県の要請は全面的に認められていた。また 9 水道は水道料金による事業で

あるという考え方p つまり現在の独立採算制の考え方もフこの時点

で既に示されていたのである。

「横積水道維持定員及工費償却j之件

jjI$奈川廊下横潰水道工事落成ニ付)/守来維持ノ潟メ事務所定員

設置之儀-…抑本水道工之儀ノ、普通牒治事務ト異リ其工費ノ、全

ク一時国庫ヨ立貸 Fヶ年斌返納可致モノニシテ該将賠費トノ¥喜

モ関係アラサノレア以テ是迄現業ニ従事シタノレ官員俸給旅費ノ却

キハ去十八年太政官経伺之末者/5テ水道工費ヨリ支排セシメタノレ

次第モ有之ニ付該事務所ノ儀ノ¥劃然J孫臆ト匝別ア立テ将来維持

ニ要スノレ諸費ノ¥水料金ヨ Y支出セシムノレノ外他策無之ト思考ス

一・依テ大戴大臣協議ノ上lrヒ際甲乙雨件共申出之通之ア許可セ

ントス右閣議ヲ詰ブ

明治廿年十一月廿~E1 内務大臣伯爵山脇有朋」

(国立公文書館所蔵「公文王子{索第11編』より)

横浜の木樋水道の建設が当初好余曲折の経過をたどったのは，近

伐国家への転換期に当り，右/)市施設に対する制度が未整備の状況に

あったにもかかわらず，人口急増に伴う深刻な水不足と外交上の問

題などから先行せざるを得なかったからである。また3 巨額な水道

三橋信方

(1856-1910) 

外務省を経て神奈川県書記官

と念り，横浜水道創設事業の推

進にあたり，横浜水道完成後は，

横浜市に引き継がれるまで横浜

水道:事務所長として水道の経営

を担当した。

その後，横浜港の築港工事に

参加したのちオランタ兼デンマ

ーク駐在公使を任ぜられ，明治

39生存に横浜市長となり 4年間在

任した。この間，ハマのマーク

や横浜市歌を制定した。
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建設資金は当時の財政状況と金融制度のもとでは求め難かったととによる。

横浜では，開港当時，水道建設は政府の事業として行うべきであるという考えが強かったが多

国の苦しい財政状況から民間有志に働きかけて会社方式で木樋水道を発足させ，結果的には失敗

に終って神奈川県が引き継ぐことになった。このとき，不足資金の貸付をめぐって3 政府部内で

は一地方の問題に国庫金貸付を行うのはどうかという論議があったが，とにかく貸付は受けると

とができた。しか L，との考えはラ政令第48号による中央。地方の財政区分など国家財政の危機

回避のため，地方行政への転換を推進させる機縁となっていった。

次いで、3 横浜の近代水道創設の許可をめぐって，その審査に当った内務省の御雇工師ムノレドル

は，国家財政と他の地方の関連を考えラヨーロッパの例を挙げ、て会社経営による ζ とを進言し

たο しかし2 政府の方針は居留地に関しては国の事業としフ他の一般地区は相当額の補助を与え

るということで、固まり，現実的処理は居留地関連の名目のもとに全額国庫金を貸し付け，とれを

料金によって回収することになったのである。

しかしラその時点て、は工事完成後の経営をどのような形態とするかは留保されていた。そし

て?最終的に ζの創設水道経営は木樋水道と同じく神奈川県営(官営〉として開始される ζ とに

なった。

このような動きは横浜だけの問題ではなく，水道の創設期にあった当時，諸制度米整備のなか

で各都市とも，横浜と同様に近代水道の建設に向って長い苦難の道を歩んでいたのである。 ζの

ころの状況も明治20年代を中心K，他都市と政府の動向について若干触れておきたい。

政府は開港以来，苦しい財政状況のなかで3 先進ヨーロッパ諸国と対等念地位を築くべく富国

強兵ョ殖産振興による先進技術の導入に努めていたがヲ外国との交流，都市の急成長などから，

衛生環境の改善も次第に国の重要施策と在っていった。一方，年々の疫病流行の激化，特に明治

19年年)のコレラ大流行と横浜の近代水道完成近しの情報はp 各都市の水道建設促進に拍

車をかけることになった。

20 にみる水道建設の歩み

闇錯水道

函館は，横浜に次いで明治22年 9月VC給水を開始している。

しかし3 函館における近代水道建設の気運はか念り早くから起ってお寸， j既に明治11年11月ilC

官費貸下金の申請を行いヲ翌年にはアメリカ人御雇工師タロアオノレ i守らによる調査を進めたが，

大火災の発生にあいジその復興のため水道の問題は一時中断となってしまった。そしてヲ再び明

治団年に官費貸下げの申請を行ったが許可されなかった。

そこで，臨時区会を開いて，水道建設資金を積み立てていくこと

るためs 明治19年10月には区債の発行と北海道庁からの一部補助による水道計画(後に鉄道院総
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第 2 章倉Ij設水道の ~Ií陸き、と第 l 回拡張工事

裁に念った平井日吉二郎によるものでう 日本人の

水道設計第 1号といわれて1ρ る。)をたてたが，

実現には至ら念かった。ちょうどこのころ，横

浜の水道建設工事が完成に近づいたのでラパー

マーを招いて再調査を依頼しその報告を得て

明治20竿11月，区債と共有財産からの出資に加

えて北海道庁からの補助金の交付を受け実施し

たい旨の申請を行いラ翌12月28日に閣議の決定

を受けることができた。

着工は明治21年 6月今完成は明治22年 1月で

のる。

「函館匿水道起業費補給ノ儀裏詰

元町中区配水池(明治22年).函館市

(~近代水道官選』より)

管下渡島闘函館冨ハ現今戸数萱高四百拾七…一本道中最モ繁盛ノ市場ニ候慮其位置半

島ニ成立チ市街ノ大半ノ¥山腹ニ在Yテ頗ノレ水月!Rニ乏シキノミナラス……曾テ議田君[5赤J1I 

ヲ分疏シ水道ヲi直内ニ布設スノレノ計書アリト雌モ昔時種々ノ故障有之未タ着手ノ場合ニ

至ラス然ノレニ匝民/渇望ノ¥益々切ニシテ年々若干|国ノ金額ヲ儲蓄シ該起業ノ資本ニ供ス

Jlン/方法ア設ケシモ固ヨリ僅少ノ額ニシテ猶ホ数十年/後ニ非レハ起工/場合ニ至ラス

百方計畜ノ央嘗臆ニ於テモ其事業/順序及ヒ費用ノ如何ア調査セシメシニ別紙土木工師

ノいマー氏報告書/通金主主拾三高五千閏ヲ要スノレ趣ニ有之……幸今回匿民ニ於テ水道布

設ノ良翠有之旨別紙/通匿長二木彦七ヨリ 中出侯間該起業費/内金七高五千園来ノレ-j:l~一

年度ヨ P向ア三ヶ年度ニ割合毎歳金武高五千冨!宛歯磨定額内ヨ P補給致度候燦j車ニ御先

裁相成度書類相添此段菓請候也

明治二十年ト二月八日 北海道躍長官 岩村通俊

大蔵大臣伯爵 松方正義 殿 」

「大識大臣請議函館水道起業費補給ノ件(明治三十年十二月廿六日議議)

別紙大蔵大臣請議函館水道起業費補給/件ヲ調査スル二…・依テ工事縮、費額京拾三高

五千園/内五高園ノ、函館匝共有財産ヲ注入シ拾萱高園ノ¥同直債(本債ρ 年七朱ノ利ア付

シ起業翌年ヨ P毎年元金五千五百園ニテ!直費ヨリ償却ス)トシ残額七高五千園ノ、三箇年

ニ割合毎年京高五千園ヲ北海道鹿経費内ヨ F補給ノ義ア同藤長官ヨ D裏請セシ義ナ P

右ノ¥請議ノ通決議可相成哉閣議ニ供ス

指令案

請議/遁

(明治二十年十二月廿八日 決裁) J 

(国立公文書館所蔵『公文類索第11編』より〉

とのように，函館の創設水道に対しではフ総工事費のほほ、 3分の 1を国庫補助とし9 残額は区

共有財産からの出資と区債をあて，区債の償還は区費として償還するというものであったので3
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水道利用者の負担は非常に軽減され，水道普及に大き念効果をあげたのである。

なお，函館の創設水道発足当時は，共用栓を衆人用として開放し，無料使用できるように念っ

ていた。

(2) 曾屋水道(秦野水道の前身)

明治23年 (1890) 3月に完成した曾屋水道は，その建設経過から特に注目されるものがある。

秦野は横浜と同じく神奈川県内にあり，東海道の裏街道として重要視されていた矢倉沢往還の

要所で，古くから栄えていた町であり，その地下水も豊富(昭和60年には国土庁から秦野盆地湧

水群は名水百選のーっとして指定されている。)であったため，早くから用水路の整備が進み，

ζれを利用していた。しかし，年を経るにしたがって用水路の汚染が著しくなり，ついに明治12

年に，との用水路を中心にコレラが大流行して多くの犠牲者を出してしまった。

そとで，地元有志の人々が集まって

水道建設の検討を始め，横浜水道が完

成を目前にしていた明治20年 3月に神

奈川県に申請した。神奈川県は早速2

名の土木技師を派遣して調査設計を行

ったが，地形が良好である ζ とから，

工費節減のため鉄管に代え陶管を使用

することになり，神奈川県の監督のも

とに着工，明治23年 3月に完成した。

この水道は陶管水道とはいえ，施設

曾屋区水道配水池(明治30年頃) (秦野市水道局提供) 的には沈澱池，躍過池，配水池を備

え，陶管についても幾度も試作を重ねて改良し，厳重な圧力検査(1 ClIl2当り 80ポンド)を行

い，更に消火栓やノ'Jレプ，水栓類は横浜水道との関係からイギDス製のものを用いた有圧水道で

あり，陶管の接続や陶管とパルプ類の接続にも工夫をこらし，給水方法は横浜と同じように専用

と共用によっていた。

さて， ζの工事資金の調達方法であるが，地元民の水道に対する関心は極めて高く，全国に自

営の範を示すべしという趣旨により，水路関係有志者の寄付と水道利用者の負担(年賦)という

地元民全額出資方式で発足した。しかし，実施の段階で予想以上の工事費を要する ζ とになった

ため，区債の発行を申請し，その償還のために有志者数十名を募り，無尽組織をつくってその資

金から財源を生み出して返済していったといわれている。

この水道はその後30有余年にわたり活躍したが，不幸にして大正12年の関東大震災によって破

壊され，新たに鉄管を布設替して再出発し，現在の秦野水道となっている。
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第2章創設水道の引継ぎと第1回拡張工事

。)長崎水道

長崎の近代水道は明治24年 (1891) 5月に給水を開始した。

長崎は，鎖国時代にあっても唯一の外国への窓口として活況を呈していたが，水道についても

200年余りの歴史を有する倉田木樋水道があった。しかし，この木樋水道も早晩抜本的な対策を

必要とする時期となって，その検討が進められ，明治19年のコレラ大流行を契機K.，具体的な計

画へと進んでいった。

明治19年 9月にイギリス人工師ハードに調査を

依頼し，当時の財政状況から，水道会社経営とい

うととで申請することになった。その許可に当っ

て，国より一部補助を受けるととができる ζ とに

なったため，残額を一般より公募する案を区会に

提出したが，工事費が多額であるため公募金の返

済が一般市民に過重な負担になるということで，

区会でこの水道建設案は否決されてしまった。

そζで，この公募金返済の負担を軽減させるた

め，古くから長崎商人らが市街の公共事業にあて
本河内高部貯水池(明治24年)・長崎市

るため貿易金高の1000分のらを積み立てていた資 (Ii近代水道百選』より)

金の積立残額 6万円余(区民の共有財産として引き継がれたもので貿易 6厘金といわれている。)

を使用する ζ とになった。この資金の目的は公共事業にあてることになっていたため，当初の会

社方式は妥当でないという ζ とになり，区立水道ということで再提案され可決をみ，明治22年4

月に着工，明治24年 5月に給水を開始した。

(4) 大阪水道

大阪水道は，明治28年 (1895)10月に給水

を開始した。

大阪は，いうまでもなく古くから政治経済

の中心地として栄えてきた都市で，水に関し

ては比較的良質の河川水に恵まれていたた

め，それらからの取水や井戸の利用によって

賄われ，後年には水屋も増加し大繁昌し，念

かには簡単な櫨過を行うものもあったといわ

れている。したがって，大都市ではあった

が，他都市のように大規模な水道施設の発達

をみていなかった。 大手前配水池(明治28年)・大阪市(Ii近代水道百選』より)
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このため，開港以来の疫病流行の影響は大きし早くから水道建設の気運が起こっており 9 明

f合13年には宮内省下賜の衛生資金をもとに水道施設の計画をたてたが実現には至らなかった。そ

の後，明治19年のコレラの大流行を教訓1に水道建設へと具体的に動き始めp 同年 9月に横浜から

ノえーマーを招いて水道調査を委嘱し翌明治2ぴ平 5月にその謂査設計が完了した。

との案をもとに水道事務所設置案(公営案〉と水道会社設立案(民間から株主を募る私営案)

の2案をたて，政府にそのいずれにすべきか打診したがラその結論が得られ念かった。ちょうど

ζのころは政府も水道の基本方針をめぐ、って議論の最中で3 まだ結論が出されていない時期に当

っていたのである。加えてヲ明治18年， 19年と続いたコレラ流行の対策に追われp そのころ淀川

の決壊による大被害が発生する君主ど不運にも見舞われ，せっかくの ζのような動きも中断されて

しまった。

明治23年 2月の水道条例(現在の水道法の前身)発布後，

牛田降水揚(明治31年ト広島子日I(~近代水道百選』より)

(町東京水道

東京水道付:明治31年 12月に給水を開始した。、

ζの法律適用第1号として3 公営方式

によって明治25年 8月に着工9 明治28

年10月から給水を開始したのである。

続いて3 明治31年には広島と東京が

相次いで通水を開始し明治33年には

神戸も通水を開始した。広島の場合は

軍潜水道の建設と関連しているが，一

般給水についてーは水道条例発布後に具

体的な動きを開始したのでヲ当初から

公営方式によっている。

東京は，就に江戸時代から 100万人を超える世界的マンモス都市であったので，その水道建設

には極めて多額の資金を要するため q 早くから水道改良ャの動きがあったにもかかわらずg 通開

始は遅れた。この間， 300年近い歴史を有する江戸の木樋水道は明治維新の混乱により一層老朽

化が進み，誕生したばかりの明治新政府にとってヲその経営は大きな悩みの種となっていた。と

れに対して，年々の疫病の流行から木樋水道の不備を訴える声は早くからあがり，そ

める動きが強くなっていった。

明治初年2 言語;三大区詰の奥村渉は現状を調査し9 これをもとに明治7年9 檎垣警視に上水

改良を進言した。その趣旨はD に換え永久の処置とする乙と しい2うら

金を要するためョ当面の対策として従来の木樋水道を補修しフ 7亡 り

べき ると L凡うものである。 ζ より，政府の手によって一部修理改築が行われたがフ
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翌明治8年にほ土木寮の土木権頭石

井省一部から近代水道への改良につ

いて上申書が提出された。

この上申書でも， 7ド樋水道を新し

い鉄管水道にするべきである ζ とが

指摘されヲその具体案も既に整備し

ていることを付言している。ただラ

現在直ちに行うととが圏難な理由と

してs 主要tt_鉄管について，その製

造設備が無いため高価在外国品を輸

第2章創設水道のヲ|継ぎと第1囲拡張工事

村山。山口貯水池(大正13年@昭和 9年)・東京都

入せざるを得ずョ これは輸入超過の (~近代水道百選』より)

現状に更に大きな影響を与えるためであると述べている。当時ヲ日本は貿易赤字に苦労していた

時代であったので9 応急工事の早期施行を訴え9 後日鉄管水道へ発展させるべきだと進言したの

である。

ζのなかに出てくる具体案とはう内務省土木寮街i雇工師ファン@ドーノレンによって作成された

東京水道改良意見書(明治 7年 5月)と翌明治 8年 2月の設計書を指している。ファン⑥ドーノレ

ンは，大都市における水道の工事経営について

① 水及び管の通る土地道路は都府に属する ζ と。

②府庁は住民に対して会社と異なり統制力を有し9 水の誤用ヲ浪費を制する ζ とができる ζ

と。

③ 会社は業積追求に努めるのに対してラ府庁は清浄念水を送る注意に勝っている ζ と。

@ 府庁自体も庁舎や消火栓などのため大消費者である ζ と。

@ 府庁の方が，財政上安定している ζ と。

などの点、を挙げ，水道については会社経営より公営によって行われるべきであると主張してい

る。乙の意見書をもとにp 明治10年 9月には「府下水道改設之概略」がまとゐられ3 明治13年4

月には具体的な設計書まで作成されたがう着工までには至らなかった。

衛生試験所などの手によってs 多摩川・神田両上水の水質検査が再三にわたって行わ

れs 木樋水道の早期改良の必要性が指摘され続けていた。このような動きのなかでヲ明治工1年に

は水源の取締規則が出されたりラ木樋水道の改修に一部鉄管を使用するなどの努力も続けられて

いった。

しかし3 明治19年のコレラ大流行はこ ζでも大き~影響を与え，市区改正部会で改良計画が速

やかに実現し念いことから，渋沢栄ーを中心とする財界人が集まりヲ近代水道を民間人の手によ

って建設しようという動きが出てきたのである。すなわちp 明治20年 9月にはp ほほ、完成の状況

にあった横浜水道を渋沢栄，大倉喜八郎p 梅j甫精ーの 3名が実際に水源地から市内まで現地検
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ウィリアム・ K ・ノマノレトン

(1855~ 1899) 

(東京都水道局提供)

分に訪れるかたわらラ横浜水道建設の工師長として活躍していたパ

ーマ』を招いて設計を委嘱し3 同年四月には9 内務省へ東京水道会

社設立願を提出した。 ζ の設立願は当時政府の方針が次第に民営を

認めぬ方向に動いていたため実現に至らなかったが，その資料は後

日の計画に大いに参考になったといわれている。

東京の水道開通はその後も曲折を経ラ水道条例!発布までの問，更

にギノレラクロースラバルトンらの外国技術者に委嘱して計画を糠

札明治2L1年に 入ってようやくバルトン(工案を一部改

正したものに決まり，明治26年10月に着工p 明治31年12月に通71くを

開始した。

神戸水道は明治33年 3月に給水を開始した。

神戸も横浜と同じく国際港で非常に早い時期から近代水道建設の動きがありラ早くも明治 6，

7年ごろには兵庫県為替方(出納職〉関戸由義が港湾整備と並行して水道布設の必要性を進言し

たといわれている。その後ヲ繰り返して発生するコレラの流行フ特に明治19年の大流行にあい，

ついに能勢規十郎(三井銀行取締役)V昔、か生名の発起人による民営水道布設の申請が兵庫県知事

K出された。

当時，民営か公営かの議論が起って流動的であったので，県知事は区会に対してこの件を照会

したところラ区会としては水道の重要性から民営許可については見送るよう要望してきたので，

ζの案は結局採用されなかった。

奥平野j字水揚(明治38年)。神戸市 (W近代水道百選』より)

いて水道の調査を委嘱し，翌明治21年

5月に設計書もまとまったので，そ

の資金:手当な めてき

た。と ζ ろがp この区による公営水

道の計画が遅々として進まないた

め，明治22竿に入札山陽鉄道会社

と郵船会社が協同して水道会社の設

立を申し出た。

ζの牢i出をめぐって 2月に聞かれ

た区会で再び公営か私営かが議論の

的になったがp ょうやく公営を本旨

とするものの当面は現状を踏まえた



第2牽創設水道の引継ぎと第 1回拡張工事

現実的念方針でのぞむという意見が集約さました。す念わち，区は現在優先する事業が多し直ち

に公営方式で進めることは函難であるがp 水道施設を早期に建設するために当面私営により実施

しヲ後日これを買収するという折衷案がそれで3 この旨を県知事に申請し，県知事もこれに同意

する意向を示したのである。しかし3 当時の鳴滝区長〈市制施行とともに初代神戸市長となる。)

は9 当初から計画した公営方式を強く望んでいたといわれる。

ととろが，ちょうどこのときフ明治22年4月から市街!町村制が施行されること κなったため，

県も次第に公営方式の方向に考えを変えヲ兵庫県から新しく誕生した神戸市に対しp

件について諮問した。これを受けた市会では号水道の建設費が巨額であるため慎重論をとなえる

ものが多く，同年12月に至りヲ水道布設は重要案件でるって情人若しくは会社にまかせるべきで

はないと認めるがラ更に調査を行い再議をしたいということにとどまった。そ ζ には9 当時の深

刻な不況が顔をのぞかせ，その影響の大きさを物語 wコている。

その後ラ明治23年 2月に水道条例が発布されラ水道については市町村公営主義が明確となった

が9 水道建設の議論はな;s慎重であった。明治25年に入り内務省御雇工師ノぐノレトンに改めて水道

の調査設計を委嘱すると同時ι 既に近代水道が稼働していた横浜@長Il[奇のほか3 東京。大阪へ

調査団を派遣して調査を行うなど着々と準備を進めたがう水道建設尚早論も根強くヲょうやく翌

明治26年 7月に内務省へ申請する運びとなった。その資金はヲ一部国庫補助金交付を得p 残額は

すべて公債発行によって賄うことになっていた。しかしフこの補助金交付が:f;j、かなか決まらなか

ったことや計闘変更などがありョ明治30年 5月にようやく着工しp 明治32年 2月には臆過池未完

成のまま仮給水を開始，本格給水は明治33年 3月を待っととになってしまったのである。このよ

うに，神戸水道は計画段階で公営母私営の論議が盛んでるったがp 実施の段階では既に政府の方

金「が固まっていた。

これまであげた都市での公営@私営論については3 いずれにしても巨額にのぼる水道の建設資

金とその償還負担の問題p そして衛生・防火という公共目的の早期実現をどのように調和させて

いくかという点にあり，その背景となる国家財政と金融制度の問題ラ加えて市民の負担能力の問

題が重なりあっていた。政府はヲこのような各都市の動向と並行して基本方針を固めつつあった

が9 横浜の近代水道の実践はこれらの問題を解く一つの契機となった。そして，新政府の拠点で

ある首都東京についてはマンモス都市であるだけに，水道建設に要する資金は膨大なものであっ

たので2 東京水道について行われた議論は極めて大きな影響を与えたのである。

3。 水道条例の制定で神奈川県から横浜市へ引継ぎ

(1) 政府の水道布設方針留まる

政府としても，こうした各地の動きに対応してp 水道に対する基本方針を早急に固めるべく検

討していたが，巨額な工事資金の調達と維持管理の問題が大きな障害となりフ内務省御雇工師の
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主張した公営論に同調しつつも p 一方ではムノレドノレの主張する民営の実利も，水道の早期普及促

進の立場からは有力念手法として捨て難かったのである。

しかも 9 衛生環境の向上という固からみれば9 下水道の整備もまた， に劣らず重要なもの

であった。

明治19年 9月と翌明治20年 1月ι 大日本私立衛生会から内務省衛生局の永井一郎に

よって上水供給ョ下水排除についての論文が発表されヲ同年4月にほとれらをまとめた『巡欧記

実衛生二大工事』が公刊され，その序文を当時の衛生局長であり後に水道条例の生みの親となっ

た長与専斎がしたためている。長与専斎はこの序文の冒頭で，ヨー

ロッパの都府では衛生工事のいかんが文明の発遣を示すとまで言わ

れていることを挙げヲまたコレラの被害が国の大きな損失につなが

っていると指摘し9 衛生工事が巨費を要し国家経済上許されないと

して放置すべきではなく 3 ヨーロッパ諸国で行われて、いるように，

給水については会社によりョ排水は地方債によって行えば可能であ

ると主張している。

また明治20年には中央衛生会から「東京ニ衛生工事ヲ興ス建

書」が総理大臣フ内務大臣に提出され，この建議のなかで更に具体
長与 専斎

(1838~ 1902) 

(東京都水道局提供)

以下のとおりである。

的に上下水道に対する意見が述べられている。その要旨は，およそ

① 元来9 衛生工事は上水の供給法3 下水の排除法，家屋の建築法等に 3 され，いずれも軽

重の差はないが，これを一斉に着手するには膨大な費用を要するの、で，実際には最も急務念も

のから工事を行わざるを得ないという現実論に立ちラ上水の供給が最優先すべきものであると

指摘いその理由として，飲料水は直接体内に入るものでありラコレラ予防に最も深い関係が

あり p かつ収入、を得る道があることを挙げ，この次に下水排除を p 更に最終的には家屋の建築

きである。

② 下水の改良については，上水整備に劣らず重要なことであるが，上水に比し予備の調査が難

ししこの工事につwては直接に収入を期待できないこと， しかしラこの子備調査は重要で、あ

って，家屋の新築改造などに大きく影響するものでョ横浜市街て守行われているように地上げ

〈地盤改良のととで横浜では当時埋立地の地盤改良のため盛土が積極的にたされていた。)も早

く行っておく必要がありおろそかにレてはならない。

③ 水道工事の効用はコレラ予防に限らず，種々の伝染病予防にも効果があり，健康の増進，生

存年齢の延長9 都府の美観， I弱火など付随する利益は極めて大きいのでq すみやかに政府の方

針として実施する。

乙 ってフ として西欧の会社方式も に々
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れたが，各地での水道建設促進の気運から国の方針を定める必要に迫られた政府は，明治20年

6月に水道布設の目的を一定にするための案を閣議にかけた。 ζζでは水道の公益性が強く叫

ばれ，地方政府による公営(当時はまだ現在のような地方自治体組織となっていなかったので

官営ということになるが，いわゆる地方の事業という考え方である。)方式が確認されたが，

民営方式もとれを補足するものとして位置づけられている。

その趣旨説明を要約してみると，およそ次のようなものである。

① 悪疫流行に伴う損失は甚大で，その原因の多くは都会における給水方法の不備にあり，そと

に全都会人の生命がかかっている以上，今や水道施設の目的，また誰を起工者とするか定める

必要がある。

② 水道布設には，第ーに地方政府をして地方税の経済をもって起工する法と第二は私立の会社

に起工させる方法の二法があるが，いずれを優先させるべきかといえば第一の方法である。ヨ

ーロッパ各国の実例をみると，当初は私立会社によるものが多かったが，近年その弊害が生じ

て漸次地方政府が買収する方向にあり，当初の措置が適切でないため，買収するに際しては困

難を生じている例がある。

@ わが国において，今後水道布設を推進するに当つては，地方政府に起工させ，地方税の経済

をあてる ζ とを原則とすべきであり，若し地方民力が起工費の負担にたえない場合は，府県債

の借入れを認め，万止むを得ない場合にのみ私立会社を認めるべきである。その理由は，私立

会社においては公益よりも起工の時点からむしろ私利を優先し，維持改良に当っても利益の見

込めない場合はその対応が遅くなるのが通例であり，これに対して地方政府の場合は私利より

もむしろ公益を優先できるからである。

あらかじめ条件を付して私立会社を認めるという意見もあるが，すべてを予測し公益の需求

に応じさせることは困難である。

④ しかし，全く私立会社を否定するものではなし私立会社によら念ければ起工できない特別

の事情のある場合には，たとえ私立会社にまかせたとしても水道布設を行わないより勝るの

で，例外として認めるものもある。 ζの場合，私設鉄道のように政府の監督権限を定めておく

必要がある。

⑤ 水道について，国の許可・監督の必要がある ζ と，また水道普及促進のため，府県債の利子

や会社の株に対する利子補助等を行う必要がある。

という内容である。

とのように，文明国家としての要件として近代水道の早期普及を目指L.，その公益性を重視し

て公営主義の考えを確認しつつも，その意味から私立会社であっても補助を与えるという積極的

な財政補助の考え方を出している点、には注目すべきものがある。 ζれはまた，当時の衛生関係者

の熱意の現れであり，各地で起っている民間有志の行動に応じたものであったと思われる。

閣議決定では万止むを得ない場合の例外措置として私立会社を認めたが，東京や大阪など各地

107 



で、民聞による水道の建設提案が続いている折から，これらに対する措置を明確にすべきで、あると

いう考えに基づきラ長与衛生局長は明治203年11月，とれを市街私設水道条例案にまとめ 3 中央衛

生会に諮問するよう閣議に提案した。 ζの案は早速中央衛生会に諮問され，その審議を経て翌明

治21年 7月に一部修正のうえ答申されるととになった。ところがラとのような勤きと並行して，

地方制度の大改革が進められておりフこの ζ ろ新しい地方自治制度の考えが実施に移される ζ と

が決まり 9ζれとの関連から に考え直さなりればならなくなっていく。

自 と

新しい地方制度(市制町村制)の制定への動きは，山田顕義内務卿の時代から具体的になれ

事前調査を行った後，明治17年 12月に町村法調査委員会が設けられた。折しも水道布設

の方針が固まりつつあるころでありヲ明治20年 2月に最終的な地方制度編纂綱領がまとまり，地

自治制度はその確立に向って大きく動き出していった。

市制町村制は明治21年4月に制定されラ翌年の明治22年4月から実施されるととになった。と

のためヲせっかくまとまりかけていた市街私設水道条例案も含めて水道問題は全体にわたって再

検討するととに念札明治21年10月には衛生局を中心に，公営@私皆;を含めた総合的な水道条例

案をまとめ3 関係局との協議に入った。

同案によると，

f水道ノ¥市町村ニ於テ其ノ公費ヲ以テ之ヲ布設経理スヘキモノトスJ (第 2j附と謡

われており，公益重視の立場をとっている。従来の官営(国の地方政庁)は 9 今回の地

方制度の改革によって新しく誕生する地方自治体(市町村)に移行するから，ここに市

町村公営原則が掲げられたととになる。

これに対しョ私設水道については，

「市町村ノ便宜二従ヒラ本保例/目的ヲ ン潟メ，曾吐組織ニ依Y水道ヲ布設経理

セントスノレトキハ護起)¥五人以上結合九給水倉示上創立願書ニ起業目論見書ア添ヘラ府

牒知事ヲ程テ内務大Eニ差出シ免許ヲ受タヘシ……」

とその存在を認め3 細部にわたって規定しているが，市町村公営主義の立場から 9 給水会社に対

して免許後25年を経過した場合は9 市町村が買い上げることができるという条項を設けていた。

この条例案に対して法制局からは

① 市町村営を原則とすれば，既に市町村制のうち として布設管理できること。

③ 水道衛生については内務大臣の現行職権で処理できること。

③ 会社経営の場合は，別に会社、法で処理でき p また市町村は特約で、会社に委託で、きるとと。

などからヲ改めて水道条例jを制定する必要がないのではないかという見解が示された。そこでp

長与衛生局長はじめi草生局担当者は，法制局に対して水道の重要性を訴えJ 水道条例制定の必要

なことを強く主眼ーした。 そ
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① 他の法令中に営造物規定があるがヲ水道のように経済上，衛生上ラその他諸般の関揮におい

てヲ極めて重要な地位を占めラしかも一種特異の管理法を要するものに適用するには不十分で

ある。

② 市町村において営造物を布設管理し得るととは承知しているが，あえて市町村公営の原則を

掲げたのは，水道を公設とするか私設とするかの論議に対して，市町村が道路を改修L，橋梁

を架設するのと同様にヲその住民の家事用などに対して給水の方法を設けるべきで3 私設水道

の弊害については欧米の実例から明らかであり，市町村の公費をもって水道を布設させる必要

からとの原則を明記したものである。

③ 内務大臣等の職務権限で処理できるという点については，水道は市町村の経済に重大な関係

を有しラ公衆衛生その他直接人民にその利害を及ぼ、しているととに加えてラ水源及び水道路線

はわ~むね他都町村にわたり 9 或いは他府県の管轄になるものもあり 3 また水道の設計いかん

は水源の関係によっては山林耕地や河川堤防などに不測の影響を生じるから，その利害は一市

町村にとどまらず，遠く他府県に波及するもので，他の一般営造物と同列に論ずべきでたい。

地方の現状をみても，百年の大利を興すことを目標に工事にかかるものがあるがp その適

石9 利害いまだ定かではなく，計画も整っていないものもありラ後日弊害を生ずる恐れもある

ので，当初よりト分の検制を設け，またこれ:念厚く保護する必要があることラ更に市町村制に

定める監督は主として事務面におかれており 3 むしろ重要とすべき技術面に及ばない点があ

る。

④ 水道衛生については内務大臣の職権或いは市町村の行政としてなし得るというがq 水道の効

用を十分に発揮させるためには，水道を布設するものととれを利用するものに相応の義務を負

わしめなければならずp これを保障するためにも法律の制定は必要で、ある。

⑤ 水道会社については別の定めてや処理し得るとはいうもののラ水道は公設を原則とし9 特に理

由のある場合に公設に代える例外であって3 その許可に当っては十分な調査を要し，条件を付

るなどの配慮が必要であり，また公共営造事業を代理するものであるのでラ厳密な監督を行

う一方ラ特別の保護を与え念ければなら念いから，一般会社と閉じに扱うことはできない。

とれらを論拠に，水道条例制定の必要性を主張し折衝を続けたのであった。

ζ うしてョ法制局も水道条例制定の必要性を認めるように念ったがヲ今度は水道の公共性と新

しく発足した地方自治制度を重視し原案の私営水道の折衷方式を排除してョ会社に関する条項

を削除のうえ，市町村公営主義を基本とすることをより明確にする修正案を求めた。

こうして修正された水道条例案では，第 2条の基本原則条項比原案が

「水道ノ、市町村ニ於テ其ノ公費ヲ以テ之ア布設経理スヘキモノトス」

とあったものを

「水道ノ、市町村ニ限P其公費ヲ以テ之ヲ布設経理スヘキモノトス」

と限定修正された。この修正案の提案に当って9 衛生局意見として「市町村ニ限 9Jと限定する

109 



ととほう水道改良の必要が目前に迫 uっておりラとれに対して市町村の財政では往々負担にたえな

いよつを現況のもとで，むしろ私設の事業であってもこれにより早急に水道布設を要するととが

られるので，早期普及の立場と各地の現状を踏まえて原案を再度にわたって主張したが容れ

られたかった。

以上9 難航した水道条例は明治23年 2月法律第 9号として制定され，その第2条には

「水道ノ、市町村其公費ヲ以テスルニ非サいハ之ヲ布設スノレコトヲ得スJ

と市町村公営主義が明らかに定められたのである。 ζ のような制定の経緯と当時の状況を反映し

て，内容的には水道布設に焦点を当てた規定にとどまった ζの条例は，経営や維持・管理に関す

る規定を欠いていた。

ともあれリ条例制定や各都市の動きに先行して発足した横浜水道も法制定時には神奈川県営

として 3年目を迎えていた。それはまだ試練が続く苦しい創業開始の時代でもあったがDζ の水

道条例の発布により，地方自治制度によって新しく誕生したばかりの横浜市にすべτが託される

ζ とになったのて守ある。

な主Tラ乙の市町村公営原則のみではヲ到底水道の普及をみない地域もある ζ とから，明治44年

と大正2年の 2囲にわたり 9 私設水道を一定期間経過後市町村に移管するという条件で認める法

改正が行われている。

創設水道，横浜市へ引き継がれる

市町村制の改正により p 明治22年 4月に横浜市が誕生した。そして翌明治23年 2月に

は水道条例が公布され，同条例で水道の経営については市町村公営の原則が明らかに定められた

ためラ神奈川県によって建設された創設の横浜水道施設は横浜市へ引き継がれる ζ とになった。

当時の桟田県知事から引継ぎの命令書が市に出されたのはp 新年度直前の明治 23年 3Jl 28日

で，同命令書によれば翌4月1日から水道施設と ζれに伴う負債とをすべて横器市に引き継ぐこ

とが明記されている。その引継ぎの条件としてp

① 建設工費の年賦償還

@ 将来山手外国人居留地その{也市内の未普及地区への水道拡張

③ 既に定めてある給水規則等の継続

の3条件が付されていた。

ζ の命令書に付されていた工費年賦償却書によると，明治21・22年度の 2年聞は赤字のため利

息の支払は行わず，翌明治23年度す念わち引継ぎの時から支払を開始し，元金の償還は明治26年

ら開始し， 27年間で元利償還を終了することになっていた。
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創設水道の引継ぎと第 1回拡張工事第2章

当時の佐藤市長は提案説横浜市会ではヲ早速翌 3月29日に ζの水道引継ぎの件を審議したが，

明で「水道より生ずるi投入を以て政府に償還するの見込にして，止との事業を引き繕ぐ震め市賓の

増加をきたす如き憂なし。之を換言すれば市費と水道程摘とは全く別途にする見込なり」と述

ベ，満場一致の可決をみた。

5月12日の市会に「本市営造物中水道事業ノダIjニ経済ヲ立ツルモノトスノ件」が引き続いて，

ここに3 市町村公営主義のもとに水道事業の独かけられ，翌 6月告示第81号として公布された。

立採算制の原則が明記さわしたのである。

ζの5月市会では?組識と明治23年度の水道予算の審議も同時に行われたがラその際9 水道常

そのころコレラの予防対しかし委員の選出についてはラ設委員の設置が提案可決されている。

翌年まで持ち越されてしまった。策で追われていたためラ

6月には「水道常設委員組織擢限」が公ζの委員に関する案件が審議されヲ明治24年に入り，

この常設委員の構成はp 名誉職市参事会員 2名(うち 1名は市政のうち水道を分掌す布された。

るもので委員長と念る。現在の水道事業管理者に当る。)及び市会議員 3名の合計5名で構成さ

れていた。

6月下伺には市会選出の委員が選出されたがラ参事会選出の 2名は参事会員が事業家で多忙で

水道常設委員組織擢限(僚例第三号 明治二十四年六月公布)

第一保 市制第六十一保第一項ニ嬢9，水道事業ニ関スノレ常設委員五名ヲ置タ

第二依常設委員ハ名奉職市参事曾員二名，市曾議員三名ヲ以テ組織スフ但名誉職市参

事曾員/内一名ノ¥水道分掌ノ名誉;職市参事曾員ヲ以テ之ニ充ツ

委員ノ、名饗職参事曾員又戸市曾議員ノ任期中在職スノレモ/トス， 1旦シ名春職市

参事曾員又ノ、市曾議員ニ:再選、セラノレノレトキノ¥ヲ重選セラノレノレコトア得

委員長ノ¥水道事業分掌ノ名春職市参事倉員ヲ01，テ之ニ充ツ

委員ハ定時又ハ臨時ニ委員曾ア開設スノレモノトス

委員，ハ市制第七十三俊二基キ 9 水道ニ関スノレ事業ニ付，市参事曾ノ諮問ニ答

L 又ハ其事務ア慮耕スノレモノニシテフ其事務ノ概目左ノ如シ

水道及水質ノ改良ヲ計ノレコト

用水供給ニ闘スノレ利害便否ヲ調査スノレコト

買入品ノ善悪慣格ノ首否ヲ調査スノレコト

費却品{買格ノ醤否ヲ審査スノレコト

歳入出理算ノ下調アナスコト

歳入出精算ノ下調ヲナスコト

金銭収支命令/下調ニ関スルコト

水料徴収方法ノ利否ヲ調査スノレコト

防火栓共用栓/倉Jj巌ニ付，利害ヲ審査スルコト

ζのうち，朝田又七が水道分掌者に就任す7月に入ってようやく選定された。あるため難航し9

るととに念った。

第三候

第四傑

第五傑

第六保
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工事設計/適否ヲ調査スノレコト

工事ヲ監督スノレコト

(W横浜市会史』より)

ζ うして3 ょうやく水道経営の体制が整ってきたが，まだ大きな問題が残されていた。すなわ

ち，創設水道の工費償還問題がそれである。

神奈川県からの引継ぎ条件の一つで、あった創設工事費の償還に関Lて?その元金の借用証を政

府へ提出するととになっていたため，明治23年の12月市会で「水道工費借用証書ア政府へ差出ヌ

/件」が審議された。

しかし，ょうやく稼働し始めたばかりの事業のうえ，料金収入は見込みを下回っており，

作成した償還計画を履行することは困難念状況にあった。これに加えて，人口の急増に伴う

要の増大に備える拡張工事着工が必至となっている現状から，更に資金が必要κ:なるなど苦しい

見通しであったため9 論議は紛糾した。

H 引継ぎ後の問題 人口 と財政難

L 負債償還期限の延期請願

横浜市が神奈川県から水道の経営を引き継いだ時点での，罪;ーの問題はラ政府に負っている貸

付金の償還問題であった。

当時3 料金収入は，安い共用栓が伸びる 明治 24年の全戸数1万 7，783 うち 1万

5，173戸とを占め，予定収入を下回って元利償還は困難者:見通しとをっていた。そこで会県

から引き継いで日も浅い明治24年 (1891) 6月に，市は県に対して次の 2点について照会した。

① 負債の義務は水道経済に限仏一般経済に及ば君主いのか。

② 経済の都合により不足する場合はε その年度限り年賦金の打切りが可能友のか。

とれに対する県の回答は，第 1点は横浜市の解釈どおりであるが‘第 2点についてはg そ

済方法に関して伺い出るようにというものであった。とのような状況から p 借用証提出の審議は

償還延期の方向に変 L 明治24年10月の市会で工費償還延期の請願を可決し政府に提出した。

ζ の請願の趣旨は，

① 神奈川県から水道を引き継いでからわずか 1年余りの現在ヲ既に給水人口は計画を超え施設

の拡張が緊急の課題となっているためシ経費がかさむ蒸気機関による取水設備を転換して自然

極道の漏水防止や貯水池の増設友ど、の拡張工事を行って水量を増加させるこ

とが必要である。

また，このような状況から創設工事費 110余万円は無利子とし，明治29年度合で据え置き 9
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第2j草創設水道の引継ぎと第 liill拡張工事

翌年から毎年経費を控除した残金で償還させてほしい。

というものであった。計画書を付した拡張工事の申請も同時に行った。

償還延期に対する指令はなかたか出されず，請願提出後10か月余りたった明治25年 8月に，政

府から「願の趣聞届け難し」という指令が出され，遂に借用証の提出を督促されてしまった。こ

のため，市会では水道事業を政府へ返還せよという激論まで交される念ど紛糾したが9 結局10月

の市会で借用証を提出するということに去り 5 借用証の日付を明治23年 3月31日にさかのぼって

提出せざるをえなかった。

「一金百拾再四千七百拾京国五拾五銭五)豆

右横演水道布設ノ矯メ初メ榊奈J11鯨臨ニ下渡相成候麗明治二十三年二月法律第九践水

道保{7IJ護布相成全保例ニ基キ該水道ノ、本市ニヲ11陸相成候ニ付前記工業ニ支出ノ金員ヲ!詰

伎就テハ二十三年度以後年度水道収入/内経費並工事費ア引去P共/主芸能金ヲ以テ前

書金額償還可致候右金額借用讃如lr町民也
横1賀市参事曾員

大戴大臣 宛 市長 佐藤喜左衛門 」

加えて元金の償還期も迫ったので2 その取扱いについて明治25年 9月ヲ更に大蔵大臣に対して

次の事項について伺い出た。

第萱項 引継嘗時ノ年l以;方法書ノ、年賦金額ヲ確定シアノレモ二十四年六月ffiEil奈川牒知事

指令第命項ノ旨趣ニ依リ無論消滅セシモノト心得ブヘキヤ

第京項 現今既ニ設計/首時設定セシ給水人員ヲ超過スノレごーモ拘ラス 9 水料ノ 11投入ハー

ヶ年八高固ニ充タス， Jlt/割合ヲ以テ拾萱高官京国ヲ得ヘキ議定ニ照ストキハ参

寓国ノ不足ヲ告クノレノミナラス P 一面ニ在Pテハ人口増殖ニ件ヒ供給シ得ヘキ

新工事ヲ起サ、ノレヲ得スラ即チ内務省技師ノ調査ニ依レρ 七拾高園ヲ要スヘキ

モ差向キ二十五年度ニ於テ第一着ニ要スヘキ拾八高国ノ工事費ノ、之レヲ一時借

入金ヲ以テ之レニ充ツノレト錐トモヲ之レニ割スノレ利子ノ、査高闘内外/経費ヲ増

加スヘク，如此水料i投入ノ、設定ニ達セス，止ムヲ得サノレ所ノ経費ノ¥檎加スノレ勢

ナレハ，仮令標準タノレニ過キサノレモラ夫ノ設計宮崎:/牧入議定ノ、最早今日ニ在

Pテハ採ノレニ足ラサノレ計算ナリトスヲ然レトモ，幸ヒ目下ノ景況ニ依レハ年々

参高圏内外ノ残官会金ノ¥生スヘキヲ以テぅ之レヲ元資金ノ内へ償還シ9 数年後義

務ヲ完済スノレ義ノ¥勿論ナレトモ，利子トシテ上納スノレ金/如キノ"前段ノ始末

ニ付ヲ水料ノ設定額ニ主主セサノレ上ハ之レニ充ツヘキモノナクヲ故ニ毎年度牧支

ノ残絵額ヲ以テ二十五年度ヨリ元資金へ償還スル儀ト心得ブヘキヤ

ζれに対し大蔵省よりはう

第一項設計書時ノ年賦方法書ノ、諜算額トシテ消滅セス

第二項設計昔時ノ譲算書中元資金据置年間中川牧支差引残鶴金ヲ利子トシテ上納シラ

元資償却ノ期ニ至ルモ貰際水料ノ鼓算ニ謹セサノレカラ又ハ此ノ貸下金ヲ以テ建
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設シタJレ水道ニ麗スノレ鰹費増加スノレカニシテ其残像金償却議算額ニ充タサル場

合ニハ，先ツ元資ヲ返納シ，向残儀アノレトキハ之レヲ利子トシテ上納方吏ニ伺

出ツノレ義ト心得フヘシ

という指令があった。

表 2-1 県から市へ引き継いだ際の収支計画
(単位.円・屋)

管 区 年度生明 収入額 支出額 差 引 額
国 庫 国 庫

理 分 納入利子 納入元金

神奈 笑 20 12，981.639 22，065.326 ム9，083.687
績 21 59，361.169 54，814.610 4，546.559 一)iJ γ 

ト一一一
県 22 64，918.000 40，727.800 24，190.200 19，653.072 一
一 23 67，000.000 40，727.800 26，272.200 26，272.200 一

計 24 67，680.000 40，727.800 26，952.200 26，952.200 
横

25 82，104.000 40，727.800 41，376.200 41，376.200 一
浜

26 97，680.000 40，727.800 56，952.200 44，188.502 12，763.698 間
市 27 110，379.000 40，727.800 69，651.200 43，677.954 25，973.246 

28 110，379.000 40，727.800 69，651.200 42，639.024 27，012.176 

表 2-2 収支の実績
(単位:円・厘)

管 年度高主収入額 支出額 差引額
国庫 国 庫

その他充当 f庸 考理 納入利子 フE 金

神奈 20 12，981.639 22，065.326 ム9，083.687 ドリ，083.687 不足額は一時創設費負担

j県11 21 59，361.169 54，814.610 4，546.559 4，546.559 20年度不足額充当

22 66，831.210 40，698.958 26，132.252 21，595.124 4，537.128 H 

一 23 66，630.808 40，727.800 25，903.008 25，903.008 

横
24 73，906.682 40，727.800 33，178.882 33，178.882 

25 77，964.226 40，727.800 37，236.426 37，236.426 
浜

26 86，729.269 40，727.800 46，001 469 75.098 12，763.698 33，162.673 隆道漏水防水工事使用

市 27 86，800.161 40，727.800 46，072.361 46，072.361 取入所変更工事使用

28 90，829.673 40，727.800 50，101.873 23，089.697 27，012.176 

2. 人口急増に拡張計画

償還と併せ，いま一つの問題点は，既に水道事業は需給のバランスを失しているととであった。

明治 16年 (1883)，パーマーは設計に当ってその後の人口増加を見込み 7万人の給水人口を予

定し， 1日126万ガロン (5，720nf)を給水量と想定していたが，神奈川県から水道事業を引き継

いだ明治 23年には，既に市の総人口は 12万人を超え，給水人口も 8万人に達していた。とのた

め，水源地からの送水量も 150万ガロン (6，800nU を超え，翌明治24年には 1日の最大配水量が

220万 7，393ガロン(1万 24nl) と施設能力をはるかに超える給水を行い， 2日分以上の水量を

蓄えるという ζ とで建設された貯水池も夏期にはしばしば底をつくような状況であった。そのた

め，市は償還期限の請願に併せて，計画書を付した拡張工事の申請を同時に行った。
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第2章創設水道の引継ぎと第1悶拡張工事

拡張申請理由抜粋

「横演水道事業之儀，昨明治廿三年四月本市に引繕相成，爾来一ヶ年犠を鰹，漸次使用

者相檎し，現今放任供給使用者千四百五十六戸，計量供給使用者八百九十七戸，共用栓

使用者一高五千十九戸，合計一高七千六百二十戸にして，此人員九高七千七百四十二人

に有之，前年引纏嘗時の現在に比較するに，戸数に於て二千三百六十三戸，人員に於て

一高二千百九十九人を増加し，殆んど首初の諜定の極度に達せんとす，然るに水料牧入

の貼を顧みれば未だ以て譲定の十分の六に過ぎず，是れ共用使用者の多くして，放任計

量供給の譲定数に達せざるに依る可しと雄ども，畢寛賞初調査の際と爾后市況の冷熱其

度を異に L，貧戸多敷を占むるの結果より生じたるの敷と存候，如斯の事情なるを以

て，到底御命令の如く工費を償還する目途不相立，……使用者の敷は櫓すζ とあるも，

減ずるととなき賓況に候慮，本年夏期非常の早越旦炎暑の矯め，市内需用家使用の水量

は卒素に倍加し，使用の水量進水量に超過する ζ とを賓に十二高三千六百瓦徐に相成候

事も有之，……今日に在ては断然前途の大計を定め，顕張の方針を執ること，甚だ必要

と存じ候，況んや前年引繕の際，特に命令せられたる傑件第二僚の主意に依るも，本市

は義務として此蹟張を矯さざるを得ず，然り而して，現今水量訣乏の原因を尋ぬるに二

因に揮するものの如し，ーは人口並に使用者の増加にして， f也は線路隆道漏水是なり蓋

し:本水道創業の設計書に依れぼ，嘗時市内の人口七高鯨人にして，此現在敢に依り，水

量を算定し，十議人に達するも供給に差支なきものとなせり，然るに現在使用者の敷前

記の如く既に九高七千七百四十二人の多きに及び，向且市内現在の人口は十二高七千九

百八十七人(廿四年一月一日現在敷)に増殖したれば，嘗初の麓算の使用者糠敷十高人

を超過するは鷹に敷月を出でざる可し，加ふるに水道線路中二十銭ケ所の瞳道には，蟻

管の伏設しあるあり，伏設しあらざるあり，之に因て漏洩する水量も亦砂しとせず，

…・今回蹟張に就ては蒸気機関揚水の方法を改め，鎮管を延長して一層高所に至らし

め，機闘に依らず容易に用水を得候とと必要に有之，右に付ては諌め取調置候如く，津

久井郡道志川に取入口を新設し，隆道中に悉皆銭管を布設し，都岡村に貯水池を設け，

漸弐従来の取入口を慶止するの方向を取り候方，第一の捷径にて，此方法に依る時は，

将来再び増量を要するに際しでも，容易に工事を施し得べき便ありて，最も得策に可有

之と信候，……然るに費用の方を顧みれば、，水道創設以来該工費償還の運びに至らざる

中，水道t条例の護布に依り本市に引纏ぎに相成，其後僅に一年有能の今日，巳に水量の

不足を告げ勢ひ蹟張工事に着手せざるを得ざる場合に立到候義にて，此工費の如き木市

の負携たるは勿論の儀に侯得共，水道経済の儀は本市へ引繕がれたる命令の結果に依

り，通常の財政と分離し，別途経済に相立，特別の取扱をなし来り候儀にて，彼の創設

工費償還の目的並に方法等も，本市の未だ確定致さざるの賓際に候問，今回蹟張工費の

如きも，俄然市費に賦課{民共第にも相成難く，又儒令賦課候共，事賓市民の負措に堪へ

ざる義は敢て申迄も無之，去迫蹟張工事の必要は前陳の如く焦眉の急に逼り居候に付，

…・・・可成速に起工候様仕度，前陳の事情御洞察の上，出格の御詮議を以て御許可被下

度，夫々闘係書類相添市曾の決議を躍で，此段上願仕候也

(["横浜市会史』より)
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ζの拡張工事申請に対して札早速ヲ内務省から土木監督技師 u 石黒五十二と工科大学教授パ

ルトンが調査のため派遣されてきた。現場調査の結果フ横浜の発展の状況にかんがみ余りにも姑

息念計画として設計変更の指令がありラその後更に提出した計画についても種々見解を異にした

ため 9 修正計画も遅々としてまとまらずラこの間，水量の不足は一層深刻な状態となった。そこ

で、止むなく拡張並びに改良計画中，内務省側にも異論のない工事についてまず施行することにな

り，明治27年にその一部の隆道漏水防止工事を実施し3 更に明治30年には取入口変更工事を施行

していった。

この工事費の財源についてはヲ財政窮乏の折から政府に願い出て，借入金の償還の延期を乞

いヲ明治26年以降の年々の収支剰余金をもって充当しなお不足額は一時借り入れることの許可

したがって，政府からの借入金に対する実際の支払比明治22年から25年までは一応利

子の支払を行いョ明治26年には元金のみ予定どおり償還したが利子までは及ばず，明治27年以降

く元利ともよ納を中止しq 不幸内のまま据え置かれた。このようにp 創設後10年を経過しでも

借入元金はいっこうに減少しなかったのである。

3。 る第 l回拡張工事の申請

横浜水道の給水状態が横浜市引継ぎの当時において既にその不足を告げる状態であったので，

横浜市は引継ぎ後直ちに拡張に関する調査を開始した。その成案は二つあってp 第 li';i:現在の水

源に更に l台の揚水ポンプ及び機関を増設することであった。しかしとの案は日に月に急増す

る人口の状態からみて余りにも一時しのぎであるのみならず3 その施設費に相当巨額の費用を要

L，また機械的故障の不安も伴うので，第 2として9 自然流下の方法を求めて更に上流の高所か

ら取水する案を採択した。

そζでヲ水源を求め さかのぼ、って調査した結果9 相模川の支流である道志川の弁天淵

を最適と認め，ことに取水口を求めp 同所から鉄管によって相模)11に導水し，鉄橋を架け渡して

同川を渡札従来の路線に接続させることに念り，導水路線についてはョ漏水を防iとするた

来の隆道中鉄管を布設していない箇所に鉄管を通じ3 吏に路線中都筑郡部岡村に貯水池を設け 3

また浄水施設としては野三島山に従来と同様の櫨過池を l池増設する拡張@改良計画案を決定し9

明治24年 10月紅白雪創設工事費の償還延期請願と同様に大要次の要旨によって政府に至

急着工許可方の出願を行った。

1) 計画要旨

① 人口増加と隆道漏水による水量不足の実1脅から給水量増加の緊要なること ο

②用水取人口を変更し，ポンプ使用を全廃する ζ と。

現在の取入所から道志y11をさかのぼ、ること約9，900尺

け，口佳 18インチ脚)の鉄管を道志j1Iに沿っ
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第2章創設水道の引継ぎと第1回拡張工事

いて鉄橋を架けて相模川を渡仏現設導水管に連結させる。この工事費は 9万 528同35銭 8厘

である。

③ 隆道中の漏水防止工事を施行する。

捻道中鉄管の布設されていない箇所に対しては鉄管を布設しまた隆道内布設の不可能念場所

については?新?とに路線を新設して鉄管を布設する。との工事費は 3万 4，572同3銭 2厘であ

る。

④ 都岡村に貯水池を新設する。

川井接合弁の近くに給水人口工0万人に対し 2日半の給水量を貯水しうる容量450万3，210ガロン

(2万450nf)の貯水池を新設する。この工事費は 2万5，663同88銭8厘で、ある。

⑤ 野毛山において踊過池を増設する。

既設拍過託f1fζ隣接して向型のものを 1池増設する。 ζ l 8麗である。

⑥ 拡張工事は急を要するためp 工費総計16万 6ヲ070円60銭 6厘についてはラ明治23年ないし明

治24年度の予算残余金 5万 2ラ867月を転用しョ不足額は一時借入金をもってその工費に充当す

る。一時借入金は明治25年から明治29年度までの残余金をもって償還したい。

上記の施設改良並びに拡張工事の計画の出願に対して9 政府は内務省土木監督技師石黒五卜二

及び工科大学教授パノレトンK調査を命じた。両氏は実施調査の結果9 横浜市の計画はその急速な

発展の状態にかかわらず3 余りにも一時しのぎの消極策でその計画を実行してもいくぼくもなく

して不足をきたずであろうと判断し，明治25年 1月四日，大要次のよう念要旨の答申をした。乙

れを受けて政府は横浜市に対して設計を変更するよう通達してきたの

2) 石黒技師及びノイノレトン教授の意見書要旨

① 水道給水量の緊急増加の要ある乙とは識をまたない。

② 用水取入口の変更については横浜市が選定した弁天淵から約2，170尺上流の小瀬戸

〈現在の青山水源事務所構内)の方が取人口として最適である。

@ 隆道内に従来の布設管と同径の 18インチ皿皿)管を布設すれば漏水は防止できる。横浜

市の発展ぶりをみると 3 やがて水量不足の時がくることは明らかであるので，将来を考慮して

この際p 口径21インチ (530mm)管を布設しておきたい。

④ 都岡村に貯水池を新設する計画については，道志川の水の清浄念 ζ とラ揚水ポンプ運転が廃

止されるとと等から考えて設置の要念きものと認める。むしろpζ の工費をもって新取入口か

ら現導水管の高度郡大島村における最終接合井までは口径 13.5インチ皿皿)又は14インチ

脚)鉄管を副管として布設し，]lI井@野毛山間は12インチ (300mm)管を副管として布設

するのが適当である。このようにした場合は，全線を通じ 1分間 1，900ガロン 63rd)の水

量を導水することが可能でヲ現状より 5自j内外の水量が増加するから，将来を考慮:すれば出願

の拡張工事より有効である。

⑤ 野毛山の漉過池を1f也増設することについては，既に予定の ζ とで、あって何の困難もないこ

119 



とであろう。

とのようにラ内務省は石黒技師及びパルトン教授の復命書を添えて，設計変更を本市に要請し

てきた。市は種々審議を重ねたがヲ石黒 eパノレトン両技師の計画に従うときはその工事費として

'72万同余りを要 L，出願の計画工事費16万 6，070同に対'L4倍以上の額に遣するととから，財政

上とうていその負担に堪え難いものがあったので，両氏の意見を勘案して前回出願の計画を多少

変更する乙とになり，大要次のような計画とし明治25年 8月18日p 再び申請書を提出すε るζ とに

なった。

3) 設計変更した計画

① 取入口の位置は，内務省石黒技師及びパノレトン教授の意見どおり小瀬戸に変更する。

② 取人口から従来の毒水管との連絡点までの新路線には両民の意見に基づき21インチ

管を布設し， ζの連絡点から川井接合弁までの鉄管取替えと y11井接合井から野毛!llま

工事は次の機会?と譲る。

しかしこの変更計画に対Lても，政府は同年9月26日付で，との設計は隆道漏水の防止はな

し得るとしてもョ下流側導水管はそのままであるためヲ導水能力は 2日給水量187万2，000ガロン

であり，需要量の激増に対処する適当な計画では念いから，再度調査すべきである

という趣旨の指令があった。

4. 駿道内漏水防止工事(明治27年)

水道の拡張と改良に関する再度の出願も検討し直さ念ければならなくなったのであるが，その

問にも配水量は逐次増加し9 いよいよ水量の不足が著しくなり，拡張工事に待ってはおられ念く

念った。そとで9 との拡張工事のうちジ明治26年 (1893年) 7月p 市は直ちに施行し得るJ;t急的

な改良工事として，まず隆道内の漏水防止工事を緊急実施し9 むなしく逸している漏水を防止し

て有効に野毛山に送り，さし迫った給水難をしのぐζ とにした。 乙れには3 工事費として 3万

5， 77銭 6厘を要したが2 当時借入金償還未済のため3 国から財政上の特別監督を受けてい

て，収支の剰余金はまず元利支払優先の義務を負っていた関係よ，との残額を工事費の財源に流

用充当方について大蔵省に申請しョその許可を得なげればならなかった。

当時3ζ の導水路線上流{則の23筒所を数える隆道中，鉄管の布設してない隆道があって9 そ

t立をはだしし計画 1日導水量の 180万ガロンに対し 167万 9，580がロン

が野毛山の着水量なので， 7 近い水量を逸していた。このため，隆道内に鉄管を

布設し，或いは別に新路線を築造して鉄管を布設するなど9 すべて鉄管を一本に連絡して漏水を

防止しようとしたのである。この工事申請は明治26年 8月7日許可となり，翌明治27年 2月17El 

に着工され3 同年12月226落成したこ。
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第 2章創設水道の引継ぎと第1囲拡張工事

本工事の施行内容及び工事の効果は次のとおりであった。

1) 工事の内容

延長〔尺(m)) 

716尺(217.Om) 

1，098尺(332.7m)

2，616尺(792.7m)

五五

新たに隠道をtf:tl削し，口径18インチ(460mm)欽管を;{Jj設したもの

!日陰道を廃して新路線を問自Ijしヲ口径18インチ(460mm)欽管を布設したもの

旧隠j邑内に口径18インチ(460mm)鉄管を寸J設したもの

CHι 

手
か
}

の- $ 
τ戸工

①

②

③

 

野毛山着水量2) 

177万8，773ガロン

627111) 

量口
μ工事完成後

167万9，580ガロン量日工事前

9万9ヲ193ガロン量白差ヨi増加量

は 1人工臼使用量18ガロン (82e)として5，510増加量日量 9万9，193ガロン

人分に相当した。

工事費3) (単位:円)

1半'1If.成比

4，094.880 1 12.496 

22，831.178 I 68.8 
2，058.572 I 6.2 

130.978 I 0.4 

330.687 I 1.0 

968.208 I 2.9 

1，813.874 I 5.5 

142.912 I 0.4 

791. 384 I 2.4 

33.162.673 I 100.0 

客員メへ~
早自

路線開 削費

鉄管及び用具費

運搬費

土地代及び 補償資

諸 給

旅費

億人料

消 耗 品費

雑費

計

手中

拡張に関する第3願5. 

@拡強工事に関する財政援助の出願

隆道内漏水防止工事の施行によって着水量は一応増加をみたが，急増しつつあった需要量に対

する抜本的対策ではないので9 隆道内漏水防止工事を進めるかたわら，拡張計画に関して諸般の

に進めた本市水道の三日嘱託工師の計画に基づいて，大要次のよ明治26年 (1893)調査を行いヲ

三たび工事施行許可の申請書を提出した。うな計画を決定し，同年7月28日，

取水所は先の石黒@バノレトン案どおり小瀬戸とする。① 

導水管は石黒@ノfノレトン案は，既設の口径四インチ (460醐〉管を口径21インチ (530mm)管② 

に布設替えする計画であるが，既設管をそのままとしヲ新たに口径 12インチ (300皿)管を布
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@ 都岡村貯水池は石黒・バルトン意見に従って取り止める。

④ 臆過池 1池の増設は異論のないととろであるので施行する。

@ このようにすれば小瀬戸取入口から野毛山まで，口径18インチ (460皿)及び口径12インチ

(300皿)の両管をもって通じ，日量270万6，160ガロン (1万2，280ni)の着水を得る ζ とにな

り， 1人 1臼18ガロン (82C) とするときは， 15万人，又1日15ガロン (68C) とするときは

18万人に供給し得ることに念る。

との工事計画によると，工事費は70万円を要する。しかし年々の剰余金をもって償還すべき

創設工事に対する国庫借入金についても，全く返済の目安がつかない状態であったうえ，更に多

額の負債を重ねることは経営上成り立ち得ない ζ とであった。そとで止むなく工事施行の申請

(明治26年7月28日)と同時に内務・大蔵両大臣に国庫補助として， 1か年9万円ずつ10年間の

補助を要請した。 ζれに対して，両省から県を通じて内命があり，これに基づき， 9月末市会の

審議を経ておよそ次のような要旨の請願を行った。

① 新規の改良及び拡張工事費は70万円であって，市債を募集してあてる。

ただし，創設工事費110万4，712円55銭 5厘についての国庫借入金があって国の監督のもとに特

別の償還法があるので，これについて次のような方法により処理したい。

ア 創設工事費の年賦償還をやめて，この際一時に償還する。

イ 今回の改良並びに拡張工事費70万円は本市の負担とする。

ウ アの償還金及びイの工事費の合計額180万4，712円55銭 5厘のうち50万円は本市の特殊事情

及び水道創設の際の経過にもかんがみ，東京・大阪・長崎等の各市水道工事費の補助の前例

により補助されたい。

エ ウの合計額 180万4，712円55銭 5厘から補助金50万円を差し引いた残額に対し130万円は市

債を募集し，その端数4，712円55銭 5厘は手持金をもって処理したい。

オ 130万の円市僚は 2年間据え置き， 3年目から 28年年賦として償還するものとし，その利

子は年 5分とする。

との議願について，佐藤市長を陣頭に水道常設委員等が上京し陳情を行い， 50万同の補助申請

は予算委員会で40万円に減額修正されたが，一応の目途がついた。そして第 6帝国議会にこの修

正案が議案として提出されたが，その議決の前に同議会は解散され，次いで第6帝国議会も解散

され，止む左く次の議会を待た念ければ、念らなくなった。ととろが，たまたま明治27年8月，日

清戦争が勃発し，一切の新規事業は見送りという国の方針が出され，この第3願の計画は実現不

可能となってしまったのである。

6. 山梨県八ツ沢炭鉱の直営採鉱

第 1回拡張工事によって早期解決を迫られていた問題の一つに，用水取入所のボイラー用石炭

の問題があった。
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第2主主創設水道のi:m!j:き、と第 1悶拡張工事

水道取入口のポンプ動力用ボイラーの石炭については，当初計画では横浜から納入することに

なっていた。だが?運搬の煩雑さと経費の問題から，創設水道の経営を開始した当時において既

に県は種々の検討を重ねラその結果として山梨県都習郡八ツ沢村にある炭坑を買収する案が持ち

ょった。 ζれはラ明治初年のころ紀の国屋某たる者が経営した炭坑で，京浜方面に出荷していた

が9 その後炭価の低落と災害などのため資金に不足をきたして廃坑となっていた炭坑で9 県は工

部省にその調査を依頼した。

工部省は調査のうえ，次のよう念報告を県にもたらした。

江) 石炭採掘可能量は 1万 tと推量される。 1か年に250t程度採掘すれば40年間支えうる。

② 1万 tの採掘費は9 設備費並びに採掘費で約 2万円と見積られるので 1tにつき 2円の告l

合となりヲ採算可能である。

ただしフ炭層は薄しその傾斜は室、でありョ炭層を挟む盤石が堅固て、ないのでヲ試掘を要

しp 軽率に業を起すべきでない。

ζの報告をもとにいろいろ協議した

結果p 県は採掘する ζ とに決し，明治

20年 5月25日に比農商務省

から炭山採掘の許可を得たのでp 同年

7月10日に直営で開業した。

採掘した石炭はカロリーの低いもの

であったが，唐津炭と混用すれば使用

可能で経済的であったのでp それ以来

採掘を続けた。その後，炭価が低落し

たζ と9 炭山の坑道が深まるにつれ採

炭の不便@不利が表固化したことなど

によりラ早くも翌明治21年 5月10日に

は石炭採掘を中止しラ 11!を閉鎖した。

その間10か月ヲ採炭総量185075しそ

の経費 580同90銭7厘， トン当り採掘

費 3円12銭 7厘であった。

炭鉱閉鎖後ラ石炭は横浜、から輸送し

なければならなかったが， 日常の需要

を賄う唐津炭をはるばる輸送する ζ と

は，経費のかさむζ とでもあった。ち

なみに 3 当時，横浜におけるトン当り

7~8 円の石炭は横浜から水源まてやの
断崖絶壁に見えるi日八ツ沢炭坑人口

(現・山梨県北都留郡上野原町)
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輸送費だけでその倍以上もかかり p 年額の石炭費が6，000-7，000円t仁左り，水道料金収入の

にも達していた。

そこで3 水道経営が横浜市に移ってから再び、山梨炭鉱採掘計画が進められ，明治23年10月，八

ッ沢炭山は再開された。翌明治2L1年4月ζ ろから D 採掘が1隼むにつれてその炭質も良化し，ほ段、

当炭山の採炭だけで賄えるようになり，かつ採炭費もトン当り 5円70銭程度で，唐津炭に比べて

その消費量は上回ったが，価格の相違からはるかに有利であった。

しかし，明治27年 4月ζ ろに在ると炭層はしだいに奥深くなりフ加えて同年6月初日の地震で

坑道が崩捜したうえ，引き続いて 7月12自の豪雨により坑道が埋没して採掘が不可能となった。

そζで翌明治28年 3月，新たな規模で再建する計画をたて9 幅 4尺 (L2m)，高さ 6尺

薮 2-3 三井用水取λ"s庁石炭使用量と割合 (単位:t) の完全念坑道の掘削に着手したが，同年7月

l珂j台 山梨県産炭 唐 津 ER: 

年度
使用量

使用量 割合使用量 割合

% % 
24 1，153 1，011 88 142 12 

25 1，201 1，191 99 10 1 

26 1，307 1，291 99 16 

27 1，090 315 I 29 

28 1，035 104 I 10 

百十 5，786 3，912 I 68 
(i主)唐津炭の欄中， 27年は唐津j支のほか院内炭を含み， 28 

明治初年の廃坑に突き当り 3 おびただ

しい噴水をみた。このため排水溝も用を念さ

ず，掘削した坑道も崩壊L，種々対応処置に

努めたが，ついに全〈復旧の見込み

止むなく廃坑とするに至った。

明治24年から28年に至る 5か年の揚水ポン

プ動力用ボイラーの石炭の使用量fj:表のとお

年は院内及び夕張jえのみ。(，横浜市水道誌」より} りである。

7. 1Iと結 る

<J ')董志)11取水と水源保護

ボイラー用石炭の入手難の状況をも 再三にわたる盤張改良計画のなかに，こ

所の位置変更工事が取り上げられていたのであるがョせっかく補助申請までとぎつげながらg 日

p 業rr規事業は一切認めないという により といd うとと κなって

しまった。

とのような事情にはかかわりなく人口の増加はとどまると ζ ろを知らずョ加えて9 日

影響を受けて工場や鉄道等の水道需要は急激に増加し，水量の不足はいよいよ急を告げてきた。

そζで、緊急対策としてp とりあえず拡張計画中の取入所の変更工事だけを施行し，一酉には送水

量を増加して需要の急に応ずるとともにラ{也商，不安定なポンプ揚水方法を廃止する ζ と

の運転費を節減することになった。

明治27年 10月22日，取入所変更工事施行に関して内務，大蔵両大臣に申請し，翌明治

28年 3月四日，更にその訂正の願い出を再提出したが， 4月23日付で工事施行について内務大臣

その計画大要は次のとおりである。
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第2章創設水道の号脱出き、と第1回拡張工事

① 相模j11筋津久井郡三井村にある取入口を道志J1I筋津久井郡青山村小瀬戸に移転 L，揚水ポン

プは廃止する。

② 用水取入口付近の河中には，その上下に突堤及び導水堤を設ける。

③ 用水敬入所にはレンガヲコンク 9~]、及び粘土をもって沈澱池を設ける。

④ 用水取入所から道志川に沿い山腹を開削して路線を築造し，口径 18インチ皿皿)鉄管を

布設して青山村柿浜及び中野村三ケ木から相模}11筋鳶の巣に導き，ここで鉄橋を架して相模J11 

を渡らせ，既設第 3陵道下口において口径18インチ既設導水管に接続する。

(玄J 工事期間は 2か年

⑥ 工事予算額 9万9，440同30銭7厘

工事費についてはラ明治28年 3月四日付をもって大蔵大臣に既設水道工事費元利金の年賦上納

の延期と市債発行の許可を出願しラ年賦の延期は同年 3月22日フ市債の発行については同年4月

29日その認可を得た。明治28年 8月一切の準備の整うのを待ってョ水源を道志)1Iに求めて青山に

取入口を変更する工事に着手しラ 2年有余後の明治30年11月15日完成した。

本工事進行中， EI清戦争後の 図 2-2 青山取入所平商図

物価騰貴が著しく予定工事賓が

不足をきたしたのでう明治29年

11月に大蔵省の許可を得てラ 3 

万 800同の追加起債を行った。

そのため吟 な工事費は13

万 2，554円Tl銭 5厘と大幅に増

してしまった。

なお， ζ の工事が完成したの

は11月であったがラ 8月には鉄

管の連絡が完了したのでラ夏の

九三季五主主イf

へE長皇宮〆一

道志川

l設入所変更工事によって新設した青山取入所(明治30年) I日青山取入所の現状(近代水道百選)

?守
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応ずるため，同月11日から通水し大き念効果をあげた。

ζの工事の概要は，次のとおり‘である。

1) 取水工事

(i) 取水施設 位置 津久井郡青山村宇山王久保小瀬戸

取入口は道志川にほとんど直角に左折した点、よりやや下流の岩壁の側部にある天然の小湾を利

用したものでp 河との問は高さ15尺 55m)，長さ 27尺ヲ幅5尺の鉄柵

に玉石を詰めてへだてラその A 部に幅 3尺 (0. の流水水門を設置した。取人口からは口径

18インチ送水管で370尺JlIードの沈澱池に導き p 管口には金網及び外柵をめぐ

らして障害物の流入を防いだ。

(ii) 沈澱池

沈j殿池はコンタ Pートで築造した，長さ@幅は名、 100尺 3rn)~深さは 19.5 尺

で，中央に高さ 7尺 (2. の間監を設けて 2池に両分して，底部は清掃の便も考慮:して 100

分の 1の傾斜を付した。

側壁及び底部のコンクリートの厚さは次のとおりとした。
〔単位・尺ヲ(m))

各部 下 E宝 iや TP: 上 F支

底 昔日 1 (0.30) 

↑則 F点d告 2 (0.60) 1. 6 (0.48) 2 (0.36) 

中 壁 4 (1.21) 3.2 (097) 2.4 (0.73) 

水深はコンクリート壁の高さ 7.5尺 27m)に対し 6尺で，コンク Pート倶Jj壁の

上部は玉石をもって 1害uの法を有する高さ12尺の亀腹石垣を築きフ J二部を最大洪水商

以上 3尺と し洪水時には)11倶!Jから砂利層を浸透した伏流水が玉石の問から沈殿池に

入札水量を補う効果をあげた。

2) 導水工事

路線開削工事

水道路線は沈澱池から旧路線への取付けまでs 津久井郡青山村及び三ケ木村ゐ(国津久井町)に

取入所変更工事によって新設した青山沈i殿池(明治30竿) 青山!l日沈殿池跡(近代水道百選)
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第2主主 創設水道のヲ I*~Ë き〉と第 l 囲拡張工事

わたるものであったがョ道志mがその高地をえぐって切り割るように浸食した急斜面に沿って路

を開削したものでヲ山間堅硬の岩石と取り組み，工事は至難をきわめた。このような地形と土

地の不便念 ζ となどから 3 請負業者がなかなか決まらなかったが3 地元業者から希望する者が出

たため，交渉を重ね工事を 8区に分割しヲ 8名の地元業者を定めて施行した。

路線は沈殿池から道志J1I右岸に沿って延長1万L769尺 566m)，r信2間 64m)で相模

JII合流点付近てコ終っている。

(ii) 鉄橋架設工事

新路線は道志JI!・

るがp その地点には三ケ木村(現津久井町)

の「仏の座」と称する巨岩が対岸の相模川

左岸の三沢村(現津久井町)地内1"駕の巣j

と称する巨岩と相対しそのJIIr!屈は約50m

で?昔から洪水;にたえて基礎強間

台の位置と形を備えてーいた。そこでョ ζ の

岩石を基礎とじて橋台を築きフ次のような 当時の相劇11と相模矯

直立，端柱の「プラット」式措:桁鉄橋(相模橋)を架設した。

間 両端問栓の中心間 160フィート

4伝 横桁両端間 14フィート(40 

構桁高 中央1i佳梓間 20ブィート(6. 

間 両隣栓梓の中心問 20フィート(6.1011'1) 

格間数 8個

そ り 中心において 6インチ

この橋にはp 人道部分を設けて一般の通行に供したためp 地元の人々は相模川の横断が容易に

なった。

日ii) 鉄管布設工事

鉄管布設工事は口径 18インチ鋳鉄管(イギ、リス製)を新路線内に布設したもので，

その延長は 1万1，781尺に及んだが，橋に添架した部分は松材をもって筒状のものを

作って保護し，管とのすき間には鋸屑を充揖しパンドをもって締め付けた。

3) 取入所変更工事の成果

取入所変更工事の最も特筆すべき点はラポンプ。揚水を廃止して自然流下に変更することにより

従来の設備上の短所や不利を一挙に解決したととで，加えてその清到無上とな水質を持つ道志)lll'c

本源を獲得した ζ とは，以後の横浜水道の発展に大きく貢献した意義深い工事であったという ζ

とがてやきる。 ζ とに，取入所変更によって導水勾配を高めて送水量の増強が可能となった ζ と

も3 大きな実績の一つであった。すなわち p 水源の標高は次のようになった。
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l日三井取入所 沈j殿池出口導水管中心標高 124固 2m

新青山取入所 グ 13804m 

したがって，導水勾配は次のように変った。

水 源! 取入所~川井接合井 | 川井接合弁ニ~聖子毛山

I
l
 

l
l
t
~
 

J

同
付
ゑ
七
一

更
更
一

変
変
一

1/8 9 1 

1/6 54 
1/365 

1/3 6 5 

ハl井⑨野毛山間の送水能力は従来から 1日9，430m'の能力があるにもかかわらず，取入所∞ J1I 

井関は 8，170m'でラこの聞が障害となっていた。だが，水疎からの導水を自然流下に変更した結

果9ζ の障害区間の勾配が高まって流水量は 1 日 1 万 2， 21511fκ高まって~ JI(井匂野毛山間の能

力に十分対応できるようになり，全区間を通 I~ての送水能力は9， 430ばまで増強され， 1ヲ260nrの

関 2-3 新旧取入所位置図 i迫力目水量を得るととができたのであ

る。

なおヲ ζ の水源変更によってヲ八

ツ沢炭坑は使命を終えたので，その

採掘特許権は入札により払い下げ

?主。

4) 道志)11取水と水源保護

取入所を道志川筋に移す計画が起

り2 その上流の調査を行った際ヲ山

梨県南都留郡道志村久保字滝山及び

中入に銅鉱が数箇所あることが発

見された。そこで明治 26 年r~ 27年

(1983年~1894) に山梨県知事及び

東京鉱山監督署等に対 L，銅鉱がい

ずれも道志JlIに沿っているので、鉱毒流下の恐れがあるから許可されないよう上申したが，当時既

に宇中入においては明治22年来試掘が行われておりヲ明治26年の採掘許可とともに秋田県人田口

栄吉がその採掘権を譲り受けていた鉱区があった。本市としては3 横浜水道の水源変更設計が許

可になった時点で前記鉱区の処分方を願い出たがう明治30年 5月15日に鉱主田口より相当の賠償

を得られるならば要望に応ずる旨の申し出がありフ市は市会の決議を経て金5，000同を同人に支

払い，採掘権を放棄させた。

銅鉱採掘問題はこ ζ に解決したがョ一方には発電問題が残されていた。すなわち，明治28年10

月，道志J11筋青根村において河水を取り入れp 同村及び青野原村(IC水田を開墾しァ余流を再び道

志川に放流する所に発電所を設置する計画が起され，沿線各村と土地売買交渉を行いつつあっ

た。
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第 2章創設水道の引継ぎと第 l@]拡張工事

また，相模川筋でも日連村において同様な計画があった。市当局はとれらの諸計画や将来同様

な計画が実現するとヲ他日必ず本市水道に影響を及ぼすことを憂慮して県庁に交渉し，いずれも

許可しないように要請したのである。

ζのように 9 道志)11の水源保護に対する処置がつぎつぎと打たれていった。

璽 ようやく実った第 l回拡張工事

L 水不足に高まる非難と応急策

開港直前はわずか戸数100戸余ラ人口も500人に満た念かった横浜村は，開港以来貿易の発展と

市域の拡張などにより驚異的な発展をとげ，神奈川県から水道を引き継いだ明治23年 (1890) の

時点では，人口12万 7フ987人に達L，創設水道の計画給水人口 7万人を早くも超えていた。更に

日清戦争後ラ貿易や造船を中心とする工業に一段とはずみがつき，市内や近郊の交通機関の整備

と相まって人口の増加は年々著しいものとなった。

このため，生活用水に加えて船舶用水や，工場用水の需要が急増して水需要は増加の一途をた

どったがヲこれに対して拡張計画の実施は遅れた。とりあえず，応急対策として，隆道内漏水防

止工事と取入口変更工事によって水量の増加を図ったが，更に明治31年には川井の接合弁に臨時

処置としてバイバス管を設けヲ上流側の18インチ (460m皿)管と下流側の15.5インチ (390mw)管

とを直結させて増量を図った。だが，いずれも抜本的な対策ではないためラ第 1回の拡張工事が

完成するまでラ年々給水状況は悪化する一方で，給水制限や断水という事態にまで追い込まれる

悩みを味わっていた。

表 2-4 応急工事一覧表 R単位ヂロン(m'))

施行年度
応 志t 、 エ: 事 名

増加水量 増加水量累計
(明治) ( 1日につき) ( 1日につき)

27 隆道漏水修理工事 99，190 (450) 99，190(450) 

30 取入口変更工事 277，000 (1ぅ258) 376，190(1，708) 

31 川井接合井を経ずバイパス管切回し直結とする工事 199，742 (907) 575，932(2，615) 

33 
|山手線8インチ(山岨水管応急連絡工事

(同時に送水管として使用)
200，000 (908) 775，932(3，523) 

34 
青山ー野毛山間複管工事完成連絡

744，000 (3，378) 1，519ラ932(6，901)
(第 1回拡張工事の一部稼働)

との ζ ろラ水圧の低下によって，共用栓には水波みの長蛇の列ができラそのうえ断水という事

態も加わったことで市民の水道非難が強まりヲ明治26年11月には水道常設委員攻撃演説会が聞か

れ，更に水道改良有志会が発足して市長に直談判するという状況を招いた。
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給水ノ制限ト断水

温々夏季ノ候ニ際シ，市街ノ供給水ノ、漸ク増加スルノ時季ナノレニ依9，週日来揚水機関

京霊ヲ使用シ，出来得ヘキ限Pノ詮水ニ従事シッ、アノレモ，貯水ノ量日一日ヨ P減シ，

前途往々消費高ノ、着水量ヲ超過スノレノ傾向アリ

夏季ニ際シテハ，衛生上最トモ飲用水ニ注意ヲ加フヘキハ申ス迄モナキコトナレトモ，

本年ノ、初春ノ候，己ニ或ル地方ニ悪疫ヲ生シ，漸:Jc澗蔓ノ慮ア P既ニ各所ニ検疫賓施ア

ノレニ付テハ，此際供給水蝕乏ヨリ断水スノレカ如キコトアノレニ於テハ，宮ニ各自ノ不便ナ

ノレノミナラス衛生上不測ノ患害を生スヘキハ，汲水者各位ノ夙ニ留意セラノレ、所ト確信

ス，咋年隆道修築ノ結果，一重夜ニ凡ソ拾寓瓦倫ヲ増水シ，毎日五千五百人ニ櫓供スノレ

コトヲ得ノレノ割合ナノレモ，同年人口ノ増加八千或百九拾七人ニ達シ，該増水ノ、人口ノ増

力日ニ及フ能ノ、サノレノミナラス全市ノ給水量益々不足ヲ告クノレノ情態ナノレニ依れ目下取

入所ヲ饗更シ改良ノ工事ニ着手中ナリト離トモ，首夏ノ急ヲ救フニ由ナク前途炎暑ニ際

シ，消費高ノ最多量ヲ要スノレニ至ラハ，遺憾ナカラ昨年ノ如ク章夜ノ断水ヲ施行スノレノ

巳ムヲ得サルニ至ノレヘキニ付，汲水者各位ノ、，自今篤ク右ノ旨趣ヲ了察セラレ，左ニ登

載シタノレ事項ノ如キ濫費若クハ不必要ノ消費ノ、，各戸互ニ栢節制セラレンコト希望ニ堪

へス

きをつけべきかどかど

一道路庭内出入口などへまき水せざる ζ と

一 一戸引共用栓ともわきまへなき子供其他をして水の汲取をなさしむるには自主度きを

つけ，濫りに費さしめざるとと

一戸引共用栓とも水出し口の明放しをなさ£るとと

家宅其他の掃除には，なるべく押水を使用せざること

樹木のるいに水をかけざること

一 洗濯になるべくおほくの水を使用せざ

る様，由主度きをつけぺきとと

一洗濯並に風自にはなるべくおほくの水

を使用せざる様，きをつけべきこと

一共用栓にて手足又は其他の品物を洗は

ざること

一共用栓より水を汲取るときはなるべく

手桶等を用ひ無用に ζほ、る Lをふせぐこ

と

一右の外日々心掛け，無駄なる水を使用

せざる様，諸事にきをつけられたし

(W横演貿易新聞』明治32年7月7日より}

汲取人は以上にのべたる如きむだづかひ

を堅く慢しまれたし高ーかようの摂取

人ある時は，余義なく給水を停止する課

なれば，能々心得らるべし
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第2章創設水道の引継ぎと第 1回拡張工事

2. やっと決定をみた第 1回拡張工事

横浜の創設水道の完成後，各都市でも相次いで近代水道の建設を進めたが，政府も水道普及に

対する積極的君主方針をたて，横浜水道の次に完成した函館水道から国庫補助が実施されるように

なった。とのような状況から，横浜市の水道についても，明治26年 (1893)に行った第1回拡張

工事の第 3次案申請に対して国庫補助が認められたが，不幸にして帝国議会の解散や日清戦争の

影響を受けて一切が水泡に帰し，給水事情が深刻の度を加えていたのは上述のとおりである。と

もかく，その計画の一部(隆道内の鉄管布設と取水地点、の変更)を元利金償還にあてるべき資金

と市債をあてて，当面をしのぐ応急対策で切り抜けるしかなかった。

だが，その後の人口増加の状況などを考えたとき，一刻も早く抜本対策に取り組まねばならな

いのは明らかであった。こうした緊迫感のなかで，明治26年の最終案を見直した新しい第 1回拡

張工事計画案が，明治29年 5月の市参事会に提案された。

明治26年に拡張計画の第 3次修正案を作成した際に，当時ヨーロッパでは鋼鉄製の水道管が採

用されつつあったことに着目し，鋳鉄管より価格が安く，また軽量ゆえに遠隔・山間地の工事に

当つては運搬費・布設費とも安くなるので，その採用も検討の対象となっていた。これを受け，

今回の参事会へ出された案では鋼管を採用するという方針を提案し，その承認を得て市会に付さ

れた。しかし，市会ではこれが認められず鋳鉄管の使用に修正され，実際に使用されるようにな

るのは次の第 2回拡張工事からと念った。

拡張計画案は明治29年の 6月市会で議決され，内務・大蔵両省へ工事の認可と国庫補助の申請

を行ったが，両省で検討の結果，神奈川県から引き継いだ時点、で懸案となっていた山手居留地に

も水道を布設するよう指導があり，これを取り入れて改めて翌明治30年 1月の市会で議決を経，

再申請した。その計画の概要は次のとおりである。

1) 計画水量

横浜市の人口30万人を対象とし 1人 1日使用量18ガロン (8z.e)を供給するものとし，既施設

と合せて 1臼540万ガロン (2万4，520nUの施設能力を有するものとする。

2) 給水区域

横浜全市とし，新たに山手外国人居留地を加える。

3) 水源工事

既設の相模国津久井郡青山村宇山王久保地内小瀬戸(現津久井郡津久井町青山沈澱場構内)に

おける取入所を拡張する。

4) 導水工事

既設路線に新たに 1条を布設し，複管とする [22インチ (560阻)管延長 10万 7，804フィート

(32.9回)及び20インチ (510皿)管延長4万7，060フィート (14.3回日。
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青山 川井接合井 野毛山貯水場/、 18インチ (460mm) A 15.5インチ (395mm) 点、
既設路線 ( 1 

'-/ 2，690，000ガロンノB (12，215m'/日) ¥..ノ 2.077，000ガロン/日 (9，430m'/町 、こノ

青山 川井接合井
1"""'¥ 18インチ (460mm) ..;ヘ 15.5インチ (395mm) 野毛山貯水場

完成後路線 II × 潟
¥..../¥ 22インチ (560mm) 斗τノ 20インチ (510mm) J 

........6，000，000ガロン/日 (24，520m'/日)/ '6，000，000ガロン/日 (24，520m'/日)〆

5) 漉過池工事

野毛山に既設の 3池に並べ 1池を増設。(既設とほぼ同一規模)

長さ 120フィート (36.58m) 

幅 71フィート (21.64m) 

深さ 8フィート(2. 44m) 

6) 貯水池工事

野毛山に既設貯水池 1池の西北側に 1池を増設。

長さ 144フィート (43.89m) 

幅 140フィート (42.67m) 

深さ 18フィート(5. 49m) 

貯水量 200万ガロン (9，080rr:O

〔既設との合計515万4，000ガロン (2万3，400rrfと念る。〕

7) 山手外国人居留地対策工事一一JII井浄水場の新設一一

(i) 武蔵園都筑郡都岡村上川井の川井接合井構内に漉過池及び貯水池を新設。

櫨過池 2池 1池の長さ 71フィート (21.64m) 

幅 57フィート (17.37m) 

深さ 8フィート(2. 44m) 

貯水池 1池 長さ 70フィート (21.34m) 

図 2-4 嘩図

川井浄水場 野毛山浄水場

青山取入所
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第2章創設水道の引継ぎと第 l回拡張工事

幅 50フィート (15.24m) 

深さ 20フィート(6.1m) 

(ii) 新設のJll弁接合井から野毛山貯水場までの水道路線に沿いラ更に山手へ口荏8インチ

mm)鋳鉄管を布設しラ山手居留地一帯に対し口径4インチ (100mm)鋳鉄管をもって配水する。

工事費総額予算 1ヲ828，177円45銭 9犀

き詩 2号エ事費内訳

被告'~nl設及び聖子毛山J!'ì水場増強工事費

22インチ鋳鉄管布設 887..749.98 

20インチ鋳鉄管布設 310，636.80 

路線築造費 76‘682.40 

被過池工事費 18‘574.17 

貯水池工 事変 109，131.11 

迷 j般 '{!t 152，388.00 

用 i也 費 3，774“40 

事 1マ方旬 1.~ 、 59，400.00 

言十 1，618，336.86 

3固 国庫補助の獲得に奔走

(単位@円)

川井浄水場新設及び山手配水管工事費

権過 j也 工 事 費 22，050.310 

貯水池工事費 38う566.860

8インチ鋳欽管手tJa支 105.814.000 

4インチ鋳鉄管布設 29 150.800 

2 インチ給水'~;布設 4，258.629 

用地および迷搬資 10，000.000 

五十 209③8'10.599 

この第 1回拡張工事の申請に併せて，他都市の水道に対しては公共衛生事業として工事費の 3

分の 1相当額の国庫補助が行われている実例から，市としても前固に引続き，次のような考えに

立って国庫補助の申請を行った。すなわち会

創設水道工事費の未償還額

漏水防止 e取入所変更工事費

第 l囲拡張工事費

合計

1ヲ091，948同857

163，402同98

1，828フ177円459

3，083，529同296

を総工事費とみなし，その 3分の l相当額102万7，843円9銭 9厘を国庫補助申請額と定め，差引

残額 205万 5，686凹19銭 7厘は市公債を募集する。この国庫補助金を創設工事の借入金返済にあ

て9 一括償還して精算するヲ というものであった。またラ新たに発行ずる市公償却5万余同の償

還計画についてはラ創設以来の料金収入実績からは不可能であるため，およその料金改定を

実施する ζ とを予定していた。

「 蹟張工事費補助金下附申請書

元来政府カ此ノ水道ヲ設計セノレ嘗時ニアリテノ市ノ人口七高、ニシテ拾高人ノ飲用ニ

供スノレニ足ノレノ積算ナ Pシニ，今日ニ至リテノ、人口既ニ拾八高ニ達シD 水量ノ不足ア告

タノレヲ以テ己ムブ得スB 一旦損塞シタノレ堀井戸ヲ再用シテ不潔ノ水ア用ユノレモノアリ殊

ニ夏期多量/水ア使用スノレトキニ及ヒテハ平生供給スノレ人口ニモ給スノレ能ノ、スラ隠ツテ
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水量不足ノ矯メ苦情百出ス，但市内ハ向事情ヲ述へテ寛恕ノ情ニ訴フルヲ得ヘシト雄

モ，居留地外人ニ付テハ此際ニ慮スノレ最モ困難ヲ感セリ，現今拾八高ノ人口ニシテ猶此

ノ如シ，年々八千以上萱高ノ人口櫓加スル横潰市ニ於テハ，水道ノ蹟張増築ハ賓ニ焦眉

ノ急ニ属セ 9.…-他府l孫ノ例ヲ見ノレニ，公共衛生ノ事業トシテ企童スノレ水道工事ノ、，其

ノ線、工費凡ソ三分ノーヲ園庫ヨリ補助セラJレ，今横演市ノ将来ヲ慮ノレニ人口参拾寓ニ供

給スノレニ足ルヘキ水道ナカノレヘカラス，息日チ現在ノ水道ヲ大ニ蹟張増築セサノレヘカラ

ス，而シテ其ノ擁張工費概算ノ、金百九拾九高千五百八拾園四拾参鏡九厘ニシテ，之レニ

現在水道ノ工費金百九高千九百四捨八園八拾五銭七厘ヲ合算スルトキハ賓ニ金参百八寓

参千五百京拾九園或拾九銭六康ノ巨額ニ上ル，此レ剖チ従来ノ水道ト蹟張櫓築セントス

ル部分トヲ混一シタノレ新ナノレ大水道ノ纏工費ニシテ，此ノ参分ノ一朗チ金百京高七千八

百四拾参圃九銭九康ノ、他府勝ノ例ニ依P此ノ際園庫ヨ P横演市ニ補助セラレタシ，尤モ

此ノ補助額ノ、改メテ国庫ヨリ支出ヲ請フニアラスシテ，従前横演市カ園庫ニ劃スJレ負債

金百九高千九百四拾入園八拾五銭七厘ノ内ニテ控除ヲ請フモノニ有之」

との補助金申請書には，三つの理由書がつけられているが，そのうちの第1号の理由書の概略

に触れておとう。

まず第 1に，人口急増に対しての拡張の必要性，第 2K国家有事の際に水道は極めて重要であ

るととを日清戦役の例を挙げて述べ，第 3に消防・衛生上一日も早く水道の改造を要する実情

を，第4に日清戦役後工場用水が増加している実情を，第 5に他都市の水道に比し工事費が多く

かかる理由を，第6として，他都市より料金の高い実情を，そして第7に市民負担は限界にある

ととを挙げている。との第 5，第 6，第7項は相関連するものであるが，その第 5項を全文掲げ

てみると次のとおりである。

「五 此水道工費ノ多額ヲ要スノレ所以ノ、他ノ各市水道ニ其ノ比ヲ見サノレヘシ，本市ノ、水利

ニ乏シクシテ羊腸タノレ山嵯ト幾多ノ JII流ヲ過キ参拾飴哩ノ遠距離ヨリ導キ来ノレヲ以

テ線路ノ工費ノ、凡ソ其ノ工費ノ八割ア占ムノレニ至ノレ，是レ他ノ各市ニ於テ曾ツテア

ラサノレ所ノ増資額ナ 9J

当時の他都市の実情を調べてみると次の表のとおりであり，横浜市の建設単価，水道料金はと

もに最も高くなっている。他市の創設水道に比して著しく遠距離にあること，かつ創設当時は国

産品が無く高い輸入材に頼らざるを得なかったこと，更には他都市のように国庫補助がまだ無か

ったこと，そして技術者も外国から招かざるを得なかったことなどによって建設費がかさみ，結

局，料金も高額にならざるを得なかったのである。

しかし，先人達があえてこのような不利な条件を超えて延々431姐も離れた相模川水源に挑戦し

たことが実って，相模川利水を中心とした水道システムが今日あることを考えると，今更ながら

にその先見性と決断力に敬服するものがある。

との申請は幸に政府の容認すると ζろとなり，明治30年度追加予算として翌明治31年 (1898)

3月4日の第10帝国議会に上程された。市においては市長・助役はじめ水道事務分掌者・参事会
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表 2-6 創設ヱ事実高専の他都市比較

創設時家事用 1戸
1人当り建設費 円) 取水導水建設費 自己水工事費(%)

1人1日

都市名 創設時期j
1 m3当り建設費 導送水距離 1ヶ月悲本料金

当り計図
建設費計画給水量(円) (bn) 建設費目lillTI給水人口 施設比率 建 設 費

手JL用定~n 共用定吉(i 給水量(C)

11!Y i:兵
明治20年 1，074，712円 187.89 1，074，712円 15.35 43.8 一1一一07一4一，712ドJ-191，56一4円一一一=82.2 1[1J 15銭

82 
10月 5，120mソ日 70う000人 1，074，712円 (10人まで) (6戸以1'90銭)

明治22年 一 241 一，64一8円一=59.23 241ヲ048円 4.03 241，64811J108 戸00L、 40J& 
次人性]Jw:'I1 

函館 9.4 私用iJI，水校 68 
9月 4，080m'/日 60，000人 241，648PJ ( 10人まで)

特約による

長山f~
明治24年 264，ヲ 357山 52.77 一?一品;4，3ー日7PJニ 4.41 0.2 

264，357円一173，807円
34.3 

l川10ft 5 ft;~日
84 

5月 5，010m'/日 60，000人一 264，357円 (10人まで) (6戸まで30j~)

大 fiR
明治28年 2，398，945円 46.82 2，'398，945Fi= 3.93 6.9 

2，398，945 pj -1 ，475，434川ご二J内 E門 U戸 3sえ(1人) 1j):It(1人)
84 

11月 51，240m'/上| 610，000A 2，398，945ト'J (年]人初~~) ( "fe]人12銭)

東京
明治31年 一9一，一1，，-8. ，~一日721Tj 二 41.27 一9一，一188一，一67一2一pj二 4.59 3.9 

9，188，672円-6，130，170fT]よ3.8 4Hえ7Jr日 1]銭1Jl{f
167 

12JJ 222， 640m'/日 2，000，OOOA 9，188，672円 (5人まで) (6戸まで平8円)

一一一一

1~1 Fi 
I1)J治33年 3，405，867円 136 23 3，405，867円=13.62 6.2 

3，405， 867!CJ -885，ら78ftJ
74.0 

55f:lt lOJ主-40銭
100 

3月 25，000m'/日 25ll，000人 3，405ヲ867fT] (5人まで) 家11による

京都
明治45年 2，以内，835円 39.26 2，669，835円

5.3/1 0.3 
2，669，835円 1，333，004円 50.1 60銭

136 
4月 68，000111'/日 500，000人 2，669，8351'J (500立方尺まで)

明治31年 294，065ドJ 294，065fIj 294，065円 294，065円。 45ill_¥ 
J1.: 1:，) 2.45 (平用水道 [5主主 106 

8月 12，740m'/日ニ 23.08 120，000人一 より分水) 294，065FJ (5人まで)

一

:7， ，Li屋
大正 3年 5ヲ279，882ドl=10312 5P2799882FJ 1148 24.5 5，'279ー9882円-2，101.078円 60.2 41銭7)¥立

18 íL~ 111 
日月 51，200m'/日 460，000人 5，279，882円 (5人まで)

(注)この当時は，珍UIのように工事'/'/区分が統ーされていないため，取ァ1().:q;7j(施設比11"1土各者iirhの資料をもとに推定した。
刊、ι勾
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員，市会議員らが大いに奔走したのはもとよりで，衆議院及び貴族院の予算委員その他を歴訪

し，陳情に努めた結果，ょうやく会期最終日に無事可決決定をみ， 4月23日，内務大臣及び大蔵

大臣より許可されたものである。

ζ の補助金を得て，市は約束どおり創設水道の未償還金を整理返却するととができた。との補

助金が当時の水道事業財政にとって起死回生的なものとなり，水道財政の基礎がとの折に樹立さ

れたといっても過言ではない。との大目的達成のために当事者がいかに苦労し，情熱を傾けて努

力したか，その成果が物語っている。

4. 難航した市債の発行(初めての外資導入)

幸いにして国庫補助の件は許可されたが，とれは旧債の償還に充てられたため，次には水道公

債の発行という問題が待ち受けていた。国庫補助を創設工事の未済分にそっくり充当する以上，

実際の第1回拡張工事費はこの水道公債収入にすべてを頼るととになる。そこで，早速，明治31

年 (1898) 3月に，第1回分として額面40万円の公債を 100円につき95同以上で募集することに

なった。

ζの当時は日清戦争直後の好景気の反動で恐慌が経済界を襲い，金融事情は窮迫を告げてお

り，加えて，各地方における頻繁な地方債の起債で総体的に資金が不足している状況にあったの

で，その募集は困難が予想された。このため，本市債の場合Kも市外にとれを求める ζ とは難し

いと考え市内で募集したが，意外にもその結果は良好で募集額を超過する盛況となり，総額40万

550円を確定募債額と決定した。

市長は応募額 100同につき 1悶の割合をもってそれぞれ金・銀・木杯をつくり，感謝状を添え

て応募者に贈った。更に予定どおり翌明治32年 9月30日， 100円につき98円以上の価格で第2囲

額面40万円の公債を募集し，わずかに及ばなかったものの，締切日になって39万 9，950円の募債

確定額をみる ζ とができた。

次いで明治33年中に残額125万5，100同を募集するととに念っていたが，たまたま北清事変の影

響等により春以来金利が騰貴の一方であったので，その回復までしばらく時機を待つととになっ

た。しかし，その聞にも拡張工事は大いに進行して，工事費の支払に窮する事態を招き，水道事

業の収支残金を運用するなどによって同年8月までどうにか賄ったが，その後については，工事

費支払の見通しがたたなくなってしまった。 ζの未払額の大部分は鉄管代であったので，同年10

月29日の市会で承認を得て特に供給者と協議し，その未払額を借入証に替え，年8朱の利を付す

特約を設けるなど臨機の処置をとってその場をしのいだ。

しかし，内外の経済情勢は依然として改善をみる様子もないため，止むを得ず内務大臣と大蔵

大臣の許可を得て，既定の価格を低減して額面 100円につき92円と改定し，明治33年12月4日，

第3回の残額125万5，100円の募集に踏み切った。市長は銀行，会社，居留外人及び市内 1戸引の
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第2主主創設水道の引継ぎと第1回拡張工事

専用栓使用者にまで勧誘に努めラ締切期日を延期する念ど八方努力したにもかかわらず，募集額

の3. わずか4万5フ000円の募債を確定したに過ぎなかった。このためヲ第 3回公債募集未済

額は翌明治3L1年に繰り越した。

ζの間ι 鉄管代金支払に代えて発行した借入証の支払期限も切迫したので第一銀行から一時

借り入れ，支払に充当した。この借ノ入金の一部はその後も引き続いて借り越しする一方3 明治35

年 3月 6日，第 3巨!公債募集残額121万100同を90円以上の価格と更に低減して募集したが，応募

総額は31万100円に過ぎずラ再び90万円の未済額を生じてラ次年度に繰り越した。

このような状況から，国内での募集は到底困難という見通しにたってョ外資導入を検討，種々

ロンドンのエム aサミューノレ商会と交渉し3 ょうやく整ったので正規の外債募集と

は異なる形であったがう主務省の承認を得てラ明治35年 5月31日100同につき90円の価格で額面

90万円の募集を完結した。

との市公債の経過を表示すると次のとおりである。
(単位 E 円)

回 数| 私込 期 日 応 募額面 実収入金 差額(発行差金)

第l[瓜 明治32年 2月10日 400，550 380，576.11 19，973.89 

第2回 明治32年12月15日 399，950 392，135.50 7，814.50 

第3回のl 明治:34"9'三 3月3J日 45，000 41，405.55 3，594.45 

第3図の2 明治35年 3月31日 310司 100 279司 228.87 30司 871.13

第3回の3 明治35年 5月31臼 900，000 810，000.00 90，000.00 

2，055司 600 1，903，346.03 152，253.97 

5. 市債の償還と初めての料金値上げ

第 1回拡張工事の実施については，実質的にはすべて市債で賄わねばならなかったが9 これま

で，約 100万円の創設工事の元利償還に遠く及ばなかった料金収入から推して，現状では，創設

工事の 2倍に達する資金を要する第 1回拡張工事の市債償還が不可能であることははっきりして

いたc

そζで、9 工事申請の段階で料金の値上げを基本とした返済計画を検討した。すなわちヲ明治28

年 (1895)度の収入実績 9万 829円を基礎として 9 これに 3割強の料金値上げを見込み，初年度

(明治30) の収入を12万向と予定，とれに新たに給水することになった山手地区の増収見込み

9，000向を加え，値上げ後の初年度収入を年間 12万 9，000円と見込みフ以後は自然増を加え q 元

金の据置き期間 2年を含め29年間で完済する計画がそれである。

第 1回拡張工事計画は明治30年4月に許可されたのでp 拡張工事の着工(明治31年 6月〉に先

立ってラ明治31年4月から創設水道開始以来初めての料金値上げ、を行ったがp 実際には次のよう

に，平均値上げ率はを超える大幅なものとなっていたG
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表 2-7 第 i閏拡張工事財政計画収支計算書 (単位:I引

回
明治

収入 経費 市債償還元金 市債利子(6分) 収支差引残 累計残高 市イ責禾償還額
年度

初年 30 129，000 35，000 24，000，000 70，000.000 70，000.000 

2 31 135，000 35，000 48，000.000 52，000.000 122，000.000 2，055，686，197 

3 32 141，000 35，000 2，686.197 123，341.172 ム20，027.369 101，972.631 2，053，000.000 

4 33 147，000 35.000 5，000.000 123，180.000 ム16，180，000 85，792.631 2，048，000.000 

5 34 153，000 35，000 10，000.000 122，880.000 ム14，880目000 70，912切631 2，038，000.000 

6 35 159，000 35，000 10，000.000 122，280.000 ム 8，280.000 62，632.631 2，028，000.000 

36 165，000 35，000 10，000.000 121，680.000 ム 1，680.000 60，952.631 2，018，000.000 

B 37 171，000 35，000 60，000.000 121，080.000 ム45，080.000 15，872.631 1，958，000.000 

9 38 177，000 35，000 24，520.000 117 ， 480 .000 15，872，631 1，933，480.000 

10 39 183，000 35，000 31，991. 200 116，008.800 15ヲ872，631 1 ，901 ， L188 . 800 

11 40 189，000 35，000 39，910.672 114，089，328 15，872.631 1，861，578，128 

12 41 195，000 35，000 48，305.312 111 ， 694 ， 688 15，872.631 1，813，272.816 

13 42 201，000 35，000 57，203回631 108，796.369 15，872.631 1，756，069，185 

14 43 207，000 35，000 66，635，849 105，364，151 15，872.631 1，689，433，336 

15 44 207，000 35，000 70，634.000 101，366.000 15，872.631 1，618，799.336 

16 45 207，000 35，000 74，872，040 97，127，960 15，872.631 1，543，927.296 

17 46 207，000 35，000 79，364.362 92，635.638 15，872，631 1，464，562.934 

18 47 207，000 35，000 84，126.224 87，873.776 15，872.631 1 ， 380 ， 436 . ?l 0 

19 48 207，000 35，000 89，173.797 82，826，203 15，872.631 1，291，262.913 

20 49 207，000 35，000 94，524.225 77，475.775 15，872.631 1，196，738.688 

21 50 219，000 35，000 112，195.679 71，804.321 15，872.631 1，084，543.009 

22 51 219，000 35，000 118，927，419 65，072，581 15，872.631 965，615.590 

23 52 219，000 35，000 126，063.065 57，936.935 15，872，631 839，552.525 

24 53 219，000 35，000 133，626，848 50，373，152 15，872.631 705，925，67'7 

25 54 219，000 35，000 141，644.459 42，355.541 15，872.631 564，281.218 

26 55 219，000 35，000 150，143.127 33，856.873 ょ5，872，631 414，138.091 

27 56 219，000 35，000 159，151. 715 24，848，285 15，872.631 254，986.376 

28 57 219，000 35，000 168，700.817 15，299，183 15，872 631 86，285，559 

29 58 219，000 35，000 86，285，559 5，177.134 92，537，307 108，409.938 。

一 一
言受 2-8 収入見込磁内訳

(単位:円)

IB 学ト 金 新 料 金: 差引増加額
j室 5j1j 

百分比(%) 百分比(%J 値上率(%)金 額 金 額 金額

放任給水 26，685.600 28 2 32，315.760 23.6 5，630.160 21.1 

計量給水 27，769.560 29.4 44，295，650 32.5 16，526.090 59.5 

共用 栓 給 水 21，532.200 22.8 34，212.000 25.1 12，679.800 58.9 

特 l31J 栓 1，292.640 1.4 1，780，320 1.3 487.680 37，7 

計 77，280.000 81.8 112，603.730 82，5 35，323.730 45.7 

外国人放任給水 11，354.250 12，0 15，712.607 11.5 4，358.357 38.4 

外国人計量給水 5，186.650 5，5 7，222，308 5.3 .2，035.658 39，2 

外国人特別栓給水 l 701.600 。，7 966，437 0，7 264.837 37.7 

ノ1、 計IJ山 500 18.2 23，901.352 17，5 6，658.852 38，6 

メ口入 計[94，522.500 41，982.582 44.4 
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第2章創設水道の引継ぎと第 1回拡張工事

値上げ前の年間見込額値上げによる増収見込額 計 値上げ率

一般給水 77，280円 35ラ323月73銭 112，603円73銭 45， 7%  

外国人給水 17，242円50銭 6，558円85銭 2厘 23，901円35銭 2厘 380 6対

計 94，522円50銭 41，982円58銭 2厘 136，505同8銭 2厘 44.4%

とのか!金値上げについてヲ神奈川県では当初ラ居留地向けの料金が割高であるととを理由ι

通水開始に当って居留地外国人から多くの苦情を受けていた経過を踏まえて難色を示したが，再

三の交渉によりようやく承認された。とのような背景がもともとあったため 9 平均改定率44%に

対し て居 留地外国人用はと若干値上げ率は 押えられた。また 9 収入確保の立場からヲ従来か

ら問題となっていた共用栓については近い値上げを行い9 従来戸数制限のみであったのに対

して改定では共用栓{更用者の資裕制限を追加し，できるだけ専用栓に切り替えさせる措置をとっ

表 2-9 料金単価上ヒ較

五ヲ「寸 [日料金

|放 任 t10人以下1月1[11

11 I 10人指ごとに60主主的

計 五 16，000ガロン未満lJJ1円

11 1 50，000ガロン米州n，oooガロンにつき 16伎

11 1 50，0ωガロン以 iニ1，000ガロンにつき 10主主

船 舶 i1.000ガロンにつき 40a;え

九 t lD.nにつき 1円 50~ え

よ|二 11 1flJ 
般 1 __ ，.'，，-.，. 1 

~ jl~ù ，11& IjL t 1両につき 1円50{6:¥¥

山%ii 11 t 11 2刊25銭加 t ，_， '"'' 

{近所用 t1，0007'7ロンにつき 30j:J; 

特別 j羽 /1 35伎

会 )IJ栓 11 ~，I~につき (6戸まで)}j 90fJ，; 

11 111;1;につき (12戸まで)月1円50銭

11 1 1去につき (13戸以上6戸増ごとに)月50銭増

特別共用栓 I1校月 15室長

改正料金

5人以下1月11'1
6人以上l 人111 ごとに 18~支 jlj

6ヲ000カロンまで1月l円50;¥主

6，000カロンiKLij品1，000カλロンにつき 23銭

:r~ ;:lJ i] rなし

1 000ガロシにつき 50氏

lDJ'iにつき 2円

!! JFIJ30銭

1両につき 2円

11 3P~ 

1，000かロンにつき 40銭

11 60銭

H主につき (6戸まで)月 1円

1基につき(l戸増ごとに)月15銭増

1栓月50銭

)/1. 任|家賃年制300円以下1か年科会 18円 |家賃年'iilI300円以下1か年料金 24[1:; 

家1c{-~qニ告白301 ~600円 1か年料{!t 家公の6分 |家賃年初301~6∞円 1か年料金 家主主の8分

11 家賃可三絞，601円以 i二1か年料金家iIの5分 |家jt年初日01円以上1か年料金 家公の7分

百十 ;足 1月20，000力、、ロン以 i、1WJ間(3か)J) 4円前銭 11}J20，OOOカ、ロン以下l!tJJ問(3か月) 6円30銭

長;
溜

11 1月札001~ 150 ，OOUガロン 11月札001カV ン以上1，000かロンにつき 30銭

I也 11

品川() 市|

人|噴水

一散水

水j先便所

Ht 匹

二輸局W.
凶輸局ヰ-L

1，000ァアロンにつき 24銭

150，00カ、、ロン超過1，000ガロンにつき 15銭

1，000ガロンにて〉き 40sX 

11 35銭

11 35iI& 
11 30銭

1か年li!Jlにつき 1 円50~~

1か年l両につき l円50伐

11 2円25銭

(lガロンニ .55.e) 

1‘OOOi.7ロンにつき

11 

11 

1か年I頭につき

11 1両につき

50自主

60ili.え

60銭

60銭

2円

2円

3円
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た。な~，乙の措置に伴い，給水工事費の分割払いを認め9 その促進を図っている。

改正の横嵐市水道共用栓規則抜粋

第四傑 左ノ資格ヲ有スノレモノハ共用栓/便用ア許サズ，

富接園税ヲ納ムんそん

家屋ヲ所有シ地方税市税ヲ逼シテ金壷園以上ア納ムノレモノ，

一ヶ月金八国以上/借家料ヲ仕梯フモノ 3

雇人三人以上ヲ使役スノレモ，

えはむとの改正の際3i討則の第1条で私設共用栓を認める方針が出されたれ戸1か月

附員Jj

自己ノ都合ニ依リ共用栓ヲ私設セントスノレモ/ノ、其工費ヲ自騨シ甲込ムペハ

また，計量給水に当ってはヲ多量使用者に対する割引制度を廃止しに近い値上げとなった

が，放任給水いわゆる定額栓については，当初から共用栓にくらべて非常に高く設定されてお

りp また小人数の家庭負担も高くなっているのでこれを是正することになり，全体として他の用

途との均衡に重点、を、おいたため，程度の値上げにとどまった。

じ沿って上流側に口径22インチ，下流倶liK口径 20インチ (510盛田)管を

布設すーるため路線幅員を拡張したが9 最も困難なものは従来降道部の改造工事でg 次のように新

しい路線に改造した。

在来の隆道の外回りを迂回して新線路を築造したもの 8笛所

したもの 4 

在来隆道を18インチ (460血血) ンデ
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管を布設しうる幅に拡築したもの

の 橋及び鉄管受け

創設水道で，河川水路に架渡した鉄管

添架用橋梁及び鉄管受けはI惟子J1Iに架し

た鉄桁橋以外は全部木製であったのでラ

10数年を経過して危険なためp 次のよう

に改築した。

木橋を架したもの 47か所

鉄橋を架したもの 20か所

鉄管受けのみのもの 26か所

3) 青山，野毛山間導水管布設工事

第2章創設水道の引継ぎと第 1回拡張工事

1筒、所

;境川を渡る口径18インチ及び22インチ導水管

青山取人口から川井接合弁に至る口径 22インチ (560mm)及びJI1井接合弁から野毛山浄水揚に

至る口径 20インチ (510mm)導水管工事は下記のように施行したがp この工事は既設の導水管に

並行布設したので複管工事とも称されたc

表 2-1臼導7](管:市設内訳

区 l司 鉄 管 口 径 長五正
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この導水工事中，給水増強のため大島~野毛山聞についてはラ明治34年に導水量の増加を図る

ため全線完成をまたず通水使用したが，同年8月には全線通水をみたので9 この年の夏期対策に

辛うじて間に合せることができた。

(2) 野幸山第4号璃過池工事

第4号櫨過池は野毛山の在来漉過池に念らいョ同様の構造で築造した。

長さ 上部 121アィート 6インチ (37.0m) 下部 120フィート (36.6m)

幅 t部 71フィート 6インチ (21. 下部 70フィート (21.3詔)

深さ 8フィート

面積 8，687.25平方フィート OnI)

野毛山貯水池工事

1) 野毛山第2号貯水池(新設〉

新設野毛山貯水池(配水池)は既設の第 1号とは構造を異にし3 内壁はすべて直立させ2 隔壁
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によって 8分割L，浄水は各室を順に通過させた。各室の上部は煉瓦をもってアーチを築きラ土

盛りしてとれを覆った。

貯水池に使用した粘土は特に千葉県房州産のものを使用した。

な.V，ζの2貯水池とも大正12年 9月の関東大震災で壊滅し現存していない。

寸法:長さ 146アィート 1インチ

中高 127フィート 10インチ

深さ(有効)

容積

構造;コンク Pート造り

底 吉日

倒j 壁

隔壁

18ブイ--ト ( 50 

2，266，824ガロン

下層粘土層 厚さ 3アィート

上層 コンク1)-ト さ 2アィート 3インチ (0061m) 

e 24アィート 32m) 

さ下部 9フィート 74m)

上部 3アィート (00

内面 直立コンタ1)-~， vンガ1枚積張付け

外面4分のし傾斜 3~~ 1.フィート 91~~ 00 の粘土をもっ

て包む。

下部 3フィート (0

上部 2フィート 3インチ (0069m)煉瓦積み，その一端は各位置

を違えて，幅16ブィート 5インチの通水路を設けた。

横任問 16フィート 5インチ

高さ 生アィート 1インチラ厚さ レンガ4枚積み

2) 野毛山貯水池(配水池)の修理

野毛山貯水池は創設当時は導流壁が念かったが，使用後の経験により神奈川県で維持管理して

いる当時にラの新陳代謝を図るため，中央に煉瓦積みの導流壁を設ける等の変更工事を

た。 ζの導流壁は明治24年 10月28日の濃尾大震災の影響を受け，水動圧のため中央の煉

瓦造り導流壁が倒壊したにもかかわらずラそのまま使用してきたがラ明治27年 6月20日の京浜地

方の激震てや配水池の四隅と地底に数条のひび割れを生じ更に同年10月 7Bの強震によって一層

割れ目が大きくなり，そのために少なからざる漏水を生じていた。

しかし，その臼の給水をしのぐのに追われたため根本的修理をする暇もなし漏7ぶしたま

用していたが9 第 1囲拡張工事において配水池1i也を増設したのを機会に，旧来の配水池の完全

修理も併せて行った。
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言語2章創設水道の引継ぎと第 l回拡張工事

山手配水工事

。JI i井から市内山手に至る配水管布設工事

山手配水工事は3 創設水道を神

奈川県から引き継いだ際3 外交上

の配慮として山手居留地の給水を

山手配水管の口怪8インチ

mm)管は.JII井配水池(新設)より

在来導水路線を経て野毛 I-Lrに至

り，更に初音町から黄金橋際を臼

の出JII河岸沿いに長者橋を渡らせ 山手地区の配水管布設工事「足烏憲治氏所蔵)

て9 車橋に達し石川!の河岸に沿って地蔵坂を上がり代宮山に終るものでョ ζれより口径4インチ

うこと とされていたの

で、ラこの第 1回拡張工事でようや

/ 
¥ 

1 ..:; 
レ/亡。

山手各所rc分岐させた。

塁走 2-11 山手配水管布設内訳

区 間 鉄管口径 長mf 

川井接合熔内 126 -13インチ(660-330mm)1 816尺 (247m)

)11井貯水池--LiJ手代官坂 I 8インチ (200mm) 147，412尺(14ヲ367m)

山 手 地区'1 4インチ(100mm) 125，752尺 (7，804m)

2) 躍過池及び貯水池 1井j争水揚の新設〉

山手高台地区に対しては，山手 8インチ配水管用踊過11白及び配水池は新たに川井接

合弁構内(現川井浄水場)に設けヲこれから配水した。

(1) 櫨過池

j事過池は 1日穂過量20万 ガ ロ ン を 標 準 とし?最大30万ガロン (1，交での計画

で，次の構造寸法の池 2i也を造った。

長さ 上部 72フィート 6インチ 1m)

下部 71フィート

幅 上部 58フィート 6インチ (17.

下部 57フィート

掠過国積 8，687.25平方フィート

構造 野毛山のものと同様

山手方面配水1臼櫨過速度は配水量1日20万ガロンの場合は 8尺 4m)，30万ガ
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川井出張所

鉄管とそ

合 は 12尺

以下とするととにより 2

槽に分け l槽ずつ清掃が可能なよ

うにラ中央に高さ 9フィート (207 

m)の隔壁を設げた。

419， 712ガロン (1，906rrf)

上部 76ブィート 2m)

下部 70ブィート

56アィート

下部 50アィート (15.

水深 18アィート 5m)

1回拡張工事は複管工事と称されたようにその主要工事は鉄管布設工事にあったのでョ鉄管

購入費は導水管用91万3，075円33銭8厘，山手配水管用12万2，893凹32銭4厘ヲ計103]]5，968向日

銭 21豆で実に総工事賓のを占めるものであった。したがってョ市はまず鉄管の規絡を定め，

その製作及び試験方法について詳細な仕様を設定して厳格に検査した。まず，保土ケ谷地内lil佐子

川と水道路線に沿う水陸両運の要地を鉄管陸揚げ場兼検査場とし，施設を整備して水圧その他の

試験を実施した。鉄管は明治32年年)3月7日入札の結果， リエージュ市水道官会社

ノレギー)の代理，横浜駐在ブァープノレ e ブランドと契約し，制水弁等の属具類は高田商会と納入

契約を締結した。またp 工事中口径22インチ (560mm)異型管に不足を生じたのでう明治 34年に

埼玉県川口町の永瀬鉄工所と契約をしp 初めて国産品を使用した。

7。 改良工事に追われる

(1 ) 拡張工事識の市内配水管工事

明治34年 (1901)12月訪日に第 1回拡張工事を完成して豊富念水量が到達するようにたり， fぢ
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第2意創設水道の引継ぎと第 l回拡張工事

民は長年にわたる水不足の苦悩からようやく解放されたが q この豊富友野毛山着水を更に有効に

一般市民へ給水するためラ第 1回拡張工事後に市内配水管の整備に着工 L，17か月を費やして翌

明治35年ら月までに，次のよう念配水管工事を完了した。

8インチ (200111111) 

4インチ (lOOllllll) 

配水管延長 14‘330フィート(4，368m) 

97ラ097フィート 595m)

(2) 応急工事と第 1闘拡張工事

第 1巨!拡張工事はヲその前に行われた一連の応急、工事を含め，当時の国の財政と併せて考える

必要がある。す念わち 3 開港以来の貿易の発展と市域の拡大に伴う人口急増ヲそして日清戦争を

契機とする工業の発展比神奈川県から引き継いで、以来懸案となっていた水道施設の拡張問題に

拍車をかけたが，当時は日清戦争後の景気調整策として政府は緊縮財政のもとに新規事業を一切

認め左い方針をとっていた。ちょうど ζの時期に横浜市の第 1回拡張工事の申請が出されたた

めヲ ζの財政的右;制約も大きく影響して，三度にわたる計画変更を行っても実現をみなかった。

そζでp 第 1回拡張工事を分解して隆道漏水防止工事や取水地点の変更など維持管理工事に名

をかりラその財源は政府借入金の返済猶予を願って生み出すことでラ拡張工事の一部として先行

させた。それは9 一方では水量の増加を図りつつ、他方では不安定な施設を少しでも改善しよう

とする一石二鳥の妙手として進められラこれを基礎にして残りの工事を引き続き第 1囲拡張工事

として短期間に完成させる乙とができたのである。

この問の事情は，明治26苧 3月に出された三田工師長の意見書(第 1回拡張工事に対

する内務省のバルトン o石黒両氏の調査報告に対して述べられたもの)から，その一端を推察で

きる。

この意見書のうち，隆道漏水防止工事に関しでは漏水量が多いのでこれを防止するという説明

理由について次のように述べている。

まずp 陵道内は動7K勾配に従って自然流下するため水圧は少なく，たとえ漏水があっても少量

と考えられるのに対してラ隆道内への浸水もあり流量が増加する面もあるので，総体的にみれば

漏水量は極めて少ないものと推定される。

取水量増加の方法については，揚水機械を増設するより用水取入所の位置を高所に変更した方

が得策で「今余力隊道内ニ銭管ヲ伏設セントスノレモノノ¥車ニ其ノ現時ノ漏水ヲ防クカ震ニ非ラ

ス，一戸以テ取入所ヲ高所ニ移設スノレトキハ動水勾配ヲモ嬰更スヘキカ故ニ，其ノ由テ来ノレ所ノ

隆道漏水部チ水ノ減耗ア間道ンラニハ以テ取入所ヨリ横j演へ総主主スノレ水量ノ土台減ヲ震スニ詣!)， 

隆道内流量整理ノ潟メ煩現ナノレ手数ヲ除却スルニ在!)J と述べている。すなわちラ水路隆道を管

路隆道にして導水量の増加とコントローノレを図る ζ とが，隆道漏水防止工事の真の目的だったの

である。

こうして，神奈川県から引き継いだ横浜の創設水道はうわずか 10年の聞に3 当初計画 1日126
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第2章創設水道の引継ぎと第1回拡張工事

万ガロン (5，720nUの施設は， 540万ガロン (2万4，520nU の施設と 4倍の規模に成長した。

しかも，財政的には散しい経済情勢のなかにあって，国庫補助金の獲得，初の外資導入，大幅

な料金値上げなどにより，創業以来ようやく大蔵省の監督を離れ，自立事業としての基礎を囲め

たものであって，この拡張工事に対する閣の理解と市民の協力とが相まって，水道の先人による

尊い贈物と恋ったものが，漏水防止など一連の応急工事と第1回拡張工事の完成であったのであ

る。

しかし，厳しい条件のなかで行われたため，当面の危機打聞にウエートをおき，安定給水の確

保という面からは次警の策であったことは杏めない。したがって抜本的な対策はこの拡張工事を

基礎とした次の第 2回拡張工事で開花するまで待つζ とになる。

(3) 改良及び修繕工事

第 1回拡張工事は実に横浜市が水道経営を引き継いで以来， 10年聞にわたる待望の施設拡充

で，この完成によって，ようやく長い間苦しんだ給水不足から一応免れる ζ とができた。しか

し，取水から導水，浄水のすべてが既設の施設に並行して建設された関係上，抜本案にはほど遠

く，従来からの弱点がまだまだ残されていた。

その第1は，水源から高座郡大沢村崖山までの道志川及び相模川に沿う切り立った山岳の断崖

をはう水道路線が，暴風雨の都度崖崩れによって鉄管もろとも崩落することがしばしばであった

とと，また第 2には，工事費の都合もあって，道志川水質の清浄さに頼り，鴻過池を小規模にと

どめたことであった。

1) 大島崖山路線変更工事(明治37年)

当初の水道路線中，高座郡大沢村大島字農山地内の隆道付近は，相模川左岸の断崖絶壁の中腹

を縫って築造したため，路線が崩壊して断水の不幸をみるととが再三にわたった。第 1回拡張工

事に際してはその路線変更について種々検討したが， ζの変更工事に付帯して里道の付替えと土

捨揚が問題となって地元村民からの苦情が続出した。本市では種々話し合ったが調整がつかず，

その聞にも拡張工事の完成を急ぐ必要

があったため，止むを得ず応急的に)11

沿いの崖端に仮路線を聞いて鉄管を布

設した。

ところが，第1囲拡張工事完成の翌

明治35年 (1902) 8月12日の暴風雨に

より，約35問(約65m)にわたって，

崖の崩壊とともに鉄管が崖下の相模川

に転落してしまった。この復旧工事と

して， とりあえず山の上部から数十条 大島崖山路線変更工事(現在の相模原市大島付近)
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の鉄線をつり下げて鉄管を緊縛し一時をしのいだが，将来のための安定した路線築造が不可欠で、

あることから，再び前の基本計画について地元と協議しようやくにしてその了承を得，路線を

決定して工事の一切を地元大沢村の詰負とし，明治35年1]月に着手した。同工事は岩盤の切取り

が困難なため予定より遅延したがラ明治37年 2月21日ょうやく完成，直ちに鉄管を布設し，向年

4月 8日通水をみるに至、った。との問ラ明治36年 7月には連日の降雨で土捨場に集積した土砂が

一時に押し出され，山麓の民家の一部を押し潰す事故があったので， .::f二留を築造する工事を施行

しなければ左らなかった。なおラ ζ の路線築造工事費、には 2万8，655何回銭 5厘を要した。

2) 臆過池増設工事(明治38年)

第 1囲拡張工事完成後3 野毛山貯水揚の穏過池は 4池のうち常時 31也が使用されてきたが，明

治36年の配水量は既に:1日350万ガロン(1万5，を超過するようになって櫨過能力不足が

表面化した。更に 1池増設を計画したが，折からの日露戦争勃発により 9 緊縮と諸費節約を旨と

する非常時局下に入ったので止むなく一時保留せざるを得なかった。ところがp 翌明治37年 7月

9日に大暴風雨が襲いラ 11日以降は濁水が 4日間にわたって臆過池に侵入したため措過ボ能とな

り9 貯水池水量は減少して12日以降断水の止むなきに至った。水道常設委員を先頭に昼夜の別な

く全力を尽くして復旧に努めた結果， 14日午前ょうやく櫨過速度を平常に復し向日午後から給水

を開始したがヲ 2日間にわたる断水のため9 市民の非難は高まる一方であった。

一方ラ第 1回拡張工事の完成を目前にした明治34年には行政区域変更による市域の拡大があ

り，また明治37年の日露戦争勃発によって，軍需工場や鉄道⑥造船包軍輸送関係等の使用量が激

増した ζ ともあって3ζ の事故の後ョ急逮捕過池 2池を野毛山に増設することが決まり，市会の

議決を経て11月 5日主務省に願い出ラ 12月 1日着工し，翌明治38年n月 28日に完成する ζ とがで

きた。 ζ の工事費には 4万 9，185円64銭 2厘を要したがラその規模は各長さ 120尺 ， I幅

80尺 D 深さ 8尺 (2. で，既設のものと同じくコンク Yート造りとした。
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第 3章

安定給水を目指した第 2囲拡張工事

I 第 2回拡張工事を目指す

1. 急膨張するj横浜と新規水源の検討

中津川取水の島正念

明治34年 (1901) に第 1囲拡張工事が完成し当面ー開港以来40年に及ぶ7K飢瞳から上うやく

解放されラまた p 新たに山手地区をも給水区域に含めた配水管の増強も行って一息ついだのも束

の間で，拡張工事完成の年には新たに橘樹郡及び久良岐部のそれぞれ一部(人口において旧市部

の2分のし聞積において旧市域の 3.6倍)が合併された。乙れら新市域に対する給水体制はな

くラ旧市域に対してさえまだ十分な配管網とはいい難い状態て守ありラ更にョ明治38年以降市勢の

発震に伴う給水人口の増加と 1戸当りの使用水量の増加に加えて，日露戦争を契機とした工場用

水の需要が急増したことから，早くも水不足が見込まれる状況となってきた。特に人口の増加は

著ししちなみに第 1回拡強工事は30万人給水を目標に建設を進めてきたが，その完成の年に

はp 既に人口は29万9，000人に達していたのである。

そこで9 従来路線の弱点解消と水源確保を抜本的に図るためヲ第 2囲拡張工事の準備に入る ζ

とになった。その検討に当って，次の 5通りの方法が検討された。

①従来路線により増量を図る。(この場合フ上流路糠の弱点が解消され念い。)

②青山歌人所を拡大し路線については城山付近を隆道で直線的に通払併せて上流部の弱点

を解消する。 (ζ のためには膨大な工事費と長い工期が必要となる。)

③ ポンプ揚水施設を青山に設置しラ高地凸凹部を直線的に通すζ とにより路線を自在に変更

し，上流部の弱点を解消する。(ポンア。揚水の復活により経常費が増加する。)

④再び相模川に戻りラ創設水道の取氷点より下流部の安全な路線が得られる地点で揚水ポンプ

方式により増量する。(水質的に条件は悪化L，経常費も増加する。)

⑤水源を変更して中津川に求める。(水質的には道志J11に劣らずヲまた横浜市内まで従来路線

よb約 8km短縮されるが，下流における相模川横断や濯蹴用水などと競合する。)

このうち，有力た案はラ②の城山陰道案と⑤の中津川取水案であった。

最初に青山取水所以外に水量の豊富さと，水質の良好さラ更に近距離という 3要素を兼ね備え

るものとして選んだ神奈川県愛甲郡丹沢山から発する中津川について3 明治37年10月下旬p その
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上流に吏員を派遣して実地調査を行った。その報告に基づいて更に市長 ω 水道委員らの一行も現

地調査をした結果，将来水道水源としてすζぶる有望という結論κ達したのでp 取人口を愛甲郡

愛JII村大字半原の西端ラ俗称石小屋に予定するととになった。

しかし，当時の中津川は，半}京より下流において， 500haに及ぶ困地の濯j既用水とじて同JlIが

利用されており，また 9 半原及びその付近においては製糸業248台9 穀類業76台合計324台の水車

運転用水に供されていたのでラ ζれら地主及び営業者に対する補償金が膨大な額に達するとと

と，導水路線中相模)1I横断のために長大な架橋工事を必要とするため，工事費も多額に右:るきら

いがあった。加えにてラ当時ヲ日本海軍が横須賀軍港の軍用水道水源地として中津川に注目してい

たという問題があった。この二つの難点ョととに後者の問題から種々の検討のすえ横活水道の半

原水源案は放棄され，ついに日の目を見ずに終ったの、である。

青山系統の拡臨調査

ζの間にも横浜市の人口は年々増加 L，更に市域の拡張がそれに輪をかけて，明治39年(1906)

には既に人口36万に達してヲ既設配水能力ではもはや需要を賄い切れない状態となった。このた

め，抜本的念施設拡張は一日もゆるがせにできずラ大規模な拡張計画樹立のために明治 Ll0年 9

月ラ水道局内に臨時調査係を設置して調査を進めるととになった。計画の方針としては，次のよ

うな考え方に立っていた。

① 拡張の方針はラ市の将来の発展に対応できる設備であるとと。

② 中津JlI等の水源案を捨て，青山系統の拡張を図る ζ と。

⑥ 全線中特に上流倶li，青山~小倉橋聞の路線について安全かつ有利な新路線を求める ζ と。

④ 浄水場敷地として保土ケ谷町付近に適当な高台を求めること。

このような計画方針をもって各種の調査を進めフ明治41年 7月ヲょうやく設計を完了したが，

工事費は実に 700万円に達する大工事となった。ちなみに，当時の労務質は50践に満たない時代

でありョ明治40年度の横浜市の年間予算が一般会計 170万円特別会計四万回ラ公企業会計(水

道局及び瓦斯局)91万5フ0，00円で総額279万 5，000円程度であったから，その約 2倍半に達する巨

費を投じて水道拡張工事を施行するという ζ とがョいかに大事業であったか察せられよう。

このため9 市単独の力をもって完成することは到底不可能であったので9 市会K諮り 9 まず国

庫補助金の下付について政府や議会に請願し，その成就を目指して猛運動を展開するととになっ

た。 ζ の時の市長はヲ奇しくも創設水道建設時に当初からパーマーを事務固で補佐していた三橋

信方で9 また三田技師長のあとを引き継いだ原龍太が設計の責任者となっていた。

なお，この大拡張工事の計画を立案レている最中に， して関東地方を襲った大暴風雨に

よって上流部の導水管がまた被害を受け，市内が断水して9 大混乱に陥るという最悪の事態が発

生した。
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第 3主主 安定給水を目指した第 2回拡張工事

2. 重なる水害が抜本対策のパネになる

津久井郡串川村の青山水源地から高座郡大沢村の大島に至る区間の水道路線はう道志川と相模

) 11に沿いラ断崖絶壁の屈曲した山腹を開削して路線を築造した関係上9 豪雨出水の場合しばしば

路線の崩壊により鉄管が破損し断水の不幸をみたため，明治37年から 2年をかけて一部

えたが，その後も事故が発生していた。そのうちで最も被害が大きかったのはう明治

40年と問43年の両年であった。

明治40年 8月23日から同 9月4日に

わたって関東を襲った大暴風雨で道志

川筋は大洪水と左札延長30間 5

にわたる

する者:ど勺川沿いの水道路線は大小数

十箇所を数える大水害を被った。この

復旧に水道常設委員以下職員が昼夜兼

行で当ったが3 工事中は水量不足のた

め， nI内では時間給〆プkを行うのがやっ 相模橋(鉄製水路1%1)手前の崩壊現場復旧工事(明治40年)

とであった。

このため，県当局に対して当分の問

防火ι用水の供給が不可能でみることを

通知する一方D 運搬給水や， ~SGいは市

内船舶給水業者、である清泉。長塚両会

社から購入した地下水や東京市の好意

によって分水を受けた水道水を河岸に

据えた酒樽に入れて分配し3 また一時

応急策としては津久井郡三沢村地内の 暴風雨による導水管の被害(明治40年)

滝を利用して下流側無事故の鉄管でー

昼夜およそ 1万2，500右 (2，255m")の

送水を行うなどフその苦心のほどは，

想像のほかであった。かくして 9月 3

日ヲ 22インチ管復旧後は一昼

夜360万ガロン(1万6ヲ350m")の着水

を得て，毎日 3時間ずつ給水できるよ

うになりラそれ以後次第に給水時聞を

延長し3 同月12日には 18インチ (460 明治40年の断水による水汲みの行列(添田茂樹氏所蔵)
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阻)管の修理も完成し， 9月14日にようやく平常に復した。との間，実に断水21日に及ぶ大災害

となり，市内各所には水を求める行列ができ“横浜名物手桶の行列"と調刺されるほどであっ

た。

との復旧工事には 8万 2，155同64銭2厘を要したが，復旧期間中の給水状況は以下のとおりで

ある。

「明治40年の断水欺況

8月25日

8月26日

給水時間午前中4時間午後3時間

給水時間 グ 3時間

8月27日以降1
} 給水時間 " 1時間宇

9月1日まで!

9月 2・3臼 給水時間 グ 3時間

9月4日""-'13日 給水時間漸失延長して 9月14日卒常に復す。

水道水源洪水のため鏡管線路破壊し，進水中断したるを以て，先に取敢へず市中一般

の給水方法に付，公告に及び置候慮，更に今廿五日水源地附近なる瞬下津久井郡三ケ木

村に於て第二の大破壊を来し，延長凡そ三十聞の銭管線路は不幸にして敷十丈の崖下に

墜落したり。其被害の程度甚大にして，復蓄に多大の日子を要すべく候。然るに今廿五

日午後一時現在貯水池水量は僅々市中宇日の需用水量に過ぎざるを，少くとも向ふ十日

間位に節約分用し，以て飲用水の全く断絶するを防ぐ方法として，明後廿七日まで嘗分

の内毎日午前五時より六時三十分までに一時間宇づ L給水を潟し，其徐の時聞は全く断

水候に付，改めて公告及候也。

遁て本文の次第に付き，飲用水の外一切の用水使用を謝絶候也。

明治四十年八月廿五日

横演市長 三橋 信方」

(~横演貿易新報』明治40.8.26より)

東京市からの分水の好意に対しては市会の決議をもって感謝状を送る一方，そのほかにも水道

断水中は労力を提供し，あるいは私費をなげうって公衆に飲用水を供給した有志の人々があった

ので， ζれらの人たちに対しでも市参事会及び市長の名をもってそれぞれ感謝状を贈った。この

導水管事故による長時間の断水は，市民の不満批判を浴びはしたものの，かえって抜本的な対策

を求める声をより一層強める結果ともなったのであった。

152 

「横演水道鎮管の崩壊は，天時の災厄に出で市民の不幸として見るの外なしと雌Eも，

之が矯め三十五万の市民は漏水の難にj擢れるのみならず，若し高一此断水期間中に火災

を重ぬるが如き場合ありとせば，市民は防火の用水を得ざるが故に，同時に火難の大厄

を覚悟せざるべからざる事と念るべし。元来降雨出水の矯め水道線の破壊又は調濁を現

出せること一再に止まらざりしも，今回の如き埋設l採道をも皐げて河中に墜落せしめた

るは空前の大災なりと雄ども，斯の出来事は寧ろili:き将来に於て，水道蹟張の上に好箇
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の敦司J!を輿へたるものあるを覧ゆ。{可となれば市民は這般の断水難に遭ふて盆々料水の

大切なるを感得し9 水道路張費の需にはラ如何なる多大の市債をも甘んじて負携するを

辞せざるの念を惹起すべし嘗局者亦た蹟張工事の設計に就て従来の如き方針を把るの

危険を感じヲ出来得る限り寓査の敷設を得さんとするに意を注ぐベければなり。聞く現

今の水道線は山地を迂回し帳躍を利用して起工せりと錐どもョ将来人口増殖する場合に

はヲ此危険多き水道工事の潟めにラ断水の不幸を蒙ふるとと一層甚だしきを加ふべきが

故に，蹟張工事は勧めて安全の設計に頼らざるべからず。恐らくは我市民も亦た其の主主

命に伴しき料水の震めには出資の多少を苧はざるべし。乃ち此機曾に於て'書局及び市民

に訴し，水道断水に件ふ好箇の数百11を牢記せんことを望む。・…一…@ー」

cr;横漬貿易新報』明治40.8.27の社論「水道断水の教訓IJより

3. 拡張工事の印請と国庫補助の出願

(1 ) 第 2囲拡張工事の申請概要

明治41年 6月の市会ι 水道拡張工事施行の件p 国庫補助出願の件，工費起債の件の

3案件が同時に上程されrた。財源については総工事費 700万円に対して，従来どbりその 3分の

lを国庫補助K求めp 残り 3分の 2は市債で賄いヲその償還のため明治48年にの料金を改定

することを予定していた。しかし，当時は日露戦役後の財政難により緊縮方針がとられラ新規事

業は一切繰延べという厳しい政府方針が打ち出されていた時期で，多額の補助金を求めることは

て困難な状況にあったため，国庫補助も 4分の 1J以上に圧縮変更して計画を練り直した。

同年7月の市会で第 2囲拡張工事に関する案件が可決されラそれから市、の全力を挙げて貴族

院@衆議院両議員に働きかけた国庫補助獲得運動が効を奏し，明治42年 2月の帝国議会に提案さ

れるところまでこぎつけた。と ζ ろがラ当時第一党の政友会予算委員会では谷決の方針が出され

たという情報が入払急逮本市j輩出貴族院議員平招専蔵，大谷嘉兵衛〈水道局長)らが上京し，

その復活に奔走した結果D ょうやく両院の議決を得ることができた。こうして帝国議会の議決が

得られたので，同年 5月内務'大蔵両省へ国庫補助の申請と工事の認可申請を相次いで提出し，

8月に両申請とも認可された。

第 2回拡張工事の申請概要は以下のとi:5'りである 0

0 水源の位置

水源地は従来のとおり神奈川県津久井郡青山村宇山王久保地先道志川の通称小瀬戸とする。

在来の取入ロは単に河流の右岸に取りつけたものであったが，本設計て守は沈澱池の#11頁を得る

ため?長さ180尺 (54.5m)，高さ13尺 (3. の堰堤を築造しョ水面をら尺 5m)高めて，

その上流に取入口を設ける。沈殿池は現在の設備では不十分なためp 長さ 240尺 (72.7m)，幅

186尺 (56.4m)，有効水深6尺，その容積26万 5ラ290立方尺 380ni)，すなわち 1昼

夜の水量2，000万ガロン (9万8001引に対して 3池で 2時間の水量を蓄えるもの 6池を設ける。
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2) 水道路線。貯水池。縮水場の位置

(i) 水道路線

青山から)1I尻村までの水道路線は，従来はヲ道志川の右岸又は相模mの左岸に沿う絶墜を開削

したもので，往々崩壊さ辛の事故を生じた危険な路線であったのでこれを避行，津久井郡青山村宇

山王久保地内取入口から既設の沈澄池に接して新設する。沈澄池を経て直ちに三ケ木村。中野村

の延長 1万 L1，400尺の駿道 を 買 い た 後 ， 相 模j!!を横断し更に

延長2，160尺の陵道で三沢村。 J11尻村を過ぎラ そとから現路線を通過して新設浄水揚に

きヲこれから市街に至るまでは現路線を通過する。

新路線は現路線より距離にやいて 2万5，660尺 8k皿)短縮できる。

)
 

-vi 
--(
 

新設浄水場は現路線沿線で、都読め橘樹両郡地内の適宜の位置を市参事会に沿いで選択する。

(この新設浄水場の位置は後に者13筑郡西谷村に決定された。)

(ili)貯水池

貯水池は野毛山をそのままとし， J I!井は既設のものを廃して縞過池に改造し"新設浄水揚に 1

池増築する。

既設の有効貯水量は野毛山 79万 1，862立方尺 (2万2ヲ038111')ヲ川井4万 6，536立方尺 259

，計83万 8，398立方尺 (2万3ン 333m')であるがフ新計画においては 1日水量2，000万ガロン

何 万800rd)に対して野毛山と合せ12時間強の水量を蓄える計画とする。

在吋

既施設の漉過面積は野毛山4万 4，580平方尺， JII井4ヲ047平方尺 (372nf)，計4万

8，627平方尺 で，原水量540万ガロン (2万4，に対して平均1昼夜の耀過速度

約18尺に相当し，原水混濁の場合不十分であるのでラ j慮過速度を12尺 (3咽とす

るよう捕過池を増設する必要があるためョ野毛山I'J:既設のまま 6池〈うち 1池I'J;二予備)， } 11井は

既設 2池のほか 3池を増設して 5池(うち 1池は予備)とし，新設浄水場には 8也(うち 1池は

予備)を築造する。す念わち，総計19池"C'， うち 3池は子備とする。

3) 給水人口と給水量

目標給水人口を80万人フ 1人 1日使用水量を25ガロン g とし現在の水量540万ガロン

(2万4，に 1，460万ガロン何万6，を加え 1秒時37立方尺を取水す

る。

当時の道志の最少流量は 1

約7分の 2(r(ン担当した。

4) 導水管工事と配水管工事

ら

のlでみり，その区間に口

116万ガロン であったので，取水量はその

432尺'791叫に及び，そ

ンチ皿日rr) 鋳鉄管を便用する。

154 



第3章安定給水を目指した第2回拡張工事

配水管については，海抜60フィート (18.3m)の線により市内を高低 2地区に分かち，高地区

には口径 18インチ (460阻)管を延長して更に口径12インチ (300mm)念いし 4インチ (lOOmm)

管を順次分派しすべて新設浄水揚から配水する。またラ低地区には口径 30インチ (760凹)管

を布設して，それから口径24インチ (610mm) ないし 4インチ (100mm)管を分岐し，新旧両浄水

揚から配水，かっ既設の市内配水管に連絡させラ従来の行き止まり管式を改め管網式とする。

5) 工事費及びその財源

工事費は 700万円で市公債を発行して充当し元利金の償還は水道経済経常費収支残?臨時増

:散水道料金及び国庫補助金をもって充てる。

6) 水道料金の価額@徴収方法と経常収支の親算

明治48年 (1915)度から明治57年度までの10か年間にわたり水道料金を 2割増徴することを予

定しこれについての給水規則の改正は本拡張工事確定後更に認可を申請する。経常費収支及び

拡張工事費起債後の収支は別に計算する。

7) 工事費予算

予算総額 7，000，000円

内訳

青山取入所及び沈澱池工費

青山から新設浄水揚に至る

口径36インチ (910皿)本管布設工費

Jii井浄水場拡張工費

新設浄水場工費

市街配水管増設工費

機械及び器具一賀

事務所費

実施設計の申請と一部変璽

399ヲ928円06銭

3，822，781円04銭

72，311月49銭

990，471円24銭

1，228，124同28銭

186，383問89銭

300，000円00銭

第 2回拡張工事は明治42年 (1909) 8月16日に水道拡張工事施行認可を受けたが，その際 2

か月以内に工事実施設計書を提出するようにという条件が付されていたので，同年10月15日に実

施設計書を作成 L，内務大臣に申請した。

この際の実施設計書はヲ当初申請の設計書とほとんど同様のものであったが9 懸案の浄水場位

置は現在の西谷浄水場に決定されていた。その後取人口の位置について，市会議員朝田又七の意

見があって再調査の結果，当初の設計位置から 570間 (1 km)上流にさかのぼった青山字a抱子平

を選定し， ζ こから延長 836mの隆道を掘り，水路によって旧取入口付近まで導水するほうが安

全で，かつ将来にわたって得策であることから，実施設計の一部変更を明治43年 3月 1尽に提出

し，同年4月15日に認可となった。
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ζ の実施設計書の変更部分の要旨は次のとおりであるo

1) 水源の位置及びその水量

(i) 水源の位置

実施計画では津久井郡串m村大字青山宇山王久保， {;谷称小瀬戸の既設取入所にI匿堤を設ける

を廃し，更に約570問 (1km)上流にさかのぼ、って同村字飽子の道志J11右岸に突出した岩石を開削

レて幅24尺の取人口を設けヲ市u水門を取り付けヲここから高さ ω 幅各7尺 (2.

延長2，760尺 3m)の水路隆道によって既設取入所付近に設ける排砂地に送り 3 更に新設す

る沈澱池に送水することになった。排砂池には漏斗形底部を 2笛所設け， 7Iく門を設援して粗砂を

排出しヲまた側壁の一部を低下させp 水位の上昇した時は余水を放流するようにした。新取水口

における道志JIIの低水位は3 標高490ω24尺 (148. で既設取水所より 25.42尺 (7. 高く

なる。沈澱池は既設のものを廃し新たに長さ230尺ラ幅175尺，有効水深12尺

64m)，その有効容積47万941立方尺(1万3，すなわち計画配水量に対し 3時間半分の

水量を有する沈澱池山也を新設しs 少なくとも 8時間以上沈澄させる計画とした。

(ii)水量

道志川の低水位は，既往十数年の調査によると明治壮年 1月末における青山水擦は 1尺 7寸

が最低であるがp その際の流量は 1秒時 131.78立方尺であって9 本計画に

おいてはとの流量を最少流量とした。またラ本設計にむける 1人 1日の使用水量を申請時25ガロ

ン1!)から 4立方尺1!に変更した結果9 人口80万人の要する量は l秒時 37.04立方

尺でう ζれは同J1I最少流量の 2割 9分に相当した。 1日の計画配水量は320万立方尺

(8万9，で ある。

2) 導水工事

導水路線は当初設計と同 るibZD

たので9 これに伴って既設口

議 3-1 導水管計関

三乙
」 る浄水場の位置が都筑郡西谷村]11

ンチ (460mm)導水管の水を臆過する予定て、計

i乏 問 手 T王子延長(m) 引く勾ブj尺(m')) 低水位 〔尺(m)) 

青山接令井から
新品42イ/チ (1，050川) 6，144 37.04 (1.031) 

川尻隠道下口まで
l~"立22 1/ (560mm) 11 1/631 6.67 (0.186) 

!I 18 1/ (4i:iOmm) 

" 3.37 (0.094) 

)11尻隠j丘lご口から
新，;;z3Gインチれ (910mlll) 2，509 27.04 (0.753) 

大島接合弁まで
i旺ぷ22 i SliOm日，) 刀 1/520 6.67 (0.186) 大島 414.83(125.7)

11 18 臼()mm)

" 3.37 (0.094) 

大島接合ョ11から
ぷ3131.ンチ (910mrll) 18.946 27.04 (0.753) 

)11チl'接合井まで
H1~122 日日()mm)

" 1/520 6.67 (0.186) 川井 294.46(89.2) 
1118 1， "1 (JO日1111) /! 3.37 (0.094) 

川井接合井から野毛 インチ'Ì~: (9oOmm) I 8，364 30.37 (0.845) 西谷 244.28(7400) 
旬西谷浄水場まて、 11 (51ω附 i1 /1 1/550 6.67 (ふ186)野毛!

山1/竺!Hl)LE去」 j_ 
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画した)11井浄水場拡張の計画は中止となった。その他では三沢村地内の第 3号隆道の一部を開削

に変更した。本案による導水管の計画は次のとおりである。

導7Jく管中の最高水圧は大島接合井~)II井接合弁問の境橋付近に於て86.8ポンド/平方インチ

でp また導水管には1，820mの間隔に制水弁を設置する。

3) 浄水揚工事

浄水揚の位置は都筑郡西谷村の高台に決定した。従来ラ野毛山及び川井に沿いて平均18尺 (5.45

rY1 ~)にあげて急用に応じていた鴻過速度を 12尺 (3. 64m) にする計画で，次のような施設を建設

ることになった。

(i) 慮過j也

証言通商T ;f}{ 11童 過 能 カ
浄水場施設

〔平方尺(ぱ)) Il~設能力 新計画能力

野毛山(既設6i也) 44ラ580(4，094) i慮過速JXl日 18尺(5.45m) 被過速度1日 12尺(3.64m)

川井(既設2池) 4，047(372) j長過最毎秒10立方尺(0.28m') Il重過量毎秒37.04立方尺

既設小言l L18， 627( 4，466) (L031m') 

西谷(新設8i也) 219，660(20，171) 

計 268，287(24町 637)

(法)各j怠i品九ftとも 1i也l土予備池

(註) 配水池

場 所 1:有効貯水量〔立方尺(m'))| 摘 要

野毛山 I 792，∞ I l 
i |既設

川井 I 47，000 ( 1，300) I J 
西谷 I 600，∞0(16，700) I 新 設

言十 1，439，000(40，040) 人口80万人の使用量に対し約15時間分の貯水量

心 配水管工事

配水管工事は，当初設計と同じであるが，配水計画は次のようなものである。

面‘ 積 人口 l秒、時の平均所要 給水量(毎秒、)C立方尺(m'))

(坪(ha)) (人) 水量〔立方尺(m')) 野毛山i浄水場 西谷浄水場

高
反、

2，895，000 ( 957) 90，000 4.16 (0.116) 4.16 (0.116) 

低区北部 2，082，000 ( 688) 287，000 13.25 (0.369) 13.25 (仏369)

/1南部 3，038，000 (1，004) 423，000 19.63 (0.546) 6.67 (0.186) 12.96 (0.360) 

計 8，015句000(2‘649) 800，000 37.04 (1.031) 6.67 (0.186) 130.37 (0剖 5)

ζの計画に基づいて口径 38インチ (960mm)以下の配水管が市内各方面にわたって布設される

計画でp その延長は次のと bりである。

高区配水管延長 31. 651也

低区配水管延長 102. 35km 

口径26インチ (660皿)管以下

口径38インチ (960阻)管以下
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134⑬ OOkm 

既設配水管延長 12LL OOkm 

合計 258.001也

5) 工事費予算額

取入所及び沈澱池工費

導水本管工費

西谷浄水場工費

市街配水管工費

495，176円40銭

3，216，942円12銭

1，047，358円前銭

1，505ヲ390同13銭

その他 735，132円69銭

言十 7，000，000同

との実施設計の認可K当り，相模JIIを横断する城山橋の構造については再度認可を受けるよう

に指示があったので，その後この城山橋とほかに導水路線についての設計変更を追加して願い

出9 その許可を得た。す念わち，導水路線中の高座郡大沢村農山付近から同村大島に至る間は，

在来の路線に沿いその幅を拡張する予定であったが9 従来豪雨の際たびたび災害を繰り返し

険な路線であったのでラ再調査の結果ラ t部の皇道を使用する ζ とに変更した。との路線はより

るのみ念らず，距離においても 473m短縮され，切取り，防風林の伐採ラ

避けるととができるなど，工費、の節約を図れることからラ明治43年 6月21日計画変更を内務大自

に出願ヲ同年8月 6日認可.を得た。またラ城山橋の架設位置についても更に調査し

地の下流側に適当な地点を発見し橋構の設計とともに明治44年 6月29日内務大臣に設計変更を

申請しp 同年11月21日その認可を得た。

4. 国庫補助の決定と市公費

国庫補助の決定

国庫補助金については3 工事申請と同月の明治42年 5月1日付で内務省?と申請してい

たが 9 工事認可と同日の同年 8月16日に決定通知がもたらされた。補助額は，申請ど、台り

費700万田に対する 4分の 1相当額175万円でフ交付は明治42年度より明治54年度までの13か年間

に分割するというものてやあった。とれはp 直接工事費に充当するの、ぞはなくラ当初の元利償還費

を軽減するためのもので、あって3 工事費に充てる資金総額 700万円は全額市公債で、賄わなけれιば

ならなかった。
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第 3章 安定給水を目指した第 2[ヨ拡張工事

但設定ノ通リ工事進行セサノレカ叉ノ¥期限ヲ過キ竣功ノ見込ナキモノト認ムノレトキハ補助

金ヲ中止シ若ノ¥補助ア取消シ既給ノ補助金ヲ還付セシムノレコトアノレヘクョ又工費ヲ減少

スルトキハ補助金ヲ減額スルコトアノレヘシ

明治四十二年八月十六日

内 務 大 臣 法 翠 博 士 男 爵 平 田 東 助

を$，各年度における補助金分割額は以下のとおりである。

明治42年度 10，000同 明治49年度 200，000月

43 20，000円 50 200，000円

44 30~ 51 200，000同

45 100，000凹 52 200，000同

4:6 100，000円 53 180，000円

47 150，000円 54 180，000同

48 180，000円

と運用

1) 資金の調達

明治41年に議決された第2回拡張工事関係の議案のうち，起債に関する件は政府の事

業認可その他によって変更が必要となったのでヲ明治42年 5月21日の市会において次のように変

さjνf亡。

公債の額面

公債の利 子

国庫補助金額

水料、の増徴

;翠期間

明治41年水第6号議案

90円

6朱 (6

工費、の 3分の 1額請願

5か年間 2割増徴

40年次

この決議に基づ、いて拡張工事の事業認可後

工費に関する起債について種々準備を行った

が，当時の金融情勢からはこの巨費を国内市

場に求めるととは無理であったので9 その調

達先をイギ、Pスに求めるととになり，まず，

公債募集引受けについてラ次の 7社入札によ

り引受りを求めた。

株式会社横浜正金銀行 (横浜)

株式会社 日本興業銀行 (東京)

明治42年水第3号議案

95円

5朱(5%) 

工費の 4分の 1額に決定

7か年間 2割 5分増徴

45年次

水道公債原版
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サミユJレ市サミユノレ商会 (横浜市山下町

--' ン ノ可、 商 fl 

香 港上海銀行 11 

セールブレザー商会 fI 

オッペンヘーマー商会 !f 

だがラ各社とも条件をつけたり，或いは本固との調整が

つかないなどの理由で不調に終り，スタートから暗礁に乗

り上げてしまった。しかしョ当時の水道局長であった大谷

嘉兵衛は日本興業銀行の監査役で、もあったのでョ 日本興業

紀功同一第2回拡張工事完成記念
銀行総裁添田需ーに折衝し，ょうやく 100悶につき94同な

(横浜水道記念館構内) ら同行で全部受けるとの内諾を得ることができた。

そこで，明治42年 6月29B，先に水第 3号水道公債に関する議案として決定した公債手取金の

100分の95を100分の94に変更し，かつ公債募集について日本興業銀行と仮契約(内務大臣の許可

を得た場合に本契約に変更〉を締結することを求める議案を市会に上程9 却日可決となり，同日

「本市水道憤張工費ニ充ツノレ矯メ券面金額英貨公債七十一寓六千五百傍(この時の換算率は

1円につき 2シPング 0ぺンス日分の 9) J公債ヲ起スノ義市曾/議決ヲ粧候ニ付市制第百二十

二候ニ依リ御許可相成度理由書其他書類相添へooo.ooJ と9 内務・大蔵両省に出願した。この出願

に対しでは， 4日後の 7月 2日 くも次のように許可指令が届いたことでも るように，事

前に関係者とのすべての打合せはで、きあがっていた。

内務省榊甲第一二一説

明治四十二年六月二十九日水臨第二O披裏請榊奈川勝横蹟市曾議決起債/件許可ス

明治四十二年七月二日

大蔵大臣

法皐時士男爵平田

侯爵桂 太郎

な.t-?，この許可に当っては県庁からョ外貨資金の借入れてがあっただりに資金の管理⑥

償還については安全∞確実を期しョかっ監察に任じ得るよう通達があった。ことに償還について

はD 水道事業の独立採算という経済の枠をはずして一般経済で，港湾公債償還後において財政的

余硲を生じた場合ーには，早期棟上げ償還するととを求めているほどだった。

市はとの許可に従い，直ちに横浜市水道第 2公債規定を走めるとともに， l受けに関し 6

月26日付の日本興業銀行との仮契約を 7月 3日付で本契約に改定し更に同年12月には横浜市水

道第 2公債施行細則を規定した。

こうして市は日本興業銀行から次のとおり公債金を受領するととができた。

明治42年 7月24臼 入手額 8~2G4， 115円44銭 590ポンドに対する同日為替相場 2 す

ング Gぺンス よる
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第3章安定給水を目指した第2図拡張工事

明治42年 8月20日 入手額 3，343，424同81銭 (343，920ポンドに対する同日:為替相場 2シ9

ング 0ペンス16分の11による換算額)

合計 入手額 6，547，540円25銭

拡張工事費700万円に対して，入手額は654万7，540悶25銭と差引45万2，459同75銭が減額となっ

た。そ ζで，とれを補充するとともに更に繰入金の捻出を図るため，資金の運用により有利君主利

殖を目的として明治42年 8月24日「横演市水道臨時事業資金管理規程」を制定し資金管理に努力

したが，当時は不出で各銀行の利率が低く，大変な苦労をしたといわれている。

横浜市水道臨時事業資金管理規程要旨

① 臨時事業資金は市長において確実と認める銀行に担保を付して預金する。ただし，日本銀

行・日本興業銀行・台湾銀行・横浜正金銀行に預金する場合は担保はいらない。また，参事会

の決議によって勧業債権に代えて管理する ζ ともできる。

② 臨時事業資金の預金を定期と当座のこつとし，当座預金の最高額は当該年度における臨時事

業費予算総額の20%以内に制限する。

③ 臨時事業資金の預金利率は当座及び1年未満の定期は銀行の定めると ζろによるが， 1年以

上は 5分とする。

④ 臨時事業資金は市会の議決を経，かつ内務・大蔵同大臣の承認を受けるときは，年利4分 5

厘以上で市一般の事業費に一時流用することができる。

2) 資金の運用

この規定に基づいて資金計画を定め，まず工事費の払出期とその額を次のように定め，更にそ

の差引剰余金の運用を決定した。

表 3-2 資金の払出期とその額
(単位:円)

明治年度 6月払出し 9月担、出し 12月払出し 3月払出し 計

42 90，000 90，000 180，000 

43 250，000 250，000 250，000 250，000 1，000，000 

44 400，000 400，000 400，000 400，000 1，600，000 

45 500，000 500，000 500，000 500，000 2，000，000 

46 400，000 400，000 400，000 400，000 1，600，000 

47 310，000 310，000 620，000 

言十 1，860，000 1，860，000 1，640，000 1，640，000 7，000，000 

(3) 臨時事業部の設置

第2回水道拡張工事は横浜市にとっても空前の大事業であったので，工事完遂の意欲と責任と

に撚え，その体制確立のため機構その他について新しい特別制度を整えた。
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まず明治42年 10月10E!， ζの拡張事業を管掌するため，水道局内に「臨時事業部」が

設けられた。

一経 理 課

横浜市水道局臨時事業部一

工事課

ζ うして工事の準備を整えD いよいよ翌明治43年 8月27E!からこの大工事に着工し 5

成を目指してスタートするととになった。ところが，その矢先に襲来した暴風雨、のため，またも

や上流部の導水管事故が発生するという不運に見舞われてしまったのである。

5園 大工事を居前に暴風雨被害と対応策

(1) 暴風雨による再度の大被害

明治43年 (1910) 8月11日，暴風雨のため津久井郡三沢村地内の山腹地すべりが発生しp この

ため水道路線が崩壊し 22インチと18インチ (460皿)の両管10余本が崖下に墜落して

しまった。水道常設委員以下が直ちに駆けつけ夜を徹して応急工事に従事した結果，翌日には22

インチ管の復旧をみたがラ翌日日更に豪雨があり p 再度同所に大崩壊を生ずるという

不運に見舞われ，ょうやく 22インチ管は14日ラ 18インチ管は17日になって連

絡を終え，平常の状態に復することができた。とのため 8月11日は14時間， 12日は23日寺間 13

日は21時間30分， 17日は21時間， 18日は 5時間にわたって市内は断水に陥ったがp 今回の断水事

故に際してはョ関係者の献身的な努力により前回の事故(明治40年8月の21日間にわたる断水事

よりも早く復旧する ζ とができ，矢継ぎ早に応急対策を実施した ζ とに対し，市会でもその

努力を評価して表彰決議を行、っている。

この修理工事に要した経費は5，391向87銭 2厘であった。

ζ の応急の修理工事による通水後，更に念;を入れての完全修理が必要てやあったので，事故直後

の8月の市会には修理工事費の追加として路線復旧費 1万3，962同94銭4厘の予算を計上し併

せて事故の頻発危険な区間である青山水源から大島問の路線の下流で安全地帯の向ケ原に取水ポ

ンプ場を新設する追加予算11万4，088円90銭を計上L議決を得た。
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第 3章 安定給水を目指した第2回J広張亡事

議案ヲ提出セラレ，張工事ノ完成マデ/間ニ於テ何等ノ差支ナク水ヲ活ツテ行クコト

ガ出来ノレラ斯ウ云ブコトニ相成、yタc 其/劃策ラ勤労フ綿テニ於テ，市民/代表者トシ

テ之ニ感謝ノ意ア表スノレト云アコトノ、、最モ必要デアノレ。外国人ナドハ事情ア知ラヌニ依

ツテ徒ラヱ想像ヲ遅ウシテ金ヲ諦ツテモ水ヲ寄越サヌト云アヤウナコトア言アサウデア

ノレガヲ横、其/人ツタ金ノ¥決シテ他ニハ持ツテ行カナイ。水道維持/震メノ公債ヲ

シテ居.. _i[...' _}デアノレo 事情ア知ラナイ三者ノ、幾ラ想像ヲj呈ウシテモ己ムヲ得ナイガラ 市

代表者タノレ曾ニ於テノ此/事ア明瞭ナラシメテラ此ノ事ニ斡旋セラレタ諸君ニ

封シテ 3 弦ニ特ニ決議ヲ致シマシテフサウシテ知ラズシテ騒グヲ即チ知ラズシテ嵩白々タ

ノ1ノ者二向ツテノソ菩守ガ其意ァ;旦i主セシメ p 其意ア了解セシムノレト云フコト ノ
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/各員ニ於カレマヤテモ其意ヲ諒トセラレマシテ何卒御賛成アラムコトヲ希望イタ

シマス。其/意絵ツテ言葉足ラズヲ ~k:ニ述ベタイノハj主ベタイガ員ニ前後不揃ニナ P p 

リ其意ヲj圭スノレコトガ出来ナイ。意志ハ申スマデモナク水道/扶態ヲ水道ノ現況，水

道ノ改n何ナノvモノデアノレカト云アコトア能ク知ランムノレト云アコトハ最モ努ムベキコト

デアラウト云アコトア信ズノレノ除九此ノ決議案ア提出イタシマシテ大ニ首局者ノ ヲ

二〆

このポン

ゴザイマス。

c予
w 

(~横浜市会史』より〉

よって導水路線の変更が完成する会での聞の対策として計画

されたものでヲ 上流側 した際には直ちに相模J11ルらポンア。揚水を行って仁i径22イン

チ皿) に注入送水するととを目的としておりヲ更に施行中の第2回拡張工事の口径

36インチ 導水管の日記倶li部分が完成すればこれと連結し，上流導水管及び水源工事が

未完成でも p 市内給水の増量を行えるという一石二鳥の計画であった。

ζの工事は明治43年 8月24日市会の議決を経て， 同年 9月6自主務省に工事の申請を

[司ケ原揚水ポユ/プ場(明治45年(国井秀夫尽所蔵) l司ケ原揚水ポy プ易機械室(明治45年)
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行い，翌明治44年 4月 2日認可を得て同月25日直ちに着手し，明治45年 3月末日までに全工事を

完了するという早さであった。その設備内容は次のとおりである。

工事費 105，717円90銭7康

ポンプ設備

名称

揚 7.kポンプ

うず巻ポンプ

蒸気機関

その他の設備

名 称

揚水管

吸水管

送水管

J.k 槽

青3 状 寸 法

内径12インチ(300mm)

内径12インチ(300mm)

内径18インチ(460mm)

内径21尺(604m)，深さ8尺(204m)

設備工事費(円)

3，000 

700 

5，000 

構

鋳 鉄
}/ 

" 

造

管

鉄筋コンクリート造。

能力

揚水量1分間300立
方尺(8035m')

設 イ庸

2池

との工事が完成した後は幸にして水害による被害もなしこのポンプを使用する機会もなかっ

たが，大正3年 (1914)初夏からは第 2回拡張工事のうち大島接合弁以降の新設施設を利用して

とのポンプを活用運転し，夏期の送水増量に役立てた。しかし，第2回拡張工事の完成後はこの

設備が全く不必要となったので，翌年これを撤去した。

な$，この設備は，当時の国産ポンプとしては大型のものであり，ポンプの権威者井口:工学博

士の設計によるものであった。また，このポンプ場に初めて鉄筋コンク Pート構造を採用するな

ど，注目すべきものがあった。

E 第 2回拡張工事の施設概要

1. 第2回拡張工事費

第 2回拡張工事は明治43年 (1910) 8月27日着工し，大正4年 (1915) 3月31日完成したが，

その間 5か年の歳月を要したため，との長期にわたる工事期間中に物価・労賃の高騰が著しかっ

たことと，隆道掘削の結果その地質が意外に軟弱であったので煉瓦巻きの厚さを増し，また横坑

・立坑を増設したこと等のため当初予算に不足をきたした。これに伴う設計変更を行って大正3

年 2月17日に市会の議決を経，同年 3月12日内務大臣に申請し， 5月20日その認可を得た。その

内容は隆道工事費が24万 3，700余円の増額をきたしたので，新設する 8池の躍過池のうち 3池分

に対する櫨過砂利及び砂の購入をとりやめて 4万3，000余円を浮かし，なお不足する20万700円
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に対し子算を増額したのでラ総予算は722万回に達した。

その当初予算に対する変更予算額は次のとおりである。

表 3-3 工事費予算額
(単位:円・厘)

款 項 自 |当初予算額 変更予算額 差引増ム i成 摘要

l 水道費 6，815，000.000 7，201，084.845 386，084.845 

1報 酬 6，125.640 6，125.640 

2給料 163，340.000 206，019.993 42，679.993 

3雑 給 111 ，504 . 000 201，150.055 89，646.055 

4需要費 216，242.000 229，011. 730 12，769.730 

5建築費 6，320，314.00016，557，513.510 237，199.510 

l取入所及LF沈澱池工事費 '195，176.400 527，014.235 31，837.835 

2導水管工事費 3，216，942.120 3，486，692.262 269，750.142 ! 

3浄水場新設工事費 1，047，358.660 1，032，736.551 ム 14，622.109

4配水管工事費 1，505，390.130 1，367，989.910 ム 137，400.220

5雑 費 55，446.690 143，080.552 87，633.862 

6修繕費 3，600.000 1，263.917 ム 2，336.083

2予備費 185，000.000 18，915.155 ム 166，084.845

市φみEにb 五十 7，000，ωo州7，2川 00∞ 220，000.000 

しかし最終的には，次のとおりラ 702万5，414同70銭7犀の工事費て、完成させることができた。

表 3-4 第2翻拡張工事重量一覧表

資 日 水源工事費|導水工事費 浄水場工事費

事 務 費

鉄管布設工事費 79，618.319 1，881，260.120 89，572.473 

隠.道工事費 11日，747.110 1崎 085，216.142

各 j也 築 造変 237，018.550 I 749，391.995 

橋 ，町々、 カノド口 f又凡 賀 96，307.003 

建 物 費 8，392.138 23，940.262 12，802.086 

雑工事費 47，056.550 84，108.261 51，833.081 

逮 搬 費 7，905..560 118，315.659 31，123.597 

労力及び雑費 1，888.740 74，612.208 6，850.125 

土地代及び補償資 189051.4。40引 63，422.965 29，137.027 

百十 518，708.40713，427，182.620 970，710.384 

(注)鋳鉄管代 2，132，851円68銭8厘
鋼鉄管代 470，322円45銭

計 2，603，174円13銭8厘で総額の35.9%に当る。

(参考)当蒋の諸物価

口口口 名 単一 イ立 明治後期の価額

米 10kg 1円56銭

そ lま もり胆かけ 3長浅

揚 主主 3銭

労 イ長玄ミ 1 日 50銭

鉄 二ζ 1/ 100円

鋳鉄管 直管 1 t 64円

1/ 異型管1/ 122円

(単位:円・!豆)

配水工事費 事務官及び雑費 五十 構成比

- 1 623，947.508 1 623.947. 508 8.8 % 

1，142，72.5.0601 -13，193，205.972 45.5 

1，203，963.252 17.1 

986，410. 545 14.0 

37，996.550 134，303.553 1.9 

6，646.700 5.702.390 57，483.576 0.8 

44，163.279 9，160.766 236，321.937 3.4 

28，013.570 185，358.386 2.6 

67，124.876 83，795.351 234，271.300 3.3 

29，775.223 1 29，762.023 170，148.678 2.5 

1，3則 45.2叶7山民 038 7，025，414.707 100.0 

口じ口1 名 中ム イ立 明治後期の価額

市IJ7]<弁 口ffc460mm 180円

1/ 口f歪 200mm 47円

古岳 l L 160円

ヤーン !! 320円

セメント l 樽 4.85円-4.40円

レンカ、 工 中文 2銭-2.9室長
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2u 水源工事

(1 ) 鹿骨子取入所

場 所神奈川県津久井郡串川村大字青山純子、平(現津久井郡津久井町青山字純子〉

青山取入所から570間 (1，上流にさかのぼった地点。

構 造道志J11右岸に幅10尺 (3. ラ深さ7.7尺の開口部を設けラ前面に檎角

5寸 8分 (175mm)の角落しをヲその後十乙鋼鉄製外格子を設け、てj荒木その他漂

流物の流入を出き三更に洪水時にはその背後に建設したランソムス ω エンド@ラピ

ア社(イギリス)製のストニー式制水門扉 [1隔10フィート，高さ7.7アイ

ート， ヒ下動程 8フィートの軟鋼製3の昇降κょっ

を調節する構造で崎門扉後方には内裕子を設り，小ヌド片 9 落葉の流入を|訪いだ。門

扉は一人の力で容易に巻揚機を運転開閉するととができる。

取入所の左右壁画は表面煉瓦張りコンク Pート造りう前面は花儲岩張りコンクリー

ト造りとし9 洪水の侵入を防ぐため上部は高さ14尺 (4‘ないし4尺 2m)

のコンクリート欄二i二壁を 110尺 (33. にわたって設備し歌人所上部山腹には

崩壊を防ぐため玉石張りその他のコンクリートをもって崖を保護した。

工事着手大工E3年 3月25日

完 成大正4年 3月31日

工事費 22，881円3銭

図 H 飽子取入所平面図

道志川i
~一一一一一一一←ー一一一ー一~ヱーー
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本施設はその後ー大正12年 (1923)の

関東大震災でラ取入口上部の崖が崩壊し

て取水不能に陥ったが，急ぎこれを復旧

し通水した。

また 3 復興事業に沿いて崩壊崖部の修

理を行いフその後第 3回拡張第 2期工事

に於て取水量を増加するため一部を改

造，今日の施設に至っている。

第3章安定給水を目指した第2回拡張工事

総子取入口(大正3年)

青山隣道

所津久井郡串)1I村大字青山飽子平@字大岩平。字山王久保(現津久井郡津久井町青

山)延長475.34問 24m)，断酉・高さ@幅各 7尺 12m)，途中交差角 450

36'50ぺ曲線の長さn319間 で左折。

構 造扶環棟瓦張りで地質の硬軟により 3 枚張~， 2枚張りまたは素掘りとした。

側壁配合 1. 3 : 6コンク Pート;章り

倶li扶

勾配 1，000分の 1

流量能力水深3，5尺

I! 

で 凶 78n1//秒)

工事着手大正元年12月7B 

完 成大正3年 4月23日

工事費 113，877円43銭

本施設は完成以来今日までそのまま使用されている。

(3) 除砂地(排砂地)

場 所津久井郡串)I!村大字青山字山王久保(現津久井郡津久井町青山)青山陰道終点に接

続

水路幅 7尺 1m)，深さ 4尺(1.2m)，延長 18尺 (5.45m)，開渠は鉄筋コンク Yート

造りで 3i曹に区画されている。

槽
一

1

2

3

一

州

市

山

封

如

州

知

〔単位:尺(m)J 

1采さ

6~8( 1. 82-2.42) 

5~7( 1. 52-2 ‘ 12) 

g. 5-10. 5(2. 88-3 .18) 

構 造側壁及び底部はコンク Dート造りで各槽に排水口と余水吐口を設け，檎角材の角落
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青山水路隠道と排砂池(大正4年)

本除砂地は第 3回拡張第 2期工事におい

制青山殿池

しとし，排砂並びに水量の調整

が可能なようにした。またp 放

水路は玉石張りコンクリートで

築造した。

出水管は口 ンチ (910rn皿)

によって沈殿池に連絡し

7て。

工事着手大正3年 5月3日

完 成大正4年 1月20日

工事費 9，521月73銭 2厘

に改造した。

場 所津久井郡村大字青山宇山王久保及び柿誤(現津久井郡津久井町青山)

池数 4池

1) 池の大きさ

寸 法 長さ 230尺(6907m) 111;;¥ 175尺(53111) 深さ 14 ， 5~16 65尺 (4039~5005m)

→ 口 有効7J(ì;{~ 12}ミ(3064m)
宥効容量 " 

~/'/-J I --l~ 有効谷"よ 470， 94HUJ尺(13曾 106m')

流入管除砂 池からの口径36インチ ら，更に口 ンチ管2条に

管は各j色の山手側から る。

流出管 各池の河岸側に設置した 2個の両口浮動管に入り p 次いで口径42インチ 050丑TIll)

管(rC集合して青山接合弁に送水する。浮動管は浮手。浮腕によって水面近くを浮沈

し水面に近い比較的清澄な水を5iき入れる。

図 3-2 脊山;忠澱池平面図
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第3章安定給水を目指した第2回拡張工事

2) 構造

沈澱池満水面は海抜476.6尺 (144.4m)で流入水量過大の場合は池内の口径24インチ (610皿)

余水吐管により余水を流出し，また池内清掃の場合には余水管の下方池底部に取り付けた制水弁

を聞き余水管を利用して排出する仕組みであった。

沈澱池はすべて配合1: 3 : 6のコンクリートをもって築造し，壁体には容積の 2割に栢当する

玉石を混入した。壁は前面6分の 1の勾配によって，上幅は3.5尺(1.06m)で山手側は高さ14.5

尺 (4.4m)，下幅が8.6尺 (2.4m)，河岸側は高さ16.65尺 (5.05m)，下幅が8.68尺 (2.63m)， 

間仕切壁は上幅4.6尺(1.4m)，基部幅9.4尺 (2.85m)で， ζれらの壁は厚さ 3尺(0.9m)の基

礎コンク Pートの上に建設した。床は清掃を容易にできるように，山手側から河岸側に向かつて

100分の 1の傾斜をつけ，そのコンク Pート厚さは平均1.5尺 (0.455m)で，その下は栗石及び

砂利で基礎を固めた。また，ひび割れを防ぐため，池は約30尺 (9.09m)角ごとに伸縮継ぎ手を

施行した。との伸縮継ぎ手は厚さ平均4分の 3インチ (20凹)のアスフアノレトと厚さ 8分の 1イ

ンチ(3醐)，幅16インチ(406皿)

の鉛版を両端及び中央を折り曲げ

てコンク Pートの中に封入したも

ので，壁体にはその前面に，床に

は下部に装置した。池の四隅はと

くに 1インチ (25阻)丸鋼を差し

込んで堅固にした。

工事着手大正元年12月13日

完 成大正4年2月258

工事費 180，592円25銭2厘

(扮膏山接合井

完成した青山沈澱池

場 所津久井郡串川村大字青山字柿浜(現津久井郡津久井町)青山沈醸場構内

形状寸法内径・深さとも20尺 (6.06m) 円筒形

構 造鉄筋コンク Pート造り，壁の厚さ10インチ (254nun)

床の厚さ 9インチ (229阻)，基礎厚さ 1尺 (30.3四)栗石

流入管口 径42インチ (1，050凹)管

流出管口 径42インチ (1，050皿)管

口径22インチ (560皿)管及び18インチ (460皿)管(既設)

笠石天端の高さは沈殿池の笠石と同ーとした。

工事費 2，063円39銭
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3. 導水工事

刷新路線

既設水道路線上流部は道志川及(j相模JIlの河岸断崖を縫ったため，豪雨ごとに事故が続発した

危険な路線であったので9 第 2回拡張工事においては，上流倶liはこの線を避け，青山沈澱池から

111手側に串)11-三ケ木@中野@太井等(現津久井郡津久井町)の各村の地下を隆道で抜き p 更に

新路線を築造し城山の麓で、城山水管橋を架し対岸川尻村(現城山町)に渡って既設路線に連絡

る新路線を設定した。)11尻村以降は大島(現相模原市〉に沿いて一部新路線を設け，新設大島

接合弁に導きョそれから下流側は既設路線沿いι )1[井接合弁を経て都筑郡西谷村(現保土ヶ谷

をめぐりョ西谷浄水揚に達する。

(2) 

l) 城山陰道

城山隆道は青山沈殿池構内Kこ接しておりョ津久井郡串Jl!村・三タ木村⑥中野村〈現津久井郡津

久井町)を通過して太井村(現津久井町)地内κ至るもので，その形状は次のとおりである。

務庁 西内法挟径間10尺，中央高さ 8尺の馬蹄形

延長 2，397.166問 358，5m)

その{也横穴 2延長124，5開 3m)

立穴延長88尺

着 工明治44年 2月27日上口 9 下口ラ第1第 2の横坑4箇所ーから導坑の掘削を開

始

成大正3年 (1914) 4月4B 

口から約 1，8αOrI2ぐらいの間は粘板岩で，ぞれから第2横坑ま

成岩ラその下流{良IJは玉石交りの赤土となり，下口の約 240mは再び珪石質であった。掘削した上

口粘板岩は空気に触れると風化膨張して土圧を増し?支保材を圧迫して危険を感じたことがしば

しばであった。湧7J<.H:粘板岩と赤土の部分には極めて少なかったが少珪石賀水成岩の部分は多量

でヲついには上表部における井戸水の枯渇問題を引き起こした。また 9 上口からの導坑掘進中約

170mから300胞に至る 130mの問℃は可燃性ガスが発生して危険な状態と君主ったがp その後間も

なく :Jj、スの発生がとまって工事が続けられた。

としては地質の関係上，第2横坑と下口方面は手掘りにより，上口と第1横坑

方面は機械掘りで進めた。最初は坑内の点灯はカンテラを使い2 掘削した土石や材料の運搬には

坑内に軌条を布設し，上口方面への逆勾配に対レては牛を使役したがs その他は人力によって行

った。また宏通風用空気圧搾機や時u岩機のための動力用と L"C，上口に16!馬カラ第 l

iたが，エ事が進むにつれ9 運搬や通風用に更に大きな動力が必要とな
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第3幸安定給水を目指した第2回拡張工事

ったのでD 道志J!iの水力を利用した発電所を建設Lてこの電力を各所に配電し，照明も電灯に改

めa 牛車は時速16kmの15馬力電動車に変札石油発動機は電動機と取り替え9 排水にも電動ポン

プが採用されるなど3 新技術が採用された。

この隆道はその延長において当時の日本一長い隆道であった笹子トンネノレ 647m)に 匹 敵

するものであるにもかかわらずラ断面積は笹子トンネノレの 3分の lに過ぎないという小さなもの

でラ空気の流通も大変に悪〈工事は難航をきわめたがp 市内給水が窮迫している状況から工期を

ヰ目千真)11

断頭図

完成時の城山陰道内部と口径42インチ導水鋼管
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完成時の城山陰道 現在の城山陰道(近代水道百選)

短縮するために奨励金を出してまで強行した。この隆道工事は第2囲拡張工事中最大の難工事で

あり，当時として施行上最も困難視されたもので，工事期間もまた長年月にわたったが，この工

事は実に第2回拡張工事の成否を決する重要工事でもあった。ともあれ，予定どおり完成できた

のは，関係職員と工事請負業者が一致協力し，昼夜を問わず努力してくれた賜であった。

城山陵道の延長，工事費及び坑内の構造の状況は次のとおりである。

隆道総延長 2，397.166問 (4，358.5m)

ほかに横坑 124.5間 (226.3m) 

計 2，521.666開 (4，584.8m)

工事費

請負金額

支給材料セメント

煉 瓦

計

737，085円013銭

59，531同550銭

181，409円831銭

978，026円394銭

2) 太井隆道

津久井郡太井村(現津久井郡津久井町)地内城山の北麓を貫通する隆道で，その延長は 50問

(91m) ，断面内法径間10尺 (3.03m)，中央高さ 8尺 (2.42m)の馬蹄形で築造し，間口から中

央に向って300分の 1の勾配をとり，扶環煉瓦2枚巻き， (一部3枚巻き)，側壁は厚さ 1尺(30cm)

のコンク 9ート造りである。

明治43年 (1910) 8月27日着手し，翌明治44年4月2日完成した。工事費には 2万3，985円89

銭2厘を要した。

3) 川尻薩道

津久井郡三沢村及び川尻村(現津久井郡城山町)地内において，旧水道路線の迂回部を直線に

貫通して築造したものである。延長268.3間 (487.8m)，上口坑門部3.5問 (6.4m)間は扶環側

壁とも 1尺ないし1.25尺 (30cmないし38cm)の鉄筋コンク Pート，表面を煉瓦張りとし，次の
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第3章安定給水を目指した第2回拡張工事

表 3-5 城山1返送の構造

分込 !l | 位: 置
Fjs 道 i~IJ E主 t共 環 jJp t共 排 JJc 

勾配 延長(間)構造(枚) 延長(間) 構造(枚)1延長(問) 構造 延長(問) 構造 延長(問)

(点)。ωo レン力、4 10.000 レン174 10.000 コンク 10.000 

リート

石川陶管10.000 
厚1Rコン

700.000 

下りEjE
レンガ3 290.000 クリート

300.000 

700.000 541.000 

本
クリート 厚さ8寸

841.000 コンク 740.000 

リト
885.000 

1，040.000 、I)EiB796.000 レン17'3 1，992.858 
溝渠 1.152.000 

1，681. 000 
ム'-nノ」30ー0 70.000 レンh'3 1，161. 858 ナシ 782.000 

11'，751.0∞ 
下りEjE 71.000 

1，822.000 
厚l尺

1，852.000 コンク 180.858 

上り古2，002.858 271.167 
レング41 5.000 原j1. 2J¥コ5以)0

ンクリート 5.000 
2，007.858 陶管 395.000 

線
2，093.167 

厚1尺

2，247.000 コンク 263.808 

リート

~， 247.16民~Ir 市 レンガ3 389.3U8 レンガ1 :589.308 
304.000 

2.271. 66 
i薄渠 150.000 

2，397.16 

区 側 H辛 〆T"快 jl[J tll: 相ド 水
位置

フf 構造(枚) 延長(間) 構造(枚) 延長(間) 構造 延長(間) 構造 延長(間)

第 坑門口O点 レンカ、4 15喝 000 レンカι 15.000 
!享1尺コン

15.000 

1 
クリート

横
15.000 11サ1子yλ巨く 93.000 

坑 93.000 レンガ3 78.000 レンカコ 78.000 

坑門口O点 レンカ、4 15.000 レンカ1 15.000 厚l尺

第 コンク 30.200 

2 15.000 リート

横
溝渠 31.500 

30.200 レンカコ 16.500 レン刀、3 16.500 
坑

(注)第1横坑l土本線1，681心JO点?第2横坑は本線1，822.000点が坑門口。
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きとして一部仰扶を省いた。本工事は10問 (18m)間はf.r:n挟とも煉瓦4枚巻き 9 残り全部3

明治43年 (1910) 工事費は78，302円90銭7厘でら月31日完成し，9月29日着手，同45年 (1912)

あった。

導水路繰伶)

青山沈j殿場から新設西谷浄水場に至る間にわいて，隆道或いは水管橋部を除いて導水路線築造

里道も利用した。ま?とラ一部新設路線を除いて大部分は既設路線の拡張で，工事を施行したが，

必要に応じて道路の付替えや石垣の築造も施行した。工事は主として地元の請負業者に発注し

(単位!向。j宅)

[;{ I::J 民 J& 延長〔問(m)J T 'j¥ '{'I I イ1111 Jj 

J)& IJI除juド口から
大)1:十j 1185(215.4) 3‘642.797 菊f "え，L 

太JH，をほトJIまで

太~1路辺ドuから
3GQ.S(G71.8) 4，773.10ι1 :羽J "じ1ιL 11 

jJ'K LIJノJ('n十五まで

J 11 /)cE~主 j丘ド口から
Jl1 J;c村・).:il(1J l山山11)f'州削 |け路線拡張一部新設

大J;，)絞 {HIーまで 外lこ 古Pf!j丘も干IJJ1J

大iJ(十j・[1[ :('，十j・i.'，'j' +J. 

大，1:，lj抜イ?チ|子力、ら Jf1; iNI1 13司 800.31(25町()則。) 7，151.334 
旧路線拡張

同 1~ 村 JII ，I，，\まで 大手[1十J'11j 十t.点11'汁J. 外l二 日1;'1日立も平l]fjJ

有1;1，1川、J.jJlji川、I

rJ何?子付 JI1 ，1，，¥から
jtLj i沖、j l‘155(2，099.8) 1，270.000 別「 l-zj1乙し

1m Z~ /[!-}J<. tb;まで

た。

図 3-4 第2回拡張水道施設概略図
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城山水管橋

城山水管橋は城山の麓と対岸の相模台地問の狭い所に架設したものでラ上流側橋際ま
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第3章安定給水を目指した第2囲拡張工事

れた口径42インチ (1，050mm)導水鉄管を口径32インチ (810mm) 2条に分けて橋上に添架した。

橋は左右両岸に橋台を設置し，河中にはコンク Pート基礎台上に煉瓦積みの橋脚を 2個設け，そ

の笠石・床石・隅石には花闘岩を使用したが，左側橋脚だけは岩盤でなく砂地であったため，カ

ーブシューをつけた箱枠により平水面以下36尺 (10.91m)まで沈下させて施行した。

城山橋上構部は口径32インチ (810皿)鋼管 2条のほか，将来の拡張を見込んで同径の鉄管 1

条を増設できる余裕をもっていた。橋の径間は180フィート (54.86m)で，フラット下路式構桁

2連並びに同25フィート (7.6m)の銀桁 1連とし，自重，架設する鉄管の重量，管内水の重量

はもちろん， ζの付近に要する最大重量の鉄管を乗せた四輪台車2台が連続通過する重量及び積

雪の重量，風圧等も十分計算された設計であった。

構 桁 フラット下路式釘綴 (両端軸針) 2連

径 間 両端ピンの中心間 180フィート (54.86m) 

幅 コードの中心問 16フィート 6インチ (5.03m)

高 さ 上下コードの中心開 30フィート (9.14m) 

構 格 20フィート (6.09m)

構格数 9個

そ り 中心において

飯桁

径間

工事費

図 3-5城山水管橋構造図

L. W. L 75.26M 
一一喜三三三F 一一

3インチ (0.075m)

1連

25フィート (7. 62m) 

83，778円46銭 5犀
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減山水管橋

小倉水管橋(大正4年)

有が口径36イY チ鋼管，左は口径22イY チ及び

18イνチ鋳鉄管

との工事は明治45年 (1912) 2月 5

日着工したが，所要鉄材その他の収集

に日時を要したため，大正 3

4月15日にようやく完成したものでp

実に 2年有余の年月を費やした。その

問，暴風雨，洪水等に遭遇しフあるい

は足場ラ遣方の流失，掘削部分の埋設

が生じるなど，工事は困難をきわめ

f亡。

2) 

津久井郡川尻村の向ケ原(現津久井郡城山町)の境界

を流れる渓流に，小倉水管橋を架設した。とれは放物線

双銃肋挟(アラット@バラボ~.i)ック叩ツーとンジ@リ

ップドアーチ)でフ径間は両端ピン向の距離70ブィート

(21. 3m)，中央ライズ7アィート，両肋の中心

間隔 6ブイート 33mλ 格問はおのおの 7フィート

でPある。

上部には口径36インチ鋼管i条を支持するほ

か，風雪 e風圧に対し卜分安全な計算で設計された。西

岸は強固な岩盤であったのでこれを利用い掘削して鉄

筋コンタソート橋台を設り，花岡岩の床石を設置した。

本工事にはラ工事費 2，141p::j 36銭を投じ大正3年

6月13日着手， I司年10月1日完成した。

導水管内圧を調整するためヲ大島とJli井にそれぞれ接合井を築造したo

1) 大島接合弁

位 置高座郡大沢村大島(現相模原市大島)

形状寸法向筒形

内径 15尺 (4.

さ 19尺

J ~雨水面 L7.28尺

i低水面白尺

構 造底部基礎自l栗石 2尺 コンクリート 2尺 6m)
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強li 壁鉄筋コンククート 厚さ 1尺 (0.3m) 

管 入出菅口径36インチ (910岨)管

側 管 口 径36インチ (910阻)管

j造水管及び余水管 口径24インチ (610mm)菅

着 工大正2年 6月

完 成大正4年 1月

工事費 5，041同95銭 5厘

2) JII井接合弁

位 置都筑郡都岡村大字上JI!井(現旭区上川井町〉

形状寸法同筒形

内径五尺 55m)

深 さ 17.63尺 (5.

満水面 16. 93尺 (5.13m) 

低水面 12宇 774尺 (3.37m) 

第 3章安定給水を目指した第 2回拡張工事

構 造底部地盤が軟弱なので杭打を行い?栗石(厚さO.6m)，コンク 9--トく厚さ 2

尺 (0.6m))を施行した。

側壁鉄筋コンク Pート厚さ 1尺 (0.3m) 

管 入水管口径36インチ (910mm)管

出水管 口径38インチ (960mm)管

溢水管及び余水管

口径24インチ (610mm)

既設接合弁とは口径18インチ (460

皿m)管により連絡した。

着 工大正2年10月

完 成大正4年 1月

工事費 2，065円15銭

(6) 鉄管布設

川井接合弁

青山沈殿池を起点とし西谷浄水場に至る導水管工事はう上流側は遠隔かつ交通不便な路線であ

り，一部は隆道内に布設されるなど，特殊の事情から，管理上つとめて事故の発生を避げるため

にも，比較的強じんで安全な鋼管を使用しp 下流側は鋳鉄管を布設した。

。鋼管布設工事

青山接合弁から 1
↓ロ怪42インチ 050m皿)鋼管

城山水管橋まで j
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城山水管橋右岸から 1
}口径32インチ鋼管2条

JIi尻隆道上口まで J

)11尻隆道上口から l
トjゴ怪42インチの50血皿)鋼管

グ 下口まで j

川尻隠道下ロから i
}口径36インチ鋼管

大 島 接 合 弁まで J

本 J 11尻隆道下口で既設18インチヲ 22インチ (560rnm)及び新設の36インチ

管に接続

口径42インチ鋼管延長19，715尺 制水弁 2個排気弁 6インチ 2個

口径36インチ 鋼管延長 8，399尺 制11<.弁 1個排気弁4インチ 4個

口径32インチ (810mm)鋼管延長1，887尺 制水弁4個排気弁3インチ 3個

この鋼管はマンネスマン社(ドイツ〉

製鍛接鋼管(直管の長さは 6 を使用

した。

;導水管工事は城山陰道工事の進行によ

って大正 3年 8月8日に全区間

の接続を完了して通水したが，すべての

完成をみたのは同年11月30日であった。

工事費には42万3，970円05践を要しヲ

その内訳は次のとおりで、ある。

口径36イ Y チ導水鋼管布設工事

口径42インナ(1，050mm)鋼管 312，394同10銭

口経32インチ 阻)鋼管 12，718月10銭

口径36インチ 阻m)鋼管 98， 

2) 鋳鉄管布設工事

既にこの時代になると国内においても大口径の鋳鉄管が鋳造可能となっていたのでaフ

島~~JII井間の内径36インテ凹皿)管及びJ11井~西谷間の内経38インチ血血)管は園内製品

を使用。
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西
延長8，397m

982m 制7J三弁15個排気弁3イ γチ17個

市j水弁 7個排気弁4インチ 4個

6インチ 5個

との区間の河J1Iの横断は全部でお箇所に及、び3 うち 2箇所は水管橋をもって渡 L

底伏越であった。
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第 3章安定給水を目指した第2回拡張工事

鋳鉄管工事は大正元年 (1911)11月1日に着手し，同 4年 3月10日完成をみたもので，工事費

には122万9，100円57銭を要 L，その内訳は次のとおりである。

口径36インチ (910mm)鋳鉄管工事 805，308同30銭

口径38インチ (960皿)鋳鉄管工事 423， 792円27銭

運輸軌道の布設

この軌道は工事施行上の臨時施設として施設されたものであるがヲ水道官路の維持管理上必要

な部分は経常部門に引き継ぎ，その他のものは工事完了後撤去した。

津久井郡二ケ木県道M j 
1，743m 

城山陰道上 iコまで

青 III 接 よ口〉、

5，121m 
城 山 オぇ 存目立 橋まで

城 山 水
4，123m 

大 島 接 i口L 井まで、

大 島ー 接 i!コ』 井から i
31， 556m 

111 井 接 iIコ斗 ヂi二まで

J' I 升二 接 主口』

2， 333m 
西 谷 浄 水 場まで、

西谷浄水場から!
5，048m 

久保町保土ケ谷材料置場まで

岩間陸揚揚からl
2，615m 

西谷潟水揚下まで

言「 53，139m 

当時の測量器主主 iiJ!U銭_I0 1チェーンは約20.1m (横浜水道記念館展示)
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浄水場工事

新たな構想の浄水場には，各候補地について選考の結果，都筑郡西谷村字向台(現市内保土ケ

その敷地総面積は 3万3，265.2坪(約llha)で，施工基面高さは海抜

この構内に耀過池8池，配水池 2池，着水井等付帯施設を建設し

4. 

谷区川島町)が選ばれた。

241. 51尺 (73.185m)である。

た。

漉過池)
 

-(
 

緩速砂床鴻過池1池の長さ212尺 (62.24m)，幅151尺 (45.76m)，側壁高さ 8.5尺 (2.58m) 

1日12ないし 9尺 (2.73m)，面積871坪 (2，880n1)のもの 8池を建設，

尺 (3.64m)の躍過速度をもって 1日263万5，920立方尺 (7万3，360rri)の水量(1池1万480rrU

うち 1池は予備とし，

を櫨過する。

櫨過層の厚さは水深 3尺(0.9

m)，砂層 2.5尺 (0.76m)，砂

利層1.25尺 (0.38m) とし，最

良好であるので組粒のものを採

鴻過砂の選択については水質が

択し，躍床の閉塞による頻繁な

底部には煉瓦2枚を敷いた。

かき取り洗浄を避けるようにし西谷浄水揚(大正4年)

新設西谷浄水場平面図(第2回拡張工事)
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第 3章安定給水を目指した第 2回拡張工事

た。以上の趣旨で採択された砂は千葉県富津海岸のもので.砂利は多摩川産が選ばれた。

捕過池の付帯設備

温 水 井 2イ箇

煉瓦造り 内径 4尺(1.淳、さ煉瓦 17改半ぅ深さ平均8， 5尺 (2圃 58m)

温水管着水井用内径18インチ (460mm) 3条

櫨過池用 内径12インチ (305m皿) 8条

浄水井用 内径24インチ (610mm) 1条

汚水井〈排水弁) 8個

躍j盈池用 5個配水用 計固

内 径 4尺(1.2m)但し 1i憶は内径 5尺 (L5m)

厚 さ 煉瓦巻上部 1枚半，下部2枚もないし 3枚

深 さ 16尺ないし28尺 (4.85m~8. 5m) 

汚水管(排水管)着水井用 口径12インチ (300mm) 1条

i慮過池用 口径12インチ 8条

浄水井用 口径6インチ (150nun) 1条

着7k弁

ロ径38インチ (960mm)導水管からの原水を受けラこれを同径管をもって各踊過j也に分送

するもので，形状寸法は次のとおりである。

長円形長径 19尺 (5，76m)，短径 15尺 55m)

深さ 14.5尺 (4，

水深 m66尺 (3.

水位海故244包 28尺 (74.02m)

中央浄水井

躍過j也からの潟水を構内 2池の配水池及び野毛山配水池に送水するもので9 形状寸法は次

のと:j:5りである。

同 形内径 15尺 (4.55m) 

深さ 16，2尺 91m)

水深 12尺 64m)

水位海抜 240.31尺 (72.

構造は，底部は基礎割栗石の上に厚さ 2尺 (60cm)のコンクリートで固めD 周囲壁は煉瓦

3枚巻とした。そして，上部には八角のルネサンス式煉瓦造りの上屋〔面積6，69坪 (22rrf)コ

を設けた。

整水室上屋

ごみラその他外物の侵入を防ぎ，纏過速度調整機を保護し，併せて場内に美観を添える日
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的で，煉瓦及び花崩岩造りのルネサンス式上屋ラ 8j東〔各 1棟面積4坪 Jを建設し

た。

当時の需要は新設の 8穂過池全部を使用するまでには至らなかったのでヲ工費の節減を図る意

味で 8池のうち 3池K対しては当分繭過材の設備を見合わせた。穂過池は明治45年 6

月1日着工し3 大正4年 3月31日に完成したがヲ工事費として39万7，731向38銭8厘を

要した。

西谷潟水場整水室〔大正、4年) 現在の西谷浄水場整水室上屋

配水;也

配水池は浄水揚構内第4号漉過j也に隣接して 2池(1池貯水量8，築造した。

2池が相隣接している配水池の構造。寸法は，その中間に11屈10尺 03m)，長さ240尺 72

の通路を設けて境とし各池内法長さ240尺，幅156尺 (47. ，水深は有効水

深18尺 45m)に設定した。池の南方両端における最小総水深は 5寸の余裕を持つ

18.5尺 (5⑬ 61m)としラこれから隔壁に向ってi'fu底に 200分の lの勾配を付けフ隔壁下の最大総

水深は19.25尺向。とした。またs 池底には側壁に近く 200分の 1の勾配を持つ下水溝を設

け，池内清掃の便を図った。構造上ヲ池内に隔壁と直角の方向に心々12尺ごとに19個

の導流壁を並列したうえ，池を20区画に小分け L，その一端を交互に相通じて流入口から絶えず

流出口へ向って流動して停滞する乙とのないよう配慮した。

また 3 池内には縦横12尺 64m)ごとに支柱を設けョこれによって床桁式天井を支持させ

た。天井は中央から南北両端に向い50分の iの勾配を付けアスファノレトを塗布したうえ，厚さ2.5 

尺の盛り土を 施 行 し3 外気;康度による影響を防いだ。更に，天井には45個の換気孔と 3

個の採光窓を設置し， 85個の電灯を備えた。流入管は口径38インチ，流出管は口径42イ

ンチ管，温水管。汚水管(排水管)0 連絡管はともに口径24インチ管とし，

いずれも鋳鉄管を使用した。

コンクリート造りであり， した。

底 部 損l粟基礎の上に柱の土台とたる部は 6尺(1. また ζれらをつ念ぐ縦横連
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第3章安定給水を目指した第2回拡張工事

絡桁の厚さは1.5尺吋 9 その他の部分は厚さ 803寸 (25em)の床コンクリート

を施行した。

側 壁高さは底面上20025尺 14m)ないし 24.37尺 38m)，厚さは上部 6.7寸 (20

司下部1.33尺 (40cm)としラ別に12尺 (3. ごとに厚さ 2尺 ω1)ァ上幅

1. 17尺 (35cm)，下幅7.3尺 21m)の扶監を設けた。

隔 壁 高さ21.5尺 51m)ラ厚さ上部6.7寸，下部R3寸 (25cm)

配水井同形径 18尺 45m)，深さ23.3尺 (7.

底部厚さ1.25尺(羽田〉

周壁厚さ1.25尺 コンクリート造り

上屋八角形ノレネサンス式上屋

配7]<.i也は大正2年 (1913) 4月1日工事に着手しp 大正4年 3月31日完成したものでラ工事費

には34万9，570同13銭 6厘を喜きした。

(3) 西谷浄水場各施設建設仮設工事

。コンクリート用水

鴻過ifuや配水池築造に必要な工事用水はl惟子JIIからポンプで汲み上げp また配水池築造の際に

試掘した穿井(1個)を用いたほかヲ浄水揚北方の谷に小堰堤を築き，わずかな湧水と雨水を貯

j留し電動小ホ。ンプで揚水した水も活用した。

i惟子J11揚オくは柑子)11岸に内径3尺，深さ 20尺 2m)の波水井を掘削して手持ちの

ウォーシントン式蒸気ポンプ 2台と立型

蒸気汽缶 1台を据え付けラ運搬道路の配

水新路線に沿って総延長 1，597m (ガス

管 3インチ管 888m， 2インチ管 62m，

1.5インチ管333m，1インチ管314m)の

配管工事を行い，浄水場の東南部に設け

た高さ 9尺 (2.'1m)ラ方205間

の台上に l幅。長さ各 9尺 (2. 深

さ 6尺(1.の水槽を造って給水し

た。

2) 材料運搬設備

西谷浄水場築造に使われたコンク Fート混和機(大正2年)

海抜 240余尺 (70m余り)の西谷浄水揚てや使用した工事材料はラ以下のように膨大な量に達し

ている。したがって?この運搬は当時としては非常に大きな問題であった。

鉄管類 2，198本 :煉 瓦 1，423，511枚 (3，559t ) 

石材 12，400切 木 材 5，000尺〆
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鉄材 1，460t 

砂利 5，476立坪 (54，760t) 

割栗石 1，055立坪 (10，550t) 

セメント 43，645樽 (7，247t) 

砂 5，251立坪 (52，010t) 

(注)セメント 6樽で 1t，砂利・砂・割栗石は 1立坪で10t， ;煉瓦400枚で 1t， 

尺〆は 1尺角 2問材。

そとで，まず雄子川の水運によって保土ケ谷町の岩閉まで機材を運び，陸運の設備として問所

から坂本の西谷浄水場下に至る2，354問 (4，280m)に軌幅2フィート (61cm)の18ポンド軌条を

最初単線で，後に ζれを複線に改め布設した。また，坂本から浄水揚構内に至る417間 (758m)

の間は道路が険しく幅も狭かったので，帽を 3間 (5.45m)に拡張し，勾配を緩和して運搬道路

を築造したうえ， 18ポンドの複線軌条を布設し，牛馬を利用して運搬した。しかし， ζの運搬道

路だけでは十分でなく，計画された物量の輸送力にはほど遠かったので，更に架空索道を建設し

て輸送力の増強を図った。

との索道には玉村式を採用したが，構造の大要は次のとおりである。

単 線 式路線の延長3，925尺

(1， 189m) 

両端の高低差 206尺 (62.4m)

1分時の運搬速度 360尺 (109m)

支 柱鉄柱14基，木柱 2基

搬 器 6分の 1t積

所要動力 25馬力

着 手明治44年12月9日

落 成明治45年 3月31日

西谷海水揚計量器室と資材運搬索道(大正4年) 工 事 費 16，601円25銭

また，との索道によって運搬した材料は次のとおりである。

割栗石 9，650 t 砂 利 53，200 t 

砂 27，360 t セメント 43，470樽 (7，218t) 

5. 配水施設工事

第 2回拡張工事の配水工事は，単に大口径管の配水幹・支線を増設して給水区域の拡張を図っ

ただけではなく，配水方式を管網式に転換し，かつ市内を標高60尺 (18m)を基準にして高低の

2区に分けて水圧の増強を図り，高区に沿いて40尺 (12m)ないし70尺 (21m)，低区において

45尺 (14m)念いし140尺 (42m)の水圧を保持さぜ，更に各地区別に将来の発展を見越してそ

の予想給水量に応じられる配管をするなど，市内配水についての根本的整備を図ったところに特
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口径36/fYチ配水管布設工事

(橘樹君1程ヶ谷WT，現在の保土ケ谷区内)

色がある。また，配水管に設置する消火栓につ

hてもう!日来の球式消火栓は構造は簡単であり

価格も低販で排気弁の機能をも兼ね備えていた

が，火災時の使用上不便で、あり勺管内水圧低下

の場合に汚水が浸入する欠点があったのでフ本

拡張工事に際しては消防当事者の意向をもいれ

て新しく平底弁による開閉型の消火栓を採用

し9 栓口を単口のものと双口のものとの 2種類

とし勾 6インチ皿)管以上には双口を，

4インチ管には単口を設置する方針

をとった。しかし当時，既設球式消火栓は公

設1，220基s 私設233基計 1，453基に及んでお

り， ζれを一挙に改設することは困難であった

ので，当初は地域的に区別し，新式消火栓は中

心地区から順次設置することにした。

上記の計画を表示するとと欠のとおりである。

'r!J 1片 Wj ね
区分 1也 f或 UIι(ha)J 

i自区 松il:j60尺(18m)以上の地域 2，895ヲ000(957)

cp部 rr-~ 区及び低I乏乙部以外の地域 3，78白，000(1，253)

低区 野三f.~4J太!:JJ ・ iioi古:田・関内
|乙剖; 冗町J.根岸方面]

1，331‘000(440) 

8‘015，000(2，650) 

言書 3牽 安定給水を巨指した第2回捻張工事

第 2回拡張工事の市内配水管工苓

(月岡町崎現在の西区老松町付近)

ーにk&
予定人口 kk大;;j(，11 ( 4JJ干少)

(人) 〔立方jミ(.e )) 考

75.000 3.47(96.57) |丙谷・川井

509，000 23.57(655.95) 西谷

216，000 10.00(278.30) 聖子三巴山

800，000 37. 04( 1. 031) 
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王ド:橋水管橋(大正3年)

アド配水管工事に着手したのは大正2年 3月

2]日であったがヲ翌大正 3年 8月に高区配水管内径24

インチ (6101ll!n)本管の通水を行ったのを手始めにフ

大正4年 3月31日までにすべての工事を完了した。

直 第 2回拡張工事と関連した事件及び工事

1. 第 2回拡張工事κ起因した事件

一÷
〔インチ(mm)J 〔フィート (m)J 

36 (910) 14号303.9(4，359.7) 

30 (760) 5ヲ728.2(1ヲ746.0)

26 (660) 5，163.6( 1，573.8) 

24 (610) 18，30G.1( 5.579.5) 

22 (560) 2フ7318( 832.6) 

20 (510) 10，87G.5( 3，315.0) 

19 (460) 15，211.5( 4，636.4) 

15.5(390) 2g，889.9( 8，805.4) 

12 (300) 12，175.8( 3，711.1) 

10 (250) 15，534.0( 4，734.6) 

g (200) 28，294.8( 8，624.0) 

6 (150) 32，801.4( 9，997.6) 

4 (100) 204，381.9(62，294.5) 

394，399.4(120，210.2) 

(1 ) 青山沈澱地護岸事件

青山の拡張工事で沈澱池防護のため護岸工事が施行されると，護岸新設によって道志mの水勢

が変化し下流に大き念影響を及ぼすという懸念から，串川村民による非難や陳情がしばしば繰

り返されヲ大正2年 9月25日にはついに串川村長からの善処方要請を受けた。 ζれに対

して，津久井郡長や県知事の斡旋もありう数次にわたる交渉を重ねた結果，大正 3年 1月26日p

|村に対して次のような措置をとることでようやく解決した。

モ/トス。

第一係 串川村ハ左/同村村有地ヲ代金参千参百七拾九国五拾鏡ア.J.;l、テ横潰市へ責渡ス

津久井郡串)I!村大字青山宇柿演三千二百五十九番

一，原野芝地七町三反五畝二十歩同郡同村大字馬場三千百九十九番

-原野芝地一反五畝 j歩

第二候 串JII村ノ¥同村大字青山字馬場地先積ニ在ノレ無番宮有地ヲ追テ同村共有地ト確定

ヲ以テ横潰市ニ責渡スモ/トス。

シッ、アノレ水道撰張工事ノ矯メ串JIi村地内道志jji筋

)11岸及川敷ニ於テ従前ヨロ施行シ叉

タノシ

篠一一一
ダ
第
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第3宣安定給水を目指した第2回拡張工事

受ケ叉ノ¥受ケムトスノレ諸損害ニ封シ賠償トシテ金萱千六百武拾園ア同村ニ支持プ

モノトス。

第四保 串J11村ノ¥横演市ニ於テ第バ捺ニヨ P土地ヲ買受ケ又第三ノ義務ヲ果ス上ノ¥持

来同市ニ謝シ前保水道工事ニ付苦情ア申立テ叉ハ損害賠償ヲ要求セサノレモノトス。

第五係 横演市ノ、本質書第一篠ノ原野芝地ノ内市ニ於テ使用ニ必要ナノレ部分ヲ除キ不必

要ニ至リタノレ部分ハ申m村/申出ニ依リ無償ニテ之ァ同村ニ貸付ケスヘシ。但シ

本i照/執行ノ¥市曾ノ協賛ヲ1深件トス。

(ホ 1反キ992d)

また，これと関連して内郷村に対しても金 500同を交付することに友り，同年 1月24日次の覚

書を交して無事解決した。

完書

横演市ノ¥水道工事ノl l.~b メ本村及ヒ串)i I村問ニ於ケル道志川筋右岸(青山寄)JI!岸及ヒ

川中ニ於テ従前ヨリ施行シ又将来施行スヘキ諸工事ニ基因シ本村及ヒ同川i左岸本村地主

カ既ニ受ウー又ハ受ケムトスノレ諸損害ニ劉シ賠償トシテ金五百園ヲ本村ニ支持ノリ〆、ニ於

テノ-"'7将来同市ニ封シ水道工事、ニ付苦情ア申立テ文ハ損害賠償ラア要求セサノレモノトス。

(2) 中野村。太井村潟水枯渇事件

城山陰道工事が着工されると 9 太井村住民から隆道が自分の使用井戸付近を通るので必ず井水

に影響が生じるはずだという警告的陳情書が提出されたがp 明治44年 (1911) 8月25日ヲ井戸が

混濁してわずかの濁水を残すだけであると訴えてきた。そこで，混濁の原因が隆造工事によるも

のであるかどうかは容易に判別できないがラかりにi娃道工事に原因があるとすれば法律上の責住

はいかに帰着するかについて専門家にその銭定を求めたと ζ ろヲ法律上なんら賠償九の責なしとの

結論を得たが92事情において忍び得なかったのでp 一時金として75円を交付して解決した。

しかし，工事が進むにつれ太井村でも中野村でも井戸の枯渇が続出し，ますますその範囲が広

がる勢いをみせたためヲとの問題はもはや個人的関係を離れて村の問題となり，しばしば県に陳

情するようになった。県では市に対して調査を指令しラかっその善後策を講ずるよう望んで、きた

が，県も枯渇の原因の真相をつかみ得ないので，農商務省に技師派遣を申請したところヲ明治44

年12月末p 河野農商務省技師が派遣された。しかし，工事の進行に並行して井戸水の枯渇はいよ

いよ著しくなりフ村民の苦情は高まって不穏な情勢となったので9 県の内務部長から調整につい

てたびたびの指示があり，水道常設委員等が中野村に出張して3 中野村ほか 3か村組合長角田福

三と折衝した結果ヲ明治45年 1月21日，ょうやく次のような仮約定を締結した。

眼契約書要旨

水道局ノ、中野村外三ケ村組合ニ於テ隆道工事施行中テアルノテ現下ノ実情ニ鑑ミ蛤水

費用ア負措スノレモ/トスノレQ
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第一f阪本臼現在/給水戸数ヲ八十戸，之ニ謝スル給水費用ア一日捨五園ト定メラ

/櫓加戸数 l戸ニ付一日拾八銭七厘五毛〈拾五園/八拾)ヲ増加スノレ。

第二燦組合長ノ、前陳ノ割合ニテ給水ア引受ケp 給水量其他毎戸配給ニ付一切ノ責ニ伍

ズノレモ/トスノレ。

第三傑 組合長ノ、本契約ノ日付以前ノ給水費用ヲ水道局ニ請求シナイ。

第四僚組合長ノ、第一候記載/金額ノ範囲テ給水設備其他一切/準備費等ヲ支排シ決

テ水道局ニ之ア要求シナイ。

第一候乃至第三保ノ¥中野村ニ関スノレモ/トシラ太井村地内ニ於ケノレ明廿三日ヨ

Pノ給水戸数ヲ拾七戸トシフ一日分ニ付中野村ノ約半額剖チ九銭トシテ爾後/

加戸数ニ劉シテモコレヲ適用スノレ。

場合ニモ組合長ハ本契約ニ定メタモ外水道局ニ要求シナ

イ。

第七保天災ソノ他ノ関係ニ因 P シ:タ 金額ノ¥従テ減少ス

ヘキモノトスル。

コ/約定ノ、給水醤朕ニ回復シ夕日ア~テ自然解除サレルモ/トスノレ。

との{反約定をもとに交渉を進札本市水道局並びに 3か村組合の合意を得?正式承認すると ζ

ろと在った。本市は用水枯渇に対して救済する ζ とに決定したがヲこのような交渉の間に県によ

る河野農商務省技師の調査とは別ι 京都帝国大学比企忠助教授に調査を依頼していたο

ζの調査の結果とう先に調査済の農商務省河野技師のものと対比するとラ 中野村

の減は主として隆道工事に起因するが，太井村はーヲ二を除いて関係ないと，結論づけている

のに対して，河野技師は中野村の一半は隆道工事に関係して生じ太井村は全部工事に起因して

いると判定するなど鑑定結果は必ずしも一致しておらず，その判断は難しかった。そうしている

うちにもその後水量は幾分回復の兆がみえてきたのでp 明治45年 5月1日から中野村の給水費用

を1日1'7円50銭と改め，これを最高限度とするよう村長と協定した。

また，太井村からはラ湯水を陶管で引水し呼井戸を設けて貯水するという永久策をたて，引7]<:

延長に資 する してきたーので9 同年7月181ヨラ この工

事費を負担する ζ とにより解決をした。

中野村に対する給水恒久対策も種々検討していたがヲ県から市において簡易水道を建設し

に引き渡すよう要望を受けs 明治45年 6月4日に中野村給水設備計画蓄をつくり，これをもとに

わたる協議を行ったが解決に至らず，大島知事の調停でようやく次のように協議が致つ

7主 G

H 横讃市ノ、中野村住民二割スノレ給水設備ノ目的ヲ以テ金京高査庁萱百五拾国

ノレ。

内課給水設備

設備完成迄/給水費 参イ千童百五拾国
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第3業安定給水を目指した第 2回拡張工事

(自大正二年一月一日至八拾日間〉

(二) 中野村ノ¥右金額ノ範圏内ニ於テ将来飲用水ノ不足ナカラシムヘク 9 又将来此等ノ問

題ニツイテ横j室市ニ何等申出テサノレコト。

同 明治四十五年一月サ一日/給水契約ノ¥本件金員ノ授受ト同時ニ解除スノレコト。

かくして大正元年 (1912)12月 27日には両村と覚書を取り交したので、水問題はようやく解決

しことに中野村については将来問題を引き起す余地がないかにみえた。ところが，このような

交渉を重ねている聞の翌年が近年まれな日照りでもあったので3 用水枯渇の原因について再び不

満が高まり p 村では更に専門家による厳密な鑑定が必要であることを県ヘ願い出，再度河野農商

務技師の実地踏査が開始された。

河野技師は大正2年 6月 1日から 6日間調査を行いラその報告書で多くの井戸の枯渇の原因を

主として隆道工事に帰してはいるがヲ一部不明のものもあり釈然としない感じであった。という

のも 3ζ の年の日照りは格別で、，他の町村においても一様に水量の不足を騒いで、いた時でもあっ

たので，市は水不足の原因者としての扱いを受けることに不満があった。しかし中野@太井両

村民は皆とれを隆道工事に起因するものとしてラその協議が長びいて進まないのに業を煮やし，

ついに大正 2年 8月 1日早朝シ中野@太井@又野の各村民数百名が同村諏訪神社境内に集合しラ

水量枯渇に関する村民大会を聞いて焚出しを行いp 酒樽を抜いて気勢をあげ，問題解決まで断回

戦う旨の決議を行った。 ζ うして状況が険悪となった。そとで水道局ではi鍾道下口の工事を一時

中止する一方，緊急水道委員会を開きラ村民と協議するため水道委員等を中野村に派遣したが要

領を得なかった。その後も協議はしばしば催されたがラ最終的に大島県知事の斡旋によって双方

譲歩しう 9月23日p ようやく次のような解決案をのんだ。

「横讃市ハ中野村へ金萱千四百国，中野村ニ於ケノレ被害者へ金牽千八百周ラ太井村へ金

京百園D 太井村ニ於ケノレ被害者へ金四千萱百国ヲ交付スノレコト但シ被害者各個の割嘗金

額ノ、別ニ定ムノレ」

ζの解決案は中野@太井両村の村議会に諮られ同意を得ることができた。

こうして，今後一切の諸用水の問題に関して両村は横浜市に対し異議又は損害時償を申し込ま

右:い旨の契約を締結したのが 9月25Bでp ここに長い紛糾もようやくにして落着をみたのであ

る。

(3) その他

このほか3 鉄管や煉瓦の納入に当ってラ不良品の納入を見逃しているなどの疑いがもたれるこ

ともあったがヲ厳重念検査体制ラ減価採用の方式をとっていることが理解され，ょうやく疑いが

晴れるというような事件もあったQ
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2. 第 2囲拡張工事に関連した工事

導水管撤去工事

(大正3

従来，野毛山は瀦過池面積が狭少でラ口径 15.5インチ創設水道施設)及び20インチ

導水管(第 i巨!拡張工事施設)の送水量を暗過するために十分な施設ではなかった。第

2囲拡張工事ではドー西谷両浄水場開に口径38インチ的管を新たに布設したのでp 川I

ら野毛山浄水場に走っていた口径 15.5インデ導水管のうち， J I 

坂下まで延長9，606mを撤去し，残りの坂下から野毛山までの15.5インチ導水管は，新

たに西谷浄水揚から同径管を坂下まで延長 893mを布設し Cζれと連結さサラ西谷から

の海水裕給用の送水管に切替え転用し?野毛山浄水揚ではう従来の 20インチ醐)管の水量

のみを櫨過するよう改めた。

2) 向ケ原ポンプ場の撤去

従来3 事故を頻発した旧路線の万ーの場合の補給とし，また第 2囲拡張工事による城山陰道完

成まで、のつなぎ水源とレてヲ横浜への送水に活用した向ケ原ポンブ。場付:拡張工事の完成とともに

不要となったのでヲ開設備及び送水鉄管は大正 5年 7月20日までの間に撤去した。

3) 

大正6年 11月12日の市会に，

いる口径18イン デ創設水道工事と

イン テ第l回拡張工事施行のも

即日可決となった。これはジ

下口に至る間に口径42インチ

より JI!尻隆道下ロに至る旧路線に布設されて

口変更工事によって布設したもの)及び口径 22

を撤去して売却するという議案を提出し

おいて青山接合弁から城山陸道を経て，]11尻陵道

その流量は下流側にわける口

インチ， 22インチ及び18インチ自由) い計画

目標の80万人に対寸る水量37.04個を

工事完成後3年間の実績からもなんらの支障がなかった。そと 16 

して，折からの欧州大戦で欽の{直がよっている状況からこれを掘り上げて売却しp こ

れを財掠として将来の全計量制実施と野毛山貯水池の改造費に充てる ζ とになった。

ζの導水管の撤去売却については水道条例iに明文がないが3 出庫補助を受けたものであったの

でヲ一応非公式に内務省に打診したととろヲ多少議論はあるかもしれないが既に使用し

るのでp 別に手続きの必要はないという内意を得た。そとで，撤去、 ら順次売

し却することにし9

た。

と ζ ろカ~5 ;e 

その手続きについ

1号。

と

そ

るという ζ とに友った:。乙むためp

出を行う ζ とで、協議がまとま



第3孝安定給水を目指した第2岡弘張工事

り，大正7年 6月29日ヲ関係書類を提出した。しかし内務省においては，国庫補助したものを

売り払ったという例がなかったので，事務当局の聞で、補助費の返還をめぐり議論が再燃し問題

はなかなか決定しなかった。 ζ とにヲ建設時31万6，988同 11銭6厘であった管材が当時売り払う

と時価 100万円を超える価格になったので，一応会計検査院に照会した結果9 会計検査院から国

庫へ返済する必要のない旨の回答がもたらされ，ょうやくの ζ とに落着した。

内務省からはラ大正7年 9月5日申請書の内容につhて再確認のため次のような 5箇条の照会

があった。

第 1 現行給水制に於ては今後 3か年にして給水能力極限に達する見込み念りとせばヲ今

回撤去せんとする導水管は現在は不必要なるも近き将来必要とするの時機到来せず

や詳細説明すること。

第 2 撤去導水管維持困難念る実例を具体的に説明すること。

第 3 撤去鉄管の大きさ及び重量，時間ラ及び売却の方法を具体的に説明するとと。

第 4 修結に要する工費及び配水池の工事設計及び工費の大要を説明するとと。

第 5 給水能力が極限に達するの時期近々到来しその際，全部計量器を備え計量給水制

採用の如きは一時の応急策に属すとせぼ，今日において之が対策を考究するは市政

上の要務と認めらる，との点に付き市の意見を詳細説明する ζ と。

とれに対しラ本来としては放任給水による多量の浪費を防ぐため，水道メータを設置する必要

性を強調L，その施設費として 150万円程度の費用を要し，野毛山の貯水池の漏水を防止するた

めの改造も緊急を要することラ ζれらの財源として鉄管売却代を充当したことを申し立てる一

方p また撤去しようとする導水管は常に危険で暴風雨の都度9 事故を起し，そのたびごとに断水

を重ねたもので，既往10年間の修繕費だけで4万 5，900余同に達しておりラこのような路線は廃

止したい旨を同年 9月30日，内務省に回答した。内務省では補助でできた鉄管であるから，その

売却費をもって拡張工事の財源とすることはよいがヲ水道メータの設備費に使うのは筋違いであ

り，従来水道メータには補助したことがないという意向であったが，結局同年12月3日付で許可

となった。とのような折衝を行っている聞にラ欧州大戦の休戦条約が成立したため，さしもの鉄

ブームも終息して値段が暴落し，入札希望者がないという状況になってしまった。その後， ζ の

鉄管は翌大正8年11月に仙台市等からの要望があったので，それぞれ売却してその幕を閉じた

表 :3-7 鉄管売却代

回数 売却先 売却重量(トン) 売ィ皮金額(円) トン当り単価(円) 4向 要

1 上j屯七五郎 1，990.319 565，250.48 284.00 戦争中

2 横須賀市 339.274 113，393.50 284.00 戦争中

3 flLr 台市 1.171.650 205，038.75 175.00 戦争後

4 函館市 702.287 124，655.94 177.50 li¥¥t争後

5 宇野藤吉 71.026 8，274.52 116.50 戦争後

言「 4，334.556 1，016，613.19 平均 234.54 
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が2 横浜市が鉄ブームに乗って 130万円以上見込んだ収入は，内務省の決定が遅れる聞に戦争が

って鉄管の値段が下落したためヲ結局は総額100万同にとどまった。

撤去した鉄管 4，759.86 t 

撤去した弁類

撤去した鉛

123個

75.81 t 

(ω劫 商谷浄水場i摺醸過池ど野宅山膿過i油也1及史び

第 2回拡張工事にj必3いて西谷j浄争y水k場に 8池の緩i速窓躍過池を築i造告したがヲ当分は全部使用する限

どの配水量に達しない ζ とから 3 最初ζの81也のうち 31也については踊過砂を入れなかった。

その後?配水量の増加に従って大正7年 κ1池 (8号地λ翌大正8年第6号池子更に

大正 9年には第7号池を整備し，漸次増強を図っていった。

野毛山は狭い丘の上で，地盤の問題もあって建設して間もない明治24年の濃尾大地震

及び明治27年の 2回にわたる京浜地方の激震の影響を受けて，ひび割れが生じるなど9 補修が必

要であったととからたびたび手を加えたがヲ使用中の応急的な修理のために根本的念解決とはな

らず，漏水の悩みを繰り返してきた。ことにラ大正の初頭から漏水が激しくなりラその対策に苦

慮を重ね調査係まで設けたがp 日常のi浄水操作に追われて手の打ちょうがなかった。第 2回拡張

工事で西谷浄水場が完成して配水池貯水量も増加したのを機会ι 大正9年になって野毛I-U ' 

2号配水池及び 5• 6号臆過池の漏水修理を施行する ζ とができた。

3. 道志川水源

道RE水源林の貰収

明治30年，源を道志)IIK求めて芳青山にさかのぼってから，横浜市の道志JIiに対す

る関心が高まり，明治36年には水道常設委員，その他関係者が道志村へ出張し3 詳細な現地調査

を行った。その結果D 水楳林の荒廃が相当に進んでいる ζ とが分り，ま

業の申請に対する反対陳情等によって横浜市民の生命線と られてい

った。

ζの道志村(山梨県南都留郡)は，もと幕府直轄地となっていた。明治8年 (1875)の地租改

正時に同村の山林は官有林に編入されて山梨県の管理となったがヲ明治22年には帝室御料林(1こ編

された。更に，明治40年及び明治44年に山梨県下を襲った大水害に対してq 宮内省から山梨県

に28万町歩に及ぶ御料林が下賜され， ζの道志村の御料林もその一部として思賜県有林となっ

た。この間入会慣行に基づく伐採が認められていたが，もともと道志村は狭谷:伏の地形で田地面

く大部分が山林であったためラ濫伐気味となって山林荒廃が進んでいた。

このような状況から，山梨県では明治43年には公有林野補助規則
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第 3章安定給水を目指した第2回拡張工事

浜市でも ζれにならい造林奨励のため水道水源流域内造林補助規程を明治44年 3月に定めて毎年

植林に対する助成を行い山林の回復に努めたが，期待した効果は3 あがらなかった。

その後，第2囲拡張工事の完成によって道志JI!の取水量が増加し3 道志JI!水源の重要度が高ま

ってきたため，山林保全策として道志JI!の思賜県有林を買収して管理することが検討された。大

正4年 7月ラとの買収案を大正天皇の御大典記念事業のーっとして行うととになり，時

の市長安藤言論介は山梨県知事を訪れラ道志村内の山梨県恩賜林2フ800余町歩を横浜市水道水源林

として譲渡を受けたい旨申し入れた。山梨県知事も横浜の国際的環境と事業の公共性ラ更には水

町ア

む L，そ 内諾を得られたのでD 同年10月12日付で思賜県

有林譲渡願を提出した。

思賜牒有林譲渡願

一歩山梨腕南都留郡道志村字平野外二一i九字所在

恩賜鯨有林全部

此貫測面積二千八百四町一一段十五歩

此憤額金拾参高千四百拾四国九拾六銭，八u厘

但シ土地及ヒ立木共

右ハ本市水道水掠流域内ニ於ケノレ樹養上重要/山林ニ)嘉シー抑モ本市カ主任意遺志村地

内/造林ヲ切望スノレ所以/モノノ、、現ニ洪水ノ都度源水掴濁/度ア高ムノレノミナラス流量

モ亦逐年減少ノ兆ア来シタノレニ因ノレ儀ニ有之殊ニ明治十九年水道創設以来数回/改良及

ヒ横張工事ヲ施シ就中最近ニ完成シタノレ憤張工:事/如キハ百年ノ言十ニ係ノレヲJJ、テ之ニ伴

アヘキ水源j函養/施業ノ、現下町最大緊急事ニ有之候尤モ貴l採ニ於テハ相信施行ノ御見込相

立候事/'窃ニ奔承スノレ所ニ候得共今ヤ未曾有ノ御大典ニi祭曾セノレア機トシ本市自ラ記念

事業トシテ絞J営致度侠ニ付該恩賜牒有林全部ア其立木ト共ニ腹書ノ債格ト御内示保件ト

アJ;-J、テ無利息五箇年賦トシ譲輿椙受度{民間至急、御詮議相成様致度止t段相願候也

山梨!係指令平第二二七競

横潰市

大正四年十月十二日願南都留郡道志村字平野十六番外四十一筆恩賜賂有財産梯下ノ件

関居候傑別紙契約書二通ニ署名捺印/上一通ノ、其市ニ領置シ一通ノ、首臆ニ差出スヘシ

大正五年五月三ト日

U-!梨麟知、事 阪本三部

契約書

山梨県完ρ 山梨!採南都留郡道志村地内字平野第十六番外四十一三重/恩賜蘇有財産フ横i寅市

ニ責携ニ付同市ト/間ニ契約スノレ保款左/如シ

第一係 費梯フヘキ土地及ヒ其面積ハ別紙甲競/連Pトス

第二候 責措{買格ノ、金拾参寓萱千四百拾四国九拾六鏡八崖トス其算出方法ノ、思Ij紙乙号ノ

j昌Pトス
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第三保費抑傑件ハ別紙丙競/通9トス

第四係 費梯代金ノ、費抑許可/日ヨ P三十日以内ニ於テ金参寓童千四百拾四国九拾六銭

八厘ア納付シ残額金拾寓園ノ、四箇年賦トシ毎年金京高五千国ツツ納付スルモノトス其

納付期日左ノ如シ

一金京高五千国 大正五年八月三十一日限

一金京高五千国 大正六年八月三十一日限

一金京高五千国 大正七年八月三十一日限

一金武高五千国 大正八年八月三十一日限

第五傑 横J賀市ブl前保ニ依リテ定マ Yタノレ貿掛代金ヲ期日内ニ納付セサノレトキノ¥費抑契

市ヲヲ無効トシ既納/代金ノ、之ヲ還附セサルモ/トス

第六係 費抑地ニ封スノレ所有櫨ノ、責拶f，代金完納ノ上之ア山梨l採ヨ P横演市に移樽ノ手績

ア矯スモ/トス但シ所有陸移特前ト難モ横j寅市ノ¥地上ノ産物ア慮分シ又ノ守蓄積ノ作業

ヲ嬬スコトヲ妨ケサノレモノトス

右契約ノ正確ア保査スノレ潟メ契約書二通ア作製シ各其一通ア保管スノレモ/也

大正五年五月三十日

山梨県系知事

横漬市長

阪本三郎

藤謙介

との譲渡願に対してラ翌大正5年 5月30日付で山梨県から承認の指令が右、され 6月には引渡

しを受け道志水源林の経営が開始されることになった。

買収価格 131，414円96銭8塵

4年賦払 大正 5年から問 8年

買収面積(実測面積)2，804町I段目歩

梨思i技第一歩 00二競ノ三

引渡書

780.931叫

山梨!採南都留郡道志村字平野ト六番外四十一筆

-，思賜勝有財産室帳面積三千五百三十二町八段四畝五歩

此買測面積二千八百四回I一段十五歩

地上物件共

右ハ大正五年五月三十日締結シタノレ責買契約書ニ依P及偲引渡候也

大正五年六月二十四日

山梨l際知事 阪本三郎

その後，私有林を大正 10年に 71.81ha，翌日年に 9.88ha合計81.69ha買収し水源林は合計

2，862.62haとなった。戦後になり?県道との交換等による異動が生じp 現在は2，855.17ぬとなっ

ており 3 道志村総面積 の3分の 1に達している。
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主主3翠安定給水を目指した第2囲拡張工事

またコ大正14年に保有林の一部が保安林に指定されたのを初めとしてラ逐次指定区域

が追加され，昭和25年までにほとんど全域 731.が保安林に指定された。

-¥-ーγ‘門

，，/¥..よこ J ついては9 く第 1期:施業計画か年計画〉をた

て

大暴風雨による

8年:から道志水源の経営が開始された。ところが翌年 9月の

更には穴正12年 9月の関東大震災による大被害をけラ整備計画

くなった。

もようやく回途がたった昭和2年から改めて10か年計画による第

2期施業計画を進めョ順調に昭和12年から始まる第3期施業計画に移行したが，後半には第2

大戦中の強制伐採等があったためp 昭和

22年以降の第4期施業計画は再検討が必

となった。検討の結果9 第4期は 1年

して 9か年計画とし昭和31年から

始まる第 5期施業計画から10カ〉年計画に

し9 現在は昭和61年を初年度とする

8期施業計画期間に入っている。

この森林の整備計画は3 森林法に基づ 道志派出所

図 3-3 横浜市水源林
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いて進められている。従来9 強制的色彩の強い制度で、あったが，昭和26年の森林法の大改正によ

って，極力森林所有者の自由意志を活かす方針となり，行政庁は指導監督を主とした森林計画を

たてるとと κなった。

現在の森林計画制度は，①農林大臣が15年を 1期とする長期計画をたて 5年ごとに見宜して

いく全国森林計画フ②都道府県知事が10年を 1期とし ら年ごとに見直していく地域森林計画に

よって構成されている。本市の水源林は，知事の定めるこの地域森林計画と調整を図りながら，

独自に10年を i期として森林経営計画を作成し 5年ごとに調整を行ってわり， ζの計画で10年

間に実施する伐採立木材積9 立木の標準伐期令，造林面積p 造林樹種ラ造林方法3 間伐などに関

して定める ζ とになっている。現在の計画ぞはラ人工林の年間伐採立木材積はがJ3， 100ni，立木

の標準伐期令級45年，造林面積約15ha，造林経i種は「ひのき」を主としている。

表 3-8 造林及び保育実行標準

一---~一一一一一一一一一一一一--一一一一「一---一一一一一一--_.一一
実 行 の 1!¥'! 型半

種 5JJj 樹 種 摘 要
期 間 回数 ，f~[栽本数

更 ひのき 1 4，000 
事庁 1直 す 三、可 伐採の翌年 1 4，000 

新 あかまっ 1 

ひのき
手自 i]kifi す ぎ 新摘のヨt年 l 新j直の10%

あかまっ

す き、
Jill統 6回

保 下 刈 ひのき 新h百年度10年まで
隔年2回

下刈は全刈とする
あかまっ

除 fえ 人工林 新植後13，19年日 2 除イえは全メJjとする

枝打開伐 人工林
校訂14フ22年目 枝打2回 地上にいて 1図

τま円え 間伐19，22年目 間伐2回 ハシゴ使用 l回

掃除伐 人二Lt本 新槌後27年目以上 1 つる切，間伐，除伐を含む

(3) 道志村と

水源林を買収した当時の道志村の主要産業は木炭の生産であり，最盛時には村内κ16の木炭生

産組合があった。

水源林は ζの木炭生産に必要な原木の重要な供給源であったためp 昭和30年代後半に

なって木炭の生産が中止されるまで毎年計画的に原木の払下げを、行っていた。

また9 村内の産業振興と水源林の資源の有効利用を図る目的で大正 9年に木工細工用の施設を

造り指導を始めた。大正13年には道志村にこの施設を引き渡し，その後， もあっ℃現

在数戸が半製品まて守の加工に携っているだけとなった。

更に3 昭和生年から阿国年まで「しlρたけ」の試験栽培を行って好結果が得られたので，その

指導普及と原木の払下げを行い?現在では栽培戸数が100戸を超えている。
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第3章安定給水を毘指した第2囲拡張工事

道志村に対する直接の助成としては，大正9年に道志村を襲った大水害によって流失した唐沢

小学校の再建に当って財政援助を行ったのを初めとして，以後学校・医療施設・消防施設等の公

共事業に対して毎年助成を行っているほか，荒廃林地復旧工事や林道の開設・橋梁架設等につい

ても，その費用の一部負担を行っている。

また最近は山村と都市の人々の交流を深めるため，種々の事業が展開されている。例えば，昭

和43年には本市の教育委員会が児童の野外活動の一環として道志青少年活動センター(キャンプ

場，テニスコート等の施設)を開設している。更に，国土庁が山村振興策として促進していた

「山村と都市協同の山村振興モデル事業」に参画することになり，道志村と本市水道局・教育委

員会が協力して昭和50年度から 3か年継続事業を進めた。

ζの事業に対して水道局から財政援助を行ったが，完成された利用施設は市民利用施設として

管理棟・スポーツ広場などで，村側では「きのと」国・観光農村・フィッシングセンタ一等の観

光施設で，毎年キャンプ湯には約7，000人，テニス等に約4，000人の市民が訪れている。

(4) 道志川市営発電計画

大正8年 (1919) 6月27日， r発電ノ目的ヲ以テ本市水道水源道志川水利使用別記要項ニヨ P

許可申請ヲナスモノトス」という市営発電の計画が市会に提出され，久保田政周市長は次のよう

な趣旨説明を行った。

「近来横浜市ならびに付近一帯の電力の欠乏が訴えられ，横浜市が従来から苦心した工場招致の

市策の上にはなはだ遺憾なるものがあった。しかるに発電を得るという ζ とは近くでは道志川筋

よりなし古くからこ ζ に幾多の出願があったが，道志川は本市水道の水源で水道の害を除くと

か，その他の点からこれを民間の個人や営利会社に委すにはいかない事情があったので，従来反

対してきた。そ ζで，市自ら事を企て水道の安泰を守るかたわら，市の必要電力を発電して充実

するという ζ とが最も望ましい。この趣旨に基いて市は次のような事業計画を立案した。全計画

は第1水路，第2水路，第3水路の三つよりなり，先ず最初に三つのうち最も近くかっ最も事業

の容易な第3水路より着手したい。第3水路は発電力 2，865キロワットアワーで多量とまではい

かないが，横浜に送電すれば，工業の発展上大きく助長する ζ とは言をまたない。

財源は借入金または起債に仰ぐζ とにし， 31か年償還としたい。市営発電の暁は仮に 2銭で提

供するとしても31か年にて元利の償還をなし得， 32年目から年額28万余円の収益をあげ，市の財

政を潤す計算である。」

これに対して議会側も賛成し， rわれわれは以前から民間営利会社が道志川の発電事業を起す

ことは絶対反対をしてきたが，科学や技術が発達した現在，十分な調査の後，市が直接ζの事業

を行うならま ζ とに結構で，ととに有利な事業である。営利会社その他との交渉を円満に進め，

民間企業を圧迫したり，迷惑をかけないよう，心してやってもらいたい。」ということで全会一

致可決した。
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との案は直ちに申請されたが，かねてより競願者もあり容易に決定をみず3 認可が下らないう

つ¥"Iてそのまま立消えとなってしまった。し9ち

結)

った第 2回拡張工事が完成してからの数年は，着水も豊富で、断水問題を生じなかっ

もあった。す方;わちタ大正2ラ3，6，8，9及び14年と毎年のように一方では 5元三ち

4日道志8月 3日3とりわけ大正 9暴風雨に見舞われ，導水管その他の事故が起りヲ

った。川盆地を襲った大暴風雨此道志m水源に山津波をもたら

ごとに濁水が押し出すだけζ の大水害以後ラ道志の山屑は荒れてむき出しの赤肌に変じッ

ままの濁水が浄りが収まらな〈なり，ではなく，従来のように短時日

その清浄さをもって誇るという状況となった。水場に流入して踊過障害がしばし

り，暴風後も一両日で濁りがli又まって沈澄薬品での浄化を必要としなかった道志川原水であった

翌大正10年か開始し，ついに大正 9年の 8月から青山に主まいて試験的に硫酸パン日うち

らは木格的に実施するようになった。

水圧を利用してその排除を同構内に薬品注入所を設けヲ認ド;Vy池の模様替えこのためラ

容易にするようョ沈澱池底部の改造をしたほどであった。

8月沼日，津久井郡串村青山沈殿場構

した。

一方，道志J11水系の安全を願って3 大正12年

てしし
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第3章安定給水を目指した第2囲拡張工事

町広がる給水区域

1. 市勢の発展と水道普及

大正3年 (1914) 8月16日，第2回拡張工事の導水管が完成して，一挙に多量の水が西谷海水

場に着水するようになり，この時点で長い間悩まされた給水制限や断水の苦しみからすっかり解

放された。満々とした豊富な水量を眺めつつ，当局者は人口が80万になってとの水を使いきるの

は果していつの日であろうかと将来に思いをはせ，また折から勃発した欧州大戦のあおりで鉄材

の暴騰を眺めては，よい時に工事を完成できたという感概がひとしままで，ょうやく安定した給水

事情の実感にひたっていた。

しかし，その一面では，従来，市内の配水設備能力が不足であったために市内全域にわたって

給水が行きわたらない状態で，ととに明治34年 (1901)に併合された19.5km2，更には明治44年

に合併された12km2の新市域ではその恩恵に浴さない地域も広く，給水普及率は極めて低いものと

なっていた。そ ζで，拡張工事の完成を機に市内における未給水家屋へ給水を勧誘し，努めて普

及を図る一方，更に市勢の発展を期して市外給水にも積極的に乗り出すζ とになった。

ところで，明治43年，神奈川県では県内に田周道路計画実現のため周辺郡部地域を横浜市に編

入する案をたて，関係市町村に照会してきたのであるが，賛否両論があってなかなか結論がでな

かった。

橘樹郡子安村大字子安を横演市に編入し，同村大字西寺尾，白幡を大綱村に合併す。

同郡保土ケ谷町を横演市に編入する事。

久良岐郡扉風浦村を分割し，大字瀧頭，磯子，岡村を横演市に編入，大字森，森中

原，杉田を同郡日下村に合併す。

久良岐郡大岡川村を分割し，大字堀内，蒔田，井土ケ谷，永田，下大岡の一部，弘

明寺の一部及び大字上大岡地内又は地先に駐在する飛地を横演市に編入すると同時

に，大字上大岡の一部，最戸，久保，中呈，引越及大字下大岡，弘明寺地籍にして

大字上大岡，引越，中旦及久保地内又は地先に黙在する飛地を久良岐郡日下村に編

入する事。

(W横潰貿易新報』明治43.8.26)

一方，横浜は開港以来，生糸を中心とする居留地貿易という特殊な条件のなかで，港湾施設の

整備と相まって順調な発展を遂げてきたが，第2回拡張工事が動き出したころには，日清・日露

の戦役後，工業化の動きが各地で活発となり，また懸案となっていた不平等条約の改正が数次に

わたる部分改正を経て明治44年に妥結し，居留地貿易に終止符が打たれるなど大きな変化をきた

したため，貿易量の増加は鈍化しはじめ，次第に工場誘致を求める声が高くなってきた。市会で

も立地条件を整備するための市営埋立提案が目立つようになり，市改良期成会や横浜経済会念ど

が結成されて横浜市の振興策が提言され，商港から商工港への脱皮に対する動きが活発となって
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きた。

以上のような情勢のなかでフ市会は，明治43年11月ヲ県知事案の編入区域は広範に過ぎ財政負

担が大きくなるため ζれを縮小す益るよう要望するとともに3 翌明治44年には工場誘致のための工

場市税免除規程が制定されるなどの法整備に伴って，市営埋立による工場誘致と工業立市に向っ

て歩み出したのであった。

2. 市外給水

市の水道は市民の需要を満たすため るζ とは無論て、あるが9 市民の保健衛生や市勢

の発展にも応えるものでなければモならない。 だと

していたような当時の状態からうそ

関係を持つ隣接町村に対しても，

市外給水の必要性はっとに認識

されぅ早くから行われていた。市制施行当時の横浜はわずか5.LlkJJl2に過ぎずう現在では市の中心

部となっている所でもまだ市外と君主っていた。

横浜水道が初めて市外給水を行ったのは明治32年で雪当時市外に属していた神奈川町

の一部と市民の子弟が通学した戸部町の県立中学校及び横浜港と直接関係のあった同町税関官舎

並びに司法省所管の根岸村の監獄(刑務所〉に対するものであった。しかしラこれらの地域は明

治34年に市域に編入されたのでD その後しばらくの間は市外給水は行われなかった。

その後，明治42年に横浜共同電燈株式会社が隣接保土ケ谷町地内水道路線沿いに変電所兼配電

所を建設するに際し，給水の許可方について申し出があった。 比その公共性と市民生活

との関連にかんがみ?同年10月給水許可に関し市会に承認を求めたがラ ζれに対し市会において

は，ちょうどζ のζ ろ市民が水不足に悩んでいるときて、あったのてら軽率に給水を承諾すべきで

念いという意見もあって，結局p 条件付で同年10月初日可決し給水した。その後フ第2回拡張工

事の完成によってう給水能力が 1日2万4，520m'から89，叩Odへと大幅に増強されてから 9

給水に積極的な方針を打ち出すようになった。

第2回水道拡張工事が大正4年に完成しヲ長い間苦しんでいた断水騒ぎから一挙に余

剰水を生ずる状態になったがヲ ζのζ ろ欧州大戦が勃発してわが国は空前の好景気に恵まれ，

工業が飛躍的κ発展した。ことに鉄道と l惟子川の水運に恵まれた保土ケ谷町には各種の工場が続

続設立された。しかし，保土ケ谷町としては上水道の施設はもちろんこれの計画さえもなかった

ので，諸工場からは勢い横浜水道に供給方の出願が続出した。

そこで，水量に余裕をみた際でもあり 2 公衆衛生上並びに公益上からも横民市に影響の多いと

とを配慮して給水に応ずべきであるという戸が高まり，大正3年8月町下記のように市外給水規

程を市会に提案して承認を得た。

市外給水規程要旨

隣接町村に給水する場合
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第 3章 安定給水を目指した第2回拡張エ塁手

⑦ 市外給水に要する給水施設の工事費及び維持費は杢て給水を、受けんとする町村の

負担とする。

② 給水量はメーターに上って計算し 1石(と180e)に付1銭 3厘としラ前月分使

用料を翌月四日までに払込むこと。

@ 市は町村の給水設備について随時検査をな L，その不良な点については町村をし

て修繕せしめる。

@ 市は市内の給水に不足する とと会玉、できる。

⑧ 市は変災その他のために断水した;場合は賠償の責に任じない。

② 隣接町村内の工場ヲ停車場等に給水する場合

大略上記①の町村に給水する場合と同様であるが，代価は 1右にイ寸1銭 5厘と

た。ただし 1か月使用水量 1万石以上に及ぶ湯合は市参事会の議決を経て相当の割

引を認めた。

たお，池用のものは l石に付3
司王、つ/亡。

よる給水

以下のようにラ ζ の市外給水規程の制定によって横訴水道の供給を受けたのは町村では保土ケ

谷町で，工場@ ?乙Q

1) 保土ケ谷町給水

保土ケ谷町付東福道五卜三次の一宿場と て¥r、たがp 明治の初めに汽車が開通されてか

らの一時期，まった

展するようになると 9

られなく在ってしまった。しかし，明治の中期以後， 日本に工業が発

と柑子mの水運による運輸の便に恵まれていた同地へ‘の生産工場進出

が相次ぎ，かつ横浜の近郊住宅地としても い明治42年 には町制を布くまで、に発展

し、てレミf亡。

こうして人口の増加に伴い水道建設の必要性が叫ばれるようになりジ大正3年lOYJ6日，町会

で 1日最大使用水量を限度として横誤市から分水を受けて，町民に供給するという議

決を行い9 横浜市に申出があった。その折，供給期間を満 3年間としD その後期限満了の際は更

に協議のうえ期限を延長するという条件で話合いが整い3 翌大正 5年 5月24臼横浜市@

町聞で仮契約を締結した。

しかし，保土ケ谷町では工事資金が確保できないため，一時計画中止の止むなきに至った。そ

こで3 町会は大正4年度から毎年水道工事費の積立を行うことを決議しヲ大正9年になってよう

やく町営水道計画を整え，同年1月29E!内務大臣の許可を得て， 3月15日に横浜市と正式に市外

給水の契約を結んだ。本契約に基づきヲ同町は，工事を市に委託して 9月12日工事に着手3 各戸

への給水工事も引き続いて施行し翌大正10年 3月K完成した。

① 給水区域は保土ケ谷町一円とし予定給水人口を l万5，000人とする。
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② 配水管は橘樹神社際に3まいて横浜市水道8インチ配水管より 6インチ (150mm)管

をもって分岐し，分岐点に 6インチ阻)メータを設置する。その布設延長は 6インチ~

2インチ (150m-50mm) 1万971m。

③総工事 費 6万8，661円

布設当初の大正10年末における給水戸数は専用桂636戸，共用栓1，734戸ヲ計2，370戸であった

が9 昭和2年 (1927) 4月ラ保土ケ谷町が横浜市に編入され9 同水道が市の水道に引き継がれた

際此専用栓1，384戸，共用栓2，474戸号計3，858戸になっていた。

2) 工場@官公署に対する個別給水

(i)富士ガス紡績会社保土ケ谷工場

いわゆる富士絹をもって知られた同会社の保土ケ谷工場は日本絹綿紡績会社を買収移転し，同

時に大拡張を行ったものでp 関東における一大紡績工場となった。従業員4，OOO~5， 000人を数え

る同工場から，従業員の飲料水をはじめ機関用水等に要する上水の要請に対して大正4年から市

外給水を開始し，大震災の際の中絶はあったが，その後も引き続いて給水した。昭和2年4月，

ζの地域が横浜市に編入され一般給水に改められた。

(ii) 保土ケ谷化学工業株式会社

113称を保土ヶ谷ソーダと称し?と工場で，各種の化学薬品その他を製造L，事業の性質上多量の

水を必要としたため，大正4年に給水が開始され9 保土ケ谷町の市編入により一般給水に切り替

えられるまで市外給水として継続された。

出) 大岡川小学校

現在，桜同小学校と呼ばれている同校への給水は9 当時の久良岐郡大岡ji!村長より給水願い出

があって大正 5年 5月から開始し大田川村が横浜市に編入された昭和 2年 4月，以後，市内一

般給水に改められた。

(同合資会社鈴木商居製油所

神戸の鈴木商自が経営した油脂工場でう同社は輸入満洲大豆から硬化脂を製造するため，保土

した。大正6年から給水を行ってきたがラ大正12年の大震災のため工場が破

壊されて事業が閉止された。

(v) 保土ヶ谷停車場

大正 6年から市外給水を開始したがヲ保土ヶ谷町の市編入とともに一般市内給水に改められ

た。

(吋) 大日本麦酒株式会社保土ヶ谷工場

大正 5年 6月から市外給水を開始し，横浜市に編入後は市内一般給水に切り替えられた。

同 日本絹撚株式会社保土ケ谷工場

同工場には大正8年設立、と同時に市外給水を開始したがき

のため廃業したQ
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第3主主 安定給水を目指したき~2 回拡張工事、

(v部神奈川方面警備部隊臨時宿舎

大正12年 9月に関東大震災直後戒厳令が布かれ3 陸軍第 1師団の一部隊が神奈川方面警備隊と

して市外保土ケ谷町神戸山に駐屯y 市内の警備に当った。その折ヲ第 2師団経理部の求めに応

じ，大正12年12月から翌日年1J月に警嬬|裁が撤退するまで市外給水を継続した。

(ix) 横浜刑務所

横浜開港とともに戸部牢屋敷に始まっ その後明治32年横浜監獄として久良岐

ったがラその際に横浜水道の市外給水地となった。 i司所は，大正12年の大震災で一

切の施設が倒壊焼失したため勺翌日年これを市外久良岐郡日下村笹下に移すととになりラ大正14

完成した。 はそ とともに市外給水を開

始した。

な;s，昭和 2年4月，同村の横浜市編入とともに市内'般給水に切り替えられた。

3「 急増する給水量

2回拡張工事完成後， 4 以降毎年急殺な増加を示し，大正11年に

は大正 3年当時に比して倍増する勢いと主主った。ちなみに，大正元年には回帰に達しなかった給

もヲ大正11年には85形に達じている。

一方ョ大正3年欧州大戦の勃発以来， う工業用水の需要がにわかに増大

したととに加えてう市勢の発展による給水戸数の増大と文化水準の向上による

重なりフ水道使用量は予想以上の増加を示レてp またたく間K計画水量に追っていった。こうし

て大正10年代に入るとフまたもや，水道拡張を検討しな らなく:なってしまったの'l:'あ

る。

雪量 3-9 水道使用蚤の推移

五色 人 口 給 水人口 1日最大給水量 1人1B 
年次 給水

最大使用
(大正) 世帯数 人口 人口|給水戸数 j:tfj 米妥&

給水人口
普及(%率) 

給水量
(戸) (人) 指数 (戸) (人) (m') 

指数 水量(_e ) 

1 89，931 455舎 244 100 44，139 100 223，343 49 28，786 100 129 

2 82，966 396，101 87 44，548 101 212)493 54 27，634 96 130 

3 86，116 410，765 90 44 285 100 213，624 52 36，056 125 169 

4 89，001 428，663 94 50，689 115 238，330 56 51，795 180 217 

5 91，636 444，018 98 57，096 129 276，916 62 58.727 204 213 

8 94，402 460，310 101 61，996 140 302，540 66 67.737 235 224 

7 90，670 446，097 98 67，470 153 331，952 74 80，033 278 241 

8 95，652 469，868 103 70，572 160 346，509 74 82，224 287 237 

9 95，242 422，938 93 75，323 171 334，434 79 89，535 268 

10 97，050 
9日 180 352，150 82 100，118 348 284 

11 98，874 439，000 1 96 J 83，680 190 371，539 85 108，392i初| 292 
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第 4章

関東大震災と水道

I 関東大震災と廃境からの出発

1. 市内の惨状

大正12年 (1923) 9月 1Bジ関東地方を襲った大震災は関東地方一円に大きな被害をもたらし

たが，なかでも横浜市の被害は甚大で，全市ほとんど壊滅の惨状を呈した。当然フ水道施設もま

た全市にわたって大きな被害を受け，全く給水機能を失ってしまった。

との B，午前11時間分，伊豆大島付近の海底を震源とする大地震が突如として関東地方を襲い，

その初震によって横浜全市の建物はほとんど倒壊し9 次いで市内 280箇所から火災が発生3 折か

らの西南五!l風にあおられて市内30余箇所に大旋風が渦巻きヲ火勢は午後3時ごろには早〈も全市

を火の海と化しp 夜半までに全く焼き尽くしてしまった。市民は或いは倒壊家屋の下敷となり，

ょうやくにして逃れた者も余震におののきながら火に追われた。圧死 e焼死⑨ j弱死者等その数は

数え切れず，加えて震災当夜からの流言飛語は，わずかに難を免れて九死に一生を得た人々に不

安と脅威を与え，秩序は乱れて大混乱に陥った。

9月3日に戒厳令が布告され3 巡洋艦五十鈴及び駆逐艦 2隻が横浜港に入港し 4日には奥平

少将の率いる 3個連隊が来浜9 警備につき 9 戒厳司令官福田大将の名をもって「市民にして兇器

関東大震災による市内の被害状況(野毛山より中区伊勢佐木町方面)
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第4章関東大震災と水道

を所持する者は銃殺さるべし」念どの布告文が焼跡各所に張り出される程であった。しかし，市

民は住むに家なし食料や飲料水もなく，汗と泥によごれた着のみ着のままの姿で一面の焦土に

花然自失した。その悲惨な状態を当時の記録から拾ってみよう。

『大正震災誌』より抜粋

その初震とともに天地は鳴動し，様々たる砂塵は四方に起って四胞を弁ずるととさえ

出来ず。倒壊家屋は街衡を擁塞して電柱は倒れ，樹木は裂け，傷者は鮮血にまみれて日中

吟し，死者は無数に地に倒れ伏し，右往左往する民衆の叫喚は随所に起り，直ちに全市

の潰滅を思わせた。次いで火は四方に拡がり強風に煽られて全市は黒畑に包まれ，避難

者は波溝の流れる様に街衡の上に押合い，親は猛火の中に子を尋ね，子は親を探して猛

火の街衡に泣き叫び，遁げ遅れた避難者は或は舶中に入り或は河中に投じて難を遁れよ

うとしたが，河揮には重油が浮流していてそれに火が移り，水中にありながら焼死する

等，その数，幾千とも知れなかった。

既に午後 3時頃になると烈風は益々強く，中村町所在県揮発物貯庫を始め市内各所の

揮発物は火の為に爆発し，さながら巨弾を放ったように空中に昨裂し，逃げ惑う群集は

横浜公園をはじめとして丘陵地に遁げ，不安な一夜を明かしたのであった。

かくて市内を顧望すれば建物という建物は ζ とごとく倒れ砕け，電線は切断して蜘!燥

の巣の如く，到る所の路面は大亀裂を生じ，水道は破裂して所によっては人の腰を没

し，河川の護岸は崩壊し橋梁は断落し，さしも堅牢の聞えありし税関桟橋も新港岸壁

も防波堤も又海中に没して，わずかに港口の燈台の残骸が見えるだけであった。

街上には到る所累々たる焼死体に満ち，運河には水面の見えぬ程，溺死体が浮び，か

かる中を，骨肉を尋ねて俳個する者を見れば面上を焦し，手足を痛め，身には焼け損じ

た寸断の衣をまと 0，或は寸布なき赤裸の者など皆親を呼び，夫を尋ね，哀愁四辺に満

ち，石腸の人といえどもその傍に止まることが出来なかった。

『震災諸記録より』

震源は伊豆大島付近の海底といわれ，地震の程度は地震計が破壊せるため不明君主る

も，東京帝大地震学教室の観測によれば初動がわずか12秒で主要動となり，その最大震

幅20cm，局期1.50秒といわれる。余震は初震から午後6時までに 171回，夜半までに51

回， 9月2日は 323回， 3日は 117回を数えた。

建物の損害及び市民の死傷は次のとおりであった。

住宅震災前 99，839戸 人口 震災前 448，472人

全焼 死亡者 21，384人

全潰 9，800 
94，882戸

行方不明 1，951人

半潰 10，732 重傷者 3，120人

損傷 11，742 軽傷者 7，094人

残存戸数 4，957戸
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この大震災は水道施設をも根本から破壊し尽くした。その初震と同時に市内各所の配水鉄管は

し9 継ぎ手はi離脱してヲ横浜市役所前などは配水管の破裂て守横浜公園を泥海と化しヲ

公園内に避難してきた多数の市民に津波襲来の前兆かとうろたえさせたほどであったという。ま

た，野毛山浄水揚の破壊，そし、て導水管各所の破壊等々フ市民は全く飲料水の供給たれたの

である。

に記録されたととろによるとその状況は次のとおりであった。

1) 本庁舎花咲町6丁目所在の水道瓦斯局の本庁舎は大正日年 5月3

であったので倒壊を免れたが，午後 3時どろラ

4時ごろ焼け尽くされた。

2) 高島町工場全賎

3) 野毛山派出所全焼

4) 本牧出張所@千歳橋両出張所全壊ヲ

ω 

り防;えに努めたが，つい

神奈川 e

したばかり

による直接の破壊もさること念がら?山地に生じたひび割れがはたはだしかったために 9

9月四日から15日にわたった降雨量263mmの豪雨によって崩壊又は地すべりを起し，植土洪積層

は河床に押し流されヲ河はその間をぬって濁水を押し流L，大lE9年 8月の大水害の

被害とあわせて9 荒廃はその極に達し，被害面積は総計 1，335ha(山梨県地域 701.331叫神奈川

県地域634.51吋に及んだ。

この被害の状況はp

市有林についてみると

よりも第一の支流である神の川流域の方が一層激しかった。

37haに及びp その崩壊山地の状況は立木地

しく った。

ζのように流域の崩壊河床の荒廃によって乱流となり 9 豪雨の際はj萄度 l

珍しくなし ドロドロの濁水が沈澱池

1) 取人口

石丸

2) 

なんら

206 

ので構造物自体には被害は?なかったがう

し取人口を全く埋め尽くした。

るた "?': た前さ

なかった。

ることも

口上部の土砂 e岩

ったほどで9



3) 排砂地硬岩の凸地を切り

て施行した ζ とと鉄筋コンク Pート

ためラ全然被害はなかった0

4 沈毅泡 4池ともに最も被害を

やすい四隅の角の部分は特に堅

して

主主4業 関東大震災と水道

あったため被害はなし池の地盤は

もともと河川敷の一部で砂利の沖積

層から成るなど地盤がよく 3 全部伸

縮継ぎ手で調節されていたので震動
震災によって崩控した総子取人口(大IE12年)

によるひび言語れもなくわずか1ひ~30 (，湖東大地震震害調査~iì.告(ご乙木祭会)J より)

mm聞いた程度で漏水の懸念もほとんどなかった。

ただ， ) I i側の比較的基礎の弱い箇所の側壁が池の外

向つ

ひ

り他壁

したため，墜と池底の接合線に沿って

じたが，幸いにも伸縮継

及ぼさなかった。側壁の先端に

よ

笠石をモノレタノレづけしてあったので3

した程度であった。

2箇所だり

導流壁は沈殿j也築造数年の後施行したものでラ j手さ

煉瓦1 ったが2 全部倒壊した。排水弁。

水井はノト径の同形で、あったため被害もない。またヲ各

は安全で、あったが，沈澱池内流出管の制水弁

は2 した。
青山沈波地へ流入した土砂の除去作業(大正12年)

(i関東大地震震害調査報告(土木事会)Jより)

1) 城山陵道 城山陵道の被害の大部分は挟頂点で?とのほか供と側壁との接合箇所で90余箇所

の水平のひび害IJれを生じた。このほか，坑門から約20mの間に扶環@側壁とも 15箇所の横断ひび

割れを生じた。中央から下口にかけては被害はなかった。

2) 大井隆道 大井隆道は地質が硬岩にめぐまれていたので被害はなしただフ上口坑門上部が

絶壁のため表面崩壊を生じ:煉瓦積坑門が少々破壊された程度であった。

3) 川尻隆道 JIi尻!鐘道の被害は城山駿道の程度であった。隆道は概して構造的に弱点、をもって

いるにもかかわらず，地中深く築造されたためp 表面波動による地震には強し被害が軽微であ

った。

4) 城山水管橋全然被害がなかった。
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(i) さし円形でおり，

った。

コンタリート造りのた 11三

凶)i I井接合井 同一地盤の上に 3つの建設時期を異にした接合井が同居しているので3 被害の

程度には大き右:差を生じた。

明治20年築造の棟瓦造り長円形のものは無数のひび割れを生じ修繕の余地がないま

でに破壊された。

明治34年築造のコンクリートの上に煉瓦張りをした円形のものは側壁と底部との接合部に水平

のひび割れを生じた。

大正 3年に築造し コンクリート造り同形のものは全然被害がなかった。

1) )I!井浄水場

(i) 踊過j也 池は東南側に当る畏辺側壁が基礎と接合面で離れっ北西の方向ヲすなわち池内に向

って30~-60mm程度移動した。その結果ラ両端隅に幅

60mmないし80皿の垂直ひび害uれをみた。また9 他の

1池は三隅に垂直のひび害1]れができた。

i池底においては，中央にある集水溝と底部コンク

リート固との接合線に長いひび割れが生じ?と。

(ii) 配水池 コンクリートの表面に煉瓦を張ったも

のであったが， ところどころ剥落した。池の四隅は

直立にひび割れを生じp 周囲壁と底部との境界に沿

って水平にひび割れを起したo

j煉瓦造りの導流壁はラ地震のため壁画の両端から

壁画に沿っ された。

2) 
JII井海水揚配水池の亀裂(大正12年〉

(i関東大地震震害調査報告(土木翠会)Jより) (i) 櫨過池 (8池j

ち， 42箇所は池底継ぎ手の真上の1J;!lj壁に生じていた。そ

垂直のひび割れ45箇訴のう

も 9 壁底から上昇する 1l~1疋つ

していた。 底部破壊の状態は震災後，指過能力を維持するため調査ができなかった

が 1i也だけ修繕のため鵡過層を取り除いた結果3 池底には継ぎ手の聞いたものp 継ぎ手と継

ぎ手の間に縦，横，斜めにひび割れの入ったものp その他位置，方向s 大きさなど全え

に破壊されていた。

ね;全部コンク Fートか 各個方向

コンタ Pートの厚さ

していたことからも，青山沈澱池に比べ地盤が
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~4]苦関東大震災と水道

軟弱でヲかつ震動の激しかったととを物語っている。

時、過床の探瓦を使用したものについてはD 焼瓦の倒れたものが10分の l程度であり，上の;煉

瓦で配列を乱し食道いができたものもあった。しかしヲ煉瓦そのものが壊れたのは 1池内 31固

に過ぎ念かった。

砂利j言及び砂層の変化については地震直後ラ j癌過層の表面一部が不陸を起したためs

きた Lj足。 ζ オペνはフ

るc

(ii) 配水

して側壁上部を欠いてある

{郊の四隅に壁頂から壁底に達した

よる

きかった。

ったろうと J23わjも

なように

った。またう 2池の;安している通路両

ひび割れが生じたが，特に震源側の南側配

ζのほかp 両池底酉の西寄りの側壁基礎と池底床版との境界に沿って南北全長に及ぶ縦のひ

び割れを生じ南側配水池の伸縮継ぎ手に沿って両側壁底部全長にわたってひび割れがあっ

た。これは配水池の各部が継ぎ手を境として別箇の震動を起したものと推定される。

しかし喝幸いにも配水池は全体と vcひび割れを生じた程度で弓それ以上の被害はなかっ

?亡G

野毛山水揚の被害は最も大きくうも

野毛山路jiB池は大正 9年の地震によっ

ないまでにl波駿された。

とも四隅内側に鉄筋コ L ク1)，-

トの裕強監を施しであったがp その新旧接合国はことごとく離脱しラ!日E主体K大きな垂直のひび

きた。また， I日配水池のf~l!j壁土部:煉瓦造りの部分が池内に向って傾斜し，導流堅や木骨

屋根は全音I~跡形もなく壊滅した。加えてp 増設配水池は煉瓦造りの扶及び導流壁とも全部破接さ

れた。

関東大震災て、崩壊した皇子毛/_Lf海水場面目水池(大正12年〕 関東大震災で崩獲した野毛山降水揚配*i也(大iE12年)

(，関東大地震震主主:調査報告(土木祭会)Jより)
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。鋼管 に使用した鋼管は布設後の経過年月の短かった乙とと，管の性質からも，管そ

のものは被害皆無で、あった。またョ その継ぎ手は糸鉛による接合であってヲ震災による幾分の不

あったが，地盤が良好な ζ ともあって， かった。

2) 導水管に使用した鋳鉄管は総延長 7万8，650mのうちラ破裂したもの 8

箇所ヲ接合部の脱出したもの44箇で3 その他接合部の幾分ゆるんだ程度のものは相当の数に及

んだ。

3) 鋳鉄管(配水管) 配水管は鉄管接合部が侭:とん

キン夕、を施しラ破損箇所があれば急きや修理を行ったがョ

るんだのでヲ掘ってそのままコー

げについてその被害状況を記

すと ょう っ?亡。

一一 管径 延長
戸手脱出筒所

白

k0t名
〔インチ(mm)J ( m) 

f[;i;kJjl":好I何 よ也 勢 :;fri設年

24(610) 4，650 北 西 :た音防iTl也， 一吉郎土丘FiEJF、11¥品際4 平地1 大正 3年

高区線 積層地盤で比較的良好 第 2 回 JJl:~長

西谷本線
[8(460) 2，900 

一部丘陵であるが，大部分
十品際7 平地511 

埋立地で不良
11 

同支線 .5(395) 2，100 
大部分北西 大部分は平地，一部は丘陵

橋際O 平地 1
一商部北北北西 洪積層地盤で比較的良好

とι 4，150 
問から

橋際 2 :iJZ J也1
南西に変る

30(760) 1，400 北西 ~f[立地で不良 橋際10 +:l也 11 11 

26(660) 2，000 11 
地質良好であるが?大部分

十品際4 平地 3 1I 
[;l:i司Hk[こ沿う

低 区線
24(610) 700 11 涯UJ~ j:也で不良 間接O 平地 1 11 

西谷本線

22(560) 800 西北西 11 橋際 4 :'J!'l也2 11 

20(510) 1.000 北北西 向台{JJ取部地盤良好 備[祭 O 平地 1

18 (1160) 1，150 11 地盤比較的良好 橋f告白平1ill0 iI 

ト一一
15.5(395) 1，150 1I 丘陵切取部多く良好 品号際o :'1"51由。 11 

20(510) 2，200 商 旧道に沿い良好 情際 1 平地。 l! 

!司支線
15，5(395) 1ヲ950 南 西 十品際G 平地 O 11 

イs;区線
18(460) 2，050 ~t 西 埋立地で不良 十品際4 平地 3

明治19年
野毛山1号線 創設工事

{民 区線
18(460) 1，550 

北北西から
11 橋際8 平地6

明治34年
野毛山2号線 西南西 第 1回拡張

1505(395) 5，050 北西 大部分ii附部丘陵供[椛捺4 甲山 明治19年
西谷野毛山 積層地盤で比較的良好 創設工事

連絡送水管 明治34年
20(510) 5ヲ050 1I " It吉際4 平1也2

第 1日拡張

と，その路線中の水管橋の多少に比例して増減しているが，神奈川，西戸部q 根

岸， 111手方面など硬質地盤の所に布設された配水管の被害は軽微でありョ沖積層ラ軟弱な土丹岩

ごえはヘドロで埋め立て こと しいもの g交い h
J
A
U
 

き

も:たきかっすこ。
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第4議関東大震災と水道

かった。 ζ とに屈曲角

らみて、

あるいは交差点付近に被害が著しくョの屈曲

きいもの 古 f
c'一、ラ りの部分において角度30度を超すものには完全

においても s アランジ継ぎ手のものはアランジの付り根にひびなものはたかった。また，

じた。

戸j

る Y字管の1部分はそ

についてみると， つ 念かった。

平地の白管についてはラ

そ

しないよう外側にコンタ Yート塊をつけた

に認められた。
:歩守

一;，為、
市

についてはヲ口径 10インチ って

じたものKついても予そ なわコ

直角s

みただ旬、であった。またp

はその長さの方向に

仁l ンチ

った。更にぷ管埋設の深度によっても

T型接続部において切断されたものが多し他は被害が少なくラ鋳鉄管

おいてユニオンの方向に抜け出したものが大部分を占め，異型管はその接合

され?ほとんど完全なものはなかった。焼失による損害としては熟度のためラ立上り

し j虫、設の浅いものは表面に変色をきたし3 一部には質の劣化が激しく使用に堪えな

なり，深いものは被害が少なし

のはさき5かった。

大きいもの

どにより 3 橋台のす

べり!五 1JP

j聞もま 倒iをみ

J 
j¥こ。

じた。

と火災による

ししネジのゆるみフ切断な

にめって

に沿って縦断的にひびのはいったものばかりであ

宮川橋水管僑の1it~筈

(1-関東大地震震害調査報告(土木学会)Jより)

るが， としては分水位の点において最もよる

られた。

いものもあった。

またぬ水道メータは火災後ラ使用し得るものは全くなかった。
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とれらの被害につ 右:いが， 主う されてい

る。

;韮

b 
ニi二 焼 2，306，979円

不詳

637，724円

1災害応急措置

に山手公園D 伊勢山ヲ久保山，

高台丘陵地帯または横浜公園念どの広場に難を避け3 まず水を求めて狂奔していた。ととに 9月

2日は一物も残さぬまで、に廃櫨となった焦土をさまよい，自分の住居の焼跡をぼう然と眺め9 無

いる死体のうちから行方の知れぬ肉親をたずねる悲惨な人々が群れををし，しかも

いやすにも水は念仏死体の浮く運河の汚水に唇を潤す状態であった。 9月3

日ヲ した大麻内務書記官の報告にある「飲料水なく j躍災民は天を仰ぎ口を聞き

断水の苦悩を如実に物語っている。 1;1，、上のよう友惨状のな

か，震災当日午後6時ごろ，市役所に火の手が回って止む子まく横浜公園に避難しp 野球場;スタン

ドの金網に「市役所{民事務所同j という貼り紙をして，青木む芝辻再助役そ

最初の会議を聞きう e大野両

管の破損はあっても

はラ ζの大地震により

tzニ

るととを確かめ得た。大野技師

たが3 その悲嘆に〈れる問もをし応急対策の指揮をとってい

中心に古材料を収集してパラックを急造しヲそこに職

も全力を尽くした。

)
 

(
 

港内停泊の船舶に積載 してもらい配給する計画をたてp

るべく， 9JEi6日に 良
守ぃ&

レ/亡。

たととろヲ翌 7日

3 

て配給を開始したがフ

円
J 

た。そ ζでラ翌 8日

7こ として自動車

っ17:.0
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5言4章湾京大震災と水道

震災後の市電撒水平による運搬給水 cr横演復呉誌』より) 震災後の給水船による逮殻給水 CW横ill1復興誌』より j

ζ の自苛!令官 r ト又:腎鳩山、フ'I(け 百 Ed~Þ諸国か fλ惇 η 中村庁前ill( ドヰ fkJj早乙勺缶、と i怒単かりナ;とす友した

:~Jtx 

7 

また2

κ" ， 
3 
レョ

ヨヂ'~， ，] ''"-'、品世'¥，""'_J 可寸コ""

されてh った。

され， 10月 3日から

図った。

Ib'(び日の出Jll

よる沿岸給水が開始された。

宮崎町長室

しfてo

しようと る どに して援助

したパラックを本部としてフ直ち るζ と

になったの

そこで3 大阪，京都フ神戸名:ど、の大都市に対し材料器具ーなどの救援を依頼するとともに，

たが，

9月 3日からそ

?と。しかしp 各所の被害は甚大であり，

ってよう Jゃくつるはし 2挺とシャベノレ 2

Ci い青山から西谷ま

く横浜市内に水を導くこと とした。

工兵第 1大隊から l個

る でるつ

と惨状は屈を覆うばかりで， 9月 51三iに念

きたという窮状で、あった。工事方針は第ーに

と西谷以降の配水管を修理して一日も早

叫= 9 sj 9日にようやく きを完了， と併せて

つての口径8イン9月12日朝ついに西谷まで通:;1くすることができた。そしてフ ら

ること13日にはやっと
Fノ 日をつ

ができた。 わち3ζ の日~ i器棚付近に 6 しz ての水道による
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給水を復元し得たのである。

13日以降は工兵第17大隊の来援も

もはかどり 9月20日までに東

は神奈川青木橋方面からヲ

谷@蒔田橋方面まで配水し，共用栓も

その数 140を数えるまvともになり 3

に新設した口径8インチロω 管

では現に水量が不足となったのでう 23

口から西谷含野毛:L1問の口径24インチ

は

京都市からの水道復旧工事応援班 破壊が激しく修理は国難をきわめラ工

び他都市から派遣された応援|設の援助を得て10月7日に完成L，野毛山以降は仁i佳 L!.iイン

チ幹線の改修に力を注いだ結果p 都J脅から大江橋ラ 前田橋と通水した。なおフ

し， 10月14日以降は乙 ζ を配給水船や亭への給水源とじて著しい効果をあげた。

更に口径 36/iンチ幹線と順次復旧のi憶を広げ、震災後2か月を経た10月末ころにな

ると配水区域も高台を|徐く神奈川方面， 日の出町から蒔田方面，戸部方面の大部分及び関内のー

に回復した。

、~

」

配水量1仁11万IIi

きは一切後回しとし，

とおりであった。

L， 12月末に

る応急的

もって施行した。

して配水量は 4万7，OO:Jlrl

ったからヲ実施計画や予算等の手

3，320円にのぼったが3 その工

1) 組子取入口 取人口を埋没した崩壊土砂の除去作業は軍隊警戒のもとに 9月 3日から着手，

同 9日 1 全面復旧通水をみたがs

とし3 引続き乙の切取り工事を行って 9月2:5日

りラほかに青山隆道の流入土砂の清掃にも5，070円81銭を要した0

2) 青山沈願池 当面雪破損のまま使用することになりラ

た。 10月 1Ei着手して翌年 2月末完了し

3) li井浄水場 臆過池民間水池).~接合井等いずれもひ

たが?修理を後回しとしそのまま使用することにをった0

.!I) 導水管及び路線導水管の破裂富所 8ヲ

みた。この修理は 9月 3EIに着手ヲ夜をf殺し

ったがp その工事設に 6万 5，252円3銭を要した。また，

2/4 

口周辺の断崖の崩落を防ぐため

l万 2，346

，与
しJて:。

きp その他にも

う

也コ

てコ

るという

ら に至る口



員，~4\ 室関東大震災と水道

ンデ ら西谷海水揚へ導水するように切り替は野毛山浄水揚の破壊のため3

L 大正13年 7月24Elから通水したがp その工事費は73

導水路線についてはヲ隆道。橋@軌条な

っすてA

のままとし，導水上支障

がある被害についてまず復旧工事することに念りン大正12缶、9月 3日に着工p 大正14年 3月末日

した。右:.te，工事費には 3万3，:396円86銭を要した。

5) 鴻過池内

はそJレタノレ充讃を行い 5

9月3日から着工して

の他各地について応急修理を行う ζ とに:ケりラまず割jれ自に

は必要に応じコンク Pート補強を行うなどで緊急、の使用に応じた。

3月末までに完了したが崎 その工事費は次のとおりで

ある。

6) 

過?ぬ Jr 、

71く 池

:*. 1)879円60銭

その他の工事 3‘ 

計 11， 

野毛山海水揚 もはなはだしく ため 2 計画に

ι崩壊の危険のある石垣工事だけを行うことにとどめ，大正13年2月15日に着手し同年 3月 1

日完了した。工事費には166円98銭を要した。

7) 配水管 配水管の被害は極めて大きく-.つとしてそのまま通水し得るものがなかった。

-d， 
C 

きなかったので，

ぎ手掘りを行っ

くどうすることもで

る大と11主管は継

以下の管は布掘りによっ

てみ、たがヲ

るととになり 9 口径 12インチ

し修理をしp 同口径 1.2インチ

った。

4か月で全線 274kmのほとんど全線にわたり応急修理を完了し

給水装置も専用栓 i万1，961戸p 船舶給水栓3基ラ共用栓 749基(共用桂使用戸数7，537戸)計 l

万 2，713栓の給水装置を有するまでに復旧し翌年3月末臼ヲようやく一応の緊急修理を終える

ζ とができた。 ζ 工14 した。

)
 
♂
 

8
U
 

(
 

関東大震災の復旧に追われていた大正13年 1月四日明方9 丹沢山を震諜とする再度の

って3 前年 9月 1日につぐ震災を受けた。この地震では主主にして火災は免れたがヲ修理

にあった水道は再び被害を受けラ重なる被災によって再修理を余儀なくさせられた。

そこで，直ちに導水管の修理と西谷如水場以降の配水管修理に着手しp まず比較的容易な口径

8インチ配水管の修理に全力を注ぎヲょうやく同日午後 9時30分p 市内藤棚ま

することができた。その後も連日連夜復旧に努めた結果9 同月四日には法問町方面) 18日には神
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奈川町方面フまた20日には西戸部町@野毛町方固まで通水をみョ 3月末日までには全市の復旧を

した。

両震災による断水に対しでもョ通7](までの問，電車9 自動車，船舶によって運搬給水が行わ

れラそれは給水め復旧に宇!?って漸減し 3月15日をもって終了した。また， i給水は自動車話、台ラ

散水電車 3両(水源は藤棚給水所及び山下町消防署構内地下水)と水船 3隻(水源は山手77番及

で賄った。

4， 災害復旧対策

応急施設工事により大正13年 3月にはようやく したがラ乙

急修理、が主体で、あり，引き続き根本的な修復工事を行う必要があった。このため?

を大正13年度に始まる 4か年の継続工事として事業計画をたて工事費32万 1，714円の予算をもっ

て施行することに在った。

財源上p うち (27万3，454円)を県補助金に求めp 残り('1万8，260同)を水道経済の

とした。 災害復旧工事には総額30万 501 L-，昭和4 8月完成し

す乙。

工事概略。純子取入口

口上方の土砂岩石の崩壊を防止するためフ表面にコンタ Pートの張付η及び芝張りをどnっ

た。昭和 3

あった。

9月3日に着工して 3 翌4年 2月12日に完成したがp 工事費は 8，000円で

右:ヰヨラ別途に取人口上方流護のためと

1，200本余を4ラ702円41銭で買収した0

2) 青山沈澱池

として約 1，500坪

4i'品に設けら り導流壁は全部破壊されたので3 そ

及び

志川i流域の荒廃がはなはだしくり降雨ごとに混濁が激しく者:ったので，工事に当っては第1

と他の 3池とを区分い原水の濁度がはなはだしい場合は原水を第 1号地だけに導入した後ラ比

い上層水ね:周壁外の水路〈I隔L5m，深さ0088m，長さ295，によって 2

3-;雪， 4号の各池に導き，第 1号池の導流壁は取りやめ， j也の 3也にそれぞれ高さ 405111，長さ

48.3u:1， 325mm コンク Fート造り導流壁を築造し，底面には泥土の排出に便利たよう

に4条の排水溝を設けた。

ζの工事費には 8万 1，065 い大正15年 11月 昭和 2年 9月に完成

した。

216 



第4:i'言 関東三三震災と水道

3) 導水管接合部締宣し

災害による接合部漏水箇所は全部締直し修理を行ったが，その施行は次のとおりである。

王 町戸F77-z-
42( 1. 050) 874 鋼鉄管印ろう談合糸鉛使用

36(910) 98 11 

22(560) 578 童書 量失 品巨

18(460) 42 

な?ゴ 3 工事費には8，419円73銭を要し，昭和 3年 2月に着手町同年 3月?に完成した。

Ll) 

城山水管橋石岸椅台付近に布設してある口径42インチ管から口径32インチ

管に分岐する箇81に漏水の恐れがあったのでう鉄管受台コンクリートを随行して保護した。工事

費には3， 841円 1 銭を要 l_....~ 昭和 2 年 9 月に着手，同年11 月に完成した。

5) 川井接合弁復旧

接合弁の煉瓦積{WI壁が崩壊したのでョ在来の底部を利用し、厚さ 250mm鉄筋コンクトト

i日した。その工事費は1，235円93銭であり，昭和 3年に着手ラ同年12月に完成した。

6) 西谷降水場

(i)洗砂装置復旧 j既設洗砂機は全部撤去しp 新設した。工事費は 4，825円41銭でラ昭和 3年 8

月に着工，同年10月に完成した。

}
 

・1
4

-
I
 

tl 
第 2ラ第 3山第8号j童過f也の被害ははなはだしかったので底部全面に厚さ 127

mmの鉄筋コンクリートを施行し，周壁及び底部の全面にわたって厚さ 10mmの止水モノレタノ1/を上塗

りしヲ漉過j冨材料は搬出洗浄して入れ替えた。工事費は 8万79円29銭で，昭和 3年10月に着手し

昭和 5年 3月に完成した。

7) 配水

配水管工事は必要に応じて一部の鉄管新設工事を施したほか9 架橋そのi也で支障となった管の

布設替え及び破壊された水管橋の修理フ架設替などを行った。

(i) 配水管新設及び架設替え工事
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工事費
事 白|工民|工!完

何日 !ん

根岸第 2 号水質;矯僑下入江出~V: にI'lóぃ 1 "吋戸 J昭和 4年|昭和 4年640.52 i _..: ，~ 1 h故三去のため丸山干1盟主主 l V'~V .'--“ 2月 3月

千代崎川、 )11底{人越に変更のため敷設卜 |昭和 3年|昭和 3年
13，395.151 _.~ ~ ，'， 1 

7A'tえ 1 v ，Vo>V.'V  1 6月 9月23 

510 1 n5 87.3 
イ1:米の青木水管慌を撤去し新設公道情

に i;ß -~IJのため管{去を小さくして 2 ネド 10"""" ， 11昭和 4 年 11昭和 4 年JL二)8，630.24i"'-I' ， eo~~1 
分町、布設右手え並びに電車軌道ト1il，l笠1u， U0V.  m 1 1 ) J 1 <1月

工三拝

14j二 本 橋I，!lO 1 95.5 

I 200 1 7.3 

Jl¥':歳十I詰1250 1 53 63 

流米の7](1苦情を撤去し償浜儒公道怖に 1 "n，、""-I ，-...-，1".-， ~ "-
1""""""1昭干LJ2年昭和 3年添架のため管径一を小さくして 2~ミに分 16 ， 556.89 1 性七百 iJ4:z 
1 v，vvv.vv  

1 12月 3月
け布設答え 一 V H 

年

月

n
d
q
o
 

r
L
小
l

刀
日日年

月

つ
υ
η

。
横浜

(ii) と鉄管の添架替

一一一一 時
1奈生己主丈管

五円芳水 管 橋
4ベコ7 本T、

工事内容 口f.?2 布 i設 J散去 工事内容 」ー フ{じ n¥; 

(mm) 延長(吋 延長(m)

水管橋が破壊されたの

660 で修理のうえ添架替え

Ei )11水管橋 破壊修理 560 7，261.01 大正14年 2月 大正14年12月
人道橋に添仰のところ

395 
破壊されたので一時仮

修理後添九日容え
200 

一一←--一一『
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5. そ ロハ円

も され2
も激L〈?とのため船ffiJj給水用施設も

された。しかしヲ こわνら

かった。大正13年 に達したの

した。ーに，

号が復旧さ

したので12月から給水を開始し 3 3

さした。 モ

れ9 給7}二施設もそれに伴って複旧した。

焼跡に残された水道メータの改修もひと仕事であった。 地区ごと

にD 新規開栓の計量栓に対しては水道メータ売新設していった。

るととも

{単位 j悶)

口径 水道メータ撤 L 数 J]<.近メータ設担数…幻u
(m叫JI 9~12tjll~ 3バ 4~ 7)J I 8-~12fJ日-12刀 1-- 3nl 4.--7月

5/8(16) I 330 I 636 I 260 I 47 I J.，27:3 I 10 I 69 I 358 

3/4(20) I 66 I 289 I 78 I 14 I 447 I 20 I 74 I 172 

1(25) 12 I 174 I 59 I 11 I 256 I 9 I 79 I 76 

2(50) 16 I 33 I 1 - I 50 I - I 11 15 

3(75) 1 I :3 - I - I 4 I -! --I 1 

以川 - ¥ - I - I 一 一 一 z 

事 ~i I 1，999 I 4，053 1，227 256 7，535 188 I :[，319 2，制 1;482 ! 5~~23 

(め

とともに施設の壊滅によって給水が不能となりう水道料金の徴収もできなくなったが3 震

災後の復旧が進むにつれフ料金の徴収もようやく再開されるようになった。すなわち，大正12年

10月分より西戸部，浅間，神奈川3 青木?子安p 久保町方面の徴収を始め 11月には

太田方面を加えラ順次通水とともにその徴収区域を拡張していった。

なお，震災と同時に公金取扱銀行である横浜興信銀行は業務を休止したので，その後現金の出

納は一切水道局で直接取り扱うことになった。このためフ事務は繁忙をきわめたが，同銀行も 9
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月28日から し n月四日からは再び水道局に行員を派遣するようになって公金の取扱

いを開始した。

によって一切の器具材料を踊失したため7

果，全国の各都市から嘆かい応援を受けたがp 水道局が直接受け

め fと

とおりであった。

混乱の最中に貴重な資機材と技術者等の応援を受けたとともさることながら p その献身的

が職員の士気を高めた精神的な側面ζ も何ものにもかえ難い賜であった。

大阪市 40名 主要配水幹線修理

京都市

神戸市

そのほか，道志村有志から寄贈 265同10銭が寄せられョまた応援軍隊が派遣され複!日工事には

岡山・小倉各工兵大隊が3 警備には水戸。赤羽工兵隊3

に活躍した。

6， 復旧工事費と財源

と ると次のとおり る。

表 4-1 災蓄応急工事主主ぴに災害復旧工事費

1(大2年正度) 
( 昭石市一

手卜 日
(大正) (大if) (昭和)

13年度 14年度 元年度 2年 4年度

純子取入口 12，620.79 4，796，73 

災
青山沈澱 j若 4，145.45 

口主
導 水 路線 70，999.37 35，034.48 

西谷浄水場 14，798.36 7，626.13 
応

里子毛山浄水場 166.98 
急、

自己 水 生; 646.223.44 9，360.60 
工
建 物

事
33，893.93 2，562.52 

焔設&ぴ2F具 118，371. 36 
費

需姿費及び雑費 60，227.23 

891，446.91 59，380.46 

純子取入r:l 4，702.41 8.000.00 

グdf℃ぐ 青山沈 ;~1 場 58，526.18 22，539.78 

当B二三4 
z手 水 ムrf 12，260.74 1フ235.93

i争 ノk ±品 3，625.95 31，833.34 64，598.70 
?長

前己 ;j( j己 1，776.27 nフ432.45 12，974.68 21，939.69 21，821. 06 1 )424.38 
!日

主主 物 7，900，00 

i'i 設計 ~1;~ t1 1.1[ 228.56 2ヲ980.69 8，567.82 2，133.03 

2.004.33 14，413.14 88，397.04 66.773.24 62，8C)O.33 66，023.08 

(単位。円)

17，417.52 

4，145.45 

106ヲ033.85

22，424.49 

166.98 

655，584.04 

36，456.45 

48，371.36 

60，227，23 

950，827.37 

12，702.41 

81，065.96 

13，496.67 

100，057.99 

71，368.53 

7，900.00 

13，910. )u 

300，501.66 

一一士一一 lil ーとニ446~竺385.29 川13 1 88，397.04 1 66， Ti3. 24 1 62，890.33 川 23.0811，251，329九

川内A
LLυ 



第4章関東大震災と水道

災害応急工事費は大正12年 (1923)及び13年度をもって終仏大正13年度から災害復旧事業が

開始されヲ昭和4年度 (1929)に及んで完成した。

これらの工事に対しては大正13年8月29日9 勅令第 203号をもとに「震災による府牒災害土木

費園庫補助規定Jが制定されp 工事賓の85%の補助をうけうることになったので，大正14年 2月

7日，県知事に対して災害復旧費補助の甲請を行い許可を得た。そしてョ大正12年度から昭和4

年度に至る応急施設費及び災害復旧費支出額125万1，329円 3銭に対する国庫補助査定の結果?こ

のうち122万1，858円89銭8厘が補助基本額と定められ，その859訴に当る103万8，580円6銭の補助

額を大正13年度から昭和4年度までの 6年間に分割交付された。

7. 震災後の漏水防止

震災直後，市内配水管は全部締直しを行い通水したが9 それでもなお震災のような大きな衝撃

の後では漏水事故が後を絶たなかった。それは9 ととに配給水管に集中して発生しそのj漏水が

著しく目立ったのでヲ全市にわたヮて，大々的に漏水調査を行い，極力その防止に努めた。

まFL震災後の応急工事は大正13年 (1924)3月に完了したがフその後の余震等も影響して名

前で漏水が多発し従来の給水戸数に相当する給水量を大きく上回る原因となったため，特にこ

れの調査予算として 4万向を計上し，大正13年 3月から 5月にわたって漏水調査を実施した。そ

の後ヲ年々計画的にこの調査を継続し，次のような成果を収めた。

漏水調査成積

大正13年 3 月 '~5 月 1日18，OOOniに当る漏水を発見修理した。

7 月~1O月 1日 9，882m3に当る漏水を発見修理した。

別に 5月 31日 全職員を動員し道路及び各給水戸数について漏水実態調査を行い，鉄

管破裂及び水位漏水等 353件を発見修理した。

8月 23日 同上第2回調査をし 311件を発見修理した。

大正15年 5 月 ~10月 1日4，256niK当る漏水を発見修理した。

昭和 2 年 5 月~9 月 1日3，625niに当る漏水を発見修理した。

昭和 3 年 6 月 ~ll月 1日8，246niに当る漏水を発見修理した。

8. 震災後の給水工事と代行自制度の誕生

震災直後の 9月13日，市内藤棚まで初めて再給水できたとき，最初に開栓されたのは路上の臨

時共用栓であった。その後，復興の進行に伴って家屋の建築も着々と進み，給水の申込みも漸増

して給水戸数も順調に増加した。大正13年 (1924)に入るとラ家屋の建築はますます激増して給

水工事の申込みが殺到し3 ついには，申込みの日から給水を受けるまでに 3か月以上を要するよ
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うになって，復興途上に障害ともをりかね念い状態となったので9 その緊急打開策として工事請

負制度を採用するととになった。すなわち，大正13年 6月 3日9 1"横i賓市水道給水工事施行規程」

を制定し，出願人26名中から選考して10名の給水工事公認請負人を指名しヲ同年 9月 i白から給

水工事の代行請負荷1]を実施した。また 9 この制度の実施によって渋滞した給水工事の申込みも

行させたので，その後の給水工事の新設及び修繕は工事請負業者の協力によって順調に進行する

ようにたった。

しかしョ復興が進展するにつれて，新築家屋の増加もようやく頭打ちとなり，給水工事の申込

みも平常の自然増に限られてきたので3 水道局直営工事能力をもって十分間に合う状態となっ

た。その影響を受け，請負代行屈も採算が成り立たなくなったため?昭和 6年 7月，都

市復興と市民生活に貢献し?と請負工事制度を廃止した。

表 4-2 請負路行状況
(単f立:件)

期 I日j
水道局申込分を請負 請負人による直接

計
入に委託した件数 申込分施行数

大正13年9月一12月間 29，245 4，282 33，527 

J/ 14 年 中 15，760 3，810 19.570 

lJ 15 年 H 9，024 3，907 12，931 

昭和 2 年 11 3，857 3，857 

3 年 H 4，749 4，7L19 

11 4 年打 2.944 2，9440 
I1 5 年 F 2，171 2，171 

11 8 年 H 869 869 

表 4-3 給水戸数機加状況
J単位:戸〉

年 月 方丸イ壬給水中全 計量栓 共用栓

大正13年 6月現在 16，866 5，067 24，739 46，672 

12月 H 29，710 8，454 26，430 64，594 

14年 6月 M 36，436 8，948 25，329 70，713 

12月 H 41，303 9，502 24，937 75，742 
一一一一一一一一一L一一一一一一一一一一一』

E 横浜水道の再建

L 震災復旧事業の推進

j露撞から立ち上がる

この大災害から復興に向って立ち上るため，官民一致公私一体とをつて全市民をつどった

i賓市復興曾」が設立されフ新生横浜の建設ヘフ を結集する母体となって活動 た。それ

はa 肉親を失い，無一物になった人々に活力をよみがえらせs 全市民の協力で再生を図ってい

2♀2 
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ための組識として結成されたものであり，被災後1月もたたぬ混乱の最中の大正12年 9月30日に

創立された。発会式の席上ヲ会長に選出された原富太部の挨拶から当時を偲んでみよう。

今回は!自らずも本曾々長たるの御推選を蒙りました弐第でありますが3 非才の私が，

新たなる重任に古るの器でないことは深ぐ自ら虞る ι庭であります吟乍併比のi償法復興

の大業は決して成敗の問題ではありませんD 有くも市民たるものは其の衆智衆力

して各自の総てを犠牲としてl止の大業に首らなければ念らぬ慮の，ーの大7まる義務の問

題であります3 斯る場合に際しまして兎や角湖辞退申上げますのは，市民のーとして

忍びざる麗でありますが故ι ままに皆様の一致協力を唯一の頼りと致しましてs 自ら捕

らず一時制請を致しました弐第であります，其の内適合なる時機を見計って他の定;な

る御方に御代りを願ふ事に致したいと存じます

此の;機曾に於て一言簡唱に自分の所感を申上げたいと存じます，今回の事:接は素より

未曾有の災害でありますが J止の場合に於て又半面に幾多の光明を見出し得ると;字じま

すp 今回は横笛開港1;1、月三吾々 耐先が其の心I血を注いで六 j司年ヨ{(蓄積した騒の栂ての機関

も組織も翠りて一朝のt[J]と消えしめましたう乍併此tゴ:言、は):'1蹟績の外)l;.を場選したと云

ふべきものでありまして，横潰市の本1開は慨然として向存在して居るのであります9

渡市のヌドi瞳とは市民の精f帥であります，市民の元気であります3 常に:市の中掘となり原

となって中心の力たる慮の，却ち本日誌に御列席になって居らるム慮の二百有飴の

此の諸君が2 如斯健在で街i出になる以上は市民の本舘はl厳然として健在する事を断定す

るに悌りませんラ乍併此の諸君の内には，多年来の行懸りもありませうう主義の相謹も

ありませう 9 議派のど芋もあったでありませうが，然し此は今日となっては皆過去一場の

として， lrヒの改j去の大の完成する迄は五に取除けて罷かね

披いて協力一致此の業に猛進しなければならぬラ諸君も既に其の御苛きである事を疑ひま

せぬ， J止の如き健全なる市民の下に健査なる建設が設現する事は素より首然の事であり

ます，是れが今日の闇!i~のに見出す第ーの光明で、あります

更に苦々の見出し得るーの光明はp 新らしき文化を利用するに於て組好の機曾である

事でありますラ尤も現代に於て各方面に於て研究された慮の最新なる文化を巧みに利用

するものは勝ち，利用せざる者が敗る Lのは現代の大勢でありますヲ然るに之を利用す

るに首りではラ一時に富来の組織を破壊するにあらざれば其の利用の計量を充分にする

事が出来ないのが普通の情態であります，然るに現在の横i賓は全く一枚の白紙となった

のでありますラままに如何在る最新の計董をなさらうとも，又如何なる名蓄を御書きにな

らうとも，綿て皆様の御白由で、ありますヲ今日は最新の文化を利用するに於て千歳一遇

の機曾を天より賦興せられたものと言はねばならぬ，之が此の不幸中に見出し得た慮の

第二の光明であります

更に吾々の見出し得た慮の光明は，数千年来停統的の常道とする騒の勤俄でありま

すヲ

候りに横掻今回の損失を五億圏と{良定し9 一方に於て四十高の市民が非常に勤勉して

生産を増加しラ更に消費を節約L 一日に付五十銭の利絵を得るとせば一日に貰拾高田

となり宣月に六百蔦園となり宣年七千葉百高田となるラ息日ち七年にして五億国 し



得ると同時に，奮市街が新文化に依りて美麗なる改穫を濡し得るの道理であるヲ之れは

此の際算数的に吾々の設見する慮の第三の光明であります，斯る幾多の光明を認むる

を得まするも，事賓の問題としては，先立つものは資金でありますラ勿論斯る復興の大

業は園家の援助に倹たねはならぬ事でありますがう吾々は他人の援助を叫ぶ前に於て，

先つ自ら奮起しなければなりませぬョ先づ自ら背水の陣を張って而して後他の援助も同

情も期せずして来るのであります

漫りに他人の援助にのみ依脱するは却って他の援助と同情とを却ぞくるの結果と在る

に外なりません， lj肖くも吾々市民たるものは何屈までも横演なる壌渡りの城に龍城し

て，事若し成らざれば各々枕を並べて討死するの貿:悟を今日に定むる事か肝要であると

信じます

(~横i室市復興曾誌』より〉

との挨拶に示されたように，復興は単に元に復するととを目的とするものではなく，悲惨念事

態を新生横浜を築く転機にしようというものでラ開港以来の不屈の開拓精神に支えられたもので

あった。 ζ の復興会比市全体の応急対策から新生復興対策までを推進しラ横浜復興がほぼ完成

した大正日年 (1926) 9月30日に解散したのであるが3 この間，次の横浜市工業振興策の建言も

った。

横張市工業構興策の提言

その生立ちからフ横浜は生糸を軸とした居留地貿易を基盤に発展してきたがp 明治も後半に入

ると工業誘致に力を注ぐようになり， ζ とに第 2回工事が完成した大正 3年とろには，

誘致にはずみがついた。そして9ζ の工業振興策はヲ震災後の廃嘘から立ち直るに当っても，

興会から改めて提起された。

商港として護達したる横慣に於て貿易の隆盛は ~IJち市の繁柴を意味するは今更言を侠

ども交通機関港湾設備等の改良普及に伴ひ生産主主き都市は其繁柴を脅かさる与

とと多し何れの都市に在りても競うて工業の招致護展に市是を置く所以も亦之に外なら

ず本市も夙に工業招致の見地より此方面に力を注ぎ来たりたるが震災後に於ても先づ思

をま立に致し此の機に於て工業立市の大本を定め都市繁柴の基礎を作り

き豪も意に介するに足らざる底の重味と根底とを具有せしめんことを要す

惟ふに我横J賀市は前面に優良なる港湾を控へ背後に一大消費地を有せるを以て其形勢

は必ず能く市是を全ふするに足るものあらむ若し夫れ招致策にして果して雷を得たるも

のならむか資本家も其投資を齢せざるべく企業家も亦来りて其計蓋を貫施するに腕l欝せ

ざるべし乃ち貿易は振興し商業は繁柴し復興は日を期して望むべく更に新たなる大横績

の出現を見む乙と蓋し疑を容れざるぺし

(~横潰市復興曾誌』より)

それはp 零からの再出発を余儀念くされている問に発展する他都市3 更には東京の築港問題な

どに対応する したものでもあった。 ζ うして， した臨海工業地帯の造成
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第4章関東大震災と水道

と重工業化への新しい道を進ん，でいくことになり D 将来の水の使用量にも大きな変化を与えると

とになる。

震災謹奥事業の推進

関東大震災に見舞われた横浜市は全くの焦土と化し，通信。交通@電気価水道等都市が誇る文

化的施設は破壊され，見渡す限りの焼野原の廃撞となってしまったがう混乱が漸次収束するにし

たがって，再建を誓う市民の意気は高揚していった。一方，市当局者もまた横浜再建のために寝

食を忘れて奔走した。仮市役所も横浜公園から桜木町犠業紹介BTに移されラ 9月1113，震災後最

初の市会がその屋上てや聞かれた。市会議員はいずれも股引のわらじの姿で集った。市会における

議事は見渡す限り荒れ果てた焦土を見下ろしながら 3 悲壮な緊迫感が溢れるうちに進められヲ渡

辺市長はカ強く横浜復興の覚悟と決意とを内外に声明し?よ型どころのない人心に希望と気概を

与えー市民とともに一路復興に逼進する決意を固めたのである。

震災後の{反市役所屋上における市会 (1横演復興誌Jより)

そして3 一方て守は政府の企画した帝都復興事業の枠内に横浜市も加わることが必要であるとと

を強調し，そのため政府に請願陳情を行うことを提案したが?市会は満場一致でとれを可決，直

ちにその大運動を開始した。その結果ラ帝都復興事業は横浜市をも包含することに決定い復興

事業が強力に推進されることになった。

2. 水道事業復興工事

震災後の水道施設はD 災害応急復旧工事及び災害復旧工事によって一応市内給水を賄えるよう

にはなったが3 野毛山及び)1I井浄水場施設が壊滅のまま放置されていたため，震災前に比 L，貯

水量において 2万7ラ000ni' ，稿過能力に沿いて 1日l万7，OOO:m'を減少し，これは震災前の給水能

力 1日9万111の 5分の lに相当する量であった。即ち震災前の使用水量は年々増加し9 夏季にお

いては導水能力を突破して10万dに達する状態であったことを思うと，これは正に断水一歩前の
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姿て、あったといえる。したがって，震災後の弱体化した水道施設では3 市勢の復興に伴って早晩

水量が不足することは明らかて守あったので，応急工事や災害復旧工事施行と並行してラ当然なが

ら復興計画の検討も進めてきた。

本市全体としては将来を考慮してp 今後の都市計画に順応する大計画を立案したが，震

災後の本市財政は極端に窮乏疲弊していかんともし難い状態で、あったのでp 国庫の救済に待つよ

りほかなく p しばしば口頭または文書をもって陳情し，大正12年 12月26日の市会では，

1，087万 8，356同を復興事業費として決議し，直ちに内務 e 大蔵両大臣及び復興院総裁に資金調

達並びに経費補助及び利子補給方について申請した。しかし9 第47臨時帝国議会において，当初

政府が全部執行する計画であった事業の一部をヲ公共団体によって執行させるととに予算が削減

された。乙れに伴い大正13年 3月4日付でョ復興院から本市復興事業に対して国庫補助及。び事業

うζ とになったので，必要書類を添えて申請するようにという内示があヮた。

その条件は次のとおりである。

① 復興事業費貸付条件

⑦利子年 5分 ただし据置期間中は無利子

@据置期間 大正18年 3月31日限り

@償 還 大正18年 4月1日から30か年内元利均等償還

@ 復興事業債利子補給条件

⑦ 利子補給は年度自j表における各年度金額の範囲内ヲただし電気事業⑥瓦斯事業及び水道事

業は利子補給せず。

@ 利子補給は年7分以内

市では複興院からの内示に基づき市全体の復興事業計画を次のとおり策定し?と。

表 4-4 横浜市執行復興事業費と悶庫補助額
(単位:円)

- Mってつ了7時一一一一一「11-Fr五一一
事 業 引川i事業費引制 刷 半|国庫補助額 1 市負担額

道路・橋梁 7，442，000 I 12分の5 3，100，833 I '1，341，167 
河 川 6，000 ， 000 I 3分の1 2，000，000 I 4，000，000 
よ・水道 3，000ヲ000 4分のl 750，000 2，250，000 

下水道 1， 250 ， 000 I 2分の1 625， 000 I 625 ， 000 

衛生施設 I1 ， 500 ， 000 I 4分の1~-2分の 1 500， 000 I 1 ， 000 ， 000 

I 720，000 I - I - I 720，000 教育施設 IL..V J VVV  [ ! 
10， 230 ， 000 I 4分の1 2，557，500 I 7，672，500 

社会事 業 750，000 I 4分の1--2分の1 I 210，000 I 540，000 

電気事業 1 8川 0，000 i - 1 一 8，500，000

がス事 業 I3，000，000 I -， I - I 3，0∞，000 

中央市場 I4，000，00o 1 Lj分の1 I 1，000 ， 000 I 3 ， 000 ， 000 



関東大震災と水道第4主主

そしてヲ水道事業としては大正13年 5月26EI，次の水道事業復興費予算を市会に提案し即日可

決された。
(単位.同)

金額目

ーム

η
ム

つ
υ
d
ι
τ

戸

U

ハ
b

大正13年度支出額1，400，000同金

3，000，000 

大正14年度支出額800，000円

大正15年度支出額800，000円

復興工事の3， 

)
 

-(
 

復興計画の概要はおよそ次のとおりであった。

取水設備については既に修理済みであるので手をつけ友い。① 

導水管については応急修繕工事を施行して通水には支障なかったが，震災以来鉄管接合部に② 

しばしば漏水したのて〉全線にわたって締め直す。ゆるみをきたし，

浄水工事は壊滅した野毛山の浄水施設の代替として西谷浄水揚に 1日能力12万石(2万1，648③ 

nUの櫨過池と貯水量9万石(1万 6，の配水池を築;遣し p 野毛山には貯水量6万石 (1

の配水池のみを築造する。万

また蒔田@大岡。弁土ヶ谷@弘明寺。堀の内@岡村@磯子の方面等の地域は配水幹線の布設④ 

この方聞の都市計画道路網に沿って配管を計画するとともにp 各配水本管間が遅れていたのでラ

その安全性の連絡を図りヲ更に各河JII横断箇所は一般の橋とは別個に独立した水管橋を架設しう

を図る。

その多種巨額の財源を必要としたのみ念らずヲ復興事業は市の施設全般にわたっていたからヲ

したがって‘市はこの復興事業全部の財源多様の事業はいずれも火急に迫られたものであった。

87，250 

1，792，000 

752，950 

41， 309 

146，491 

180.000 

ユ頁

導水管費

浄水場費

配水管費

量水器費

建物費

設計監督費

水道事業復旧費継続年期支出方法

3，000，000円

訳

自大正13年度

至大正15年度

日

V!J 

これについては一括して起債に求めることを基本としたがヲ当時，東京市の復興事業もあって，

らの巨額の事業資金を到底国内債で調達できる見込みは念し外債に求めるよりほか念かった。

その問にもその発行時期や条件もあって容易に進行せずラ大蔵省もその準備を進めてはいたが，

復興事業はゆるがせにできないため，当座の工費は大蔵省預金部から一時融資を受けて賠うこと

それにも限度があった。になったものの，

ちょうどそのころ 9 東京市が大蔵省の斡旋によってイギ、Pスで復興事業債の成立をみたので，

横浜市も大蔵省に外債発行を要請し，当時間省からアメリカへ派遣されていた海外駐在財務官の
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て額面総額 1，974万ドソレ(対1ドノレ2円6厘 2毛)にのぼる横浜市復興事業公債の成立をみたの

である。このうち，水道復興事業に対する金額は124万5ラ831ドルでョまた事業費総額に対する国

庫補助額75万円については同年12月8日国庫補助許可の指令を受けた。

計画の変重き

5月31日ラ横浜復興の与望をになって市長に就任した有吉忠ーは，復興事業

の推進を図るため機構改革を断行した。それに伴いヲ翌 6月1日，水道瓦斯局は分離されて水道

局は独立しう同時に堀江勝巳が局長に任ぜられた。同氏はヲ本市の第 2回拡張工事に工区長とし

て活躍しp その後ヲ熊本，大牟田市に招かれ，各市の創設水道工事を完成させるなどの功績を残

していた。そ ζで3 関東大震災後の横浜水道復興のため嘱望されて再び呼び寄せられたのであっ

た。

堀江局長は復興工事に着手するに当仇更に検討を行い設計の変更を行って水道事業復興の実

をあげることに努めた。すなわちヲ当初の設計はほぼ、震災前の施設の復元を目指したものて守あっ

たがヲ変更した設計においては震災後原水の混濁が激しくなった点を考慮い西谷浄水場に初め

て急速癒過池を新設するととになり，配水池も 1池の計画を 2池に変更した。またラ野毛山の災

害の状況にかんがみ3 同構内に新設する配水池は耐震的な円形構造を採用するなどp 新しい企画

を取り

その設計変更の内容は次のとおりであるが9 大正14年10月148，臨時復興委員会第 3部会(当

表 4-5 設計変更の内容 (1判立固円)

費 目 元 設 計 変更設計 変更設計工事計画の概要

1導水管費 87，250 78，004 
全路線中継ぎ手のゆるんだ箇所の締夜しを施行し，かつ?城山陰道

その他路線中崩壊箇所を修理する。

①山手線200mmを西谷浄水場急速穏過池洗浄及ぴ漉過砂洗砂用水に手IJ

用。

②7ki原が荒廃して溺度が甚しいので?壊滅した野毛山浄水場施設を

西谷に移し，ノマターソン式急速(慮過施設(イギリス)として復興す

| るo 白谷には10池 出 告L 削速度 1B 25， 450rrI 0)能力を雌
2浄水;場費 1，792，000 1，666，158 に薬品混和池。沈澱地を新設する。

③商谷には貯水量 1万7，400rn'，野毛山には 2j也で貯水量 1万3，800rrf

の配水池を築造する。

④これらの鴻過池・自己水池その他の各地はヲいずれも鉄筋コングリー

ト構造とし特に野毛山については震災の被害状況にかんがみ水

平震動に対抗し得る強固な円形を採泊、上覆及び底部とも扶形を保つ。

①配水管は蒔田方面への口径610mm配水管を西谷より延長5，436m新

3配水管費 752，950 816，075 設するが，途中導水勾自己の関係上東隆道及び大原隊道を築造する。

②河川横断部にはできる限り公道橋に添架の方針をとる。

4量水器資 41， :309 31，772 

5建物 資 146，491 227，991 復興工事の進行に伴い所要建物の建築をする。

6設計監督費 180，000 

一一一旦出出型主止ー十一一一一
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時市長の諮問に応え実施設計その他複興。復旧に関する重要事項を審議する機関でp 市会議員全

員をもって組織した委員会)に諮問し，その賛成を得た。

しかしラこの設計変更の後においてもラ随時必要に応じて個々の計画についての変更や経費の

剰余を利用した追加工事がしばしば企てられた。当時，水道経営の面においても全計量制の実施

や，市域拡張に伴う鶴晃拡張布設工事等がからみ合って繁忙をきわめたので，鋭意復興事業の進

展を図ったにもかかわらず，予期どおりには進行しなかった。すなわち，継続年期及び支出方法

は3次にわたって延長されぅ昭和 5年 (1930) 3月31日ラ 6か年の歳月を経てようやく完成を遂

これに要した復興事業費は296万9，910月68銭となった。

表~J.-6 年度}lIJ予算執行状況
(単位:円1

工事予算額 大正 I I 昭和 1 I 
種別執行額 13年度 14年度 1 15年度 2年皮 1 3年度 4年度 計

予算額 78，004.00 一 一 一 一 一 78，004.00

導水管 執行額 5，404.171 17，674，11 1 57，203，821 9，.368.41 1 ~ 1 ~ 1 89，650.51 

浄水場 ナ算額 700，100，001 540，700.00 1 333，417，∞ 65，891.00 1 10，600，00 1 10，450，00 11，666，158.00 
十A47古H1 187.301 151，335.13 1 609，549.531 624，278，56 1 62，480.73 1 26，838，03 11，474.669.28 

配水管 予算鋲 429，433.001 163ラ733，001 209，130.001 2，959，00 1 5，470，00 1 5，350.00 1 816，075.00 
執行綴 75，095，491 15ヲ773，70I 336ラ162.121 184，593，82 1 204，925.21 1 113，558，04 1 930，108.38 

J品ロノ↓トミ叩子 予算額 31，772.00 一 一 一 31，772，00 
執行額 31，771.02 ー ー 一 一 一 31，771.02 

建物 予算額 110，691∞ 35ヲ624，001 30，371.001 31，305.00 1 10，000.00 I 10，000.00 1 227，991.00 
執行額 25，878.81 1 32，487.551 58，257.18[ 37，207.72 1 18，367，11 1 172，198.37 

i到予算街 50，000，001 59，943.00 1 55，463.001 9，525，00 1 5，069.00 1 ~ 1 180，000.00 
執行額 12，784.611 56，829，17 1 73，634，521 58，044.35 1 45，456，24 1 21，764，23 1 271，513，12 

予算額 1，400，000.001800，000，001 633，381.001109，680，00 i 31，139，001 25，800.0013，000，000.00 
|山 山25912山 92 11，109，0山山

LL 復興工事の概要

復興事業は，大正13年(1924)度から昭和4年 (1929)度までフ 6年間にわたって，施行された。

1) 導水管修繕

導水管中下記区聞に漏水が生じたので修繕を加えp 河川横断部にアスフアルト巻きを施しフそ

の上に板囲いをして保護した。

導水管修繕

川井村地内 口径 38インチ (960mm)管廷長 549m 接合部締直L 189口

溝村地内 口 36インチ (910mm)管延長 530m 接合部締直し 168口

田名村地内 口径 22インチ (560皿)管延長
接合音ii締直し 892口

J!I井村地内 口径 22インデ (560日田)管延長 3，387m 
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ζ の工事費は4，846円19銭でp 大正15年 3月工事に着手し，同年 9月完成した0

2) 城山薩道修繕

城山陰道は礎道上ロから延長1，760mにわたって100余箇所のひび割れを生じたので?この被害

箇所全部を煉瓦 3枚で巻き直した (ζ の面積1，5960 。ま九側壁コンタ Pート厚さ360阻の

修繕(商槙

同年10月完成した0

3) 川尻隆道修繕

った。この工事費は 4万6，250円80銭でD 大正15年 (1926)1月に着手し，

川尻隆道は扶頂に縦にひび割れを生じたので，全扶巻き直L，うち35，3n1は厚さ380m聞の鉄筋

コンクリート内面煉瓦 l枚躍りで巻き立て，他の部分の面積 290111煉瓦 3枚巻きとした。工事費

は1万6，246同56銭で5 昭和 2年 1月工事に着手しフ同年 5月完成した0

4) その他路線修繕工事

川井以降西谷までの導水路線及び西谷以降野毛山に至る水道路線について，一部I隔の拡張及、び

路面の盛上げその他の付帯工事を実施した。

浄水場工事

野毛山鴻過池は全部使用に堪えずヲ櫨過能力から 1日約四万石(1万8， 減少したので，

ζれを補うため，西谷海水場に 1日12万石(2万1，60011U の能力を有する櫨過池を増設すると

とになった。しかし，震災後，水源である道志川及び神の川の両岸は荒廃し，降雨ごとに著しい

混濁を生じたので，初めて急速稿、過法(計画ではパターソン式であったが実施段階でジューエノレ

式に変更)を採用することになりフ併せて薬品溶解装置，薬品混和池，沈澱池等の施設を建設

し急逮捕過層洗浄法は空気撹持式を採用した。

内訳

r時-目白句

名 初、 形 :犬 τ「 法 構 丈、丘旦二 工事費 完成年月 備考

薬品 ;r~和 i也 長さ 13.34mX幅4.5mX深さ 3.48m 鉄筋コンクリート造リ 11，580円 大正15年12月

i克担i池 長さ36mX幅23.4mX深さ 3.48m 鉄筋コンクリート造1) 59，328円76銭 昭和2年10月

急速ir量過池 長さ 10，4mX幅7.3mX;采さ2.5mX6池 鉄筋コンクリート造リ 273，193円12銭 昭和4年10月 ジューエ}~式

1) 西谷配水池

西谷浄水場隣接地に新たに買収じて築造したもので3 構造は内法長さ?2m，幅 46.8m，深さ

5.76mの鉄筋コンタ Pート造りつ基礎は厚さ300阻の割栗の上に厚さ250mmιのj也底を築造し9 止水

アスフアノレト及び25m皿モノレタノLを施行し?と。側壁は平均厚さ 325mmで 3.6m間隔ごと

けラ内聞は厚さlOmmシルペスターモノレタノレを施工した。縦側は監中央で厚さ 1mの中間壁によっ

て2池に区分し，中間壁の中央に伸縮継ぎ手を設けた。天井は厚さ 200mmで， 50分の 1の勾配を

して上聞に止水アスアアルトを しs そのよ部に厚さ750阻の盛り土を施行した。

230 



第4章関東大震災と水道

浄水は

鉄管で流出させた。 には 38万4，3(34

同28銭を要し大正15年 7月

昭和4年 3月に完成した。その有効貯水量

は1万6，500n-lで、ある。

2) 西谷構内鉄管布設並びに撤去

震災復興工事によって築造された薬品混

和池ラ沈殿j也9 急速蹄過池及び配水池の連

絡を図る鉄管布設を行う一方， I日着水池連

絡管の一部を撤去した。 震災復興工事で完成した西谷海水場急速鴻過池内部

口径(mm)I布設延長(m)I撤去延長(m) 工 場 一昨j易

910 2 2 薬品混和池と 685mm緩速液過il也送水管と連絡

685 380 1I 910 I! 

610 338 薬品混和池と沈澱池、;尤澱託証と急速鴻過池とのi封書

510 83 115 導水管と薬品i昆和池との連絡のための鉄管を布設じ、従来の着水

池連絡管の一部撤去

300 137 l各池と配水接合弁との連絡

ζの鉄管連絡工事は昭和 2年 9月より同 4年 3月までの間に施行されp 工事費は 1万2，174円

四銭であった。
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3) 排水管工事

配水池，薬品混和池，沈澱池，急速漉過池の清掃時に必要な排水管を布設し，その接合弁を築

造した。その排水管は鉄管及び鉄筋コンク Pート管を用い，延長272m接合弁5箇所を築造した。

工事費は7，162円14銭で，大正15年12月工事に着手し，昭和4年12月に完成した。

4) 川井耀過池修繕

川井浄水場内鴻過池は震災のため側壁・底部の各所にひび割れを生じていたので，池の内面を

厚さ 150皿の鉄筋コンクリートで覆い，モルタル上塗りを施行し，躍過床も下層煉瓦の敷込み及

び櫨過砂の補給等を新たに行った。工事費は 7，620円22銭で，大正15年 3月工事に着手し，同年

10月に完成したc

5) 川井配水池修繕

川井配水池も同様，震災のため底部及び側壁にひび割れを生じ，上屋は完全に破壊されたの

で，貯水池内面に厚さ平均225皿の鉄筋コンク Pートを施行し，その表面はモルタノレで防水した。

また，上屋は正面及び裏側に鉄筋コンクリート壁を築造し，出入口を設け，鉄骨の屋根小屋組に

石綿スレート板葺きを施した。工事費は 1万 6，000円30銭で，大正15年3月工事に着手し，同年

8月に完成した。

6) 野毛山配水池

旧野毛山浄水揚は震災のため完全に破壊されたが，櫨過池は西谷浄水場に復旧し，野毛山には

図 4-2 野毛山配水池構造図
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旧穂過池跡に鉄筋コンク Pート造りの

円形配水池2池(有効貯水量合計1万

3，700nDを築造したほか着水井及び配

水井も築造した。大震災の教訓から配

水池の周壁には円形構造を採用し，内

径41.25m，深さ 6m，有効水深4.68

m，その貯水量6，850nfのもの 2池を

隣接して建設した。池内に 4条の同心

円形厚さ 200皿の導流壁を設け，各導

流壁は中心から放射状に2.9m，2，172 

m， 2，895mの間隔で460皿の円形支柱

をもって連絡させた。

着水井は内径5.5mの円形で深さ

4，802mの鉄筋コンク Pート造り，配

水井も同様，内径5.5mの円形で深さ

8. 73mの鉄筋コンク Pート造りとし，

西谷浄水場からの送水管口径20インチ



(510皿)及び15.5インチ (390阻)

管によって着水井に導き，こ ζか

ら口径20インチ (510皿)鉄管で

左右の配水池に送り，口径26イン

チ (660皿m)の流出管によって配水

井に集め，配水井からは口径18イ

ンチ (460阻)及び26インチ (660

mm)配水管をもって関外及び磯子

方面へ配水した。また，着水井と
圏醐醐醐摺轍識調醐艦砲廻園田醐田園田園抑制醐描摘翻圃臨拠

第4章関東大震災と水道

配水井聞は，直接口径26インチ 野毛山浄水場跡に震災復興工事で完成した野毛山配水池(昭和 3年)

(660皿)管をバイパスとして連絡した。工事費には40万2，355円部銭を要し，大正14年2月工事

に着手，昭和2年 3月完成した。

7) 野毛山構内鉄管撤去

野毛山配水池築造工事のため支障となった構内鉄管の撤去工事(口径660皿~200阻延長 1， 300

m)を施行した。工事費は 4，506円81銭で，大正14年 9月工事に着手し，昭和3年 3月に完了し

た。

(3) 配水工事

1) 配水系統の確立

当時の配水管は第2回拡張工事による配水幹線が基礎と念っていたため，その後に新たに市域

に編入された磯子・蒔田・大岡方面は既設配水幹線から遠く離れており，配水上問題も多かっ

た。そ ζで，復興工事においては，とれらの方面への配水強化を図るため新たに幹線を布設し，

西谷配水池の増設とも併せて市内配水系統の改善を図った。

2) 工事の施行

(i) 川井~西谷間口径 200皿送水管工事

川弁~西谷聞の口径200mm配水管中延長2，704mを布設替えし，5，685mを締め直し，782mを撤

去するとともに，河川横断箇所についても補強修理を加えた。この工事費は 1万585円86銭で，

大正15年 6月工事に着手し，昭和2年 3月に完成した。

(五) 蒔田磯子線

蒔田磯子線は，新設の西谷配水池から東隆道・大原隆道(両隆道とも復興工事で築造したも

の)を経て南太田に至り， ζ こで左右に分れ，一方は大岡町横浜高等工業学校前(現南警察署)

で既設口径200皿管に連絡し，他方は中村川・掘割j川沿いに八幡橋際に至り， ζ こで既設200皿管

に連絡した。

600皿管延長 5，715m 
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550mm管延長 595m 

450mm管延長 975m 

400mm管延長 755m 

350rnm管延長 2，486n1 

ζの工事費は 8万6，974円92銭でp 昭和2年10月工事に着手し，翌 3年 3月に完成した。

3) 付帯工事

(i) 路線築造

蒔田。磯子配水管の新設に伴って次のような関連工事を施行した。

) 西谷浄水場~保土ヶ谷仏向町間路線

西谷配水池構外より仏両町杉山神社説Ji'C至る延長844.75m，幅 5mの水道路線を 8阪に拡張し

た。同工事は昭和 3年 6月に着手G，同年J.l月に完成した。

ii ) 東隆道両口路線築造

保土ケ谷町と南太田町を連絡するためのもので3 公道との併用を前提として築造した。その延

長は38L29m，幅5.5mで，昭和 3年12月工事に着手し，昭和 5年 3月に完成した。

iii) 大原越道両ロ路線築造

延長60.495mの間，幅 5.5mの路線 した。昭和 2伝 1月工事に着手しp 同年6月

した。以上の路線築造の総工費は 7万7，716月43銭であった。

(ii) 隆道工事

i ) 東隆道築造

本陸道比保土ケ谷町より南太田町に通ずる新設公選と併用築造した。延長 168.71m，勾配

200分のし形状は罵蹄形で高さ6.3mヲI幅5園 7mで，内部には口径610mrn鉄管及び内径 230阻コン

ク1)-ト排水管を布設した。本工事費は 9万 1，439円84銭でフ昭和 3年12月工事に着手L，同 5

3月に完成した。

ii ) 大原隆道築造

本陸直は延長254.5!九勾配200分のし形状は馬蹄形で高さ3.62m，幅広 4Llmでヲ内部には口

震災復興工事で完成した東路道 震災復興工事で完成しf口三原隊j草
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荏610m皿鉄管を布設した。本工事費は 7万2，564円40銭でp 昭和 2年 6月工事に着手しラ翌 3年 7

月ItrSt=?-1 ヂ
.~フ己叫んレ J こ。

自ii) 野毛山~初音町間鉄管布設

関外西部及び南吉田・中村方面配水増強のためラ野毛山配水井に発する口径 660皿血管を延長し

て初音町内の口荏460mm管に連絡するためラ南吉田@根岸線に口径660m阻 c 延長 462mの鉄管を布

設した。本工事費は 1万386凹12銭でョ昭和 2年 7月工事に着手し，同年12月に完成した;。

(i吋鉄管布設替え

地盤軟弱のため又は水管橋架設のためラ次のとおり鉄管布設替工事を施行した。

三士12三百です↑辺市町延長(吋| 迫 要 1 叩~主主竺
緑橋~自i;樹立j欽管布設 !抑制唱:r，品 eeo 000  ^ 1屯ヰ軌道償断部及び制水弁等|咽η"""ハr III召和 2年
替え は同支グ 7こめ| … l …， V 1は鉄筋コンク 1)ート室で保設|山 vvu.vつ 7月

前田水管析架設存えの|前凶水管矯 I-~ ，，，> -r Af' F I .---./.'7/"'''(¥ 6.."'>:;-i"" rl -1-1，'-.-1- ! 
| | 包 10 106，5 1 口径560mm管55.7m撤去 | 

ためーiJ寺仮精製設工事|架設のため 1 ".V I .vv ，v I 仁何回… 11昭和 21j三

53.3 I橋台同組I1コンクリート保護 v， ム v.".0 I 10月

|橋上管アスフアルト巻き{知書!

久良蚊7](削紘一言止にl'ド[久良111)休刊 390 1 17，0 1 I ， 'eo 0' 昭和 2年
う添架工事 |ヲia~O)ため 460 I 54.4 I “ I "， .vv ・ VO~ I 10)~ 

6.431.261昭和 2年
4 ・VV I 10月

前1[1水!iE'椀落成につき

添架工事
11 560 
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460 281.5 I口径460mm管170m撤去

('V) 7k~与格カロヲfL-，--""王寄il) 7j、@i1l吋珂ミご百又 L 唱

水管稲名 カ1 工卒資円 工 事 完 成

前田水管情 中届1.372m Xi:UJi32.918m， 口径~550mm 管F添先日用 10，880 H百手口 2-q戸 3月

Wi手水管崎 中国1.524mxi予間15.951m， 口 f至650mm 管添~~用 5.386 昭和 2年 3月

久良岐水管橋 11届1.524mX径問27.3m，口径450mm管添架用 10，080.83 大正15"子11月

蒔田水省， 1'i号 幅1.5mX径問15.9m，口径550mm管添架用 8，362.47 昭和 3年 7月

建築工事

復興工事において建築した建屋は次のとおりである。

建 物 規模(rぜ) 平時 工己 工事費(円)

四谷急 j生滅過池上屋 509.5 銀筋コンクリート造り一部3階建 41，849.184 

西王子沼水道メーター工場会 475.2 木造平家建 13，000.，000 

i泊、IZi召鋳物工場 105，6 鉄骨造りエF家建 5，300.000 

庁舎イ寸 胤事務所 189.8 木造 2 階建 12，110.000 

庁舎付属倉庫 305.1 主夫 骨 2 階主主 21，820.000 

!j!} 毛 UJ 公 イ~ 550.9 木造司王家建 5掠分 18ヲ300.000

そ σ〕 f也 建 物 59，554.186 
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5. 区画整理事業と埋設管整理事業

震災に上って白地図と化した横浜を復興させる都市計画もいち早く着手された。そのうち最も

重要友ものの一つは区画整理事業及び幹線街路築造工事であった。前者は震災前，自然発生的に

形成されたごみごみした市街を新しく整然とした区画に整理していくことを目的としており，ま

市内外にわたる重要支通路としての幹線道路とその補助線等道路整備工事によって将

来の発展に備えようというもので，両者は密接な関係にある。

との区画整理事業は国と市の分担によってそれぞれ区域を定めて執行されラ幹線道路工事は国

が執行ヲまた補助街路工事は主として市の施行するところとなった。しかし，乙れらの事業の執

行に比勢いバラック等の家屋その他の移転，或いは街路の改廃@新設ラ道I憾の拡張，橋梁。河

JII・護岸。下水 o舗装等に伴う諸工事が必要で、あり，これらの諸工事に関連し，必然的に水道9

jfス，電気p 電信9 電話，下水等地下埋設物の整理も伴ってくる。

とれらの埋設物は施行の方法及び技術等も複雑で，工事費もまた膨大な額に達し，そ

移設，新設に際してねら系統配列を整理する必要があったうえ，事業の進行いかんは直接復興事

業の進展に影響をきたすととから，市も慎重に復興局及び関係方面の技術者による協議会を催し

て問題点の整理に力を注いだ結果3 大正14年 11月28B，ょうやく配置標準の合意に達し

震災復興工事で完成した山下公園(横浜市図書館所蔵)

震災復興f去の篠木IHT駅前 (Wj競演復興誌」より}
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?亡。

また3 同月24日には地下埋設物

の整理方法についても移転手続き

の基本方針が決定され3 その費用

負担の区分についても復興局と市

との間で数次の折衝が行われ，①

土地区画整理地区内の工作物移転

整理費の負担はその原因者の負担

とすること。②国執行の幹線街路

震災復興後の日本大通 CW桜i演復興誌』より)



第4章関東大震災と水道

工事或いは運河工事により工作物の移転を必要とする場合の整理費は国負担。③市が行う補助線

街路工事費は市の負担とすることで、協議が整った。そして大正15年 3月五日には更に工作物の移

転補償審査内規が定められ，全額9 半額 4分の 1額とそのケースの決定をみた。 地下埋設物整

理方針の決定に伴同大正15年 5月から埋設鉄管及び鉛管の整理工事に着手し，昭和 5年 (1930)

3月末をもって完成した。

(1) 麗執行の諸工事に伴う埋設管整理

1) 区画整理地区内整理

国に沿いて執行した区画整理地区は第 1(横浜駅から天神山通り付近九第 2 (戸音fl'御所山@

扇田付近)ヲ第 3 (戸部@西戸部@伊勢町付近)，第4(花咲町付近)ラ第 5(日ノ出町。初音町。

霞町@前里町付近λ第13(関内一帯)のら地区であり，新設は 2万9，446mに及んだ。

2) 地区外幹線街路工事に伴う整理

ζの工事は国が執汗した地区外幹線街路のうちラ第 1(子安市郡境~保土ケ谷町岩間間L 第 3

(本町4丁目~大岡町高工前問L第 4 (大江橋~本牧町原間)ラ第 5 (青木町七軒町~六角橋南

詰市郡境問L第 6(保土ケ谷町柑子~南吉田町‘問L第 7(西戸部町扇田~千秋橋南詰間人第 9

(桜木町 1丁目~日ノ出町 1丁目問L第10(平沼橋~横浜駅前開)フ第11(神奈]11-1-番町~東神

奈川駅間)ラ第四〔平沼橋~桟関下問〉の 10路線の街路工事に伴う埋設管整理で、あって，管の大

きさは口径2インチ阻)から20インチ (510mm)まで新設1万3ラ570m，撤去1万68.6mに及

ぶ工事てやあった。

3) 橋梁に伴う整理

橋梁架設工事に伴う鉄管整理工事は入江橋ほか 18橋でp その延長は新設 3，069.5m，撤去

2，578. 5mVcこ及んだ。

4) 運河及び護岸工事に伴う整理

運河及び護岸工事に伴う鉄管整理は大同)I!護岸3 山王橋~一本橋間ほか 5箇mでラその延長は

新設838.6m，撤去667.9mであった。

5) 下水工事に伴う整理

下水工事に伴う埋設管整理は神奈川七軒町ほか16箇所で，その延長は新設426.1mフ撤去377.9

mであった。

。雑工事に伴う整理

雑工事に伴う鉄管整理は鶴見~神奈川問鉄道路線埋設工事ほか 3箇所，その他小工事 25箇所

で3 その延長は，新設1，087.7m，撤去jづ 221.9mに及んだ。

7) 国執行事業に伴う給水管及び給水私管整理

上記1)より 6)に及び固執行事業に伴う鉄管整理工事の施行によって生じた付帯給水管工事g 下

水切回し工事及び区画整理地区内パラック移転に伴う給水管取付替工事並びにバラック移転に
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伴う給水私管取付替等の工事を施行した。バラック移転に伴う取付替戸数は 4万 7，589戸に及ん

だ。

市執行の諸工事に伴う埋罷管整理

1) 区画整理地区整理

市執行の区画整理地区の鉄管整理は3 新設2万8，294m，撤去 1万7，351.4mに及んだ。

2) 地区外街路工事に伴う整理

地区外街路工事のうち， 9J路線街路工事に伴う整理工事であって3 新設1万723m，撤去688.4

m('(_及んだ。

3) 橋梁工事に伴う整理

橋梁架設工事に伴う鉄管整理工事は弁天橋ほか24橋梁の関係で9ζ の延長は新設 4，473m，撤

去3，755.8mであった。

4) 河川護岸工事に伴う整理

河川護岸に伴う鉄管整理工事は中村川護岸9 翁橋~草橋間ほか18箇所でラその延長は新設

2，501. 2m，撤去2，462.3mであった。

5) 道路舗装工事に伴う整理

道路舗装に伴う鉄管整理工事は薩摩町通ほか 8箇所で9 その延長は新設 3，989.2m， 

3，026.6mで、あった。

6) 下水工事に伴う整理

下水工事に伴う鉄管整理工事は石川i仲通，その他160箇所に及びp 新設2，593.9m，

mであった。

7) 雑工事に伴う整理

249.6 

雑工事に伴う鉄管整理工事はラ 67箇所に$'¥ρて新設3，925.3m， 撤去3，763mて台あった。

8) 市執行地区内外給水管及び給水私管整理

鉄管整理工事に伴って給水管工事，下水切回し及び地区内バラック移転に伴う給水管取付替工

事並びに ζのパラック移転に伴う給水彩、管取付替工事を施行した。バラック移転に伴う取付替工

事は5ヲ113戸であった。

9) 埋設管整理費勘定

埋設管整理工事には総工事費117万4，603同14銭を要L，Vまかに残務整理費として 1万 7，638同

表 4-7 埋設管整理費年i:Jtlllj交出重量及び補償金緩

昭和元年度 l 昭和 2年度 ! 昭和 3年度 l 昭和 4年度
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397，850.20 I 1∞，360.28 

17，638.54 

296，715.04 

(単位:円)

計

1，174，603.14 

17，638.54 

919，444.79 
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54銭を支出したが，これに対する補償‘として受けた額は91万9，444同79銭で3 差引27万2，'796月89

銭が本市の負担となった。

6， 水源、の復旧対策

山梨県南都留郡道志村の本市所有水源林は関東大震災に引き続いて大正13年 1月15日

の激震に見舞われヲその震源地が丹沢山に接続していた関係上震災の被害はととに大きかった。

すなわち，随所に崩壊を生じてその荒廃は著しく，降雨ごとの出水はその都度濁流となって土砂

を流下させ，時には 1万 4，000度の濁りを呈したほどでp 浄水作業等に大きな影響をもたらし

た。

河流がとのように変貌したためフ震災後は沈殿用薬品の注入量もおびただしくなり，海水費は

急激に倍加し給水上大きな問題となった。ちなみに，その浄水費をみると以下のとおりである。

大正10年度浄水費 45，3'72月

11 48，707円

12 

13 !l 

46，094円

91，333同

とのような状態から荒廃林地の復旧は一刻もゆるがせにでき念くなったのでp まず監督官庁に

意見書を提出することになり，市会もまた ζの件に問調して調査委員会を設置し現地を視察の

うえ当局とともに関係官庁を歴訪レ亡水源の荒廃林復旧に関する陳情に努めた。 ζの結果，農商

務省及び山梨県の間で麗々協議が重ねられラ次のような復旧対策の決定をみた。

① 政府は道志)1 i流域荒廃復旧について指定交付をする ζ と。

この工事は施行年度，大正13年度から 16年度(昭和 2年)度まで4か年度とし9 国積 71町歩

04ha) ，工事費 9万3，600同とする。

@ 横浜市は復旧費 9万3，600円の 6分の 1額 1万5，600月を次のとおり寄付するとと。

15年度

4，520 

③ 山梨県は大正13年度から 4か年に施行する ζ と。

④ 同工事設計監醤費は山梨県の負担とすること。

(単位:円)

16年度

4‘560 15，600 

以上の決定に基づいて市は寄付金継続費設定の件に関し大正13竿12月3日ラ市会の議決を

得た。またう道志JiI下流の神奈川県に属する地域の復旧工事費についてはラ全部国庫の負担で神

奈川県が施行することになり，相模川の砂防工事も同様に行われることになった。

こうして以上の計画は推進されたが3 この程度の復旧対策ではなお荒廃箇所を残し，水源調養
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震災後の道志水源林を視察する市会議員一行

ムぜ

上多くの問題を残すととが明らかであったの

で，農商務省に陳情して復旧工事の続行を請

願した結果，昭和 3年度 (1928)及び4年度

にわたり更に道志川流域荒廃復旧に関する指

定国庫補助の増額決定をみた。そとで，本市

はこの増額分に対する5，000円 (6分の l額)

寄付の継続費設定に関し，昭和3年3月23日

の市会で議決した。とのようにして，その後

も機会あるごとに道志川流域荒廃復旧に関す

る事業の申請を行い，関係当局の配慮によって着々と復旧が進められ，震災後惨状をきわめた道

志川流域も清澄で豊富な流水にもどる日を期待できるまでになった。

E 震災後の水道事業と市域の拡張

1. 市営船舶給水事業の開始

(1) 船舶給水事業の始まり

嘉永6年 (1853)，アメリカ合衆国の使節ぺPー提督がポーハタン号以下軍艦7隻を率いて横

浜沖に停泊したときから，横浜の船舶給水の歴史が始まった。

当時，吉田松陰が，神奈川の回船問屋鯛屋三郎兵衛に依頼してアメ Pカ軍艦への給水船にひそ

かに便乗させてもらいたいと願い出たが拒絶されたという話があることからも，神奈川の回船問

屋がアメリカ軍艦に欽用水を供給したことが推量される。との時，ペリー提督がもたらしたアメ

Pカ大統領の文書中にも「予また水師提督ペリーに命じ，次件を殿下に告げしむ，けだし日本に

石炭甚だ多し，また食糧多きことは予がかつて聞き知れること君主り，わが国に用うるところの蒸

汽船は大洋を航するに当りて石炭を費するとと甚だしししかしてその石炭はアメ Pカより運搬

せんとすればその不便をしるべし，もって願わくば我国の蒸汽船及びその他の諸船に石炭食糧'お

よび水を得んがために日本に入る ζ とを許されんζ とを乞う……。」とあり，船舶への給水も彼

らの来航の主要目的の一つであったのである。

安政元年 (1854)には和親条約，更に安政5年には通商条約が締結され，翌年6月2日に横浜

が開港されるに及んで各国からの商船が相次いで入港し，船舶給水も一つの事業として着目され

るようになった。そして明治元年 (1868)のころ，アンポー(フランス)が山手町75番地の俗称

水屋敷(現在の中区元町プールの場所)の湧水を水船に移して船舶に供給し始めると，日本人も

とれにならう者が出，翌2年には海老塚与次右衛門が吉田勘兵衛所有の日の出町裏の湯水を利用
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して船舶給水業を開始したのを手始めに数名の同業者も生れ，営業としての船舶給水も本格化し

ていった。

明治6年12月，横浜に水道会社ができて多摩川からの木樋水道が落成し，横浜税関まで引水し

て船舶に供給したが，水量が不十分であり，かつ水質の不良問題が災しで満足な結果が得られな

かった。明治10年にはイギPス人マーテンが本牧十二天下の湧水を使い船舶給水を開始し，また

明治13年には寺尾某・村田某の両名が震ケ丘(現在の鉄温泉の裏に当る)に溜池を造って初音町ま

で木管で導水し，水船で港内に回漕し手押ポンプを使用して船舶に供給したといわれている。

とのように多数の人々がこの事業に手を染め，明治15年ころとなると横浜には62石積みの水船

が26隻もあって活躍していたという記録があるが，当時は市内が飲料水難で大変な時代であった

から， ζれらは主として市内の水売業者に卸売するのが主目的で，船舶給水は従的なものであっ

たと思われる。ともあれ，開港場としての船舶給水に円滑さを欠いては港の発展上にも，また国

家的体面上からも見過ごせない問題であったので，県庁は明治16年7月，政府に対して新式水道

建設の申請を行うに当り，その申請書には「市街並ニ外人居留地トモ飲用水に乏シク，従ツテ船

舶用水扱入等ニ困難セノレノ事賓今更上申スルノ必要ナカルヘシ」という一節を加えている。

明治20年10月から新式水道による通水が開始されるが，船舶への供給は依然として従来からの

給水業者の水船によって仲介されていたので，その供給自体は業者の意向しだいであった。した

がって， 1 ni当り 8銭8堕， 1，000ガロンにつき 40銭の水道水より，なるべく無料の自然の湧水

に頼り，不足分だけを水道水に仰ぐというようなこともあり，事態はいっこうに改善されなかっ

た。

そζで，明治23年に水道事業が県から市の経営に移された際，とれを機会に市営の船舶給水を

計画したが，その折，船舶給水業者が団結して横浜清泉合資会社を設立し，横浜港内船舶への水

道水給水取扱いを出願してきたので，市は同社に対して水道水の一手販売を許可するととになっ

た。その後，明治27年に大蔵省が税関桟橋を築造した際に，水道管も布設され，桟橋係留船には

水道管から直接給水できるようになったので，市は ζの直接給水を産営で開始したが，桟橋のみ

の給水事業ではいたずらに経費がか

さんで収支の採算がとれなかったの

で，いくぼくもなく民営に委託する

に至った。

ζのような経過のうちにも横浜港

の発展とともにジエラール給水株式

会社，長塚良水合資会社，横浜給水

合資会社などが設立され，従来横浜

清泉との特約によってその一手販売

に任せていた船舶用としての水道水 長塚兵水合資会社の給水船(長塚泰子氏所蔵}
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の販売をー般に開放されたいという出願を受けるようになり g 明治37年ヲ従来の特約 手販売制

は廃止された。

以降，各会社は水道局と船舶給水に関する契約を結び，それぞれの取水場を設置し水船に水

道水を扱み入れて港内各船に給水するようになった。
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明治34年例入経営に始まり、明治37王子合資会社組織となる。

明治2年開業の海老塚を中心に各業者が結集して、明治23年に会社組織で成立。

明治27年個人経営に始まり、明治37年合資会社組織となる。

明治元年個人経営に始まり、明治11年株式会社となる。

ま?と更に，大正3年 (1914) 2月23日には弁天通りの中央給水商会から船舶給水のため水道水

販売方の出願があり 3 資格調査のうえ適格と認めたので同年4月27日供給契約を締結したがヲ同

社は長続きしなかった。しかし，この民営事業のあり方についてはラ営利的に過ぎ或いは非衛生

的等々，種々の非難が後を絶たなかったので，明治42年，新港埠頭が完成したのを機L 監督官

庁の大蔵省は新港埠頭の給水については税関直営とする ζ とを計画したが，各給水会社の強硬な

抗議がありヲ折衝を重ねた結果，大蔵省の直営案は見送りとなって3 新港埠頭の直接給水もまた

ジエラーノレ給水を|徐く他の 3社が行うようになった。

次いで大正元年9月18日9 市は売水値段の統ーなどその条件を強化するため次のような通達を

発しョ給水会社より請書を提出させた。

① 新港岸壁に係留する船舶に給水するときはヲ水道局に申し出で給水する。

② 前項の船舶から受ける給水料金は1，000ガロン (4.55m')につき59銭， 1元につき13銭と L，

増減することは‘できない。ただし，給水器具損料として 1m'につき 1銭以内を船舶より受けるこ

とができる。

@ 会社から水道局に納入する水道料金は 1m'につき 7銭 9厘， 1，000ガロン 55n{)につき36

銭とする。

④ 水道料金の保証金として給水会社

は現金 300円を水道局に預け置く乙

横浜税関岸援の船舶給水(大正4年頃)
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と。

大正6年にはう明治45年以来修築中

であった懸案の税関桟橋の改築工事が

完成した。この折の同年11月28日号桟

橋係留船舶に対する給水に関

岸壁給水と同様な条件で請書を提出さ

uせとだし，ァドの保証金は 500同と

恋った)， 12月 1Bから実施した。
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大正11年に入るとヲ横浜港第 3期拡張工事が起工された。市当局は時勢の推移や船舶給水事業

が港湾政策上重大な関連のある点を重視し3 横揺港百年の隆昌を期するためにも市が給水に当る

べきであるという判断から?給水業者を招いて市営化について懇談したが，その交渉途中に大正

12年の大震災に遭遇し3 これは一時中断してしまった。そこには，応急市民給水対策として船舶

給水会社の薄氷弁を波み取り，また港内に停泊中の船舶から水の供給を仰ぐにつ1/'1ては船舶給水

業者の持船が大活躍するなどp 市民の飲料水確保に対する貢献も見逃せない。

(坊市醤船舶給水事業の開始

とζ ろで2 震災後の横浜潜は復興材

料を初めとした輸出入貨物の船舶の増

加によりラ船舶給水もまた繁忙

るようになった。その任に当る船舶給

水4業者は，震ji{のために被った建物

や船舶その他事業設備の損害に対する

回復に没頭するあまり，次第に営利本

位となり，また業者聞の激しい競争も

あって水道水中に地下水を混入した

り9 或いは給水船の修理改良の遅れに

より衛生上の問題，更には協定の常Ij間 新港埠頭岸援陀係留される市営船舶給水船(昭和初期

を無視して不当料金をむさぼる者が出るなどp 幾多の弊害が生じつつあった。

表 4-8 震災による船隊給水業者の損害状況

4l; 三ら J上 名
資本金|震 宍 船のみの状況

(f1]) I (円) 船旅震災前 Zミ災後 :tJ{ 

横浜給 000 
水市if 8 ~設! 700 t 3~を 270 t 5隻

?l~ ?-~\自白 2 1 1 

横浜清 000 
水船 9 750 7 500 2 

蒸気船 1 よ

長塚良 000 
7]( jj日 10 850 8 580 2 
ノtli. 汽Itl~' んη 1 

水船 5 540 3 335 2 

Y-Al¥1ij行 2 1 i 

?芸

430 t 

250 

270 

205 

このような実情から港湾関係者間には船舶給水に対する非難が次第に高まり 3 大正13年(1924)

8月4日の市会でも ζの問題が取り上げられ， I水道料金調査に闘する建議案」が上程されるな

ど，船舶給水市営化に対する動きが活発になった。建議案では「昨年7月東北及び北海道方面の

農業観察を行った際，小樽市に立ち寄り同市水道部の船舶給水のi投入が年額23万9，591園に達し

ているという ζ とであった。これに対し横潰市のそれは 3万3，600園で儀りに差遣がはなはだし
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いので一醸の調査を試みたくとの建議案を提出した。」と述べ3 次いでその賛成演説で「横訴と

との船舶給水販売石数のほぼ同様なるにかかわらず，収入金額の差違がは念はだ大きいが横

浜市はそれだけ船舶に廉価に供給しているかというとはなはだ疑問である。市の財政窮乏の折柄

十分研究を遂げて財源たらしむる必要がある。」という意見が述べられた。

ζの建議案は水道瓦斯事業監査委員会に付託され，問委員会は船舶給水に関する調査を行いョ

大正14年2月18自の市会において「船舶給水に閲シテハ該船舶給水事業者ニ封シソ/事業ヲ最重

監督スノレハ勿論販責憤格ノ如キ公認/範囲ヲ越ヘサノレ様監督ア Pタキ旨警告致置候。追テ栢嘗ノ

時機ニ於テ各j巷/欺;態ニ鑑ミ料金並販責債格ノ更言丁ア行ヒ，市/収入/増加ア計ラムコトヲ望

ム」という報告書を提出し，委員長は説明に当仇船舶給水事業者の販売価格等について種々論

るが， 1"横浜市当局者には警察権はないから取り締るのははなはだ困難であるが3 このよ

うな場合には協定違反として断然やめさせるというふうにしてもらいたいと警告する。また船舶

給水を市の直営とする問題についても委員会で議論がありョ当業者からも市営反対或いは賛成の

種々の運動も行われたのである。 ζの市営の問題は港湾政策上適切な事業であるということは明

白であるが今今日の横浜の多事な現状に鑑みて直ちに手を染めるという訳にはいか念いが9 他日

横浜の復興が完成したときを待つがよいと思うので，時期的K尚早と言う結論に到達したのであ

る。」と

市会も一応委員長報告どIfり時期尚早と決定論を下したが，一部議員の問にはなおも異論があ

り，船舶給水市営の問題は財政問題というよりは港湾対策上の観点から考慮されねばならないと

とを論旨K，機会あるごとに公営論がむしかえされた。しかし，各給水会社はいずれも古い歴史

を有し幾多の非難はあるとしてもラ横浜開港以来港内出入船舶に対して便宜を与え，横浜発展

のために尽くした実績や，また東京市の大断水や震災時におりる市民への給水協力などの功績も

あり，公営化を直ちに実現するととは困難であった。

表 4-9 市営前の船舶給水量

年

年

年

年

8

9
印

日

216，410 I 43 
270，799 I 50 

72，631 

100多219

91，413 

136，362 

o
o
n月

u
n
u

-
-
品
苛
』
ワ
ω

497， G84 

542，841 

514，406 

594，502 

しかし，大正14年に市営化方針を打ち出 L，直ちに給水会社との話合いに入った。すなわ

4会社について各会社の営業状態や資産内容を調査し9 買収補償金額 (5万円)
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協定案を作成する一方，各業者に対して港湾政策上市営の必要なことを力説した。とうして懇談

折衝を重ねた結果，最初頑強に反対していた各会社もついに市の熱意と一般情勢のおもむくと ζ

ろに従0，市営止むなしの事情を了承して，協定案に賛意を表し賀収に応ずる ζ とになったの

で，総額18万3，000同をもって事業一切を市が買収する案を市会に提案した。同案を市会から付

託された 9名の調査委員は審議の結果原案を採択し， 11月26日の市会に原案に同意する旨を報告

したので，市会も直ちに原案を可決した。そして，市当局は会社の事業引継ぎの準備を完了し

て，大正15年12月16日から市営として船船給水事業を開始する ζ とになったのである。

表 4-10 各会社別船舶給水事業買収補償費
(単位:円)

~ミ 社 名 営業補償費 船舶買収費 lι1- 計 買収補償査定額

横浜清泉合資会社 18，020 36，120 54，140 55，000 
横浜給水合資会社 13，070 24，028 37，098 35，000 
長塚良水合資会社 15，270 43，997 59，267 60，000 
ジエラール給水株式会社 3，640 28，877 32，517 33，000 

計 50;000 133，022 183，022 183，000 

表 4-11 営業補償金
(単位:問)

iヨhミ、
7.k 道 料 金 百分比 50，000円に百分比を

ヰ土 名 (%) 乗じた額(補償金額)大正13年度 大正14年度 大正15年4月~明 計

横浜清泉合資会社 8，508.22 13，203.82 5，447.19 27，159.23 36.04 18，020 

横浜給水合資会社 2，405.37 10，612.35 6，677.88 19，695.60 26.14 13，070 

長塚良水合資会社 5，946.59 11，504.06 5，564.76 23，015.41 30.54 15，270 

ジエラール給水株式会社 3，616.22 1，866.09 一 5，482.31 7.28 3，640' 

計 20，476.40 37，186.32 17，689.83 75，352.55 100.00 50，000 

表 4-12 各会社別船舶評価額

横浜清泉 横浜給水 長塚良水 ジェブール給水 計
名 敬、

隻 数 隻数 トン数 隻数 トン数 隻数 トン数 隻数 トン数トン数

小蒸汽船 l 9 1 13 2 18 4 40 

発 動 機 械 一 一 一
ポンプ付き水船 3 195 1 100 2 一 2 225 8 520 

水 骨骨 5 315 1 120 6 540 1 110 13 1，085 
.口h 高百 1 一 1 2 一
ポンプ及ぴ汽耀 一 一 1 一 一 一 一 一 1 一

評価額(円) 36，120 24，028 43，997 28，877 133，022 

2. 全計量制の実施

(1) 震災後の給水状態

大震災によって，わずかに 2万4，317戸の給水戸数を残して需要家の大半を失った水道事業は

施設の応急復旧工事を急ぐ'i.J，たわら，各方面の応援を得てあらゆる方策を講じ，復興に全力を注
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いでいた。 市民も震災の打撃にもめげず多くは残留し自らの再起と市勢の復興発展のた

めに骨身を惜しまず献身した。との大災害に対し全国各地や，外国から援助が寄せられて，震災

当時半壊を合せ2万 7，000余戸の残存家屋を除いては一面の焦土と化した焼跡ι 日を追ってバ

ラック念がらも建物が続々と建設された。そして給水の申込みも次のように激増ぶりを示した。

(単位:戸1)

王手 月 )!f_ H: 計 亙工 手与 用 半年l剖のJ'NJJII数 半年1mの増加率

大正12年 12月 10 '(i19 1，342 7，537 19.498 

13年 6月 16，866 5，067 24，739 46，672 29，750 152，6 

13年 12月 29，710 呂，454 26，430 64フ594 17，922 38，4 

14ir-6月 36，436 8，948 25，329 70，713 6，119 9.5 

14ij二12月 41，303 9，502 24，937 75，742 5，029 '1，1 

L一一

このように 9 給水戸数の増加が急激であったので給水量も飛躍的に増大し大正13年

8月には給水戸数がまだ 5万戸余りに過ぎなかったのに，既に 1日最大配水量は 9万 4，874niに

達し，施設能力 1日8万9，OOOm3を超える勢いであった。とれは実に 1人 1日当り 320.e程度の消

費量に当払当時としては真に破天荒な水量であったが，そ ζ には震災によって生じた配給水管

の漏水が大きく影響していたのは明らかで，当局は一酉各消費者に対し極力節水宣伝に努めるか

たわら 9 震災後の漏水調査を全市にわたって実施し，用滑な給水のために努力した。

表4-13 大正14年の各都市 1日1人当りの給水量

さて，大正14年には当初から水量の維持が案ぜられたので大々的な節水宣伝につとめたが，折

からの不景気と区画整理の進行難で給水戸数増加の勢いが頭打ちとなって伸び悩んだζ となども

あり，ょうやく無事に夏期のピークをしのぐととができた。しかし，この状態も長く

翌大正15年には 4月24臼から止水栓制限に着手し，更に前年同様に各種の箭水宣伝に一層努めた

にもかかわらずっ梅雨明仔の 7月17日p 貯水量の維持が困難となって同日午後4時から翌暁 5時

まで全市断水という事態に追い込まれた。その後は一層節水宣伝に努めたが， 7月紅白には 4時

間， 27日には 6時間，また翌月の 8月 6日には 6時間ヲ 14日にも 6時間の 4回にわたる時間断水

を余儀なくされた。このため，引き続き漏水調査に努める一方，かねてから，浪費防止対策とし

1 口主主斗命令色寸レ-~-

年度 i- F ーγ相小旦

給 水 量 IJ曽ム減量

大正13年 I94，874 

14年 I95，940 I 1，0661 73，312 

昭和元年い 02，079 I 139! 77，872 

2年 I82，835 Iム 19;244I 72，380 
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(単位:m') て計画中であった全計量制への移行を

早急に実行に移すことになった。 ζの

全計量制実施の結果?節水成 I震は顕

著に現れp そ をみた昭和 2年

の夏は水量的に相当

ょうやく愁眉を開いたのである。



第4章関東大震災と水道

借金計量制への取組み

日本における最初の水道債用条例として明治20年 (1887) 5月紅白に施行された横浜水道給水

規則には，計器使用料の区分として「径 2分の 1インチ (13mm)J， !径8分の 5インチ (16rnm)J， 

「径4分の 3インチ (20rnrn)j とあり，創設水道の給水以降4分の 3インチ (20mm)以下の水道メ

ータを使用した計量給水が実施されてきた。だがヲ日本人家屋の多くが仮設的なものでうまた工

事費も多額になることからラ水道早期普及を第ーとして共用栓方式を採用しラ各戸引きの場合で

もョメータが輸入品で高価なため，計量するものは多量使用者に限定した考えに立っていた。

給水の実態も 1戸引きは最低料金月 1円で当時の物価からすると法外な高値であったため，

まだ文化水準が低く家事労投を惜しまなかった当時としてはほとんどすべての市民が低料金の放

任共用栓に集中した。またラ各戸引きの場合もほとんどが放住栓で，計量栓は大邸宅あるいは特

殊のものに限られたものであてコた。下表に示すように，明治29年における計量栓はわずか 5%に

過ぎずラ 855杉までが放任共用栓で，専用栓への切替え奨励によってう共用栓使用者は年々下降線

をたどり，震災直前には全体の半分にまで減少した。しかしうとれらの共用栓使用者減少は即計

量栓には現れれ主として放任専用栓の増加に吸収されて，計量栓は大正6年 (1917) 乙ろでも

l割に満たない数であった。
(単位;戸)

下?「二 1

放任栓
計量栓 備考

主子 、¥、{計量衿 専用栓 共用栓 専用栓 共用栓

明治29 1，074 2，133 18，262 21，469 5 % 10 % 85 % 
33 2.090 4フ271 17，913 24，274 8.5 17.5 74 

36 2，515 5，807 21，553 29，875 8.5 19.5 72 

39 3;016 8，623 25，853 1 37，492 8 23 69 

43 3，762 10，774 26，989 41，525 9 26 65 
震災前

大正 3 4，124 12，665 27，496 44，285 9.5 28.5 62 

8 5，400 18，149 38，447 61，996 8.7 29.3 62 

9 8，163 28，046 39，114 75，323 11 37 52 

13 8，454 29，710 26，430 64，594 13 46 41 

14 9，502 41，303 24，937 75，742 12.5 54.5 33 
震災後

‘z 

全計量制については，関西諸都市の方が早くから取り組みp 放任制による浪費の防止に大きな

効果をあげていた。本市もっとに全計量制の必要を痛感していたことは，大正 5年 7月の水道条

例j改正の提案に際し，当局者がp 市会において「将来全部計量給水に統ーしたいが財政上直ちに

できないので，今は計量給水とする標準をヲ①50坪以上の家屋③居住人員11人以上のもの ③ 

牛馬4頭以上飼養するものとしたので

ある。」と説明していることからも容

易に推察される。

その後大正 9年とろから漸次給水不

足が表面化したのでヲ翌大正10年及び

表 4-14 他都市計量制j移行状況

都市名 l

近代水道創設

計量制j完了

節 水効果

(主主)来京市は大正10年計画，震災のため延期

247 



11年には文書や映画などを利用しての節水宣伝を開始する一方，戸ごとに吏員を派遣して浪費の

取締りや巡察を行いp 更に止水栓制限等あらゆる節水の方策を講じたがラさしたる効果も得られ

念かったのでフ懸案となっていた全計量制への移行に着手することになった。同計画では大正12

年 3月末におりる非計量給水栓数4万 3，132栓に対L，3か年計画で水道メータを設置する計画

をたてたが，大正12年 9月 1日の関東大震災のため，計量i!tlj実施どとろの騒ぎではなくなってし

まった。

その被災からも立ち直って市勢はようやく回復発展に向い，一方ヲ一般文化水準の向上と相ま

って再び水量の需要が急増し，大正15年には， 7月以降5掴にわたる全市時間断水を余儀なくさ

れる状況となった。当時3 給水人口35万1ラ400人に対して 1日最大配水量は10万2，079rr:i'に達した

が， ζれは 1人 1日290.eの消費量に相当し，計量制導入の先進都市と比べてラ余りにも過大な

使用量であった。

とうした状況の根底には，地震の後遺症による漏水のほかD 多年にわたる放任給水制がもたら

した自然浪費の弊害も大きくかわっている ζ とは明白であった。そとで，漏水調査を進めると問

時に中断していた全計量制実施の再検討を行い9 震災後の財政組難な時で、はあったが，あえてそ

の実現を促進するととになった。

伶) 計量制への移行

1) 実施計画の提案

計量制移行の実施に当っては，その財政計画と工事計画及び全計量制実施に伴う水道使用条例

の改正等について大正14年四月ヲ水道使用条例改正案，量水器設置工事費支出方法に闘

する案及び工事費に充当のための水道事業第4公債条例案の一括提案がそれである。
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提案理由書

本市水道ノ、一人当1)4立方尺 (111リットノレ) 000人ニ相当スノレモ/トシテ建設セノレ

モノナノレモヲ都市/発達文化ノ進歩ノ¥当時/計画ヲ覆シ人口 400，400人/今日己ニ需用

ア完査ニ充スア得サノレ/実情ニア1)，コレ主トシティマダ大部分放任制ア探Pッ、アノレ

ニ基因スノレモノニシテ9 計量制カ之カ救済策トシテ至適ノモ/ナノレ各都市ニ於ケノレ実績

ノ明ニ示セノレトコロニシテョ本市マタ財政困難/今日アヘテ之レカ実現ヲ企図シ以テ現

在行キツマレノレ給水問題解決ニ資セントス O

本改正ノ眼目ハ上述計量制j実施ニア Pト雄モ外ニ料金ノ改正，使用料概算類/前徴，

納期ヲ 4期ニ区分セノレ等ソノ他幾多/点ニ於テ改正ア行ヒ以テ運用ニ資セントス。

予算案

金 942，000用 水道事業費中量水器設置費

内訳 金 639，000円大正15年度支出額

金 303，000円大正16年度支出額



第4章関東大震災と水道

との財源については 4万 2，000円を水道事業費から繰り入れ， 90万円を公債に求めるものであ

った。

また，との計量制の実施によって予定の節水効果をあげ得るとすれば，現在の施設をもってし

でも次のとおり大正20年まで給水可能となり，能力限界の年限を 5年間延長することができる計

算であった。

表 4-15 計量制実施による給水量の予想

年 月
予想給水 予想給水 現制度による 1人 現制度による 1日 全計量制による18
戸数(戸) 人口(人) 1日使用水量(.e ) 最大予想水量(m') 最大予想水量(財)

大正15年7月一 81，333 351，359 280 98，381 73，786 
16年7月 86，213 372，440 JJ 104，283 78，212 

17年7月 91，386 394，786 
" 

110，540 82，905 

18年7月 9s，869 418，473 JJ 117，172 87，879 

19年7月 102，681 443，581 JJ 124，203 93，152 

20年7月 108，842 470，196 JJ 131，655 98，741 

21年7月 115，373 498，411 JJ 139，555 104，666 

2) 量水器設置実施計画

(i) 本計画は大正14年度末における専用栓及び共用栓に対し，量水器を設置して全部計量給水制

を施行するもので，大正15年度以後増加する給水戸数に対する分は当該年度予算を以て施行す

る。

(ii) 大正14年度末現在の専用栓及び共用栓に対する量水器所要見込数は下記のとおりとする。

専用栓 41，894栓、

私設共用栓 1，648栓|
}計 45，270栓

公設共用栓 410栓|

予備数 1，318栓 j

幽量水器の口径別内訳

口径 1/2インチ (13阻)

口径 5/8インチ (16皿)

口径 3/4インチ (20mm)

(制量水器設置年度割

個h
U
 

門

dn
L
 戸。4 

計

、E
E
E

目、，E
E
E
E
F

用

用

栓

栓

用

用

用

栓

共

共

用

設

設

専

私

公

岡

山

間

岡

山

問

問

問

叫

叫

引

川

倒

判

戸

b

Q

d

n

L

l

n

b

4

 

n

O

1
ょ

A品
E

大正1時 29.300個)
計 43，952個

大正16年度 14，652個
(v) 量水器設置順序

i) 放任専用栓(甲) 家賃 1か月 20円以上

ii ) 放任専用栓(乙) 11 10円以上

iii) 放任専用栓(丙) 11 10円未満

iv) 共用栓

249 



Cれらの議案は水道使用条例の一部を修正可決のうえ直ちにそれぞれ内務@大蔵両大臣に申請

し9 大正15年4月16日付で前大臣から一部修正のうえ認可された。

3) 工事の実施

ータ設置工事を開始するに当つては，まずy水k道メ一タ試験設備を設け，次いで

タ (μ4万5，27叩01個回)をH購持入しラ大正l日5年 (ι19位26的) 7月から設置置、工事に着手したが' ちょうどζ の

表 4-16 水道メーク設置状況表

年 月
口i'Cf:13mm

設置数

大正15年 7月

8 652 

9 749 

10 1，291 

11 2，905 

12 1，662 

昭和 2年 1月 3，327 

2 4，611 

3 12，557 

4 1)282 

5 6，310 

6 5ヲ355

7 2 214 

8 1，001 

9 1，059 

10 47 

45，022 

口在日6mm 口i''E20mm

設置数 設 置 数

1，307 

127 

261 

5 115 

8 

2 1 

l 

2 

15 

1 

1 

1 

2 

1，728 124 

(単位:佃)

1，307 

'/79 

1，010 

1，411 

2，914 

1，664 

3，330 

4，612 

12，559 

1，297 

6，311 

5，356 

2，214 

1，002 

1，061 

47 

46，874 

乙ろ，貯水量が欠乏して全市断水とい

う状況になり 9 全計量制の早期実現が

一層望まれるにもかかわらず断水作業

に追われ，メータ設置工事は遅々たる

進行状況であった。 ζのため， 11月か

ら体制を強化して工事推進を図った結

果，翌昭和 2年 10月に工事を

完成させる ζ とができた。とれに要し

た総工事費は72万8，920同75銭である 0

4) 全計量制実施の成果

全計量制j実施の結果は予期したと

おりの好成績で，実施前の大正 15年

夏は 1日最大配水量10万2，079

dに達し9 前後ら回にわたって全市の

断水を行ったほどの窮迫事情にあった

給水も全計量制実施の進行とともに

緩和されていった。実際ヲ昭和 2-3年 (1927-1923) は危機感はなし全計量制計画当初予想

したとおり水量の節約をみる ζ とができ，推定では32郊の節水効果をあげたといわれており p 給

口が増加したにもかかわらず給水の安定によって設備能力限界を数年先にヲlき延すことがで

きたのである。

なおD ここで水道メータについて付言して

おきたい。横浜市が全計量制移行を完了した

翌昭和 3年 (1928) 10月に度量衡法施行令が

改正され，水道メータも取引証明用計器とし

て法規制を受けることになった。改正に当っ

て当時の商工省は検定期間4年を提案した

が，都市側では維持管理や経費の面から10年

を主張し3 に6年と決まり 3 使用公差

昭和2年裂の液体メータ用基準タンみ(水道技術資料館展示) については土 6 とされた。その後3 昭和19
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年 (1944)10月，戦時特別令で検定有効期間は 8年に，使用公差も士 8%にゆるめられたが，昭

和41年には従来の金属製メータについては検査有効期聞が6年に短縮され，プラスチック製メー

タについては 8年と定められて今日に至っている。

水道メータの国産化は金門商会によって大正3年に市販されたのが始まりで，その後順次製造

会社が増加してきたため，法規制が実施された昭和 3年 7月の上水協議会で，取付寸法の規格化

が定められた。とのとろのメータに対する考え方は，計量より浪費防止に重点があったので，で

きる限り安いメータが目標とされていたが，料金算定や水量管理の基礎として計量の重要性が認

識されるようになり，精度向上へ種々の改善がなされ今日に至っている。

3. 鶴見町・保土ヶ谷ほか 7か村合併と給水拡張

(1) 市域拡張の経過

大正14年 (1925) 7月とろから，市当局は神奈川県の周回道路案に基づく周辺町村合併に関す

る諮問に対し，鶴見及び保土ケ谷の 2町と城郷，大綱，旭，大岡川，日下，扉風ケ浦，西谷の7

村を合併して大横浜を建設する方針を定めて着々と準備し，大正15年1月にはその実現万につい

て県知事に申請した。県においてもその意向をくみ，同年2月内務大臣に対し申請の手続きをと

った。

ζの市域拡張は2.44方里 (3万7，032同2)の横浜市を一挙に8.68方里 (13万3，875回りに拡張

しようとする大規模な計画であったが，それは次のような理由に基づく都市計画的見地から出発

したものであった。

① 編入しようとする地域は西谷村を除いていずれも横浜市都市計画区域に属しているものであ

る。西谷村は区域外ではあるが横浜市水道の水路にあたるのみならず，浄水揚が設置されてい

る関係と，岡村の人口の過半数が保土ケ谷町にある富士瓦斯紡績会社工場の職員及び家族であ

るとともに，将来横浜市の住宅地域として開発する必要がある。

② 港湾関係からみると，横浜港拡張第 3期計画が進行中で，近く大横浜港が実現するが，その

港域には鶴見町地先の海面まで包容していて，港内の完全な運営のために後方地帯の連絡施設

を完備する必要がある。また，工業立市の面からみると，市内は丘陵の起伏が多く立地的に適

当な地域がとほ、しいため，隣接町村の合併によってその地域を得るほかなかったが，横浜市は

当時子安及び鶴見地先の大埋立を計画準備中であったので，そのためにも鶴見町合併の必要が

ある。

③ 当時横浜市の復興は着々として進行し，鶴見町及び保土ケ谷町とは事実上連接して同一市街

を形成し，全く区分はなかった。また，その他の隣接地は将来横浜市民の住宅地としての発展

が予想される地域であったので郊外への膨張を乱雑不統一のままに放任せず，計画的に都市的

施設を行う必要がある。
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しかし，編入すべき町村のうち，鶴見町だけは賛否両論に分れ3 互いに譲るとと左く意志の統

一をみ念かったので，その実現を遅延させていた。その聞の事情については，種々紛糾した問題

や感情のもつれはさておきラ表面的に反対論者が打ち出していた論拠は水道問題と復興事業費の

負担問題の 2点であった。第 1の水道の問題についてはヲ元来ヲ鶴見町には上水道の施設がな

ししかも井戸水の水質が不良で、あったのでヲ水道施設建設は町民の強い要望であった。しか

し単独で水道施設を計画するには 400万四のこと事費を要するのに対し，横浜市の水道建設を拡

張して給水するときはわずかに60万同程度の工事費で可能な計算であった。と ζ ろが9 当時，横

浜市の水道は常に水量の不足を告げ，大正15年の夏には前後 5回にわたって全市時間断水を行っ

た状況であったので，乙の不安定さが合併反対論者の有力な理由となった。またp 第2の復興費

負担の問題についてほ3 横浜市の震災復興事業に要した巨額の経費を合併後鶴見町民が将来負担

することは苦痛に堪えないというものであった。

との水道問題についてはp 当時施行中であった全計量制の実施によっての給水節約ができ

たので，鶴見方面一帯に対する給水に備える余裕を得たし，配水池の増設も併せて施行する ζ と

によって，鶴見給水が十分可能で、ある ζ とについて水道局長が鶴見町の議員その他に懇切な説明

を行った結果ヲ解消した。残る復興費の負債についてはヲ横浜市将来の財政計画を説明して負担

の加重されないことを納得させたの勺p 約 1年に近い論争もようやく氷解し，昭和2年

3月末に鶴見町も編入に賛成し，同年4月1日をもって ζζ に大横浜市の実現を見るに至ったの

である。そしてラ ζの編入の直後ヲ新市域に対して行うべき市の新事業に闘し3 市は次のような

声明を発表した。

① 編入町村はいずれも小学校の建設計画を抱えていたが，市はそのままこれを継承して実現を

図る。

@ 鶴見町における上水道及び下水道の布設計画を行う。

@ 10か年継続事業として鶴見町に街路網を計画する。

鶴見拡日長帯設工事

、
平
h
ν
d

，

1
ム

鶴見町の併合については?横浜水道による鶴見は給水が可能であるという ζ とが編入問題を急

転解決させる契機と念った。正に ζそは結びの神でありラ横浜水道が演じた役割は大きなもの

があったが，それだけ，鶴見町は水に悩み続けてきた町でもあったのである。

鶴見町はもともと東海道往還の小さな宿場に過ぎなかったが，京浜聞に介在して両市の発展が

につれョ市街地を形成していった。ことにD 大正 6年主主野総一郎が鶴見地先の

海岸を埋め立てて浅野造船所を創設して以来p 諸工場が続々と集ま仏工業地帯として目賞しい

るようになった。

しかし3 と は恵まれず9 水質も る井戸水、を欠き雪

252 



第4章関東大震災と水道

民の木きた悩みと念っていた。そとで大正8年 (1919) 1月，東京湾埋立会社が旧生見屠村・町

田村及び田島村を給水区域とする水道布設を申請し，大正10年の内務省許可に基づいて浅野総一

郎ほか 8名の人たちが発起人となって橘樹水道株式会社を設立し，次のような計画のもとにその

事業の推進を図った。

橘樹水道株式会社の計画

工事費

給水人口

1日給水能力

給水区域

発起人

350万円

10万人

400万立方尺 (11，132m") 

鶴見町(潮田を含む)田島村及びとれらの隣接地先海岸埋立地

浅野総一郎，大川平三郎，安部幸兵衛，尾高次郎，八十島親徳，

浅野泰次郎，今泉嘉一郎，伊藤幸次郎，白石元次郎

しかし，との計画はその後の産業不況と大震災のため延期されてしまった。

2) 鶴見町水道の建設案と合併による引継ぎ

その後，工場立地によって町勢はいよいよ発展し，それに伴う人口増加も著しいものがあっ

て，町の保健衛生上，水道の解決はもはや引き延すζ とができない事態となったので，町当局も

町営水道計画を起案し，大正14年 (1925) 8月，町会の議決を経て主務省に認可を申した。その

計画概要は次のとおりである。

鶴見町営水道計画概要

工事費

給水人口

1日給水能力

給水区域

工事期間

4，544，200円

150，000人

600万立方尺 (16，700m") 

鶴見町及び隣接する地先海岸埋立地・旭村の一部

3か年半

とのように工事の申請を提出してはみたものの，工事費が多額で町民の負担に堪えがたいのみ

ならず，工事期間が長過ぎて急迫した事情に合ないことなどのため，との案に再検討を加えた結

果，独立の水源を持つ ζ との不利を悟った当時の町長は，横浜から分水を受けたい旨の申し出を

行った。

横浜市長は

①市民の衛生保健上隣接町村ととに町続きである鶴見への水道給水もまた必要であること

②全計量制採用によって本市水道に相当の余裕を見込み得ること

等の理由からその申し出を了承L，工事の設計，財政計画等一切の計画に付いて本市から参画す

ることになり，大正15年7月，その成案が町会に提出され議決された。 ζのことが実に横浜・鶴

見両地区近接の動機となり，紳となって，やがて分水から合併への道を歩む機縁となったのであ

る。この設計は昭和2年 (1927) 3月30日，工事施行認可の指令があったが，これと並行して進
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んでいた市域拡張案がまとまり，実際には 4月1自に鶴見町は横誤市に合併されたので，横浜市

がとの工事を引き継いで施行することになった。な~， 3月30日には鶴見町水道工事認可ととも

に3 先に鶴見地区内に水道布設の許可を得ていた橘樹水道株式会社に対してラ同日付で内務省か

らその給水区域を鶴見町のうち海岸埋立地マある安善町及び末広町の各 L 2丁目の地域に変更

する ζ とが通告された。

鶴見町合併と同時に，水道局は鶴見地区水道布設工事のため「鶴見拡張布設事務所」を設置し

て4月から工事に着手したが，当初の 1か年の施行計画の予定をヲ合併の際の町の要望に応えて

6か月に短縮した。工事は各道路l幅員が比較的狭いにもかかわらず，交通量が多かったためにや

むなく夜間作業を行うなど困難をきわめ，加えて埋立方面は湧水が激しく作業上不測の支障もあ

って工事は念かなかはかどらなかったが，万難を排Lて工事を推進し，予定ど、わり 9月には完成

させた。

3) 工事概要

工事概要は次のとおりて守ある。

(i) 給水区域

生麦町。鶴見町。東寺尾町⑫潮田町ゎ市場町@菅沢町・小野町む矢向町 G 江ケ崎町 a末広田了

(1， 2丁目を除く)。安善町(1， 2丁目を除く) .平安町の12か町を 15給水区域に分けョ工

場と住宅の区域を考慮し，将来の給水量を算定して配管した。

(註)

出

給水量

1日最大給水量 10， 830ni 

内訳 一般用水 6，100rrr 

工業用水 4，730ni 

配水管

口 16インチ 4，4，25m 

f! 12インチ阻〉 11 1， 483m 

11 10インチ田) 1~ 392;置L

fI 8インチ⑪皿) 1， 5441Il 

6インチ /1 8，709m 

/1 4インチ 1I 19， 985m 

3インチ(75皿) ff 18， 916rn 

56， 454m 

47万919円(iv) 

発

保土ケ桂町は鉄道及びi惟子川による

254 

工場の進出が相次き二かっ



第4章関東大震災と水道

横浜市の近郊住宅地としてもその発展が目覚しく，大正10年 (1921) 1月から横浜市水道の分水

を受けて町営水道を営んできた。昭和 2年 3月末ヲ同町が横浜市に併合される直前の状

況は次のとおりである。

つ7ーすっ斗竺Lインチ(mm)) 

I 6 (150) 

出; _I_ Mc I 4 ( 100 ) 
21C， ./J¥_ 白 I 2.5 (65) 

I 2 (刷

延長(m)

11 

3，621 

1.199 

6，140 

2.474 

i 3，858 

保土ケ谷町の本市への編入とともにァとの水道はそのまま横浜市水道に継承された。しかし

当時乙の水道の実状は給水区域も狭〈横浜に近接した低地域にとどまり p 全町面積の 5分の l程

度を給水し?とに過ぎをかった。ま?と，その分水量も市外給水の関係上 1日625rrfを限度に契約さ

れた制隈の上にたっておりラそのうえ町営料金も割高でその普及も限界に達した状態であった。

それが横浜市編入後は学校等の公共施設も増加しp 高台方面も住宅として開発されるようにな

りジ料金のJ誌においても市の水道使用条 表 4-17 I日町誉水道と市水道との料金の比較

初jによって従来より安い料金の適用を受

けるようになったため9 給水希望者が急

増したので9 昭和 3年 3月には!司方国高

台その他へ配水管の増設に関して追加予

算を計上し配水管を拡充するなど給水

7と。

(4) 犬同)11村・大綱村そ

1山一;ロ;E 日王?E
一一一一

::出 ::::l;l淵 |;l:;2
共 用 投 1家賃10lTJ未満 I 33銭

1/ I /1 15円未満 60銭

lj J 1115円以三~門

92長会

92銭

1円42銭

鶴見。保土ケ谷と同時に編入された 7か村についてはラ住民の密度が少なかったので，従来p

水道施設は全く念かった。そのため，本 表 4-18 合併当時に制する議浜市と編入地域

市編入後，旧市域に近接した地域から!膜

次配水管を延長し，給水の普及に努めた。

編入後から昭和4年 (1929)度までの

3年聞における配水管布設延長は次のと

おりである。

口 E壬 延 長

〔インチ(mm)) (m) 

10 (250) 378 

8 (200) 1，545 

6 (150) 3，393 

4 (100) 22，898 

市町村名 戸数(戸) 人口(人u面積〔方里(回)J

横浜市 95，377 2.44 (39.04) 

保土ヶ谷町 6，082 28，570 0.90 (14.4) 

鵠見 1!lJ 11，195 50，120 0.81 (12.96) 

城郷村 1.281 6，811 0.96 (15.36) 

大綱村 1，002 5，710 0.92 (1ι72) 

j邑 干す 880 4.705 0.63 (iO.08) 

大岡 Jlj村 650 3，307 0.48 (7.68) 

日下村 687 4，156 0.97 (15.52) 

界風ヶ浦村 617 3，123 0.24 (3.84) 

西谷村 528 2.691 0.33 (5.28) 

118，299 515，081 8 . 68 (138.88) 

(注)戸数及び人口は大正14年(1925)10月1B国勢調査による。
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4. 震災後の水道事業敗政

累積する赤字

震災のため施設が壊滅し，そのうえ需要家の大半を一挙に失った水道事業の財政は，当然なが

ら収入が大きく落ち込み，経常経費でさえ償うのに困難となった。加えて，従来の市債のうえに

更に復旧復興事業に要する工事費を負債として重ねたため，創設以来35年間フ営々として築き上

げた水道事業財政の基礎も根本から揺り動かされて，水道創設当時の収入不足による財政困難時

代に次ぐ第三の財政危機が招来した。

まず9 大正12年 (1923) は震災後の運搬給水と応急復旧に終ったが，給水戸数は一挙に71.

減少して料金収入は前年の半額にとどまり，繰越金その他の全収入を充てても経常経費や市債の

元利支払を賄うととができず， 35万 5，681円の歳入欠陥を生じた。明けてー大正13年に入っても給

水戸数は未だ 6万ム 594戸に過ぎず2 震災直前の 4分の 3程度であり，前年度の不足額もあって

到底歳入歳出のバランスが取れなかったのでp 同年8月 1日から料金値上げを行い増収を図った

が， 40余万円の歳入欠陥を発生させるに至り，前年度の赤字と合せて80万余同の歳入不足という

事態となった。次いで大正14年度には前年の料金改正により収入額が震災前の料金収入を上回っ

たもののう左手5'30万円余りの歳入欠損を出 L，前年来の累積赤字額は実に年間料金金額に近い

110万円を突破してしまった。

表 4-19 水道事業の収支状況
(単位:円)

区分 Pt 日 大正wr. 大正12年 大正13年 大正14年 昭和元年

年間経常的収入 1，755，658.91 1，121，014.06 2，002，508.02 1，自14，859.33 2，295，639.73 

収 臨時的収入 164，635.79 158，385.35 429，111. 69 266，501. 58 726，470.24 

105，442.70 30，548.89 3，491.61 12，400.54 

入 訳市債J収入その他 59，193.09 127，836.46 425，620.08 254，101. 04 726，470.24 

ll.又 入 メ仁LI 1，920，294.70 1，279，399.41 2，431，619.71 2，181，360.91 3，022，109.97 

1，831，192.80 1，520，036.92 1，412，031.63 

1，396，433.37 J.，784，382.59 2ラ500，573.99

3，227，626.17 3，304，419.51 3，912，605.62 

ム796，006.46 ム1，123，058.60 ム890，495.65

808，407.00 1，123，058.60 890，495.65 

12，L100.54 
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(2) のしかかる外債の負担

とうした財政危機も震災 3年後の大正15年 (1926)度以降は，回復基調に向った。すなわち，

同年度には応急施設工事を終えて復旧復興工事も着々と進みヲ更に多年の懸案であった船舶給水

事業の買収による直営船舶給水化が実現しラまた全計量制計画も実施されて事業内容が漸次改

善。充実する一方9 給水戸数も 8万 493戸に達して震災前の95%にまで回復し，加えて財政危機

救済のための料金値上げも実を結んで昭和 4年 (1929) にはようやく累積赤字を完済するととが

できた。当時は乙の赤字を翌年度収入の繰上げて守充当する会計方式となっており，その繰上げ充

当については県知事の許可を要したので，大正12年度から始まって昭和 3年度までの 6回にわた

る同誌な手続きに県当局もついに業を煮やし「昭和 2年度ニハ己ムア得ス許可相成Y候モ再ヒ斯

クノ如キ事態ニ陥ラサル様善慮アリタキ」旨の勧告を受けた。

その後も復興事業に莫大な負債を背負った横浜市は財政窮迫時代が続き 3 折、からの経済不況に

対する若樹・浜口両内閣による緊縮政策のもとにラ大西市長は横浜市財政復興のため緊縮主義を

徹底する特別処置を打ち出した。このような横浜市の財政不振に一層輸をかけたのが昭和 7年の

金輸出禁止による為替相場の暴落であった。横浜市は水道事業も含めて震災復興事業債をアメリ

カに求めたもので¥水道事業はこのほかに第 2回拡張工事債を英貨債に負っていた関係もあって，

為替相場の暴落は水道事業にとっても，その元利支払のうえに大きな影響を及ぼしたのである。

(単位.円)

昭和2年 昭和 3年 日召和 4~

2，516，990.45 2，701，274.77 2，637，84'1. 11 

1，749，701.87 938，271.36 1，055，225.58 

1，749，701.87 938， 27L 36 1，055，225.58 

4，266，692.32 3，639，546昭 13 3，693，072.69 

1，663，833.48 1，791，183.09 1，608，007.87 

3，035，736.69 2，081，311.15 1，869，495.46 

4，699，570.17 日 72，制 24 I 3，477，503.33 

ム432司 877.85 ム232，948.11 215，569.36 

432，877.85 232，948.11 
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源問題に苦し けた 3囲拡張工事
と

I 新規水源を求めて

1。

2回拡張工事完成後，大正10年には早くも水量不足が案ぜられるようになり，その

対策が練られ始めたがp まずそのーっとして9 保土ケ谷仏向町地内に大貯水池を築造するという

懸案があった。この計画に関しては3 大正12年 6月25日には実地測量によって約1，000万石

の貯水が可能である ζ とが確かめられ，続いて震災後の横浜復興計画においても 3 横浜市

嘱託となった内務省技師工学博士牧亮rじの理想的都市計画のうち上下水道その他においてp この

大貯水池計画が大きく取り上げられたが3 採用されなかった。関東大震災後p 一時離散して減少

した人口はD 市勢の復興 しい増勢を示すようになり，大正同年10月1自の国勢調査に

よれば40万 5，888人と実に40万を超えていたが，近く鶴見@保土ケ谷その他の町村を併合する予

定であったので，将来の人口 100

1) 水源の選定

拡張工事において最も

(i) 地下水

した大水道計一回の調査を進めることになった。

についてはラ次のような検討が行われノた。

富岡。杉田その{也市内各地の地下水について調査したが，期待てやきるものではなかった。

{ii) 西谷下貯水池

水量 1日143，611石

工事費 470万円

〔水量 1立方尺当り 5円5銭(lni当り 181円47銭円

との 1立方尺当り工事費が比較的割高であったので， ζ

!r:D 

(ili)多摩川取水案
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水量31個(1日約 7
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第5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

場合について余裕のある水量を得る望みもなしまた内務省技術当局の意向も承認が困難という

推測から見合せられた。

(お)芦ノ湖取水案

水源としての芦ノ湖の利用に関して，大正15年 (1926) 6月，堀江局長，その他一行が実地調

査に出張，湖水の状況や同湖から発する深良川・早川・須雲川筋を調査した。しかし，同湖の集

水面積は比較的小さし湖水の一部は静岡県地方の濯甑用水(深良水利組合)に利用され，また

発電許可もあって開発水量が少ないうえに水源としての位置も横浜との距離が遠く，工事費も

2，000万円見込まれ， 1立方尺当り 7円50銭 (1rd当り 269円59銭)となって高額に過ぎるなどの

諸点から，見合せとなった。

(v) 道志川増加取水案

現在40個 (1日約9万6，000rd)取水しているが，なお取水の余裕があり，工事費も配水池を

含めて924万円で 1立方尺当り 3円45銭 (1rd当り 124円1銭)と比較的安価であったので，有力

案として保留された。

(叫相模川取水案

i ) 伏流水取水

相模川の河底の伏流水を集水する目的で 3箇所を選定し，大正12年11月以来ボーリングを行っ

て調査した。 ζれら相模川のボ-9ング調査は昭和2年 (1927) 1月に終えた。その結論とし

て，各所とも30尺 (9m)程度まで砂利層であるが，土砂が混入しているだけではなく河床も良

好とはいえなかったので，水道拡張計画の永久水源としては望みなしと判断された。

ii ) 表流水取水

相模川沿岸で地表水を得る候補地選定のため，昭和2年 5月，堀江局長その他一行は高座郡大

沢村上大鳥に出張して沿岸上流各所を踏査した結果，高座郡川尻村向ケ原左岸の直立岩盤地帯を

掘削して取水口とするととが有力である ζ とを認めた。

2) 向ケ原取水拡張計画

各所についての水源調査を総合比較した結果，相模川表流水を向ケ原左岸において求める案が

最良のものという結論に達した。

ζ の向ケ原取水計画が決定された当時の市勢は，昭和2年4月1日に鶴見町・保土ケ谷町など

9か町村を併合した直後であり，更に子安・生麦地先海面約 60万坪 (200万nf)の大埋立工事を

施行してその先端に大岸壁を設けて防波堤を築造し，京浜運河の完成と相まって一大臨海工場地

帯の発展を策していた当時で，東洋の大貿易港として隆々たる発展への光明を前途に見据えてい

た。この市域の拡張と人口の増勢，工業の隆盛，貿易の繁栄に備え，急速に市内給水の増強を図

る必要に迫られていたので，人口旧市域80万人，新市域25万人，計 105万人を予想し， 1人1日

最大給水量は製造工場に対する給水量を含み209.eと見込んで計画を策定した。
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2. 県市合同施行案と向ケ原取水変更案

(1) 神奈川県から水源合同施行の擢案

昭和 2年 10月3 向ケ原取水拡張工事計画案について神奈川県ι 当局の方針計画その

他を説明しB 水道拡張計画に関する事前の了承を求めた。ところがヲ当時，葉山@鎌倉 e 逗子な

どの町では水道建設の要請が高まっていたものの，建設費問題で行き詰っていたためヲ広域的水

道建設を目指して県が直接乗り出さざるを得ない情勢になっており，この湘南地方一帯に対する

県営水道計画を検討中であった。そ ζ勺シ横浜案とこの案を同時に解決するため，水源を県

同施行してはどうかということが提起された。しかし，事は非常に重大念案件でお9 その成否ョ工

事，財政及び管理方式などあらゆる点についての検討を必要としたのでヲ更に審議する乙とにた

った。

向ケ原取水変質案

本市としては県市合同施行案について調査研究を進めるかたわら，単独施行の調査を引き続い

て進めていたが9 財政計画上ョ工事費削減が必要となったためp 両調査の結果，最初の向ケ原取

水案を以下のように縮小変更する案を作成した。

1) 所要水量

給水人口を90万に縮小設定替えし， 1人 1日最大給水量は同様209.e，所要水量の毎秒2悶 177:rr!'

から既設の取水量毎秒L033niを控除し3 本計画による増加取水量を毎秒1.144nl'に変更した。

2) 水源その他の設備

水源は神奈川県高座郡川尻村宇谷ケ原の相模JII河岸に沿いヲその左岸である岩盤地帯を掘削し

て水門を築造し，それより隆道によって河水を導き，その下流高座郡大沢村字向ケ原にポンプ所

を建設する。ポンプ所には 300馬力電動機直結揚水ポンプ 3台を設置して向ケ原の高台に築造す

る2池の沈澱池に揚水し原水を十分沈澱させたうえで口径 1，OOOmmの鉄管により自然流下で20

1泊先の都筑郡都岡村字}I1井の浮水場接合弁まで導き，更に向窪鉄管により 80451僅を隔てた川島町

西谷浄水揚に送水する。

3) 浄水場施設

西谷浄水揚には急速穂過池 5池を新設p 原水は一部を既設緩速鰭過池，他は新1日の急速穂過j也

によっ し，口在685mm鉄管によって新規に築造する配水池に芭結する。

4) 西管

市内配水管は神奈川及び鶴見方面に対しては口径750血凹ないし500r凶l管

ら同方面一帯に給水し，大岡方面に対しては別に口径350mmないし300血血管をもって給水3 更に市

ζ と しい地域にはボン L-， 口径

mm管によって高官一円に配水する。
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第5章水源問題に苦しみ続けた第3囲拡張工事

しかしとの案の弱点として，ポンプ揚水のため逐年経常費の増加をきたすととが予想された

ので，翌昭和 3年 (1928) には更に有力案として保留していた道志川水源案が第 3案として浮上

し，現在の道志川系統飽子既設取入口をそのまま活用する，つまり現在路糠に沿って導水する方

法についても調査した。調査の結果，経費的には相模川系統向ケ原ポンプ揚水よりも有利であっ

た。

3. 拡張規模の検討

横浜市は，昭和 2年 (192η4月に鶴見その他隣接 9か町村を合併した結果，面積は 3万7，032

km2から一躍13万3，875km2に拡張し，人口もまた41万1，500人から52万9，300人に増加した。合併

が単なる拡強でない以上，今後の市勢は過去の発展の動向だけを基礎に推定し得ないため，将来

の所要水量決定の要素についても種々の調査を行った。

1) 蒋来人口の算出について

将来人口の算出については最小二乗法を用い，旧横浜市を 1区，鶴見・保土ヶ谷を 2区，その

表 5-1 横浜市の総人口及び給水普及率

時点
総人口及ぴ総戸数 給水人口と給水戸数及ぴ普及率

人 ロ 戸 数 人 口 戸 数 普 及 率

日否和 3 567，935人 126，208戸 455，972人 101，327戸 80.2 % 
4 578，438 128，542 472，473 104，994 81. 7 

5 588，941 130，875 488，778 108，617 83.0 

6 599，444 133，208 504，856 112，190 84.2 

7 609，947 135，541 520，677 115，707 85.4 

8 620，450 137，874 536，212 119，158 86.4 

9 630，953 140，207 551，372 122，527 87.4 

10 641，456 142，540 566，177 125，817 88.3 

11 651，959 144，873 580，487 129，006 89.0 

12 662，462 147，206 594，424 132，094 89.7 

13 672，965 149，539 607，820 135，071 90.3 

14 683，468 151，872 620，942 137，987 90.9 

15 693，971 154，205 634，042 140，898 91.4 

16 704，474 156，538 647，119' 143，804 91.9 

17 714，977 158，871 660，114. 146，692 92.3 

18 725，480 161，204 673，007' 149，557 92.8 

19 735，983 163，537 685，783 152，396 93.2 

20 746，486 165，870 698，424 155，205 93.6 

21 756，989 168，203 710，883 157，974 93.9 

22 767，492 170，536 723，129: 160，695 94.2 

23 777，995 172，869 735，134 163，363 94.5 

24 788，498 175，202 746，888 165，975 94.72 
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他の編入町村を 3区に 3分割UL，各区については過去10か年の統計によって各区域別に増加の割

合を計算し，将来の人口を算出して市全体の人口とする手法をとった。

2) 給水人口と給水量

当時の東京市の普及率 97% 区別

当時の大阪市の普及率 98% 第 1区

を参考にして，本市における給水普 第 2区

第 3区
及率を右のとおり想定した。

現在の普及率

92 

56 

9.44 

(単位:%)

最大普及率となる年

昭和13年

28 

41 

普及率を各区別の推計人口に乗じて給水人口を算出し，昭和24年における計画給水人口を75万

人と策定してたてた計画給水量は，

1人1日平均給水量 7.0立方尺 (194.8.e) 

1人1日最大給水量 9.0立方尺 (250.5め

であった。

4. 水源施設県市合同施行(案)に関するいきさつ

昭和 3年 (1928) 2月には神奈川県から，本市の拡張計画と県営水道計画とを併合した県市合

同施行による水源施設の提案があったが，その計画案は将来の人口や給水量及び隆道工事費など

について県市の聞に意見の聞きがあったため，直ちに結論がでなかった。その聞にも，引き続い

て単独施行の場合を考慮した拡張工事計画についての調査を進め，次第に道志川現水源による拡

張計画案が固まってきたので， 6月には県と，この単独施行案や県市合同施行案について種々検

討を重ねた結果，次のように問題点が集約された。

l孫市合同案並市~濁案ニ闘スル費書

(昭和三年六月廿七日水道局醸舎ニ於テ牒市曾合ノ際決定)

① 道志JIIノ現在ノ流量ノ、桂JIIニ及ノ、スト雌モ，市車濁案ニヨノレ取水量七O個マテハ之

ヲ取水スノレコトヲ得。

@ 桂JIIハ下水ノ放流多キヲ以テ原水ノ汚濁セラルノレ点、道志川ヨ P大ナP。

③ 逼志JIIノ、市営水源桶養林ヲ有スノレヲ以テ水源酒養上優位置ア占ム。

④ l孫市合同案ノ、濯甑問題ノ解決ニ便盆ヲ有ス。

@工事費，維持費，揮水費等雨案何レモ大差ナキモノトス。

⑥ 桂JIIノ、ソノ上流ニ銅山アノレア以テ水質ヲ不良ナラシムノレ憂アリ。

⑦ 麟市合同案ノ、経営上将来ニ繁雑ナル関係ア残ス訣賄ヲ有ス。

⑥ 蘇市合向案ノ、需給ノ闘係ヲ調節シ得ル得貼ァ有ス。

とのように両案並行の形で進んでいたが，その後県側から市長に対し合同計画についての建設

及び管理については全面的に市に委任しでもよいという条件で合同施行案につき一層協議を進め
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第5掌水源問題に苦しみ統りた第3屈拡張工三五

たいという要望があったので，本市においても同年7月日日ョ 12日の両呂にわたり市長を交えて

検討した結果ヲ市1R1Jも水源施設県市合同施行案に従って進むことに決定し，本格的な調査を開始

することになった。そこで本市としては，この言l'直に関して次のような方針でのぞむことになっ

7亡。

① 水源は桂)I iとすること。

② 総取水量を150i罰としう県市の取水量を とするとと。

③ 工事費は取水量に応じて按分負担すること。

③ 工事の主体を市とするとと。

⑤維持管理は県が行うこと。

⑥ 維持管理に要する経費は取水量に基づき按分負担すること。

以上の方針に基づ、¥n'C本市の工事計画は着々と進み?昭和 4年、4月 2EIVこ

ずる覚書草案のi協議， ら月 15自には池田知事ラ大西市助役会談などがあり 6月27日には県庁知

事室において両者首脳陣を交えた本格的?な打合せが行われた。 ζ

局長から工事計画について説明があり p 池田知事から次のよう

①使用量l人 1日9立方尺 l:)りは多過ぎたいか。

おいては主として堀江

② 将来人口の推算は多過ぎはしないか。

③ 工業用水と一般用水とを区別した方がよくはないか。

④ 市の所要水量4l{固に対して100個の水利権は多過ぎはし念いか。

これに対し〆て堀江局長は，大安次のように答えている。すなわち 3

占、

のったQ

①水量に関しては現在、1人 i日につき8.13立方尺 (22603叫便吊レており 9

は10立方尺 3りになると見込まれ，更に新市域分ーも考癒して 9立方尺

た。

ころに

5.e) とし

③ 他の 6大都市の状況等を説明しヲ将来人口を最小二乗法で計算すると 3 昭和 24年には 75万

人 50年後には100万人に達するという計算は過大て守はない。

③ 水量については現在，市は41偲〈県は20個)であるが，昭和4.8年には 100個と見込まれるた

めその余裕をみた。

④ 縫J重工事については技術上， I謹道の断閣の最小限度は701固であって3 工事費には 200万円を

要するが， 150個に増大した場合でもわずか的万円の増額をみるに過ぎず3ζ の際150個設備す

ることが将来のため適当でbある。

⑤ 市の立場から考えた場合，だけの拡張工事で3うれば単独施行による青山水源系統拡琵案

のほうが有利である。

⑥ 工業用水については，他の都市でもとれを区別した例がな〈十分研究する。

以上の質疑を経?結局県も市倶IJの計画で進むよりほかはあるまいという結論に到達した。

この直後の地方官の異動で3 池田知事に代って山県治郎が知事に着任した。有吉市長は 7月22

26} 



日に山県新知事を県庁に訪ね，水道問題に関する従来のいきさつを説明してその促進方を要請す

る一方，市側は 8月6日「水道共同経営に関する覚書」原案を作成したうえ市長・助役の承認を

得て県側に提案した。

ζの原案に基づいて県市の聞に種々の交渉が進められ，昭和4年8月16日，市役所に沿いて県

市代表の会議の後，次のような覚書に同意し，昭和4年 8月28日，ょうやく両者調印にこぎつけ

た。

水庶第84号

昭和4年 8月23日 市長

神奈川県知事宛

水道拡張工事ノ一部合同施行ニ付覚書交換方照会ノ件

予而御協議申上候水道拡張工事ノ一部合同施行ニ関シ必要ナノレ事項別紙ノ通P相定メ

覚書トシテ交換致度此段及照会候也。

水道共同経営ニ関スノレ覚書

一 神奈川県知事ト横浜市長トハ相模川ヨリ毎秒 150立方尺(1立方尺与27.8.e)ノ流

量を取水スヘキ水道計画ニ伴フ，白神奈川県津久井郡千木良村歪神奈川県高座郡田名

村問ノ水道工事ヲ県(又ノ、市町村組合)市共同事業トシテ左記条項に依リ経営スノレ方

針ノ下ニ該計画ヲ実現スノレコトニカムルコト。

一 昭和5年末日迄ニ前項計画ニ伴フ予算ヲ県(又ハ市町村組合)市各該当議決機関ニ

付議スノレコトヲ得サノレトキ，又ハ付議スノレモ通過スノレニ至ラサノレトキハ覚書ハ効力ヲ

失フモノトス。

一 前項ノ場合ニ於テハ市ノ、単独ニテ計画ア立ツノレモノトス。

昭和 4年 8月24日

記

神奈川県知事

横浜市長

山県治郎

有吉忠

①工事費(用地買牧費設計監督費ヲ含ム以下之ニ同シ)ハ県(文ノ、市町村組合) 1市

2ノ割合ヲ以テ之ヲ分担シ分水量ノ、工事費分担ノ割合ト同一割合ヲ以テ各之ヲ使用ス

ノレモノトス。

② 水道用地及工作物ノ、県(又ノ、市町村組合)及市ノ共有トシ其ノ持分ノ、前項ノ割合に

依ノレ。

@ 水道工作物ノ改築修理其ノ他管理ニ要スル費用ハ前項ノ持分ニ応シ県(又ハ市町村

組合)及市之ヲ分担スルモノトス。

水道用地ノ管理ニ付亦同シ。

④ 以上ノ外細目ニ付テハ追テ協定スルモノトス。

こうして，水源開発にかかわる県市合同施行の基本方針は確立された。当時，給水事情の実態
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第5書室 水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

は現に大正14年 (1925)以来の給水不足に加えてラ昭和 2年における市域の大拡張，更には市勢

の著しい復興発展に伴う配水量の激増などで切迫していたがヲここに給水への不安もどうにか解

消の目途がついた。県の具体的成案はまだなかったが，水源を相模j!jに求めて県市共同で開発す

る根本原則には異論はなかったので，本市は昭和 4年 7月12El，水源施設を県市合同施行すると

いう前提のもとに第 3回拡張工事計画案を市参事会に付議した。

ところがラその審議に入った翌々H日から暑さがにわかに厳しさを増しラその余波で配水量が

激増して貯水池の水量が底をつきヲついに以後連日断水を繰り返す始末となってしまった。水道

局はとの難局を乗り切るためフ拡張工事のうち西谷に予定していた配水池築造工事を切り離しp

別途急逮施行することを内務省に出願して了解を得たので，審議中の第 3@J拡張工事iC関する議

案は県の態度決定まで保留することになって審議を中断し9 同月20日9 西谷配水池築造に関する

議案を提案した。

この議案は昭和 4年度及び 5年度の 2か年にわたる継続施行計画として市会に提案されたが，

当時経費緊縮の叫ばれた折で、あったのでラ議員多数の意見によって極力経費を節減するよう修正

動議が出された。その結果3 原設計額50万円に対しら分減の47万 5，000円の工事費に減額可決さ

れ9ζれを内務省に申請して同年 9月初日事業認可を得，緊急工事として着手した。

5. 応急対策 西谷部水場内配水池増設工事

第 3囲拡張工事の完成までには相当の年月を要 L，切迫した窮状を直ちに救うことができ念い

ため9 この拡張工事で予定していた配水池増設計画を分離先行ずることになった。この応急工事

は，西谷浄水揚構内に有効貯水量 I万 6，500rriを有する配水池を増設し9 玩設配水池の貯水量 5

万4，500rriを7万1，020nfに増大する ζ とによってヲ使用水量に対する耐久時間の延長を凶仏施

設能力の不足を補って断水の窮状を緩和しようとするものであった。

増設配水池は既設西谷第 2号配水池と同規模のもので，隣接予備地に築造した。配水池の大き

さは内法長さ72m，幅46.8mラ水深5.5m，有効容積 1万6，500rriでp 池の中央に隔壁を設けて二

分9 各池内は29条の導流壁を設けて流動を同滑にしp 一隅に停滞するととのないように配慮し

た。上部には厚さ200mrnの天井を造札これに厚さ750阻の盛土を施して外気温度の影響を防き二

上ぶたの各所には空気抜きを設置して池内空気の換気を図った。池の側壁内面には厚さlOmrnの止

水(モノレタノレ)を塗布し，底部全面には止水(アスフアルト)を施行レて防水の完全も期している。

またp 工事費47万 5，000円の財源については， 40万円を昭和4年 (1929)度にまTいて市債に仰

ぎ3 残額 7万 5，000円は水道事業費、から繰り入れた。工事は翌年夏の給水に間に合せることが大

前提であったので， 5月までの完成を白指して昼夜兼行で進めた結果9 付帯工事の一部を除いて

はほとんど完成し，昭和 5年の夏期給水に大きな効果をあげることができた。

ζの工事の完成によって3 当時の配水池の有効貯水能力は次のようになった。
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西谷配水池 (第 1号) 2個 22，500m' 

f月三 2 2個 16，500m' 

野毛山配水池 2個 13，700ni 

m弁配水池 1個 1，820且f

既設合計 54，520ni 

西谷新配水池 3 2個 16，500rn' 

計 7L020m' 

西谷浄水場第 2~ 3号西日7}:池

図 5イ 西谷錨2号配水池構造図

表 5-2 当時め配水量と給水能力並びlζ有効貯水量の関係

-zご3FFIJEZFFつ可日記官
大正13 64，594 94，874 白6うOilO 54，520 14 

14 75，742 95，940 11 11 13，5 

15 80，493 102，079 I1 11 12.5 

Oi'j干[!2 89，884 82，835 II II 1ら

3 101，087 98，125 I1 fi 13 

A 1060469 108，189 I1 11 12 

5 [09可433 100，124 il 71，020 

6 111.825 103，989 li 71，020 16 

(注)給水戸数はlii-{布14年まで『横浜水道70年史j]， 5 ・ 6tf は『事務報告書.~ (11月30白羽在)による。
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第 5主主水源問題に苦しみ続けた第3回拡張ヱ事

6. 水道も失業救済事業

(1) 配水管布設工事

昭和の当初以来3 経済界の不振はまずまず深刻となり，これに伴って増大する失業者を対象と

した失業救済事業が行われるようになった。昭和 5年(1930)においても第 6回冬季失業救済事業

が実行されたがヲ ζの時には水道事業もこの失業対策事業に参画することにをりう西谷浄水揚鰭

;品池修稽工事ほか 3笛所の鉄管布設工事を冬季夫業救済事業としてとり

月をもって施行した。

1) 中区本牧町~磯子区西根岸間配水管布設工事

工事費 20万2，L142 

中区本牧町字矢口佳390mm配水管終点から磯子区西根岸町坂下橋ぎわ野毛山線口径300mm配水管

終J誌に至る延長4、275m間に口径300mm鉄管を布設し途中磯子区滝頭町八l路橋において既設西谷

椋口荏355鵬首日水管終点から同口径355mm鉄管延長90r立を布設し9 これと連絡させた。

2) 神奈川区篠原町~南綱島問配水管布設工事

神奈川区篠原町妙蓮寺前口径150mm配水管終点から県道を北進して南網島町に至る延長4，798m 

同に口径150mm鉄管を布設し p 途中ロ径lOOmm鉄管をもって太尾方面と田園都市住宅地方面へ分岐

したが， その延長は1，382mであった。

3) 神奈川区表高島町内国貿易地帯配水管布設工事

神奈川区高島町 1丁目における既設口径200mm配水管から分岐し口径200[1]111鉄管570m，ロ径

150mm管345m，口径100蜘管574mを布設した。これは同区表高島町内国貿易埋立地帯に船舶給水

設備を設けるためのものでラ 9箇所に及んで鉄道を槌断し 10位!の告iTK弁と 7位!の給水栓を設置

した。

(湖 西谷適過池穆繕工事

関東大震災で破損した描過池 8池は，

常時配水に追われ修理するいとまもなく

そのまま使用してきたがラ昭和4年度に

おいてたまたま水道災害復旧費に剰余を

生じたので，これにより 2池の修理を行

い，また同年度経常費で 1i也を修理した

のでう引き続き残り 5池のうち 2池の修

理を施行することになった。この改修工

事では?西谷浄水揚構内緩速鴻過池 2池

の底部5司 760nfに厚さ 127mmの鉄筋コン

ク9-トを施したうえp 側壁及び底部

計

収支差 ヲi

214，439 

202，442 

59，292 

82，947 65，690.120 

43，453 36，995.668 

16ヲ750 11，233.638 

11，997 3，812.800 

214，439 178，206.042 

。 35，077.388 

267 



6，908m"には厚さ 20mmのモノレタノレを塗布したほか，踊過層の洗自を行い?櫨過層下部の玉石をコ

ンク})-~トプロックに変更改修した。

(3) 財源措置

この失業救済事業費は財源を国庫補助及び市債に仰ぐ計画で予算を計上したが，実施の結果精

算剰余を生じたので，残額相当額として 3万5，000円を昭和11年度において繰上げ償還した。

H 第 3回拡張工事に向って

L 拡張工事全体計画の概要一一第 1期工事と第 2期工事に分割一一一

当初予定さ 3回拡張工事はp 西谷配水池増設工事の分離施行により再度調整され，ょう

ゃく昭和4年 8月の市参事会に計画案が提案されたが，神奈川県と協議に入った当初日か

らp 現に 2年有余の年月が経過していた。その概要は以下のとおりである。

1) 総員IJ

本計画は相模mを水源として堰堤及び取入口を築造レ乙更に分水井に導水する水源工事を神

奈川県と合同施行するものとレて計画し?と。すなわち 9

① 神奈川県津久井郡左岸千木良村字赤馬及び同郡右岸内郷村字若柳地内に相模川を横断して溢

流堰堤を築遣し天然水位を引き土げ，堰捷J二流左岸に取水塔を設置する。

② ζれにより原水を自然流下させ 3 延長212mの隆道を経て排砂池へ導き，再び延長 l万773m

の隆道によりほぼ相模)11左岸に沿って三沢村JI!尻地内を横切りヲ高座郡大沢村大字大島に至っ

て延長1， 291mの暗渠を経て同郡田名村宇四ツ谷における分水井に導水する。

@ こζ において本市 2，神奈川県 1の害Jj合で分水し9 本市はと ζから単独で開渠により薬品混

和池から 2個の沈殿池に導きう沈殿させたうえりいったん送水井に集め，これより西谷給水場

に至る既設導水路線に沿って延長2万4，460mの導水路線を築造し，これに口径1，1ωmmの鉄管

を布設して都筑郡都岡村大字上川井に新設する川井量水池を経ヒて西谷浄水場に導水する。

④ 西谷浄水揚には既設急逮捕過池に隣接して更に 5個の急速躍過池を増設する。配水鉄管は既

設幹線の配水区域を変更し?新たに西谷海水場配水井から口径 760mm鉄管 1条を布設して鶴見

方面に配水するとともに，既設高区配水本管の山手町末端である口径 460mm鉄管を延長し，根

岸田，Ti江吾田(蓑沢町)に新設する配水揚に導きラ根岸 φ 山手方面の給水を十分にする。

⑤ 上記工事のうちラ田名村字国ツ谷の送水井から西谷浄水揚に遣する導水工事3 西谷海水揚の

うち浄水工事及び西谷治水場から鶴見方面に達する配水管並びに根岸高台に新設する根岸配水

場工事，その他これらに付隠する 1期工事とし， 口から同名村字囚ツ

2己g



言書5章 水源問題に苦しみ続けた第 3回拡張工事
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る これに付躍する ソ
】

，l-と田名村字問ツ

まず第 1

⑦な.;t，第 2
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とし、ご，

L， 

2) 

口

を基本に計画万 7P した:。またヲヱド計闘におい

〆へ口'7;:;二fij¥，に

る設備計画のもとに施行し q その他の諸設備は前期給水

174rd中既設設備1.03l:rdを差し引いた1.143rrIに対する

干少1.391rrIヲ

としitQ

3) 工事計画

(i) 

ら

るものでB 四ツ lOOmrn鉄管

'? 

Q o  

ii ) 四ツ

6n九 ig~ さ[， xnの コンタlJ~ト;会りてマ計画し 3

の口 は閤谷浄水揚に至る jコ とし vr.::

ら

び泥

令。

3.5叫最小 ll1の鉄筋コンク Pート造りで計

画した。 ζ るとともに 3 流水量の測定並びに調整 る構造

Kなっている。

lii) 

西谷浄水場内に 5池とこれに付随する 薬品混和j也及び沈澱池を増

る。

は既設と同型で，

88 

日4，と

び水圧を利用するジューエノレ式時過装置を採用 L，そ

して 5泊築造する。その臆過能力は既設と合せて急速i慮過地 l

.J- :J，_ 

IJ: ，<j'::::i'， 

1日 ーにヲ 9万 9，印31日f

1日18万 695.n:rとなるが， こ 口 る1Ei 

水量に るものである。
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邸) 配水主事

現在p 各方面の人口密度は既設配水管の計画当時とその状態を異にしており，かっ市域拡張後

に沿ける新市域への給水に際しては単にその方面の幹線末端を延長布設したものに過ぎなかった

ので，全市を 136の給水区に分割p 過去の実績と将来の発展とを考慮レて各幹線の分担受持区域

を変更する。

すなわち工業地帯として将来の発展が予測される鶴見方面に対しては別に幹線 1条を新設しジ

その路線は一部県道によるほか，大部分は新路線を開削してこれに布設する。

またラ西谷浄水場から出る高区配水幹線は途中多量の分水を要する関係上勺その末端に位置す

る根岸町船山手町方面はしばしば給水に支障をきたしているの、で9 根岸町字江吾田に貯水池@ポ

ンプ所及び配水塔からなる新配水揚を設置し3 同方面及び山手一帯の給水が行きj冨くように計画

する 0

4) 将来施行すべき第2期工事

(i) 水源工事

i) J匿堤工事

堰堤は温水式重力堰堤とし，水位を約 8m上昇させヲ水上からの高さは最大 12m，最小8

m，堰堤頂幅4m (弧形)ヲ敷 rt届16mョ構造は堤休中心部は粗石入りコンタ 9-トヲ表面はコ

ンクソートで覆い，側表面は玉石張りとする。

ii ) 取水口工事

取水塔は左岸に沿い堰堤に近い上流に設けョ鉄筋コンクリート譲り円筒形とし，計画取水水

位は標高120，273mとする。

排砂池工事

排砂池は鉄筋コンクリートの暗渠形とし，池内に隔壁を設け，原水はとの車上を温流させ土

砂沈澱の目的を十分に果すよう設計，放水路敷はコンタ Pート

導水路工事

りとする。

導水路は隆道及び暗渠とし断固は内法挟径間及び中央高とも 2，lmの

2，276mラその勾配は1，80⑪分のし計画所要量は毎秒4，173rrfて守ある。

ぞ全長 1万

分水井は横浜市営水道と神奈川県営水道に分水するため導水暗渠の末端，標高 113，445mの

位置に鉄筋コンクリートで築造する。 水量の調整及

別に土砂吐き及び余水吐きを設りる。

v) 沈澱場工事

ためヲ し及び門扉を設置し5

沈j殿場として，高座郡田名村字四ツ谷に薬品混和池と枕勝、地を設置する。

(ア) 薬品温和池

より開渠を通っていった

と薬品の混和を有効にする。
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第 5準水源問題に苦しみ続けた第3囲拡張工事

(イ) 沈澱池

薬品混和j也から原水を沈i殻池に流入させる。沈澱池は 2個とし 1池の有効容積 1万 4，490

nL 2池を設置する。これはp 本計画 1/::'1最大給水量 9万 8，784m'に対して 7時間分の容量に

相当する。

日工事見積額

10，090，000円

第 1期工事費 7，220，000円

第 2期工事費 2，870，000円

事工期
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(横浜市単独施行分

県 'm合同施行分 2ヲ 385，000円

(単位:円)

ん;j'; 2 期 ー「 事

工頁 目 総工事費 横浜市負担分

(単独施行分) 485，000 485，000 

沈澱池工事費 352，700 352，700 

j尤澱槽!築造費 288，200 288，200 

鉄管及び馬具購入賞 55，100 55，100 

旬、管布設費 9ラ400 宮，400

建物資 28，290 28，290 

仮建物 11: 8，130 8，130 

建物新築費 20，160 20，160 

村午、卜j豆 j)~~費 2.700 2，700 

検究費 4，000 4，000 

器具機械費 5.607 5，607 

補償資 45.628 45フ628

用地買収資 41，480 41，480 

ネ市 4，148 4，148 

事務費 33，950 33，950 

予備費 12，125 12，125 

(県市合同施行分) 2，385，000 1，590，000 

水源工事費 2，039，185 1，359，457 

堰堤工事費 238，400 158，933 

取入口工事費 23，600 15，733 

排砂 j也主主i主主を 35，200 23，467 

導水路工事費 1，703，200 1，135，467 

工事費 38，785 25.857 

建物費 31ラ700 21，133 

電話架設費 10，240 6‘826 

iHlJ量製図費 20，500 13，667 

補 イ賞賛 56，800 37，867 

事務費 166，950 111，300 

予備費 59，625 39，750 

項 金吉買日

導7k工事's'( I I 3，370，800 
路線築造費 180，200

四ッ谷送水井築造1IiI 7，300 

JI[井量水池築造費 58，100

M JI[積 WYi費 54勾 400

鉄管及び属具腕λ資I2，149，200 

鉄管布設資 921，600

。浄水場工事費 395，700 
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建物資 97，200

仮建物l 費 I 35，880 

建物新築費 61，320

材料運搬費 213ヲ300

検査費 I 175，100 

電話架設費 17，500

器具機械費 155，738

測量製図費 39，300

術償資 713，662

用地買収費 577，280

f昔 I也料 88，950

補償料 47，432

505，400 事務費

予備費

合計

180，500 

7，220，000 合計 2，870，000 I 2，075，000 
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2. 事業認可と財源

市会審議と

うち 3

庄は昭和4年

を市債に求めヲ

乙

きた関心事となり，

相模)11

る第 1 ついて会工事費は 722万円ヲ

)支から昭和 8年度に至る 5 として執行しヲ そ

ら と国庫補助で賄う方針であった。

9月 3日の市会

IIf乞求めたかという点 ζの点につい、て，

りうかつ県との合同施行は経済的に有利で、あるので乙

採用した ζ と に付託された。現地視察も交えての委員会審議で比減額修

正の意見も出されたが， どおりでようやく 9月26日 され，

み?とζ。

K悩まされた次いで昭和4年 9月30日，工事認可申請を行ったがヲ

早急に許可されるよう関原当局に陳情説明に努め 昭和 5年 7月 2日付をもって内務大宮

の工事許可を得p 同月10日 ?亡。

3画拡張第1期工事費の財源は市債と

入れて守賄うためラ国庫補助と起債についても p 事業認可の申請

に申請した。

1期工事費 722万円のうち 9

は，昭和24年末まて?には償還できる見通レであったがラ

緊縮財政の監は厚かった。すなわち，

わ

4年 9月30日〉と同時に主

占める市僚につい℃

していた

し導*エ

事及び均水工事のみについて起債を許可する意向を示した。しかしク切迫し さ

ぷ古るに

れたものの3 起債の枠はとりあ
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いことを強調しょうやく計画全体については認めら

び浄水工事tて;限られ，これを昭和 5年及び5



第5清水源問題に苦しみ絞りた第3回拡張 ζ苓

2 るものとしてラまずこ
ゅ

〆一、
U 

000円 T 
しノヲ

したうえで許可する されq 昭和 5年 7月 2日付

りたc

な> 
りラ る

でのぞんでいる旨 治、 つ友二。

従来のi'Y!Jにならっ

よしなかった 1人当り使用量の増加に伴う

1 i .... 
1._/ ，，"-， 

F

回 とをもってこれ，

したいと答申し?と。

昭和]5 

を見合すという

してしたもの

に対する国庫補助は得られな7、、
L 

iJ'J.円ブ"/(..0 

において昭和 4 より l可8 ドこ至る と右:っていたがョ

を図るため，そ りよげ3 昭和 5

から された。

4') と更正許可

765円について，全

るためz 昭和ら

ら したが，不況による

じラ市内における としても欠か

しい土迫力日がようや

せ右:いこと 6年 3月31日付をもっ、て，昭和 7年度分は保留されたがp 昭和i

についての許可を受け，ここに『配水工事費財源についても50 6 

し

こうし も1施行の運びとなったがョ との関係は次のとおりであし
」

る。

(単位:同)

第 1 ItiJ 起 w 討可宮n げ買弓 2 乙 回起債許可額
年!支 トー←

'ft己fり午日」一「ー 事 ヨ{ミL ~;Z 室町 1二 事 資 起債許ロJ額 実 府、 合責

H召干[14 189，000 (水道事業費充当)

5 2，984，950 3，109，000 2，984町正40 315，000 328，000 314，880 

6、 1，786，285 1フ792，000 1ヲ720，320 918.000 956，000 917，760 
rヲ 665，765 

1429503235i 1，898，765 I 1，飢00011十 4タ901，000 4フ704.960 1，232，640 
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3. 工事の準備

(1) 臨時水道拡張部の機構

第 3回拡張工事の第 1期と第 2期を合せた工事費総額は 1，000万四を超え，本市水道としては

空前の大工事であった。そ ζで，工事施行については万全の準備をもって当るべく，まず工事遂

行上の最初の難問題である用地関係から諸調査に入り，測量及び諸調査など補償上の準備を進め

る一方，昭和 5年 (1930) 6月16日，第 3回拡張工事の推進を図るため拡張工事を担当する臨時

水道拡張部を新たに設置した。

(2) 導水路用地の買収

第 3囲拡張工事の導水路線に必要左用地は，高座郡田名村から同郡上溝町・麻溝村・新磯村・

大野村・大和村・東京府南多摩郡南村・鎌倉郡瀬谷村を経て都筑郡都岡村の川井浄水場に至り，

更に同村から市内保土ケ谷区川島町の西谷浄水揚に達する延長20回に及ぶ区間であった。この聞

において，在来の水道路線幅を平均 5m内外拡張するのが導水路計画の目的であったが，との帯

のような狭長な地積を求めることは，地主側にとって，仮に譲渡の意志を持つ場合にも余りにも

小面積に過ぎ，その金額も少額で利用するに足らず，かっ，事業そのものの成果も自身の利益に

結びつかないというとともあり，すべての点において土地売渡しには妙味がなかった。つまり，

拡張工事に伴う用地買収は，ひとえに水道事業に対する地元側の理解と協力に待つほかはないと

いう悪条件のもとにあった。

また，当時はまだ水道路線の管理上，地元民の通行に対しでも極端に厳格であったととなどに

対する日常の反感も手伝い，この拡張工事について積極的な協力を得られる条件が余りにも乏し

かったから，買収交渉は難航した。ただ，当時地元の状況は，その年の春繭の暴落によって農家

経済は大きな打撃を受けて沈滞しており，あまつさえ，村内の主要金融機関であった横浜銀行が

表 5-5 工事用地買収価額一覧表

町村名 面 積

)11 島 226.07 (坪)

都 岡 11，163.83 
j頼 谷 2，293.00 

南 2，129.34 

大 手日 1，639.06 

大 野 4，064.27 

新 磯 5.90.38 

麻 溝 8，392.72 

上 溝 2，109.00 

回 名 2，089.60 

計 34，697.27 
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平均単価

5.705 

3.359 

2.069 

2.562 

2.779 

2.629 

1.800 

2.543 

3.316 

3.000 

(単位:円)

価額

1，289.839 

37，506.321 

4，745.910 

5，456.806 

4，555.312 

10，686.398 

1，062.684 

21，346.804 

6，993.585 

6，268.800 

99，912.459 

整理休業中であったことが一層不況に

輸をかけた形となり，農民にとっては

一銭の収入でも望んだ時でもあって，

その意味では，土地買収は比較的好機

であったのである。

こうして交渉が呂一日と長びいてい

るうちにも，工事の推進を求める声は

高まる一方で，係員の辛苦も並大抵で

はなかった。或いは地元有力者を説得

して協力を仰ぎ，その協力と努力を大

きな柱として交渉に努めた結果，幾多



第5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

の曲折を経?ともののヲょうやく所要土地一切の買収を終了することができた。

導水路線質収地

面積 34，697.27坪 (114予

金額 99，912同45銭 9厘

しかしラこのような交渉経過のなかにあっても，積極的に協力を申し出る人々もありう用地の

寄付(寄付者4名)を受けた。

配水路館用地の買収等

。鶴見配水路線の選定と地元の協力

当初?鶴見配水路線は西谷浄水揚から八王子県道に出て岡野公園を横切り，神奈川区青木町三

ツ沢を経て同区六角橋町に至り，持の口県道に沿い北進して同区菊名町妙蓮寺付近で県道を離

れヲ同区西寺尾町コ鶴見区馬場町島東寺尾町の高台を経てラ同区鶴見町に連絡する予定で計画を

進めていたが，昭和ら年 11月15日，たまたま同方面地元有志の発起によって鶴見区篠原

町地内の路線用地については寄付上納するので，幅員 8mの道路を公道として建設レてほしい旨

の陳情があったc ζ の陳情をもとに改めて調査に着手し，全線にわたり再検討を加えた結果ラま

ったく新たな路線を選ぶことになった。 ζの新計画路線で、は神奈川区青木町三ツ沢より旧路線を

変更して神奈川区片倉町に出，同区篠原町において小机県道を横断しフ更に同区菊名町において

菊名池及び惜の口県道を横断9 同区西寺尾町ラ鶴見区馬場町を経て同区東寺尾の高台から鵠見区

鶴見町3 同 るととにた:ったc

一一一一
手日間町J 神大寺町

馬場町
町名 仏向田] 仏両j町 準同町 !一?公町 片倉町 六角橋目T 篠原町 菊名池 菊名町 四ミfs叩I

総間日「 社!岸田I
東寺尾町

トー一一
381 I 1，098 

関延j(長m) (1?589553 03リ)
258 265 391 6ω 103 202 J.991 

("69.ω1 (1，103.50)1(1，82891) (J81.77) (1，199 88) (196.3JI (367.21) (692.州(1，ω6.16i(10，897ω) 

面積 1 ， 2~4 1.726 3，236 923 1，ω6 i，お4 14，178 

坪(n1) (3，9ω7) (4，105.2) (10，078.8) (3，045，9) (5，2ω8) ( 46，787.4) 

既設路線 専月既設道路既号は!山旭日昔~I 道路併用道路併用道路併用 架橋 道路併用道路併用道路併用
新路線 新路線新路線新路線 新路線新路線新路線

一
西谷

始点
E王寺尾
終点、

乙の計画変更に当っては令先に陳情のあった人々に対して q 新路線は将来公道として一般に開

放して地元民の鹿宜を図るという意向を説明し9 そのためには路線用地について先に申し出の篠

原町地内だけでなく，全路線にわたる寄付方について協力を求め，町の有力者に斡旋を要請し

た。 ζ の要請に基づき p 当局はこれらの有志の人々を介して各町ごとに町内関係者会を催しフ地

元の協力について説得に努めた結果ョいろいろと困難な面はあったものの9 ょうやくにして全線

にわたって大部分の用地の寄付延 1万1，513坪 (3万8，OOOrn'計画地の約81%，寄付者89名)を受

'171: 
'<:1ノ



げるとと会主π7きた。

配水道路の用地買収

しかしうとの間においても西谷浄水揚から仏向③和田町を経で峰岡町に至る区間はョ

って，道路に供すべき土地ではないために買収を要しヲま?と鶴見配水管終端に狩げる鉄

道横断に要する土地や，ヱ事中は鶴見配水管工事材料置場としう後に鶴見配水池敷地に転用した

土地などはいずれも道路供用地でないた

られた。また新設の道路供用地においても Dζ のft!1域において他に所7肖地がなしその土地が大

となるような土地所有者やp 家計国難な零細地主等に対して

無理である場合もありう更に他の部分は寄付しでもラこの部分の土地だけは寄付が不能て、あると

いう人もあり q 或い

主もあった。 ζのようにヲ

の土地などは既に宅地として地価も高〈

ら残された一部の土地について

?亡。

鶴見配水路線用地のうち買収された土地は次のとおりであるョ

買収面積 7，682.65坪ヲ

7万4，966円36銭

に寄付に応じないJ也

でいっ

ζ のfまか9 市内中区藤棚町においてう既設口径 22インデ (5印高区線から分岐した山手高

自的とする高区配水管布設工事に当っては 3 同ノレートはおおむね市内の道路に布

したが?中村町地内における急坂立上りに際しては一部道路敷外に布設するため9 一部の用地

を買収したこ。

買収商積 599.79坪

買収金額 2， 

:rn:第 3囲 l期工事

L 工事の施行

3回拡張工事は昭和 5年にようやく

レス 浄水施設は鰭過速度の加速によっ

となった。 として

うことが、できたがヲ

量と導水量はまった〈余裕がたかったので，着工とともに，翌昭和 8年の夏を目指レて取水量と

図ることが先決とえ主つ、ていた。

なるた吟p それま

ることに念った。しかし勺第 3

に至る全延長2万4，460m にわたる る

27S 



第5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

ことは困難でありヲまたう大島の臨時水源の早期導水を図る必要からラまず昭和 5年 9月，Jl!井

~西谷間の導水工事に着手し?と。

(1) 

1) ) 11井~西谷間

として，上流川弁但1]を第 21区ラ下流西谷担Ijを第 3工区と L，

を図るため両{則から同時に施行した。その延長は 8ヲ572mにわたり，従来の水道路線

をそのまま 口径1， 100mm鋳鉄管を布設した。この区間の下流側は

じし上流恨Ijは平地ながら多くの水路が路線を縫うように流れp 下流側もまた丘

断ち切るようitCnJ佐子JI!が!ill曲しヲ加え、て p 用水路

るいとまがたl.r..ほどで3 そのた

は難航した。 更にう イ設に地質は軟弱でi男水が多くラ

掘削に際しても{HIj土の崩壊の危険があってう土地崩

による犠牲者を生じたほど工事は困難であった。

しかしラ配水量の確保という大前提がありう昭和 6

(1931)の夏以、前に通ヱiえしてう:夏の需要に対処するた

の工事

20日て、あったが，夏以前に

之た。

にはラ 84万 1ぅ 184 6 した。こ
ドブックによる口径 1，100ミP鱗管の運搬

の工事と並行して，ニド i二流倶iIの南多摩郡南村地内に (昭和 6年)

沿い、て既設口需36インチ導水管i'l:275馬力電動機(直結口径700旧日1)加圧ポン

運転L，緊急の暫定水源工事として別に施行レていた大島の臨時揚水設備の完成と相まって，昭

和 6年 8月12日には初めて 1日3万石の揚 水が可能となりラ同年夏の 1日最大配水

量は10万 3，989rrfにi去した。ともあれ，本施設による原水補給によって給水量も増大したのでョ

夏の水不足を解消することができた。

2) 

J 11井~西谷間の着工に引き続きフ上流部分の大鳥~JII井間の拡張工事も昭和 6 年10月に着工さ

れう翌昭和 7年 6月に完成した。 ζ の区間に布設した口径 1，1∞削導水管と大島の臨時揚水設備

にはD 日本で初めての水道用電気溶接鋼管が採用されている。

(i) 霞気溶接鋼管の採用

第 3囲拡張工事の導水管はラ鋳鉄管を前提として計画されていたが，元来，水道工事は

その大部分を鉄管工事が占めるものでありョ ζ とに第 3回拡張工事のように導水管の延長が長大

に及ぶ工事にあってはラ工事費が鉄管代に大きく左右されるところから，鋼管採用も検討され
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た。もともと木市では第 1回拡張工事の時点から鋼管の採用を検討してきたしラ第 2回拡張工事

では実際にマンネスマン鋼管を使用しておりヲ鋼管使用についての研究は怠りなかった。 折し

も堀江局長が万国興行大会への出席並びに欧米各国水道視察のためラ昭和4年 12月か

ら翌昭和 5年 9月まで海外出張した機会にョ諸外国の実例を調査して帰朝したの勺，マンネス吋〉

ン鋼管の実績をも併せて検討した結果，本工事を最も低廉かつ堅固に完成させるには，鋼管の使

用が最良であるという結論となった。

第 2回拡張工事で本市が使用した鋼管はガス鍛接管であったがう当時国内には製造施設を持つ

工場がなしまた新たに設備を設けるとなれば膨大な費用を要するととから 9 外国からの輸入に

仰ぐほかはなかった。 しかしラ第 3回拡張工事の時点、ではラ輸入品によることは政府の国産奨励

の方針に反しフその許可の見込みもなかったのでラ電気溶接管の採用が検討された。電気溶接は

第一次大戦後ドイツ及びアメリカに起りう当時アメリカでは既に実用化の段階に達していたが，

わが国では海軍{I[_jまいて研究されつつあった程度でラ実用の域には達していなかった。したがっ

てう同製法による管の採用Iては慎重な検討を重ねたが句その結果実用化の目途もたちぅ設備投資

固でも十分採算ベースにのる見極めがついたのでヲ日本の現状に適している電気溶接管の採用

を，勇断をもって決定したのである。昭和 6年 5月四日，その使用についてとくに内務省の許可

を得て大島~川井間の導水管に使用することになった。

電気溶接鋼管の製作に当ってはラ市内に工場を擁しヲ日本を代表する大造船工場である横浜船

渠(現三菱重工業横浜船渠)及び日本鋼管浅野造船所(現日本鋼管鶴見造船所)の両者に分割し

て発注したが9 品質を確保するうえから海軍の専門家を委嘱して監督とする 溶接工も技術

試験に合格した熟練者のうちから選択しヲ製作に従事させた。管は口径 1，100mm，長さ 6mでヲ

さlOmmの鋼板を使用し，内聞はアスブアノレト塗り，外部はアスフアノレトタンクに浸し，ジュー

トクロス巻きつけの承口付管とした。ただ，現場接合におい』て鉛コーキングの際ラ承口部が延び

てゆるむ場合が一部にあったがラそれも順次改良が加えられ，その埋設に当つでも管肌を損傷し

ないよう防護しつつ慎重に行った。

その後ヲ一部は第4回拡張工事に沿いて撤去して市内配水管に転用したが9 その際の状況から

口径 1，100ミリ鋼管の塗装 口径 1，100ミリ鋼管の製作
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繁昌主註水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

みると内外商とも異状なくヲとの

状態であればなお多年使用できる

ことが確認され3 当時この管を採

用したことに誤りがなかった ζ と

を物語っている。

(ii) 工事の施行

本工事は昭和 7年の夏

の給水対策として計画されたもの

で，昭和 6年四月着工した。その

際，上流{員Ijは第 1工区ョ下流{員Ijそ 境JI!水管橋口径 1，100ミ9~I岡管架設工事(昭和 7 年)

2工区と同工区に分割I]L，並行しで工事

を推進したので予期どおりの進展をみラ翌

昭和 7年 6月 3日には通水した。

は延長 1万 6，244m に及び，おおむね平ら

な相模原台地を直線的に貫いた工事で，山

の神下ラ鹿沼ラ境川及び)1I井浄水場下付近

を除いては地下水も{認し比較的容易で、あ

っ?亡。

しか Lラ鋼管布設一r:事に沿いては意外な ロ待 L100ミリ鋼管:fi1設工事(昭和 6年)

事故にも遭jfF~ した。まず第一はJ1I井浄水場下，上流倶uの谷戸の湧水場所ーにおいてラ前日布設し完

全に接合した一連の鋼管(前後に仮木ぶたをした)が埋戻し未済で、あったため湧オくに押し上げら

れヲ一夜のうちに10本60mの区間の管が浮上したことであった。口径1， 100mm鋼管は 1本 6111，

重量は1.6 tあるが，多量の護水で掘削あとに水がいっぱいになって管が浮き上がったものでラ

従来の鋳鉄管にはまったく例のない事故であった。これにこりてラその後は接合した管はその日

のうちに埋戻しを実施した。 ζ のほか3 鋼管の接合の場合，あるものはコーキングの際承口にひ

び割れが入り，または延びて鉛の脱出や締付けの効果がないものもあったのでヲその後承口外倶u

には補強ノfンドを取り付りた。

(2) 大島送水井築造工事

1) 大島送水井工事

場 所神奈川県高座郡大沢村大字大島字崖山(現相模原市大島〉

構 造鉄筋コンク Yート

形状寸法有蓋円形水槽で同心円形の隔壁によって 2室に分り，外室内径 30η1， 内 室 内 径

9.1111，水深は外室4.9m，内室6.9m，水位は標高122.4mであった。
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青山水源系統と大島揚水系統とをそれぞれ別途に流入流出させーたc導水管は以下のようにヲ

① 

は構内で口径と18インチ22インチらの口径36インチ (910mm)

2条び30インチンチ口30イ ン チ凹)

ンは22インチにおいて口径30インチで池より流出させたが，

2条に分流して流下させた。チ

② 

ざによっさfもた 700lllmの2800mlll及外室には大島臨時揚水のロ

口径1，lO0!l111l管をもって流出させた。せラ

7 6月勺工費 5万8，727伺 5い翌昭和 94月8 

県市合同の

として高

L，かつ工事費

しかも?

湘雨地区各町村の水道需要を， 1県

い状況に追いや

内務省との好衝

ょうやく認可の昆

ととは困難な見通しであったのに

して

し財政上水道建設が不可能な

ることになっ

」ア

Q 

よって一日も早く

条例の市町村公営主義のもとに 9

まだ広場，的7J:

した。

当時3

そ

だがう県はと

水源開発を前提とし

ら横浜市分を受りる

にの陀?って

j前たさざる

らfしてl.n 亡。

厘をもっ

ていた。

2) 

も

丈島送水井構造図関与-2

ので，県市合同計画に

[11出点で先行

ζ のためヲ県市合同施行し?と。昭和 8年、から7
A
U
U
 

つなぎに計画さ

るととになってしまったのて、ある。

もともととなりう

、一一町 i

ι1 
」
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第 5章水源問題に苦しみ続けた第3囲拡張工事

そとで，横浜市は急逮単独取水案の

検討に入ると同時に，当面の対応策と

して大島の臨時揚水設備を効率的に増

強するため田名村に予定していた接合

弁の位置を下流側の大沢村大島に変更

し，この地点で既設の導水管と臨時水

源とを連絡させ，また大島のポンプ運

転故障に備えるため，当初予定のもの

よりポンプ容量も増大した。更に， ζ

の新設の大島送水井は既設導水管の大 大島送水井(昭和9年)

島接合弁より標高が低いため，既設ノレートを大島接合井を経由せず直接新設する大島送水井に連

絡することによって動水勾配の増大を図って，従来の道志水源の導水量を増加させることができ

るようになったのである。

(大島接合弁経開設導水能力 1阿川量削oood)!
大島送水井経由に切替後の導水能力 1. 152:ni/s (日量約99，500:ni) J 

。)川井量水池築造工事

位 置:神奈川県都筑郡都 図 5-3 川井量水池構造図

岡村上川井(現横浜市保土ヶ谷

区上川井町)

川井浄水揚構内を拡張し，同構

内に減圧と水量測定を目的とす

る量水池1池を築造した。

構造寸法:内径幅・長さとも

30m，水深 9.2mの鉄筋コンク

リート造りで，池を隔壁によっ

て縦に 4室に分け，口径 1，100

皿， 36インチ (910凹)， 22イン

チ (560皿)及び18インチ (460

阻)の各導水管4条がそれぞれ

系統別に別個に入水し，各導水
@一@断面図

E.L 90.854. 

管別に量水し得るように設計し

た。

本池は昭和 6年 (1931) 3月
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JII井量水池

}II弁浄水揚〈昭和9年)

)
 

A
『(
 

位 置:西谷浄水揚構内(横浜市保土ケ脊区川島町)

1) 西谷着水池

に着工L，昭和 8年 '7

月に完成したが3 その工事費に

は4万6， した。

川井派出所事務所

原計画においては，口径 1，lOOmm はその終端西谷浄水揚におい る

予定であったが， JII井量水池以降の各導水管の流量をtYU足するとともにフ続速及

への分水量を調節測定する必要からラ着水池兼量71く拍とレて新設したものである。}l!井量水池か

ら着水する原水をいったん本池に導きフことから緩速漉過池及び急速漉過池に導きヲ川井量水池

とj同様に各導水管ごとに流量を計量し調節するものでヲその構造寸法は内法長さ目立lj 幅16m，

水深 3.35~-2. 4rnの鉄筋コンクリー 1、造りとしヲ昭和 6

成したが，工事費には 3万4，655同98銭 l厘を要した。

2) 

3月に着工L，翌 7 d
fん

3回拡張工事においてはフ

設備のジューエル式を踏襲

していたのでヲ第

さ:らって増設するととになった。またラ当初計画では既設

と水による洗浄法を採用する計画であったがp ジュー
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水源問題に苦しみ続けた第3庖拡張工事第 5章

は逝洗浄の際，滞酉に空気及び水が均等に行きわたらずむらに念るとと，集水装置がストレーナ

一式のため損失水頭が多しかっストレーナーの取付け部が折損しやすいなどの理由から，水だ

けの洗浄によるホイラ一式を選ぶことになった。新設ホイラ一式の躍過池は，長さ10.8m，幅7.3

m，深さ4.31mのもの 7池とし，既設設備と合せて 1日浦過速度120mをもって日量9万6，835nJ' 

(急速穂過池のみの能力)の櫨過能力を有するように念った。

既設のジューエノレ式の機械的装置はいずれもアメ Pカから輸入したものであったが，本工事に

際しては流量調整機を除いて国産品を使用した。同工事は昭和10年12月に着手し同12年3月に完

成したが，工事費には15万9，501円74銭を要した。

図 5-5

+70，500m 
+70，000 

西谷浄水場高架水槽構造図

側面図

E
∞
ト
唱
、

N

一

西谷浄水場ホイラー式急速漉過池構造図図 5-4
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3) 付帯工事

した。

4) 

急速捕過池洗j争用水槽とし、て急速穂過池脇に建設した。

したが3 これらは既設のもの

(柏立:m) 

完成年月日

昭和 7年 3月31日

昭和 7年 7月10日

: 1型鋼鋲接支柱 8本に支持された内径10m，有効水深 4m5 有効貯水量 314ni

鋼板水槽でう入水管は口佳350回日管ヲ出水管は口径700脳血管ョ溢水管及(J:排水管は口径却。皿阻去し，

中央に集合させた。昭和11年10月に着工し翌昭和12年 3月Kこ完成したものでフ工事費には 2万

2，995同92銭を要した。

配水工事

は昭和 2年 4月 1日 さ

当時の市境であった生表町十C:J3ける口径1505インチ凹吋配水管から口径16インチ

管を延長しヲこれを本管として新市域に配水管網を新設したものであった。その後鶴見地区にお

ける発展は急を告げ，ととに工業地帯埋立によって工業が飛躍的に伸び，水需要も急増していた

の〈、ラ工業立市の面からも p 鶴男抽区の配水増強tl:第 3囲拡張第 1期工事の重点工事とし

する ζ とに在っていた。

るに先立ち 3 配水工事に対す

次のように変更するととになった。 なわちヲ当初計画では新設すべき

ら口径 30インチ

別所地内で口径20インチ幽)

続することになっていたが3 その後鶴見方面の工場地帯と

ため9 既定の計画を変更レて一層増強する必要に迫ら

、/デ

きヲ鶴見町

りを示していた

まで、9 l'亡 し，鶴見配水池以降は口径800nunないし6叩帥

持寺前におい させることにした。このようにQ

にそのんートも可能t:J:限り都市計酒路線に併設し司

便益に供する目的でフその発展にも資するよう

ζ の配水管口 きく変更したことは，

たlno 三ゑ に採用してなんらの支障もな

用することによっ 図る 乙
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第5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

海岸地帯へもとの管からの給水が可能と念り，西谷浄水揚から新たに布設の予定であった神奈

川・青木方面高台に対する高区配水管もまた，この新設鶴見配水本管から分岐配水することが可

能となるなど重複投資が避けられた結果，予算の変更は必要なかった。更に，山手方面高区配水

管においても神奈川・青木高台への配水を鶴見配水本管に分担させた結果，西谷浄水揚を起点と

する幹線建設の必要もなくなり，途中中区藤棚町に主まいて既設口径24インチ (610皿)高区配水

本管から口径500皿管を分岐し，根岸高台への新幹線を増設して既設配水管と連絡することが可

能になったので，予定の根岸配水揚の設備も中止するととができた。

本工事の施行に際しては，そのノレートについても在来既設道路によらず，西谷浄水場から神奈

川・鶴見の山手を抜けて鶴見工場地帯に達する環状新ノレートを選び，新たに路線を築造して口径

900皿管を布設した。そして，拡張工事とは別途並行して鶴見区高揚町の高台に新設する鶴見配

水池を経て，以下口径800阻ないし600醐管で鶴見町に導き，既設配水管に連絡させた。

1) 鶴見配水路線

鶴見配水路線は総延長2旦27町54間(1万897m)， うち道路使用 1呈7町48問 (4，778m)，新

設路線1里20町6間 (6，119m)で，新設路線のうち専用路線は 4町 18問 (469m)，道路併用路

線は 1旦7町48問 (5，650m)であった。また，別に菊名池には 1町48間 (196m)にわたって橋

をかけ，東横線及び国鉄(現JR)横浜線とは立体交差によって線路下を横断した。

路線築造工事は昭和 6年 9月1日に着工，昭和 9年 3月にはほぼ、完成をみた。ただ，菊名池横

断について地元から架橋の要請があり，その架橋が完成したのは翌昭和10年11月であった。

2) 鶴見配水本管

鶴見配水本管の布設工事は，昭和 6年 8月，下流側鶴見地区東寺尾~鶴見町聞における道路敷

内に布設する口径600阻配水管工事から着手した。との工事は東溜道線と京浜急行電鉄線路を横

断する難工事を伴ったが，昭和 8年 5月に完成し，昭和7年8月からは路線築造工事の進むに従

い，西谷浄水場から鶴見配水池に至る口径 36インチ (910阻)及び900皿配水管工事にも着工し

た。

との工事は西谷浄水揚から既設配水路線沿いに和田町までめぐり，そとから山手に築造した新

路線を通して峰岡町に導き，片倉・篠原・寺尾を経て馬場町の鶴見配水池に達し，更にここから

口径 800皿管を布設して東寺尾で新設の口径 600mm管と連絡させるものであった。その問，西谷

浄水揚下から和田町に至る聞は地盤が悪くて工事は困難をきわめ，そのうえ雌子川を水管橋で渡

り，神中鉄道(現相模鉄道)軌道下を横断するなど，施行上も種々難工事に遭遇した。 ζ とに菊

名池の横断には最も苦心し，ピクト Pックジョイントを用いて池底の比較的地質の良好な地盤を

選んで布設した。

3) 鶴見配水支管

(i) 口径350阻管(三ツ沢線)

口径900aDl鶴見配水本管から三ツ沢町で口径350阻管を分岐し，三ツ沢公園東北方を通り三ツ沢
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南町及び北軽井沢の高台を給水する高区線で，昭和 9年 5月30日に着手い翌日年 5月31日に完

成した。

(ii)口

鶴見配水本管の西寺尾内国鉄(現JIミ)横浜線横断後ヲ口径900脚本管から口荏500mm管を分岐

い横浜線と並行南下して入江町て也、第 2回拡張工事で、布設した口径 15，5インチ管と連

絡させ，子安方商工場地帯の給水増加を図ったものでラ昭和10年t2月 1日に着手し，翌日年6月

10日に完成した。

(ili) 口径350mm管(鶴見高台線)

鶴見配水i浮から出て二本木方面高台一帯を給水する高区配水管で，昭和 9年 7月12日に着

しョ同年四月15日に完成した。

(加) 口径30Qmm管(日

昭和12年9 臼吉方面新市域の発展に伴い口径900mm鶴見配水本管から菊名町において口径300mm

を分岐し，東横線に沿って日吉方面に至る

(v) 口径400mm管(第 2国道)

昭和12年にはp 口径 800111111鶴見配水本管からか技 L，

帯に給水する口径却Omm管を新設した。

制)口

した。

2 を鶴見)11に至る同沿線一

鶴見配水路線沿線給水のため，口径 900mm木管から分岐し，口径 150mm管を本管に並んで、布設

い配水管とした。 昭和 9年 4月工2日に着手し，向年7月29白に完成した0

.4) 山手地区配水管

第 3回拡張工事配水工事の特徴のーっとして高区続配水管の拡充が挙げられるが，神奈川・

見同区の高台に対しては新鶴見配水管工事を施行しヲ南部の山手地区に対しでも新高区配水管を

布設した。西谷配水池から野毛山配水池に至る既設口径 24インチ高区線から中区藤棚

町に拾いて口径 50Qmm管を分岐し，市電路線に沿って久保山@浦舟町を経てヲ山手に上がって山

手西部一帯を給水するものであった。

本工事は昭和 9年2月 6臼に着手し9 4月30日に完成した。

鶴見方面は年々著しい発展を遂げていたがp 満州事変から日支事変へと拡大する戦況が臨海工

場地帯における軍需工業を刺激しラ雲しい給水の;需要がにわかに増大したのに加えて¥同方面背後

地である鶴見高台地帯も住宅地域としての発展がめざましく，同地域一帯の水量不足が目立つ状

となった。そこで，第 3回拡張第1期工事による新設鶴見配水本管を一層有効に活用するた

めp l池及 1 とし る計画をたて

た。
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第5主主水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

本工事は，昭和 8年11月(1933)に着手して昭和12年 3月に完成した。同施設は鶴見方面配水

量の時間的変化を調整するとともに?一面配水本管の故障等に有効念機能をもっておりフまた配

水塔によって難題であった鶴見高台への給水問題を解決するなどラ鶴見方面の増強に大きな効果

をあげた。

1) 鶴見配水池(横浜市鶴見区馬場町)

構造寸法 内径60m，深さ 6~7mの鉄筋コンクリ-)造りでヲ天井は平版式構造で覆い，径

500mIllの支柱41本によって支持しD 上部は盛土，張芝を行って換気孔を設置した。水位は標高49

rn;; 有効貯水量 1万 5，550m'で，

これは鶴見下町方聞における 1日

最大配水量に対して12時間分の貯

水量に相当した。

入水管口径900mm~岡管

出水管口

口径300mm鋳鉄管

工事着手 昭和 8年11月27日

工事落成:昭和12年 3月31日

工事費:171，955円前銭 7厘 鶴見配水池

図 5-6 鶴見配水池構造閣 図 5-7 鶴見配水密構造悶
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め鶴見配水塔

鶴見方面高台に対する配水を受け持つため築造されたもので3 鶴見配水池からポンプで揚水

し水位に応じた自動スイッチによって送水された。

当初計画では内径6m，水深 411'1，容積 113m'となっていたが3 鶴見高台方面の発展を考慮、し

て内径3.5m，総水深22.63mの同筒形に設計変更を行いラ高水位は65.5mラその総水量1，283m3， 

有効貯水量 680m'の配水塔を建設した。同塔は底部基礎を鉄筋コンクリート造札側壁部は内{!J.1j

に鉄板をめぐらし外{良.uを鉄筋コンク]i-ト造りで施行し3 上部は鉄骨ドームで覆い3 上端には避

雷針を設置した。

入水管:口径400阻

出水管:口径350阻

工事費 :33，450円91銭

工事費

工事費の財源については当初予算 722万円のうち690万7，200円を起債に，その他を国庫補助及

び繰入金で賄う計画であったがョ当時は緊縮政策の時代であったため 9 国庫補助は却下となり起

債の許可も更正された結果9 予算額も685万9，000円に圧縮された。とのうち p 起債として 618万

5，000円が認められるという状況であった。表 5-6 ~高 3 闘拡張工事(第1;期)予決算対照表

(単位:p:l) 

K43 予算額 | 決 算 額

157日目ir
: 

g 

s 
10 

11 

町下
d

三一戸

しかも 9 実際に借り入れられたのは 514万

9，300円で，乙れに水道事業費から

120円の合計額 540万5，420円が工事費財源

のすべてであった。実際にはp 工事実施に際し

てフ導水管及び配水管には鋳鉄管を使用したと

と，また諸材料の価格が低落した ζ となどによ

り， 465万 6，211同71銭で完成する ζ とができ

た。その資金残は関連工事である

備費K充用した。

3囲拡膿第 1期工事の特徴

3回拡張第 1期工事は県市合同水源案をもとに施行されたためp 基本となる水源案が確定し

ていることが望まれたにもかかわらず，その基本案は二転，三転と揺れ動いた。そのなかで，当

国の給水対策に応む更に建設した施設が幻の水j原案のいずれの場合にあっても有効に活用でき

なければたらないという p 難しい条件下での工事であった。

ζのような状況にありながら，第2回拡張工事完成時の能力 1日8万 9，OOOniに対して3

水源と大島の臨時水源、を活用して昭和四年
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第5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

とL7 f音弱に能力を高めラ市内給水については鶴見・神奈川方面の増強と高台地区の改善を進め

たのである。またp 初めて電気溶接管を採用するなど工法的にも評価すべきものがあった。

2， 第 3囲拡張工事の水源対策

川県市合同の水源問題と暫定水源対策

県市合同の水源工事を前提に動き出した第 3回拡張工事の水源工事は大規模な計画で長期間を

要するためラ乙れを第 2期工事として後年次計画にまわした。そしてラ第 l期工事として水源工

事以外の拡張工事を先行させラその問は暫定水源の確保によって急場をしのいでいくという綱渡

りの拡張工事であった。

しかしp との県市合同の水源工事はヲその後多くの好余曲折を重ねラ更に第 2

るなど多難の時代を迎え，終戦後の昭和22年 (1947)に完成をみた相模湖によっ、てようやく解決

されたのである。このためヲ暫定水源の確保対策として建設された大島の臨時揚水設備は，実に

20年余の年月を支える重要な役割を担うことになり 3 当初設置されてから数次にわたる増強を行

わ者;ければならなかった。

ンブ場設置工事(第 i次工事〉

第 3回拡張第 1期工事の着工に当ってフ当部本市は昭和 9年 (1934)度末の予想、人口 63万953

人に対する普及率をと見込んで、給水人口を55万人と想定L， 1人 1B250 e， B量13万7，800

IIf(1.595d/s〉を確保する ζ とを目標として臨時取水計画をたてた。これは吟当時9 既設の道

志川水源の水量が1. (日量約8万 9，OOOm')であったので，計画水量1.595m'/sとの差

O.564m'/s (日量約 4万8，700m')を大島の臨時揚水に求め3 昭和 6年夏期から稼働させる計画に

基づくものであった。

。工事計画

第 3囲拡張工事の水源調査の際，相模J11の伏流水に関しては調査済みであったのでヲとの結果

に基づいて津久井郡湘南村地先(湘南村の地域ではあったが流Jむからは左岸の高座郡大沢村大島

側であったため大島の臨時揚水と称した。)において相模川の伏流水を集水して波み上げラ既設

導水管に連絡して原水を補給する計画をたて，昭和4年 (1929)にその準備を調え，翌昭和 5年

5月内務省に申請した。その計画概要比神奈川県津久井郡湘南村地内相模JII左岸堤外河川敷地

に集水埋渠を布設し，周囲の砂利層によって自然に荒ごしされた原水を集水し9 導水管により同

地内に設けたポンプ場の吸水井に導き，更に同所に設備した電動機直結 2段ターピンポンプ4台

(揚水能力 1台につきフ毎秒O.141m')をもって高座郡田名村の送水井(第3回拡張第 1期工事当

初計画のもの)に送水するというものであった。

宮



2) 工事の施行

本工事は昭和 5年11月に許可され，相模JIlの河川敷地占用関係の申請も同月許可されたので，

翌昭和6年 (1931) 1月に着工した。ととろが，との年は 6月に入ると配水量が急激に増加しは

じめ，水源の増強は一日を争う緊急事態となってので，突貫工事の連続となった。また，当初こ

の臨時水源は，拡張工事で施行する田名~川井聞の口径 1，100皿導水管の起点田名まで送水する

ζ とにしていたが，この導水管工事が未完成のため昭和 6年の夏期対策に間に合わないととろか

ら，既設の大島接合弁に送水することに変更し，既設の口径 36インチ (910阻)導水管の能力を

増大させるため南村加圧ポンプ場 (275馬力加圧ポンプ設置)を設け加圧導水するととになった。

なお，との年は豪雨の多い年で，取水工事は再三にわたる洪水に悩まされたが，夏期対策を白指

して懸命な努力を続けた結果， 8月12日にはようやくポンプ揚水開始に ζ ぎつけ，辛うじて断水

の緊急事態を免れる ζ とができた。付帯工事を含めて全部の完成をみたのは12月で，工事費とし

て9万4，457円68銭を要した。

3) 臨時揚水設備の概要

本揚水設備の概要は以下のとおりである。

①集水枠及び吸水井は，高座郡大沢村大島地先の相模川河川敷内流心をはずした左岸寄りの砂

利層に設置した。集水枠は平水時の水面下約 5mの深さに水際から約18mを隔てて，流心にほ

ぼ平行に延長40mにわたって埋設した。

②構造は，生松丸太を組み合わせた方形暗渠式で，縦・横・高さとも各1.2mとし，周囲の砂

利層を通過した原水を流入させた。

③ 埋渠終端には取水用として小孔をあけた口径760皿のコンクート管を延長41mにわたって埋

設し，吸水井に導いた。

④ 吸水井は径3.6m，深さ7.2mの木製枠の井筒を沈下設置した。

@ 吸水井及びポンプ場一帯は洪水の被害から守るため，高さ約 1mの地盛りをした。

図 5-8 大島臨時揚水ポンプ場付近平面図

キ
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⑤集水埋渠及び集71示〈

水水-した水を175馬力直結口

型ポンプ4台(ポンプ能力

容量毎秒 O.141n:;')をもって，相模川河岸

の断崖をはわした口径 800mm

によりi守60mの丘上に揚水し，同径の仮設

管によって既設大島接合弁に注入してヲ昭

和 6年に急逮既設ロ径 910mm管に直結した;

南村加圧ポンプにより加圧導水させた。

最初ラ を設置した当時はあ

くまで応急的な臨時施設という考えて守あっ

たのでp 吸水井等も木造であったし3 また

ポンプ場からの揚水管が絶壁をはい上がっ

た崖上の大鳥派出所構内には仮設の木造タ

ンクを設置するにとどめるなどラ急、場をし

のぐ仮設要素が強かった。

$5章水源荷題に苦しみ続けた第 3['11副長ヱ苓

4) 仮設導水管む11J]替え 大島臨時揚水ポ V プ場とポンプ場内部

次いで昭和 6年10月以降の第 3回拡張工事による 1，100阻 当初

の計画ど.sり高座郡田名村域内に新設された口径1.， lOO:nm管の起点に連絡するため2 大島接合井

まで!日路線|二に仮設した口径8ω血血管をJ故去し，大島派出所前水道路根から田名村の口径1，lOOrr国

管起点に至る間の布設替え工事に着手した。そして翌昭和 7年 6月22日延長 2，3151立の布設を完

了し9 同年 6月 3日より送水を開始したのでp ζ の年の夏から送水能力は一段と:閉会した。

本工事に使用した鉄管のうち，ポンプ関係の口径300rmn~普及び崖上までの口径800mill揚水管には

両鍔鋼鉄管を用いた。この管は直管。異型管とも鋼鉄の電気溶接管で，神戸三菱造船所に特別に

製造させたものであり， ζれは口径 1，100mm導水管に電気溶接管を採用したのと同1民日本にわ

いて使用された最初の水道用電気溶接管で、ある。

前 大島:垂水井と臨時揚水設備の連絡

翌昭和 8年にはラ第 3囲拡張第 1期工事において高座郡田名村に設置子定の送水井の位置、を変

えて大島に築造い臨時揚水ポンプによる取水を注入するとともにラ青山水源からの各導水管も

この池に流入させてその調整を行うことになり，また翌昭和 9年 6月にはラ大島送水井の建設と

これらの連絡工事が完成し， ζ の年の夏期対策に大きな効果をあげることができた。この新設の

大島送水井に既設ノレートを連絡することによって9

9，から1 .152ni/包(日量約 9万 9，

志水源は1. (日量約 8万

されたため3 大島の臨時水源 O.

(日量約 4万8，と合せて， L 716m'/s (日量約 14万8，OOOm')水源を有することになっ

2ヲ1



た。

6) 臨時揚水ポンプ増設工事

その後ヲ昭和10年の夏季を目標に 7月までに在来施設揚水ポンプと同型同能力の 175馬力直結

ポンプ 1台の増設及びこれに伴う同ポンプ上屋の増築を行い3 更に相模]11出水κよる

に即して取入口補助ポンプを設置した。

)温円一
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e
E
 

ム比一{
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「

単一三一ロ
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16，830日94

2，515.75 

日「 第 3回拡張第 2期工事(水源工事)

L 単独水源案の提案と神奈川県

る水漉問題に単独水源計園を提案

3回拡張工事が:初めて計画された昭和 2年の案は9 高座郡大沢村地先における相模

川本流の水を水路で導いてポンプ揚水を根幹に需給の調簡を図るものであった。 しかし県との

協定から上流津久井郡内郷村地先に堰堤を築いて県市合同取水する計画に変りヲ緊急対応策とし

て第 3回拡張第 l期工事と臨時揚水設備工事が進められた。

、
W
H
H

ノ
ー(
 

一方s 県恨iJの財政事情と湘南地方の切迫した水道事情からッついに昭和8年には県営水道の水

源を相模下流寒JIl村に求めて先行せざるを得なく念りラ相模JIl県市合同水源に関する協定は事

実上保留の形と 7まった。とのため，木市では水源工事について単独施行の方針を固めヲかねてか

らの調査に基づいて，県との合同水源案すなわち相撲]11千木良取水案に対レてやや下流の津久井

部内郷村において取水する設計に切り替え，緊急に測量その他の実施設計を終えて 9 第 3回拡張

第 2期工事として昭和 8年12月15日市会に提案し即日可決されて3 同年の暮も押し迫った12月

28臼3 事業認可の申請を主務省に申請のため県に提出した。

第三回水道損張第二期工事認可申請ノ

昭和五年七月二日，内務省囲神衛第一五九親ヲ以テ御認可ヲ控目下工事施行中ニ有之

ノ第一期工事ノ、近ク完成/設定ニ有之候庭之レト不可分/

アノレ第二期工事自日子水源ニ属スル工事ヲ引櫨キ施行致度侯保御認可相度別紙理
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第5章水源問題に苦しみ続けた第 31百拡張工事

E室5-自 主高3回拡張第2期計画路線区i(西原取水菜〉

白書並水道線例/定ムノlノ必要書類相添へ此段ヰl詰侯也。

昭和八年十二月廿八日

横演市長 西ー郎

理白書

本市水道ハ明治四十二年五月嘗時j給水欣況ニヨ P一人一日給水量四立方尺(百十

一@三リットル)給水人口八拾寓人給水栂量八高九千四十五立方米ヲ基本トシ第二回蹟

張工事ヲ計童シ明治四十三年A八月起工大正四年三月竣ヱシタノレモ爾来文化ノ進捗衛生思

想、/普及並ニ製造工業ノ護連ノ、一人t吉川更用水量ノ噌加ア誘致シ計量給水人口ノ半ニモ

達セサノレ大正十五年夏季ニハ既ニ給水能力ノ不足ヲ告クノレニ至リラ一時計量制賓施ニヨ

P小康ヲ得タリト雌昭和二年四月鶴見外隣接八ケ町村ノ併合ニヨ Y給水人口頓ニ激増シ

再ヒ断水ノ脅威ヲ受クルコトトナリタれままニ於テ本子炉、之ブf解決ト同時ニ工業都市ト

シテ将来謹展セントスノレ情勢ニ備アノレ馬第三。回水道蹟張計章ヲ槌立シ3 先ツ以テ断水防

止、上最モ急ヲ要シタノレ第一期工事副チラ導水工事@揮水場工事及配水工事ノ御許可ヲ得

テ目下貫施中ナノレモ水源工事/"嘗時神奈川牒ニ於テ計童中ナリシヲ以テ一時中止シ第一

期工事ト分離施行スノレコトトセリ。然ノレニ賑ノ¥其ノ水源ヲ下流寒川村ニ獲更シ貫施ノ認

可ヲ得己ニ着手セノレヲ以テ自ラ照市合同施行ノ、不可能ナノレニ至Pタノレカ故円主主ニ市ノ、

躍、工費二百八十八高居ヲ以テ本工事ヲ車濁施行セムトスノレモ/ナリ。

横漢市第 3回水道損強第 2期工事目論見書

第 1 水源切水道線路及沈殿池/位置

l 水源ノ位置 省 略

2 水道線路

水道線路ノ、榊奈川鯨津久井郡内郷村大字若柳字西原ニ起y是ョ y隆道ヲ掘撃シ同村大

字寸津J'it宇詔本地先ニ於テ相模J11本流ニ架設スヘキ水管橋ア渡P同郡三津村宇名手地内

2タ3
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ョy再ビ隆道トナ P略相模川左岸ニ沿ヒ同郡川尻村ヲ経テ高座郡大津村ニ至リ暗渠並開

渠トナリヲ同郡田名村字清水ニ新設セントスノレ沈i殿場ニ建スヲ沈殿場ョ y吏ニ新線路ヲ

築造シ田名村宇清水地内ニ於テ既設水道線路〈第 1期工事ノ分) ト連絡スノレモ/トスc

3 沈澱場ノ位置 省 略

第 2 給水匝域ト人口及 1人 1日ニヂJスノレ平均及最大給水量

1 給水匝域 横漬市一円

2 水 人 口 1，000，000ノヘ

3 1人 1日平均給水量 265リットル

4 1人 1日最大給水量 340リツトノレ

第 3 人口増殖及多量ノ水ア用ブJレ製造場ニ謝スル給水量増加/

略

4 工事方法

省略

第 5 起工並竣工期限

起工昭 和9年 1月 1B 

竣工昭和12年 3月31日

第 6 工事費ノ線、額

1 工事総額金 2，880，000同

2 財源ノ、穂、テ市債ニ侯ツコトトシタ。

7 水質ト水量ノ闘係

1 相模)11水質試験成績表

2 取水量決定理由

本市水道 1人 1日最大給水量ノ、既往ノ貫績ヨリ見ノレニ都市文化/謹運二従ヒ漸曾加

傾向ヲ有シD 昭和8年中ニ於ケノレ最大給水量ノ、， 243 1)ツトノレニ達セ1)，然ノレニ将来

下水道等/衛生施設ノ完備セラノレノレニ於テハ，盆々 1人 l日最大給水量/増加ブ来スヤ

日月ラカナ1)，依ツテ昭和48年ニ於テハ 1人 1日最大給水量ノ'.3L10 1)ツトノレニ達スノレモ/

ト想定シ同年ニ於ケノレ本市給水人ロハ 1，000，000人ニ達スノレモ/トシ 1人 1日最大給

水量ノ"3401)ツトノレニ達スノレ。組問、要水量毎秒 3，935リットノレ/

毎秒 1，152;! "Yトルヲ控除シ本計護/取水量ァ毎秒 2，783 1)ツトルト

3 水源JWi:態及取水個所ケノレ流水量 省 略

4 取水量ト濯瓶用水ト/関係 省 略

5 工事計三豊慨設

本計量ノ、第 3回蹟張工事/一部ニシテ目下施行中ノ語、 1期工事ニ趨絡スノlノ導水路ヲ

成セントスノレモ/テアノレ。 ~mチ榊奈川l野津久井郡内郷村大字若柳字西ノ原地内相模}1I右

口ア;設置シ流水を取入h 相模Ji!ア横断シp 割岸ナノレ同部三津村字名手j池内ョ

P略々相模]IIJ左岸ニ泊ヒ延長500米ノ暗渠及9，480米ノ隆道ニヨ F津久井郡川尻村ヲ程

9，更ニ延長 430米ノ暗渠ト 30米/開渠ニヨリヲ

ノ沈殿場ニ導水ス。沈i殿場ニハ薬品;混和池9 沈殿f也及謹井ア
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タル上聞渠ニヨリ一旦主主水井ニ集ムラ之ヨリ内径1，100耗識管延長318*ア以テ第1期工

事トシテ施行シタノレ1，100粍導水験管ニ連絡スノレモノトス。

計童ノ規模

沈殿場設備ノ、昭和24年ノ給水人口 750，000人ニ封シ 1人 1日最大給水量2509ツトノレ

トシテ計算セノレ綿所要水量毎秒 201749ツトノレノ中ラ既設々備1.031リットルヲ控除シ

タノレ1.143 9ツトノレニ針スノレ約13時間分ノ容量トス。導水路ノ、工事ノ性質上将来更ニ撰

張アナスニ困難ナルブ以テラ昭和48年ニ於ケノレ給水人口 lラ000，000人ニ劃シ l人 1白最

大給水量 3409ツトノレニ該者スノレ紙、所要水量毎秒 3，935リットノレノ中p 既設道志J11取入

水量毎秒 1，152リットノレア控除シタノレ不足分毎秒 2，783 9ツトノレノ取水量ニ劃スノレ設備

アナスモノトス O

6 工事予算 ノト、

包 略

県の大ブロジェタト計商に基づく水源計画の変聾

第 3回拡張第 2期工事申請書はラ昭和 8年 (1933)12月28日ラ 8衛収32，948号をもって県警察

部に受理されたがョ当時県においては湘南地方への緊急対策を国める一方，横浜との相模川合間

取水案を発展させヲ県内随一の大河@相模川の一切の水利を統制して総合的に活用しようとする

新しい大プロジェタトの調査研究を進めていた。その構想、は豊水・洪水時におりる過剰l水量を大

ダムによって貯水しラこれを横浜・ 111崎両市の水道に供する一方，相模原開田用水にもあてヲ更

にダムによって生ずる落差を利用して県堂発電による事業を行うという当時全国でも初めての多

目的ダム計画でp 貯水池候補地は日連村の広大な河川[盆地とそのーと流であった。既に県当局の腹

案がこのような大構想に移っていたため歩横浜の単独水j原案はこれと競合する形と君主ってしまっ

た。

県比相模J11総合開発計画案策定の技術資料を得るため，昭和 9年度の神奈川県予算に「河川

並栢模原開田調査費」を計上し実現へ向けて動き出した。県会では県及び二大市並びに十数か

町村に影響し，かつ膨大な工費と工期を要するこの大事業を時期尚早として減額修正されラ翌昭

和10年に再度計上した調査費も減額修正されるという厳しい状況にあったがラ担当者の献身的な

努力によって調査が進められていった。その一方，県では本事業と競合する横浜水道の単独水源

案に対してラ将来の相模J1I河水統制事業による横浜市水道への分水が確定するまでの間ラ大島臨

時揚水ポンプの増設で当面の水需要を賄うよう本市に要請していた。

しかし， ζの相模川河水統制事業は，従来の水源工事とは全く比較にならない大計画でヲ巨額

な資金と長年月を要するととは明らかであるのに加えラ市勢の発展に伴い給水量は年年増大の傾

向にあったから B 大島の臨時揚水による対応が早晩限界に達することもまた明白であった。その

ため?本市は河水統制事業完成による分水を受けるまでのつなぎとしての水源中間拡張工事を施

行ずる方針を固め，かねてより調査研究中の水源計画案のうち既設青山取水設備の拡張案を採択

し9 昭和10年 8月の市会に 3 昭和8年12月に相模}II水源工事本市単独計画案として議決を得た水
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道事業第 3回拡張第 2期工事の計画を変更する議案を提出し同臼可決された。そして，同年 9

月2日工事施行認可の申請を主務省に提出したのである。

道志水源拡強計画

1) 第 3囲拡張第 2期工事計画の変更計画

3巨i拡張第 1期工事の当初計画ではう昭和 2/1年 における給水人口を 75万人と想定

L， 1日18万 7，500ni'を給水する ζ とを基本としていた。

だが，昭和 9年に早くも 1日の最大給水量が14万 2，859m3に達して予想配水量を上回る傾向に

あったのでョとの道志水源拡張に基づ、く第 2期工事の計画に際してはその計画目途を実情に即し

昭和22年の給水人口86万人3 その 1臼最大配水量24万 800ni'を目標として立案し，工事

の修正計画を立てた。

工事認可申請

10水業設第216披

水道第 3回蹟張第 2 生
l

d
斤
T
l

昭和 5年 7月2日内務省4榊衛第 159競ア以テ御認可ヲ軽自下工事施行中ニ有之候本

市水道第 3回蹟技第1期工事ハ近ク完成/議定ニ有之伎慮之レト不可分ノ関係ニアル同

第 2期工事剖チ水源ニ属スノレ工事ノ¥曇ニ昭和 8年12月28臼付8水蹟庶設第 168競ア以テ

相模川本流ヨリ取水スノレコトトシ工事施行認可及申請置候慮同工事ノ¥相模川水利統制上

l孫曽局ニ於テ向慎重考究/要アノレ趨ヲ以テ容易ニ之カ賓現ア期スノレコト能ハサノレ実情ニ

有之候モ同水源工事ノ、本市水道/現~犬ニ徴シ最早 1 日/猶諜ヲ許ササノレ緊急施設ナノレア

以テ前記相模川水利問題解決ニ至ノレ迄/中機施設ノ急要ニ迫;J，新ニ 2期工事トシ

テ道志川ヲ水源トスλ〆現在/水源施設ヲ蹟張シ焦眉/急ニ麿セントスノレモ/ニ有之候保

事情御諒察/上本件工事施行/儀至急、海j認可相仰度別紙関係書類相添此段及申請候也。

昭和国年 9月2臼

横蹟市長
主主主主

円 一一
内務大臣 殿

1 7水k源@

水源ノρ¥榊奈!川i口[悦県膳毛軒存津R久芥井命郡串!川川!円!村村、大字青山宇飽子

シラソレヨリ既設青山陰道ニ依P排砂池ニ至P同所ヨ P新設導水路ニ{衣リ既設沈澱池並

ノレ新設沈殿池ニ導キタ是ヨ P 既設随道ト併行シテ新設/城山陰道]~暗渠

3回蹴張第 2期工事目論見書

ニヨリ津久井郡中野町字太井相模)I ヲ利用シ雨岸

(橋上内在800耗管) 1僚ア増設シテ相模)117横断シ同郡三沢村ー字中津ナノレ

ニ依Y同郡川尻村字谷ケ原ノ接合井ア経テ内荏 1，100耗畿管ニ依

ア波 l}，同郡川!尻村宇向原/接合井ニ入，是レヨ P階東ニテ高座郡大
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第 5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

津村字上原ノ接合弁ニ達九本接合弁ヨリ内荏 1，100耗導水銀管ニヨリ同郡田名村字清

水原地内ニ於テ第一期工事トシテ既設ノ内径 1，108耗導水鏡管ニ連絡スノレモノトス O

2 給ァκ人仁i

(1) 給水人口 現在ノ設備ヲ合セ人口860，ωo人ァ目途トス。

(2) 一人一日平均給水量 215リットノレ 73立方尺)

一人一日最大給水量 2809ツトル (10立方尺)

(3) 人口増殖及多量ノ水ヲ用ユノレ製造場等ニ割スル給水量増加ノ見込ミ 省 略

3 水質ト水量

(2) 取水量決定ノ理由及流入量

取水量決定理由

略

本市水道一人一日最大給水量ハ既往ノ実績ニ見ノレニ本市勢ノ進展ニ仲ヒ

増加シ既ニ昭和 9年中ニ於ケノレ一人醤F最大給水量ノ、 2569ツトノレニ謹シ今後:

盆々増加ノ傾向ニアJレハ明ラカナノレ所ナルヲ以テ本計画ニ於テハ昭和22年ニ於

ケノレ一人一日最大給水量ヲ 2801)ツトノレト想定，/ラ同年ニ於ケルヌド市縮、人口ハ

1，000，000人ニ連スノレモ/ト殻想シ内給水人ロヲ 860，0∞人ト推定，一日最

大量時ニ於ケノレ総所要水量毎秒 2.787 9ツトノレヲ取水セントスノレモノニシテ現

在ノ:取水量毎秒1.152 ;Jツトノレ封シ更ニ L635 9ツムノレヲ

ト:ぇ。

水源ノ批態及取水個所ニ於ケ/レ流水量

取水量ト罷j慨用水ト/闘係 省 問者

(4) 起工及竣功日限

起工 昭和11年 1月

功 昭和13年四月

工費ノ線、額ト謹算

1，870，000園(1) 工費総額

財源 水道事業政入及起債ニタモ/トス。

2) 道志水源拡張計画に対する地元の反対

間長

ントユノレモ/

昭和10年 (1935) 8月ヲ第 3田拡張第2期工事として道志水源拡張案が市会に提出されて具体

化するにつれヲ道志川沿岸町村の住民及び津久井漁業組合員等によって反対期成同盟会が結成さ

れp 反対運動の火の手が上った。その理由の一つは大正初期にbける第 2回拡張工事城山隆道工

事の際に生じた地下水枯渇事件の再来を懸念したものであり 3 いま一つは，道志JI!からの取氷上旨

加は道志)11下流の流量を減少し漁獲に影響を及ぼすというものでp 同川上流漁業者(中野村⑨内

郷村⑥串川村@青野原村。牧野村@育根村の各村)及び水卒業者の生活権をおびやかすζ とを楯

に反対した。

一方ラ地元町村からも多くの要望が出された。このうち，地下水問題は地元としても大きを関

心事であったことから陳情にも熱を帯びてきたが9 その後ヲ相模川河水統制j事業の進捗に伴って

2空7



遺志川取水計画を縮小したので新導水隆道掘

削計画も中止となり，地下水問題は自然解消

した。

3) 鮎漁業者に対する補償問題

道志川沿岸名、漁業者の反対は 9 現実に道志

川の流量が誠少すれば漁獲高に大きな影響を

及ほ

から強硬でで、あつた。本市はラ漁業者に対して

中野村の水道拡張工事反対期成同盟会事務所 は極力事業の公共性を説明して協力要請し，

関係町村長及び漁業組合代表者等と十数回に及ぶ協議折衝を重ねた。その間9 県も斡旋に乗り出

し，県当局及び町村長の奔走もあって昭和11年 10月四日にようやく協議が成立した。

との協定はう毎年市や県に寄付する 3，500円を原資として若鮎を放流すること 3 下流の水利を

考慮して取人口以下の流量を毎秒1.391ni以下に減少させないととヲを条件としたものであった。

とうして，ょうやく昭和11年10月26日?本市と津久井郡内道志川沿岸町村及び津久井漁業組合と

の覚書について協議が整い3 市会の議決を経て同年11月18日，本市青山水源地において覚書を取

り交した。

ζの覚書の交換によりョ県も水源拡張工事施行認可申請書を内務省に進達した。本工事は昭和

12年 2見事業認可の運びとなり，直ちに工事に着手した。

大島臨時揚水ポンプ場の増強(第2次工事)

当初ヲ大島の臨時揚水設備は県市合同施行の水源工事完成までの暫定水源確保を目的に建設し

たがヲその基本水源計画は二転三転の後，ついに大ダム構想、に発展していった。その聞のつなきゃ

対策として浮上した中間水源拡張案の道志水源増強計画も実現まで時間を要する見通しにあった

ため，本市は大島の臨時揚水設備を更に増強し9 最大限の活用を図る必要に迫られていった。

昭和7年の臨時揚水設備完成によって 1B 4万8，700niの取水能力増強をみたもののラ

昭和 9年には 1日最大配水量14万2，859niを記録し，翌昭5fI:I10年には 1日最大配水量15万6，868ni

k達した。

こうして p 当時の取水能力である青山水源の 9万 9，500.rriと大島水源の 4万 8，700rrr，計 14万

8，OOOniを超える給水を賄う対応に追われた。

しかも， ζのころから各国の軍備再整備が本格化したとと杭木市でも軍需工場進出や拡張が

相次弘それに伴う工場用水の需要が急激に上昇し，とれが水量の不足に拍車をかける ζ とに在

った。一方フ県からは大ダム構想に関連して，つなぎの水源措置として臨時揚水施設を拡張して

るようにという勧告があった。本市としても 2 このまま延 して

量需給K対処でき左く友るので， ζ の補給対策として止むなく第 2
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ることにな札昭和11年 3月に主務省の認可を得，以下の計画に基づき直ちに工事に着手した。

1) 計画給水人口と所要水量

本計画は昭和i14年 に お け る 計 画 人 口を82万人B 給水人口を67万人(給水率 8296弱)ラ

1人 1El最大給水量は工業用水及び船舶用水等を含み 270f.と推定し3 その予想、 1日最大配水量

を18万ばと試算して立てたものであった。そのため q 既設の道志水源 9万 9フ500n{ヲ大島水源、4

万8，700111に加えて 1日3万6ヲOOOIn'の揚水設備を大島に増設し 1El最大18万 4，OOO:rn'の給水施

設に増強することを目標にした。

2) 工事の施行

新水源としてョ津久井郡湖南村地内相模川堤外地既設の集水埋渠に隣接してラその下流側に前

回と同様の埋渠を布設したが。既設の経験に基づきヲその埋設深度及び延長等は前回より深し

かっ長く埋設した。すなわちヲ平水面下を約 5mラその延長は 59.7mで設計し末端より口径

900mm鉄筋コンク))-ト管を延長 67m布設して吸水井に導いた。本工事は最初砂利採取船によっ

て掘削したが，掘削途中予期しなかった玉石累積層に遭遇して波操が函難となりうそのため潜水

夫により玉石を個々に搬出しなければならないなど作業は困難をきわめたがうょうやくにして 6

月末にその埋設を終えた。吸水井は径 4Hl.，深さ 10mの同形のコンクリート造りで築造し，揚

水ポンプは 250馬力電動機直結立型単段ターピンポンプを採用ヲその口径は 350mm，揚水量毎秒

O.209n{，全揚程62mのもの 2台を設置した。また9 揚水管は口径700皿阻管を用い3 絶壁をのぼっ

て大島送水井まで，既設管と並べて布設した。

次いて守翌昭和12年夏の給水に対処するため，向年 6月，同型同能力の電動機付ポンプ l台を増

設した。これら一連の工事が完成したのは，昭和13年 3月で，工事費には12万 3，101円74銭を要

した。

なおp 第 2次臨時揚水設備工事は緊急工事として行われたものであり 3 昭和n年の夏期からポ

ンプ運転を開始したがヲこれによって夏の緊急時をしのぐことができた。

第 2lX臨時揚水設備工事が完成した;三島臨時揚水ポYf場
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2. 大島臨時揚水ホ。ンプ場の増強と導水増強(第3次工事)

昭和13年 (1938)に完成した第2次臨時揚水工事では，昭和14年における 18の最大配水量を

18万dと推定して施設を増強したもので、あった。しかしラ横浜における工業の躍進は予測をはる

かに超えるものであってヲ北に擁した鶴見 ω 神奈川臨海工業地帯の飛躍はもとよりヲ南に新たに

興った金沢地区の工業の発展がめざましかったため異常な水需要をよび3 既に第 2次臨時揚7](設

備工事に着手した昭和11年の 1日最大配水量は17万 8，171niにまで達し，完成時の設備能力に匹

敵する勢いをみせていた。

次いで翌昭和12年陀はヲついに 1日最大配水量が19万 3，420m'と増強計画を上回ったためラ翌

昭和13年以後の増加する水量に対してフ緊急に施設の増強処置を講じなければ念らない事態に追

い込まれた。 ζのため9 引き続いて第 3次の臨時揚水設備増強工事を施行する ζ とになった。

導水設備面でも，第3回拡張第 1期工事完成時点で、の導水能力を近々に超えることが予

想されたものの9 増加水源が流動的て守抜本的に導水設備の改良を行う ζ とは不可能なため，水源

増強と同時に導水管に加圧ポンプを設置し3 導水能力を増加させることにたった。第 3i次の計画

策定に当っては3ζれまでの推移から，昭和15年にむける計画総人口を82万 5，000人3 給水ノ、口

を70万5，0叩人 1人 l日最大給水量を工業用水及び船舶用水等を含めて11.9立方尺 .e) と

推定し，これに基づいて 1日最大配水量を23万3，OOOm'と設定，同配水量の権保を目襟にした。

本工事は昭和13年 3月に着工した。しかし，当時は既に日中紛争が拡大しており 3 そ

の戦時態勢下の影響を受けて工事資材や機械類p 更には労力不足をきたしたことから工事は進ま

なかったが9 職員の努力によってなんとか昭和13年7月には臨時揚水ポンプの運転開始に ζ ぎつ

けョまた翌昭和14年 7月からは導水加圧ポンプも運転され，懸念された給水危機をようやく防ぐ

こと治主で?きた。

(1) 臨時揚水設備工事

1) 取水工事

昭和 7年に完成した最初の集水埋渠は，その後数回にわたる洪水のため泥が浸透して

集水能力も低下してきたことなどから，第 3次臨時揚水設備工事:に際してはこのi日施設を廃止

し，新たに在来より深く平7Jく時水面下約5.3mの深さに，かつ水際から約15m隔てて流心にほぼ

平行に，延長140mにわたって埋渠を埋設した。その埋渠末端から口径1， OOOmmの鉄筋コンクリー

卜管(延長をもってp 内法長径7m，短径4立1，高さ10.2nlの鉄筋コンク!]-ト造り長問

簡の吸水井に導オくした。

2) ポンプ場工事

高座郡大沢村大島地内にポンプ所を新設し，旧ポンプ所肉に設備しであった 175馬力直結口

300mmポブ(揚水量毎秒0，14，hTI，揚程 5台を移設した。同時に260高力産結口



第 5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

ンプ(揚水量毎秒O.209n:[，揚程62m)2台〈うち 1台は予備)を増設して計7台とし，毎秒o.914 

rrlの揚水能力に増強した。

は口径 800mmで設計，これを崖下において既設口径800mm鉄管と接続させた。また，

昭和12年に完成した第2ポンプ場には既設と同型同能力のポンプ 1台 (250馬力直結口径350皿国ポ

ンフ二 したのでラ既設ホ白ンプと合せてj楊ァk能力は醤秒O.62711-rとなっ

1乙

/亡。

水源能力は既設道志水源の L152:rri/sと3次増強後の大島臨時水源 L の計

f可

1) 

3 

1 .-l;_ 
レペ。

きることになった。

7:1ヌン ら仁!径 800酬の鉄管(延長

ンブ

量を;導水するため，大島送水井~J[I井量水池

問の東京府南多摩郡南村地内導水路線隣接地

に敷地を買収してポンプ場を設げョ 460馬力

900mmポンプ{揚水量毎秒

1. 587TIι l台を口径1， 100盟国導

た。 ζ の工事のため，あらか

じめ侵用水量の比較的少ない冬期に 2個の引

出し口と本管締切り用勺合せて 3個の制水弁

L，崖下において既設

を設置してあったのでp ポンプの取付工事は 南村導水加圧ポンプ場(昭和 6年)

容易でbあった。

2) JlI井主主水:池~西谷浄水場開導水加圧ポンプ

川井量水池に着オえした増加水量を更に西谷浄水揚K導水するため， J 11井量水池~西谷浄水場問

中ヲ都筑郡都岡村今宿(現保土ケ谷区今宿町)地内導水路線隣接地に敷地を買収してポンプ所を

設げ 380馬力電動機直結口径 800mm渦巻ポンプ(揚水量毎秒1.748:rriラ揚程15.6m) 1台を設置

し3 仁i径 1，100m皿導水管に取り付げた。この施設工事に際しても南村ポンプ場の場合と同様3 冬

期を活用して制水弁設備工事を施行した。

(3) 電力不足と洪水に捕まされた臨時揚水

日中事変の戦線拡大以来，軍需工場及び生産工場等の震力使用量は急激に増加し3 昭和 14年
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ころからは電力節約の掛け声にもかかわらず，著しい電力不足をきたしヲ折からの石炭

不足ともからんで電力需給は窮迫しョ渇水期には周波数の低下した電力が供給されるようになっ

た。 ζ とに昭和14年 9月には周波数が急激に低下L，このためポンプ運転も停止して揚水不能と

なり，断水するという騒ぎも発生した。

当時， 50Hzの電力が48Hzに落ち p はなはだしい時には46Hzにも念ることがあった。この周波

数低下はポンプ運転に悪影響を及ぼすがp ことに揚程が高く回転数の大きい揚水ポンプには致命

的であったから 3 東京電燈株式会社に対して正常電力供給方につき折衝したがラ日本発送電株式

会社の関係もあり，容易に解決しなかった。そこぞヲ日 る

地方逓信局にも日参した結果3 非常の場合の臨時処置としてヲ東京のー音問、区要地区への送電線で

ある強力な八ツ沢発電所線からの供給を受りるという協定を結ぶことができた。しかし，

窮迫状況は年とともにつのり p 周波数の低下は恒常的になったのでョ大島ポンプ場には周波数メ

ータを備えて常時点検しながらポンプ運転を行うとともに，翌昭和15年にはジ周波数低下に対処

できるポンプ羽根車を別途に製作し，周波数に応じて取付替えをするようにした。

またフ昭和12.13年の洪水J.;l，降，相模JII河床に変動が生じて取水量が減少する傾向があった。

これを補うため，万一集水困難の場合にはラ表流水の吸水井注入ができるように河原に取水枠と

導水管を急設するなど，応急策が講じられた。そして昭和14年には，更に取水困難の場合を補う

ため，第1ポンプ室K250馬力電動機直結口径350m凶揚水ポンプ 1台を予備として増設 1と。

表 5-7 臨時揚水設備内訳

，且白血血--帽
175馬力直結口径300mmポンプ

年度 揚水能力 設備台数 揚水能力

(.e/S) (台7 (nf/D) 

日百手口 6 141 4 48，'700 

10 141 1 予 備

「一つ耳石耳石EEつz一一「Z-7
潟水能力

(R / S) 
設備台数 「耳元函「 J号71<能力

(m'/D) (台) (m'/D) 

l J 
48，'700 

11 

13 

14 ! 1fLiJづ
84，700 

36，000 133ヲ100

予備上以目。

苦しい拡膿工事と導水加圧の時代

第 3回拡張丁A事はラ水源未確定のまま，当面の暫定水源を大島の臨時揚水に求めて発足したが

水源確定が難行したため，臨時水源の増強等を行ったが9 導7j'(管についても臨時の処置とじて導

水加圧ポンプを増設し，相模湖と第4回拡張工事施設が稼働するまぐの長い間しのいでいた。こ

のため， :I導水加圧施設はめまぐるしい増設と改良を行いヲ電力費負担の増加と

力供給に悩まされしながらも に匹敵する規模まで増強されたが，第4回拡張工事の完成iC

よりすべて解消するにいたった。その問における導水工事の経緯を示せば以下のとおりである。
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第5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

1) 第 2回拡張工事完成時(大正4年)

2) 大島臨時揚水第 1 次工事(昭和 6~7 年 e 第 3 囲拡張第 l 期工事関連)

3) 大島送水井工事(昭和 9年。第 3回拡張第 l

4) 大島臨時揚水第 2/，欠工事(昭和11'与の第 3回拡張第 1期工事関連)

ト」

36日ず

5) 大島臨時揚水第 3 次工事(昭和13~14年@第 3 回拡張第 2 期工事関連)

1， 100ミリ

制
一
一
山

1.541 myS 
."，込~~可申一四
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6) 

7) 

8) 

9) 

304 

道志水源増強工事(昭和12~16年・第 3 回拡張第 2 期工事の一部)

qb 
1;;;;， 
町大島臨時揚水

A 以どぷ42

麻溝減圧水槽工事(昭和17-18年・第4囲拡張工事の一部)

'-" 
終やy

，一大島臨時揚水 a以と半三

麻溝~JII井間1， 500mm導水管連絡工事その他(昭和22年・第 4 囲拡張工事の一部)

大島掠時揚水

4 己と半己

第 4回拡張工事の完成と臨時揚水・導水加圧の解消(昭和29年)



第5章水源問題に苦しみ続けた第3囲拡張工事

(5) 導水加圧ポンプの増設

相模湖水源と第4回拡張工事の施設が稼働するまでの長い期聞は，臨時水源をもとに水量の増

加に併せて導水管に順次加圧ポンプを設置していった。

設置時 名 希示
取付導水管 震動機 加圧水量 備 考

〔インチ(mm)J (Ps) (m'/D) 

昭和 6年
南村導水加圧ポンプ場(後に南村、 36(910) 275 14，500 

第2導水加圧ポンプ場と称す)

南村第 1加圧ポンプ場 (1，100) 460 

既設南村第 2導水加圧ポンプ場 36(910) 275 14，500 
上流fsij 41，500rri'/D  

昭和13年
今宿導水加圧ポンプ場(後に今宿 (1，100) 380 42，300 下流側 42，300rri'/D  

第1導水加圧ポンプ場と称す)

大島導水加圧ポンプ場(後に大島

第1導水加圧ポンプ場と称す) (1， 100 ) 

昭和15年
〔改造南村第 1導水加圧ポンフ。場〕 (1，100) 600 上流側 !65，500rri'/D

(既設南村第 2導水加圧ポンプ場) 36(910) 275 14，500 

(既設今宿第 1導水加圧ポンプ場) (1，100) 380 下流側I81， 700rri'/ 0 
今宿第2導水加圧ポンプ場 38(960) 460 39，400 南村第 1より移設

(既設大島第 1導水加圧ポンプ場) (1，100) 600 

(既設南村第 1導水加圧ポンプ場) (1，100) 600 

昭和17年 (既設南村第2導水加圧ポンプ場) 36(910) 275 

〔改造今宿第 l導水加圧ポンプ場〕 (1， 100 ) 800 

(既設今宿第2導水加圧ポンプ場) 38(960) 460 

(既設大島第 1導水加圧ポンプ場) (1，100) 600 

大島第2導水加圧ポンプ場 36(910) 380 今宿第 1より移設

昭和18年
(既設南村第 1導水加圧ポンプ場) (1，100) 600 

(既設南村第 2導水加圧ポンプ場) 36(910) 275 

(既設今宿第 1導水加圧ポンプ場) (1，100) 800 

(既設今宿第 2導水加圧ポンプ場) 38(960) 460 

上記導水加圧ポンプ場に加え下記

昭和19年 ポンプ場が設置された。

荷村第3導水加圧ポンプ場 22(560) 75 

青山加圧ポンプ場 42(1，050) 250 

(既設大島第 1導水加圧ポンプ場) (1， 100 ) 600 

(既設大島第 2導水加圧ポンプ場) 36(910) 700 

回名第 l加圧ポンプ場 (1， 100) 700 

昭和22年
田名第 2力日庄ポンプ場 36(910) 500 

回名第 3加圧ポンプ場 22(560) 75 南村第 3より移設

川井第 l加圧ポンプ場 (1，100) 600 

川井第 2加圧ポンプ場 38(960) 600 南村第3より移設

(既設今宿第 1導水加圧ポンプ場) (1，100) 800 

(既設今宿第 2導水加圧ポンプ場) 38(960) 460 
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3， 第3囲拡張第2期工事(水源工事)の最終変更

(1 ) 第2期工事の最終変重宝計画

3回拡張工事が初めて計画された昭和 2年 の案は高座郡大沢村地先における相模川

本流の水を水路で導いてポンプ揚水するというものであった。だが3 県との協定から上流津久井

郡内郷村地先に堰堤を築いて県市合同取水する計画に変りう更に，県営相模)11河水統制j事業の実

施カ〉らラ同事業への参加を前提とした中間暫定拡張案に姿を変え，道志川水源の拡張て、当面をし

のぐ決定をみるまで，めまぐる みた。

とうして，水源工事である第 3囲拡張第 2期工事の青山水源施設工事は昭和10年 8月27日市会

の議決を経てEまに事業認可の手続きをとったがヲ道志)11上流1m域における町村民の漁業権及び陵

道新設に伴う補償問題が起 L 解決に意外の日時を要した。そのた ょうやく認可

を得たのは昭和四年 2月 5日で9 既に本工事予定工期である昭和10年度より昭幸1114年度に至る期

間の半ば近くを経た後であった。

水量についての変質

第 3回拡張第 2期工事に着工した昭和11年 ら，市勢の伸展と市域の拡張が相ま

って人口の増加が著しく 3 そのうえ工業の飛躍的発展による工業用水需要も激増したので大島臨

時揚水設備の第 3次拡張を企てたがヲ同計画が完成しても木市の全取水能力は毎秒 2，693rrlすな

わち 1日23万 3，OOOrdで昭和 15年度の予想、水量を満すに過ぎなかった。一方，相模川河水統制j

事業の落成は一応昭和16年の予定とされていたが，時局下p 事業施行上の各種制約から完成期間

の遅れが予想されたので9 安全を期して昭和均年に相模川河水統制事業の水を利用で、きるものと

想定し第 3回拡張第 2期工事はそれまでの中間暫定拡張工事として計画変更した。すなわち 9

昭和20年の推定給水人口82万人ヲ l人 1日給水量370.eを基本に 1日配氷量を30万3，400rrlと推定

しこの所要水量に対応できる計画とした。

日途年度 昭和20年

回途水量 毎秒 511rrl (1 B 303， 

既設設備能力 道志水源毎秒 L152111' (1 B 99， 

大島水源毎秒 1. 541rrl (1 日 133~

今回拡張すべき水量 0，8181ぜ い 日 70，

したがってラ当初計画では道志水源についてL を拡張し既設分L (日量9万

9，と合せ て2. (臼量24万を予定していたものをッ拡張分対:0.818ni/sに縮

し，既設分L と合せて1. (臼量17万にとどめるととになった。
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工事についての変更

。水源工事

第5章水源問題に苦しみ絞りた第3囲拡張工事

元計画における取水量2， ( う ち 既設能力1.を1. に変更したのでラこれ

に応じて水源施設計画を縮小した。

(i) 取水口

既定計画通り実施

(ii) 排砂池

排砂池容量は施行認可の条件に従w取水量を減少したがラ元計画のとおり施行する。

(副

取水量の減少に伴い既設薬品注入所上屋を拡張し内部に設ける鉄筋コンクリート造り硫酸ば

ん土溶解摺は既定 A個を 2個に縮小したが3 銅製ゾー夕、、灰設さ解{曹は既定どおり 2個を設置する。

(制沈澱池

沈i殴池は既定の 2池増設予定を 1池に変更し内法l隔53m‘長さ69.7m，縦中央部に導流壁を

設け，水深5.45mヲ

7，OOOrrr， 1 B 

(v) 連絡水路

1万4フ60011fとしヲ既設沈殿池4池と合せてその有効貯水量は 6万

して約 9時間半の容量をもっ。

既設排砂地より沈iF1'l池に至る問と沈澱池から送水井に至る間はいずれも既決のとおり行うが2

排砂地より沈殿池に至る水路についてはう薬品混和をト分行うため阻流監を設りる。

2) 導水工事

元計画においては青山沈澱地から高座郡大沢村地内上ノ原接合弁に至る間は院道(一部暗渠〉

を新設レて毎秒L635m3を導水しラ同接合弁から同君[i田名村字清水原まて守は口径1，1001ll皿鉄管を布

設して既設導水管に連絡する設計であったがラ取水量の減少に1'1"1ρ青山沈澱池から城山水管橋に

至る間は隆道の新設を取り止めラ既設の城山陰道並びに路線内に口径 800mm鉄筋コンクリート管

(下流側一部は鉄管)を増設しョ城山水管橋;左岸中沢接合弁より下流上大島接合弁に至る間は既

定計画どおり行う。

(i) 導水管

青山沈殿池より津久井郡中野町地内城山陵道及び太井隆道を経て城山水管橋左岸中沢接合弁に

至る延長5，658m間は既設陵道・路線内に既設口径1，050mm鉄管に並行して新たに口径800mml管を

増設する。この使用管については当時の鉄鋼統制の国策に沿って，水圧の比較的低い!城山纏道内

延長 4，358m間は鉄筋コンク Pート管を使用し他の区間は水圧の関係上，鋳鉄管を使用する。

また，上大島接合弁から清水原地内既設導水鉄管に連絡する間の延長 2，601m は既決のとおり口

1，100mlll鋳鉄管を使用する。

(ii) 導水隆道及び暗渠

城山水管橋左岸中沢接合弁から下流上大島接合弁に至る間は既定のとおりの断面の隆道延長
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2，757m (ほかに水路橋延長38m)，暗渠延長437mを新設する。

(4) 設計変更の申請と認可

本設計変更は昭和14年 3月24日事業計画の変更とともに5 び支出

方法に関する変更方につき市会の議決を経て9 同月28日認可を申請し，同年6月29日付をもって

主務省の認可を得たが3 財源については総工費187万円のうち175万円を起債に求め9 残りの12万

円を水道事業収入で補う ζ とになった。

表 5-8 継続年期と支出額

変更設計

う漁業補償覚書の変質

河水統制事業の決定と関連してヲ道志水源の取水増分が1.635m3js (日量 14万 1，か ら

00 (日量7万と半減することになったため，ヱド:市がう己に地元町村関係者と昭和11

年11月に取り交した道志川取水に関する覚書の漁業補償金K関しでも減額の必要が生じタ覚書の

変更方についてー漁業関係者と協議折衝を重ねたが?双方の見解には相当在隔たりがあって容易に

解決をみなかった。一方ッ県の河7伝統制事業においても相模川本流の補償問題に関して同様交渉

の途上にあったので，解決条件を埼等化するためラ

局に一任することになった。

らの甲し出もあっ

県はこの問題解決のために極力奔走した結果う本市から として一時金 2万

3，000同を交付する ζ とによって鮎漁業に関する一切の問題を解決するという結論に達した。 ζ

の案によるとラ当初の覚書ーによる年 3~5ω 円の補償と

量の保証その他将来の義務負担が一切免責されラ将来に問題を残す恐れはなくなった。

そこで，昭和16年 9月，市会に対し

Jli沿岸町村並津久井漁業組合トノ間ニ交換シタノl/鮎漁業補償ニ開ス 一人
l' ア=

23，000園ヲ交附シテ之ア破棄セシムノレモノトス」という議案を提出，同日可決した。そして，次

のような承諾書を取り交じて，こ ζ に同切の解決をみることができた。

承諾

000国也

但 3回蹟張工事ニ因ノレ津久井郡内j亘志JI!沿岸町村及津久井漁業組合ニ

スノレ鮎漁業損失補償金。

ノ、昭和11年11月18日

3回踊張工事ニ因 P
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第5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

ニ劃シ異存無之ノ、勿論他日鮎漁業ニ闘スノレ付帯事項相生シ候場合ニ在Pテモ嘗業者間ニ

於テ之ヲ協定慮理シ新タニ横演市ニ封シテ負携ヲ相懸ケ若クハ何等異議申立問敷組合纏

代曾決議録相添へ各連名ニ依P此段承諾書提出候也。

昭和16年 9月14日

治

享

卒

助

近

市

三

之

義

国

文

柴

虞

倉

泰

顕

神

本

田

藤

戸

津

成

大

卒

岡

佐

関

梅

津久井郡中野町長

内郷村長

串川村長

青野原村長

牧野村長

青根村長

漁業組合長

11 

11 

11 

11 

11 

11 

殿清井宇横演市長

第 3回拡張第2期工事の施設概要4. 

3月に着工され，昭和 16年3月に，総工事費昭和 12年 (1937年)第3回拡張第 2期工事は，

182万7，442円70銭をもって完成をみた。

水源工事)
 

-(
 

取水口改造

位置神奈川県津久井郡串川村大

飽子)

字青山字飽子(現津久井郡津久井町

従来の取水量1.lS2n:i'/sを 0.818

n:i'/s増加して1.97n:i'/sに増強した

が， j純子取入口取水量の増加に伴う

土砂の流入を防ぐ必要上，既設角落

しを更に 4.7m補足し，取入口の上

・下流に長さ28.smないし 6mの径

600阻の円筒形鉄網に玉石をつめた

純子取入口蛇寵水制工6箇所を施行した。本工
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同年12月完成した。

位置:青山沈灘場構内(現神奈川県津久井郡津久井町)

事は昭和13年 4月に着工し，

排砂池改造2) 



図ふ1日青山排砂j也機造問

イ~"イ断面図

青山排砂地

4) 連絡水路

位置.青山沈澱場情内

排砂j白から沈殿池に至る間同;既設

既設排砂池をJII倶liK拡大したも

ので，その構造は鉄筋コンクリー

ト造仏内法長さ.20.45mヲ幅13

n1~ 深さ 205m~2.8mの長方形槽

K改造した。

3) 薬品注入設備

位置青山沈澱場構内

既設薬品溶解槽6基(硫酸パン

土槽4，ソーダ灰槽2)を改造す

るとともに9 硫酸パン土及びソー

2基を増設した。

構造寸法は内径2.0m，深さ 3.37mの凹

簡形鉄筋コンクリート造りであり，内面は

硫酸パン土槽はタイル張り，ソーダ灰槽は

鋼板張りで，薬品の溶解は電動機による回

転翼をもって行った。本工事は昭和14年 8

月に着工し昭和15年 3月完成9 その工事

費には 2万9ラ215月60銭2厘を要した。ま

たう本施設に設置した上屋兼薬品倉庫の工

事費として， 4，614月23銭を要した。

ン チ 血 ) し新たに勾配1ラ

1及び700伶の 1の内法幅L5m，中央水深L25m，延長92mの水路を設り 9 その下流部にベンチ

ュリーフ Pューム レた。

連絡水l告の混諮問流壁

}1O 

薬品注入設備下流恨Ijの連絡水路中ι 長

さ2205m，I隔及びさ各 3mの傾斜した長

方形の鉄筋コンクリート造り薬品混和水路

を設置した。混和水路には内部の:左右には

の回流壁を設けたが，その阻流壁には一つ

置きにと部角落しと下部潜孔を設け3 オくの

回流と上下躍動によって薬品混和を十分に

るようにした。

路の下流側沈澱池流入側に 700 



第 5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

分の 1η 内法幅1.5m，

法幅1.5m，水深1.65m， 

高さ L2mラ

した。

5) 沈概池

位置青山沈i農場構内

既設沈殿池の下流狽Ij('C接して 1

した。構造寸法は内法長さ69.7mフ幅53

nl，水深5.45mの鉄筋コンク Pート造り

でありラ中央に者を設げた。原水は

6 ら多数の小孔を通じて

しラ同じく G らあ

ふれ流出する構造をとった。

同沈澱池の有効容量は l万4，600m3てやq

既設4池と合せて総貯水量6万 7，OOOnf 青山沈殿池(手前が増設した 5号池)

となったが9 これは 1日取水量の約 9.5時間分の容量に相当する。木工事は昭和12年4月に着手

し昭和16年 2月に完成。その工事費には19万8，339問41銭 31亘を要した。

1) Iコ窪800盟国鉄筋コンクリート管及び鋳鉄管

区間:青山接合弁から中沢接合弁に至る区間(現津久井郡津久井町及び城山町)

青山接合弁から城山 8 太井両隣道を経9 城山水管橋左岸中沢接合弁に至る延長 5，931m問ι

既設口径42インチ (1，050凹〉導水管に平行して新たに口径800rnm管を布設した。この間， 7K圧の

比較的低い城山隆道内延長4，358mは鉄筋コンクヌート管を布設し残部1，579mは高級鋳鉄管を

用いた。またョ城山水管橋は建設当時既に将来の増設を予想、して製作されていたので， そのまま

本管を添架した。本工事は昭和15年 4月着手し，翌昭和16年 2月に完成したが，工事賓として9

鉄筋コンク Dート管が17万2，063円11銭 5厘，鋳鉄管が10万6，661円87銭 6厘，計27万8，724円99
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銭 1厘を要した。

本工事施行の昭和15年ζ ろはフ 日中事変の影響を受けて既に諸資材の統制が実施され，

入手は困難な時代であった。 ζの難局を乗り切るためヲ予算面でも実施面でも極力経費の節減と

されていた時であったので，当時，低圧部とはh え水道圧力管Kζ のよう

口荏の鉄筋コンクリート管を使用した前例はなかったがラ時局に即して青山接合弁以降の城山隆

城山陰道

(友が口径42イ;/チ鋼管D 右が口筏 800mmコ Y 夕日ート管)

道内低圧部の導水管に特に鉄筋コンク P

ート管を使用したのである。しかし，狭

い隆道内の既設管に並列して布設するた

め施行は難航を極め L〆かも布設後万ー

の故障が発生しても

で、絶対rc取替え不能という

あったためラ

しく行い，ま

した。

2) 久保沢隆道及

区間岨中沢接合弁から上大島接合弁に至る問〈現津久井郡城山町及び相模原市)

中沢接合井から上大島接合弁に至る間の3，311mはp 高さ。幅とも L9mの馬蹄形導水隆道で結

びラ途中愛JII~m尻県道横断立体交差部を水路橋て守渡りヲ上大島接合井付近の下流{郊には暗渠を

設りた。その構造延長等はど欠のとおりである。

ヨ二 不正

E霊 i首

水路僑

H詰 v巨
一 万 三

構 j主

コンクリート巻

欽筋コンクリート

11 

勾 自己

1，500分の]

11 

11 

相撲}11を渡ってから相模J11友岸崖上の川尻|盤道以降相模原町の大島接合井まではp 既設水道路

線は主として相模川左岸に沿った断崖の中腹を縫いヲ口径36インチ阻)， 22インチョ

18インチの3条の鉄管が並列布設されておりラ更に新しく口径300m血管を布設する余地

がなく，路線幅員の拡張や新路線の築造はまったく困難でヲ 1阪、ι;ーし苧武官プも安:J {;)〆人九，~-L のつ

た。このため， J 1I尻から相模原台地の地下を隆道として抜きヲ水路と る接合

したのが，この久保沢隆道である。

なまJ，この案の採用に当っては次のような種々の利点も併せて考えられた。その第 1は，新設

中沢接合弁の計画水位の決め方により導水量とくに上流側口径 800mmと制限された導水量を自由

に加減できる ζ とでありョ第 2は川尻隆道以降は危険極まりない断崖の路線であったばかりでな

し一部は県の河水統制事業計画の津久井分水池築造のため早晩廃止し変更しなければならない

にあったが3 こ よって旧路線を廃止できフ更に第 3として p
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第5主主 水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

図 5-12 久保沢隆道半面図

で，これは鉄管不足の当時とレては極めて重要なことであったc

本工事完成後，JIl尻陵道~大島接合弁問の既設導水管は不安

となりフ他に撤去、転用したがョその撤去延長は口径 18インチ

(LI60!llm)及び22インチ管それぞれ 3，OOOm，仁i径36

インチ (910111m) 管2，700mに達し9 市内配水管の増強に大きな

効果をあげた。

3) 接合弁

(i) 中沢接合弁

位置:津久井郡JII尻村中沢(現津久井郡城山町)

久保沢隆道の上口 K設けた接合弁でヲ内法幅 6rnラ底部を 3

段に分けてその深さ各3.95m， 5. 2m， 9. 4nlの鉄筋コンタ F一 工事:中の中沢談合弁(昭和15主将

図与問中沢接合井構造図

正面白 平両国 断苗図
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トで築造し上部に床版覆いを施しラ城山水管橋を渡っ?と既設口径 32イ ン チ 阻 ) 2条及び

新設 800mm1条の 3管はそのまま岡橋左岸の絶壁をはい上らせて中腹の接合弁前田に差L込みp

図 5-14 上大島接合井構造図 背聞は直接導水隆道に直結させた。本接

平!画図 とともに施行され，工

事費拡 3万 6，834同59銭2厘であった。

(1i) 

位置:高座郡大沢村大島

久保沢陽道暗渠の末端に設け

で，内法の長さ~ f/l話ともに 7rn，深さ

4.8mの鉄筋コンクリートで築造， 2個

を並置し，上部は鉄筋コシタ

リ」ト!末版で、覆い盛土を行った。本井よ

り口径1，lOOmm及び800皿の 2条を流出管

とし5 口径 800血阻管は途中から口径36イ

ンチとなって

絡きせた。

ととも 大」

れp 工事費は 1万7，232円65銭8厘であ

った。

工事聾

3囲拡張第 2期工事の支出総額は182万7，4L12円'70銭であった。

表 5-9 工事縄文1:1:1務内訳
(単位:i引

吋費之之目三民三主 昭和13年 l 昭和14年
一一一，市明一…島町一一一一

昭和11年 昭和12年 昭和15年 計

j会 和十 23，067.090 29，570.870 25，617.320 30，264.700 9，138.890 117.658. 870 

雑 給 6，897.970 12，434.880 12，506昭 380 16，640.670 10ヲ000.690 58，480..590 

385.2901 4，301.250 1，995.900 3，734.580 3，931. 034 14，348.054 

- 1 157，957.430 58.559.720 61，203.840 40，878固 626 318，599，616 

- 1 255，943.860 199，954.335 710，087ι403 1，165，985.598 

匂 - 1 6，596.190 .22，373.045 10，761.157 39，730.392 

454.2501 5，065.640 755.200 1，721. 400 857.140 8，853.630 

3シ062.2401 13，983.270 4，570.790 27，263.700 6，925.300 55，805.300 

L1，735.2701 '7ョ617.670 2，513.950 8，3220420 24ヲ'791.340 /.7 ̂  980包 650

106ラ519.260 371ヲ478.690 帆 371.5801 1 
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第5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

(4) 鎖3囲拡接工事と並行し

1) 鶴見工場地帯配水管増設工事

鶴見工場地帯の著しい発展に対応して司第 31豆i拡張第 1期工事と並行して，昭和8年から昭和

四年まで、lと鶴見配7K池と鶴見配水塔を設置したが，引き続き配水管の増強も行 νコた。

従来フ鶴見!日以東に位置する鶴見A区潮田町及び末広町方面への給水はラ同)11を渡る汐見橋管

橋の口径 300mm配水管で配水していたが，同方面工場地帯の発展により消主主水量が急増し，更に

工場の新増設計画も相次いでいたので9 既設配水管をもってしては水量。水圧ともに到底需要を

賄い得ない状態となった。このため，緊急噌設工事と vc鶴見区鶴見町 973番地先の既設鶴見配

水管口径6001日皿から分岐して同区生麦町 1，289番地に至る270m問は既設口径290m血管を口径500mm

管に布設替えしラ鶴見!日横断ーに際しては鶴見臨港鉄道大師線鉄橋の既設コンク Pート橋脚を利用

して架設を行いう同区潮田町下野谷を経てフ小野町弁天下2フ535番地に達する総延長2，469mにわ

たって内径500mm管を布設した。その途中フ 3箇所において口佳250mm以上の既設管と連絡させ，

同方面の需要を満たした。

本工事は昭和11~三度追加予算として組まれたもので，その財源を繰越金に求め，工事

予算12万8，290円を計上しラ翌昭和12年 1月286議決された。そこで早速工事に着手したが3 昭

和n年度内には完成をみずp 翌年度に繰越し施行した。

工事費

昭和11年度支出額 1，345円60銭

昭和12年度支出額 108，692円45銭

計 110，038円05銭

2) 西容第 1号配水池改造工事

昭和 6年 (1931)の満t刑事変，翌昭和7年の上海事変の勃発以降は，軍需工業が盛んとなって
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工場用水の需要が激増し，市内配水量は逐年急激右:増加をみせていた。ち者:みに，昭和13年の 1

日最大配水量は21万 16Jィ-dK達 1ノフ して配水池の貯水量をもってしのぎヲ辛

うじて断水を免れるという状況であった。

当時ラ配水j也の有効貯水量は鶴見4配水1mの完成により 8万7，250nfとなっていたが，これは昭

和13年の 1日最大配水量に対し平均的即時間分の貯水量に相当するに過ぎず，逐次配水量の増加

て貯水量の時間的比率が短縮しョ不慮の事故を生じた場合には数時間のうちに全市が断水

状態、に陥仏衛生・防火上はもちろんヲ工業生産のうえにも重大な影響をもたらす恐れがあっ

た。とのためラ配水池を鴇設するととは急務中の急務と考えられたが， /た最の物資'iE>要する

工事が進行中でもあり s 非常時局の緊迫下にあって更に重ねて配水池工事を急速に実現する ζ と

は不可能たであったのでヲまず，設設備の有効活用化を目指すととが検討された。そして，西谷

第 1号配水池の小規模な改造によってジ有効貯水量の増加を図る乙とになった。

モの工事概要及び工事費は以下のとゐりである。

西谷第 1号配水池流出管は平坦な底部床版上に位置する関係上ヲ池内の水位が水深 3m以下rc

低下すると流出口の実上にが生じ，配水管内に空気を吸引する危険があって，全貯水量3万

8，279m3 のうち，有効に使用できるのは κ遣しなかった。そこ、で，流出口底部床版の一部を

い在来の床版下に幅 2m，長さ2.5mヲ深さ2切 4mのピットを鉄筋コンタ 9-トで築造し，

流出管を現位置より 2.5m低く布設替えするととにした。改造工事の結果フ有効許水量は在来有

効貯水量2万2，500nfが 3万3，380ni となり，全貯水量のまでを有効に使用することができる

ように念った。

本工事は工事費7万5，070円を昭和13年度当初予算に計上し冬期配水量の少念

で、施工する計画で主務省の認可を得シ昭和田年12月 1日工事着手したが3

は翌昭和14年 7月末であった。

昭和13年度 54ヲ51.2円11銭

昭和14年度 13p 

計 68，071円81銭

V 広域利水の夜明け 相模川河水統制事業 一

1. 相模川開発の経緯

?乙0)

相模]11rま富士山の東麓に源を発しラ山梨県下では桂)!I，神奈川県に入って相模Jl!となり，その

[と呼ばれヲ平塚市、で引ヨ模湾に注ぐ、:全長約1l0k血9 流域面積約 700km2の大河川であ

る。 lは，神奈j なる川として i5から農業也 どに利用され9
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第5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

期には発電にも利用されるように怠った。その後も水道事業をはじめとする積極的友利用計画が

次々と展開されたがp それらの計画を集大成したものが相模川河水統制事業である。

相模原開国利水計画

神奈川県の栢模原地区は南北約30km，東西約 61沼にわたる広大な台地であるが，その大部分が

洪積層上に火山灰が堆積した土地で，水利に恵まれないため畑地が多く，水田は南部の小流や渓

谷沿いにわずかにみられるのみで，飲料水にも不自由な土地柄であった。 ζのため，水利を求め

る努力が古くから続ι明治初年には土地の有志による相模}11からの分水開田計画がヲ明治16年

には榎本武揚らによる開発計画が町また明治40年と大正2年 (191めには神奈川県自体

による開田計画の調査も行われたがフいずれも実現をみなかった。そレて9 大正4年神奈川県に

よる開田調査がまとめられ3 大正 5年12月の県会に報告された。同報告の提言比取水口を津久

井郡千木良村又は三沢村に求めヲその取水量は 880個(約210万ni/日)，開田面積は 4，40⑪町歩

4，360万，総工費拡 706万円という巨額な資金を要する大計画であったため，採算上困難

という結論から見送られてしまった。その後F 関東大震災のため開田への動き仕事実上棚ーとげと

なったまま放置されたが， ζの間にも地元の開田意欲は高まる一方でp 県政上の一大懸案となっ

ていた。

昭和 9年に入ると，食糧増産の面から農林省による相模原土地利用計画調査が行わ

れ，昭和初頭に出された県市合同水源開発を含めて，河水統制事業を要請する声が高まった。

相撲jllriiJ水統市Ij事業地域烏附図 (W相模川河水統制事業史」よ担)
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水道利用計画

当時，横浜市は道志jl!K.，川崎市は多摩川と地下水に水諜を求めていたが，いずれ市勢の発展

に伴い相模川に増量を求めるのは明らかとなっていた。横浜市ではラ昭和 21:j三 (1927)に新たな

取水計画を提起したがタ神奈川県も湘南地方の水道事業問題とからめてフ合同施行案の検討に人

払昭和 3年には内務省が相模川の治水計画調査のため津久井郡内郷村と道志川合流点付近に水

量観測所を設置した。そして昭和6年にはヲ東京市でも水道拡張のための水源を相模川に求め9

千木良村赤馬地先のダム建設計画を申し入れてきたが9 当時の県内の水事情から拒まれノヲ小河内

貯水池建設計画を推進することになった。

このような状況のなかで3 県内の水道については，当面の対応として神奈川県で、は下流寒川で

い横浜市では大島臨時揚水を建設したのである。ともあれ9 横浜市では大ダム構想への発

展から水源問題が長期化したため単独取水案を再三企画したがヲ地元町村等の反対もあり，更に

ム構想との競合もからんで，大島臨時揚水の増強と既設道志水源の増量によってしのいて、き

J 

J乙。

と治水計画

上流桂川ι 明治 40年 ヲ東京電燈株式会社の駒橋発電所が建設されたのが発電利用の

始まりで，その後続々と発電所が建設されョ神奈川県内では相模)I!の支流の中津川，秋山川ヲ道

志川に建設された。大正末期には県営発電所計画も検討され，横浜市でも市営発電案が上程され

るなどの動きもあった。

昭和初頭には電力需要が次第に増加し，昭和 2年の神奈川県会には，以下の水道と電

力問題を積極的に取上げる意見書が出されたが，その後の経済恐慌Kよって発電事業への動きは

次第に停滞していった。

3t8 

意見書

我ガ)jj申奈川l鴇川帝都/関門ヲ拒 シテ9 世界有数/商港横i賓，

横須賀及ど工業都市トシテラ最近勃興セノレJlli崎/三都市ヲ有シラ吏ニ東ニ三浦学島，西

ニ箱根湯河原/温泉郷ニ至ル湘南一帯ノ地ハ9 土地虞潤，気候温和D 或ノ¥田園都市トシ

テラ或ハ工場地帯トシテ p 急逮護達シ戸数人口ノ培加驚クベキモノア P9此ノ傾向ハ彼

/大震災ニヨリ一時頓挫ヲ来セノレモ，僅カニ数年ニシテ復活シ今ヤ災前ア

;1芸セリ。

然ノしニ文化生活ニ於テ一日モ紙夕ベカラザノレ飲料ヲ保安用水/設備ノ¥極メテ不完全エ

シテフ前記三都市ヲ除タ/外至Jレ所/町村ノ¥其/抗之ヲ充タス能ノ、ズジ僅カニ簡易ナル

施設ニ依リ一時ヲ糊塗スノレニj邑ギザ、ノレナリ。本事業ノ 1孫に於ケノレ多年/四~~ノ 9

/希望ヲ容h 三部告IJ

調査曾ニ附議九又芦/湖利用/調査ヲ

ト 二事業貰施ヲ財務

ラレタ Pト雄モヲ財源其/



第 5主主水源問題に苦しみ続ηた第3回拡張工事

ダ之ガ賓現ヲ見ノレニ至ラズ二而モ刻下ノ;伏勢ニ鑑ミ一日モ忽ニスベカラザ、ノレノ現扶ニア

Dヲ都テ本牒ニ於ケル水道水源ア考察スjレニ，多摩川，相模JIi，酒匂J11ア始メ芦/

等フ敦レモ豊富ナノレ水量ヲ有シラ之ヲ利用スノレ時ノ、其/落差ヲ以テ多大ノ効力ヲ護生~>'

得ベクヲ其/銭7J<:ヲ導キ(憂ニ数百高人ノ欽料保安用水ア得ノレコト敢ヘテ難事ニアラズ。

而シテ之等ノ河川iノ管理者タノレ牒ニ於テ司之ヲ直営シ同時ニ河川水量ノ調節ヲナサノち

治水上頗ル有利ナルモ/アラン。現在本勝ノ経済ノ震災/創痕未ダ癒ヘズ極度/

ヲ来シ!務員ハ重課ニ苦シミツ¥ア].}，此/難局ヲ打解センニノ、産業ヲ振興九文化ヲ充

賓シ嬬下一般ノ繁柴ヲ国ラザノレ可ラズ。而シテ之ガ唯一ノ要望夕ノレ水道7 電力ノ供

山 9 勝管企業ニ依リ其ノ大綱ヲ改メ趨宜鯨下ニ分配スノレヲ以テ肯塁走ニ 1ノノレヲ信ズ。

局者ノ"Wv*民/要望ア察シ速ニ案ヲ具シラ本県系曾ニ提出セラレ之ガ賓施ア計ラ]/ンコトヲ

望ム。右府麟制第四十四燦ニヨ P意見書提出候也。

昭和二年十二月十七日

市中奈川勝曾議長河野治卒

j神奈川勝知事池田宏殿、

しかしその後の満t刑事変を契機として，産業界は軍需生産を中心に，活況を呈してきたこと

から電力需要も次第に高ま仏政府も貯水式水力発電の開発を促進する動きをみせはじめた。そ

してフ昭和 9年， 10年と連続して全国を襲った洪水被害が治水事業の必要性を一挙に表面化さ

せ?政府も昭和12年から，内務 e農林。 i届信の各省共同による河川の総合開発を推進するため

「河水統制調査」を開始した。

ととろで3 河川!の水利用Kついてp 当初は各利水事業を統制するというところから「水利統

制」という表現が用いられていたが，治水面も入れた総合的な開発計画が欠かせないととから，

「河水統制Jという表現に改められるようになった。相模川の利水計画についても p 固から治水

面も取り入れた総合開発を根幹として立案するようにという要請があり 9 この要請を受けて「相

模Jil河水統制事業Jとして具体化へ向って動き出したが3 このような総合開発計画としては 9 本

事業は全国でも初めての試みであった。

20 深夜の県会議決

電力管理法案と深護の議決

開田。水道@発電@治水を含めた総合計画の準備は，折からの好@不況とめまぐるしく変化す

る経済情勢下にあって，乏しい調査予算に加え資料。文献もまた少ないという悪条件にもまれな

がらも 9 県の河川担当であった氏家技師を中心に血のにじむような努力が続けられていった。

当初，水道についてラ川崎市は計画に入っていなかったがヲ川崎市は工業立市策を積極的に推

進して県下の主要工業都市に成長しラ産業用水と電力の需要は増加の一途をたどるようになりフ

加えて神奈川県でも J11崎臨海工業地帯の造成に乗り出すことになったため，川崎市と協議のう
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む計画に含めるととになった。もともと， ζの計画立案の背景として，関東大震災復旧のため

巨額の負債を抱えョ更に経済不況の波にもまれていた当時の県下市町村の財政状況は極度に窮乏

していたといういきさつがある。 ζの窮況を打開するためフ横浜市@川崎市などでは積極的な工

業立市策を推進し，神奈川県も ζれに呼応レて県財政の建直しを図る方針でのぞんでいた。すな

わち，との河水統制事業によって電力料金収入をあげ9ζ の水を横浜@川崎の工業地帯に供給し

て広く工業を誘致しョこれによって京浜運河開発に伴う埋立地の活用など臨海部の発展を目指す

工業立県の実現を期すととにより，懸案であった県央部の開田開発をも一挙に進めようとしたの

である。

ところでラ満洲事変以降の戦局は急を告げフいずれ河水統制事業にも重大影響を及ぼさないで

はおかない情勢となってきた。昭和四年 7月の日中事変の勃発を契機に戦時体制l色が徐

徐に進行し園内産業も次第に強化統制の枠にはめられていくが，時の近衛内閣は基礎産業であ

る電気事業を重要施策として取り上げ，電気事業の国家管理法案が検討されるという事態になっ

てきたのである。

一方，夕、、ム建設については 9 昭和11年から始まった地質調査によって夕、ム築造の有効かつ実現

性が立証されたととから，翌昭和12年には現地に相模川水矛Ij調査事務所が設りーらわノ3 具体的なダ

ム築造計画と移転家屋などの調査も進んでp 河水統制事業の基礎が固められつつあった。

しかし，前年の昭和11年 5月の国会で9 電力国家管理の問題に触れp 頼母木逓信大臣、から「

方自治体の電気事業に関しては3 収益を屈標とするものは今後一切認可しない。 lという発言が

あり p 事業認可に対する各省特に逓信省の見解は否定的で3 神奈川県はその協議に苦心を重ねな

ければならなかった。

こうして国家管理法案が第73回帝国議会に上程される ζ とが確実に在ったため，機を失すれば

多年懸案としてきた県営発電事業はもとよりヲ総合計画全体にも大きな影響を受けると判断した

当時の半井神奈川県知事は3 昭和四年11月に急逮認可準備を急ぐことを命じたのである。そして

12月の県会で， ζのような政府方針を危慎して事業促進の意見書を議決しP 積極的な働きかけを

行うことになった。
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意見書

相模}IIの河水を統制して洪水の惨禍を除去し， 1孫北相模原の開設並びに横潰市上水道

の原7k，横演，}I!崎工場地帯工業用水の供給及び水力議電を可能ならしむべく締合計童

せる相模J11河水統制事業の!孫普κ闘し，ことに鯨民の線、意をもってヲあへて意見を表明

し9 これが貰現のi足進を期す。

相模川の洪水被害を除去すべき河川の改修工事及び蘇北1目模原の開護による農業腔皆

の合理化は，本勝多年の懸案なり。一方9 横演市上水道においては，さきに昭和二十二

年の給水人口八拾六高人を麓定L，横張工事を計蓋すると乙ろありたるも D 右は昭和十

年における計量後二ヵ年を経たる今日すでに飽和の域に遣し一朝有事の際における用



第 5章水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

の不安を醸成するにいたりヲ今後の蹟張に踊ふべき一大水源を必要とするの現買に嘗

間せれまたョ年額八億五千高園を超え，本廓生産額の九割!二分を占むる工産額中その

大部分を生産すべき横演ラJll崎工業地帯における工業用水もすでにその限度に遣し9

これが増加のみちなく s 国家非常の際生産蹟充を期する能はざるの現況にあるはラ異に

憂慮にたへざるものあり。いはんや，新たに造成せらるべき京演工業地帯埋立地百五拾

高坪の工業用水に闘し，新たなる供給施設を講ぜざるべからざるは9 言をまたざるとこ

ろ友り。

上述のどとし相模jiiの治水並びに濯瓶及び上水準用水，工業用水供給の針策はラ本

勝産業の I~=l植地域における躍進の資源をもたらすゆゑんなるをもってp 解民へ嘗酉の喫

緊事業にしてさきに議決したる京潰工業地帯造成並びに相模Jll河水統制の二大事業に罰

し全力を傾倒IJL，不動の信念をもって ζれが鰹替に成功し?特異なる瞬勢の謹展ととも

に国家躍進の原動力たらんことを期するものなれなにとぞ如上勝民の縮、意を了とせら

れ，相模河水統制事業のJ孫J詩に闘し格別の御高慮を賜はらんととをこん望す。

右府f~察制第四拾四僚により，意見書提出に及び侠なり。

昭和十二年十二月十日

内務大臣 買r
r唱争、と 殿

農林大臣 伯爵有馬 寧殿

榊奈川l孫知事 三i三井 ~ぷ~

市[1奈川県系曾議長青木巽

との意見書をもとにした県当局の積極的な働きかけと内務省の好意ある側酉からの援助によ

り，年末に逓信者も認可の ャきか、_L'..._υ 

翌昭和13年 1月20日，臨時県会を招集してj、日模}11河7K統告u事業計画を上程したが，余りにも巨

額念事業計画であり会また地元の強い反対意見も出されて審議は難航した。一方フ県会と並行し

て横浜市会， }I!I崎市会でも論議されヲ賛意を表明していた。

県会の審議は難航したが，現地視察を含め，会期を 1日延長して同月27日深夜に可決をみた。

これに対して9 政府の電力管理法案は昭和13年 1月四日閣議決定D 同年1月25日国会に提案さ

れヲ同法案は同年3月26日可決，翌昭和14年4月1日施行されているから 3 まさに間一髪のタイ

ミン夕、であった。

な333 県会での採決に当仏大事業であるのにもかかわらず審議期聞が短かったことから 9 地

元の意向や関係市との調整などヲ執行に当って十分留意するようにという付帯意見が付せられた。

附帯決議

本事業ノ成否ノ、本勝ノ財政ニ甚大ナノレ影響ヲ輿ウノレモノナ 9，首局ノ、コノ酷ヲ深ク

留意シ高杢/措置ヲ採ルヘシ。

一@相模原開設関田ニ充テタノレ水量ノ内，他ノ目的ニ使用セントスノレ場合ノ、負携金及

ど水料額ノ、他ノ事例ア芸I照シ別ニコレヲ定メコトヲ要ス。

一.牒ノ¥本事業ノ貫施ニ嘗F横積， )11崎岡市相模原ニ劃スノレ負措金ニ闘シ夫々ノ財政並
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ニ特殊事情ヲ考慮三ノ普麗スペシ。

~本事業ノ施行ニヨリ既設l鴇替水道ニ支障ア生ジタ

義トシテ事業運営ヲナスベシ。

。関係地v補償ニ闘シテハ完壁ヲ期スペシ。

ヅ/支障ア除タコトア

~本事業ニヨリ態響ア受ケノレ地方ニ謝レテノ勺

右附帯決議ス。

ソ/情勢ニ庭ジ書慮スペケ。

相模)11;可水統制計商事業説明書

三芸品
目7[..

従来棺模JI!ノ¥擢蹴以外何等利用/途ナカリシモ闘運/進展ラ文化ノ護達ニ件ヒ水/利

用大イニ加ノザ最早蕎態ア許ササノレニ至 v]}自[]チ本)l!ノ、京潰JIi崎/三大都市ニ近接シ地

理的二組好/水利地軸ア有スノレヲ以テ水道ョ 5基j電3 開田等各種/利用計童相次テ興P

ニ京讃臨港工業地帯/工業用水源トシテ嘱目セラレ，盆々重要Jt1Aセラルノレニ至P然カモ

之等水利計童ノ¥殆ト同一地離ニ於テ企蓋セラノレノレ結果何レカ一方ヲ賓施スルニb於テハIi[

ニ他/諸計董/放棄叉戸大慶更ヲ余儀ナタセラJレノレ/欣態ニ在P依テ各種水利計董ヲ併

立セシメ

重要/

モ/ニ

経営ヲ合理化スノレ円宮ニ本勝産業上緊要ナノレ而己ナラス園家経済上極メテ

シテテ本計蓋ノ¥以上ノ主旨ニ基キ治水ト

V;カ概説ヲ試ミントス。

統制計書/事業内容

相模川'7中心トスル諸水利事業ア翠グレバ

横j演市水道

川崎市工業用水

~.相模m水力議電

凹。相模原開回開設

統制ア国ラントスノレ

ーO八立方米毎秒(七五、個)ヲ給水シツツアレ rモ同市綿入口七

拾六高人一ヶ年工業生産高四億六千高匿[(昭和十一年末)ア算シ今ヤ隣接町村ノ合併，

工場地帯護展ニ伴ァ工業用水/激:[増ノ震メ既ニ急迫ア告ゲ過般統制計量買現迄/暫定的

施設トシテ道志川取水ヲ毎秒二・七八立方米(一00個〉ニ顕張スル計書ヲ樹テ工事ニ

着手シタ P ト mg~ -'E: 固ヨ P 向ァ数年間ノ封策、二

シタルヲ以テ高室;ヲ期 ニハ現施設/ 源水ヲ求メザノLベ

カラズ。

今同市水道蹟張計量案ヲ見ノレニ昭和六拾年人口百七拾高人二割シ，工業用水ヲ

'五五立方米(二001図)ヲ要スノレア以テ，本計董ニ於

ア五 ω五五、立方米トナシタ P之ァ上水トエ業用水ト



第 5主主水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

よ 水 三@四七立方米〈一二五個〉

工業用水 二 '0八立方米(七五個〉

ヲ要スノレ見込ナ F。

ニ J 11崎市工業用水

本市ノ、純然タノレ工業都市ニシテ近年特ニ飛躍的護展ヲ蓬ゲ今ャ人口拾六高三千人 1

ヶ年工業生産額三億京;千寓国(昭和十一年末)ヲ突破スル批態ヲ示シテ底止スノレ所ヲ知

ラズ一躍我闘工業界/童心トナレソ近キ将来ニ於テl韓管京潰運河/開墾ラ工場地帯造成

竣工ノ i境ニハ吏ニ大ナノレ瑳展ヲ議想、セラノレベク膿テ大小工場群立シ工業用水/大量需用

ヲ見ノレハ頗ル瞭然タノレ事賓ナ Yトス離テ岡市工業用水/現況ア見ノレニ海水，河水p 弁

水，上水ヲ合シ毎秒一0，0立方米(三六O個)ア算シ年々激増ノ趨勢ニアリ震メニ重量

井ノ如キハ首初ニ比シ十数米/水面低下ア来シ水量/減少ト揚程並ニ揚水費j:1曾大ニ

井{使吏用工湯ノ、互ニ恐1慌荒ヲ来シ主劃J策ニ悩ミツツア p一方}川11崎市市‘ニ於テE既正ニ工業用水]専享用/

水道ア負賓2施一部給水シツツアリト雄モモトヨ p曽面/庭急封策ニ過ギギ、ズ

等解決ア輿へザザ、/ルレノイ小jト、規模ノモノナ p去鼓主ニ於テ!解孫告管ち工業池帯j造輩成計童ト不可分闘係ヲ

工業生産ニ重大ナノレ闘聯ア有スノレ工業用水釘策ニ高杢ア期スノレ潟メニ別途調査ニ基キ本

統訪|信十重ニ於テハ来ノレベキ飛躍ニ備ヘテ昭和四十二年工場飽和ニ封シ毎秒五 e五五立方

米(二00個〉ア用意シ5{.9 

三相模川水力議電

総説ニ於テ記載/如ク本JiIノ、地理的ニ京潰)1I崎ノ三大都市大工業地ニ近接セノレ矯電力

関護f、長モ早クヨリ着目セラレタル所ニシテ彼ノ長野，岐阜，新潟，群馬，福島又ノ¥富

山等ノ数百粁/地貼ヨ 2大電力ノ輸送セラレツツアノレニ鑑ミ本j也馳ノ如キハ{華々四捨徐

粁ニシテ京演川崎/三大都市ニ達、ンE険法距離ニ於テ工事地貼ノ利便ニ於テ他ニ類ヲ見ザ

ノレ天恵ノ地位ヲ占ムサレパ従来之レガ電力開設ノ諸願相弐ギ、勝亦白ラ鼓電ア計童シ来レ

ノレ慮ニシテヱド案ニ於テハ多、年ノ懸案タノレ!孫皆護電ヲ右ノ諸案ト共ニ貰施セントスノレモノ

ニシテ最大出力四高五千「キロワット」ノ護電アナサントスノレモ/ナ F

四相模原開田開設

高座郡北部ノ丘陵地並ニ鎌倉郡西北部境)I!沿岸一帯ノ平野ノ¥通構相模原ト稽シ南北約

三十粁東西六粁ニ亙ノレ蹟野ニシテ面積凡ソー高八千館町歩古来草芭ノ地ナリシガ農業ノ

護達ニ件ヒ漸弐開墾セラレテ現今耕地面積一高三千儀町歩ヲ算シ他ノ、大部分山林ノ現欺

ニシテ古来住民ノ寸ぇ田ブ要求スノレコト久シク近年交通機関ノ設達桑園ノ住宅化陸軍諸事

校ヲ工場ノ移轄ラ民間諸工場ノ開設等ニ伴ヒ本地方モ亦奮熊ア許サレズ其位置及地形ノ、

将来更ニ大ナノレ設展ヲ議想セラノレベキ好保件ア具備スノレア以テ本計蓋ニ於テハ之等開設

/用水トシテ毎秒五・五五立方米(二00個)ア用意シタ Y

事業/所要水量再録

各事業/内容及概要ノ、夫々以上/通リニシテ主主ニ再銭セパ
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事 業 者 用途
所要量 同 上

摘 要
毎秒立方米 毎秒立方尺

横 j賓 市 上水道 三、四七 一二五 昭和六十年人口一七O蔦人ヲ目途

横 演 市
工業用水 七、六三 二七五

横i賓市工業用水二、0八立方米

JII 崎 市 川崎市工業用水五、五五立方米

方自 キ莫 原 開回開設 玉、五五 ニ00 関田面積一、000町歩

下 流 放 流 j産i既及漁業
(久保i畢後電常時使用水量) 水道其ノ他

一五、三五 五五ニ 下流濯概面積二、ニ一七町歩

計 二二、00 一、一五二

奥 ;頼 音量 電

常時使用水量
三二、00 一、一五二
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統制計童ノ説明

工事内容 省略

堰堤ト洪水調節 省略

事業費縄額

左ニ事業費ヲ掲グレバ

事業費内課

種 自 名

エ 事 費

士屋 堤

稽

費

取水、導水、分水費

務電工事費

附帯工事費

建 物 費

監督雑費

T象 f蔚 費

計
一

工事設計一覧省略

解管相模川河水統制事業牧支参考表

金 害頁 摘 要

二六、 0ニ0、000園

六、六一O、000

九、一四九、 000

九、七四一、 000

四五O、000

七O、000

六八O、000

-00、000

二六、八00、000

一，事業費(監督雑費ヲ含ム)ハ二千六百八拾高闇トシ四ヶ年間ニ完了スルモノトス。

ニ，護生電力ノ、最大四高五千キロワット，護電所渡，卸責ノ方法ニヨ P事業曾枇ニ供給

セントスノレモノニシテ，一ヶ年電力料金二百三高四千園トス。

三，闘係事業者ノ納付金ノ、各々受給水量ヲ標準(但シ開田分ノ、水量割ニ依ル嘗然額ノ二

分ノートス)トシ総額四百二拾七高五千園ニシテ，開田納付金ノ、工事完成後第六年目

ヨP二十ヶ年ニ均等納付シ，ソノ他ノ、工事施行年度中ニ納付スノレモノトス。

四，起債ノ、年利率四分五厘昭和十六年度迄据置(据置期間一ヶ年乃至四ヶ年)二十五ヶ

年賦元利均等償還トシテ左ノ逼P借入ス。
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園
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百-、、一ノ高

盆
七
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二千五百六拾六寓五千四百園

収入支出差引利益糖、額

!鰐債償還期間(二十五年〉中利金総額

百七拾六高七千百六拾二国 コ/一ヶ年平均

鰐漬償還後(昭和四十二年度以降)

百七拾七高一千圏

ト)

(斗

相模J!I河水統制事業の完成一一相模湖誕生一一3旬

相模湖建設

相模)11河水統制事業が具体的に動き出したのは戦時体制強化が進行しているさなかであった。

したがって，本事業もまたラ生産力増大への役割lをもたせられた国策的事業の色彩を帯びていっ

たのは必然である。

ダム工事着手に当つての第 1の関門はラ補償問題であった。既ι 県会提案のときから地元の

ついには河水統制事業絶対反対用地不売同盟が結成されるなど態度反対陳情が出されていたが，

6月，半井神奈川県昭和13年 (1938)し治、し，を硬化い地元折衝は遅々として進ま左かった。

2年余の後の昭和15年の知事:が自ら現地を訪れて説得に当ってからようやく進展をみせはじめ，

ζのダム建設実現の陰には，父祖伝来の地をともあれ，暮までに，すべての補償は解決された。

離れた人々(神奈川県内で 115戸p 山梨県内で26戸)の尊い協力があったことを忘れてはならな

l.no 

建設工事は発電事業部門から着手することになりラ昭和15年11月に着工された。続いてダム工

とうして，河水統制事業は多くの期待を担って進み出した事も翌昭和16年6月に着工された。

「昭和国年12月 8日未その直後，思いがけない第 2の関門にぶつかるのである。すなわちDカ~<;

見西南太平洋ニオイテ英米両園ト戦争j状態ニ入レリ」という発表とともに日本は第2次世界大

戦へと突入していった。そして，戦時色一色に塗り替えられて戦局は日々に拡大されるにつれ2

の不足と資材の入手難が深刻に在るという未曾有の事態を迎えることになったのである。

軍需生産力増強のためヲ政府から昭和18年中に発電を開始するよう要請される一方D 水需給の

ζ のため，資材の確保に奔走する一方，徴用労働者ラ学徒動員フ勤労奉仕状況も切迫していた。

団，更には地元の小学生までが協力するという血と汗の努力が重ねられた結果，津久井発電所付:

昭和18年12月から一部稼働を開始できたが，残る相模発電所は昭和20年2月にようやく一部稼働
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の段階に入ったところで終戦を迎えた。



相模湖全景

相撲夕、ムと発電所

ダム栢模ダム

夕、、ム

3ヨ6

守、ー

画

ニ」ャ

57m 

ダム工事は3 工事中の昭和17年

12月紅白から早くも一部湛水を開

始したが，終戦時に一時工事は中

断された。そして，再開後の昭和

21年 8月に相模湖と命名され，翌

昭和22年 6月14日

れた。

発電能力

相模発電所 28， 

頂部長さ 196m 

23少OOOkVJ

51，7001王羽7

(1か年2

(コンクリート使用量 174， 

2， 586， OOOnf (芦/湖の約半分)

40n] 

水 量 57，200，OOOrrr

水面の高さ 165m 

高さ 25自 5ru 'd ニ 126m 



第 5主雲水源問題に苦しみ続けた第3回拡張工事

導水路

(コンタリート使用量 52， 

面 積 3L17ラOOOm'

総貯水量 2，330， OOOni 

調整量 620，OOOnf

6m馬蹄形3 延長6，270m，陸選

最大使用水量

相模発電所 毎秒 85m' 

津久井発電所 毎秒 65. 14nf 

横浜水道 毎秒 5.55ni (2ω万人分〉

JII I崎水道 毎秒 5.55nf 

相模原開田 毎秒 5. 55n-r 

エ 費 234，000，000円

従 事 人員 3，600，000人

開田計画は3 戦後の食糧増産の事情から計画が見直されヲ相模原畑地濯瓶事業として具体化さ

れていった。また 9 水道については，大戦の影響を受けラ相模湖の水が取水されるようになった

のは昭和24年 7月18日からである。

る県との協定

相模)1I河水統制j事業の建設費は3 当初参加事業の負担金方式をとっていたがラ戦中戦後のイン

フレにより事業費は数次の改定を経て増額したため，当時の市財政で賄うのは困難であった。止

むなく県市間で協議を行いヲ県の電気事業が借入金をもって肩代りし建設を進めラ水利権も神奈

川県が一括所管して各事業者に配分する ζ とになった。

各事業の負担は，当初元利償還金に維持費を加えて分担していた。その後，事業費の大幅念変

更があり D 昭和27年 (1952)には公営企業法が施行されたため9 事業経費の負担方法について協

議が行われ，昭和32年 2月，関係者ごとに相模)11河水統制j事業による分水量及び費用分担に関す

る覚書が調印され3 減価償却費と支払利息に維持費を加えて分担する方法に改められた。

相模Jli河水統制事業による分水量及び費用分担に関する覚書

昭和13年 1月決定した神奈川県相模川河水統制事業の基本計画に基き，神奈川県(以

下「甲」という。)は横浜市 w、rl乙」という。)に対し毎秒5回目立方メートルの割当

水量の分水を行うものであるがラ本事業の運営を更に用滑にするためpζζ に関係当事

者聞において協議の上F 次のとおり覚書を交換する。

〈取水量の確認)

第 1条 甲はp 乙が河水統制事業の基本計画に基き 9 毎秒5.55立方メートルの取水量を
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保有するととを確認するi

但し，異常渇水等により河水統制事業の運営に支障を生ずるli'それある場合

は，河水統制事業の各事業者の利用水量の減少について協議するものとする。

(分水施設の維持)

第2条 前条の取水量確保のため，甲は分水施設維持について最善の方法を講ずるもの

とする。

(経費の分担)

第 3条 乙は分水施設の維持管理に要する経費として，次の各号に掲げる費用の百分の

十に相当する金額を分担するものとし，前年度の精算額により毎年度甲に支払う

ものとする。

1 直接経費

2 減価償却費

3 支払利息

(有効期間)

第4条 との覚書の有効期聞は，覚書協定の日より水利使用許可期限の昭和43年11月7

日までとし，期間満了後すみやかに甲は乙と本覚書更改について協議するものと

する。

(覚書の実施)

第 5条 この覚書実施に必要な事項は，甲，乙各企業管理者間に沿いて協議の上別に定

める。との協定を証するため本書弐通を作成し，甲，乙各々壱通を保有する。

昭和32年2月25日

甲神奈川県公営企業管理者

副知事 安井常義

乙横浜市水道事業担当管理者

水道局長国富忠寛



第 6章

苦節14年の第 4囲拡張工事
(第2次世界大戦を乗り越えダム取水の時代へ)

Z 第 4@1拡張工事の立案

L 緊張高まる国際情勢

満;'1'1事変から第2次世界大戦へ

昭和 6年 (1931)の満州事変ラ翌昭和7年の上海事変と中国大陸での紛争が次第に拡大してラ

列国の対日感情が悪化する一方p 国内では 5• 15事何二が起って軍部の台頭が著しくなるなど9 内

外の情勢は次第に緊張の度を強めるなかでヲ昭和 8年に日本は国際連盟から脱退した。そのこ

ろ， ドイツにおいてはヒットラーによる独裁政治が進行していたが，昭和 9年四月にはワシント

ン海軍軍縮条約が破棄されて列闇聞の軍備競争が始まりラ我が国は昭和11年にロンドン海軍軍縮

会議から脱退し，国内では 2.26事件が発生した。 ζ うしてp 内外ともに緊迫した情勢のなか

で，我が国は非常時体制から戦時体制へと加速の度を強め会軍需産業が活発になっていった。

昭和12年7月に入ると 9 慮溝橋事件を発端とする日中事変が始まり，戦局は次第に拡大されて

総力戦となりョ国家総動員法，軍需工業動員法，電力管理法などが次々に制定され9 物資や雇用

の統制も強化されていった。折しも，昭和14年 9月ヲついにドイツ軍のポーランド侵入を機とし

て英仏は対独宣戦を布告し，第 2次大戦に突入していった。

翌昭和15年には，日独伊 3国軍事同盟が結ばれ，各国の対日経済封鎖が強化されるなど3 国際

情勢は極度の緊張に達した。 ζのためヲ園内では鉄鋼需給統制や経済統制がますます厳しくな

り，ことに鉄鋼。非鉄金属@燃料。石油その他の各種需要資材の統制が強化され9 軍需又は生産

力拡充以外の一般民需はほとんど顧みられず，資材の入手は国難となった。また，労務に沿いて

も 昭和16年10月からは国民労務手帳が実施されて軍需産業以外の事業では労務者雇入れが制限

される一方，生活物資も切符制や配給制になるなどヲ挙国戦時体制の強化が進められていった。

そして，ついに昭和国年12月8日9 太平洋戦争に突入という局面を迎えていく。

ω 工場誘致政策と経常工事の棚上げ

軍需並びに生産拡充関係工場が活況を呈L，工業用水需要が激増するとヲ大口需要家である工

場の料金負担が増大して工業用水の単価が問題となってきた。 ζのため，工場招致施策をとる市
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の方針にそって昭和11年 4月 113から工場用水料金の 1割引下げを実施し，更に船舶給

水料金の引下げも実施してラ横浜港繁栄に資する一助とした。

一方，昭和12年の日中事変勃発によって物価は騰勢を続け，なかでも金属類の騰貴は著しし

トン当り

ら53銭と 15割も

さ;~していった。

は一躍 170同と 18害!の高騰を示したほか，合金鉛管はキログラム当り

した。とのためp 工事施行は次第に困難となりラ諸経費の節減が強化

このように，水道事業用の資材はいずれも著しく値上がりしたのに加えて，ついには物資統制

となって資材の入手すら悶難となった。 ζれらが事業運営上の足伽となり，防空と戦力増

強のため以外の経常的工事は一切，節約棚ヒげという非常措置がとられた。

時局を庇映した

時局の緊迫が水道事業にも大き としたのは当然であり宮本市でも次のよう

とった。

① 早明f型水道メータの探用〈昭和11年)

東京市水道局が考案した小型甲W型水道メータが実用化されたが，とればp 時局がら資材節

経費節減の線に却していたのでラ昭和11年 10月から，在来のメータに代えて口径13

且m甲W型湿式単匝水道メータを採用した。

@ 給水装置工事の制限

鉄材や非鉄金属類の騰貴及び自Ij当制による入手難は深刻でb9 現実に水道局で材料を支給すると

いう従来の方式では給水工事が不可能となったので9 給水工事の施行は手持ち材所有者に限られ

るようになった。

③ 相模原陸軍施設への原水供給(昭和13年〉

昭和11年ぅ高座郡座間町に陸軍土官学校が設立されて以後2 高座郡相模原町一帯は陸軍諸施設

が集中的に建設されたが，昭和13年，向町大野地内の第3陸軍病院からョ次いで、陸軍第四部隊か

ら して付近導水管から

青山における裂炭(昭和18年明〕

}30 

ったので9 主務省の認可を得て分水した。

④ 関空施設の実施

昭和13年8月3 県から防空の施設に

関する必要設備資材についての照会が

あり，防空施設の問題が本格的に取り

上げられるようになったので， ζれを

に消火栓設備の増強を図った。

⑤ 木炭の自家用製炭

ガソ D ンの統制以来，油~(血の一滴

にも担当する貴重品となって"



第 6重量苦節14年の第4回拡張工事

ソPン自動車は木炭に上る代用燃料率に代ったが，昭和15年にはその木炭さえも配給統制とな

り，所要最の入手が困難となった。これは，工事用の自動車運行に大きな影響を及ぼ、したので，

山梨県の許可を得て横浜に直送，自家用に供した。

この自家用製炭は事業運営に大き

道志水源林において自家用製炭事業を起し，

後には青山でも同様の措置がとられ終戦後まで続けられたが，

く貢献した。

近隣町村の合併2. 

日吉村の合併と給水

当時の橘樹郡日吉村に慶忠義塾大学の校舎建設計画が起り，昭和8年 (1933)には大学誘致を

核として沿線開発を企図した東京横浜電気鉄道株式会社(現東京急行電鉄株式会社)から大学へ

、‘，
J1
 

(
 

の分水要請があり，同年暮には大学からも，昭和 9年4月開校予定に基づく正式な分水申込みを

受けた。

日吉村は両市に挟まれる形となって折しも当時，横浜・川崎両市の周辺町村吸収合併が進み，

このような状況下で分水間おり，村内ではいずれの市に合併するかで紛糾していた時であった。

それは，当然ながら日吉村合併問題を想定題の交渉が続けられ，市外給水の契約が結ぼれたが，
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した条項を入れたものとなった。

契約書

上水供給ニ関シ横潰市ヲ甲トシ，財圏法人慶麿義塾ヲ乙トシ，東京横潰電気織選株式

曾武士ヲ丙トシ契約ヲ締結スノレコト左ノ如シ。

第一候 甲ハソノ経営ニ係ノレ上水道ニ依P乙カ神奈川勝橘樹郡日吉村地内ニ新設シタノレ

校舎及共ノ付属施設ニ給水スノレモノトス。

第二係省 略

第三傑 前傑第二競ニ依]}，丙ノ所有ニ属スル施設物(郡市堺ヨ F乙ノ校舎敷地ノ境界

ニ到ル匝間ニ属スノレ分)ハ将来校舎敷地カ横漬市ノ直域ニ属スノレニ ~IJ]} タルトキ

ノ、甲ニ於テ丙ノ首該工事費負携金額ト同一金額ヲ以テ負携スノレモノトス。

第四係 将来乙カ甲以外ノ者ヨリ給水ヲ受ケ若クハ校舎敷地カ横演市以外ノ市ノ匝域ニ

属スノレニ到Pタノレトキハ本契約ノ、其ノ効力ア失フモノトス。

但シコノ場合ニ於テハ第二傑第一旗ニヨ P甲カ負携シタノレ費用ノ字額ヲ丙ニ於

テ甲ニ醤シ補償スノレモノトス。

第五傑以 下 省 略

本契約ヲ証スノレタメ正本参逼ヲ作成シ，各萱通ヲ保有ス。

昭和九年一月三十一日

横演市長

財圏法人慶麿義塾長

東京横演電気錨道株式曾枇取締役

震百

太

{言

慶

西

泉

島

大

小

五



工事は昭和 9年 1月に着手したが，市内網島より日吉村日吉台の慶応義塾大学校舎に至る聞の

配水管布設工事は同年4月1日の大学開校前に完成し，給水に支障はなかった。

ζの工事費総額は 5万7，690円で，契約に基づき三者聞の分担は次のように決められた。

横 浜市内分 44，980円 横浜市負担

慶応大学敷地内 3，230円 慶応義塾大学負担

日吉村地内 9，480円 東京横浜電気鉄道株式会社負担

昭和11年 9月には，東京横浜電気鉄道から日吉駅前で経営している住宅地の水利がきわめて悪

く，居住者が難渋しているので，横浜市水道から分水を受けたいという申込みを受けたが，合併

問題とからみ保留となってしまった。

その後，合併問題は神奈川県が仲介の労をとり，昭和12年4月，両市への分割合併ということ

で決着をみたが，同地区へ水道を布設した実績が横浜市への合併を導く大きな動機となったこと

はいうまでもない。

とれに伴い，本市は同年 5月18日付で同地域を給水区域とすることの認可を受け，一般給水を

開始した。また，締結した契約に基づいて，東京横浜電気鉄道が負担して旧日吉村地内に布設し

た鉄管は，布設当時の価格をもって東京電気鉄道より買収する ζ とになっていたが，その工事費

は当時まだ横浜市の立替払いとなっていたので，布設鉄管の所有権をそのまま横浜市に移転する

契約書を取り交し，ここに日吉給水問題はまったく解決した。

(2) 金沢町及び六浦荘村の給水

現在の金沢区の一帯は昭和11年 (1936)に本市に合併されたが，それ以前は久良岐郡に属J..__，

横浜市から横須賀市に通じる交通の要路に当っていた。また，湘南は風光明掘の地であり，本市

の発展と京浜急行電鉄の開通が相まち，近郊住宅地として急速に開発されつつあった。しかし，

ζの地域一帯は井戸の水質が不良で飲料水に悩んでいたため，横浜水道の給水を受けたいという

要望から横浜市への合併を強く望み，昭和 9年 9月には金沢町及び六浦荘村の議会は満場一致で

横浜市への編入を希望する決議を行い，横浜市に対して意見書を提出した。この合併問題は昭和

11年にまとまり， 10月1日から本市に編入される見込みとなった。

ζの決定に呼応して，両町村からは本来の狙いである水道布設を早急に実現するようたびたび

要請されたので，本市は同年5月8日の市会に金沢町及び六浦荘村を本市給水区域に編入し，本

市水道条例によって給水を行う旨の議案を採択したうえ，その地域への拡張布設工事費として20

万7，892円の工事予算を計上提案してその議決を経，同月12日に内務省の許可を受けた。工事は

昭和11年7月3日に着手し，合併当日の同年10月1日から逐次給水を始め，順次給水区域を広げ

て翌昭和12年 3月末には一切の工事を終了した。

工事概要は次のとおりである。
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第 6章苦節14年の童書4回拡張工事

工事区間
配 水 管 工事区間

工事費
口径(mm) (m) (円) 口径(n叫 (m) (円)

自市内笹下町
350 40 150 I 1，531 

五市内杉田町
300 3，640 78，280 六浦荘村地域| 100 2.295 26.640 

250 809 75 18 

250 1，906 ほかに両町村
3.200戸「

200 4，442 
50 

75.240 鉛鍍鋼管
100 2，495 

75 

ちなみに，合併直前(昭和10年同月)における両町村の人口及び戸数は次のとおりであった。

間 キj 名 [Ill 政(km') /、 口(人) 戸 数(戸)

金 首L 町J 9 8，266 l陶 631

三三浦荘村 13 5.740 1，122 

22 14，006 2，759 

何)

鶴見町は昭和ヨ年 (1927) 4月に横浜市に合併されたがラその当時ヲ別に鶴見町のうち安善町

及び末広町の 1 • 2了目を給水区域とする橘樹水道株式会社が営業を行っておりラこのためヲ同

地区は合併後も市の給水区域からは除かれていた。

もともとヲ鶴見町の臨港;埋立地弓印式工業地として開発されたがヲ元来/1<.利に乏しく，水質不

良と水量不足は大きを悩みの種であったので，この地の浅野造船所は大正8年 3月に自

家用水道を布設しラその余剰l水を付近の工場及び住宅に分水していた。その後，同地域の開拓者

であった東京湾埋立会社は水道経営の必要を認め?旧生見尾村@町田村@閏島村を給水区域とす

る水道布設を計画して内務省に申請したがヲ不況や大正12年 (1923)の大震災などのため，認可

を得たまま工事の実施を見送ってきた。 ζ の間隙をぬって昭和 2年 3月に鶴見町が町営水道を計

画して事業認可を得たためp 東京湾埋立会社の水道計画に変更許可指令が出され，同社の給水区

域は鶴見町のうち安善町及び末広町 1• 2丁目の区域に縮小された。その後ヲ浅野総一郎ら 8名

の人たちが発起人となって昭和 2年 5月30日に橘樹水道株式会社を設立し東京湾埋立会社の事

業を継承する ζ とになった。同社は昭和 3年 8月許可を受けて工事に着手し，昭和4年 7月30日

に浅野造船所の現設水道設備をも 35万円で買収してヲ同年8月 1日営業を開始した。

当時の水源は鶴見区市場町地内に設置した二つのさく井に求め9 営業開始当時の平均 1日水量

は 1，570:rrfに過ぎなかった。しかし，同地域の工業の発展に伴ってj順次給水の需要は増加しラ昭

和12年には 1日4，500rdに達していた。なお，その給水量の90%は工場用水でp 住宅用は10%に

満たないものであった。

以上のように 3 使用水量は年々増大し，需要が施設能力を超えるのは時間の問題であった。給
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水域内の諸工場はいずれも 悩んだ結果フ株式会社芝浦製作所比止むなく昭和 6

月，橘樹水道の了解のもとに，区域外の横浜水道から給水を受けるという実情であった。この

間ヲ橘樹水道としてもとれらの需要に応じるためヲ昭和10年10月四日 K新さく井による水源拡張

工事の施行を神奈川県に申請したがヲ県当局としては横誤市内の水道一元化の意向のもとにこの

許可に慎重であったためヲ水不足f悩んだ浅野造船所，自動車工業株式会社をはじめ日本鋳造株

式会社，京浜コークス株式会社等はラ芝浦製作所にならい相次いで横浜水道からの給水を求める

ように在った。 ζ のような状況からラ J橘樹水道は昭和11年春，ついに本市への売却を決意するに

図日-1 橘樹水道株式会社浄水場平面図 至った。

最終的に

は県の斡旋によって合意に達した。買収価額は44万円でありヲ昭和12年 5月引継ぎを完了した。

財産買収額 243，000凹

営業補償額※ 197，000円

計 440，000同

(住)※会社の営業許可年限は昭和22年 5月29日で10年間の期間が残っているため，この聞の営

業補償である。

戸壕町蓄の引継ぎ

昭和14年 4月 1B 9 戸塚町が横浜市に編入されると同時につ

また横浜市水道に引き継がれた。しかしラ実質的な給水ができるまでに
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戸塚は古来東海道のー宿場であったが適当念欽用水に恵まれずョ~L!すそにわずかに散在した井

戸を源泉としp 竹@木管等によって低地の井戸に導水するなど苦心を重ねてきたがラ大正12年

の関東大震災のため‘これらの施設も全滅の憂き自にあった。そこで，大正 13年から 15

年にわたってP その復旧と将来の拡張に備えるため町債 8万円と一般歳入からの繰入れを財源と

して水道設備を整えヲ各戸に供給するように

在った。 ζ の設備は谷間の山すそに横穴をう

がって集水渠を設けた水源からの自然流下、に

ょっ うものであったが9 謬水の量

はまったく う最初のころは 1日 200m3

程度であった水量も漸次減水し， ζのために

夏季は毎日断水を繰り返す状態となった。

給水に苦慮する戸塚町は新水源を求めて種

年次

大1E13

14 

昭和1

2 

3 

4 

5 
r口、

戸塚町総人口 l給水人口 給水普及率

5，250(人) 4，456(人) 85(%) 

5，463 4，535 83 

5.549 4，.529 82 

5，560 4，666 84 

6，028 4，805 80 

6.049 4，935 82 

。ヲ286 4，996 79 

6，300 5 146 82 

種調査を行ったが何ら回途が立たないまま， tHから県営による湘南地方への給水開始に着目し9

昭和 9年 7月ヲ町会の議決を経て県営水道の給水区域に編入方を陳情する一方ヲ翌昭和国年12月

には県会に対し同様趣旨の意見書を提出したがラついに受け入れられなかった。との聞にもフ町

の発展と大工場の進出によって水需要量はますます増加する一方で，断水禍は既に季節を間わず

恒常化して住民の生活を脅かしラ町政上白々しい問題となっていた。 ζ のため 9 止むなく県水道

局と折衝を重ねその了解を得ヲ県営水道大船地区の口径 1501日配水管末から分水を受けることに

考:り，昭和12年7月に工事κ着手し， 5万 1，769円を投じて同年10月 8日完成した。

画 自

画給水人口

1人 l臼

1 B最大使用量

工事概要

昭和三

7， 700人

平均100t，最大140.e

1，078n1 

配水管延長 口径200阻管5，390園 5m，

一部河川横断部を除き石綿管使用

その後9 昭和14年には隣接の豊田村に東洋電気株式会社その他の工場が設立され，向村及びそ

れらの会社から戸塚町に対して給水方の要望があった。要請を受けた戸塚町は早速県に願い出

て3 同年 3月31日付て守県の許可を受け豊田村への給水を実施した。

次いで昭和14年 4月 1日ヲ戸塚町の横浜市編入とともに町営水道は横浜市に移管されたがラ当

時の横浜水道は戸塚地区への供給路線をもっていなかった。そこでヲ横浜市は県と戸塚町との分

水協定を踏襲して戸塚地区の水道経営に当る ζ とになったがヲ戦時体制下ヲ吏には戦後の物資不

足等もあって，市営、の水道との連絡工事計画は延伸されたままとなってしまった。こうしてョ同

社~!R.が市の水道に切り換えられたのは，第 4 回拡張工事完成直前の昭和28年である。
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3. 第 3回拡張工事から第4回拡張工事への動き

)
 

-(
 

とまjぇ事情

横浜市は大震災後の復興に際して工業立市を市是とレて高く掲げ?工場招致のため臨海工業地

帯の造成を行、った。すなわち，鶴見。神奈川地先一帯の大埋立事業に着手し昭和 6

には末広町 e安善町地先の海岸埋立が成札昭和 8年には山内@高島の両埠頭，昭和10年には瑞

穂埠頭が完成した。また，恵比寿町。宝田7・大黒町の広大な地域も昭和11年までに)11買次埋め立

てられた。 ζ うしてフ工場地帯造成が進むにつれて工場の新設@拡張も活発化し，京浜工業地帯

として年々発展しつつあったが9 水道事業としても工業立市の方針に従いフ工場招致の施策にそ

って第3囲拡張工事を実施し，同方面への給水の充実を図ってきた。

一方，合併に伴う市域の拡大と人口の増加も急であった。すなわち p 昭和11年Kは金沢町及び

六浦荘村を合併，翌昭和12年には日吉村を併合し，続いて昭和14年には戸塚町ほか16か町村を市

域に合併編入した。こうした市域及び人口の急激な拡張@増加に加えJ 工業の発展に伴う流入人

口の増加が人口増大に拍車をかけた。

しかも，大正9年の 第1次世界大戦終結による反動以来，震災景気を除いて沈滞して

いた長い不況時代がようやく昭和 7年を境として転換し国際情勢の緊張に伴う軍需の台頭によ

って昭和 8年ころから工場生産が活況を呈し始めた。そして昭和14年から戦時体制への移行が本

格化するにつれラ軍需工場は一段と活況にあふれるように在った。

乙うした当時の情勢は9 水道事業にも即反映された。すなわち 3 人口増加に伴う需要増はもと

より，それをはるかに上回る工業用水の激増が重なりラ供給計画は次々と大幅な修正を行わねば

ならなかった。

表 6-1

年次 f(tI 枯 人1:1 判':IJII 1 tI主主大 jl;'りJII
主Lf

日目前| (knl) (人) 指数 給水i立(ni') j百j没

6 133.875 640 800 100.0 103‘989 100.0 

7 133 875 661ヲ500 103.2 110，440 106.2 

8 133.875 682，600 106 5 127，559 122.7 

9 133.875 703，900 109.8 142町 859 137.4 

10 135.630 704，290 109.9 156，868 150.8 

11 168.020 738，400 115.2 178.171 171.3 {r~iNBJJ 及び六

12 173.180 759，700 118.6 193，420 186.0 
けll，iJ二村"u、fjiIヨ
古村イトイji

13 173.180 777可 500 121.3 210，161 202.1 

14 400.970 866，200 135.2 227，179 218.5 戸塚町ほか16

15 400.970 968，091 151.1 233，534 224.6 
か町村合fji

16 400.970 999， '100 156.0 245，026 問。61

一一
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表 6-2

HiHl1 I Mi7](戸数 司::.)njJfi'17Jll 年間JN:JJIJ
均一fよど (戸) 戸数 (Ii) zfム(%)

6 111，825 2，135 1.9 

7 113，468 1ヲ643 1.5 

8 116，336 2.868 2.5 

9 121，313 4.977 4，3 

10 126，39日 5，086 4.2 

11 129，006 2.607 2.1 

12 132ヲ091 3，088 2.4 

13 135，071 2，977 2.3 

14 137.987 2，916 2.2 

15 I 140，898 2，911 2，1 

2，906 2.1 



第6章苦節14年の第4回拡張工事

(必急がれる第4囲拡張工事

このような水需要の急増に対して，第3囲拡張工事では大島の臨時水源の増強，更には道志水

源の増量で水源を確保し，導水加圧ポンプの増強によって送水を行い，河水統制事業による確定

水源実現まで応急的な対応をしていた。しかし，第3回拡張工事第2期工事が開始された昭和12

年 (1937)ζ ろから，一般の物資需給統制が強化されてすべての物に対する節約が強調され，節

水もまた時代の掛け声となっていった。

ことに昭和14年ころから電力の需給が調整困難となり，特に夏と冬の渇水期と石炭不足による

電力不足に際しでは，電圧と周波数が低下し，揚水ポンプも加圧ポンプも運転不能もしくは低能

率となって取水量や導水量が減少し，昭和14年 9月7日には西谷浄水揚への着水量が不足して全

市が断水するという事態も生じた。

このため，昭和15年 1月にはあらかじめ断水に備え家庭に呼びかけて 1割節水運動を起すとと

もに，バルブ制限を実施して断水を防ぐとともに生産増強のための工場用水確保を闘った。しか

し取水量においては57%まで，導水量においては32%までポンプに依存していたので，夏期の

ピークにおける給水量不足と，更に冬の渇水期における電力不足による給水能力の低下から断水

の不安が一層強くなっていた。乙のため周波数低下に備えてポンプの羽根車を改造し，或いは揚

水ポンプを増設するなど取水量の確保を図ったが，幸いにして昭和15年も 16年も，節水宣伝によ

る家庭の節水や電力規制に伴う休電日の実施で工場が休業したことなどが給水不足を救い，一応

支障なく配水することができた。

しかし，家事用の節水に助けられたものの工場用水の増勢は続いた。ちなみに，昭和16年には

年間有収給水量4，407万6，400m'のうち，家事用水の42%，その他13%に対して，工場用水は455杉

と初めて家事用水を超える実績を示している。

以上のような状況下で，第3回拡張工事の検討段階で考えられた相模川取水堰堤案は，その

後，神奈川県の大ダム構想に吸収され相模川河水統制事業として動き出した。そして，この事業

完成までの開は大島の臨時揚水と導水加圧ポンプの増強を進め，更には道志水源の増量によって

急増する水需要を賄う方針が定まり，第 3回拡張第 2期工事(水源工事)もようやく進められる

よう κなった。

ところで，大島の暫定水源は河水統制事業による本水源(相模湖)が完成すれば，とれに吸収

されて消滅する運命にあったが，電力費等経費がかさんで運転上も不安定な臨時導水加圧体制を

一刻も早く解消しなくてはならなかった。同時に，新水源受入れ地点(津久井分水池予定)から

の導水ノレートについても，新水源受水時点までに完成しておく必要があった。

一方，横浜市は京浜工業地帯の発展に加え，金沢・戸塚方面という振興地域の伸びもあって従

来の配水能力では不足し，しかも， ζのような給水需要の急増に対して，導水加圧の能力も限界

を感じさせ，抜本的な対策を早急に進める必要に迫られていた。 ζのため，過去の拡張工事によ

る規模をはるかに超える相模川河水統制事業の新水源のもとに，第4回拡張工事を引続き実施す
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るζ とに念ったのである。

4. 第 4回拡張工事の当初計画一一第 1期工事と第 2期工事に分割一一

第4回拡張工事の当初計画では，その目標年度を昭和24年 (1949)におき，推定給水人口を94

万人(総人口見込 113万人)， 1人1日使用量390.e， 1日最大給水量36万 6，600niを目標として

いた。そして， 5か年継続事業として立案された本計画の工事費総額は 2，000万同にのぼった。

相模川河水統制事業による水は津久井郡川尻村に設置される分水池から陵道と暗渠により久保

沢を横断し，高座郡田名村地内の分水井に導水されるが，同水路及び分水井は将来横浜・ JII崎両市

で共用することを前提としていたので，毎秒16.7niの流量に対する設備を基本に据え，同地には

沈澱設備として薬品混和池・沈腰池及び送水井を設けるととになった。

送水井以降は横浜市の単独工事となるが，導水工事は既設導水路線に沿って口径 1，500皿鉄管

(水圧が比較的低い部分は鉄筋コンクリート管)を布設し，途中高座郡麻溝村に減圧水槽を設け，

川井浄水場に至って新設量水池に入り，量水池以降は口径1，350皿鉄管によって既設導水路線沿い

に西谷浄水場に送水し，西谷浄水揚においては構内に拡張水量に対する急速櫨過設備と付帯施設

を設置することになった。

次に，市内配水工事としては磯子と保土ケ谷に配水池を新設する ζ とになり，磯子幹線は新設

の西谷配水井から口径800阻鉄管を布設して磯子町の新設配水池に導き，ここから口径700皿ない

し500皿鉄管をもって磯子・金沢方面の給水をカバーする一方，鶴見幹線に口径1，100皿管(一部

1，000醐管)を増設して西谷浄水揚から神奈川区桐畑を経，新京浜国道沿いに鶴見区に送水し，

同方面一帯の給水補強を目指した。また，高区幹線として保土ケ谷区仏向町の新設高区配水池か

ら口径600皿ないし400皿管をもって保土ヶ谷及び神奈川方面高台一帯の需要に応じる計画であっ

た。

ζの膨大な拡張計画の施行に当っては，当時の財政状況と時局の緊迫に伴う資材統制等から，

全工事を 2期に分割して着工する方針がとられた。すなわち，第1期工事は昭和14年度からの 5

か年継続事業とし，昭和18年の給水人口を78万 4，000人(総人口98万人)と推定， 1日最大28万

2，240ni (1人 1日最大使用量360.e)を目途として工費 1，030万円を計上したが，その工事内容

は，田名送水井~J11井量水池聞の導水工事，西谷浄水揚増設工事の一部と鶴見・磯子方面の配水

幹線工事であり，第 2期工事の主体は水源工事におき，併せて第 1期工事の増強完成を目指し

た。君主主'1，第2期工事で導水管工事が完成するまでの聞は，導水加圧の増強によって対処する方

針でのぞんだ。
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5. 第 4回拡張工事の計画概要

(1) 第4囲拡張第 1期工事の施設概要

1) 導水工事

第 6章苦節14年の第4回拡張工事

導水管:田名送水井からJII井量水池間9，724mの既設18インチ (460皿)及び22インチ (560皿〉

管を撤去し，新たに口径 1，500mm管(上部低圧部5，980mは鉄筋コンクリート管，下流高圧部

3， 744mは鋳鉄管)とする。

導水加圧施設大沢村大島で既設1，100阻鋳鉄管に450馬力の加圧ポンプを，今宿町で既設38イ

ンチ (960mm)鋳鉄管に650馬力の加圧ポンプをそれぞれ1台設置する。

減圧水槽:高座郡麻溝村地内に内径8m，水深10.6mの鉄筋コンク Pート造り減圧水槽を設置

する。

量水池:) 11井浄水揚の既設量水池に隣接し，長さ幅ともに 30m，水深流入側 2.5m，流出側

3.95mの量水池を増設する。

2) 浄水工事

薬品混和池:長さ13.8m，幅 21.8mのもの 1池，沈澱池は長さ 67.8m，幅 18.8m，有効水深

4.4mのもの 1池(容量5，600nUを設置する。

急速漉過池:ホイラー式で，長さ12.15m，幅10.2m，鴻過面積102rr:fのもの 8池， 1日曜過量

8万5，680niの急速櫨過池を設置する。とれにより， 1日の穂過量は既設分と合せて28万4，880

niとなるが， ζれは昭和18年における 1日最大給水量に相当する。

なお，躍過池に接続して櫨過場本館を設け，地階は機械室と倉庫， 1・2階は滅菌・薬注装

置と事務室とし， 3階は洗浄水槽にあてる。

配水井長さ26.9m，幅21，4m，有効水深 5m，有効容量2，850niの配水井を設置し，既設及

び増設の急速鴻過池からの浄水を流入させてから各配水池に配分する。

3) 配水工事

磯子町山王谷の高台に配水池(直径70m，有効水深 5m，有効貯水量1万 8，440rdの円形配水

池)を築造する。また，配水幹線として新設西谷配水井から口径800皿鉄管(延長1万200mによ

り新設磯子配水池に送水し，これから口径700-500皿の鉄管(延長3，254m)により杉田町に至

る磯子幹線，並びに西谷既設配水池から 1，100-1，000皿鉄管(延長1万九640m)により生麦町

に至る鶴見幹線を布設する。

4) 工事費

ζの第4回拡張第1期工事に要する工事費1，030万円は，全額起債による。

(め第4回拡張第2期工事計画等

第1期工事に引き続いて予定された第2期工事は主として水源工事にかかわるもので，河水統
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制事業による新水源の受水予定地点である津久井郡JIf尻村の分水井から田名村まで隆道(延長

1，と暗渠(延長3，を川崎市との共同水路として築造し，田名村に分水井を設け，

川崎市分をここで分流する。横浜市分は分水井に接続して設ける沈i殿場(長さ 800m，幅 50m，

水深 5mのもの 2池p 総容量4万IIi9 とのほか薬品混和池等)K入り，これより下溝減圧水槽

(第4回拡張第 1期工事で築造の予定)まで口径 1，500rnm鉄管(延長6，921mヲ一部鉄筋コンクリ

ート管を使用)を布設し，既設の22インチ (560mm)及び18インチ (460mm)管を撤去するととも

に，川井量水j也から西谷j争水場まて守は口径1，350mm鉄管(延長8，789m)を布設しp 既設20インチ

(510m皿)及び8インチ管を撤去する。

i争7](工事としてはヲ第 1期工事に引き続いて急速諒過池8池その他付帯設備を築造する。配水

工事としては第 1期工事の残工事として，磯子幹線については磯子町問坂~滝頭町

口径と杉田町~富岡町(延長2，775111ラ口径印刷皿)をラ鶴見幹:線については生麦町

以東の工場地帯に800皿鉄管(延長1ヲをp 高区幹線については仏向町に高区配水池(内径

40mヲ有効水深 LL3m，有効貯水量 5，を新設し，これより神戸上町を経て星J1I町に至る

線とラ和田町を経て三ツ沢町に至る線の 2配水幹線(延長6.915mラ口径 600~400mm 鉄管)乞

それぞれ布設する。

工期としては昭和国年から20年までのらか年間を予定し，その工事費を 970万円と見積った。

したがって，第 1期工事の工事費lヲ030万同と合せて第4囲拡張工事全体では2，000万円となりヲ

第 3回拡張工事総工費648万3，654同41銭に比べ3 極めて大規模な工事計画とたる。

E 第 4囲拡張工事に向って

L 第4回拡張第 l期工事の申請と防空対策

第4回拡張第 1期工事計画は昭和14年 (1939)9月4日に市参事会の議決を経ヲ同月日市会

に提案された。市会にj3.いては調査委員会を設けて水道路線の視察ラ北陸地方(新潟市北越製紙

工業用水・富山県黒部J11電力用送水管)及び関西諸市〈京都@大阪@神戸@名古屋及び阪神水

道)における鉄筋コンクリート管使用の実状を調査ョ日本ヒューム管株式会社鶴見工場における

水圧試験の調査を行うなど慎重審議の結果，問委員会仇第4囲拡張関係各議案につい

とする意見を11月 9日の市会に報告し，市会は委員会報告どおり満場一致で原案を可決した。

そとで直ちrc.， 工事並びに起債の認可について同月11日付で関係主務官庁に申請しョ翌昭和15年

2月17日付で認可された。

しかし，当時の緊迫した時局を反映して 3

した次のよう

3イ0
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F 

!県から鉄材節約と わ



第 6室主苦節14年の第 4回拡張工事

十五衛牧第六二~六三競

昭和十五年二月サ九日

横潰市長殿

上水道蹟張認可ニ関スル件

警察部長

土木部長

昭和十四年十一月十一日十四水庶設第三二五競ア以テ申請ニ係JvJ::名水道撰張/件認可相

成候傍指令書及交付候也

i富市右者左記事項ア遵守スヘキモ/トシテ詮議セラレタノレモ/ニ付充分留意椙成度

記

時局柄識材使用ア最少ニスノレ方法ヲ講スノlノコト。

一 貫施ニ首リテハフ防空士、木一般指導要領/主旨ニ基キ遺憾ナキヲ期スノレコト c

- 第五回以降ノ損張ニ付イテハ特ニ左記事項ニ就キ留意ヌョノレコ 1トO

(イ) 導水管/布設位置ノ¥既設管ト別系統/位置ニ選定ス/レコト o

(P) 降水場ノ位置ノ¥現浮水場ト別ノ位置ニ選定スノレコト。

とのように?戦時体制下の指導は水道計画にも及びッ防空の面から重要な導水路線の変更が検

討されぅ一方ではヲ資材不足を補う種々の代用品の開発も進めなくてはならなくなった。後述す

るようにー ζの当初計画でもラ鉄管の代りにできる限り鉄筋コンクリート管を使用したりヲ鉄筋

コンク Pート造りの沈澱池を土堰堤式に改めるなど変更されていくがう配水池につい、ても隊道式

配水ltl:lが検討きれるようになる。

その隆道式配水池についてラ同様式は地下に隠蔽され防空上優れていること，損失7j(f(買を減少

させるとともに水位変動も少なく水の滞留も発生しないこと 3 用地問題が容易に解決しうるとと

君主どの利点があり，当時の国策に適し，かつ経済的にも有利であるという半間，維持管理上は操

作が不便になるなどの欠点もあって検討課題となっていた。そしてp 第4囲拡張第 2期工事のな

かで戸塚陸道式配水池として計画されたがその後中止となり 9 次の第 5田拡張工事で港南!弦道配

水池として実現をみた。な$，戦後，周囲の開発が進んで埋設条件が大きく変化したためヲ現在

は内部に送水管を入れ管路隆道として使用している。

ζ のIまか予防空関係として昭和13年8月，県警察部から防空の実施に関する必要な設備資材を

国庫補助するから申請するよう照会があった。水道局関係としてまず消火栓の強化整備を計画

し，更に年々事業自体の防空整備も実施した。

消火栓の強化整備を進めるに当っては，まず市内の最も重要な区域に 500個の消火栓設置計画

をたて，昭和13年度より昭和16年度までに完成した。次いで翌昭和17年度には9 緊急防空計画と

して特に市内枢要な地点に対し9 口径300mm以上の配水本管に双口型強力消火栓10基を設置した。

また，昭和18年度には全消火栓4フ504個のうち重要な箇所2，083箇所に標識電灯を設置した。その

ほかp 事態の緊迫化に伴いフ水道事業の防空対策として次のような各種の防護工事も実施した。
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(単位:・円)

i必 壬P又fL コ二 種 昭和18年度 昭和19年度

庁舎防火改修費 防護戸及び間仕切戸工事 9，464，300 

導水 路 '線 張芝，開墾して偽装

)10幻|ト大島送水 井 植樹して偽装

西谷浄水場各建物 主主装による迷彩

西谷綬速j慮過j也 水田に{以せた偽装をなす

商谷急速i慮過池 植樹して偽装

4 

西谷高架水槽 塗装による迷彩 1，450.00 

西谷急速鴻過池 耐弾工事 2，752，80 

百十 21ヲ287.77 ，58，521.54 

2園 第 4回拡張工事の着工と強まる戦時色

執行機関の拡充強化

主務官庁の認可を得てい土いよ着工する段階になってヲ重要かっ緊急を要する大事業の万全を

期するためぅ昭和14年 12月1日，!|寺に水道局内に拡張課を設けるとともに 2 一部工事を

工務課にも分担させるなど工事執行機関の拡充強化を図った。

ω 
当時，主要物資はすべて配給統制の枠内にあり 9ζ とに拡張工事て守最も主要な鉄材につしr、て

は，現に昭和12年 10月20日の鉄鋼工作物築造許可規則jによって鉄筋。鉄管及び鉄骨等の

築造物はすべて許可制となっていた。続いて昭和15年 4月1日には鉄鋼需給統制規則が制定され

て統制は一段と強化され9 他の非鉄金属や燃料その他各種資材の統制も強化されるなど割当需給

事務は複雑多岐にわたりフ物資。資材の入手、難は深刻であった。

本拡張工事のようにD その所要資材の種類も多くヲ量も大量に及ぶ事業の資材確保は困難を極

め，係員は連日県当局や東京の各方面に奔走し考ければならなかった。一例を挙げると，

材である鉄鋼材の入手についてはヲ市としては特別配給申請書を内務大臣@商工大臣 m 企画院総

裁 a神奈川県知事に提出したがz 更に本市水道の多量需要者である市内各工場もョ生産上本拡強

工事の早期完成を要望してやまない旨の陳情書を本市に提出する一万り商工会議所会頭が直接商

工省その他に本工事への鉄鋼の特別配給方について陳情斡旋する側面工作を推進するなど3 総力

をあげての入手努力を続けたのである。

制努力の募集

るとろ y

ていた。すなわち 9 昭和13年
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第 6章苦節14年の第4回拡張工事

20日の国民職業能力申告令による国民登録の実施ラそして同年7月 88の国民徴用令の発布によ

って労務統制はますます強化されるなど，軍需産業以外の事業の労務者の雇入れは著し1ρ制限を

受けラ労務者自身、も勝手に職域をかえて自由に転々とする ζ とは許されなくなった。更にう第 2

次世界大戦開戦後の昭和昨年1月10日には労務調整令が施行されて労務者の重点的配置が一層厳

重となり，ついに職種によっては男子就業禁止令によって就業が不可能のものも生じるようにな

ってきた。

このようにヲ労働者の払底と使用制限の強化からヲ到底市内と導水路線沿線の地元からだけで、

は労働力を充足することはできなかったので，昭和15年3月には係員を東北@信越方面の労務調

査に派遣しフこれに基づいて横浜労働紹介所の協力をもとに同年 5月初め同所係員及び本市係員

を新潟。福島及び山形の各県下に出張させラ各地の職業紹介所を歴訪して季節労働者の派遣を依

頼するとともにう翌月には直ちに各紹介所に収入 a 宿泊設備。工事の の他について説明し

?とポスターを送付した。当時は既に労務統制jが強化されノラ国民登録や労働手帳によって就職@就

役については個々に職業紹介所の許可が必要で，地元職業紹グ-Bfの介在君主しに

きないことになっていた。したがって9 労働力白を確保しているこれらの地方の職業紹介所には常

に各軍需工場念ど、の工員募集ポスターが壁一面に貼り出され弓それぞれ好条件を謡ってその獲得

に努めていたがラ念かには工場からの派遣員が常時名紹介所を巡回しラまた地方の縁故者を募集

係に任命して常駐させるなど，労務者を確保するためあらゆる方策が講じられるという状況にな

っ?乙。

本市水道拡張工事従業員としての募集労務者は土工人夫てやあったのでラ好条件のもとに迎えら

れる産業工員とでは待遇上差がありラ到底競争することはできなかった。そこで，本市は募集人

員の重点、を農閑期を利用した季節労務者に絞り D 多数招致する方策をとった。

(4) 用地の問題

第4回拡張工事においては，沈澱池及び配水池の構内及び鉄管布設路線その他永久的施設の用

地については買収し，陵道等地下深く構築されて用地収得の必要ないものは補償しラ仮設工作物

については借地した。

以上のような整備を進め，ょうやく昭和15年 (1940) 5月ラ西谷浄水場に沿いて第4回拡張第

1期工事の起工式を挙行し，緊急を要する導水工事から着工した。

3. 第 4回拡張第 2期工事の認可

第4囲拡張第1期工事は着工以来，完成を目指して努力を重ねつつあったが，加速する非常時

局の進展はますます生産増強を要請する声に左り，京浜工業地帯を擁する本市水道事業は，昭和

18年 (1943)を目標とした第1期工事の施行だけでは到底その需要を満たせない ζ とが明らかで
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あったので，第 2期工事も早期に着手し一貫Lた計画の遂行が必要となってきた。とのためラ

昭和15年12月，昭和15年度から昭和加年度までの 6か年継続事業とレて工事費 1，450万四(うち

川崎市負担額 285万同)の第4回拡張第 2期工事計画を市会に提案しこれを受けた市会は特別

委員会を設けて各所の陵道工事などについて現場調査を行い，翌昭和16年 2月の市会に原案を可

とする旨委員会報告を提出，市会て、も満場一致の可決をみたのでう に主務省に申請し，同年

3月，施行認可を得た。

第 2期工事比昭和24年間主人口を 113万Aと見込みヲ給水人口94万人 J人 1日最大使用量

390lヲ 1日最大配水量36万6，600nIを目途としたものであった。また9本工事計画の財源は川崎

市との共同施行分に対する同市負担金の他はp 第 1期工事と同様っすべて起債に求めた。

その計画概要はJ::J、下のとおり~である。

1) 

相模川河水統制j事業による分水池が津久井郡J11尻村地内 されることになったのて、，とと

を起点に麻溝村三池内に設ける分水井まで，川崎市との共同水路である 〈一部暗渠)延長

l万175mを築造し3 分水井に隣接して麻溝沈殿場(長さ 100m，幅58mッ深さ 3.5..-_.4 mのもの

2 池ヲ有効貯水量 9 万 2ヲ OOOnf，鉄筋コンク 9~ ト造り。その他薬品混和池等)を築造するとと

もにう ζれより下再地内の既設路線まで1，073mに口径1，500mmの鉄筋コンク Pート管を布設しヲ

) 11井量水池より西谷浄水揚ま寸?延長8，789mの区間には口接し 350mmの鉄管を布設(一部高台部分

440mは鉄筋コンクリート管)する。

2) 浄水工事

第 1期工事に引き続きラ着水池 1池フ薬品混和地 1池，沈澱ntn池(長さ67固 8m，幅18.3mラ

有効水深 4m，容量5，急速瀦過池8池(ホイラー式ヲ長さ 13.4rn， I~日 9. L1mラ磁過面積

102nム 1日櫨過能力120mとして 8ifuで 9万7，920ni。既設設備と合ぜて 1日37万dとする。)を

る。

心配水工事

磯子幹線(磯子町間坂~滝頭町ヲ延長640m，口径560阻鉄管及び杉田町~富岡町ヲ延長 2ヲ775

1119 口径510mm鉄管)，同幹線分岐線(保土ヶ谷区元町~新設隆道配水池p 延長1，040mぅロ佳250

mm鉄管L鶴見幹線(生麦町~工場地帯p 延長1フ230肌口

水揚~新設高区配水池，延長470m，口径600mm及び向配水池~星J11町。同配水池~三ッ沢町9

延長6，915rn， 口径を布設する。

心配水池工事

保土ケ谷~戸塚区平戸町に延長 1， ，神奈川区神大

寺町に神奈川町水池(畏さ 106.6mョ幅 62.4m，有効水深 5m，有効貯水量 3万1，保土

に高区配水池(内径40m，有効水深4白 31TIの円形槽9有効貯水量594OOZEf)の3池を

る。
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第 8章苦節14年の第4回拡張工事

第4回拡張第2期工事は昭和16年 5月にすべての準備を整えて着工したのぞ第4囲拡張工事は

第 l期及び第 2期工事が同時進行するかたちとなったc また，第 2期工事においてはラその最大

工事である導水陰道工事を緊急に施工することが主眼であったから p 直ちにその準備に入 L 隆

道中心線の地形p 用地及び地質調査などの測量と試掘を進めた。

4 川崎市と共同施行の隆道工事

lli崎市においてもラ急増する工業用水と一般給水需要に備えて η 相模)1I河水統制事業による水

源 (5. をもとにヲ昭和 30年 を回途とする計画を し昭和国年 l月の市会

に提案議決を得たがラそれはヲ第4期拡張事業の上水道工事費として1， 145万田，工業用水道の

拡張事業費として 2，3印万同をもってのぞむという大拡張言l'画であった。

同市は第4期拡張事業計画 てラ同年 2月4日，事業施行認可を主務大臣へ申請した。

ζ の申請はヲ 〈ζ とのできないものであるがラ鉄材の節約と防空上の

安全を期する等の理由によって 7項目にわたる条件が付され3 同年 7月 3日に認可されたc

認可条

~'，工事完成/台、浄水ノ水質試験ノ結果ヲ報告スノレコト

-， 久末同配7]<.池ニハ応急浄化用トシテ塩素滅菌機ヲ設備スノレコト

三ヲ導水線路ノ¥調査/上可能ナノレニ於テハ之ヲ北方山地ニ選定シ隆道及暗渠構造トナシ

y ヲ悶 DJlツ防空ヒノ安全ヲ期スノl_/ヲ ト認メラノレjレニ付此際充分再調
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ヲ;差グルコト

四， / /区間ハ鋼管ヲ コンクリート管ヲ以テ代用スノレ

コト

五，枕:敵池/容量ノ、全計画水量ニ対シテハ過小ト認メラノレノレニ付再調ノコト

六，急速躍過池/不完全浄水流出管ノ¥洗税排水渠ト併用セシメ且ツ洗様水用ノポンプ井

戸ヲ設タノレコト

七p 各種構造物ハ極力鉄材/節約ヲ図ルコト

八，前第 3 7 リ更メテ実施計画/認可ヲ受タノレコト

乙のためラ JI!U崎市では実施設計に当って，認可条件の第 3項に基づき導水路線の再検討を行っ

た結果ラ導水路を北方山地に変更するととを決定した。すなわちラ横浜， ) 11崎両市の子定分水地

点を麻清から上流の下九沢に移す変更を行ったので、ある。

ζ の川崎市の計画変更を受けて本市でも設計変更を急払昭和四年末にようやく設計を終え

た。その結果p 相模J11河水統制事業の津久井分水地を起点としフ相模原沈澱池に至る陵道総延長

1万360mのうち，上流側下九沢分水池までの4，166mは川崎市との共同施設として施行しヲその

内法は供径高とも 3.5m，分水池下流倶IJ6ラ194mの本市単独;施行分は内法挟径高とも2.6mとなっ

た。また，計画流量は上流側大担隆道 11.個)，下流側小型隊道 5，55IIf/s(200f回)

と設定しラ最大流量はそれぞれ.16. 個)及び 8. 厨)ま

として設計した。

この変更により，共同施行区間は半分に短縮されてしま1/'，共同施行による経費節減の効果も

また半減してしまったが，これも り，止むを得ないものであった。

E 第 4囲拡張工事の計画変更

l 第 l期工事と第 2期工事の統合 1次計画変更)

昭和国年 12月8日9 突如とレて日米開戦の火ぶたが切られ，我が自は第2次世界大戦

へと突入していった。これは我が国の興亡をかけての参戦でありラ大消耗戦となることははっき

りしていたからヲ鉄鋼 e セメントなどの主要資材の統制は一段と強化された。当然ながらラ膨大

な数量の資材を必要とした第4回拡張工事を到底既定計画ど:s'りに遂行することは望むべくもな

し時局の転換に沿って規模を縮/トせざるを得なくなってしまった。

その概要を示せば以下のとおりである。

① J11崎市側の分岐点変更に伴っ

単独のものと

ラ46

マ
Q 。

よる したので，分岐点以降は本市



第6章音節14年の第4回拡張工事

② 時局の影響を受けて鉄材の使用節約を図るためョ導水管低圧部には口径 1，500mm鉄筋コンク

リート管を 1条布設して既設鉄管を撤去し，乙れを市内排水管に転用する。

③ 西谷~，-)l 1弁間の導水管は事業認可条件の意に沿い3 関空を考慮して既設路線とは別途のノレ}

トに求めラ低圧部に鉄筋コンクリート管を使用しフ沈澱池及びj慮過i也を最小規模に縮小して資

材の節約を図る。

以上のように時局の推移?に適応した計画変更を行うかたわらフ物価。賃金の高騰が工事費を

圧迫してきたのでラその増加を加味し9 昭和四年 2月に施行年期を昭和22年ぬまで繰り延ぺ，第 1

@第 2期の両工事を一括して施行する第4囲拡張工事計画案を市会に上程，その議決を経て主

務省に申請し認可を得た。

表 6-3 年度'ijiJ事栄養

科 目|区別 昭手口
15 16 

14年度

第1期工事費 既定 800 2，500 2，500 

第2期工事費 既定 250 3，500 

第4回拡張費 変更 800 2，750 6，0ω 
」一一」一」一一

表 6-4 g高4回拡張費計照変更増減内訳

(単位"円)

| 予算額

-J十二!Jl(iltilIDWi， I五扇可EE

2工事費 l 23，229ヲ000 31，327，000 8，098，000 

水路工事費 5，000，000 5，940，000 940，000 

沈澱場工事費 1フ452，800 2，310，000 85'1，200 

導水工事費 6，018，400 8，971，000 2，952，600 

浄水工事費 2，010，1α〕 2，746時 ocコ 735，900 

配水工事費 6，474，300 8，773，000 2，298，700 

建 物 費 637，000 653，000 16，000 

F市 イ貨f 費 1，148，800 1，287，000 138，200 

器具機械費 182，950 318，000 135，050 

5者 費 304.650 329，000 24，350 

3予備費 500フ000 500.000 

2 戦災に見舞われ拡張工事を中断

1，250 

3，600 

21 22 

(単{立千円)

計

昭和17年 (1942) 4月18B，アメリカ航空母艦ホーネットの艦載機による本土初空襲に見舞わ

れ，次第に本土決戦色を強めるなか，軍需生産力と防空体市Jjの強化が一層進められていった。そ

してラ戦況悪化に伴い労力@資材・資金はすべて不足して拡張工事は遅々として進まず，額みと

する導水加圧も電力低下のためその運転に支障をきたし9 職員も応召により漸減するという最悪
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の状況に念った。一方，軍需生産力増進の面から工場用水の確保は至上命令となっており，市民

に節水協力を求めつつ，即効性のある工事に重点、をおいて給水の確保に必死の努力を進めてい

た。

とのような状況下で聞かれた第12囲水道協会総会(昭和国年11月)で決議された宜言文をみる

と，当時の水道界苦難の情況が推察されるとともに，戦時体制への協力を謡いつつもその最後に

「吾等ノサ口何ナル事態ニ在Pテモ生活必需用水ノ供給ニ遺憾ナカラムコトヲ期スJとあり，脈々

と続く水道精神の叫びに強く胸を打たれるのである。

決 議

決戦下水道ガ凡有ノレ産業ノ基礎的施設トシテ将文防空上国民保健上須央モ訣ク能ノ、ザ、

ノレ重要施設タノレニ鑑ミ主主ニ水道トノ鱒意ヲ結集シ聖戦完途ニ遭進センコトヲ警フ

一，吾等ノ、全力ヲ翠ゲテ生産蹟充用水ノ供給ニ寓全ヲ期ス

一，吾等ノ、空襲下都市防衛ノ操点タノレ水道施設ノ整備ト之ガ運替ノ完壁ヲ期ス

一，吾等ノ、如何ナノレ事態ニ在Pテモ生活必需用水ノ供給ニ遺憾ナカラムコトヲ期ス

右決 議ス

昭和十八年十一月十日

第十二回水道協曾綿曾

昭和19年以降，連合軍の本土空襲は激しさを加え，原材料を輸入する海上輸送ノレートも潜水艦

による攻撃で閉ざされた。しかも，一方では戦局の悪化から防備用陣地構築の資材が最優先とな

ったので，第4囲拡張工事は事実上中断に追い込まれた。

追打ちをかけるように，昭和20年 5月29日，横浜市を襲った大空襲で一挙に本市の大半が壊滅

し，水道もまたほとんど全区域にわたって大きな損害を受け，市内給水は全身不随の惨状を呈し

た。とのため，水道当局は戦災復旧に全力を結集し，ひたすら市民給水の確保に全力を傾注する

ため，一時拡張工事を中止し，工事関係職員をあげて市内戦災復旧に努めた。

3. 空襲・敗戦と水道

(1) 水道事業の非常時対策

戦況は，昭和18年 (1943) とろを境に攻守所を替え，敗勢が次第に強まるをかで聞をあげての

総力戦へと向い，戦争完遂のため労力や資材のほとんどが軍需に回される一方，一般予算執行の

方針についても，重点主義と効率主義の観点、からつとめて経費を整理して新規経費を抑制するよ

う指示され，更に昭和19年に入ると，決算非常処置の名のもとに不急不用の土木事業は停止又は

打ち切られた。学童の集団疎開や家族の疎開が始まり，更に進んで防火線用並びに重要建物の周

囲家屋取壊しゃ疎開も実施され，南太平洋諸群島陥落以後の昭和国年から20年になると，本土へ

の空襲は次第に強烈さを加えてきた。

348 



第6章苦節14年の第4囲拡張工事

との時局下に処して，水道事業も国土防衛若しくは生産力増強のため以外の新規事業はすべて

見送られ，第4回拡張工事も生産拡充のため以外はもっぽら防空体制強化を目的とした水道施設

の偽装や防備工事に追われ，市内の重要地区には強力消火栓を設置するなど，消火施設の充実を

図った。また，防空演習が盛んに行われるようになり，水道事業においても特別防護団を編成し

て各種の演習を実施し，非常召集，非常登庁等の方策が糠られた。

その間，日中事変以来職員の応召出征する者が相次ぎ，太平洋戦争直前から戦時中にかけては

更にその数も増え続けたので，昭和四年1月から非常時局に処する事務の簡素化と労務の節約を

図るため，水道メータの点検と料金徴収について従来の毎月点検・集金制を廃L，2か月分をま

とめる隔月制に改めた。昭和19年後半からは本土空襲が一層激しく君主り，夜中の非常登庁回数が

頻繁になったため，夜間空襲防衛専任の中核防衛隊を選抜組織し，庁舎付近に寮を借り入れ防衛

隊員を宿泊常駐させて防衛の任に当らせ，各浄水揚，作業所などでも構内の付属公舎居住者を中

心に非常体制を整えた。

(2) 戦災

1) 最初の敵機襲来

昭和17年 (1942) 4月18日土曜日の正午であった。 1機の見慣れぬ形と色彩の飛行機が，ごく

低空で山手の丘をかすめるように西方蒔田の方に飛び去った。との来襲は，日本近海に進出した

航空母艦ホーネット号の艦上機が日本の各地を空襲して中固に向って飛び去ったもので，被害は

なかった0

2) 本格的空襲

(i) 第1田空襲被害

昭和20年2月13日，東京爆撃の最後の編隊機が生麦方面を空襲し，各所の家屋やキ Pンピール

工場の木材倉庫が炎々と燃えたが，幸い水道施設には被害がなかった。

(五) 第2田空襲被害

昭和20年4月2日暁近く，低くたれとめた雨雲のうえでB29爆撃機特有の金属的なうなりが響

いていたが，やがて腹に ζたえるような地響きが伝わった。 ζの時，湘南電鉄西平沼駅わきで，

口径 30インチ (760皿)配水本管が 1トン爆弾の直撃を受け，平沼町一帯に浸水を起し，初の空

襲被害となった。

制第3田空襲被害

昭和20年4月15日夜，東京南部・川崎・鶴見及び横浜市内各所を見舞った焼夷弾による空襲は

大規模なもので，横浜市内では鶴見と保土ヶ谷・堀ノ内・八幡橋付近に火災が起り，鶴見方面の

被害が最も大きかった。

焼け跡では多数の漏水が生じ，また鶴見方面の一部には爆弾による配水本管の被害もあった。

ζのため，被害鉄管の修理と被災家屋の給水装置漏水の止水栓締切りを緊急施行する一方では，

349 



被災者給水のためドラム缶を満水にして各所に自動車運披給水を行いヲ或いは路上に臨時共用栓

して被災者に無料給水するなど9 臨戦体制は現実のものとなっていった。

(iv) 第 4回空襲被害

5月25日 横浜市内各所に焼夷弾爆撃が敢行されて，市内各所tて:小規模の火災が

多発し，水道局野毛山公舎の一部も焼失したがp 水道施設の被害は少なかった。

(3) 第5困空襲被害一一一横浜最後の昌一一

昭和20年 5月四日 3 ついに横浜の最後の日がきた。高く晴れ澄んだ朝空をついて一回

またー固と B29の編隊 600機が横浜全市の空を覆って焼夷弾をたたきつけ，飛び去った。およそ

2時間ほどの問であったが9 全市が院にして火の者1]:と化しヲみるみる

充満した。遠く千葉。茨城の方面史で焼けた紙片が飛んでいったといわれている。

績浜上空で焼夷弾を投下する B29と燃えあがる [1]の中心部

昭和20年 5月29日(横浜市史編集室資料)
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2時とろには横浜は見渡すかぎり瓦喋の

と化し消火栓はホースを取り付けたまま

放棄され，各戸の給水装置は鉛管も器け，一面

に水を噴出していた。市内の通信網は全く

14施設の被害状況を把握することも不可能

で，またヲ応急修理を行うにしても 2 職員の多

くが被災者という大混乱に|諮っていた。幸いに

も，西谷浄水場から上流部の重要施設には被害

が無かったためヲ直ちにその日のうちに焦土の

中を西主主浄水場に職員を派遣する一方，水源か

ら浄水揚まで、の各事務所に指令して市外の無傷

の職員に翌日から市内動員を命じs 隊を編成し

て戦災地を端から一つ一つ止水栓の締切り

鉛管i予奇妙、口のたたきつぶし

員については主として事務職員は運搬給水に句

技術職員は漏水防止に従事させた。しかし9 な

.'s人手不足であったので9 翌30日には川崎市に

している陸軍神奈川地区防備隊に

を求めたととろ p 原田旅団長の好意によって一

個大隊が派遣されることになり，同隊は翌31日

から 1週間にわたって毘け残った小学校や寺院

Lラ し 1亡

たき 果してくれた。



第 6牽苦虫ni14年の第4図拡張工事

市内の戦災状況(昭和20年， illF毛山から15+警告佐木ITIJ関内方面を望む) (i開港100年記念グラフ」より)

町内会に対しても協プJ 漏水の防止に一説買ってもらった。

当時はこの全面的な漏水のために水圧がまったく低下し配水管にはただ水が流れていると h

う程度でラ水に窮した市民の多ぐは路上の消火栓を勝手に聞き日わずかに流れ出る水を便ってい

た。このため，圧はますます低下したのでフ当局はその取締りに奔走した。しかしとのよう

な努力にかかわらず修理しでもあとからあとから漏水が出て水道は吋主(ざる)給水"といわれ

る状祝に陥h ついに市長直属の督戦隊のような漏水発見隊が繰り出されラ市内を巡視して 9 漏

水筒所を記録して水道局に通告する始末であった。これらを一つ一つていねいに修理していくの

はなかったが，努力と忍耐を積み重ねラょうやく κして順次漏水を減らしていった。

との大空襲によって一挙に4，616人の死者と 2，042人の重傷者を出す一方ヲ故郷K親戚知己を頼り

田舎に避難疎開する者が続出しp 人口付一挙KIOO万人から60万人に激減した。

との大空襲後も翌月10日には杉田伺本牧の軍需工場や軍事拠点を狙った爆撃があり，更に 6月

から 7月 8月と鶴見及び神奈川臨海工場地帯への爆弾攻撃が続行されノタ時には市内配水管も直

た。そして昭和20年 8月日比ついに終戦の詔勅が下仏 て駐留軍の接収という新

たな事態を迎えたのである。

今次大戦の水道施設にもたらした戦災は市内が主で2 水源から降水揚まで!比わずかに大島臨

時揚水施設の一部に銃撃による軽微な損害があったほかは9 無傷であったことが何よりの幸いで

あったが，市内配水管は大小延べ 114箇所に及ぶ被害があり，なかでも最も大きな被害は全市に

わたる被災給水装置の漏水で 3 その処置に長い間悩まされ続けた。またp 焼失した給水需要家の

激減による収入減も財政上の大きな痛手となった。

判

l) 給水戸数の焼失

区別 松戸数7戸?一面¥0安川 M'i7J予五(戸II給水人口(人)い付栓数栓)
一

戦災前グ川 町 90 I 1しυ山，パ刈C叫l山E
戦災状況 111 ，868 I 530.ユ25反oI 1刊08ヲぷ693 I 515，2C4 I lC飢0，2お36

4 残存数 103.922 I 489.11日6I 4幻7，7初05 I 222， ~ωヨ 5 I 4必5，03鈍

戦 災 j比上比七 王率字 5臼2% I 5臼2% I 6ω9% I 7冗:1% 6ω9% 
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2) 水道施設の戦災

(i) 水 源

大島揚水ポンプ場用受電専用路線 断線 5簡所

抵抗器 250馬力 ポンプ用 破損 1 

開閉器 250馬力及び175馬力ポンプ用 破損 各 1 

屋内配線 断線 6箇所

(五)配水管被災状況

計

114 

(凶戦災建物

名称 位 置 構 造 面積(坪) 付属建物

元本局庁舎 中区山下町212番地 木造2階建1部鉄筋コンクリート建 799.22 渡自動廊車下庫~;倉油庫庫， 汽健室
等 77.63坪付

山下出張所 1J 木造 2 階建 i25.75 

倉 庫 1J 鉄骨鉄板張 2階建 185.00 付属薪炭倉庫，小出倉摩，11更所等 36.5坪全

/品~、v 合 中 区 老 松 町 木造1号-7号 5棟 178.182 付属職工控所

野毛山事務所 1J 木造 2 階建 17.05 

鶴見出張所 鶴見区鶴見町 11 51.00 付属職工控所，倉庫便所等73.25坪{t 

神奈川出張所 神奈川区栄町 11 73.75 付属職工控所，倉庫便所等:59.3呼{

(iv) その他施設の戦災

専用電話路線 焼失 15，500メートル

木造水船 1隻 ドックで修理中のもの

3) 戦災による減収推定額
(単位:円)

区 Bリ 昭和19年度収入額 昭和初年度収入額 差引増ム減

水道使用料 4，710，858 2，510，804 ム2，200，044

手 数 料 5，555 1，077 ム4，468

給水工事収入 71，178 44，374 ム26，804

百十 4，787，571 2，556，255 ム2，231，316

4. 外貨債の国債切替え

本市水道は，第 2回拡張工事(明治42年~大正4年)に際してイギPスで発行した外貨債 (71

万6，500ポンド)と，震災復興事業(大正13年~昭和4年)に際してアメ Pカで発行した外貨債

(124万5，831ドノレ)の二つの外貨債を抱えていたので，逐年その償還を進めてきたが，為替レー

トの変化によって支払金額は増加傾向にあったのに加え，第2次世界大戦突入によって償還その

352 



第 6章苦節14年の第4回拡張工苓

ものが困難と恋ってしまった。開戦当時，日本の外貨債未償還額比米貨債1{:意 5，256ドノレラ英

7，714万ポンド3 仏貨債 8，934万アランを残していたが，その支払はスイス経由支払以外は

事実上停止状態になり 5 日本入所有者については大蔵省の指定換算相場で支払を続行し，在外証

券に対しでは昭和17年 (1942)から敵産管理法に基づく正金銀行の指定外国人封鎖勘定に払い込

む処置がとられた。そして，翌昭和四年 1月，外貨債処理法が立案され，国会議決後 3月15自

の公布をまって，外貨債は政府に引き継がれ，これと引替えに国債償還を行うということになっ

た。

との特別処置?と基づきヲ問年 9月に英貨未償還額51万5，120ポン 1ごは国債589万9，800円K，米

070ドノレは国債 197万8，600円に切り替えられた。この国債切替えは換算レート

と利率が極めて有利で、あったためヲ外貨償還為替差損の悩みから解放されたばかりでなし利払

も軽減されるなど3 本市の財政土有利に作用した。

ギYス貨債年利 5分3 アメ Pカ貨債年利 6分3 国債年利4分 2厘〉

民
υ vcよる拡張工事の再開

)
 

1
 

(
 

昭和20年 8月15日，悪夢の第 2次大戦は終結し横はアメ Pカ第8軍の基地とな

りラ同箪の指令による軍施設への大量給水確保のためヲ一般市民給水は制約を受ける状態となっ

た。しかし，このことは市民の生活上にも 3 環境衛生上からも，その影響がj極めて大きかったの

でp 進駐軍もこれを基えで市民給水増強についても種々要望をもたらしたが，当時の施設状態で

は水量・水圧ともに低下し，いかんともなしがたい状態であった。

ともあれ9 給水の増強を図るためには3 中止していた第4田拡張工事のうち最も速効的に配水

能力を増大す、る工事を実施するほかに道はなしその実施計画を提出して軍との協議を重ねた。

この結果3 昭和21年 5月18日，進駐軍から下記工事の即刻実施方について施行期限付の工事命令

を受けたのである。

進駐軍指令工事

① 南村月 ν川井間口径1，500rnm導水管約1，500m間工事

② J! I井接合弁工事

@ 南村ポンプ設備を川井下流の上)11井に移動し)11井~西在間の流量を増大する ζ と

④ 西谷浄水揚急速躍過池 8i'tf2増設工事

⑤ 鶴見配水幹線に加圧ポンプの設置工事

次いで同年 6月21日付をもってp 更に工事の追加施行方について指令を受けた。

① 青山にわいて口径42インチ (1，導水管に方自圧ポンプを設置する。

@ 大島・下韓関口径工， lOQrnrn導水管に加圧ポンプを設置する。

。戸イヨ
_"J) 



とれらの工事が完成すると麻溝減圧水槽，川井浄水揚聞に口径 1，500皿導水管が貫通する。そ

の上流側は青山・田名に加圧ポンプを設置し，また下流側は上川井に加圧ポンプを設置して既設

の今宿加圧とともに増量送水を図り，西谷浄水場に新設される急速穂過池によって市内への配水

量を増加させるというものであった。

との進駐軍の指令工事には各工事ごとに期限がついており，期限までに完成できなければ厳罰

が待っていたが，敗戦直後の混乱期で資材の確保は困難をきわめるなか，まさに職員は必死の思

いで工事に当った。こうして工事の完成をみ，一時的に小康状態は得られたものの，半面，加圧

ポンプの増設によってその運転費が急増し，経営的には大きな負担と念った。

表 6-5 導水加圧並びに揚水ポンプ電力使用状況

昭和 21年度 昭和 22年度 差 引 増 加

設備 設備馬 使用電力量 電力料金 設備馬 使用電力量 電力料金 電力使用量 電力料金
場所 カ(ps) (即) (円)

場所 カ(ps) (附) (円) (KW) (円)

導水加圧 6 3，115 20，251，440 1，251，009 9 4，380 32，979，(300 2，220，127 12，728，160 969，118 

臨時揚水 1 1，625 11，397，811 580，315 1 1，625 12，801，800 724，106 1，403，989 143，791 

計 4，740 31，649，251 1，831，324 6，005 45，781，400 2，944，233 14，132，149 1，112，9ω 

(2) 本格的拡張工事の再開

その後，市勢の復興とアメリカ軍の特需により，水道需要は年々増大する一方であった。その

うえ，当時の電力不足は需要を大きく下回って深刻であり，多数の加圧ポンフ。に頼っている関係

上，一朝電力又は機械的な事故が発生すればたちまち送水計画が狂って配水上に支障をきたすこ

とは明白で，今後の給水増加を考えると，施設の増強は寸刻の猶予も許されなかった。このた

め，拡張工事の本格的再聞について進駐軍当局と折衝を重ねたが，アメ Pカ第8軍においても本

市水道の実情に理解を示し，との問題はGHQ(進駐軍総司令部)及び経済安定本部に持ち込ま

西谷浄水揚を視察する進駐軍

354 

れ，協議の結果，即刻本格的工事の着工が勧告され

た。その折，アメ Pカ第8軍からは当時入手困難なセ

メント 7，000tを軍の手持量から放出するという好意

が示され，希望をもって工事の再聞に着手することが

できた。

昭和20年 (1945) 8月，戦いに敗れて，進駐軍とい

う新しい権力者が登場し，厳しい指令が出されるよう

に念ったが，事が直接進駐軍にかかわる問題となると

尋常ではなく，例えば進駐早々の ζ ろ，夜間に即刻修

理念どの命令が下ると顔を見合せてため息が出る始末

であった。修理要員を乗せた車も幾度かホーノレドアッ

プの憂き目をみ，また車から降ろされて乗逃げされた
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ζ とも一再ではなかった。

しかし，このような当初のころの幾多の悲喜劇を乗り越え p 局長@課長が率先し、て軍の事務所

に出向き誠意をもってその処理に当ったのでラ当局の意のあるところも理解されラやがては進駐

軍から暖かい援助や協力を受けられるように念った。なおヲ本市関係に当った進駐軍当局は第8

軍技術本部の給水及び衛生建設部でありヲその後は横浜地区土木修理理水道課となったが3 その

間にあってジャック@ヒンマン中佐，テスター少佐，シェアァー少佐，エヌ E ラトキン中尉らは

特に本市水道と深lρ関係をもちラ好意と協力の幹で結ば¥れた想い出深い人々である。

6， インフレーショ '"'i亡、工事費暴騰一一第 2 5e欠計画変更 一

鎖2

とうして第 4回拡張工事は本格的に再開されることにたったが，戦後のインフレと資材の入手

困難な状況から、既定計画どおり施行するととは不可能であったのでラ極力工事の規模を縮

い最小限度の拡張工事にとどめるという実情に郎 Liと工事計画に変更する ζ とになった。

本変更計画ではp 昭和27年を目標年度としうその総人口100万人ヲ給水人口79万6，000

1 B最大給水量を36万6フOOOniと設定したうえで3 各工事の修正を図った。すなわち p

① 導水隆道は既定計画によって進めるが，下流部延長 496m間の圧力暗渠はセメントの品質低

下の現状を考慮して口径1，500mmコンクリート管 2条を布設する。

@ 沈殿池は 21也を1:(むとしヲ瀦過泊も 16池を 8i也に縮小し含描過速度の増加によって一時をし

のぐ。

② 導水管は上流側に口径 1ヲ500mm鉄筋コンクリート管を更に 1条増設する計画を取り止めフ川

井~西谷聞についても防空上隔離した新路線築造の予定を変更して既設路線に沿って布設す

室長 6-6 工事妥内訳

費 目!工 事| 第 1次計画
変 更 額

34，000，000 
事務費 2，173，000 
工事資 31，327，000 

1，隠;且工半費 5，940，000 

?九(殿場
2.工事 費 2，310，000 

3 i!事7JCr.事w 8，971，000 
4浄水工事資 2，746，000 
5配水工事費 8，773，000 
6連物資 653フ000
7術償資 1，22，7，000 
8 318，00C 
9諮 329，000 

予備費| 500，000 

第 2次計画

変 更額

206，000，000 
19司 171ヲ000

182，729，000 
37，208，000 

18，811 ，000 

63，185，000 
21，074ヲ000
29，673，000 

1，524，000 
951，000 

1，424，000 
4，100，000 

(単位:円j

差引増ムj成

172ヲ000，000
16，998，000 

151，402，000 
31，268，000 

16，501，000 

54，214，000 
18，328，000 
20，900ヲ000
8，226，000 

237司 000

633，000 
1，095，000 
3，600，000 

"'.-"" 
:1)) 



る。

④ 水源及び導水管工事完成まで、の応急施設としてp 青山・田名 ω 上川井の 3箇所に加圧ポンプ

を増設する。

市内の配水池築造はすべて中止しョ戸塚支線や高区配水幹線も取り止めラとのために生じる

配水管能力不足に対する応急処置としてD 所要幹線に配水力日圧ポプを設置する。

本変更計画は昭和22年 2月に市会の議決を経p 同年3月主務省の認可を得たがp 以上のように

規模を縮小したにもかかわらず，戦後インアレノの影響を受けて工事費総額は 6倍となってしまっ

た。

第3

昭和23年 rc入ると横浜市の戦災復興も進みp 終戦時一時的に60万人台に減少した人口

も85万 9，324人に回復，進駐軍の使用増と相まっ したため，同年の 1日

量は前年より一挙に 2万1，OOO:rri'増加してお万 7，078:m'に達し当時の施設能力 1日32万 2，000

II?を大幅に超過した。このような市勢の飛躍的発展と給水量の急激な増加に対処するため，規模

した第 2i;欠計画変更の再検討を迫られp 規模を極力増大する計画に変更せざるを得?なくな

り，第 3次の計画変更が検討された。

3次計画変更では，計画目標年次の昭和27年を昭和田年に改めラ総〆ヘロ 120万人9 給水ノヘ口

99万6，000人と想定しヲ 1 EI最大給水量を既定計画より 10万2，OOOrrl増大して 1日46万8，OOOniと

設定l_-，以下のように変更した。

① 導水隆道は従来どおり変更はたいが，その下流の沈殿池工事は水源(相模湖)の原水濁度の

実情から 3 沈殿池貯水量の増大を要することとセメントの節減を図るためs まったく

たにして土堰堤による大貯水式沈殿itL1を築造する。

@ 沈澱池以降の導水管については，既計画に即してm井海水場まで完成した口径 1，500mm管の

流量を新計画*'量に増大するため，J 11井浄水場内低位置に接合弁を築造しラ更に川井接合井か

ら西谷j浄水揚への導水la既設路線と離れて鶴ケ峰まで丘陵の稜線を縫う開渠のごFンタ;J-，ト水

路を設けp 鶴ケ峰以降は従来の水道路線に沿って鉄管を布設し，流量の増大とともに鉄鋼の節

図る。

@ としてご と相模湖原;1<.の様相にかんがみ， 8 j色に縮小し

た急速櫨過池を当初案に復レて16池増設する。

@ なか，市内給水の状況は戦災と進駐軍の接収などのため地域的なヌくの需要は戦前とまった

状況が変り p まえと接収解除後の発展の動向も流動的たためヲ現段階においては3

張は施行済みのものを除いて神奈川県から分水を受けていた戸塚方面に対する配水幹線工事の

みを実施L 'i也lfj'別の機会に譲る。

う，.
しa

356 

9月 3月 乙の計画変更
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rc従って要する工事費は物価引賃金の高騰もあって， 9億 1ラ200万円にものぼりヲ第 2次計画変

更額の 4.4倍に達した。ちなみに，昭和国年当初の原子算に比較するとフ実にL10倍という上昇ぷ

りである。

表 6-7 工事費

費目

*t~ 工資
事務費

ユi事資

エ 事

{単位:円)

!!?灯叩i 訓増減
i 変更額 1

1.隠道工't;'{{

206，000，000 

19，171，000 

182，729，000 

37，208，000 

912，000，000 

106，871，000 
802，529，000 

150ヲ439，470

1役場~~ --，-. ~~-
18)811，000 1 135，257，530 .工 事 変 I --，---，--- i 

3.等水工事費 63，185，000 278，901，320 
4. i;f'7j(工事費 21，074，000 I 71，272，150 
5配水工十:資 29，673，000 I 108，077ヲ550

I 6建物資 8，879ヲ000 I 18，779，980 
I 7. 111J 1賞受 1，524，000 I 9ラ537，000
I 8ー若手兵機械資 951，000 I 16，668，000 
I 9.諸費 1，424，000 I 13，596，000 

706，000，000 
87，700ヲ000

619，800，000 

113，231，470 

116，446，530 

215，716，320 

50，198，150 

78，'104，550 

9，900，980 

予備費 4，1∞，000 I 2，600，000 

8，013，000 

15，717，000 

12，172，000 

ム1ヲ500，OC日

?をおヲ本工事は進駐軍指令工事としての指定を受けた ζ とや国際都市として本市の置かれた特

異性も考慮して2 政府においても本工事の重要性を確認し， l'上水道増補改良工事」として国の

公共事業に取り上げ，国庫補助の対象となったので，その財源も次のように変更された。(その

との国庫補助金は， 2年間で打ち切られた。)

表 6-8 2高3;lj~計画変更の財源 1単位:円)

| 財 源 内訳
昭和年度 ト一一一一一一一「一一

?国庫補助金 起 ↑責 川崎市分担金 言ト

800，000 800，000 

2，700，000 50，000 2，750，000 

5，000，000 1，000，000 6，000，000 

5，000，000 1，000，000 6，000，000 

4，000，000 4，000，000 

4，000，000 4ヲ000，000

3，600，000 3，600，000 

25，350，000 25，350，000 

70，000，000 70，000，000 

20，000，000 140，000，000 160，000，000 

23，500ヲ000 164，500，000 188，000，000 

23，500，000 164，500，000 188，(口0，000

23;500，000 164，500，000 188，000，000 

87，500 57，312，500 65，500，000 

87，500 811会262，500|2，O50，O00912，∞0，000

357 



第43た計画変費

その後も横浜市勢の復興発展は著しし人口の集中に加えて経済 9原則に沿う鶴見。神奈川方

面各工場の生産復興が進み，その需要水量は激増する一途で9 ついには給水不良の地区が生じ始

めた。 ζのためヲ先K将来の計画とじて保留した鶴見方面配水幹線工事の施行を復活することに

なり 9 乙れの緊急完成を期して 4度目の計画変更を検討・実施した。

またs 昭和23年から24年にかけてのインブレーションはすさまじくヲ既定予算額で、は

工事の遂行が全く不可能で工費の増額が必要とえkったので云昭和24年 8月3 工事費を15億 5，000

万回に増額変更し?と。とのように 1諸国土り 1年にして 7割に及ぶ工事費の増額を行うととにな

ったが3 鶴見配水幹線工事を含むとはいえ，当時の経済変動の激しさを物語る断面である Q

表 6-9 工事費

玉二e!~ 事

総工費

事務費

工事費

1隊道工事費

2沈 j殿場
工事費

13導水工事費

14浄水工事費

15配水工事費

6建物費

7補{長費

8器具機械費

9諸費

予備費

(単位:円)
司

第 3次計四変更額 第 4*~十回変更鋲 差引増ム減

912，000，000 1，550，000，00。 638，000，000 

106，871，000 152，221，000 45，350，000 

802，529，000 1，395，179，000 592，650，000 

150，439，470 212，657，730 62，218，260 

135，257，530 ; 225，889，210 I 90，631，680 

278，901，320 i 380，547，620 I 101，646，300 
71，272，150 I 210，868，890 I 139，596，740 
108，077ン550 291，084，570 I 183フ007，020
18ラ779，980 I 21，179，980! 2，400，000 

9，537ラ000 I 11，637，000 I 2，100，000 

16，668，000 I 22，168，000 I 5，500，000 

13，596，000 I 19，146，000 I 5，550，000 
2，600.000 2.600.000 I 白一

(4) 第5次計画変麗

昭和24年にはドッジラインの実施によってインアレージョン抑制の強行策が採られ

てp その効果をみたのもつかの間フ昭和25年 7月ヲ突如勃発した朝鮮動乱によって鉄鋼。セメン

ト者:どの主要資材の需要を刺激した ζ とからョ品不足と{直とがりは著しし賃金も

もや工事賓の不足をきたすことに念った。これに加えてp 動乱以来金融政策はヲ

したため起債は著しい制約を受けるようになりラ

も不可能となった。

してまた

}
司

円
一

千一
-

t

h

l』

L

立
一
三
ロ

{一
、平一rt

一
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1，550，0以〕

2，090，000 
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一方3 昭和24年以降の本市人口並びに給水量が急激に増加している傾向から，計画の目途を 3

年繰り上げてラ昭和30年に変更した。この計画変更により工事費は201吉 9，000万円と突に当初計

画の84倍に達してしまった。この議案はy 昭和26年 9月の市会議決を経p 翌唱和27年11月に主務

省の認可を得た。

言葉 6-10 工事費

費目士士三費
総工費!
事務関

工事関
! 1隠遁工事費

: 2沈澱場エ系費

第4次計画変更額|第 5次計画変更綴

1ヲ550ヲ000，000 ! 2，090，000，000 

152，221，000 I 184，221，000 

1，395，179，000 I 1，903，179，000 

212，657，730 I 212，657，730 

225，889，210 I 334，289，210 

3導水工事費 380，547，620 I 525，739，620 

4浄水工事費 210，868，890 271，428，890 

487，332，570 

23，779，980 

J 3， 187，000 

17，868，000 

16，896，000 

2，600，000 

(単位:f引

差引t曽ム減

540，000，000 

32，000，000 

508，000，000 

108，400，000 

145，192，000 

60，560，000 

196，248，000 

2，600，000 

]ヲ550，000

ム4，300，000

ム2，250，000

なおフ鶴見配水幹線については鶴見。神奈川方面工場地帯の給水不足に対処しラ同地域への給

水増強を図ったものであったが，折から神奈川@保土ヶ谷両区を貫く日米行政協定道路工事が進

められたので9 ζのノレートを利用して第 2鶴見一配水幹線を布設した。 ζの第 2鶴見配水幹線は鉄

ら新管を購入布設するととは膨大な工事費を要するので，導水管のうち低水圧部の

既設鉄管を鉄筋コンク Yー}管に布設替えして撤去転用する ζ とになり 9 まず昭和27年10月から

麻溝減圧水槽下流側3ラ600mに口径1，500mm鉄筋コンクリート管 1条を増設しラ既設の口径 1ラ100

mm及び 36インチ (910mm)管を撤去し9 更に不足分は上大島接合井以降の低水圧部を同様の方法

によって撤去し，第 2鶴見配水幹線に転用した。

またヲ戦後住宅地として急激に発展した港北区長津田方面に対しては，昭和29年川井浄水場か

ら同方面に撤去管を主とした口径20インチ (510111m) 配水管を布設し(一部鉄筋コンクロート管

使用)将来の同地方一帯及び中山方面ーまでの，配水の基礎固めも行った。本工事とは別に，導水

管通水後の流量調査の結果ヲ鶴ケ峰~西谷聞に布設した口径 1，650111111管が計算流量を下回り所要

量に達しなかったので，この弱小区聞を補強するため?同区聞に相模原大島地内から撤去した口

径 1，印刷1m管を布設した。

ともあれ，昭和29年の半ばを過ぎるころにはラさしもの膨大かつ長期にわたった第4閏拡張工

事も段とんどその工事を終えたのでp 同年10月の吉日を選び，西谷浄水揚において落成式を挙行

した。

35.タ



7 総工事費と計画変更の経過

この 14年余にわたった大拡張工事の総工事費として2C膿8~992万2， 644同 6 銭を要した。

横浜水道は戦時下の最も困難な時期に工事を起し，その給水区域に擁する京浜工業地帯の生産

増強の一翼を担ってその使命を全うしたo それは他の各種工事が時局に即して中止または繰延べ

となったこさなかにp 物資問労力の統制強化にも屈せずラ総力をあげて工事の推進に努め

あり，大き〈評価されてよい。もしD 戦前の努力がi与しすべてエ;cj.号、を中止していたとすればフ

戦後の複i日に大きな支障をきたしたばかりでなし戦後のインブレーションの影響をまとも

けて膨大在者金を要したことは明らかでヲ水道財政は混乱のどん底K落ち込んで、いたで、あろう ο

15 

ii;;iH m l 1，350 I 2，100 

国庫補 助

388 I 1，350 I 2， 10C I 
一一 一一一一L一一

一年度
24 25 26 27 l=_1 

29 
一、-町、句、司、一

市 債 310，000 4ω?ω。360，00C 400，uC。230，000 30，000 1，960，450 

川崎市分担金 20，000 20，000 30，000 17，500 89，550 

国庫補助 20，α)0 40，000 

三H2LLi 330，0ω 420，000 380，000 430，000 247，ω。30，000 2，090，000 

一 一

15 16 

(単位:円。)豆)

士立三宝三士ゴ:二
8

2

3

4

0

8

3

2

0

0

4

一
O
一

5
r
J
8
4
8
4ょ

3

6

F

1

2

9

一1

一

A吐

η
U
1よ
ヴ

i
G
υ

ハリ

Aせ

1よ
ハ

υ
Q
U
一
民
ひ
一

2

1

8

2

7

1

一
0
0
4
0
J
O
G
-
3
一

に

υ

1ょ

1
1
Q
d
Q
J
P
0
1よ

nuJ
「

J
τ
i
一
ハ

b
一

2
n
b
r
υ

ハ

b
λ
笠

に

U
ρ
b
F
hひ
っ

μ
つ
iu

一
oO
一

5

7

5

0

5

7

1

ム

8

4

8

4

A

一2

一

8

2

9

3

i

s

Q

d

1

4

5

一1

一

ワ

ム

つ

O
つム

qo
ー
し
つ

d

-

c

o

一

1
i
H
i
p
i
l
l
i
-
-
-
l
i
l
i
-
-
E
 

1

9

8

3

6

4

9

6

0

4

9

一

O
二

す
よ

QJ
ハ

b

っ
ο

Aム

Q
υ
0
0
ハ

リ

内

u
ワ

J
O
O
一

1よ
一

8

p

o

o

-

-

6

7

0

0

0

4

9

一
5
一

1よ

qu
ヴ
d

ヴ

t
円

り

つ

白

に

3
4
A
qリ

qυη/μ

↑
に

O
一

qu
ピ

3
ハ

b

つ
μ
ワ

t
q
J
U
Q
υ
Q
d
ハ

b
に

O
A
U
1
一
00
一

に

u
q
o
q
Q
0
0
0
0

つ
ω
Q
d

つ
U
1ム
ウ

i
o
O
一
ハ
コ
-

o
n
v
ρ
b
ハ

U
η
乙

に

υ
『
U
1
i
o
J
F
h
v
d
A
一
ハ

U
一

0

9

3

0

2

5

1

4

に

δ

η

i

5

4

一
日
一

q
υ
Q
U
n
b
1ム
に

ひ

っ

ω
1ム
一

t
i
一

η
4
1
4

一

quh

6

4

8

5

2

7

6

6

0

0

0

-

O

一

5

2

3

8

9

0

5

3

6

8

7

一
8
一

3

2

1

1

7

2

7

3

7

.

J

J

一
口

3-

8

9

5

1

2

8

7

1

2

6

3

一7

一

つ
ム
ハ

hu
ウ

i
ハ

U
o
o
r
d
q
υ
r
u
o
O
ハ

U
1
i
一

Qd4

nu
に

ひ

っ

o
q
u
q
J
q
o
Q
U

寸

i
p
b
勺

ο
守

I

一
民

υ
一

4

7

9

9

3

4

8

4

0

8

Q

d

一

l
引

に

D

A土

PO

ハV
Q
J
A↓
日

υ
に

D
ウ
j

戸

b
q
u
一
パ

u
-

つ

ム

ウ

i
寸

ょ

っ

ム

ヴ

t
マ
1
1
i

吋

i

一
ハ

υ
一

つ
μ
1よ
↑

勺

ο

一

0

0

2

6

5

4

9

6

0

0

8

一

O

一

2

1

7

3

1

7

8

9

5

2

5

一

3

一

4

3

6

8

2

8

4

7

0

6

7

一

7

一

0

0

2

2

4

1

6

6

5

2

7

一

O

一

1

8

0

1

9

0

7

6

6

0

5

一

9
-

6

9

3

2

5

0

4

1

3

3

5

一

5

一

山

U

4
ハ
b
A
Z
ハ

U
1
i
4ム

1i
ハ
U
4
A
ハ
り
一
に
。
一

ヴ

i
ハ

b

只

U
パ斗

QU
げり

ρ
b
q
υ
q
u
一

qJV
吋

ー

に

ρ

9

1

1

-

i

…

1
1
h
i
l
l
-
-
!
l
i
l
-
-
I
l
l
i
-
-
t
 

ハ
U
ハ

U

4

山

ハ

リ

ハ

リ

ハ

り

つ

μ
ハ
U
ハリ

nxu
一
ハ
リ
一

司
、

J
q
υ

一

一

qυ

ロ
υ
Q
u
c
o
n
v
つ

ム

ワ
j

一

ρ
o
m

nu
ヴ

f

h

側

GJ
ハ
b
T
i
o
o
o
O
ハ
U
n己
一

ワ

i
狙

ウ

i
q
d

ハ
b
n
v
只

υ

Aム
に

ひ

に

O
R
υ

一
円

V
一

r
I
U
1ム
ヴ

i
1
i
n
u
Q
d
n
Z
F
K
O
A
-
}
ヴ

i
い

りム

n

J

T

i

-

-

ゥ

i
1
4
ワ

μ
に
o
q
υ

一
に

υ
w

A斗

LAιτ

つ

JUFhD
ヴ

f
Q
u
日
υ
り

μ
1よ
一

00
一

R

U

Q

u

q

υ

1
ょ

っ

μ
戸

包

つ

ム

つ

υ
一
ワ

am

6

5

一7
一

m
制

一

一

川

一

一

一

川

川

m
一
間
一

お

お

初

白

部

比

一

ω
一

5

7

8

0

7

一
Z

同

7

2

1

3

一9
…

費

税

二

銭

安

資

資

資

費

資

資

資

一

一

川
宇
津
市
世
(
十
字
玄
I

I

I

-

械
ー
ー
一
計
一

語

い

い

骨

工

加

工

工

一

工

物

償

機

一

一

主

主

道

側

水

水

水

川

月

八

一

一

隊
出
品
叩
浄
配
統
一
術
部
詔
一
合
一

亭

ヱ

①

②

②

④

⑤

⑥

⑦

③

⑤

-

…

360 



第6章苦節14年の第4囲拡張工事

(単位:円・度}

、区、分-九昭-和~年九度 20 21 22 23 24 25 

事 務 費 381，203.525 2，587，029.058' 12，343，461.319 16，346，272.720 25，685，052.030 31，646，156.000 

エ 事 費 575，377.065 24，240，680目172 43 ， 726 ， 857.8~1 135，338，862.890 291，119，731.370 399，630，444.800 

①隠道工事費 279，024.348 2，611，009.147 17，116，584.368 77，149，849.330 120，449，635.780 一
@沈澱場工事費 54，885.726 442，619.750 2，293，426.384 11 ，364， 069 .373 69，544，376.740 99，557，879.640 

③導水工事費 56，084.279 9，747，183.371 4，271，272.139 25，764，956.104 23，854，105.720 216，088，406.570 

④浄水工事費 34，826.664 6，153，580.270 9，791，058.639 7，675，599.398 53，818，407.310 28，180，186.410 

⑤配水工事費 69，174.213 3，067，370.435 4，742，670.852 6，147，911.819 11，187，128.020 46，669，148.130 

⑥建物費 4，094.988 1，077，254.724 2，978，153.559 2，979，105目646 3，095，876目010 3，735 ;963 .150 

⑦補償費 11，815.310 16，183.130 66，897.450 1，624，275.060 2，867，068目830 1，275，863.400 

③器具機械費 20，585.076 891，561. 360 1，451，021. 630 1，112，773.750 3，935，092.280 2，989，719.000 

⑨諸 費 44，886.461 233，917.985 1，015，772.820 1，520，322.410 2，368，040.680 1，133，278.500 

l日入 計 956，580.590 26，827，709.230 56，070，319.160 151，685，135.610 316，804，783.400 431，276，600.800 

(単位:同J

ぶ斗空三三 26 27 28 29 言十

事 務 費 27，878，567 23，891，103 15，436，535 16，269.103 173，5印，7卯.547

エ 事 費 354，628，138 231，953，642 334，478，568 88;506，991 1，916，431，844.513 

①隠道工事費 223，713，665.995 

②沈澱場工事費 63，128，298 20，688，699 27，736，028 18，854，798 314，010，115.147 

③導水工事費 219，404，950 9，566，014 8，726，012 20，704，760 541，333，142.964 

④浄水工事費 1，185，757 66，402，661 55，878，741 7，798，547 237，542，518.677 

⑤配水工事費 62，859，136 127，877，510 222，992，450 22，727，906 5ω，197，241.726 

⑥建物資 1，685，993 3，775，619 13，487，202 7，791，132 ω，834，819.539 

¢補償費 1，876，446 481，752 2，556，461 2，803，951 14，016，697.660 

③器具機械費 3，040，500 985，225 2，537，360 594，840 17，838，939.510 

③諸 費 1，447，058 2，176，}62 564，314 7，231，057 17，944，703.295 

lι~ 計 382，506，705 255，844，745 349，915，103 104，776，094 2，089，卯2，644.060

(3) 予算にみる第4回拡張工事計画変更経過

計 画 l順 位 計画年月
計画目途 総人口 給水人口 1人 1日最 1日最大 工事費
年次 (人) (人) 大使用量(Q) t給水量同 (千円)

原計画(第 1期工事)昭和14年11月 昭和18年 980，000 784，000 360 282，240 10，300 

" (第 2期工事) 16年 2月 " 24年 1，130，000 940，000 390 366，600 14，500 

第1次変 更 19年 2月 " " " " 11 34，000 

第 2次 " 22年 2月 11 27年 1，000，000 796，000 460 
" 

206，000 

第3次 11 23年 9月 11 33年 1，200，000 996，000 470 468，000 912，000 

第4次 " 24年 8月 11 11 11 11 1/ 1，550，000 

第5次 11 26年 9月 11 30年 " 11 " " 2，090，000 
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1) i謹道工事 (単位:円)
~ 

工事名
昭和14年11月 昭和19年 2月 昭和22年 2月 昭和23年 9月 昭和24年 8fJ

原 百十 E酉 第 1次変更 第 2次変更 第 3次変更 第 4主主変克

大型路道費(両市合同施行) '1，959，800 2，595，000 18，519ヲ000 81，044，030 98，409，741 

下九沢分7k池費(両市合同施行) 40，200 285，000 951，000 1，520，970 1，520，970 

ニif上リ二 隆 道 費 2，460，000 16う383，000 66，519，470 111，372，019 

津久井分水池資(岡市合阿他行) 600，000 1，355，000 1，355，000 1，355，000 

三日塁ムl 5，940，000 37，208，000 150，439，470 212，657，730 

完 成予定 昭和18年度 昭和20年度 昭和24年度 昭和24年度 昭和24年度

2) 沈澱場工事 (単位;円)

干4. 自
昭和14年11丹市石IZτ百円百五ZJ2す昭和23年 9月昨昭和.124年 8月昭和26年 9月

!昂、 計 回 第 1次変更 第 2次変更 第 3.;j，変更 第 4次変更 第 5次変更

積水池費 26，300 330，000 2，394，314 3，394，3H 3，344，314 

薬品混和設備費 75，300 159，300 2，278，000 3，947，627 6，000，000 11 ，200 ，000 

沈 j殿池費 1，177，000 1，627，000 9，830，000 102，901ヲ567 175，803，281 265，400，000 

送 水井費 13，400 20，100 279，000 4，965，633 6，879，000 8，540フ000

-[w巴f 渠 費 65，500 294，700 3フ304，000 18ヲ689，389 26，912，615 40，554，896 

主主 地 費 120，600 182，600 2，790，000 2，359ヲoα) 6，900，000 5，2.50，000 

1，452，800 2，310，000 18，811 ，000 135ラ257，530 225ヲ889，210 334，289，210 

完成予定 昭和20年度 昭和22年度 昭和25年度 昭和27年度 昭和27年度 目白干112'7年度

一

3) 導水工事
(ヰ1佼:円)

科 日
昭和14年11月 昭和19年 2月 昭和22年 2月 昭和23年 9月 昭和24年 8月 昭和26年 9月

原 四 第 1次変更 第 2次変更 grr 3次変更 第 4~大変更 第 5次変更

導水管費 5，402ヲ900 8，1'72，000 54，769フ000 96，079，940 40，254，820 40，254，820 

減圧水備費 117，800 203，500 210，000 210，000 210，000 210，000 

量水池費 i 273，500 306，000 1，660，000 1，660，000 

接合井資 15，621ヲ500 25，700，000 27，600，000 

導水路費 153，712，225 288，176，800 428，100，000 
7.k力nH 224，200 289，500 6，546，000 6，546，000 6，546，000 6，546，000 
ブ設置費

欽管撤去費 5，071，655 18，0α)，000 21，368，800 

6，018，400 8，971，000 63，185，000 278，901，320 380，547，620 525ヲ739，620

完成予定 昭和初年度 昭和22年度 昭和27年度 昭和27年度 昭和26年度 昭和27年度
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第5章苦節14年の第4周拡張工事

4) 浄水工事
{単f立:円7

自己水井費

管渠費: 332，6∞
墜地資|

着水池資

計 I2ヲ010_1∞
瓦竺工主日示直

!昭和14年11月|昭和19年 2月|昭和22年 2月
手非 自;;，-~ ~_' ~~;; 1 ~:;' ;-:~;:_ ;":"'1 

|原計画|第 1次変更|第 2次変更

混和沈澱池資| 3969600 1 2M∞ .6)机∞o
急速鴻過itlJ"費 11，155，5∞ i 1，588，0∞ 1 11，539，∞o 

125，100 i 141，000 

735，400 

昭和26:9三 9月
第 5次変更

2，250，000 1 17，650，000 I 23ヲ850フ000

64号 899，450 1 116，263，520 141，263フ520

ハU
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u
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マ
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円
V

ω
∞
 

η

6

0

0

 

つd
1

i

月

i5司 420，000

2，746，000 

昭和22年度

5) 配水工事

(ii 配水池

計 画|場所|形状寸法(株高 I;fu-:;-:!J~' 
E主f3':70m. 有効水深 5 同方面 1日最大和

磯原計 画 i1j33子区磯子町 m Z11っき円形摘i jlhiJ水田 187440nr rqr03ド対し P

水子配池トはコtZM1 時改定更 Ul T 谷刀恥 l H-m 山u分，ooUm'f，一

!付j主l二d06，6m，11品A62.4
神原計画 神奈川反社1大 m ヲ有効水深 5m の ~i: 治水面 31，'100凶 同方面 1日最大給水量

芸美 寺田j高台 っき長方形糟 51.51n に対し 8時間分

m 内法長1H.8mパ届62.4

配 第 1次変更 11 I m ，有効水{~~ 5 mの蓋 11 11 11 

水 っき長方}f~槽

池 第 2次変更 | 計画縮小により
取りやめ

戸 保ニヒヶ谷区保延長1，035m，内法扶
土ヶ谷町およ 径問中央高とも 2ml後 高水面 3，OOOm' 同方面 1日:最大給水量

塚原計図 び戸塚区平戸 道式配;Jc池 51. 7m に対し10時間分

配 町内丘陵 | 
7J( 

池第 2次変吏 計画縮小により
取りやめ

高 原計画 保土ヶ谷区イム 内径40m，有効水深4.3 高水面 5，400m' 高区方面 1日最大給水

向町荷台 m蓋っき円Ifsf哲 郎 m 量に対し11時間分

区
P;J法長29.5m，1出42.5

配 第 1次変更 11 1m，水深4.75m，長方 1日最大給水量に対し
形蚤っき槽 10時間分

1 rヨ去長71.5m，Ip1¥57mパ 1 I J司方面 1E最大給水量

1 7ki采5mの奈っき長JJ1 11 I! 川 5，320m'に対し約 8時

什i附執 1 1 分

1 1 1 げ「回宿トこより

I 1 川文やめ

3邑3



(Ii) 配水管

原計画 第1次変更 第2次変更

区 間 鉄管 鉄管 一女とニ工口ヌC 鉄管 延長 欽管延長鉄管延長鉄管 I延長
口千至

延長
口f.'E 口径 口径 径 口径

①商谷配水井~磯子
即日l m mm m mm m mm 百1 mm m 

配水iili問
800 10，200 1，1ω ヨ，770

磯
-910 

一行②i路子配水j也~問坂 7ω 
3，254 

~杉田間 -500 コ
← ト半子③杉田~富岡間 510 I 2，775 一 一一一一

④間」反~滝頭 560 I 640 1 "印刷 1，210I -一一一一一一

⑤磯子配水升二~間坂 80(l ←一一一一
四己 ~余沢文庫 -4ω 9.645 一一 一ー ← ←一 一一 一一

山ト上大凶1J 116r~l~ .1 . rr~一「寸
制吐|刈-1 ご仁不 ⑦弘明寺~上大岡~ ーー十一一一十一

金沢八景間 '-4ω -460 I .." 

管 ca保ごとヶ谷元町一~保一←戸 トー←イ一一一

土ヶ谷橋市電通迄
斗一一」ード

①西谷~和田町~三 1，1∞ 1 

三i呼
鵠| 浜国道~生麦 l 

②生麦~鶴見 --T8OoT1，230 一一一一 | 
③西谷配水井~神奈 」一一ーー

新京浜klij道~生麦 ー一一

配 ~寺尾~湖町

⑤浅間下~東神奈川
駅西口 560 I 2，6001 560 

水「盃東神奈川西口~生|

麦~寺尾~棚田

⑦生麦~神明町

360 I 6，、3761-4ω 6.376 一一 川二
水 ~戸塚町 ] ヰ 月旦

⑤7G町~戸塚 -1 -[ -1 -1 -1 _1510 17.4∞ 
-460 I " 

①西谷浄水場~同区
配水池 I 600 1 470 φI 

町出 一一j_.~r'-=-~D

.164 



第 6章苦節14年の第4国拡張工事

W 第 4問拡張工事の概要

第4回拡張工事は昭和14年 (1939)11月に議決を経，翌昭和15年2月には主務省の認可も得

て，同年 5月に着工したが，工事中，不幸にも第 2次世界大戦が勃発し， 5回にわたる設計変更

と工期の延期を行い，ょうやく戦後も復興期に入った昭和29年11月に完成をみた。この14年聞の

長期に及んだ工期の間，戦時体制の強化・横浜大空襲・駐留軍の接収など内外情勢の大変革期に

遭遇したため，人材・資材・資金がすべて不足し，工事は中断と再開を繰り返す極めて閤難な条

件下で施行された。また，当初予定の総工事費 2，480万円は，戦後のインフレーションにもあお

られ， 20億8，999万2，644同6銭の巨額に達した。

木工事のうち，谷ケ原分水池は県営相模川河水統制事業津久井発電所工事との関係で，工事を

神奈川県に委託し，分水池から後の薩道工事については下九沢分水池において横浜・川崎両市に

等分分水するまでの相模越道及び分水池施設は両市の共同施行であったが，工事は本市が施行し

た。下九沢分水池以降は本市専用施設で導水・沈澱場・ j争水揚及び配水の各工事を施行した。

1. 分水池工事

(1) 津久井分水池

位置:神奈川県津久井郡川尻村谷ケ原(現津久井郡城山町)

神奈川県の相模川河水統制事業で建

i聾される津久井発電所の水槽に付属す

るため，本工事は神奈川県に委託し

その水槽の一部として東側に築造し

た。本地は長さ30m，幅10mで本市・

川崎両市共有の大型隆道に連絡した。

水槽と本分水池の聞には 4門の電動水

門を，また大型隆道入口には角落し水

門を設けた。

工事は，昭和18年 (1943) 5月に着 津久井分水池

工，昭和23年 3月に完成，工事費には 187万 5，388円を要し，横浜・JIl崎両市の等分負担による

共有施設となっている。

(2) 下九沢分水池

位置:神奈川県高座郡大沢村下九沢(現相模原市九沢)
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下九沢分水池(昭和29年)

lITi 6-;1 下;115)て分水池構造図

2. 陵道工事

横浜@川崎両市の共同施行による

大型隆道の終端において両市に水量

を等分するため設けられた分水池

でョ隆道の出口に当るとともにラ両

市の専用導水隆道への分岐点でもあ

る。

本j池は長径52m~ 思径35mの長同

形でラ中央に内径16mラその外側]vcこ

深さそれぞ:hふ 15mの二

重円借を設けジ大型犠道からの水は

まず内槽VC入りジ内槽周壁に設けら

同孔を通過して外槽に流

出し更に外槽周壁に設りた量水堰

堤を溢流して外周水路 (1陪 2rn，深

さLL に入札それより両市の

専用隆道に分流する構造をとった。

なよ丸木ifuの余水及び排水は鳩川に

放流するようにした。

本工事は昭和国年12月に着工ラ昭

和24年 8月に完成した。その工事費

には541万ム429同54銭を要し，津久

井分水池同様，横浜~ J 11I崎両市の等

分負担による共有施設である。

相模導水陵道はp 最初は津久井分水池から田名に至る問を横浜市単独で施行する予定であった

が，その後川崎市と合同施行するととになりうそのノレートも大沢村 ω 上田町 a 麻j芹村を通じる線

に変更した。

その後フ川崎市のb主張工事計画が変更されたためラ分水池は麻滑から上流の下九沢K変更され

た。津久井分水池からこの下九沢に設ける)I!I崎市との分水池までの 4ヲ193.81TJl.は両市の合同施行

となり，それから下流伝1] 161rIlは横浜市の単独、施行と怠った。断聞は扶径。中央高さとも

5nl~ 単独施行区間は2.3m とし，昭和17年 1月15日 し
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第6章苦節14年の第4回拡張工事

菌室道断面図図 6-4た。

なj;>，単独施行部は将来流下量増大の場合を考慮し，
岩
層
及
口
巴

gag--

ム
層

後に断面を扶径・中央高さとも 2.6mに変更したので，

最大流量も8.34ni/sに増大した。

掘削が進むにつれ，大型薩道では崖山~下九沢分水池

間，小型隆道では下九沢分水池付近が砂磯層で湧水が

非常に多く，久保沢横坑や崖山横坑からの自然排水では

間に合わなかったので，横坑にも斜坑にも排水ポンプを

ことに湧水が多量であった大島台や九沢斜坑で設けた。

当時機械不足の時代でポンプ設置が遅れたため，は，

時は湧水が隆道の半向付近まで達するという危険な状態

工事は難航した。を呈したとともあって，

とのような状況から，大型隆道では砂磯層の地盤がゆ

コンるんで地圧が加わり，切拡げが極めて困難となり， 350 

クPート巻厚さも50crnで不足と思われた箇所には60岨~

70crnの厚さに増強して施工した。小型隆道にあっては，

分水池以降内出斜坑までは湧水が多かったが，下流にな

るに従って地盤は良好となり，大型隆道に比して工事は

容易であった。

一方，着工以来第2次世界大戦の影響で物資の不足は著しし統制も強化され，昭和18年とろ

には更に労力の不足も加わるなど，工事を全面的に推進する ζ とができなく念り，止むなく地質

不良箇所に重点をおいて施工するようにした。また，主要材料であるセメントについては配給を

セメントも漸次鉱砕セメントや水砕セメントが配給されるようにな確保する運動を行ったが，

り，珪酸白土をおもに使用するようになった。

更に物資不足から統制が強化されるにつれ，局支給材以外のあらゆる資材についても，請負人

ガソ Pン・坑木・ワイヤーロープ等についに協力して入手斡旋しなければなら念い状態となり，

その現物化を斡旋する始末で，戦況の悪化が一段と労務や物資をても市自身配給切符を獲得し，

圧迫して，工事は大きな制約を受け遅々として進行し念かった。

一挙にして市の中枢が焦土と化した。戦災復そんな折の昭和20年 5月，横浜は大空襲を受け，

旧工事を最優先させた水道当局は，本工事関係の職員すべてを復旧工事応援のため市内に招集し

そのまま終戦を迎えた。たので，本工事は一時中止され，

終戦後，横浜には駐留軍アメ Pカ陸軍第8部隊の本拠が置かれ，駐留軍給水に追われる ζ とに

なったが，荒廃した施設では，優先給水を命じられた駐留軍給水と市民給水の両者を確保すると
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図 6-5 等水隠逸縦断面図
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このため，進駐軍からヲ第4回拡張工事のうち即効性のある工事の施行指令が発せられヲ昭和

22年 9月拡張工事を再開した。その後，軍に拾いても第4回拡張工事の核心である

緊急完成なしには実質的に水量増強は不可能であることを認めp ついに軍保有のセメント 7，000

tを特に放出し，本工事の緊急完成を要請した。

ζ うして隆道工事は再び再開されることになったが，工事中止期間中，坑木等も久しくそのま

まに放置しであったため，滞水地帯の導坑はほとんど崩壊して入坑不能の状態と念っていた。そ

のため，再着手後の昭和22年10月ヲまず久保沢横坑の復旧を手始めとし ロの復旧を

0~ 笠年から本坑の掘削へと進めていったがヲ大型隣道のう

口は崩壊が激しし全力で復旧に努めたもののう 1日の進行状況わずか2.0舶にも;棄しないと wう

状況でヲ止む急く，大型 s 小型両陛道とも路線の一部を変更した。

まtc，小型i漣道末端の暗渠は，当時セメントの品質が低下していて圧力暗渠で、は漏水する恐れ

があったので，暗渠部分を短縮し，かつ鉄筋コンクリート管を使用することに変更した。この暗

渠末端の虹吹に接合弁を設けたがヲ当時食糧増産の要請のもと，相模原台地開発計画による畑地

ったのでp に応 った。

木工事は昭和24年 7月に完成し工事費として 2億2，371万3，665円99銭 5厘を要した。ち会:み

f["主野¥1ずかの設計変更が加えられラ言書色契約についても工事完成立で 7回に及ぶ改定が重ねられ

にも及んでいる。た結果ョ
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本工事の完成により 9 下流に建設中であった相模原沈被

池の完成を待たずうノfイパス管によって導水管に連絡し水

源相模湖の水をJII井浄水揚に直接自然流下によって送水す

るととができるようになったのでヲ大島臨時揚水設備・大

島導水加圧ポンプ・田名導水力DEEポンプ及び青山導水加圧

ポンプはすべて不要となった。長年揚水及び導水能力に苦

しんだ悩みも ζ こに解消されョ 7年有余にわたる長期工事

期間中の関係者の苦労もその成果の喜びに変りヲ昭和24年

7月四日ラ関係者やアメ Pカ軍関係者ら

池に招いて盛大老:落成式をあげラ通水を祝った。通水後ラ

相模原沈殿場が未完成の暫定期間は津久井分水IliH'C臨時に

薬品注入所を設けラ一時的な沈殿池として利用した。

雪量 6-11 隠選延長

相撲I!)!E道竣功i咋(下九沢分水池儲内j

(単位 m)

名称

大 311 隊 道

小沼自主 i益

分 7]( 池

(訪 A
.
J
 

な$"， i曹三水隊道工事の進行に伴い9 沿線井戸38箇所に水枯れの影響が生L 応急的

ったがラ資;材不足のため当初は給水管に鉄管の代用として竹管を使用するなど大変な苦労を

伴った。工事完成後，ヌトf立は次第に回復したがフ給水装置存置の要望もありう上流側については

神奈川県営水道の通水をみたのて守水道局の負担で切替え工事を行ったがp 下流側については距離

の関係から県営水道切替えが難しいため，井戸の改修買を負担して解決した。

30 導水工事

(1 ) 相模原沈澱油~}Ii井接合弁間

第4回拡張工事の当初計画では?①高座郡田名村に沈澱池を設け既設路線を拡張して口径

1，500mm管をJ11井浄水揚までの 1万6，646mに布設するヲ②途中高座郡麻溝村(現相模原市下溝)

に麻溝減圧水槽を設けフ田名沈殿池以降の2，400m区間及び麻溝減圧水槽以降の6，025rn間の水圧

の低い区間は工費節減と鉄材節約のため鉄筋コンクリート管を布設し，f也は鋳鉄管を布設する，

③このうち田名沈殿池~下溝減圧水槽間の導水管は第 2期工事に譲る， という方針のもとにラま

ず，第 l期工事としてヲ麻溝減圧*1曹以降の緊急、工事区間を昭和15年 (1940)10月に着工した。
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その後，川崎市への分水点の変吏などによって導水陵道が変更され，沈i腰池の位置は田名から

麻溝に替り，沈j殿場~麻溝減圧水槽間の導水管は690mに短縮された。減圧水槽以降の口径1シ500

mm鉄筋コンク 9ート管 6，025m区間は昭和18年 8月に完成して青山系統既設管と連絡しラ更に F

流側鋳鉄管布設区間については，鉄材配給統制の割当量獲得のため関係官庁への陳情運動に尽力

した結果，ょうやくにして 2，300m分を獲得し，昭和国年四月まで、にこの区間の布設を終えぅ東

京都南多摩郡南村地内において既設導水管に連絡して通水した。

残りの川井浄水揚までの最終区聞は，終戦後第4回拡張工事の再開とともに進駐軍の命令工事

のーっとして施行されたものでョ口径 1，500mm電気溶接鋼管を使用し，昭和21年6月に着工した

が9 この所要資材についても関係主務官庁に特別配給方を陳情請願し，それぞれ割当を受けて製

造工場に支給した。 ζ のうち 3 鉄材については内務省の配慮により旧軍用鉄材の無料放出を受け

ることができたため3ζ れを製造工場に支給して鉄官製作費を抑えるととができた ζ とや，口

1，500mm，長さ 6mという長大物の鋼管の輸送についてッ進駐軍に要請して軍の重量物運搬トラ

ックの応援を受け，無料で工場から現場まで輸送するなどの幸運にも恵まれた。 ζ のように2

戦後の混乱期ではあったがラ工事の完遂と経費節減への努力が実ってP 昭和22年12月に工事を完

了しラ!日井浄水揚までようやく口径1，500mm管を通すζ とができた。

1) 鉄筋コンク Pート管の布設

導水管に鉄筋コンタリート管を使用するのはフ既に第 3囲拡張第2期工事KJまいて経験済みで

あったのでヲ本工事に:j31ρても鉄材不足を補うべく，鉄管の代用管として極力使用す‘る方針をと

った。しかし，鉄筋コンクリート管の性質上p 静水圧1C!lJ2につき 2 以下の区間にl怒ることが

望ましし高座郡麻溝村から同郡大野村に至る6，025mの平坦区間を

元来，鉄筋コンク Pート管は運搬中における損傷の危険が大きくうことに本工事に:j3いて使用

する口径1，500m血管はその重量が4.5tにも達するので，本管布設現場沿いに臨時コンクリート管

工場を設置製作させた。え亡、:j3，管については種々の検討を加えフ一般市場品によらず管厚を増加

口径1，500阻鉄筋コ Y クYート導水管布設工事
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ート管15本ないし 20本に 1本の

割)に伸縮継ぎ手といγ式及びコ守

ム Fング式継ぎ手を使用した。

本工事は昭和 15年 10月に着手

し，



第 6章音節14年の第 4回拡張工事

終えると，更に麻詩減圧水槽から府、再沈i殴池への布設を進め，昭和国年7月に工事を完了した。

この間3 市内においては年々給水量の増加が著しかったのでフその要請に応えて昭和17年の夏に

は途中3，OOOmの布設済口径1，500mm鉄筋コンク Yート管を既設導水管と連絡しヲ更に翌四年には

6，OOOm区間を布設して同様の連絡を行いフ順次導水量の増加を図った。

2) 鋳鉄管及び鋼管の布設

口径1，500mIrr鉄筋コンクヨート管の下流側3η700m区間はラ境J1I及び二つの小さな沢を含んだ谷

や丘から成る起伏のある地形て二水圧も高h関係上鉄管が使用されヲ上流側 2，300m問は鋳鉄管

をうまた下流{~I]l， 400mは鋼管を布設した。

ょったものでめるが町その入手には苦労が伴った。第1ι 第 2次

世界大戦たけなわの昭和17年以降は鉄材配給統制がますます強化されていた時ぐあったからラ配

いての陳情や運動の末に辛うじて獲得した割当切符により，当時鋳鉄管の配給統制組合で

あった日本鋳鉄管配給統制会社から購入しなければ念らたかった。第2にp 口径 1，500mm

は長さ 1mにつき重量が 1tもあってフ当時の配給事情ーからすれば容易念 ζ とではなく 3 毎 4半

期の鉄管配給量は他の工事~t'犠牲にレ乙すべてとの管の製作に充当してもまだ不足するという

た。 そして第 3if_:，この管は統制会社の指定により株式会社久保田鉄工所隅問J11工場

に製作をゆだねたが9 当時の同工場の製造能力は口径 L500mm管ともなれば.， 1日1本ないし 3

日K 本の鋳造が限度であったので3 製管工珪からもまた進行に支障をきたした。

ζ の鋳鉄管工事が第 2次世界大戦中の配給制度下κおける工事でるるのに反しその下流側に

布設した口径 1，500mm鋼管による導水管工事は終戦後の施行にかかるものでヲ管の厚さ14m可l鋼板

によって口径 1，500mm，長さ mK仕上げたものであった。本工事は終戦後進駐軍の

指令に基づいて再開された第4回拡強工事の最初に取り上げられた工事でヲ鋼管を選んだ理由は

日数の短くう資材の節約と工費の節減が図れたからである。

うちラ相模原町大野以降の鋳鉄管の埋設区間は上流側の鉄筋コンク Pート管布設工事

に引き続いて昭和17年初頭から施行されョ昭和20年横浜空襲の直前には南村ポンプ場付近まで布

設したが，空襲とともに中断した。戦後ョ進駐軍から給水増強のためJ'!井浄水揚まで残工事の緊

急実施指令を受け，電気溶接鋼管の布設を昭和21年 6月17i3に着工しう同年末完成させたが，最

初は同時に完成したJIl井第 2量水池に連絡フ同池に導水した。

その後ヲ昭和23年の拡張計画変更に伴いヲ既設本管の流量を新計岡目標に増大するためラ)I!弁

構内の低位置に新たに接合井を築造することに念り，昭和27年 9月ョ ζ の接合井及び下流側導水

路の完成とともにフ口径1，500mm管系統を新接合井に連絡切り替えた。

この区間は，当初計画では既設路線を拡張してラ口径 1，350m血管を布設する予定であったが，

戦時中は防空を考慮し3 既設県道を利用する別のノレートを選ぶことに変更した。しかしラ戦後は
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その必要もなくなったので工事費の節約上既設ルートに逆戻りしたが，その後昭和23年 (1948)

9月に第3次設計変更が行われた際，三たび変更されて，川井浄水揚~鶴ケ峰間 7，152mの開渠

築造と，以下西谷浄水揚まで2，649mの管路工事が最終的に決定された。

図 6-6 川井接合井~鶴ケ峰接合井問導水路縦断面図
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1) 川井~鶴ケ峰間導水路

本区間丘陵の標高75m以上の稜線を結んで路線を選定し，途中大貫谷戸・梅田谷戸・鶴ケ峰の

三つの谷聞は水路橋を架して渡した。勾配は 1万分の 6とし，用地を最少にすることと水路の日

光直射面積を小さくするため，幅2.2m，深さ2.4mの矩形断面を選び，鉄筋コンクリートで築造

した。

開渠は耐震補強を考慮し， 5m間隔に断面150x200mmの繋梁を設け，また家屋に近接した部分

や公道横断箇所は暗渠とした。水路は長さ15mごとに深さ30皿，幅15皿の蘇・アスフアノレト・マ

スチックによる伸縮継ぎ手を設けた。

地形上土被り 5.5m以上の区域4館所は幅を開渠と同様の隆道とした。基礎ローム層が深く，

コンクリート受台の脚 1m以上のもの，または低地区の場合には水路橋 (8箇所)を築造した。

水路橋の伸縮継ぎ手は厚さ 2mmの銅板を使用した。

工事は昭和25年 3月1日，全路線延長7，152mを3工事区間に分割して同時に着工したが，路

線が丘陵の頂上を走る関係上，すべての資材を丘上に運搬するため，貨物自動車が通行できる道

路建設が先決問題となり，各工事区間ごとに 1本ずつ里道の幅を広げ，運搬道路を整備すること

から始めた。
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図 6-7 水路断菌図

標準閲渠断箇

湖付開渠側面

撃材

図 6-8 鉄筋コンクリート構造水路橋図

第6章苦節14年の第4国拡張工事
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表 6-12 鞍部の距離と深さ
(単位:m) 

鋼構水路架設工事

アメリカの技術誌 iEngineering1'!e'vVs RecorclJ 

忙紹介された鋼情水路橋

E

一
一
尚
一
部

職
一
寸
一
泊

路
付

献
一

刊
一

表
一

支問20

支間20

228 9 

っ
υ 72 

606 計

及

導水路の中心部には大貫谷戸 e梅田谷戸

lって，乙れをサイ

フォンとするか水路橋とする

たが9 工事費は両者ともほとえノど

され

差念

しすイアオン式では前後に接合弁を必要

とする関係から水頭を損失する

を採用しz 開渠としての n貫性をもたせる

ことにした。

しではラ r_f風圧κ

図ることを

の7診をと

としてお7を品目トレり，

の際目立つような

師田

右:った。

~r[， 

ニゴペコ

となる)は，水道施

るがヲそのほとんど

呂に触れないのでフ乙

L〆たいと考え，恩

に相談したとこ

ろラ 「シンプJ1ノ 2 イズ、心ペストJと言合されノ

この鍋構水路橋は?亡}二

]¥Tews Record: 

water， 1953 

川井~鶴ケl峠問高台の稜線を縫って延々 7km余の水路は開渠。暗渠の

りまぜて次のように完成した。

(単位:m) 

名一五「一一一一一一-E一一一τ一一一一一一一

関 t~ I 4，592.9 
日吉 渠 75206

隆道 40605 (第 1号~第 4号)

コンクリート水路!日 79403 (第 1号~第 5号およぴ鋼構;j(s例会取付け部

制構水路儒 ぽ 600 (築工号~第 3号)

計 17，15203

31-イ

with Yokohamao 

『一、.

さ才しy乙O

と



図 6-[) 重男構水路橋

図 6-10 室岡構水路橋断頭図

本工事は昭和25年 3月に着工し，昭和27年 9月

に完成したが，その工事賓として 3億752万7ラ 687

同48銭 2厘を要した。このうち，鋼構水路橋工事

費は次のとj?りである。
(単位:円)

名称 基礎工事費 製作架設費

大賞水路僑 22，212，268 38，910，847 61，123，115 
梅田水路橋 22，501，138 27，362，656 49，863，794 
鶴ケ峰水路僑 -1 15，388，837 15，388，837 

計 44，713，406 81，6民叫126，3丸 市

~主 5 主主 音節H4年の第4:ヨ拡張工事;

A詳細 伸縮接手

導水路竣功記念碑(jll井海水揚構内)
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2) 鶴ケ峰~西谷浄水場開導水路

川井接合弁~西谷浄水場開のろち 3 ら既設水道路線まで"505mは新路線

して口径 2，OOOmrn鋼管を布設しヲとれから西谷浄水揚まで、の 2，144mは既設水道路線に沿い口

1，6印刷管を布設する ζ とになっていたが，鉄材の節約と工事賓の節減を図るためp 水圧 1emヨに

つき 2kg以下の高台部分の延長1，215mには鉄筋コンクリート管を布設しラその他の区間延長

929mには鉄管を布設した。その後の通水の結果ラ口径1，650rnm管の流量では不足したので，更に

その区間に上流側において撤去した口径1，lOOmm鋼管を並列布設した。

(i) 鶴ケ1I阜接合井~鶴ケ峰町間

鶴ケ峰接合弁から丘陵斜面を降下し八王子街道及(;111伝子川を横断して既設水道路線に至る延

長 505m間に新路線を築造しヲ口径 2，OOOrnm鋼管を布設した。この区間は複雑な地形で3

街道までは急坂部のため露出布設を行いう同街道下及び11唯子川右岸の崖下はラそれぞれ40m及び

34，4mの隆道を掘削してその内部に布設した。また， 11准子川横断路線はラ管橋とし 1三官iiは通行

に供した。本区間の布設鉄管は口径 2，000凹の補剛鋼管を使用するとともに，隆道内のすき間に

はコンク Pートを充填した。

(ii) 鶴ケ峰町~西谷浄水場開

本区間の延長2，144111は既設路線を拡大して口径1，650mm管を布設した。このうちs 丘陵部は地

盤も良好で水圧も 15m程度と低いためラ延長1，215mの間を鉄筋コンクリート規格管を使用した。

谷部は水圧が高いため鋼管を使用したがヲ大部分露!日布設で施工した。伸縮継ぎ手としては鉄筋

コンクリート管20本に 1箇所の割合でW式継ぎ手を用0，鋼管部は地下埋設部は60m，露出部は

30mK 1箇所の割合に印ろう接合を設けた。

口径 1，650111111管の布設によって本区間は一応の完了をみたがラ通水後流量測定の結果，この区

間の既設口径 20インチ (510ml11)管は既に撤去し他に転用された関係もあってフ西谷浄水場へ‘の

着水量が計i朗量より減量となったので，先に配水管に転用するため撤去した大島送水井~麻将減

圧水槽聞の口怪1， lOOmrn鋼管をとの区間に増設した。この撤去管は受口付管であったのでョとの

ソケット部を切断して突き合せる必要があったが， ζ した。

4 接合弁工事

麻溝j威圧水槽

位置:神奈川県高座郡麻溝村(現相模原市下溝)

日中事変下の鉄管入手難という制約からョ相模原台地の平坦医間延長6，0伺 m 間十C鉄筋

コンクリート管を使用したため9 管内水圧の低減を図る必要上 j専水路線に主きする台地のはずれ

した。この水槽の設置によってョ下流w'1jの水量制限

に変動する 一定水圧以上は溢流する乙とができるようになった。その後ヲ更にこの水槽
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第 6輩音節14年の第4周拡張工事

を利用し下流倶u低水圧部約 3，600m の区間にわたり既設導水管である口径 1，100mm及び36インチ

(91Omm)の鉄管を j二i径1司 500阻鉄筋コンクリート管に布設替えしたが5 撤去した鉄管を市内配水管

に転用するなど市内の配水強化に役立てたことも，この減圧水槽のもたらした効果であった。

本;水槽は内径151TI.~ 高さ地上11.5m，水深12.5mの同筒形，鉄筋コン P ート造りでヲ昭和国隼

11月に工事着手ラ翌昭和 17年 7

月に完成したが，その工事費には G万

5，652円94銭 5厘を要した。なおラ本水

槽は昭和29年にかさあげし，深さが17m

とな、コ 77:。

(2) JI!井量水池

口径 1ラ500mm導水管の中間接合弁として， ) l!井浄水場に量水池を築造した。その寸法構造は内

法長さ及び幅とも 30mの鉄筋コンクリート造りでラこれは第 3回拡張工事において築造した量水

池と同型のものであり p 隣、接して設置した。昭和15年 5月に着工しフ昭和21年 6月完成したがヲ
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その工事費には 8万9，537向24銭 7厘を要した。

その後9 昭和23年の第4回拡張工事第 3次計画変更(計画水量増加〉に伴いヲ現設上流側導フiく

関 6-12 )11井量水池構造図

盟三五丘三ヰザ

管の流量増大を図るためラ JI!井浄

水場における接合弁位置を低位置

に移す必要が生じ，新たに構内低

位置に川井接合井を築造したの

でフ下流側導水路の完成とともに

本池は不要になった。その折ヲ川

井浄水場からの配水区域と配水量

に対処してヲ本池をU昼過ifu

ることにな L 昭和26年

そして新水路完成後の

る

造した。

J 11井浄水揚構内導水路の始点に川井接合弁を設置したがラ計画水位日:既設量水池から K7m低

位置として設計した。 6mの二重円槽でヲ内槽は量水池をも兼ね，

外槽は上下 2段の水路と念っておりう上流からの口径 1，500mm，1，lOOmm， 36インチの

し内槽には測定堕18個を設けラ測定された原水は外周上部水

路に溢流して導水路に流出する構造をとった。本工事は昭和26年 7月に着工ヲ同年 9月完成した

がラその工事費に L1と。

川tl'i争*場(左の円形が接合弁ョ上の;角形の池が量水池ヲ その下 41もが源

過池D 屋恨のあるのが配水地)

378 

図 6-13 Jliチj二接合弁平田悶



第己主言 苦長官14年の5~4 岡拡張工率

鶴ケ峰接合井

位置:

じきき続させるためと弓下流管理上の導水量制限または断水の

にj原水を溢i荒さぜるためヲ

コンクリート造り

した。 としー構造は鉄筋

る矩7引曹はri屈41Y1ラ長さ 10m，深さ 50:3

ら内槽にITiで q

り付げられた口径29ω加盟

口に によって佐子Jllに

スUρ
 

でつ一なに
〉
門
ノスU

しf
」費事工

2月に着手し， したものでヲ

"1' ~l'; 
レこ。

図十14 鶴ケ峰接言旨井半面図

鶴ケ隣接合ヂl'と等水路

50 相模原駅前， (貯水式)工事

計麗

沈i陵地築造工事はり当初計画においては高座郡田名村に総容量4万14の鉄筋コンクリート池を

築造する予定であったがう導水隆道工事の変更に伴って沈澱池位置を隆道末端高度郡麻溝村に変

更しう総容量もむ54，400nrと計画変更した。

しかし，その後の第 2次世界大戦の戦局悪化に伴い鉄材。セメント等資材の制限が強化された

ため9 容量 3万 2，OOOm3に計画を縮小して掘削工事に着手したがラ掘削工事のみで中断してしま

った。そしてフ戦後になりようやく工事を再開することになったものの，水源相模湖の完成後に

おける原水汚濁の状況から計画の容量では不十分で、あり p また計画目途水量の増加も考慮し?貯

水量計画を1謀本から検討し直しフ大幅に増大修正する必要があった。

ところがラ終戦後のインフレーショ λ 資材の暴騰と欠乏という異常事態のためラ従来の形式

によるコンク Pート造りの大沈澱池建設は困難で、あったのでpζζ に計画iを改め3 現地の自然な

379 



山地の地形を利用した土堰堤による大貯水式沈澱池を建設するととに大きく模様替えした。

闘の狙いとするととろはヲ相模湖の徴粒子濁度に対処

?とめ9 容量を増大して滞留時間を長くするとともにョ

があっても，そ ょっ 2日

ととにあった。

もって最大効果をあげる

点検或いは不測の事故による停止

きるという水運用上の利点を得る

された貯水池計画は本堤延長25住民堤頂幅5.5m，冨目提延長700m，堤頂l隔4~-3 m，堤

高最高 19.5mョ湛水面積12万fム総容量88万 3，000]1:(，有効容量66万ni'モラ ζれは本系統1日配

7J<:量30万rIiK.対しヲ約2日分余りに相当する。計画水位は高水位標高 103.5m，低水位標高 97.3

rn，水深8.51TIで、ある。

夜]IH5 相模原沈澱泌付近平間図

工

堰堤積土材料には現地からローム土を採取して転圧積土するととになったがヲこの関東ローム

わち redsoilはラ東京都の村山ハ山口両貯水池Kも採用され好結果を得ていた。またフ堤

心jEft水壁は粘土J[;壁とし東京都北多直撃郡箱根ケ崎産粘土を試験のうえ採用した:。

沈澱池はいわゆる鹿沼問地の一部を利用して貯水池を築造したものであるが9

向に幅約270m延びた山地でフ左岸榛高は平均 103m，右岸は同じく 99:，.n，最低部は 90m

りに幅 100mにわたって旧陸軍射撃場防弾土壁が構築されていた。またヲ低地の中央には最高

り3 低地北東部は標高 104.51廷で台地に連なっていた。沈澱池はこ

横断ーして締め切り，本堤と左右をめぐ、らす副堤から成るがι その大きさは次のとおり句、ある。
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第6章苦節14年の第4回拡張工事

砂利層

口一目

凝灰岩層

相模原沈澱;出堰堤断面図図 6-17

その最大層は16m貯水池の基盤にはローム層の下部全面にわたって砂利層が分布していたがラ

にも達しラ延長は 1kmにもわたっていたので，遮水墜を各堤下の砂矛u層に全面的に施工すること

工事賓のうえからも不可能に近いことであった。そ ζで，漏水対策は，工事期間のうえからもう

について種々検討したが，池の水深が比較的浅いので相当の厚さによるロームj置によって漏水防

止が可能であるという見込みのもとにヲ本堤体のみ池水浸透による崩壊を防止する目的で3 堤心

に粘土心壁を差し込む ζ とにし副堤は本堤に比較して堤高が低いのでフ粘土心壁は省略した。

貯水池底は標高95mの線に平坦にし，透水防止のため十分転圧した。池内面法面保護のため基礎

上端には防波壁

381 

5m角，厚さ1200の鉄筋コンク Pートブロックを打設してョ

を設けた。防披壁は水面が広く，周辺は広野で季節風が相当に強いため，堤頂保護として設けた

栗石を敷きならい



もので9 風向きを考慮して鉄筋コンタ Pート造りで築造し本堤倶liは高さ 1mヲjjiiJ堤側は O.9m

--006mとし， 10m間隔で中間柱を設けヲ上端には波返しを付した。

地内本堤中央法尻に設寵した主取水塔は内経4m，総高1K1m，深さ1609mの鉄筋コンクリー

ト構造でフ次のように取水口及び排泥門扉を設け9 任意の水位で自由に取水できる構造となって

取水口 寸法(m) 様 ェに

上 段取 水口 2.5X1.5 角}書式収入口

中段取、水口 1.5X1.5 欽~門扉

下 段取 水口 1.1X1.1 欽製門 j完

排 j尼門扉 1.5Xl.5 鉄製 門 扉

日数

2 

2 

2 

1 

おりつ塔上は取水操作室として池内監視

を兼ねた上屋を設け，本堤との問には全

長 30.79m3佳間ゲノレバー鋼鉄橋を架設

した。

別に左右のjj!ilj堤の本堤際に各 1及びti

副堤上流始端にし計3箇の副取水塔を設置しそれぞれ 2.3rn x 1. 35m 口2日を

設けて， 3灯i 31n)以上の表面水を取水できるようにした。 ζの副取水上杏は口径

900mm-1，200皿鉄筋コンタ jトト管によって主取水塔と連絡さぜてある。隆道からの水は着水井

に}、 h 口径 2ラooom皿コンク])-トライニング鋼管で混薬水槽に導"d，更に水路によって沈澱池

内に流入し 3 引出水管は口径 2，OOOmm(管厚の鋼管をもって主取水塔より本堤下を堤外に

出て既設導水管に接続させた。また，本水管は工事中は堤内雨水の排水に利用したが，貯水池完

工後は堤外の制水弁の切替えにより，排水島排i立に兼用できるよう設計されてJi'りラ排水路は口

1，OOOmm鉄筋コンクリート管及び素掘り水路により射撃場を経て鹿招下流に通じた。

~か18 取水;犠平函及び断面図

正孟二L4iii辺町
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第6章苦節14年の第4囲拡張工事

図 6-19 流入口平面及び縦断面図

室
取
水
塔
排
泥
ロ

図 6-20 引出水路平面及び縦断面図

:¥'G 
t是

孟 平面図

凶o何 10空

要型l主盟
邦~
秘
匿
附

C断面

縦断面図

工事はすべて土工機械を利用して施工する方針のもとに，キャ 9オーノレ1台，フツレドーザー 7

台を投入， 14万dの黒色表土を削り取り堤外に搬出した。そして堤体の盛土転圧に際しては，駐

留アメ Pカ軍の好意によって更にブノレドーザー 1台，キャ Pオーノレ4台を借用して施工したが，

機械の故障その他で工事の進行が思うようにならなかったので，途中から人力も併用した。その
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ユA事中の相模原沈澱池

後，請負人と更にブルドーザー10

台を追加するなど工事能力を大幅

に向上させたので工程も次第に進

L，昭和27年 5月には

一応沈殿池としての形態を備える

までに在った。 ζの間，堤体積土

総量約26万11fを処理したがョ うち

機i被力vcよるもの11万ni 対L

入力によるもの15万nI(58%)で

あった。

本沈殿池への導水比横浜隆道終端虹吹接合弁より口径 1，500阻鉄筋コンク Pート管(延長

2条の流入管によって着水井に達しp とれから口径2ヲOOOmrnコンク Pートライニング鋼管

で同筒形混薬槽に入札混薬槽では水流を高さ 1m念いし工。 5mの3設に落下させ薬品混和を行

いラ流入口より貯水式沈澱池に導いた。その際，薬品注入設備としては連続式硫酸ばん土溶解槽

2槽，ばん土貯留槽4槽，ソーダ溶解槽及び同貯留槽各 2槽を設置した。薬品は各貯留槽で計量

L，付属ポンプで着水井に圧送するが号微生物繁殖期には硫酸銅注入装置により滅藻処理を行え

るよう設計してある。

ζの問、か， 53!]Ircバイパス管として9 着水池より直接導水管に連絡する口径 1ヲ500rnrn鉄筋コンタ

Pート管 1条を布設した。

6. 難航した漏水防止対策

いてて-はヲ 防オ水く材或いね仕:施工法がi適直しているかどど.うかにつγ‘ぺて

良質の粘土をを、用いる ζ とが最も効果的である ζ と治が王判明したが9 池底全国に粘土張を

施工するには9 付近に良質粘土が得られないため膨大な経費と工期を要し。市内給水，量が急増し

て工期短縮が要請されている状況から p 実際上は不可能であった。

一方，沈殿池は当初からj也底を基盤ローム層に依存する方針でのぞんだ関係上p 幾分の透オくは

予想、されたが，相模湖滞水の濁度と微生物の沈降処理を利用 L，ζの沈融池での汚泥の沈積tとよ

る透iK漸減の効果に期待をもてた。実際，沈澱j色に流入する上流音tの延長lOkmK及ぶ随道は，既

に2年前から相模湖の原水を通し，導水量が少量であったところから沈殿池の働きをも兼ねさ

せ，下流導水管と連絡使用レてきたがヲ相当量の沈澱物、が沈積していたのでこれを

層の閉塞に利用する実験を重ね9 好結果を得ていた。
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第 6章苦節14年の第4囲拡張工事

昭和26年 (1951) 7月，池底の転圧を完了して，貯水が可能と君主ったので，透水状況を実際に

観測するため，同月初日試験的貯水を開始し，隆道内沈積物の流入を行ったが，水位が上昇する

につれ沈殿池周辺観測井の水位も上昇した。とのため， 8月10日に流入を停止(水深 3.5m)し

て透水量の測定を行ったととろ，日量6万5，000ni'と推定された。そして，同月20日には池底が

現れたが， I日谷部に亀裂が生じ，ところどとろに吸込穴も生じていることが発見された。

図か21 相模原沈澱池・実験池透水試験後の亀裂発生図

i也底切取部
(Loam土露出)

との部分は，平均 8mのローム層と表土2-3mの元谷部に築造残土の黒色土を盛土して等高

とした箇所であって，透水量のほとんどは亀裂を通って流出したものと認められた。との時か

ら，漏水防止のため 1年に及ぶ苦難の道をたどることになった。すなわち，池底閉塞工事は 5次

にわたって行ったが，この間多くの地質学者はじめ東京水道の村山貯水池(土堰堤式，大正13年

完成)の建設を担当した小野基樹元東京都水道局長ら経験者の意見も仰ぐなど，苦心の連続であ

った。

第 5次閉塞工事の施行段階で透水量の減少が顕著となり，地下水位も安定してきたので，昭和

27年8月2日から原水の流入を開始した。湛水は極めて慎重に行われ，水深は20日後に50皿， 65 

日後にようやく低水線である97.3mライン(水深2.3m)に達した。

この間，常時農耕用カノレチベーターを曳船によって曳き回し，地底を絶えず捷持して亀裂の発

生防止に努めた。その結果，観測井の水位も安定してきたことが確認されたので，同年 10月か

ら，本沈殿池からの取水を開始したのである。
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表十14 閉塞工事概況

貯水池最 透水状況

名称 流入開始 大上昇水 工 法 8-観測j井最位
工法後所見

深 透水量 大地下水

笑際透水 3.5m 8月3日 捻道内i尤泥流入，平均流 水深3.5m 7G低地黒色表土部亀裂発
昭和26年

LfZ] 入濁度3，000・総沈泥流 65，000rrf/日 84.28m 生延長740m 透水は全
池試

験
7月30日 8月10自 入量1，700m' 量亀裂漏水と認む。

第(
隆道内沈泥亀裂線上溝内 亀裂発生は前回後とほと

1皇 同 103m 
流入。平均流入濁度1，800。水深103m んど同一なるもやや小規

盗塁 9戸9日 は2]15時間 沈泥流入量150rrf，流入 38，000rrf/日 80.60m 挟となる。吸込量減少。

塞 工 中止後同上溝内粘土水締，
工 事 水深60cm事 )

第 原水に粘土水混合， l窃度 亀裂発生及びその状況は
2 同 106m 9月23日 800回中止後セメント(1:

水深1.3m
第l次工法後と同じ。{民次

10月23日 [;ft] 24，000rrf/日 80.60m 
閉 10)粘土(1:8)注入，注入 水位水締工法の失敗を認
塞 9月25日 圧 2kg/cnl一部亀裂に める。
工

対し施工事

原水流入，筏により水 水位上昇時透水 低水位水締て‘は水深 1m

第3 同 2.0m 10月26日 面から水深 2mを利し 量飛躍的増加， に対しても不充分， 2m水

次
10月26日 [35] て亀裂直上に粘土水投 7.ki菜2m 深による水締では亀裂成

関 12月3日 下水締 時40，ooorrf /，日 81.90m 長を押え得ぬ。粘土の水
塞 水位一定時緩慢 締は透水制御に有効であ
工
事 増加 る。注入施工は失敗。亀

裂発生'i前回とほぼ同一。

昭和27年
ロ}ム面亀裂直接防水工 水位97.50一定 友低地コンク 1)ート被覆

昭工第和法427後次年

2.5m 法の採用，右低地高濁度 時41，000rrf/日 83.20m 成功。右低地見落し亀裂
第

[話]
1月10日

粘土水高水圧水締(時:6.7.漸増(亀裂発生 発生。前回施工箇所一4 
次 -1.0m) 2か丹間施工， の見込)，水位 部弱化。亀裂透水減量
間 5月7日 5月5日

左低地亀裂群をコンクリ 上昇時亀裂漏水 を確認。閉塞の効果顕
塞
工

完成後
ート板による完全被覆， なき如し，水 著。

事 5月7日原水流入 位降下時亀裂

漏水あり

第
第4次工法原水流入後の 昭和27年8月2日原水流

5 6月10日 新亀裂に対し，ローム面 入。

次 亀裂露出模形に粘土充填，
閉

7月25日 べントナイト粉末14cm厚
塞
工 敷均し，他の弱化部粘土

事 水による水締

その後， 2年余の期聞をかけ，徐々に水位を上昇させ現在に至っているが，昭和30年 9月に行

った水中調査の結果，池底への沈泥堆積は平均17cm(最大40cm，最小10cm)で異常がないことが

確認された。

相模原貯水式沈澱池 構内面積 255，500ni 

湛水面積 120，000nr 

高水位標高 103，500m 

低水位標高 97. 3m 

水 深 8.5m 
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第 6章苦節14年の第4回拡張工事

総貯水量 883，000nf 

有効貯水量 700，000nf 

相模原貯水式沈澱池は，昭和23年10月に着工して昭和27年10月に完成したが，沈殿池土工工事

及び付帯構造物の建設に要した工事費は関連工事を含めて 3億1，401万115向14銭7厘，便役人員

は延23万6，984人に達し，使用主材料としてセメント 4万3，400民丸鋼192tを要した。

相模原沈澱池

図 6-22 第4回拡張水道施設概略国

7. 浄水工事

(1) 計画から完成までの経緯

相模原沈澱池取水塔

〆38"-〆1，1叩

当初計画においては，既設西谷浄水揚構内に急速躍過池と付属設備を増設し，既設設備と合せ

て1日36万6，000nfの穂過能力とするため，薬品混和池(長さ 13.8mx幅 21.8m)を2池，沈語設
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池(;長さ67，8mxrl.届18， 3m，水深4.4m，容量5，600ni)を 21也ホイラー型暗過池(長さ12，5m

XI隠10，2ri1，溜過面積を 8池，櫨過池に接続Lて管理棟(地階:機械室等， 1 '~2 階薬

品注入室及び事務室等 3階.洗浄水槽九配水井(長さ 26mXI幅21m，水深 5m， 容量2，850

を建設することを目指しフ昭和15年 8月，掘削工事に着手した。ととろが，着工直

後に第2次世界大戦に遭遇して資材の入手が困難となったので，拡張工事の重点を導水工事に絞

り，資材はあげて導水量の増強工事に集中した結果，浄水工事は二次的に見送られた。そして，

この聞は既設設備の瀦過速度を上昇させて対応していくことになった。

図 6-23 西谷浄水場平窟図

第 2次世界大戦の終結後，横浜に進駐したアメ Pカ第8軍は衛生管理上ヲ とってい

る基準以上の櫨過速度を不当としジ PD (プロキュアメント ω デマンド〉工事とレて急速浦過池

の増設工事:を要議してきた。そ ζで3 第4回拡張工事の変更計画

工するととになり，戦後の労力⑩物資の極端な窮迫D 物価の高騰をおして強行し，多く

克服して昭和均年に完成させ，糠過施設は一応の安定をみた。

翌昭和24年 5月，第4回拡張工事による導水陸道工事が完成したが，相模原貯水式沈澱;池が工

事中のためラパイパス管によって 7月から新水源相模湖の原水が西谷浄水揚に通水された。

当初は青山水源を主にその不足分を相模湖系統水源に依存していたが3 給水量の増加とともに新

していった。

ととろが刃昭和26年 5月，それま℃国間肢にのっ じ突然西谷浄水

ぴ急速両椋過池のj童過能力が低下した。乙れは相模湖 今ち

によるものでるること しD してど
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主主6主主 苦節14年の第4回拡張工苓

うにか断水を免れることができたがp これは本市で初めての経験であった。

このためp 相模湖水源に関する根本的な調査を進めたところ?従来の道志)!I系統とはまったく

水質を異にしていることに起因するものでう相模原貯水式沈波地の強化を急、遠検討した結果ヲ新

設躍過池の前処理によって解決することができた。 ζの時からラ水質管理の重要性が特に認識さ

れるようになったc

(司浄水諸工事:

1) 面、谷着水池

コンク1)-1、造り 2階建でp 内法長さ 19m，

rnラ地階 3m) とし， J二部を着水池ヲ下部を混和槽とした。

5rn，高さ 7m (上部4

工事費 38J万5，594同42銭 5厘

本池は相模湖水源系統着水池として計画したものでありラ既設着水池に隣接して昭和 21年

12月に起工し，昭和23年12月に完成した0

2) 薬品沈殿池

:鉄筋コンタ Pート造りでp その寸法は長さ45m，幅28m，水深4.5m

工事費:612万6，327月26銭 31豆

本工事は昭和22'4三8月に着工1..-，翌昭和23年12月に完成したが，新設第 2急速踊過池用薬品沈

澱池として使用された。

3) 急速強過i'fuと

(i) 急速癒過池

第4囲拡張工事の計画変更に伴う取水量増量等から，当初計画の 8i也に更に 8池を追加し， 16 

池を築造した。臆過方式については，既設の第1急速掠過池のうち η 昭和4年以来箆用していた

ジューエノレ式では洗浄用の空気噴出が不均等になり 9 またマッドボールの発生などもみられるの

に対い昭和12年から使用していたホイラー式では特に故障が念いという実績をもとに検討した

結果9

① 均等な踊過と有効君主洗浄を行い得

ること。

@ 腐食したり機能低下の恐れが念い

とと。

③ 櫨;1品並びに洗浄時の水麗抵抗が小

さい ζ と。

④ 構造が簡単でb容易に施行し得るこ

と。

という条件を満たしているホイラ一式を 四谷海水場第2急速糠過池
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図 6-24 酉谷浄水場急速漉過池平面及び断面図



第6章苦節14年の第4回拡張工事

採用するととになった。

当初計画の 8池については，昭和15年 8月に着工して大戦をはさみ昭和23年 3月に完成し，追

加の 8池は昭和27年 4月に着工して昭和29年 1月完成をみた。 16池の穂過池の管廊の中央部上に

は係員の監視室を設け，漉過池4池を 1単位とする集中操作方式を採用し， 4箇所の各操作室内

に4台の操作台を設置した。

(狙)洗浄水槽付本館

完成当時の西谷浄水揚洗海水槽付本館

昭和19年 5月に地下室部分の工事

に着工したが，戦況が厳しさを増し

たので，計画を一部縮小するため本

館工事を一時中止した。戦後にな

り，急速躍過池の増強とともに復活

が検討され，昭和27年4月から本格

的な工事を進め，昭和29年 1月に完

成した。 (昭和62年6月改築し，横浜水道記念館として開館)

図 6-25 西谷浄水場本館

層

南面

盛 E 亜 E 並

回目目白且盛田回目白
周囲回国間回目白田

4.COZO 

.HS H 4.835 

壁 1柱

真真

F菅 床標両(m)

西酒

内
廿k 与『・

壁It主
真真

1 地階 69 機械室(高揚ポンプ，圧力ポンプ，送水ポンプ)並びに電気設備，工作室等

2 1 " 73.6 事務室，会議室，パイプ室，宿直室等

3 2 " 77.6 事務室，書庫，パイプ室等

4 3 " 81.6 水槽(容量450ni)

急速漉過池と本館の工事費は総額 1億2，019万1，157円74銭 9麗であった。

4) 塩素滅菌設備

西谷浄水揚における耀過能力は緩速躍過池1日12万6，000ni，既設第1急速穂過池1日14万
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者長素滅菌機室

直結口径75illm給水ポン した。

2，OOOrrr，新設第2急逮捕過地 1日20万五fと

7まったが町塩素滅菌を行うについて 3箇所

に分散注入する ζ とは不便かつ不経済である

のでヲ 1筒所に集中して塩素水を注入する遠

方注入方式をとった。注入率は進駐軍の指令

もあり?管末に沿いて， 0.4 ppmの残留塩素

を保つためぅ計画注入率を1.5 ppmとしヲ自

立型真空式塩素滅菌機注入能力 1時間 5

もの 7台を設置するとともに， 15馬力電動機

塩素滅菌室とレて鉄筋コンクリート平屋建 (212. を建築したが9

同貯蔵室 σ係員室。ポンプ室に区別IL，滅菌機室及び塩素容器室佐保温に留意した。また p 塩素

ボンベには 1tボンベを使用した。

8. 配水工事

)
 

l
 

f
a
‘、

第4囲拡張工事の配7K工、事計画は①鶴見工場地帯，②金沢地区新興工‘場地帯，@新市域戸塚地

区(岡地域にも大工場がある)及び④従来水圧不十分な保土ケ谷。神奈川高台地帯の給水を円滑

に行うことを主な目標としていた。

しかし3 第4回拡張工事に着工した昭和15年当時，既に戦時下の時局は急、を告げ，配

給統制下にあった鉄材は割当のないかぎり入手は不可能で、あり，その割当も少量のため鉄管類の

配給量はすべて語、を要した導水管の取得に充当しラ配水工事には到底まわりかねる状態であっ

た。とのためp 第 3回拡張第 2期工事や第4回拡張工事によって不用とをった上流部の導水管を

市内配水管に転用するなど鉄管調達は最大の悩みとなりう配水工事は遅々として進まをかった。

Lかも 3 昭和20年 5月の大空襲によって横浜市は焦土と化L，各戸の給水装置が焼失したた

めラその漏水防止に追われp 拡張工事は一時まったく中止せざるを得なかった。そして終戦後9

アメ Yカ第8軍の進駐によって市内各所に軍施設が設けられ，駐留軍から大量の給水要求を受け

る一方9 戦災を乗り越えた市勢の復興と産業の立直りとによって需要水量が増加の傾向にあるの

し，他方では戦災による多量の漏水と拡張工事の中断のため 9 随所に給水不良地区が続出す

ヲ
Q った。

さてう;佳鮮軍はこ るととを憂慮し配水能力増強のた

なけrレばならなかった。そうした!肝

され，水源についての明る

めの緊急処置指令を発したため，これ

7月，待望久しい相模湖より
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者の支えともなった。 図 6-26 第4回拡張工事配水管布設平函図

しかし，市勢の復興が進むにつれて ム ; ~ -'""、 川 崎 市

人口の増勢はいよいよ顕著と念仏水

道の需要は増大の一途をたどったが，

駐留軍が市中心部の大部分を接収して

いた関係上，配水工事は従来と異なっ

て市周辺部の開発という形で展開しな

くてはならない念ど，配水施設の増強

は全く新しい角度から見直しを進める

必要があった。

(2) 配水工事の内容

1) 蒔田金沢線

第4回拡張工事以前の蒔回線は，西

谷浄水揚より口径24インチ (610mm)

管で星川iから蒔固に至り，ととで分岐

縮径して，一つは蒔田線となって八幡

橋へ，他は金沢線となって大岡・上大

岡・栗木を経，杉田より金沢に送水す

るものであった。とれに対する第4回拡張工事では，当初西谷浄水揚より新たに口径800mm管を

布設して第4回拡張第1期工事で新設予定の磯子配水池に送水し，それより口径700阻以下の管

をそれぞれ富岡方面及び八幡橋方面まで布設して既設管と連絡増強する計画であった。しかし，

その後の時局の推移から，配水池計画は中止され，新線に予定した配水管も鉄管の入手難から導

水管の撤去管を使用するととになり，かつノレートも変更して昭和17年 (1942) 7月，弘明寺を起

点、とし金沢瀬戸橋に至る聞の口径560阻-460皿管布設工事から着手し，昭和19年 3月末ようやく

完成した。

この間，昭和18年以後の工事については労力の不足と食糧難に苦しみ，また工事においては接

合用の鉛を節減するためゴムリングを使用しクボタイト宏、締め付ける新工法を採用したが，導水

管の撤去による旧管は普通圧管と低圧管との違いや，横ぶきによる管厚の不問や片肉があって外

径に相違があり，ゴム Pング使用には各種の寸法を用意するなど悩みが多かった。しかも，本ル

ートは南区(笹下町)と磯子区の境の丘陵地帯と富岡隆道付近の高所を越えるが，自然流下では

水圧が低下して困難念ため，昭和14年に上大岡に加圧ポンプを設置していたが，昭和17年には金

沢方面の需要増とともに加圧ホ。ンプを増強し，昭和21年には別に保土ケ谷区保土ケ谷町において

蒔回線口径24インチ (610皿)管に260馬力加圧ポンプを設置して 2段加圧とし，昭和23年には更
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に上大岡のポンプも増強するなど，市内配水をホ。ンプ加圧の増強によってしのがねぼならなかっ

た。なお，上流部の導水加圧は相模湖の完成によって解消された。

ととろで，終戦後の金沢地区内蒔田金沢線沿線地帯は住宅地としての発展が著しく，またかつ

て海軍施設であった関係上，海軍水道より給水されていた現在の金沢区大道・六浦・瀬ケ崎等横

須賀市寄りの周辺地域が新たに本市給水区域に編入されたので，ますます給水量の増加をきた

し給水は全く行き詰まった。このため，保土ヶ谷ポンプ場より新たに口径22インチ (560皿皿)

管を南区弘明寺まで3，420m増設し，戦時中に布設した既設口径22インチ (560皿)管に連絡して

配水の強化を図った。しかし，依然として需要量の増加には追いつかなかったので，更に昭和28

年には戸塚配水管として西谷浄水場より内径 900mm管を布設したので，保土ケ谷区元町において

口径20インチ (510皿)管を分岐し， 1，560m延長して保土ヶ谷橋付近において前記口径22インチ

(560皿)金沢線と連絡するとともに，富岡隆道の高所越えのため磯子区杉田町に 150馬力加圧ポ

ンプを設置した。

2) 第2鶴見配水幹線

第2鶴見配水幹線は工事費の節約から当初の計画が変更され，第4囲拡張第2期工事で新設す

る予定であった神奈川配水池は取り止めとなり，配水管も撤去管の再使用と変った。

本配水幹線は昭和16年以降，第2京浜国道の建設と並行して同道路敷に布設するととになり，

東神奈川駅西日を起点として鶴見に向って口径42インチ (1，050皿)及び36インチ (910皿)撤去

管を利用して布設した。また，神奈川方面の給水不良を解消するため，既設神奈川関内系統配水

管より西区浅間町において口径22インチ (560皿)管を分岐し，撤去管をもって東神奈川駅西口

まで延長2，570mを布設したうえ，第2京浜国道内新設口径36インテ (910mm)管と連絡させて給

水能力の向上を図った。

戦後は鶴見方面の給水不足と綱島・日吉方面の急激念需要増に加え，昭和21年には進駐軍の命

令工事もあったため，神奈川区三ツ沢町の既設第1鶴見配水幹線に 500馬力直結加圧ポンプを設

置した。更に昭和24年には同幹線保土ケ谷区峰岡町に 1，000馬力加圧ポンプを増設し，流量の増

加を図った。

また，別に鶴見区上末吉方面の需要に応じて，昭和24年12月には鶴見配水池から第2京浜国道

まで，口径400皿---500阻管を1，080m布設し，既設第1鶴見配水幹線を強化した。

とζ ろで，戦後の鶴見地区工場地帯は平和産業を軸に著しい発展をみせたが，それに伴う工場

用水の需要もまた増勢の一途をたど、った。そこで，昭和26年以降は第2京浜国道工事の進行と日

米行政協定による新設道路の建設を利用して第2鶴見配水幹線の完成を目指すことになり，導水

管の撤去管を転用して，西谷浄水揚より東神奈川西口まで(延長7，110m)，口径 1，100阻または

36インチ (910皿)管を布設し，布設済みの同径鉄管に接続したうえ， 更にその末端を生麦まで

延長，総計1万 2，217m に及ぶ第2鶴見配水幹線を完成させた。この第2鶴見配水幹線の通水に

より，既設第l鶴見配水幹線と相まって，鶴見方面に対する配水は一段と強化された。
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3) 戸塚配水管

戸塚地区は従来p 神奈川県営水道から分水を受けて

給水していたがp 第 4回拡張工事を携に西谷浄水揚か

ら直接配水する計画をたてた。このノレートのうちラ西

谷浄水揚からの 2，U6m間は、水田@畑・ w林を通じ

て幅員 4.5mの新たな配水路線を建設しEζれを新公

道として市民に開放し?と。オ主主J，本区間中藤塚町にお

いては標高70n1の丘陵を横断するためp 延長92mにわ

たって内径11.届5m，高さ4.55mの三心同断面のコンタ

1) -ト巻き(底面砂利敷)滋道を築造した。

戸塚配水管は西谷浄水場から新設路線を経て保土ケ

雲寺5章音節14年の第4囲拡張工事

谷区元町まで延長2フ700mに口径900mmモノレタノレライニ 口径 90C酬戸塚配水管布設工事

ング鋳鉄管を布設し，それから国道東海道に沿って戸塚大橋までの延長 6，750mにロ径22インチ

及び 18インチ (460mm)撤去管を布設したうえ，ここで 2系統に分水し》一方は上倉田

町まで口径四インチ (460mm)管を 1，360m布設して大船方面に通ずる既設口桂200mm管に接続さ

せラ他方は口径18インチ (460mm)• 300mm • 250m血管を布設し，矢部@矢沢町方面を経て市内既設

配水管に連絡させた。この 2系統によって戸塚町一帯は東西から町の中心部に向って給水される

ように右:り， 1日戸塚町以来日年にわたって続いた神奈川県営水道よりの分水はヲ昭和27年12月に

終止符を打った。

4) 長津田配水管

第 2次世界大戦後フ国鉄横浜線沿線の発展は著しし ζ とに港北区長津田町には県営。市営住

宅をはじめ掴人住宅の建築が相次ぎp 住宅地として急激な発展をとげつつあった。そのためp 水

道布設について強い要望が起ってきたのでヲ昭和29年 4月ラ)11井j浄水揚から長津田町に至る間延

長 4，059胞にわたり，口径20インチ (51Om皿)導水撤去管(上流側水道用路線内の低圧部1，114m 

は口径 500mm鉄筋コンク 9ート管を使用〉を配水管として布設し，同年 10月には給水を開始し

7亡。

9. 新しい時代への道を開いた第 4回拡張工事

第4回拡張工事は，第2次大戦前後14年間という長い年月を通じ，資材。労力。資金すべての

面で最悪の条件を克服しつつ9 従来の拡張工事では考えられなかった膨大な新水源の受入れ体制

を整備し敗戦から復興へと大きく生れ変る横浜市の水道施設を再編成していく重要な変革期と

して捉えることができる。

まず第 lの問題は， 7jq盟国からみると，単独取水の時代から総合水利調整の時代に移行したこ
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と，また河川iの自流取7!くからダムによる貯水利用の時代に入ったととで3ζれは今日の広域水道

発展の芽生えとなった。す念わちフ河川!の利用は一つの限界に達L，新しい河川の高度利用と水

利調整の時代を迎えたのである。 ζの水源の変革は第 3回拡張工事が橋渡しの役割を果し第4

回拡張工事の完成によって迎えたものでp 水源!日 ζの両拡張工事は密接不可分友関係にあっ

た。

4囲拡張工事の完成によって臨時的主主導水加圧体制は解消されヲ ラインは面白を一新

し3 豊富な水量を市内にもたらしたがフ半国，このダムによる水源開発はラ水道に対して新しい

問題を負わせる ζ とになった。その第 lの問題としてョダム建設による水源開発は一時に多量の

水源をもたらすがp 一方では他の利水者との調整が必要となり，また完成までに長年月を要する

ことから，必ずしも必要な時期に取オくすることが保障されずp また篠保水漉が多量であるた

期的展望に立った計画が必要となり，先行投資性が一段と強まる結巣，完成玄での聞の対応に苦

しむととが挙げられる。実際ラ第3回。第4回拡張工事弘通じて水需給の対応に苦心し，再三に

わたる計画変更を余儀なくされている。

しかし9 との水源開発は神奈川県の相模川河水統制事業として県の努力により進められ芳その

ための第4回拡張工事も当時の人々のブ:JK上って，戦前にかなりの部分を完成していたた

め，不幸中の幸いというか，戦後に生じた異常なインフレーションの影響をもろに受けたにもか

かわらずっ先行投資に伴う財政負担は大きく軽減されたのであった。もし， ζれら

に延ばされていたとすれば9 戦後の復興を支える ζ とができなかったばかりでなく p 大き念財政

負担に押しつぶされていたと考えられる。すなわち p 第 4@]拡張工事につ加でみれば3 戦時中の

最も困難な時期に着工し，総力をあげて工事の推進に努めた結果ヲよく以上の工程を完成さ

せていたから ζそ拡張工事費を20億 9，000万円にとどめ得たのであって，もし戦後において ζの

拡張工事を起工したとすれおそらくは倍額の40億円をもってしてもをお不足したと考えられ

表 6-15 第2次大戦終戦時における

宗主 4回拡張ヱ事執行率 (単位:%)

工 事名 執子率

導水 i吉道工事 f)6 

沈 殿 場工事 14 

導水工 司 王 34

浄水工事 22 

配水工事 10 

忍E 防;工 司会 34 

総工事 30

る。ともあれ， ζの拡張工事の水源工事である相模

川河水統制事業をう困難な時局下に屈ぜず着工した

。財政の両面からラ先見

の明あるものとして讃えられるべきで、ある。

2回変更計画額(昭和四年 34，000，

昭和四年までの執行額 13，328， 

執行率 390 

3の問題は?とのダム矛u水は給水計画と財政負

担rc新しい問題を投げかけたばかり、でなく，水質管理についても大きな影響を与えたととであ

る。夕、ムからの取水は河川の白流取水よりも量的には安定的に取水するととができるがラ水質的

にみればョ自流の直接取水における洪水時の濁水は数日中に流れ去って旧に復するのに対して，

とえ丁、るとと 夕、、ムに入仇特に沈降しにく るよう

3事邑
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に念ったことうまたダムの貯留水に微生物(藻類)が発生するという問題も生じク水質管理と海

水処理面で新しい時代を迎えるととになった。このためp 昭和26年 (1951)10月には3 従来の西

谷浄水揚(当時に西谷派出所と称していた。)内の水質試験室を上水試験所として独立させ，ま

た，第4回拡張工事でも沈j殴及び急速穂過設備に大きなウエイトをかけている。

第 3の問題は，空襲。敗戦 a接収によってp 従来の市内の諸状況が一変してしまったことであ

り?特に接収の影響は大きいものがあった。市中心部と港湾施設の接収は長〈続きラ接収解除後

の本格的復興がままならないうちに全国的な戦後復興期の都市集中化が始まったがヲ本市の場

急増する人口の影響は市周辺部の乱開発として現れ9 従来の市中心部重点の配水施設では対

応が間難となりラ周辺部への配水拠点を整備するなど市内配水施設再建設の時代を迎えることに

なった。特に，横浜は丘陵部が入り組みs 高低の差がブてきいためp 配水施設の再編成を一層，複

雑困難なものに変えてしまった。

そこでラ終戦直後の激動期にあってはヲ接収解除の動向など市勢の方向がなお流動的であり 9

また資材。資金とも乏しかったためヲ鶴見。神奈川方商と戸塚@金沢方面の一部増強にとどめ，

抜本的右;対策は次期拡張工事やその他の改良工事に引き継ぐという現実的な対応をせざるを得な

かった。このため，配水拠点として計画された配水池の築造は次の拡張工事に見送られヲ応急的

対策として市内に配水加圧ホ。ンプを増設するという結果を招いた。とうしてg 上流側の導水加圧

体制がようやく解消されたにもかかわらず，市内では配水加圧増強の時代を迎える ζ とになって

しまったがp 半面?ζれによって局所的な対応が可能となり，市勢の流動的な状況に対応しなが

らご戦後の混乱期から高度成長に至る問をしのいだ効果は大きいものがあった。

第 4K，施行期間中に続いた資材@労力。資金の不足p ととに資材の不足と品質の低下が，新

しい発想を生み，工法や資料を改革した ζ とである。例えばラコンクリート不足に対応して土堰

堤式貯水池築造をみたのをはじめフ鉄材不足に対応した鉄筋コンクリート管の多用化9 開渠式コ

ンク Pート導水路の築造，大型パノレブの軽量化のための改良銅製制水弁の開発，軽量化と防錆を

兼ねたコンクリートライニング鉄管の採用p 大口径管の通水中の溶接工法の開発など，新技術へ

の取組みが花を咲かせた。ただし，戦時下の急迫した時に製管された大口径管の破裂に悩まさ

れ，導水路線に多用した鉄筋コンク Dート管が戦後周辺の開発によって埋設条件が一変したた

め，その対策に悩まされるなど，その後遺症も少なくなかった。

ともあれ，以上のような導水加圧，配水加圧や浄水技術の経験比後年の大量取水を前提とし

た下流取水方式の採用に生かされている。
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V 棋戦直後の給水状況

L 戦災による人口の激減と漏水の増大

市の人口はフ昭和13年から昭和15年にわたって年々10万人内外という異常な増加ぶり

を示したがp 昭和16年以降は戦時体制に突入して資材統制により家屋の建築が制限を受け?また

都市、における食糧難も目立つようになったのでその増勢は減退しヲ同年は 3万人の増加に?更に

翌昭和 17年以降は l万人前後にとどまったがヲそれでも昭和 18年にはついに 100万人を突破し

た。しかし翌昭和19年には食糧難が一層激しくなる一方，戦況の不利と人口疎開などもあり 9

かえって 1万人の減少をみたの

そして昭和20年 6月，全市にわたる大空襲によって中J心地帯は一面の焦土と化したため9

は四散して激減しョ終戦を迎えたのである。終戦後は漸次復:帰したもののヲ接i院の影響もあれ

その年の11月 1日現在では62万4，994人と半減していた。

虫色 人 口
年度

人口(人) I指数|

日百手口15 968，091 1，000 739，789 1，000 1，000 

16 999，400 1，032 762，354 245，026 1，049 

17 1，015，900 

13044日5リ25i(i177736377544)!7，424似66722 2 O 

1，041 76 

18 1，028，661 1，0 1，049 

19 1ヲ018，839 1，0 1，033 

一一竺i 68~" 994 6 452 

256，238 1，097 

262，102 lヲ122

L二一不明

第 2次世界大戦勃発とともに給水量の需要はにわかに高まり，年々 5対すなわち 1万五t余りの

水量が増大して市周辺随所の高台などには給水不良箇所が生じ?ことに鶴見@金沢方面等管末地

帯における大工場には水が届かず3 給水増強への要請陳情が相次いだ。そのため3 昭和17年には

野毛山送水管や金沢線等の配水管に加圧ポンプを設置して配水の強化を図ったが旦容易に円滑を

ること位、をきなかった。

昭和19年に入ると学童や家族の疎開が進行い建物疎開も実施されて市の人口は減少する一

方，戦時下に処して市民の節水も徹底して一般家事用水は大きく減少したものの，その半面9 工

場用水の増大が著しくなり，創設以来長い間給水量中の王座を占めていた家事用水量を工場使用

量が上回った。そしてラ横浜大空襲と敗戦が工場用水。家事用水ともに大幅友減少をもたらせラ

代って接収による駐留軍使用水量が激増したが，使用水量総量では戦前の 3割減の水準に落ち込

んでしまいgζ れに伴っそ料金収入も激誠してしまった。

市内の使用水量(有収水量)が減少しているにもかかわらず3 戦災跡地の漏水と水圧低下によ

る消火栓の使用などにより らの給氷量は逆に増加し9 総給水量に対する有収水量の割合

は戦前台であったものがE 4月以降ことに 5月29Bの戦jえによっ 更に翌

3タS



第 6章苦節14年の第4回拡張工事

表 6-16 用途君IJ使用水量

落専| 昭和 li年 昭和 18年 日否 手口 19.1:t三 昭和 20年 昭和 21年

i nf P6!d%  n11 % nil %i 口11 % 

家事営業用 20，099，256142.7120，210，309142.4 17，635，772 i 40.1 13，251，117137.7 9，829，760 35.6 

共用 栓 1，337町 137I 2.8 1 1，291，211 1 2.7 1，122，013 i 2.6 1，521，6461 4.3 1，404，396 5.1 

官公署用 2，388，194 5.1 2，665，185 5.6 3，044，628 6.9 2，773，486 7.8 2，007，936 7.3 

エ 業用 18，561，632 395119326竺40.5 19，051，973 43.3 9，375，840 33.9 

進駐軍用 631ヲ867I 1. 8 3，690，864 13.4 

湯 屋用 3，386，126 7.2 I 3，047，763 6.4 2，035，970 4.6 1 ， 345 ，006 1 3 . 8 685，440 2.4 

特別栓|
791，900 1.7 812，754 1.7 778.753 1.8 698，321 2.0 322，560 1.2 

船舶給水 一ノイ上65，3門 d戸d 戸 1.0 356，889 0.7 310，684 0.7 123，499 0.4 317，798 1.1 

47，029，600 47，710，332 43，979，793 35，191，774 27，634，594 

水道料金収入 4，508，336円 4，529，585円 4‘710，858円 2，510，804円 20，314，542円

(注) 昭和20年以降は，戦災による走水器焼失にj'l旬、， !/{任地設が念、地したため，その抑定水量が含まれている。

表 6-17 戦災前後における給水量と有収水量

水量

(単位:n1) 

昭和21年度

98，558，749 

27噌 634，594

28.04 

昭和21年には漏水の防止が十分に行き届かず， 28%までに落ち込んでしまった。すなわち 9 昭和

20年にはの水が9 また翌年には7296の水が漏水その他による無収水量となって消え去ってし

まったばかりで念く?これによる水圧低下が各地に給水不良を発生させたのである。 ζ うして，

戦後は漏水防止が給水不良解消のため緊急課題となった。

表 6.-18 水庄比較表
(単位:kg/cnl) 

区x:HZ手口19 ag手1120 日召干口21ひで日召平日 19 昭和20 日召干百21

年 j立 年度 年度 年 目主 年 度 年度

鶴見区
i萄 3.1 3.0 3.0 

保土ヶ谷区
高 2.7 1.0 1.5 

{品 0.1 0.1 0.0 1t1 0.8 0.1 0.2 

神奈川区
~ 4.5 4.1 4.3 

機子区
高 2.0 1.2 1.5 

{fl.; 0.5 0.1 0.1 fL1 0.5 0.2 0.2 

間 区
高 3.6 2.5 2.7 

金沢区
高1.7 0.8 0.8 

fs: 0.5 0.1 0.2 {氏 0.1 0.1 0.1 

中 区
高 2.5 2.0 2.5 

港北区
高 1.5 1.4 1.7 

fs; 1.5 0.7 0.7 fJ1 0.8 0.3 0.4 

南 区
高 2.3 1.7 2.0 

戸塚区
高 1.0 1.4 1.7 

f& 0.7 0.1 0.2 {民 0.1 0.3 0.4 

2， 戦災と水道メータの整備

ζ のように3 戦災による漏水の発生によって有収率は大きく落ち込んだが，いま一つ，戦災に

よる水道メータ焼失により放任制の装置が急増したことも p 有収率を低下させた一因となってい
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る。すなわち，有収水量の実態把握を困難にさせ，その認定水量が過小であったととが考えられ

る。

第2次世界大戦末期に念ると，軍需生産優先のため水道メータの生産は激減し，止むを得ず放

任制を一部認めるととになったが，更に終戦直前の大空襲により給水装置の70%が被災し， ζれ

に伴って水道メータも大きな被害を受けた。しかし，非常事態のなかでは水道メータを整備する

ζ とは不可能であった。戦後になっても，水道メータの 4メーカー(金門商会，大阪機工株式会

社，東光精機株式会社，愛知時計電機株式会社)のうち生産を再開したのは愛知時計電機だけ

で，それもようやく昭和21年 (1946)からのことであった。このため，各地の水道事業者からメ

ータの注文が殺到してなかなか入手できず，担当者が直接名古屋の本社に出向して交渉するとい

う状況であった。

その後，各メーカーも生産を再開し始めた。当時，地元で確実に確保できるようにという動き

もあって，横須賀に株式会社吾妻計器製作所が誕生(昭和22年)したのをはじめ，旺盛なメータ

需要に刺激され，戦後の平和産業転換のーっとして新しいメーカーや修理業者も増加していった

が，戦後の混乱と資材不足の状況下でいち早くメータ生産に取り組むことは大変なことであっ

た。

当時の事情を即反映して，本市における全計量制への復帰の道は険しかった。戦災前に設置さ

れていたメータ約14万個のうち擢災メータは 9万個を超え，全体の65%を失っていたし，終戦後

は駐留軍給水と焼跡の整理に追われるなか，漏水と乱用による水圧の低下に苦闘を続け，第一メ

ータ整備に取り組もうとしても，労力もメータも無いという状況であった。

メータ一口千歪
戦災目リ設 焼損個数
置数(個) (個)

13 mm 131，425 87，914 

16 4，285 2，144 

20 1，718 859 

25 1，794 '500 

40 248 

50 343 

75 62 

100 184 

150 54 

200 7 

250 2 

屋外残存
個数(個)

43，511 

2，141 

859 

1，294 

248・

343 

62 

184 

54 

7 

2 

焼損率
(%) 

66.9 

50.0 

50.0 

27.9 

漏水の応急処置が一段落した時点に

なっても，新規メータの購入がまだま

だ困難なことから，焼損メータの修理

に全力を注ぐζ とになり，昭和22年度

から 3か年計画で重点的に進めていっ

た。そのうちに，新しいメータの購入

も次第に軌道に乗るようになったが，

メータ整備が低ぼ、完了したのは，実に

昭和28年であった。

以上のように，メータ整備も昭和20

年代後半にはようやく戦前の域に回復

したが，メータの機種については戦前からメーカー各社が独自に開発した経過から多様化の傾向

にあり，計量管理上の大きな問題であった。戦後，平和産業を旗印として参入したメーカーも数

多しこれがメータ機種の多様化に拍車をかけ，メータ管理を一層複雑化させた。そのため，各

都市とメーカーとの協力によりメータの規格化が検討されるようになり，昭和26年 1月には口径

計 140，122 91，417 48，705 65.2 
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第 6章 苦 節14年の第4囲拡張工事

13mmのメータについて， A. B 2種の J1 S規格が定められた。また，同年 6月には度量衡法が

全面改正されて計量法として生れ変った ζ とから，水道メータ界も新しい時代を迎え 9 メータは

従来の濫費防止偏重の立場から水量管理という原点へ認識を次第に高めタメータの機能向上に一

層の努力を重ねるようになった。

3勾 漏水防止対策

漏水防止の経緯

漏水防止は，創設水遣にあってもラパーマーの指導で配水幹線にデーコンメータを設置し配水

量の管理を行ってきたことが示すように，水道経営上の重要な問題として認識されていた。第2

囲拡張工事まで同様な措置が引き継がれたが，使用者の多くはメータのない放任制度(使用水量

によらず9 人員や戸数によって料金を決める制度)で使用水量を数量的に把握でき念かったた

めラ現在のように有収率という指標に基づく水量管理は不可能でヲ破裂などによる異常水量を監

視することを主としていた。創設当時にあっては，施設が新しくヲ今日のように重車両の往来や

地下埋設工事もほとんどないため3 漏水は極めて少ないものと考えられるので，とのような管理

体制でも十分であったと思われる。

その後，各都市とも水不足に悩み，放任制による水の濫費防止を主たる目的として全計量制へ

の移行を検討し明治43年 (1910)に大阪市が実施したのを皮切りとして神戸市。京都府@名古

屋市@東京市左:どで相次いで、実施していった。との全計量制移行-に伴って漏水防止についても関

心が高まり 3 東京市では早くも大正2年 (1913)から本格的に漏水調査を開始しておりうその

後，昭和10年 (1935)前後には各都市でも漏水調査が行われるようになった。

横浜市では，大正年代末に全計量制移行の方針を固め3 その直後の関東大震災によって中断

しラ昭和 2年にようやく全計量制移行が完成した。一方，震災復興工事も並行して行われたが，

震災やその後の激震などの影響から漏水が多く，漏水調査にも力が注がれるようになった。いつ

のζ ろから，またョどのような方法で、行われたか詳細な資料が残っていないので明らかでない

が，昭和 3年度の事務報告書に漏水調査の項目があり「漏水調査ノ、本年ハ六月ヨ P中匝寓代町外

五回ケ所ニ亙P施行シタリ是ニ依P護見シタノレ漏水量一重夜ニ付入ョ二四五立方米突儀」とある

ので，昭和 3年以前から実施していたことになる。

自 昭和二年十二月

昭和三年 横演市水道局事務報告書

至昭和三年十一月

漏水調査 漏水調査ノ¥本年ノ¥六月ョ y中匝寓代町外五四ケ所ニ亙P施行シタ P是ニ依P

謹見シタノレ漏水量一童夜ニ付八，二四五立方米突鈴之ニ要シタノレ費用ノ、八，一七O園ト

ス而シテ此/漏水ケ所ノ、重ニ鉛管/破裂接手等ニシテ有ノ、何レモ其都度修繕ア施セ P向
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詳細ノ舟Ij表ニ示スカ如ミ/
間

S1j手口
j扇子 7]'( i重 所

3年
国T 目

破裂 接手 量水器 止水栓 其他
漏水量(ni') 調査費(円)

接合環

6月
;関代，不定;， 翁3 克司

46 ニいJ2 19 11 767，343，784 1，554，505 
義松影

永楽，真金，不老，翁，扇
7月 v吉浜，長者s千歳，三吉 55 8 8 4 7 d 戸 1，171，261.656 1，502，762 

山問，山吹， ~言士見
~ 一
8月

真金，南吉田，末吉
38 9 17 4 20 1，113，960.848 1，251，937 

長島
回

末吉，南吉田，相1I

9月 吉田，福富，伊勢佐木 48 3 8 10 8 
1，71 似 11m2

長者，若葉咽弥生

伊勢佐木， B.著ヲ弥生

10月 長者g 羽衣，元9 蓬莱 73 3 7 29 2，085，984.0∞1，308.298 
|末吉3 新山下9 山手
石川仲9 石川1，中村

中村，堀/内ヲ西根岸

11月
瀧頭本，常盤，南{中

24 9 3 4 31 1，395，792.000 1，322匂810
北仲，海岸，元浜
真砂， i巷，尾上

町

計 284 37 80 9 51 104 8，245，788.920 8，170.525 
一一一

自 昭和三年十二月

昭和四年 横潰市水道局事務報告書

至昭和四年十一月

漏水調査 漏水調査ノ、全市野毛町外一一四ケ所ニ亙P調査ヲナシタノレ結果破裂六五三?

接合環9 接手，止水栓二O五其他二一0/漏水箇所を接見シ之レニ般リ漏水量一童夜ニ

付-0，一九O立方米ヲ防止スルコトア得タ 9，之二要シタノレ費用ハー高四千八百二十

五園能トス。

その後，第 3囲拡張工事の暫定水源として大島の臨時揚水が開始され，多額念電力費がかかる

ようになると， ζ のコストの高い水が有効に使用されているかどうかという酉からの議論も起

札漏水防止の重要性が認識されるようになったが，第 2次世界大戦の勃発により大きな成果を

あげないまま， “筑給水"の時代を迎えたのである。

r!J内焼失区域における給水管漏水のため水圧が著しく低下し，戦災ii[後は広範囲にわたって

減。断水地区を生じたが9 その後鋭意復旧に努めた結果，漸次その区域を縮小していったc 応急

作業を終えると，第 2期の漏水防止作業としてヲもっぱら止水栓閉止作業に全力を註ぐ、地上漏水

の防止が主体となったがうとれと並行して給水不要の地域に対しては配水管の切断若しくは撤去

作業を実施し，残管の整理にも努めるようになった。
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第 6主著者節14年の第4回拡張工事

しかし，管末や高台及び高層建築等の給水を解決するととができなかったので，とれら不良給

水区域に対する給水を増強するため，配水管の新設，配水加圧ポンプの設置とも意欲的に取り組

み，更に鶴見区の管末区域に対しては 3筒所で川崎市水道と配水管を連絡させ，同市より水量の

補給を受けるなど，応急的な対策を進めた。また，昭和21年度 (1946) においても引き続いて漏

水防止策と不良給水地域に対する給水増強策とに鋭意取り組んだが，駐留軍も本市のためわざわ

ざアメ Pカから漏水探知機を取り寄せるなどの便宜を与えてくれ，その活用により地下漏水の発

見修理も進むようになり，地上漏水の改修と相まって，漏水対策も軌道に乗り始めた。そして，

昭和23年8月には漏水調査専門の班 (15名)を組識して地下漏水の発見に努め，昭和26年 1月に

は同班を漏水管理事務所(係の規模25名)に組織替えして，管理体制を強化していった。

ζ うして，昭和27年度末には全市一巡の調査を終了し，翌年から第 2巡回の調査に入った。第

1巡調査では 5年聞を要したが，第2巡目は人員や機器の充実によって 3年間で終了し，昭和31

年度からは第3巡自の調査に入った。 ζの折，戦後の復興も進んで，給水戸数の急増や作業の制

約条件が増加するという状況から，管理事務所を更に強化し， 40名を超える規模の体制に増強し

ていった。

表 6-19巡回別漏水量等調査
(単位:nf) 

施行年度 所要 調査 調査配水 未防止 防止率 調査配水管1km当たり
巡回別

(自前日) 年月 区画数
管延長 漏水量 防止水量

水量 (%) 漏水量 防止水量未防止水量kml 

第1巡回 23-27 4.6 215 440，400 1，662.31 1，446.55 215.76 87.02 3.775 3.285 0.490 

第2巡回 28-30 3.1 203 501，917 1，784.80 1，619.52 165.28 90.74 3.556 3.227 0.329 

第3巡回 31-34 3.11 268 813，185 2，379.41 1，876.10 503.31 78.85 2.926 2.307 0.619 

とのような漏水防止対策に悩まされたのはひとり横浜だけではなく，被戦災各都市共通の悩み

であり，戦後の復興に伴う重車両や道路内工事の増加などの影響も受け，努力をしでもなかなか

効果をあげることができなかった。また，戦災後の水道施設の復興と急増する水需要に対応する

ため拡張工事に専念せざるを得ないととから，財政的にも即効性のあがらない地味な漏水防止は

正当な評価を受けるととが少なかった。

ともあれ，漏水防止に対する努力が実って，戦後の然給水の時代を乗り越え戦前より有収率は

向上したが，昭和30年代に入ると伸悩みの傾向となった。このよう念状況に対して，厚生省は昭

和35年10月，有収率75%を目標とした漏水防止対策要綱を定め各水道事業の奮起を促した。

昭和30年代に入ると漏水調査専門の会社が設立され，また漏水探知機などの開発も進んでき

た。本市では昭和35年度から戦後第4巡回目の漏水調査期聞に入り，漏水に関する調査研究を進

めるかたわら，新たに音聴班を設置したり，また機器の充実にも力を注いでいった。
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4. 戦災応急復旧事業と戦災復興事業

戦災後の漏水防止を主目的とする応急工事については，戦災応急復旧事業として昭和 21年

から国庫補助の対象〈補助率1/のとなり，昭和20年から昭和24年度までの 5か年間にわ

たり， 1，368万9，239円49銭(うち国庫補助額404万4，691円昭和24年度は打切り)をもって実施

された。

またョ相前後して，荒廃した市内配水管の撤去新設工事についても 9 戦災復興事業として昭和

21年度から国庫補助の対象(補助率昭和25年度からは1/2に改善)と念り，昭和21年から昭

和31年度まで6，261万6，620同88銭(うち国庫補助額2，698万689円)をもって実施された。

1) 年度別事業費
(単位:円)

年度 戦災応急復旧費 戦災復興費

昭和20年度 652，687.99 
21 2，366，267.60 566，810.56 
22 4，000，913.67 332，900.06 
23 2，551，679.11 798，772.06 
24 4，117，691.12 4，278，982.39 
25 8，113，764.81 
26 9，689，742.00 
27 8，561，838.0。
28 10，071，887.0。
29 7，192，405.0。
30 10，018，794.00 
31 3，000，725.00 

百十 13，689，239.49 62，626，620.88 

2) 戦災応急復旧事業

て程二別 1 ¥¥~  

事 業 豆国王

昭和昨度開2咋皮lOHf~3年度昭和叫度
鉛管漏 水防 J上 80，071 57，000 41，449 
配水管漏水防止 (件) 2，021 1，963 637 2，000 

水道メーター修絡 4，000倒 11，4401[.';1 20 ，00011，';J 

360 8 

西日;]¥.管復旧 150 7 

( n川 200 2.066 

2 三春台。大久保

加圧ポンプ設置 2ょ1υ0 に
1 上末吉

ο η 山手ー岩井原("戸塚
(馬力II;~ 2 白申書 e 寺名情。丸山田T

専用電話線復旧 (m) 2，700 

専用送電線復旧(筒所) 60 

電動機修正里(恭) 2 
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3) 戦災復興事業
(単位:m) 

主±
直己 水 管 布 設

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

75 III皿 503 

100 184 25 868 3，666 6，094 2，524 4，724 3，465 3，227 1，188 

150 63 330 342 654 116 459 1，158 一
200 440 1，177 410 185 

250 93 

510 63 

560 76 

主±
自己 水 管 撤 去

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

75 IllIll 918 562 760 340 

100 4，028 302 2，973 1，153 1，618 

150 205 224 128 193 

200 800 220 

560 79 → 

5. 接収解除跡地整備事業

終戦以来，市の中心部の接収地は，昭和26年 (1951) の講和条約の成立と市民並びに市当局の

努力によって漸次解除の見通しとなり，昭和27年以降，接収解除地区に対する原形復旧を目指し

て配水管・水道メータの整備，漏水調査・防止作業を実施した。なお，接収解除原形復旧費は全

額国庫補助となり，また，接収解除水道復興事業費は国庫負担 68%，県費 6.4%，残額は自己資

金で賄った。

昭和 接 収 解 除 原 形 復 旧 費

年度 市 債 国庫補助額

27 5，213，030 

28 3，234，720 

29 4，403，643 

30 

31 

(1) 接収解除地原形復旧事業

1) 実施場所

支出額

5，213，030 

3，234，720 

4，403，643 

(単位:円)

接収解除水道復興事業費

自己資金 国庫補助額 県費補助額 支出額

12，183，874 8，840，000 832，000 13，024，714 

2，450，525 6，494，000 611，200 9，555，725 

1，293，121 2，709，200 255，040 4，257，361 

1，406，800 3，736，600 351，6CO 5，495，000 

1，625，353 4，267，200 401，700 6，294，253 

中区関内地区(北仲通・南仲通・常磐町・住吉町・尾上町・元浜町・弁天通・相生町・日本大

通・真砂町)
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中区旧飛行場地区(末吉町・若葉町・伊勢佐木町)

中区曙町地区(曙町一部)

南区花ノ木地区(宮元町一部・花ノ木町・宿町)

2) 実施内容

以上4地区の配・給水管の原形復旧，漏水調査並びに閉止，水道メータの復旧を下記のとおり

実施し，昭和29年度に打ち切り，完成した。

表 6-20 接収解除地原形復旧事業

戸~理主度 27 28 

鉄管布設 40mm 147 

1/ 50mm 248 

1/ 75mm 

1/ 100m皿 932 488 

H 150mm 250 

1/ 200mm 

水道メータ設置 1，4591固 1011匝i

漏水調査 1回 1回

(2) 接収解除地水道復奥事業

1) 実施場所

(単位:m) 

29 

829 

470 

361 

中区関外地区(福富町・末広町・蓬莱町・万代町・扇町・山吹町・富士見町・寿町・伊勢佐木

町一部・吉田町・羽衣町・不老町・翁町・松影町・山田町・千歳町・長者町一部)

神奈川区岡野地区(南幸町・北幸町・岡野町)

神奈川区東神奈川地区(浦島町・東神奈川町・飯田町・神奈川新町・御殿町・神奈川通り 1-

9丁目)

2) 実施内容

カマボコ兵舎が建ち並ぶ現在の市庁舎付近(昭和25年頃)

(i横浜d思い出のアルバム」より)
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以上 3地区156.42ha内における

接収解除後の土地区画整理のため

の配水管整備は口径250-100mm，

総布設延長1万7，780mの予定で

実施に当ったが，その延長は下記

のとおりで，昭和31年度で打切り

完成とした。なお，東神奈川地区

は未解除のため，そのまま打切り

となった。



表 6-21 接収解除地水道復興事業

第5辛苦節14+の第 4@]拡張工苓

?7 

(単位 lTI) 

29 30 31 

2，839 2，414 J..758 

142 879 

.308 453 183 

218 65 

5
1
1
 

824 

216 

200mm 

250mm 

このほか，街路改廃に伴う配水管の整理工事も行、った。

雪量 6-22 区画整理による街路改擦に伴う配水管移設工事
(単位:m) 

ロ f歪 布設延長 撤去延長 場 戸斤

200(mm) 888 保土ケ谷区 星本川町
ま反 町

150 205 中 区 本牧町

100 1 246 II 11 

100 180 159 神奈川区 幸 ヶ 谷

150 63 11 11 

100 460 1I 北三字国T

100 681 1I 反町、

100 584 li 鳥越

100 487 l! 柄焔

一三二L__~~ 411 中 区松影町
不老町

戦前，横浜市の中心地として栄えた関内地 図 6-27 討中心部の接収状況(昭和25年頃)

区や伊勢佐木町もすべて米軍の接収を受けラ

焼け残ったビ、ノレは駐留軍事務所となって周辺

はカマボコ兵舎で埋めつくされ，連絡用の軽

飛行機が発着する飛行場まで建設された。こ

うしてョかつての横浜の町の姿は一片だに残

されず，多くの貿易商社や事務所などは9 東

京やその他の都市に移って経済機能も全く失

われてしまった。このようにp 駐留軍による

横浜接収は全国でも極めて大きな役割!を占

め含接収解除が徐々に行われ出した昭和27年

(1952) 当時でさえラ全国接収地面積の

を超えヲそのほとんどが市中心部に集まって

いたから 3 戦災に引き続いて大きな{萎跡を残

すことになり，戦後復興の致命的なブレーキ

と怠ってしまった。

) 南区

¥ 

" "-"" 
L¥」1jf門

戸、~入/ん
¥ I ム珂げ蜘

I '0""出比ツ

t 、う
t制'1，
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雪量 6~23 自~j遼周目Ij接収土地面積比率(昭和27年 11 月〉

核浜

雪量 6-24 進駐当初の接収状況(昭和21年 9月)

100% 
1l0，964，93H'fム
(36，618.47ha) 

ζのため 9 接収解除は横浜市民の悲願とたっていたが，講和条約調印を契機としてようやく一

つの光明を見出しg 戦後の復興と街造りのスタートラインにつくととができた。しかし9 戦後10

年に近い貴重な時間を失ってしまった痛手は極めて大きなものがあり，中心部の復興の遅れから

市周辺部の開発が先行し，新しい荷庖街の中心i色としてp 従来うらさびしい裏口であった横浜駅

西口が急速に発展するなど9 市全体として戦前とは全く った市街が形成され3 これに伴って

公共施設の整備は大き られることになった。それはまた， 水道事業にとっても

で9ζ の変化に新たな対応を迫られることに君主れ第4回拡張工事に引き続いて第 5囲拡張工事

の検討を促す大き左要因となったのである。

6. 戦夜前後の船舶給水事業

大正15年 12月日船舶給水会社を買収して水道局で経営を開始した船舶給水事業は，買

収して引き継いだ船舶が老朽化していたためp 発足してからその改善のため多くの出費を要した

が，その後の工業地帯の発展と港の拡充により，年間50万zdを超える給水を続けた。

給水船による運搬i:id;j((昭和25年t却
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しかし，昭和日年乙ろ

から国際緊張が高まるにつれて貿

易は低調となり，当然ながら

量も減少をたとおっていったが，

2次世界大戦突入後は給水船が銃

されるなどの危険にさらされ，

昭和20年 5月29日

にはドックで修理中の給水船を焼

る7など9 大きな痛手を受け

た。更に昭和20年 8月の敗戦によ

って港湾施設は企画接収され，
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水量は激減してしまい，駐留米軍船舶給水のため24時間緊急供給体制を命ぜられるなど，苦難の

時代を迎えた。

昭和22年 6月の高島埠頭返還を機に民間貿易も再開され，更に昭和25年の朝鮮動苦L翌昭和26

年のサンフランシスコ講和条約などにより経済復興は急速なテンポで進んだので3 出入船舶は激

増し船舶給水量も戦前の実績をはるかにしのiれ年間 100万lTIに達する勢いとえ主った。しか

も?とれら入出港船舶の増加は港湾整備のテンポを超えていたのでp 勢い沖泊船が増加すること

に右:ったがD これに伴う運搬給水量は著しい伸びを示し， となってき

一》
/亡。

昭和30年当時，運搬給水体制としては曳船3聾フ 7J<:船 7 自航給水船 1隻であり，

を高めるためには自航船に切り換える必要があったが9 膨大な建造費がかかるため傭船方式で対

処する次善策を取った。そして翌昭和31年4月に 1雲をp またう昭和38年に更に 1霊を鰭船しp

昭和41年度には給水船の借上げ〈裸傭船と称していた。)も行っている。

表 6-25 人去最船日自の推移

103 I 5，625 110，311 

表 6-26 紛紛給水実績

i昭和iJ'F!之 J~t.主主白*11:主主 運搬給水笠&Y: j芋慌給水量 酬が兆五一寸自つ動「給F水づ道IJ丁l一一五日「一
隻 ささ m ι1 3 i:1 3 nf 

19 1，798 :不詳 142，207 110，381 4，817 257，405 

20 1，745 230 148，611 19，354 2，283 170，248 

21 1，200 1，290 291，658 121，822 919 414，399 

22 1，868 1，052 321，288 124，844 1，612 447，744 

23 1，937 1，362 477，394 182，611 2，543 663，048 

24 1，915 1，868 558，368 201，499 4，716 764，583 

25 2，271 3，535 512，748 323，533 5，357 841，638 

26 3，112 3，869 532，101 365，951 7，485 955，537 

27 3，048 3，776 624，325 416，819 9，522 1，050今 666

28 3，227 4，053 555，821 416，， 934 10，960 983，715 

29 3，303 3.129 486，874 360，438 9，488 856，800 

30 3，285 3，562 490，506 428，261 5，105 923，872 

この間3 昭和25年 5月に港湾法が制定されヲ翌年港湾管理者が国から横浜市に変った。更に向

年四月には国際港都建設法が公布され，横浜もi替の再建を中心にすfしい時代を迎えることになっ

た。

翌昭和27年10月に入ると地方公営企業法が制定され，その翌月間かれた港湾審議会で船舶給水

事業の描湾局移管問題が論議された。 ζ の問題は職員の労働条件にも大きな変更を伴うところか
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仏市行政部局@水道局に労働組合も加えて検討が重ねられた。その折，神戸港では既に昭和23

より水道局から港湾局に移管されていたなどの事情もあり，当初港湾局移管の意見も掛かっ

たがヲ最終的には市営船舶給水事業開始の経緯とその後の実績を評価しヲ一方港湾法第1L1条でも

「他の者によって適当かつ十分に提供されない場合」に港湾局へ業務を移管することになってい

るζ と，また港湾局自体が港湾施設の拡充に全力を注いでいる現状などから 3 従来どおり水道局

るとと した。

との船舶給水の事務所は，戦前は

中区新港町税関橋際にあったが，

戦とともに港湾施設が全面接収され

たので，事務所も同区万国橋際に 1

棟貸与された進駐米軍のカマポコ兵

して2 船舶給水に当ってい

た。その後3 接収も徐々に解除さ

れ9 貿易再開後の進展もめざましか

ったことからうょうやく昭和34年 3

新浴埠頭の船舶給水営業所と運搬給水貯水槽 月に同区新港町に鉄筋コンク Dート

造り 3階建の本格的念事務所を建設して移転し9 運搬給水用の貯水タンクを設置するたど，その

ていった。

'70 野毛山プーノ'~

戦後の混乱期は3 暗い ったがラ復興を目指した明るいニュースもあっ

?と。

昭和24年 には横浜の復興と繁栄を図るため， 3月から 6月まで平和博覧会が開催さ

野毛山プーノレ

れ3 神奈川区反町に第1会場が，酉

区野毛山に第2会場が設けられ9 引

き続いて同年10月から11月まで，第

4回国民体育大会が開催された。と

の二大行事に水道局も積極的に参加

することになり，プールを建設し

?亡。

このプーノレについては，平和博覧

は，中村町に保管されてい

として横浜停車場前
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JR桜木町駅)に飾られた噴水塔を修理復元して噴水池として公開し博覧会後は直ちに競泳用

50mプーノレに改修したものでラ 日本水泳協会の認定を受11，秋の国民体育大会の水上競技大会の

場として活躍した。

-Jレを設置翌昭和25年からは有料プールとして一般公開 l~，更に昭和26年には隣接地

して，毎年多くの市民に親しまれてきた。

ブーノレの施設

ブ、氷

場

競

所 西区東ケ丘

jレ 長さ 501叱幅17051九深さ 1.5-----21TI

児童プ

飛 込 み プーノレ 長さ 221TI，幅151'1l，深さ 51Ti

ノレ 平面長方形長さ 39mヲ幅3004m

ブーノレ観覧スタンド 収容人員、 7，384人

児主主プーノレ

受 野毛山ブール 45ヲ482，71Li同

5，200，OOOr:fJ 

長佳
一 主笠

Hil平日年度 競泳プール 児童プ-}レ 百十

25 86，657 86，657 

26 71，896 一 71，896 

27 129，583 31，364 160，947 

28 103，983 26，462 130，M5 

29 125，955 26，368 1520323 

30 121，307 30，041 151，348 

31 Jl5，776 20，552 136勾 328

32 114，458 25，068 139，526 

33 120，657 33，330 153，987 

34 183，390 49，042 232，432 、
35 130，271 39，555 169，826 

36 143，827 45，500 189，327 

37 149，938 49，271 199，209 

38 144，104 40，936 185，040 

39 102，171 102，171 

40 112，041 

41 94，513 94，513 

42 54，397 54，397 

43 52，803 52，803 

44 39，408 39，408 

45 34，266 34，266 

46 33， 787 33，787 

47 31，273 31，273 

2，296，461 417，489 2，713，950 

一

帥

一

一

)

-

-

}

ー

ー

;

一

し

一

一

制

御

市

制
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m
m
m
m
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m
m
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一
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表 6-27 利用者の状況
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その後，児童プーノレは野毛山公園の改造と配水池建設計画が決まったため9 昭和39年度から廃

止された。また3ζ のζ ろになると市内の学校プールや遊泳ブールが増加したため，競泳を目的

にした野毛山プーノレの利用者は年々減少し3 最盛期の 5分の 1になってしまった。とのため，一

般行政関係局と協議を重ねた結果9 昭和48年度から緑政局にプーノレ施設を無償移管するととにな

り，水道局営プールの歴史は 24年間でその幕を閉じることになったがDζ の間の利用者総数は

270万人に達し、ている。

な$，昭和48年度からは改装して名称も野毛山公園ブールと改められ，野毛山公園の施設の一

環として，緑政局によって運営されている。

刊 相模川河水統制!事業の増強事業

1次増強事業

相模川河水統制事業は，神奈川県!の努力によって戦中戦後の混乱期を克服しp 昭和24年

7月に完了しu 本市は第4回拡張工事のうち導水隆道が完成したととによりョ早速同月から一部

受水を開始した。一方，戦後，毎年のように大型台風が本土を襲い 9 戦時中に荒廃した山河は各

地に大きな被害をもたらした。

昭和初年 9月17日 枕崎台風p 西日本に来襲p 死者 a 行方不明3，756人，

10月10日 阿久根台風，死者・不明451人3 浸水12万戸。

昭和22年 9 月訪日 ~~15 日 カス Pン台風ヲ関東@東北を襲う。利根川，北上mをど大水害。死

者。不明1， 930入。

昭和23年 9月15日-17日 アイオン台風，関東。東北に被害。北上川水系再び破堤。死者@不

明838人。

昭和25年 9月 3日 ジェーン台風p 四国東岸に上陸。大阪湾，瀬戸内海東部に高潮。死

者。不明508)¥，全壊1.7万戸。

13日 ノレース台風3 鹿児島県阿久根上陸。西日 -不明

943人O

昭和2部8年 6 月 2泊5 日 ~3印O 仁臼[ 北九ナ州州lト円、Hcに梅雨前線豪雨。筑後!川!!しp 矢部j川I!，白川右念:ど

4t2 

門トンネJルレ水投。門司市山崩れ。死者@不明 1，028人s 全壊@

L2万戸c

7 fl17 日 ~18 日 和歌山県に梅雨前線豪雨。有田m~ 日高川の被害大。死者 D 不明

1，015A。

9 月 25 日 ~26 日 台風13号ラ東海地方に高潮災害。

9 月初日 ~~27 日 洞爺丸台風。青函連絡船“洞爺丸" 死者@ 155人。



第 6王手 音節14年の第4図書主張工事

本市の水道事業に隈ってみれば，昭和22年 9月のカスリン台風による影響は甚大で、，洪水によ

って相模湖上流側の水位が上昇しラ家屋@耕地に大きな被害を与えた。早速ヲ建設省ー山梨県@

神奈川県の三者でその対策を協議した結果ヲ防災水位を上げ、る必要があるという結論に達した。

一方ョ相模Jll上流の流況悪化から，計画分水量を確保するためには貯水量の増量9 すなわち貯水

池の拡大を要する状況が生じp 計画洪水量も引き上げ、る必要があった。またヲ終戦後の電力需要

は窮迫し 3 電力不足が著しくなってきたため，発電力増強を求める動きもあった。

このよう友状況からラ相模川河7Jく統制事業の第 l次増強事業を実施した。増強事業の目的は9

相模ダムを 2m嵩上げし(満水面標高を従来の165mから167mrc嵩上げ)会洪水安全線も従来の

167mを172mに引きょげ、るためヲ ζ の地帯の土地買収と家屋移転を進める一方，相模湖上流部に

波探機を設置して上流部に堆積する土砂を除去することにあった。本事業は神奈川県によって進

められたが，用地買収が難航し，昭和25年度から昭和36年度までの長期間を要し，事業費総額も

2僚2.674万円に達した。

(2) 第2次増強事撲と道志水源の問題

戦後の都市人仁iの増加jと産業復興によって水需要は急増しまた遅れていた相模原畑地

濯蹴用水の事業も動き出し切て農業用水も増加をみるようになった。しかしッ第1次増強事業が容

易に進展をみないと ζ ろからラ神奈川県では並行して第 2次士通強事業を実施することに踏み切っ

た。この相模川河水統制事業の第 2次増強事業では，相模川支流の道志)11の水を相模湖に導いて

増強を図ると同時に?その落差を利用して発電を行うことを目指し℃おり吟このためp 本市の道

志J11水源の取水地点て、ある組子上流にダムを建設する計画になっていた。

この計画については9 昭和26年 (1951)に神奈川県から本市に協議されたがヲ道志JII水源は明

治30年以来の本市固有水源であり，また道志村内に水源林を有しているなどの経緯から

大きな関心を呼び，市議会全員協議会を昭和27年 2月に開催検討した結果，本市水源に大きな影

響を及ぼ、すものとして9 神奈川県と関係官庁に再考を求める陳情を行った。その後，県市の協議

が進められ 4，月には修正案がまとまり p 同月28日再び市議会全員協議会を開催して，その承認

を得た。

県側でも翌 5月には水利権その他の手続きに入ι 8月に県議会で事業実施の議決(事業費11

7吉田9 工期昭和27~29年度〉を得て着手することになった。そして10月，この増強事業の実施に

伴う市水源の確保について9 次のような協定書が取り交された。

神奈川県営相模川河水統制増強事業施行に関する協定書

神奈川県営相模m河水統制増強事業(以下「河水統制事業Jという。)施行に関連し

横浜市水道事業の既得取水権を安全且つ確実に保持させるととを臼的として神奈川県

(以下「県」という。)と横浜市(以下「市」という。〉とは次の通り協定する。

協定事項
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第 1条 県は県下津久井郡串JII村飽子の市水道取人ロ前に於て間断念く最少毎秒 2.5立

メートノレの表流水量を確保せしめることとし9 市水道の取水に支障を及ぼレてはな

らない。

2 前項の水量を確保するため，県はj津久井郡牧野村字長叉の県堰堤に於、て常時所要水

量を道志J1Iに放流い渇水時には最少毎秒 2立方メートノレの水量を放流するものとす

る。

3 第 1項及び第 2項の水量は県工事完成後道志川の自然流量及び取水の状況により，

県市協議の上増減ずることが出来る。

第 2条 県は導水路隆道の途中に分水池を設け9 堰堤取人口から分水池まで、の区間はョ

水道及び発電兼用の水路とし，その管理は県市共同して行うものとする。

2 前項の分水池には分水装置を設け 9 水道所要水量を優先的に道志JIiに放流せしめる

構造とする。

第 3条県比長又i震堤附近上流右岸の市指定場所に，市水道の所要水量を確保するた

め，予備取人口及び磁道を:設けラ市がとれを管理するものとする。

第 4条 県は市が第 2条及び第 3条の施設を管理するため 9 必要な職員の公舎を 2戸，

市指定の場所に設けるものとする。

2 県は前項の公舎と市水道青山沈澱池との間に専用電話及び通路等も併せて設けるも

のとする。

ら条前3条の施設を市が管理するために必要

る経費は，全額県の負担とするものとする。

第 6条第2条から第4条までの施設については県は市と協議の上設計するものとす

る。

2 前項の施設の工事中市は必要と認めるときは，工事施行の監督又は検査に立合うと

と

第 7条 市は9 飽子取人口に於て，毎秒 2立方メ}トノレの水を確実に取水するために施

設をするものとする。但し，この施設は県，市協議の上設計しラその工事費は全額県

が負担するものとする。

8条 県は従来市が負担レごいる山梨県南都留郡道志村内国営荒廃林地復旧工事費地

方負担金を ζ の河水統制事業着手の年度より全額負担するものとする。

第 9条 県は市が道志村内に所有する道志川水源j函養林に要する維持管盟費の半額を，

ζ の河水統制事業による取水開始の年度より，毎年度負担するものとする。

第10条 ζ の河水統制事業により，道志川及び相模川の沿岸町村並びにその住民ヲその

他利害関係者に生ずる水利権，漁業権その他の権益に関する損失又は苦情等は，

責任に於いて処理しラ市は一切関与しないものとする。

第11条 ζ の協定の実施に関しョ必要な細自についてはう県，市の事務当局におい

途協議ずるものとする。

としてこ

昭和27年10月7日

し調印のと県9 る。



以上の協定に基づいて第 2次増強事業が施行さ

れることになったが，いざ事業実施の段になる

と，新たに用地問題のほか漁業補償の問題が浮上

して折衝は難航し，山梨県の協力も得て漁業組会

との協定調印が取り交されたのは翌昭和28年目見

であった。ょうやく ぜ、
U られ3 日目

5月/t1こ完了したがヲ駒子取入口の施設も協

き改良工事が行われた。右::J3'， 

は17{意2，000万円に達しラ本事業によって胞子j二

流に奥相模湖(総貯水量約 150万が誕生して

道志第一@第二県営発電所(最大出力 1万 1，500

た。

道志ダム(神奈川県企業庁提供)

第 6章苦節14年の第4回拡張工事

神奈川県知事

横浜市長

日包二j斗文人口

内山岩太郎

平 話 亮 三

(中日絞JIII"J水統市1]第2次増強卒業による改良)
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第 7章

応急対策

工業用水道

われた第

誕生

回 工事

1 第 5囲拡張工事の推進

1. 戦後の復興と第5回拡張第 1期工事の構想、

第5国拡張工事の準鋪

第 4囲拡張工事は第二次世界大戦直前の昭和15年 (1940) 3月に着工されたが，

伴って工事は一時中断されp その後ヲ横浜大空襲，終戦ラ駐留軍の接収と波j闘の時期を経てD 駐

留軍指令により工事が再開された。結局，完成までの 5回にわたる計画変更を余儀なくされ，最

終的には昭和30年度を計画目標年度におき B 総人口120万人，給水人口99万6，000人， 1 B 

水量46万8，OOOniと想定して工事を進めた。

しかし，戦後の資材不足とインブレーションに加えてヲ駐留軍接!肢による市中心部の復興の遅

れと周辺地域の異常な発展などから，第4回拡張工事の当初の基本構想は現状に適合しなくなっ

たため 9 計画の変更に当ってはこれらの状況を含めて検討しなければならなかったが，市の復興

路線が固まらない ζ とと D 財政が窮迫していた状況から，相模JII河 統 制j事業による新ブド源の受

入れ体制に重点をおき，市内施設については緊急止むを得たい幹線工事にしぼって施行せざるを

得なかった。このため，配水量が不足する一部の地域については配水加圧ポンプを設置して当閣

の窮状を切り抜けるととになり 9 また配水池の築造等の工事は次期拡張工事に譲った。

接収による本市再建計画立案の遅れはあったものの，過に市周辺部の開発は急速に進んだ。そ

してp 昭和20年代も後半に入るとヲ講和条約の調印を契機に念願の接収解除も 3 徐々にではあっ

たが，港湾施設や中心部の一部について実現し始めヲまた国際港都建設法制定による本格的な都

市の再建策も動き出し，臨海工業地帯も次第に活況を呈するようになった。とうした再興の波に

乗り p 終戦時には62万人にも激減したノ¥口も昭和26年には100万人を突破して戦前の水準に戻札

ζれに伴って給水量も年々増大し，昭和27年の 1B最大給水量は38万rdを超え，戦前の最高26万

五fを12万;fzf上回る実績を示したことから，第4回拡張工事完成に引き続いて第 5囲拡張工事を進

める必要が生じていた。

そζで，第4回拡張工事からの宿題を含め，当時確保されてい

日 2 と相模湖系統47万9，日

ある

65 

800 

日
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第7章応急対策に追われた第5囲拡張工事とヱ業用水道の誕生

(7. 55:r:d/ sec)を全量取り込む長期計画の検討に入った。との水源のうち，第 4回拡張工事まで

で， 46万8，000:r:d/日(約5.42:r:d/sec)は見込み済であったので，この第5回拡張工事による増

加水量は18万4，300:r:d/日(約2.13:r:d/sec) となるが， ζの水量によって昭和45年まで対応でき

るものと推計した。

一方，戦時中の資材不足時に施行された導水路糠の一部改良や，その後の市勢発展の新しい動

きに対応して市内配水の増強を要するものなど，緊急に着手しなければならない開題が発生して

いた。

そこで，まず，とれらの緊急課題を解決することを主眼に，当面緊急を要する麻溝貯水池(現

在の相模原沈澱池)から西谷浄水揚聞の導水管の改良と，特に発展の著しい磯子・金沢方面の配

水幹線の増強を図るととを目的とし，工期を昭和29年から昭和31年までの 3か年間，総工事費を

15億同とする第 5回拡張第1期工事の基本構想をまとめ，昭和28年に主務省との事前協議に入っ

た。しかし，このような検討を進めている聞にも，市勢の発展は異常なペースで展開され，第1

期工事というよう念工事では対応し得ないことが明らかとなったため，急逮拡張工事を見直さな

ければならなくなった。

横浜市水道第5回拡張第 1期工事の基本構想

①基本計画

計画年度 昭和45年

総 人 口 1，800，000人

給水人口 1，440，000人

計画配水量 650，000:r:d 

現有能力より 1日 182，000:r:d増強

②工事概要

導水工事

(第4回拡張昭和30年)

(グ 1，200，000人)

(グ 1，000，000人)

(グ 468，000:r:d)

麻溝貯水池~川井量水池間 口径1，500阻管布設延長 10，000m 

鶴ケ峰接合弁~西谷浄水場開 口径1，500阻管布設延長 2，500m 

浄水工事

西谷浄水揚 鴻過能力 1日 182，000:r:d 拡張

配水工事

磯子配水池 貯水量 50，000:r:d 新設

磯子金沢配水幹線 口佳800阻-350皿管布設延長14，000m

③工事費

総工事費 1，500，000，000円

内 訳

導水工事 600，000，000円
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浄水工事 400，000，000同

配水工事 500，000， 

④ 工事年度調j

昭和29年度 500，000，000目

昭和30年度 500，000，000同

昭和31年度 500，000，000同

計 1， 500， 000， 000同

⑤ 借入希望条件

償還年限 措置 3か年 7か年償還

利 率 生巳 ら 分

人口急増周辺区

横浜市の人口は， 一時離散し?と市民や復員者の引揚者などの復帰とペピーブーム念ど

により 9 社会増@自然増ともに急激に増加したがp それも昭和26年に入っ した形となっ

た。また， インプレーション克服のためドッジラインによる一連のデフレ政策がとられた

とともあってう昭和25年から昭和26年にかけて，人口増加率が低下したので9 その後も鎮静化の

方向に向うと考えられた。しかし，昭和26年の講和条約の調印を契機に港湾施設等の接収解除も

進み始める一方ラ国際港都建設計画も本格的になり貿易に加えp 工業立市施策も展開され，更に

は朝鮮動乱による特需景気が拍車をかけたため，横浜市の人口増加は依然止まらずヲ年間4万人

表 7-1 人口増加率(昭和20年 11 月 1 区 ~-28年1()月 1 回)

人口復元率(昭和28主F-l0月18における 18年12

月IE!への復元)

区 5J1j 復元率(%)

全 市 104ヨ

鶴見区 97.7 

神奈川区 96.5 

百 区

中 区
73.8 

南 区白 111，9 

保土ヶ谷区 129.5 

磯子区

金沢区
131.1 

;巷北区 158.9 

146.3 

前後の人口増で推移することが予想された。し

かも，この増加入口は市周辺部に集中し，特に

港北口戸塚⑩磯子 a 金沢⑨保土ケ谷の名、区に著

しいものがあったの uでp 同地区の公共施設整備

ない状祝となったがp 水道について

もこれらの地区は未整備のととろが多くラ給水

に対する要望が高まってきた。

とのような背景から水需要の増加は著しし

配水量も昭和29年夏には 1a最大 42万 dを超

えるに至り，第 4回拡張工事の計画水量 46万

8，OOOni る時も目前に迫ってきた。こ
戸塚区

一一一一 一 一 」一一一一一一一一ー のため，局所対応として考えられた第 5回拡張
(注)西区は昭和19年中区より分割p 金沢区は23年磯

子区より分割 第 l期工事計画案を廃案としヲ改めて第 5回拡

との表から 9 戦災や接収の影響が大きかった中心区は
戦後S年経過してもまだ戦前の水準に達せずD 増加入口
はすべて周辺区に集中したことが分る。
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第7章応急対策に追われた第 5回拡張工事と工業用水滋の誕生

表 7-2 ;横浜市人口並び!こ使用水量増加実績

一 一 ---崎戸~ιぺ

昭和 ノ人 ロ 使用水量

年度 人口(人) 普及率(%) 給水人口(ノ九) 3γ土台 1 日(m') 最大1日(m')

15 905、047 78.2 739，789 197，235 233，534 

16 928，668 78.8 762，354 212，326 245，026 

17 952，626 79.3 76.3.343 229，886 256、236

18 1，058，029 74.8 775，872 236，221 262，102 

19 1，028，661 74.3 764，462 251，269 263，282 

20 624，994 53.5 334，080 253ヲ697 279，980 

21 755.001 76.8 580，000 222，334 266，800 

22 812，037 81.6 672噌 500 286，741 320，446 

23 859，324 85.0 733，200 308，528 337，271 

24 924，272 82. ]. 758，478 312，550 348，900 

25 969，345 80.0 775，772 321ラ301 360，129 

26 1，001，860 円77ワt 779，183 337，187 377，864 

27 1，039，265 76.4 794，283 336，259 381)053 

28 1，079，271 75.6 816，328 342，684 394，234 

29 1，117，400 75.2 838，873 366，230 421，470 

2. 第 5回:拡張工事計画の提案

第 5回拡張工事の立案当時はラ戦後10年を経てラ朝鮮動乱を契機に復興も進んで経済は活況を

呈い生活水準の向上もようやくみられるようになって， ["もはや戦後ではない」とまで言われ

るようになっていた。

ζのためぅ消費は急増しp 民間投資も活発化レて金融市場の窮迫や輸入の急増に伴う国際収支

の悪化を招いた。

政府は?昭和29年 (1954)度の予算編成に当って国際収支と経済環境の改善のため緊縮予算で

のぞみ3 過熱気味の景気を抑制する方針をとったがヲその余波を受けて公共投資枠も制限され，

水道起債の確保も極めて困難た状況となっていた。ことに，新規事業については容易に認可され

ない ζ とが予想されたので，急i昼昭和30年度予算審議の市会に第 5回拡張工事計画を提案しフ

予算については認可後改めて計上する ζ とにしてフ事業認可の申請を一刻も早く行える態勢を整

えることに力を注いだ。

こうしてヲ第 5回拡張工事計画は，昭和30年3月 1日に提案されラ同月 5日に委員会付託とな

ったが，一刻も早く認可手続きに入るため3 提案の翌日には神奈川県に申請書を提出した。

拡張計画は 3月29日市会の議決を得て9 直ちに早期認可を求めて奔走したがフ審査は厳しし

認可されたのは昭和31年 1月24日で，実に 9か月も要してしまったのである。
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30 第 5囲拡張工事計画の概要

(1) 拡張計画句の緊語、施行の理由

第 5囲拡張工事計画の j概要について，計画書から抜粋してみると次のと必りである。

まず，拡張計画の緊急施行の理由としてう次のように述べている。

① 終戦直後米軍基地として使用された港湾施設並びに市，中枢地区の土地246万坪，建物延20万

坪に及ぶ広大なる接収地域も講和条約及び日米安全保障条約の発効K伴い，逐次解除は軌道に

乗り原形復旧事業，戦災復興事業等の進展と桐まって高層建築物は続々と建設され，水道の需

要もかつて米軍用として使用された給水量を上廻る激増振りを示すと共ι 中枢地区の市民は

市周辺地区に移動し，同地区の道路交通の整備と相まって従来未開地であった金沢，保土ヶ谷，

戸塚，港北方面が集団住宅地域として大量の県ヲ市及び公社住宅が続々建設されるに至ったた

め，給水区域の増大は避け難い現状となった。また本市の誇る広大なる鶴見，神奈川の臨海工

業地帯も，第4回拡張工事による懸案の鶴見A幹線の完工で配水能力が倍加されぅ使用量も月と

共に上昇を示しつつある状況であった。以上のような市勢の急激な発展により本市水道の需要

増加は特に著しく，昭和28年は i日最大給水量が39万 4，OOOnfであったものが，昭和29年の 1

日最大給水量はデアレの経済情勢下にもかかわらず42万dを超えるに至h 今後の飛躍的増加

は必至の情勢となった。

元来，本市の地勢は低地繁華地域と臨海工業地帯が概ね埋立地のため 9 地下水の利用は塩分

湧水と地盤沈下を来たし頗る困難で・あ札また学校ラ住宅の多い丘陵地一帯は殆んど地下に滞

ないため全市井戸水に恵まれず，勢い水に関しては水道に依存せざるを得ない実状

でョ今にして激増する水道需要に即応して対策を講じなければ芳市民の保健，衛生D 防火の闇

からは勿論p 国際港都また工業都市として必要欠くととの出来な 船舶用水にも支障を

来たし，復興途上にある市勢の発展に重大なる結果を招来するは明白である。

② 第生囲拡張工事は単なる工期の延長のみでなく起工より完工に至る開戦時， じ工事

の遂行を した。

かかる事情のため計画の遂行に次の如き若干の無理と多少の食違いを生じたととも亦止むを

得念かったので3ζれ等を補正するがためにも第 5回拡強工事の着工は 1自の猶予も許されな

い現状である。

@ 導水工事のうちヲ相模原沈澱池と川井浄水場区間の口径1， 500mm 導水管は計画水量36万

6，OOOnfを46万8，OOOnfに改めた第3次計画変更の昭和23年当時は，既に布設工事が完了して

いたため， 1日10万2，OOOniの計画水量の増加分に対しては苦心の結果，ょうやく下流の)I 

と鶴ケ峰区間に開水路を設置し，本導水管の動水勾配を急ならしめることによって辛

うじて目的を達する ζ とが出来た。従って，本区間は流量的に導水全線を通じて

るに加えて本区間中延長約 2，30むm に使用した鋳鉄管はp 資材労力の極度に不足を来たした
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昭和18年戦争たけなわの時期に製作したため今原材料並びに製作過程に不備の点あり布設完

了後昭和29年末までに11屈に及ぶ破裂事故を生じその都度現場地元住民に多大の危害と市

民全般に無警告断水の被害を及ぼしg 導水管路中の最弱点部として常に不測の1阪裂事故発生

の不安にさらされている状況でヲ本区間の拡充は他工事に優先し特に急施を要するものであ

る。

を) 浄水工事においては，従来道志Jl!系統の良質の水源に恵まれていたので配水量の増加に応

じ櫨過速度を高めても規格浄水を得られた。

その後新水源の相模湖完成後実情を調査するに 5 洪水が流入すると濁度は予想外に長期間

流出するととになり， しかもこの湖により沈澱作用を経るため非沈殿散粒子を多量に含有す

る濁質であることが判明した。たまたま相模原地内に築造する沈澱池が未着手であったので

急速設計を変更し同地内鹿沼凹地を利用した土堰堤による沈殿貯水池を築遣し微粒子沈

般にはある程度の効果を収め得たのであるが9 なお完全なる処理を期し得ないのみならず渇

水期には徴生物が異常に繁殖しラ残存濁質と共VC，舗過池の閉塞を促進して櫨過速度は制約

ζ そされラ ζれを高めるが如きことは到底期待することが出来ずフ急逮捕過池の拡充は早急

に実施せざるを得ないという現状である。

θ たまたま本市は戦災ラ進駐ラ接収と相次く

てT市十打I周辺地区に移住するもの激増ししヲ水道配分の実態を見究めるに困!難難右な;状態が続く一酉，

ノイ{ンブレ景気でで、鉄管管Pの暴騰も甚だしくラ到底既定計画の遂行は不可能となったので，止むを

得ず本格的拡張は次回の拡張計画にゆずることとして極力計画を削除，縮小するとともに，

導水管中不要となった小径管の撤去利用と応急加庄ポンプの設置によりう給水不良または未

給水地区であった鶴見，戸塚，長津田方面の配水の増強に懸命の努力を尽したのである。し

かしながらヲ丘陵の散在する本市ーでは，かかる姑息的応急処置では到底給水の円滑を期する

ととが出来ず，7J<.i原から西谷浄水揚までの導水が自然流下式に改良されたにもかかわらず，

配水系統においては大小加圧ポンプの設置されるもの30余ケ所を数うるに至れ操作管理に

非常な困難を極めている現状である。

次に配水池工事であるが，当初計画では磯子9 神奈川，戸塚p 高区の 4配水池を新設する

予定であったが3 不運念時局に遭遇したため労力p 資材ラ賃金の制約を受け，これ等全部の

計画を放棄するの止むを得ない事情となった。これがため本市現有の配水池総有効貯水量は

旧態依然として僅かに 9万d即ち，昭和29年の 1日最大使用水量に対しては 5時間分に過ぎ

ず，配水量の時間的調整の困難はもとより 9 本市のように遠距離導水管路を有する水道にお

いてはラ事故の都度直接これが配給水に影響するため市内の断減水が頻発するという真に憂

うべき現況である。

右のよう念配水施設の状況に鑑み，必要最小限度の本格的配水幹線と配水池の増設は市民

サービスと水道運営の合理化を期する上にも急施を要するものである。
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以上のような状況を早急に改善するためヲ第4回拡張工事に引続き第 5回拡張工事を起工する

ことにしたのであるがz そ

工費 18{意3，000万円

工 期 昭和30年度から

計画目標

人口
昭和LlO年における

とおりであった。

合での 6か年継続事業

147万人ョ給水人口 と推定

計 画 1 日

最大配水量
l人 1臼最大使用水量470g， 1日最大使用水量56万4000m"

重量 7-3 横浜市2人口並びに使用水量増加推計表

E百手口
人 仁! イ史 m オぇ

年度 五t 人口 普及率 給水人口 平均l人 ミド土:o)l日 最大l人 設大 1 日 最大l人

(人) (%) (人) I日(Q) (m') 1 U (Q) (ば) ( 1WI) i時11¥1(Q) 

:[; 
1，001ヲ8ぽ) 77，7 779ヲ183 432 337，187 485 377，864 15404 22，1 

1，039，265 '76，4 794，283 423 336，259 480 381，053 155，5 21，9 

1，079，271 75，6 816，328 420 342，684 483 394，234 160，6 21，6 

1，117，400 75.2 838う573 436 366，230 500 421，470 171.5 24，1 

30 1，155，100 77，5 895，000 420 376，000 500 447，500 186.0 33.3 

31 1，191，400 78.0 930，000 420 391，∞o 500 465，α)0 1%.0 33，4 

32 寸P 1，226，500 80.0 980，000 410 402，α)0 490 480，000 200.0 32.6 

33 1，260，600 80，0 1，010，000 410 414，α)0 485 490，000 204.0 32.4 

34 1，293，600 80.0 1ヲ030‘000 410 422，000 485 500，000 208.5 32，3 

35 1，325，600 80.0 1，062ラ000 410 435)αJO ，180 510，000 212.5 32.1 

36 1，356，600 80，0 1，085，000 410 445，000 480 520，000 217.0 32.0 

37 1，386，700 80，0 1，102，400 410 452，000 480 528，000 220.0 31.9 

38 ~'也R、 1，415，800 80，0 1，132，600 410 464，000 480 544，000 227.0 32.0 

39 1，444，000 80，8 1，168，000 410 479，000 475 555，000 231.0 31.8 

40 1，470，000 81.6 1，200，000 410 492，000 470 564，000 235.0 31.3 

工事的概要

各工事の概要はヲ次のとおりである。

1) 水源工事

量

最大l時
間 (nt)

17，180 

17，439 

17，659 

20フ149

29，800 

31，000 

32，000 

32，700 

33，400 

34，000 

34，700 

35，200 

36，300 

37，000 

37，600 

前回拡張工事において相模川河水統制事業より取水権を確保した毎秒5.55m"の内ッ前回取水分

の残量毎秒 2.lrrKを水源とするものでフ受水施設一切は前回拡張工事に3まいて施行したそのまま

を使用する。

うち 9 津久井分水沢.~~相模原沈澱地問 1 万 750m

l峰接合井問 7，150m の開水路札そ L 

たためそのままとし3 流量的に導水線路中溢路となっている管路区間，
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場間延長9，90Qml'Cロ径1，500mm導水管 1条を布設する。すなわち，相摸原昨水池口径2，OOOmm号[出

管より分岐し既設導水路線に沿い)ii弁浄水揚構内接合弁に至るものでヲそのうち上流倶1]6，300 

m区間は低水圧のため遠心力鉄筋コンク 9ート管を使用するがヲ下流側 3，600m区間は鏑管を採

用し特にとのうち破裂事故の顔発で路線中の最弱点、部とされる 2，300rn区間は3 本計画におい

て最初に施行するc

3) 

沈ì~設池工事は，前回施行した相模原沈毅池をそのまま使用するもので，相模原貯水池は貯水ー量

88万3，OOOrdであるから、今回の計画取水量に対しては約 1EI 

4) 浄水工事

令。

既設西谷浄水場は，前回拡張により急速櫨過池16i'lhと附帯施設を増設したためこれ以上拡張の

なしまた浄水場以北相模鉄道沿線は戦後の発展著しく p 今後この方面に対する配水を強

化する必要があるので，導水開水路末端鶴ケ!降接合弁付近に 1日10万niの処理能力を有する浄水

揚を新設する。計画;急逮捕過池は前回の経験から原水前期A理に重点をおき、従来の薬品沈般に代

り高速接触沈搬を採用し，原水中の懸j国微粒子は無論ヲ微生物の除去にも万全を期すほか9 鴻過

池の表面洗浄を行うよう設計ずる。

高速接触沈殿槽 内径22mヲ深さ[jm の同筒形鉄筋コンク Pート造り 3池 11曹の処理

能力 1Iヨ35，OOOd

急速時過池 長さ 12m，r隔9.65m S itl:l (ホイラー型〉

1池櫨過面積95m'，

このうち新浄水揚については， とし る。

5) 配水工事

(i) 配水池工事

新設鶴ケ峰浄水場構内に高区用と低区用の 2配水池と保士、ケ谷区に陵道配水池を 1池 築 造

る。

i) 高区配水池

新設の鶴ケ峰浄水場構内最高地盤上に築造するものでヲ急速滴過洗浄用水槽をも兼ねヲ内径31

m，有効水深 5m，有効容量3，500n[の円筒形鉄筋コンク Pート構造とし，流入管は口径500皿m，

流出管は口径600m皿である。なj::?~洗浄用水槽を配水池内周壁に沿い9 深さ1. 5mラ I隔 3.5m の方

形態rr面の水路型貯水室(容量を築造しフ婚過洗1ft本管及び表面洗浄本管に連絡するとと

もにp 躍過f也より揚水するためラ浄水渠吸水室に50馬力 3台の揚水ポンプを設置する。

ii ) 低区配水池

鶴ケ峰浄水揚低地盤上に築造するものでp 内径43m，有効水深 51n，有効容量 7，OOOniを有す

る円筒形鉄筋コンク Yート構造とし，流入流出管はともに口径1，lOOmmとする。

大久保障道配水池
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大久保障道配水池は，保土ケ谷区狩場町及び南区大久保町の第1号国道に沿った丘陵地帯に高

さ・幅ともに3.3m馬蹄形断面の隆道を構築し，これを配水池とする。総延長は4，000m，総貯水

量は 3万3，∞Oniで，同方面の 1日最大配水量に対して約7時間分の貯水容量を持つ。

本配水池を築造する目的は，既設野毛山配水池系統の不足量を補い，なお上大岡・磯子・金沢

方面の配水調整に役立てるととにある。本陸道のコンク Pート巻厚は50cmで，内酉に厚 3mmの鋼

板を巻立て，防錆にはセメントガンによる吹付を行って漏水に対して万全を期す。

(ii) 配水管工事

配水系統は現在，大小多数の配水加圧ポンプを稼働させ混乱状態を呈している。よって，本計

画では，これらを可能な限り自然流下式に改める方針で，接収解除後めざましい復興を示してい

る市内中枢地区の配水強化に努めるとともに，最近集団住宅地域として開発されつつある市周辺

地域の水道新設に対する強い要望に応えていく。

i ) 鶴見配水管

本管には，口径 1，100m皿を用い，鶴ケ峰低区配水池より八壬子街道に出て，とれより保土ケ谷

区下白根町を経て本市水道創設当時の水道路線に入り，同区仏向町坂下で既設第1鶴見配水幹線

に接続する。 1臼の送水能力は 8万d，その延長は4，000mである。

ii ) 大久保障道配水池送水管

本送水管は西谷浄水揚より大久保障道配水池へ送水するもので，前回拡張工事に沿いて戸塚配

水幹線として保土ケ谷区元町まで既に口径900皿管を布設しであるので，本計画では元町より新

たに口径 900阻管を分岐して第1号国道に沿い，延長850mを布設して大久保障道配水池に送水

する。

iii) 金沢配水管

金沢配水既設管を大久保陰道配水池に切り換え，同地を起点として口径900皿鉄管を大久保を

経て上大岡まで布設する。それより杉田街道に沿い既設460皿管と並列に口径700皿鉄管を栗木町

まで布設する。乙の聞の延長は 1，125mで，本地点に沿いて杉田街道より分れ，釜利谷戸に入り

上中里を経て，日平産業工場の脇を通り，金沢文庫駅付近で横須賀街道の既設口径460皿鉄管に

接続する。乙の聞の布設延長は7，800mである。

iv) 戸塚配水管

既設戸塚配水幹線の上流部は，本計画により送水管の性格に変更するわけで，戸塚方面は大久

保障道配水池より給水するように切り替える。すなわち，隆道配水池の中間より口径 600皿管を

取り出し，第 1号国道の既設口径460皿戸塚配水管に接続する。この間の布設延長は 500mであ

る。

v) 三ツ境配水管

三ツ境方面は現在川井浄水場より給水しているのであるが，鶴ケ峰・二俣川・三ツ境の人口増

加は近時特に著しし川i井浄水揚能力では不足をきたすので，これを鶴ケ峰高区配水池より取り
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出L，口径600mm管を厚木街道に沿い，延長2，500m二俣川まで布設する。とれより口径 500皿管

にてさらに厚木街道に沿い，希望ケ丘まで延長1，500mを布設する。

vi) 中山配水管

第 4回拡張工事において川井浄水揚から港北区長津田町まで口径500mm管を布設しであるので，

それより口径300阻管を十日市場町・新治町を経て中山町まで延長4，000m布設する。

ζの当初提案の工事費内訳と年割l額は次のようになっていたが，配水工事に重点をおいたた

め，総工費18億3，000万円のうち，配水工事費は， 9億3，700万円と全体の51%を占めていた。

6) 工事費並びに年度調j内訳

(i) 工事費内訳 (単位:円)

費 目 工 種 予算額 説 明

総 工 費 1，830，000，000 

1.事務費 166，000，000 

2.工事費 1，664，000，000 

(1)導水工事費 490，000，000 沈澱場ー)11井浄水場9，9ωm，口径1，500mm導水管

(2)浄水工事費 186，200，000 

取 水 管 及 量 水 池 費 3，000，000 1日取水107，000rr?
高速接触沈澱槽費 41，000，000 沈澱槽 3基

急速漉過池費 126，000，000 癒過地 8池 760rr?
整 地 費 16，200，000 面積 20，000rr? 

(3)配水工事費 937，000，000 

高 区配 水池 費 32，400，000 急速癒過池用洗浄水槽併設，貯水量3，500rr?
イ民 区配水池費 59，900，000 貯水量 7，000rr? 
大 久保 隠道 配水 池費 356，300，000 隆道延長4，000m，貯水量 33，000rr? 
鶴見区配水管費 163，400，000 口径1，100mm，延長4，000m

大久保険道配水池送水管費 29，900，000 口径900mm，延長850m

金沢配水管費 201，200，000 口径900mm，延長1，125m，口径700mm，延長7，800m 

戸塚配水管費 10，500，000 口径600mm，延長500m

三ツ境配水管費 57，500，000 口径600mm，延長2，500m，口径500mm，延長1，OOm 

中 山 配水管費 25，900，000 口径300mm，延長4，000m

(4)建物費 15，800，000 

(5)補償費 20，400，000 

凶器具機械費 4，000，000 

(7)諸 費 10，600，000 

(首) 年度割内訳
(単位:円)

種 目 金 額 昭和30年度 昭和31年度 昭和32年度 昭和33年度 昭和34年度 昭和35年度

1.事務費 166，000，000 13，000，000 30，000，000 30，000，000 40，000，000 40，000，000 13，000，000 

2.工事費 1，664，000，000 137，000，000 270，000，000 370，000，000 360，000，000 360，000，000 167，000，000 

(1)導水工事費 490，000，000 130，000，000 105，000，000 150，000，000 105，000，000 

(2)浄水工事費 186，200，000 55，000，000 65，000，000 66，200，000 

(3)配水工事費 937，000，000 -1100，000，000 140，000，000 183，800，000 355，000，000 158，200，000 

(4)建物費 15，800，000 2，000，000 4，000，000 5，400，000 1，500，000 1，500，000 1，400，000 

(5)補償費 20，400，000 4，000，000 5，000，000 8，000，000 1，500，000 1，000，000 900，000 

(6)器具機械費 4，000，000 500，000 500，000 1，000，000 1，000，000 500，000 500，000 

(7)諸 費 10，600，000 500，000 500，000 600，000 1，000，000 2，000，000 6，000，000 

メ日入 言十 1，830，000，000 150，000，000 300，000，000 400，000，000 400，000，000 400，000，000 180，000，000 
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4， 第 5回拡張工事の着工と配水施設整備事業

第 5囲拡張工事の申請時点では昭和30年度から着工するととを目途としていたがD 事

業認可が難航するととが予想されたのでう予算計上などの手続きは認可後に回しヲ計画の遂行を

だ。だが9 予想以上に認可が遅れラ年度末も迫った昭和31年 1 臼となってしまったた

め3 事実上30年度内着工は不可能となってしまった。

そζで，11:むを得ず工期を昭和31年度からの 6か年継続事業とするととに変更して9 昭和31年

に提案 L， として 1 を計上した。

2号議案

昭和31年度から
横浜市水道事業第五回拡張工事継続費支出方法の設定

昭和36年度まで

横浜市水道事業第五回拡張工事継続費の年期及び支出方法について9 次のように定める。

I 足 明 財源説明 I
年 支出 額 トー一一一一一一「一一一一一一一ート一一一一一一→ 備考

I 事務警 工 事 費 起債

昭和1年度!日 DOO，OOC円 13，00C川河 口7，000，OOC円 150，000， 0001Il I 
昭和32年度 300，000，000 30，000，000 270，000，000 300，000，000 

昭和33年度 400，000，000 30，000，000 370，000，000 400，000，000 

昭和34年度 400，000，000 40，000，000 350，000，000 

4川 ! 削 0，曲印0ocX3Oo ヲiI 昭和35年度 400，000，000 40，000，000 360，000，000 400，000， 

昭和36年度 180，000，000 13，000，000 167，000，000 180，000， 

メιョ入 ー十 1，830，000，000 166，000ヲ000 1，654，000，000 1，830，000， 

昭和31年 2月28日提出

横浜市長 一一

しかし9 上うやく事業認可を得たものの，資金融資の統制は厳しし昭和31年度の起債申請に

対して許可されたのは1{吉田でラその起債収入も になってしまった。 ζのため，工事の着

主として導水管の製作発注とボーリング等の準備工事が中心となり p ょうやく昭和31

に人り導水工事に着手するという状況であった。

ζ うして工事着手は遅れたものの?基幹配水施設の充実を目指す第 5囲拡張工事が動き出した

がs 末端給水の確保を図るためにはヲこれと 日f歪のサービス，パイ るという

った。 ζ の配水設備についてはラ当時の厳しい起債状況からッ主務官庁では，

るととは適当で、あるのみならず内施設改良に必要念資金の調達を最小

限度料金に含めることは現下の資金事情にあってはよとむを得たいという方針をとっていたため3

起債の許可が得られずう自己資金事業として進めざるを得右:かった。

しかし9 第4回拡張工事の完了によっ

たものの，改良工事に充当すべき自己資金が年
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第7章 応急対策に追われた第 5回主主張工事と工業用水道の誕生

事の効果も発揮できをくなるため，今後，給水不良や未普及地区の増加が予想、される事態となっ

た。このたゆ3 昭和31年 4月か して，その増収額によって昭和3]年度から10か

5，000万円を投ずる ら回拡張工事と して施行するこ

ととしたG

E 第 5囲拡張工事の施行

i 第 5回拡張工事 (第1.

に入るとョ第 5 と 工業用水道の創設

るζ とになったため3 図る機構改革を行い，

るととに在ったc

このころヲ日 "1申武景気月といわれる好況を迎えヲ産業。経済は活況を呈しp 方[氏て

大黒町埋立事業の着工p 根岸湾i呈立計画、と国鉄(現J

根岸線計画の具体化など市勢は飛躍的な発展が予想され9ζれに伴う水需要も急増するとと

が見込まれたc そとで昭和36年完成を目途に 6か年計画として着工したばかりの第 5回拡張工事

を昭和35年度に 1年距縮して対応することになり p 急法昭和32年 3月の市会に工業用水道建設事

と同時に，第 5回拡張工事の継続賓の変更案を提出し

4 

昭和31年度から
横浜市水道事業第五回拡張工事継続費支出方法の変更

昭和36年度まで

横浜市水道事業第五回拡張工事継続賓の年期及び支出方法七次のように変更する。

55~， 日月 財源説明
年 度 支出額 備考

事務費 工事禁 起 {責

昭和31年度既定 I 150，000，00C円 13ヲ000，000円 137，000，000I1J 肌肌∞
変更 100，000，000 3，500，000 96ラ500，000 100，000，000 

昭和32年度 既定 300ヲ000，000 30，000，000 270，000，000 300ヲ000，000
dρJ乙之ヨ夕、王》 500，000，000 35，000，000 465，000，000 500ヲ000，000

昭和33年度既定一

400，000，000 i 30，000，000 370，000，000 400，000，000 
変更 500，000，000 35，000，000 465，000，000 500，000，000 

昭和34年度既定 400ヲ000，000 40，000，000 400，000，α)0 
変更 500ヲ000，000 35，000，0α〕 465，000，000 500，000，000 

昭和35年度 既定 400，000，000 40ヲ000ヲ000 360，000，000 400，000，000 I 
変更 230，000，000 15，000，000 215，000，000 230，000，000 

昭和36年度既疋 180ヲ000，000 13，000，000 167，000，000 180，0α)，000 
変更

合計
既定 1，830，000，000 間川00I 1山 0000ll山川O
変更 1，830，000，000 123，500，000 ，706，500，000 I 1，830，000ラ000
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昭和32年 3月2日提出

横浜市長 平沼亮三

提案理由

工業用水道建設事業の施行並びに最近急激に増加せる金沢方面の需要と磯子埋立造成

に対処するため施行期間を短縮する必要があるのでこの案を提出する。

2圃 工事見直しで増額変更

(1) 第 5囲拡張工事の再検討

当面の処置とレて，工期の 1年短縮を図るととになったがョ着工後，資材や労賃念どの値上が

りが著しく，建設費の見直しに迫られてきた。またラ産業の発展とともに，①昭和27年

表 7-4 戦後の人口増加

増加人仁，*数(人)
年別

総数 社会増 自然栴

日百手口22 56，312 39，281 17，031 

23 44，697 26，561 18，136 

24 45，951 26，534 19，417 

25 42，986 26，006 16，980 

26 47，938 32，685 15，253 

27 36，057 21，643 14，414 

28 40，559 27，180 13，379 

29 31，903 18，784 13ヲ119

30 29，652 16)946 12ヲ706

31 30，783 18，142 12，641 

32 40，067 27，042 13，025 

市政概要より

人口梢加率 (%)

総数 社会増 自然増

73，01 50，93 22，08 

54，29 32，26 22，03 

52，44 30，28 22，16 

46，61 28，20 18，41 

49，67 33，87 15，80 

35，59 21，36 14，23 

38，66 25，91 12，75 

29，28 17，24 12，04 

26，44 15，11 11，33 

26，74 15，76 10，98 

33，90 22 88 11 ，02 

以来やや落ち着いていた人口の増加

もラ昭和32年κは流入人口を中心に急

しラ再び急増傾向に転ずる勢いをみ

せ9 神奈川@鶴見の工業地帯や保土ヶ

谷@港北など郊外に集中しはじめた ζ

と，②工業用水の給水開始により上水

道から工業用水に切り替えられる水量

が予想されるので， ζれにより生ずる

余裕水を他地区へ有効に配分するとと

が必要でbあるとと 9 ③根岸湾埋立工事

の具体化に伴いとの方面の給水増強が

予測される ζ と，などから全市にわた

区名
-IE計百一下主戸士二J仁三百五三三

人 口 増加入口 人 ロ i曽加人口 人 仁i H首加入口

'6% 見 201，028 4フ404 204，404 3，376 210，363 5 

神奈川 142，797 5，266 147，684 4，887 152，228 4 

白 100，446 92 100，984 538 101，435 

105，925 3ヲ944 107，575 1，650 110，035 2 

南 171，525 3，467 175，209 3，684 179，488 4 

保土ヶ谷 96ヲ822 4、358 103，049 6，227 110，211 7 

iiJ~ 子 67，991 164 68，481 490 69，536 l 

メ五¥三 iN 63，974 877 65，326 1，352 66，450 1 

j【i三ヒケ jじ 111，095 4，112 116，004 4，909 122，395 6 

p 塚 82，084 2，589 85ヲ750 3，666 89，607 3 

五十 1，143，687 28，973 1，174，466 30，779 1，211，748 37 

(注)各年10月1目玉見詰;数(rli政概要よ I})
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第 7主主応急対策に追われた第 5回拡張工事と工業用水道の誕生

って上水の配水計画を再検討することになった。

こうして，配水計画と建設工事賓の見直し作業を急ぎラ昭和33年 3月の市会に第 5回拡張工事

の変更計画を提案し，議決を受け，昭和33年度から再スタートすることになった。

(め 第5囲拡張工事変更計画の概要(第2次)

変更計画については配水計画と建設費の見直しを行った結果，建設期間は従来どおり昭和35年

(1960)度完成を白途とする 5か年計画で進め，総事業費は当初計画の18億 3，000万円に対し℃

28億8，800万円とョ 10{:意5，800万円の増額増)となったがラその大部分は配水工事関係で，

約 8億2，000万円の増額となっている。

水第 2号議案

昭和31年度から
横浜市水道事業第五回拡張工事継続費支出方法の変更

昭和35年度まで

横浜市水道事業第五回拡張工事継続費の支出総額及び支出方法を次のように変更する。

F丸…山，αdlトla一一一')';'1一川一F一足T川一一寸1j 切 I 

財源説明
年度 1iili 考

::t:H'，Y'( ]包

日目[131年j交 9635002000 |11 100，000，000I'J 

i昭和32年j交 ろlホ{見ι合ーTCι 500，000，000 465，000，000 500，000，000 
500，000，000 16，390，0α) 483，610，000 500，000，000 

i昭和33年度 l訪eI;定史
500，000，000 465，000，000 500，000，000 
850，000，000 12，580，000 807，420，000 850，000，000 

11日fIJ34iYI!王 i43l14ぅτP7iAz-r 

500，000，000 35，000，000 465，000，000 500，000，000 
860，000.000 43，000，000 817，000，000 860，0α)，000 

山手l年皮 LctA I 230，000，000 15，000，000 215，000，000 230，000，000 

[3;円 安f史 1戸I1，刈5お四お8)!∞α削〕0刈)0
26，530，000 山 川oI 578，00Cl，000 

A 十 fctiι0，000 123，500，000 
1…ooo lI…ooo l 

変史 0，000 132，000，000 2，756，000，000 I 2，888，000，000 

昭和33年 3月 1日提出

横浜市長平詔亮コ

総工費

支出 内訳書

金 2，888，000，000円

内 訳

(1) 事務費 132，000，000同
(単位:円)

昭和33年度 | 昭和34年度 | 昭和35i!三度空 g I計一金額!昭和叫度

Li~'，'Z，:' [ 123，500.000 [ 3.500.000 
事務費一:: I :==' ===，. I 変更 I132，000，000 I 3，500，ωo 
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工事費 2，756ラ 000，000同
(単位:円)

;--'一一一一一一一一 i

極 日 計金額 昭和31年度 昭和32年度 昭和33年度 昭和34年度 昭和35年度

既定 534，500，000 85，900，000 198，000，000 128，200，000 122，400，000 
導水工事:費 4よ~]富~士子 714，200，000 85 ， ~00 ， 000 195，720，000 '264，000，000 168，580，000 ← 

冷水工事費既定一
188，700，000 3，200，000 16，600，000 120，400，000 48，500，000 

変更 217，500，000 270，000 21，420，000 105，920，000 89，890，000 

既定 949，000，000 2，100，000 '253，000，000 310，000，000 219，300，000 164，600，000 
配水工事費三・叉-一Rι 1，768，700，000 2，100，000 281，720，000 501，000，000 526，000，000 457，880，000 

建物資既定 15，800，000 1，500，000 4，000，000 5，900，000 2，500，000 1，900，000 

変更 16，600，000 1，500，000 1，900，000 4，500，000 6，000，000 2，700，000 

用地費既定 15，500，000 6，000，000 6，000，000 3，500，000 

変更 30，000，000 6，000，000 2，000，000 13，500，000 8，500，000 

器具機械資E定
3，000，000 1，000，000 800，000 800，000 400，000 

変更 9，000，000 1，000，000 2，000，000 3，000，000 2，000，000 1，000，000 

vム仁: 弘"1 既定
1，706，500，000 96，500，000 465，000，000 465，000，000 465，000，000 215，000，000 

変更 2，756，000，000 96，500，000 483，610，000 807，420，000 817ヲ000，000 551，470ヲ000

提案理由

本工事着工後に具体化せる工業用水道建設事業，根岸湾埋立事業，首都圏整備事業及

び国鉄根岸線の新設等により，工事計画再検討の結果3 工事費の増額を必要とするの

で，乙の案を提出する。

。計画給水人口及び所要水量

第 5回拡張工事の目途である昭和40年における総人口は原計画で、147万人であったがp その後9

首都圏整備事業計画において検討された子想人口は 150万人であるので、ヲこれに合せて変更する

がヲ給水人口120万人， 1人 1日最大使用水量470g， 1日最大使用水量56万 4，OOOniについては

変更しない。

2) 水源工事

原計画のとおり，受水施設品切は第4回拡張工事において施行したそのままを使用する。

3) 導水工事

水源より相模原沈澱池に至る区間については，第4回拡張工事で施行した導水隆道に余裕があ

るのでそのまま使用する。

原計画においては9 相模原沈澱池より川井海水場に至る 9，900m聞は水圧を考慮してヲ上流倶IJ

6， 300mヲ下流倶IJ3，600m にそれぞれ遠心力鉄筋コンクリート管及び鋼管を慣用する方針であっ

た。この遠心力鉄筋コンクリート管については第 4囲拡張工事の際ヲ鉄材不足のため代用管とし

て使用したもので，管体そのものは好結果を得ているもののP 接合部に事故散発の傾向がみられ

る。したがっ‘て，鉄管使用が望ましいと考えられるが，全線鉄管を用いることは著しく工事費の

増高をきたすのぞ，本区間全長にわたり銅弦コンク Pート鋼管を採用しヲ努めて工事費の節減を

図る。本管は鋼材を極度に節約するため薄肉鋼管を使用し，その内面にコンタ Yートをライニン
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第 7主主 応急対策に追われた第5回拡張工事と工業用水道の誕生

グし鋼管外側よりピアノ線でコンクリートに圧縮応力を与えp 接合はi溶接による 0

4) 沈澱池工事

沈殿池工事:はラ原計画のとおり今回計画取水量に対し約 1!3半分の能力を有する栢模原沈殿池

をそのまま使用する。

5) 浄水工事

1日10万nfの処理能力を有する鶴ケ峰浄水揚を新設し，高速接触沈澱槽。ホイラー式急速癌過

池を築造ナる等，原計画の基本的事項に変更はないがp 用地買収が困難なため予定敷地を縮小

し施設の配置を多少変更する。

6) 配水工事

配水工事に関しては，昭和35年には鶴見。神奈jIけ1白区に対して工業用水の供給が開始されるので

第 2鶴見@関内神奈川両配水幹線の受け持つ配水区域において，それぞれ 1日2万8ラ000111，8ヲ000

m'合計1日3万6フ000n1の上水余裕を生ずるものと想定しラこの上水余裕量を主として根岸湾臨

海工業地帯i'C3万3，OOOni' ，残量を必要地域に配分する方針のもとに9 全配水系統を再検討する。

7) 高区配水池(鶴ケ峰海水場内)

原計画どわり有効容量3，50011-[の鉄筋コンクリート構造で新設し洗j争用水槽としても併用する。

8) 低区配水池(鶴ケ峰浄水場内)

鶴ケ峰浄水場予定敷地を縮小したため9 原計画の同筒形構造を廃止してう内法縦50mラ横30m

有効水深 4m，有効容量6，OOOm'の矩形鉄筋コンク Yート構造とし，流入管を口径900m阻に変更ョ

流出管は口怪1，100mm管により港北配水幹線に連絡する。

9) 大久保隠道配水池

本配水池を保土ケ谷区より南区にわたる丘陵地帯に築造することは原計画のとおりであるが，

一部用地買収間期等の事情で188mの延長楢を余儀なくされて総延長4，188mとなり 9 中間2箇所

の道路横断部は鉄筋コンクリート構造{犬越暗渠を{大越鋼管に変更し，また最近新県道が南区別所

町で横断することになったので，との部分は水管橋を架設する。なお，1京計画で路道断固は高さ

幅とも 3.2mの馬蹄形であったが，流量と貯水量増加を図るため9 流入部高さ， 11屈とも 3.2m，

流出部高さ4.2m，I[屈3.2mの馬蹄形断面K漸増するよう変更し，総貯水量を 6，5001ゴ増加の 3万

9，500m3 にする。更に漏水対策として3 鋼板を巻立てセメントガンを用いる方針ーであったが，巻

厚50mmのコンク1)-トにはフライアッシュを混入し，良質コンクリート打設の完全施行に努める

とともに 3 巻立て背聞にモノレタノレを注入して漏水を防止する。

10) 港北配水幹線

原計画では口径 1，100rnm管を新設鶴ケ峰低区配水池より八王子街道沿いに保土ケ谷区仏向町坂

本まで布設ラ既設第 1鶴見配水管に接続することになっていたが， 日吉@網島付艮岸方面の需要が

増加する傾向にあるので9 従来の第 l鶴見配水管よりの分岐配水を取止め専用幹線を布設する。

すなわちz 鶴ケ峰海水揚より距離的に有利な工業用水道路線に併設して片倉町に至る区間は3 口
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径1，lOOmrn管延長6，OOOmを布設しラ ζの地点でp 既設第1鶴見配水管口径 900rn血管に連絡させヲ

次いで本連絡点より第1鶴見配水管線に並行して口径900mrn管を1，200m布設し篠ノ京地において

小杭岸根町地区の既設配水管に接続する。 ここから菊名町を経て西寺尾町内路に至る延長 2，360

mの間に口径700盟国管を布設し， 日吉。網島方面の既設配水管口径300mm及び500mmに連絡する。

以上の措置によってp 本幹線は港北区北部一帯を直接配水系統に収めるとともにラ既設第 1

見配水幹線は鶴見配水池への送水管となって本来の目的を果し3 水圧上昇とヲ配水量増加によっ

て給水不良地区を解消させる。

大久保障道配水池送水管

大久保隆道配水池への送水管は，第4囲拡張工事において西谷浄水揚より布設した口径 900mm

戸塚配水幹線を 8印 m 延長して隆道配水池に至る計画であったが，戸塚方面の需要増大と根岸湾

工業地帯への給水，その他による大久保隆道配水池の畏持ち区域拡大を考慮し，戸塚配水幹線に

並行して新たに口径 900mm管を保土ケ谷区元町まで延長2，700m布設する。それより口径1，350阻

鋼管 1条となるが3 軒較する交通 Fの第 1号国道を横断する施行を避け国道東側の丘陵を縦貫し

て延長895m布設い隆道流入口に達するように変更する。

12) 金沢配水幹線

ヌド管は隆道配水池流出口より大久保町を経て上大同町まで口径900mm管1，125mを布設する計

画であったが，大久保障道配水池の流出口の位置が変更さわしたため 3 新流出口より笹下町西松本

の既設農道を利用し3 港南中学校前を経て笹下町に至る延長1，700mに口径1，100mm管を布設する

ように変更し同所において応急的に既設磯子金沢線の口径460nHn管に連絡する。更にこれより，

杉田街道沿いに栗本町で既設口筏300mrn杉田幹線に接続する延長2，400rnは原計画の路線を採用す

るがヲ口佳700m血管は900凶n管に変更する。また，栗木町より上中里町を経て日平産業工場西方を

通る路線は原計画どおりであるが3 それより金沢方面に歪る区間は赤坂奥・赤井を経て京浜急行

電鉄金沢文庫駅の南方横須賀街道で既設口在460m皿金沢線に[妾続させるように変更する。この区

間に布設する口径700皿管延長は管路隆道1，200mを含めて民350mとなる。

戸塚配水幹線

原計画においてはq 大久保障道配水池の中間接合井より口径 600mm管を取り出す計画であった

が，県道伊勢佐木戸塚線の伏越管より分岐し，第 1号国道既設口径22インチ管に接続す

るよう変更した。 ζ の管布設延長は720mで220mの増とたる。

三ツj支配水幹線

鶴ケ峰高区配水池より口径600阻管延長2，500m，口径500nnn管延長1，500mを布設するが，二俣

}Iい希望ケ丘方酉を配水区域とする三ツ境配水幹線はョ j京計画のとおり川井治水場の配水区域であ

った保土ケ柱区下川井町より梅/木に至る

根岸埋立地区配水管

して本配水系統下に入れるよう変更する。

ヱド管は根岸臨海工業地帯に対するもので，南区笹下回T関から新設金沢配水管ロ径 900mrnより分
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岐して根岸湾扉風ケ浦まで口径600血管を1，400m布設，これより根岸埋立地区を南北に口径500

mm管3フOOOmを布設し，当地帯の工場専用本管とする。

16) 中山配水管

原計画においてはラ港北区西部中山町方面の需要に対処して9 長津田より幹線を延長すること

になっていたが，これを除外しラ自己財源て、hiJ途施行中の市内配水管整備事業にゆだねる。

表 7-5 横浜市人口並びに使用水量増加推計表

昭和 人 口 使用 水 長

年度|総(人口 普及率給水人口 平均1人平均 1日 i-Ttkl人
最(ni大 1 日

最!人 最大1時 f高 芸書

人) 1 (%) 1 (人) 1~ (e )1 (nf) 11F1(8) )個) l N!i( 1) (nl) 

29 
実

1，117，400 75..2 838~573 436 3661230 500 421，470 171.5 2J.1 201149 

30 1，145，783 75.4 864，259 422 364，610 493 426可 278 177.6 24.6 21，260 

31 
績

1，176，251 75.4 887，186 415 367，746 189 433，639 180.7 25.5 22，623 

32 1，213司500 757| 山 01409 375，700 487 447，273 186.4 26.2 24，060 

33 1γ252，600 76.4 957~OOO I 405 387，60C 480 459，400 191.4 27~3 26，130 

34 1，289，800 76.9 991，900 405 40L7Cヲ 480 476，100 1C)8.4 28.3 28，070 

35 1，326，400 77.4 1，026，600 366 375，500 445 465予日ω 190.3 27.2 27，930 に
給k水 開 始

と 対t
36 1，362，400 77.9 1，061，300 363 387，400 440 467，000 194.6 28.1 29，320 

37 
，ポu、i 

1，397，700 78.4 1，095，800 400 438，300 471 516，OCゆ 215.0 29.0 31. 780 似!二岸水埋供立給地法への

38 1，452，400 78.9 1，130，200 400 452，000 471 532，400 221.8 29.9 33，790 

39 1，466，500 79.4 11ヲ164，400 4ひ3 465，800 470 548，200 228.4 30.8 35.870 

40 1，500，000 400 480，000 470 564，000 235.0 31.7 38，040 

宍 7-6 工事費内訳書 (単位:千円)

費
予 算 額

自 主ー 積 百見 明
元吉十回 変更計商

総、 エ 安 1，830，000 2，8887000 差引増加 1，058，000千円

1. 事務 費 123，500 132，000 

2.工事費 1，706，500 2，756，000 

(1)導水工事費 534，500 714，200 
ヒューム管 6，300m、鋼管 3，600mを銅弦コンクリート鋼管
口径~ l，500mm弘氏JOmとす

(2)浄水工事費 188，7α〕 217，500 

(3)配水工事資 949，000 1，768，700 

高区配水泊費 32，900 31ヲ200 急速液過池月!洗浄水糖併設、貯水量 3，500rrl変更なし

低区配 7)( 池費 60，400 51，900 貯水量 7jUoonfを6ヲooorrlに変更

大久保隆送配水池費 356，800 572，700 総延長4，∞0[']をも188m、総貯水;員;33，∞Cnfを39?500rrfに変更

港北配水管費 163，900 418，5α3 
口径1，J.OOilllE40Jmを口f壬1，100m，，6.000m. 口径900mml，200m
口径700rn"2.360mと新路線lこ変更

配大水久池保送水隆管道費 30，400 177，400 
口径卯Omm850m を口径l~ 350四延長895mに変更
西谷浄水揚より日筏900rr;m2，700mを増加

金沢配水管費 201，700 350，2CD 
口f壬90u訟m19125m、口千歪700mm7守800mを口f壬1，100mml，700m、
口径900皿 2，400m、口径7GO;nm5，350 mに変更

戸塚記水管費 11，000 日 ω|口径制問問mを7伽 lこ変史

三ツ境配水管費 58含000 70，400 口径5∞凹2j500m、口径500四1，500m 変更なし

中山鹿水管費 26~4ひ3 一|口径3ω叫 OOum変更中止

摂津埋立地区配水管費 73，500 口径600mml，400m口径5Wl旧113，OuOm

補 償 費 3，9む臼 4，000 

雑 費 3，600 3ヲ700

(4)建物費 15，800 16，600 

(5)用地費 15，5(沿 30，000 鶴見配水幹線の増加，金沢自己水幹線の増加

(6)器具機械費 3，000 9，000 運搬用車輔の増強
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3. 第 5由拡強工事の施設概要

第 5囲拡張工事は昭和31年 12月の着工以来， 4年10カ〉月の工期と 28億2，113万余同(予

算額28億8，8叩万四)をかけて 3 昭和36年 9月に完成した。

この工事期間中，昭和33年には57年ぷりといわれる渇7](IC'悩まされた。給水不足を解消するた

めにも，一日も早い完成が待たれたが，鉄道や道路の計画との調整により配水幹線ノレートの決定

が遅れ，また用地買収が難航するなどからP 目標であった昭和35年度には完成をみず，翌年度に

工事を一部繰り越さざるを得なかった。

表 7-7 年度lllJヱ事費内訳

内訳 Hfi和31年11

導1，工事費 85，294，501 

首"7KT事'{I(

配7/(工iQ'i 1，789，055 

建物JI( 986，384 

器具機械官 961，600 

片jJ'~11( 4，683，100 

事務費 3，404，466 

97，119，106 

@施設の概要

1) 導水工事

32 

169，237，375 

235，223 

209，325，236 

2，204，545 

1，878，000 

4，566，900 

14，986，063 

402，433，342 

33 

197，452，428 

7，726，59C 

477，629，204 

1，171，530 

2，703，400 

14，478，774 

19，213，447 

720，375，373 

34 35 36 子 t-:tMi 

177，179，696 629，164，0ω 714句2∞?似川

46，562，827 482，692，061 85，375，809 622，.592，510 217，5∞，∞。

2'/8，634，258 405，686，926 64，837，429 1，437町902，108 1，768，7ω1ω。

1，745，413 904，128 6，820，∞o 13，832，000 16，600，000 

800.370 186，000 2，243，800 B句773，170 9，0∞，000 

2，178，733 1，942，493 195，ω。 28，045，000 30切り∞!ω。

17，866，129 18，592，524 6，764，073 80，826，702 132，ω0，ω。

524，967，426 910，004，132 166，236，111 2，821，135，490 2，888，0∞，ωo 

位置 相模原市麻溝所在相模原沈殿池から横浜市保土ケ谷区川井浄水揚まで

管種 口径1，500阻鋼弦コンク P←ト鋼管

延長 9，702m 

工期 昭和31年12月~昭和制年 3月

能力 既設と合せ口径1，500mm管 2条と念る 5ni/sεc)

( 1411立:円)

差引残在自

85，036，ω。

ム405，092，510

330守797，892

2，768，α泊

226，830 

1，955，ω。

51，173，298 

66，864，510 

本布設工事は3 昭和31年 12月に着工し，昭和34年 3月に完成をみたが9 戦時中に布

設した口径 1，500mm鋳鉄管の破裂が11回も発生していたのでラ第 5回拡張工事を施行するに当っ

てこの区間を最も急を要する工事区間として取り tげ3 高座郡大和町鶴間から川井浄水場開約

3，600m の導水管布設工事から着手した。昭和32年 8月には一部を既設管と

の増強を図仇翌昭和33年 5月に完成したので3 引き続き残りの上流部約6，

させて導水能力

に着手しョ

昭和34年 3月にはすべてを完成させラ既設導水路線の弱点部分を補強することができた。

ことで使用された鋼弦コンク Pート鋼管はフ当時の状況から資材と経費の節減のため研究を重

ねたものでp 同時に施行した工業用水道にも採用した。この管はp (厚さ 20 を使

用しョ内外聞をコンクリートライニングし，外面にはピア/線を巻いてコンクリートに圧縮応力
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鏑弦コ Y クリート鋼管の製作(グナイト[次付けとピアノ線巻付け)

を与え強化を図ったものでヲ耐久@耐蝕性には富ん

でいたがヲ衝撃に対しては弱いためラ布設工事中に

管が滑り落ちラ亀裂を生ずる事故があったのでヲそ

の後更に管制l方向に鋼棒を入れて締め付けるように

改良した。

2) 浄水工事

鶴ケ j[牟浄水場 横浜市保土ケ谷区今宿地内

既設鶴ケ降接合井付近に新設

敷地面積 20，032rri 

処理能力 1日107，000m3

給水区域 港北区，鶴見区，保土ケ谷区

の一部

工 期 昭和34年10月~昭和36年 7月

量 水 池 1池

高速接触沈殿槽 3槽(内径 28.6mm，水深 6.4

m-6.75m) 

鉄筋コンクリート構造の沈澱槽3槽の各槽は，反

応室，分離室及び汚泥室に分かれ， J畳:14機により生

じた強制流により原水中の微粒子を分離し，清澄水

のみを槽周壁から溢流させ9 水路により蹄過池に送 口径 1，5∞皿鋼弦コンク Eート鋼管布設工事

り込むよう設計しでありラ 1槽標準処理能力は l日3万5，OOOni。

急速鴻過池 8池(重力式ホイラー型) (幅9.7m，長12.3m) 

基準櫨過速 度 140m 

8池基準櫨過量 1日107，OOOni
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思 7-2 鶴ケ峰浄水場本館断面図

43己

浄水本館

地上地下とも 2階タ延面積

3ヲ420ni

地下 2階低区配水池

地下 1階一機械室ョ電気室，薬

品貯留室

地上1階事務室?塩素滅菌室

地上 2階一中央管理室p 水質試

験室，バン土注入室
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鶴ケ峰浄水場の建設に当っては，用地買収が難航し，予定面積を取得するととが困難となっ

た。そこで，施設配置を再検討して，狭い用地を有効に使用するため，穂過池の下部に低区配水

池を設け，洗浄水槽は別に設ける高区配水池に併設する君主ど立体的な工夫をとらす一方，相模湖

原水の状況を考慮して高速接触沈澱槽(アクセレーター)を設置し，強制沈澱方式を採用した。

また，浄水揚の管理については，当時川崎市の長沢浄水揚をはじめとして札幌市・大阪市・東

京都君主どで集中管理方式がとられつつあったが，横浜市においても， ζの新浄水場に初めて集中

図 7-3 鶴ケ峰浄水場高速接触沈澱池平面図

逓過池前援商

図 7-4 鶴ケ峰浄水場高速接触沈澱池断面図
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管理方式を採用した。

本浄水揚比西谷浄水揚より背後地

の発展に対応するものとして建設され

たもので，昭和36年夏期にはヲ ζの第

5回拡張工事で同時に施行されていた

港北 e三ツ境配水管に通水を開始しラ

背後地の給水拠点として活躍を始め

た。しかしp その陰には落盤事故等に 線ケ蜂海水揚高速接触沈澱泊

よる 2名の尊い犠牲者があったことを

付記しラ改めてご冥福を祈る。

3) 配水工事

(i) 配水池

i ) 高区配水池

有効野水量

1池(鶴ケi年間

水揚内)

3ラ100ni(幅18.0

m，長さ36.0m，

水深5.0m) 鶴ケ|峰浄水揚の1ートメーショ Y化された中央管理室

本配水池は 2階建構築物の 1階を用い 2陪は容量450niの急速首都品抗浄水槽とした。

図 7-6 鶴ケ峰浄水場高区配水池断面図

ii ) 低区配水j也 1池 2槽(鶴ケ![牟汗1水揚構内)

有効貯水量 12，OOOni 

iii) 港南陸道配水池

位 置横浜市保土ケ谷区狩場町~南区笹下町

保土ケ谷区から南区に至る丘陵地帯に建設した馬蹄形隆道配水池

断面及び延長幅3.2m，高さ 3固 2m~4. 2m，延長4ヲ188m(うち伏越管口径2，OOOmm 116 

m，水管橋口径2，OOOmm 42m) 

貯水量 39，500ni

給水区域金沢区，戸塚区及び磯子区の一部

工 期昭和32年 6月~昭和34年 6月

本陸道配水池は?当初大久保隆道配水池と称して芳昭和32年 6月に着工したが，昭和34年 6月
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図 7-7 港南隣送配水池見取図

図 7-8 港南自華道配水;也縦断rn
流入口断固 流出口断面

80 

70 
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第 7挙 応急対策に追われた第凸巨[拡張工主主と工業用水道の誕生

別所水管橋(口径 2，∞0阻鋼管橋)

の完成通水時点で，港南陸道配水池と改称した。

主主$'， との隆道配水池構想は，既に第4回拡張第 2期工

事の中で用地難解消や経済性の面などから送水と貯水を兼

ねた馬蹄型の戸塚腿道配水池 (3，OOOnUとLて計画されて

いたが9 第 2次計画変更の際中止され?第 5回拡張工事で

規模を拡大して実現されたものである。

工事は 2工区に分りて着工したがラ途中第 2工区では

尊い犠牲者 1名を出す落盤事故が発生し3 或いは県道計画

路線が交差することになったため水管橋を構築するように

変更するなど工事は難航い更には起債申請が子定どおり

認可にならないため資金繰りと工程調整にも苦労するなど

多くの問題があったが，昭和34年の夏期対策に間に合せ

るという日襟に向って努力を続け 3 ほほ、予定のとおり完成

し磯子。金沢。戸塚方面の配水拠点として大きな力を発

揮した。

(ii) 送配水管工事

川マ; 統 口 f至 延 長 f昔 要

iを南隠道 1，350111111 757m， 保土ヶ谷区イム向町
配水池送水管 900ml11 1，637m ~保土ヶ谷区狩場町

金沢配水幹線
1，100mm 1，685m 南区笹下町松本
900mm 594m ~南区笹下町関

戸塚配水幹線 600mm 698m 南区最戸町~戸塚区平戸山谷

1，200mm 5，979m 

港北配水幹線
1，lOOmm 2，466m 保土ヶ谷区今宿町

900mm 1，142m ~港北区篠原町
800mm 856m 

根岸田己水幹線 900mm 1，334m 南区笹下町関~磯子区森町

三ツ境自己水幹線
500mm 1，413m 保土ヶ谷区今宿町
600mm 2，472m ~保土ヶ谷区希望ヶ丘

B5まi草配水池流入口(送水管は口径 1，350mm 

鋼管上方の建物の下から降、道とたる)

隆道回目水池内部

二仁 期

i昭和
33，9-35.2， 

33.12-35.7 

34.3-34.6 

35.1-36.7 

35刷5-36.5
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i ) 港南陸道配水池送水管工事

西谷浄水場から港南隆道配水池流入口まで延長2フ394m区間ι 口径1ヲ 350mm管757m，900m血管

1， 637mを布設するものでラ隆道配水池とともに緊急工事として徹夜作業の連続であった。しか

し流入地点付近の元町橋は交通量が多しまた工事期間中長雨に悩まされて工事は難航する一

方，既設 900m皿戸塚配水幹線に並行する区間比道路も狭く地元の苦情が続発し，台風による被

も発生するなど困難をきわめた。

ii) 金沢配水幹線工事

港南隆道配水地流出口より県道杉田戸尿線 る工事でフ昭和32年 9月ョ流出口から南区

笹下町に至る口径1，100mlll管延長約1，600m区間の布設工事に着手したが3 連日の降雨や用地境界

のトラフツレなどて、予定より遅れラ昭和34年4月に完成をみた。笹下回]で既設の口径460胆III管と 350

田血管に接続通水し，この年の夏期対策に大きな効果をあげた。

引き続いて9ζ の地点から杉田街道沿いに扉風ケ浦分岐点の関まで口径9001111ll管延長約600mの

布設工事に入ったがラこの区間の多くは道路拡幅予定地であり，支障建物の撤去問題等で道路工

事が遅れたため，布設工事もはかどらずフ完成したのは昭和35年7月となってしまった。

戸塚配水幹線工事

i港南隆道配7J<:.)也の 2号伏越管地点から分岐して口径600m]])管延長約700mを布設し戸塚区平戸

町において既設の口径 560]])]])戸塚線に接続して増強を図るもので，昭和田年12月に着工し9 翌昭

和34年 6月に完成したが，この倍所は交通量が極めて多しまた道路工事とも競合するなどs 工

事調整に苦労した工事であった。

iv) 港北配水幹線工事

浴北西日水幹線口径 1100凹ダク Fイル鋳鉄

管布設工事
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新設の鶴ケ 11牟浄水場内にある低区配水池から港北区篠原

町まで口径1， 200m]])~800lllm管の，延長 1 kmを超える大工事

で，昭和田年1月に着工し，翌昭和36年7月に完成をみ

た。

この路線は，当初既設管との連絡補強管として計画した

ものであったが，その後港北方固の著しい発展に対する専

用管へと変更されp またp 新路線のため用地買収等の工事

もあって着工時期が第 5回拡張工事の最終段階になっ

てしまった。この遅れを取り返すべく，拡張部門の職員に

加えて維持管理部門の職員も動員するなど，早期完成を目

指して全力をあげてのぞんだ。

しかし，との路線には白根 e 上菅田の両陛道や白根水管

などの大工事があり s また港北地区の湿地帯は地盤が軟

弱で湧水が多く，長雨の時には現場がしばしば泥沼化して



応急対策に追われた第5回拡張工事と工業用水道の誕生第7章

との埋設した管が一部浮き上ってしまうというような ζ ともあって，悪戦苦闘の連続となった。

ょうやく昭ため，予定工期が遅れ昭和35年度内に完成せず，翌年度への繰越し工事となったが，

和36年7月に完成し，辛うじて夏期対策に間に合せることができた。

根岸配水幹線工事v) 

新設の金沢配水幹線の末端の笹下町関地点、から引き続いて磯子区森町・界風ケ浦に至る聞に口

径900mm管延長約1，330mを布設し，根岸湾埋立地に対する給水を行うとともに，既設金沢線と接

続して金沢方面の増強をも図るもので，昭和35年 2月着工，同年7月に完成した。

三ツ境配水幹線vi) 

相模鉄道沿線の二俣川・三ツ境方面の給水強化を図るため，新設の鶴ケ峰浄水場から保土ケ谷

口径600阻~500阻管延長約 3， 900m を布設するもので，昭和35年 5 月に着工区の希望ケ丘まで，

し，翌昭和36年 5月に完成した。

第5回拡張水道施設概略図

工業用

水道

(
、
旧
三
井
取
入
所

J

図 7-9

応急対策に追われた第 5回拡張工事4. 

1 1人1日最大使用水量470.e， 第 5回拡張工事は昭和40年 (1965)の計画給水人口120万人，

日この間，日最大給水量56万 4，000niを基に計画し，昭和31年に着工して昭和36年に完成した。

ことに横浜は接収解除及び港を中心とする京本経済は驚異的な高度成長に向って歩み出したが，

浜地区と根岸湾地区の両臨海工場地帯の発展が重なって，異常なほどの産業と人口の集中化が始

この急激な成長発展に対応して，第 5回拡張工事施行中これに伴って水需要も急増した。まり，

一部完成施設を逐次稼働させる一方，別途工事として相模原沈毅池の溢流壁の嵩上工事を行の，

1日最大給水量が前年度に対し一挙に
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あらゆる努力を重ねた。

しかし，第 5回拡張工事の完成した昭和田年夏期には，

い貯水量の増加を図るなど，



11万80⑪nfも増加して60万1，80011fK達し，計画水量を大幅に上回ってしまった。しかも，前年に

は，次節で記述する待望の工業用水道が通水開始されていたのである。ちなみに p この給水量を

表 7-8 i日最大給水量の推計僚と奨議比較

(単位:ぽ)
一

昭和 第 5回拡張
実績 差ちi

年度 工事推計値

32 447，273 440，300 6，973 

33 459，400 449，500 9，900 

34 476，100 462，500 13，600 

35 456，800 491，000 L与34，200

36 ， 467，000 601，800 ム134，800

37 516，.000 652，300 ム136，300

38 532，400 733，200 ム200，800

39 548，200 7013，000 ム157，800

40 564，000 773尽 600 ム209，600

表 7-9 人口f醤加並びlζ最大給水量の捻移

昭和年度
総人仁l 増加入口 推定給水人口

(人) (人) (人)

30 1，143，687 28，973 862，240 

31 1，174，465 30，778 885，401 

32 1，211，748 37，283 914，221 

33 1，253，764 42，016 947，240 

34 1，301，896 48，132， 991，738 

35 1，375，710 73，814 1，070，763 

36 1，437，868 62，158 1，121，448 

亜 創設工業用水器の

L 産業の発展と

(1 )高まる

1人当りに換算するとヲ計画の 1人当り 470.eに

対して 537.eに達したことになり 9 いかに都市用

水の増加が激しかったかを物語っている。

5回拡張工事の計画水量とその後の実績を比

較すると 2 計画後半年次から計画水量を超えはじ

め，計画白途の昭和40年には実に 1日の最大給水

量で20万dも不足する となっている。こうし

て，早くも栢模湖系の新水源も限界に達したた

め，更に新しい源を求め，引き続いて次の拡張

工事に着手することが不可欠となった。

増加入口民主 最大給相

(人)118 曽加水量(rriJll人1日当り(且)増加水量(品)

26，065 418，000 13，200 485 15 

23，161 425，700 7，700 481 ム4

28，820 440，300 14，600 482 1 

33，019 449，500 9，200 475 ム7

44，498 462，500 13，000 466 ム9

79，025 491，000 28，500 459 ム7

50，685 601，800 110，800 537 78 

市民給水対策はフ昭和31年 度から着工する配水施設整備事業10カ〉年計画によって対応

していく見通しがたったが，いま一つの大きな問題として，急速に発展する臨海工場地帯に対す

る工業用水供給の問題があった。

横浜創設水道の建設当時ラ貿易港都市という性格から製造。加工業は製茶工場や船舶修理工場

がわずかにあるだけで3 工場用水需要はほとんどなし日清戦争後フょうやく軽工業が増加した

に過ぎなかった。その後3 港に隣接する鶴見。神奈川 を

遂げ2 市の方針にも工業立市政策が加えられるようになり 2 12月には工場
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第 7主主 応急対策に追われた第 5阻拡張工事と工業用水道の誕生

する市税免除規程が定められ，積極的に工場誘致を促進するようになった。そしてヲ第 1次世界

大戦を契機として重工業化策が次第に実を結び，県営@市営，或いは民営による工場地帯の;喫立

て造成が盛んになりラ運河の整備と相まって9

へと発展していった。

る)II~府市と一体となった形で京浜工業地帯

鶴見の埋立てについては，浅野総一郎と安田善次郎等により大正年代に行われたものが有名で

あるがヲ当時の鶴見町は横浜市にまだ合併されておらず3 水道も普及していないため，海岸埋立

地に進出した工場は，工場用水のほとんどを地下水によらざるを得ずヲ良質水の確保が大きな悩

みとなっていた。このため，大正8年には浅野造船所が自家ノ弔水道を建設しラ一部近隣

の需要にも応じていたがラそれは後に橘樹水道株式会社に発展した。自家用水道から発展した同

社の水道比その給水量のが工場用水で9 住宅用はに満たなかったといわれているの

でヲ横浜の工業用水道の原点ともいえよう。右:%3，同社は昭和 2年に鶴見町が横浜市に合併さ

れ，横浜市の水道が布設された後もしばらく経営を続けていたが3 昭和政年に市営水道に買収統

合され、その痩命を終った。

とのころになるとヲ中~@子]11河口を中心にした地域にも工場が進出していたがp 水道が早期に普

及していた地域であり司十分に対応が可能であった。この間ラ大正12年の関東大震災に遭遇して

横浜市は大きな打撃を受けたが，その復興に当ってラ本格的な工業立市の方針が打ち出され?そ

の手段として横浜市復興会から工業水料割引に関する陳情が市長に出されるというようたととも

あった。

こうしてラ水道使用量は生活用水に加えて，工場用水など都市用水の激増が起り，水道の震災

担興事業終了後ラ引き続いて第 3回拡張工事に着工したが，本工事では鶴見得神奈川地区対策が

大きな白襟となっていた。ちなみに，隣接の川崎市は早くから工業立市の方針を打ち出して工業

都市を目指して進みつ早くも昭和13年には地元工場の資金協力を得てヲ公営による初めての工業

用水道が給水を開始していた。昭和初頭から検討されていた神奈川県の相模川河水統制事業にお

いても，このような背景から，横浜.] 11 U時両市の工場用水確保については大きな課題として配慮

されていた。

一方ラ国際情勢の緊張により軍需生産は急激に伸長し，鶴見@神奈川地区の工場用水需要が盛

んになるにつれてラ周辺の一般給水への影響が出はじめた。更に磯子 9 金沢方面にも工場が進出

したため，第 3回拡強工事に引き続'd， ζれらの地区にも重点を沿いて第 4囲拡張工事を展開す

るζ とになった。

その後，第 2次世界大戦の戦況悪化フ空襲ョ敗戦という状況から工場用水は減少しう一時小康

状況を保ったがラ戦後は平和産業への転換，更には国際経済複帰を目指して重化学工業化が推進

され，再び工場用水の増加が始まった。重化学工業には用水型の工場が多し膨大な工業用水を

上水道。地下水@海水によって賄っていたが，上水道に対して十分な給水を期待することは難し

しまた水道料金が戦後急上昇したためコストの問題も生じて，地下水の利用が増加したが9 埋
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立地帯にあっては良質水を確保するととは困難なうえ，波上げ量の増大がら地下水位が下がって

浅井戸から深井戸へ転換したり，更には多車川の旧河道をさかのぼ、って川崎市まで水脈を求める

工場もあったと言われる。

との地下水波上げについては，地下水が塩水化する念どの事態が生じて機械保守にも悩むよう

になり，更には地下水汲上げ量の増加によって，一部では地盤沈下という社会問題を現出するま

でに念った。昭和30年から昭和32年にかけて行われた通産省の委託による工業用水調査グループ

の調査によると，横浜市の地盤沈下については，詳細な資料が念いとことわりながらも，その実

態を証するにたる事例があることを，次のような報告で行っている。

〔横浜市における地盤沈下の記録と現況〕

横浜市においてもかつて深井戸が集団的に利用され，しかも自然供給量の小さい割合に揚水量

の大きかったととが急速に水理事情を悪化させ，昭和12-15年頃にはすでに地下水中への塩水の

混入，地盤の沈下が激しく誘発されていたという。

鶴見川右岸から神奈川区にかけての臨海部の埋立地に立地している工場では，地盤沈下は現在

それほど顕著には認められていない。鶴見区安善町付近は地下において第三紀層が比較的浅く存

在し，沖積層と推定される地層が薄いため，沈下も著しく認められないという点も指摘できる

図 7-10 横浜市鶴見区における地盤沈下量等値線図

(注)昭和 3 年~30年の沈下量を横浜市の資料に基づいて示し
ている。単位 :mrn
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が，乙の北側にあたる鶴見川沿い鶴見町一

円，左岸市場町付近には沈下の生々しい現場

があり，鶴見川芦穂橋，国鉄鉄橋付近，森永

橋付近にかけてはその証跡がきわめて明瞭に

目撃できる。

沈下の詳細な長期観測記録はないが，昭和

12-15年頃に観測された記録がある。それを

基準として最近までの約20年間の沈下量を求

めると，図7-10のようにまとめられる。 ζれ

によると森永橋では昭和12年から同15年まで

の聞で 80mm，同18年から26年までの聞で 270

皿，昭和12年以降の20年聞に 1，440皿程度沈

下した ζ ととなる。念$'，森永製菓K.K.鶴

見工場内のボーリング結果によると，沖積層

と推定される地層の下限が西から東に向かつ

て 1/5の勾配で下がっているが，との地上に

建っている東西方向に長い建屋が約40年間に

200皿ほど不等沈下を生じ，沖積層と思われ

る地層の厚い東側，鶴見川寄りに傾いて、い
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る。またその対岸にある妙高企業K.K.の工場敷地はラ現在地下水面上数回を残すばかりになっ

て~~，満潮時の鶴見!日の河水面より這かに低い位置にあるという実状である。

Jii崎 m 横浜両市工業用水源地域調査報告(工業用水調査クツレープ)1957より

(幼ヱ議用水:去の制定

工業用水の確保ぅ地下水波上げ、から派生する問題は9 ひとり横浜だけではをし四大工業地帯

を中心に共通の悩みとなっていた。すなわちヲ ζれらの工業地帯では敗戦後の日本経済自立と国

際経済復帰のため3 産業発展策が積極的に展開されたがヲそのためにも産業基盤の整備は重要在

課題であり，工業用水の確保もその一環として取り上げられ，これは地盤沈下という社会問題の

発生によって，一層クローズアップされるようになった。その契機となった一つにラ昭和 25年

(1950) 9月に襲ったジェーン台風によってラ大阪臨海工業地帯に大きな浸水被害が発生したこ

とが挙げられる。

とのような状況から 9 昭和27年10月には工業用水道建設促進のため全国の関係者が集まりヲ工

業用水道促進協議会を発足させヲ工業用水道に対する国の助成措置と法制化を求める運動を開始

した。こうしてp 当時極めて厳しい起債状況ではあったがp 工業用水道の建設事業を起債の対象

とする政府方針が出され9 翌昭和28年度には，新設或いは拡張を目指して川崎市ほか 7地方公共

団体による工業用水道の建設が始まった。吏にとの年に比通商産業省に産業合理化審議会が設

置され， 11月には同審議会に産業構造部会@エネノレギ一部会・産業関連施設部会の 3部会が設け

られヲ工業用水問題は産業関連施設部会で検討されていヮた。

翌昭和29年 5月にはフ当時具体化していた水道条例の全面改正問題にこの工業用水問題をも包

含させることになり?事業用水道として規定したうえで?厚生@建設・通産の関係 3省による水

道法案が第四国会に協同提案されたが，国会解散のため廃案となってしまった。同法案は更に昭

和31年通常国会に通商産業省から工業用水法として上水道と分離した形で提案され，同年6月に

制定をみるに至った。

この法律の目的は「特定の地域における工業用水の合理的供給と地下水の水源の保全を図 L

もってその地域における工業の健全な発達に寄与し，併せて地盤の沈下の防止に資する。」もの

であってフこの法律に基づく工業用水審議会で指定地域を定め，地下水の汲上げを規制して環境

保全を図る ζ とを目的としていた。との規制を実効あるものにするために地下水代替水源を工業

用水道に求め，その整備の見通しがたったものについて指定することになっていた。このよう

にラ産業発展のための工業用水の確保と地盤沈下という公害防止を図るという役割が工業用水道

に課せらたもので公害規制諸法に先駆けたものとなった。

この工業用水道の建設を促進するために 3 通商産業省では昭和31年 7月，工業用水道事業費補

助金交付規則を制定い昭和31年度から国庫補助を予算化して積極的な対策を展開しラその後の

経済発展に大きな役割jを果した。更に翌昭和32年 1月の閣議で，従来明憾でなかった水行政担当
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省庁について，上水については厚生省，下水道については建設省，工業用水道については通商産

業省をそれぞれの所管とする方針が決定された。その後，工業用水道事業については，工業用水

法の制定に伴い，昭和33年4月に工業用水道事業経営に関して工業用水道事業法が制定され，水

道事業とは別の独立した事業としての基盤が確立された。

。)本市の工業用水道建設への動き

以上のような全国の動向と並行して，本市においても，昭和26年 (1951)12月には，商工会議

所から工業用水に関する要望が神奈川県と横浜市に出され，翌昭和27年 2月には国へ陳情を行う

とともに， 5月に入って横浜工業懇話会(商工会議所工業部議員と横浜市理事者により構成)が

設置され，その念かで工業用水問題が論議されるととになった。

とのころ，水道局内部では，第 5回拡張第1期工事案を廃案とし，急逮第 5回拡張工事計画の

再検討を進めていたのであったが，全国の工業用水道建設への動向，ととに近隣の川崎市が工業

用水道の拡張に着手したととから，工場側の工業用水道に対する要望は極めて強いものとなり，

川崎市の工業用水道からの分水案や，それが行政区上難しいということであれば，横浜市から分

離して川崎市に編入されるよう運動すべきだという強硬意見も飛び出すという状況であったとい

う。それだけ産業振興にかける熱意が強いということでもあったが，接収による遅れをいかにし

て取り戻すか，また当時制定の気運にあった首都圏整備法の制定によって横浜が単なる衛星都

市，ベッドタウン都市となることへの懸念を抱いていた市首脳部にとっても，工業用水の確保は

切実な問題となっていた。

水道内部では市勢の方向を重視し，第5回拡張工事の計画作成と並行してとの工業用水道問題

に取り組み，昭和29年 8月には工業用水道建設の方針を固め，市首脳部の了承を得て商工会議所

の専門部会との協議に入ったが，立法処置の見通しがまだ固まっていないため，具体的な建設時

期や料金について明確な説明ができない状況にあり，特に料金については，先行している他都市

が1m'当り 2-3円程度であったのに対して，仮に建設費を全額起債によるとすれば、，原水の供

給であるにもかかわらず8円と上水道より若干安い程度のものが予想されるということもあっ

て，料金問題をめぐって会議はしばしば紛糾し，当時の間富局長は窮地に立たされたが，ょうや

く横浜市工業用水道建設促進の方向が固まった。

すなわち，昭和30年3月には懸案の第 5回拡張工事が議決されたので，この工業用水道への取

組みに専念する ζ とになり， 9月には工場の需要調査を行い，これをもとに計画の策定に入り，

商工会議所側でも 11月には工業用水専門委員会を設置して具体的な協議を進め始めたが，一方で

はこのころに，工業用水法制定への動きも固まりつつあった。そして，翌昭和31年1月から，商

工会議所では工業用水道促進のため通商産業省，大蔵省等へ次のような陳情を行川以後積極的

な行動を展開していった。
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第7章応急対策に追われた第5闘拡張工事と工業用水道の誕生

〔工業用水道の敷設に関し陳情〕

わが国経済自立達成のため産業の飛躍的発展を図ることが肝要である ζ とは更めて申

すまでもないところでありますが，さきに発表されましたる経済六カ年計画にわきまし

でもこのことが強調せられ，且つ計画達成のために必要な施策が具体的に示されており

ますζ とは真に欣快に堪えません。なかんずくそのーっとして産業立地条件を整備しも

って産業基盤の強化を図ることが誼われておりますことは，まさに私共多年の要望をお

採りあげに相成ったものと存ぜられるのでありまして，衷心より感謝に堪えない次第で

あります。

御高承の通り工業用水をはじめ道路・港湾あるいは排水施設等工業立地条件の改善は

個々の企業努力を超え国及び地方公共団体の力により御配慮を願うのほかないのであり

ますが，伝え聞くととろによりますれば昭和31年度予算編成にあたり，工鉱業地帯整備

事業の一環として，国庫補助・資金運用部資金貸付及び受益者負担の方法によりわが国

主要工業地帯の工業用水道を敷設する計画がある由，わが国産業経済の根幹を担う京浜

工業地帯を擁する私共はまととに時宜を得た御施策として満腔の賛意を表するものであ

ります。とくに当横浜地区としましてはこれまで工業用水道ももたず，多年これを渇望

して参りましただけに，是非共との際その実現について御高配を賜りたく御願申上げた

いと存ずるのでありますが，幸い右の熱望が容れられζれが実現されました暁には，産

業立地条件の悪化を招来する地下水の過度波上げについて自粛することはもちろん，工

業用水道建設につきましでも応分の負担に応えるととにより，わが国工業生産の維持発

展に些かなりとも寄与いたしたい所存であります。

何卒御当局におかれましては，われわれの微意の存するところを御賢察下さいまし

て，速かに京浜工業地帯とくに横浜地区の工業用水対策を講ぜられ，明31年度予算にそ

の必要経費を御計上下さいますよう，横浜商工会議所常議員会の決議をもって懇願申上

げる次第であります。

その後，通商産業省を中心に事前折衝を精力的に進め，ょうやく，昭和31年6月に聞かれた工

業用水専門委員会に水道局が初めて具体的な工業用水道建設計画の説明を行う段階に入り， 9月

には工業用水需要仮申込の調査を行い， 10月22日に「横浜市工業用水道建設計画の決定につい

て」市会提案にこぎつけ，委員会審議を経て同月25日には本会議での可決をみるという猛スピー

ド審議で，早速認可手続に入り，翌昭和32年 3月の市会に昭和32年度から 3か年の工事期間で達

成する予算措置として継続費の設定議案を提出，承認を得た。こうして，昭和32年8月28日，臨

海工業地帯埋立先覚者浅野総一郎の銅像のたつ神奈川区子安台の浅野学園で着工式をあげ，昭和

35年度給水開始を目指して動き出したのである。

建設財源については国庫補助金・企業債・受水工場引受による無利子縁故債で賄うとととして

いたが，国際収支の悪化等から政府は緊縮財政方針を固め，また財政投融資についても引締めを

図ったため，財源の確保は難航し，議決を得?と継続費による執行は困難となったので，翌昭和33

年3月の市会に，継続費による方法から単年度工事扱いに変更を提案し，了承を得た。このよう
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に，工業用水道の創設事業は利用工場の強い早期給水の要望と財源難との板挟みになり，前途多

難が予想されたのであったが，工場側も厳しい状況打開のため無利子の縁故債をヲ!き受けp 或い

は国への陳情行動を積極的に行うなど，水道局と一体となって実現に向け協力したことが多年の

念願を実らせたのである。

後に，利用工場が集って，利用者連絡会(昭和38年 9月)を結成しラ今日の工業用水協議会へ

と発展していった。

水第 2号議案

昭和32年度から

昭和34年度まで
横浜市水道事業工業用水道工事継続費支出方法の設定

横浜市水道事業工業用水道工事継続費の年期及び支出方法について次のように定める。
(単位:千円)

言見 明 R才 i原 説 明

昭和年度 支 出額 付帯費
国庫補助 企業債等 受益者引受工事費

補助対象 flliWJ対象外 企業偵

32 400，000 369，460 16，840 13，700 96，000 171 ，000 133，000 400，000 

33 400，000 369，630 16，070 14，399 96，000 171，000 133，000 400，000 

34 200，000 181，500 10，600 7，900 48，000 85，000 67，000 2α)，000 

合計~帆000 92日 oI必，510 35，900 240，000 42'7，000 333，000 1，000，000 

昭和32年 3月 2日提出

横浜市長平沼亮一

総工費全1，000，000，000円

(単位;円〉

種 日 計金額 昭和32年度 昭和33年度 昭和34年度

送水工事費 388，510，000 355，710，000 32，800，000 

水槽工事費 16，880，000 16，880，000 

配水工事 費 495，550，000 316，980，000 178，570，000 

用 地 費 19，650，000 13，750，000 2，970，000 2，930，000 

言十 920，590，000 369，460，000 369，630，000 181，500，000 

補助対象付帯費 43，510，000 16，840，0ひ3 16，070，000 10，600，000 

補助対象外付帯費 35，900，000 13，700，000 14，300，000 7，900，000 

メE入I 百十 1，000，000，000 400，000，000 4∞，000，000 1200~~三笠L

2. 創設工業用水道計画の概要

創設工業用水道建設の当初計画の概要は次のとおりである。

1) 事業規模等

事業の規模 1日最大供給水量 10万m"

対象区域 横浜市鶴見区，神奈川区p 保土ケ谷区及び西区の工業地域〈対象工場36工場)
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(各工場の慣用水量は， 1日当り海水 48万 4，600m'，地下水3万 2，OOOrr[，上水6万 3，200m'，

表流水2万2，500m'の合計60万2，300m'で，このうち地盤沈下を誘発する地下水の大部分と機械

損耗の原因となる海水及び上水の一部を工業用水道に切り替えるものとして，原水1日10万m'

を供給する。)

2) 水源

横浜市水道の現有水源仇道志川系 1日17万2，800m' (2 m'/s邑c)ヲ相模湖系 1日48万m'(5内 55

m'/sec)でラ合計65万2，800m'であるが，第 5回拡張工事において， 1日最大所要水量56万4，000

1Ifの給水計画を目途に進めているのでラその残水量1日8万 8，800m'を工業用水道にあて，なお

不足する水量1日1万 1ラ200m'についてはラ当時神奈川県で計画中の城山夕、ム計画によるものと

した。との時点の工場仮申込は36社で 1日9万 7，000m'であるが，当初からこの全量が使用さ

れない見通しから 9 当面このような水源措置としたものであった。

3) 施設

(i) 導水施設

工業用水道の導水施設は上水道と共用とし資本費及び管理費を毎年負担することを条件に，

鶴ケ峰接合弁より分水を受りる。

(ii) 送配水施設

i ) 京浜地区線

鶴ケ峰接合弁を起点として神奈川区西寺尾町地内に設ける子安調整水槽までの延長1万 1，000

mについては口径 1，100皿の鋼弦コンクリート鋼管を使用しラ一部隆道及び低圧部に一部ヒュー

ム管を用いる。

子安調整水槽は内径10m，深さ 10m，容量780m'で，これより口径1， 100 m皿~100mmの配水管を

布設し9 鶴見@神奈川地区へ給水する。

ii ) 保土ヶ谷地区線

西谷浄水場着水池を起点として口径500皿~200rnmの配水管を布設しラ保土ヶ谷。西地区へ給水

する。

送水管口径1，100mm 10，200m 配水管口径1，100mrn 5，OOOm 

送水薩道 400m 

開渠 300m 

水管橋 64.7m 

計 10，964.7m 

口径1，000皿

口径 800凹

口径60⑪~100曲目

水管橋

計

3，020m 

1，550m 

12，500m 

620m 

22，690m 
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雪量 7-10 工場JjJj現況使用水量並びに計画水量表 (liifj): . mゾ日)
-，時一

番
現 i兄 イ史 汗j 7]( jオL 計泊l工業

:f;8j 名 工業用
用水泣

ーモロI 地表7]<. 地下水
J7ki丘

ノl、言liilj 7]( メ仁、I 5I31 l 

l J，K君主瓦J¥Ji株式会 1J:'(Ji.()見工場 4，270 1，150 5，420 3'1，500 39.920 4，500 

2 日 開製鋼株式会社主q~~~ .=-[ :l;t!J 458 45.8 458 ]町 200

3 大 LI水 没 午 、 | 株 式 会 社 有u'1-尺コ~ :t2) 320 :120 320 :lOO 

4 日本鋼管株式会れ 1m:)J2製 鉄 所 4，720 4，720 51，000 55，720 6，500 

5 京}~-C五 JWí 株式会主i 末広工場 500 350 850 7，200 8，050 500 

6 Jk示芝 iJli'f立公株式会社的見工場 3可 000 2，137 5，1 つd 戸i 1，500 6，637 3，000 
トーート

7 石川1，ftJj芝浦タービン料、式会:tlwn比二工場 300 300 300 600 500 

8 コ 日本 州 'Ci'株式会主i的見逃船 r~í 1，340 1，340 1，020 2.360 500 
;:0、

日 旭川子株式会社的見工 :l))j 2，500 5，300 5，300 2，500 

10 株式会社大阪泣船 i~í' 行"浜工坊 1，214 1，214 1ヲ214 2，()()() 

11 東京 瓦 斯 株 式 会 社 : 松 浜 工 場 750 ，50 4，000 4，750 1，000 

12 日 JI~ l床 ~iì1j 4牛 ;r¥; メ之弘、 七1: 500 500 10ヲ000 10，500 650 
~J~ 

似; 見 1L1!1 I 法 体 'C¥; ノ:五ふ 十上 17ヲ00013 700 700 17ヲ700 650 

14 JJl~l; 麟変 j問株式会社イ，& iJí~ 工場 1，500 4，500 6，000 G，OOO 1，500 

15 c~r LU ):10，1 1~ 川、 5'¥ ノ"三、三 十J: 1，500 875 2，375 700 3，075 1、500

16 日 住自動 ![i 株式会初的見ゴご J必 1，000 1，000 1，000 2，100 
J也

l昭和産業株式会社的見工場17 730 730 17，000 17，730 700 

18 l取の業株式会社横浜工 J必 1，000 810 1，810 7，661 9，171 円五r
19 保土ヶ谷化学て工業十本式会主1:(ln見 T.Jお 43() 430 5，000 5.4:l() 3，000 

20 :<11'制I!_iI[i 15' iill株ユL会キ[棋 iF;'!I~ II]I jリi 577 577 577 7，000 
区

日*化学工業株式会引 ;fi/l?JG工場 6，500 6，500 120，000 126，500 20.()OO 21 

22 日 本石油粕製株式会社横浜 1'1';il¥1 Jリi 8，000 7ヲ 100 15，100 177可600 192，700 自，000

23 大日本中i!I;jg， ~f 株式会社有~it ~J( コ二場 700 lヲ583 2，283 14号 410 16，693 700 

24 日本ビクタ一株式会社 400 801 1，204 1，204 40() 

25 日 ;ft~ 自動車株式会社 1~F! ~:F~工場 5，200 3，O()O 8ヲ200 80(J 9，000 5，500 

26 日本銅 jパ株式会社子安!肥料製造 Jifi 323 323 4，100 4，"123 1，OuO 

27 昭 和屯工科、式会社横浜工場 1，810 1，810 1，650 ;ぅ，460 2，500 

28 明治乳業 t~、式会社総浜ーし j坊 300 300 600 600 300 

29 日本カーホ、ン株式会れ ~Wt' iJ(にJ必 47() 470 470 400 

30 EJ ; f!; 製 IIIJ株式会右横浜工場 1，675 1，675 り，210 10，885 1ラ500

小~I 28、87049，226 n，096 484，651 562，747 80，9α) 

31 三菱 IJ;;ド1.RJ業株式会干上tL!'I?fG J立船 I~í 6，000 6ヲ000 6，000 1，500 

32 行止 市~<リ 制r!l 引x J'¥; /コ二〉、、 ネ1: 15，000 1，100 16，100 16，100 1，200 
1;込

古河電気工業株式会社横浜屯総製造所 3，000 33 Zフ000 5，000 5，uOO 2，000 
こ土

34 保:とヶ谷化学工業株式会社保二L:ヶ谷コー場 7，500 2，000 ，1，500 9ヲ500 10，000 
行

日本硝子株式会主1:杭浜工場f35 1，000 1，150 2，150 2，150 1，000 
谷

T11 計江 戸nr i山 式 lコL二ムー 1'::1: 800 800 700 36 800 

i也 小~i 22，500 3，000 14，050 39，550 39，550 16，400 

l豆 ム口三ドI 22，500 31，870 63，276 117，646 484，651 602，297 97，300 
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第7章応急対策に追われた第5回拡張工事と工業Jti水道の誕生

3. 創設工業用水道の計画変更と施行概要

言十苗変宮¥の経韓

市勢の発展に{半い 3 昭和30年代後半から，本市の水道事業は急激な水需要に追われることにな

ったが，創設の工業用水道への影響は更に一歩早く到来した。すなわちフ昭和32年 (1957) 8月

着工時点まではフ完成当初の計画水量には余裕があるという見込みのもとに，相模湖系水i震に将

来取得予定の水源も加えてヲ施設としては 1日10万d能力のものを建設するととになっていた

が，翌 9月fC入、って仮申込水量の確認を行ったととろ 3 追加申込が相次ぎ，水量の調整が難しく

なったばかりでなく p 当面，相模湖水源のみで対応できると考えていたのに対して，給水開始か

らフル稼働することが予想された。このためp 不足水源を将来取得予定の水源に頼っていては，

現実の給水需要に対応て守きないことが明らかとなったのでラ何らかの方策を考えざるを得なくな

ったのである。こうしてラ計画の見直しを迫られ"現有施設を有効に活用するととによりフこの

事態を乗り切ることになった。

こζで着目されたのが，西谷浄水場の急速組過池の洗浄排水を再生利用するととであった。つ

まりヲ当時の施設は組過砂洗浄に多量の水を使用する急速掘過池が増加して洗浄後の排水量も次

第に増加していたが，沈i殴技術の向上に伴いこの排水を沈澱処理して再生利用できる見通しがつ

いたので，これにより不足水量を生み出すととになったのである。

なわ，との浄水工程までに生ずるロス水(洗浄排水等)についての扱い比第 1回拡張工事の

水量算定のi祭ラ取水量から差し引いた量を給水量と設定していたがヲ緩速縮過i也の場合にあ

っては，全体水量に占める水量が極めてわずかなものであるためヲその後は取水量がほぼ給水量

となるとの考えにたって以後の拡張計画を進めてきた。第 5回拡張工事でも同じ考え方を踏襲し

ていたが9 第 3回拡張工事以来9 新設のj昔過池は急速路過池に転換してきたためラ次第にこのロ

ス水量を見込まなければならない状況になっていた。このような傾向は全国的なものであったの

で，次回拡張工事(第 6回拡張工事)からは，厚生省の指導に基づきラロス水を 7%見込んで取

水。給水計画をたてるようになった。

との洗浄排水の再生利用による工業用水の確保についてはラ昭和33年 3月に提案された水道の

基本計画の中で明らかにされ，そこでは相模湖系 8万6，000111と再生水1万4，000111の合計10万IIf

を計画水量としていた。

横浜市水道事業の基本計画を次のように変更する。

昭和33年 3月24日提出

横浜市長 平沼完三

第 1 基本計画の目的

本市水道事業はラ市民の飲用水，船舶用水ヲ消火用水その他の浄水を供給する上水道
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及び工業生産の増強を目途として原水を供給する工業用水道の事業並びにとれらに付帯

する事業を経営することにより，市民の福祉増進と本市の発展を図ることを目的とす

る。

第 2 基本計画の内容

1 上水道

省略

2 工業用水道

1 給水区域

鶴見区，神奈川区の臨海工業地帯及び西区，保土ケ谷区の一部工場地帯

2 給水方式

取水及び導水設備は，上水道施設の一部を共用し，原水を沈でん処理のうえ給

水する。

3 配水量

計画1日最大配水量 100，000立方メートノレ

ただし，取水量の不足分は西谷浄水揚鴻過池の洗浄排水を再生使用する。

4 右の計画1日最大配水量を確保するため，昭和34年度完成を目途として工業用

水道建設事業を行う。

提案理由

本市水道事業の一環として原水供給のための工業用水道建設事業を施行するにつ

いて，及び第5回水道拡張事業の進行に伴い，昭和27年 9月12日議決を経た横浜

市水道事業の基本計画を変更する必要があるので，地方公営企業法第4条の規定

により提案する。

とうして，工業用水道の創設事業が昭和35年度通水開始を目指して推進されるととになったの

で，昭和33年12月に開催された通商産業省の第8回工業用水審議会では，横浜市で地下水の代替

水源策が確立されたととを前提に審議した結果，工業用水法に定める指定地域とその地域の井戸

の許可基準を次のように決定し，いよいよ鶴見・神奈川臨海工業地帯に対する地下水規制が動き

始めたのである。

なお，とれに関する政令は通水の見込みがたった時点で出されるととになっている。

表 7-11 第 8図工業用水審議会で決定された指定地域と井戸の許可基準

指定地域 井戸の許可基準

横浜市のうち鶴見区及ぴ神奈川区の京|井戸の吐出口の断面積が21cm'を超えるものについては、井戸の

浜急行電鉄線の海岸側の地域 |ストレーナの位置が地表面下70m以深であること

その後も，工場側の受水希望は後を絶たず，既に決定をみた計画水量 (1日10万m')の枠内で

各社へ配分することは難しくなり，通水開始後にも荏ちに拡張工事が必要になることが明らかと

なったため，西谷浄水揚の洗浄水の再生利用に加え，相模原沈灘池の膨大な貯溜機能を利用する
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などョ施設を総動員した有効活用を図ることによって， 1 B 10万I1fて守あった供給計画を 1日11万

7ラOOOniに増強変更することになりう通商産業省と協議を進めた結果ヲ変更計画の見通しが得ら

れたので，早速昭和34年 3月の市議会に提案し議決を得た。

(訪変車計画の概要

本市工業用水道建設事業は，鶴見@神奈川区京浜地帯及び保土ヶ谷@西区工場地帯に対し 1日

10万Idの原水を供給する建設計画を立案し，昭和31年 (1956)10月25臼の市議会で議決されたう

えフ翌昭和32年4月に主務省の承認も得たので，同年8月より着工した。この原計画においてはラ

鵠見@神奈川区の京浜工業地帯へ 1臼8万6，0001込保土ケ谷。西区工場地帯へ 1日1万4，OOOniヲ

計 1日10万niを給する計画になっていたがラその後ヲ京浜地区の用水需要量が増加したため，保

土ケ谷。西区工場地帯の用水は，主として西、呑浄水揚躍過池の洗浄排水を処理して充当しヲ原計

画給水量は全量を鶴見。神奈川区京浜工業地帯に向けラ別に保土ヶ谷@西区工場地帯への給水も

1日1万7，00ゆniに増量，計1日11万7，OOOniへと給水計画を変更した。

。7]<.源

工業用水道の71<:源は上水道施設を併用する ζ とになっておりう横浜市水道の取水量。配水量及

び導水系統を勘案しラ鶴見白神奈川区の京浜工業地帯への取水場所としてフ鶴ケ峰接合井を選

定ヲまた保土ケ谷⑪西区工場地帯への取水場所として西谷浄水場を選定した計画には一切の変更

を加えない。本計画による所要水量1目立万7，OOOniのうち，相模湖系から 8万6，OOOnf，相模原

沈j殿池の調整で 1万7，OOOnf，計10万3，UOOn{，残り 1万 4，OOOrrtはヲ西谷浄水揚の躍過洗浄排水

処理水を充当する。

2) 導水及び沈般施設

導水及び沈殿施設についてもラ現計画どおり既設と水道施設を共用使用する 0

3) 京浜地区幹線

(i) 送水工事

原計画の京浜工業地帯に対する送水管路はヲ鶴ケ峰接合弁を起点として保土ケ谷区白根町，港

北区新井町@上菅田町を経由しpζれより既設道路を利用して岸根町を経，鶴見配水管路線に沿

い神奈川区西寺尾町内に築造する子安調整水槽に達する。 ζ の総延長は 1万900mであるが?白

根町及び新井町付近の丘陵地は管の布設が不能なため，断面3.6m'，延長400mの隆道水路と延長

300mの開渠を設けて送水量の調整役割を果させ，残部1万200mは口径 1，100阻の管を布設する

が9 管路のうち低圧部には延長 3，OOOm区間にヒューム管を用いラ他は鋼弦コンク Pート鋼管を

布設する計画であった。

変更計画では①この開渠区間及び岸根町の約 1，OOOm管路布設区間は，今後住宅地が拡大する

見込み、のため地主が買収に応じ友かったのでヲ止むなく最小断面の隆道掘りに切り換え，工事の

容易さと将来の安全を期して鋼管を使用し，押込みの新工法を採用する，②また，原計画では
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3フOOOmにわたってヒューム管を布設する ζ とになっていたがヲ路線を変更したので鋼弦コンク

リ←ト鋼管に変更し水管橋 l橋を増加するョ③なま0，新井田J付近に予定した陵道は上菅田町κ

移し，工場使用水量の時間的変化を調整するため，その断面を 6.4rdに拡大することになった。

以上の変更により送水路線は隆道及び暗渠延長457m，鋼弦コンク Fート鋼管延長8，406m，鋼

管延長1，296mとなる。

(ii) 配水工事

i ) 調整水槽工事

調整水槽は配水管内の水圧を低減させるとともに給水量の時間的調整を行う目的で，鋼製で内

径10m，深さ10mラ容量 780rriの水f曹を 9 神奈川区西寺尾町地内に築造する計画で、あったがラ築

造位置を鶴見区馬場町地内に移しラ内径8mぅ高さ17mラ有効容量 580niに変更するとともに，

構造もブレストレスコンク Pートに変更する。

ii) 配水管工事

原計画では口径 1，1加盟mの配水本管は，①子安調整水槽を起点とし，神之木町を経由して第1

国道に至払 ζζ から神奈川地区工場に給水するため口径600mm管1ラ350mを分岐する 3 ②次いで、

第 1国道沿いに新子安を経て大黒町に至り 3 ここで大黒町方面に給水するため口径 600mm支管を

分岐し，③以後本管は内径 1，0的 mmとなって北上しラ産業道路を越えて鶴見)11を渡り，人船橋に

達するが，途中末広町において口径200阻管を分岐ラ④更に入船橋から口径800mm管となって末広

町@安善町の工場地帯に給水するものでう口径1，100mmないし100mm管を，総延長1万5，505mに

わたって布設する計画であった。

変更計画ではD 分岐管の口径並びに延長を変更しラ布設総延長は口径1，100mmから20⑪]阻まで，

1万6，831却に拡張布設する ζ とになった。

4) 保土ヶ谷地区幹線

(i) 浄水工事

浄水工事は計画変更により追加したものでヲ西谷浄水揚漉過池の洗浄排水を再生使用するため

に清澄設備が加わった。捕過j也の洗i争排水は一定時間ごと るので， と るた

め，口径15m，深さ 5.5mの鉄筋コンクリート貯溜槽を 2池設け，排水を連続的に強制凝集沈澱

池に流入させるがヲその強制凝集沈澱池として内径15m，深さ5，1m 1池を設けヲ更に内径22m，

深さ4.9mの鉄筋コンク Pート構造浄水池を設置しラ配水の調整を兼ねさせる。

な払構内各池との連絡管排水管等を布設しp 排除された汚泥を貯溜するため‘付近の凹地に

容量約 7，OOOrriのi留池を設ける。

(五) 配水管工事

原計画では，①西谷浄水場着水池を起点として口径500mm管を水道路線に沿い富田町まで3，300

m布設し3 ③とれより口径300mm管となって，市電浅間町車庫前から烏帽子田橋を渡り延長工， 100

m布設フ③以降p 口径 200mm管となって栢模鉄道平沼橋駅前を通り 9 東海道線を横断して高島町
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を経由ラ長住町まで延長 1，565m 布設し保土ケ谷地区工場へ給水する計画であった。

変更計画ではこれをp ①浄7](ifuを起点として口径600自国管を延長1，403m布設して，保土ケ谷区

表 7-12 工事費内訳書 (主Ii{立円)

費 日 ヨこ 種
予 手干 liH 

元計画 変更計函

*% _L 事i 1，000，000，00。 1，300，600，000 

l鶴見地区工業用水道卒業費 948，200，030 1，132，600;000 

(1)送 7]( 工 苧 資 395，000，000 476，234，000 

送水管布 設 工 事 334，874，000 359，812，000 

上告 国 道築造工事: 14，600，000 36，253，000 

開 ま匡 工 事一 14噌 900，000

水管橋 築造工事 9，200，000 9，416，000 

送水管押込工事 70，753，000 

千悶 イ員 費 8，000，000 

雑 工 事 15，426，000 

(2)西日 7J( I 号事 費 477，700，050 536，594，000 

調整水槽工事 17，000，000 13，925，000 

自己水管布設 工 事 363，420，050 460，610，000 

*管橋築造工事 87，500，000 62，059，000 

令市 費 600，000 

主投 ←寸じー 事 9，180，000 

(3)用地取得使用 J羽£ 14，100，000 15，928，000 

用 f也 耳立 干与 j強 14，000，000 14，040，000 

用 1也 イ吏 用 資 100，000 1，888，000 

(4)建 4助 費 5，200咽 000

建物新築工事 3，200，000 

仮 建 qtJ 工 事 2，000，000 

(5)器 7日て 機 1戒 Dl 2，200，000 

器具機械購入賞 2，200，000 

(6)附 祐一 雑 資 54，000，000 103，844，000 
←亭ド 昔話 雑 費 22，000，000 2，144，000 

エ 事 雑 資 32，000，000 49，000，000 

職員給与並びに調査費 52，600，000 

2保土ケ谷地区工業用水道事業費 51，799，950 168，000，000 

(1)浄 寸ぇ エ 事 w 97，681，000 

給水処理工事 45，584，000 

構内配管工事 47，194，000 

操作関係工事 1，540，000 

排泥 Jt宇 留地工事 3，363，000 

51，799，950 52，273，000 

(2) 自己 オc 工 4T 賀 配水管布設工事 51，799，950 48，616，000 

水管橋築 造 工 事 3，657，000 

(3)用地取 得 用 費 5，350，000 

(4)附 ，汀也m 雑 費 12，696，000 
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坂本町で野毛山配水池送水管既設口径 390m血管に連絡する。②ことから野毛山送水管を西区南浅

間町簡易裁判所付近まで延長 3，273mの区間を利用し，ここで野毛山送水管を切断する。これに

口径400m血管を接続して，洪福寺手前で軌道を横断し，烏帽子田橋まで延長639m布設する。③こ

れより 1[.紅子川沿いに口径300mm管を延長2，059m原計画の路線に布設することになった。

他)工事費の見置し

原計画による管の布設はフ計画給水量の増加と用地買収等の関係から一部管径の増大ラ工法の

変更などの必要が生じ9 また，原計画は昭和33年度の物価労賃を基準として立案したものである

が9 その後の物師上昇が著しいことなどから工事費全体の見直しを行った結果3 原計画工事賓の

10億円に対して13億50万円となった。

表 7-13 年度街l内訳警 総工費 1，300， 600， 000円 (単位:円)

一

種 目 金 客買
年 皮 割 内 訳

昭和33年度|昭和畔度昭和32年度

鶴見地区工業用水道事業費 1，132，600，000 208，600，000 402，000，000 522，000，000 

保土ヶ谷地区工業用水道事業費 168，000，000 168，000，000 

計 1，300，600，000 208，600，000 402，000，000 690，000，000 

表 7-14 資金計画
(単位:円)

扇ヶー~一之空 昭和32年度 昭和33年度 昭和3'1年度 計

国 庫 宇南 助 50，000，000 95，000，000 125，000，000 270，000，000 

政府債及ぴ公募債 83，000，000 151，000，000 335，000，000 569，000，000 

受益工場引受企業債 67，000，000 134，000，000 230，000，000 431，000，000 

自 己 資 金 8，600，000 22，000，000 30，600，000 

言十 208，600，000 402，000，000 690，000，000 1，300，600，000 

乙の計画変更の提案時点で、工事の見通しがたったものとしてョ通商産業省では工業用水法に基

づく審議会の決定に従い昭和34年 3月 6日付でョ次のように神奈川@鶴見の臨海部を政令で規制

区域に指定した。

表 7-15 ヱ業用水:去による横浜市の地下水使用規制指定地域
.思 同 一

指定年月日 許 可 基 準

及ぴ政令番号
地 t或

省令番号 I也 士或 吐出口の断面積 ストレーナ位置

昭和34年3月6日 神奈川区(京浜急 昭和34年3月6日指定地域全域 46cme以下 90m 

第24号 行電鉄本線以南の 第17号

地域に限る)鶴見
区(京浜急行電鉄
本線以南の池域に
限る)ただしp 公

i有水面を除jニ一一
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(3) 創設工業用水道の竣功概要

工業用水道の創設工事は昭和32年 (1957) 8月に着工され，間35年 4月から給水開始すること

を目標に進められたが，用地買収や工事の難航により遅れたため，目標の昭和35年 4月からは3

通水可能となった一部工場に対し試験通水として仮通水することに変更した。仮通水後も引き続

き総力をあげて工事完成に努めた結果3 難航していた工事もほぼ、完成し，また河川管理上の関係

から着工が遅れた鶴見水管橋の工事につhても工事完成までの応急措置として隣接する鶴見大橋

に添架されていた上水道休止管を転用する ζ ととしラ接手部分の補強等を行って，ょうやく昭和

35年目月四日から全面給水開始することができ，正規の営業開始とすることになった。

なおヲ残る鶴見水管橋工事はヲ翌昭和36年 3月に完成したが，この鶴見水管橋工事完成に伴う

連絡工事のため，同年 3月31日には24時間にわたる大断水を伴う工事を施行し3 ここに創設事業

のすべての工事を完成した。

ζの創設工業用水道の完成は地下水汲 tげ規制に大きな役割jを来したばかりでなくョ工場で使

用されていた上水道使用分の一部も工業用水道に転換されたため，周辺の一般給水の改善に大き

な効果をもたらせた。またヲ本工事を 3年間という短期間で完成できたのは，工事関係者の努力

表 7-16 事業主聖及び財源内訳 (ヰi.jj]::円)

区r一一一J盟主戊 32 。η。η 34 合計

送水工事政 182，285，847 310，127，681 492，413，528 
初i

自己水コ二事政 68，684‘864 496，118，414 564，803，278 
JI}J 

用J也t'(.補1rm 14，373，071 657，060 11，179 15フ041，310
対

附帯?雑 t1t 3，341ヲ082 910，360 5‘107.561 9町 359，003

!象 200，000，000 380，379，965 501，237，154 1，081，617，119 

浄水工事官 106，016，372 106，016，372 
1ili 送水工事政 518，483 6，895，224 2，697，110 10，110，817 

業: 助
I~己水工事 ~jt 3，744，485 58，636，883 62，381，368 

対
沼地Wi・中iIi償資 603，181 7，848，492 8，451，673 

象
附帯封i12t 8，029，723 10，255，297 7，979，τ19 26，264，739 

外
8，548，206 21，498，187 183，178，576 213，224ヲ969

'f2i 
言1- 208，548，206 401，878，152 684，415，730 1，294，842，088 

3主 ヨ11〉rL乙 手リ d守、 256，500 7，530，554 16，069，258 23，856，312 

ノ工乙1、 208，804，706 409，408，706 700，484，988 1，318，698，400 

国!車術 E力会 50町 000う000 95，000，000 125，000，000 270，α)0，000 

目す 政 JU 15，000，000 75，000，000 90，000，000 
づb

市場公募 66，427，108 73，642，000 302，930，600 442，999，708 
j[ 

会社続放 67，000，000 134，000，000 232，000，000 433，000，000 
イ責

主十 148，427，108 282，642ヲ000 534，930，600 965，999，708 

i原 その他(自己資金) 10，377，598 I 31，766，706 40，554，388 82，698，692 

令 ;札叫，706Iω9，蹴，706 700，484，988 1フ318，698，400

(注)1，年度区分はs翌年度繰越額を含む。 2，自己資金は，水道事業の立信〈金で措置したe
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に加えてヲ関係官庁の理解と受水工場の熱意に支えられたところが大きかった。

工期 昭和32年 8月~昭和国年 3月

工事費 総事業費 13{:意1，870万円

給水能力 1日117，OOOm'

(1) 神奈川@鶴見地区 1日100，OOOm'

(2) 保土ケ谷・西地区 1日 17，OOOni

雪景子17 各施設の概要

系統別 施設区分 主 、要 》告 設

国 JE7J<.管路総延長 10，153m 

送71<.'百;(1，100mm鋼弦コンクリート鋼管) 8芳400m

神
水路自主道 [馬蹄形円形コンクリート造り]送水M!i設 457m 

奈 Ip日2，5m 高3，Om巻厚400mm

}II 
水管根(l，100mmjil?J管ノマイプビーム式 2橋) 102m 

鋼管押込み (l，lOOmm鋼管 2箇所) 1，194m 

鶴 ・調整水槽曲 I円形鋼弦コンク 1)ート造り，有効貯水量580m']
1基

内径 8m，高17m，水深13，5m
ノ同〕

e 配水管路総延長 17，502m 

3也
配水施設 配水管 [19loomm~800mm鋼弦コンクリート鋼管]

区 鋼管p コンクリートライニング鋼管
ヨ，088m

I! (350mm ~ 200mm石約七メント管) 7，826m 

7]<，1己三橋(パイプビーム式 6橋) 588m 

-貯留槽[鉄筋コンクリート造り有効貯水量1，OOOm'J
2 ;也

よ毛16m，幅16m，JJ<.i采4，5m
{呆

。高速接触沈澱槽[円形鉄筋コンクリート造り寸1 1 ;也

土、
内径17.4m，水深6，8m

浄水施設
。浄水池[円形鉄筋コンクリート造り

1池
ケ 内径23m，有効7J<.i栄4m

-排J尼j也(土曜提) 1 i也
全B-

液体バンド計量槽 2槽
。薬品注入設備[アクチロ yク稀釈樹判官il槽] 15:¥ 

西
。計測集中管理装置 1式

よ也
。配水管路総延長 6，768 m 

区 配水施設 .配水M管 [~~~:!~ 3~，~~，: 銅弦コンクリート管] 6，668m 
鋳鉄管，鋼管，石綿セメント管

， 7J<.管橋(パイフ。ビーム式 3矯) 100m 

なまま，水源工事については，鶴ケ峰接合弁から上流部は水道事業の施設を使用するので，その

区 分 負担割合 t商 要

原水管理費 水量比 導水路沈澱池の管理費

2 河水統制事業負担金 11 相模ダム分担金

負担方式比主務省と協議の結果ラ相

模川河水統制事業の分担方式を参考と

他 して p 維持管理費と資本費を年々の使

用水量等の割合によって負担する乙と

になった。

3 原水資の総系費配賦額 売上高比 人件費及び物件費その

4 減価償却費 水量比 34年度以降の未償却費

5 支 主1.. 手口 怠 11 50か年平均均等利子
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第7章応急対策に追われた第5図鉱張工事と工業用水道の誕生

(4) 工事の施行

当初は路線測量や鏑弦コンク Pート鋼管の発注，用地交渉な E工事の準備に追われていたが，

着工3か月後の昭和32年 (1957)11月から，ょうやく本格的な送水管布設工事に着手できた。

1) 神奈川・鶴見地区線

昭和32年11月から送水管として口径 1，100阻鋼弦コンク Pート鋼管の布設工事に着工し，上菅

田町~片倉町間を皮切りに順次工事範囲を広げていったが，途中台風や悪天候に見舞われ，また

岸根~子安調整水槽聞は埋立地が多くて軟弱地盤や湧水に悩まされた。更に道路が狭いうえに交

通量が多いなど工事は難航し，ょうやく昭和34年 7月になり鶴ケ峰接合井~子安調整水槽聞の工

事が完了した。

子安調整水槽とそれ以降の配水管工事は昭和33年度

からの着工となったが，配水管工事においても入江

川・鶴見川の埋立地帯の工事が難航し，また国鉄(現

J R)や京浜急行の線路を横断させるなどの大工事も

あり，苦闘の連続であった。そのうえ，最終段階で着

工した鶴見川に架設する水管橋工事については，伊勢

湾台風来襲時の洪水被害以来検討されていた高潮対策

との関係で，関係官庁から河川管理上再考を求められ

て設計を変更して協議していた折，たまたま東京電力

からも電線橋の建設が申請されて両者の調整が必要と 白根水管橋口径 1，100mm鋼管架設工事

図 7-11 白根水管橋平面及び縦断図
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な計画から出発ζ とに全くなり，最終的には橋台を共同施設として築造するととで、結着しョ

ζの間 9か月も着工が遅れてしまった。するととになったが，

目標の昭和35年 4月通水開始は不この鶴見水管橋の着工は昭和35年度に延期され3とのため，

図 7-12 上菅回隊道平箇及び縦断図
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第7章応急対策に追われた第5回拡張工事と工業用水道の誕生

可能となってしまったのである。しかし，受水工場側からは早期給水の要望が強いため，通水が

可能な会社については 4月から試験通水として仮給水し，その後応急工事により ζの地区にも昭

和35年10月の営業開始時には給水する ζ とができ，全面給水の体制に入った。

なお，との鶴見水管橋が完成したのは予定より 1年も遅れて昭和36年 3月末となったが，同年

3月31日に大断水を伴う連絡工事を施行し，ょうやく神奈川・鶴見地区線の全工事を完了した。

菊名水管橋(口径1，100凹鋼管)
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図ト15 子安調室主水槽憤IJliii関

JJIJ 匝沼 自 問

経 折田

自主

鶴見水管橋(口径 1，000皿鋼管)
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応急対策に追われた第 5回拡張工事とヱ業用水道の誕生

西@保土ヶ谷:地区線2) 

国庫

〕
一
〔
発
表
一
水
管
橋

〕
一
〔
布
袋
水
管
橋

第 7章

〕
一
〔
恵
比
須
水
管
橋

西@保土ケ谷地区線は地盤沈下防止に伴う地下水没 j二げ規制j医域外への給水て守あるためき

補助の対象外工事となった。ヱド工

額 1億

ついてはラ当初昭和34年度の

6ラ000万円に対して E;J000万同の

であった

許可にとどまり守年度末になって

られたと

工事は 2か年-に

1年間で完成させ，翌昭和35年4

いう状況のため 3

月から給7j<てをf子う予

ζ の工事の起

ょうやく

ヌうち
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A~A tぴ回

図 7-19 西谷処理場i高速接触沈澱1m平面忍び断面図

平商図

チ半皿)配水管(坂本町~南浅間町〉上水道の既設口径 15イ配水管工事については 9

その接続J誌の南浅間町から西平沼まで口径300'-'400mlll配水を工業用水管に転用するととになりラ

管を昭和34年度工事として完成した。

(現三菱重工業株式会社)方面への工事翌昭和35年度比引き続き西平沼から三菱日

6ωffim配水管を布口を進めると同時に 9 新設の西谷処理場から既設工業用水転用管との間は，

設して連絡を完了した。

また 9 浄水工事としては，西谷浄水揚の洗浄排水集水用管の布設をはじめとしてヲ貯j留槽。高

速接触沈澱槽@浄水池等の建設を進め，年度末ぎりぎりに完成をみた。

図 7…20 創設工業用水道施設完成概略図(西。保土ヶ谷地区)

原水補給管
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c主〕〆400一〆300は石綿セメント管

工業用水道の経営4. 

工業用水道条例の制定と)
 

(
 

昭和30年代に入ると，技術革新を背景とする世界的念好景気に恵まれて“神武景気"

C~ 

このような;呈この間s 地域開発や産業振興を対象とする多くの立法措置がとられていった。

て所得倍増を旗印とする積極策によりといわれる好況が到来し，引き

た。
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第 7章 【己、急対策に追われた第 5問拡張工事とヱ業用水道の誕生

i数7量産業発展に欠くことのできない用水問題に対してラ地盤沈下の防止と用水確保という大きな

役割jを負って登場したのが工業用水道事業であった。

昭和31年の工業用水法の制定と国庫補助制度の創設によって工業用水道の建設が促進されラ営

業開始に至る事業も次第に増加したため，昭和33年、4月にはヲ「工業用水道事業の運営を適正か

っ合理的ならしめることによってョ工業用水の豊富低廉な供給を図り，もって工業の健全な発達

に寄与することを呂的」として工業用水道事業法が制定された。また，この年には，従来の工業

用水研究会と工業用水道連絡協議会が統合されて日本工業用水協会が発足しヲ強力な推進母胎に

発展していった。

ζのような全国的な動向を背景に，早期完成を目指して進めていた横浜の創設工業用水道の建

設工事も軌道に乗りヲほ段、完成に近づいた昭和35年 9月30日にはラ横浜市工業用水道条例を市会

に提案し，委員会の審議を経て翌日月 5日に原案どおり可決された。これに基づきヲ 10月10日か

らはそれまでの仮給水を正規の給水に切り替え，本格的な営業を開始するととになった。

工業用水道事業の会計についてはヲ建設期間中は水道事業の会計に含めていたがラ試験通水が

開始された昭和35年度予算からはラ水道事業会計のなかでも明憾に把握できるように区分計上

しヲ昭和35年度中に全工事完成の見通しがたち， また正規の営業も開始されたので，昭和36年度

には水道事業会計から分離して工業用水道事業会計を設け，独立した特別会計として発足した。

(め工業周水道条例の特車

工業用水道の条例は，設立の主旨から水道の給水条例とくらべかなり異なる点がありラ受水者

も多くの点で事業にJ協力をする方式となっている。

その主な点打二触れてみると 9 およそ次のとおりである。

1) 給水対象者

給水対象者は，工業用水法に基づ、きヲ地下水汲上げ規制jに対する代替水源という観点からヲ規

制対象相当のものとして 1日300rri以上の使用者であることを規定している(条例第4条，後に

200n1に改正)。

2) 責任使用水量制

工業用水道の発足に当ってラ大きな使命のゐつとして地下水を工業用水道に円滑に転換させる

ためラできる限り低廉な料金によることが前提とされていたのでラ建設施設も可能な限り経済的

かつ効率的であることが要求されていた。

給水申込者については，予定水量を厳重に審査したうえ決定し，とれを基本水量と定めた。こ

れは過大な申込みによる遊休施設の発生や，またラ生産活動が個々の会社の方針や景気の動向に

よってかなり流動的な面があるのでP ζれによっても遊休施設の発生が考えられぅ結果として他

の給水申込者にその経費を負担させることになる恐れがあり，特に工業用水道においては一使用

者の水量規模が大きいので，その影響を見逃すことはできないからである。
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そとでとれらを防止し経営の安定を図るため工業用水道の料金制度には，決定された基本水

量については，特別の事情のない限り減量しない ζ と，またとの基本水量まで実際の使用水量が

満たない場合であっても，基本水量を料金の対象とする責任使用水量制を採用している(第6

条，第20条，第31条)。

3) 均等受水

責任使用水量制と同様の趣旨で設けられたものに，均等受水の考え方の採用がある。

工業用水は用水型産業を対象としており，個々の受水者の水量規模が大きいため，受水者の時

間的な使用量の変化をすべて工業用水道施設で調整するとすれば，膨大な貯水施設が必要とな

り，供給料金に大きな影響を与え，また 1 超過水量

使用者間にも公平を欠く面も生ずるの水L~初弘 d男WlA弘「 叫副司ι一一 ---TW 1U1.U/ L/I局、一一一一一一均等没水量

で，条…崎 問 均 等 受 水 を 義 務 づγ '-._/ '-..../ 
け，受水槽設置を原則(第23条)とする →時間

とともに，料金計算上も単なる累計水量により行うのではなく，時間変化とともにこの均等受水

量を超えたものは超過料金を徴収することにより，施設の簡素化を図っている。

⑬) 工業用水の供給水質と用途の制限

上水道については，生活用水を中心に広範囲に使用されるため，法令によって厳しく水質基準

が定められているが，工業用水道については，多量に使用されるが用途としては洗浄・冷却など

で必ずしも厳しい水質基準により規制する必要はなしむしろ原水として供給を受け，業種によ

って，それにふさわしい固有の水処理を行う方がより経済的である。乙のため，工業用水につい

ては法令で一律に水質を規制せず，個々の事業体が給水申込者と協議して決める方式をとり，そ

のガイドラインを日本工業用水協会で試案としてとりまとめたが，基本は原水の供給におかれて

いた。

本市でも，乙の試案とユーザーの意向を検討して水質の基準を定めるとともに，工業用以外へ

の転用を禁止している(第四条，第27条)。

区分 基準 f蔚 考

水 温 IOC 25以下 |昭和40年 9月の改正で28以下となる

濁 度 Ippm 20以下 |昭和42年 1月の改正で16以下となる

水素イオン (pH)! 6.0~8.6 

硬度(CaC03として) ppm 100以下

アルカ 1) 度 即IID 5以下

蒸発残留物 即IID 250以下

塩素イ オ.ン ppm 15以下 |昭和40年 9月の改正で50以下となる

鉄 イ オ ン 即m 2以下
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第 7主言 応急対策に追われた第 5図拡張工事と工業用水道の誕生

(4) 工業用水道料金の設定

工業用水道創設工事に当札と うとすれば 1lJ:t当り 8'~~10向と されシた。

だが，工業用水j去の制定に伴って国庫裕WJ制度が設lづられ，本市の鶴見 e 神奈川地区が地下水汲

上げ規制区域に指定されて国庫補助の対象事業として認められたので，料金の引下げが可能とな

J 

つ/亡。

しかしヲ実際の料金設定に当っては難しい問題があった。つまりョ当時企業が使用していた工

業用水の単価は 12f当り平均 1円70銭程度でク地下水コストとしても 2~~ 3同程度と推定され，

また諸外国でもj'3cにそ 3同50銭くらいぐあるといわれていたのでラ国庫補助額の算定に当つぐ，

営業開始時点の料金を 3円50銭と指定(とれを基準料金と称したけしてョ実際、の建設コストを

との基本料金で賄えない部分につγ、てヲ国庫補助金と

るという考え

これは勺昭和27年に制定さ

よるものuで，補助率について

ため9 常業開始の料金は 1ni当り

をとっていた。

久万1に

と られた。 ζ の

η 。 されるととになったが，

は国庫補助金を獲得してもなお 4同50銭程度と右:る

と受水会fJ:とで生み出さなければならなかった。

しかし市の立場としては人口急増などの対策に追われラとても工業用水道への出資の余力は

り3 そ 1 Pl る

なかった。そこ と折衝を続けラ 9 700万円のうち 4 300万円 と

|き ラ々1::少P る L昌ミ戸二 ぇf量くと

とを前提に20年後IIC一括償還するという特別 みた。

一方ヲ問ョ保土ケ谷地区線ではヲ は管材についても鋼弦コ クリー

ト鋼管などを使用し管路隆道の開削でも掘削断間 ローラーを用い

て導水管をヲiき込むなど極力建設費の節減を図り，更に不足ずる資金については一時水道事業会

計から貸付を行い9 経営開始後返済するなどの措置を講じてヲ どう Kか基準料金の 3月50銭を料

金として経営できる見通しがついた。

建
壬n，
n二f_ 主主

←一一一一一一妥当割れ額

←一一最大補助率一一→
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特定使用水量
2 特定料金 3 

l dにつき

超過使用水量
3 超過料金 7同

1m' につき

注:特定料金は，施設に一定期間余裕があるときに，その期間に限り，基本水量とは

別に期間と 71<.量を定めて供給するものでラ ζれについても均等使用，責任使用水

量制など基本水量と同じ適用となっている。

との基本料金と国庫補助についてはp 申請時点の条件が完成時点でも拘束することになるた

め，建設期間が長期にわたる場合はラ建設費の高騰によって経営開始時K大変な苦境に立たされ

るととも じるがラ幸l川本市の場合は 3年間という短期間で工事を完成できたのでうぎり

ぎりの状況で、はあったが経営開始にこぎつけられたといえよう。

その後ラ国庫補助の対象事業も増えョまた建設費の高騰からこの基準料金も年々改定され現在

に及んでいる。

① 工業用水事業の補助制度の変遷

~二---------Jl百石芋J3f.
区分 ー~二旦------ 31 

米正:3mlイiI~卒業
閉 山 地 帯 [ 

ldMHj 25l 

TJii室。 14手1也域
j也 ~Z

沈l"

:JE:fiii 
I ~，，~1Jffj 

その他地区 |しI沈也殺下 25 ! 25 

?存保l
25 

(i主)( )はJ:J給団体の術助z千二

⑨ 妥当投資額計算基準料金

長ZF一一一旦翌年~I 31 32 

四大工業地情
地盤|

3.5 4.5 
沈[ご

基盤 4.5 
整備

地盤
新産。工持地域

沈下
3.5 4.5 

その他地区
言基盤

4.5 
整備

470 

39~41 

11 
11 

42 

JJ 

11 

11 

(単位ー%)

42年水il，忠世布|l助事業

円 τ;ー) 30(25) 

25 20 20 20 

45(40) 

35 

25 25 35(30) 40(35) 

25 25 25 30 

妥当投資計| 40年産炭地域

算方式導入 小水系用水開発事業補助45%

(単位:円)

33'~35 36~37 38 39~41 42 

4.5 5.5 5.5 5.5 505 

4.5 5.5 6.0 6.0 7.0 

4で5 4.5 4.5 405 4.0 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 



第 7~ 応急対策に追われた第 S回拡張工事と二r.業用水道の誕生

(5) 苦しい工業用水道の経営

創設の工業用水道は，経営開始の時から給水能力に見合う給水契約を結びョフル操業という恵

まれた条件にあったにもかかわらず，基準料金の制約から経営は極めて苦しいものとなりラ損益

計算上は辛うじて黒字決算となったがヲ元金償還等まで含めた資金収支ではぎりぎりの経営と在

ったc このためヲ国の基準料金カヰiき上げられたのを機会ι 昭和38年12月に第 1回の料金改定

を、また昭和42年 1月には基準料金の上限まで料金改定を行い， 72:: js>不足する部分については受

水工場と協議し条例外の契約による付加金を徴収するととになった。

この間にもラ国は産業基盤整備を積極的に図るため工業用水政策を推進したし，本市において

も工業立市の方針のもとに大黒町埋立て，根岸湾埋立て念ど工業地帯の造成が進んで工業用水の

需要は増大する一方であったので，新水源を求めて市内の河川利用調査ぅ特に鶴見J11の調査に重

点を絞った調査を行、った。しかしョ

としては水量・水質とも水源として利用

することは難しいということになりラ残

された道はヲ相模川河水統治Ij事業に続い

て検討されていた相模}i vc 

求めることであったがョこれには膨大な

資金が必要となることは明らかで，前途

多難が予想される幕開けて?あった。

表 7-18 創設工業用水道料金の推移

思り
35.10.10 

H"L 
~38.1 1. 30 

水道料金
基本 3.5 

超過 7 

基本
付 加 金

超過

基本 3.5 

超過 7 

( 1引立:円/rrf)

38.12.1 42. 1 . 1 

~4 1. 12.31 ~44 6.30 

4.7 υ戸 .υ「

10 10 

:3 、

4.7 5.5 

10 13 
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一九 表 7--19 損益計算蓄(工業用水遂事業)
(単位ー千円)¥子¥Jt 

1 1営業4収町益| Iω ヲ3「091 「~I 一一τ!-「|ーで;7…
丁-39 ケ4ο 11 42 

fノn 

(1 )給水収益1 ~~ヲ 5251
(2)そのfll!官業収4ト 33，7お4

2営 オ、比ミ 'i't 用 71，0119 

(1)原 w 
(2)浄 7jに 'iJ: 
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(巣位:千円)

項一-目-ー一-昭~和-年ー度 35 36 37 38 39 40 41 42 

% % J句ιH ν 9/o 〆 % ~〆。/ % 
1 固 定資産 1，310，287 1，530，929 116.8 2，701，407 176.5 5，716，635 211.6 7，457，403 130.5 8，040，090 107.8 8，335，091 103.7 8，768，493 105.2 
(1) 有形周定資産 1，310，167 1，530，709 116.8 2，701，187 176.5 5，716，415 211.6 7，.457，183 130.5 8，039，743 107.8 8，314，327 103.4 8，749，640 105.2 

資 (2) 無形固定資産 20，417 19，506 95.5 

(3) 投 資 120 220 183.3 220 100.0 220 100.0 220 100.0 347 157.7 347 100.0 347 100.0 

産
2 流動資産 176，227 188，135 106.8 219，172 116.5 636，852 290.6 827，378 129.9 379，456 45.9 330，785 87.2 148，543 44.9 

(1) 現金預金 123，927 89，383 72.1 127，420 142.6 540，080 423.9 696，889 129.0 287，266 41.2 221，524 77.1 34，855 15.7 

(2) 未 収 金 46，226 91，192 197.3 80，574 88.4 85，442 106.0 89，185 104.4 52，061 58.4 68，631 131.87 69，567 101.4 
の

(3) 保管有価証券 5，000 5，ωo 100.0 5，000 100.0 5，000 100.0 34，695 693.9 34，695 100.0 34，915 100.6 37，975 108.8 
(4) 貯 蔵 品 1，074 2，560 238.4 6，178 241.3 6，330 102.5 6，609 104.4 5，434 82.2 5，715 105.2 6，146 107.5 

部 3 繰延勘定 9，500 7，285 76.7 5，545 76.1 4，780 86.2 3，726 77.9 8，780 235.6 18，564 211.4 14，300 77.0 

(1) 企業債発行差金 9，500 7，285 76.7 5，545 76.1 4，780 86.2 3，726 77.9 8，780 235.6 18，564 211.4 14，300 77.0 

資 産 よE23h 計 1，496.014 1，727，349 115.4 2，926，124 169.5 6，358，267 217.3 8，288，507 130.4 8，428，326 101.7 8，684，440 103.0 8，931，336 102.8 
4 流動負債 156，671 131，915 84.2 113，207 85.8 548，793 484.8 703，435 128.2 335，424 47.7 372，046 110.9 379，336 102.0 

負 (1) 一 時 借 入 金

(2) 未 払 金 151，610 126，828 83.7 107，847 85.0 533，587 494.8 588，975 110.4 91，265 15.5 176，597 193.5 229，476 129.9 
債 (3) 前 J戸tら 金 10，000 17，988 179.9 147，682 821.0 98，753 66.9 46，486 47.1 

の (4) 預 り 金 61 87 142.6 360 413.8 206 57.2 61，777 29，988.8 61，782 100.0 61，781 100.0 65，399 105.9 

部
(5) 預り保証 5，000 5，000 100.0 5，000 100.0 5，000 100.0 34，695 693.9 34，695 100.0 34，915 100.6 37，975 108.8 

有価証券

負 債 ぷ口入 計 156，671 131，915 84.2 113，207 85.8 548，793 484.8 703，435 128.2 335，424 47.7 372，046 110.9 379，336 102.0 
5 資 本 金 1，047，883 1，179，352 112.5 1，913，030 162.2 3，887，983 203.2 5，168，532 132.9 5，515，317 106.7 5，633，360 102.1 5，769，020 102.4 

資 (1) 自己資本金 12，000 29，327 244.4 39，453 134.5 56，943 144.3 96，431 164.1 158，981 170.2 158，981 100.0 
(2) 借入 資本 金 1，047，883 1，167，352 111.4 1，883，703 161.4 3，848，530 204.3 5，111，589 132.8 5，421，886 106.1 5，474，379 101.0 5，610，039 102.5 

本 6 罪事j 余 金 291，460 415，082 142.4 899，887 216.8 1，921，491 213.5 2，416，540 125.8 2，577，585 106.7 2，679，034 103.9 2，782，980 103.9 

の (1) 資 本 剰 余 金 270，000 361，299 133.8 829，073 229.5 1，823，249 219.9 2，279，366 125.0 2，491，766 109.3 2，803，163 112.5 3，109，721 110.9 

部
(2) 利益 剰余 金 21，460 53，783 250.6 70，814 131. 7 98，242 138.7 137，174 139.6 85，819 62.6 ム124，i29 ム326，741

(ム欠損金)

資 本 ぷロ〉、 計 1，339，343 1，594，434 119.0 2，812，917 176.4 5，809，474 206.5 7，585，072 130.6 8，092，902 106.7 8，312，394 102.7 8，552，000 102.9 
負債資本合計 1，496，014 1，726，349 115.4 2，926，124 169.5 6，358，267 217.3 8，288，507 130.4 8，428，326 101.7 8，684，440 103.0 8，931，336 102.8 

表 7-20 貸借対照裁(工業用水道事業)

(注)比率は対前年度比
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第 8章

新しい時代を迎えた第 6回拡張工事

I 新たな水源を求めて下流取水へ

1. 城山ダム計画と馬入川取水計画

(1) 相模川第2次河水統制事業

昭和30年 (1955)代に入り，経済白書が「もはや戦後では念い」と高らかに謡ったように，強

力な国の産業立地政策と幸運な国際経済の動きに恵まれ，日本経済は敗戦後わずか10年にして飢

餓のどん底から奇跡の復興を遂げた。

空襲と占領によって半身不随の大都市を抱えていた東京湾も，京浜工業地帯の急速な発展と千

葉県海浜地区の埋立てなどに加え，各港の拡充によって船舶貨物と臨海工場地帯が直結するよう

になり，次第に活況を呈してきた。横浜市自体も，港依存から脱して本格的な工業立市建設によ

る再興を積極的に推進しており，神奈川地区大黒埋立てや根岸湾埋立てによって横浜港を中心に

両翼に工業地帯を充実させ，後背地の開発と相まち，市勢の発展と職住一致を目指していた。

水道事業に沿いても，との発展を支えるため第5回拡張工事と工業用水道の創設工事をほぼ、同

時に着工し，両事業によって相模川河水統制事業の水源(相模湖系 5.55ni/sec :日量 48万ni)

をすべて充当し尽くすζ とになり，昭和40年代には更に新しい水源が必要となることは明らかと

なった。しかし，豊富に流れる河川は既になく，ダムによる河川の高度利用の時代に入ってお

り，新水源を確保するためには巨額な建設資金を要するだけではなし調査から完成まで非常に

長い年月を要することは，第3回・第4回の拡張工事で体験していた。

このため，両事業の着手と並行して水道事業としては相模川の流水調査を，工業用水道事業に

ついても市内中小河川や相模原沈澱池周辺の地下水の調査を行った。 ζの調査では，工業用水道

として適当な水源を見出すことはできなかったが，相模川下流の馬入川河口でなb相当量の放流

水があることが分り，その活用が大きな検討課題として浮上してきた。

一方，神奈川県においても，水源対策を重要施策として積極的に推進し，相模川河水統制事業

完成に引き続き 2回にわたるその増強工事を進めた。更に県下臨海部や県央部の急速な発展に伴

う水需要の急増によって，近い将来，県下の既存水源では不足することを予測して，早くも昭和27

年から昭和29年にわたり，相模川総合開発基礎調査を行うなど，再び栢模川の利用計画について

検討を進めていた。これと並行して，相模川本流にダムを建設する構想、をたて，昭和28年から予
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定地について地質 e 地形調査に着

手した。そして昭和30年に入りラ

これらの調査をもとに城山計画を

中心とする相模川総合開発事業の

構想を固めたのである。

その概要は3 相模Jllの城山付近

にダム(城山貯水池)を築造しラ

支流の串}11 0 中津川(流域変更に

よる〉の水をとの貯水池に流入さ

第 8章新しい時代を迎えた第 6囲拡張工事

せラ新たに水道用水 7. 城111ダム建設予定地(中央に見えるのが城山水管橋)

(日量64万8，と水田鹿用水 1nf/総合(日量8万6，400ni)の水源を開発するとともに9

併せて城山発電所を新設しで年間1，157万 kWの発電を行いラ同時に相模Jllの洪水調節能力を向

上させるというものであった。当時の城山ダム構想は，ダム地点についてまだ最終決定の段階に

はなかったがうおよそ次のよう?な規模を想定していたc

ダムの高さ 60~70m 

有効貯水量 4ヲ380万nf

昭和32年 3月，神奈川県知事の諮問機関である神奈川県総合開発審議会は 9 土地と水の高度利

用に関する長期かつ総合的念計画についてその基本構想を答申し9 この城山計画の実現を訴え

た。この答申ではヲ県内人口については昭和30年現在の約 291万人に対して20年後の昭和田年に

は約 477万人に達するものと推定し，同じく県内の工業生産額も約 4ヲ700億円から約2兆 4，200

億円へとう飛躍的に増大するものと推計していた。これに伴って水需要も急増すると予想される

がラ昭和初年の 1日最大取水量約110万nfに対し，昭和50年には300万IIfを超えるものと推計し，

その固からも，城山ダム建設の早期実現が必要なことを強調していた。その後，更に調査が進め

られG，昭和33年 2月の県議会では相模JIl第2次河水統制事業の実施が決定し，との事業実現に向

って具体的調査が開始されることになった。

ζの相模JI!第 2次河水統制事業構想はヲ当初のものより規模が拡大され9 新たに開発される水

道用水源、は p 当初の 7. (日量64万8，に対して 11. (日量99万 4，OOOnf)

の開発を見込みラ発電についても新たに揚水式発電所構想を取り入れた開発計画に変った。この

発電事業の大型化の背景には p 神奈川県の電気事業者を大規模に参加させ，そこへ全事業費の分

担額をできるだけ多く受けもたせる ζ とによりラ水道分担額の軽減化を図るという配慮があっ

k.。

まあその経費負担については9 神奈川県、としては県が一括施行し，配分水源に応じて各水道

事業体から利用料を徴収しようと考えてhた。ともかくラその lnf当りの単価を，当時の水源開

発単価の平均 2fIJに近づけるため9 発電事業の積極的参加を盛り込む苦心の策で，これを“山元
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2円ブ守三¥:仰と争下していた。

とれに対して3 受者の立場にある県下の水道事業者は，開発単価を低減化する努力は高く評

価したもののヲ事務的に検討するとフ建設費を分担し在いので当初の負担額は軽減されるがヲ使

として固定されると，かえって負担総額紋増えてしまう念ど不利な点もあり 9

方式に対する利害がからんで，なかなか決着をみなかった。

7J: .~~? ~この時点で、の城山ダムの構想、は次のようなものになっていた。

ダムの言語さ 75m~~-78m 

4フ 400万ょJl~-5， 1LlO万IIf

とのころ，本市の水道ではヲ急増する水需要と激変する市内の需要分布に対応するためヲ第 5

と工業用水道創設工事に着手したところで、ありう当時の起債制限から緊急を要する市

られないため q 止むを得ず昭和31年 4月から

しその財源を捻出したばかりであった。 ζれに加えてラ第 4回。第 5回と拡

して行わざるを得なかったためラその元利償還金は急速に増加することが明らかで

ありヲとのうえに城山ダム計画による巨額の負担が追加される ζ と村大問題切であった。

一方ラ水需要の動向は急速な伸ひを示しておりヲ第 5囲拡7長工事で予想、していた相模湖水源

(相模JI!河水統制事業〉によって昭和40年まで対応し得るという見込みを根底から再検討しなけれ

ばならない状況にあり 1Bで、も早く新水源を確保する必要があった。その新水源対策が城山ダ

ムの横相として動き出したとはいえ，夕、ム完成までには今後相当の長期間を覚悟しなければなら

ないため2 現実の水源確保対策としては間に合わない危険性が強くラこのため3 神奈川県の城山

ってき にまとめてラ神奈川県に働きかける ζ とになった。

{足}

として [県の方針が第 2次河水統制事業として固まるのと同じ

ζろの昭和34:tj三 3月K提起された。

ζ の計画の基本はヲ当時景気過熱防止策として強力な金融引締め策がとられている現状から，

城山計画のような大型プロジェタトに対する起債の確保は到底困難と考えフまた 9 その元利償還

金の負担が水道料金に大きく影響すると考えられるので9 夕、、ムの建設は将来起債事情が好転した

りヲ当面の水源確保策として現在相模湾に放流されている水を活用する馬入川地点での

取水計画実現に期待をかηていた。つまり現状を踏まえて二段構えの考え方を採用い費用負担

の軽減と新水源の早期確保を意図したのであった。

y 

、F

① 相模J11の水を河口
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第 B章新しい時代を迎えた第6回拡張工事

母最も緊急を要する需要地域(横浜市の根岸湾埋立地区ラ金沢・戸塚方面と横須賀市〉に近

し城山地点からの導水工事を要せず3 したがって工事費及び建設期間の国で極めて大き左効

ある。

君主どである。しかし， この案には半面，下流取水の弱点として水質の悪化と海面水イ立に近い取水

となるため揚水をどに大きなエネノレギーを必要とする問題があったが3 量の確保という緊急課題

を考えれば2 その弱点よりメ Pットを大きく評価すべきであり，また水道技術の向上によヮ

質問題などに対処て、きるという考えであった。

馬入}II取水計画(横浜市繋)の概要。神奈川県臨海各都市の水需要

横浜市が提起した馬入J!!取水計画の概要は，およそ次のとわりである。

(i) 横浜市水道

目下第 5回拡張工事と工業用水道建設工事を施行中で、あるがヲとれによって保有水源の余裕は

念くなりフ大黒町地先や根岸湾の埋立てラ桜大線(現JR桜木町へ大船)の実現，首都圏整備事

業の推進9 郊外地の私鉄増強君主どによる住宅の激増によヮて上水及び工業用水の需要量増加が著

しい状況にあり，昭和田年

間川崎市水道

度には日量39万:m'の水源不足が予想される。

工業都市として発展しつつあり 9 臨海部の県営。市営の埋立地は既に完成し，工場が漸次建設

されている現状と後背地の人口増加が相まっ-C，他市仁比して若二F条件はよいがD 昭和50年度に

は日量 5万dの水源不足が予想される。

(ili) 横須賀市水道

現状ではラ水源が他市によとし最も遠く p 現に水源的には限界に達しており，昭和40年度で日最

6万6，OOO:m'の不足9 昭和50年度にはn万6，OOO:m'の水源不足に達すると予想される。

(同神奈川県営水道

特に? 1;籾南地区東部(藤沢3 鎌倉ョ逗子，葉rl!，茅ケ崎等の各市〉の発展が著しし昭和50年

表 8-1 横浜地区将来水道需要量

k~S4~日実~百一手口~年度 40 50 55 1i首 要

人 口(人) 1，500，000 1，835，400 2，058ヲ900

7J( 量(ni/日) 1，200，000 
上水800， OOOm'/日

ヱ水400，000m'/日

取tykfE|ト| 道志!11(ni/日) 170，000 1 170，000 170，000 

相模)11(rrt/日) 480ヲ000 480，000 480，000 

不足量(ば/日) 。 390，000 550，000 
上水300.0001げ/日

工水250，OOOm' /8 

(注)人口はi芸者li建設総合企画案 〔昭和50年 1，835，400人 昭和65年 2，500，000人〕による
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度には日量6万3，750niの水源不足が予想、される。

表 8-2 川崎地区将来水道需要量

水詰宇一旦担き 40 50 

人 口(人) 594，230 840，000 

水 量(n:f/日) 746，000 796，000 

取 多摩 JII(rri'/日) 145，000 145，000 

7]( 
二ヶ領用水(rri'/日) 227，000 227，000 
井 戸(rri'/日) 124，000 124，000 

権 相模湖(rri'/日) 250，000 250，000 

55 摘 要

1，000，000 

1，000，000 

145，000 
227，000 
124，000 
250，000 

不 足 量(rri'/日) 。 50，000 250，000 不足量はニヶ領用水を自途変更する。

表 8-3 横須賀地区(三浦市を含む)将来水道需要量

水読詑------.!!哩主里 40 50 55 摘 要

人 ロ (人:) 315，055 360，765 376，000 

7]( 量 (nU日) 180，000 220，000 254，000 上水中に工業用水を含む

取
相模川(社家);(nU日) 63，000 63，000 63，000 

中 i掌 川 (nU日) 20，000 20，000 20，000 

7]( 走水沸水 (rrf/日) 2，000 2，000 2，000 

県水受水 (rrf/日) 19，000 19，000 19，000 
才象 県水より分水 (rrf/日) 10，000 

不足量 (rrf/日) 66，000 116，000 150，000 

表 8-4 県営水道(湘南東部地区)将来水道需要量

水量百五一一一~ 40 50 55 摘 要

人 口 (人) 431，830 511 ，000 550，000 

水 量 (rri'/日) 108，250 172，000 209，000 上水中に工業用水を含む

取水権|相模JlII(寒JiJ)凶/日) 108，250 108，250 108，250 

不足水量 (rri'/日) 。63，750 100，000 

2) 城山ダムによる増量，建設費並びに完成時期

神奈川県では，相模川第2次河水統制事業として城山ダムの建設を計画し，新規水道用水とし

て日量66万dを確保すべく準備を進めているが，ダムの建設費は 100億円程度と予想され， ζれ

に導水・浄水・配水の新設費用を加えると， ζの水道料金は従来に比して著しく高価となるとと

は明らかであり，また，建設期間も長期に及ぶことが予想される。とのため，横浜市としては城

山ダム建設には賛成するが，時期及び資金面を考慮して，これのみに依存することはできない状

況にある。

3) 相模川は河口において相当量の水量を放流

横浜市では，昭和28年から相模川水域について水量と水質を調査した結果，最大渇水時でも河

口において相当量(日量約 200万ni)を海中に放流していることが判明した。これは，濯概用水

の河水還元や雨水の河水浸透などによるものと思われる。
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第 8章新しい時代封印えた第8囲拡張工事

表自由5 相撲)I[ (空襲)11)の流量(単位毎秒立方メート)~)昭和28年から昭和33年まで
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(5) 購入)11取水計闘の実現へ向って

臨海3市と県営水道の昭和55年 (1980)度における合計需要量はラ日量 266万Idにも達すると

予想され，このうち既得取水権を差し引〈と巨!量 105万Idの水量不足を生ずる ζ とに念仏城山

ダムjをけでは量的に確保できない。また資金@工期を考慮する時3ζ の需要を満足する ζ とがで

きないので角相模JI!河口放流水を先に利用することが望まれることを指摘し3 ような方針

をたてたの

① 二ケ領用水を獲得して差し迫った対応を必要とし左い川崎市を除きヲ横浜。横須賀⑤神奈川

県営の 3水道を広域水道として考えp 一応取水量を日量80万IIfとして計画した。

@ 水量配分は横浜市上水30万IIf，横誤市工業用水 25万zd，横須賀市 15万IIfヲ神奈川県営10万

IIiとする。

@取水地点は3 河口から上流6km付近に取水ダムを築造し左岸に取水門む沈澱池を設けp と

れより開水路@隆道などにより大船K送るがq との問第 1.第2揚水揚でそれぞれ10mおよび

14m揚水する。 ζの導水路の延長は約16.5kmである。

④ ζの導水路の末端笠間町に浄水揚を築造し，更に45mをポンプで揚水しヲ横浜@横須賀方面

へ送水する。

⑤ これらの施設は 3者の共同施設として建設するもので，総工費として77億四を予定する。

以上が，横浜市案による馬入川取水計画であるがヲ神奈川県としては，馬入)1I取水計画のメ p

y トは認めるものの3 水利権ーとは相模)il下流には余剰水がない ζ とになっているのでP 城山ダム
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建設により新規水源を生みだすととが必要君主とと，また河口余剰l水については、渇水期に不安定で

あり，更に流量調査を行って確実な資料が得られるまでは現行の河川法による水利権を得ること

は難しいという立場をとった。

その後，県市両案について折衝の結果，その後の園内経済事情の好転による起債の制限緩和も

あり，県の第2次河水統制事業に馬入川取水(下流取水)の利点を取り入れる方向で合意に達

し，次のよう念覚書を交換して計画を促進することになった。

覚 書

神奈川県知事と横浜市長は神奈川県第二次河水統制事業及びこれに関連する事項につ

いて次のとおり覚書を交換するものとする。

記

ー.神奈川県は，横浜市，その他県内における急速かつ多量な水の需要の情勢にもかん

がみ，第二次河水統制事業を可及的速かに完成する ζ と。

二.神奈川県は，第二次河水統制事業で確保された水の内横浜市に配水を予定した水量

を直接相模川に放流すること。

三.横浜市は，前項の放流量に相当する水量を寒川地点において水利権に基づき，取水

するものとすること。

四.神奈川県は，第二次河水統制事業の建設費については，横浜市に負担を課さないも

のとい放流量に応じ納付金を徴するものとするとと。

五.神奈川県は，前項の納付金を可及的安価になるよう第二次河水統制事業を実施する

ζ と。

六.本県下各都市水需要増大のすう勢に応ずるため，相模川下流における取水を考慮

し，神奈川県及び横浜市は協同して寒川附近における流量等について速かに調査に着

手するものとすること。

昭和三十四年九月二十三日

神奈川県知事内山岩太郎

横浜市長半井 清

とうして，最終的に第2次河水統制事業は馬入川取水をも含めて相模川総合開発計画としてま

とめられ，昭和35年2月29日に聞かれた県と関係 3市の首脳部会議で合意に達した。この席上，

水源逼迫の現状から早期実現について各団体の協力を申し合せたほか，神奈川県が城山ダムと一

環した工事として寒川(下流取水地点)の取水堰堤の築造も行うとと，城山ダム建設費は神奈川

県で負担し，償還等の経費にあてるため計画受水量lni当り 2円程度の利用料を徴収することな

どが確認された。

君主.:lo'， ζの単価2同(いわゆる山元2田方式)については，県から 2同を少し上回るかも知れな

いこと，また将来償還が進んで低減できる時期がくれば，改めて協議するという見解が示された。
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第 8主主新しい時代を迎えた$6回拡張工事

2。 馬入Jll取水計画の推進

馬入JII取水計菌の提案

昭和33年 から着工した約357haに及ぶ根岸湾の埋立工事はp 着工と同時に大手工場に

売却済となり 3 その水需要量も 1日10万dが見込まれると同時にヲ昭和38年には一部工場が操業

を開始する予定となっていたの当然ぅとれと付随した関連産業の進出や後背地の宅地造成なども

急速な展開をみせ始める一方ラ今後国

{現JR)根岸線の完成と栢まって

飛躍的な人口増も想定され。更に市全

体としても周辺地域の開発， 1ρ 

た市中心部の接収解除地整備の本格化

などに上れ上水@工業用水ともに需

要が急増することが予想されていた。

このためp 第 5@l拡張工事によって

昭和40年度まで賄えると想定していた 埋立てが進む根岸湾一昭和35年

水需給計画拡大幅に短縮される見通し 低下は当時の浜小学校，現在のlß~子区総合庁舎1 、f近〉

となり，また根岸埋立地区に対するヱ

業用水の確保も緊急、を要することにな

った。とうして.第ら間拡張工事を施

行中であったがp 相模川の総合開発に

ついて県内の合意をみると 9 直ちに馬

入JII取水計画についJて昭和35年3月の

市議会に提案・議決を得て，その早期

実現を図っていった。

爵入}1I取水計置の概要

建設中の国鉄根岸線の橋脚(市役所付近〉

相模虫色合開発計画におりる新規開発水量は11.5rd/呂田(日 4，で，とのうち，

横浜市への分水は上水として2. (呂量18万7， 工業用水として3， (日

量26万3，ラ合計5. (日量45万Id) とほぼ半分の水量に達していた。

主主:fS，下流取水方式を採用すれば取水量を増加できるのでは老:いかという ったが，

査不十分のため 11.5m'/secで進めp 後日，資料が整っ うことになっ

ていた。

j罵入川取水計画ではs 県が施行する寒川取水施設から受7]えする木市分5. (日量45万

ni)と横須賀市分L (日量 13万d)を対象ι 共同工事として建設することを前提と
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量豊!Hi 相模)11総合開発事業lこよi5分水予定量
(単位:m'/s田)

同; 開

城 山 取 オく 寒 JIj 取水 メ口L 言十
企業体

上水道 工業用水 上水道 工業用水 上水道 工業用水 言十
司。

横浜市水道 2.16 3.04 5.20 2，16 3.04 5.20 

川崎市水道 1.04 1. 74 2.78 1.04 1. 74 2.78 

横須賀市水道 1. 51 1.51 1. 51 1.51 

県営水道 0，75 0.75 1. 26 1. 26 2.01 2.01 
金E

令 言十 1. 79 1. 74 3.53 4.93 3.04 7.97 11.50 

一一一一一 L 一一一一一 一一一一一一一
していた。このため，横浜市が市議会にj馬入Jll取水計画を提案したと同時期にp 横須賀市でも市

議会に馬入川計画の提案を行いs 昭和35年 4月に入り共同工事部分について本市に工事

委託の申入れがあった。

馬入JI!取水計画の概要はs

① 寒川!取水施設から横浜・横須賀両市の共同施設と 長 1万 3，660m の隣 伴毎
日

水路橋を築造し戸塚区田谷町に建設する浄水揚に導水し，両市の上水分については更に延

長 6，50ゆmの腿道，管路を築造して同区上郷町の分水池に送水する。

@ ことで横須賀市分を分水Lζれより両市それぞれの単独工事によって送配水する。

③工業用水は浄水場内で分離し単独工事として根岸@戸塚地区に送配水する。

全体工事費は 100億円を超える巨額な資金を要するため9 工期を 2期に分割施行し，第1

工事は昭和45年を回途ι また第 2期工事は昭和50年度を目途に施行L，まず第 1期工事(工

事費69億7，000万円)を昭和35年度から昭和39年度までの 6年間ぐ完成させる。

というものである。

第 1期工事においては，分割j施行が不利念隆道を主とする導水工事及び送水工事比とも

画最終日途の昭和田年の水量を基礎に計画し，また将来の需要に応じて拡張が容易者'1浄。配水施

設或いはポンプ施設等は昭和45年目途の水量によってそれぞれ計画した。また，本計闘による新

規取水量はョ政表の計画自途水量に上って配分することになっていた。

表 8-7

区

(単位:m'/日)

分|第 l(~~-~~-:s-;-~-k~fi;-'I-~-2-(:~~~~1~~; ~ ~弔ZEZ

横浜市ーと水 84，000 103，000 1 187，000 

横浜市工業用水 150，000 ¥1 113，000 263，000 

横須賀市上寸(1 71，000 I 79，000 I 150，ω。
合計水量 305，000 I 295，000 I 600，∞o 

(主主)内訳 1 目上水 337 ， OOOm'，エ;水 263~臼OOm'

刷所要水量計画

1) 上水道計画給水人口およびm要水量

本市上水道における第l期計画回途は9
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第 S主望新しい時代を迎えた第6回拡張工事

日最大慣用水量465l，1日最大使用水量64万8，100ni'とし，第2期計画自途は総人口187万1，000

人，給水人口157万9，100人， 1人 1日最大使用量465l，i日最大{匝用水量73万4，300ni'と推定す

句

;;)0 

2) 工業用水道所要水量

木工業用水道は給水量1日26万 3，OOOni'としラ給水区域の実状その他を勘案してこれを第 1期

給水量 1日15万d及び第 2期給水量 1B11万3，OOOni'に分けて施行する。

(1) 第1期計画

第 1期計画はョ昭和38年 (1963)を呂途とし目下本市が施行中の根岸湾埋立地とその後背地及

び戸塚区の一部に給水するc

根岸湾埋立地の全面積りt356099ha勺， うち287019haが工場敷地て守日本石油精製株式会社ほから

工場が建設されるととが既に決定しており 9 その工業用水の需要量は昭和43年において 1810万

8，500rA と見込まれる。な339 この付近はこれら工場の誘致と根岸線の開通に伴い急激な発展が

期待されているので3 これらを含めた給水量を 1日12万niとする。

戸塚区の一部，戸塚駅を中心とする既設諸工場は工業用水としてm上水道ラ河川水を使用してい

るがz いずれもその限度に達している現状で工業用水道の建設が要望されているばかりでなく p

根岸線の開通に伴うこの地帯の開発は工業用水の確保によって初めて可能であるから， ζれらを

勘案して給水量 1日3万n1を予定して，第 1期計画としては合計 1日15万rdとする。

(ii) 第2期計画

第 2期計画は，現在施行中の根岸湾埋立地区南方海辺も有望左埋立工事地帯として計画にの

ぼ、っているのでp 将来ζ の;地区並びにその他の増量を見込み 1日11万 3，OOOniの給水計画でのぞ

む。

計画の概要

1) 取水工事

水源は相模)11表流水でD また取水地点は相模JII~可口から上流へ 605km さかのぼ、った神奈川県寒

川町地内と定札取水夕、、ム及び付帯設備@取水路@沈砂池等を神奈川県白横浜市@横須賀市の共

同施設として建設し，相模川総合開発計画に基づいて神奈川県が一括施行する。

2) 導水工事(横浜市@横須賀市共同施行)

上記取水工事における分水池から受水し9 断面高207m，rT!1i3. Omヲ勾配 2，000分の 1の暗渠に

より途中目久尻)l!.国鉄(現JR)相模線を横断して寒川町岡田地内のポンプ場まで導水する。

ポンプ場には口径1，300mm800kWポンプ 2台を設置する。ポンプ場よりは口径 1，800血血管を布設

して導水隆道に連絡する。導水隆道は湘南地域の丘陵地帯を国鉄(現JR)東海道線に平行して辻

堂。藤沢を経て，横浜市戸塚区田谷町地内の新設海水場に至るもので9 断酉は高さ@幅とも 3.2m

の馬蹄形で勾配は3，000分の 1とし，途中小出川⑩ヲ!地)11 .境JII等の横断には水路橋を築造する。
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以上を第 1期工事とし9 第 2期工事ではポンプ設備 2台の増設及び隆道までの連絡管(口径

1，を1条増設する。

表 8-8 i募7](ヱ事肉親

施設 If3 Jた

日音 渠 i 煎iさ2.7m，lJiffi3.0 

ポンプ場| 口筏1，300mm，800 

導水管|口径1，800mm

導 71<.隠道| 溶Jさ3.2m，1[.白3.2

水路橋|高さ2.5m，I[伝3.6

寸 J去

)l 

血 ~iー_Lーん 一一一一一

3) 浄水工事(横浜市 ω横須賀市共同施行)

第 1 期工事 第 2 期工事

延長 1，490m

2 ム仁1 2台

延長 250m 延長 250m 

延長10，405m

延長 1，515m

路線総延長13，660m 路線総延長 250m 

導水路末端から受ずる浄水揚を，柏尾JIl右岸国鉄(現JR)大船駅北方の戸塚区田谷町に新

設する。本海水揚の平均標高は10m，敷地面積として約四万 8， を 確 保 し ， 薬 品 注 入 。 機 械

的撹持混和。凝集沈搬を行った後9 急逮捕過処理を行う。念札浄水場の管理は集中自動制御で

行う。

本海水場建設における第 1期計画で、比凝集沈j殿までの工ム程において横浜市上水道及び工業用

表 8-9 浄水工事内訳

施 三日又fし 形 4大 J去 第 1其fl工事 [;('; 2 Jt月工事

着 水 池
内 径 26m 

1池 1池
水 深 3m 

I[扇 2m 

急速撹梓池 長 '2 29.4m 16i世 8 i也 81也
7]( ~~長 2.2m 

i隔 29.4m 

綬速 1見手rJ池 長 き 15m 16池 8 i也 8 i也
水 i* 3.5m 

I[Iffi 29.4m 
jx ili殺 j也 長 さ 60m 16iill 8 i也 8池

1菜 3.5m 

中両 9.7m 
工rヌ亡 さ 12m 

急速 j慮過池 開放重力型ボイラー 28;也 l4iill 141也
式ろ過面積 92ロl'

ろ過速度 1日140m

中高 40m 

上 水 調 整 池
長 さ 60m 

2池 1池 1 i也
水 ?来 4m 

1i也;白効容量t9，600m'

申亘 40m 

工業用水調繋j也
長 き 60m 

l j也 li也
オく ~~長

有効存量 9，600m' 

地 f2階、地上3階、延べ面積 5，715m2 延べ面積 3ヲ110m' 延べ面積 2，605rn' 
浄水本館 中央管理室、薬品室、:事務室 浄水場処理量に匹敵 浄水場処理量に匹敵

を収納する。 する機器類を収納 !する機器類を収納
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第8章新しい時代を迎えた第6回拡張工事

水道並びに横須賀市上水道分合計1日30万 5，000m'を，漉過工程で工業用水道分を除く 1日15万

5，000m'を処理する設備を整備する。次いで第2期計画によって，凝集沈澱の処理水量は 2市の

上水道・工業用水道に対して合計1日29万5，000m'の増強を，穂過処理水量は 2市の上水道に対

して 1日18万2，000m'の増強を図る。したがって，最終的には第 1期施行分と合計して 1日60万

dの沈醸処理，同じく 33万7，000m'の鴻過処理が可能と念る。

4) 上水道送水工事(横浜市・横須賀市共同施行)

浄水場東端に揚水ホ。ンプ揚を設け，口径600mm1， OOOk W の送水ホ。ンプで送り出し，口径1，800

阻送水管延長 2，900m により送水隆道に送水する。送水隆道は流入口より進路を南東にとり横浜

市戸塚区と鎌倉市との市界丘陵地帯を経て戸塚区上郷町朝比奈の分水池に至るもので，高さ幅と

も2.4mの馬蹄形断面で築造し，その勾配は 2，000分のし延長は 3，600mである。分水池は横

浜・横須賀両市のそれぞれの使用量に応じて量水配分を行うことを目的とするもので，口径17.6

mの整流池より 20門の量水堰によって量水し，岡市それぞれの配水施設に分水する。

以上のとおり，本工事は浄水場より両市配水区域近辺まで上水を送水することを目的とするも

ので，工事の性質及び工費の節減を勘案して送水ポンプ施設のみを第1期・ 2期に分割施行し，

他はすべて第 1期工事施行で完成させる。したがって，とれらの送水能力は横浜市上水道分の戸

塚地区配水量を除く 1日15万dと横須賀市上水道分1日15万dとの合計 1日30万dを有すること

になる。

表 8-10 上水道送水工事内訳

施 設 苦手 オえ 寸 法 第 1期工事 第 2期工事

揚水ポンプ 上屋
送水，増圧ポンフ。その他機器類l収納地

面積1，305m' 面積505m'
下吸水井および配管室面積1，810m'

送水ポンプ 設備 口径~600mm 1 ，OOOKW 7台 3台 4台

戸塚線増圧ポンプ設備 口 1~を300mm 200KW 4台 4台

送 7./( 管 口径1，800mm管 1条，延長2，900m 延長2，900m

送 7./( 隊 道
両さ幅とも2.4m，延長3，600m

延長3，600m
馬蹄形勾配2，000分の1 ，_ 

ノメ丸J 7./( 池
内径17.6m，水深3.3m，1池

1池
量水堰 20門付属

計 路線総延長6，500m

5) 上水道配水工事

従来，横浜市水道の配水は既設西谷浄水場を扇の要として南北に翼を聞いたような形状で，浄

水揚位置は市域の中心に位置しており，南北に長く市域を形成する地勢からすれば，配水距離が

長くなって給水量の増加に対応し得なくなっていた。更に，これまで接収等の関係で市中枢部は

戦災による復興が緩慢であったのに対し，周辺部は住宅地域としての開発が急激に進み，浄水場

後背地にまでこれが及んだので，第5回拡張工事においては鶴ケ峰浄水揚を新設し，港南隆道配

水池を築造して周辺からこれを援護するように配水形態を整備してきた。
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本工事計画の浄水揚は市域南西部に位置しているため 3 とれを中心として両翼を広げて市域中

枢部に向えは，市中央より南側を配水区域としてカパーできpζれによって既設西谷浄水揚の配

水区域を圧縮するととになるので，その能力を他に転用できるという利点を有している。したが

って3 本計画による配水区域としては，本牧師より一線を東西に画して南区の大半と磯子ゅ金

沢。戸塚の各全区を含むものとなる。

第 1期工事では新設浄水揚より直送して戸塚地区を南端より るとともに，金沢地区

しでも隆道配水池をもって南部より補強L，一時的には磯子区中原町付近までを配水する。次い

で第 2期工事においてはp 地形交利用した隆道配也を築造しで既設港南隣道配水池と連絡さ

せ2 両配水池の貯水量を利用して磯子 2 南両区全域のほか，戸塚ー金沢区の→部への配水も包含

する。者、ヰヲヲ金沢区において拡第l期において北上した配水区域を9 第 2期においては再びζれ

を南方vc圧縮い ζれによって生じる余裕水量を追浜地区エ業地帯へ振り向けるというこ段構想、

で工事を推進することにたる

表 8-11 上水道配水二E幕内訳

書留 壬日又凡 形 j大 寸 法 第 1 期工事 第 2 期工事

戸塚配水幹線
日i2e700mm

延長5，250m
延長5，250m

1号隆道配*池
両さ幅とも 3.4m~ 延長840m

馬蹄形有効貯水量5，800rrf

工業用水道

。工業用水道送水工事

内で国鉄(現JR) 

磯子町地内ま

横浜市戸塚区田谷町内に築造する浄水揚(rC端を発し3 戸塚区飯島町地

を横断して長沼町9 南区上永呑問T，野庭町，笹下関T，磯子区森町D

1万 230mである。なままう

の揚水ボ ポンプ 2台を設置しs

造する しラそ させる。 さ

2~ 5r11----.5. OTL1で，その周囲に幅2.0rr1!) 深さL
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流できるよう設計する。

隆道は高さ幅とも2.0mの馬蹄型断面で勾配を3，000分の 1とし，戸塚区飯島町，南区永谷町，

野庭町一帯の丘陵地帯に築造するものと，南区笹下町，磯子区森町，磯子区一帯の高台の地域

に築造するものとの 2箇所に分れ，その総延長は 5，160mである。この両隣道間の凹地には口径

1，100血管を布設して連絡するもので，以上ζれらの工事は第1期計画によるものとする。

第 2期工事では第1期工事で施行した送水管に加えて更に 1条増設する(富岡・金沢埋立工場

地帯に向って送水管口径1，100皿管を8，500m布設する。)とともに，更にポンプ場及び接合弁1

池を増設する。

表 8-12 工業用水道送水工事内訳

施設 青主 オk 寸 法 第 1期工事 第 2期工事

ポンプ場 口径900mm，700KW 2台 4台

送水管
口千至上200mm 延長2，645m 延長2，645m
口径1，100鵬 延長2，425m 延長10，925m

接合井 口千歪IO.Om，深さ2.5m-5.0m l池 l池

送水隠道 高さ2.0m，幅2.0m，勾園田，000分の1 延長5，160m

計 路線総延長10，230m 路線総延長13，570m

2) 工業用水道配水工事

配水工事は磯子区磯子町地内の送水隆道末端より根岸・磯子地区の海面埋立地に造成される工

場地帯356.99haに給水を行うために施行するものと，送水管布設の途中，戸塚区飯島町地内より

分岐して戸塚町矢部町一帯の内陸工場地帯に供給するものとの， 2系統の配水管に分れる。

根岸・磯子地域の配水管は，隆道末端より口径1，200醐配水本管を750m布設して工場地帯に入

り， ζ とより日本石油精製方面に口佳800血管を，また石川島播磨重工業，東芝その他会社工場

方面に口径700阻管を布設する。戸塚配水管は送水管口径 1，200皿管より 800皿管を分岐し，延

長 5，100m布設すると同時に，配水量の時間的調整と送水管の揚水ポンプ運転の負荷を一定にす

るため，配水池を設ける。同配水池の大きさは内径22.0m，深さ4.9m，有効水深4.5m，貯水量

1，745rrfである。

以上を第1期工事とし，第2期工事では富岡・金沢埋立工場地帯に口径 1，200皿-500阻管

5，000mを，口径400皿-200阻管2，000mをそれぞれ布設する。

表8-13 工業用水道配水工事

施 三nきrJ-ι 形 状 す 法 第 l期工事 第 2期工事

根岸・磯子配水幹線
口径1， 200mm -500mm管 延長4，850m 延長5，000m
口径400mm-200mm管 延長2，000m 延長2，000m

7]( 管 橋 口径1，200mm管 延長150m 延長150m

戸塚配水幹線 口径800醐管 延長5，100m

首日 7)( 池 内径22.0m，深さ4.9m 1池 2池

計 路線総延長12，100m 路線総延長7，150m
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工事費等(第 1期工事計画)

リ工事費内訳表 (J単位:千円)

上 7Jく 道 分
費 日 I J屯

浜!検須賀水道分 横

稲./，.戸じ、、 ヨ: 事 資 6，970，000 2，972，000 2，323，000 1，675，000 

1 事 J!詰 費 ( '11荷車ff費含む) 276，400 117，900 92，200 66，300 

2 ~[ 事 費 6，693，600 2，854，100 2，230，800 1，608，700 

(1)導 水 エ 事 資 ( 2 i1i共同施設) 2，488，000 1，099，600 769，600 618，800 

E音 ノi、 築 I、'とiL 2主2114 200，000 87，600 62，400 50，000 

J訪 水 ~ï~ 備 ま'f'，: 135，000 66，500 37，100 31，400 

導水管布設 費 46司 000 22，600 12，700 10，700 

目主 道 築 造 fそ 1，333，000 583フ900 415，900 333，200 

71< 1舟橋築造変' 774，000 339，000 241，500 193，500 

(2)均 オく 工 事 資 I( 2市共同施行) 1，287ヲ 600 365，400 500，600 /121，600 

着 ノk 池 費 91，000 39，900 28，400 22，700 

凝集沈澱 i也費 442，000 217，400 121，600 103，000 

急速引をf過 j也費 264，000 143，100 120，900 

i争 71< 本館 安 270，0∞ 146，300 123， 700 

訪j 整 池 資 193，000 96，000 52，600 44，400 

整地及び排水ー仁事費 27，600 12，100 8，600 6，900 

(3) 上水道送水工事費 I( 2市共同施行) 966，500 491，800 474，符3

ゴ4ト珂回 スド 設備 費 203，500 110，300 93，200 

;美 オぇ 管 資 381，000 190，500 190，500 

日主 道 会ッι主 造 資 339，000 169，500 169，500 

分 水 計iL 費 43，000 21，500 21，500 

(4)上水道配水工事費 l 339，000 339，000 

戸塚配水管 費 137，500 i37，500 

金沢 tiG 水管費 90，500 90，500 

1号隆道配 lJ<.i也費 111，000 111，000 

(5)工業用水道送水工事費 803，000 803，000 

;易 水 設備 費 72，000 72，000 

送水管布設 費 304，000 304，000 

r~ J主 努ζ 造 費 413ラ 000 413，000 

接合弁築造 費 14，000 14，000 

(6)工業用水道配水工事費 l 456，300 456，300 

線 以 配 水 管 布 設費 243，3α) 243，3ω 

水管 i喬築造費 32，000 32，000 

戸塚両日水管布設費 163，000 163，000 

18，000 18，000 

(7)建 物 31，500 18，300 13，200 

(8)用 地 304，500 129，800 101，500 73，200 

(9)器 よ毛 存主 被 17~200 10，000 ，200 
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2) 年度割内訳表
(単位:円)

費 自 工 事 費 昭和35年度 昭和36年度 昭和37年度 昭和38年度 昭和39年度

導水工事費 2，488，000，000 6，000，000 886，400，000 894，600，000 701，000，000 一
海水工事費 1，287，600，000 5，000，000 330，000，000 702，000，000 250，600，000 一
上水道送水工事費 966，500，000 3，000，000 212，000，000 250，000，000 341，300，000 160，200，000 

上水道配水工事費 339，000，000 ← 一 50，000，000 100，000，000 189，000，000 

工業用水送水工事費 803，000，000 300，000，000 340，200，000 162，800，000 一
工業用水配水工事費 456，300，000 ← 110，000，000 346，300，000 一
建 物 費 31，500，000 9，000，000 10，500，000 9，000，000 3，000，000 

用 士也 費 304，500，000 200，000，000 47，600，000 45，000，000 8，000，000 3，900，000 

器具機械費 17，200，000 5，000，000 5，200，000 5，000，000 2，000，000 

事務費(付帯雑費含む) 276，400，000 16，000，000 80，000，000 92，500，000 76，000，000 11，900，000 

計 6，970，000，000 230，000，000 1，870，000，000 2，500，000，000 2，000，000，∞o 370，000，000 

3) 横浜市人口並びに使用水量増加推計表

人 ロ 使用水量

昭 和 年 度 総人口 普 及 率 給水人口 平 均 平 均 最 大 最 大 摘 要

(人) (%) (人) l人1日間 1日(rri') 1人1日(且) 1 B (ni) 

31 1，176，351 75.4 887，186 408 361，626 489 433，639 

32 実 1，214，622 75.5 916，417 414 378，962 488 447，273 

33 績 1，256，894 75.7 950，656 408 388，242 481 457，430 

34 1，293，000 76.1 984，000 412 405，580 478 470，650 

35 1，329，500 76.7 1，019，700 385 392，600 448 457，000 用尽浜水供地給区工開業始

36 1，365，500 77.7 1，061，000 389 412，700 454 482，000 

37 1，401，500 78.7 1，103，000 393 433，500 461 508，000 

38 1，438，000 79.7 1，146，100 398 456，100 468 536，000 

39 1，474，000 80.9 1，192，500 403 480，000 473 564，000 

40 1，510，000 81.3 1，227，600 405 497，200 471 578，000 

41 1，546，500 81.5 1，260，400 407 513，000 470 592，000 

42 
予

1，585，500 81.7 1，295，400 409 529，800 468 606，000 

43 1，622，500 81.9 1，328，800 410 544，800 467 621，000 

44 1，658，500 82.1 1，361，600 411 559，600 466 634，000 

45 1，693，500 82.3 1，393，800 412 574，300 465 648，100 第 1期 目 途

46 1，728，500 82.7 1，429，500 415 593，200 465 664，700 

47 1，763，500 83.2 1，467，200 417 611 ，800 465 682，200 

48 
想

1，799; 500 83.6 1，504，400 418 628，800 465 699，600 

49 1，835，000 84.0 1，541，400 420 647，400 465 716，800 

50 1，871，000 84.4 1，579，100 421 664，800 465 734，300 第 2期目途

51 1，907，500 84.7 1，615，700 423 683，400 465 751，300 

52 1，944，500 85.1 1，654，800 424 701，600 465 769，500 

53 1，982，000 85.5 1，694，600 425 720，200 465 788，000 

54 2，021，000 85.8 1，734，000 425 737，000 465 806，000 

55 2，060，000 86.2 1，775，700 425 754，700 465 825，700 
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の 工業用水供給計画表 Cm'/日)
(単位 :m:ソロ)

ヰ
第l期埋立工事 ~-A~ 2期埋没:工事 (備考)工業用水道

戸塚j也区 弓~-r
拡張工事根岸地区 根岸地区 金沢地区

ト一一一一

37 4，245 4，245 4，245 

38 37，925 37，925 37，925 
第

39 54，140 5，000 59，140 59，140 

40 91，860 10，000 101，860 101 ，860 

41 95ヲ000 15，000 110，000 110，000 l 

42 95，500 20，000 115，000 115、000

43 108，500 25，000 133，500 6，500 6，500 140，000 

44 108，500 30，000 138，500 11ヲ500 11う500 150，000 
期

45 108，500 30，000 138，500 11 ，500 11，500 150，000 
" 

46 108，500 30，000 138，500 30，000 30，000 168，500 
tn 

47 108，500 30，000 138，500 45，000 45，000 183.500 

48 120，000 30，000 150，000 45，000 20，000 65，000 215，000 2 

49 120，000 30，000 150，000 45，000 50，000 95，000 245，000 
Jりj

50 120，000 30，000 150，000 50，000 63，000 113，000 263，000 

備考 i出M工場笠港制主設主工l_____._J ヰ甘56万ム均L 約75万坪

(約184h昌)(約248h呂)

一一一一一
3. 第6囲拡張工事計画一一馬入m取水事業百一一

第 6囲拡強工事の申請

神奈川県の城山夕、ム計画と調整後9 本市は馬入川取水計画という形で，水道事業においては第

5回拡張工事の完成を待たずに第6回拡張工事に着手するととになり 9 更に工業用水道事業だけ

でみると 3 まだ創設工事勺すら未完成の時点で9 早くも第 1回拡張工事に着手する動き

させた。とうして昭和田年

水源工事については， 1果と 3

されていなかった。

4月にD 第 6回拡張工事を申請することになったがp 肝心の

みたばかりで， な事業計画はま

しかし，事業を申請するには，主務省に取水が確実かどうかを明らかにする書類を器付しなり

ればならない。そ ζでヲ神奈川 してその証明を依頼し3 ょうやく昭和35年4月26日に申請

する ζ とができた。ところが，との申請に対する許可はなか念かわりずp 翌年に持ち越されてし

まった。

35電業第 264

4月18日

横浜市長半井 清

内山岩太

4号。
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神奈川県相模川総合開発計画に基く分水について(回答)

昭和35年3月15日付34水第 556号をもって申し入れのあった標記については，さる 2月

29日開催された県市首脳者会議の席上における申し合わせのとおり神奈川県は「神奈川

県相模川総合開発計画」に基き城山ダムを建設，当該ダムによって調節され，下流に流

送する表流水を神奈川県が相模川下流寒川地点に設置する取水設備により取水し，横浜

市に対して 1日45万立方メートル分水する計画である旨回答します。

(2) 難問山積の城山ダム計画

城山ダム建設計画は，神奈川県の積極的な姿勢のもとに，第1次に引き続き相模川第2次河水

統制事業として治水・利水・発電のための多目的ダムを建設し，利水負担をできる限り安くする

ため工夫を ζ らして山元2円という利用料の実現を目指して，計画の最終の詰めとダム予定地の

補償交渉にも入っていた。

だが，現実にはその入口である補償交渉で壁に突き当っていた。すなわち，との補償交渉は，

第1次河水統制事業(相模湖)の場合と比べ，水没戸数も 280戸と倍以上のものとなり，多くの

地域を含んでいたため，一本化した交渉が困難な状況にあった。 ζれに加えて，この地域は，①

東京や横浜に通勤できる低ど大都市に近接した位置にある ζ と，②県央の工業地帯として急速に

発展している相模原市と隣接していること，③県下でも古くから栄えてきた土地であり，また優

れた景勝地でもある ζ となど，山間地のダム建設の場合と比べて立地条件が大きく異なるため，

補償額の協議自体でも難しい問題があった。それも，神奈川県の努力によって，ょうやく昭和35

年 (1960) 7月ころには不津倉地区を残1-，補償交渉の前提となる土地・家屋などの実態調査が

ほぼ、完了という段階にとぎつけることができた。

とζろが，ちょうどζのころ，との第2次河水統制事業の進め方について関係各省から再検討

の指示がなされるという大きな問題が起った。本事業に必要な巨額の建設資金は，神奈川県が行

う治水・利水・発電も含めた多目的ダム建設事業として起債の申請を行うことにしていたが， ζ

のような方式では，制度上起債も補助も認められないので，参加事業がそれぞれの利用度に応じ

出資する共同事業方式に切り換え，それぞれの事業に対して申請される起債等について認めると

いうのが関係省の見解であった。

ζ うした開発事業の手法転換について，昭和35年8月18日に県及び関係3市の首脳部会議を聞

いて協議を行った結果，主務省の意向もあり止むを得ないという結論となった。とのため，ダム

完成当初では各事業体の負担は軽減されるというメ Pットがあり，かつ県の事業ということで利

用料軽減のため積極的な対応をとることで出発した本事業計画は根底からくつがえされ，これら

がすべて白紙になることから，各事業ともその財政に大きな影響を受ける ζ とになってしまった

のである。ちなみに本市の場合，仮に昭和36年度から建設を開始したとして昭和50年度まで試算

してみると，水道事業では山元2円方式の場合に比べ約7億 3，100万円の増加 (2.6倍)，同じく
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工業用水道事業においては約 1億1，400万冊の増加何倍〉と念ると見込まれた:。

山元 2jIJ方式による 共同事業方式による 差吉

昭和36~50年度負担額 昭和36~50年度元利償還額

千円 千円 千円

水道事業 457，434 1，188，850 731，416 

工業用水道事業 117，530 231，349 113，819 

計 574，964 1，420，199 845，235 

当時の 1年間の水道料金収入は約四億円であり，元利ピーク時には年間て?との負担増が 1億四

に近いものと見込まれ9 更に今後補償費や工事費の増額が必至であると予想されるので9

きし深刻な問題となってしまった。 ζのため3 県rc対して山元2円方式

の場合と同様に配慮されるよう要望したが3 県としてもできる限り努力はするが自ずから限界が

ある 9 という回答しか得られなかった。

とうしてラ料金改定問題が浮上じてくる。本市では昭和31年に配水管の整備を主眼と

何とか財政を維持してきたのであるが，それも限界が近づき 9 乙の城山ダムの

負担と第6囲拡張工事の推進のためヲ昭和38年度には大幅な料金改定を実施せざるを得なく念る

のである。

なおp 城山ダム建設工事に伴う補償問題も共同事業という ζ とに 原則的には共同で

解決に当らねばなら念い ζ とにたるがp 既に交渉してきた経緯や実績から共同処理する ζ とは不

可能なためヲ引き続き神奈川県にわいて行うことになった。また，共同事業の円滑化を期するた

め，相模JII総合開発事業促進協議会を設置することが決定された。

以上のような経緯を経てようやく事業推進の方針が定まると，今度は，そのポイントとなる補

償問題が待ち受けていた。 8月の首脳部会議に引き続いて10月には内山神奈川県知事ラ半井横器

市長，金刺川崎市長，長野横須賀市長の関係4首長が直接現地におもむき，地元への協力を懇請

するなど積極的な交渉が続りられ3 翌昭和田年8月には補償基準が妥結し歩ょうやく明る

しを得るようになった。

ζの間，神奈川県では事業の開発方式が変更したのに伴¥，r-¥， 昭和3Ll年 3月に県会で承認を得て

いた相模JI[第 2次河水統制事業について昭和35年12月の県会に改めて相模川総合開発事業を提案

し承認を得た。この提案によって従来の山元 2同方式は消滅し，共同開発方式が正式にスター

トするととに念り 3 これに伴い県と 3市の問で相模川総合開発事業のうち共同施設の建設に対す

る覚書が昭和35年12月に調印された。

な439ζ の総合開発事業には巨額な建設資金を必要とするため3 昭和35年 4月と 12月の再度に

わたり 3 神奈川県知事及び横浜 c Jli崎@横須賀の 3市長連署の陳情書を国へ提出し，資金の確保

lC.o 
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第 8章新しい時代を迎えた第6回拡張工事

。)相模川総合開発共同事業の基本計画

相模川総合開発共同事業の基本計画は次のとおりである。

神奈川県相模川総合開発共同事業基本計画

1 基本方針

本事業は，神奈川県水道事業及び電気事業が共同して利用する施設を建設して，利水

及び治水の目的達成を図るとともに，神奈川県は，横浜市，横須賀市及び川崎市が行な

う上水道及び工業用水道事業のうち共同して利用する施設に係る建設事業の委託をうけ

て，とれをあわせて行なうものとし，もって公営企業の経済性を発揮し，県民の福祉増

進に寄与することを目的とする。

2 基本計画の内容

(1) 施設

ア 津久井郡城山町及び津久井町に有効貯水量5，120万dの城山ダム(仮称)を建設

する。

イ 中津川及び串JIIから城山ダムにより貯水される湖への取水路並びに城山ダムによ

り貯水される湖から既存津久井分水池への連絡水路を建設する。

ウ 高座郡寒川町付近に取水施設を建設する。

(2) 主たる効果

上水道及び工業用水道の用水として11.5rn"/ secを確保する。

(3) 計画年次

図 8-1 相撲川総合開発事業概要図
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昭和36年度から昭和38年度までとし，継続費を設定して施行するものとするJ
(4) 事業費

事業費は，電源開発促進法第6条第2項の規定による費用の負担の方法及び割合の基

準に関する政令(昭和28年政令第 104号)に定める例により各事業者が負担するものと

する。

また，電気専用事業については，電気事業基本計画を改めて， ζれに昭和36年度から同40年度

までに城山発電所(最大出力25万kViワ及び相模第 2発電所(同 5万5，000kVi弓を建設する ζ と

がおり込まれた。

表 8-14 相模)11総合開発事業によ g分水予定量 (単位:ぽ/蹴)

城山取水 寒川取水 A口、 言十
企業体

上水道 工業用水 計 上水 道 工業用水 日十 上水道 工業用水 言十

横浜市水道 2，16 3，04 5，20 2，16 3，04 5，20 

)11崎市水道 1.04 1.74 2，78 1目04 1.74 2，78 

横須賀市水道 1.51 1.51 1.51 1.51 

県営水道 0，75 0，75 1.26 1.26 2，01 2，01 

メι」入
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計 1.79 1. 74 3，53 4，93 3，04 7，97 6，72 4，78 1l，50 

相模川総合開発事業のうち共同施設の建設に対する覚書

神奈川県並びに横浜市， )11崎市及び横須賀市(以下県及び三市という)は，水資源の

確保及び利用に関して(仮称)城山ダムの築造を中心とする相模川総合開発事業のうち

それぞれの必要にか Lわる施設を電源開発促進法第 6条第 2項の規定による費用の負担

の方法及び割合の基準に関する政令及び総理府令の規定に準じて，それぞれの費用の負

担をもって建設し，その事業効果は概ね別表第1のとおりとする。

なお共同施行にか Lわる施設及び事業者並びに県及び三市があらかじめ協議決定した

費用負担の額は別表第 2のとおりである。

た£し，事業費に変更があった場合は，その変更にか Lわる部分につき，治水負担分

を除き，各事業者がこの負担の割合に応じて，それぞれ負担するものとする。

以上の実施に必要な手続等は，別途県及び三市で協議し，それぞれの事務の所管省庁

の了解と，それぞれの議会の議決を得て決定するものとする。

との覚書締結の証止して，本書四通を作成し，それぞれが署名押印して各壱通を保有

する。

昭和35年12月1日

別表 1

事業の効果

(1)上水道用水

神奈川県知事

横浜市長

内山岩太郎

半井 清

横須賀市長 長野 正義

川崎市長 金刺不二太郎



第8宣言 新しい時代を迎えた第6回拡張工事。

毎日次のときテり上水道用水を確保する。

神奈川県

横浜市

横須賀市

崎市

計

工業用水道用水

174，000立方メートノレ

187ラ000立方メートル

130，000立方メートノレ

回、 000)(ブマメートル

581， メートル

日次のとおり工業用水道用水を確保する。

横浜市 263，000立方メートル

) 11 111奇

計

(3) 発電

150， 

.413， 

ート)]/

ートル

共同施設の建設に伴ってラ新設される発電所の最大出力は，次のとおりである。

山発電所 250，000キロワット

相模第二発電所 55，000キロワット

305，000キロゲット

城山タム(仮称)の建設される地点における計画洪水流量毎秒 4，100立方メートノレのう

ち毎秒1，100立方メートノレの洪水調節を行11"，中津:JII合流点地先の計画洪水流量毎秒4，300

立方メート 3，200立方メートノレに低減させるの

別表 2 宇宙模)11総会開発事業のうち共同施設にかかわあ事業者及び費用負担一覧表
(単位.百万円)

二/日、二 同 方面 号員又凡!

事 業者 事 業 別
共同夕、ム 共同水路 寒川取水 計

!電 気 1，675 300 1.975 

神奈川県
上水道 731 131 79 941 

治 水 756 756 

百十 3笥 162 431 79 3，672 

788 140 135 1，063 

横浜 市 工業用水道 1，107 198 191 1，496 

E十 1，895 338 326 2，559 

上水道 377 67 444 

) 11 i奇市 工業用水道 630 114 744 

訂ム 1，007 131 1，188 

結須賀市 上，水道 547 99 95 741 

F記 r メ九 1，675 300 1，975 

上水道 2.443 437 300 3，189 

合 さnち1- 工業用水道 1，737 312 191 2，240 

治 ;j( 756 756 

計 6，611 1，049 500 8，160 
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伺購入JII取水事諜計画ょうや〈

馬入川取水計画に対する水源問題が共同開発方式の採用によっ したのでフ遅れてい

人JIl取水事業(第6回拡張工事)の申請がヲ翌昭和36年 1月13日付でようやく承認された。 ζ う

して，いよいよ第 6回拡張工事がスタートできる ζ とになり p 昭和田年、3月市会に提案すること

になったが9 城山ダム計画が共同事業方式に変更されたので，この共同事業に参加する議決も必

要となりラ更に夕、ム建設に闘する関係事業者、間の協定等の締結に対する

に動きが活発となってきた。

昭和国年 3月 城山ダム

ク 横浜市水道事業の基本計画の変更の議決

ど，にわか

!J' 6回拡張工事費及び

昭和36年 9月

昭和36年10月

城山ダム

城山ダム等共同施設工事等委託契約の締結及び子算外義務負担の決議

相模川総合開発事業のうち城山ダム(仮称)等共同施設建設に関する

基本協定書調印

I! i入 る

fI 

う

基本協定書附帯覚書調印

相模川総合開発事業のうち城山ダム 等共同施設建設に関する

II 

基本協定書に附帯する協定書調印

工事委託協定書調印

工事委託協定問、帯覚書調印

相模JI!総合開発共同事業資金貸借に関する協定書調印

馬入川取水事業共同施設建設に関する世づい防虫帯瑠印

〈横浜市@横須賀市共同事業関係)

工事委託協定書調印(上に同じ)

IJ' 

If 

必P

そ ζれらの協定書等位， わたっ されている

とおりぞある。

ダム

城山ダム等共同施設建設工事等の委託についてg 次のように契約を締結し2

る。

9月3日提出

横浜市長

1 業 く う
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第 8章新しい時代を迎えた第6回拡張工事

担すべき部分の工事，土地の買収及び地上物件の移転補償等の

実施

2 契約金額及び 3，290，000，000凹(概算)

支払方 法 概算金額は，昭和36年度から昭和39年度まで毎年度原則として

4固に分けて予納するものとし，工事完成後精算する。

3 完成 期 限

4 契約の相手方

5 予算外義務負担

の額及び年度

年 度 金

昭和39年 7月31日

神奈川県

神奈川県公営企業管理者

企業庁長五神辰雄

告買 イ蔚 考

昭和37年度 874，000，000円以内 工業用水道事業会計分

昭和38年度 547，000，000円以内

昭和39年度 151，000，000円以内

言十 1，572，000，000円以内

提案理由

城山ダム等共同施設建設計画に基づき，との工事等を神奈川県に委託する等の措置を

したいので，横浜市契約条例第7条第 2号及び地方自治法第96条第 1項第8号の規定に

より提案する。

2) 水第16号議案

城山ダム等共同施設建設計画の決定

城山ダム等共同施設建設計画を次のように定める。

昭和36年 3月1日提出

横浜市長半井 清

1 共同施設の建設

本市は，次の施設を神奈川県，川崎市及び横須賀市と共同して建設する。

(1) 城山ダム

えん堤の位置

ダム型式

えん堤の高さ

えん堤の長さ

有効貯水量

(2) 水路

@ 中津川取水路

取水 位 置

津久井郡城山町川尻

重力式コンクリートダム

78メートノレ

260メートノレ

51，200，000立方メートJレ

左岸津久井郡津久井町串川
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右岸愛甲郡清川村宮ケ瀬

えん堤の高さ 7.5メートル

えん堤の長さ 46メートル

導 水 路 延長4，000メートル

放水位置 津久井郡津久井町青山(本市水道取入口上流部)

@ 串川取水路

取水位置 津久井郡津久井町長竹

えん堤の高さ 4.5メートノレ

えん堤の長さ 23メートル

導 水 路 延長2，050メートノレ

放水 位 置 津久井郡城山町川尻(城山ダム上流部)

⑥津久井分水池連絡水路

取 水 位 置 津久井郡城山町川民(城山ダム上流部)

調圧 水 槽 1池

導 水 路 延長1，020メ}トノレ

着水 位 置 津久井郡城山町川尻(神奈川県津久井分水池)

紹)寒川取水施設

位 置 高座郡寒川町宮山

えん堤の高さ 9メートノレ

えん堤の長さ 231メートJレ

沈 砂 池 2池

2 工事の実施

右施設の建設にあたり，本市が分担すべき部分の工事の実施は，別途神奈川県に委

託するものとする。

8 事業費概算

4 財源(本市分)

企業債その他をもって充てる。

5 工事施行年度

総額 8，160，000，000円

本市分担額 2，559，000，000円

昭和36年度から昭和38年度までの 3年間

6 水量の確保

この共同施設の建設により，本市は次の水量を確保する。

水 道用水 1日 187，000立方メートノレ

工業用水道用水 1日 263，000立方メートノレ

計 1日 450，000立方メ}ト Jレ

7 その他

施設の規模等及び工事施行年度については，神奈川県等の都合により一部変更するこ

とがあるものとする。



第 8章新しい時代を迎えた第 5回拡援工事

提案理由

本市水道及び工業用水遣に必要左水量を確保するため3 城山ダム等共同施設建設計画

を決定することとしたいので 9 地方自治法第96条第 2項の規定による議会の議決すべき

事件に関する条例第 2号の規定により提案する。

8) 

横浜市水道事業の基本計画の変更

横浜市水道事業の基本計画を次のように変更する。

昭和36年 3月1日提出

横浜市水道事業及び工業用水道事業の基本計画

1 基本計画の目的

横浜市長半井清

本市水道事業及び工業用水道事業は，市民の飲用札船舶用水ヲ消火用水その他の

る水道及び工業用水を供給する工業用水道の事業並びにこれらに付帯す

る事業を経営して?市民の福祉の増進と産業の振興に寄与することにより本市の発展

を図る ζ とを目的とする。

第 2 基本計画の内容

水道事業ヲ工業用水道事業共通事項

l 取水量

現在1日

水道J弔水

工業用水道用水

計画 1日取水能力

水道用水

工業用水道J清水

65印Oラ00∞O立立-方メ一;ト、 Jλlレ〆

56臼4ラ00∞O立方

8附δ，00仰O立方メ一ト Jルレ

1，100， 

734， 

365， 

ートル(昭和50年を目途とする。)

ートル

2 右の計画 1臼取水能力を確保するためD 神奈川県，J!I崎市及び横須賀市と城山夕、

ム等の共同施設を建設(工事の実施は神奈川県に委託)する。

一水道事業

1 給水区域

2 

本市の区域内とする。

道志m(津久井郡津久井町青山j純子地点)及び相模)I1 (津久井郡城山町)I!尻谷

ケ原地点及び高座郡寒川町宮山地点〉の表流水を取り入れ3 沈でん，ろ過及び滅

菌処理のうえ給水する。

3 配水量

現在1日最大配水量 564フ加。立方メートル

計画 1日最大配水量 734，300立方メートノレ(昭和50年を自途とするJ
4 右の計画 1日最大配水量を確保するためp 水道第6国誌張事業を行なう。
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一 工業用水道事業

1 給水区域

2 

鶴見区，神奈川区3 西区9 保土ケ谷区，磯子区，金沢区及び戸塚区の各一部

びに導水設備の一部は，水道施設の一部を共用 L，原水及び西谷海水

場のろ過池の洗海排水を沈でん処理のうえ給水する。

3 配水量

現在1日最大配水量 117ヲ000立方メートル

計画 1日最大配水量 380，000立方メートル(昭和50年を回途とする。)

ただしE 取水量の不足分は，西谷部水場ろ過池の洗浄排水の更生使用及

おける有効貯水量の調整によって充当する。

L1 ~白の計画 3 日最大配水量を確保するため9 工偉業用水道第 1 回拡張事業を行為:う。

提案理由

地方公営企業法の一部改正に上り木市工業用水道事業が3 昭和36年4月1Bから水道

事業とは別個の地方公営企業となるためラ並びに横浜市水道事業馬入JI!取水計画及び械

るため，横浜市水道事業の基本計画を変更する必要

があるのでD

相模m総合開発事業のうち城山ダム

る基本協定書

河川管理者である神奈川県知事内山岩太郎(以下「甲」という。)と，水道及、ぴ電気

事業者である神奈川県知事内山若太郎(以下「乙」という。〉と s 水道及び工業用水道

事業者である (以下「丙」という。)と z 水道事業者である横須賀市長

長野正義(以下「丁」という。〉とフ水道及び工業用水道事業者で、ある川崎市長金刺不

二太郎(以下「戊」というJとは城山ダム(仮称)を甲 e 乙。丙 c丁・

取水路及び串JIi取水路並びに既存津久井分水池連絡水路(以下単に「共同水路」とい

う。)を乙 e丙.T.戊が9 寒JI!取水施設を乙@丙@了が築造に関する工事を共同して

るにつき甲@乙@丙⑩了。 j支相互:問に次のと Lおり協定を締結するc

1条 城山ダムの築造に関する工事(附帯工事を含む。以下「ダム工事jという

共同水路の築造に関する工事〈附帯工事を含む。以下「水路工事」という。)及び寒

J 11取水施設の築造に関する

事については乙@丙の了@

るものとしョ ζ

び同分担額)

以下「取水工事」という。)

ついては甲@乙@丙 s丁@

取水工事については乙@丙③丁が協議しラ乙にその

しようとするときもまた

申 a乙 a丙⑬ー「。戊が， > T ， 取水工事は

じて施行するものとしタ当該工事の施行に要する費用(既に支出さ



第 8章新しい時代を迎えた第8問主主張工事

れた費用を含む。)はダム工事が一金86{:意8，100万四也，水路工事が一金10バ意4，900万

円也9 取水ヱ事がー金 5{:意9，100万円也とする。

2 前項の工事費について2 甲。乙@丙@了。戊は電源開発促進法第6条第2項の規定

Kよる費用の負担方法及び割合の基準に関する政令(昭和28年政令 104号)の規定に

準じて算定した結果に基きラ別表第 1のとおりそれぞれが分担する。

3 ダム工事ラ水路工事及び取水工事(以下「ダム工事等」という。j の完成に至る間

において設計の変更p 物価並びに賃金等の著しい変動または災害その他避けることの

出来ない理由により工事費に増減を生じた場合は，乙・丙・丁， !ユモ;がF 前項に規定す

る分担額の割合により分担する。

〈工事実施の委託〉

第 3条 甲。丙@了。戊は，ダム工事:等のうち p 甲⑥丙。丁@戊の分担すべき部分の工

事の実施をヲ乙に委託するものとする。

(完成期限〉

第 4条 夕、ム工事等はフ昭和39年、7月末日までに完成するものとする。ただし予算の

の他やむを得ない理由により期限を延長しようとするときはフ甲@乙⑪丙⑪

了，戊が協議のうえ決定する。

(共同施設の持分)

第 6条 ダム工事等が完成し?と場合における共同施設はフ城山ダム(附帯施設を含む。

以下「城山ダム!という。〉については甲@乙@丙 m 丁・戊の共同水路(附帯施設を

含む。以下「水路」という。)については乙@丙 m 丁@戊の寒)11取水施設(附帯施設

を含む。 以下「取水施設」という。)については乙・丙。丁の共有物とし9 第 2条の

規定により分担した額の割合に応じてそれぞれの持分を有するものとするc

〈共同施設の管理)

6条 ダム工事等が完成した場合における共同施設の維持ラ操作p その他管理につい

て必要な事項はp 城山ダ、ムについては甲@乙@丙@丁@戊が，水路については乙@

丙。了。戊が，取水施設についてはp 乙。丙。了が協議し，甲⑪丙。丁@戊それぞれ

の分担すべき部分を乙に委託するものとする。

2 前項の委託の方法9 管理費用の分担割合及び支出方法については第 2条の規定を準

用する。

(不用及び残存物件の処理〉

第 7条 ダム工事等の施行期間中に生じた不用物件またはダム工事等の完成後における

残存物件についてはヲそのときの価格によって評価しョ第 2条の規定により分担した

額の割合によってうダム工事については甲・乙@丙.T .戊が9 水路工事については

乙。丙。丁@戊が，取水工事については乙@丙 E 丁が協議し9 その配分または所属を

決定する。た£しう軽易なものについては 9 協議を省略するものとする。

(水道及び工業用水道の水利権)

第 8条 タユ工事等が完成した場合における水道及び工業用水道の水利権に、ついては，

乙が甲K申請し9 甲は建設大臣の認可を得て別表第2に示す区分を附して乙に附与
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L，乙はその区分に従って分水の責任を負うものとする。ただし異常渇水5 その他

避り難い理由による場合は，乙。丙，丁@戊がp その都度協議するものとする。

(河川付属物の認定の同意)

第 9条 ダム工事が完成した場合において甲が城山ダムを河川法第4

より河川の付属物として認定しようとするときはヲ乙。丙@丁@

るものとする。

(河川敷地の登記及び編入)

2項の規定に

これに同意す

第10条 夕、、ム工事を施行するためK買収した土地のうちヲ甲が河川の区域としてあらか

じめ指定した地域内の土地の保存登記は9 乙が

工事完成後すみやかに河川敷地の編入の手続きを

(買収土地等の登記〉

第11条 ダム工事等の施行に関し買収した土地等の保存登記については，

より，河川敷地とするものを除き不動産登記法

により乙がと うものとする。

2 前項の規定による手続きにおいて表示する早 G 乙⑥丙め了。

5条の規定により

(土地収用手続き

ダム工事等の施行に関し土地収用法(昭和26年法律第 219号)及

1ハs 申はよダム

取得に関する特別措置法(昭和36年法律第 1印号)の手続きその他の行為について

は，土地収用法第 136条及び公共用地の取得Kこ関する特別措置法第44条の規定によ

り3 甲⑦丙 3 了。!支がそれぞれ行なうべきものをp 乙が代理するものとする。

(協定外の事項等)

乙の協定に定めが念い事項，またはこ

を変更する理由が生じた場合は， その都度中。乙@丙。了。戊が協議のう

ものとする。

(有効期間)

γ 
」

るつ

昭和戸10月14日

締結の日より

るものとする。

るため本書 5

しフダム工事等に関連する事業の水利権

L，当事者が記名押印の上各自 1通

甲河川

神奈川県知事内山

乙



第 8章新しい時代を迎えた第 6回拡張工事

丁水道事業者

横須賀市長長野 正義

水道及び工業用水道事業者

川崎市長金刺不二太郎

盟IJ表 1 共同施設費分担額一覧表

一
取 水 工 事 うナ担額百「分担者 事業名

ダム工事 水路 工 事

分 担 率 分担額 j)トf口洋 分担i額 分担率 分雌i
(下i万|可) (%) I (日] (%) Ul 万11) 1 (D万円)

EP 1ごム1ー! 水 11.4 756 756 

1旦勾 (12，5) 
11.1 

990 12，5 131 15，8 93 1，214 

6 電 ヌんプ~ I (:~，~) 
25，3 

2，267 28，6 300 2，567 

計
(41.1) 

3，257 41.1 431 15，8 93 3，781 
36.4 

;j( 道
(13，5) 

1，068 27，1 1，368 
11.9 

丙 l工業用水道
(18，9) I 1，498 I 18，9 198 38，2 226 1，922 
16.8 

計
(32.4) 

2，566 32，3 338 65.3 386 3，290 
28，7 

T 水 道
(9.3) 

739 9.4 99 18.9 112 950 
8.3 

ユ永 A 
(6，4) 

6.4 67 576 

J)(: 工業用I上水道計i| l (止0.8)
114 968 

9，5 

(17，2) I 1.363 I 17，2 181 1，544 

ア (iMO)|8附 -1I~~ 1，049 100，0 I ~， 

(注)グム工事分担卒械の括弧内数は治水事業分担を除いた場合を示す。
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見1]表 2 水道用水及びヱ業用水分水量一覧表

> 

四 一 一一
取:オ( J也 yレ」、、

津久井町大字三兆二字)11井180ーイ番地
高庄司;寒川町大

字ーの日字外川
ト一一一戸

者
日叱 得 1W 今 回事業 Jιュ¥ 今凶事業

特科、当 日主目謀点一二f 4iJ:秒、当 日主旦君立エ二'[ 勾秒当 日量 41 毎秒当 日量当

m' ←f-m 1ηt "{-m m' 千m' nl' 千m'
乙 ;J( Jg 1.39 120 0，75 65 2，14 185 1.26 109 

4，55 394 4，55 394 2.16 187 

丙工業 用水道 1.00 86 263 

5.55 480 5.55 480 5.20 450 

丁 !H 1.51 130 

7J( j草 4.40 380 5.44 470 

戊 工業用水道 1.15 100 2.89 250 四一

百十 5.55 480 8.33 720 

メ仁~ フk :首 10.34 894 J..79 155 12.13 1，049 4.93 426 

工業用水道 2.15 150 3.89 336 3.04 263 

12.49 1，080 i 3.53! 305 16.02 1，385 7.97 689 

事 メ仁入3 

業 用途名 R'E 得 4盆 今回卒業 ム「オー 計ー

者 毎 秒 当 日量当 母えjf*ソ1、お、h 日 量 当 毎 秒 当 E 量当

m' 千lTl" m' 千m m' 干m1

乙 7}: {丘 1. 39 120 2.01 174 3.40 294 

i草 4.55 394 2.16 187 6.71 581 

丙 工業用水道 86 3.04 263 4.04 349 

五十 5.55 480 5.20 450 10.75 930 

T ;首 1.51 130 1.51 130 

1亘 4.40 380 1.04 90 5.44 470 

戊 工業別水道 1.15 100 1.74 

480 2.78 

10.34 894 6.72 

工業用水道 2.15 186 4.78 

12.49 1，080 11.50 

工事委託協定書

(委託及び受託)

1条甲。丙。丁@戊は基本協定第 2 き城山ダム に関する工事

〈附帯工事を含む。以 fIダム工事j という。)のうち甲 e 丙⑮丁@戊が共同水路の

築造に関する工事(附帯工事を含む。以下 f水路工事Jという。)のうち丙⑥丁 e

II::ラ

のう

以下「取水工事」という。)

き部分の工事の実施を乙に委託L，乙はとれ



主j~} 8案新しい時代を迎えた第6回拡張工事

託するものとするつ

2 前項の規定による申。丙。了・戊それぞれが乙に委託する事業費は 9 次のとおりと

~'/ 

.3 ".0 0 

( J単位 q 百万円)

水路工事 ァ|一一取一一水一工一一事 言十

756.00 

丙 2，863 454 441. 38 3‘758.38 

856 13マ 132.05 1，127.05 

成 2，418 384 2，802.00 

n i 6ヲ89.5 975 573.43 8守413.43

(完成期限)

第 2条 ダム工事~ 7]<:，路工事〈i中津川取水路及び串)I!取水路(以下「取水路工事」とい

う。)を除<0)及び取水工事は2昭和42年 3月末日 1そでに完成するものとし，取水路

工事は昭和42年度以降においてすみやかに完成するものとする。

域山水管橋の架替え

昭和36年目月 14日〈沿革〉昭和39年 2月15日改正

昭和40年 2月6El改正

2月 5日改正

甲神奈川県知事

内山 岩太郎

乙神奈川県公営企業管理者企業庁長

森久保 虎吉

横浜市水道事業及び工業用

水道事業担当管理者水道局長

コ郎

丁横須賀市長

長 野 正

氏)i!崎市水道局長

垣 賢 隆

ζの城山ダムを建設する地点は，青山からの横浜水道の導水路が相模JIiを城山水管橋によって

横断する付近でラ新しい湖の出現によりこの水管橋は水面下に没するととになるので，新設され

るダムに添架し直すζ とに怠った。

なおラ新湖面下に没する施設は次のとおりである。

城山水管橋 銅製ワーレントラス，橋長120m，幅 4ln， 

橋脚天端EI_"ラ 86.35m 

議架導水管

中沢接合弁

口径810阻 2条， 800皿 3条

鉄筋コンク Fート構造2 縦 61TI;! 横 6m，深さ5.5m
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久保沢導水路トンネノレ 馬蹄型内笹L9m，延長問。 grn

導水施設の切回し部分は，城山導水隆道下口と中沢接合弁間の標高 125.5m以下に設置されて

いる部分(延長約1，ω として種々検討した結果ョ①城山導水隆道下口付近に第1接合弁を

る， @ζζ から内:径L9mヲ延長700mの隆道によって城山夕、ム右岸に導いてこ ζに第2

井を設けるヲ③更に，ベイプビーム方式の鋼管〈口径 1，350mm)で城山ダム背面を渡らせて左岸に

してヲことに第 3接合弁を設ける 2 ④再び隆道でダム左岸台地を約 200m進んで既設久保沢

|遜道と連絡することになった。

この工事はp ダムの補償工事の一環として昭和38年 1月に着工され9 翌39年4月にJ切換え

了したカむことに第2囲拡張工事によって大正4年完成以来重要な役割を来してき

もその使命を終え 3 姿をj関し?と。

図 8吃横浜水道水路付替平函図

被1j_1グム水管橋口径 1.35C阻主導水管架設エ苓

(:被ム建設工事:誌」より)
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第8章新しい時代を迎えた第6図拡張工事

城山ダム(仮称)建設に伴う横浜市水道施設の

補償工事に関する覚書

城山ダム(仮称)建設に伴う横浜市水道施設の補償工事について，神奈川県公営企業

管理者企業庁長五神辰雄(以下「甲」という。)と横浜市水道事業及び工業用水道事業

担当管理者水道局長井深功(以下「乙」という。)との間に，次のとおり覚書を締結す

る。

(工事の施行及び費用負担)

第1条 甲は，城山ダム(仮称)建設により津久井郡津久井町大字太井783番地から津

久井郡城山町中沢字仁32番地までの聞に所在する乙の水道施設(以下「旧施設」とい

う。)が水没することに伴い，当該水道施設の代替施設を建設する工事(以下「補償

工事」という。)を施行するものとする。

2 補償工事に要する一切の費用は，甲の負担とする。

3 甲は，補償工事が完成するまでの聞において乙の旧施設が洪水その他によりき損す

るおそれのある場合は，遅滞なく必要な防護工事を施行するものとし，その費用は甲

の負担とする。ただし，乙の責に帰すべき事由により生じた損害に基づく経費は乙の

負担とする。

(補償工事の設計)

第2条 補償工事に関する設計書，仕様書及び図面は，甲乙協議のうえ乙が作成し，甲

はとれに基づき当該工事を施行するものとする。

(工事請負業者の選定等)

第 3条 第 1条第1項の規定にかかわらず，工事請負をしようとする者の選定は，甲乙

協議のうえ行ない，そのうちから甲が請負人を決定するものとする。

2 前項により請負人を決定したときは，甲は，その旨をすみやかに乙に通知するもの

とする。

(工事期限)

第4条補償工事は，昭和39年3月末日までに完成するものとする。

2 天災地変その他やむを得ない事由により期限を延長する必要が生じたときは，甲乙

協議のうえ決定するものとする。

(完成検査の立会)

第 5条 甲は，補償工事が完成したときは，乙に通知するものとし，乙は，甲の行なう

完成検査に立会うものとする。

2 補償工事を分割施行したときもまた前項同様とする。

(施設の引渡し)

第6条 甲は，前条第1項の完成検査完了後すみやかに当該施設を乙に引渡すものとす

る。

2 乙の所有する旧施設は，前項に定める引渡しを完了したときをもって甲に引渡すも

のとする。

(施設の保証)
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第7条 甲が乙に引渡した施設が引渡しの日から 1箇年以内に申の責に帰すべき理由に

より，滅失又は損傷した場合は，甲は乙の申入れに従って当該施設を原状に復するも

のとする。

(内容の疑義等)

第8条 との覚書の内容について疑義を生じたとき又はこの覚書に定めのない事項につ

いては，甲乙協議のうえ決定するものとする。

(有効期間)

第9条 との覚書の有効期聞は，覚書締結の日から，第7条に定める保証期間満了の日

までとする。

ただし，との覚書施行前既に実施した補償工事については，この覚書に基づき実施

したものとする。

との覚書の成立を証するため，本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自がその 1

通を保有するものとする。

昭和38年 6月8日

甲神奈川県公営企業管理者

企業庁長 五神辰雄

乙横浜市水道事業及び工業用

水道事業担当管理者

水道局長 井深 功



第 8章新しい時代を迎えた第6回拡張工事

E 第 6回拡張工事及び工業用水道第 l回拡張工事の変更計画

1. 臨時導水増強事業

(1) 驚異的な水需要の急増と臨時導水増強事業

昭和36年 (1961)は年始めから第6回拡張工事と相模川総合開発事業の準備に追われたが，ょ

うやく 9月には第6回拡張工事の第1期工事に着手する ζ とができ，昭和39年完成を目指して歩

み出した。既にみたように，本工事は第5回拡張工事までの 1日最大配水量56万4，000niの能力

に8万4，000niを追加し， 64万8，000niの能力に強化するととが目的であった。

計画に当って水需要の急増は予想されていたものの，との年の夏期には 1日最大配水量が前年

度を大幅に上回って60万 1，800niを記録し，今までの年間増加分の 4年間分に相当する水量が 1

年で増加するという驚異的な状況となり，現有能力56万 4，000niを超えたため，急速神奈川県と

協議して相模湖水源から日量5万2，000niを臨時に分水を受けて急場をしのいだが，この状況で

は第6回拡張工事完成まで何らかの方策を講じなければなら念くなった。また，第6回拡張工事

も2期に分けて施行する余裕はなく，一挙に，しかも繰上げ施行しでもなお水需要に対応できな

いことが予想された。

そζで，第 6囲拡張工事の計画の見直し作業と同時に，当面の対策として，臨時導水増強事業

図 8-3 横浜市水道施設概要図
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図 8-4 導水増強事業流量系統概要図

撃
原

相篠湖茅結 受
取水権 480∞0"，，;貝口

暫定取水 2刊∞，.
合計取水鑑i20.0QO.

管絡 iI112M
軍置弔問F一司~一切一一寸7草加す

西谷 !t 
616.000 772.00C 
8，000 108，000 

を昭和36年度から 2か年の予定で実施することになった。すなわち，神奈川県に対して，昭和37

年度分水増量1日15万d，昭和38年度分水増量1日24万IIfの暫定分水を依頼し，その水を導水す

るため，既設導水管路に 4箇所の導水加圧ポンプ設備を設置し，浄水施設については著しい発展

をみている港北・保土ケ谷方面への拠点と念ることが予想される川井浄水揚の増強整備を行って

臨時増量分の処理に当ることにして，昭和36年度に 2億5，000万円，翌昭和37年度 8億5，000万円

の合計11億円の臨時導水増強事業を行ったのである。

この工事によって，川井浄水場は全く新しい施設に生れ変り，第6回拡張工事完成までをつな

ぐ重要な役割を果したばかりでなしその後の市背後地域への配水拠点として活躍している。

(z) 臨時導水増強施設の概要

1) 取水施設

第4囲拡張工事で施工した津久井分水池において，臨時増量1日24万dの取水が可能なのでそ

のまま使用した。

2) 導水施設

導水管路部分については臨時増量の受入れ能力が不足するため， 4箇所に導水加圧ポンプを設

置し，対処した。

表 8-15

名 称 加圧本管 ポンプ，モータ一定格 摘 要

相模原導水加圧ポンプ 口~?Ë1，500mm 
口 f歪 1， 500mm 1 ， 900kW -1 

37年対策・ 36年施行
吐出量:5.45nf/sec 全揚程:28m 

南村導水加圧ポンプ " 
口径 1，500mm 1，100kW-1 

38 " . 37 " 
吐出量:5.45nf/田c 全揚程:14m 

口径 600mm 130kW -1 
37 " • 36 " 川井揚水加圧ポンプ 口径 600mm " 700mm 240kW - 1 

• 37 11 
吐出量:2.0nf/sec 全揚程:15m 38 " 

川井送水加圧ポンプ 口径 960mm 
口径 700m聞 460kW-1 

38 11 • 37 11 
吐出量:1.22nf/蹴全揚程:28m 

川井導水加圧ポンプ 口径:1，lOOmm
口往~ 800mm 290kW - 1 

38 " • 37 11 
吐出量:2.4nf/蹴全揚程:17m 

前山導水加圧ポンプ 11 
口径~ 1，OOOm皿 900kW-1 

38 " .37 " 吐出量:2.4nf/sec 全揚程:29m 

i日入 計 6箇所 8台 5，130kW 38年4月より全施設運転開始
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相模原導水加圧ポンプ 川井導水加圧ポンプ

3) 浄水施設(JI[井浄水揚の増強)

新設川井躍過施設 1日最大処理能力 13万5，OOOn:l'

1日標準処理能力 10万5，OOOn:l'

表 8-16

名 称 背5 4犬 数量

高速接触沈澱池 ，1池当り内法寸法
2 池

その 1 30.0m X21.5m X5.0m (水深4.8m)

高速接触沈澱池 内法寸法
1 池

その 2 30.0m X30.0m X5.4m (水深4.95m)

急速 i慮過 池
l池当り内法寸法

8 池

9.60m X 12.26m X3 . .4m (水深1.7m)

浄 7]( 池
1池当り

26.0m X37 .32m X5.6m (水深3.4m)
2 池

建築面積 延べ面積

浄水 本 館

13.5m X35.0m=472.5m' 高さ15.4m 1，890m' 

集中管理設備 l 式

4) 工事費
(単位.千円)

費 目 計画額 昭和36年度 昭和37年度

導水工事費 364，700 177，700 187，000 

浄水工事費 733，720 70，720 663，000 

そ の他 経費 1，580 1，580 

計 1，100，000 250，000 850，000 

摘 要

既設量水池を改造し，スラッジ・ブラケ

ット型の沈i澱池を新設。

既設緩速i慮過池を改造し，スラッジ・フ'

ラケット型の沈糊池を新設。

動力多孔!式 1池当り漉過面積95.2m'

標準櫨過速度1140m/日

最大浦過速度1180m/日

液過池の下部に設置

地下 l階…揚水井

地上1階…ポンプ室，電気機械室，

液体バンド貯蔵室

地上Z階…事務室，応接室，

塩素滅菌室，その他

地上3階…バンド注入室，展示室，

倉庫，その他

地上4階…洗浄用水槽 有効容量480m'

中央管理室において流量の調節，各種

ポンフ。運転，薬品注入，漉過操作等を行う。
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購入取水計画の繰上げ揖行変重主計開

臨時導水増強事業の実施に踏み切る 馬入川i取水計画(第6囲拡張工事と工業用水道第 1

囲拡張工事)の繰上げ施行のためラ昭和37年 9月27日9 その変更案を市会に提案し，翌

月3日議決を得た。この変更計画に伴い，第6田拡張工事は第1期及び第2期工事の分割施行計

画が一括施行に切り替L 昭和39年夏期までに完成するように計画年次を短縮すると同時にョ昭

和田年計画立案後の物価上昇による工事賓の見直しを行った。

変更計画の概要は以下のとおりである。

。人口と水需要の見直し

昭和33年立案当時から 3 その後のノ¥口と使用水量に大き者:変化をきたしているので，実績に基

づいて見直しを行った。

その推計によるとヲ工事完成目途の昭和39年の 1日最大配水量の見込みは84万 2，OOOrJ

るものと見込まれた。 ζれに対してp 第 5囲拡張工事完成時の能力 1B最大56万4，0001'6ι

6囲拡張工事によって相模m総合開発事業から

75万 1，OOOniに過ぎず，な-;}31日約 9万dの不足をき
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1日18万 7，OOOnfが加わってもフ 1日

水源不足はさらに深刻な問題と



第 8章新しい時代を迎えた第 6!HJ拡張工事

左ってきた。

このためにも，当初の神奈川県の相模J11総合開発計画に本市の馬入川取水計画を取り入れた ζ

とによる開発水量増量に対する結論が待たれると同時にヲこの開発によヮてもうなお河Jli維持用

水として海へ放流されている水の利用や他の河川の調査ラ特に当時かなり有望なものとして考え

られていた酒匂J11の開発などp 新規水源の開発促進に期待がかけられた。これを施設の酉からみ

れぽラ既設能力56万4，日に臨時導水増強事業によって川井浄水場の能力が10万5，OOOrrf/

日増加しラこれに第 6回拡張工事による増加能力118万 7，0∞日が更に加わるので，合計では

お万 6，日となり，当面水源さえあればラどうにか昭和39年を乗り切れるというぎりぎり

の見通しであった。

2) 取水工事

取水工事は原計画どたりで，相模)11の下流寒川町地内に施設を設け?城山夕、、ムからの放流水を

取水いその工事は神奈川県に委託する。

3) 導水工事(横浜。横須賀両市の水道事業と横浜市工業用水道事業の共同施行)

取水施設から浄水揚までの導水工事については， 1京計画で浄水場予定地としていた戸塚区田谷

町地域の低地が?その後都市計画による工業地域に指定されョまた地質が不良のため再検討する

ことになり，最終的に戸塚区小雀町及び鎌倉市関谷にまたがる地盤J良好な丘陵地に築造すること

に変更しフ原計画のポンプ所は 1箇所であったがη これを 2筒所と 2段加圧に改めるなどの変更

を行う。

表 8-17 導水工事E空軍内容

一 一
変 更 画 j京; 画

施 否日江応 数 且国主

形状寸法 数 且回包 形状、J 法
第 1期工事 第 2期工事

日音
局さ207m，11i[i¥3 m 

延長1，490m 延長1，490m 
勾配2，00自分の1

第lポンプ場
口{E900X 300mm 

4 'ei 
口f壬lヲ300mm

2口 2台 4ーrムI 

出力800KW 出力800KW

導水管 口{2正2，000mm 延長3，000m 口径J，800mm 延長 250m 延長 250m 延長 500m

高さ302m，幅302m 両さ302m，I幅302m

導 7](隆道 馬蹄形 !I 8，438m 民j時if;; IIIO，405m !llO，405m 
勾配1.500分のl 勾配3，000分のl

71<. 路橋
両き3.2m，中目3.2m

勾配1.500分のl
!I 862m i高さ205m，I幅306m 11 1，515m 11 1，515m 

第2ポンプ場
口千4900X900mm 4O 、
出力1.050KW

計
総延長 総延長 総延長 総延長

12，300m 13，660m 250m 13，910m 

4) 浄水工事(横浜。横須賀両市水道事業の共同施行)

原計画においてはラ沈澱施設については上水道と工業用水道との共同施設となっていたがラ地

形や利用の関係上これを分離しヲまた措過方式も当初予定していたホイラ一式を多孔管式に改め
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表 8-18 浄水工事変更内容

変 更 計 商 原 計 画

施 ーB又IL 数 量
青5 4大 寸 法 数量 青5 状 寸 法

第1期工事 第2期工事

着水池 幅13m，長さ20m，水深3.2m 1 i也 内径26m，水深 3m 1池 1池

上水道局速 幅25.7m，長さ31.6m，
8池

ITi¥i29.4m，長さ60m，水深
8池 8池 16i也

接触沈澱池 水深4.5m 3.5m(工業用水道も含む)

上水道
幅10.2m，長さ13.2m，開放 悩9.7m，長さ12m，開放重

急速滅過池
重力型多孔管式，鴻過商 28i也 力型ホイラ一式，漏過面積 14池 14池 28池
干責110m'，漉過速度1日125m 92m'，漉過速度1日140m

上水道
幅80.4m，長さ79m，水深

幅40m，長さ60m，水深4m，
調整池

4.2m，貯水量22，300凶， 1 i也
有効容量9，600ni

li也 u也 2 i也
ポンプ室を含む

地下1階，地上3階，機械室， 地下2階，地上3階，機械電
延面積3，1l0m'延面積2，605m'延面積5，715m'

中央管理室，事務室，水質
延面積

気室，中央管理室，薬品室，
浄水場処理

浄水本館
試験室及び維持管理上の

2，500m' 
事務室等維持管理上の機

量に相当す
同友 lt東

機器類を収納
1棟

器類を収納
る機器類を

収納

上水道 内f歪8.4m，水深2.3m，
1槽

表洗水槽 貯水量100m'

上水道 内径24.5m，水深2.1m，
1槽

逆洗水槽 貯水量800m'

薬品館
地上2階，延面積1，200m'，

1株i
薬品貯蔵・注入機類を収納

るなどの変更を行う。

5) 送水工事(横浜・横須賀両市水道事業の共同施行)

原計画における浄水場の平均標高は10mであったが，変更後の予定地の平均標高は57mとなる

ため，送水ホ。ンプの出力を大幅に減少できたが，予定地が寒川よりになったため，総延長は増加

表 8-19 送水工事変更内容

変 更 言十 画 原 計 画

施 設 数 量
形 状 寸 法 数 量 形状寸法

第1期工事 第2期工事 計

揚水ポンプ 送水増庄ポンプその他機器類
面積1，305m' 面積505m' 面積1，810m'

上 屋 収納地下吸水井及ひ官日管室

送水ポンプ 口径700mmX 500mm 
6台

口径GOOmm
3台 4台 7台設 イ蔚 出力500KW 出力l，OOOKW

戸塚線増圧 口径300mmX200m皿
4台

口径:3001010
4台 4台ポンプ設備 出力100KW 出力200KW

送水管 ロf歪l，800mm
延長

口径l，800mm
延長 延長

5，100m 2，900m 2，900m 

送 7](隆道
高き・幅共2.4m馬蹄形 延長 局さ・幅共2.4m馬蹄形 延長 延長
勾ー配2，000分のl 3，600m 勾配2，000分の1 3，600m 3，600m 

分水池
内径17.6m，水深3.3m，

1池
内径17.6m，水深3.3m，

1池 1池
量水堰20門付属 量水堰20門付属

言十
総延長 総延長 総延長

8，700m 6，500m 6，500m 
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-i長岸の 3配水幹線のうち 3 戸塚配水幹線については浄水場位置の

変更に伴って延長し， また磯子@根岸配水幹線については管径を増大して配水量の増量を図る。

表ト20 配水工事変更内容

一一一I一一芸
史 計 じ当 原 計 Lilii 

施 ヨ貴兄IL 数 亘王
形;犬寸法〈 数 量 形状寸法

第 1期工事 第 2期工事 言f

F二， 啄
口径700mrn管 延長 7，450m 口径700mm管 延長 5"250m 延長 5，250皿

配水幹線

[?::]さ。 r~liî とも 3"4m ， i告さ・幅とも3.4m)

l号隠道 馬蹄形，勾配5，000
延長 340m 

潟隊形，勾自己5，000

l延長
延長 340m 

配水 j也 分のlヲ有効貯水量 分のL有効貯水量 840m 

i 5J 800m3 5，800rd 

会沢
口径700m"，管 延長 3山 延長 3，450m 延長 3，450m

配水幹線

高さ3.4~4.4m ， 高き304~/t 4m) 

2号隆道 幅3.4m，潟E157ぷ，
延長 5‘祝日m

i箔304m)勾配5，000
延長 5，200m 延長 5，200m 

tie オく れ且 勾配5000分の1， 分のL馬路lf!:，有効
有効貯水量43，OOOni'

阪道配水j出
口i'fl，500即日 }lJ;[{: 3， '100m 口j壬1，500"，m 延長 3，700m延長 3，700m

連給管

磯子 u 根岸
口径1，200"，，，，管 延長 1，400m 口径1，200mm管 延長 1，400m延長 1，400m

自己水幹線
口径 900mrn'i'l' :正j長2，540m延長 2，540m

口径1，100叩n管 延長 1，360m 口 Ti主 600mm~{l' 延長 2，OOOm延長 2，OOOm

[謁 外 口径1，JOOmm管 口径l~ lOOmm管 延長 3，400m延長 3，4:00m

自己水幹線 口径 600m管 延長 2)300m 口{宝 600mm話。 延長 2)300m 延長 2，300m

総延長 総延長 総延長 総延長

29.100rヨ 9，540m 20，540m 30，080m 

(4) エ難用水道錨 1

取水施設から浄水場の着水池まで共同施行することについてはラ原計画と同様である。当初ヲ

沈澱処理施設についても上水道と共同処理することになっていたがヲ沈澱処理以降を工業用水の

専用施設に分離す、る。

また，工業用水道の送工事についてはラ上水道と同様に浄水場の位置変更によって送水ポン

プの減少と送水管の延長増などの変更が必要となったのに加えラ配水工事についてもラ埋立地の

増加と工場敷地の変更や浄水揚位置の変更等により， @根岸地区配水管の延長増が必要とな

ったが，半面?原計画の戸塚配水池は自然流下による配水が可能となったためp 築造を取り止め

00 

⑩工業用水道の計画日途の変更

原計画では3第 l期工事とレて昭和45年を目途とする臼量15万zzf3 第 2期工事として昭和田年
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を目途とする全量の26万 3，000ni' 表 8引 需 要見込水量

に拡張する計画となっていたが，

とれを繰り上げて昭和45年目途を

上水道と同じく昭和39年に，また

昭和 50年目途は昭和 45年に短縮

し，工事完成は夫々昭和38年度，

年 度 原計爾の見込水量

昭和35

36 

37 4，245 

38 37，925 

39 59，140 

40 101，860 
第

昭和42年度に早める。 41 110，000 期

42 115，000 
工
事

43 140，000 

44 150，000 

45 150，000 

46 168，500 

47 

48 215，000 期工

49 245，000 事

50 263，000 

表 8-22 工業用水道の工事内訳

区
変更計画 原

施 設
分 形状寸法 数 量 形状寸法

上水道高速 幅25_7m，長さ31.6
m，水深4.5m 8池 幅29.4m，長さ60m接触沈澱池 (工業用水道と分離)

水深3.501
工業用 幅24.5m，長さ70m，

8池 (上水，工水共同)1争
水道沈澱池 水深4m

水 工業用水道 幅 4m，長さ 8m 幅12m，長さ29.4m
2i也

エ 急速撹衿池 水深 3m 水深2.2m

事
工業用水道 中日24.5m，長さ 10.2

8池
悩29.4m，長さ15m

緩速j昆和池 m，水深4.1m 水深3.5m

工業用 幅40m，長さ60m
1 j也

幅40m，長さ60m，水深4

水道調皇室池
7.ki架 4m

m，有効容量9，600m'貯水量96，000耐

ポンプ場 口径91∞X900mm，出力70C附 24亡、I 口径¥900X 900mm，出力700K.W

ヱ
送水管

口f歪1，200mm 延長10，000m 口f圭1，200mm
業 口径1，100mm 延長13，500m 口ffJ，100mm用

水道 接合井 内f歪10m，7K深 5m 1池 内径10m，水深2.5-5m

送 局さ 2 Il).， ~M2m 高さ 2m， r幅 2m，馬蹄形
水 送水隊道 馬蹄形 延長 5，150m

勾配3，000分のl
工 勾配3，000分の1

事 総延長
言十

28，650m 

根岸・磯子 口f壬1，200-500mm 延長11，:350m 口径1， 200 -500mm 
工 配水管 口f壬 400-200mm 延長 4，000m 口往~ 400-200mm 
業
用 水管橋 口径1，200mm"li' 延長 300m 口f壬1，200mm管・

水道 戸塚配水管 口径 800mm 延長 5，100m 口径 800mm 
自己

配水池 内径22m，水深4.901 2池 内径22m，水jiM.9m7K 
ヱ 総延長事 言十

20，750m 
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(単位:rrU日)

変更計画の見込水量

30，剛o∞0醐o0o0 0 -4 y l 1 l 

第
40， 

70， 期

130， 
工
事

150， 

180，000・

235，000 扇
245，000 工

255，000 事

263，000 

画

数 量

第 l期工事 第 2期工事 計

B池 8池 16池

8池 8池 16池

8池 8it也 16池

1池 一 1池

2台 4台 6台

延長 2，645m延長 2，645m延長 5，290m

延長 2，425m延長10，925m延長13，350m

1池 1池 2池

延長 延長

5，160m 5，160m 

総延長 総延長 総延長

10，230m 13，570m 23，800m 

延長 4，850m延長 5，000m延長 9，850m

延長 2，OOOm延長 2，000m延長 4，000m

延長 150m 延長 150m 延長 300m 

延長 5，100m 延長 5;100m

1池 2池 3池

総延長 総延長 総延長

12，100m 7，150m 19，250m 
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(5) 総工事費

1) 工事費内訳表
(単位:千円)

費 額
工業用 上水道分

摘日 ヱ 種 金
水道分

要
横 浜 横須賀

総工事費 14，610，000 6，220，0∞ 5，569，000 2，821，000 

1 .事 務費 (附帯雑費を含む) 328，000 149，0∞ 104，000 75，000 

2.工事費 14，182，000 5，971，0ω 5，465，0∞ 2，746，000 

(1)導水工事費 (二市共同施行) 3，760，000 1，648，0∞ 1，172，0∞ 940，000 

第1揚水設備費 505，000 221，300 157，5∞ 126，200 口径9∞x800mm、出力 800kW4台

第2湯水設備費 655，000 287，100 204，100 163，800 口径9∞x900mm、出力1，050kW4台

導水管布設費 570，000 249，800 177，700 142，500 口径2，000mm、延長3，000m

隊道築造費 1，400，000 613，700 436，300 350，000 高さ・幅とも3.2m、延長8，438m

水路橋築造費 630，000 276，100 196，400 157，500 両き・幅とも3.2m、延長 862m 

(2)浄水工事費 (二市共同施行) 2，712，0∞ 798，000 1，062，000 852，000 

着水池築造費 136，000 59，500 42，500 34，000 長さ20m、幅13m、水深3.2m1池

上水道高速接触 476，000 264，000 212，000 幅25.7m、長さ31.6m、水深4.5m
沈澱池築造費 8池

工業用水道
464，000 464，000 長さ70m、幅24.5m、水深4m8池

沈澱池築造費

上水 道急 速
588，000 326，000 262，000 1池i慮過面積116nf、幅10.2m、

i慮過池築造費 長さ13.2m、28池

浄水本館築造費 470，000 63，000 225，800 181，200 地下1階地上2階 2，500nf1棟

上 水 道 207，000 115，000 92，000 容量22，300rri、水深4.2m、
調整池築造費 幅80.4m、長さ79m<ポン官室を含む)1池

工 業 用 水 道
106，000 106，000 容量9，6oorri、水深4m、幅40m、

調整池築造費 長さ60m 1池

上 水 道 9，000 5，000 4，000 容量100nf、内径8.4m、水深2.3m
表洗水槽築造費 1槽

上 水 道
15，000 8，300 6，700 容量800rri、内径24.5m、水深2.1m

逆洗水槽築造費 1槽

薬品館築造費 64，000 28，0∞ 20，000 16，000 地上2階 1，260rri 1棟

整 地 及 ぴ 177，000 77，500 55，400 44，100 
排 水工 事費

上水道
(3) 送水工事費 (二市共同施行) 1，477，000 762，000 715，000 

揚 水 設 備 費 233，900 135，500 98，400 口径7oox5oomm、出力5ookW'6台
口径3∞x260mm、出力1ookW'4台

送水管布設費 784，000 395，100 388，900 口径1，8oomm、延長5，100m 

腿道築造費 408，000 205，600 202，400 局き・幅とも2.4m、延長3，6oom

分水池築造費 51，100 25，800 25，300 内径17.6m、水深3.3m 1池

上水道
(4) 配水工事費 2，111，000 2，111，000 

戸塚配水管布設費 216，200 216，200 口径7∞皿回、延長7，450m

金沢配水管布設費 103，300 103，300 口径700mm、延長3，450m

l 号隆道
133，500 133，500 高さ・幅とも3.4m、延長840m

配水池築造費
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(単位:千円)

工業 用 と水道分
費 目 工 キ童 金 額

水道分
f商 要

横 浜 横須賀

上水道
2水号池築隆造 道 814，000 814，000 

両さ 3.4~4.4m 、!隠3.4m
(4) 配水工事費 配 費 延長5，200rn

隆道配水池
309，000 309，000 口径1，500mm，延長3，7∞m

連絡管布設費

磯子根岸
262，000 262，000 

口径1，200畑、延長1，4∞m
配水管布設費 口径1，100師、延長1，360rn

関 タト ! 
273，0α) 273，0∞! 口径1，loomm、延長3，400m

配水管布設費 仁j径 600mm、延長2，3∞m

(5) 工業用水道
送水工事費

2，137，000 2，137，000 

揚水設備費 100りoα) 100，000 口径900X9∞mm、出力700kW'2台
卜一一一

送水管荷， i設費 1，501，0∞ 1，501， 000 
口径1，200刷、延長10，OOOm
口径1，100mm、延長13，5∞m

[Ij2;道築造費 519，000 519，000 高さ。幅とも2m、延長5.150m

懐合井築造費 17，0∞i 17，000 [内径10肌水深5m 1池

(6) 工業用水道
配水工事費

987，000 987，000 

磯子根岸
655，0∞ 655，000 

口径1，200~500mm、延長1l， 350m
配水管布設費 口筏 400~200n\ln、延長 4 ， Ooom

水管橋築造費 78，000 78，000 1:1径1，200脚、延長 300m 

戸塚配水管2布設費 210.000 210，0∞ -口径 800mm、延長ふ1伽

配水池築造費 44，000 44，0∞ 内筏22m、水深4.9m 2池

('1)建物費 32，0ω 20，000 12，0α) 

(8)用地費 933，000 387司oc日 327.000 219，000 

(9)器具機械費 19，0ω 11ぅ000 8，000 

(10)調査費 14，000 14，000 

3.その他 l仰，000I 100，000 

2) 年度5.11]事業費内訳表
(単位:千円)

一一
費 目 工 事 費 昭和36年度 37 38 39 40 41 42 

導水工事費 3，760，000 65，624 1，824フ1761，790，000 80，200 

浄水工事費 2，712，000 47，819 634，081 1， 168，000 782，100 80，000 

上水道送水工事費 1，477，000 4，200 810，800 593，000 69，000 

上水道配水工事費 2，111 ，000 3，050 263，920 650，030 1，194‘000 

工業用水道送水工事費 2ヲ137，000 80，700 946，300 450，000 365，000 295，000 

工業用水道配水工事費 987，000 33，000 100，000 479，000 150，000 225，000 

建 物 費 32，000 7，730 14.270 7，000 3ヲ000

用 I也 費 933，000 L137，336 247，964 73，200 127，500 30，000 10，000 7，000 

器具機械費 19，000 1，508 14，492 2，900 100 

調 査 費 14，000 7，000 5，000 2，000 

事 1若 r貴 328，000 14，733 118，067 80，600 56，600 22，000 19，000 17，000 

そ の 他 100，000 10，000 12，000 18，000 12ラ000 16.000 16，000 16，000 

14，610，000 625.000 4，120.470 5，815，030 2，329，500 600.000 560.000 560，000 
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第 8章 新しい時代を迎えた第 5回拡張工事

2. 城山ダムの建設

(1) 城山ダムの建設と新設開発水量の増量

昭和初年 (1955)に入ると，日本経済の高度成長を背景ι 神奈川県自体もめざましい発援を

続けてh た。ことに京浜工業地帯を擁する横浜市やJlI崎市，そして軍港都市から平和産業港湾都

市へ大きく転換した横須賀市の市勢拡大は顕著であったが，半面ラとの急激な膨張がもたらす多

くの都市問題をも抱え込むととになりラなかでも水不足は深刻な問題と在っていた。

この窮状を打開すべく大きな期待を担って城山ダム計画が登場したが，立案当時の状況はその

後大き〈様変りし，着工時の昭和36年から驚異的念高度成長の時代に入ったとともあって9 水需

要は急増につぐ急増という事態になったため，夕、、ムの早期完成と新規開発水量の増量に対する要

望が一層強まってきた。例えばp 横浜市ではラ城山ダム完成までの緊急対策として相模湖水源か

ら臨時分水を受けヲ城山夕、、ムと第 6回拡張工事の完成までの間をつないでいくことになっていた

が9 城山ダムの完成時点で臨時分水が打ち切られるためヲ施設的にはなんとか対応できる体制が

できあがってもう水源で不足をきたすという深刻念事態が予想された。そのため句相模川総合開

発水量の増量Kごついて早期に結論を得べく働きかけるとともに，酒匂I11や県外河川の幸11水につい

ても懸命に調査研究を進めていった。

またフ川崎市でも本市と同様の状況でラ城山夕、、ム計画による水源をもとに昭和40年完成を目指

して第 6回拡強工事に着手しラ既設最大配水能力29万 5，OOOm'に 9万dの拡張を行うことになっ

ていた。ところが?昭和初年の最大配水量は日量的万 9‘820m'を記録しう翌昭和37年には 36万

4，500nfと急増したため，ヱド:市と同様に神奈川県に臨時分水日量10万I1fを申し入れて急場をしの

ぐことになったがョ第 6回拡張工事完成時点で既に新規水源は消費し尽くすという ζ とが明らか

であったのでラ調匂}11 "早J11 .芦.J~ 切などの水利調査を進める一方，第 7 囲拡張工事の検討を進

めていた。しかしフ次期水源開発まで待てない情況からラ相模湖からの臨時分水の継続と東京分

水の転用を前提として第7回拡張工事を施行する方針をたて，昭和38年10月に神奈川県へ日量20

万ポの分水を要請した。 ζれに対して，神奈川県から翌昭和39年 3月になって3 城山ダム計画に

よる開発水量が増量の見通しにあるという回答があったので， ζれを前提として昭和39年度から

第7囲拡張工事に着手する準備を進めることになった。

横須賀市においても，既設施設能力 1日最大13万dに対し需要予測は大幅に上回り，昭和40年

には14万6，OOOm'，昭和45年には17万5，OOOm'に達すると予想されていたため，城山タム計画の水

源、をもとに，横浜市の馬入J11取水計画に参画し9 第 6回拡張工事を進めていた。

このように3 県下の水需要を取り巻く環境は急を告げておりフ県も 2 こうした水需要の逼迫に

対して城山ダム計画を推進し，さらに ζの城山ダム計画に下流取水方式の馬入川取水計画をも取

り入れるなど積極的な姿勢を示しヲ当初においては下流部の水量資料がなく流量算定が困難であ

ったため，ダム上流部の流出量のみを対象とした開発水量計画をもとに， 11. 5m'/ sec (日量約
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99万4フの水源確保を目指すものとして発足させた。その後ぅ昭和36年から昭和39年にわ

たって城山ダム下流の残流域流量資料の調査検討を行った結果9 寒川i取水堰からの下流放流量の

下限値を昭和26年から昭和37年までの10か年の 最 少 流 量 の 平 均 値 か ら 推 し て ， 当 初 の

開発水量1L5rA/secrc乙4， (日量約38万9，を 上 乗 せ し た (日量約138万

rA)の水量開発が可能となった。

乙の 4.5nf/secの追加配分についてう神奈川県と横浜-)11崎，横須賀の 3市の聞で協議を行

いヲその追加配分の算定については， 11. の配分率に応じて行うのが妥当であるという

考えにたったが，川崎市が予定していた第7回拡張工事の実情から，このうち20万d分を優先配

し将来水源において再調整するととで合意に達し， I相模川総合開発事業における計画取水量

の増加配分に関する念書」を取り交しヲ昭和39年 7月に最終的な配水分量の決定をみ?と。

との追加分はすべて上水道に対レて行われたものであり?本市としては増量分について上流

(津久井分水池)での受水を希望したがフ上流取水を行うと全体水量が減少するため，既配分と

同様に下流寒川地点で取水することなった。この最終配分によって相模JIi総合開発事業による横

浜市の新規水源は，工業用水道については当初と同じく 3. (日量約26万 3，上

水道については当初の2， (日量約四万7，が3. (日量約25万9，

となったが，これでもなお水道需要を賄える見通しがたたないためヲ引き続き寒川地点からの下

流放流水(日量約100万を対象として次期拡張工事の準備を急ぐことになったので

ある。
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相模Jl!総合開発事業に給ける計画取水量の増加配分に闘する念書

相模JI!総合開発事業におりる計画取水量の増加配分はヲ同事業の基本協定書の改正に

おいて示すとおりであるが，この配分量は下記に示す経緯の結果決定されたのて、9ζれ

を念書とするものである。

記

相模JII総合開発事業の当初j計画取水量は毎秒11.5立方メートノレであるがラその後流量

観測資料等が整備されるに及び毎秒 4.5立方メートノレを加えて取;j<.できるとととなっ

た。

よって関係事業者間で，昭和田年の県内水需要並びに相模Jl!総合開発事業の出資額そ

の他各事業者の水事情の現状等にもとづく諸案について協議した結果フ川崎市上水道第

7期拡張事業実施に必要な水量を融通配分する ζ ととし，川崎市への融通配分について

は将来9 新水源の開発により取水量を配分する場合調整を行うものとし3 下記のとおり

配分量を決定した。

神奈川

浜市

三::.-11
ロu

毎秒 1。 メート 11.... 

秒 O. 一トノレ



第 8章新しい時代を迎えた第§回拡張工事

横須賀市

川崎市

相模JIi総合開発事業による配分予定水量

百甘 回
区分

上水道 工業用水道

2.01 2.01 

横 浜 市 2.16 3.04 5.20 

)11 崎オb 1.04 1. 74 2.78 

枯須?{市 1. 51 1.51 

6.72 4.78 11.50 

(注)昭和39if7月

毎秒 O.30立方メートノレ

毎 秒 2.32立方メートノレ

毎秒 4.50立方メートノレ

|迫力Ij 分 合 百十

上水道 上水i亘 工業用水道

1.04 3.05 

。.84 3.00 3.04 

2.32 3.36 1. 74 

0.30 1.81 

4.50 11.22 4.78 

(単位:m'/秒)

3.05 

6.04 

.5.10 

1. 81 

16.00 

昭和39年 7月

なお，との城山ダム計画による 16nt/'.s巴C の開発水量は，相模川支流の中津Jllと申JlIの流域変

更を行い， ζれらの流水を城山ダムに導くことを含めてのものである。

(2) 水利権の確定

城山ダムの築j査による水没戸数は 280戸K及びp 神奈川県の 1年有余にわたる日夜の補償交渉

によって昭和初年 (1961)n月に妥結されp 待ちに待った城山ダムの建設もこの月から開始され

た。県下各都市の水問題はラこの 280戸の人々が永年住みなれた故郷津久井渓谷を離れてそれぞ

れ代替地へ移転するなどの貴い協力がるつ vてラはじめて解決されたのである。そのダ、ム建設工事

についてもヲ崩落事故や台風による洪水被害などにより難航しラ更に落石による貴い犠牲者を出

すなど苦難の連続であったが，昭和39年 9月には一部湛水が開始され，昭和40年 3月に完成し，

渇望久しい豊かな水を供給し始めた。

1) 第 1回目の水利権の確定

椙模川i総合開発事業による水利権はヲ神奈川県が一括申請して許可を受けヲ各事業体に配分す

るという方式をとった。また，水事情の逼迫から，施設建設の進捗に合せて各段階で取水可能水

量の水利権を確定していくという段階方式をとり，第 1回の水利権確定は寒川取水施設の完成時

点で行われている。なお，寒川取水施設の築造工事は神奈川県によって進められ，着工は昭和37

年 4月ラ完成は同39年 3月であった。

この時点ではヲまだ城山ダムは建設中であったが，この寒川!取水施設の完成をもとに事前取水

の申請を行い， 3園(臼量30万ni)の取水が認められた。

神奈川県指令39河第 958号(津久井)O. 85ni/ sec → ) 11崎市 O.85ni/sec 

(73，000ni/日)

神奈川県指令39河第 959号(寒 2.65ni/sec (227，日)
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f横浜市

→ i横須賀市

l神奈川県

3. 

1. ( 135，日)

O. (40，日)

O. (52，日)

300，OOOrrV日)

2) 異常渇水の危機を救った馬入mの一部取水

県の寒川!取水施設と並行して，本市の第 6回拡張工事も日

部取水を開始した。 ζ の年は東京、で第四国国際オ Pンピック

られラ昭和39年にはー

された年であるが，全国

的に異常渇水で苦しみ，“オ Pンピァタ渇水"といわれた年でもあった。旺盛な水需要への対

に苦しんでいるときに異常渇水に見舞

われた各地はフ勢1ρ給水制限から断水

''-と れていった。

神奈川県下でも 5月以降の異常渇

水によって相模湖の水位は低下し

け， 6 月 24 日~、降ラ

が打ち切られた。本市てもは，水を大切

にする運動を推進して市毘に節水を訴

え3 更に盛夏の時期に入ると 8月か

らは自主節水 3書l運動を進めてパノレブ 渇水により水位の Fった栴模湖〈昭和3臼年)

制限を行い，地域ごとに時間給水することも検討していた。この時点でp 一部とはいえ馬入川取

水が開始され，絶大な力を発揮した。 ζの取水による給水を開始したのは 6月四日で、あったが?

更に給水不良地区への送水を効率的に行うため，下倉田@柏尾。金沢@平戸のポンプ場の改良や

新設を 8月上伺に完成させた。

8月 1日からは上流取水権の 1割カットが実施されたがラ市民の協力と職員一丸となっての節

水対策によってたんとか切り抜けていた。幸いにして 8月20日以降かなりの降雨で水源状況は好

転し同月25日からは平常体制戻ることができた。もし， ζの時点でj馬入JI i取水が稼働してい

なければ，恐らく全国の多くの都市と同様に時間給水9 断水という最悪の事態に追い込まれてい

たことは容易に想像され，まさに危機一髪のタイミングであった。

3) 第 2回水利権の確定

第 2回目の水利権の確定は城山ダムの完成時点で行われた。 ζ まだ I両

支流の流域変更工事は未完成であったが9 昭和40年 5月p 取水許可量は R 日量:76万

ni/日)に引き上げられた。

神奈川県指令40河第 .279号(沼本 2，引
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i JlliU崎市上水

→ { JI!崎市工水

L拍奈川県

内
U

1

i

ハυ

68，0ωrrf/日)

( 115， OOOni/日)

sec ( 49，り日j



第 8章新しい時代を迎えた第6図拡張工事

神奈川県指令40河第429号(寒 JIl) 6.11ni/sec (528，000ni/日)

4) 第 3回水利権の確定

i横浜市上水 1. 67ni/sec ( 144，000ni/日)

|横浜市工水 2. 31ni/sec ( 200，000ni/日)
ー今 〈

|横須賀市 1.16ni/sec ( 100，000ni/日)

l神奈川県 O. 97 ni/ sec ( 84， OOOni/臼)

計 8.80ni/ sec ( 760， OOOni/日)

その後， 4. 50ni/ sec増量についての建設省の正式の承認が得られたことから，昭和42年4月

に再調整され，開発予定数量 16ni/secのうち串JIIと中津川取水路が完成するまでの許可水量は

14. 6ni/ sec (日量1，261， OOOni)である ζ とが確定し，第3回目の確定配分が行われた。

神奈川県指令42河第 1065号 16ni/secのうち水利使用変更停止条件付認可として 14.6

ni/sec 

(沼 本) 5.34ni/sec (461， OOOni/日)

( JII崎市上水 3.07ni/sec ( 265，000ni/日)

→ {川崎市工水 1. 59ni/ sec ( 137，000ni/日)

l神奈川県 O. 68ni/ sec ( 59，000ni/日)

(寒 JIl) 9.26ni/sec (800，000ni/日)

i横浜市上水 2.73ni/sec ( 236，000ni/日)

|横浜市工水 2. 78ni/ sec ( 240，000ni/日)
ー今 〈

|横須賀市 1. 65ni/ sec ( 143， OOOni/日)

t神奈 川県 2. 10ni/ sec ( 181， OOOni/日)

計 14.6ni/sec(1，261，000ni/日)

5) 第4回水利権の確定一一最終確定

串川取水路が完成した昭和46年4月には第4回目の水量確定が行われ，従来の許可水量14.6ni

/secに対し，停止条件となっていた流域変更工事のうち串川の工事が完成したので一部解除と

なり，取水許可量は15ni/sec(日量129万6，000ni)に引き上げられた。

この串川取水路工事は神奈川県が施行に当り，昭和43年12月に着工，昭和45年3月に完成をみ

たもので，導水酸道(延長約 2，900m)により串川の流水を津久井湖へ流入，貯水させるもので

あり，その能力は最大2ni/sec となっている。なお，相模川は従来2級河川として指定されて

いたから，その河川管理主体は神奈川県であったが，河川管理の見直しが行われ，昭和44年4月

1日から 1級河川に指定替えされたのに伴い，水利許可権限も建設省に移行した。

一方，中津川の流域変更工事は中津川から最大7ni/secの水を道志JlIを経て津久井湖へ流入

させようというものであるが，補償交渉が難航して未着工の状態にあった。
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相模mが昭和44年 4月から 1級河川IK指定され9 河川管理者が神奈川県から建設省へと変更さ

i県では将来の県内71く資源問題を訴え p 国において水資源開発促進法に基づく

を要望しまた県内の各都市も水源開発に対する国の積極的施策を要望していた。これに対し9

昭和44年 9月に建設省は神奈川県に対して中津川の調査を申し入れ宮ケ瀬ダム計画の調査を開始

した。 ζの新ダム建設計画は中津川i流域変更工事と競合するものであったから流域変更工事は一

時保留の状態となりフ総体的右フjぇ源開発への貢献度などから建設省の計画を優先させることにな

り，その後昭和田年12月 4日に宮ケ瀬ダムの建設に関する基本計画が確定3 告示されたことに伴

いp 相模J11総合開発事業で計画された中津川流域変更工事は中止されることに在った。

とうしてp 相模JII総合開発事業による開発水量は，串JII流域変更工事完成時点の巴むと

いう許可水量をもって一最終の開発水量とするととになったが， ζの時点での各事業体への水量の

配分はヲ開発予定水量の場合の配分水量に対して，現開発水量の比ラすなわ

ち 15/16を乗じて算出したので，とれを最終配分水量とするととになった。とれに伴い，昭和54

年 2月の市会に城山夕、、ム等共同施設建設計画の最終変更の議案を提出して承認を得たが9 建設費

と水量は次表のとおりである。 ζ うして創設時 5， 日 の 規 模 で 発 足 し た 横 浜 の 水 道 は3 道

志水源17万 2，800nf/日p 相模川河水統制事業による水源(相模湖)48万日ラ更に今回の相

模J11総合開発事業による水源(津久井湖)48万9，日を加えて114万1，

倍の規模になったのである。

日と実II[200

表 8-23 7.ki議用成及び工業用水分水量一覧

1iJ;註取 水 地 点 両国E郡寒川
11汀大字宮山 合 計

津久井町三井字川井j也;光 字河原地先

総合開発 合 計 総合開発 既得権 総合開発 l合 計

毎秒、 日景毎秒 日景毎秒 日景毎秒、 日量勾秒、 日量毎秒、 日量

当。 当り 当り fd門町 当り 当り ~り 当り lli り~りd47 当り 当り
rrf 千rrfl rrf 千nfI rrf 千n1I rrf 千rdI rriJ 千nf1 cl 千Ezf

神奈J県11 水 道1.391 1均 0.70 ω2ω 出 2761U139120286 4z2d5! 137  

横 水 i主 4.55 394 4.55 394 2.81 243 4.551 394 637 

浜 工業用水道 1町00 86 l.00 86 2.85 246 1，001 86 2.851 2461 3.85 332 

可7 言十 5.55 480 5.55 480 5.66 489 5.55 480 5.66 489 11.21 969 

干黄
5且

7]< 道 1.70 147 1. 70 147 1.70 147 
賀
f甘

)11 7K 道 4.40 380 3.15 272 7.55 652 4.40 380 3.15 272 7.55 652 

111奇 工業用水道 l.15 100 1. 63 141 2.78 241 1.15 100 1.63 141 2.78 241 

市 言十 5.55 480 4.78 413 10.33 893 二三j酬 4.781 41 

/仁「コト、

Fijiir 894 3.85 332114.19 1，226 6.67 577 

15 186 1.63 327 2.85 246 2.151 1861 4.481 3871 6.63 

言十 49 1，080 5.48 473117.97 1.553 9.52 823 12.49!1.080 115.00 !1，296!27ω 
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第 8章新しい時代を迎えた第 6回拡張工事

直 第 6回拡張工事の施行

1. 城山ダム建設をにらんだ第 6@]拡張工事

。) I昭和39年夏期週水」が合言葉

馬入)11取水計画に基づいて第 6回拡張工事を施行するととになったが，本事業は従来の上流取

水に対して下流取水という根本的に異なる方式を採用していたのでp 技術的にも水質的にも新し

い取組みが必要であった。またヲ規模的にも横浜市及び横須賀市の上水道，横浜市工業用水道を

含む大プロジェクトでるったしフ しかもラ水需給が窮迫していた当時の状況からラ一日でも早く

稼働させなければならなかった。このためラ局の総力をあげてこの事業に取り組むこととしフ昭

和36年 9月には新たに拡張工事推進の拠点として馬入川取水事業建設事務所を設け， ζ

とに局内の精鋭を集め，上水道@工業用水道両事業を一貫して促進する体制を固めるとともにフ

拡張工事体制jに併せて市内給水体制の整備強化をも図るためフ局全般にわたる機構改革を実施し

た。

昭和36.37年度にわたり施行した臨時導水増強工事でなんとか昭和38年夏期まで対応し得る見

通しではあったが3 翌昭和39年夏期にはヲこの第 6回拡張工事の施設が稼働しなければ水需要に

対応できないと予想されたため，当初の工期を短縮しフ全職員が昭和39年夏期通水を至上命令と

しヲまた合言葉として懸命の努力を{漬けた。こうして3 昭和39年 6月には一部稼働にこぎつけp

翌昭和40年 6月には全面通水し，同年12月にすべての工事を完了するととができた。

この第 6回拡張工事は3 総合開発事業の開発水量 11，5nf/sccの配分に基づいてスタートし，

拡張工事完了時点の昭和40年の初めになってp ついても確定するまでになった。 11.5 

臼?横浜市工業用水26万3，日，己記ベースによる水量配分は横浜市上万7，

横須賀市上水15万日の合計60万ば/日であり，この水量比によって建設費の負担も決める ζ

とで合意していた。その負担割合は次のように共同工事に対する協定書で定められている。

科目 横浜市上水道 償浜 市 工 業 用 水 出 積須賀市上水道

導水工事費
187，000 263，000 150，000 
600，000 600，000 600，000 

浄水工事費
187，000 150，000 
337，000 337，000 

送水工事費
153，000 150，000 
303，000 303，000 

配水工事費
187，000 
187，000 

建 物 世};羽f 使途目的による工事費の率 使途目的による工事費の本 使途目的による工事賓の率

用 I也 費 使途目的による工事費の率 使途日的による工事費の率 使途目的による工事費の率

器具機械費 187，000 m' 150，000 
337，000 337，000 

事 す筆 費 各ユ司王貨の卒、 各工事裂の率

(註，)横須賀市の配水工事費と横浜市工業用水道の浄水工事費・送水ユ【事費・配水工事費・器具機械資
事務'f'1は，夫々 単独随行されたものである。
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ともあれ，第6回拡張工事は総額146億1，000万同(横浜市上水道55億 6，900万余同，横浜市工

業用水道及び横須賀市上水道の共同工事分90億 4，100万余円)で， ζれに県への委託工事として

城山ダム建設負担金・寒川取水施設建設負担金を加えると，馬入川取水計画は総額 241億円を要

する大プロジェクトであった。

(2) 水源施設と取水施設

1) 水源施設

第6囲拡張工事の水源は相模川総合開発事業に求め，そとへの共同出資という形で参画し，工

事は県へすべて委託した。その中心となる城山ダムの建設については，当初の完成予定であった

昭和39年 (1964) 3月より 1年遅れて，同年9月から標高 104mまでの一部貯水が開始され，翌

昭和40年 3月30日に工事は完了し，同年6月から全面貯水を開始していくという段取りになって

いたが， ζの最終貯水段階に入る直前の 5月27日に来襲した台風6号によって一挙に満水状態と

なり，ととに津久井湖がその全容を現した。

しかし，付帯工事である串)11と中津川の流域変更工事は補償交渉が難航したため大幅に遅れ，

串川の流域変更工事はようやく昭和45年 3月に完成したが，中津川の流域変更工事はその後に計

画された建設省による宮ケ瀬ダム建設と競合するととろから中止され，この間，開発水量の増加

や補償費の増加，更には工事費の見宜しなど多くの変更要因を伴ったため，数次にわたる負担額

の変更の結果，最終的には，昭和54年の時点で精算額の確定をみた。

完成した城山ダム (1城山ダム建設エ事誌」より)
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① 城山夕、、ム及び寒川取水施設の概要

(i) 城山ダム (ii) 城山貯水池(名称-津久井湖)

". 中左岸神奈川県津久井郡城山町JI日買浮水源 集水面積

位 置右岸神奈川県津久井郡津久井町太井字焚 一一一一一
j甚水面積

形 式| 重量式コンクリートダム

高 さ 75m 

長 さ 260m 

越流頂 標高 104m (2門)及び108m(4門)

堤体容積 362，000m" 

ゲートの種類 テンターゲート

有効貯水量
利水

治水

1，201. 3km' 

2.47km' -62，300，000m 

51，200，000m 

54，700，000m3 

124m 

95m 

総貯水量

常時満水位|標高

最低水位|標高

有効水深 29m

凶共同水路

石市玉訂 内径1.6m 延 長 川m

主主証一よどmf … 
側
一
位

7m 

34m 

中国 3.6m 

② 城山ダム等共同施設建設費の分担

(i) 城山ダム等共同施設建設費分担額一監表(計画額) ース)
〔単位:千円)

水 路 エ; 事

ダム工事
取中津水路)11 取串 )11 津池久井絡分水

取水工事 分担額計
分担者 事業名 小計

分担率 水路 連水路

分担率 金額 金額 金額 金額 金額 分担率 金額 金額

甲
治 水 11.4% 

9合 % 
(神奈川県) 756，000 756，000 

水 道
(15.8) 

1，445，000 15.83 110，782 38，653 80，100 (229，535) 
，22.7 168，390 1，843，390 14.0 230，000 

乙
一員L戸 Z行れし (16.9) 

1，545，000 16.92 118，411 41，314 85，615 (245，340) 
← 1，790，000 15，0 245，000 

(神奈川県)
言十

(32，7) 
2，990，000 32，75 229，193 79，967 165，715 

(474，875) 
22，7 168，390 3，633，390 29，0 475，000 

水道
(15，6) 

1，422，000 15，58， 109，033 38，042 78，835 (225，910 ) 
29，6 219，580 1，867，580 13，8 225，000 

丙 工業用 (15，8) 
1 ，4tll ，000 15，78 110，433 38，531 79，847 (228，811) 29.9 221，800 1，890，800 水道 14，0 228，000 

(横浜市)
き「

(3l.4) 
2，853，000 31.36 219，466 76，573 158，682 (454，721 ) 

59.5 441'，380 ※ 

27，8 454，000 3，758，380 

丁 水道 ( 9.4) 
858，00C 9.40 65，784 22，952 47，564 (136，300 ) 17，8 132，050 1，127，050 (1黄須賀市) 8，3 137，000 

水 道
(17，5) 

1，593，00C 17 45 122，120 42，.608 88，297 
(253，025) 

1，846，000 15，5 253，000 

戊 工業用 ( 9，0) 
825，000 9.04 63，264 22，073 45，742 

(131，079) 
956，000 水道 8，0 131，000 

〈川崎市) (26，5) 
2，418，000 26.49 134，039 (384，104) 

2，802，000 23，5 384，000 

メ口弘、 言十 (1∞ 0) 9，885，000 100.00 699，827 244'，173 506，00011，450，0001 100，0 げド141 9 8 2 0 1i 1※ 2，076，820 100，0 

(備考) ダム工事分担率欄:O)jカ'ツコ内数は、治水事業分担を除いた場合を示す。
※印lまg 城LLiダム等共同施設建設計画により市会の議決で得た金額である。
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(俄考)

取水施設2) 

本施設は下流取水と決った横浜市。横須賀市と一部を下流取水するととになった神奈川県の共

工事の施行は神奈川県に委託した。本工事は県の努力によって昭和39年 3月に完同施設でありョ

昭和39ζ の年9これにより一部取水が実現し，ダムは建設中であったが，成をみることができ，

年の全国的な異常渇水に大きな効果をあげることができた。

左t;-J: 神奈川県阿座如来川町山 lj)ul(I~1 20r立

山字川JJfi、4766番地先 共同市き2.5m，長さ 308.8m，

取水堰{立t1U
i与水路

111M2. 3m， 2，;主tII型
右岸神奈川県平塚市lH村字天

高皮肉さ2.3m，長さ292.75m，
神下6772番地の5):也先 l脳3.3m， 2 iDli自主J

標高 5m 
共同長さ80.5m，似20.0m，

耳元水 7](も1:
泌さ4.9m，2 i也，全容玉1

約10 ， OOOm'(計画水位t~{高4. 70m) 
ffl!: ゼ仔可ず ざ」 6m i尤砂、j也

高JLi: 長さ 119.0m， r11Jjj19. 9mヲ

i采さ58m， 2池，全容量
土匪 長 さ 270m *，J16， OOOm' (計画水位標高4.70m) 
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表 8-24 寒川取水施設



寒川取水施設全景 寒川取水堰堤

寒川取水揚沈砂池

図 8-8 寒川取水施設概要図
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(3) 導水工事

神奈川県 e 横浜市@横須賀市の共同施設である寒川の取7Jく施設から小雀浄水揚までの延長約 1

万 2，30urTI区聞に導水路を築造するものでラ横須賀市との共同施行であるがラ本市については上

水道省工業用水道を含めたものである。受水地点(寒}1 i)の標高は約 4mでありラ到着点の小雀

浄水揚の着水井は標高57mとなっているためー 2 

段加圧導水方式を採ノ吊した。

すなわち，まず，受水地点の寒Jiiに第1ポンプ

場を設t九 2，OOOmm)等水管延長約3，OOOmで茅ケ崎

市芹沢地点〈標高約26rn)まで導き，これより自

然流下で隆道や水路橋などを経由して小雀浄水揚

着水井直下(標高約16m) にいたり，ここに第 2

ポンプ場を設けヲ約40m揚水して小雀浄水揚着水

井(標高57m)に導水するものである。また3 途

中主主)1I小学校付近に調圧水槽を設けた。 寒川調圧水抗雪

国 8-9 ~事水路水位関係国

東
川
罰
則
刷
出

目

空E4Lj

い出土

第 8二事新しい時代を迎えた第5回拡張工事

口
閣
凹

ト臥 ωm

このうちヲ第 1.第 2ポンプ場工事は昭和37年 (1962)10月に着工したがっ昭和39年夏期通水

を最重点目;擦にして工事の完成を推進した。各ポンプ場はそれぞれ4台のポンプ設置を計画して

いたがヲ第 1段階として各 3台の工事を先行させ，昭和39年 3月までに完成をみラ一部を稼働さ

せてこの年の夏期対策から活用した。引き続いて昭和39年 1月から残る l台ずつのポンプ工事を

進めヲ翌昭和40年3月にはフすべての工事を完了することができた。

1) 第 1ポンプ場

第lポンプ場は神奈川県が施行する取水施設の末端に当る沈砂地に接続して築造した。ホ。ンプ

の選定に当っては，導水であるため水量変化はあまり行わないでよいことラポンプ効率の点から

なるべく大容量のものが望ましいことからョ 1台15万ni/日の容量と定めヲ対象水量的万ni/日
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第 lポンプ場内部

表 8-25 第 1ポンプ場施設

施 f誇

コンクリート造り 10m >(4J.図4mX水深5.6m

414.64rrf (29.2mX14.2m) 

351rrf. 

に対して 4台設置した。また，型は

保守管理が容易な横型両吸込渦巻ポ

ンプとし 9 更にポンプ設置位置も吸

水井と同一レベルとしてポンプ運転

始動時も支障をきたさないよう配慮

したほか，次期拡張時において増築

士首設が可能なように配慮した。

建設費 2{怠9，384万円i横浜市上水 9.948万円

横浜市工水 1億1，386万同

横須賀市上水 8，050万同

、土ヒ
ユε乙

口径900X800闘民出力ニ800kW，揚程二36m，水量二105rrV分 (150，OOOn1/日) 4台

2) 第 2ポンプ壕

ノト雀浄水場地下に設置した第 2ポンプ場は，隆道末端(標高16. から着水井(標高

へ約40mを一挙に揚水しヲ着水井へ導くものである。

当初?との第 2ポンプ場を小雀浄水場から上流 1，400m の境J1I付近に設け，ここから管路によ

り圧送するととも検討したがラ経費的に安く，かつ将来導水量の増加を図る場合に容易な捻i査に

より直接小雀浄水場に導水することがで、きるとする方式に固まり，また地質調査の結果，建設に

際して地下ポンプ場の湧水が比較的少ないことも判明したので，実施に移されるととになった。

工事中の主義2ポンプ場
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ポンプ容量については9 第 1ポン

プ場と|司i去の理由で 1台当り 15万d

/日として計4台を設置するととに

なったがラ地下ポンプ湯のためヲ

来増築ね:極めて困難であるので9 当

初から予備或いはポンプ取替えなど

も考慮して 9台まで設置できるよ

うに設計した。また 9 ポンプの型に

ついては，地下ポン きる限

りコンパクトにすることフ床面への



第 8主詳 新しい時代を迎えた第 6囲拡張工事

設置が容易である ζ となどの点からヲ立

型多段斜流ポンプを採用した。

な:s，ポンプ操作については，管理

L 小雀浄水湯本館に設けた中央管理室

で制御する集中管理万式へ組み入れると

同時にう現場操作でも運転手できるように

した。

7宿 3，739万円l MI M 2 郎即一一3恒組日41田1悶万

横浜市工オ水く 3{億意1，印O郎6万円

横須賀市上水 1億8，792万向 第 2ポンプ場内部

表 8-26 第 2ポンプ士号施設

:6 7fff~/.?_.L笠三日 橋 一一一主
いfシブ場|鉄筋コンクリート j宜上地下式内径24m，深43.6m最上層階は菊水井

第 2ポンプ場い、 J 口径90伽 lX口径900mm，出力ニ1，050間，高さ =45m，水量ニl05m"/分
hk〉ブP
ド J ノ I(150，∞Om'/日) 4台

鉄筋コンクリート造りヲ内径25.41mX水深3.6m(第 2ポンプ場最上層階)
着 水 井卜芳水安二|ボックスグーダー隠2.8mX長19.4mX水深3，345m(水路部)

| !鉄筋コンクリート造り p 幅9.5mX長12.0mX水深3.2m~6.2m，総有効容量2 ， 190m'

図ふ10 第 2 :t'ンブ:r:;~一員長l~ íZl

い段断函図

3) 口径 2ラ 080~mn 導水管

与F菌図

第 lポンプ場から寒jIJ神社前を経て茅ケ崎市芹沢地内の導水港道入口まで，総延長 3，055m

(P Sシリンダー管 2，640mラ鋼管 425m) にわたってヲ口径 2，ODOmmの導水管を布設した。この

間，途中目久尻川は水管橋で渡し，小出川は伏越し，宮山地区に調圧水槽を設けた。
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ζのうちD 隆道入口に近い小出)l!付近は地盤が軟弱な水田地帯のため鋼管を布設する ζ とにな

った。工事の着手は用地交渉の関係で昭和37年11月と遅れたが，水田の水張り前に完了すべく努

め9 翌昭和38年 5月末にはなんとかとの水田地帯の布設を終り，J::流部@下流部の接合を待つ段

階にとぎつけたものの 9 心配した梅雨時に入ってしまった。

しかもヲ この年の昭和38年 6月 3日から 5日にかけて降雨量が 184.1rnmに達する集中豪雨があ

りヲ小出)けがj日濫した。とのためp 布設現場は水深 1.5mに達する洪水によって，埋戻土がほと

んど洗い流されるという非常事態になりう両端が未接合の空管状態の 2ラOOOrnrn鋼管は浮上の危険

にさらされノてしまった。

激しくふりしきる雨をついて， ~ijï員は吐泥弁を聞き洪水を管内に逝流させるべ〈必死の応急作

業を行った。現場は濁水が渦巻き作業は困難を極めョ辛うじて一部の浮上(延長 335mのうち約

70m部分が浮上)にとどめることができたが，その復旧作業には 1か月もかかるという不運に見

坪われた。

ζ の上う ι 軟弱地盤と天災で工事は難航したが，工事関係者の懸命の努力に支えられて同年

の11月には完了し、翌昭和39年の夏期対

口径 2，OOOn皿導水管布設工事

策に間に合せることがで、きた。

建設費6億 593万円

l-横浜市工水

横須賀市上水 1億5，100万円

1億8，820万円

2 673万円
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4) 導水隆道と水路橋

茅ケ崎市芹沢地内p 口径2ン OOOmrn導水管の末端から藤沢市を経て小雀町に至る延長8，340.5mの

区間に導水路道を築造したが，途中9 引地}11と境川の横断地点は水路橋とした。このうち，浄水

揚に近い境}11地区の水路橋には，停電等の事故による逆流溢水を境JlIに放流する設備が設けられ

ている。

隆道工事は昭布136年11月に着手しラ 4工区に分げて並行して工事を進め，昭和田年12月末に完

成した。本工事は 9 湧水が多く支保工の増強を行うなど難航していたがヲ不幸にも昭和38年 1月

には藤沢市亀野井付近で搭盤事故が発生して 3名の尊い人命が失われ，翌月には同市石川町付近

でも落盤事故が発生して 1名の犠牲者が出た。

なお，本導水路工事は落盤事故のほかにも 2名の犠牲者を出す難航工事であったが9 工事関係

者の努力によって昭和誕生ドの夏期対策に間に合せることができたQζζ
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第 8章 新しい時代を迎えた第 6回怯張工事

冥福を祈りヲ併せてその労苦に敬意を表する次第である。

な$，二つの水路橋は昭和37年10月に着工されラ昭%il39年 3月末に完成した。

建設費

導水!泣道 14f意9ラ 377万円

水路橋(引地川，境J!1) 6億7，129万円

計 21倍~6~ 506万円

レ
トづノ

水

水

上

上

工

市

市

市

賀

浜

浜

須

横

損

横

9{志6，560万円

6f意6，561万円

5億3ヲ385万円

留か11 導水自主送縦断面図

道断面図'8'

ヲi地J!I水路橋 境川水路橋

5:J5 



表 8-27 導水施設内容

施設| 構 造

導水隠道|コンクリート造，高幅共3.2m，馬蹄型，勾配=山500延長=8，抑 5m

吐|延長=414m，勾配=1/1500，ボックスガーダー35mスパン10連， 14mス
第 l水路橋|
(号|地川rlパン 1連，ランガー50mスパン 1連

|延長=394.5m，勾配=1/1500，ボックスガーダー36mスパン 8連， 29m
第 2水路橋|
(境川)"~ Iスパン l連， 17.5mスパン l連，ランガー60mスパン 1連

(4) 浄水工事

小雀浄水揚は横浜市上水分18万7，OOOnl'/日，横浜市工業用水分26万3，OOOnl'/日，横須賀市上

水分15万nl'/日の合計60万nl'/日を処理するため築造したものである。寒川取水点から小雀浄水

揚までは三者(横浜・横須賀両市の上水道及び横浜市の工業用水道)の共同施設であり，場内の

着水井以降の浄水施設については，上水道については横浜市と横須賀市の共同施設として，ま

た，工業用水道は単独施設となっている。施設の操作については，浄水揚本館内に設けた中央管

理室で，上水・工業用水ともに集中管理する方式とした。

本浄水揚用地は22万 650nl'に及び，横浜市と鎌倉市にまたがっており，土地所有者も 84名と多

数にのぼり用地交渉は難航したが，ょうやく昭和36年 (1961) 7月に買収を完了し， 11月からは

整地工事に着手して翌昭和37年 6月に整地を完了した。この整地工事がほぼ、完了した昭和37年 6

月1日に， ζの小雀海水場建設現場で馬入川取水事業の起工式を挙行した。

浄水場建設予定地は，山林や畑という現況のため，工事着手に先立つて，工事用道路の築造，

建設用の水道管などの準備工事を進め， 10月には完了， 11月から本格的な建設工事が一斉に開始

された。

工事の施行に当つては，昭和39年夏期に少なくとも一部稼働させることを最大の日擦に，沈澱

池については 8池のうち 4池を，櫨過池についても28池のうち14池を先行着手し，ともに昭和38

年度末までに完成させ，引き続いて残工事に着手して翌昭和39年度末にすべてを完成させ，夏期

工事中の小雀海水揚
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対策に対応した。また，現地はか

なり起伏に富んだ地形であったの

で，それをできる限り有効に生か

すように施設を配置し，急速に沈

澱させその沈降効果を上げるため

パルセーターを採用するなど，多

くの新しい試みを取り入れた。完

成は昭和40年3月で，以後本市最

大の浄水揚として威力を発揮して

いる。



第8章新しい時代を迎えた第6回拡張工事

用地費 3f意5，907万回 66，863.5坪 (220，650111)

建 設 費

高速接触沈陵地 4{意3、500万同

急速謹過池 5{意8，800万円

浄水場本館 4{意5，064万円

表洗水槽 5，900万円

逆洗水槽 3，100万円

薬品館 1{意1，000万円

調整池 3{意4，000万円

整地その他 2f意4，111万円

τ日ii' 22億5，475万円

(横浜市上水 辺 信 川 万 円

横須賀市と水 9億7ヲ572万同

表 8-28 上水浄水施設内容

一一
工 王子 施設名 7形 ヰ犬 寸 法 :数 量，

j広 水 導 入 管 11q{歪1，650mm鋼管?延長:246m 

~;t 澱 池
鉄筋コンクリー卜造ヲ中高25.7mX長31.6mX水深ι5m，

高速接触沈澱池 上昇流速50mm/分司スラッジ・ブランケット型ヲ

標準処理能力 Qニ 50，OOOm'/日 8池

急速 i慮ifil1i也 急速泌過 i也
鉄筋コンクリート造， 中日10.2mX長13.2m，熔過面積:116m'， 

重力式9 標準液過速度125m/氏標準i慮過能力 Qニ 14，5∞nf/日28池

本 館 オミ 告官 鉄筋コンクリート造，地下 1階，地上 2r;弘延面積3，560m' 1椀

本館調繋池j主給水路 2.5m X2.4m 隆道:延長32m，口径2，OOOmm!t岡管，延長40m，

かi 1α?~ j也 誹j オ~it欠 7也 鉄筋コンクリート造p 幅80.4mX長69mX有効水深 4m， 

日干7](量22，190m' 11也

鉄筋コンクリート造円形水槽，内径194m，有効水深 3mヲ
逆流洗浄水槽 逆流洗 N十水槽 貯水量880m' 1槽，揚すいポンプ:口径300mm，吐出量llm'/分，

全揚程35m，出力95kW，両吸込渦巻ポンプ 2台

鋼板製高架式円形水槽，内径15m，J1'i二水量350m' 1槽
表面洗浄水槽 表面洗浄水槽 揚水ポンプ:口径160mm， 吐出量 2m'/分， 全揚程50m，

出力30kW.，片版込多段タービン・ポン 7' 2台

指ド J尼 iili jJド 7厄 j也 容量 1，100m'

鉄筋コンクリート造，地上2階，延荷積1，080mヲ H束
薬 ロ口ロ 告官 液体硫酸バンド注入装置:最大注入量2.5m'/時 3台

薬 口日日 自E 薬品注入設備 ソーダ灰乾式注入装置:最大注入量1，450kg/時 3台

前塩素注入装置:滅菌機50kg/時，気化器100kg/時 2台

後塩素注入装置:滅菌検時，気化器40kg/時 4台

硫酸ノ〈ンド貯留槽 硫酸ノぐンド貯EZ槽 鉄筋コンクリート迄円形槽，内径5.6mX荷 5.2m，

貯蔵量100m'2槽

自家用発電室 鉄筋コンクリート造9 幅9.5mX長 5mX高6.8m，面積143m' 1棟

自家用発電室 フマt、♀ 電 設備 輸出力2，500kV A，電圧3，150V，周波数50日z発電機 1台

出力3，OOOPS，回転数500rpm，ディーゼル機関 1台
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第8章新しい持代を迎えた第6囲拡張て事

完成した小雀海水揚

(5) 送水工事

送水工事は小雀浄水揚から戸塚区上郷町の分水池(現在の朝比奈分水池)までの聞は横浜市と

横須賀市の共同工事として施行し， ζの分水池で両市の施設が分離され，それぞれの単独施行と

なった。

工事は，小雀浄水揚の調整池に隣接して送水ポンプ施設を設け，とれより口径 1，800皿送水管

5，156m を布設し，途中柏尾)11と東海道線を横断して戸塚区公田町地内に築造する送水隆道に連

絡し，送水隆道はとれより同区上郷町に築造する分水池に到達し，分水池で両市の配水施設に分

水するもので，昭和36年 (1961)12月に送水隣道の測量工事から開始し，全工事を昭和38年度末

完成を目指して努力していた。しかし，

遅れ，昭和39年 6月にようやく完成し，

送水管布設工事が軟弱地盤と湧水に悩まされて予定より

夏期対策に間一髪で間に合うという状況であった。

建設費 送水ポンプ設備 1億5，525万円

8{意4，165万円

4億3，200万円

送水管

送水磁道

分水池

計

7，000万円

14億9，890万円
(横浜市 7胤師同

横須賀市 7億4，203万円

表 8-29 上水送水施設内容

工 種 施設名 青3 状 寸 法・数 量

鉄筋コンクリート造り，幅8.9mX長80mX両11.4m，延面積712rr:f
ポンプ室 ポンプ室 送水ポンプ・口径700min，吐出量65rr:f/min，全揚程37m，

出力5001仰両吸込渦巻きポンプ:6台

送水管 送 水 管 口径1.800mm鋼管及びダクタイル鋳鉄管，延長5，088m

送水隠道
流 入 口 鉄筋コンクリート造り，幅8.0mX長16.0mX水深4.8m
送水隆道 2.5mX2.4m馬蹄形，勾配 1/1500，延長3，755m

分水地 朝比奈分水地 鉄筋コンクリート造り，円形地下式，内径19.6mX水深 3m，計量堰 2門
司
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図 8-13 送水隆道縦断面図

送水隆道総延長 l=3，75別

(6) 配水工事

上郷の分水池で横須賀市との共同工事が終

り，とれから横浜市単独の配水工事となる。

もあり，計3ノレートの配水工事となった。

その第1は金沢地区に対するもので，分水

池に接続して 1号隆道配水池(延長 937m，

貯水量6，080nUを築造するとともに口径700

阻の配水管(延長 2，979m)を布設して既設

の金沢配水幹線に接続するものである。

図 8-14 分水池平面図

その第2は磯子・南地区に対するもので，当初，①分水池に接続して 2号隆道配水池(延長

5，200m，貯水量4万3，000n::r)を築造し，これより口径1，200皿-1，100J脳配水管(延長2，760m)

を布設し，既設磯子・根岸配水幹線に接続して増強を図り，②2号隆道から既設港南騒道配水池

まで口径1，500皿連絡管(延長3，700m)を布設して南地区の増強を図るとともに，③港南陸道配

水池から口径 1，100皿-600皿配水管(延長5，700m)を布設して既設関外配水幹線に接続して増
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第 B章新しい時代を迎えた第 5回拡張工苓

強を図る計画であった。しかし9 都市計画に基づく洋光台団地造成計画(施行主体日本住宅公団

@現住宅都市整備公団〉が具体化したため，計画を次のように変更して施行した。す左わちタ 2 

号騒道配水池が団地建設と競合するためラ延長を短縮(計画延長5.，200mを4，020mに変更して築

造，貯水量も計画の 4万3，OOOnfが 2万8，300nfと減少〉し，その代りに洋光台団地内に隆道と接

続して峰配水池〈貯水量1万4，400Lrf)を築造した。

乙の洋光台団地造成言i-画はシ日本住宅公団が土地区画整理事業として磯子区から南区にかけて

約200万d，戸数約8，500戸の大団地を昭和45年度末までに完成させるというものであった。 2号

されたため3 既設港南陸道配水池との連絡管 (1ゴ佳1， 350mm)は計画延長3，700mv仁対

して 4，950m と延長増となりヲまたこの大団地の出現により ζの方面て?大量の水需要が生ずると

とからヲ関外配水幹線への増強は取り止めた。

その第 3は戸塚方面に対するものでフとれは小雀浄水;場から直接配水管を布設した。す左わ

ちp 小雀浄水場の調整池から口径700rnm配水管(延長5，238m)を布設して既設戸塚配水幹線に接

続しフ戸塚地区の増強を図ったものである。

とれらの施設によってヲ従来西谷浄水場の末端となっていた本市南部地域は大幅な給水改善が

図られた。ま?と、既設港南隆道配水池(道志@相模湖系統)と馬入!日系統とを連結したととは9

巨大化する配水管網の市内配水の有機的な総合調整へ第一歩を踏み出したことを意味しており s

その意義は極めて大きなものがあった。

本配水工事は 1号|鐙道を昭和38年 6月に着工したのを始めとして，戸塚線白金沢線

と相次いで進めフ翌昭和39年 1月には 2号陛道の着工，続いて連絡管工事， 1峰配水池ぅ同ポンプ

場と II~賢次着工していった。このうち 1 号陵道は昭和39年 4 月 ι 金沢線は同年 5 月に完成し，

その年の夏期対策として馬入川の水が磯子@金沢方聞に配水可能となった。次いで戸塚線が同年

12月に完成したが 2号除j芭については地質の関係から支保工の増強を行うなど工事が難航し2

表 8-30 配水施設

立; 手重 | 施設 名 青3 :犬 寸 iiミ 数 量

1号隊道配水池
コンクリート造り，高さ・幅共3.4mX3.4m，罵JP;(i形
1 =1/2000延長856m，有効貯水量6，080m'

目宝j差配水池

自己 2号隆道配水池
コンクリート造り，高き 'Ipffi共3.4m'X3.4m馬蹄形

オt
I ニ 1/4000延長4 ， 040m 有効~.'î 水量28 ， 300m'

j也
間己 7J( 池

鉄筋コンクリート矩形造， '1I記49.4m X長59，15mX深6.9m
曲面 有効貯水量14，400m'1池
壬員又凡

峰自己 7J(池 鉄筋コンクリート造，幅6.5mX長49.4mX局11.4m 
ポン プ 場

1仁!径600mmX 600mm，高さ 19m，出力220KW，水量51m'j分渦巻ポンプ4台

管 理 ニ京ι 鉄筋コンクリート造り 179m'

1'iJ3 連絡管 連 車各 管 口径1，350mm，延長5，1l0m

水 金沢田己水幹線 口径7001叩1，延長2.916m
管

戸場:自己水幹線 仁l径700mm，延長5，238m理 配水管
施 口径350mmX 200mm.高さ60m，出力21OKW，水量16rrf/分渦巻ポンプ3台
壬H又'" 戸塚配水ポンプ

| 口径250田皿X125mm，高さ60m，出力110KW，水量7.7n1/分渦巻ポンプ1台
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ょうやく昭和40年 5月に完成，同 6月には連絡管が完成してD 昭和40年夏期には港南陸道との調

よる市中心部への応援体制が可能となった。また， I峰配水池は同年10月κ3同ポンプ場は遠

方計測設備を含め翌昭和41年 1月にそれぞれ完成した。

11重t~6 ，

2号隆道 8億 400万円

金沢配水管及び配水ポンプ 2 80万円

戸塚配水管及び配水ポンプ 2{意4，378万円

臨道連絡管 b 300万円

i峰配水池 3 400万円

608万回

liI 8-:5 上水遊園E水施設水位関係図

戸居塁線

!f回目 回 Om/m璽国

一
口
川
州
出

図 8-16 1号隠道配水池縦断iiil図
鵬点

4事l面図

川強怠
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第8事新しい時代を迎えた第8回拡張工事

図 8-17 2号隠道配水i也綴断面図
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闘争19 峰配水池一般平面図

第6回拡張水道施設概要図
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第 8主事 新しい時代を迎えた第6回主主張工事

2. 工業用水道専用拡張工事 工業用水道第エ回拡張工事一--

馬入JII取水計画に基づく工業用水道事業の第1回拡張工事比導水施設までは水道事業との共

同工事として，以降の小雀浄水場内の着水井からは分離して工業用水専用施設として施行した。

工業用水の海水施設は小雀浄水揚構内の鎌倉市寄りに建設されヲ用地も工業用水道専用地とし

て水道用地 1νアF

仁ノ 」 (6万1， 555nf， 8， 947万円〉したものである。

浄水施設には循環型高速沈殿池を採用 L，取水量全量処理 (11326万 3ラ000rri' ，後に城山ダム

の一部計画変更により 24万6，OOOm'に変更された。)の場合は 6池の建設が必要であったがヲこの

うち司当r百急を要する根岸湾埋立地区と戸坂内陸部の工業地帯向けに日量15万dを供給する計画

に基づいて 3i'iftを築造した。これに付帯して沈殿した処理水の貯溜施設として調整地(有効貯水

量1万1，を建設し，このほか薬品注入設備等の諸施設も設置した。

ζれらの工事は昭和38年 4月に沈殿池築造工事から着手し3 付帯工事を含めて昭和40

:'Lp12月に完成をみた。

送配水は 2 小雀浄水揚から給水地点まで自然流下に上って行われている。

送水施設は①調整池から口径 1，200mm送水管を戸塚区(現栄区)飯島町まで布設しp ここで第

l送水隆道に連絡さ仕て南区(現港南区)野庭町に導き p ②更にこの地点から口夜 1，5叩 mm送水

してフ笹下町地区の第 2 に接続し3 この第 2送水隆道は磯子区森町を経て磯子

町の流出口にいたるがラ③その流出口には管理室(間坂詰所)を設けてここで送配水の制御を行

い， ζ れより口径1， 500皿~200mmの配水管により根岸埋立地区へ給水する。また，戸塚内陸部に

対しては予第 1 送水磁道流入口付近に分水井(戸塚接合弁〉を設け，これよりロ径800皿~150mm

の配水管を布設して給水するがフこの制御も間坂詰所で集中管理されている。

工業用水道ノト雀沈毅j也 拍尾)ll水管療
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とれらの工事は昭和37年 1月から順次着工され，附帯工事を含めて全工事が完成した

のは昭和40年11月であったが，工場側の要望と水需要の逼迫から， J運水可能念ものはできる限り

実施する方針のもとに工事を進め，昭和39年 6月には戸塚地区の一部に3 更に翌昭和40年4月に

は磯子地区の一部に給水を開始した。

な~，乙の間は暫定料金として扱い9 昭和40年 9 月の全部通水を待って，正式の料金を徴収し

た。

図 8-2'1 工業用水道水位関係図

E目
間
凶
凶

岡
同
凶

日
閣
閣
凶 l『巨亙f\..'~自

隠 8-22 ヱ業用水道小雀沈澱;也平面図
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第8章新しい時代を迎えた第6回拡張工事

表 8，-31 工業用水道施設内容

エ 種 施 設 名 形 tk 寸 法 数 量

高速接触沈澱池 鉄筋コンクリート造，スラリー循環形，内径32mX深 3m-11m 3池

連 絡 水 路
鉄筋コンクリート造，幅2.4mX高2.31m，延長34.3m

浄 幅1.5mX高2.32m，延長46.5m

沈澱池 連 車各 井 鉄筋コンクリート造，内径12mX両3.4m-7.55m l池

* 連 車各 管 口径1，350mm，延長383m

古車
鋼板製，液体バンド貯留槽，径5.0mX局3.5m，2基，容量69凶/基

7容解槽，径2.0mX高2.0m (鋼板製) 2基
薬品注入設備

ハイエイド 貯留槽，幅2.0mX長1.5mX高1.2m (鉄筋コンクリート造
雲民九λ l槽，容量3.6m"

調整池 調 整 j也
鉄筋コンクリート造 I隔46.5mX長60.5mX深 6m， 

有効貯水量11，000IU' l池

送水管 立主 水 管ー 口径1，200m田，延長4，748m，口径1，500mm，延長2，549m
送

水 送 水 隠 道
コンクリート造，幅高共2.0m等馬蹄形 1=1/2000， 

方面
延長 l号隆道3，360m， 2号隆道1，899m

送水隊道 戸 塚 接 合 弁 鉄筋コンクリート造，幅3.0mX長1.65mX高4.5m
言立

間坂接合井 鉄筋コンクリート造，幅7.0mX長5.5mX高8.7m-5.0m 管理室71m'

口径 800mm

口11:700mm 11 3，06711 

自己 戸塚配水管 戸塚配水管
口径 600mm 85411 ~8.839m 
口11:400mm 11 18011 r -， 
口径 200mm " 1，48211 

水
口径 150mm 11 75211 

口径 1，500mm 延長 293m 

口径 1，000mm 11 81611 

施 口径 900mm 11 71011 

口径 800mm 11 2，77011 
根岸配水管 根 岸 配 水 管 口径 700mm 11 3，87711 9，995m 

設
口径 500mm 11 38811 

口径 450mm 11 12011 

口径 400mm 11 12411 

口径; 250mm 11 84311 

口径 200mm 11 5411 

工業用水道根岸地区配水管布設工事 根岸埋立地区
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塁塁 8-32 第 11ヨ拡張事業費及び財源内訳
(単位:円)

主主菩下ヨ;;;「工，000 寸;;

事ij ::r当日;iilili--日
昨日;l12;:21172212211;;:21111:312hr:

:lj 
副用地費・補償費| 一 65，8301 625，620114，887，2951 269，3叶

訳|費 γγ :;:::::11:::;::出玉走::;!ぷ121721;旧:229
円吉一一下五口広13司1，216，994，39012ヲ922五日司1，899，423，5031 217，421，112116，522，147，138 

建設手 J息 ーイ 20，550，4661 肌 367，9331 159，117，2791 -11 

合計おJ，到 13811，237，544，85613，0肌 345，92812ρ58，540，7821 21'7，421，11211 
国庫補助金 1 45，000，0001 216，000，0001 450，000，∞01331，000，0001 36川，OOC 川 78，000，000

f政 府|…∞ 1 3…可出 1t出
品与す引-些875，y-A-l-3ωoH:出同一;日2721，;::::::
債 i会J上級言111;;:江川 ::::2:;;;ド;:::::::::11271:::!;::2::::間出:!?

品
首
席

一一吋
一

L

工一旦一日一

関
一
川
一
一

源

一

0，主)年度区分はわ翌年度への繰越額を含む。

図 8-23 工業用水道第 1図拡臣室概要縦断図
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第 8章新しい時代を迎えた第呂田拡張工事

図 8-24 エ業用水道第1[司拡張施設概略図

.0600 屯 ， 王子'200 ，0JOa 
←町一ー寸

(戸主主事接岸地区〉

小雀沈澱池

平
戸
川
水

町LJ

'"、
掘割川水管橋 約一一
〆500 〆250

工業用水道の拡張工事の悩み

創設の工業用水道を建設するに当っては，工業用水法に基づく地盤沈下対策として実施した。

また 9 その対象も既存工場であったこと 9 更に水源についても河水統制事業計画のなかで既に工

場用水量が配慮されていたととなど，基本的条件がかなり揃っていたといえる。

とれに対して3 今回の拡張工事は全く事情が違っていた。工業用水道に対する国の方針は?当

初地盤沈下の防止を図るため地下水汲上げを規制しラ工業用水道に転換させるための工事費に対

して国庫補助を前援にその施策の展開を図ったがヲその後， さらに日本経済の自立を目指した積

極的な産業政策がとられヲ工業用水道についても産業基盤の整備の面から，工業地帯の造成にか

かわるものも国庫補助の対象になった。

横浜市に沿いても q 国の産業政策の大きな柱となっていた加工貿易と重化学工業の振興策に沿

い2 横浜港という有利な環境を生かし9 これを中心として工業適地を開発することがp 戦災と接

収による戦後の復興の立遅れを解消する重要な施策として考え，積極的に ζの振興策を進めてい

た。すなわち，昭和30年 (1960)代に入ると p 臨海部の埋立造成と内陸部の開発を柱とした工場

誘致策を積極的に展開していた。

ζの新しい工業地帯の造成にはp 工業用水の確保が必要な要件で、あった。 ζのころ，横浜の工

業用水道はョ日量11万 7，000m3の創設事業がようやく完成に近づいた時期であり，まだ経営実績

は全く無いという状況にあった。このような誕生期にある工業用水道事業に対して，拡張工事は

新たに大きな課題を負わせる ζ とになった。

その第 1は，需要者がこれから進出してくる工場であるためヲ工業用水の需要量調査が極めて

難ししまた実際に給水するまでには進出工場自体にも変更があったなど，流動的な酉が多かっ

たことである。しかも，誘致企業の多くが大規模な用水型産業であったためヲ全(体本需要量として

は創設工事の規模をはるかに超えるものとなつた

3泊8年度中に給水開始を要望する工場もあれば3 完成がかなり先にのびる工場もあるなどで，給水
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開始後ヲ施設の稼働率があがるまでにはか念りの年月を要するととが見込まれヲ経営上は既設工

場を対象とした創設事業に対してョとの拡張工事は極めて厳しい条件となっていた。

その第 2はp 水源確保の問題であるがラ工業用水の給水計画としてはヲ ζ の拡張工事で当面急

を要する根岸埋立地区と戸塚内陸地区を対象として3 当時予定されていた金沢地先の埋立工業地

痛については次期拡張工事で対応する方針であった。しかしョ水源対策としてはフこの次期拡張

工事予定分(日量 11万3，も含めて城山ダム建設計画に参加しなげれぼ，将来水源、の確保

が事実上不可能であるため，創設事業の 2倍を超える新規水量(当初計画日量 26万3ヲOOOnI，後

に確定水源とレては日量 24万6，により参加せざるを得者にかった。したがってP ζ の次期

拡張分の水源開発費は大きな先行投資負担と念りョこれに加えて今回の第 1囲拡張工事について

も進出工場の操業にずれがあってア

も先行投資的要因となってしまった。

までにかなりの年数を要すると まれるためョこれ

工業用水道料金につhては，国庫補助金交付のうえから政策料金として

められており，この料金を超える場合は事業体と使用工場側とが協議して建設資金の一部をそれ

ぞれ負担するというのが国の方針となっていた。しかし3 当時の横浜市の実情では市民生活に直

結する水道事業ですら財政の負担に悪戦苦闘している状況てやあったからz 工業用水道に投資する

余力など全く念かったのである。

とζ ろが9 頼りとする国庫補助金払拡張工事に着手する昭和36年度からョ四大工業地帯につ

いては当初の補助率が下げられてしまった。との資金調達の問題を解決できたのは3

工事関係者と進出工場の拡張工事に対する理解と熱意の賜であった。

国の方針としては第 1回拡張工事のうち先行設安部分に国庫補助を認める ζ とに難色を

室長 8-33 補助制度と最大補助率

ス)(資源開発卒業

出笠宣世主主 :Jj;;;臨書評一一
30 (25) 

20 

)内は富裕団体
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三豊 8-34 妥当投資額計算基準料金単価の推移
昭和31~60年度

昭和61主戸支以降

第 8童新しい時代を迎えた第呂田拡張工事

(単位:I司1m')

一般事業 小規模事業??ベ」竺 50年度以前の事業 51年度以降の事業 (規模が30，000凶/日以下のもの)

地盤沈一ー対策事業 32 48 43 
回大工業地帯

基盤務備事業 34 58 53 

羽7 -工特 地盤沈下対策事業 27 41 36 

その他lの地域 基耀整備事業| 28 50 45 

示していたが，単独で、水源開発を行うことが不可能となっている実情が理解され3 事業全体を補

助対象として認めるととになった。

一方ラ局内でも 3 建設費をできる限り圧縮する努力がなされ，進出工場仮liで、も先行投資分に対

し全額一時立替負担し，この立替分についてはョ工場{員liと再三協議を行った結果D 次期拡張工事

の需要工場から徴収してこれを返還することで合意に達しラょうやく資金調達の目途がたった。

ζ の第1囲拡張工事は昭和36年に着工し，昭和39年完成を目指して進めたがう完成の前年には

次期拡張計画が具体化し，その資金計回を早期に確定する必要が生じたため会昭和38"39両年度

は予定額を計上して ζの追徴還付の精算を行う ζ とになった。とれによるとフ総工事費予定額は

70f意7，838万円で9ζ のうちD 工事負担金や無利子縁故債等により先発各社が資金を拠出する額

は23億177万四でう申込み水量は全体で 1呂10万 2，800ぼであり， 1 ni当り 2万2，391同となって

いた。この総拠出額約23億円のうちヲ先行投資にかかわる額を除いたものは19億 6，691万円で3

しかも日量15万niの満度に達した場合で算出するとヲ lni当り l万 3フ113伺となった。 ζ の額が

各先発会社の本来負担すべき額でありヲ実負担額 2万 2，391向との差額 lni当り 9，278円を過剰j

負担していることになり，これを次期拡張工事の需要者から徴収して返還するという ζ とになっ

た。この結果，先発会社の立替総額は 9{意5，378万円に達したがヲ ζの資金協力があって事業の

推進が図れラまた次期拡張工事の水源も先行取得できたのである。

このような状況でラ度重なる工場側との協議を行ったためヲ各地区ごとに利用者連絡会が結成

されフ全体をまとめながら協力するという局と工場側との協力体制が固まっていった。乙の各地

区の利用者連絡会はその後次第に統合されヲ昭和54年には全地区が一体化され横浜市工業用水協

議会となって今日に至っている。

昭和34年 8月 中@磯子地区入社会 昭和壮年 2月 戸塚地区工業用水利用者会

昭和38年 9月 利用者連絡会(創設関係) 昭和54年 4月 横浜市工業用水協議会(統合〉
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水源対策と財政問題

L 水源開発優先の時代へ

経請の発展と首都圏の水事情

日本経済は昭和30年代後半から驚異的な高度成長期に入り，激しい勢いで人口と産業

の都市集中が始まった。これに伴って生活用水や産業用水などの消費量が急増し，大都市を中心

とする水需給の逼迫は大きな社会問題と在って1"った。

ζ の間，国の水源対策としては，昭和36年に水資源開発促進法と水資源開発公団法を制定する

など制度改善に向けての動きがありラまた昭和41年には公害審議会が厚生大臣の諮問に応えて

「水道の広域化方策と水道の経営特に経営方式に関する答申」を提出しヲ水源開発に対する国庫

補助と水道広域化の推進の必要性を提言した。 ζれを受けて翌昭和42年には水源開発と水道L広域

化に対する国庫補助制度が設けられp 財政援助対策も行われるようになった。

しかし各地域の水道事業の状況は3 周辺の水源適地をすべて開発し尽くしておりラ今後新た

に開発し得る水源はまずまず遠くなって単独開発は不可能で3 水源地域対策や水利権の調整など

広域的対応の問題がクローズアップされぅ各地の水源開発計画は遅々として進まないのが実情で、

あった。その結果，各地の水道事業には水源開発費の高騰と工期の長期化が重くのしかかり 9

道固有の先行投資性が一段と高まり p 水道財政を圧迫していった。

東京を中心とする首都閤の各都市はとりわけ深刻な水不足問題を抱えており， ζれを救う最大

の道は利根川の開発にあった。

利根川はラ昭和37年 4月ヲ淀川とともに水資源開発水系として指定されフ昭和39年には第 1次

利根川フルプランと称される利根川総合開発計画が策定され，首都圏の水源開発計画として大き

な期待を担って具体化に歩み出したのマある。その後， ζ のプランを推進すべく東京・千葉@埼

玉各都県Kこ神奈川県も加わって利根川水系開発促進協議会を発足させたが，との利根川フルプラ

ンでは9 その流域の各県或いは同河川に依存せざるを得ない各都県の手当11こ追われ，遠く首都圏

南部に位置する神奈川県域まで対象とすることは極めて困難な情勢にあった。(その後3 昭和45

年の第 2次ブノレプランでは神奈川県;域に対する配分水量は零となっている。)

富士川導水計画

このような背景のもとにヲ建設省では，更に広域的大規模導水を検討するためヲ

る富士川iに着白 L，昭和38年から昭和40年にかけて東京都。神奈川県 a静陪県への分水を目的と

した富士)11導水計画調査を行った。厚生省も 9 昭和42年から翌昭和43年にかけて京浜地区富士川

っている。

も3 これらの調査と並行して富土の調査を行った。これはp 神奈川県が有力
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第 8主主新しh 時代を迎えた第6回拡張工事

な次期水源として調査を開始した 図 8-25 醤土)11沼匂)11取水事業計画図

酒匂川に富士Ji jの開発計画を有機

的に結びつけた燥大友構想で，富

士JIIに関しては昭和37年に基礎的

な調査を行いラ翌昭和38年 6月に

富士川@酒匂J!I取水計画としてま

とめる一方ヲ昭和50年まで更に詳

栴た導水路や富士山下流域の水系

調査を続けた。
。/.よい」叫 k 山川 一一一九九円山ふ

ζの構想では，東京都南西部，横浜市ラ川崎市p 横須賀市，小田原市q 神奈川県営の各水道の

給水区域を対象と予定い昭和160年の水需給予測をもとに，取水量は富士J!Io沼匂]11水系に相模

ロ馬入)11で海に放流され〆ている自然流水を加えて考えられている。

富士川水系

酒匂Ji!水系

その他馬入川自然流水量

日量 3，945ヲOOO:rr{

日量 2，000，OOO:rr{ 

日量 740，OOOrrf 

日量 6，685，OOOrrf 

富士川lの取水地点は，下流における濯蹴用水が少ないと推定できる ζ と，開発の発電使用水量

を最大限に活用する ζ とう自然流下式の遠距離導水路となるためかなりの標高を必要とすること

などの理由から p 河口より約 22km上流の山梨県西八代郡栄村地点(標高 90m)を想定した。ま

た9 導水路、は山梨・静岡。神奈川の 3県と東京都にまたがりヲ総延長は約 136kmに及ぶが遠隔大

量送水となるため自然流下式の隆道を基本とし3 ①途中酒匂川横断地点で同河川の水をポンプ揚

水して合流させラ相模川横断地点、で一部相模川に放流しヲ②この放流水を既設寒川取水地点で取

水して，各事業体に送水するが9 ③j黄浜市に分水する西谷浄水揚地点、での着水位は18.7mと見込

まれるのでいったん40mまで揚水い④最終地点となる川崎市長沢浄水場付近の着水位は29mと

なるので，ここで再び80mまで揚水して)11崎市@東京都にそれぞれ分水する，というものであっ

た。 ζれに要する事業費は，当時 750億円と試算されている。

しかし? これらの富士川に関する導水計画は，いずれも水利権や導水ノレートヲ利害関係団体と

の調整など多くの解決すべき問題と巨額な開発資金の調達問題を抱えており，将来構想の域にと

どまらざるを得なかった。

(3) 神奈川県も水源開発計画に全力投入

神奈川県で、は，昭和34年 (1959)に策定した第2次総合計画のなかに水源対策として相模}1 i総

合開発事業(城山ダム建設計画)を取りとげ，新規水源確保に着実に乗り出した。立案当時の見

通しでは9ζ の事業によって昭和田年まて守の県内の水需要に対応できるものと予想していたが，
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昭和30年代後半の高度成長てv水需要は予想をはるかに超え

る実績と見通しとなり 3 また首都閣における開発プランは期

待し難い厳しい状況にあるととをふまえ，相模川総合開発事

業に着手すると同時に，次期水源対策として神奈川県企画調

査部が中心となって相模川に次ぐ県下の大河川である酒匂Jll

の流量観測等の基礎調査を昭和国年から開始した。これは昭

和39年から同企業庁に引き継がれ，実現に向って努力が続け

られていった。

神奈川県の第 2次総合計画はうその後の高度成長による条

件激変の状況から見』直し作業が進められョ昭和40年10月に第

日百杭f.l38年6月2日(神奈川新聞) 3次総合計画としてまとめられた。 ζ の酒匂JI 

とり入れた 3次総合計画℃は 9 水問題に関して次のような水需給計画を構想していた。

すなわち.

第 3次総合開発計画における水需給計画としては，昭和田年の県内の生活用水等を日量約

工業用水を白量約340万:IIfと見込み，合せて日量約 700万m'と予想しとすしに対する

保有水源はほ量約400万dであるため，差ヲ旧量約300万m'が不足する ζ とになり 3 と

る新た右:水源対策が必要である。

② その新水源としては，この調査に基づく酒匂JlI総合開発事業(開発水量日量約200万と，

相模川総合開発事業て守寒川取水腹の下流責任放流量(日量約 100万となっている水量を対

象とする相模川高度利用事業によって乗り切る。

という考えを打ち出した る。 ζ うして，翌昭和141年度から酒匂川総合開発事業に対する実

地調査に入っていったのしかし， ζの事業は従来の相模川を中心にした県内の各水道事業にとっ

て全く新しい事態であり 9 導水/レートの検討や新ダムの建設p 巨額な工事資金の調達者;ど多くの

難聞を抱えており 9 完成までなお長年月を要するととが予想されるためラ完成までに深刻な水不

足の事態に陥るととが考えられた。その危機を救い得る唯一の道としてラ河川水の利用としては

極めて異例ではあったがp 河口放流量すべてを利用し尽くすという

成にすべてをかける案が大きく浮上した。

(4) る

馬入)11取水増強工事

横浜の水道はp 創設以来水源確保に悩まされ続け，暫定水源や完成前の一部取水などによって

日まで辛うじて切り抜けてきた。実際，当時も相模)11総合開発事業に参画する一方，昭和36年

(1961)に第 5回拡張工事完了と同時に第6回拡張工事 に着手しp 水源確保

をあげてはいたもののタ乙の拡張二亡、事が完成するまでにまたも る予想外の
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雲寺S章新しい時代を迎えた第6囲拡張工苓

事態となり，神奈川県から臨時分水を受けると同時に工期を短縮して早期完成を自指したのであ

った。しかも，第 6@J拡張工事の完成によっても水不足は解消せず9 直ちに次期水源確保の手を

打た者:ければならなかった。

相模川総合開発事業@立案に当って，当初，横浜市としては，罵入J11河口放流水の有効利用を主

張したが3 城山ダ、ム築造計聞に吸収された形と念、った。本市で比この相模)11総合開発事業が進

行ずる間も本事業完成後なお寒川取水授から毎秒12ni(日量約 100万工めが放流されることに

再び着目した。すなわち，早期完成可能友次期水源としてはこの下流放流水を取水し，第 6囲拡

張工事によって建設される馬入)!1系統の施設を最大限に利用すればラ建設賓としても極めて経済

的にうかつこじ期的にも短期間に完成し得るという利点 るζ とからラ第7回拡張工事の軸

として検討する ζ とになった。

この第7回拡張工事構想は，河川管理者である神奈川県とは正式に水源交渉を持たないまま，

昭和38年には馬入取水増強工事という形でまとまってきた。こうして3 緊急に着手完成されな

ければならないという厳しい条件に応える次期拡張工事構想が固まったが，具体的には 3 昭和45

年を目途として，水源は相模)11の河口で海に放流されている自然流水のうち， 1 845万m'を取水

し?第 6田拡張工事による寒)11から小雀浄水揚ま?の施設余力を最大限活用しようというもので

あった。このためには，寒川i取水場と小雀浄水揚にポンプを 3台増設する一方，寒)i i取水揚から

i海道入口までの延長 3，OOOmの区間に口径 1，500阻の導水管を増設しp 小雀浄水場内に沈殿池 3

池，急速穂過池 8池を築造するという最小限の工事が必要であり 3 その工事費は約21億円と見込

まれた。

この構想は，その後県内の水利調整等を経て正式に第7囲拡張工事として実現されていった。

鶴見}I!取水計画の調査

一方ヲ工業用水道についても鶴見・神奈川地区の臨海京浜工業地帯に対してはり創設工業用水

道の完成によって昭和田年 10月から工業用水を供給開始したが， ζの地区は発足当初か

ら申込みが多くヲその後の各工場の発展に加えラ昭和37年 5月には工業用水法の一部改正によっ

て地下水波上げの規制が強化されたためs 工場側の受水要望は強まりつつあった。そこで，昭和

36年から昭和37年にかりて市内唯一の大河川!である鶴見川の調査を進め9 翌昭和38年12月に工業

用水鶴見川取水計画の構想をまとめた。

本計画はう鶴見⑥神奈川地区の工業用水需要を昭和42年に日量20万 3，OOOn{と子測すると，現

有能力日量11万7，OOOn{に対し 8万6，OOOniが不足水量となるので9 これを鶴見川表流水K求めよ

うとするものであった。取水地点は鶴見川河口から 7.8km上流の地点(鶴見区駒岡町付近鶴見)1I 

右岸)に想定し，海水の逆流を防止するため防潮堤を築造すれば 1日平均 6万 4，OOOn{の取水が

可能と考え，全体の事業費としては第7回拡張工事の当初構想と同じく 21億円を要するものと試

算した。この流域は最近開発が盛んで、あり，水源地帯としてみると自然流水は誠少額向にあると

555 



考えられるが，半面，上水の給水量は増大するので下水として還元されるものがあり，全体とし

て将来水源として期待できるという結論に達した。

しかし，水質悪化対策や既存水利権等の解決すべき問題があるだけでなく，最大の悩みは膨大

な建設費の問題であった。昭和35年に通水を開始した工業用水道の創設事業費は日量 11万7，000

dに対して約13億円であったのにくらべ， 3倍にも達する建設費を要することになるため，地盤

沈下防止を主眼としてとられている基準料金制度のなかでは経営の見通しが全く立たなかった。

ζのため，工業用水道については，馬入川取水事業に参画することで根岸湾埋立地域と戸塚内陸

部の工業用水を確保し，更に富岡・金沢地先の埋立地域へも水源を確保できるととに左ったが，

鶴見・神奈川地区に対する手当は見通しがたたないという形と在ってしまった。と ζ ろが，との

富岡・金沢地先の埋立計画は当初の昭和43年完成予定が昭和50年へと大きく遅れる見込みと念

仏しかも当初予定されていた大規模工業用地の計画が中小企業団地，住宅用地並びに遊園地用

地に大きく変更され，用水型産業の進出が考えられなくなったため，との地区に予定していた日

量 9万5，000nl'の水源を他へ転用する ζ とが可能となってきたのである。

一方，工業用水道事業の財政運営にとっては， ζの9万5，000nl'に相当する先行投資の回収が

でき念いため，これが財政圧迫の大きな要因となっており，一日も早く給水計画をたて料金収入

確保の道を開く必要に迫られていたのである。とうして，昭和30年代後半は馬入川取水事業の工

期短縮に全力をあげると同時に，次期水源対策として水利権未調整の問題を抱えながらも，上水

道については寒川下流放流水を対象として第7回拡張工事を，工業用水道については富岡・金沢

図 8-26 横浜市工業用水道鶴見川取水計薗概要図
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第 8章新しい時代を迎えた第6囲拡張工事

地先埋立地に予定されている水量を鶴見。神奈川地区に振り向けることを前提として第 2囲拡張

工事を 9 それぞれ緊急拡張工事として進めることになった。

(6) 工業用水道第2圏拡譲工事

馬入川系統工業用水道第 2毘拡張工事はs 当初計画で給水区域?と予定していた富岡@金沢地先

埋立地の埋立工事時期が大幅に延伸されヲ更に埋立地利用計画の変更が明らかとなり F 同埋立地

への用水型工場の進出見通しが少なくなったため，城山ダム建設等水源開発の先行投資負担を解

消する見込みが全くたた念〈なってしまった。そと-c"， 乙の富岡@金沢地先埋立地へ給水する予

定で開発した水源を工業用水の不足に悩む鶴見@神奈川地区の工場地域へ転換するととに計画変

更し，日量9万5，OOO:niの施設を建設することとした。

表 8-35 施設概要

施設区分 王 さ百弓Zヰミ 面白 三日又}o 

沈 i殿 j也 鉄筋コンクリート造 1)，処理能力170，OOOm'/日，帽43.8m，長47.3m，有効水深 5m 11也

浄水施設 lJitG般ノ¥ンド11十溜槽内径2.0mX高さ203m 2基
薬注@計出1)設備 アルミン般I1γ留f皆 内径2.0mX高さ2.3m 2基 1式

フラッシュミキサー 2基

方11圧 ポ ン プ
口径900mmX 300mm，電動機出力900K¥V

1基
電動機回転数740r.p.m.，全揚程31m，rd:出量135m'/分

送水施設 ポンプ室 半地下式~ミJ さ 10m ， 1隔13.1m，長さ 19m 1室

送 7)( '1寄路 口f壬1，100mm ;ili~11百 715m 

ナI~ 込 I滋道 口径1，lOOmmタクタイル鋳鉄管，鋼管 560m 

自己 7)( 池
illWIT弦コンクリー卜円形ドーム造りヲ有効貯水量5，OOOm'

1 j也

配水施設
直径40m ，有効水íit~4.5m

配 水 管 路 口径1ヲOOOmmダクタイル鋳鉄管，鋼管 3，369m 
11 口径450mm-1 OOmm，ダクタイル鋳欽管内鋭!管，高級鋳鉄管 9，547m 

図係関佐b
恥恥九守，r，
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との馬入JI!系統第 2回拡張工事の概要は次のとおりである o

1) 事業規模等

給水能力 1日最大 95ラOOOnr

給水区域 横浜市鶴見区;シ神奈川区の工場地域

対象工場 既設工場 39工場

新規工場 16工場

表 8-36 童話2闘拡張事業重量投ぴ財源内訳

占2ト」坦fj交 L11 

取水町水工事ir
県水工事資

42 43 

28，000，000 

社i
浄水:工ニ'Mそ -1 162，238，530 J:ljJ 

司王

業対事象

送水工事資 70，610，230 42，938，810 

配水工事費 594，898，126 106，500，850 

用地費市b償資 175，2'19，728 
業

費
阿 倍 雑貨 13ヲ 134，10'7 10，943，695 10，949，731 

ノj、百l' 853，892，191 160，383，355 201，188ヲ 261

取水'Pi7iく工事賀
費

f市 導水工事費 4，878，463 

nJJ 浄水工事費 1，448，300 6，061ア000

対象 送水工事費 796，000 4，150，500 
内 列、 配水工事費 5，809，405 3，940，910 

卒業費 用 JtIl ~'i'補償費 258，517 

附帯羽1賀 5，731，306 4，800，784 646ヲ 483
訳

小計一 17，473，691 14，340，494 6，707，483 

871，365，882 174，723，849 207，895，744 

建設利息 837，000 30ヲ 844，858 46，067ヲ492

合 872，202，882 205，568，707 253，963，236 

巨!庫補助金 170，000，000 32，000，000 39，600，000 

菅生 111' 175，000，α)0 35，000，000 45ラ 000，000

財
よ八L 市場公募 79，800，000 

~#}主
公営公 民i 180，000，000 40，000，000 53，000，000 

銀行縁故 159，600，000 

イ京 会キ1:Iほ故 50，000，000 25，000，000 35，000，000 

小 ~i 644，400，000 100，000，000 133，000，000 
i房、

受益者工事負担金 57，802，882 68，792，877 81，467，492 

その他(自己資金) 4，775ヲ 830 ム 104，256

計 872，202，882 205，568，707 253，963，236 

(注)年j支区分Li)翌年)支への繰越額を含むσ

558 

一
4t! 

37，000，000 

23，352，805 

130，397，150 

7，84J，フ 345

198，591，300 

25ク000，000

650ヲ000

9，415，205 

4，292，436 

39，357，641 

237，948，941 

237，948，941 

39，400，000 

53，000，000 

54，000，000 

50，000，000 

157，000，000 

41，548，941 

237，948，941 

(単位.円)

~<f'_士一三二士三

65，000，000 

185ヲ 591，335

59，093，919 303，040，109 

701，398，976 

175，249フ728

S， 503， 80'7 51，372，685 

67，597，726 1ヲ481，652，833

25，000，000 

4，878，463 

1，390，000 9，549，300 

14シ361，705

9，750，315 

25s，517 

8，'707，029 24フ178，038

10，097，029 87ツ976，338

77，694，755 1，569，629，171 

77，749，350 

7'1，694，'755 1，6L¥'7，378，521 

12，800，000 293，300ヲ000

25ヲ 000フ000 333，000，000 

79，800ジ 0.00

3:n， 000，000 

600，000 

20，000，000 180，000，000 

45，000，000 1ヲ 079，400，000

19，894，'755 269， !506， 9&7 

4，671，5'14 

7'1，694，755 1，647?378，521 



第 8章新しい時代を迎えた第 6回拡張工事

関 8-28 工業清水道鶴ケ峰沈澱池平面図

図 8-29 ヱ業問水道東寺尾配水池率直鴎

559 



工業用水道鶴ケ峰沈澱池 工業用水道東寺尾西日水池

図 g-3() 工業用水道第2間拡張施設概絡図

2。 水道経営を圧迫する建設投援

(1) 増えし続ける撞罷投資で財政悪化

戦後ヲ第4囲拡張工事から第 6囲拡張工事までヲまさに突貫工事が連続しと

d-，同ゴ」バ出庁、掛胎 t 乞二うなど膨大な投資がかさみp 物価と昇 {IC.加えて年々累増する元

利償還金負担が水道財政上に大きくのしかかってきていた。

水道の会計は，戦後のインアレ時代を経て9 昭和27年に地方公営企業法が制定された

のに伴って資産の再評価を実施しp 従来の宮庁会計方式から一般企業と同様に企業会計方式に切

り替えられた。会計方式の切替えは昭和27年度下半期からでありう切替えに当って

ついてはその年の決算から行われたがフ予算の計上については段階的に行われたので，予算計上

形式が損益取ヲ[と資本取引炉二分離されたのは昭和29年度の予算からであった。

財政状況についてはラこのころの起債融資枠が極めて少なし拡張工事自体の起債枠確保も難

しいためp 配水管整備に必要な財源を水道料金に求めることになり，昭和国年4月から25. の

料金改定を行い，各年度に生ずる剰余金を配水管整備に充当してきた。戦後の料金改定のほとんJ
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第 8章新しい時代を迎えた第6囲拡張工事

どはインフレによるものであり，との昭和31年の改定が本格的な水道施設改善のためのものであ

ったといえる。

その後の実績は，昭和35年度までほぼ順調に推移したものの，相次ぐ巨額な投資によって年々

資本費が増大し，損益収支は急速に悪化していき，ついに昭和37年度は赤字決算となってしまっ

た。第6回拡張工事の早期完成と第7囲拡張工事の着手を行うためには，この赤字財政を早急に

表 8-37 予算計上方式

昭和27年度当初予算 27年度 (2710川)予算
28.3.31まで

昭和29年度当初予算

歳入 収入 収益的収入及ぴ支出

第 1款財産収入 第 1款水道事業収益 収入

第 2款使用料及び手数料 第 2款資本収入 第 1款水道事業収益

第 3款給水工事収入 支出

第 4款雑収入 第 l款水道事業費

第 5款国県支出金

第 6款財産売払代 資本的収入及ぴ支出

第 7款繰越金 収入

第 8款運用金返還金 第 1款資本的収入

第 9款市イ貴 支出

第10款分担金 第 1款資本的支出

第11款繰入金

歳出 支出

第 1款総係費 第 1款水道事業費

第 2款公債費 第 2款建設改良費

第 3款繰出金 第 3款 投 資

第 4款上水道費 第 4款企業債償還金

第 5款設備費 第 5款予備費

第 6款量水器整備事業費

第 7款繰替金

第 8款運用金

第 9款 予 備 費

第10款水道事業拡張費

第11款積立金

表 8-38 財政状況

(単位:千円)

年度 収益的収入 収益的支出 差引損益 イ蔚 考

27 527，374 457，025 70，349 27年度は下半期のみ

28 1，004，306 938，496 65，810 

29 1，072，994 1，050，761 22，233 

30 1，167，623 1，154，820 12，803 

31 1，525，039 1，193，067 331，972 31年4月料金改定

32 1，611，888 1，311，553 300，335 

33 1，662，332 1，382，675 279，657 

34 1，805，625 1，548，069 257，556 

35 1，969，044 1，639，950 329，094 

36 2，199，952 2，051，406 148，546 

37 2，427，561 2，452，212 ム 24，651
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(単位:千円). 
料金収入 フE金(償B)還金

"f"=_. --_.  -~~ 

年度 支払利息 B十c I B1一g_% イ蔚 考(A) ( C) 
一

27 403，246 6，792 49，253 56，045 13.9 

28 786，770 11ヲ 679 110，807 122，485 15.6 

29 864，124 76フ285 128，900 205，185 23.7 

30 959，656 105，721 125芳048 230，769 24.0 

31 1，279，947 186，966 117，368 304，334 23.8 31年4月料金改定

32 1，353，797 175，556 118，139 293，695 21. 7 

33 1，421，097 126，365 152，039 278，404 19.6 

34 1，545，976 134ヲ 872 200，548 335，420 2L7 

35 1，577，337 145，422 227，647 373，069 23.7 

36 1，800，916 190ヲ 935 289，093 480，028 26.7 

3'1 2ヲ 000，812 223，161 37，L 021 597，182 29.8 

38 2，558，034 280，429 560，915 841，344 32.9 
←一一 し一一一一一』一一ーー一一ーー百干二一一一一

建で直さ念ければならなかったのはいうまでもない。

水道財政が ζ のまま推移すれば?昭和45年度末には累積資金不足額は82倍、 5，800万凹に達する

見込みとなったためs 昭和38年に比どうしても料金改定にふみ切らざるを得ない状況となっ

7t。

(2) 難航した料金改定

水道がこのように水源的にも財政的にも窮地に立った時の昭和38年は，ちょうど市長

選挙の年に当っていた。急膨張をとげる横浜市はヲ水道問題だけでは友く，道路"下水。学校な

ど公共施設の整備や物価 e 福祉などへの対応など，多くの問題を抱えていた。同年4月ラ激しい

選挙戦の結果，市民の期待を担って飛鳥田市長が誕生し，以後，高度成長期のピークからオイル

ショッタ後まで、 4期16年にわたり市政を担当することになった。

当時の物価高に対してヲ物価安定は大きな政策目標となっていたのであるが，皮肉にも市長就

任直後9 水道料金の値上げという問題を投げかけられたのである。しかしヲ現実の水道の姿と

飛鳥田新市長は半年後の昭和:38年 9月の市会にフ水道料金改定案を提案すべく決断し

7亡。

ζ の提案の料金改定率が，前回(昭和31年 4月〉の25. に比べて5L1 という高い率であっ

たこと 9 また水道料金の枠内で許容され得る社会政策的配慮を取り入れる方針でのぞんだことな

どからフ従来の料金体系の修正を行、ったため，使用者によってはかなりの改定率となった。しか

し，公共料金抑制という立場からの厳しい政治姿勢の批判も加わってs 市は苦境にたたされる ζ

とになった。

市会審議は難航し2 昭和38年 9月会期中に とLハうことに
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;08帝新しい時代を迎えた第6回拡張工事

考:り，この間に広く市民の声を聞くために初めて曜開

会が開催されるととになった。璃閉会は市会第 S委員

会(水道。交通)により 10月日日に開催され、口述人

は公益代表 6名ョ水道使用者代表(業界) 9名，

用{医用者代表4名の計四名で，値上げは現状では止む

いが，できる r~ り低い率に;friJ えてほしいという

条件付賛成13名q 反対は 6名となった。 昭和38年10月 3日(神奈川新聞)

にも盛り込まれていた

がD 修正によコて更に強められた。 昭和38年10月27日(毎日新聞)

今回の料金改定の財政期間はヲ昭和88年度から昭和42年度までの 5か年間とし昭和

42年度末までに生ずると見込まれる累積資金不足額68億 900万円を解消するためラ平均54. の

うとするものであった。

さわノヲ 同月18日

みた。各都

にだけは者、んとしても

ょうやく通じた
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04) 

t四 に当っては，従来の体系が共用栓，工事用等の特殊用ラ公衆浴場などのほか

は，家庭用水から工場用水までを含めて一般用とし更に大量使用者については逓減制をとって

いたのに対し令次のような修正提案を行った。すなわち?①まずp 一般用を用途別に分割して生

活用水の低廉確保を図りヲ@次に多量消費者に対しでは従来限界費用逓減の考えと工業立市推進

の施策から逓減制をとっていたがラこれを廃止して一律単価とし9ζれに用途別区分を細分化し

て家事用以外の用途については割高な単価を設定することによりヲ実質的な逓増方式への移行を

一
現 千子 改 ，Z」丘+ 案

用 J余 JJIj 超過 1凶につき 用 1、1ノ主、、 5J1j 超過 1rげにつき

30，000m'未満 15円50i:J!;

一般用 30，000凶をこえ90，000m'未i前 15円 家 事 F日 20円

90，OOOm'以上 14円50銭 公共用及び事業用 28円

特殊 用 第 1 主~ 26円

特殊用第 2 種 20円 狩 おik 用 45円

生!と用給水装i1'i' 11円 共用給水装置 15円

公 メ』千fロ三 浴 場 用 11円 公衆浴場用 18円

{注) 現行特殊用第 1種遊興飲食税 15/100以上の営業別，自用船舶及び工事用その他の臨時用
現行特殊用第 2極 遊興一飲食税 15/100未満の営業用
改定案特殊用 風俗営業等取締法のキャバレー，半i亭等p 旅館業法のホテル2 旅館3 トルコ"'~;ろ，コやルフ場
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試みたものであった。ただし基本料金部分は各用途とも 1か月10m'まで，現行 115月を 130円

の値上)とじて一律に設定した。

(共用給水装置の基本料金は別設定で現行75向を据え置いた。)

改定率は平均で54.7%であったが9 用途の変更と逓減制の廃止という料金体系の大きな修正に

よってラ家事用など生活関連用途は20%台以下に抑制されたが，事業用等はに達する改定率

となっていた。

表 8-39 1年間平均増収見込額
(単位:千円)

用途区分 現行(改定用途に分類) 改 { 瓦三 増収見込額 改一 { 王巳 主芋

(家事用) 1，110，862 1，364，877 254フ015 22，9乙%

(公共用及ぴ事業用) 1，306，528 2，351，247 1，044，719 80.0 

(特殊用) 121，344 207，925 86，581 7l.4 

公衆浴場用 72，617 118，589 45，9'72 6303 

共 用 6，230 6，744 514 8.2 

言十 2，617，581 4，049，382 1，431，801 54.7 

一
ζ の改定案はョ議会修正によって「公共用及び事業用jの用途区分は公共用・工業用(月2，000

d以上の多量使用工場ト事業用に細分され，事業用と公衆浴場用については中小企業⑮

政等の社会政策的配慮の面から減額し，また提案では昭和38年10月分からの改定を目指していた

がヲ実施を 1か月遅らせ11月分からt亡した。その結果，全体で 3{意1，908万四の減額修正となり，

提案改定率54. は52. となった。更K，水源開発費負担についてう提案では用途区分化によ

り逓増制移行への第1段階としていたがヲ議会修正によって家事用を含めて超過水量に 2段階の

逓増単価を設定し逓増需Ijはより一層明確に在った。

用~途区~分 原 案
{I多 正

超過水量 1n1につき 用 7、Z人 超過水量 1rげにつき

(nf) 
家事用 20円 家事用

11-30(凶) 20円
11- 31 23円

公共用 11- 28円

公共用及ひ、 工業 用
11-100 25円

事業，用 ll.-.c 28円 101- 28円

事業用
11-100 23円

101- 27円

特殊営業用 11- 40円
11- 45円

臨時用 11- 45円

公衆浴場用 11- 18円 公衆浴場用| 11- 16円

この 9月の市会では3 水道料金の改定のほかp 工業用水道料金と船舶給水料金の改定も諮られ

、てL

J亡。

工業用水道料金については， 1m'当り 3円50主去に抑えら し となっ
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第 8重量新しい時代を迎えた第6回拡張工事

ていたが，基準料金の改正で 5同50銭まで引き上げられたので，条例上はとの料金を上限値とし

て定め，その金額の範囲内で管理者が定める方式をとり，実際の料金は昭和38年12月から基本料

金 1ni当り 3問50銭であったものを 4月70銭に，超過料金1ni当り 7円であったものを10円に改

定した。また，船舶給水料金は50%の料金改定を行い，直接給水料金については 1ni当り 50円で

あったものを75同に，運搬給水料金については 1ni当り 100円であったものを150円に，運搬給水

の場合1海里ごとに50同を加算する ζ とになっていたものも75円へと，それぞれ改定した。

とうして，料金全体で50%台の改定が実現した ζ とにより，当面する財政危機を脱することが

でき，あとは第7回拡張工事の実現に向って一路遭進するのみであった。

3. 配水管整備事業

(1) 追いつかぬ配水管整備

横浜は，誕生以来急成長と破壊，そして再スタートを繰り返し，その都度更に大きな発展へと

進んできた。水道も，とれにつれて積極的君主水源対策を進めて発展してきたが，市勢の発展を追

うのが精一杯で末端給水の確保もまた常に難しい課題となっていた。

戦前は旧市街地を中心に給水需要が拡大する傾向にあったため，拡張工事と既設配水管の増強

によってなんとか対応するととができた。しかし，戦後は戦災復興と高度経済成長という大きな

変革によって，給水需要は戦前と全く異なった形で展開し，従来のような市街地を中心とした拡

張工事では市民の水需要に応えるととは難しし給水不良，赤水問題，更には水道未普及地区の

問題が表面化し，配水管整備の緊急度が高まってきた。

ζの配水管整備を積極的に進めるためには，まず財源が必要であり，それは直接料金に求める

か，起債に求めるかいずれかの道を選ばなければならなかった。だが，戦後の資金事情として

は，拡張工事でさえ満足に起債で資金を得るととは難ししまして一般改良工事に対しては不可

能な状況で，起債枠の拡大は水道界の悲願となっていたので，毎年，全国水道事業者の要望とし

て陳情要請を行っていた。

ζのように，起債に求めるには無理があったので，昭和31年 (1956)に料金改定を行い，料金

の一部を財源とし配水施設整備事業(昭和31年度から昭和40年度までの 10か年計画，総額 22億

5，000万円)を実施することになった。

昭和35年に入り，ょうやくとの配水施設整備事業にも起債が認められるようになったので，更

に積極的に取り組むため，昭和35年度から昭和37年度までの 3か年計画をたて， ζれまでの10か

年計画に起債資金を加えて一挙に総額24億円を投入した。昭和38年度に入ると財政状況が悪化し

たため次期整備計画は一時中断の形に追い込まれたが，同年11月には料金改定が実現して財政健

全化の見通しがたったので，再び新しい配水施設整備事業と取り組むようになった。
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とれまて、の配水施設整備事業では小口径管工事も含めて一施行してきたが3 今回の計画で札口

300mm 以下の配給水管工事:については別に配水小管整備事業を起して行う ζ とに しヲ配水施設

整備事業で、は基幹施設の場強だけを目標とした。折しもョ昭和36年の第5

成に引き続いて第 6囲拡張工事rc着手しその後の水需要の急増に応えるため当初の工期を短縮

し昭和39年度完成を目指して全力を注いでいる時であった。この第6囲拡張工事の水源は相模

!Iiの下流から取水するもので9 従来の道志巴相模湖系統の上流取水とは別の新しい系統であり，

その地理的関係から市域南部を配水区域とすることになっていた。

一方ラ上流取水の既設配水区域でも開発が活発でフk需要は旺盛で、あったがp ら新たな

取水がて、きないため固定化しており p 給水不良や水道未普及に悩まされるようになっていた。そ

とで、ヲ新設する小雀如水揚系統の配水区域を設定した機会にうとれまでの既設西谷 θ 鶴ケ峰.JI! 

井の各浄水場系統の配水区域の見直しを行い 9 市内一円の配水管網を抜本的に整備拡充していく

方針をたてた。とのため，従来より大規模な計画となりヲ昭和38年度から昭和44年度までの 7か

年計画で総工費85f意向を見込み9 その財源を起債に求めた。

ζ の計画についてはD 昭和39年 2月主務官庁に申請を行ったのと

水施設整備事業計画とこれに伴う予算処置とじて 7

議決と在った。

レヴ戸、・ 9 3月の市議会に配

しフいずれも同月
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水第25号議案

横浜市水道配水施設整備事業計画の決定

横浜市水道配水施設整備事業計画を次のように定める。

昭和39年 3月2日提出

横浜市水道配水施設整備計画

1 施設の概要

配水施設

(1) 配水

横浜市長 飛鳥田

1， 500rnmまて守の配水管

(2) 配水 j也 配水量調整のため主要配水幹線に配水 rln131也(総貯水

147ラω 新設する。

加圧ポンプ 丘陵地域の配水の万全を期するためラ高区主要配水幹線に加圧

ボン る。

のi也

る。



第 8章新しい時代を迎えた第6囲拡張工事

4 事業年度 昭和38年度から昭和44年度までの 7箇年とする。ただし主務官庁

等の都合により変更することがあるものとする。

提案理由

馬入川取水事業により近く完成する小雀浄水場から市内各地域に通ずる新た念配水系

統を確立するとともに，市勢の発展に伴う今後の給水需要の激増に対処して，市内配水

施設の抜本的改善を図る必要があるため，横浜市水道配水施設整備事業計画を決定した

いので，地方自治第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例第2号

の規定により提案する。

水第26号議案

昭和38年度から昭和44年度まで

横浜市水道事業配水施設整備事業費継続費の設定

昭和38年度から昭和44年度まで

横浜市水道事業配水施設整備事業費継続費の年期及び支出方法を次のように定める

昭和38年度から昭和44年度まで

横浜市水道事業配水施設整備事業費継続年期及び支出方法書

年度 支 出 害責
財 源 説明

イ脂 考
企 業 償

昭和38年度 150，000，000円 150，000，000円

昭和39年度 1，515，000，000 1，515，000，000 

昭和40年度 1，923，000，00。 1，923，000，000 

昭和41年度 1，870，000，000 1，870，000，000 

昭和42年度 1，362，000，00。 1，362，000，000 

昭和43年度 770，000，000 770，000，000 

昭和44年度 910，000，000 910，000，000 

合計 8，500，000，000 8，500，000，000 

昭和39年 3月2日提出

横浜市長 飛鳥田一雄

提案理由

市勢の発展に伴う今後の水道需要の激増に対処するため，市内配水施設の抜本的な整

備計画を継続費をもって施行したいので，地方自治法第 236条の規定により提案する。

支出内訳書
(単位:百万円)

議トーさき 支出額 昭和38年度 昭和39年度 昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度

配水工事費 8，135 150 1，440 1，830 1，804 1，273 760 878 

用 地 費 265 60 70 46 67 22 

建 物 費 12 3 3 6 

器具機械費 3 2 1 

事 務 費 85 15 13 17 15 10 10 

計 8，500 150 1，515 1，923 1，870 1，362 770 910 
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工事比野三巴山配水池築造工事(有効貯水量4万から着手することになった。

ζ の計画で、はラ現有の配水池容量を一挙f'C2 ものに している配水施設の拠点

整備を図ろうという大きな狙いもあり 3 その第一弾が野毛山配水池の築造であった。

野毛山は横浜水道誕生に当って初めての浄水場を建設した所であるが，大正12年

東大地震で全壊したので9 震災復興事業で浄水揚を廃止して同形配水泡 2槽(有効貯水量1万

1，に造りかえらtνていた。 しかし現在の配水区域に対しでは 1日の値用量の 3時 間 程

度の貯水量にしか相当しなくなってきたため，隣接する遊園地の地下に巨大を配水池を築造，市

内給水の増強を企画したのである。

この配水施設整備事業の進捗につれ一層の推進を図るため9 専門の担当部署とレて昭務141年 2

月rc /亡。

1次計画変

市内の未普及地区と給水不良地区の抜本町iを改善を図るためb 昭和38年度 (1963)から配水施

設整備事業 7か年計画(昭和38年度~昭和44年度)を推進したが，その後の市勢の発展は予想を

きをか40 文書官市の人口増加比較

8，901，300 

1，788，800 

1ヲ935ヲ400

413，100 

238，300 

7.1% 

30.0 

14.0 

京都市 I 1，364，900. I 80，100 I 6.2 
大阪市 I 3，156，200 I 144，600 I 4.8 

上回る醸しさで，市周辺地域の人口急増と既

設市街地の再開発の進展により著しい給水需

要の増大と給水事情の変化をもたらしう次第

そわなくなってきたo この間の人口

集中は?昭和30年代後半から特に激しいもの

がありラその多くが周辺地区に集中していた

神戸市 I 1，216，600 I 102，600 I 9.2 ので、ある。

北九州市一一」竺，400一一虫色上三一 仏当時の人口増加とそ

移，新設された:事業所の分布状況等は次表のようになっている。者:$フ周辺地域とは港北区(緑

区在、含むi日港北区L保土ケ谷区(旭区。瀬谷区の一部を含む!日保土ケ谷区)フ戸塚区(泉区@栄

区⑨ である。

2E年1.0月 l日 951，2∞
3年 1，143，700I 192，500 I 20.2 
35年 1，375，700 I 232，000 I 20.3 
4C年 li I 1，788，800 I 413，1∞ O. (。

(注)人口は， 100人単位で略記

奇襲 8-42 工業化の進行増加事j需要国'f~分布

昭和! 市街地域 ! 周辺地域 !全市の事

制トー丁一τI*-1"~l::;~71!:?r I h'(dm ，-î(.*/~! 業所制日
!事業所数li'IJJIIi:iJi数|事業所数|削日所数!所 数

11jlji 
455 

476 1 21 1 411 

686 1 210 5'71 

1，101 I 415 I 819 

- 一 一 一 一

6囲拡張工事に引き続いて昭和40年にね:第 7回拡張工事K着手することになりョ

によって新たに取得する相模川高度利用の新水源の大部分を p 水不足VC
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第 8章新しい時代を迎えた第 61司拡張工事

環状幹線、を布設して送り込もうというととに念った。これによって，道志心相模湖@馬入JI!の 3

系統の連絡が可能となりヲ従来欠けていた配水施設問の相互融通に新しい道が聞けるので，送配

水系統でも抜本的整備を行う時期であった。

これらの状況をもとに計画の再検討を行ったが3 それによると 200億円を超える事業費が必要

と見込まれた。本事業ではう第 7回拡張工事による環状送配水幹線とラ従来の降水場を中心とし

て扇形に配置された既設配水本管を骨子とし市全域に大口径の配水幹線網をめぐらしフ更に中

小口径管により合理的に細分化することによりヲ施設の有機的な関連性をもたせるととに主眼を

おいた。

またヲ市内部余箇所に散在するポンプ湯を29箇所に集約しラとれらポンプ場及び配水池水位，

配水幹線の流量，水EE等の集中制御を行うととにより p 配水力~I圧の能率化と有効適切な配水調整

を図るととも計画、課題であった。

このうち，緊急を要ナるものにしぼって昭和42年度から昭和46年度までのらか年計画として検

討を進めp 最終的には現行の 7か年計画(昭和38年度~昭和44年度)の変更計固として吸収して

いくことに君主った。すなわち p 工期を 2年延長して昭和38年度から昭和46年震までの 9か年計画

ヘラまた事業費も現行の85億!IJに45億円を増額して総額 130億円とする計画変更案をまとめp 昭

幸1M2年10月の市議会に上程し，同年12月に議決を得たのである。

水第 1号議案

横浜市水道配水施設整備事業計画の変更

横浜市水道配水施設整備事業計画〈昭和39年 3月 6日

昭和42:9ヨ10月 5日提出

ょう る。

横浜市長 飛鳥田 ・雄

横浜市水道配水施設整備事業計画

1 施設の概要 木市は3 配水施設を次のように建設する。

(1) 配水管 配水幹線等として内径300盟国から内径1，500nll崎での配水管を総

延長180，730m布設する。

(2) 配水池 町水量調整のため主要配水幹線に配水池 5池(総貯水容量

97，を新設する。

加圧ポンプ 丘陵地域の配水の万全を期するため高区主要配水幹線に加圧ポ

ンプ29台(総出力3フ1501-刊を設置する。

た$，配水に必要な浄水は，小雀浄水揚及び西谷浄水場等において生ずる浄水を

もって充てる。

2 事業費概算

S 財源

4 事業年度

13，000，000，000同

企業債その他をもって充てる。

昭和38年度から昭和46年度までの 9箇年とする。ただし，主務官

庁等の都合により変更することがあるものとする。
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提案理由

市周辺地域の人口増加及び市街地再開発の急激な進行等による市内給水情勢の変化に

対処する等のため，横浜市水道配水施設整備事業計画を変更する必要があるので，地方

自治法96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例第2号の規定により

提案する。

表 8-43 配水施設整備事業の当初計画と変更計画

区 分 7 ヶ年計画(当初計画38~44) 9 ヶ年計画(変更計画38~46)

口径500~1，500mm， "14，710m 口径500~1 ， 500mm ， 12，150m 

野毛山幹線 配水j也l池 40，000m'ポンプ 1台 75I-P 配水池 1池 40， 000m'ポンプ 1台 75I-P
1，556，000千円 2，565，000千円

口径400~1 ， 350mm ， 22，600m 口径500~1 ， 350mm ， 17，140m 

第一港北幹線 配水池 2池 20，000m'ポンプ4台 200I-P ポンプ4台 350I-P
1，026，000千円 1，185，002千円

口径300~900mm ， 30，000 m 口径300~1 ， 100mm ， 27，300m 

第2港北幹線 配水池 2池 25，000m' 配水池 1池 25，000m'ポンプ3台 300I-P
1，382，000千円 1，299，992千円

口径500~800mm ， 80，000m 口径900~1 ， 350mm ， 14，000m 

第l鶴見幹線 配水池 11也 8，000m' 配水池 li也 8，000m'

464，000千円 2，516，250千円

第2鶴見幹線
口径400~900旧民 4，850in 口径600~900mm ， 6，410m 

246，000千円 278，269千円

口径:400~500mm， 3， 100 m 口径400~500mm ， 500 m 

根岸高区線 自己水池1池 6，000m'ポンプ 2台 100I-P 配水池 li也 6，000m'ポンプ1台 100I-P
173，000千円 139，000千円

口径300~1， OOOmm， 70，290 m 口径300~900mm ， 103，230 m 

根岸幹線外7 配水池6池 48，000m'ポンプ10台 745I-P 配水j也1i也 18，000m'ポンプ20台 2，325I-P
3，288，000千円 4，419，287千円

用地費その他 365，000千円 597，200千円

lロL 計 8;500，000千円 13，000，000千円

表 8-44 配水施設整備事業の配水池計画
(単位:m') 

E己 7)( i也 名 7か年計画(38-44) 9か年計画(38-46) 元{ 成

野毛山幹線 新野毛山配水池 1池 40，000 1池 40，000 1池 40，000

第2港北幹線恩回配水池 2池 20，000 1池 25，000 1池 25，000

根岸高区線 平楽配水池 1池 6，000 1 i也 6，000 1池 6，000 

第1鶴見幹線鶴見配水池(増設) 1池 8，000 1i也 8，000 1池 8，000 

市ノ沢幹線 仏向配水池 1池 6，000 1 i也 18，000 1池 18，dOO

第1港北幹線上菅田配水池 2i也 25，000

第1戸塚幹線上倉田配水池 1池 10，000

第2戸塚幹線和泉配水池 1i也 12，000

三ツ沢幹線 常盤台配水池 1池 12，000

ハl井幹線 東根谷配水池 1池 5，000 

川井幹線 南谷配水池 1池 3，000 

計 13i也 147，000 5 i也 97，000 5池 97，000
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芸書 B章新しい時代を迎えた第5囲拡張工事

配水描設整舗事業の第 2 計菌変軍

配水施設整備事業は昭和42年、

を呂指して推進されていたがヲそ

り出すととが決り p 着々と

ら再スタートし第7囲拡張工事も昭和145年度完成

としてR 企業団を設立して酒匂!日開発事業に乗

とうして酒匂Jll水源という全く新しい水源が入ってく

るととになりヲ しかも

したがってう次期拡張工事は従来と

でを企業団という新しい事業体が行うことになったO

L 企業団からの受水と現設水源とをどのように布内一

同に配分するかという点に絞られることになりフ送配水設備の拡充整備を主眼とすることになっ

てきた。

これまで木市の中枢的役割!を果してき

模J1I水源に新たに酒勾)11水源が加わるとなれは¥二っ

と念ってきた。そこでヲ昭和45午、にこれらの点

されでいたがフ相

に調整運用する機能も必要

と配水施設整備事業を総合

的に検討し3 筑 2 という構想を固めたが，その事業費は;s'よそ

1，110億円という巨額なものと念ってしまった。

Lziミし3 現実的にこの大計画を実施する Fは財政的に不可能なためラとのうち緊急を要するも

のを選び¥昭手f!46年度から第8回拡張工事として推進する ζ とになった。とのため?とれまで進

めてきた配水施設整備事業 9か年計画〈昭和38年度から昭幸IM6年度〉の最終年度分をこの第8囲

拡張工事に吸収した計画を昭和45年12月の市議会に提案しp 議決を得てp 次期拡張工事への体制

?亡。

水第4

横浜市水道配水施設整備事業計画の崎部変更

横浜市水道配水施設整備事業計画(昭和39年 3月6日 の音Fを次のよう K変更

る。

昭和145年11月30日提出

横浜市長 飛鳥田一雄

第 1項第 1号中 1180フ730mJを 1151，480mJK改め，問項第3号中「加圧ポンプ29

台〈総出力3，1501-町」を「加圧ポンプ27台(総出力2， Jに改める。

第 2項中 113，000，000，000向」を 111，608，000，000向」に改める。

第 4項中「昭和46年度までの 9箇年 jを「昭和45年度までの 8箇年」に改める。

提案理由

横浜市水道第8回拡張工事計画を定めることに伴いラ横浜市水道配水施設整備事業計

画の一部を変更する必要があるのでラ地方自治法96条第2項の規定による議会の議決す

ベき事件に関する 2~号の規定により提案ずる。
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配水艦設整備事業(昭和38年度~同45年産)の竣功轍要

。野毛山幹線

西谷浄水揚から新野毛山配水池までの送水幹線と 2 新野毛山配水池から関内までの配水幹線で

ある。

事業費総額25億6，500万四でう事業内容は次のとおりである。

区分

自己 水 管

新里子も山内己水池

加圧ポンプ

2) 第 l器北幹線

計 画

仁11壬 1 ， 500~500mm 12，150m 

1池 40，OOOm'

l合 75日

実 施

口 1~1 ， 500~500mm 12，150m 

1 i也 40，000m'

l合 751f'

図 8-31 新里子三巴山配水池平面図

鶴ケ峰浄水場から出ている第 1港北線の配水区域(器北区及び神奈川区のうち東横線沿線の配

を増強したものである。またヲ

連絡する大口径連絡管も含まれでいる。

000万同で9
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1港北線，第 l鶴見線及び第2鶴見線の 3幹線を

とおりである。

主主 施

口 f'を 1 ， 350~500mm 15，182m 

4台 350I-P



第 8章新しh時代を迎えた第6闘拡張工事

3) 第 2港北幹線

川井浄水揚から新設した思田配水池までの送水幹線と，同配水池から港北区の北部及び港北ニ

ュータウン方面への配水幹線である。

事業費総額は11億3，500万円で，事業内容は次のとおりである。

区 ノノ7i、 計 函 実 施

配水管 口径1，lOO-300mm 20，050m 口径d，lOO-300mm 20，556m 

恩田配水池 1池 25，OOOm'

力日庄ポンプ 3台 3001-P

図 8-32 恩田配水池平面図

4) 第1鶴見幹線

鶴見区低地帯の給水不良を解消

するために施行したもので，第7

回拡張工事による環状送配水幹線

から分岐させた大口径配水本管を

布設し，既設の鶴見配水池を増量

して，この配水池と第2鶴見幹線

とを連絡したものである。

1 i也 25，OOOm'

3台 4001-P

工事中の恩田配水池

図 8-33 鶴見配水池平面図
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事業費総額は19億4，625万向で，事業内容は次のと3まりであるo

区 分

配水管

鶴見配水池(増)

5) 第 2鶴見幹線

新設した野毛山幹線を保土ケ谷区神戸町の地点で分岐させ，既設第 2鶴見線の給水区域(神奈

計間

口径1，350-900mm 1l，OOOm 

1池 8，OOOm'

実 施

口径1，350-900mm 11，835m 

1池 8，OOOm'

川区及び鶴見区の低区)を増強するために行った配水幹線である。

事業費総額は 2億7，826万円で，事業内容は次のとおりである。

区分

配水管

計 函 実 繍

口径900-600mm 6，410m 口径900-500mm 6，460m 

6) 根岸高区線

根岸地区の高台方面の給水不足を改善するため，南区平楽町に平楽配水池を新設し，との池か

ら配水管を分岐したものである。

事業費総額は 1億3，900万円で，事業内容は次のとおりである。

区分 言十 函 実 施

配水管|口径500-400mm 500m 

平楽配水池 I 1池り∞m'

加圧ポンプ I 2台 100IP 

口径500-400mm 900m 

1池 6，OOOm'

2台 100IP

図 8-34 平楽配水池平面図

、.. 
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第 8章新しい時代を迎えた第6回拡張工事

7) 根岸幹線

根岸地区の低区及び本牧埋立地方面への配水幹線である。

事業費総額は 3億1，900万四で，事業内容は次のとおりである。

五分| 計一一τ一寸一言ーコ
面支E-i 口径80川

砂市ノ沢幹線

保土ケ谷区仏向町に仏向配水池を新設し，新開発地である市/沢団地及び左近山団地等への給

水増強を図るための高区配水幹線である。

事業費総額は 8億5，200万円で，事業内容は次のとおりである。

区分 ~ム

日l 商 実 施

E一主主|口径9ω-500mm延長5，500m [口径900-500mm延j堅笠竺
仏向自己水叫 1池町伽 Iい1池削∞

」空こ斗」乙竺旦巴竺子 止斗 3台 1，13仰

図 8← 35 .1ム向配水池手国図

9) 三ツ沢幹線

仏向配水池から分岐して，神奈川区の三ツ沢及び羽沢方面の高台への配水幹線である。

事業費総額は 6億2，160万円で，事業内容は次のとおりである。

E 分 |計画|実施

口径800-300mm 11 ， 330 m I 口径側一300mm 11 ， 228 m 

2台 150lP I 2台 150lP 

第7囲拡張工事で新設した矢指配水池(旭区矢指町)から分岐しq 瀬谷区瀬呑町，坦区三ツ境
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及び二俣)11町方面への配水幹線である。

事業費総額は 4億7，750万回でp 事業内容は次のとおりである。

区 分 言十 画 実 施

配水管 口径700~400mm11，000m I 口径700~400mm 1l，036m 

加圧ポンプ 3台 300伊 I 3台 300W 

11) 第 2戸塚幹線

第 6回拡張工事で築造した小雀浄水場から分岐する戸塚区北部への配水幹線である。

事業費総額は 4億6，000万同で，事業内容は次のと;J:3りである。

言十 回 実 施

。ロ f歪800~600mm 8，000m 

3合 250W

口径800~600mm 8，198m 

3台 300W

日野幹線

第 6囲拡張工事で築造し?と峰配水池から分岐し，金沢区@磯子区及び港南区の高台住宅地への

配水幹線である。

事業費総額は 3億7，700万向でヲ事業内容は次のとおりである。

区分| 百十 回 |実 施

配水 管:| 口径800~300mm 6，5∞m 口径800~ 300mm 6 ， 533 m 

加圧ポンプ I 3台 20肝 I 3台 20肝

枝 線

既設配水本管相互の連絡，給水不良地区及び末給水地区解消のため3 市内一同にわたって9 中

口径配水本管を布設したものである。

笑施

口径700~3伽m 38，100m I 口径700~300mm 40，403m 

275W I 3 Ei 375H' 
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第 8章新しい時代を迎えた第6回拡張工事

図 8-36 昭和38~45年度配水施設整儲事業概要図

藤
沢
市
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第9章

新時代を画した 取水一一第 7囲拡張工事

I 応急、水源対策から本格拡張工事への転換

1。 第 7回拡強工事計画

第7囲拡張工事の提案

昭和38年当時，第7回拡張工事の当初構想、ではb 応急的な馬入Jli取水増強工事として

21億円の建設費を見込んでいた。

しかし9 その翌年の昭和39年は全国的な異常渇水も加わって，本市でも水不足の危機は一層

強まった。実際，給水量は人口増加と産業集中により急上昇を続け，なかでも東京のベッドタウ

ン化を進めた港北。保土ケ谷及び戸

塚の郊外 3区では異常な人口増加を

きたしラ市北部方面への配水体制を
25 951，189 
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乙うして確定 7[ii1拡強工事費はp 当初構想の21億円をはるかにと回仏 126億円と巨額

なものになった。

その概要は3 工事期間は昭和40年度からの 5か年計画，水源については相模Jllf流の放流水に

i取水事業による寒)!I取水施設を増強して新たに日量50万nfを取水しp このうち10万

dを戸塚 e 磯子及び南地区に 2 残るL10万zdについては小雀浄水場から市北部に送水する大環状幹

線を新設して保土ヶ谷。鶴見及び港北地区に給水しようとするものであった。

当時，水源に予定した相模川下流放流水については3 神奈川県が酒匂JIi水系とこの相模川水系

とを一体化する県内の総合的な水源対策を検討中でp 早急に水量配分の結論を得ることは困難を

状況にあった。新規水源の見通しがなければ拡張工事の申請ができたいことになるがヲ早期に拡

張玉事に着工しなければならないという非常事態にあるので，主務省の了解を得て，新規水源の
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第 9主主 新時代を画した下流取水一一一第 7団法張工事

許可書に代えて神奈川県に提出し?と水源確保に関する要望に対する回答書をもって手続きを進め

ることになった。

河川i管理者

神奈川県知事 内山岩太郎殿

39水第 927号

昭和39年12月17泊

横浜市長飛鳥田一雄

水源確保に関する要望書

横浜市水道は近来の水需要の増大に対処するため3 第 6囲拡張工事を鋭意施工中であ

り，昭和40年においてその完成を見るにいたりましたがD 別器資料のとおり吟その後の

市勢の急激念進展に伴い給水需要の激増は著しいものがあれ ζの対策としてs 来年度

から昭和45年度を目途とした第7回拡張工事を計画しタ事業認可の申請をいたしたいと

考えております。

つきましでは，本拡張工事の予定水源として日量50万立方メートルを目論んて~$'りま

すので?その水源確保について特段の御配慮を賜りたくお願いいたします。

横浜市長飛鳥田一雄

40 企第四号、

昭和40年 3月29日

神 奈川県知事内山岩太部

水資源確保に関する要望書について(回答)

近年にbける人口の都市集中化あるいは著しい工業生産の伸展等行政不断の努力にも

拘らず9 本県における水需要の激増はめざましいものがあり p その対策の樹立が緊急の

課題とされてわります。

県としては，目下策定中の神奈川県第三次総合計画においても 9 県下全域における将

来の水需要に対し，水資源の合理的かつ効果的な利用9 開発を積極的に推進すべく検討

中であります。

従って，御要望に関しましでは 9 現段階において具体的数字で示すまでに至っており

ませんがz 寅市の事情も十分考慮の上p 県内全域にわたる水需給計画の樹立につき鋭意

努力中でありますので御了承願います。

とうしてヲ昭和4，0年 3月の市議会に第7田拡張計画を提案し9 委員会の審議を経て同月29日の

本会議で原案どおり可決をみた。
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(2) 第 7囲拡張工事計画離饗

計回目標と

第 7回拡張工事計画によると，その提案理由としておよそ次のように述べている。

「現在第 6回拡張工事(馬入川取水事業〉を施行中であり，その完成によって 110万ni(上水道

73万7，OOOni，工業用水道36万3，OOOni)の水量を保有する ζ とになるがフ生活文化の向上2 人口

の都市集中化傾向3 戦災を受けた市中心部の復興及び市周辺地域の急速な発展等によりヲ年々急

速に伸張する ζ とが見込まれ，昭和45年には 1日50万ITf，昭和田年には 1日116万7，OOOni程度の

水源不足となる見込みである。このため9 本市水道としては近い将来水源を酒匂川或いは県外の

河JliK求めざるを得ないが，なお相当の日時を要すると考えられるのでヲ暫定措置として馬入川

取水事業に引続き相模川下流の表流水を水源とする昭和40年度からの 5か年計画(第7回拡張工

事)も総工費126億円をもって推進する。J

な$3'，木工事計画は9 昭和45年における本市総人口 2，069，300人ラ給水人口 1，972，000人 1

1 EI最大使用量 643$を基本に策定しており 1日の最大給水量は 1，268， OOOn::i'と推計してい

た。

工事計画の概嬰

本工事計画はヲ水源を相模JII下流の表流水に求め，馬入川取水事業と同一地点の寒川町地先か

ら新たに 1日間万11fを取水L，うち10万IIfを戸塚@磯子及び南地区に，残る40万niを保土ヶ谷@

鶴見及び港北地区に配給水しようとするものであって，取水地点の関係並びに経済的効果を発揮

るため，努めて馬入}11取水事業による施設を利用するととを骨格としていた。

1) 取水工事

取水施設は相模)1I総合開発計画に基づき 2 神奈川県。横浜市及び横須賀市の共同施設として築

造した寒川取水施設を利用する。

2) 導ァド工事

導水工事はその施設のうち隆道及び水路橋についてはl既施設を利用し9 取水地点の揚水施設及

び管路を拡充するのすなわち 3 寒川取水地点、の既設第 1ホ。ンプ場に口径900皿m，800kWのポンプ

4台を増設し，同ポンプ場から既設管路に沿って口径 2，OOOmmの導水管ラ延長 3，ωOmを布設す

る。また，小雀浄水場内の既設第 2ポンプ湯に口径900mm，1，150kWのポンプ4台を増設する 6

3) 浄水工事

浄水工事は既設小雀浄水場の空地を利用し 1日50万dの浄水に必要な諸施設を増設する。

(i)高速接触沈澱池(スラッジブランケット型)

としてs 幅 2507m，長さ 31.6m，水深4.5m， 1 f也当りの処理能力 5

Pート造り高速接触沈離j仇10池を築造する。

但) 急速掃過池
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第9章新時代を画した下流取水一一第7回拡張工事

鰭過池としてラ重力式レオホツレド型急速櫨過池34池を築造する。各池の形状は幅10.2mョ長さ

13. 2m，櫨i晶画積117clでョ基準櫨過量は 1日1万4、700m'て守ある。

(制調整池

調整池は幅50rr寸長さ80mヲ水深 4m，有効容量 1万6，OOO:rriの鉄筋コンクリート造りの池 2

池を築造する。(合計有効容量3万2，000ro')

制洗浄水槽

洗浄水槽は内径19.4叫水深 3m，有効貯水量880:rriの貯水槽 1槽を築造する。

(v) ~~lft=1館

薬品館は地上 2階建，延酉積2，080ni 1棟を増設する。

(叫管理室

管理室は地下 1階ヲ地上 1階建ョ延酉積1，279cl 1棟を増設しフ既設浄水場と同様3 一 般 管

理@浄水管理等はすべて管理室に集中し，自動制御装置により制御する。。送配水工事

前述のように9 本工事計画に基づく 1呂田万m3の新規水量のうち， 1日10万IIfは既存施設を利

用して戸塚。磯子及び南地区ι 1日40万nfは発展の著しい保土ケ谷⑨鶴見及び港北地区に給水

する。乙のため，小雀浄水場内に送水ポンプ設備として口径800肌， 1，050kWのポンプ 4台を増

設するとともに，JJ、雀潟水場から県道阿久和鎌倉線及び主要地方道丸子茅ケ崎線を経て，既設鶴

見配水池の近くに新設する新配水池に至る間ι 口径1，800mm送水管を延長 3万1，450mにわたっ

て布設する。

また， J雲水管の途中 2箇所に既設管との連絡並びに配水監視用として第 1接合井及び第 2接合

井を築造しラ送水管の末端に 1隔50m，長さ 150mラ水深4.4mラ有効容量 3万3，OOOnfの鉄筋コ

ンクリート造り配水池4池を築造する(配水池合計13万2，。第 1接合弁は内径18m，水深

4 mフ有効容量1，OOO:rriとし，第 2接合弁は内径10m，水深15m，有効容量1，OOO:rriとする。

なおラ ζ の送水管及び接合井の新設に伴い3 馬入川系統と相模湖・道志川系統を有機的に統合

し，合理的な配水が可能となる。

表 9-2 年度男IJ支出額内訳表
(単位:千円)

費 日 工 事 費 昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度 昭和43年広; 昭和44年度

導水工事費 1，353，400 828，100 175，300 175，200 174，700 

浄水工事 費 2，554，200 160，000 788.200 222，800 1，383，200 

送配水工事費 7，697，900 1，330，000 1，741，400 1，494，800 2，322，200 809，500 

月3 地 登 855，000 150，000 180，000 337，500 187，500 

機械器具購入費 15，000 3，000 3，000 3，000 4，000 2，000 

建 物 費 5，000 3，000 2ラ000

事 こ〈ミ町以ど 費 119，500 14，000 27，500 2吉，200 28，200 20，600 
(イ寸'常経費を含む)

計 1，500，000 2，940，000 2，830，000 2，940，000 2，390，000 
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表 9-3 楼浜市人口及び使用水量増加推計奇異

昭¥区(人口

}'02;♂[ 総人口 l普及率| 給水人口ー

， )愛，( (人) I (%) I (人)

;:l突 i::;;;:;:: 77.8 i 1，070，763 
78.0 I 1，121，448 

イ史 m 水 量

平均 1日 最大1日
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 47 i 丸191，800 I 96.3 I 2，110，703 536 1，131，000 

48 I I 2，248，000 1 96‘7 I 2，173，816 I 544 I 1，183，000 

49 I相 i2，303，600 I 97.1 I 2，236，796 I 552 I 1，235，000 
50 I I 2，356，100 I 97.5 I 2，297，193 I 560 I 1，286，000 
55 I j 2，572弓000 I 98.2 I 2‘525，704 I 601 I 1， 517，000 
60! i 2，728，000 I 98.5 I 2，687，080 637 I 1，712ヲ000
-一一ムE一一ームーー=町一一一ー由--一一一一世一一匹斗』平一一一-_.司山_~，~，_L有一一一一_._ __j~甲ー一一=一一一一自由一

o主)総人口i主総務局総合{e間部発表による。

主務省への事業申請については，昭和40年度から着工するため事前に内諾を得ておき 3 市会提

案と同時期に申請書を提出したが，主務省も緊急工事の趣旨に理解を示し，市会議決の 2日後に

667 1，408，000 

679 1，477ヲ000

690 1，543，000 

700 1，608，000 

753 I 1，903，000 

800;LiL1513000 

は認可された。従来の拡張工事陀対する認可に比べて誠に異例のスピードであり，当時の主務省

をはじめ関係者の水危機に対する積極的な姿勢に心をうたれるのである。こうして着工準備に入

ったが，着工に当っては解決すべき問題がまだ残されていた。

厚生省環第273号、

神奈川県横浜市

3月四日第 1，25，2号申請の横浜市項の規定に基づきヲ

水道事業における次に掲げる変更を認可する。

昭和40年 3月31日

厚生大臣神田 博

1 給水人口を1，972，043人に増加するとと。

1日最大1，268， るとと。2 

2:.笥~7

第 7圃拡張工事麓工

7回拡張工事では9 相模jI i総合開発事業で築遣した取水施設(神奈川県。横須賀市 d
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第君主新時代を画した下流取水一一第7問拡張工事

の水道事業と横浜市の土業用水道事業の共同施設)と馬入)11取水事業により建設した導水施設等

(横須賀市@横浜市の水道事業と横浜市の工業用水道事業の共同施設)を利用することに念って

いたためラその利用をめぐ、って経費負担をどの上うに調整するかという問題を解決し怠ければな

らなかった。関係事業者との協議の結果9 神奈川県と横須賀市に関してはそれぞれ検討中の拡張

計画が競合する見込みとなるため，神奈川県では今後拡張計画の構想が固まるまで継続交渉する

ことにした。ま払横須賀市については3 昭和40年 (1965) 9月に同市の拡張計画が固まるまで

は暫定的に覚書を交換することで進めるととになった。

る本市の工業用水道事業についてはフとの施設に対して拡張工事の計画が念いためヲ横浜市

だけではなく近く決定される神奈川県と横須賀市とも関係を生ずることになり，また工業用水道

事業は国庫補助金を得て事業に参画しているので補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律とこれに基づく工業用水道事業費補助金交付規則のうえから 9 目的外使用となるため主務省

で難色を示し，結論がでなかった。そとで，現在の寒)1I取水施設の使用利益を還元する方式で協

議するととに友ったが3 相模)11の放流水を取水する計画自体が未確定であったので，最終結論は

持ち越された。

とうしてD 水源関係については最終確定が得らわノ?なかったが，第 6回拡張工事がほぼ完了した

昭和40年 9月に機構改革を行いp それまで第6回拡張工事を推進してきた馬入Jil取水事業建設事

務所を廃止し，建設課(浄水部)を新設して3 担当させることに友札翌日月から工事に着工し

た。

第 7間拡張工事の第 1次変買計画

水源問題を継続交渉という形で第7囲拡張工事を開始したが，翌昭和41年 (1966) 9月に神奈

川県は県内の各水道事業者に「水需要の将来計画について」の調査を求め，それを基に栢模川高

度利用と酒匂川開発の配分計画を糠h 同年12月には両水系の総量の配分案が囲まってきた。

しかしp 両水系の水量をどのよろにして配分するかについてはフ酒匂Ji!開発をどのように行う

かなど種々の問題があり 3 なお継続して検討することになってしまった。このたかで9 相模川高

度利用の問題は横浜市単独のものではなし神奈川県と横須賀市も参加することが明確となった

ので，馬入JlI取水事業の時と同様に取水工事を神奈川県に委託する方式がとられ，その工事費を

計上する必要が生じてきた。またラその後の市勢の発展状況から配水池の位置を変更する必要が

生じ更に小雀浄水揚からの排出水は片瀬川に放流していたがフ同河川は江の島の海水浴場に流

れることもあり，地元から改善について要望が出されたので，新たに排水処理施設を設けるほ

か9 河川水の水質悪化傾向からその対策も必要となってきた。

こうして，これらの問題を含めた第l次変更計画を昭和42年10月の市議会に提案したが，わず

か2年もたたぬうちに計画を変更し，水源もまだ流動的であるなど論議が紛糾して会期中に結論

がでず，次の12月市議会でようやく議決されるという状況であった。このためp 議決に当って次
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のよう者、付帯意見が付されたのであったが，水源問題は見通しはあっても横浜市だけの問題では

さとく県内全体の調整の時代にあり，念かなか結論を得られないという苦しい立場にある ζ とは，

議会でも十分承知していた。

付帯意見

本計画変更は，水源確保と将来の水需要に対応するためのやむを得ざる措置と思う

が，とのような膨大な財源を伴う重要計画の変更については，的確な見通しにたっ

定すべきである。

おにおョ 乙 あたっては2 極力経費節減に努力 L， されたい。

第 1

第7囲拡張工事の第 l次変更計画では，総工事費を当初計画額126億円から33億5，000万日増額

して159億5，000万同十日そして当初予定の工期である昭和40年度 (1965)から昭和44年度までの

5か年計画を 1年延長して昭和45年度までの 6か年計画に変更になった。

ζれに伴い，各工事も概要以下のように:在った。

1) 計画給水人口及び所要水量

第7回拡張工事の目途である昭和45年における本市総人口 2，069，300人，給水人口 1，972，000

1人1日最大使用水量643C，1 EJ最大給水量126万8，OOOm'比原計画のとおりである。(昭

和46年度以降については若干の修正をしている。)

2) 取水工事

原計画においてはD 現在の寒川取水施設を利用して取水することになっていたが，同施設は相

模JII総合開発事業に基づく神奈川県及び横須賀市との共同施設であるため9 相模J1 i下流の残流量

の高度利用計画の具体化に伴い2 再び共同で取水施設を新設する

においては3ζ の拡張される共同施設より l日50万Idを取水する0

3) 導水工事

となったのでう本変更計画

原計画における導水工事は，その施設のうち隆道及び水路橋については馬入m取水事業により

築造した施設を利用するとともに，寒JI!取水地点の既設第 11若水ポン ぴltC.小雀浄水場内の

既設第2揚水ポンプ場ι それぞれ口径 900mm，出力8ωkWのポンプ4台及、び口径 900阻ぅ出力

1， 150kWのポンプ4台を増設し，第1揚水ポンプ場から既設隆道流入口までp 口径2，OOOmmの導

水管を延長 3，OOOmにわたって 1条増設する計画であったが9 既施設と，維持管理面の関連性を

考慮い玖のとJ'aり変更する。

① 第 1揚水ホ。ンブ場に設置するホ。ンブ4台はヲ出力、を900kWに増強する

② 口径2，000酬の導水管は，延長を 050rnに伸ばす。

③ 第 2揚水ポンプ場に設置するポンプ4台は 9 出力を1，200kiNに増強する。
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第9章新時代を画した下流取水一一第7回拡張工事

4) 浄水工事

原計画における浄水工事は，既設小雀浄水揚構内に

(i) 高速沈澱池(幅25.7m，長さ31.6m，水深4.5m，処理能力 1池当り 5万nU10池。

(五)急速櫨過池(幅 10.2m，長さ 13.2m，穂過面積 116nf，耀過速度 135m，璃過能力 1日1万

5，660nf，重力式レオホツレド型)34池。

回調整池(幅50m，長さ80m，水深4 m，有効容量1万6，OOOrrl') 2池。

(iv) 洗浄水槽(内径19.4m，水深 3m，有効容量880nf) 1槽

(v) 薬品館(地上2階，延面積2，080m") 1棟。

(叫管理室(地下1階，地上1階，延面積1，279m") 1棟。

を築造するとともに，構内電気並びに計装設備等を併せて施行する計画であった。

しかし，水質汚濁対策設備の新設と馬入川取水事業により築造した既施設との関連性を考慮

し，総合的に配置計画を検討した結果，計画を次のように変更することになった。

(i) 着水井

既着水井を利用する計画であったが，新たに幅 6m，長さ18m，水深4mの着水井を 1池築造

する。

(誼)高速沈澱池

形状・処理能力等は原計画のとおりであるが，予備池を設置し，池数を11池に変更する。

倒急速漉過池

形状・処置能力等は原計画のとおりであるが，既施設の能力を勘案して池数を32池に変更す

る。なお，洗浄水槽1槽は急速臆過池の付帯設備として原計画どおり築造する。

(同調整池

配置の関係上，幅56m，長さ48.6m，水深 5m及び幅40.8m，長さ74m，水深 5mの2池を築

造し， 2池の有効容量を 2万7，000nfに変更する。なお，この池に接続して延面積672m"の送水ポ

ンプ室を併設する。

(v) 薬品館

維持管理の便宜上，既設薬品館を延べ 1，100nf増設するととに変更し，館内には，各種薬品注

入設備及び活性炭注入設備を設ける。

(ゆ管理室

管理室も維持管理上，既設管理室を延べ 315m"増設するが，同室に主まいて既施設とともに，海

水管理を集中して自動制御を行うことは原計画のとおりである。

同混和池

薬品館で注入された活性炭を原水と混和させるため，新たに築造するもので，幅25m，長さ55

m，水深4m及び幅25m，長さ49m，水深4mの2池を築造する。

同汚泥処理設備

585 



沈融i也の排出汚泥を乾燥し?とケーキ状にして搬出処理するために新たに築造するもので，内径

16m，深さ 4 mの濃縮池 2池JEE

5) 送配水工事

原計画における送配水工事は，小雀浄水場内に送水ポンプ設備として，仁1怪800mID，出力1，050

kWのポンプ4台を新設し小雀浄水場から県道阿久和鎌倉線及び主要地方道;礼子茅ケ崎線を経

8 糸、 る。

て少鶴見区j師手ヶ谷の新配水池に一至る間に口径1，80Qmm]雲水管延長 3万1，450mを布設しヲ更に送

水路線の中間 2箇所に既設管との連絡及び送水の監視用としてフそれぞれ容量 1，0ω11f第 l接合

弁及び第 2接合弁を築造するとともにヲ鶴見区獅子ヶ谷の送水管末端には， 11幅50m，長さ 150m，

表 9-4 変更計商工事費内訳表

m円

j高 喜き

τ総-F工事哀I玉吾妻-1-ー一一一一一
15，ヨ50，000，000

一一一一一一一一一一
125，000，000 

15，825，000，000 2. 工事費

500，O009000 l;ダム嵩七げ、導水路、沈砂、池(1)取水工事費 取水工事分担金

(2)導水工事費 1，270，000，000 

第 1j易水施設費 337，000‘000 口千歪900珊 出力900kW ;t~ンプ 4 会

導水管布設費 676，000，000 口径2，000mm 延長3，050m
一一

第 2揚水施設費| 257，000，000 口f至900mm 出丈J1，200kW ポシプ4台

(3)浄水工事費 「一月一一一 3，610，000，000 
一一

7J，井 'pl 50，000，000 幅 6m 長さ18m 7]<:深4 m 1 ;也

1高速沈澱池費 533，000，000 1池50，000凶/日。スラッジブランケット型 111也

日目 1池附面積116m' 鴻過速度135m/日
門口，~Ù守

|急速液過池費 723，00 

!調整池翌 日2，000，∞01有効内量 13，∞Om' 1池 14，000rr，s l池

I 'e. ~~.曲 一「内 I幅25m 長さ55rr1 水深4m 11也
什昆和泊費 311，000，0∞l いい H oL'_:! S' 引 ι Vげ Vぺ!I陥25m 長さ49m 水深 4m 1 i池

ドEF 理室 費 17，(∞J∞i延面積315m'

i薬 ι 館 費| 山 ∞ ，0001延面積1，100ばその他薬品設備 1式

一 」電気設備費l-飢，0札 00C受空塑， fNJAl電力、計装飾、自家発 1式

整地及び排水引 山川 1式
一 一一-J汚泥処理施設費1 511 ，00仏00C シックナ一、 ir<li:過機、汚泥処理室?汚泥池等 1式

('1)送配水工三存資イ [ 9，535，000，0ω| 

(送水ポン

|送水管
一一一一一

i接令

ブ設備費
7時

233，000，000 口径':800mm 出力1，200kW ポンブ。4台

布設費 4，408，000，000 口径1，800mm 延長22，900m

井 費 276，000，000 有効容量15，000m' 1池

2，030，帆000|有効容量 1池40，OOOm' 3池回同 7]( J也 資

配水管布設費 2，588，000，000 口径1，300mm 延長1l，000m

390，000，000 I 

15，000，000 I 
一一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

5，000，0以川

一 一一

(6建一 i

げ器具機械変|
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第 9~言 新時代を屈した下流取水一一一第7回拡張工事

水深4.4mラ有効容量 3万3ヲOOOrr1の配水池 4池を築造する計画であった。それを 3 配水f患の位置

変更により，次のとおり計画を変更することになった。

(1) 送水ポンプ

小雀浄水場内送水ポンプ場に設置するポンプ 4台はp 出力を1ヲとする。

(ii) 送水管

口径 1，800mm送水管の経路は原計画のと主主りであるがラ延長は港北区に築造する新配水池まで

とし， 2万 2，900mに変更する。なおラ停電その他によって送水ポンプが停止したときの水撃作

用に対処するためラ送水路線のIJ、、雀浄水場付近台地ι 内径 8Hl，高さ40mの鋼板製調圧水槽を

き受 9-5 変更計画ヱ事受年Jう悶1)支出額内訳表
(単位:千円)

費 i3 I工事鈎昭同年度制41年度昭一402平川87612醐41四 l叫円1 -??主
取水工事費| 肌 000i | 肌 000

導水工事費 1一一 - l -
浄水工事費 3，610，ω01 1，000 I 310，000 I 739，000 I 815，000 I 919，000 I 826，0ω 

送自己水工事費 9，535，000 I 444，000 I 2，607，000 I 2，677，000 I 1，824，000 I 1，353，000 I 630，000 

用 t也 資 890，000 45，000 310，000 413，000 59，000 29フ000 34，000 

建 物 1ヨ{ 15，000 10，000 1フ000 一 え000 1，000 

器具機械}~ 5，000 2、000 1，000 1，000 

事 す若 曹、 125，000 15，000 30，000 30，000 25，000 25，000 

合 15，950，0 00 竺 000 竺竺，000 4，262，000 3フ408，000 3，020，000 1司 515，000

表 9-6 横浜市人口及び健局水量増加推計表

法
人 仁i 用 7k 三正且予 す向 予丙汀E、

総人口 者A及Z干1 給水人口 1 A'IムJ:5) 平均18-1最大1人!量 大

(人) (%) (人) 1日(.e) ( )ぴ) 1日(e ) 1日 (nO

35 1，375，100 77.9 1，070，763 399 427，000 459 491，000 

36 実 1，437.868 78.0 1，121，448 432 485，000 537 601，800 

37 1，514，444 79.8 1，208，218 434 間，000c叩 652，300 

38 1，590，191 91.8 1，459ヲ795 402 587，000 502 733フ200

39 1，676，394 92.7 1，553，780 382 593，000 454 706，000 

40 k0t 1，788，796 93.3 1ヲ668，168 370 617，000 464 773，700 

41 1，859，772 93.5 1，738，887 385 670，000 484 841，100 

42 1，901，000 93.8 1，783，138 407 725，000 509 907ヲ000

43 1，957，100 94.3 1，845，545 416 767，000 545 1，005，000 

44 〕ア 2，013，200 94.8 1，908，514 425 812，000 589 1，124，000 

45 2，069，300 95.3 1，972，043 436 860，000 643 1，268ヲ000

46 2，131‘200 95.8 2，041，690 446 910，000 rο5じoミ 1，339，000 

47 96.3 2，110，703 450 950，000 667 1，408，000 

48 2，248，000 96.7 2，173，816 465 1，010，000 679 1ラ477，000

49 2，303，600 97.1 2，236，796 478 1，070，000 690 1，543，000 

50 ホペム1I、 2，356，100 97.5 2，297，198 492 1，130，000 I 700 1，608，000 

55 2，572，000 98.2 2，525，704 562 1，420，000 753 1，903，000 

60 2，728，000 98.5 2，687，080 637 i 1，712，000 800 2，151，000 

(注)総人口は総務局総合企画部発表による。
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新設する。

出)

原計画では接合弁を 2箇所築造する ζ とになっていたがラこれを保土ケ谷区下川井町地内に 1

箇所に変更し，その構造は幅49.2m，長さ76.8m，水深 4m，有効容量!万 5，OOOuiであり 2 周

辺地区への配水拠点を兼ねさせる。

(iv) 配水池

港北区川和町から池辺町にまたがる地点にその位置を変更し I隠80m，長さ 100rn，水深 5rn， 

l池当り有、効容量4万I1fの池 3池を築造する。

(v) 配水管

港北区に新設する配水池を起点とする配水幹線は，同区内折本町。新羽町・

見区下末吉町に至る 1万1フOOOmの聞に口径1，800mmの大口径配水管を布設する。

立 難航する下流取水と相模111高度利用事業計画

L 杷模)I! 0 酒匂川両水系の水量配分決定

，函匂JII開発に対する厚生省の要望

横浜市ではヲ相模川の河口放流水を水源として第 7回拡張工事を先行していたので，早急に水

系別配分を決定するよう働きかけていた。神奈川県でも，両7¥く系を全県的観点から調整するた

め，各水道事業の予測に基づき?第 1段階と Lて両水系の合計水量の配分ICついて各市との協議

を進め，昭和41年 12月には合意に達 L，引き続いて翌昭和42年の 2月から水系別配分の

調整作業に移っていった。ところがヲちょうどこの ζ ろι 厚生省から酒匂川開発計画に対し

てD その取水地点と導水方法を検討するよう要請が出されたのである。

え方は酒匂}11下流で取水する ζ とでまとまっていたが?ζれに対してp 厚生省では上

流取水を検討すべきではないかという趣旨であった。もし，上流取水に転換すれば取;水量が減少

し，水量配分問題に大きく影響するため，止むを得ず一時調整作業を保留とし3 急、i墨i官匂JiIの開

発問題を再検討するととになってしまった。

酒匂)11開発事業の当初構想、比昭和40年 7月に神奈川県企業庁から出された「酒匂川水資源開

発の構想並びに計画調査について」によると，酒匂川本JI日狩)11との合流点の下流に取水堰堤を

設けて日量約100万dを取水 L，第2次計画としてと流にダム(有効貯水量約5，000万を築造

しp これにより下流の取水地点で日量約 100万IIfの増量取水を行うという 2段階開発の構想とな

って恒た。ところで， ζ の下流取水方式に対して3 タユ地点で取水して相模湖(!c流入させ，既存

施設の有効利用を図りつつ自然流下により配分すると Iハう上流取水案の論議もあった。取水地点
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第百牽新時代を回した下流取水一一第7回拡張工事

と導水ノレートの問題については，県内の各水道に大きな影響を及ぼ、すため，横浜市は川崎市とと

もに利水者の立場から上流取水方式を要望したがヲ開発水量が減少するなどで難しいということ

になっていた。

こうして下流取水案によって検討が続けられ，昭和42年 2月25日，神奈川県企業庁は「神奈川

県における水資源開発計画について」をまとめラ相模}11高度利用，酒匂Jll総合開発の両事業の概

している。すなわち p 同計画による酒匂}11総合開発計画では，①酒匂Jr Iの上流山北町神

尾田地点に高さ約95mヲ総貯水量約 6，000万IIfの治水@芳u水を兼ねた貯水夕、、ムを築造する，②取

水は下流飯泉橋付近に)j医堤を設けて日量 160万IIfの敢水を子走い一部を小田原や県営の両水道

るラ③残りの大部分をポンプにより約251泊離れた寒川地点まで導水し，こ ζで各水道事

業体に分水するヲ という構想となっていた。

厚生省からの要詰はこの計画発表の直前の 2月四日にもたらされたものでヲ神奈川県と横浜@

J 11 ~荷。横須賀の 3 市の首脳部に対してう上流@下流取水の二つの開発方式のいずれによるかは神

奈川県内のそれぞ、れの水道計画と広域的な水道計画の在り方に与える影響が極めて大きいので，

十分検討するようにというものて?あった。その内容はp 今後の水需要の見通しについて特に横浜

北東部， ) 1I崎司!果:央地区での伸びが著しいという予想、に着目しつつ9 建設費や水資源の高度利用

などの酉から両方式を比較し，県内で検討されている下流取水案に対して上流取水案も利点が多

いので再検討されたいというものであヮた。

と下流取水

取水I也点を上流案によるか下流案によるかは水源開発の根本にかかわってくるが，両者の利点

を上げれば以下のとおりである。

1) 上流取水方式の利点

① 建設費が低廉

導水路延長が半減しヲポンプ設備も不要と念るため建設賓が低民主となる。

(上流取水方式:延長38km，下流取水方式 58km) 

② 水資源の高度利用

酒匂}11と相模}1Iを連絡する水路によって，両水系の貯水池群を有機的に操作でき，安定した水

利用と開発水量の増加が期待できる。

@ 国家的見地からも経済的かつ合理的

建設費の低廉化は公共資金の節減につながり，導水に電力を必要とせずヲ落差別j用による新規

発電も可能で，水資源、を高度に利用できる。

④ 経常費が低廉

自然流下のため，ポンプ揚水による電力費が不要である。

@ 安全性が大
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大地震その他の大災害に対しでもヲ下流方式のポンプ。送水系の方が彰響を受けやすく，停電に

よる大断水の不安もあり，仮に予備発電装置を設けると膨大念費用が必要となるがp 上流方式は

ζの点ヲ計り知れない利点がある。

@ 

上水道資源として河川が汚染される度合は下流の方が大きく 9 上流取水はi守来とも汚染の恐れ

ない。

2) 下流取水方式の利点

① 発電・農業者:ど既得水利権と し補償問題等の解決が容易で工事を同滑に進め

得る。

② 最下流で取水することにより 9 ダム地点以下の残留流域の水量を利用することができる。

厚生省の要請を受けた神奈川県比神奈川県衛生部が中心となりう神奈川県企業庁総合開発局

と横浜。)11U碕⑩横須賀の 3市及び県の水道担当者が総務@水文。経済の 3分科会を設けて更に検

討を行った結果3 昭和42年 9月に つ0l~ ， ょう

した。

① には上流取水方式の方が有利ではあるがラとの方式では取水量が計画水量に不足する

(上流取水の場合日量103万6，000品下流取水の場合目量186万1，。

② 上流取水の場合は農業水利との調整が国難である。

以上の立場から，酒匂川総合開発計聞の取水地点は下流の飯泉とする方向で行う結論に達した。

ζの経過を踏まえp 翌昭和43年 1月，厚生省に対して上流取水案は経済的にやや有利で、はある

が，確保水量の見込みが，既得水利との調整如何による不確定要素が多いので今回は下流取水で

水源を開発しョ上流取水は将来の問題として更に検討を進めていく旨を回答した。こうして，酒

匂川の水源開発は下流取水方式によるとと

区i!9-1 取水構想、

相民間

上流取*~長
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第9章新時代を画した下流取水一一第7回拡張工事

(3) 相模川@;酉匂)11水系の水系}3IJ水量罰分

その後，導水ノレートを検討するため9 神奈川県と横浜・J!!~碕@横須賀の 3 市の水道関係者によ

る取水研究委員会が設けられ9 同委員会では神奈川県案〈飯泉~寒川ノレート)のほか9 横浜。J!!

崎の共同案(飯泉~)II井~西長沢ノレート)などの検討も進めていった。またラとのような技術的

検討作業と並行して，当時強力に進めていた広域的水源開発促進の課題にいかに対応すべきかを

めぐって， 30に広域水道研究協議会が神奈川県と関係 3市によって設けられヲ検討作業が進めら

れていた。これはp 広域化促進の趣旨に沿い，昭和42年 (1967)度から p 固に上る水道広域化施

設整備補助金制度が発足していたからである。

とのような背景のもとに導水路のノ倹討作業が進められ，導水ノレートについては，当初共同事業

方式を前提として考えられていたものが，次第に大きな構想へと転換し，技術的な結論としては

飯泉~相模原~淵野辺~西長沢ノレートで施行することが了解されヲ更に将来の水源対策ラ水の総

合的運用3 施設の合理的有効利用9 補助金の導入などの固から広域水道として統合する方向が打

ち出された。 ζ うしてp 酒匂川の下流取水案の決定をみ，子走どおりの開発水量を見込むことが

できるようになったのでp 再び相模川iと酒匂川の水系別水量配分作業に取りかかった。

昭和43年 7月10日p 神奈川県副知事と 3市助役会議が貯jかれp 席上，水系5:J1j配分案が県より示

されたが3 相模川総合開発事業(城山ダム計画)の際，川崎市が進めていた拡張工事の水源を確

保するため優先的に配分した経緯がありフ ζの優先配分は次期水源計画で調整することになって

いたのてら県案に示された川崎市の相模川高度利用分を修正すべきではないかという論議が起っ

た。 jl!i崎市も 9 高度利用の次の水源である酒匂川開発が広域水道として進める方向が固まってき

たことや，地形的にも他の共同事業者に比べて不利であることなどからラ寒)I!I!文水による高度利

用分を酒匂川水系に振り替えることに念仇これに基づき水系配分を修正しう翌 8月26日の副知

事・助役会議でこの修正案が了承された。同時にp 酒匂川の開発方式については企業団設立の意

表 9-7 相模)11(高度利用い;酉匂川水系配分状況
(単位:m'/日)

qに

総配分水量 ノk系配分県ヌミ(昭和43年7月) 決定水系配分(昭和43年8月)
区 分

(11召和41年12j]) 相模JlI(高度) I同匂川| 相れ'iJlI(高度) 酒匂日l

神奈川県営水道 850，700 426，500 424，200 444，100 406，600 

横浜市水道 1，105，200 382，100 723，100 500，000 605，200 

川崎市水道 532，500 184ラ 100 348，400 532，500 

横須賀市水道 84，400 29，200 55，200 64.400 20ヲ000

三浦市水道 20，500 7，100 13，400 20，500 

2，593，300 1，029，000 1，564，300 

A、出原、市 245，200 245，200 245，200 

座 間 町 7，000 7，000 7，000 

南足 柄町 15，500 15，500 15，500 

267，700 7，000 260，700 7，000 260，700 

i仁~t- 百十 2，861，000 1，036，000 1，825，000 1，036，000 1，825，000 

(注)神奈川県営ノ'Kj互の配分水盆には，朱JlI下流市町村の昭和50年街要増分202，400m'/日を含む。
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向が固められ，同月31日の知事・市長会議で最終の水系別配分水量と企業団設立準備の決定をみ

た。

との水源に関する覚書についょうやく本市の第7回拡張工事の水源が確定したが，とうして，

ては，神奈川県とそれぞれの市が別々に定めるのか，連名によるのかなど手続的な問題もあり，

翌昭和44年 3月になってようやく調印の運びとなった。

覚書

県下市町村を包括する広域の地方公共団体の長としての神奈川県知事津田文吾(以下

「甲」という。)は，神奈川県公営企業を所轄する神奈川県知事津田文吾(以下「乙」と

いう。)，横浜市長飛鳥田一雄(以下「丙Jという。)，横須賀市長長野正義(以下「了j

という。)，川崎市長金刺不二太郎(以下「戊」という。)，治よび三浦市長三堀清治(以下

「己」という。)と，県内水資源の新規開発ないし高度利用に関する水配分について昭和

41年12月27日に締結した配分水量の水系別配分に関し，相模川開発水量日量 1，036，000

立方メートノレ，および酒匂川開発水量日量 1，825，000立方メートノレを前提として次のと

おり意見の一致をみたので覚書を締結した。

第 1条 相模川高度利用および酒匂川総合開発に関する乙，丙， T，戊および己の配分

水量は下表のとおりとする。ただし，乙の相模川配分水量には相模川流域市町村分と

日量 202，400立方メートノレを含むものとする。して，

(単位 :rr'tj日)

相撲川 酒匂川 メ日入 計

乙 444，100 406，600 850，700 

丙 500，000 605，200 1，105，200 

丁 64，400 20，000 84，400 

戊 532，500 532，500 

己 20，500 20，500 

第 2条 開発水量確定の時点で，水量に増減がある場合は，別途協議する。

第 3条将来，戊が酒匂川総合開発事業における開発水量のうち相当程度を相模川上流

で取水する方策を技術的に検討し，それが可能なとき，相互に協議し，協力するもの

とする。

第4条将来において取水事情が悪化し，緊急事態が発生した場合は，相互に協力する

ものとする。

との覚書の成立を証するため本書 6通を作り，甲，乙，丙，丁，戊，

各自 1通を所持する。

昭和44年 3月25日

甲 神奈川県知事

乙 神奈川県知事

横浜市長

己記名押印して

菩

吾

雄

文

文

津田

津田

飛鳥田丙
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長市

長

長

賀

市

市

須

崎

浦

横

川

三

丁

戊

己

長野正義

金刺不二太部

三堀 清

(4) 横震賀市との共同描行

昭和43年 8月に相模)11 '酒匂JI!両水系の水系別水量配分の決定をみたので，相模Jll高

度利用計画が本格的に推進されるととになった。 ζれと並行して，横須賀市においてもこの高度

利用計画の配分水源によって次期拡張工事の計画を進めることにな札その導水@浄水工事等を

横浜市の第7回拡張工事に併せて共同施行する方針に基づき，横須賀市への配分水量8万 4，900

1d相当分の建設工事を横浜市へ委託したい旨の依頼が昭和43年12月にあった。

既に，第 6回拡張工事lこ3まいて寒)11取水施設以降の準水。浄水⑥送水工事を横須賀市と共同施

行で建設し第 7回拡張工事ではこの施設を利用することを前提としていたのでラその施設利用

に関し，横須賀市に申し入れた際。横須賀市でも近い時期に拡張工事に着手することが考えられ

ていたため，昭和初年 9月の覚書でヲその場合には共同施行することが了解事項となっていた。

そこ、でョ早速工事委託の手続きが進められ9 昭和44年4月，本市と横須賀市は杷模JiI高度利用事

業に伴う水道施設建設に関する工事委託協定書の調印を行った。

横水第 2332号

昭和43年四月28日

横浜市水道事業管理者

水道局長渋 二郎殿

横須賀市水道事業管理者

水道局長 金塚久則

相模川高度利用事業に伴う配分水量新規受水の処理について〈依頼)

貴局益々御隆昌の ζ ととお喜び申し上げます。

さて，横須賀市は相模)ii高度利用に伴う新規受水のため拡張計画を進めております

が3 これにつきまして施設の一部の施行を委託したいと考えておりますので格別の御高

配を賜りますようお願い申し上げます。

君主;13，このことに伴う工事費の負担等につきましては， 'i.J1j途御協議いたしたいと存じ

ております。

43水第 1205号

昭和44年2月22日

横須賀市水道事業管理者

水道局 長 金 塚 久 良 J j 殿

横浜市水道事業管理者

5事3



5事4

水道局長 渋谷 三 郎

相模川高度利用事業に伴う配分水量新規受水の処理について(回答)

昭和43年12月28日づけ横水第2332号で依頼のありました標記受水のための水道施設に

部る工事施行の委託につきましては検討の結果，横浜市水道第 7回拡張計画に併合して

施行するとととしてお受りいたします。

之i;%3'，工事費の負担等につきましては，原則として馬入川取水事業の例により別途1協
議いたしたいと存じます。

相模JIl高度利用事業に伴う水道施設建設に関する工事委託協定書

横浜市(以下「甲」という。)と横須賀市(以下「乙」という。)は，相模川高度末u用
事業に伴う水道施設の建設に闘しp 次のとおA り協定を締結する。

(工事の委託:等)

1条乙はp |高度利用事業に伴う乙の水道施設のうち導水施設及び浄水施設の

建設について，工事の実施を甲に委託する。

2 甲は，前項の規定により受託した乙の工事を甲の横浜市水道第7回拡張計画K基づ

く導水工事及び浄水工事とそれぞれあわせ，申及び乙の共同施設の建設に係る工事ョ

(以下「工事」という。〉として施工する。

(施設及び工事費分担額)

第 2粂 前条第 2項の規定Kより建設する施設は，別表 1に掲げるとおりとする。

2 甲及び乙は9 前項に定める施設の建設に要する工事費について，相模}I!i高度利用事

業による取水権水量甲 1日500，000立方メートノレラ乙 i日84，900立方メートルの割合

に基づき算出した別表 2Iと掲げる分担額をそれぞれ分担する。

お 前項の規定にかかわらずヲ工事が完了するまでの間に沿いて設計の変更ヲ物価の著

しい変動又は災害その他やむを得ない理由により工事費に増減を生じたときは，前項

に規定する分担額の割合に応じ分担額を増減するものとする。

(建設利息の負担〉

第 3条 前条第 2項及び第 3項に定める分担額に係る甲及び乙の建設利息については，

当該分担額の割合に応じて甲及び乙が共同して負担する。

(完成期限1

第 4条 甲は，昭和46年 3月末日までに工事を完了させるものとする。ただし9 起債に

関する主務官庁の都合等により変更する ζ とがあるものとする。

(工事設計の基準等)

5条 工事設計等の基準及び工事の実施に必要な事項はッ甲が定めると ζ ろによる。

(事務手続き)

第 6条工事の実施に伴う経理等の事務手続きについては，

り行なう。

(工事工程及

アd に上

7条 甲は3 毎事莱年度開始前K当該年度の工事工程及び資金計画を乙rc通知するも
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のとする。

(委託工事賓の納入〉

第8条 乙は9 前条に定める資金計闘に基づき，毎四半期の委託工事費を当該四半期の

期央までに印に納入するものとする。ただしヲとれにより難い理由があるときは，協

議して決定するところにより納入するととができる。

(経理内容の閲覧等)

第 9条 乙は，委託工事費の執行について必要があると認ぬるときは3 平の備える

簿3 伝票その他証拠書類を閲覧L，又は報告若しくは資料の提出を求めることができ

る。

(工事実施の調査〉

第10条 乙比工事の実施状況を実地に調査するととができる。

〈決算額の通知及び精算)

第13一条 甲は9 第8条の規定により乙が納入した委託工事費について， ~芸事業年度終了

後すみやかにその使用状況及び決算額を乙に通知するものとする。

2 甲はラ工事がすべて完了したときはヲ 1清算書を添付して乙の委託工事費を精算する

ものとする。

3 建設利息についてはっ工事がすべて完了

(施設の維持管理等)

して精算するものとする。

第12条 工事が完了した後の施設の持分及び維持管理その他必要な事項については，

途協議して定める。

(協定外の事項等)

この協定に定めがない事項若しくは じたとき，又はこの協定の

内容を変更する必要が生じたときは，その都度協議する。

〈既施行部分に関する特例)

第14条 この協定の有効期間前に甲が実施した横浜市水道第7回拡張計画に基づく導水

工事費及び浄水工事費並びに建設利息等の執行については2 この協定に基づき実施さ

れたものとみなす。

〈有効期間)

第四条 ζ の協定は，締結の日から効力を生じ工事の精算が完了する日まで効力を有

ずるものとする。

との協定の成立を、証するため9 本書 2通を作成し，甲及び乙がそれぞれ記名押印して

各 1通を保有する。

昭和44年4月1巳

甲 横浜市水道事業管理者

水道局長 渋谷三郎

乙横須賀市水道事業管理者

水道局長 金塚 久 則
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別表 1

一 一
1法主 設 区 分 施 三ロヌ1LL 内 容

ヲOOkWポンプ 4台

第 1i号水施設 ポンプ室増築

王、せ子 オぇ 方面 ミE号パ乙A 
受変電設備増設

導 オく 管コ 口径2，000附 3，300m 

第 2揚水施設 1，200kWポンプ 4台

着 オく 井.r-= 一式

高速沈 ii¥!t池
50，000m'/日/池 6 ;也
90，000m'/日/池 4 ith 

急送鴻、過池 116m'/池 155m/日32池

調 主主 池
13，000m' 1池

14，000m' 1池

浄 7k 施 設 j昆 和 池 25m X55mX4m 2池

管 理 室 増築 6051孔3

薬 口r口I 自宮
薬品館増築 1，100m' 
薬品注入設備 1式

受変電設備増設

電 気 設備 計調IJ 設備各一式

構内電力設備

整地及び排水設備 一式

汚泥処理施設 一式

一
刻表 2

導水工事費 1，480，000，0∞1，265，000，000I 215，000，000 
浄水 工事費 4，030，000，000I 3，445，000，000 I 585，000ヲ000

用地費及び間接費 85，000，000 I 75，000，000 I 10，000，000 

計 5ヲ595，00C〔∞ 4，785，000，00o! 810，000フ000

2。 相模)1I高度利用事業計画

神奈川県の計画

昭和43年 2月p かねてから相模j刊の高度利用

高度利用計画概要の説明があり，

画の全容が明らかになってきた。

その骨子は，新たに取水する日量103万6，OOOn:i'

るための可動堰による嵩上げ工事を行いかそれとともに上旬

5雪6

きた神奈川県から相模JI!

る
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を図るためョ止水壁の追加や水叩工の延長等の補強工事を行うもので9 その計画概要は次のとおム

りである。

① 相撲Jll高度利用計画はう相模JII河口に放流されている水を対象としたもので， ζの計画が実

現すればフ毎秒12ni (103万6，000n:1/日)の取水が可能となる。すなわちヲとの計画は相模m総

合開発事業において9 寒J1I取水夕、ム地点で下流に責任放流量として毎秒12ni以上放流することに

左っており，との水を取水するものである。

したがってヲこの水利用は極めて厳しい条件にしばられているとともにラ他の都市近郊河川に

共通Lてみられる水質悪化の問題をはじめ，従来の開発事業に伴う諸問題のほか3 いくつかの困

難性を含んでいる。

② この高度利用計画を実施する乙とによって生ずる問題点としては3 流量減少に伴う遡行性魚

類の遡上及び降下の阻害虫河口閉塞による漁船の航行障害等，種々想定されるのであるが， ζれ

ら問題に対しては，現在勺とれに対処すべく鋭意調査研究中である。

③ 取水施設の築造位置はヲ必然的に相模川総合開発事業による寒川ダムの現位置から下流と考

えるべきであるが，この既設ダムの下流に適当な箇所もなし工費及び管理の函からも，寒)i!ダ

ムを利用するのiJ~有利でみる。

④ これを利用するにはラ上下流の水位差の増大に対してダムの安定を図るためラ止水壁の追加

及び水叩工の延長などの補強工事とともにヲ既設夕、、ムに調整容量を確保するために可動壊による

嵩上げ工事を行う必要がある。またp 導水路及び沈砂池についても既設の施設と並行して下流側

に新設する。

⑤ 施設概要

工 事 内 容 t再 1、f且と 摘 要

I::_{オ~ 11:. 7]( m 可動音s..・注入ヨぷJ
上下流水位差i曽大に対し安定をはかる。

固定部.."J副党墜工

i区 (改築) 下流水口[J工 コンクリート張及び改良沈床工 ーマjたiWJ河床11.I;下防止

起伏水門工
固定部高さ O.5m 取水量が増加するので調書き容量として
魚道部高さ O.7m l07Jm3を得る。

I収入口(改築)
取 Jk口工 IIJ両7.6m.両さ5.2m，水門 取水口新設，スクリーン通過量大となり
防鹿機迫力日 3.3X2.5m 2 門 9 除~機一式 壊の付着が多くなるので除廃機を設ける。

;#1水路(新設)
I1栢3.3m ， ì~~5.2m ，
二連箱型渠

沈砂i也(新設)
III肩200mヲ深3.91n~ 

長100m 2池

排水路(新設) ポンプ口径500m1nヲ排JJ<.h'各 沈砂池排砂はサンドポンプによる。

右岸汚水H土工 トンネルによるショートカット

f寸前?工事 上下流護岸工 恨図工法覆工

左岸制排水路間|ヒューム告ーにより堰下流に放流

5ヲ7



⑥工事の工程は，昭和44年度から

図 9-2 潤占禁川高度利用事業概要図

して昭和46年夏期から取水が可能の予定である。

相模JIl高度利用事業の事業費比用地費及 と

れ?とのうち横浜市の分担額は水量比配分でlSl憶 3~OOO 万四とをっていた。本市が第 7 回拡張工

事の第 l次変更計画で取水工事分担念として計上したのは 5億円であったから 3 その 4倍付:当る

額であった。

との総事業費 40億円の執行計画は 9 昭和4LI年 度 23億凡昭和45年度 9 日目手目46

8億円となっていた。この 3か年計画のうち，初年度に補償関係の大部分を解決するという

にたって巨額な事業費を見込んでいたが，当時の起債許可の状況は，景気調整による制限の

ため初年度から多額の起債を得るととは難しいものと予想されJた。そ ζで3 事業費を削減し9 補

償関係をできる限り後年次に行うよう要望したが，難しい補償関係の交渉に当っていた神奈川県

としてはヲ異例の残流量による計画のため，補償問題はできる限り早期に解決を図り工事の

円滑な施行を図りたいという煮向でるったのでp 神奈川県sの案に沿って協力していく ζ とにな

tcc: 

こうして，椙模川高度利用事業は神奈川県@横浜市。

て守昭和44年度から着工する ζ とになり 9 また?

について，r，ー て神奈川 ζれしに当りう

3 ることになった。この合'惹、

横須賀両市の問、ご「相模JI!高度利用計画の共同事業に関する

3 

を了

た。仮協定となったのは議会の承認を必要とするためであるがフこの仮協定

管理者の知事に水利使用の申請がなされ3 更に知事から建設大臣に水利願いの

なお9 本i協定が締結されたのはs 議会議決後の同年4月と日であった。

5ヲS
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表 9-8 事業概要
(単位:千円)

工 事 内
，廿t呉r

構 1、正品h 工事費

上流止水壁 可動部，注入工法，毘定部川連続壁ヱ

耳霞
下流水叩工 lコンクリート張及び改良沈床工 828，600 

(改築)
起伏水門工 国定部高さ 0.5m，魚、道部高さ 0.7m

耳見 中面7.6m，局さ5.2m，71<.門3.3X2.5m
52，100 

(改築) 防態機追加 2門，除産機一式

導水路(新設)i '1唱3.3m、深5.2m，二連箱型渠，延長300m 135，500 

沈砂池(新設 ) I 幅200mヲ深3.9m，長1，000m 2池 264、500

排水路(新設 ) I Iポンプ口径500mm及ぴ排水路 「一-15可ー
ヨ岸汚水吐IIトンネルによりショートτyト

イ寸 帯 工事 上下流護岸工 根回工，i去覆工 204，300 

一一ー一一-1| 蝉県水排水路付替 ヒューム管により堰下流に放流

仮 三日又凡 エ 事

管理設備工事測量 管理 事 務 所 等 の
鉄筋コンクリート 2階逮

及ぴ試験工事等 築 ユ、全旦ヒ 工
209，800 

用地の取得及び補償 1，803，000 

そ グ〉 他 453，000 

メ5コ入 百十 '1，000，000 

表 9-9 事業531]負担額

率一 業 者 名 配水量(ば/日) 分担率(%) |分担額(百万円)

1兵 市 48.26 

t主 3良 ，プLJFnL 市 84，900 8.20 
1I11411997似34荻2)8O 2 ) 

神 孟5f.、L )11 県 451，100 43.54 

言十 1，036，000 100.00 

相模川高度利用事業の共同施設建設に関する基本協定書

神奈川県知事津田文吾〈以下「甲」という。)とヲ横浜市長飛鳥田一雄(以下「乙j

という。)とヲ横須賀市長長野正義(以下「丙」という。)とは，相模川高度利用事業に

闘し次のとおり協定を締結する。

(工事の共同施行)

第 1条 相模川高度利用事業に係る寒川取水施設の築造に関する工事(以下「工事」と

いう。〉は，甲 9 乙及び丙が共同で施行するものとする。

(計画警の作成)

第 2条 工事の計画書については，甲ョ乙及び丙があらかじめ協議のうえヲ甲にその作

成を委託するものとしヲ ζれを変更しようとするときもまた同様とする。

〈工事費及び分担割合等)

599 
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第 3条工事に要する費用は， .I'i'給むね意向とする。

2 前項の規定による費用の分担割合は，別表のとがりとする。吋

3 工事が完成するまでの間において設計の変更p 物価， しい変動文は災害

その他やむを得ない理由により工事費に増減を生じた場合は，前項に規定する分担額

の割合により，甲，乙及び丙の分担額を増減するものとする。

(工事実施の委託〉

第 4条 乙及び丙は，工事のうち乙及び丙の分担すべき部分の工事の実施を甲に委託す

るものとする。

〈完成期限)

5条工事払昭和47年 3月末日までに完成させるものとする。

(共同施設の持分)

6条工事が完成した場合Kおける共同施設はp 年1，乙及び丙の共有物とし第 3条

の規定により分担した額の割合に応じじそれぞれの持分を有するものとする。

(共同施設の管理)

7条 工事が完成した後t仁和ける共同施設の維持?操作その他管理について必要な事

項はう平9 乙ラ7](び丙が別途協議して定めるものとする。

(不用及び残存物件の処理)

第 8条 工事施行期間中に生じた不用物件又は工事完成後における残存物件について

はp そのときの価格によって評価しp 第 3条の規定により分担した額の割合をもっ

て，甲，乙及び丙が協議のうえジモの配分又は帰属を決定するものとする。ただし，

軽易なものについては ζ の限りでない。

利

第 9条 流水の占用等の許可申請は甲が行?なうものとしョ ζの場合における

てはD 別表K定める区分を附して行なうものとする。

(1日施設の利用等)

乙及び丙は，相模Y!I総合開発共同事業によって建設した寒川取水施設の使

用及び撤去，改造等の工事を施行するためz 法令その他事業運営に支障のないよう

第11条 工事の施行tと|諒して買収した土地等のョ不動産登記法(明治32年法律第24号)

第39条の規定による保存登記tむ甲がこれを行なうものとする。

2 前項の規定による手続に、sいて表示する甲D 乙及び丙それぞれの持分は，第6

規定により定めたと ζ ろによるものとする。

(土地収用手続等の代理)

(昭和三法律第 219号)及

土地収用

より 9 甲，乙lfi.ぴ
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(協定外の事項等)

第13条 この協定に定めが念い事項，乙の協定の内容に疑義を生じたとき又はその内容

を変更する必要が生じたときは，そのつど甲会乙及び丙が協議のうえ決定するものと

する。

(有効期間〉

この協定は9 締結の日から効力を生じ，工事に関連する事業の水利権の存続期

間中効力を有するものとする。

この協定の成立を証するため本書 3通を作成 L，甲p 乙及び丙がそれぞれ記名捺印の

うえ，各自 liffiを保有する。

昭和44年4月j日

別表 事業者]:IIJ水量並びに共同施設分控室普及び分担額

m 
事業者名「一

I毎秒当り(財)1日量当り (m')

100.00 

平神奈川県知事

乙横浜市長

横須賀市長

摘

津田文吾

飛鳥田一雄

正

要

座間町 7，OOOrrf/日を含む

三浦市 20，500m'/日を含む

4，000 

工事委託協定書

神奈川県公営企業管理者企業庁長桑名精ニ(以下「甲Jという。)とョ横浜市水道事

業管理者水道局長渋谷三郎(以下「乙」という。)と，横須賀市水道事業管理者水道局

長金塚久良IJ(以下「丙」という。)とは，昭和44年 4月1日づけをもって神奈川県知事

津田文吾と，横浜市長飛鳥田一雄とう横須賀市長長野正義との聞に締結された相模JII高

度利用事業の共同施設建設に関する基本協定書〈以下「基本協定書」と h う。〉に基づ

き工事委託について次のとおり協定を締結する。

(工事の共同施行及び委託)

第 1条 相模川高度利用事業に係る寒川取水施設の築造に関する工事(以下「工事」と

いう。)はp 甲3 乙及び丙が共同で施行するものとし9 乙及び丙はラ乙及び丙が分担

すべき部分の工事の実施を甲に委託しp 甲はとれを受託するものとする G

(工事費及び分担額)

第 2条工事に要する費用(既に支出された費用を含む。)は， 40億円とする。
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2 前項の規定による費用の分担額は，次のとおりとする。

甲 17億4，200万円 乙 19億3，000万円 丙 3億2，800万円

(完成期限)

第 3条 甲は，工事を昭和47年 3月末日までに完成させるものとし，昭和46年夏期には

一部取水ができるよう施行するものとする。

(設計書及び図面)

第4条 甲は，工事に関する設計書及び図面を作成し，乙及び丙にとれを通知するもの

とする。ただし，軽易なものについては通知を省略することができる。

2 前項の規定は，甲が設計変更を必要とする場合においても準用するものとする。

(工事施行の手続)

第 5条 甲は，工事を神奈川県工事執行規則(昭和27年規則第17号)その他甲の定める

取扱規程等により，施行するものとする。

(工事の工程及び資金計画)

第 6条 甲は，工事の工程及び資金計画をたてて，乙及び丙に通知するものとする。

(工事の実施)

第7条工事を実施するため必要な工事の請負契約その他工事の実施に伴う必要念事項

については，すべて申がζれを行ない乙及び丙に通知するものとする。ただし，軽易

なものについては通知を省略することができる。

(工事実施の調査)

第 8条 乙及び丙は，工事の実施状況を実地調査することができる。

(旧施設の利用等)

第 9条 乙及び丙は，基本協定書第10条の規定による協議を前提として，相模川総合開

発共同事業によって建設した寒川取水施設の使用及び撤去，改造等の工事を施工する

ことに同意するものとする。

(委託費の納付)

第10条 乙及び丙は，第6条の規定に基づく資金計画に従い毎4半期の所要額を甲の発

行する納入通知書により毎4半期の最初の月の10日までに甲に納付するものとする。

ただし，甲，乙及び丙においてこれにより難い理由がある場合は，甲，乙及び丙が協

議のうえ，決定すると ζろにより納付することができる。

(経理等の手続)

第11条 前条に規定する委託費の執行についての経理等の事務手続は，神奈川県公営企

業財務規程(昭和42年企業管理規程第11号)その他甲の定める取扱規程等によるもの

とする。

(経理内容の閲覧等)

第12条 乙及び丙は，委託費の執行について必要ある場合は，甲の備える帳票その他証

拠書類を閲覧し，又は報告を求めることができる。

(完成通知及び施設の引渡し)

第四条 甲は，工事が完成したときはその旨を書面により，完成検査書及び委託費の概
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算精算書を器えて，乙及び丙に通知するとともにその施設を引渡すものとする。

2 甲は，前項に規定する完成通知後すみやかに委託費を精算し，その精算書を乙及び

丙に通知するものとする。

(協定外の事項等)

第14条 この協定に定めがない事項又はとの協定の内容に疑義を生じ若しくは内容を変

更する理由が生じた場合は，甲，乙及び丙が協議のうえ，決定するものとする。

(有効期間)

第四条 ζの協定は，締結の日から効力を生じ，工事が完成し精算が完了する日まで有

効とする。

との協定の成立を証するため，本書 3通を作成し，甲，乙及び丙が記名押印のう

え，各自 1通を保有する。

昭和44年4月1日

甲神奈川県公営企業管理者

企業庁長 桑 名 精 一

乙横浜市水道事業管理者

水 道 局 長 渋谷 三郎

丙横須賀市水道事業管理者

水 道 局 長 金塚 久則

(3) 高度利用の水利権申請と建設省との協議

水利使用申請については，神奈川県の場合は相模川河水統制事業，相模川総合開発事業を通じ

一貫して神奈川県知事が代表して一括許可を受けており，との相模川高度利用事業も同様，神奈

川県知事名で許可を受けるととになった。水利使用申請の実務は企業庁総合開発局で行い，取水

量を毎秒 12n:f(横浜市分毎秒5.79n:f)として，昭和43年 (1968)12月付企開業第24号で申請し

た。

当初，相模川は 2級河川であったので，申請先は河川管理者の神奈川県知事であった。申請を

うけた知事は，意見書を付し昭和44年3月，河第 800号をもって建設大臣に認可申請の手続きに

入った。 ζの水利使用が全国にも例を見ない河川維持用水の全量取水という ζ とから神奈川県と

しても前年から事前協議を行っていたが，審議に多くの日時を要し，神奈川県は苦境にたたされ

た。

建設省は，寒川から下流が 1年のうち 3分の 1は全然水が流れなくなってしまう高度利用の計

画に慎重君主態度をとり， とりわけ次の諸点で難点を示した。

建設省がまず指摘した事項は，毎秒12n:fの水は河川流量からみて安定して取水できない，つま

り水源的に不安定であるという点であった。 ζの取水計画では，城山ダムを計画した昭和24年か

ら神奈川県の第3次総合計画を樹立する基礎となった昭和38年までの流量資料を採用しており，

十分取水が可能となっていた。しかし，実際の許可申請時には昭和42年までの流量データが記録
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でき， 19年間の流量資料と念った。そのうち 9 たまたま近年の流量が昭和39年?昭和40年，昭和

42年が異常渇水でョ昭和33年を入れると四年中 4年は毎秒12rrfの取水が困難となる結果と在って

いた。とのような ζ とから毎秒12rrfを取水したいならば安全度を上げるため上流に渇水補給用の

ダムを計画するよう指示があった。

一方，神奈川県企業庁としても 9 渇水が事実多発していたので，中津川水系で 2箇所ラ道志川

1箇所のダム地点の検討を行っていた。しかし，企業庁としてはp このよう

には最高 3割の節水を行えは切り抜けられるものとしヲ事実昭和39年及び42年には節水で切り抜

けた実績もあり p また上流の良好なダ、ム地点も枯渇し，城山夕、ムに続き多数の県民が水没移転す

るとなれば問題も大きく，建設費も膨大なものとなることから9ζ のような異常渇水が今後も

続いて起る可能性は少ないという立場をとり，当初j計画のまま実施することで建設省と折衝し

た。

建設省が指摘した次の事項払河川維持用水を全量取水するととによる寒川下流地域に及ぼす

影響についての対策であった。建設省が指摘した事項はヲ①淡水が減少するため寒川下流左右岸

からの汚水の希釈水の不足による水質悪化，②同じく河口の閉塞による航路閉塞及び洪水時の内

③塩水遡上による地下水の塩水化，④下流既得水利権(八幡機構用水組合)の処

③美観についてョ VCあった。とれらに対する処置として，神奈川県では水質悪化については

流域下水道を実施するととョ航路閉塞等についてはしゅんせつ船を常駐させて航路維持を図るこ

と，砂隣の状況については河口付近の地形測量を継続し，監視する ζ と，地下水の塩水化につい

ては地下水調査の結果9 たとえ塩水が侵入しでも堤内地には影響はないという結論を得ていた

が少;念のため河川lに近接している地域で井戸水使用の家庭を対象に県営水道の給水を行うとと，

既得水利権の処置については他水系(渋田JIりからの導水を行う ζ とp 美観については具体的な

問題が不明であるととたどを挙げるとともに，その他維持用水を上水道用水に利用しなければ念

らな として横浜市・ に依存する水量，昭和39年及び42年の異

常渇水時の実際のダム運用と節水対策9 寒川地点の流況p 昭和42年度から開始した中津川総合開

いわゆる 13点夕、ム構想J)と高度利用事業との関連づけなど

理解を求めた。

このように，本計画による取水及びこれによる影響κついていろいろ協議を行い3 最終的には

これらの問題について神奈川県知事から「相模川高度利用事業に給ける対策について」という文

書を提出することで了解を得ることになった。

次にヲ構造的な観点からも指摘があったが，とれは相模川総合開発事業で建設した取水施設が

その後の河川計画の変更による計画洪水流量の改定により河川計画断固が変更に在っていたこと

に関してであった。そしてョ高度利用事業で!日施設を利用する場合，新河川計画に合致した構造

るよう指示があった。当初，堰堤Kつ円ては取水量増に伴う取水の安定性から

げして調整容量;を確保する計画になっていた。 しかし9 通水断企画が縮ノトするよう

品。4
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うとJ:m;t堤全体の改築になりかね念いのでヲいろいろ検討を行った結果，嵩上げを中止し3 取水口

の呑口敷高を低下することで対応するととにしラ導水路計画も一部敷高を変更した。

また 3 水利使用を行う場合，河川法第38条により関係河川使用者の同意を求めなければならな

いが9 本事業については内水面漁業と八幡機械用水組合の 2件が対象と念った。これについて

は，補償交渉妥結後p 相模川漁業協同組合連合会からは昭和45年4月付，八幡機械用水組合から

は同年 1月付で水利使用に対する同意書が送付されたので9 県では直ちに建設大臣にこれを送付

したc 一方p 企業庁から申請を受けた土木部河港課ではラ昭和44年 3月ラこの申請に直接関係す

る平塚市 e茅ケ崎市及び寒川町の 2市 1町、に本計画についての意見璃取を行っているが，これを

受けた市町fむ実 に 7か月の期間を要して合計18項目にわたる意見書を提出した。この回答を得

て県仁しとれらの意見については十分検討し雪地元の意見を尊重のうえ善処する考えを示L，水

利使用を認める ζ とについて異存がない ζ とで了解に達したので，建設大国への前回の許可申請

時に保留していた関係市町へ及ぼす影響に関レてp 関係市町の意見書を付して回答した。

建設省ではラこの水利使用許可に当っては当初から難色を示していたがp 神奈川県としては，

県下の水需要からいろいろ検討した結果ョ建設省の指摘に逐一答えながら，既定の方針で進める

よう建設省に強力に{噴きかけたのである。

、ゾ
バ
U
a(
 

相模JI!高度利用事業計画に基づくラ水利使用を申請中であった昭和44年 4月9 栢模

は1級河川p乙指定された。 したがってラ ζ の水利使用についても建設省の所管に移され，事務手

続上も大変な困難を伴った。相模川の 1級河川指定については，当時再三にわたり建設省からの

要求があり p その都度先送りされていたがラ昭和44年 2月に最終的な県知事の意見聴取があり，

県としては 2月の定例県会に諮ってその議決を得9 同意した。 ζの1級河Jilの指定に当ってョ県

では ζの水利使用が難航している時期であったので，本事業の早期実現方について建設省に意見

をtj"している。

ともあれ， ζ の水利使用については，維持用水の全量取水の可否及びその対策フ河川改修計画

と構造物の関連，関係市町の意見聴取ヲ関係河川使用者の同意等の事務手続きを経て?相模川高

度利用事業の起工式後間もない昭和45年 5月ラ申請から 1年 6か月の期間を要してようやく許可

を得た。とこに，相模川高度利用事業における相模川の水利使用に関する河川法に基づく許可

は，建設大臣から神奈川県知事あて水利使用規則を付して許可されたが，この規則によると，相

模JII高度利用事業による取水は，この水利使用許可以前から存在する他の水利使用及び漁業に支

障を生じないようにしなければならないことが明記されており，またヲこれまでの経過をふまえ

て，安定した取水量を確保するために将来必要な水源措置を講じなければならないという付帯条

件が付せられp この水利権は，いわゆる「劣後水利権」と位置づけられた。
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建 設 省

44建設省神河政発第7号

建設省神河政発第6号

(関東地方建設局長経由)

神 奈 川 県

昭和43年12月9日付け企開業第24号で申請のあった相模川水系相模川における水利使

用に関する河川法第23条，第24条及び第26条の許可(相模川高度利用上水道)について

は，別紙水利使用規則を附して，許可する。

昭和45年 5月29日

別紙

水利使用規則

(目的)

第 1条 との水利使用は，水道のためにするものとする。

(取水口の位置)

建 設 大 臣

44建設省神河政発第7号

建設省神河政発第6号

昭和 45年 6月 29日

(相模川高度利用上水道)

第 2条取水口の位置は，神奈川県高座郡寒川町宮山字川原4，766番地先(相模川左岸)

とする。

(最大取水量)

第 3条最大取水量は， 12.0ni'/sとし，その内訳は別表のとおりとする。

(取水の条件等)

第4条取水は，との水利使用に係る権原の発生前にその権原が生じた他の水利使用及

び漁業に支障を生じないようにしなければならない。

2 安定した取水量を確保するための水源措置がなされるまでの聞においては， ζの水

利使用に係る権原の発生後その権原が生じた他の水利使用のうち，ダムその他の流水

の貯留のための施設に関するものに支障を生じ念いようにしなければならない。

3 ζの水利使用を行なうもの(以下「水利使用者」という。)は，取水地点から下流

における対策として，必要に応じ，河口附近のしゅんせつ，河道の掘さく及び河川の

管理のための放流等の措置を講じなければならない。

4 河川管理者は，必要があると認めるときは，水利使用者に対し，前3項の規定を守

るため必要な水利使用者がとるべき措置を指示することができる。

(河川工事等による支障の受忍)

第 5条 水利使用者は，河川工事その他河川の管理に属する行為により通常生ずる流水

の汚濁その他の支障については，この水利使用を行なう権利をもって河川管理者に対

抗することができない。
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〈工作物及び土地の占用)

第 6条工作物の位置又は土地の占用の場所及び占用酉積はラ次の表のとおりとする。

区分

取水施設

導水施設

排水施設

言十

相模川左岸

右岸

相模川左岸

相模川左岸

(許可期限等〉

工作物の位置又は土地の占用の場所 | 占用面積

取水口の位置の表示に同じ。 i7，218.33nf 
神奈川県平塚市町村字天神下6，772番地の 5地先|

神奈川県高座郡寒川町一之宮地内 1 

導水施設の位霞の表示に同じ。 I

と空三さと

第 7条許可期限はp 昭和田年3月紅白までとするつ

〈工事等〉

第 8条工期比との許可の白から 3年間とする。

2 水利使用者はうこの許可に係る工事の実施についてはp 関東地方建設局京浜工事事

務所長(以下「所長」というっ)が河川管理上必要と認めてする指示K従わなければ

ならない。

3 水利使用者はヲとの許可に係る工事に着手しようとするとき民あらかじめ関東地

方建設局長(以下「局長」という。)にその旨を届け出なければならない。

4 水利使用者はフ工期内にとの許可に係る工事のすべてを完成し，かつ当該工事のす

べてについて河川管理者の検査を受け念ければならない。

5 前項の検査の申請は3 河JlI法施行規則第四条又は第20条の規定の例によりしなけれ

ばならない。

6 水利使用者は，第4項の検査に合格した後で、なければ、3 当該工作物又はその部分を

使用しではならない。

(取水の開始の届出)

第 9条水利使用者はラ取水(設備の点検のためにするものを除く。)を開始しようと

するときはあらかじめヲ神奈川県知事にその旨を届け出なければ、ならない。

(取水量等の測定等)

第四条 水利慣用者は，自記水位計を用いる水位法により，毎日の取水量を測定L，年

ごとにその結果をとりまとめて翌年の 1月31日までに ζれを局長に報告しなければな

らない。

2 7K利使用者は，河口における土砂の堆積状況及び地下水に対する影響について調査

を継続し年ごとにその結果をとりまとめて翌年の 1月31日までに ζれを局長に報告

しなければ、ならない。

(水源措置)

第11条水利使用者は，安定した取水量を確保するために相模Jl!高度利用事業において

必要な水源措置を講じなければならない。
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(暫定取水)

第四条 水利使用者は?との許可に係る取水を開始す由るまでの間においては9 次により

取水する ζ とがで、きるものとする。

(1) 取水口の位置

]取水口 神奈川県高座、郡寒川町宮山字川原4，766番地先(相模川左岸)

(昭和42年 4月1日許可杷模川河水統制j事業及 用

施設における本取水口(2))

第 2取水口 同町宮山地先(相模J11左岸) (昭和29年10月8日許可神奈川県営水道

寒川j取水施設)

最大取水量

1取水口 4. 

第 2取水口心。

計 4

2 水利使用者は，前項の取水の必要がたく在ったときは，との暫定取水のための第 2

取水口に係るポンプ施設等をすみやかに撤去しなければならない。

(申請等の経由〉

第四条 との水利使用規則により河川管理者又は局長に対してなすべき検査の申請，届

した らiJ::¥("G 

〈標識の掲示)

第14条 水利使用者は，周:長の指示するととろにより?との許可に係る水利使用の内容

その他必要念事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(失効〉

第15条 との水利使用に関する河m法の規定に基づく

を失う。

次に掲げるときは，その

この水利使用が廃止される ζ ととなる水道法の規定による

(2) 許可期限が到来したとき。

(ζ の水利使用規則の改正)

第16条 河川管理者はヲ ζの水利使用規則l

るととができる。

持'lli量

アd 

備考

451，100 座|羽田j分7，∞Om'j口を含む

500，000 I 

8'1，90C 三浦市分20，500m'j日を含む

合ー計 12.00 1，036，0止し-

ると

ったとき。

るときは司 ζれ



第百章新時代を菌、した下流取水一一第7回拡張工事

このような難しい水利権の申請交渉も神奈川県の努力によってようやく許可の見通しがついた

ころ，一方ではp 本事業の完成前に一部取水を開始しないと，旺盛な水需要を支えられない事態

を招いていた。そこで?神奈川県企業庁と交渉のうえ，寒川地点て守:E&オくを行っている神奈川県⑤

横浜市・横須賀市の 3事業体が不足水量にかかわる資料を提出し暫定的に不足水量の取水を認

めてもらうよう建設省関東地方建設局と交渉を行った。暫定的た必要取水量はう神奈川県毎秒

L 11m'， 横浜市毎秒3.12m'， 横須賀市毎秒O.34rr;，合計毎秒L1.57m'で?この許可申請は昭和45年

4月付企開業第4号をもって行ったが9 この暫定的取水の許可は本申請の水利許可と同時に承認

された。

ロケーション

相模川高度利用事業における河川水の取水はD 相撲川i総合開発事業によって神奈川県・横誤市

(上水道 e工業用水道)及び横須賀市が共同で築造した取水施設を利用して行うととになった。

したがって，この取水施設によって取水する水量は栢模J11総合開発事業者が毎秒 10.15m"ヲ高度

利用事業者が毎秒121廿，合せて毎秒 22.15m3 となった。ところでヲ寒JI!取水施設の建設費は，相

模)11総合開発事業に和ける各事業者が取水量比によりこれを負担したが，もしこの施設築造以前

に相模川高度利用事業による取水も併せて行うことが想定されていたならば，乙の水量を含めて

分担率を定め建設費を負担したはずであり，この意味から当該施設にかかわる再アロケーション

の問題が生じた。そこで，関係事業者間で、種々協議を重ねた結果，相模川高度利用事業者が何ら

かの形で前者に還元することにたった。

な.;s，寒川取水施設の建設費を再アロケーションした場合9 本市工業用水道事業に関する事業

費は自ずと減少しラそのため国庫補助金の返還及び既定債の繰上げ償還の問題が生じてくる。こ

の処理については，再アロケーションに基づく建設費の精算は行わず，取水施設にかかわる減価

償却費及び支払利息を計算しD その額を同施設にかかわる維持管理賓の分担の際にその分担率で

調整して工業用水道事業へ還元する方法をとり D 主務省である通産省に多目的使用の許可を申請

して3 折衝の末，昭和46年 3月27日付で承認された。

表 9-10 寒)11取水施設(共同の高度)管理費負担割合
( )は調整部の負T旦率

事業者名
負 担率

管理費 i 改良 資

神奈川県上水|

横浜市上 水|

横 浜市 工水|

横須賀市上水 j

計 i

36.9 (22.7) 

42.3 (29.6) 

白.5(29.9) 

11.3 (17.8) 

100% 

(注)改良資の負担率は秒、水量比による@

34.0 (22.7) 

39.7 (29.6) 

13.7 (29.9) 

12.6 (17.8) 

100% 
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城山ダム及び寒JII取水施設管理要領

(趣旨)

第 1条 この要領比相撲m総合開発共同事業によって築造した城山ダム及び寒川取水

施設の効用を十分に発揮させるため3 管理に関しで必要念事項を定めるものとする。

(定義)

2条 この要領に沿いて城山ダムとは，河川管理者である神奈川県知事内山岩太郎

「甲!という。)と 9 水道及び電気事業者である神奈川県知事内山岩太郎(以下

「乙」という。)とラ水道及び工業用水道事業者である横浜市長飛鳥回一雄(以下「丙」

という。)と 9 水道事業者である横須賀市長長野正義(以下「丁」という。)と 3 水道

及び工業用水道事業者である川崎市長金刺不二太郎(以下「戊」という。)どが共同

Lて城山地区に築造したダム及びζれに附帯する施設(以下「城山ダム!という。)

した夕、ム及びをいい9 寒m取水施設とは，乙ッ丙及び丁とが共同して寒JIi地区

とれに附帯する施設(以下「寒川取水施設」という。)をいう。

(施設の管理)

3条 申ヲ乙3 丙ヲ丁及び戊は，城山ダム及び寒川取水施設(以下「共同施設Jとい

う。)の維持，操作，建設改良，災害復旧その他の管理について必要な事項を第 5条

の持分に応じてそれぞれ乙に委託し，乙はこれを受託するものとする。

4条 乙は，基本協定書第8条に基づき，次の範囲内で分水するものとする。

取 ス1( 地 占

耳主吐者主告、= 津久井町大字三井字川井180ーイ番地 高座郡寒川町大字一之宮字外川 1'iコU 5十

7]( i立 工業用水道 I/J、 E十 7J( 道 工業用水道 ノ|、

乙
O.75m'/S 。.75 2.30 2.30 3.05 

65，OOOm'/D 65，000 199，000 199，000 264，000 

丙
6.04 6.04 

259，000 I 263，000 522，000 522，000 

丁|
1.81 1. 81 l町81

)[56，000 156，000 156，000 

戊 l336 L74 5.10 5.10 

290，000 150，000 440ラ000 440，000 

1. 74 5.85 7.11 3.04 

355，000 150，000 505，000 614，000 263，000 877，000 I 1，382ヲ 000

いおにム口場の項前山

0スU

9
b
 

るものとについてはラ

(経費負担の割合)

第 5条城山ダムの管理に要する

害Ij合により負担するものとする。

に掲げるついては3 甲9 乙，丙， T2t 
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8.0 

負 E
一
1
J
 

グコ 害:IJ

汗l

;台 7]<.

11.4 

2 寒)11取水施設の管理に要する経費についてはョ乙，丙及び丁が次に掲げる割合によ

り負担するものとする。

水道

負担の割合(単位ノマ一セント)

丙|了

工氷 水底

23.9 I 17.8 22.7 

〈管理費)

第 6条共同施設の管理に要する経費(以下「管理費」という。)については，甲，

丙ラ丁及び戊が第 5条第 1項または第 2項に定める割合により負担するものとする。

2 乙は，毎年11月末までに翌年度における共同施設の管理に関する実施計画及び管理

費の予定額、を調整しラ甲，乙，丙，了及び戊の同意を得るものとする。

3 乙は，当該年度の管理費について不足を生じたときはヲ関係する事業者に通知し9

その同意を得るものとする。

(管理費の納付方法)

第 7条 甲，乙ラ丙， T及び戊は，前条第 2項及び第 3項により決定した負担額を毎4

半期の最初の月の10日(毎年度第 1.4半期の納付期日についてはう甲，乙，丙，丁及

び戊が別に協議して定める。)までにp 乙が発行する納入通知書により納付するもの

とする。

(管理費の精算)

第 8条 乙は，毎年度末に管理費の精算を行ない，甲タ乙9 丙， T及び戊に精算額及び

負担額を通知するものとする。この;場合，残高を生じたときはこれを返還するものと

する。

(経理等の手続)

第 9条管理費の執行についての経理等の事務手続きは，神奈川県公営企業財務規程

(昭和田年神奈川県企業管理規程第 6号L神奈川県公営企業固定資産管理規程(昭

和田年神奈川県企業管理規程第 7号)等の管理規程によるものとする。

〈損害の補填〉

第10条 乙が共同施設の管理にあたって，第三者に損害を与えたときはp 損害額に対

L，甲9 乙，丙9 丁及び戊が第 5条第 l項又は第 2項に定める割合により負担するも

のとする。

(共同施設台帳〉

第11条乙は，共同施設台帳を作成い共同施設の内訳を明細に記載するとともに9

611 



6t.2 

甲，乙9 丙，了及び戊に通知するものとする。

(ダム操作規程)

第12条共同施設のダム操作蝿程は9 法令の定めに従いョ乙が作成するものとする。

(資料の提供)

第13条 甲，乙，丙，丁及び戊が，共同施設の管理について必要な気象，水象，取水量

等の資料を作成した場合は，必要に応じて相互にその資料を提供しあうものとする G

の他の事項)

第14条 との要領に定めがない事項又はとの要領の内容に疑義若しくは変更する理由が

じたときはD そのつど甲，乙， 了及び戊が協議して定めるものとする。

附現Ij

l との要領は9 昭和:-39年10月1日から適用するの

2 1"寒川取水施設管理要領Jは，廃止する。

3 昭和40年 4月 1Iヨ一部改正

寒JI!取水施設の管理に関する協議書

神奈川県(以下「甲j という。)と横浜市 「乙」という。)及び横須賀市

l丙」という。〉とはp 相模川総合開発事業のうち城山ダム等共同施設建設に関する基本

協定書(以下「共同事業基本協定書」という。)並びに相模川高度利用事業の共同施設

建設に闘する基本協定書(以下「高度利用事業基本協定書」という。)に基づき寒川地

区に築造したダム及びとれに附帯する施設(以下「寒川取水施設」という。)の管理(築

造期間中において取水に利用する施設の管理を含む。 以下同じ。)について共同事業基

本協定書第 6条並びに高度利用事業基本協定書第7条及び第13条の規定に基づき次のと

おり定めるものとする。

1条 乙及び丙は，寒川取水施設のうち乙及び丙が分担すべき部分の管理を甲

するものとする。

第 2条 印，乙及び丙は，寒JII取水施設の管理に要する経費を次に定めるところにより

負担するものとする。

事

負 f旦

割合(%)

第 3条 乙及び丙はヲ高度利用事業基本協定書第 9条の規定に基づき取得した水利権に

る取水を甲に委託し，同は9 乙及び丙の水矛Ij権の範囲内において分水の責任を負う

の他避け難い理由により

がそ

ア
官〉 甲句



第9掌新時代を画した下流取水一一第7回拡張工事

第4条 との協議に定めのない事項及びとの協議に疑義が生じたときは，甲，乙及び丙

は協議のうえ定めるものとする。

第 5条 この協議は，昭和46年7月1日から効力を生ずるものとする。

この協議の締結を証するため，本書 3通を作成し，甲，乙及び丙がそれぞれ記名押

印のうえ各自その 1通を保有するものとする。

昭和46年6月5日

甲神奈川県公営企業管理者

企業庁長入江敏夫

乙横浜市水道事業管理者

水道局長石原克己

丙横須賀市水道事業管理者

水道局長金塚久則

(6) 相模川高度利用事業の議会提案と第7回拡張工事計画の第2次計画変更

相模川高度利用事業に関する基本協定の仮調印にヲiき続き，昭和44年 (1969) 2月から始まる

予算議会にとの相模川高度利用事業計画を提案した。これと関連して，昭和44年度予算案の友か

に第7回拡張工事費とは別に新たに相模川高度利用事業費分担金の初年度分として11億 1，000万

同を計上するとともに， 3か年の継続事業として神奈川県に工事を委託する予算上の措置として，

継続費の設定(昭和44年度11億1，000万円，昭和45年度4億3，400万円，昭和46年度3億 8，600万

円，総額19億3，000万同)も提案した。

第7回拡張工事費の第1次変更計画の際に 5億円の取水工事分担金を昭和45年度分に計上して

あったが，同変更計画提案時点、では分担金額が未定であったので，執行年度の時に修正する予定

であった。とれについて，本変更計画の予算審議に当って重複計上になるという指摘があり，急

逮追加議案として第7回拡張計画の一部変更と同拡張工事費の継続費の変更を提案し，減額修正

するととになった。こうして第2次変更計画関連議案はようやく間年3月29日に一括議決を得る

ζ とができた。

水第7号議案

相模川高度利用事業に係る共同施設建設計画の決定

相模川高度利用に係る共同施設建設計画を次のように定める。

昭和44年2月28日提出

1 共同施設の建設

横浜市長飛鳥田一雄

相模川高度利用事業に係る共同施設建設計画

本市は，神奈川県及び横須賀市と共同して既設寒川取水施設地点における取水えん

堤の増強並びに取入口，導水路，沈砂池及び付帯設備の建設を行なう。
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2 工事の実施

J二記施設の建設にあたり 9 本市が分担すべき部分の工事の実施比途神奈川県に

委託するものとする。

3 事業費概算
合4
!M~l~ 額

本市分担額

4 財源

4，000，0叩， 000同

1，930，000，000円

企業債その他をもヮて充てる 0

5 工事施行年度

昭和44年度から昭和46年度までの 3箇年

6 量の確保

と より，本市はヲ 1日500，

7 そ の

る。

施設の規模及び工事施行年度については，主務官庁及び神奈川県等の都合により一

部変更することがあるものとする。

提案理由

本市水道に必要源を確保す‘るためp 相模)!I高度利用事業に係る共同施設建設計画

を決定したいのでラ地方自

る条例第 2号の規定により

7}:第12号議案

2項の規定による議会の議決すべき事件に関す

横浜市水道第 7回拡張計画の一部変更

7 回拡張計画(昭和~42年12月 21 回議決〉の」部を次のように変更する。

昭和44年 3月25日提出

飛鳥田一般

14 事業費概算 15ラ950，000ラ000円」を rLi 事業費概算 15，450，000，000円」に

改める。

7回拡張計画のうち予 に計画されたこ相模!日高度利用事業

る共同施設建設計画に吸収されることとなるに伴い，横浜市水道第7囲拡張計画の

一部を変更したいので，地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に

る条例第 2号の規定により提案する。

i 

るところによる。



第9章新時代を回した下流取水一一第7回拡張工事

第2条継続費の総額及び年寄!額をラ次のとおり変更する。
(単位:千円)

E正 J夫 子 算 ネ南 正 十 算
款 項

昭和年度年割額|総 昭和年度山?と込 主夏 額 年割額

1水道事業 1建設改良費 第7回tJ1: 15，950，000 
401 … 1

15…|必 500，000 
資本的支出 張工事費 41 13，245，000 I I 41 

42 13，610，000 I i 42 3，610，000 

43 3，710，000 43 3，710，000 

44 2，750，000 44 2，750，000 

45 i 2，135，000 45 1，635，000 

3& 難問山積の昭和43年度予算審議

水道料金改定の経緯

昭和43年 (1968) 2月から始まった昭和43年度予算審議の市議会は，水道局にとっては難問山

積の議会であった。実際会この議会では第7回拡張工事の最終変更計画提案で議論が紛糾したば

かりでなし予算をめぐってp 水道料金改定及び水道サービ、ス協会設立というこつの大きな問題

を抱む水道事業にかかわる予算審議は難航を重ねた。

水道料金については，昭和38年11月に52，の大幅念値上げを行い，第7回拡張工事をはじめ

水道施設の増強整備に努めるととになっていたが，その時点では第7囲拡強工事計画の水源問題

が未確定のため，最小限度必要とされる増強工事に限定して投資総額も 21億四と見込んでいた。

ところが，その後の情勢変更に伴って最終的には 159億円にのぼ、る巨額た計画に変更されp この

ほかの施設整備費や維持管理費もヲ旺盛な水需要によって増大の一途をたどっていった。 ζ のた

め，財政状況は次第に悪化し昭和42年度予算作成に当ってはラ損益収支上は辛うじて収支均衡

を保たせたもののヲ元金償還金や設備増強工事に要する資本的支出の財源不足をカバーするた

め，当面の処置、として一時借入金101意円を見込んだ予算編成となっており， 1建全財政の観点から

みたとき，極めて憂慮すべき事態であった。

表 9-11 損益収支の状況
(単位千円)

昭和年度 38 39 40 41 42(予算)

収益的収入 3，146，733 4，101，467 4，488，644 4，909，637 5，102，607 

収益的支出 2，875，027 3，786，000 4，423，623 4，890，894 5司 102，607

差 ヨl 271，706 315，467 65，021 18ラ743 。

ζのためs 昭和42年度から 5か年間の収支計画をたてたがヲ昭和46年度末には約149億4，700万

円の資金不足が生ずると見込まれた。この間の元利償還金の累増ね:激しいものがあり，昭和41年

度では水道料金収入約40億円に対して元利償還金は約四億円で，料金収入の47，3泌を元利償還金

に充当したが，昭和46年度では実に86.3%を充当しなければならない見込みとなり，残りわずか
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14%に満たない料金収入で，すべての維持管理を行っていかねばならない状況が予想された。

表 9-12 水道料金収入見込と元利償還金

昭和年度

水道料金収入(A)

元利償還金(B)

B/  A (%) 

)司円一千一:-ハ。

立一

4

f
-

単
一(

-

5，392，921 

4，653，058 

86.3 

そζで，昭和42年11月24日，水道料金の改定案を市会に提案する ζ とになった。提案では，財

政期間を昭和42年度から昭和46年度までの 5か年間とし，昭和43年 1月分の料金から68.3%の値

上げを実施するというもので，増収見込額をとの 5年間で約149億4，700万円と見込み，これによ

って資金不足を解消できる計画であった。

しかし，当時の激しい物価上昇に対し特に公共料金抑制の要請が強まっている時であり，しか

も議論を呼んだ前回の大幅な改定 (52.7%)を更に上回るものであったため，市会での論議は

紛糾してついに継続審査となり，休会中に聴開会を含めて委員会審議を続行することになった。

注目の聴開会は翌昭和43年 2月 2日に開催され，口述人22名中，賛成7名，条件付賛成12名，反

対 3名という状況で，迫りくる水不足に対しでかなり積極的な支援を受けたと解され，この市民

の力強い声に当事者は励まされた。これを受けて水道担当の常任委員会が検討を続け，修正案を

まとめてようやく同年2月22日の委員会で修正案の採決に入り，賛成 6対反対4の僅差ではあっ

たが，付帯意見をつけて委員会可決となった。

(必水道料金の改定案と修正案の内容

との修正案では，提案の改定率68.3%を67.8%に減額穆正し，適用時期についても提案の昭和

43年 1月分からの実施を 3か月遅らせ4月分から実施することになっていた。この減額措置によ

り，財政期間の最終である昭和46年度にはなお13億 1，000万円の資金不足が残る見込みとなった

が，これは企業努力によって解消するよう要望していた。

改定案と修正案は次のとおりである。

1) 基本料金

改定案では，現行の10nJ'/月まで130円を，金額は据え置き，水量を 8nJ'/月までと引き下げ，

2nJ'分を超過料金に組み入れていたが，修正では，水量は従来どおり1OnJ'/月とし，金額を 160

円に引き上げた。また，共用栓も同様に，現行10nJ'/月で75円を 8nJ'/月で75円として提案した

が，修正で10nJ'/月で80円となった。

2) 高層住宅への是正処置

昭和30年代に入り，急増する人口の受皿である住宅建設も盛んとなったが，市街地の住宅建設

は用地難のため高層住宅が増加していった。 3階以上の高層住宅の場合は，いったん受水槽に水

を受け入れた後ポンプで給水することになっており，この受水槽へ入る水量を測るメータが水道
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第 9章新時代を画した下流耳切k一一第7回拡仮工事

局との取引メータとなってョ 1戸とみをして計算していたc

しかし，料金休系が昭和38年の料金改定以来，基本料金と超過料金の格差が次第に広がりラ更

に超過料金も逓増方式となったためラ従来の算定方式によると高層住宅の場合は3 一戸建ての住

宅に比べ割高な料金負担となってきたのでラこれを是正するため今回の料金改定の際9 条例に共

同住宅の計算方法を追加してフ各戸を平均に使用するものとみなして全体水量を言語り 9 各戸単位

の料金を計算しとれを合算する方式を採用したのである。

(料金)

第 1項省略

2 共同住宅において， 1個のメーターを 2戸以上または 2室以上で家事用に位。用 L，

その各戸または各室に給水せんを有する場合の料金はB 使用者の申請によりヲ当該共

同住宅の総使用水量をう原則としてその戸数または室数で除して得た水量を基礎とし9

それぞれに家事用の料金の算定を適用して算定した額の合計額とすることができる。

(注第 2項は新たに加えたもので、あるJ
3) 付帯意見

1 今後の事業執行にあたハては資金不足を生じないようあらゆる努力をすべきであ

る。

2 学校教育法に基づく施設の水道料金については，事業管理者におい

表 9-13 超過料金の比較

'￥ 

王見守 1i- 改 定 案 修 Jl:: 

20円
32円

家事用 38円
家事用 I~~ --， ~，?~' 家-事用 31-100m' 40円

11-30m'. 
31m'以上 23円 (58.2) 101m'以 j二 48円

(66.9) 31m'以上 46円

公共用 11m'以上 28円
公共用 9-30m' 42円 1 公共用 11-30m' 40円

(74.0) 31m'以上 48円 (68.2) 31m'以上 47円

業務用
ヨ---30m3 36円

事業用
11-100m' 23円

第 1 種
31-100m' 42円 業務用 11-100m' 39月

101m'以上 27円
(76.7) 

101m'以上 48円 (69.7) 101m'以上 47月
(メタ口径40mm以下のもの)

工業用
1l-100m' 25円 業 務 用 9m'以七 49円
101ω以上 28円 第 2 手重 (メータ口径50凹以とのもの)

特殊営業用 11m'以上 40円
|特殊営業用 9m'以上 65円

i特殊営業用
11m'以上 65円

(64.8) (61. 9) 

臨時用 11m'以上 45円
臨時用

9m'以上 85円 11m'以上 75円
(98.5) (65.6) 

公衆浴場用 11m'以上 16円
公衆浴場用

9m'以上 20円
i 公衆浴場周

11m'以上 25円
(25.0) (48.3) 

共用栓 lM以上 15円
共用栓 i

15円
共用栓

11m'以上 15円(29':4)'~ 1 9m'以上 (2.9) 

前回改定率 52.7% 提案改定率 68.3% 修正改定率 67.8%

( )内は平均改定率

(注)公衆浴場周については、昭和43年度については20円とする経過措置を付した。
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を講ぜられたい。

との修正案と付帯意見は，予算市会開始宮前の 2月27日に開催された臨時市会において賛成多

数で可決され，その 2日後の29日からは定例iの予算市会が開会されるというぎりぎりの審議日程

となったが命 ζれによって当面の財政危機を乗り切れる見通しができた。

ーピ

るもう一つの大きな問題はョ水道サーピス協会の設立問題であった。

昭和30年代から始まった高度経済成長によって 9 本市の人口は昭和30年の 114万人か

ら10年後の昭和40年には 1'79万人へと 65万人増加して主，.~，しかもとの65万人のうち46万人が社

会増という，すさまじい都市集中化を現出させていた。 ζのような人口増と産業の発展を支える

ためD

① まずフ新規水源の獲得に最大の努力を払わなけれぼなら念かった。

② ζのためp 相次ぐ、拡張工事に追われ，維持管理屈では営業所の整備なども並行し℃進めては

いたが，急増する使用者に対して細かなサービスに万全を期する ζ とは困難な状況にあった。

@ またヲ高度経済成長期にあって各企業の求人意欲は強く採用条件の改善向上に努めており，

当局はその影響を受け特に技術者の探用が難しくなっていた。

④ 一方で、は，酒匂Ji!開発事業も共同方式から企業団設立の方向にあり p その発足に当っては職

員の派遣も考えなければならなかった。

などp 山積する問題を抱えていた。

これらの随路を打開し，組織の肥大化を防いで経費の節減効果も生み出し，との急成長期を切

り抜ける方策として考えられたのが9 財団法人横浜市水道サーピス協会の設立構想であった。当

時，既にサーピス協会等を設立して効果をあげている都市もあったことから 9 本市でも協会設立

に踏み切り，昭和43年度予算に財団設立の資金として出資金 500万円を計上したのである。

この協会の業務としては，水道普及のための各種講習会@講演会p 水道相談室の設置ヲ蛇口パ

ッキング取替え，満期メータ据替え，水道管の破裂修理ヲ

業の代行があり 3 将来的には高居住宅の各戸徴収等も予定していた。これらの業務を退職者の経

験を生かして運営し9 側面から水道局を応援する体制を築き，きめ細かな市民サービスを充実さ

せていくととι 協会設立の狙いがあった。

しかし，予算審議のなかで、は二重行政になる恐れがあるととラ外郭団体整理の方針に道行する

こと，局として行う業務と考えられること，退職者による効果に疑問があることな

多く，最終的に 3月22日の予算分科会で否決となり 9 出資金 500万円は配水小管整備費に組J今、替

え修正可決となった。

とれに対し， 図るためぜひとも実現させねばならなかった当局は，

層住宅の各戸徴収業務をも も横浜市水道事業協会と改めて9 再度翌昭和44年度予算に

6UI 



第9章新時代を画した下流取水一一第7図拡張工事

出資金 1，000万同を計上して 2月の市会に提案したが，前年と同様に否決され，出資金は配水小

管整備費に組替え修正となってしまった。こうして，維持管理業務の整備は今後の課題として残

されたが，ますます高層化する住居の現実から，高層住宅に対する各戸点検・集金問題は悩みの

種となっていった。

(4) 高層住宅の各戸点検・集金への取組み

本市の給水装置の設計基準では， 3階以上の建物はタンク方式をとっていたが，水道法ではと

のタンク以下の装置は建物の設置者の管理となっている。したがって，タンクに入れる水を計量

するメータ(親メータ)で料金を徴収し，居住者はそれぞれこれを分担することになっている

が，との各居住者負担額の算定がなかなか手間のかかる問題となっていた。そこで，高層住宅を

建設する場合，各室にメータ(子メータ)をつけるようになってきた。

人口の集中化が顕著になってきた大都市では，限られた土地を有効に活用するため自ずと高層

化に向かうが，本市でも日本住宅公団と神奈川県住宅供給公社が建設する住宅施策は用地難を背

景に，高層住宅にウエートを移すようになり，それに伴って各戸点検・集金の要望が強くなって

きた。とのため，昭和32年 (1957)度には県公社の住宅について，また翌昭和33年度からは日本

住宅公団の住宅についてもそれぞれ現場調査のうえ試行的にタンク以下装置の各戸徴収を開始

し，以降，年々増加の一途をたどっていったので， ζれが大きな負担となっていった。

との問題は全国的なものであり，今後ますます高庸住宅が増加する傾向にあることから，昭和

38年10月には厚生省から「共同住宅における水道についてJ (通知)が出され，笑態に即して各

戸徴収することが望ましいという指導が行われるようになった。

。共同住宅における水道について

一一(局)汁( 醐蜘…3招畔叩…8昨胤年但1

厚生省環境衛生局水道課長通知

地方公共団体，日本住宅公団等の共同住宅においては，一般に共同住宅の設置者が，

水道の施設を設置し，市町村の水道事業者から分水を受けて，共同住宅の各居住者に給

水しているが， ζの場合，市町村の水道事業者の料金徴収については，

(イ) 共同住宅の水道の親メーターの水量に応じた料金を徴収する。

伊) 各居住者の子メーターを個別的に点検し，各居住者から料金を徴収するとともに

子メーターの水量の合計と親メーターの水量との差に応じた料金を共同住宅の設置

者から徴収する。

判 各居住者の子メーターを個別的に点検し，各居住者からのみ徴収し，子メーター

の水量の合計と，親メーターの水量との差に応じた料金を徴収しない。

の各方法が行われている。

しかし，これらの共同住宅は，一般の事務所関係のピノレ等と異なり，実質的には，
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般の個別住宅と変わると ζろが左<:，またう水道事業と同一性格の公益事業である電

気ヲガス事業も同一事業として個別的に供給p 料金徴収を行在っているので，

の設置者または，管理者から要望があった場合に沿いてはp 当事者聞の契約により次の

便宜的措置をとるととが実態に即して望ましいと考えられるのでョこの旨関係市町村に

しヲ周知指導を図られたい。

1 市町村の水道事業者は，共同住宅の水道についても，その個々の居住者を供給対象

とみなしてラ一般水道事業の受給者に対すると同様の取扱をすること。

わちラメーターの検針ラ料金の徴収はp 共同住宅の設置者を対象とせ個々

とするとと 0

2 共同住宅の設置者が設ける加圧(装置)設置等の特別の管理を要する施設がある場

は9 その管理は，従来どおり設置者の管理としてよいとと。

3 1の取扱を行なう共同住宅については9 共同住宅の設置者がその水道施設および給

水装置を施工する際K水道事業者がフ設計，施工、の監督を行ないうるものとする Iま

か，給水装置の立ち入り検査が行ないうる等ョ一般の給水装置に準じた取扱いがりで

きるよう当事者聞において契約する ζ とが望ましい。

ける財政状況は昭和40年に入ってから次第に悪化い

力を注がなければならなくなり， ζの高層住宅の徴収サーピスもとのまま増加するにまかせれば

財政的に大きな負担を強いられるためp 厚生省の指導にもかかわらず，止、むなく昭和41年 6月，

公団 G 公社の両者に，今後新設されるものについては各戸徴収を行えない旨を申し入れた。

側では何とか団地サービス会社に委託する方i去に切り替えることで合意したが，公社俣W;規模が

比較的小さいものが多いため切替えが困難でp 結局，従来のものに引き続き新設のものも対象と

るととになってしまった。その後?公団@公社のほか民間住宅建設の場合も

置するものがふえ p 高層住宅の各戸徴収の要望は高まる一方であった。

との各戸徴収は当然のことながら多くの点検也集金員を

けではなぐフ急膨張する点検・集金員の人事異動右:

させていた。例えはヲメータ

者側のものであり，管理上はイ投使

用者に対する局メータの扱いと異に

していたから，これが9 料金事務処

理を複雑化させる一因となってい

た。しかし，サービス向上の面から

付早晩本格的な対応をせざる

い情勢にあったことから，財団法人企

を設立してとれ

に委託していこうとしたがp 二度に

メータを



第9章新時代を回した下流取水一一第7回拡張工事

わたって市議会で否決されてしまったのである。

一方フ家庭の小修理にかかわる工事代金の集金は，退職者に個人委託する形を既にとってい

た。とれら 中心となって昭和44年4月，自主的念組織として横浜水友会が結成された

がpζれが更に進んて、法人化の動きに発展していった。その後ョ昭和45年4月に入りヲ公団@公

社以外の高層住宅についても段階的に各戸徴収を行う局方針を決め，当面は 100戸以上のものを

対象に取扱基準を定めて実施する ζ とになったがラ実施に要する人員は3 この横浜水友会の会員

に個人委託することで解決し?と。

とのとろラ

て側面から寄与する

しう会員が在職中に得た経験をもとに水道事業に対し

に行い，また退職者の相互親陸を図るための福利事業を行うと

とを決めフ既に前年の昭和44年 6月付て字社団法人横浜市水友会の設立申請を行っていた。これに

呼応してラ水道局としてもこの法人設立を促進するため，市民サービス向上を目指して高層住宅

の各戸徴収等を委託する計画である旨を副申 5月)したのである。 ζ の法人設立申請

に対して，神奈川県知事の許可が昭和45年 6月におりたので直ちに法人登記を完了し 8月に総

会を開いて正式に社団法人横浜水友会が発足した。

とうして，経験者による法人団体に委託するという安定した体制が確立されたことによって，

ょうやく高層住宅に対する各戸徴収問題と本格的に取り組むととができるようになった。その後

戸数制限も撤廃し昭和60年度における対象戸数は全体の給水戸数のを超えようという勢い

にあり，委託に関する事務量も増加したため，昭和60年 6月には共同住宅料金センター(課組

組りを設置するまでになった。この水友会に対しでは 9 その後局の付信的業務の一部を委託して

いるが，同会が水道経営の効率化促進に果している役割は大きい。

表 9-14 タンク以下装置(高層住宅)の各戸徴収状況

芳三曹主E戸171二E
y-J以二向山q 24，409二L五山 1123，355I -197，3Ui 

到一施分
21，657 I 21，657 21，657 I 21，657 

水友会委託分 2，752 .58，872 101 ，698 175，658 

B/ A，(%) 4.4 9.7 12.7 18.0 

一一

4。 管理体制の整備強化

急増する人口と給水量

市勢の発展は3 昭和30年代に入ると p 驚異的というよりもむしろすさまじいという操

相を呈い公共施設の整備の立遅れや過密交通p 公害など多くの都市問題を抱えるようになっ

た。水道事業にあっても，戦後の)薬撞からの復興と膨張の大波にもまれp 長期見通しをたてて拡
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張工事を行つでもたちまち追いつかれラ栢次ぐ拡張工事に必死に取り組んでも，そのギ、ヤツプを

埋めるととは容易ではなかった。このためョ事業の重点は建設部門におかれ， ともすれば管理面

の充実は二義的に考えざるを得念いのが実情で、あった。

しかし市内の発展状況はヲ敗戦と駐留軍による接収という激しい社会体制!の変化によっ

く異君主ったものとなり p 従来の施設計画や管理体制についてラ抜本的な対策を講ずる必要に迫ら

れつつあった。

更に9ζ のような状況に拍車をかりたのが奇跡的な戦後の日本経済の成長でフ特需景気に始ま

り幾つかの経済の谷間を乗り越えラ昭和~30年代に入ると驚異的な高度成長が始まったとと、であ

る。横浜ではようやくその ζ ろ接収解除が具体的に進み出したため，実質的な戦後の復興と高度

成長が重なり，人口と スピー これに伴う もまさにう

たぎのぼりであった。

横浜市の人口は昭和17年に 1ω万人を超えたのをどークとして以後減少し3 終戦時の昭和20年

には62万人までに激減したが3 接収下にもかかわらず戦後の伸びは急で，昭和26年には約 100万

2，000人と在って再び戦前の水準に達した。その後も伸びる一方で，しかもその 6害IJ以上が社会

増によるもので、あ払昭和43年にはついに 200万人を超え，わずかげ年間で人口は 2倍になって

しまったのである。これに伴う 1臼最大給水量の伸びは水道普及率の上昇や都市用水の増加も加

わったため更に激しいものがあり，昭和26年の 1臼最大給水量37万 7，864niの実績に対して，昭

和43年には97万1，700rr:i'を記録 L，人口の伸び率をはるかに上回って2，6倍となった。

表 9-15 人口と 1日最大給水量の増加状況
;--一・『・0_ _  ー且ーー「一一一

年次 人口10月1日 人口増加数(人) 構成比(%) 1日最大給水量前年度に対する増加水量

昭和 現在(人) 総数 自然増 社会地 目然bti社会地 (rr?) (η?) 

26年 1，001，860 50，675 15，723 34，952 38，9 61.1 

27 1，039，265 37，405 14，553 22，852 33.7 66.3 

28 1，079，271 40，006 13，075 22，368 36.9 63.1 4 j 

29 1，114，714 25，704 12，738 12，966 49町6 50ω4 

30 1，143，687 30，778 12，658 18，120 41.1 58.9 418，300 

31 1，174，465 37，283 12，881 24，402 34.5 65.5 425，700 7，400 5 

32 1，211，748 42，016 14，337 27，679 34.1 65.9 440フ300 14，600 例

33 1，253，764 48，132 16，051 32)081 33.3 66.7 449，500 9，200 

34 1，301，896 53，920 16，892 37，028 31.3 68，7 462，500 13，000 

35 1，375，710 62，768 18，727 44，041 29.8 70，2 491，000 28 500 

36 1，437，868 76，576 20，407 56，169 26.6 73.4 601，800 110，800 

37 1，514，444 75，747 22，978 52，769 30.3 69.7 652.300 50，500 

38 1，590，191 86，203 25ヲ19261，011 29.9 70.8 733，200 80，900 

39 1，676，394 82，268 29，325 52，9'13 35.6 64.4 706，000 ど，27，200 p土、

40 1，788，915 70，857 25，330 45，527 3507 773，600 67フ600 f .' 

41 1，859，772 85，500 31，804 53，696 37.2 841，100 67，500 

42 1，945，272 102，215 33)922 68，293 33.2 885，1100 44，300 

43 2，Otl7，487 96，333 37，207 59，126 38.6 971，700 86，300 
伽
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主主9主主新時代を画した下流取水 第7回拡張工事

したがって9 新規水源の確保はp 大量取水を可能にするもので念ければ、ならなかったわけで，

それが馬入J!l取水計画Kよる第 6回拡張工事であった。更ι それでも足りず相模Jiiの高度利用

によって生み出される水源を前提として，引き続き第 7回拡張工事を進めていった。

ζ うしてラ水源確保については，短期的ではあるが一つの道が開けつつあった。

管理体制の整備に着手

一方ヲ遅れがちとなっていた市内の配給水体制についてもョ昭和31年 (1956)度から配水施設

整備事業に着手するとともに，従来ラ市内の窓口としては{系規模の出張所や詰所をおいて当って

いたが，これを順次充実させていく方針でのぞんだ。すなわち，昭和34年度に西営業所を発足さ

せたのを始めとして，昭和42年度までに鶴見 e南。神奈川@港南〈旧)⑩磯子・中@保土ケ谷(1日)

の各営業所‘をj順次発足させていった。またう昭和36年には，従来，西谷浄水場の係となっていた

上水試験所を充実させ課規模の水質試験所とし，馬入)1I系統の新規取水にも備えていった。

更に，他起業者による道路内工事が増加するのに伴い，水道管の駿損も多発の傾向にあり，重

車両が急増した影響も加わって漏水事故も増えていったがヲ日常生活だけみても洗濯機や湯沸器

の普及など多様化L，事務所や工場の慣用状況も同様に高度化して，断水工事の影響は次第に大

き〈なり，また漏水修理の工事自体も道路交通上ヲ早期処理を強く要望されていた。 ζ のような

状況に対応するため，経常業務と切り離して突発事故や現場調査に直ちに出動して初期対策を行

1内向滑に事後処理が進められるように 3 独立した組織として特別作業センターを昭和44年 4月

に発足させ， 8月からの実稼働を目指し、て，既に同様の体制を実施していた東京都水道局K職員、

を研修派遣L〆た。

このようにp 管理体制の整備も上うやく絡についたもののp 実態とのギャップは余りにも大き

くなりすぎて、おり，なかなか追いつけないというのが実情であった。その間隙を縫ヮて発生した

のが工業用水道配水管との誤接事件で，多くの反省と教訓を与えたのであった。

戸壕保健所からの緊急h電話一一工業用水道配水管との誤接事件

昭和44年 5月，発展の著しい戸塚・瀬谷地区を対象に戸塚営業所が発足した。この誕

生間もない戸塚営業所に 6月 7Ei (土)午前日時ζ ろp 戸塚保健所から一つの緊急連絡電話が入

った。

その内容は 6月初句戸塚区内のA幼稚園で集団赤痢が発生L，同保健所で患者の調査と並行

して 6月7自に問幼稚園の水道水の採水試験を行ったと ζろ9 残留塩素が検出されなかったた

めp 水道局へ連絡すると同時に3 市の衛生研究所へも検水を依頼したというものであった。戸塚

営業所では早速，水質試験所に連絡して現地調査を仰いだがフ現場付近の 7世帯の採水試験を行

ったと ζろジこのうちの 4世帯の水が3 幼稚園と同じく残留塩素が検出されないことが判明し

tz二。
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芭ちに付近配管函の調査と採水の理化学・細菌学両試験を開始した。水質試験については同日

夕刻に理化学試験で異常がないととが確認されたが，細菌学試験は翌日の朝に念って大腸菌群推

定試験で陽性の疑いが濃くなり，また市の衛生研究所からも同様の結果である旨連絡があったの

で，更に確定試験を続けた。

一方，配管図の調査をもとに 6月8日(日)各戸の調査を行った結果，口径200皿管から分岐

している口径50mm管の系統(約40世帯)について， 200mm管は異常がないが，それから分岐され

ているはずの50mm管では残留塩素が検出されず水圧も低い ζ とが判明し，取出し部分に何らかの

問題が生じていることが想定されたので，新たに取出し工事を行って是正するため，同日午後 3

時ζ ろ断水広報を出して切替え工事に着手し，午後8時ζろ同工事を完了した。通水と同時に50

皿管の消毒と洗浄を行い，引き続き各戸の採水試験を行って異常のないととを確認し，切替えは

終了した。

との切替え工事中に，元の取出しが隣接している工業用水道配水管(口径 200皿)に誤って接

続されているのが発見されたのである。ともかく，各戸に事情の説明とお詫びに伺うとともに，

局内に事務総点検の指令を発し，全職員は 1人 1人が反省と改善へ向かつて動き出した。

一方，切替え工事の翌 9日，市衛生試験所から 6月7日に採水した試験では赤痢菌不検出の結

果の連絡があり，衛生局では14・15日の両日にA幼稚園で臨時健康診断と指導を，引き続き19・

20日の両日に幼稚園児の家庭訪問検診を行った。また，今回の集団赤痢発生源と感染経路究明の

ため，市衛生局では横浜市医師会，横浜市立大学医学部教授，国立公衆衛生院疫学部主任研究官

及び県市関係者による疫学調査を依頼した。この疫学調査の結果は 6月25日に出されたが，とれ

によると今回の集団赤痢は水系感染ではなく潜在性の保菌者からの接触感染による集団発生であ

るという結論であった。

との工業用水道配水管誤接事件は，検水で赤痢菌不検出が確認され，また，集団赤痢の原因で

はないという結論がだされたが，市民に多大の迷惑をかけ，不安感を与えたことは事実であっ

た。幸い，関係市民の暖かい理解によりととなきを得たものの，管理体制の盲点、をえぐり出した

との事件は，水道局全体に対する厳しい問題提起となり，また水道界全体にも影響する事件とな

ってしまった。

(4) 教訓を生かした新しい体制への取組み

問題の50阻管の布設されている現場付近は，急激に開発が進んだ地区であった。実際，配水幹

線も昭和34年 (1959)度から昭和42年度までの 9年聞に13固に及ぶ改良・移設工事が行われ，こ

の間，馬入川取水工事の完成によって，小雀浄水揚からこの地区を通る工業用水道の戸塚地区線

の200mm管が布設された。

更に，昭和43年3月になり，付近で団地造成工事が進められたが，その団地の下水工事がとの

現場を通って施行されることになった。 ζの下水工事に伴って，一部水道管の移設が必要とな
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第 9輩新時代を歯し?と下流取水一一第7回拡張工事

り，同年 5月下匂に緊急工事として施行したが3 この際の取付替え工事で現場と図酉の確認が不

十分なまま 9 誤って隣接する工業用水道管に接続したものであった。小雀静水揚からの工業用水

道は土水道と全く同一水源であれまた工業用水道が当時稼働問もなく使用水量が少ないた札

水質的には上水道に劣らぬ良好なものとなっていたことは幸いであったが3 また一面発見が遅れ

る一因とも友ったといえる。

今回の事件では，との赤痢事件がきっかけで発見されたがp もしこのことがなければなお継続

されていたわけであ仏工事後各戸給水を開始する時点での水質確認がいかに重要な基本項目で

あるかをs 改めて痛切に全員の心に刻み込んだのである。 8s手iJ35年に初めて鶴見@神奈川地区に

工業用水道が通水されたとき p 給水工事関係業者にも注意するように指令し局内でも周知を図

り慎重を期したはずであったが9 わずか10年もたたないうちの痛恨の一事となってしまった。当

商の処置として3 工業用水道管と並行している地区の残留塩素の測定を実施するとともに、従来

行っていた日書の測定箇所も今回の事件を参考として倍増させラ改めてー関係業者にも資料を配布

したうえ，説明会を行って周知徹底を図るとともにフ配給水工事完了後の残留塩素の測定確認を

必ず行うととを誓った。

また，局内総点検連動を進める一方 6月17日には市長部局の技術関係者 5名による水道局内

部事務特別調査団が設置され，精力的な調査が続けられ， 6月初日には調査報告書がまとめられ

た。本調査では個々の問題点を指摘しているが，その結びとしてヲ「今回の事件の特質は管理的

業務の処理の仕方が事務面でも現業の聞でも不明確でラ不正確で、あり，かつ点検及び確認の意識

が過少である ζ とから生じた必然の結果ともいえる。Jと指摘フ「事業局が建設部門と管理部門を

担当する時9 建設部門に比して管理部門は人事予算等各国で一見地味な感がありヲ心理的には業

務の軽視につながるのは否定できない事実である。その結果は3 管理的事務が市民生活と重大な

結び付きがあるにもかかわらず， とかく情勢的，形式的に流れやすく事故の原因となり，ひいて

は市民の不信を招く結果ともなり勝ち」であり 9 行政担当者特に管理職にとって必要なことはヲ

「自己反省と旺盛な問題意識が必要であり 9 特に事務改善や点検方法については，継続的かつ計

画的また科学的に分析し3 立案 L，実施する決断と勇気が望ましい。」と反省を促しラ 1;むすべき

はう管理点検の一語につきるのである。Jと結んでいる。

局内総点検の結果もフほぼこの報告書と同様であれ組織と経営上の問題点と工事上の問題点

のごつの国から改善を進めていくことに念った。こうして，局内には新しい水道を目指す気運が

高まってきたがヲ当時の渋谷局長は 7月ヲ ζの事件の責任をとり， 1今回の錯誤によって傷つい

た横浜水道の汚点は3 長い年月をかけておtい浄める以外にないと思いますが3 私はこの際職を辞

し，すべての方々にお詫び、し，今後は自らにその責を課していきたいと考えております。職員の

皆様には 3 新局長を中心に，一人一人が水道事業に対する深い認識と自覚をもってつ 1日も早く

市民の皆様の信頼をも回復してほしいと願うだけであります。」と述べ辞任した。

後任の石原新局長は就任に当って，ともすれば沈滞気味な志気を高めるため「横浜水道はラ我
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国近代式水道の先駆者として印有余年の歴史をもっているのでありますがョ山高きが故に尊から

ずのたとえにもありますと$りその歴史の古いとと のではなく 3 200万市民の要望

にとたえるように経営されているか否かが重要」であるとして，事務事業の総点検について「現

の改善対策を検討中でありますが9 そのねらいの一つはセタショナ Fズ、ムの解消とマンネリ

ズムの打破j にあり， I私達は事務事業総点検を単なる点検に終わらせないよう，改善対策を事

と行動により立証して参らねばならないと考えているのであります。」と述ベラ「私の願いはた

だ 4 つ名実ともに愛されラ親しまれ9 信頼される水道でありたいという ζ とκっきるのでありま

すの」と全職員一丸と念って努力するよう呼びかりた。

翌8月には，研修を終了した職員によって待望の特別作業センターが実稼働K入った。との新

しい組織は，特K，夜間や休日の管理体制の手薄い時間帯の緊急処置に大き右:効果をあげ，

は年間 1，000件を超える出動をみ，発足時は26名体制であったが3 その後逐次増員 L，

53年度には35名体制まで増強された。乙の問，道路内工事が落ち着いたことや配水管整備の進捗

などによって，緊急出勤回数は次第に減少し，一方では，市内配給水管の管理を受け持つ配水管

理所と営業所の体制が整備されてきたので9 に4配水管理所体制が発足したの

特別作業センターの機能を各配水管理所κ吸収し，同々ンターの組織は廃止された。

一方，工事の施行管理体制!の見直しとして，概算契約手続要綱(昭和44年12月L請負工事監

督事務取扱規程(昭和45年 3月)などを制定L，更に従来重要、であるにもかかわらず，職務権限

が不明確とされた技術管理者制度に関レピ水道技術者の職務に関する (昭和46年 5月)を制

定し， ζ のなかで技術管理補助者を指定して強化を図った。特にラ重要念ポイントとなっ

図については p 抜本的な対策とレC昭和46年度から誰でも現状を正確に確認できるよう κ詳細な

配管台帳図を作成することになりヲ昭和

58年度までの長期間と 7億 2，500万円の

1の台帳図6，174枚

を完成させ，各関係事業所に配備して年

年の加除修正を適正に行¥j" 実態と図面

管理が正常に機能するように全力を注い

でいる。また9 昭和48年には，水質試験

王手を配構して水質試験所の体制に機動力

をもたせ?市民から

たどに直ちに対応できるようにした。

こうして，管理体制の整備も B
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第 9牽新時代を画した下流取水一一第7LBJ拡張工事:

園 第 7囲拡張工事の施行

L 第 7囲拡張工事

異常渇水を支えた導水工事以降の先行着工

第 7回拡張工事の水源比それまてQ河)I1維持の目的で寒川取水堰堤から放流されていた残留水

量を取オくする p 相模Jl!の高度利用事業に求めた。取水工事としては取水ダムの改造3 導水路@沈砂

池等の新設が必要であったがD 相撲Jl1高度利用事業による神奈川県@横浜市。横須賀市の三者共同

事業(工事の施行は神奈川県に委託〉として昭和44年度から着工し予定どおり 46年度完成したっ

だが9ζ の水源共同工事の計画策定が遅れていたのでラ急増する水需要に対処するために施行

した第7回拡張工事はヲ水源の確定に先行して進めてきた。その結果p 取水工事を除く導水工事

~、降について昭和40年 (1965) 10月から着工し昭和46年3月に完成をみたが，取水工事について

は相撲}11高度利用事業の確定まで期間を要したため3 工事は昭和44年度から46年度と 1年遅れて

の完成と 7まった。

相模}l!高度利用事業として工事の施行を神奈川県に委託した取水工事が完成するまでの問司先

行させた第7回拡張工事でどうにか切り抜けてきた。すなわちョ昭和42年 6月には旭区者1)田町で

相模湖系の送水管と馬入J1I系の新しい送水管の連絡を完成させ一ていたので，同年夏期の全国的な

異常渇水に対して両系統の水の相互融通を図って大きな効果を発揮した。またラ昭和例年には臨

時取水3 翌昭和45年には建設省の許可を得て暫定的に 1B最大27万dを取水したが， ζれも導水

表 9-16 第 7回拡張工事事業効果 (単位:m'/日)

年昭度和 I 完成 し た 主
事 業 効 * な了 工事 通水年月日

~口組畑山
主な配水地域 配水能力

41 口f壬1，300mm送水管:14，131m 

9∞ 第lポンプ 2台

42 試し混ti血 2池?急速波過j也:4池 西谷(相模湖系統) 100∞o 昭和42年6月6日

LJ径1，300mm送配水管:6，661m， 1，3ωkW送水ポンプ:2台 戸塚区、磯子区 20，ωo 

900kW第Iポンプ:2 fi， 1， 200kW員i¥2ポンプ 2台

43 口径2，0001l1m導水管:501m，沈澱池:41也急速if'a:j品池:l4i也 戸塚区， 1，虫子区 以)，000 昭和43年7月23日

口径1，800mm送配水管・ 3，849m，矢指自己水池:15，OOOnf 旭区， t並区 80，000 昭和43年8月10日

1 900kW穿¥1ポンプ:2台ヲl，200klV?日2ポンプ 2台

44 
口径2，000111111導水'n':1，590m 

沈j股j血(横流式): 4 池，急速;，I:~過 j山: 14池

口径1，800mm配水f百 1，518111， 1， 300kW送水ポンプ:4台 港北区 80，000 昭和44年11月25日

口径2?ωOmmi草ノ'j(igi':1，071m 

|鶴見区

45 f~!3虫(出過 J也 2 i也， 1首'[i!炭注入設備ヲ汚泥処理地設 昭和初年 7月22日

口径1，800111111閉じ水f註:732m， iも北自己水池:120，000111' 140，000 昭和45年7月24日

500，000 
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工事以降の工事を次々に完成させてきたからこそ活用できたのであり pζ う

は当面する水不足の危機を乗り切る ζ とに大きな効果をあげたのである。

7回拡張工事

導水工事

寒川取水施設から小雀海水揚に至るまで9 相模川高度利用事業で、取水する水を導水するための

本工事はう i鐘道及び、水路橋については既設施設を利用できたのでD 寒川取水場内の第 1ポン

及び小雀浄水場内の第 2ポンプ場の揚水ポンプ設備を増設し，第 1ポンプ場から導水隆道入口ま

での問に既設のlコ径 2，000盟国導水管に沿って新たに同口径導水管を 1条併設するfまかラ

橋の余水吐の改良を行ったものである。このうち，導水管工事については，用地買収や工事の施

との調整に期間を要しヲ着工が昭和43年 8月，完成が昭和46年となった

が9 揚水ポンプの増設については早期に増量取水することが緊急の課題と念っていたため p 昭和

ら昭和44年度までの工事計画に基づき早期完成を目指して鋭意工事の進捗を進めていっ

。
た

昭和45年度には神奈川県が新たに建設した沈砂池と寒川l取水場内の第 lボン

び境JI i水路橋余水吐改良工事を最後の仕上げ工事として施行するととになり，同工事も

昭和46年度には完成をみた。これらの最後の連絡ヱ事のときには寒川取水を一時中止して施行し

たければ7まらなかったためs 市内の約11万3，000戸に及ぶ大断水が必要と右:った。

ζの断水はう

ンウィータ終盤の 5月'1-，~ 5日に

かけてヲ戸塚区全域のほか保土ヶ

谷区など10区(各区とも一部地

域)約n万 3，000戸を対象ι24

時間という長時間にわたる

あった。このように大規模長時間

の断水は初めてのことであり，ー

も中断する

ため9 同市との綿密な があっ

るため，当局

言語ーポンプ場

カを注ぎヲ

ると同時rc，突発時K

て給水車41台を関係営業所に配備しヲ

として本市清掃局と川崎市水道局から大型タン

またs 消防局自体も断水

るとともに，i台前回など
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言語 9章新時代を画した下流耳切ぐ ー祭 7lfi:i拡張工事

の協力を得て特別警備体制をとって断水時に備えた。

こうして，断水はら月 4日午後7

時ま

であったにもかかわらずフ

工事は予定にたi'Lて l時三巨も短縮 iJ7Tこ。 しカミし，

j車水洗浄作業は広範囲な地区にわたるものでるったために

予定より時間がかかり，末端地区の給水は午後 7時近くと

なったがF と tまぼ予定ど.).3り つ ω

しノ亡。

とのよう ;J.， ーもト J 
U 'd、、

完了できたのは，関係者の努力はもとよりう j自防局等閑保

機関を始めとするm民の大き 一一三つ/亡。 昭和46年 5月 5日(神奈川新聞〉

言受 9~17 幸~;:f:，施設内容

コ二 桧 !民主主; 五F 状 二f 法

吸;水子下鉄筋コ〉ク，一円主， *~~J. O iTt 長L11.401日

ョ:)1，- デ三

五旦

ポシフ場欽ぎコング，一、造，開16.45m>(長42.50m，而新:699nI 

7tJi:1 jj十

1 i也

間 |:/I111
4台山 ポ ン プ コ信)OmmX800mm，町出記I05nf/ni示].'会長36m.H:;!J800kWlil，jIV.l.込品ポンプ

第lポンプ攻ぺ川、 ; ι ; -np  I?!?fT 11ιよ 4 ム

.~" I 二年900mmX800mm，Tは損116m'/肌 企 長36m，出力900kWI，1i]1吸込渦一巻ポンプ I 41， I 4台

管 3甲宗 欽占コンク jー}造ヲ中市13mX長27m.，I副総:351!rl I - 1 1限

速給水路鉄筋コンク ート造，中rmg.OOmX長47.70m 11条 7粂

口径2フOOOmrn，鋼管及びP3 1干延長:3っ065m 1 - 1 1条

等 水 管|導 7]<.'ifi' 1口径2，OuOrnm，鋼管及びPS管心長・ 3，162xn.(鍬r21;布設1，707m， い条 1条

j p 管布設772m~ 仁1径 2 ， 90üm'TIシールド(鍋jぎ683m)

導広陵道lE厄 司 コ ン ク ト ト 浩 附 共3.20m，等馬蹄形点配 1/1，500延 長 札340m三二工l$

川正長 414m 0ランガー :.50mX1連
引 地 J!i1';ういJ西己 1/1，5000ボックスフゲーグー :35mXIO述 14m>< 1述

水路稲 は正長394.50m ラン万一:60m X 1 述 - 11条

境 )1川 ボックスグーダ~.: 36mX8臥 29mXI連，17，5m)(1主|

勾配l〆1，500 余水吐・霊管日1.35mXO.95X2条，口i.f:2，OOOmm管延反Mi川 1式い式

ポンプ場|鉄筋コンクリート造，地下式、内径24mXi架43.60m(最上階は着水子1) 1 - 11悦

第 2 ポンプ場|ポンプ|口径900m阻止出島町ば/min. 全捌~Ë45m ，出力 1 ， 05ぬW ， 2段斜流ポンプ I - 1 4台

ポンプ|口径900mm，pJ出量116rr:/min，全揚程45m，出力1，20α刊に 2段斜流ポンプ I 4台 I4台

鉄筋コンクリート造J内径25.4JmX水~'h~3. 6m (如ポンプ場最上|溜) 1 - 1 1 i也

着水井| 着水井
ボックスガーダヘ幅2.8mX長19.4m，水深3，345m(水路部) ソ条

鉄筋コンクリート込l隔9.5mX長12m)(水深6.2m，以ょm%有効量。 2，190rd 1 - i :迎

鉄筋コンクリート造，脂7.0mX長6守OmX水深8.0mぅ有効量:336m" I増設 1池

お)

に小雀海7.K場K送り込まれる横浜市分日量50万:rrrラ横須賀市分白星(8万-Sl:)

水を浄化するためラ着水井 1池，高速接触沈澱池111'也(当初計画では

初計画では32i也)，調整池 l池 (2槽)等を増設して小雀浮水揚の治水能刀を増強するもので，昭
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和40年下半期から直ちに整地等の準備工事に入札翌昭和41年 7月から本格的念建設工事

に着工した。昭和43年までに高速接触沈殿地6池p 急速j慮過池18池フ調整池のうちの l槽(1万

3，0卯が完成したがp 工事の完成とともに順次稼働させ，夏期対策として活用していった。

その後も残工事について鋭意進捗を図 L 昭和46年には全工事の完成をみた。また昭和44年十C

した汚泥処理施設の築造も翌昭和45年完成稼働し，昭和42年度からは薬品注入設備の改具工

事を順次進めョ昭和45年度にはその最後の工事である活性炭注入設備工事もほぼ完成した。

者:::T'，第7@]拡張工事の第1次変更計画(昭和42年12月)後9 新たな情勢の変化として横須賀

市から同市の新規拡張工事を本市の第'i1ID拡張工事と共同し そ した

い旨の要請があったためョ高速接触沈澱池については計画上スラッジブランケット型

ター)111也(1池日量5万を予定して¥0たものもパノレセータ---6池 (U也日量5万と

(傾斜板付) 4池(1池日量8 に変更し，総池数では i池減少したもの

のう処理能カで日量7万nlの能力アップを図った。また，急速暗過池については計画上32池のと

ζ ろを34j也と 2i也の増設を図った。

本浄水工事のうちフ しい調整池の工事現場で昭和41年 9月とろ約 6m掘り下げ

さ約50mにわたって化石層が発見され9 帆立民などにたローム層下の泥岩層から厚さ 1 m， 

混って洪積世の大き く出土した。大き念ものは長さ55CJll，幅四回ヲ厚さ40CJllもあっ

t<:，o 

現場は戸塚区小釜町の丘陵地にある標高57nlの高台で9

5竪9-18 浄水施設内容

より 8kmも離れた場所であり，

I1'主 地設名
|おc量

形状寸法 トー「一一一
7jl1 計

一一一一十一一
原 水 導 入 管i口径2，∞Omm P C 'rr，延長391m，口径1，8∞rnm 鋼管，延長:61m 

~~ パJ 沈澱

IJ径1，650mm制管，延長。246m

池|鉄筋コンクリ}ト JE:!!J国25，7mX長3L6mX水深4，5m，

1条]1条

- ]1条

~tMjzi也 l 第
(パルセーグ ) 

2 沈澱

(パJレセーター)

3 沈澱

(似斜板)

1 2池110池
上芥流速:50ml日/分スラッジ。フランケット型?標準処理能力:50，OOOni'/日

池!鉄筋コンクリー!札l幅25，7m X長3L6mX水深4，5m
1 4池1 4池

上封~~[述 50mmバ〉スラソジ c ブランケット引棺:理処理能力 50 ， OOOrri'/日 i

第 池|鉄筋コンクリート泣，幅28，5mX長38.4m)(水深4.731Yl j 

水平i1re，J虫:640mm/分傾斜収式?紋jfi'処理能力:80，∞On1/日

第 1it澱池
間i主給水路|鉄筋コンクリート j主， I]J，C!l1 ，Om Xf、41mX水深1

第1急速泌過池 1 

第 2沈澱j也 l 

間述絡管|口径2，OOOmmPC管9延長・22仏TI，
第2急速i慮;品池 l 

! 4池14池

戸
1 1条1 1条

i意過j也|第 1 急速{底辺池 鉄筋コンクリー H宣?幅10，2mX長13_2m，鴻過而il責:116m'，重力式
1
4池132池

山|川
標準ìl~ 迅速度:125m/ 日，桜手法過能力:14，5ωnV日

|第 2 急速総 jf!j池|鉄筋コンクリート造， I隔10，2mX長13，2m，液過面積，116m'，重力式

標準泌過速度:125m/日，桜!ji'il首過能力:14，印Olli'/日

竺l竺二斗二竺Jtfff竺L 一一一一一ごと

長}O
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形状寸法

一

槽

矯

憎

一

中

ム

、

中

仏

名

一

y

y

水

一

拍

伊

市

川

げ

立

て

流

洗

浄

三

日

一

流

流

沈

一

逆

効

)

施

一

1

2

凶

一

第

第

表

重

一

備

日

一

浄

設

二

一

洗 鉄筋コンク 1)-1造円形水槽:Ijg径19.4m，有効水深3m，lti水量380m'

数量

同干
- 11摺

1品水ポンプ:口径3ωmm，ni:rl¥量11rrl/分，全H，Jl1l35rn!出力95¥;¥'1国nl吸込渦巻ポ/ブ 1- 12台

鋼板製円形水槽:内径16.8m，有効水j呆4m，Ilf水量8~~ I 1棟I1槽

V;J;J¥ポンプ 口径3ωmlil，回出量11m'/分，全ぬf3_l35m.出力95k¥VfiDJI汲込渦巻ポンプ I- 12ti 

鋼紋製高架式円形水槽.内径15m，貯水量350m' I - I 1槽

汚水ポンプ:UilJ60mm，吐W2π13/分，全坊位50m，出力ぬi品l片吸込多↓15'ービーポンプ I- 12台

本 館 I 2.5X2.4m.延長 27.5rr晶

一 円 述給滋道I ー
調整池 |口径2.000mm鋼管っ延長 40m

第 l 調 笠 池|鉄筋コンクリ -1造，幅80.4X長69mX有効水深4m，貯水量:22，190nf 

調整池i第2急、速減過池 l 
i 述給自主道 14R襟準馬蹄型(R=I.35m)，延長:124m
第 2調整池 E 

1 1条

1 1条

1 1池

第 2 調 整 池i鉄筋コンクリートj弘(48.6mX56m'+38.8m X74m) X有効水íll~6. 55m I 1池I1 iill 

l条 1 1条

本館|本 館増

貯水量:27，300m'

鉄筋コンクリート泣， J也下 1階，地上2陪， J首築而砧i: 281nf， 
築i

延面積:4，379m'

館!鉄筋コンクリート造，地上2陪?場築:鉄筋コンクリート造，地Fl階主主 ロ
ロ日

地上l階，;首築面枯 :4ωd，延出lh!t・し563111(内1，080nf 6 :]11:) 

硫酸ノくンド注入設備 IW;蔵楠 100m':21~，給支惜 3 nf:21弘住入ポンプ・3台

苛性ソーダ注入設備|希州自10m':2槽，周蔵槽240m"給薬槽3m3:1槽，1，移送ポンプ:2台， 1主入ポンプ:1台

P A C i30入設備 Ilt;i誌槽 120nf:1槽，給薬!li26rrl:2稽，i上入ポン7':5台

薬品注 1t;rr;素貯蔵設備il服ボンベ計量器:2台(叫)， ;j;イストクレーン 2t : 1台(は)

入 設 備 貯蔵タンク20t:2基送風器:1台脱湿器:1お空気圧縮機:2台

塩素注 入 設 備 | 気 化 器 200kg/時 1台，1501沼/時 3台，100k宮/11#-4ti ， 50kg/比ト2台 (6拡)がス泊2111- 1I~i

注入1*:150¥;g/同寸台，1ω1屯/時 l台，50kg/時5台(内3ti61Jl:)，20kg/時一7台(内4前j)J:)

給水ポンプ 3.6nfl分X25mX30kW-3 fi，1.5m'/分X20mX15kW-l台(6刻、)

塩素中和設備Irl咋11吸収塔:4f喜，排臨機:2台，苛伯ソーダポンプ:2台

1昆素ヵース漏j曳検出器:2台，苛性ソーダ貯蔵槽 120m':1槽

トラックスケールI7.5mX3mX 1. 3m~1 量重量30t:l台

百日
増築I1棟

活性 炭注入室1jiJdヰ'造地上2階，延面積:404m'

活性炭注 Ii見 合 槽|鉄筋コンクリート造幅4.3mX長7.8mX深3.5m，有効町水量lωm'

入設備 IWi袋機:2台，解体速度7袋/分ヲ撹持機:4台，集塵機:1台

原水処現能力:1，000，OOOrrJ'/日，活性炭注入薬 40ppm 

← 1 1棟

一 12摺

汚 泥 池|鉄筋コンクリートi丸幅23.90mX長62.34mX深3.00m，有効貯水量:3.410m' 11池11池

ポ ン プ 室|鉄筋コンクリ}み 11邸 5mX長24.0m，地下l階，耐立伽 llt点11棟

汚泥池 Ij間ポン7:口径150mm，fij出量l.6rrl/分，全ぬfYJ8m，出力15k¥V プレードレスポンプ

及び|汚泥掻寄機(ミーダ型)I制収乳幅24mX3.5m，標準処理能力:1，2ωrr:l/日

汚水j也|汚 水 池|コンクリート造，有効射水量:4，7001ぜ

4台I4台

1台 1 1台

ポンプ吸水井|鉄筋コンクリート造，幅 5inX長10mX深6.5m

汚水ポンプ:口径450mm，吐出量30nf./:分，全拐位20肌出力150kW 斜流ポンプ12台I2台

汚泥処I~ 次 i農 み初年口 槽l鉄筋コンクリート造直径2川さ川崎:2.63
I ~槽 I ~槽理施設 2 次 i農 縮 槽鉄筋コンク 1)-ト造，直径26mX深さ5m，貯水量:2，630m' l槽 l槽
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工種白設 形状寸法

問 s~I JRポユ プ室j;j，筋コンクリート造?幅6mX長6mX ìj~6 ，3m，曲i積:36m'

円クライナフ ルタ一括判邸主能力団皮3ぴ):39， 3t/D，S/日

同.~生 ト ， iI!1;; I q筋コンクリート造，仰13m)(白川×深5，8m，貯水量2・1，OOOm'
汚iJ~S!LL 鉄筋コンクリート泣，附l加×長16mX深5，8m，Jti水量日ω凶 I 2栴
現地Hy:1

汚泥処理主|鉄骨造3地上31:皆， ].階:帳40.18mX長19.5m，21活:J6.2mX[:，:19.5m，

3i'l'i:8.20mX長19，5m，延而積:1 ，259m' 心
収
束

F

F
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工事中の小雀浄水揚汚泥池

年前の根岸湾埋立中に磯子海岸か

さfぐした ζ とは

あったがpζ のような内陸部で大

量の化石が出たのは珍しい。

T 
(/ ( 1万年目jから

100万

られる成田層群と

よばれる

の辺ま

i5 

らし、伊

っ?Eこーと

となった。

小雀海水揚汚泥処理設備

と

し

小雀冷水揚
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伸送配水工事

ノト雀浄水場から送る横須賀市分の新規水量日量8万 4，900niは，馬入川取水事業で築造

71<:施設で朝比奈分水池を経由して同市に送水しラ横浜市分の日量50万rdの新規水量のうち10万d

は既存施設を利用して戸塚@磯子。南地区方面に送配水することになっていた。したがって 9

7回拡強工事の送配水工事はラ残水量40万IIfの水を市西北部及び東北部の保土ヶ谷。港北区及び

鶴見区の各区に送水するためのもので，口径 1，8001聞の大口径の送配水管を市の周辺部に弧を措

きながら小雀浄水場から鶴見区梶山まで延長約33kmにわたって布設するとともにョ小雀浄水場内

のポンプ室に送水ポンプ 4台を増設して送水加圧する一方9 小雀浄水場を出た付近の送水管路に

調圧水槽 1槽を新設しう併せて送水管路の途中と末端にそれぞれ矢指配水池及び港北配水池を築

造する ζ とに主眼をおいた。 ζの新しい大口径の送水ノレートによりフ水需要の急増が続いている

市西北部及び東北部に送水して相模湖系統の補強を果すのが9ζ の大環状幹線の構想、であった。

国 9-4 環状幹線縦断鴎

揖J屋上水世

80 

70い

30 

20 

10 

東京湾中等潮位基準函

工事の施行に当ってはp そ レでも早く るため昭和42年 夏期までに第

一段階として口佳 1，800阻送水管 15.5kmを布設し2 とりあえず相模湖系統の既設38インチ

皿)管K接続して日量10万niの一部通水を実現しようという目標を立ててー昭和41年10月からい

ち早く着工した。具体的にはヲ昭和40年度は事業費 5億円をもって口佳1， 800mm送水管を2，383m 

布設しョ翌昭和41年度は事業費32億4ヲ500万円をもって口径1，800mm送水管 1万 3，786mの布設と

調整池1池ヲ調圧水槽 1槽及び送水ポンプ設備2台等の工事を行った。

新設した送水ノレートは，ト雀浄水場から県道阿久和鎌倉線及び主要地方道丸子茅ケ崎線を経て

港北区に築造する新配水池〈港北配水池)まで延長約2万 3，OOOmに及びョその聞の矢指接合弁

(後K配水池に変更〉までt土加圧送水を要したので，停電その他によりポン る際の iK

撃作用を防止する必要上p 小雀浄水揚構外の北東の台地に調圧水槽を新設した。 ζれも昭和42年

夏期の送水管路の一部3m?lくに必要 ったが3 実施設計に着手した 4月であ

っ?τ二?乞め き，かつ管理上の補修も しづ外観塗装について

6}:4 



L 維持管理面ヲ吏には美観を

も配慮してアルミニウム寂で外

装した。こうしてヲ鋭意工事の

進捗に努めた結果ラ小雀海水揚

から既設の相模湖系統〈保土ヶ

谷区都岡田Tl4) まで口径 1，800

mm送水管 1万 6，169r百の布設が

完了し，馬入Ji 1系統と相模湖系

統とが接続され， 42年 6月から

相模湖系統へ 1日10万IIfの送水

うことができた。

第 9主主新時代を回し た下流取水一一第7回拡張工事

この馬入川系統からの送水を 工事中の小雀調圧水j習と完成した小雀調圧水槽

開始した当時ね:ヲたまたま同年 5月下句から全国を襲った異常渇水と符合してお、り，工事が未完

成であったなら深刻さをつのらせたであろう水飢謹に対して，極めて大きな効果を発揮した。実

際9 昭和42年 5月2 神奈川県は数十年ぷりという

量減少は著しく 5月末における両湖の貯水量はともに満水時の約4分の lまで激疎して相模湖

系統は取水制限を受けた。その対策として比較的余裕のある馬入J11系統から最大限の取水を行

い，西谷浄水揚(相模湖系統)へ送水することが急がれたが会 6月6日フ新送水管路が保土ケ谷

区都岡町地点で相模湖系統の 38インチ送水:管に無事j垂水して西谷津水揚系統に送水を

開始し，異常渇水の危機を救ったのである。ともあれ?待望夕、しい馬入JI!系統の水源が西谷海水

揚系統の増強に果たした意義は大きかった。

引き続いて，昭和42年度には昭和43年の夏期対策に備え3 事業費42億 6，2ω万四を投じて，保

土ヶ谷区都岡町から渇北区新羽町まで送配水管 1万 931mを布設し、て既設の配水管と接続する

一方ラ矢指接合弁を築造して佐江戸町，新羽方面及び三ツ境。二俣川町方面へ更に 1日8万:m'の

給水を行う予定であった。 ζ の口径 1，800阻送水管布設工事は，都陪町から佐江戸町に至る管路

髄道の部分で断層に突き当仏或いは多量の湯水9 細砂の流出等によって工事が難航するという

ζ ともあったがフ予定どおり昭和43年夏まえにはどうにか完成して一部既設管との連絡を完了

い同年夏期には 1B 18万dの送配水を行う ζ とができた。

また，送水幹線途中に築造する矢指接合弁については，昭和42年夏期の一部通水を日標に昭和

41年度から着工していたが9 当初フ有効容量 2，OOOnfの接合弁として計画されていたものをp そ

の後の周辺の著しい発展から配水拠点も兼ね合せた 1万 5，OOO:m'の配水池に変更しラ昭和43年7

月に完成をみた。とれにより，戸塚区及び保土ケ谷区の配水量は一段と増強された。

引き続いてg 昭和43年度は新羽町から樽町まて、口径1，800mlll配水管3，800mも昭和44年度は樽

町から上末吉町まで口径1，800凹配水管3，OOOmをそれぞれ布設して9 昭和45年夏期までには起点
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ら で，全線 3万3，900m の送配水管布設工事を完了するととも

vC，昭和43年度から昭和L14年度にかけて階北配水池を築造する予定て守あったがp

新羽町~櫓町間は用地買収が難航したうえ 9 隆道工事が軟弱地盤と湧水に悩まされるという

もZ霊友りヲ工芸は遅れがちであった。 だがラ

~~ 'f_ 

r:';.Y~ 
川~..， 0 "0 

となったのでるる。な7ら

ることがで、き p 昭和46年夏期には臼

した港北配水池は45年 7

月 したが， とれによりヲ された。

港北配水池

100名を超える きわめ3 ようやく

との配水池 :t it包4

rめ

市最大のものでありョ築造用地も川

和也佐江戸@池辺の 3町にまたがる

6万 6，(トOOnfitc及本市港北ニ

ュータウンの計岡地域内に含まれて

lハ念。

ったのは昭

と地主と

ころ p ヱド市計画局s''f住宅公団もニ zータウンの買収問題があったた

一時中断の形に追い込まれた。その後ラ買収価格をめぐι問題が生

表 9-19 送水 υ 配水施設内容

まとまりかけた

じ交渉は

T 干，]1 施設名 7杉 :[犬 法 :数 ~i正

i)j¥ 2送水
主史的jコンクリート造り、地下1[:皆、地 u階、 1[1日12m><長56m、延町村T:J.)310ni 

ポンプJ;};
ポンブ主 ポンプ:口径700lllmX 500mlll， U土山主1:93m'/分、全揚松節目l、出力1，:300問、

lilijlVl込ililJ巻きポンプ:4 i~ì 
同 一 一一一一一…一一

訪日 J王オ(+i~ 小笠;抑圧J)，補
よ訪日:鋼紋土(外装アルミ)内fモ8m X ;:':J41 rn 

基礎:鉄筋コンクリート井筒、夕、径1L20m><深29.50m

口任1，800mm、出品管延長13，226m(うち|怒道3，433mj 口径700mlllシールト 15901)

送ノι管 ユ三 Jへkヘi 
口径1，800mm、組立i:[iiu笠1，480m (隠近)
口f予1，800mm、PS'l士，Cd'f:Z，890m 
口[壬1町日りOmm、ダクタイノレ1J;鉄骨心長5，900m(うち隠i立1，049m)延長計23，496m

5Jd竹内己 71，i也 自己ノ，](;也:}~人的J コンクリート iit り'1と J也 F 式、 1[lhl38 .40m X L"<:49. 20m X 11効ノ'Kj来1.00

m、池数 2i也計15，OOOm'

自己水 j世 ポンプO?~{ :鉄筋コンクリート造り、地 1"1階、地よ 1[;ji，l]lM7m x tt23.60m、延ItUμt289m!

;佐北自己水池 鉄筋コンクリ ト泣リ、 j也ド式、 rTGi80mX 長 100m 、布今効 *i~~5.00m : ;也数 3池

古['120ヲOOOm'

l 口径1.80(川 山……l長k之仁:8川刈川一8.1川山一1日旧山一5ω59m

四日水管 r'll 7]( 
u 径1，800mlll、ダクタイパ，])J鉄骨延民302m

口径lう65()mlll、訓告

lu筏1650肌



第 9章新時代を画した下流取水 第 7国拡張工苓

まで発展し，折からの第7回拡張工事第 1次計画変更案の審議にまで影響が及乙仁継続審議とな

ってしまった。その解決策として生れたのが等価交換方式でラ当面は買収価額については一切触

れずに土地の使用権を取得し9 近い将来ニュータウン地域内にそれに見合う広さと価格の土地を

みた。

図 9-6 港:![;iillc水池平面図
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8f告を超えた工事聾

7回拡張工事計画は，当初p 極力投資額を抑制す、るため馬入川取水増強工事として 21億円

(水源開発費は含まない。)という小規模な構想から出発したが，その後市周辺部の激しい開発状

況からヲ西谷海水揚系統の水ではその対応が限界に達している保土ケ谷 ω港北白鶴見方面への増

~I)，既設のよ流取水系統と新しい下流取水系統の施設を連絡して市内一向に均等な送配水

体制を確立するため 新設するという した。こうしてう第 7

着工時点、で、は一挙に126億円という大規模な拡張計画となり p 更に 2次にわたる計画変更を経て 9

最終の竣功額は154憶5，000万四に;去し?と。乙;j'lノ源開発費(相模)11高度利用事業負担金)

3，000万円を加えるとフ全体では 173億8フ000万円と者:り，物価変動があったとは1"，む当初構想、

に対して総工費が実に 8倍を超える大拡張工事と在った。

表。-20 鋳 7囲拡張工事費級事ち客車内訳

Z頁 目
| 負 111 内訳

1日 }1

導水工事費

第 H易水古車設

導 7Jく管

第 2t号水路設

浄水工事責'

着水井

高速沈澱池

急速鴻過池

調整池

管理室

薬品館

電気設備

整地及T}'>>f7};

汚泥処理施設

送配水工事費

送 7J(ポンプ

送水管

接合弁(第 1) 

自己 ;]( Il由J

配水管

接合弁(第 2) 

用地費

主選 F防 費

器具機械費

当初計画

1，353，400 

276，500 

652，800 

424，100 
一一一十-

2，554，200 

393， "<00 

762，300 

319，400 

76，500 

81，500 

250，000 

42，200 

1，697，900 
ハリハU1

1
一

na 
ウ
toム

5，753，100 

19，400 

1，627，500 

24，800 

855，000 

15，000 

技工級

1，805，736 

317，000 

1，258，736 

230ヲ000

3，950，597 

32，000 

876，000 

1，003，907 

512，000 

35，000 

309，636 

484，746 

52，727 

644，581 

9，494，986 

240，.000 

4，758，000 

(配水池に変更)

276，000 

1，612，547 

2，608，439 

1，543，628 

270，986 

1，076，02'1 

196，515 

3，408，460 

27，355 

748，846 

858，187 

437，682 

29，920 

264，691 

434，258 

45，074 

562，447 

9，494，986 

240，000 

4，758，000 

276，000 

1，612，5/17 

2，608，439 

(単位;千円)

262，108 

46，oa 
182，709 

33，385 

542，137 

4，645 

127，154 

145，720 

74，318 

5，080 

44，945 

50，488 

7，653 

82，134 

5，000 

二二J三五L日二
る38



第9章新時代を画した下流取水一一第7図拡張工事

図 9-7 第7周拡張水道施設概略図
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第四 章

相模川と酒匂)11を結んだ第 8囲拡強工事

I 広域化 を迎えた水道事業

L 酒匂)I!の

新規水源確保のため3 神奈川県内の水道事業体が相模川高度利用と酒匂川!の新規開発に一丸と

なって取り組んでいる時，これと並行して9 国もまた3 水道広域化によって水源開発を促進する

方向づけを図りつつあった。

昭和30年代後半から始まった高度経済成長によりラ地方公共団体の経営する水道。

通@電気③ガス等市民生活に直結した公営企業は，急増する需要に応ずるため施設の拡充に追わ

れていた。それが元利償還金と管理経費の累増となって事業経営に大きな影響をもたらし，

では公共料金抑制という要望が高まるなかてコ適正料金の設定ラつまりは料金改定が遅れるなど

のためフ多くの事業体が赤字決算へと転落していった。

この全国的な地方公共団体の経営危機に対して，昭和39年 7月に自治大臣の諮問機関として地

方公営企業制度調査会が設置されョ同年11月には[財政再建に関する中問答申 lが，翌昭和40竿

10月には「地方公営企業の改善に関する答申jが出された。その10月の答申のなかではジ 「企業

の配置又は規模の適正化を図る必要があるときはp 市町村の共問経営方式，県営方式その他いわ

ゆる広域経営方式を積極的に採用すべきである。また?水道事業の広域経営はp 水資源の高度利

用ョ設備投資の効率化フ計画的ラ重点的な設備の拡張等の点勺すぐ、ずしているのでp 今後望ましい

ると考えられる。 Jと水道広域化に対して積極的念提言を行っている。

ζの答申に沿って，昭和41年7月に地方公営企業法の一部改正が行われ9 責任体制の確立p 費

用負担の明確化ヲ財務制度の合理化等々，制度全般にわたる改善策が取り入れられた。同制度改

善のなかで9 水道広域化に関しては，従来地方自治法にも一部事務組合の規定があったがョとれ

は主として~股行政事務の共同方式として考えられたものでヲ企業の共同経営に必ずしもふさわ

しい制度とは言い難い面があるためヲ地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務

組合として企業団制度が設けられた。とれにより，企業団は事務委託する地方 ら独立し

(特別地方公共団体〉と右;り 9 議会を設置し日企業長を長とした企業経営に関する責

任体制が明確にされ，能率的運営が可能となったので、ある。
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第10童相撲)11と沼勾川を結んだ第8回拡張工事

一方ラ昭和40年 9月ヲ厚生大臣はその諮問機関である公害審議会に「水道の広域化方策につい

て」及び「水道の経営特に経営方式についてJをテーマに諮問した。 ζれを受けた同審議会は翌

昭和41年8月に「水道の広域化方策と水道の経営特に経営方式?と関する答申」を行1ρヲその念か

で，先行投資となる水源開発等に対する国庫補助及び能率的経営や合理的な施設整備を目的とす

る水道広域化の推進の必要性を提言した。これと並行して2 日本水道協会を中心に全国の水道事

業体は一丸となって国庫補助金の復活運動を行っていた。

国庫補助金は，昭和27年以降財政力の脆弱な農山漁村における簡易水道の普及促進に重点をb

ι水道事業に対する補助は昭和29年度子算までで打ち切られたままとなっていたがフとのよう

な各界の努力によってう昭和42年度から水道水源開発施設及び水道広域化施設についてフ国庫補

助金が予算化される ζ とになった。

企業団方式:による酒匂}Ilの水漉開発

昭和39年 2月以来，神奈川県と横浜 u ) 11崎必横須賀 31行の関係者は新規水源開発に関

して広域水道研究協議会をもち p その検討の君主かで次第に広域開発方式を採用する方向を囲め

た。こうしてラ昭和43年8月31BK開催された県知事と関係3市長の会議で仇相模川高度利用

と酒匂)11開発の両水系の水量配分に合意すると同時に，酒匂)I!水源の開発は企業団方式によるこ

とを申し合せ，その準備のため副知事及び関係 3市の助役による企業団設立準備委員会を設置す

ることが決札翌 9月にはその下部機構として水道事業管

理者による小委員会と県及び3市の派遣職員による設立準

備事務局を設置するなど3 着々と準備体制を整えていっ

υ 巾I'c.。

ζの設立準備事務局に要する経賓と Lて，昭和 43年度

500万同ヲ昭和44年度300万円と予定し，これを県と 31'11が

配分水量比で分担する ζ とになった。こうして，翌日月に

は中区日本大通りの横浜商工会議所ピ、ノレ内に事務所(翌年

3月には神奈川区広台太田町の神奈川区総合庁舎に移転)

を開き，本格的な作業を開始した。 日百手P43年 9月 3日 付申奈川新聞)

広域水道の経営方式に比大別して末端給水までを一体として行う方式じ水道ノ弔水を各水道

事業体に卸売りする方式があるがp 本県の場合はョ既存の水道事業との関係から後者の水道用水

供給事業として行うととになった。

当時(昭和42年、)，全国で広域水道は39事業あり， ζのうち水道用水供給事業を行っているの

は6事業であった。この 6事業のうちフ最も大きなものは兵庫県の阪神水道企業団でヲ同企業団

は昭和11年に一部事務組合として創立された最古の歴史を有しp 神戸@尼崎。西宮。芦屋の 4市

を構成団体として，日量45万niの給水実績を残しており，他の 5事業はいずれも日量が 5万niK
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達しない小規模念ものであった。、

これに対して，酒匂川開発に当る企業団は臼量 150万dを超える給水を予定しており，全く規

模を異にするものであった。それだけに，事業遂行に要する人材・資金・資材の確保には多くの

困難が予想されたので，昭和43年11月には県知事と 3市長の連名で国庫補助金の要請を行った。

昭和43年11月

水道広域化事業費補助金に関する陳情書

水道広域化施設整備費補助金

神奈川県知事

横浜市長

横須賀市長

川崎市長

津田文吾

飛鳥田一雄

長野正義

金刺不二太郎

近年，新規水源の確保はきわめて困難であり，今後の需給関係は窮迫をつげるものと

予想されます。

その対策として，神奈川県下におきましでは，相模)11の高度利用および酒匂川開発計

画を具体化しているところでありますが，とりわけ，酒匂川開発計画は巨額の建設資金

を要し，一事業体の負担でその開発を行なう ζ とはきわめて国難念状況であります。

このため，県営および横浜，横須賀，川崎の各市の水道事業は，広域化の見地から目

下企業団設立準備を急いでいるのであります。

しかしながら，合理的な施設配備と能率的経営を旨とする広域水道をもってしでも，

もはや独立採算の範囲を超えているものと思考されるのであります。

つきましでは，昭和42年度から水道広域化に対する国庫補助が実現しました折から，

昭和44年度予算におきましては，国庫補助金を大幅に増額されますよう陳情します。

補助内容

1 補助対象 広域水道施設整備費

2 要望額 1億8，761万円

i事業費総額概算 1，哨円 1
昭和44年度事業費 20億円 j

また，従来，酒匂川開発計画の調査は神奈川県の手によって進められていたので，昭和44年2

月に 3市長連名で，企業団の事業を円滑に推進するため神奈川県に対して貯水ダム等の調査を継

続して行うよう要請した。

。)構成団体からの長期借入れと大蔵省への覚書提出

企業団の発足から営業開始までに必要念事務経費と創設事業の起債対象外事業費念どにあてる

資金にっていは，各構成団体からの出資金或いは負担金で賄うととが望まれたが，当時は各構成

団体とも財政が悪化していたので，資金貸付で運営することになった。

そこで，昭和44年度から一部給水開始予定の前年の昭和47年度までの 4年聞にわたり，毎年貸
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社巨漢Jliと潜匂川を結んだ第8回拡張工事

(無利子，据置)を行いg 建設完了の翌年度から 3年賦で償還(この間は有利子 6，5%)する

こととしラ総額では 6億8，500万四 tうち本市分は 2'l富6，140万円)で

この畏期貸付金の返済比協議の結果，昭和50年度末で一括償その後p付をする ζ とになった。

還されている。

乙れに要す一方9 主務省である自治省は今回の事業が前例のなV吋大規模なものであり，またョ

草寺10重量

またその用水供給料金もかなりの高料金に念ると考る資金の調達が極めて困難であると予想し

きく左右さえられるた弘事業推進に当る構成団体の協力体制の在り方によって事業の成否も

2月p 各構成団体の連名そこでョ建設財源確保を促還するためれると懸念していた。

その懸念して当るという意志を表明した覚書を大蔵省に提出し，

ることに努めた。

で，企業団の事業に

同覚書のなかでョ企業団の料金については責住水量制とすることが明らかにされた。

神奈川県 l
9，000 I 

49 200 I 

72，900 I 
46，700 ! 

長期貸付金内訳援 W--j

昭和年度

j或 71く

昭和45年 2月27日

229 

て覚書

神奈川県内広域水道企業団

企業長 五、神辰雄

尾岩

⑮ 

覚書の提出について

神奈川県下の水需要は9 一刻の猶予も許されない甚だ緊迫した状況にあります。

とれに対処する当企業団の創設事業比広域的かつ大規模な事業計画であり，これに

要する建設投資も極めて莫大な金額に及ぶことからう幾多の複雑困難な問題が提起され

64タ

ている次第であります。

つきましでは，構成団体及び企業団はラ相互に別紙のとおり覚書を交換し， ζれが問

題の解決に一致協力して対処する所存でありますのでp 何卒?本事業の重要性を御賢察

のうえ主要財源と予定しております企業債に関し特段の御高配を賜わり?とくお願い申し

上げますとともに創設事業初年度に当る本年度起債について格別のお取り計らいを煩わ

したし重ねてお願い申し上げます。



覚書

昭和50年を目途とする県下の水需要の急迫札極めて深刻念ものである。とれに対処

するためにヲ広域的立場から限られた水道用水を有効かつ適礁に利用するものとし，施

設の建設にあたっては重複投資の排除，効率的念施設の配置及び管理運営を図るため企

業団の設立をみた。

しかしながら 9 水源の遠隔化と施設の大規模化は多額の建設投資を必要としョその経

営上重大な問題を提起しているので、あるが当面ヲ L〆て構成団体及び

企業団付:下記事項を確認し9 問題の解決に対処する次第である。

記

1 水道事業は独立採算を原員Ijとして運営されるべきものでゃあるのでヲ構成団体は適正

念原価に基づき算定された料金につh て比責任水量市Ij勺受水するものであるとと C

2 合業僚について仕勺 1-1也方債許可方針等Jの取り扱いを遵守するものでi あり，

について他の団体yc.比 るもの

では念いこと。

3 縁故債の消化については9 構成団体に沿いても責任をもって積極的K協力するもの

であるとと。

4 に具体的諸条件を加味した長期財政計画を策定

るとととし，とれが実現を図るため構成団体は責任をもっ

るものである ζ と。

5 酒匂JIi総合開発に係る水資源の確保及び水利用の合理化並びに水道料金の算定又は

広域的な経営計画等基本的事項を検討するため，神奈川県内広域水道協議会を積極的

にj舌用ずるものであること。

ζの覚書交換を証するため，

を保存する。

2月2'1日

神奈川県内広域水道企業団の鞭立

り い当事者が記名押印のう

国文

飛鳥田

怪もi奇-三/:=只 J畏 長

JIi 市 金刺

神奈川県内広域水道企業団企業長

五神辰

自1通

⑮ 

⑮ 

⑩ 

@ 

⑮ 

κよってD 県 u 3市との調整を経て工事、〈も昭和43年12月には，

企業団設立申請について自治省と事前協議に入り 3 規約①事業計画む財政計画等々ヲ企業団運営

の基本に関する重要事項の検討を重ねていった。一方ラ企業団を設立するに当ってはラま

団を構成する自治体で意志確認のため規約の議決を得なければたらないため日各構成団体とも沼
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ず'];44年 2月末から始まる子算議会に神奈川県内広域水道企業団規約を提案しp それぞれ議決を得

た。

木市の場合仇議決に当って付帯意見が付せられた。

オく第6号議案

神奈川県内広域水道企業団の設立

水道用水供給事業を共同で処理するためヲ次のとおり規約を走め，神奈川県内広域水

道企業団を設立する。

昭和Ll4年 2月28日提出

横浜市長 飛

神奈川県内広域水道企業団規約

l章総則

〈企業団の名称)

回一雄

第 1条 ζの企業団は，神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。〉という。

(企業団を組識する地方公共団体)

第 2条企業団払神奈川県，横浜市9 横須賀市及びJ!I崎市〈以下「構成団体」とい

う。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する

3条 企業団はヲ水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理するの

(企業団の事務所の位置)

第4条企業団の事務所は 9 区広台太田町21番地の 3に置く。

2章企業団の議会

(企業団の議会の組識及び議員の選挙の方法)

第 5条企業団の議会の議員(以下「企業団議員!という。)の定数は 15人とし構成

団体の長及び構成団体の議会においてそれぞれ当該議会の議員のうちから選挙された

者をもって充てる。

2 前項の構成団体の議会においてそれぞれ当該議会の議員のうちから選挙される企業

団議員の数は9 それぞれ次のとおりとする。

神奈川県 3人

横浜市 4人

横須賀市 1人

! I!I崎市 3人

(企業団議員の任期〉

第 6条 企業団議員の任期は，構成団体の長である企業団議員にあっては構成団体の長

としての任期9 構成団体の議会においてそれぞれ当該議会の議員のうちから選挙され

た企業団議員にあっては構成団体の議会の議員としての任期とする。

2 企業団議員が構成団体の長又は構成団体の議会の議員の職を失ったときは3 企業団
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議員の職を失う。

7条企業団の議会に事務局を置く。

第 3主主 企業団の執行機関

(企業畏)

(監査委員)

る。

企業団に監査委員 2人を置く 0

2 監査委員の任期比 3年とする。

3 監査委員は，

4 監査委員

第 4掌

(企業団の経費の支弁の方法〉

る。

る。

補助金p 負担金その他の収入をもって充て

る。

2 前項の負担金はフ

附員IJ

この規約ね"自

より る。

日から るc

酒匂川の水源開発に係る水道用水供給事業を神奈川県p 横須賀市及び川崎市と共同

る?亡 したいのでう地方 290 

より提案する。

日 昭和ILIL10手3月29日

付高意見

1 将来の水資源の確保について万全を期するとともに?料金の影響を考慮Lて，

国庫補助金並びに低利た起債の獲得に努力されたい。

2 企業団議員の定数についてはッ今後ともその増加が図られるよう

められたいの

ζ う られたの勺，昭和44年4月2213自治大臣に対

千6

}"， 

ミミ

同五]三 5月 1日 され， と乙にき 7月

1， 720 ら同日



第10童相撲川i と i~R'匂Jì l を結んだ第呂囲拡張 E事

まで 7か年計画人設置条例の提案を行い 3 それぞれ議決を得，直ちに厚生大臣への水道用

水供給事業の認可手続きに入Ij， i司月17日には事業認可を得るという忙しさであった。このよう

に3 創設事業はあわただしいスタートとなったがョ 主、 図りながら

事業を推進するため 3

部組識を設けた。

には各水道事業のノ局部長からなる神奈川県内広域水道協議会とその下

このようなハードスケジュールをこなした職員はラほとんど各構成団体からの派遣職員であっ

たが，事業の進展とともに新規採用を行って陣容を整えていった。その後ョ創設事業完成を機に

の意向調査をもとに企業団職員への身分切替えを行うことになり，昭和54年 7月

えを実施Lたがヲほとんどの識員が企業団に残ること K念った。

利関用 ついてはう

1日

2， 500m3 以上又は給水人口が 1万

人以上の水道のためにするも

f仁

省と

ヲーお
宮ヲ/亡

った ζ と念どから，建設

ょうやく昭和

8月に了解が得られたのて、9

向年同月に申請手続きにλり，翌

に3午可となった。

表 10-2 企業団職員状況

神奈川県

43 7 

44 14 20 

45 24 35 

50 38 44 

2。 企業団

企業団庁舎並びに管箆センター(神奈川県内広域水道企業団提供)

4 

酒匂川は神奈)I il果西部に位置し富士山麓に源を発する

玄倉@世[rl'fの 3)11を合せて南下し歩JIi音川，狩などと

月'/ 
} 

2、
り る中)1卜

して小田原市で相模湾に注ぐ県内第

3の河川iである。
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企業団の創設事業は，との酒匂川を開発し，水源日量156万4，300niを浄水にして構成団体に供

給しようというもので，その基本計画は次のとおりであった。

事業費等

総事業費

工期

給水計画等

計 画 取水量

計画給水量

給水開 始

水量内訳

1，720億四

昭和44年度から同50年度までの 7か年計画

1日最大 156万4，300ni

1日最大 145万4，800ni

一部給水開始予定昭和48年 7月1日

全量給水開始予定昭和51年 4月1日

給水対象事業 配分水量

神奈川県水道事業 406，600 

横浜市水道事業 605，200 

川崎市水道事業 532，500 

横須賀市水道事業 20，000 

合計 1，564，300 

!単位:m'/目)

最大給水量

378，200 

562，800 

495，200 

18，600 

1，454，800 

(注)開発水量は配分水量1，564，300rrfに小田原市分245，200rrfを加えー
。た1，809，500rrfである。

表 10-3 創設事業計画の推移 (単位:千円)

変更経過 言十 商 額 工 期 議決年月 変 更 理 由

172，000，000 昭和44年度

当 初 計 画 (i委)仰 昭和44年 7月

(企)145，392，00。昭和50年度

185，820，000 昭和44年度 ①ダム設計基準の改定に伴うダム堤体積の増加1

第 l周変更 (i委)札42叩 O 昭和48年 2月 ②取水堰堤下流の河道整備費の利水者負担

(企)145，392，000/昭和50年度 金の増額

①水没補償費の増額

②地震対策等のための堤体積の増による工事

費の増額

昭和44年度 ③ダム完成時期の 2年延長による工事費のス
287，000，000 ライドアップ

第 2回変更 (~委) 73，765，387 昭和52年度
昭和49年 2月

(企)213，234，613 ①導水トンネル工法変更による増額
( 2年延長) ②活性炭注入設備の新設及び排水処理施設の

機能強化による増額

③送水管布設工事の工法変更等による増額

④工事費のスライドアップ

①ダム本体工事費の増額

②補償費及び補償工事費の増額

294，000，000 
昭和44年度 ③工事用動力費，事務雑費等の増額

第 3回変更 (i委)8問問3 昭和51年 2月 ①活性炭注入設備のl規模縮小による減額等

(企)211，739，607
昭和53年度 ②送水管布設工事の工法変更による増額
( 1年延長) ③調整池増設による増額(相模原浄水場)

④用地買収面積の減による減額

⑤建設利怠の減額

(委)神奈川県企業庁委託工事(貯水工事及ぴ取水工事)， (企)企業団直轄工事
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第10童相撲JII/:酒匂川を給んだ第 8回綜張工事

ζ の 企 業 団の計画はラその後 3回の計画変更を経て完成をみたがラこの間3 事業計画額は当初

予定の1，720r意向を大幅に上回る2フ940億円に，また工期でもョ当初予定の昭和田年度を 3年繰り

延べ て昭 和53年度の完工となった。

表 10斗 創設事業築工事別計顕在員と竣功霊童 (単イ才:千円う

区 うナ fl正 要
当初j 百十 DTl 第1回変更計画 !f;2回変更計画

第3一回l功
(Ul{利44年7月) (日前日48年2月) (昭和49年2月) (昭和51年2月) 竣

委 j目水工事 負 担金 22，000，000 35，500，000 68，788，827 77，322，787 73) 099 J 471 

言t 取水工事 負担金 4，608，000 4，928，000 4，976，560 4，937，606 I同 7，附

謀本工事 導水隠道，等水管1 "p"'''n'''l水路橋，接|1 4022992000 42，590，000 44，528，000 47，713，∞o 47，370，152 

直
合jf，分水池，導水ポンプ場等

浄水工事 浄水場 3箇所 札抗0ω| 27，990，000 36，288，000 33，875，000 33，918，393 

J25水管，制坐池，送7](
77，2 送水工事 部r~/ 7"， ~自ー理1 タ 州等、 46，554，000 47，952，000 75，825，000 

!ンヲ センー

1山 | 叩仰00I 1丸771，163牢ロ ぴlliif立'i'i 施設用地 149，294，000 11，560，000 12，962，000 

三at4t 月di又 it 建設手Ij足、，事務 ï~ 15ヲ300，000 15，300，000 43，631，613 i 40，097，607 42，052，908 

Fia 172，000，000 185フ820，000 287，000，ω。294，000，000 289，158，864 

国 J主ド布IiB)j 1r? 28，599，000 20，900，000 

企 業 143，441，000 164，288，000 262，015，000 255司030，000 249， 

一般財 iJJ~t 。 632，000 1，135，962 1，273，100 1， 

言十 172，000，000 185，820，000 287，000，000 294，000，000 

表 10-5 神奈川県内広域水道企業毘創設事業主主年次別実績

款 1 用水供給事業資本的支社

項 1 意。 壬RXFL 事 業 望号

事業名 創 完全 事 書長

E召 言十 画 (千円) 実 f支 (円)
手[1

左の財源内訳 支払義務 左 の 財 j殿、 内 訳
年度 年割額

企業債国庫補助金その他 発 生 額 業 債 国庫補助金 他iへι そ の

44 1，568，171 1，500，0ω 68，171 。 1，261，108，421 1，192，937，421 68，171，000 。

45 7，248，062 6，580，000 524，412 143，650 6，179，546，831 5，511，484，831 524，412，000 I 143，650，000 
46 30，083，856 28，145，000 1，587，672 351，184 25，872， 935， 018 24，057，953，191 1，568，808，827 246， 173，000 

47 39，918，931 34，970，000 4，799，722 149，159 37，567，384，475 33，426，008，302 3，992，217，173 149，159，∞o 
48 43，174，540 39，314，000 3，798，353 62，187 47，840，253，664 43， 048， 284， 664 4，729，782，000 62，187，000 

49 42，618，500 37，900，000 4，641，742 76，758 34，634，568，836 29，916，068，836 4，536，731，000 181，769，∞。

50 38，780，000 31，040，000 7，634，778 105，222 39，404，980，134 33，224，357，134 6，075，401，000 105，222，∞日

51 33，8∞，000 28，920，000 4，840，ω6 39，094 36，308，509，754 29，869，132，754 6，4∞，283，000 39，094，000 
52 36，450，000 29，000，000 7，315，924 134，076 37，453，801，952 29，990，301，952 7，315，924，∞8 147，576，ω。

53 20，357，940 17，500，000 2，783，265 .74，675 20， 384， 514， 800 17，893，970，915 2，440，771，000 49，772，885 

54 2，251，259，788 1，800，000，000 224，447，。ω 226， 812， 788 

294，000，000 i 254，869，000 37，994，995 1，136，005 加，158，863，673I 249，蜘，500，卿 37，876，9'18，。ω 1，351，415，673 
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?を.:fJ'，事業費の最終決算額は2フ 886万余同と在ったが9 その建設財源と された

国庫補助金の総額は 378億7，694万8，000円に達している。とれを水量割合で計算してよちよるとその

3R 分 146億5，459万円相当が企業団を通して得られた本市の国庫補助金というととになるわ

けで，関係者の努力が高く評価される。

神奈川県内広域水道企業団の創設事業のうちヲ三保ダム

ありヲ昭和36年 (1961) 以来の調査や地元折衝の実績ラ

とともに神奈川県企業庁に委託して行い，

との共同事業で

水施設

も

した。

ダム とじてョ昭和44年 7月に山北町神尾田と

もむき補償問題につい

L，早速調査事務所を

るなど， r也

元と県との懸命な交渉が続げられた。翌昭和L16年E月にはp ダム築造に伴う移転補償についての

基本をまとめた水没個人補償要綱が地元代表と県企業庁の間て、調印さ:fL，翌年 3月には補償物件

さわノたc

ζ うして具体的

はできなかった。しかし?

苦しい立場にたたされていた。

地元と

県企業庁の昼夜を

難航したダ、ム

と進む段階になったが，なか

1日で、も阜く

を見出すζ と

り，県の当事者は

みラ酒匂ダム(仮称〉 北」

れた。とうしでフ

るζ ととなったが9 ぎていたc

目的ダムでう高さ95m，

トンダブカーで 314

「三保タム」は9

さ590m，ダム

ロッタフィルダムである。

ダムによってできる丹沢湖は， [13丹沢-，出の約 160km2を 6フ

5ン 450万1d，そのうち とし 180万

9ラ 500rr!'

夕、、ム

しでヲ企業団の構成団体と に配分される。

し仮排水路へ河川を転流し 翌まず昭和L19年12月

から土石の盛り立てを開始したがラ

てが完了した。その後も昭和田年完成を目指し

現し始めた。こうして昭和田年 3月

て，西丹沢に一六人造湖が出現した。ここに，

しラ には盛り立

夕、、ムの本体が

し

らまる 4年 2か月 3 昭和5月

己50



らかよとえて !z.! 10-2 三保ダム標準断面悶

実に17年の歳月を費やしフ

ある。たまたまヲ

の既設岡湖の新た

した三保ダム水系は，

神奈川県民の期待にト分応え

ることができたのである。

を.;t'， 1"三保夕、、ム」の名称の

いわれについては，当夕、ムの築

造地点付近が古来三保という総

称で、呼ばれてきたことによる。

ζれはヲ町村統合の経過を経て

今日に至っているもので，明治

42年4月戊申詔蓄の趣旨を体し

て，玄倉村@中川村及びfs_:[市村

第10"草花桜)ilとj酉匂川を結んだ第 S回拡張工事

の三つの村を合せて平和に保持 三保ダムと丹沢湖(神奈川県企業庁提供)
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しようという住民の願望から「三保村」の名を得たといわれている。

企業団の直轄工事と並行して進めていた神奈川県企業庁への委託工事(貯水及び取水工事)は

苦闘の連続であった。というのも，夕、ムの建設については難しい補償問題を抱えヲ吏に夕、、ム設計

う安全性の強化や9 当初!治水@利水の目的で発足したダム計画に姫JII電力株式会

(昭和51年 4月)が決るなどョ大きな変動要因が次々と生じときたから切である。

とのため 3 当初計画、む予定した昭和50年度完成田擦は大幅に遅延 L，河ノぷの仮排水路工事者、ど

りダム本体工事に着手したのは昭和田年12月となり 9 その後の昼夜を分たぬ工事努力に

よって昭和52年12月に完成い翌昭和田年2月からようやく貯水開始にこぎつけた。 ζ うして，

昭和49年4月から開始された一部給水体制が全量給水体制に移行したのは，当初計画に対して 3

て昭和511年4月からとなった。

この酒匂川の水源開発は，昭和36年4月

表 10-6 三保ダム建設費変更経過畿
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第10章相模川と酒匂川を結んだ第8図拡張工事

業団が発足してからでも10年という長い歳月が過ぎ去っていた。その陰には，湖底に沈んだ 223

戸の水源地の人々をはじめ多くの関係者の理解と協力があり，また関係各省等の理解と工事関係

者の努力があった。

。)飯泉取水施設

取水施設の建設工事は，ダム工事と同様に県企業庁が企業団から委託を受けて施行するもの

で，取水堰・取水口・沈砂地等の工事からなっている。

建設に先立ち，企業庁は流域各市町村，農業団体等関係河川使用者，漁業関係者への計画説明

を行ったが，特に漁業補償の交渉は難渋を極めた。 ζれは三保ダム建設工事及び下流飯泉地点で

の取水に伴う酒匂川漁業協同組合の漁業権に対する損失補償で，昭和43年2月の反対陳情以来補

償交渉を続け，ょうやく昭和47年12月に入り酒匂JII開発事業の実施に伴う酒匂川水系における漁

業補償協定書が地元組合代表と県との聞で調印された。

この取水施設については，県内の窮迫した水需要状況に対して三保ダム完成前でも自流による

一部取水を開始できるようできる限り早く完成させる必要があった。とのため，漁業組合との交

渉中ではあったが，飯泉取水堰の事前着工に対する承諾を得て，昭和46年 5月から工事を開始し

図 10-3 飯泉取水施設平面図

~ • .T..:r_-:マ
ー

ミ演
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た。とれがヲ後年(昭和53年)の異常渇際して大きな効果をあげる大きな要因となっている。

飯泉取水施設は，小田原市飯泉地先(河仁lから2.3kmョ標高804rrlLの地点)に取水堰を築造し，

左岸に取水口と沈砂池を設けるもので，昭和45年 3月に外周道路ヲ濯概用水路の付替え工事友ど

の準備工事に着手し，翌昭和L1:6年 3月にi匿の本体工事に着手した。工事は河川を半分ずつ締め切

って行う半JI!締切り工法を採用

し l期・ 2期と K山分けて q でき

るだ付渇水期を狛って施行したの

でs 昭和47年7月に集中豪雨に見

飯泉取水施設(神奈川県内広域水道企業団提供)

に稼働を開始したのは翌昭和49年4月であった。

取水JI'~

持われたもののほ 定どおり

8月に完成しフ全面越流

型アローティングタイプヲ

342.5mの雄大な姿を現した。し

かし，導水トンネノレが事{肢で使用

、できずz 一部給水を延期したので

岸:小田原市扇町33-1番地先

岸:小田原市中新田字押河原304地先

形 式:全面越流式フローティングタイプ(全面ゲート)

堰]頁長:342.5m 

施設概要|堰高さ:5.4m (基礎面よりゲート天端まで)

放流施設:洪水Itt8門，土砂吐 1門

魚 道:幅lOm~ 階段式

τ Iit i 811函石月

iJc砂池

施設概要!長さ 110m，幅19.5m，水深 4m

完成ど型士3月

)
 

L
P
 

f
t
 
貯水工事と取水工事は神奈川県企業庁に委託レて進めたが9

の各工事は，企業団の直轄工事として昭和44年度から着手した。

当初工事計画を立案する時点では，県内各水道事業の水需給見通しをまとめた結果ラ昭和48年

夏期には需給ノマランスを失い2 企業団による一部給水の実施が必要と予想されていた。このた

めラタム工事の完成を待たずに第一段階として，それまでに酒匂J11の自流を取スiくして一部給水が

行えるように 3 取水施設以降の主要施設を早期に完成させるという倍命を負っていた。

企業団は p こ 3 るま

品54

という短期間に全国的にも



第10章相模川と酒匂川を結んだ第 S回拡張工事

管や導水薩道などの施設を完成させるという槙命を達成させるため9 最新の技術と機携を駆使し

をがらラ多くの困難な問題を克服し3 昼夜兼行で、建設工事を進めていった。

後に，この企業団の創設工事に対して9 広域水道としての水道事業の在り方とラ時代を画して

水道施設建設に新しい道を聞いた土木事業の計画。設計 ω 施工に闘し，土木技術の発展に貢献す

るととろ大であるとして，土木学会から栄誉ある土木学会技術賞が贈られた。この受賞はヲまた

事業完成のため くの人々の血とj干の結晶の甥でもあった。

(5う

う地盤沈下など派生する補償問題の解決やラオイノレショッタに伴う資材不足と価格の

高騰を乗り越えなければ7ならないなど問題は山積していたがD 特に困難を極めたのは導水隆道工

った。

ζの工事はフ酒匂JlIから取7].くした水を飯泉ポンプ場で加圧し口径 3，1001聞の導水管(延長

4，によって小田原市曾我に送水し.ここから丹沢山塊の南麓を縫うように約 301くm離れた

相模JlI右岸厚木市上依知地先まで導水隆道を築造して送水しようというもので，導水陸選の断面

はj二i径 308nlの馬蹄型及び4mの円型からなり，途中河川横断部 2箇所があった。調査工事など

を経て本工事に入ったのは昭和45年 8月からで，ほほ順調に進むかにみえたがラ翌年2月から着

工した工区(足柄上郡大井町赤田地内〉て、軟弱地盤に遭遇し9 工事は次第に困難さを増し，パイ

ロット、ン単一ノレ どを採用し 図 10-4 導水磁道概要閣

てより慎重な作業を行っていた。

しかしラ昭和47年11月17日に大

量の湧水(毎分と土砂が流

出い危険な状態となった。との

ため， ~雲水と流出土砂の排出に全

力を注巴湧水量は次第に減少し

土砂の流出も収まったので，補強

工事を行う ζ とになってう同月20

臼にその作業を開始したとたん

に?突然崩落事故が発生し，作業

8名が泥流に巻き込まれ， 2名

が奇跡的に救出されたが 6名の

尊い犠牲者を出してしまった。

その後の 1年間は水と砂醸との

苦闘の連続で9 予定した昭和48年

夏からの一部給水開始を延期せざ

る55



るを得なくなってしまった。しかしョ同年夏期の水不足事態だけはなんとしても回避しをけれぼ

ならないところから代替策が検討され3 その結果，濯商用水から臨時分水を受けてラ完成施設の

一部を稼働させて臨時給水を行う ζ とに走った。引き続いて翌昭和49年 4月からは，予定より 9

か月遅れたものの酒匂川の水による一部給水開始を実現し県内の水危機を救う ζ とができた。

表 10-7 酒匂JIi総会開発事業施設概嬰

地設名 i 施設の川必 | イ 的 考

J!'J*施設[三 似 グ ム (¥!'J;Jzダムー川水j也)
r[，央 L:f[Jl[水iifT711ロックフィルグム | 

i ザ[対w;ノk干上-:il: 54ヲ50ll，llO(JIIl' UJ;)iiMJ) 

11)，*施設!似水取水ぜき(全1(li此沈J:¥フ I

lμ プ'Jz 1"[ (市1[7[(1" I 8 1"]) 

沈 11'1，，' ifu (4 i也)

海水施設 1;与 水 路 辺 (U~h\i';' !_I~I~ コンクリート j 占 30 ， 000 叩)
j♀;j(  '(i' (11 i，子 3 ， lOOmlll~4 ， 730 1l 1 ) 

(口 i1:そ 2 ， 8以ω00川m川i川1l ~3 ， 50() l1l ) 

(υr 1川f壬 2，6ωりO伽伽m川l

水 『尚h 析 (}訓制|刷司仙5製~ ~杭杓f引11行桁千什[!?ml?円lりJ8301川1刊1) 

以Ij ~I} 辺 J立ぞ子チl 十九 九::3，()り()ll1') 
Du: IJ大分水 j也(谷: 註 3町り00111')

水ポJ ンブ(似HLq 中11枚以 JJI勢保存 4fi) 

i'[1リド施設 Ij刑事 !息子'1'1水:l;Yj (処王'1'水:it220， (JOO 111ゾ日 j

ぅi(j: ノ'J( 片(容 :'::1，100m' liUI) 

沈 澱 i也(処J11'能力 55ヲllOO川 /114 ;也j

i去、 j主i)_ID: ')品池(処理能力 1Ei，400111'/ lJ 16;血)

冷 水 池(:{'J効谷主 10，000ll1)
本白'c(4，874m) 

排水処理設備(1 式)

中1:1:1見出L浄水場(処JW7[(品 406，600m'j i=I ) 

濯i ノド )[:(千千 主t 2， 92llm' 1 i也)

i:t 蹴 池(処理能力 33，900m'/日12池)

;t!， :iili iJ長過池(処理能力 17，280mゾ日 321也)
冷 水 池(有効谷:，]， 20， (JuOm ) 

本 館内，49Glll' ) 

JJI水 処 開 設 備 (1 式)

凶 f三沢浄水場(処JWァ'J("Iよ937，700mゾ日)

着水 JI:(谷 {1:: 2， 900m' 1 itll) 

沈澱池(処fH'能力 78，140m，!日 12池)

急速 i池辺池[処珂能力 12，700m! II 8itlll 

|処現能力 26，70りm!u 36i也1
i~' ノ'jz i¥l1;[ 守 j也(有効主計量 50，OO(Jm)

本 uIi(2，179町)

薬 品 白 ; ， ;(2，106m) 

排水処 J.'Il設備(1 式)

送水施設|送 水 管(口筏1，0ω~口径2，8ω!叩ト108，600m)

邑56

伊勢原浄水場系統(口径LOOO~ 口径1 ， 650mm~ 38，剖Om)

相般原浄水場系統(Uill， OOO~ 日符'2 ， ωOmm~31 ， 300 11l ) 

回長沢浄水場系統(仁l 七五I ， OOO~ Ui壬2 ，別Omm~38 ， 500m ) 

調 堅 池(伊勢原30，OOOm，矢指30， OOOtn' 
相~~b~J長50 ， OOOm ヲ四長沢60 ヲ OOOm'，保木20 ， 0001げ

港北33，600m今 藤沢20，OOOm'，台計243，600m')
送水ポンプ(相模原浄水場内 4合)

;):I[ ~'i;担抜{HH' ら川出，'，!i[ j の H1i;止め

2弓ノJzI::_fju(1付1';;3500mll')の余計i

附 lujをI'1:!1J(j乙干IHiF~k'i'!をノJ(:]j':: ~~íJ Ij 

f'l jLIする) し， 1)しはい)(浄水切に l-~

jJ刊行先と1J1，~ ~~;~ノ，]'(:k~

担判判lドI石奈守汁!川|川|リl~'i以: 7川'7寸7オj(心J立 l日ら，OOOmγもヅ/日

行総11;丸nti-Iリ山lいJフ'Jzj丘 l 日，60 口n川 / 日

lτ1 20十(IOOIll/日

供給先と fJl{*?i Jj( :Jit 

神奈川り山~\"ノjzjli 192，200111 /日

行白浜 Ili ノ'J(jli 186，000111/日

，11 378、200m'/日

1)1キ(:;亡と 1JI;~，:t 7J( -jlt 

ji'[ iF: Ilj * ju 376，800mゾ日

)I[ 111M ，Ij 7]( ju 495ラ200m'/l:J 

，iI 872， ()OOm / El 



第10章 相模)11と酒匂川を結んだ第 B回拡張工事

図 10-5 導水隆道縦断面図

300円1

200 

100 

総選断面図

棺模原浄水場配置図
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図 10-8 西長沢浄水場配置函

伊勢原海水場(神奈川県内広域水道企業団提供) 相模原浄水揚(神奈川県内広域水道企業団提供〉

凶長沢海水揚 ct~ド奈川県内広域水道企業団提供)
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H 酒匂JI !水源に対応一一第 8回拡張計画一一

1 配水整備事業に力を注ぐ

(1 ) 配水小菅整備事業ど開情処理護員会の設置

昭和30年 (1955)代後半から始まった高度経済成二畏によって9 激しい人口の都市集中化に加え

て生活水準の向上をみた各都市は，急増する水需要に追いかけられていた。ととに，横浜市では

毎年1，0万人前後の人口増加が続きフ その大半は市周一辺部κ定措していった。 しかしヲ ζ;れしら周辺

区域の開発が多くの民間開発業者によって急速に進められたためラ次第に乱開発の様相を呈し

@下水@公園p そして水道など生活環境をめぐる都市施設の整備が緊急課題となってきた。

水道についてもう新開地の給水対策と隣接既成地域への影響防止対策K.追われヲ

域への水道管布設や給水不良を改善するための増強工事などを求める要望が年々つのる一方て守あ

っ?て。

これらの要望に対しては応急的な処置を行ってはきたが，それも限界を超える状況となったた

め9 市内配水施設を抜本的に改善する計画をたて p まず基幹配水施設を増強整備することにな

り3 昭和三度から新た左構想K基づき配水施設整備事業を開始した。これと 1波t行し吃

用者と誼接関{係系する中小口控のサ一ビス管(口径 3却OωOω加!引山n川川1¥川¥Il日オ未ミ計i満l前雨のもの)の新設改良については歩 昭

和39年度から配水小管整備事業として毎年度 6{;志向程度の規模で対応していとことになった。

しかしうこの二つの事業が動き出しても直ちに効果が現れるのはわずかな区域であったため 9

各地からの水道に対する苦情や陳情が栢次ぎ，第一線を担当する営業所や配水課で、はその対)，[Sに

苦しんでいた。またフそれぞれの事業所の対応に委ねるだけでは 9 限られた事業費が生かされな

い場合も考えられるので3 昭和39年 5 月から局内に陳情処理審議委員会を発足させ3 全局~ti.j な立

場から検討していくととになった。

ところで，委員会発足当初仕余りにも多い陳構件数十C応じきれずラむしろ陳情採択を検討する

よりまず不採択の方に論議が流れノヲ

後，配水施設整備事業の進展とともにフ次第に

聞かれなくても済むようになっている。

も

さいなまれたと伺う。その

し，昭羽156年以降はこの委員会は

またフ配水施設整備事業が昭和45年度をもって，第8回拡張工事との関連で終了するととにな

ったため，翌昭和46年度からとの配水小菅整備事業も見直じて配水管整備事業として再スタート

するととになり，年々その事業規模も 日に至っている。

陳情処理要綱(抜粋)

制 定昭和39年 5月四日

最近改正昭和5f>>年 4月上日局長決裁
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第10章相模}IIと酒匂川を結んだ第 8回拡張工事

(趣旨)

第 1条 との要綱比市民からの配給水管等に関する陳情(要望，意見，苦情等を合

む。以下「陳情」という。)を総合的判断のもとに遅滞なく処理することについて必

要な事項を定めるものとする。

(陳情処理審議委員会)

第4条 局に，陳情を処理するため陳情処理審議委員会(以下「委員会」という。)を

置く。

(2) 本牧埠頭配水管新設工事

昭和37年 (1962) 2月に横浜港港湾整備 5か年計画(昭和39年度~昭和43年度)が閣議決定と

なり， ζの計画の一環として新たに本牧埠頭を建設して合理的な岸壁荷役業務の促進を図ること

になった。

当時の横浜港では，客船埠頭の大桟橋は別として，貨物船では10万 t級の船が横付けできる岸

壁はなかった。そのため，鉱石や穀物などを直接岸壁に横付けして陸場げできる設備も少なし

沖に停泊している船から“はしけ"に積み替えて陸まで運ぶ“はしけ取り"といわれる荷役がほ

とんどであった。

一方，根岸湾埋立地には，既に世界最大の15万 tタンカーが入り，船舶の大型化とともに港湾

の近代化が進められていた。そとで，根岸湾埋立地区と並行して本牧埋立地の突端に15万 t級の

大型貨物船が接岸できる大規模な埠頭と港湾施設を建設し，横浜港の近代化を図ることになった

のである。

ζの本牧埠頭と隣接する地区を本牧埠頭関連産業用地として整備し，港湾機能を一層充実させ

る計画も進められていた。

図 10-10 横浜港の将来計画図

凡例

f----l埋立工事予定

易ゑぶ埋立工事一一=鉄道
記=岨施行中

× 将来撤去同日刊刺市電

、
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本牧埠頭配水管新設工事は9ζ の本市が施行する本牧埠頭港湾整備事業に沿、って埠頭内に配水

るためョ と ら Uで、 3 したもの》ごあ

る。当初jはフ総事業費を 1 000万円と予定しフ埠頭内に口径150m皿から500mmの配水管15，300

mを布設する計画であったが，この本牧埠頭(1[京訴外資埠頭公団がコンテナー埠E買を築造すると

とになったため，配水管の増径や布設延長など、:増強が必要となった。またフ給水船の効率を高め

るためラ貯水槽 800rrr， 

ことになった。このため，

設置し， との本牧i平頭に船舶給水の拠点を移

も2倍6，例的万円に増額して，口径150幽か

ら500mm配水管 るとともに p 新た と した。

工事は昭和45年度に完成， したがヲヱド工事の完成に伴い g これまで中区新港町にあった船舶給水

もとの本牧i中頭K移すごとになり p 鉄筋コンタソート 2階建の新斤舎建設に着手しョ昭和

3月に完成p 船舶給水の本拠として活動を開始した。

追われる つ

朽化による更新或い

既設の配水幹線についても 9 老

ど，たな対応を逆iられていた。しかしD

口径の配水幹線の多ぐはラ されているためフ改良工事を行う場合ラ通渋滞の原

国となることから p その調整℃苦しまねばならなかった。その一つの例としてヲ第 2鶴見線の改

表 10-8 配水施設整備事業家onミ*~
(単イ立!千四)

一
昭和

事 業 名

年度
配水設備 自己 7Jく焔設 自己水小管 ヱド牧埠頭

新設費
「|整一一備一一卒一一業一費 整備費 配水工事費

30 46，162 

31 199，797 

32 255，897 

33 255，264 

34 191，558 

。35 216)564 

36 855，873 

37 942，004 

38 547，303 

39 ※ 352，603 ※ 914)049 

40 1，431，784 630，905 

41 2，519，566 800，050 42，788 

42 1，489，908 923，746 59，070 

43 1，999，666 1，234，686 5J.，42J. 

44 2，299ヲ970 L，455，151 95，598 

45 1，505，987 2464，285 11)123 

(注)※印の昭和39年度決算額にはリ前年度の自己水設備新設費の
予算繰越額485，111千円を配水施設整備事業費に148，220
干円，自己水小管整備費に336，891千円に分け執行したものを

含んでいる。

662 

"' 

ることが勺きる。

2鶴見線はラ第 2次大戦の戦中から

戦後にかけて施行した第4回拡張工事の

一環としてョ鶴見地区の給水を増強する

ためヲ ら国道 1 り

鶴見区生麦町ま i万mにわたっ

した。この配水幹線の工事につい

てはラ国首中戦後の1fl'$IJifjであったから，

との関係があってョ大口

して ¥nた。そとで，

余の一策とレて9 第 2囲拡張工事(明治

Yミ

ζ 

LJ2ふL，

4年)で水源地区に使用して

その後の拡張工事ぞ新た

され不用となっていたので3

りよげ再使用した。

土々単加する

て， この区間の一部



第10章相撲川と酒匂川を結んだ第 8回拡張工事

で漏水事故がたびたび発生し，その修理のため交通渋滞を引き起すなどの事態も招き，その改良

に迫られていたが，錯綜する国道 1号線の交通状況下で工事を実施するのは難しく，苦しんでい

た。

たまたま，昭和45年 6月とろ，建設省が同地区の国道舗装替えを計画し，との機会を利用して

第 2鶴見線を改善するようにと要請してきた。そこで，早速特に懸案となっていた神奈川区反町

~新子安聞の約 3，600m の配水管(口径910皿)のうち， 1，400mを布設替えする計画をたて，残

りの 2，200mについては継手部分の補強を行うことになった。この改良工事は，昭和45年度後半

から昭和47年度までの 3か年で施行され，工事費は 6億5，000万円であった。

2. 第 8回拡張工事への動き

(1) i横浜国際港都建設総合計画'65-'75Jの策定

敗戦によってみじめに打ち砕かれた日本経済であったが，戦後10年の間に奇跡的な復活を遂

げ，昭和31年 (1956) には国際連合に加盟し，国際社会への復帰を果たした。その後も重化学工

業の発展を中心に戦後の技術革新を進め，政治的には“安保闘争刀など大きくゆれる事件があっ

たが，昭和35年には政府の所得倍増計画が発表され，高度経済成長への道を登り続けた。

横浜でも，遅れていた接収解除が徐々に進み出し，戦後の本格的な復興が始まっていた。横浜

市の経済基盤を強化するため，港湾施設整備と臨海工業地帯造成を最重点課題として積極的に進

める一方，内陸工業地帯の造成も年々活発となっていた。

しかし，一方では人口急増による乱開発とスプローノレ化恰悩まされ，学校・道路・下水などの

生活に直結した公共施設の不足が目立ち始め，大気や水の汚染など各種の公害問題もクローズア

表 10-9 工業事業所数及び従業者数 (単位:人) (単位:入)

はそ 工業事業所数

内陵地帯 臨海地帯
計

従業者数
五十

30 1，548 1，979 3，527 30 1 24，095 1 78，284 1102，379 

35 1，911 2，567 4，478 35 1 50，938 1117，5711168，509 

40 2，534 2，708 5，242 4o 1 85，627 1126，4681212，096 

(横浜市市民生活白書1966)

表 10-10 6大都市の生活環境

水洗化普及率 小学校教室 道路舗装率 図書館数 公園面積

(38年) 不足率(37年) (40年) (40年) (40年)

東京都 25.5 % 6.1 。ノノ1) 87.2 ?<どU 60 16，636千m'

横 浜 市 1.2 15.0 36.6 2 1，910 

名古屋市 27.2 11.0 33.5 7 5，993 

京 都 市 7.8 3.0 44.3 5 3，457 

大阪市 14.1 6.0 65.8 5 3，843 

神戸市 5.4 11.0 37.2 l 2，847 
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ップされてきた。

こうして，従来の都市経済発展政策に加えて生活環境の整備を積極的に推進しなくてはならな

い時代を迎えた本市はヲ昭和38年ラ横浜国際港都建設総合都市計画審議会に総合開発計画を

しその答申に基づいて昭和L11年 4月に「横浜国際港都建設総合計画}65.-'_____タ布一|を策定した。こ

の総合計画によればラ ζ れまで横浜の者日市づくりは港都から港湾 e 工業都市、へと進められてきた

がラこれを大きく脱皮して工業。港湾。住宅都市としての調和を図札更に|主!際文化管理者向守と

しての性格をもつり加え，市民のだれもが住みたく t;r.る横浜づくりを目指す時期にきていること

を調いョ新たな都市{像象の目襟κ向ηてヌプヤ、

J心心地を強化開発する市街地仁中ドJ心心j地也区強イ任化t:事業予③住。工混在地区、を整理して再開発するための工

業用地を開発する ③郊外地の無秩序者、宅地化を|応ぐ、た

な住宅都市を建設する

となる輸送交通手段として地下鉄を建設する である

がラ将来の発援に備えた自動車専用道路網建設事業s ら

通などを向滑にするための横浜港ベイブPッジ建設事業の 6 る都市づ

りを白 る。

2 

ついではョ第4iill拡張工事かこのような市勢の発援を支えるため，

ら第7囲拡張工事を息つぐ暇もなく L，既設のーと流取水系統の増強に加え

したが， ζ の同系統を結んで9

も進めてきた。

この配水施設整備事業で、緊急工事として取り

札一方では酒匂)11の水源開発は企業団方式で行うこと

月に神奈川県内広域水道企業団が発足した。

開発と て〉 まで行った水 してくれるのて

2，800rriの浄水を受水するととになった。したがってs

|羽るため，

る 段 階 に な

3月に決定し9 翌昭和44年 5

整備すればよいわりであるが，従来の上流 e 下流の両施設体系に全く新し

りう従来の水源

ら 日 量 万

に伴う目白川本制を

iの水が加わる

ことに加えラ市勢の大き右変化の実態をつぶさκ分析しラま

包ノ
Q まっていた。そこ?v

昭和45年 3月十て;

和田年までの10か年間の有!収水量を推計シ目

1日 195万 li0，00111となり 3

を目前jにし

まとめたのである。

をとして算定

-r 

も9 なお 1日 るζ と された。このため，酒匂j に
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第10章相模!IIと酒匂川を結んだ第 8囲拡張工事

水源手当を行うという前提にたち，長期的念施設整備を進めるととになった。

表 10-11 人口及び給水量の推計
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全市の配水体制を検討するに当つては，他都市との比較を行ったが，その主要指標として配水

管の総容量調査を行った結果，大口径管が他都市に比較して少ないという評価が出されたため，

その対策にも留意しつつ次のような構想をまとめた。

① 企業団受水に伴う新たな送水ノレートの確立

② 市街地再開発地域と新規開発地域への配水ノレートの整備

③ 配水量の増加に見合う配水池の確保

④ ポンプ場の整理統合と高台地区・低地域の配水ルートの区分整理

⑤ 配水幹線の相互融通を図るための連絡管の布設

⑥ 施設の増強と水質の安定を図るための老朽管の取替え

⑦ 複数の水源と拡大される施設の適正な運用を図るため，西谷浄水場に総合調整センターを建

設し，電子計算機を導入する

これらの構想、をもとに，具体的な配水方式を検討した結果，従来の管末加圧方式を改め，市内

を地形などにより 22のブロックに分割して各ブロックに 1配水池と 1ポンプ場を整備し，そのな

かで高区・低区を明確に分離する ζ とになった。 ζれは，配水池とポンプ場をそれぞれ集約して

大規模化し，集中制御による効率化を狙ったものである。また，水道施設基準では配水池の容量

について「配水池の有効容量は，計画 1 日最大給水量の 8~12時間分を標準」としているのに対

して，本市においては第 6囲拡張工事完成時点で 6時間分，第7回拡張工事完成時点でも 9時間

というのが実態であったので， ζれを12時間分までの水準に改善するように，配水池の建設を積

極的に行う必要もあった。

とれらの各ブロック体制が確立，更に連絡管が整備されると，万一の事故の際はもとより，各

表 10-12 第 2次配水施設整備事業費試算

工 手重 形状寸法 数 量 金額(百万円)

送水管及ぴ連絡管 口径500~2 ， 200m田 89.5km 31;608 

配 7.k 管 口径500~2， OOOmm 319km 46，042 
自己 水 池 11箇所 540，OOOrri' 14，463 
ポンプ等(電算を含む) 30kW~ 1， 300kW 109台その他 4，570 

用 t也 費 381，700rri' 10，020 

事 務 費 4，297 

メ口入 計 111，000 
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第10宣言 中目標)11と沼匂)11を結んだ第8回拡張工事

ブロックで予測と実績とに差異が生じた場合などでも弾力的な水運用が図れ3 給水の安定に大き

な効果をあげる ζ とができる。とれが第 2i次配水施設整備計画の基本構想であった。

その結果，配水池は既設分容量48万7，40011iに対して容量54万dの新設配水池が必要となり，

送配水ポンプの新設容量は 2万 1ラ送配水管と連絡管の布設延長は408k聞に達しラとのほ

か調整センターの建設フ用地等を含めて事業費を試算するとラ実に 1，110{:意向と iρ う膨大友計画

となってしまった。

第2

2 

ら第 8

当る巨額なものであり p このほか

110億凹は3 第 7回拡張工事の事業費意向の 7倍に

るものとして企業団に対する受水費の負担

が加わるためヲ水道財政の現状から仕全く実行不可能な計画であった。ととろで， ζの第 2次配

水施設整備計画は長期的な見通しをたてると円う観点からラ酒匂川水源のほかに更に新た

約20万111'/Bを見込んだ施設計聞として構想したものでありラまた港北ニュータウンなど流動的

な開発計画や老朽管対策念:2fも含めた幅広い総合計画であったのでッとれらの流動的な面を除い

て再検討し， る酒匂川水源の受入れに焦点を絞って現実に対応した計画

ノトすることになった。

そこで9 目標の施設規模としては酒匂川水源ま て給水可能となる日量 178万]Tf体寄りと

L，港北ニュータウンや金沢埋立地区内の工事については，開発事業者との関連や人口定着が遅

れることが子想されるなどから別途施行に切り替え，これを除外した。更に配水ifu容量について

も用地取得が難航しそうたものを除いて予定の1.2時間分を日一時間分に下げフ老朽管対策について

も別途施行中の配水管整備計画に逐次吸収させるなど，事業規模を実現可能な線まて守圧縮した。

こうして，長期的展望に立った第 2次配水施設整備計画を土台にして次期拡張工事の計画が固

まってきたので9 当時施行中の配水施設整備事業との調整を図るため，その最終年度(rC当る昭和

(1971)度分を打ち切り，これを次期拡張工事て?ある第8回拡張工事に吸収整理し，昭和46

年度から第8[8]拡強工事に着手するととになった。

3. 第 8回拡張工事の推進

第8囲拡張工事計画の決定

昭和45年 11月に開催された市議会に第 8回拡張工事計画を提案したがp 前年の 2月に

企業団の設立を提案してから既に 1年10か月が経過しており，第 7囲拡張工事も最終年度に入っ

ていた。この間の給水量の伸びは著しいものがありフ特に ζの年昭和45年の夏には 1日最大給水

量が前年実績に比し一挙に10万5，OOOrrlも伸びて114万8ラ400n1に達するという異常在までの伸び

を示しヲ第7回拡張工事完成時の給水能力 1日最大給水量126万8，000n1を突破するのも目前とい
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う状況となっていた。その危機を未然に防ぐためにも，第8回拡張工事の早期着手と企業団の一

部給水の開始は緊急の課題となっていた。

第 8回拡張工事は 9 昭和52年K;:Jまける計画給水人口を284万人とし 1日最大給水量178万1dを

目途K，工事期間は昭和46年度から昭和田年度までの 6か年間5 総事業費 378億円という骨格か

らなって.r3 りラ昭和48年度から企業団が 部給水を開始することを予定していた。本計画は委員

ラ翌四月 7日の本会議で原案どわり可決され，直ちに主務省への認可申請を行っ

て翌昭手1:iL16年 2月には認可されたので，当初の予定どおり昭和46年度から着工した。

酒匂川の新水源を受り入れるのを機会に全市的に水道施設の改善と取り fifl

む乙とになるのでョ 5月には担当部とし し3 した。

水第 3

を次のように定める。

昭和45年11月初日提出

飛鳥田 へ雄

横浜市水道第 8回拡張工事計画

i 水道施設の建設 本市は，神奈川県内広域水道企業団からの受水及び都市開発

図るために必要な浄水

2 ァド i民 酒匂JI 

3 取水地点 小田原市飯泉字押河原

A 量 1 EI最大 605ラ200nr
5 事 費概 3'7， 800，000，000凹

6 財 源 企業債その他をもって充てる。

7 昭和i46年度から昭和51年度までの 6筒年、とする。ただしコ

より変更する ζ とがあるものとする。

提案理由

神奈川県内広域水道企業団からの受水及び都市開発の進展に対処する

整備を図るためヲ横浜市水道第 8回拡張二亡事計画を決定するとととしたいのでヲ

治法第96条第 2項の組定による議会の議決すべき事件に闘する条例第 2号の規定により

提案する。

4号議案

横浜市水道配水施設整備事業計画のの部変更

ヅ
~~U 

80日

3月 6B の占部を次のように変更

飛鳥田一雄



第10主主 相撲)11と酒匂川を結んだ第 B岡拡張工事

第 1項第 l号中 1180フ730mJを 1151，480mJ に改めラ同項第 3号中「加圧ホ。ンプ29

台{総出力3，150W)Jを「加圧ポンプ27台(総出力2ラ950I-:P)J に改める。

2項中 113，的。ラ 000，000月」を 111，608ラ∞0，000円」に改める。

第 4項中「昭和L16年度までの 9箇年」を「昭和45年度までの 8笛年」に改める。

提案 理由

横浜市水道第 8回拡張工事計画を定める ζ とに伴V'，横浜市水道配水施設整備卒業計

画の一部を変更する必要があるのでラ地方自治法第96条第 2項の規定による議会の議決

すべき事件に関する条例第 2号の規定により提案する。

8囲拡張工事計画の概要

相模川による既取得水源に加えてラ昭和48年度から企業団が開発する酒匂J1 i水源の受入れとい

う新たな段階を迎え 9 現在までに建設した第 7囲拡張工事による送水環状幹線をはじめラ配水施

表 10-13 横浜市人口及び給水量士重力日推計変

百M万い念
人口 全凡1l 〉i、 ノつρP 一L匹弘孔

人 u I許及率 給水人口
す向 姿

1人1日平均 1 日間~li ) I川大
1日最大

(人)|〈川〈人) (Jlf' ) 

40 1，788，915 1 93.3 1 1，668，168 370 617，000 1 464 773，700 

41 
t丈

1町 859.，772 ヲ3.5 1，738，887 I 395 686噌000 484 8410100 

42 1，945，272 93.8 1，824，665 4似: 738，000 485 885，400 

43 2，047，487 95.7 1，959，149 408 799.000 496 971，700 

44 2，143，820 95.8 2，053，708 421 804，000 508 1，043，700 

45 2.237‘513 96.2 2.152.488 430 926.000 533 1可 14日400 J8'I(J!J給水量は推計

46 
(2z 94209000j 
.2，340，000 

(93.4o j 
96. 2フ260，000 436 986，000 548 1，238，000 

(2，520，000) (93.8) 

47 2ヲ440司000 96.8 2，360，000 143 1町 046，000 563 1フ328，000

(2ヲ620，000) (91.2) 

48 2，540，000 97.1 2，460，000 150 1，106，000 576 1，418，000 
1ft (2，710，000) (94.5) 

49 2，640，000 97.3 2，560，000 455 1，166，000 589 1，508，000 

(2，800，000) (94.8) 

50 2，730，000 97.5 2，66口、000 461 1，226，000 601 1，598，000 

(2，890，000) (95.1) 

51 2，820司 000 97 .7 2，750，000 468 1，286，000 614 1，689，000 

(2，980司000) (95.4) 
52 2，900司000 97.9 2，840，000 476 1，351，000 627 1，780，000 

(3，060，000) (95.7) 

53 二日上l 2，9自0，000 98.0 2，920町000 485 1，417，000 641 1，871，000 

(3，13口、0∞) (日6.0)

54 3，060，000 98.1 3，000，000 494 1，483，000 654 1，962，000 

(3，200，000) (96.2) 

55 3，130，000 98.2 3，070，000 505 1，551，000 669 2，053，000 

(3，510，000) (96.7) 
60 3，450，000 98 5 3，400，000 559 1，902，000 1 ← 741 

(a) 人口は10月 3日現不1:C虫色人口の推計のうち( )内は市総務局行政区調査室資料による}
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よって形成した各方面幹線を基幹としてう企業団受スjくによる配@給水を有効適切

うため，第 8困拡張工事としてはp

① 企業団からの受水量を市内K適正に配分できるよう

@ 急増する給水量に対応する配水池を建設するとと。

を拡張@整備するとと c

③ ポンプ場を新設するとともにう既設ポンプ場を統廃合しp 併せて加圧ポンア区及び

下地区の区域設定を行って配ノド系統を明確にするとp と。

④ 水道施設管理センターを設置しs 電子計算機の導入による集中管理を行うこと。

呂標として着工した。

工期 ら昭和51年度に至る 6箇年計画

計画給水人口及び所要水量

計画目標年次 昭和田年

/に口

給 水人口

1人1日

1日

1) 浄水工事

本市水道の配@

めに行う工事である。

2，900，000ノヘ

2，840，000人(普ニ及率97.

627 f! 

1， 780， OOOnl' 

している西谷浄水揚を，

より建設されノラ大正4

る?亡

3回@第4回拡張工事に

よって増強され9 更に第7回拡張工事て、完成された送水環状幹線と連携する ζ とにより目模湖系

!系統の二元的水源を有機的に結びつけ 9 本市水道の中枢的機能な発揮している。ま

わ西谷j争ァド場付:木市中央部高台に位置し鶴見②野毛山 ω

表 10-14 海水工事内訳

一ヱ ;草区 名 )1:5 tJ¥: 数 IIE 1E 金額(百万円) イi[ij 考

着水fIニ築造工事 rlffli10m X長さ 15mXi来さ 4.5m li也 3'7 凶谷浄水場

Jt語tti也築造工事
'IJf，¥26. 3 m X長さ 36.5mX菜さ!1.5m

4;血 831 四谷i'll;j(場
タQbJI屯能力 90[OOOm' / El /i山

急速 11主過池 1:隔10山自13ーさ2.9m 10;也 693 商谷浄水場
築造工事 総過能力 17，500凶/日/池

註!.装設備工事 l電力持及び薬品注入設備 1式 2，521 西谷浄水場

管理棟新築工事|鉄筋コンクリート 4階建 淵 5，OOOm' 864 西符浄水場

計二:J一一一一一一一一一一一一一一一
4，946 
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第10章相模JIIと酒匂川を結んだ第8悶拡張工事

水池と連絡しており，穂過能力は 1日36万2，370niであるが，今後の水需要に対処するため配水

拠点として最高の立地条件をもっている。

そ乙で，老朽化した緩速躍過池と第1急速穂過池等の施設を撤去し，とれに代わる着水井・沈

澱池及び急速漉過池等の築造と貯水容量10万niの配水池を新設し，併せて電子計算機の導入によ

る水道施設管理センターを設置する。

2) 送水工事

浄水揚から配水池間及び配水池相互間の連携を図るため，送水管布設工事として川井浄水場と

新設の三保配水池間ほか4区間を，送水ポンプ設置工事として小雀浄水揚構内ほか 2箇所をそれ

ぞれ施行する。

表 10-15 送水ヱ事内訳

工 事 名 苛手 オ犬 数 量 金 告頁 イ蔚 考

送水管布設工事 口径1，000-1，800mm 6，900m 1，864百万円 口径1，000mm 1， 900m 
口径1，100mm 2，400m 
口fを1，200mm 1，10Qm 
口径1，350mm 1，300m 
口径d，800mm 200m 

送水ポンプ設置工事 総出カ 1，880kW 3か所 346百万円 小雀浄水場 570kW 

峯配水池 1，140kW 
磯子園己水池 170kW 

言十 2，210百万円

3) 配水工事

給水需要への即応体制を確立するため，配水池の新設を中心に，配水管の布設及び配水ポンプ

揚を新設する。

表 10-16 配水工事内訳

工事名 7f3 状 数量 金 客買 f蒲 考

配水池築造 工事 総貯水量 285，000rti 8箇所 7，711百万円 西谷配水池 100，000m'
小雀配水池田，000

牛久保配水池 30，000
港南台配水池 30，000
菅田配水池 25，000
高塚配水池 20，000
三保配水池 15，000
磯子配水池 15，000

自己水管布設工事 出力500mm-2 ，000 mm 168，600m 16，790百万円 口径 500mm 47，100m 
口f2f: 600 38，900 
口径 700 47，600 
口径~ 800 9，100 
口径: 900 15，300 
口径p，OOO 3，700 
口径1，100 1，400 
口径~1 ，200 1，100 
口f2f:1 ，500 600 

口径~2 ， 000 3，800 
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工事名 形 状 数量 金額 i庸 考

配水ポンプ場設置工事 総出力 5，380kW 15筒所 1，000百万円 鶴見配水池 810kW 
平戸ポンプ場 670 
朝比奈ポンプ場 570 
磯子配水池 500 
三保配水池 385 
野毛山配水池 360 
高塚配水 j也 360 
川井配水池 340 
平楽配水池 310 
牛久保配水池 285 
思回配水池 280 
{ム向配水池 180 
日吉ポンプ場 145 
中田ポンプ場 100 
菅回配水池 85 

言十 25，501百万円

表 10-17 工事費内訳表
{単位:千円)

費 目 エ 種 金 額 摘 要

総 工事費 37，800，000 

1工事費 37，680，000 

(1)浄水工事費 4，946，000 
着水井 37，000 1 池
沈澱池 831，000 90，000m'/日/池X4池

急速猿過池 693，000 17，500耐/日/池X10池
計装設備 2，521，000 電カ，計装及び薬品注入設備

管理棟 864，000 1 棟;

(2)送水工事費 2，210，000 
送水費 1，864，000 口{?I!l，000-1 ，800mm 6，900m 
ポンプ 346，000 3か所 1，880:kW 

(3)配水工事費 25，501，000 
配水池 7，711，000 8か所 285，000m' 
配水管 16，790，000 口径500-2，000mm(連絡等の枝管を含む)168，600m
ポンプ 1，000，000 15か所 5，380i附

(4)用地費 4，948，000 
用 地 費 4，948，000 自己水池用地ほか 232，610nf 

(5)建物費 60，000 
建物費 60，000 1 式

(6)器具機械費 15，000 
器具機械費 15，000 1 式

2事務費 120，000 
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第10章 中目模)I[と酒匂川を結んだ第 8凹拡3長工事

表 10-18 年度Jllj支出額内訳表 (単位.千円)

費 目 工事費!昭和46年度昭和47年度 昭和48年度!昭和49年度 昭和50年度|昭和51年度…4，946醐叶一 1，560，000 I 1，089，000 670‘000 I 359，000 
送水工事費 2，210，000 ! 192，000 I 309，000 1，018司 000[ 553，000 

自己水工事費 25，501 ， 000 I 1，958，000 I 3，974，000 4， 128 ， 000 [ 5， 643，000 5 ， 487 ， 000 I 4 ， 311 ，000 

用地費 4， 948 ， 000 I 808，000 I 480 ， 000 870，000 I 1，495，000 885，000 I 410，000 

建物費 60，000 I 40，000 I 20，000 

器具機械費 15，000 7，000 4，000 4町 000

事務費 120，000 20ヲ000 20，000 20，000 20，000 20，000 20，000 

言十 ~， 800 ， 000 l 3，500，000 5，600，竺 7ヲ600，000L 8，800，000 i 7，200，000 5，100，000 

4. 悪化する水道財政

まるインフレータ自ン と“横浜5大戦争円の宣言

第8囲拡張工事に着手した昭和45年 (197めにはラ戦後最長を誇ったさしもの“いざなぎ景気"

にもかげりが生じて，一時的に景気が後退し3 翌昭和46年 8月にはアメリカのドル防衛措置と国

際通貨体制の影響で景気は低迷状態にあったがラ昭和47年 1月以降，徐々に景気は上向きに転じ

てきた。その昭和47年 5月には沖縄返還が実現し， 7月には田中内閣が日本列島改造論を発表し

て景気は一気に過熱気味となった。

同構想、によるとロさらに高度成長を維持しつつ9 工業を全国各地に分散させて過疎の悩みを解

消L1全国を新幹線と高速道路でh結ぶ積極策を前面に掲げ、ており句公共事業の拡大を基盤にして

いた ζ とからラ商社や不動産業者等が全国の土地の投機買いに走り，地価を暴騰させF 昭和47年

以降上昇を続けていた物価に追打ちをかける結果を招き，実際，昭和48年に入るとその騰勢が日

を追って強まっていったのである。このような事態に対処して物価を鎮静化するため財政@金融

面等からの強力な総需要抑制策が実施されたが，景気はなお過熱状態を続け，また物価の高騰も

容易に衰えをみせなかった。

このような社会経済の動向のなかでう依然として本市における人口の急増と水需要の増大は続

きラ昭和47年の夏には 1日最大給水量が126万4，900niを記録しフ第7回拡張工事によつて確保し

た給水能力 1日最大1臼26万8，0∞O∞Oniにi迫自り1)，翌日昭百和4羽8年には企業団からの

7水k不足を生ずるという緊迫した事態になつた。このような緊迫した状況はひとり水道事業のみに

とどまらずラ他の市政のうえにも多くの都市問題を投げかけていた。

昭和年 五iと人口 対前年比増 1日最大給水量 対前年比増

44 2，143，820 )、 96，333 人 1，043，800 m 72，100 m 

45 2，238，264 94，444 1，148，400 104，600 

46 2，342ヲ809 104，545 1，211，100 62，700 

2，433，024 90，215 1，264，900 53，800 
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ζのような状況に対して，昭和47年 1月3 飛鳥田市長は横浜 5

市民にその協力を訴えたのである。

その 5大戦争とは

① 公害を中心に環境破壊との戦い

② ゴミ並びに都市廃棄物との戦い

@総合対策による

@ 水問題との戦い

⑤ 学校友どの公共用地を る

り組む宣言を出い

、でありヲ急激友人口増加と軌をーにして都市財政が貧困化していくのは地方自治体の権限が小さ

いととに起因しておりう市政が抱えている問題点を勇気をもってさらけ出し横浜という

まず認識してもらうととを基本ι 国や市以外の関係機関ラ会社仰工場などの問題解決に

対する支援と，何よりも市民ひとりひとりの協力が必要で、あるととを訴えた。

ζの水問題との戦いのをかで， I人口急増@産業発展に比例して水の使用量はうなぎの俗、り。

生活水準の向上がp これにいっそう拍車をかけます。Jと実情を述ベョ今後の水漉開発はますま

す困難となるととうまた水源確保をはじめ多額の設備投資による

きな影響がある ζ とを説きラ市民の水を守るためあらゆる努力をしているがp 10万人も

ふえている横浜の人口。これに見合った水の量を確保する ζ とはラなまやさし hζ とではありま

せん。近い将来には3 当然フ給水能力の聞から，人口制限をするたど、の方法もう検討していかな

りればならないでしょう。|と水問題の厳しさを直視している。

(1ょにはまの水ぬ 3Jより)

(鈴 本選財政f建設イとへの険しい道

7回拡張工事を中心とする るため9 昭和42年 度から

しに?とっ 4月 した。その折 3

当って諜さ による約13億円の減額修正についても



第10古4 相模;rrと酒匂川を結んだ5f&8路拡張工事:

の最終年度に当る昭和46ij三度までに解決し句昭和47年度へ約12信用の資金を繰り越すことができ

たがフ諸経費や元利償還金の増加によって昭和47年度の決算て守は約 2{意向の資金不足を生ずる昆

込J号、と 7まった。

このような財政下で，

進めていったο

による酒匂J11開発事業とその受入れ体制を築く第 8回拡張工事を

一方ヲ水の需給環境は依然と しかったが，相模)l!が 1r扱河川に指定さ }ー

なったのを契機に，将来の水源対策として建設省による宮ケ瀬ダム計画の予備調査が昭和L1A年度

から開始されるなど，長期的には明るい材料も浮かびあがってきた。

しかし，とれらの事業を支えていくためには，健全志水道財政がなんとしても必要であった。

累増する元利償還金の重みに加えヲ昭和48年度からは企業団から一部受水を受けるのでp 全く新

しい負担として企業団受水費を支弘わなければなら設かったがp これに ~ìE打ちをかけたのが呉常

念物価上昇であった。

当面する財政期間を昭和47年度から昭和150年度までの 4か年間として財政収支を試算してみる

と，この間の水道料金収入約472億同に対して企業団受水費が約 100億円(料金の21.フ元来IJ

で両者を合算すると約意円(料金の78. に達すると

いう状況でp 全体収支でみると昭和50年度末には268億7，000万円の資金不足が生ずると見込まれ

た。これは前回の料金改定の契機となった資金不足額約 159億円を大幅に上回ってJet，ほぼ 3

年間の水道料金収入に相当する額であった。 ζ うしてヲ止むなく昭和48年 2月の市議会に料金改

定を提案することになった。

表 10-19 水道料金i己主せする企業団~氷受及び元手lj償慾主任の害11合

IITJ .;r.，，~ ，_"p 

47 48 

10，654 1l，4U 12，167 12，923 47.168 

2，049 2，840 5Jl19 10，053 

13.3 23.3 39.6 21.3 

元利償還金(ο 5，512 6ラ276 7.248 7，765 26，801 

C/A % 51. 7 54.9 59.6 60.1 56.8 

B斗 C/A% 51. 7 73.2 82.9 99.7 78.1 

表 10-20 水道財政収支見込(船舶給水。受託工事法除く。)
(Jド位;百万円)

二三一J己主:「 47 ，18 49 50 
147-5 

収詩的収入 11，444 12，458 13，059 13，775 50，736 

収益的支出 13，059 17か 180 20，364! 25ラ 322 75.925 

収益的収支差i]I ム 1，615 ム 4，722 ム 7，305 ム11，547 ム25，189

資本的収入 12，079 15，065 14，754 13，414 55，312 

資本的支出 14，874 18，849 19，109 17‘542 70.374 

-資本的収支差ヲl ム 2，795 ム 3，'184 ム 4，355 ム 4，128 ム15，062

舗でん財 il忠等 2フ097 ム 1，923 ム 4，048 ム 7，ヲ34 11，808 

資金過不足額 ム 698 ム 5，707 ム 8，403 ム12，062 ム26，870

累積資金不足額 ム 698 ム 6，405 ム14，808 ム26，870 ム26，870
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しかし今回の提案に当ってはう資金不足の大半が水源開発費て守あるととに着目 L，新規水道

申込者に対する加入金制度を導入することによって，資金不足額のうち約851意円をとの新制度で

確保する ζ とを目論み，水道料金としては 5L65 の改定率にとどめて提案した。ま?と，実施時

期は両者ともに昭和48年 5月からを予定した。

料金改定と

今回の改定は，料金の逓増制強化と加入金制度の導入を図った点で横浜の水事情を直接反映し

てjぎり p 昭和38年の改定(逓減制の廃止1に匹敵すもる画期的なものであった。改定案は昭和48年

2月13日 られョ財政事情の説明を行った後 17日から l週間の会期で開かれた

されたが9 新しい制度を伴ったものでありう折からのインフレ傾向の冷;かで公

共料金の値上げK反対する戸が高まっていたととから会期中に結論が出ず，続いて聞かれた

となりラ聴閉会の開催(賛成意見2名コ条件付賛成意見10名3 反対意見4

を含め9 審議が進められた。

らの繰入れや水道財産の処分など る意見芳また加入金

制度K対して疑問があるなど厳しい論戦となったがり た

ちp 値上げには原則として賛成し右;い立場にあるが9 現実の問題として乙のまま放置すれば

浜砂漠幻といった異常事態を招来することになり，大きな影響があるというよりそれは壊滅的な

打撃を与える結果になるのでは念かろうかという見解をとった。また3 安易君主道として一般会計

からの繰入れを行えば，難問山積の市政全体からみて「左の足が右の足を食うようなととをやっ

て，とれで抜本的解決ともし考える念らば9 それは私は革新市政の名に値しないと思います。」

と苦しい心中 る場面もあったc

とうして，ょうやく 3月248の本会議で付帯意見を付して1修正可決となり 2 また同 EI，国jへ水

源開発に対する国庫補助金の増額などを求める意見書を全会一致で採択した。

あたっては，今後資金不足が生じないようョその健全化を図るた

め9 一層の企業努力に努めるとともに，次の事項についてp すみやかな措置を講ずべき

である。

L 一般会計との負担区分の明確化を期するためフ水道局所有に係る電子計算センター

敷地の一般会計による買い上げ，並びに生活保護世帯等fC対する水道料金の減免措置

て負担する ζ との

ふ 水源の開発を

め3 今後、とも国

うべき ょっ

によって行念わせるとともに3 国庫補助金の増額を図るた

して強力に運動を続ける ζ とロ
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現 行 当 局 原 案 (彦 正 決 ド疋~ 

基本料金 超 過 料 金 基本料金 超過料金 基本料金 超過料金

用途区分 使用 料金1rrf 用途区分 使用 料金1rrf 用途区分 使用 料金1rrf 備 考

水量
料金 使用水量

にっき 水量
料金 使 用 水 景

にっき 水量
料金 使用水量

にっき

11-30 rrl 38 rrl 11-30 rrl 52 rrl 11-20 rrl 44 

家事用
31- 46 31-50 63 21-30 48 

住宅用等10 160 家事局 10 215 家事用 10 215 
63 51- 68 31-50 

51- 68 

専 11-30 40 専 11-100 59 専 11-20 44 
公共用 10 160 

31- 47 101-300 71 21-100 57 

301-1，000 76 業務用 101-300 68 庖舗，事務所，
用 11-100 39 用 業務用 10 215 

1，001- 82 用 1 種
10 215 

301-1，000 76 工場用等

業務用 10' 160 101- 47 
1，COl-50，000 82 

給 給 絵
50，001- 85 

11-20 44 主として風俗

21-100 85 
営業等取締法

水 水 水 業務用 の規定により

2 種
10 215 101-300 95 公安委員会の

特殊
10 160 11- 65 

301- 120 許可を必要と
装 営業用 装 装 する営業

特殊用 10 215 11~ 130 
11-20 44 

置 置 置 21- (自用船舶 工事用，自用

臨時用 10 215 の用に使用 船舶用，その
する場合は

120円) 他臨時用等
臨時用 10 160 11~ 75 120 

公衆
10 160 11- 20 

公衆
10 215 11~ 20 

公衆
10 215 11- 20 

浴場用 浴場用 f谷士暴用

給水共用装置

共用

水共用給装量

共用 共用装 共用

(;野)10 80 11- 15 
/kl1こ世っ帯き1/ 

10 105 11~ 18 
/kl1こ世っ帯き1/ 

10 105 11-
給水置

表 10-21 水道料金体系現行・改定比較表

h
v
h
w
 



おける国庫補助の増額等に関する意見書

近年とみに悪化の一途をたどり，長期にわたる

となっております。この要因は，止むことのない人口

より増大する水需要に対応してう新水源の開発句

うためフ乙れに要する経費の増加によるものでありますが，これはも

き程度を ζえフ国の強力，かつp

にまつほかはないところであります。

よって?政府におかれては， いる状況を十分ど理

上， ら

f'lこよりフ いたします。

i 

2 

3 

行

tゴ， 1/2の国庫補助制度を確立するとと。

昭和48年 3月24日

大臣 1

生大臣!

設大臣}あて

白治大臣{

ζ 

ること。

町田

表 10-22 水道料金用途則改定率比較
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第10章相模川と酒匂川を結んだ第8回拡張工事

表 10-23 水道利用加入金原案・修正比較表

当 局 原 案 fl多 正 決 定

メータ一口径 家事用以外のもの 家事 用 メータ一口径 家事用以外のもの 家事用

13 
皿皿

100，000円 13 
岡田 円

新市民100，000円 新市民100，000円
20 200，000 

現市民 50，000円
20 100，000 

現市民 50，000円
25 300，000 25 

40 850，000 40 850，000 

50 1，300，000 50 1，300，000 

75 3，100，000 75 3，100，000 

100 5，300，000 100 5，300，000 

150 12，000，000 150 12，000，000 
200以上 管理者が別に定める額 200以上 管理者が別に定める額

(注)現市民とは，給水装置工事申込み時点において，本市に引き続き 3年以上住所を有する者をいう。
修正による減額 水道料金ム2，459，885千円

加入金 ム114，400
計ム2，574，285

制加入金制度の導入をめぐって

加入金制度は，基本工事費或いは加入金などといろいろな名称で既に他都市で実施しており，

その根拠についても，制度採用の経過から水道法或いは地方自治法におくものなどまちまちであ

った。昭和44年 (1969) 6月の参議院決算委員会と翌昭和45年4月の参議院予算委員会でもこの

点について質疑が交され，厚生・自治両省から水道法第14条に規定されている「その他の供給

条件」を法的根拠とすることができるという見解が出された。 ζれを拠りどζろに，その後各地

で制度導入を図るところが増加し，昭和48年当時，水道事業 1，548団体中 520団体が採用してい

た。

本市においては，新規給水申込者全体を対象とするものではないが，団地造成によって近隣の

給水事業を悪化するため，その対策として昭和30年後半から一定戸数以上の規模の団地造成者に

ついては協議により周辺整備の費用の一部を負担させる制度を取り入れてきた。これを昭和42年

7月に「多量給水申込みに係る経費の負担の事務取扱内規」として定め， 50戸以上の団地造成又

は1日50:ni以上の申込者については 1戸又は 1:ni当り 7，000円を増強費として負担してもらうこ

とに統一し，その後， 3回にわたる増額変更を行ってきた。

今回の改定に当っては ζれを廃止し，新たに水道利用加入金制度を設け，対象経費は水源開発

費を中心として算定したものであった。しかし，水源開発が短期間に続いて行われていたのでそ

の投資額は膨大な額となっていたため，発足した加入金は 1戸10万円という ζ とになり，当時他

都市がおおむね 2~5万円程度であったのに対して極めて高いものとなってしまったのである。

多量給水申込に係る経費の負担についての事務取扱内規

( 趣旨)

第 1条 この内規は，多量給水の申込みに係る工事費及び現有送，配水施設の能力を維
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持するために要する経費を給水申込者が負担する乙とについての事務取扱の基準を定

めるものとする。

(経費の受納)

2条 管理者は n 次の名、号に掲げる給水申込者から次条の規定により算定した経費に

相当する金額を受納するものとする。

(1) 一区域においてう新たに50世帯以上に対する給水をー使用者名義で申込む者。

(2) 1日50立方メ』ートル以上、の使用水量が予定される会社ヲ工場ぅ事業所3 学校てその

他の事業所において事業の用に供する白的で給水を申込む者。

2 古Ij項第 1号に掲げる世帯数及び同頃第 2号に掲げる使用水量については，

給水申込みに係る地区の実情等を勘案して認定するととができる。

次の各号に掲げるととろによる。

る

る経費の全額。

な工事費(受託工事の部分は除く。)について予その工

現有送，配水施設の能力 るために要する ついては 1日の使用予

定水量1立方メートノレにつき7，000円を乗じて得た額。

2 前条第 1号に掲げる世帯の使用子定数量については J日1世帯につき 1

トノレとみなす。

4条 ζの内規による経費rc相当する金額は，当局の発行する納入通知書により受納

ずるものとする。

(工事の施行)

第 5条 ζ の内規による工事の施行は，前条の経費に相当する

うものとする。

した後に行な

6条第4条の規定により受納した金員はとれを還付しない。

(適用の除外)

門

定によらないことができる。

( 委 任)

8 との内規の実施に闘

員Ij

ら.~ ， 

?注意同呂tむ

この 昭和42年 7月 1白から る。

ヨト ぐ£ラ3 つ/モ。

昭和43年 5月 30ni 7，000円

昭和46年 4jEj 30n{ 12，000円

昭和Ll7年 7月 20r.tI 21~ ⑪00同

と るときは3 乙

令。



第10章相撲)iIと酒匂)11を給んだ第8回拡張工事

加入金制度を導入した趣旨は概略ラ以

下のとわりである。

① 新。現利用者間の負担の公平を図

ること

新規水源開発関係経費の増大は新規水

表 10-24 その後の水道利尽力日入金等の採用状況

自~喧~iFl 51 I 54 
採用事業体数 A)I 1，203 i 1，361 
全 事業体数 (B)什，757 I 1，763 

A/B (%川 3.5 i 77，2 

60 

1.507 

lフ343

31.3 

道利用者の急増に負うところが大きい。新規水道利用者はp 現在の利用者の負担によって建設し

てきた水道施設を利用して直ちに給水を受けられることを考えればラすべての経費を新⑥現利用

者が等しい料金として負担することは公平でなh と考えられるのでp そ

図る。

② 料金水準の適正化を図る ζ と

よって

268億 7，000万円の資金不足額を料金によって解消するとすればヲ改定率は'75. と大幅な改

定率にならざるを得ない。だが，現今の社会情勢から改定率を何らかの方策でヲ|き下げる必要が

あるのでう加入金制度を導入する。

③ 流入人口の抑制を図ること

本市ではう年々10万人j互い人口増加772続きラその強は社会増の人口である。 増

は本市行政全般に大きな影響を及ぼしているがヲ ζの大きな部分を占める流入人ロに歯止めをか

ける必要がある。宅地開発要綱ラ日照基準に上る行政指導や用途地域の指定などの規制はある

がヲこれら総合的な施策の一環として秩序ある都市づくりを目指しつつ財政に:寄与させるため加

入金制度を導入する。

とζ ろでヲ加入金は新しい制度でもありうまた高額で発足することから大きな反響をよびヲ常

任委員会でも一般にト分周知するよう指摘を受けたので，広報或いは給水工事業者への説明会な

どを行うとともに 5月実施に向けてケースごとの取扱要領を作成して局内の事務処理の統一を

図るなどq その準備を進めた。この事前準備が過に給水申込者のかげ込み申込みを誘発する結果

となりヲ各営業所の窓口は 4月まで大混雑となった。

とのうちの l件が，後に決算委員会で日照権汚職とからんで問題となった。それは，市内のあ

る高層住宅建設に伴う給水申込みであったがp 加入金制度発足直前の申込みであったため3 多量

給水の申込みに該当し増強費の対象となったもののp その後市の指導で計画を一部変更し更に

地元の日照権に関連した反対により建築内容が変更されるなどで建設時期が遅れヲこの過程で地

元住民と建設業者との調整を担当していた日照相談室の職員の汚職事件に発展したもので、ある。

当初の給水申込みの内容は数次にわたって変更され，最終確定の時点、ではs 変更部分について加

入金の対象になるものが生じたため，従前の増強費分と新設の加入金を精算したがョこれを申込

業者に有利に扱ったのではないかという疑惑をもたれたもので，変更内容が複雑で、なかなか理解

が得られず9 新制度導入の難しさをつくづくと考えさせられる事件と念った。

この加入金の導入を機にs 大規模団地開発や新規大口使用工場などからの給水申込みに際し

681 



て，配水管等がなく専用に施設設置を要する場合ヲ個々のケースにより協議して負担金を受納し

てwたがラ今回ιれを一般ノjとし給水申込に当って特別の水道施設設置を要する場合は， -工事負担

金として必要工事費を徴収するととを条例j

表 10-25 給水申込状況

オイルショッタの直撃を受けて

L にも取り高旦む

た。

昭和48年 して財政計画に盛り込んだ事業は， と り

でをく， けてその対応が必要となっ

た。

については， され， はとューム管を使

用していたがョ県中央部の開発が盛んにまるとともに管路周辺の市街化が進んだ結果，

されていったので9 毛主

てきた。また 9 した口径 1，印刷1)自 って

いたから破裂による じている状況にあり 3

J 

Vコ/亡。

乙のため3 昭和41年度から

2，OOOnl にわたり同

日ζ

7，000万円で総延長 1万 4，950m にわたる

ている

ア乙。

市民給水の確保を図るために

とも に取り組むとと

となってv-， る ら9

482 

し

として 3

し?と。 また， ピzームf音t仁支サし

として整備するととになり，

図る予定で、あったがョ老朽化し

したため，総額 33億円を要し

と給水木良地区の改善，

ら言十面的

としても

>. ，、、
7<::辺、

ますます重要 とな



第10主主 相模J11と酒匂川を結んだ第 8回t主張工事

ってきた。また，団地造成ラッシュの時代に 9 団地専用管として私有管を公道に布設したものう

私道として当初つくられた団地の道路が公道に移管と念ったものなどラ公道内の私有管が増加

し，配水管の管理上多くの問題を生Uつつあったので，昭和田年4月

させる措置をとってきたがラ昭和45年12月には公道内私有管所有者

を一斉に要請し， 一元化

を図った。しか L，その多くが老朽化しているためョ その対策に悩まされるととにもなった。

ーフ75全く新し としてヲ共同誌建設への参加問題も生じてきた。昭和38年 4月に

関する特別措置法が制定され， る主要国道の地下埋設物を共同溝に収容

ち出されたが，本市内では昭和46年 3月に (高島町~桜木町〉ヲー令

受け， @ガス。電話とともに水道もこれに加わるととになった。

乙 ってjぎり， :1季五三的に

して口径 1，350mmの大口径管を布設する

に適しているため，共

固めp 配水管整備の根幹事

業として着工した。なおa この共同病はそ

て守ある。

(3) 

さがυ，令、日も

高度経済成長に伴う産業の急成長と人口の都市集中化はラ過密過疎開題，

賀汚染友どの公害問題名;どp 多くの社会問題を派生させた。

水質汚染の防止については， 1"公共用水域の水質保全I'C関する J. 
」

関する法律」が昭和33年に制定され9 は

水質汚揮に関する環境基準が示された。更にラこれら して

め9 工場や事業場から排出される るζ とにより，

されている事業

規制に

られ， ζ の念、かで

な効采をとげるた

j罫を防止する水質汚濁防止法が昭和45年12月に制定〈昭和三7月施行)され3 浄水J弱からの排

水も排水基準を設けて規制を受ける ζ とになった。

海水揚の排水規制についてはラ水質汚濁防止法の施行到、前から特定施設への指定をめくnって厚

生省と環境庁(経済企画庁)と されたがョ ;f3ける沈殿池及び櫨過池の全

国的整備状況からみてフ即時法通用は困難な状況にあったのでp 水道事業者が法規制に合致する

処理施設を建設できる一定の整備期間が設けられることになった。す念わちョ経済企画庁と厚生

省とで取り交された覚書で比 日〈昭和46年7月)から 3年以内，つまり昭和49年 6月末

までに相当規模以ょの洗浄撞設及び沈殿施設が「特定施設」として指定されることに念仏その

後 2年間はヲ が適用され9 そして昭和51年 7月から，総理府令で定めたう

いわゆる一律基準を完全に遵守し怠ければならないことになった。しかしラ実際には特定施設の

指定が遅れて昭和田年7月になったためフ昭和4S年以来水質汚濁防止法の基準にそって暫定的に

指導を受けてきた新治水揚は直ちに，また既設浄水揚は告示後1か年の経過期間を経た昭和52年
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6月に 9 相当規模以上の白水施設(浄水能力が 1日当り 1万IIf以上の沈澱施設及び櫨過施設等〉

の排出水について規制対象とすることに念ったのである。

排水処理施設を建設すると念ると多額の建設資金を要することになるが，その財源措置が各水

道事業者間で問題となり，国の財政援助を要望す‘る動きに発展していった。す者:わち，昭和46年

12月には， 6大都市水道事業管理者が共同でラ大蔵省⑩厚生省及び環境庁に対して陳情を行って

いる。厚生省でもこのようを、状況を受けD 昭和47年度から浄水場排水処逝施設に対する補助金制

度を発足させ，施設の建設を促進する下地を整えた。

本市の場合，小雀浄水揚については既に第 7囲拡張工事によって立型加圧脱水機を設置してい

たがう排水基準値に適合させるためには施設の増強が必要で、あり， )11井@鶴ケ峰@西谷の 3浄水

場で、は新たK処理施設を設けなければならたかった。 ζ のため3 昭和46年 8月に局内に浄水場排

泥処理委員会を設置して，全体の施設計画を検討することになった。

その結果，小雀浄水場については既施設の増強によって基準値を守れる見通しを得たが9 他の

3浄水場については処理方式と施設の設置について種々検討しなければならなかった。 3浄水場

のうち 3 川井@鶴ケ峰の 2部水場はそれぞれ日量約10万nfを処理するもので規模的にはやや小規

るためp 個々に施設を建設すること どうかが問題となった。

しかし，法規制の時期が迫っているため9 当面小雀浄水場と同様の方式で排水処理を行うとい

う前提にたち3 一方では実際に脱水機を設置するまでに並行して検討を進める ζ とになり 2 昭和

ら昭和51年度までの 4か年計画で，総事業費33億円の排水処理施設建設事業を実施する

ととになった。

なおう との共同工事であるためp 昭和48年 3月「小雀浄水場排水処理施

と締結した。
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る協定書」

排でい処理委員会内規

( 設 置)

1条本市水道施設の排出水処理過程において発生する排でいに関する研究を推進す

るため， 「委員会」という。)を置い

第 2条委員会は，次に掲げる事項につ加て調査研究する。

(1) 発生ケーキの処分に関する ζ と。

(2) 発生ケーキの有効利用に関すること。

実験用協成炉の運転管理に関するとと Q

(生) 排でい処理計画の立案に関するとと。

その他必要な事項

(組

3条委員会比委員長う副委員長及び委員若ギ名をもっ る。

2 浄水部長及び工事部長をもっ
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てる。

3 委員は，計画課長，設計課長，工事課長，水質試験所長，西谷浄水場長，小雀浄水

場長，調査課長及び委員長が指名する職員をもって充てる。

4 委員会の中には必要に応じて作業部会を設け特定な課題について検討するととがで

きる。

(委員長の職務)

第4条委員長は，会務を総理し，会議の議長となる。

( 会 議)

第 5条委員会は，必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長に委嘱された作業部会長は，必要に応じ，作業部会を招集する。

(関係者の出席)

第 6条委員会において必要あると認めるときは局内の関係者の出席を求め，その意見

または説明を聞く ζ とができる。

(管理者への報告)

第7条委員長は，委員会における研究成果を適宜管理者に報告するものとする。

( 庶 務)

第8条委員会の庶務は，工事部計画課において処理する。

(委住)

第 9条 との内規に定めるもののほか，委員会の運営その他について，必要な事項は委

員長が定める。

(4) 当初予算の 2倍に膨れ上った排水処理施設建設

当初，総額33億目の子算でのぞんだ本事業は，最終的に 2倍強に達する68億 4，000万同を費や

して完工した。すなわち，昭和49年には用地費と工事費の増額分として 4億 7，000万円を増額し

て総事業費は37億 7，000万円となり，昭和50年には脱水プロセスについて結論が出たことによる

計画変更及びインフレによる工事費の高騰から30億 7，000万円の増額措置が必要となり，計68億

4，000万円という巨額な事業費に膨らんでしまったのである。

川井・鶴ケ峰・西谷の 3浄水揚の処理施設については，各浄水場個別の場合と 1箇所に集中す

る方式についてその優劣を比較検討した結果，原水の性状の同一性，用地確保の困難性，経済性

等を勘案して川井・鶴ケ峰両浄水揚の排出水を送泥管で西谷浄水揚に送り，西谷浄水揚の排出水

と併せて一括処理するととになった。その処理方式としては，沈降濃縮性の悪い徴細粒子が主と

なるスラッジの状態を考慮して高分子凝集剤添加+湿式造粒脱水+直接乾燥というプロセスを採

用することになり，川井・鶴ケ峰浄水揚には排水池及び排泥池を築造，送泥用のポンプを設置

し，送泥管は川井浄水揚から鶴ケ峰浄水揚を経由して西谷浄水場まで約 1万m にわたり口径 200

---250皿の鋼管を布設した。西谷浄水揚では既設の工業用水の貯留槽を排水池として利用すると

ともに， 3浄水揚の排泥水を一括処理するために，排泥池， 1次濃縮槽，凝集剤添加設備，造粒
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脱水機，乾燥機等の施設を建設した。念$，青山沈澱池は，特定施設に指定されてい念かった

が，当時年1回韓度池を空にして取水地点、より下流の道志川に放流処分しており，乙の方法を今

後とも続けるととは，公害防止上好ましくないこと，スラッジのかき寄せ作業に危険を伴うこと

から，機械力による排泥方法と天日乾燥によって排水持泥を処理する方法をとった。

西谷海水揚に建設する処理施設の用地は，隣接した工業用水道の既設の沈澱池に続いている谷

状の用地を取得して ζれを造成したもので，狭障なうえに地盤も軟弱という悪条件下の工事であ

った。更に，住居地域に隣接しているので防音・防臭等の 2次公害の防止に配慮するなど，工事

は難航した。

ζのように，市街地の処理施設建設のため地元対策に時間を要し，ま?と処理方式の技術的未解

決部分の確認作業を積み重ねたため，昭和52年 6月という法適用の期限内に西谷浄水揚の処理設

備を働かせるととは不可能となった。このため，処理設備が完成するまでの問，西谷系統の排水

処理は暫定的対策としてスラッジ量を減少させるため川井浄水場の処理水量を 3万cl/日とし，

企業団から 6万cl/日の臨時受水を行い，川井・鶴ケ峰・西谷浄水揚のスラッジはそれぞれの排

泥池で上澄水を沈降分離した後，既に完成していた工業用水道鶴ケ峰処理場の脱水施設で処理し

て対応した。

区分

当初計画額

第 1次計画変更額

第 2次計画変更額

表 10-27 施設別実績

施主~世主
青山沈澱池

48 

84，429，282 

川井浄水場 266，881，958 

鶴ケ峰浄水場 229，208，919 

西谷浄水場 399，989 

小雀浄水場 155，079，852 

1口入 736，000，000 

表 10-28 財源内訳

昭和 横

年度 企業債 自己資金

48 638，830，000 5，628，000 

49 686，280，000 2，695，000 

50 2，120，267，500 11 ，063， 182 

51 2，503，000，000 11，853，832 

合計 5，948，377，500 31，240，014 
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49 

124，646，901 

145，188，686 

13，649，072 

324，970，048 

123，545，293 

732，000，000 

i兵

国庫補助金

55，542，000 

11，025，000 

204，653，000 

165，928，000 

437，148，000 

50 

。
102，601，852 

689，819，690 

965，311，184 

763，250，956 

2，520，983，682 

市

700，000，000 

700，000，000 

2，335，983，682 

2，680，781，832 

6，416，765，514 

(単位:千円)

計

51 

。
。

211，569，214 

1，924，661，615 

714，769，171 

2，851，000，000 

横須賀市

(負担金)

36，000，000 

32，000，000 

185，000，000 

170，218，168 

423，218，168 

3，300，000 

3，770，000 

6，840，000 

UiJ.f止:円)

総工事費

209，076，183 

514，672，496 

1，144，246，895 

3，215，342，836 

1，756，645，272 

6，839，983，682 

(単位:円)

メ日入 計

736，000，000 

732，000，000 

2，520，983，682 

2，851，000，000 

6，839，983，682 
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浄水場別。排水処理施設概要喪

主~建設 青山沈澱池 川井浄水場 鶴ヶj争浄水場 西谷浄水場 小雀浄水場

( 1)所在地 津久井郡津久井町青山 横浜 市旭区上川井町 横浜市旭区鶴ゥ峰本田T横浜市保土ヶ谷区川島町 横浜市戸塚区小雀町

(2)水源の種別 遺志川系統 相模川系統 同 主五 同 ?五 馬入川糸統

(相撲川支流道志]11表流水) (相撲川表流水) (同 左) (1司 左) (中間美川表流水)

(3)原水の取水 津久井郡津久井町青山(純子) 津久井郡城山町]11尻 河 左 同 友 高座郡寒]111IfJ宮Ilr

地点

一一一一
(4)対象施設の 取水施設 170，ωorr!j日 沈澱池 沈澱池 沈澱池 沈澱池

標準能力 沈澱池 長29.4mX幅20X深4.8mX 2池， 径28.6X6.4~6.7m >< :J池， 長34.9X幅26.8X深4.8mX4 i由， 長3 1. 6X幅25.7X 深4.5~<14池，

長70X幅50X深5.4mX5池 80，000rr!/日 108，000rr!/日 360，000n1/日 7ω，∞orr!/日

貯水量 67，OOOrr! 長30X幅30X深4.8mX 1池， 癒過池 溶過池 36.5X26.3X4:5X 4池，320，000

50，000rr!/日 95.0nfx140jlヨX8 ifu， 90.0rr!XI50jB X16i也216，000nij日 (うち横須賀市水道分 247，9∞rr!j日)

漉過池 106，400r<<//日 121.5rr!X14sj日X10i山，HO，OOOnl/日 液過池

95.0rr!X 140/日X8池， 116n1 X 150/日X62池，1，009，∞Onf/日

106，400rr!/日 (うち横須賀市水道分 245，OOOn//日)

(5)排水処理の 天日乾燥方式 送泥管集中処理 同 左 同 左 加庄脱水方式

方式 造粒脱水，熱風乾燥方式(西谷) (波ML鮫， 1肖石j天使用)

(水ガラス系高分子凝長斉IJ使用)

(6)排水処理施 ア.天日乾燥床R.C 2，000rr!池 ア.排水池R.C350rr!/iIIlX3池 アー排水池400nVil1!X3池 ア.排1尼池R‘C2，Oωrr!/池X2池 ア.排水池R.C2，500nV池X2池

設の主な設 /日 X8池 イー排j尼池R.C1，200rr!/池X1i出 イー排illO池上∞orr!/池X1池 仁一次濃縮槽 R.C3，240nV池× イ.排泥j也R.C6，∞Onf/池X3池

備及び構造 イ.ポンプ室 ウ.上澄水返送ポンプ 55kw 2台 ウa上澄水返送ポンプ 30kw 3台 2池 ウ.一次濃縮楠R.C..2，630rr!/池X

(A)沈澱池 1・2号池専用 エ.送泥ポンプ 37kw 4台 エ.送泥ポンプ 30kw 3台 ウ，二次濃縮槽 R.C1，296rr!/池×
1池

エ.二次濃縮槽 R.C..2，630rr!/i白X
天日乾燥床 I号池から 6号池 オ.送泥管 10，400m 2 i也 1池
へ送泥 30kw 2台 (JII井7，100m鶴ゥ峰3，300m西谷)エ.造粒脱水機 3基 オ白 k~型加圧脱水機 25m'. 6台

(8)沈澱池3・4・5池専用 カー沈砂i也 R. C35rrfX 2池 オa熱風乾燥機 3基 カ.再生バンド貯留槽 5，OOOnfX 1摺j

天日乾燥床7・8池基へ送泥 カ.脱臭炉 3基 11 11 R.Cl，000n/X2槽

30kw 1台 キ。上汚水返送ポンプ 100kw 3台 11 11 R.C 800nlX 2槽

ウ.泥かき奇機 BD2DS型 ク.排iffi逆送ポンプ30kW 4台 キ.排泥引抜ポンプ 4台

ブルドーザー 1台
ク.送泥ポンプ 3台 800rr!.X 2 

(7)排水処智能力 6，300rr!j年 送泥量 2，600rr!j日 送泥量 4，300n1j[ヨ 回型物処理量 42 t j日(最大) 回:!tIJ物処理量164t /日(最大)

(排泥濃度 30%) 

(8)平均送泥濃度 0.5% 0.5% 0.5% (逆送ポンプ使用の場合)
送泥量 5，3∞rr!/日)

表 10-29

内
町
九
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ゆJII弁浄水場

排泥池

ゆ西谷浄水場

デノドラム 乾燥機

脱臭設備
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第10章相撲jllと沼匂jflを結んだ第3回拡張工事

ゆ鶴ケ峰浄水場

沈砂池・排水池

ゆ小雀浄水場

排水池 脱水設備(ウタライナフィルター)

排泥池
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図 10-12 JII弁浄水場排水処理施設フ悶ーシート
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第10主主 相模)11と溜匂川を結んた、第 8回拡張工事

2事 企業団水系の給水

企業団による臨時給水

昭和48年 (1973) の夏期対策として， 7月から酒匂JlIの自流を利用した企業団による官日給水

を予定していたがヲ前年11月に発生した工事中の崩落事故以来3 導水隆道工事が難航して一部給

水が不可能という状況とをっていた。

このため3 企業団と各構成団体で協議した結果9 臨時的措置として畑地濯概用水の転用を神奈

川県に要請しラすでに完成していた企業団施設の一部を稼働させ臨時給水を行うことになり B 乙

れに要する経費を負担金として企業団に支払うという方法で夏期対策を確立した。負担金につい

てはラ稼働施設の固定費を配分水量により割り当てる分賦水量割負担金と 9 変動費を 1n:t当り羽

田で受水量に応じて負担する臨時給水負担金とに区分された。

表 10-30 臨時給水計画(1日最大給水量)

E京芸=五事 |神奈川県

…1i: 
表 10-31 負担金

言ヂご:三芝者
分}砥水量割負担金

臨時給水負担金

0，000 

0，000 

0，000 

横浜市

65，000 

65，000 

23，000 

20ヲ000

(単位:m1) 

JIj 11崎市

81，000 176，000 

81，000 176，000 

28，000 61，000 

20，000 

こうして3 昭私l48年度は臨時給水体制によって対応したが9 翌昭和49年4月からは導水工事の

完成に伴って本来の一部給水に ζ ぎつけた。

臨時給水に関する協定書

神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)と神奈川県，横浜市，JIi崎市

及び横須賀市(以下「構成団体Jという。)とはラ酒匂)11に係る水道用水を供給するまで

の問，企業団の施設を使用して 9 畑地かんがい用水に係る水道用水〈以下「水道用水J

という。)を臨時的に供給する ζ とに関L，次のとおり協定を締結する。

(水道用水の供給)

第1条 企業団比構成団体に対し水道用水を供給するものとし，その時期及び1日最

大給水量は別表第 1のとおりとする。

ただい予測せざる事由の発生等により取水量に減少等をきたしたときは，協議の

うえ9 給水量を調整することができる。

(給水地点)
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第2条 企業団が水道用水を供給する地点は，別表第2のとおりとする。

(給水量の測定)

第3条給水量の測定は，毎月末日(末臼が日曜日の場合はその前日)に，次の流量計

により行なうものとする。

神奈川県 相模原海水場流出管に設置する流量計

横 浜 市 港北配水池の入口に設置する流量計

川 崎 市 鷺沼配水池の入口に設置する流量計

(経費の負担)

第4条構成団体は，負担金として臨時給水に伴い稼動する施設にかかわるものについ

て，維持管理に要する経費を臨時給水負担金，資本費等に要する経費を分賦水量割負

担金として企業団に支払うものとし，その額は別表第 3に定めるとおりとする。

(負担金の支払方法及び時期)

第5条構成団体は，前条に定める負担金を企業団の発行する納入通知書により支払う

ものとし，その時期は次のとおりとする。

臨時給水負担金 給水を受けた月に係る当該負担金について翌月の20日までに

支払うものとする。

分賦水量割負担金 企業団と構成団体が協議して定めた日とする。

(協 議)

第6条 この協定に定めがない事項又はとの協定の内容に疑義が生じ若しくは内容を変

更する必要が生じたときは，そのつど企業団及び構成団体が協議のうえ決定するもの

とする。

(有効期間)

第7条 との協定は，締結の日から効力を生じ臨時給水及び負担金の支払が終了する

日までその効力を有する。

との協定の締結を証するため本書5通を作成し，企業団及び構成団体がそれぞれ記名

押印のうえ，各自その 1通を保有するものとする。

昭和48年 6月28日

神奈川県内広域水道企業団

企業長 佐々井典比古

神奈川県公営企業管理者

企業庁長 入江敏夫

横浜市水道事業管理者

水道局長 光安順

川崎市水道事業管理者

水道局長 塚原重年

横須賀市水道事業管理者

水道局長 金塚久則



第10三塁 相撲)11と酒匂川を結んだ第 8回抵張工事

臨時給水の供給方法は以下のとおりである。

(2) 臨時給水の供給方法。相模原降水場系統

日量3万nfを県営水道に供給するもので，まず津久井分水池で原ァ}くを受水し，横浜.崎両市

の共同施設相模隆道及び横浜水道の小型|窪道を経て相模原沈j殿場着水井に口径 2，200皿導水管か

ら分岐して仮設ポンプ 2台により企業団の口径 2，800阻導水管を通して相模原浄水場に導水す

る。そして浄水処理を行った後、送7]く;ポンプにより口径 2，OOOmmの送水管を経て県営水道の麻拝

う9 というのがその概要である。

2) 西長沢浄水場系統

日量14万6，OOOnfを横浜。 J11崎両市に供給するもので，その内訳比横浜市日量6万5明 OOOn{，

JII崎市EI量8万 lフOOOnfである。経路は津久井分也からJll崎市の第2導水陸道で西長沢まて心直

送し2 そこで浄水処理を行った後?口径 2，800mm送水管により )11崎市へは横浜市緑区元石川iから

鷺沼配水池へ，横浜市へは港北配水

(3) 一部週水から

導水陸道築造工事(第 10 第 2工区)における多量の湯水と軟弱な地盤のため崩落事故が発生

し企業団の設立以来当面の目標であった昭和48年7月からの一部通水は遅延となったがヲ難航

をきわめた導水|弦道も同年11月全線が貫通し，ょうやく一部通水の運びとなった。昭和49年 3月

17日ラ飯泉取水管理事務所に .t~いて通水記念式典が挙行されp 知事をはじめ 3 市長及び企業長の

押ボタンを合図に取水ゲートが聞きヲ酒匂川の水が取水口から一斉に沈砂泊内に流入しp 更に揚

水ポンプ運転を開始すると導水隆道内を流下し始めヲこ ζ に一部給水の準備はすべて整った。

表 10-32 給水量内訳

給水対象事業者名 配分水量

神奈川県 406，600 

横 ìji~ 市 605，200 

JII 曲者 市 532，500 

横須賀市 20，000 

メEコミ、 コn」t4 1，564，300 

表 10-33 受水単価内訳

給水量 点i~ 7)( 量

49 回 4~53.6 53.7~54.3 

169.200 259，900 

251，900 386，900 

221，600 

8，300 12，800 

651，000 1，000，000 

5給4.4水~量 I

562.800 

495，200 

18，600 

(単位;rri') 

率
%) 

100.00 

(単位:円)

Eト 41 1 - 7月
昭和49年 4月 昭和51年 4H

昭和56年 4Ä~
~49平 3 月 ~51年 3 月 ~56年 3 jJ 

本 料 金 (nf ) I (分賦水量制負担金)
基 配分水量比 37 53 59 

一
使用料金(nf ) I (臨時給水負担金) 3 5.5 7.5 

25 

一
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とうして，幾多の困難を克服して，酒匂)11の自流水による待望の一部給水が，昭和49年4月1

日より開始された。とれは単に3 水源としての酒匂)1I水系を導入したということにとどまらずヲ

相模。酒匂の両J1I による相互調整によりう緊急時における弾力的な運用が可能となったと wうこ

とモも深い意義がある。その後は年々施設を拡大して供給量も増加し貯水施設も含めた全施設

が完成した昭和54年 4月から日量145万4，800m'の全量給水が可能となれここに酒匂)11総合開発

事業は完成をみたのである。

3. 高度成長とオイルショックの対応

1横浜市総合計画。 1 の策定

本市では“ 6大戦争" に引き続き，多くの都市問題を総合的に解決していくため9 昭和

48年支 を起点に昭和60年度完成を目指した新しい都市計画案「横浜市総合計画・ 1985J

を作成し，昭和48年 8月2 横浜市国際港都建設審議会に諮問すると同時にp 市内各区K 1あすの

横浜を話しあう区民の集い」を聞いて市民の協力を求めた。同案は11月になり審議会の審議を経

て決定をみたが，本計画Kよると 3 市民の福祉と生活環境の改善D そして国際平和都市の建設が

柱となっている。

本計画のなかで、ヲ水問題については水危機の現状とその対応策に触れD

i横浜は，現在ほどの都市規模に達していない時期にも 9 水不足を何度か経験してい

る。しかしそれは施設整備のおくれや長期にわたる降雨量の不足によるものであり，

水資源開発を行えば，解決する見通しをもてるものであった。

しかし今日では，水は都市にとって有限念資源であるという認識に立たざるをえな

い。今や社会的 e物理的に可能た開発水量からョ都市規模と都市活動の拡大を制御すべ

き転換の時期にある。給水制限の常態化や自のとび出るほど高い価格の水を供給するよ

りは9 今日の時点から都市の適正念抑制。誘導措壁を講じ9 都市生活の破?と

防止するととが9 ところ市民の利益にかなうのである。J

と述べ，長期目標とレど

① 神奈川県をはじめ関係各都県との協力により，広域的な水資源開発を促進し，市民の水を積

極的に確保する。

② 市民。企業に協力を求め，水の節約を図るとともに9 下水処理水の再利用と海水の淡水化を

推進する。

ζ とを掲げ，長期事業計画として表10-34の主要事業

との水危機は全国共通の課題でもありヲちなみに 9 厚生大臣は昭和i46年10月，生活環境審議会

に「水道の未来像とそのアプローチ方策についてJ諮問してやる ζ とでも，全国κわたっ

化している乙とがうかがえよう。これを受け昭和48年 8月に提出された答申では，ま
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表 10-34 主要事業内訳

事 業 名 | 事 業

第10主主 相撲)11と酒匂川を結んだ第8周拡張コ

内 容

神奈川県内広域水道企業団による沼匂川開発卒業
開発水量 156.43万rrf/日

酒匂川耳)(7)(
横浜市分 60.52万ぱ/日

新規水源開発
宮ヶi身長夕、ムをはじめヲ利根川ー富士JII水系等からの取

取水量 80万rrf/日
7]':: 

配水池 8箆所 28.5万nf
第8回拡張工事 j酉匂川l受水に{半う設備増強

送配水管延長 175，500m 

配水池 8箇所 26万nf
第合図拡張工事 新規水源開発事業に伴う設備増強

送配水管延長 202，OOOm 

配水管整備 配水管の新規布設，老朽管の布設替え 配水管延長 1.625.000m 

導水施設主華僑
老朽導水管の取替え 4，340m 
導水fui:道の補修 4，OOOm 

水施設整備 浄水場の薬品注入設備の改良
浄 沈殿池・瀦過池の増強

国民が等しく均衡のとれた負担で同質のサービス」を受けられることを目標にp 生活に必要な水

道水を確保することをナショブルミニマムとして確立すべきであることを基本にし，水道の環境

変化に対応した技術@財政基盤の強化策として広域水道圏の設定と財政面での強力な助成の必要

性を指摘し料金は供給サーピスの対価ではあるがラ需給のアンバランスの実情から地域によっ

ては需要抑制型の料金の体系指向も考慮、できると述べている。そじて翌昭和49年には3 厚生省の

環境衛生局に課から昇格して水道環境部が設置され，水問題の重要性の認識は高まってきた。

(2) 突如襲ったオイルショック

昭和48年 (1973)の秋に起った第4次中東戦争を契機に，中東の産油国は結束して大幅な輸出

制限と価格の引上げを発表しラ第 1次石油危機が全陸界を襲い，エネルギ、ー及び産業資源として

の石油を崎、ほ、全面的に p 中近東からの輸入原油に依存していた日本に計り知れない不安をもたら

い高度経済成長路線に大打撃を与えた。 ζ うした事態に対応するためラ政府は石油緊急対策要

綱を策定し， 11月以降フ基幹産業に対して10%，その他の

一般企業には20%の石油・電力の削減を打ち出すとととも

に，ネオンの禁止フテレピ@ラジオ放送時間の短縮など消

費国での抑制にも乗り出した。 11月にはガソ Pンスタンド

の日曜@休日休業制が実施され，テレビの夜間放映が打ち

切られたのは，翌昭和49年 1月のことである。

しかし，企業は先行きの物不足を見込んで原材料備蓄に

狂奔したため物資の需給逼迫に拍車がかけられ，また個人

はトイレットペーパ-，洗剤等の生活関連物資の買いだめ

に走ったので市場からその影を消すほどのパニック状態を

呈しp これに伴って建設資材から生活用品まですべてが狂

乱物価状態となってしまった。政府は昭和49年度の予算編 陥和48年10月18日(神奈川新聞

6:タ7



成に当っても厳しい総需要抑制策を打ち出した結果，年度末にはさしもの物不足も沈静化の方向

に向ったが，狂乱物価で高騰した物価は下らず，乙の狂乱物価と物不足と総需要抑制策によって

経済は低迷し，昭和49年度は戦後はじめてのマイナス成長を記録し，高度成長は終りを告げた。

この間，各工事は資材不足にあえぐだけではなく，狂乱物価によって契約の更改をしなければ、

ならないほど資材費・労賃が上昇し，建設工事費は計画額を大幅に上回り，維持管理費も電力料

の大幅値上げをはじめ諸経費の高騰によって，昭和48年の改定による財政計画は根本から崩れ去

ってしまった。

(3) オイルショックで第8回拡張工事費は倍増(第 1;次計画変更)

第 8回拡張工事は，昭和46年 (1971)度に着工以来順調に進んでいたが，昭和48年の秋に突如

襲ったオイルショックに端を発した狂乱物価と物不足によって暗礁に乗り上げてしまった。しか

も，その後の不況下における物価高，いわゆるスタグプレーションという異常事態に産業活動は

低迷し，市の基幹事業も大きな痛手を受け，金沢埋立てなど大規模工事の変更を余儀なくされる

念ど，水需要の動向にも大きな変化が現れてきた。ち左みに，これまで急増を続けて昭和48年に

は1日最大給水量133万2，100niを記録した本市水道も，翌昭和49年は 1万6，000ni減少して131万

6，000niにとどまり，水需要は増勢から一転して鈍化の兆候がみられるようになった。

このよう念状況をもとに第8囲拡張工事の見直しを行い，原計画の総事業費378億円を613億円

に，計画目標年次を当初予定の昭和52年から 3年遅らせた昭和田年に変更する計画変更案をまと

め，昭和50年7月21日の市議会に提案した。狂乱物価の時とはいえ工事費が大幅に増額されてい

ること，それはまた今後の水道財政に大き念影響を及ぼ、すζ とが明らかなこと，更にこの時には

同時に工業用水道料金の改定案も上程していたととなど問題が大きかっただけに会期中に結論が

得られず，会期を延長して同月31日ようやく付帯意見を付して議決され，また同日，固に対して

水源対策と財政援助を求める意見書も採択された。
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付帯意見

水第 2号議案

第 8回拡張工事計画は，市民給水の万全をはかるための企業団受水施設の整備であ

り，今回の計画変更は経済変動に伴う工事費等の増加によるもので止むを得ないものと

認めるが，この増額変更が水道財政に及ぼ、す影響を緩和するため，次の措置に関し，特

段の努力をすべきである。

記

1 工期の延伸によって給水に支障をきたすなど市民生活に悪影響を及ぼすととのない

ょう留意すること。

2 国に対し長期，低利の企業債の確保と，国庫補助制度の創設による資金の導入を園

ること。
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3 設備の近代化と人員の適正配置を図りヲなお一層の企業努力を行うこと 0

4 水道財政の健全化策を可及的すみやかに講ずること。

水道事業及び工事用水道事業の水源対策並びに財政援助に関する意見書

近時p 国民的要請に基づく生活環境の向上に伴って，水道事業の果す役者lはまことに

大なるものがあるがラ大都市における水道事業は人口及び産業の集中と生活水準の向上

に伴う水需要の急増額向が続きヲ新規水源の確保と市民給水態勢の整備に追われ膨大な

投資を余儀なくされている実情である。

本市水道事業もこの例にもれず，

張工事と水道施設の整備拡充に年々

るため，水源対策として

を行ってきたが，この財源である企業債

の元利償還金が呆増しその財政を圧迫する最大の原因となっている。これに加えてオ

イルショックに端を発した異常念物価の高騰は，上水道及び工業用水道事業の経営に極

めて大きな影響を及任、し9 まさに財政的危機を迎えるに至っている。

一方，今後の水需要増大に対処するための新規水源の確保は，極めて困難念状況とま

っており，国の抜本的な対策はもとより，現在の既得水利権の合理的存配分につい》ても

強力な行政措置が必要と考えられる。

よって政府におかれては3 上記実情をど賢察のJニフ国家的見地からど欠の事項に関し，

有効かつ適切な措置を講ぜられるよう強く要望する。

ここに横浜市議会は，全会 ι致をもってヲ地方自治法第99条第2項の規定により

書を提出する。

記

1 水道事業の財政健全化を図るため，大規模投資に対する大rl届念国庫補助を実現する

とともにヲ企業債の許可対象を拡大L，併せて償還年限の延長と利率の'71き下げを行

うζ と。

2 工業用水の使用合理化と代替水源開発の促進を図払 ζれによる

に転用てできるよう制度の改善を図ることc

昭和田年 7月31日

大蔵大臣)

建設大臣!

自 治大臣 i 、
F うて

厚生大臣|

通商産業大臣!

国土庁長官 J 横浜市議会議長

大久保英太郎

料計画変!I!の内容

1) 工事費の高騰に伴う増額

第8囲拡張工事は昭和46年に着工以来フ昭和48年前半に至るまではおおむね順調に推移した。
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しかしシ同年秋の石油ショックに端を発した異常経済の影響により，本計画の作成当初には予想

しえなかったほど建設資材価格及び労務賃金等がよ昇L，工事費の高騰をもたらした結果3 原計

画の達成が不可能になったので，工事費を実勢に改めるとともに，今後予想される物価上昇分を

見込み9 その所要額を増額措置する ζ ととし，原計画378億円を613億円に事業費を変更するもの

で、ある。

増額された235億円のうち，約185億四がインフレ分を実勢価額に合せるためのものであり歩残

り約50億円が今後の物価上昇分であった。

2) 水需要の鈍化に伴う工期の延期

原計画策定時におりる水需要の動向はヲ毎年10万人前後も激増する人口と急速な都市北を背景

に大l屈な増加傾向を示していた。だが，総需要抑制策の影響による不況のため，昭和49年

度の 1日最大給水量は131万6ラ OOOm'と，前年度笑績を 1万6，OOOnIも下回る結果となった。そ ζ

で，原計画における予測値と実績値との差及び市民の節約ムード等を勘案し3 計画目標年次を 3

年延伸して昭和田年ι すなわち，当初予定の 6か年計画を 9か年計画に変更した。

表 10-35 横浜市人口及び給水量増加1推計表

ZA 
A IJ 給 水量

総人口 普及率給水人口 l人 1B I 1日平均 1人 1日 1日最ゴ
(人) I (%) i (人) 平均(e ) I (m') 最大(.e) (m') 

1，788，9151 93.3 11，668，168 3'70 1 617，0001 464 773，7C 

41 1，859，772 93.5 1，738，887 395 686，000 484 841， IC 

42 1，9'15，272 93.8 1，824，665 404 738，000 485 885，4C 

43 実 2，047，487 408 799，000 496 971，7C 

44 2，143，820 95.8 12，053，708 421 864，000 508 1，043，7C 

45 2，238，264 96.2 12，153，210 438 943，000 533 1，148，0( 

46 績 2，342，809 96.5 2，260，086 443 1，002，000 536 1，211，OC 

47 2，433，024 96.8 2，355，167 451 1，062，000 537 1，265，OC 

48 2，494，975 9'(.1 2，422，621 453 1，098，000 550 1，332，OC 

49 2，562，291 97.3 2，493，109 430 1，072，000 528 1，316，OC 

50 2，639，000 97，5 2，570，000 432 1，110，000 525 1，350，OC 

51 
推

2，707，000 97.7 2，640，000 432 1，140，000 542 1，432，OC 

52 2，781，000 97.9 2，720，000 434 1，180，000 557 1，516，α 
53 2，861，000 98.1 2，810，000 434 1，220，000 5'70 1，602，OC 

54 2，947，000 98.3 2，900，000 434 1，260，000 583 1，690，OC 

55 3，039，000 98，5 2，990，000 435 1，300，000 595 1，780，OC 

(人口は10月 1日現在)

第 2号議案

横浜市水道第8回拡張工事計画の一部変更
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横浜市水道第g田拡張工事計画(昭和45年12月7日
切?
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の一部を次のよろ



第10章相模川と沼匂川を結んだ第8回拡張工事

昭和50年7月21日提出

横浜市長 飛鳥田一雄

第 5項中 137，800，000，000円」を 161，300，000，000同JK改める。

第7項中「昭和51年度までの 6箇年」を「昭和54年度までの 9箇年」に改める。

提案理由

横浜市水道第8回拡張工事計画決定後の情勢の変化に対応する等のため，この計画の

一部を変更する必要があるので，地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべ

き事件に関する条例第2号の規定により提案する。

変更計画の概要

目標年次

施工期間

総工事費

計画総人口

計画給水人口

計画普及率

計画1日最大給水量

計画1人1日最大給水量

原計画

昭和52年

昭和46年度

~昭和51年度

(6か年計画)

378億円

2，900，000人

2，840，000人

97.9% 

1，780，000ni 

627.e 

伺第 1次計画変更に伴う変更工事の概要

1) 浄水工事

内容は原計画のとおり。

2) 送水工事

変更計画

昭和55年

昭和46年度

~昭和54年度

(9か年計画)

613億円

3，039，000人

2，990，000人

98.5% 

1， 780， OOOni 

595.e 

送水管布設工事についてはほぼ、原計画どおりであるが，送水ポンプについては市内水圧が原計

画立案時点で見込んでいた水圧よりも低下していたため，送水ポンプの揚程を上げる必要が生じ

たことなどにより，原計画の出力1，880kWを2，500kWに増強する。

3) 配水工事

配水池の築造，配水管の布設は原計画どおりとするが，配水ポンプについてはその後の市内の

発展並びに開発状況に応じて原計画の総出力5，380kWを6，750kWに増強するとともに，建物の

騒音防止等に十分な配慮を行う。
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図 10-15 第8閏拡張工事変更計画図
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第10章相撲}IIと酒匂川を結んだ第呂回拡張工事

表 10-36 変更計函工事費内訳表 (単位:千円7

原 百十 画 p三え、v 更 計 画 ⑧ー③
費 日 工 種

|金額③事 元件ミ 旦豆主 事業景 金額⑤ 増 ムj成

総工事費 37，800，000 61，300，000 23，500，000 

1工事費 37，680，000 61，100，000 23，420，000 

(1)浄水工事費 4，946，000 7，828‘030 2，882，030 

着水井 l j血 37，000 1 J也 36，950 ム 50 

沈 j殿 i血
90，000m'/日/池

831，000 
90，ωOm'/日/池

823，828 ム 7，172 
X4池 X4i也

急速b慮ill!i也
17，500mソ日/池

693，000 
17，500m'/日/池

681，639 ム 11 ~ 361 
X10i也 X 10il!! 

計装設備
電力， ~I 装及び薬

2，521，000 
電力，計装及び薬

5，106.817 2，585，8F 
品注入設備 品注入設備

管理 棟 1 t東 864，000 1 fm 1，178，796 314，796 

(2)送水工事費 2，210，000 2，717，840 507，840 

送水 管
I:J径 1，OOOmm~ 

1，864，000 
口径D ， O仁 Omm~

2，368，911 504，911 
1 ，800mm 6，900 m 1，800mm 7， 100m 

ポンブ 3か戸斤 1，880kW 346，000 3か所 2，580kW 348，929 2，929 

(3酒~JJ(工事費 25，501，000 45，531，130 20，030，130 

配水 池 8カミl'Jr285，000 m' 7，711，000 8カミ月庁 285，000m' 11 ，847，376 4，136，376 

自己水管
口径~500mm~2 ， 00。

16，790，000 
口径500mm~ 2，000 

30，375，907 13，585，907 
mm 168，600 m mm 168，600m 

ポンフ。 15か所 5，380kW 1，000，000 15か所 6，750kW 3，307，847 2，307，847 

(4)用地費 4，948，000 4，948，000 。
用地資 I自己水池用地ほか

4，948，000 
配水池用地ほか

4，948，000 。
232，610m' 215，160me 

(5)建 物費 60，000 60，000 。
建物費 1 式 60，000 l 式 60，000 。

(6)器具機械費 15，000 15，000 。
器具機械費 1 式 15，000 1 式 15，000 。

2事務費 120，000 200，000 80，000 
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表 10-37 変更計霞工事重量年度理IJ支出額内訳表 (単位:千円)
一…一一~調惨

昭和48年度|附昨皮費 日 工事資 昭和46年度 昭和47年度

浄水工事費 7，828，030 630，551 1，377，334 1，270，034 646う147

送水工事費 2，717，840 43，548 318，983 1，009，780 526，371 

配水工事費 45，531，130 1，745，992 3，430，803 日，052，462 9j397，80G 

用地主2 4，948，000 1，013，538 439，254 244，492 205，078 

建物資 60，000 44，945 15，055 

器具機械'['1 15，000 4，937 3，865 6，198 

事務担f 200う000 16，489 14，70G 17，034 24，598 

61，300，000 3，500，000 5，GOO，000 7，600，000 10，800，000 

'f'( 目 河召干[150年114; 日!4和51年日工 附

浄水工事費 日15，638 1，416，299 841，280 499，455 231，29兄

送水工事費 261，299 426，787 131，072 

配水工事資 5，126，749 4，951，691 4，830，775 6，403，161 4，591，691 

用地費 872，921 379，278 1，502，000 271，439 20司 O()O

建物資

器具機械費

事務費 23)393 25，945 25，945 25，945 25，945 

?言i一 7，200，000 7，200，000 7，200，000 7，200，000 5，000，000 
一一

4. オイノレショックと工業用水道事業の経営計画

オイノレショック(昭和48年)を契機とする経済変動は， と工業用水道事業の両財政κ:

も大き念影響を与えた。 ζ とK，工業用水道事業では2 新しいこ きな事業うすなわち，公

害防止対策としての排水処理施設建設事業及び水使用の合理化対策とし℃の合理化設備事業に着

手したぽかりという時期であったためp 極めて苦しい対応

工業用水道事業の現財政計画はb 昭和L14年10月

年度には累積資金不足額を解消できる見込みであったが，

られる ζ とになってしまった。

しラその収入増により昭和49

物価高騰の影響等により昭和49

年度決算では約 3，300万円の累積資金不足が生ずる ζ とが見込まれョ今後の財政状況は急速に悪

化する ζ とが必至と在ってきた。しかし，排水処理施設と合理化設備の建設は，建設賓が増加し

てもいずれも早急に推進しなければ念らない重要事業で、あり，これら事業を計画どおり促進する

ためには ζれを支える財政の健全化が重要な鍵となった。そこで，昭和50年度から昭和53年度ま

での 3か年間の財政計画を検討する一方，この新財政計画で、はラ前述の排水処理施設及び合理化

設備の建設事業のほかヲ工業用水道の創設施設のうち改良を要する石綿セメント管の布設替えを

う配水管整備事業にも取り組むととになった。

f仰



第10章相模)11と酒匂川を結んだ第8回拡張工事

(1) 排水処理施設建設事業

昭和45年 (1970)12月，公共水域への排出水による水質の汚濁を防止し，生活環境の保全を目

的とした水質汚濁防止法が公布され，産業排水を対象に強い規制措置がとられるととになった

が，水道と同様に工業用水道の浄水施設も昭和51年6月 1日(適用猶予期間 1年間)に水質汚濁

防止法に基づく特定施設に指定されたことにより，沈澱池等から生ずる排水は従来のように河川

等に放流するととができなくなった。

工業用水道の沈澱処理施設は鶴ケ峰と小雀の 2箇所にあるが，とのうち小雀については，取水

から導水までの施設が上水道との共同施設となっており，工業用水道の沈澱処理施設も小雀浄水

場内に建設するなど上水道施設と密接な関係があると同時に，小雀浄水揚については既に上水道

第7囲拡張工事のなかで排水処理施設が建設されており，その施設を増強することによって原水

の高濁時でも法規制に対応できるよう増強整備する計画であったので，工業用水道は ζの計画に

よって完成する施設を利用し，その使用料を負担するととにした。また，鶴ケ峰の施設について

は工業用水道の単独施設であるため，独立した排水処理施設を建設するととになった。

排水処理施設の型式は，鶴ケ峰の建設用地が狭いため，機械脱水方式を採用するとととし，導

入に当って立型加圧脱水方式，横型フィノレタープレス方式，ダイヤブラム付横型フィノレタープレ

ス方式等について比較検討した結果，総合的に立型加圧脱水方式が勝れていること及び既に小雀

浄水揚での稼働で良好な実積をあげているととから立型加圧脱水方式を採用した。また，脱水機

の脱水能力を促進させるための助剤として，消石灰を混入することになった。ただし，脱水機か

ら出る櫨液及び穂布洗浄排水のアル 図 10-16 工業用水道鶴ケ峰沈澱池平薗図

カリ度及び硬度が高過ぎるので，液

化炭酸ガス中和設備を設置して櫨液

を液化炭酸ガスにより中和し，アJレ

ヵy度及び硬度を低下させるととが

必要であった。との工事は，排水処

理施設建設事業に引き続き，別途工

事として昭和51~52年度の 2 年間で

施行する計画であった。

この排水処理施設建設事業は閏庫

補助金の対象事業であったが，工業

用水道事業の場合は，当初昭和49年

度までに施行するものを補助対象と

する ζ とに念っていたので，水道事

業計画(昭和49年度から昭和51年度)

より計画を早め，昭和48年度から昭
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和49年度までの 2か年で建設する ζ とになった。な$，排水処理施設建設事業費は 9 当初 5億

5， 700万悶を予定していたが，オイルショッタの影響を受けて財政計画検討時(昭和49年度)に

は9億 6ヲ324万余同と大幅な増額を余儀なくされ，また工期も 1年繰り延べとなった。

表 10-38 排水処理施設建設事業重量
(単位:千円)

区ー一うず一一--ー一 昭和年度 48 49 50 計

当 争刀 E十 回 客百 334，500 222‘500 557，000 

料金改定時計画額 340，864 285，382 337，000 963，248 

フとEミ~ 奇事 340，864 285，382 344，989 971，235 

日オ 国 庫 補助金 65，000 54，600 64，000 183，600 
1原

笑殺
:Jf 二 業 'fiz 259，320 218，617 255，733 '733，670 

白 己 資 金 16，544 12.165 25，256 53，965 

手市 浄水工事費 323，898 263，831 258，560 846，289 

資
Jlh 

用地費ー補償費 49，142 49，142 
目 対象

付帯 雑 費 8，091 10，876 14，341 33，308 
5!U 

内
五十 331，989 274，707 322，043 928，739 

訳 補 浄水工事費 6，490 9，413 10，780 26，683 

用地費・補償費 11，012 11，012 

i)責 象外事業費 付帯雑費 2，384 1，263 1.155 4，801 

8，874 10.676 22，947 42，496 

図 10-17 工業用水道重量判峰沈澱;也排水処理施設フ回一少ート
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第10章 相撲)11と酒匂川を結んだ第 8回拡張工事

(2) 工業用水合理化設備事業

本市の工業用水道は，工業用水法に基づく地盤沈下防止と工業の健全な発達に資することを目

的として昭和35年に創設しう鶴見・神奈川地区及び西。保土ケ替地区工場への工業用水供給を開

始した。ととろがョ給水開始後も産業経済は高度成長を続け，工業生産の活発化に伴って工業用

水の需要も急激友増加傾向を示しラ工業用水供給も地盤沈下防止地域に限ったのでは工業用水道

事業としての使命を果たさなかったのでョ引き続き産業基盤整備を目的として水源開発と拡張工

事を施行し3 昭和40年には磯子。中地区及び戸塚地区工場への工業用水供給を開始し，

工業生産に欠く ζ とのできない工業用水の安定給水確保に努めてきた。

一方有産業経済の高度成長は9 本市内に沿いて年間四万人を超える異常な人口増と在って現

れョ生活の向上と相まって急激な生活用水の需要増を促し，近い将来において県内水源の開発で

は到底賄い切れなくなる勢いの需要見通しであった。

ζれまでの拡張工事でもみてきたように3 限られた自然を対象とする水源開発は水道事業にお

いて大きな課題であったが，近年では，開発適地の減少ョ更にダム建設に伴い水没する地域の問

題などにより，水源開発は一層困難に在ってきているので、 水源開発計画についても従来のよう

在需要追従型の需給バランスによって水源開発を進めて行くというパターンではなし今後の水

需給はヲ水資源の有限性を基盤にしたものとし3 水消費パターンも節水型へと修正することによ

って，安定した需給バランスを悶らざるをえない事態も考えなげればならなくなってきた。この

ような状況のなかで，当面ぅ生活用水の水源確保を優先させるとすれば9 工業用水道としては，

工場内におη る水使用パターンについても従来の~j@式の使用形態を改め，循環使用や一度使用

した水を他の用途に便用するなど水使用の高度化を促し限られた水資源を、有効利用することに

よって安定した需給を図るとともに q 省資源翌日社会への指向に応えていかなりればならない時期

に入ったのである。その具体策のーっとしてコ昭和49年度から昭和51年度までの 3か年計画でヱ

業用水合理化設備事業を推進することになった。

一方，当時ヲ国においても「工業用水使用合理化促進法(仮称)J立法の動きもあり，本市と

しては， ζ うした国の動向を背景にして本市の工業用水合理化設備事業計画の検討を進めてきた

ものでヲこの事業の計画案の認可について通産省に協議したところ p 通産省は本市の水辛情等も

配慮し，昭和49年度の二予算で国庫補助対象事業として取り上げ、るととにつき，積極的な意向を示

した。 ζ うして，工業用水合理化設備事業はョこの種の国庫補助対象事業の第 1号として認可さ

れることになった。

ζの工業用水合理化設備事業は，①工場内におりる工業用水の使用適正化を図るためs 契約水

量に応じて供給水量を固定化し，超過使用を規制する定量流量弁を各工場に設置する，②工業用

水道施設管理の自動化と省力化を図るためヲ工場及び送配水施設の流量計と工業用水道管理事務

所に設置する電子計算機をテレメータで結び，工場側の使用水量及び送配水流量を常時監視し，

送配水量を調整する集中遠隔監視制御装置等を設置し工業用水の使用を合理化することを骨子と
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していた。

とれまで3 本市工業用水道の供給方式は，各工場は契約水量に基づく一定水量を常時均等使用

する責任使用水量制により受水する建前になっているがpζ の責任使用水量箭Ijは主として工業用

水道料金徴収の算定方法として採用されたもので、ヲ実際には各工場の受水量は P 各工場の自主管

理に委ねていたため，常時均等使用は守られずラ使用水量は常時変動しておりョ現行の管理シス

テムて仕工場側の使用水量の変動状況を把握するととが困難であった。一方ヲとの使用水量の変

動に対応して送配水量を調整するためのパノレブ、操作についても鶴ケ峰ヲ東寺尾ラ西谷p 間坂の 4

詰所において配水池等の水位計@流量計及び実績統計値等による予測{胞によって遠隔手動操作パ

ノレアゃを開閉する方式とをっていた。 ζの管理方式ではp 職員を配置している昼間はなんとか問題

念く処理できているが9 夜間等9 職員を配置していない勤務時間外については，配水池等のオ:

⑩流量を記録紙に自動記録させ，送配水量の管理は，実績統計{!直による安全i直をセットレC$

くという配水管理方式をとっているため，工場側の使用水量の大幅な変動により発生する配水池

等からのオ..... -/~~ーフロー或いは配水量の不足により発生する濁水等 rc対する対応ができず，無効

水量等が問題となっていた。

本事業が完成すればョ ζれらの問題を解決すると同時K，各工場の流量計と

テレメータ化による自動検針により，従来行っていた各エ場の流量計記録紙回収業務が不用と念

札 ζの記録紙を基vtこ手作業で行っていた使用水量計算及び料金計算業務も

きる念どz 事務処理の能率向上も図れる。この合理化設備事業は，当初，工期は昭和49年度から

昭和51年度までの 3か年号事業費は 5億 4，700万円の計闘でスタートしたがD 物価の異常在高騰

によって財政計画時点(昭和49年度)の見直しでは事業費は 8億 770万円と大幅な増額となって

しまった。

表 10-39 君主理化設機事業費内訳

区 :ノヶJ 一一一 u空~一一一竺~ーー L19 50 51 言「

当 事リ 同J i1m 150，000 250..000 147，000 547，000 

料金改定時計画額 150，770 365，000 375，000 890ヲ770

実 <<~t 150，770 449，041 296.312 896..123 

ltj 
国庫補助金 30，000 86，600 49，800 166，400 

ih~{ 

実経i

企 主主 {責 119ヲ7732L…6山白 ーい寸 J 貝f亡L 金 997 48， 179 1 66，320 

前H 送水工事費 94.666 9Li，666 
'!1i JJ)J 配水 3二 ~F 費 144，013 329，890 2/1O， lL14 714喝 047}~ tI 

象 議可 延長 空l( 980 980 
5J1j 三件

十l' ;iti 佐賀 5，77'7 1 13，439 11，093 30，359 
内 占長

訳
資 ノj、j'，f I 150，770 I 438，045 251，237 8tlO，052 

尖 配水工事日資哲1ι:I ー lO.29~ 44，980 55，272 

私21 付帯雑 - !  704 95 '799 

45，075 56，071 
一 ト一一一ーー←ー一一一一~戸一一一一一一一一也一局

708 
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工業用水道集中遠橋管理システムの概要

i ) 管理システムの構成

工業用水道集中遠隔管理システムの構成はシステム図に示すように， 3路線のデータをすべて

ローカルテレメータ装置により一旦3 各詰所に設置した計装盤に集中し，そ ζからセンターテレ

メータ装置を介して管理センターへ伝送しまた各供給工場の使用水量データもテレメータ装置

して管理センターへ直接伝送する。

管理センターにはヲこれらのデータを受け取るテレメータ装置と集中したデータを一括自動管

理する電子計算機設備と監視制御盤及びこれらに安定した電源を供給するための無停電安定電源

装置を設置した。

ii) 管理システムの基本方針

管理システムは次の基本方針により計画した。

① 工業用水道施設の管理運営は管理センターに集中 L，各路線の詰所は無人化する。

@ 工業用水道施設の運転は電子計算機による自動監視9 制御方式とする。

③ 管理運営に必要なデータをすべて管理センターに集中することに上仏工業用水道施設全体

の状況を常時把J屋し，異常発生時には状況に即した処理を容易にする。

④ 各供給工場の使用水量の検針からラ納入通知書作成までの料金計算業務を電子計算機化す

ヲ
官〉。

③ システムの信頼性と経済性をえ慮した効率の良いパックアップ機能を備える。

⑥ を図るためラオンライン Pアノレタイム処理の空き時間を利用した料金

図 10-18 工業潮水道集中遠隔管理タステム
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日報。月報の作成蓄積データの解析p その他技術計算等のオフラインパッチ処理をはじ

めとする新た念プログラムの開発を行う。

監視方式

グラブィックパネルョカラーディスプレイ ッセージ用タイプライタによ

り構成している。

制御方式

制御方式は中央自動，中央手動p 現場自動，現場手動の 4モードの制御が行え，通常は中央自

動モードにより，電子計算機κよる DDC制御を行う。電子計算機またはテレメータがタウンし

たときにはp 自動的に現場自動に切換えられ，各詰所に設けられたアナロ夕、調節計により制御の

ノずックアップ体制がとられる。

供給工場のテレメータ装置は~ 'l'8工場の使用水量と超過使用水量を監視するだけのシステムで

あるため，子局テレメータ装置や伝送回線の二重化は行っていないがヲ管理センタ…にある親局

の故障の場合には全工場のデータ収集機能が停止し?

レメータ装置だけを二重化Lている。

v) 電子計算機システム

に影響するため，親局のテ

システムの中枢となるものでp 操作性@信頼性とともに拡張性も十分K考慮

した構成となっている。その特徴としては‘プログラムの開発が容易に行えるよう，カード!lー

付J

夕、、ークカードノ4ンヲコラインプ P

ンタなどの周辺装置を充実さ仕て

おり 3ζれに伴い磁気ドラム装置

を1.24K Bと大容量にしているo

定量流量弁

自動的 な

い構造の弁-C:'， 各工場の給水施設

に取り付り p 超過使用を規制する

ものである。

本市の創設工業用水道事業は昭和35年 (1960)に発足したが9 国庫補助金の受付との関係で供

給料金の単価は基準料金内に制約されていたのでう事業費をできる限り節減すn る必要があったた

めジ工場地帯内に布設する口経2叩へ-400mmの配水管は価格の安い石綿セメント

しかし，この石綿セメント管はラ安価で腐食しないなどの利点がある

令H訊官三告のτ主由 L った重車両の通行量が増加しそ
え，近年は創設当時?とは予測
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第10輩 相撲川と酒匂川を結んだ第8囲拡張工事

裂，漏水が多発する傾向をみせてきた。そんな折の昭和49年，地震予知学会が川崎市を中心に直

下型地震の可能性があると発表した ζ ともあって，本事業としても地震等の災害が発生した場

合，この石綿セメント管の破裂による二次災害を防止する対応策が必要と考えられた。このた

め，乙の石綿セメント管(約8km)を強度のある鋼管又はダクタイル鋳鉄管に布設替えすること

になり，工業用水道配水管整備事業 表 10-40 工業用水道配水管整備事業

計画を立案し，昭和51年から昭和53

年にかけて工事を施行した。

(注)※昭和53年度分は西区線のう

ち三菱重工業欄の移転決定に伴

区京一---.!!互翌三度

言画十
事業費(千円)

布設替延長 (m)

実績
事業費(千円)

布言止法bif辱 (m)

51 52 

354，000 470，000 

2，985 3，150 

357，995 303，914 

2自!)c) .i ~~7 

53 計

302，000 1，126，000 

1，905 8，040 

一 661，909 

百百 6，886 

い中止したため減となった。な ※ 53年度分は西区線のうち三菱重工鮒の移転決定に伴ない

主'3'~との一時中止していた部分

の石綿セメント管についてもそ

の後， MM21地区への供給計画

に併せて昭和60---61年度に工事

費約 9，571万円をもってダクタ

イル鋳鉄管 1，224mに布設替え

した。

(5) 工業用水道料金の大幅値上げ

中止したため減となった。

表 10-41 工業用水道配水管獲備事業実績内訳

区古一ー~型竺皮 51 52 

事 配水工事費 351，100 290，935 

業 付帯雑費 6，895 12，979 

資 百十 357，995 303，914 

M 斗lE: 業 {責 341，205 279，405 

自 己 資 金 16，790 24，509 

i原 言十 357，995 303，914 

(単位:千円)

計

642，035 

19，874 

661，909 

620，610 

41，299 

661，909 

財政計画の検討に当って，現状の経済激変時期にあっては長期見通しをたてるととは不可能で

あるため，当面する昭和53年 (1978)度までの計画にとどめた。

こうして，排水処理施設建設事業，合理化設備事業，配水管整備事業の 3事業を柱として財政

計画の検討を進めた結果，前回の財政計画期間の最終年度である昭和49年度が決算見込で約3，300

万円の累積資金不足が生ずる見込であるのに加え，その後の 3か年間の収支は急速に悪化し，昭

和53年度末における累積資金不足額は約31億 1，600万円に達すると予想された。当時の 1年間の

料金収入が約7億 3，000万円であったので，わずか 3か年の聞に一挙に料金収入の 4年半分の赤

字を計上するという異常念事態となり，工業用水道事業は営業開始後最大の経営危機を迎えると

表 10-42 工業用水道料金と元利償還費の比較(見込)
(単位千円)

正京一一一一旦fEfE度 49 50 51 52 53 

工業用水道料金収入ω 704，859 710，460 732，345 733，195 734，003 

7G 支払利息 (B) 274，448 319，529 338，781 386，488 419，632 手。
{賞 元金償還金(C) 205，522 193，759 177，922 277，912 344，912 

還金 計 (B+C) 479，970 513，288 516，703 664，400 764，544 

B-トC (%) 
A 

68.1 72.2 70.6 90.6 104.2 
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とに念っ?と。

それは，単に狂乱物価による影響だけでなく，創設時十乙受水工場が引き受け

子縁故債の元金償還が昭和52年度から始まるという時期を迎えていたからであり，財政的には義

していたのである。

ζ の最大の経営危機を乗り るため，昭和50年 7月， 81豆1拡張工事の計回変更と

同時期 した。改定案の概要はう 昭和53年度まで、を財政期

間とし， 昭和50年10月から 139.'7の大|障な改定を行うというものであった。なお3 ζれは ζの

機会ーに条例l料金外に徴収していた付加金を正規の料金に組み入れる を含んだ改定率であ

ったのでラ これを除いた実質改定率はとなっていた。

雪景 '10-43 工業用水道料金の現行・改定比較表

f昭和初年10月1日改定) (単位。円1m")

区 現

分
系統 7JU

水道料金

きE 相模湖系統 5. 
ヱド;

馬入川系統第lJ¥月 7 
料金

馬入川系統第2期

特 中目 I矢 j胡糸 j充 5.5 
J主-'己

馬入ill系統第1期
不戸.m、十

馬入川系統第2封切 7 

ts 相政 j胡 系統 10 
j邑

馬入川系統境Sllt月 14 
料金

馬入川系統第2期 14 

加重平均 5.50 

行 F久 定

付 加 金 水道料金

。.5 5 

0.5 7.5 15.5 

2.5 9.5 
ト一一一一一

0，5 色

2.5 9.5 31 

2.5 自.5

16 26 

2'7 50 

13 27 

1.10 7.60 15.58 

実質平牧民105~' i 
平:l6J改定率139.'7%

表 10-44 工業用水透科会改定!とよあ噌収見逃間 f単位:千円

一一一
区 分 現行料金収入額 1にイP斗そ(長金了→収1，，-入日上額λ V 増収見込傾

7J'( Jg ヲ- ギト 金 2，554，773 5，12.2，473 3，56'{す 705

イナ 力百 金 '131，180 ムL131.180

2，985，953 6，122，473 3，136，525 

増収見込宮(1 3)J36，525 

累積資金過ム不足額 ム3，115，390

:→壬ぽ己己r 守! 20，635 

(注)昭和50年1(i月から昭和54，，?3月までの累計額
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でう 乙の混乱期にあるにもかかわ

ら よく工業用水道事業経営の

についての理解を示して協力

らjパしたため， 31日
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第10主主 相模川と酒匂)Iiを結んだ第 B回拡張工事

50 水道財政最大の危機

オイルショックと水道財政

酒匂川の新水源受入体制の整備を大きな柱として第 8囲拡張工事を進めヲ事業の財政基盤を確

立するため昭和48年 5月から水道料金の改定と水道利用加入金制度を導入した。しか

しヲこの年秋に襲ったオイノレショック〈第 1次石油危機〉に伴う狂乱物価と物不足は?一瞬にし

て水道財政再建の道を閉ざし，資材不足が工事の進捗を阻むなどラ大きな影響を与えた。

このため，翌昭和49年度の当初予算では年度末には約 5信 3ラ600万円の資金を残すことができ

る予定であったが，亡13億 3ヲ900万円の資金不足が生ずる見込みと右:り p 赤字財政に転落して

しまった。更に司財政計画ょは昭和50年度で赤字を解消で、きる見通しとなっていたものが，昭和

3，000万円の累積資金不足額を言十上することに念ってしまった。

当時の年間水道料金収入は約 160{意向であったので，との赤字額は半年分に相当し9 とのまま

推移すれば赤字が加速度的に増大して再起不能の重症になる ζ とは，明らかであった。

ζのような内容を含んだ昭和田年度の予算案審議に当っては，当然のととたがら予算市会で難

航し9 付帯意見をつけてようやく議決と友った。

付帯意見

水第 4号議案

昭和田年度水道事業会計予算は，大幅な赤字の計上を余儀なくされており 3ζ のまま

推移すれば、ヲ市民サービスの低下はもとより 3 給水の万全が期し難いと思われる。

したがってラ今後の事業運営にあたっては，一層の企業努力をするとともに大幅な国

の財政援助が得られるよう努力するなど9 財政健全化策を早急に検討し9 さらに水資源

開発に関しては早期に国の施策が得られるよう強力に働きかげるべきである。

そとで，水道財政の検討を早急に行わ念ければ右:らなかったがp まず建設事業の中心となって

いる第 8回拡張工事の見直しと，同じく財政危機に直画している工業用水道事業の財政再建策を

昭和50年 7月の市議会に提案し議決を得た。

その一方でョ水道事業の財政計画の検討を進めていたが，検討に当っては財政期間をどう考え

るかという問題があった。財政期間はできるだけ長いことが料金の安定性という面から望ましい

が，当時の混迷した経済情勢では長期的な見通しをたてるのは不可能であったばかりでなしも

う一つ，企業団に対する受水費の負担増という問題を抱えていた。

企業固に対する受水費についてはラ昭和49年度から一部給水が開始されたぽかりでヲその受水

料金も昭和50年度までの暫定料金として定められて%3札 翌 昭 和51年度からは45.5郊の単価改定

が子定されていた。更に 9 昭和53年度からは一部給水体制から本格給水(全量給水)体制に移行

する計画となっており，その時点で改めて受水料金の見直しを行って本料金を設定することが規

約に盛り込まれているのでヲこれに伴って受水料金は大幅に増大するととが予想された。
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ζれらの状況を考慮して，財政計画期聞を昭和50年度から昭和52年度までの 3か年と設定して

j収支の見込を行うととに在ったが，既に昭和50年度に入っているため，実質的には 2年余の短い

期間となったので、ある。収支の見込の結果は2 財政期間を短く設定したにもかかわらずヲインフ

レーションと企業団受水費等の累増によってう昭和52年度末には累積資金不足額が "100億円に達

すると見込まれョその料金改定率は100%に近い過去最高のものとならざるを得なくなった。

とのオイノレショック κよる水道財政最大の危機を乗り切るために，市民に理解と

積極的な広報活動を展開する一方，水道労組も国の財政援助を求める陳情活動はじめ制度改善に

向ηて運動を展開するなどp 局内ヅしとなって最悪の経営危機打開K向かつて引ったのしかし，

物価急騰には抗する術もなく，11::.む~く昭和50年 9 月の市議会に水道料金と

幅改定を提案することになった。

改定原案は，昭和52年度末までに生ずると見込まれる 100万円を解消す

るために，昭和田年12月から 9 水道料金Kついては 93.15 水道利用加入金につい℃はを

それぞれ改定するというものであった。

議 10-45 財政計画概要 (単位@百万円)

互主二ゴ空よZ 50 51 52 50-52累計額

水道料金収入 15，980 16，408 17，004 49，392 

水道利用加入金 2，812 2，812 2，812 8，436 

そ の{也 ~!l. ノに 2ヲ566 3，114 2，679 8，359 

収益的収入言| 21，358 22，334 22，495 66，187 

維持管理費| 15.055 18，338 21，252 54，645 

企業団受水資 3，532 5，114 5，194 13，840 

i/i;~ 価償 i、P t'r o:l" 3，113 3，673 4，472 11 ，258 

支 手り d内山、 5)605 6，525 20，001 

収益的支出計 2'1，305 33フ650 38，789 99.744 

収益的収支差引 ム 5，94'7 ム11，316 ム16，294 ム33，557

資本的収入 16，227 17，192 15，969 49，388 

建設改良資等 16，751 19，706 19，138 55.595 

5t 金 償 還金 2，039 2，319 .2，749 ，107 

主主 ロ日又，c 干Ij }~山j、 765 1，064 745 2，574 

資本的支 出 19，555 23，089 22，632 65，276 

rPド[[(]収支差当| ム 3，328 ム 5，397 ム 6う663 ム15，888

前年度末資金過不足額 ム 774 ム 6，936 ム20，476 ム 774 

当年度補てん財源 L¥ 2，834 ム 7，643 ム11，822 ム22，299

資本的収支差引 ム 3，328 正斗 5，89'( ム 6，663 ム15，888

累積資金過不足 ム 6，936
一ム一肌一一m一一一一Lム社関1

ム38，961
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第10章相撲川と酒匂川を結んだ第8函拡張工事

表 10-46 水道料金収入と固定的経費の比率 (単位:百万円)

項~時 50 51 52 50-52累計額

水道料金 15，980 16，408 17，004 49，392 

水道利用加入金 2，812 2，812 2，812 8，436 

計 (A) 18，792 19，220 19，816 57，828 

企業団受水費 3，532 5，114 5，194 13，840 

支払利息 6，370 7，589 8，616 22，575 

元金償還金 2，039 2，319 2，749 7，107 

計 (B) 11，941 15，022 16，559 43，522 

iX100(%) 63.5 78.2 83.6 75.3 

表 10-47 六大都市の人口推移
(単位:人)

XJJ 
横浜市 東京都(23区部) 名古屋 市 尽都市 大阪市 神戸市

総人口指 数 総 人 目 指 数 総人口指数 総人口指数 総 人 口 指 数 総人目指数

35 1，375，710 100.0 8，310，027 100.0 1，591，935 100.0 1， 284，818 100.0 3，011，553 100.0 1，113，977 100.0 

36 1，437，868 104.5 8，479，540 102.0 1，643，244 103.2 1，295，700 100.8 3，068，500 101.9 1，140，813 102.4 

37 1，514，444 110.1 8，613，080 103.6 1， 692，570 106.3 1，308，600 101.9 3，115，400 103.4 1，164，541 104.5 

38 1，590，191 115.6 8，733，014 105.1 1，858，712 116.8 1， 323， 700 103.0 3，140，700 104.3 1，181，185 106.0 

39 1，676，394 121.9 8，812，576 106.0 1，906，831 119.8 1，341，800 104.4 3，154，400 104.7 1，.197，353 107.5 

40 1，788，915 130.0 8，893，094 107.0 1，935，430 121.6 1，365，007 106.2 3，156，222 104.8 1，216，666 109.2 

41 1，859，772 135.2 8，876，040 106.8 1，953，644 122.7 1，379，300 107.4 3，133，100 104.0 1，228，212 110.3 

42 1，945，272 141.4 8，895，253 107.0 1，980，696 124.4 1，395，600 108.6 3，106，100 103.1 1，241，484 111.4 

43 2，047，487 148.8 8，916，838 107.3 1，995，536 125.4 1，409，793 109.7 3，077，800 102.2 1，254，854 112.6 

44 2，143，820 155.8 8，888，101 107.0 2，013，621 126.5 1，421，508 110.6 3，018，200 100.2 1，269，465 114.0 

45 2，238，264 162.7 8，840，942 106.4 2，036，053 127.9 1，419，165 110.5 2，980，487 99.0 1，288，937 115.7 

46 2，342，809 170.3 8，829，784 106.3 2，052，173 128.9 1，424，239 110.9 2，938，526 97.6 1，307，340 117.4 

47 2，433，024 176.9 8，796，293 105.9 2，065，245 129.7 1， 431，131 111.4 2，889，144 95.9 1，324，868 118.9 

48 2，494，975 181.4 8，738，997 105.2 2，075，249 130.4 1，435，254 111.7 2，841，937 94.4 1， 338， 705 120.2 

49 2，562，291 186.3 8，678，642 104.4 2，082，235 130.8 1，438，714 112.0 2，802，065 93.0 1，351，651 121.3 

(注)資料「大都市比較統計年表」及び「国勢調査報告書」による。
各年10月1日現在。

(2) 難航した料金改定の審議一一深夜の可決

今回の料金改定案は前回の料金改定の昭和48年 (1973) 5月からわずか 2年での提案であり，

改定率も前例のない大幅なものであったばかりでなく，水道料金の改定案のほかに市民生活に直

結するバス料金と下水道使用料の料金改定案も同時に市会に提案されたため，市会の論議は極め

て厳しいものとなり，審議が紛糾し，延4固にもわたる会期延長の末，ょうやく 10月10日の深夜

の本会議で修正可決された。

本会議では，インフレと不況に市民が悩んでいる時にとそ公共料金を据え置くべきであるの

に，なぜ値上 3議案(水道・パス・下水道)を同時提案したのかという点に論議が集中した。
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ζの年はう飛鳥田市長が再選を果して市政4期日を担当する乙とになったばかりであった。飛

鳥田市長は昭和38年にも初当選した置後に水道料金の改定問題に当面したが， 4選後の今回も全

く同じ状況となりヲ再び苦しい立場に立つことになった。市長は，水道も交通もみ、な市民の生命

と利{更につながるもので3 なんとしても守ら右:ければならないがヲ「今，インブレのツケを落さ

ざるを得念いという状況にあり，被害者即ち我々は自己防衛という意味を考えざるを得ない。j

と苦哀を述べ，国の経済政策，オイルショックとスタグブレンョンのなかでは最小限度緊急、避

難的な意味の行動をとらざるを得ないとし， 1"私たち自治体は9 現段階においてオールマイティ

ではありません。従って我々のなし得る横浜方式というものを造り得まナけれども 3 このような

きな影響の中で、は，残念7訟がらできない。」と率直に市民の協力を訴えたのであった。

前回の料金改定に際しでは3 料金体系上取り得る政策として用途別，段階区分の担分化， ).屋増

制の強化，などあらゆる方式を最大限活用するととができたが，料金体系上取り得る政策料金に

も担界が近づきつつあった。とのようた問題κ関する質疑としてラ最高と最低の料金単価の格差

の限界をどのように考えているのかという質問がでたが，市長は「最高と最低の格差を付ーするこ

とは必要であるのかまたラ青天井て目、いいのかということになると思いますが，私は社会通念上一

定の限界があると考えております。Jと述ベヲ「ζの8月に大阪市の水道料金改定に当りま L〆で，

大阪の市議会は段差価格の拡大についてはヲ今後慎重に配慮されたいという付帯決議をおつけに

念りました。私はまさに一つの見識であろうと患います。従っ--c，この慎重κという問題を ζれ

から検討をしていか;なければならないものだと思います。」と政策料金の限界に言及している。

当時3 他都市の水道事業も全く同憶の状況にあり， e:の時期?でこ相前後

施されたので，水道料金K対する

表 10-48 他都市の料金改定状況

|三分

料令改;定
ヲミ 悩 fJ 

料金改定率

「

まってき もあった G

J I[ 111~j TIT 

50. 4 1 

87匂 6%

引き続ι担当常任委員会で、は 9月25日の聴開会(賛成 29

4)を交え，精力的に前向きの審査が進められた結果，修正可決の運びとなり，

と市民の暖かい理解によって最大の経営危機を脱することができたのであるc 修正の内容

は，水道料金の原案93. の改定を89.18対と修正(減収見込額約15億 Sヲ800万円)のほか，社

会福祉施設等への減免措置がありラ全体として約16億6，000万円の減額修正となった。

付帯意見

う

る。
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水道料金体系現行・改定比較表雪量 10-49 
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言E

1 さきの聴開会にむける公述人の意見を十分尊重するためにヲ職員の職務に専念する

義務の免除の範囲，期間等についての適用基準及び手続きを明確に L，その厳正念運

用をはかり 9 の適正配置及び経費の節減に努め， 図るととも

にう市民サーピスの向上に配慮すること。

2 水道財政健全化の抜本的対策として，水源開発等に対する国庫補助金の増額等国の

財政措置についてより一層の働きかけを行う乙と。

3 社会福祉向上のため，社会福祉施設及び医療施設ベッド以上の私立病院)

する減免措置につ

4 業務用 2種のうちョ ーコし、 ること。

表 10-50 水道利用加入金現行・改芳!比較表

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
現 :ri- 己& J疋」→

てメタ三r.:..1ご7壬\一~、、¥E¥E¥ 子加入金の額 備 :3e〆J 下jタd下口¥千千、、、------区、¥分¥ 加入金の為ii イ商 コ号

13mm 円 13mm 円

20 100，000 
)待問山00円

150，000 i家事附一。円
家事用]丸市民 50，000円

20 
家事用現市民 75，000円

25 25 

40 850，000 共同住宅については 40 共同住宅についてl土

1，300，000 1戸につき100.000円 50 1，950司 000 1戸につき150，000円

75 3，100，000 75 4，650，000 

100 5，300，000 100 7，950，000 

150 12，000，000 150 18，000，000 

200以上
管理者が別&

200以上
管理者が別

に定める額 に定める額

(注);潟市民とは， 引き続与 3年以上住所を有する者をいう c

浄水施設整備事業に着手

今回の財政計画を策定するに当ってヲ主要事業の計画を検討したがp 第 8回拡張工事をはじめ

ら進めてきた配水管整備事業及び水質汚濁防止法に基づく排水処理施設建設事業の低;か多

昭和51年度から新たな事業として海水施設整備事業に取り組むことになった。

水道施設のなかでも最も重要な部分に当る浄水場関係の諸施設については，従来から修繕や小

規模な改良工事を行ってきたが，施設の老朽化や地震対策等の面から抜本的念対策を講ずる必要

(単位:千円) まっていた。乙のうち，西谷浄水

揚については"第 8囲拡張工事によって

計装設備 328，000

災 害 防 止 I772，0∞ 
公害防止

高ilJ¥l度対策

計

ていたのでョ残る 1
 

!
 

し3

について浄水施

図ること

弁及び鶴ケ峰の 3

を回的に 9 当面p この財政計画期間内で
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第10童相模川とj国匂)11を結んだ第 8回拡張工事

は9 昭和51年度に11億円，昭和52年度に15億円ラ合計26億同を投じて小雀.Jli井及び鶴ケ峰各浄

水場の施設を対象に緊急、を要する塩素設備や計装設備などの改良を進めることに主眼をおいた。

供) 減量経営に悩む船舶給水事業

12月に船舶給水会社4社を買収い水道局直営事業と

して開始されたが9 その後9 第 2次位界大戦と終戦後の駐留軍による港湾施設の接収という苦

難の時代を迎えヲ当時の年間給水量は戦前の 3割にも満たないという状況であった。昭和 22年

に高島J1fl~ßtが返還され，民間貿易も再開され，引き続き徐々に接収解除も進ん勺船舶

給水事業も?舌況を取り戻L，翌昭和23年には戦前のレベノレまて守複帰した。 昭和26年には，港湾法

(昭和 25年 5月制定)に基づいて横浜市が横浜港湾管理者となり，戦後の本格的な港湾整備が進

められ3 埠頭の新増設が相次いで、行われた。昭和40年代i(C}、るとラコンテヲー均頭の建設など港

湾施設の近代化が盛んに行われるように君主った。

ζのような横浜港の発展につれて船舶給水量は年々増加し，船舶給水体制も増強しなければ!な

らなかった。そとて"，船舶給水船の効率化を図るためp 曳船.7](船方式を白航船に切り替えてい

く一方会昭和31年4月から傭船方式により給水能力の強化を図った。

以上のような経緯を経てう昭和46年度の年間給水量は約 130万ポと戦前の 2倍に当る実績を記

録した。ちなみにう当時の給水体制はヲ職員数83名， 表 10-52 船舶給水量の推移

し治、 L，ζ 

自航給水船 3隻，傭船 3隻，連絡船 1隻となっていた。

ピークとしてヲ船舶給水量はオイル

ショックや海運界の不況などの影響を受けて3 再び下

降車泉をたどることになった。

表 10-53 ß~和46j卒当時の保有施設

区 ι戸、
λ/ 積載能力(m')

道志丸 (199t ) 

横 浜 丸 (196t ) 

あぴこ丸 (194t ) 

計 3隻

磯子九(普通傭船)

二葉丸(普通僚船)

根岸丸(裸僚船)

計 3隻

公共埠頭給水栓数 395栓

自動給水 機 4基

自航給水船

i癒 船

360 

342 

318 

1，020 

240 

280 

310 

830 

昭和 年間給水量
年度 (m')

-
凡
U
F
b
o
-
-
4

ヮ“

η
φ
4
ι

に

ひ

円

U
R
U

ハU
司

i

ヮ
“
っ
d
A
4
R
υ
p
o

一

4
i
1
A
2
2
2
2
2
2
q
υ
q
O
Aヨ

4ゐ

4

Aヨ

4
a
d当

A
-

190，325 

545，580 

667噌 194

170，250 

414，400 

447，745 

663，049 

764，584 

841，638 

923，872 

1，005，609 

1，113，392 

1，245，129 

1，285，211 

1，253，318 

1，252，104 

1，250，245 

1，298，719 

昭和15年度を
100とした指数

28.5 

31.8 

100.。
25.5 

62.1 

67.1 

99.4 

114.6 

126.1 

138.5 

150.7 

170.0 

186，7 

192.6 

187.8 

187.7 

187.4 

194.7 

船舶給水事業の財政収支は，昭和48年秋のオイノレショックの影響や諸物価高騰と海運界の低迷

などにより 3 昭和48年度では約 3，500万円の欠損金を生じp 更に財政は急速に語化することが予
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ーザーから港湾諸経費が高騰している

想されたため，大幅友料金改定を実施せざるを得ない状況となった。とれに対して，船舶給水ユ

もあるので，急激に負担が増加しないよう配慮してほ

しいという要望等もあったため，昭和49年10月から 51.4 の料金改定，更に昭和 50年 4月から

5409郊の料金改定という 2段階改定に踏み切ったが，全体平均改定率にすると 117.5 にたる

[隔右:改定であった。

しかし，その後も低成長経済への転換に加えて，①船舶の大型化・高速化，②船舶装備の近代

化に伴う乗組員の減少フ③造水機の普及ぅ④他港湾施設の整備3 右:どにより船舶給水需要は減少

し9 特に昭和50年は大きく 昭和51年度末には赤字解消を

というととになり 2 昭和54年度末には約 I{{窟~ 6ラoω万円の累積赤字と

たものが，

1f窯 2ラ000万円

なる見込となった。とのため，昭和田年4月から25句 2%の料金改定をョ更に昭和 53年 4月から

210 の料金改定という 2段階改定(総平均改定率43，を再び実施した。しかし9 船舶給水

量の減少傾向は依然として続きヲ現在は，ピーク時の昭和46年度の 2分の lにも達しない給水量

で低迷している。

このよう念傾向はp 全国的なもので他の主要港でも同様の推移をみている。

塁走 10-54 主要港船舶給水量の推移

昭¥和服Ei7J(ftく量 給横水量 指浜数
川崎 東京 大阪 名 古 屋 十中

給水量指数 給水JE 指数 給水量指数 給水最指数 給7J<.:l'W

46 1，299 100 309 100 614 100 669 100 579 100 1，136 

48 1，078 83 279 90 643 105 686 103 563 97 1，069 

50 848 65 230 74 465 76 507 76 483 83 842 

52 870 67 158 51 432 70 406 61 419 72 945 

54 730 56 132 43 36J 59 343 51 388 67 79'1 

6 湘 1iU却

55 341 51 354 61 842 

58 664 I 51 I 117 I 38 I 300 49 276 41 298 51 725 

60 584 I 45 I 106 I 34 I 278 45 254 38 324 56 674 

雪量]0-55 ;入港隻数と給水隻数の各港比較

¥昭¥和年笠心数¥ λ;憤iを
:浜 来 思 名古屋 大 阪 t4J 
給水 入浴 高台水 入 浴 給水 入浴 給水 入浴

51 64，794 4，756 57，692 4，070 92，039 4，892 107，824 

52 78，923 I 5，776 65，014 4， '730 57，228 3，618 88，844 4，675 109 593 

53 78，009 i 5，186 63，582 4，265 57，835 3，094 85，743 4ヲ329 107，629 

54 78，006 4，943 64，116 3 892 57，428 3，118 91，390 3，894 110，628 

55 75，784 5，139 63，369 3，472 55，973 3，274 89，017 4，140 108，121 

56 71，460 5，202 60，643 3，135 52，108 3，099 86，201 3，790 102，714 

57 67，487 4，858 55，487 
3， 03~川8o川il 491710320m 

82，051 I 3，323 I 97，982 

58 65，651 4，730 53，009 2，856 I 48，069 I 2，740 79，878 I 3，169 I 92，882 

59 65;936 4，425 56，985 2，678 I 49，271 I 3，020 80，594 ( 3，292 

60 65，161 4，534 55，992 2，690 I 49，049 I 3，077 76，946 
し一一一一 と
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第10章相撲川!と酒匂川を結んだ第8囲拡張工事

とのような船舶給水需要の構造的な変化に対 表 10-56 船舶給水事業の経営状況

応するため，船舶給水体制の効率化と縮小化の

努力が続けられた。

昭和年度 収益的収入

まず，給水船については，かつて需要増大に

対して採用した傭船を，昭和47年度には傭船磯

子丸を解約，昭和 48年度には傭船双葉丸を解

約，続いて昭和49年度には根岸丸を解約して傭

船方式を廃止し，更に昭和58年度には自航給水

船あびと丸を廃船とした。 ζの結果，ピーク時

の 6隻体制は 2隻体制となったが， ζれは給水

船の修繕等を考えれば最低必要念体制であり，

表 10-57 船純給水施設現況(昭和61年3月末現在)

ア船舶給水営業所所在地 横浜市中区新山下3丁目 8番50号

イ 給水検数

区 分 バース数 給水桧基数 場
Jくス

島中区本牧埠頭内本牧埠頭 31 249 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

所

山下 H 10 54 11 山下町山下埠頭内
公

大桟橋 H 6 21 11 海岸通り地先

新 j巷 H 11 47 11 新港町新港埠頭内
共 瑞穂1/ 7 23 神奈川区瑞穂町地先

出田町 H 4 19 1/ 出田町地先
埠

山内1/ 3 8 1/ 山内町地先

大黒" 9 44 鶴見区大黒埠頭内
頭

金沢1/ 1 6 金沢医幸浦町

百十 82 471 

専用埠頭 152 

計 234 471 

ウ 自動給水機

区 分 自動給水機数 場 所

大桟橋埠頭 1 基 中区海岸通り地先

山下 11 1 N 山下町山下埠頭内

大黒 11 2 鶴見区大黒埠頭内

計 4 

エ船舶

船名 総トン数(t ) 公称馬力(w) 清水積載量(財) 建造年月

道 志丸 199 450 360 昭和40.3

横浜丸 196 300 342 41.2 

小計 395 750 702 

いずみ 3 87 一 60.5 

言十 398 837 702 

280，914 

397，376 

396，501 

481，912 

470，295 

468，309 

487，262 

478，796 

432，845 

412，661 

353，307 

351，911 

備考

給水船

11 

交通艇

収益的収支

354，819 

361，627 

390，123 

410，290 

440，855 

474，566 

512，622 

518，241 

517，118 

448，386 

445，040 

425，621 

(単位:千円)

差引ム損益

ム73，905

35，749 

6，378 

71，622 

29，440 

ムム257

ム25，360

ム39，445

ム84，273

ム35，725

ム91，733

ム73，710
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極限まで縮小したととに念る。

また，ピーク時には83名となっていた人員についても，昭和49年度に10名を減じたのを手始め

に，昭和51年度に同じく 10名，昭和58年度には 8名，更に昭和60年度には21名を一挙に減じ延

49名の職員を整理 (60%の減)して，残る34名により船舶給水を行っていくぎりぎりの体制で運

営している。

しかし船舶装備と埠頭設備の近代化に上って接岸時聞は短縮されているのが現状であり，と

のよう念状況にあって入港時の給水申込に即応する体制の確保も港の重要な機能のひとつである

ととを考える必要がある。したがって，体制縮小には自ずと限界があり，今後一層難しい局面を

迎えるととが予想される。

図 1か19 船舶給水事業概要図

(5) 水道経営に大きな幽がり角一一量の優先に模

昭和50年 (1975)の料金改定作業を進めていたころ，全国の逼迫した水源状況に対して，行政

管理庁では水資源の利用に関する行政監察を行い，その結果に基づき昭和 50年5月 26日付で国

土，農林，建設，環境，厚生，通産の 6省庁に対して勧告を行った。この勧告では，大都市地域
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第10章相撲川と酒匂)11を結んだ第 8回拡張工事

における安定的な水供給対策を確立するために，ダム等の建設による新規水源開発の推進，河川

水の高度利用ラ既存水利の合理的な配分ラ水の再利用などの施策について改善指置を講ずるよう

要請してやた。そのうち，厚生省関係としてはラ水利用の合理化の面から漏水防止対策と需要抑

制j策の推進が挙げられたが，特に漏水防止策に関しては， i大都市における昭和47年度の水道の

無効水量比率をみると，東京都25巧横浜市24園 2タム名古屋市23.6%，北九州市2705%と全国

平均21対より高いものがあり ......Jという指摘を受けp新聞でも“ワースト 3pp として取り上げ

られ3 当事者に大きなショックを与えた。

原の確保〈量の問題〉と水道施設の整慌く質の問題〉とは，水道にとって亭の両論のように

も重要な るが，戦後の急激な市勢の発展は，量の確保を最優先させることを求め

た。

なかで， ζの漏水問題に直接関係するものは配水施設であるが3 給水需要の

急増に追われ，特に老朽管の更新、は遅れ気味であったといえる。また，戦災による彼壊と引き続

く駐留軍の接収は大きた傷跡として影響し，さらに接収解除の遅れと高度経済成長に伴う乱開発

は，計画的?な配水管整備をー居間難にした。それでも，戦後の然給水と言われた時代から漏水防

止にも可能な限りの対策を講じ漏水防止体制も順次強化して徐々にではあったが成果をあげつ

つあったし，更に昭和31年には料金値上げを行い，その増収分を財源として配水管の整備に取り

組んでいた。

厚生省でも，大都市在控えた各地の新坦水源の開発環境に照らして漏水防止の重要性に目を向

けョ昭和35年10月に「漏水防止の強化について」の通達を出し有収率を目標として指導に

り出した。しかし9 本市の場合，配水管延長の急増や舗装率の上昇司交通量の激増などによる

漏水調査作業の効率低下によって，有収率の改善はなかなか進まず，昭和30年代では70%に達し

てい君主かった。

そζで，昭和43年4月には，従来の係規模の漏水調査体制を課の規模に強化した漏水管理所を

発足させると同時に 9 漏水発生の経年変化等の実態を研究するため 7箇所の試験区を設定した。

(その後ヲとれを新しい 3試験区に切り替えた。)以降p 下記のような対策をたて3 地道な努力を

続けてきた。

① 翌昭和44年 4月からは，漏水多発地区の調査を重点的に行うためラ 3ブロック (1間水推定量

がら時/!;:m以上の地区白、 2年で1;-6s調査， 3:m'/時/凶以上の地区は 3年で l巡調査， 3 

時/klll未満の地区は 4年で 1巡調査に分類)に分けた漏水防止作業を開始した。

@ 漏水修理作業の際9 止水栓が舗装工事などにより埋没している事例が増加して修理作業の効

率が低下しつつあったので，その対策として，昭和49年度から凍結工法を採用した。

③ ζ の年から，従来E 計量方式と音聴方式を併用していた調査方法を音聴方式に統ーするー

全市 2年 1巡調査の体制jに切り替えて巡回調査のサイクノレを早めた。なお3ζ の吾聴方式

では漏水防止量の資料が得にくいという弱点があるので，従来のウォノレトマン型メータによる
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抜取り調査の精度を高めるため，昭和53年度からは車載型電磁流量計を導入して全市配水管の

約10%を抽出調査するととになった。

④ 一方，昭和44年 8月には，地上漏水に対する初動体制の強化のため特別作業センターを発足

させた。

⑤ 更に，地下漏水の大部分は給水管で発生しており，特に分岐部分と鉛管部分に多発している

実態から，構造材質の改善にも着手した。例えぼ，昭和46年 9月から亜鉛鍍鋼管を廃止したほ

か，弱点となっていた分水栓の改良をめざして分水サドルを採用する方針のもとに，口径75阻

以上のものについては昭和49年7月から，口径 50阻については昭和田年4月から実施し，ま

た，昭和51年10月からは鉛管の使用も廃止した。

⑥ 昭和46年8月には，全局的念見地から検討を行うため，漏水防止に関連する部課の坦当者を

集めて局内に漏水防止対策委員会を設置したが，更に水源窮迫の状況を考虚して水の有効利用

の面も加えて総合的な対策を推進するため，昭和49年 1月には同組織を水利用改善委員会(委

員長・水道局長)に拡大改組した。

とのような努力の積重ねによって，徐々にではあったが有収率は年々改善され，ょうやく 70%

台に入って目標ラインの75%に達したと ζろで，行政管理庁の勧告を受けたのである。

表 10-58 有収率の推移

昭和年度

有収率

(め新しい漏水防止目標の設定

昭和50年 (1975) 5月の行政管理庁の勧告を受けた厚生省は，検討の結果，従来の目標であっ

た有収率75%は，とれに局用水・管洗浄用水・消防用水等の有効に使用される水を加えた有効率

に換算するとほぼ、80%であること，近年の有収率の実態はほとんどの都市が70%台に念ってきた

ζ となどを踏まえ，新しい目標の設定に当つては，水の有効利用という面を重視して従来の有収

率を有効率に改めて指導することになり，昭和51年 9月に「水道の漏水防止対策について」の通

表 10-59 年度別各水量比率の推移 達を出し，新しい目標として有効率90%
(単位:%)

昭和年度 48 49 

有 有収水量 75.6 76.7 
効

無収水量 8.3 8.2 7]( 
量 計 83.9 84.9 

無効水量 16.1 15.1 

総配水量 100.0 100.0 

50 51 

77.7 78.0 

7.3 7.1 

85.0 85.1 

15.0 14.9 

100.0 100.0 

52 

78.0 

7.0 

85.0 

15.0 

100.0 

という高い目標を設定した。この通達に

対して， 日本水道協会でも検討を行い，

従来の水道維持管理指針に加えて，昭和

52年11月には「漏水防止対策指針」を作

成した。

(注)無収水量:)毒事業用水，消防用水，メータ不感推定水量 との間，比較的順調に向上をみていた
なお，消防用水については，昭和53年度から一般会計貨
組となり有収水量に組み替えられた。 本市の有収率は昭和51年度から低迷状態

に陥ったため，従来の改善策にとどまっ
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ていては有効率90%という高い目標を達成することは困難と予想された。

水道の潟水防止対策の強化について

(昭和51.年9月4日 環水第70号各都道府県衛生主管部〈局)長あて厚生省環境衛生局

水道環境部水道整備課長通知)

標記については，昭和35年四月 18日付衛発第1019号公衆衛生局長通知により，かねて

から御指導を願っているところであるが，近年p 新たな水道水源開発の困難性，貴重君主

水資源の有効利用等の観点から水道の漏水防止対策のiJ~訂ヒが一層要請されてきており，

また 9 漏水防止に関する技術も向上している。このような状況にかんがみ，今後9

防止対策について更に高い目標を設定し 3 とれを達成していく必要があるので噌左記の

事項に留意して，強力に漏水防止対策を推進するよう貴管下水道事業体の指理方3 宜し

くお願いしたい。
「
凶
〕

4

古口

1 漏水防止対策

(1) 各事業体は，漏水防止対策に関する年次計画(以下「計画」という。)を策定L，

これに基づいて漏水防止対策を実施すること。

計画の目標年次における配水量に対する有効水量の比率(以下「有効率Jという J
の目標値比 90パーセント以上とするととが望ましし特に 9 水需給のひっ迫してい

る地域における水道及び建設時期の新しい水道についてはp できるだけ高い目標値と

すること。ただし 9 かつて大地震安戦災等に遭遇したこと，広範にsる軟弱地盤地域

を擁すること 9 道路事情が悪いこと 9 給水開始後長い年月を経過していること等p 特

殊念事情によりとの目標{涯の達成が困難念場合には芳その原因を出来る限り解明し可

能な範囲で90パ ー セ ン ト に 近 い 目 標値を設定すること。(以下省略)

そζで，昭和53年 4月には水利用改善委員会のなかに有効率向上部会という専門部会を設けて

新た友観点から有効率向上対策の検討を行い3 同年10月にその結果を報告書にまとめた。同報告

書ではp 概略次のような点に積極的に取り組むことを提言している。すなわち，

① 水量統計資料の精度を高めるため，流量計の整備促進と障害メータ等の解消を図る ζ と。

② 漏水調査については，新開発技術を積極的に導入するとともにラ漏水多発地区の重点調査歩

整備された試験区を設定しての老朽管取替えの効果と漏水復元状況の調査，各種計数の推計方

法等の研究を行う ζ と。

③ 工法@材料に関しては9 継手の改良。防食対策⑥寒波対策の聞から新技術の研究を進める ζ

と。

④ 私有管の延長が1，OOOkmを超えている現状から単なる行政指導だけでは実効が期し難いので，

水源窮迫の状況を考慮して私有管対策にも取り組む必要があること。

⑤ 基本的対策としては9 老朽管取替え・配水系統及び水圧の調整が重要で、あるとと。

などである。
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その後，昭和56年には日本水道協会が厚生省の要請を受けてジ漏水防止の費用とその効果の検

漏水防止の経費は新規水源開発に劣らない効果をあげ得るとの結論を出レている。こ

れは水源開発費の高騰が漏水防止の評価をも高めた結果といえる。

どのよう を講ずるにしてもラその基本には抜本的

ととになり，その鍵を握るのはb 第8回拡暖工事による配水ブロックシスデーム

備事業のうちz 特に老朽管対策の推進であった。

し

される

と配水管整

昭和印年 12月から というかつてない大幅な料金改定を実施したが怜基本的にはオ

イノlノショッタ後の高物価水準に啓行するためのものて九 ζれに建設投資の元利償還金の増と?

に新た念企業団受水費の負担が加わり，とのような大幅念料金改定となった。

しかもラ乙の企業団受水費の供給料金単価が翌昭和51年度から改定されるととになって、主~ ~， 

更に昭和53年度からいよいよ本格稼働j体制に人 h 酒匂JIlの水源開発に投じられた 2，891億円に

遣する巨額衣建設費のすべてが供給原価に組み入れられることとなり，大I福念料金の見直しが子、

されていた。とのため，引き続い ι， との負担増に対

応していかなければならないという厳しい財政事情となっていた。

企業団では本格料金の検討を行うに当ってう各構成団体への影響をできる限り緩和するため，

基本料金の対象となる水量を 2段階で増量して本格稼働体制に移行させる方針でのぞみ9

価の改定を見送る経過措置をとるととになった。企業団受水資の負担方式は，

表 10← 60 企業団受水単価と基本水量の推移
(i判立 :ni')

給水対象
配分7j( ìfl~

事業1拾

神奈川県 406，600 

横浜市 605，200 

)11崎市 532，500 

横須賀市 20，00C 

百十 1，564，300 

料金期間

基本料金
(基本水量 1m'当り)

使用料会

(笑使用水量 1m'当り)

供給水量 L 基 オト 水 量

(日量) 49A~53.6 53.7~54.3 54 .4~ 

378，200 169，200 259，900 378，200 

562，800 

495ヲ200 22.1 ，600 340，400 I 495，200 
18)6∞ 8，300 12，800 1 18，600 

1，454，800 

251，倒的 11; 円6慌)0 1 562，叙沿

机 000 1 1，000，∞o|1，454，800 

l 羽 7~49.3
(分I!式水量割負担金)

配分水昌一比

(臨時給水負担金)

25円

49 .4~5 1. 3 

37円

3円

51A~56.3 

53円

5.5!Jl 

告を 10-61 企業団受水料金のうち基本料金の推移(横浜市分)
._ I -I--~------C 一一一一一ァ

昭和年度

72岳
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に達ナるという酉を重視して責住水量制と怠っているので，基本料金の基礎となる基本水量を段

階的に増量する処置は緩和策として大きな効果をもたらしたが，それでも負担総額でみれば大幅

な増額になることは避けられなかった。

乙の企'業団の料金決定後，財政見通しをたてう昭和52年度末の市議会に料金改定案を上程すべ

く検討を進め、てir.7"と。ところが，突然，飛鳥田市一長は請われて中央政界への転出を決断し任期

1年を残したまま横浜を去ることになった。このためラ年度末提案の機会は無くなり 9 市長改選

後ョ昭和52年度決算を踏まえて財政計画を検討し直すととに7なってしまった。

とのように，財政スケジューノレが変更になったのは水道事業だけではなかった。高度経済成長

破綻の影響は市の財政全般に重〈のしかかっており p 特に同巳公営企業である下水道事業や交通

事業も水道事業と同様に厳しい財政状況にあるため3 昭和52年度末に財政再建策を提案すべく

備中であったのでp それぞれ大きな影響を受けることになった。

事情はともあれラ市長改選のためヲ昭和53年度の一般会計予算段骨格予算として編成され9 市

るという ζ とになった。とうして難しい財政問題が残されたまま，

昭和田年4月に市長の選挙が行われラ幅広い支持を得て細郡新市長が誕生したが3 新市長を迎え

たのは混かい歓迎の輸だけではなく‘離しい財政健全化の問題があった。

細郷新市長は，就任早々であったにもかかわらず，緊急、を要する財政問題から順次積極的に取

り組んで、いった。まず，昭和田年 6月の市会に昭和53年度の本予算提案と同時に下水道使用料と

パス料金の改定を提案しう引き続いて翌 7月には臨時市会を招集し9 他の案件のほか水道料金の

改定案を上程した。

下水道使用料とパス料金に引き続いて水道制金を改定するというラ市民生活に直結する公共料

金の相次ぐ{直上げは当然議論をよび，水道料金の審議は厳しいものになった。ところでD たまた

まとの年は全国的;Ij:異常渇水に襲われ，特に九州方面では 表 10-62 異常渇水による給水制限状況

時間給水という緊急事態に陥っていた。これに対してラ神

奈川県内は酒匂JlI開発事業による丹沢湖が完成し 2月から

湛水を開始していたので，この異常渇水に大きな効果を発

揮したため，給水制限の心配も無く，市民の水道に対する

理解を深める絶好の機会ともなった。本来ならぼフ料金改

定という難しい問題を抱えている時にヲ更に異常渇水とい

う難問が重なって最悪の事態を迎えるところを， ζれまで

営々と積み重ねてきた努力が図らずも報われ，温かい協力

を得ることができたのである。

初め リ入れた2段階改定

11[: 手口 ir=-

39 

42 

48 

52 

53 

名1¥市1， 給水制限期間

|東京都 84日間

北九州市 130日間

長崎市 72日間

松江市 135日間

高松市 58臼1，1j
広 &，Jr打 52日間

i中 i宅 167日間

福 岡 市 287日間

北九州市 171日間

昭和52年度の決算の結果3 水道財政は約51億円の資金残を生じたが， 3年間の財政収
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支見通しによると，昭和55年度末には約 239億同の累積資金不足を生ずる見込みであった。とれ

を解消するために，昭和53年10月1日から平均改定率 18.0%(暫定料金)，昭和54年10月1白か

ら更に平均改定率19.7%(本料金)の 2段階アップの料金改定を行いたいというのが原案であっ

た。

経過的に暫定料金を入れて段階的な改定としたのは，企業団の受水費負担が段階的に増加する

方式となったことに加え，昭和52年度末に資金残を生じている状況から，財政期間前半に生ずる

赤字額が少ないので暫定料金により対応し，本料金による改定を後半に移すことにより，物価上

昇の激しい現状に対してできる限り料金改定の影響を緩和することを企図したものであった。

ζの財政収支計画では， 3か年の水道料金収入の約70%が企業団受水費と元利償還金に充当さ

れ，維持管理費に残される財源は30%にも満たない結果となった。この企業団受水費と元利償還

金の増加は，いうまでもなく， ζれまで相次いで進めてきた水源開発と施設の拡充整備に投じら

れた建設資金の返済によるものである。

ζの昭和53年の料金改定案は， 7月27日から開会された臨時市議会に提案，引き続き担当常任

委員会の審議に付され， 8月4日に開かれた聴開会(公述人は公益代表 5名，使用者代表7名の

計12名， うち賛成 1名・条件付賛成 10名・反対1名の意見陳述と念っている。)を含めて検討が

行われ，その結果8月10日の本会議で修正可決となった。なお，今回の料金改定に当っては，住

宅併用自舗等の増加によって家事用と業務用 1種の区分認定が難しくなっていることに配慮し，

中小企業対策として両用途の月 300nf以下の単価を同額にしたほか，過去の修正措置により不陸

の生じている料金単価の差をできる限り均一的に加算するように調整を行った。

改定原案に対する修正は，昭和54年10月から実施を予定していた本料金について行われたもの

で，基本料金と小量使用の段階区分の単価の減額と公衆浴場用の単価引下げがあり，修正による

減収見込額は約10億 4，900万円となった(本料金の改定率原案19.7%を2%減額修正して17.7%

表 10-63 水道財政の見通し (単位:百万円)

区 z一一一一旦f[!主度 53 54 55 53-55計

収 益 自守 収 入 37，521 38，501 39，314 115，336 

収 益 的 支 出 40，898 48，128 52，863 141，889 

収 益的収支差引 ム 3，377 ム 9，627 ム13，549 ム26，553

資 本 自ヲ 収 入 15，045 15，185 10，677 40，907 

資 本 自甘 支 出 22，974 22，373 18，054 63，401 

資本的収支差引 ム 7，929 ム 7，188 ム 7，377 ム22，494

当年度資金不足額 ム五，585 ム10，055 ム13，439 ム29，079

前年度末資金過不足額 5，119 ム 466 ム10，521 5，119 

累 積 資 金 額 ム 466 ム10，521 ム23，960 ム23，960

料金改定による増収見込額 2，140 8，547 13，329 24，016 

料金改定後の累積資金額 1，674 166 56 56 
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とし暫定料金については原案どおり

。なおヲ本会議での修正可決に

当って付帯意見を付L，更に国の財政

雪量 10…65 水道料金に対すi)企業団受ik主主等の割合

(単位百万円)

55 53---55fi-十

水道料金(A)I30，663 1 31，503 32，143 94，309 

7}O 

した。

付帯意見

アd 企業団受水資(B)I '1 ， 155 1 11，259 12，337 30，751 

元 利償還合(c)111，479 112，403 13，303 37γ185 

A 
(。ム)I 60.8 I 75.1 

し給水の万全を期すために，

L ッド以上の私立病院)等に対する料金減免措置につい

明確化を図るため，その相当額を一般会計Aから線り入れるとと。

2. 水源開発9 vcこ対する国庫補助金Jの増額等国の財政措置を

求めるための働きかりをより強力に行うととも らの負担など る

とと。

3 人員の適正配置及び経費の節減など企業努力による 図るとともに，

より一層市民ザーピスの向上に努めること。

に対する財政援助措置の拡大に関する意見書

本市にjヲける需要の伸びは，近時やや落ちついてきてね:いるものの，今後も

くと子想される人口増加及び都市機能の拡大強化によりフ引き続き増加傾向をたどるこ

とは必至て守ある。

本市はp 本年度中に完成を見るt'@匂川水源開発に引き続きヲ昭和60年代の水源とし

て3 建設省施行の宮ケ瀬ダム建設に神奈川県向広域水道企業団を通じて参加する念乙

その対策を推進しているととろである。

言うまでも方:し水道は国民生活及び産業にとっ りシ

となっているが3 水源開発はも

として，水道施設建設は長期間を要し，また

さらに大幅な負担増加を余儀在くされるととが見込ま

れる。

よって，政府に3まかれましではョ上記実情を御賢察のJ::，水源開発に当たっては 9 国

家的見地から確保，推進されるとともに p 昭和田年 6月の水道法改正の趣旨を踏まえ

水道事業の経営健全化を図るため3 次の事項につき，速やかに措置を講ぜられるよう

く要望する。

ζζ に横浜市議会はフ もって地方自 2 より意見書

る。

1. 将来の水源開発位g 国の責任と負担に ることを基本とし9



第10章相模JiIと酒匂)11を結んだ第呂田拡張工事

体がこれを行う場合はp 補助率を 3/4に引き上げるとともにヲその他の拡張⑤改良

事業については 1/2の国庫補助制度を確立すること。

2. 企業債の発行許可に際してはラ政府資金等良質資金枠を拡大するとともに句起債利

率の引き下げラ償還年限の延長友どs 起債条件の緩和を図るとと。

昭和田年8月四日

大臣

設大臣

自治大臣 あて

厚生大臣

国土庁

横浜市議会議長

大久保笑太郎

広域水源開発方式の場合はp という形で建設費を負担するとと

になるため3 従来の単独或いは共同による水源開発と異念り，水源開発費の負担が先送りとなっ

て当面の財政負担は生じないので?この間に既存の水道施設の改良整備を促進することも可能と

なる。半面ョ水源開発費が受水料金という形で現れる時の影響は，単独或h は共同による開発が

徐々に財政負担の累増として現れるのに対して9

迫するととになる。

しかも大きな負担として水道財政を圧

7回拡張工事から第 8回拡張工事への進展の時期比このごつの大きな水源開発方式の切換

え時期に当り，水道財政は極めて難しい局面を迎えていた。更にヲ高度経済成長に伴う物価騰貴

とオイノレショックによる異常な物価上昇フ しかも，その高値水準のまま低成長の時代へと突入す

るという大きな経済の流れが加わって 9 水道財政は創設以来最大の危機を迎えたといえよう。昭

和38年 (1963)，昭和143年9 昭和48年，昭和50年と相次ぐ料金改定はその時々の苦悩の姿を写し

出したもの、であった。

一方，戦後から急速に増加した水道施設は老朽化が目立ち始め，また施設環境条件の激変によ

り何らかの対策が必要になるなどラ昭和50年代に入ると 9 既存施設の整備が重要な課題となって

きた。また， 7](利用の多様化ラ大口需要家の循環使用率向上など，量質ともにより一層安定した

給水を要請するようにもなっていた。

このような要請と種々の条件を検討して財政計画が組まれてきたがp この昭和田年の料金改定

ではフ第8回拡張工事がその財政期間内で完了しでも，これまでのように次期拡張工事を引き続

き行わなくてもよい目途がたっていたのでラ従来主要事業費の約80対を拡張関係に投資していた

ものを，今回の財政計画では約60%に縮小しs 既存水道施設の整備に大きな力を注ぐことができ

るようになった。いわゆる維持管理の時代の到来といえよう。
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表 10-66 各財政期間に計上された建設改良投資計画額 (単位:百万円)

叱投ご資士対象一~--τ\:Z耳j\手商口\年\度高¥ 

ιz 

43 - 50 50 ._ 52 53 - 55 

計画投資額構成比 計画投資額構成比 計画投資額構成比

tJL 第呂田拡張工事 23，600 52. 21，600 14，200 
日長

管網整備等 9，8Hl 21. 7 13，809 11，3'12 27.8 毛針
設 排水処理施設建設
投

2，300 5.1 5，372 

資 35，710 78.9 40，781 82.1 25，5'12 62.6 

義改投良

導 水 管整備 1， '170 3.3 

浄水施設整備 2，600 5.2 6，790 Hi.6 

老朽 管整備 5，800 12.8 6，282 12.7 8，499 20.8 

資 百十 9.570 21.1 8，882 17.9 15，239 37.'} 

メ口入 言十 45，230 100.0 49，663 1Il0.0 40，831 [00.0 

とのような投資内容の変更は p その財源と在る企業債の元利償還金の内容にも影響し?既存施

設の改良に対する元利償還金が増加するととになり 3 更にp 更新改良事業にあっては 9 建設当時

の価格を大幅に上回る場合がほとんどであるためp その新しく取り替えられた施設の価格は数倍

にも数十倍にも念ってしまうのである。

そして，とれらの既存施設改良・更新費用はン水源開発費のように全体給水能力を増加させた

いためD 経常の生産コストを直接上昇させるととになる。名古屋市では9 とのような投5資計画の

動向に対応するため，昭和田年2月に行った料金改定(平均改定率30. ではs 各水量段階の

料金単価に改定率を乗じて調整する従来:方式から，各単価に均一に羽田を加算する新方式を採用

した。

とれは，従来方式で、は段階逓増方式の料金体系の場合にますます料金単価の格差が拡大して生

産原価と離れてしまうのを防ぐためにもジ有効なJ昔i置として評価された。またs 更新事業を同滑

に推進するため，再建設資金を留保できるように償却方法を改める必要があるという ら，

!ヨ に取り上げられたのもとの ζ ろである。

第 8回i の

錦 8囲拡盤工事の第2

8回拡張工事はヲ昭和46年 度に着工しラ昭和50年 7月 i次計画変更な経て進め

られてきたが9 最終年度(昭和5L1年度)を迎えるに当払港北ニュータウン内に予定していた牛

久保配水池の用地取得が区画整理事業の関係で遅れ，拡賢工事の計画期間内に配水池築造工事を

完成するととが困難になったととなどから9ζれを拡張計画から分離することにして再度の計画

うことになった。

とのためF
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第四章相模川と泊匂川を結んだ第8回拡張工事

ンプ場及び関連配水管の工事費及び牛久保配水池関連用地費をそれぞれ減額し，また高塚配水池

用地の一部を水道料金改定の際の付帯意見に基づく事業所税の一般会計繰入措置として取得でき

たのて、との分をも るな乙昭和54住 2月の市議会に現計画の総事業費613億円を580f意円に

減額修正する案を提出し3 翌 3月議決となった。

水第四号議案

横浜市水道第 8回拡張工事計画の一部変更

横浜市水道第 8回拡張工事計画(昭和45年12月 7日議決)の一部を次のように変更す

る。

昭和54年 2月初日 提出

横浜市長細郷道一

第 5項中 161，300フ000，000円Jを 158，000，000，000同JK改める。

提案理由

横浜市水道第 8回拡張工事計画のうち用地取得の遅延により牛久保配水池の計画期間

内建設が困難となった ζ と等のため，この計画の一部を変更する必要があるので，地方

自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例第2号の規定によ

り提案する。

資 目
A B B-A 

イ席 考
現計酋額 変更計画額 増ムj成

事費 61，300，000 58，000，000 ム 3，300，000

事費 61，100，000 57フ800，000 ム 3，300，000

，]¥工事費 7，8.28，030 7，879唱 7611 51，734 突胞に伴う精算見込

1(工事費 2ヲ717フ810 2，603，849 ム 113，991 午久保配水池関連送水管工事のj成主宰

k工事費 45会 531，130 4L1，210，387 ム 1，320，743 午久保配水池及びポンプ所工事の減等

1也資 4，948，000 3，011ヲ000 ム 1，937，000 牛久保配水池用地の減及び高塚配水池用地の減

物資 60，000 60，000 。
三機械費 15，000 35，000 20，000 実施に伴う精算見込

務費 200，000 200，000 。

(単位:千円〉

ヱ

エ

陣

法

風

間

耀

周

作

品

什

川

内

山

「

何

日

戸

μ円
い
伺
W
印川げ

i

l

勾

1
h

2 事

(2) 日量178万問3の給水体制の基盤が完成

本市の水道はラ従来西呑浄水場を中心に扇形に形成され9 道志)11.相模湖両系統の取水増に伴

い逐次増設されてきたためラ遠隔末端地区への対応が弱点となっていた。そこでヲ第 6回拡張工

事では3 相模JIIT流から取水する馬入)11系統の水を市南音防〉ら市中心に向って導くことによりこ

の弱点を埋め9 更に相模湖系統の港南隆道配水池と新設の降配水池とを結んで、上流取水と下流取

水を連絡させ，続いて第 7回拡張工事では，下流取水の増量分を開発の激しい市後背地区に導く

ため延長31凶にわたる大口径の環状幹線を完成させ，道志川系@相模湖系@馬入川系の 3系統を

有機的に結合させた。こうして，これまで 7回にわたる拡強工事によってラ市勢の発展と人口の

増加を支えてきたが，これに伴う水需要の増加が余りにも激しかったため，従来の拡張工事では
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どうしても水源手当を中心に進めざるを得ない結呉に終止しジ送配水施設への対応が遅れ気味と

なっていたといえる。

更に抜本的な送配水施設への取組みを困難にした大きな要因として，戦後の駐留軍による市中

心部の接収とその解除の遅れが，戦災復興と高度経済成長による都市集中に大きな影を落として

いたととが挙げられる。すなわち，急膨張する人口は市周辺部に集まり，私鉄企業や不動産会社

によって近郊丘陵地帯が急速に宅地として開発されたが，それは都市計画と脈絡をもたない無秩

序ともいえる状況を招いたのでv 遅れている市中心部の復興と周辺部の乱開発に阻まれ抜本的な

給水体制を確立するととが困難となり，むしろ局所的な対応に追われる結果となっていた。

とのように，地価の安い丘陵地区の開発が盛んであったため，応急的に隣接する低地域の既設

配水管から分岐してポンプ加庄で、給水を行う地域が拡大すると 3 末端の既成市街地域での給水不

良が増加し9 これを補強すq るためにポンプ加圧を行うという悪循環を繰り返し，年々ボン

増加して80箇所を超えるまでになった。しかも D ポンプ場の増加はう半面ヲ高台地区における水

圧の不安定と低区ι台ける高水圧化を招いて水圧のバランスを欠く結果，円滑な給水状態を保っ

ととが勺きず，また漏水破裂の原因ともなっていた。

ζのポンプ場の急増は配水コントロールを困難にするとともに，電力費等の維持管理費の増加

をき?とし更に停電やポン どによる断水の不安も濃くしていた。

増加するポンプ場の保守点検作業については，経営合理化策の一貫として昭和37年か

ら自動化しヲ監視員のパトローノレ市Jjによる無人運転に切り替えた(高圧ポンプ場は毎日 9 低圧ポ

ブ場は週1田)。しかし，ポンプ場の増加に加えて9 交通量の激増がパトローノレの計画的な巡

回作業を阻害しフ故障の発見が遅れ3 断減水の事態が生ずる恐れがあった。一方9 ポンプj軍転の

設定が過去の需要量からの経験等によって運転時間や圧力を設定じていたので9 天候会主:による当

日の変動に対応し一切れず適正な配水確保に問題を残しョそれはまたョ不経済な運転を生じる結果

ともなっていた。 ζれらの弊害を防止するためにも p 加圧ポンプ場をできるだけ集約して集中管

理することが強く望まれていた。

また 9 配水ifuの運用につても，従来浄水揚とは電話連絡による程度で，主とし

る監視員の判断に頼っていたため， しも適正念運用とはいえない面があった。

ζのようにp 従来ポンプ設備や配水池等がそれぞれ個々に稼働している状態にあったので，相

互の総括的な監視制御に欠けていた。給水規模が比較的小さい時にはそれほどの支障にはならな

かったが9 給水規模が拡大した現在，総合的な体制を一日も早く確立する必要に迫られていた。

その後3 宅地開発要綱等の行政指導の浸透により 9 ょうやく秩序ある都市造りへ向うようにな

った。そして9 酒匂}I 源の受入れという新しい局面を迎えて，強く望まれてい

合的?な面の改善も第 8囲拡張工事によって促進することになったのである。

ζの第8回拡張工事も昭和46年度着工以来ョオイノレショック手契機とする

に支えられて水不足の事態も回越しながらp ょうやく
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第10章 相模)11と酒匂川を結んだ第 3図占[主張工事

工事を完成させた。

第8回拡張工事に要した総工事費は次表のと;j?りでラ当初計画額に対して 200億円を超える増

額とまった。

表 10-67 総工事議概要 (単位:子同)

ZJ叫 Eド----J区---分I当初計画工事費 実施工事費 増ム j時

浄水工事費 4，946，000 7，861，696 2，915，696 

送水工事費 2，210，000 2，619，898 409.898 

配水工事費 25，501，000 44，226，585 18，725‘585 

用池費 4‘948，000 2，994呂29 ム1，953‘171

建物資 60，000 60，000 。
器具機械資 15，000 34，126 19，126 

事務費 120，000 194，698 74，698 

37，800，000 57，991，832 20，191，832 
F 

ζ うして完成した第8回拡張工事の施設概要は以下のとおりである。

(3) 語 8間拡張工事の施設調整

1) ブロック fンステムによる給水方式

急増する需要水量と拡大する供給区域に対し3 給水体制の抜本的対策が要請されていたのに加

え9 新たに企業団からの受7J<'1とより水操作の固でますます複雑さが予想されたので，地理的条件

や現有施設を考慮し，市域を21のプロックに分割して安定した給水体制の確立を目指した。

と ブロックシステムの特徴は9 各プロックについて

① 必ず配水ifuを1か所設置すること。

② ホ。ンプ場を 1か所に集約すること。

③加庄区域と自然流下区域を分けて管網の整備を図仏ブロック聞の相互融通のため幹線網を

設けること。

などである。

ア.ブロックの構成

21のブロックは， JII井，鶴ケ峰フ西谷及び小雀の 4浄水場と， .場外の10配水池(恩田ヲ港北，

鶴見，矢指，仏向，野毛山，平楽ラ港南陸道， 11牟~日野進道ラ金沢極道)の合計14か所の既設配

水拠点について9 それぞれの給水範囲を見直すとともに新たに 7か所の配水拠点(保木9 牛久

保ヲ三保，菅田，港南台3 高塚3 磯子)を追加し， 21か所の配水池を中心としたブロックを構成

したものである。

イ@ポンプ場の統合

横浜市の地形は埋立てによって拡張された標高 0メートル地帯から 100メートルを超える丘陵

地もあるという起伏に富んだ地形である。昭和30年代の前半まではs 市中枢部をはじめとする海

岸沿いの地域及び鉄道沿線などの低地域に人口が集中し，丘陵地などの高台は限られた区域のみ
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関 10-20 配水プロッタ協

J'L1.列

一-p]cノ比ブロック

国浄水場及び配水池

配水;也

⑦ 送四日ポ/ブ

ポ/プ加圧区域

るという状況であった。ところが，昭和30年代の後半になると

おける宅地開発が進んで人口が急増したのて沼市街地の配水幹線からポンプで加圧して需要に

応じたためz ボン たどり p に及ぶ状況と友ってしまった。

従って，これの管理の困難性はもとより p 高台に給付る と る ど

i}6 



雲寺10事 相模)lJと酒匂川を結んだ第 8回拡張工事

水圧のバランスを欠W て給水の同滑化に支障をきたすようになったので司各ブロックごとに 1箇

所のポンプ場に集約するとともに9 高区用と低区用の管摘を分離整備し，給水の安定と効率化を

図る ζ とにしたものであるc

2) 調整センター

酒匂J11系統からの受水により，既設水源の道志川系統，相漠湖系統及び馬入川系統を合せて 4

系統の水源を配水することにたったので、ラ ζれらの水源の有効利用と，施設の効率的運用を図る

ためラ西谷浄水揚構内に電子計算機を設けるとともにp 各施設の計装設備の近代化を図った。

ンタ-の機能としてはフ

② 安定した水の供給を図る総合的水運用計画立案機能

③ 運転実援の収集とデータファイ

ノレ機能

④情報交換端末設備による情報サ

ーピス機能

⑤ システムの Lノベルアップを図る

オフライン機能

などを備え，各浄水揚に設置するす

プセンターと連携してNTT又は自

営線の通信回線による各施設の状況

把握と情報の提供によってう施設全

体の効率的運用を図るものである。 調整センター監視室

3) 西谷浄水場の近代化

西谷浄水揚は9 第 2@1拡張工事(明治43竿~大正4年)に上って建設されて以来ρ 第 3閏ラ第

4田拡張工事によって相次いで施設が増設されたため，各施設の配置が必ずしも適当で、なし維

持管理よからも支障になるとともに経年劣化による老朽化が目立ってきたので，配水拠点として

最適の立地条件にあることを生かしてョ中

枢的な機能を果させるため，施設を更新強

化した。

すなわち g 第4囲拡張工事で建設した施

設を除きョ既に老朽化している着水井 1

池，沈i殿池4池ラ緩速瀦j島池12池及び洗j争

用高架水槽を廃止して着水井 1池ラ沈澱j也

4 rtP.及び急速瀦過池10池を新設しヲ余裕の

主主じた構内に有効容量 109，500m"の配水池 工事中の西谷冷水揚

731 



施行場所及び施設 h面 設

(西谷浄水場構内)

菊水 子II 1;也

沈澱池 I4;也(90，OOOm'/日/池)

急速滅過池 I10;也(17，5001げ/臼/池)

内

計 主主 設 備|近代~i装，電力設備，薬品設備

一一労マ
τγ 

管 理 棟|延べ7，400m' (地 r;-: 2[;皆ヲ地上:4[i皆)

関 10-21 西谷浄水場配置図(改造前J

西谷海水揚

.738 
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を築造する一方，調整センタ-中央管理室3 事務室などを収容する管理棟を新設した0

4) 送・配水施設の拡張p 整備

(i) 送水施設の拡張@整備

新設した 7箇所の配水池に送水するため，浄水場と配水油開及び配水r!TJ目互開

設し3 併せて送水加圧ポンプを設置した。

幹線として口径600mmから口径1，800mmの送水管を延長 6，129mにわたっ

は 3箇所〈小雀@磯子@港南台，総出力2，に設置した。

し加圧ポンプ

雪量 10-68 送水管計画表

μ 

施 行場所

1 }II井浄水場から

己保配水j也まで

2口径1，800mm送7k

王環状幹線から高塚

自己水池まで

3口径1，500mm磯子

幹線から磯子配水
池ま

4111年配水池から;巷南

台配水池まで

5 ;J、雀浄水場構内既

設自己水池から新設

問己水池まで

方伝 11- 内 1勿7たrず

肘仁I径1，OOOmm:延長 34rn
口f至上100mm:延長2，554m
令計:延長2，588111

的口径900mm:延長 8m
口径1，350mm:延長し195m
合計:延長1，203m

(ア)仁I{玉i，100mm:延長2，107m

(イ)ポンプ場;出力960KW

的口径800mlll:延長174m
口径900mm:延長83m
口径1，100mm:延長184m
合計;延長4Alm

(イ)ポンプ場:出カ1，2001倒

的口筏600mm:延長43m

口径1，OOOmm:延長86m
口径1，800mm:延長161m
合計;延長290m

(イ)ポンプ場:[-b力900K¥V

相甘 考

川井浄水場から日本住宅公|可1施行の霧ケ丘区岡整理

地区内に新設した三保配水池に送7)くする管を布設し

た。

小雀浄水場から港北配水池に3~ る口径 1 ， 800mm送水

環状幹線から途中分岐し，新設iウJ-均111日水池へ送水す

る管の布設を行った。

峰自己7]1:池を起点とする口径1，500rnrn機子幹線から新

杉田地点で分iI皮し?磯子配水池へ送管する管の;(Ij設

[ ι送水力目

l峰配7jdfuから新設港南台配水池へ送水する管の布設
と送水加圧ポンプ場の設置を行った。なお， 日本住

宅公団焔行の港南台区画整理地区内に布設した口径

1，lOOmmの管路の一部958mを送水管として転用した。

小1~、浄水場構内既設配水池から新設じた阻Jj( i也へ送

水する管の布設と，送水加圧ポンプ場の設置を行ーっ

たの

6口径1，200mm菅田| 肘口径1，200mmii，配水池構内 1 ~詩ヶ 111華浄水場を起点、とする口径 1 ， 200mm 昔日]幹線か

幹線から菅回配水 i 連絡管として施行。 1 ら途中分岐しフ新設菅田配水池へ送水する管ii，配

池まで 1 7](池連絡管として施行した。

7西谷浄水場構内ヲ I (7)口径600mmから口径2，OOOmm I西谷浄水揚構内に新設した配水池への送水は，企業

新設糠過j也から新 i土，浄水場構内迷絡管とし |凶相模原i'fl水場を起点とする口任 2，OOOlllm送水幹線

設配水池まで並ぴ|、て施行。!と連絡するとともに新設j慮過池からの場内連給管を

に企業団送水管と I 施行した。

の連絡管

(ii) 配水施設の拡張。整備

市内給水を向滑にし，安定した給水体制を確立するため 7箇所の配水池を新設したほか?配

水管の布設ヲポンア。場の設置を行った。配水f砲の新設は，況の給水ブロックのうち 3 三保。菅

回。高塚。磯子及び港南台の 5箇所の新配水拠点、のほか，西谷及ひ小雀の両海水揚構内に増設し

た。

υ 増設した:配水池容量は合計26万6，500:rri'で，読設の配水池容量と 200:rri'となっ

たがヲと 日量56万2，800niを加えた 1 EI1 の10.

に相当する。



第10重量 相模川と酒匂川を結んだ第 8囲拡張工事

図 10-23 西谷浄水場3号配水池平面図

配水，也容量 I09，500m' 

H.W.L 71.85 

L.W.L 66.35 

グランド

テ=ヌコペト

図 10-24

741 



関 10-25 菅回配水池平函箇

工事中の西谷主主水揚3号西日水地 工事中の菅回西日水池

高塚配水地

142 



第10事相撲)[1と;習匂川を結んだ第S囲拡張工苓

図 10-26 高塚配水池平面図

i濁 10-27 小苦言浄水場3，4号配水;也平箇及び断面図

二三三者
~ 

断面図

743 
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第10章相模Jliと酒匂川を結んだi;fJ8図拡張工事

表 iO-69 配水池一覧表

笛附数|

8 })土施行分 既設分 l E| 
名 私:

;也池数播; 有効貯水量(ln3) げt主i!.色数主汁有効R7ニヱく;墨 (rnつでj血ーさJ昔ゴ|l 有効ff}:水量 (m')

I Ji[井 1号配水池 1 i 1，700 1 1，700 
1 川9i二2号配水;也 l 2 3，000 l 2 3，000 

川井 3号配水池 1 ム 2 5，400 上 2 5.400 

在iヶl峰!止[主配水池 12，0口0 1 りιJ 12，000 
2 

鶴ケ峰浜i区自e水池 3，100 '2 3，100 

t 西谷 1号四日水池 | 1 μ つ 35，700 1 ム 35，700 
3 古谷 2号配水池 。~ 35 300 μ 。4 35.300 

西谷 3号配7J(i也 2 2 109，500 マム 2 109，500 

小i:t1号配水池 ] 1 22，300 ベム よ 22，300 
小佐 2号配水池 1 2 27，500 1 27，500 

4 
小雀 3号自由jく池 1 2 38，000 l 38，000 
小笠 4号配，，1<-;也 1 12，000 12，000 

5 思 fIJ 自己 7I( 池 1 i 2 25，000 25，000 

6 
野 毛山配水池 l 2 1L500 1 2 11 500 

IDI<Glli新記水地 よ3 2 40，000 1 2 40，000 

7 平楽四己水礼i!. i 6，000 べi 2 6，000 

8 位、 i白ijjilj己オ(i也 l 2 20，000 1 2 20，000 

9 | 沿i注目隠道配水池 1 28，000 1 1 28，000 

10 夕、指自己水池 1 2 15，000 l 2 15，000 

11 治 Jじ問己;J(i也 | η 。4 l:l6，000 3 1 4 136，000 

12 j;i1，;， 5o!，配水池 マム υ つ 22，000 1 リつ 22，000 

13 |制隆道帥池 1 1 5ヲ800 1 l 5，800 

14 i=illif'隠J立1]G水池 l 1 29ヲ000 1 寸よ 29，000 

15 出争 ['1日 水 i也 1 1 14，400 1 1 14.400 

16 三{~~自己水池 1 2 15，000 1 2 15，000 

17 背 111R¥己水池 1 2 25，000 1 2 25，000 

18 泊、 [~í 台四日 71<- i也 1 2 30，000 1 2 30，000 

19 {政子自己オ(i也 1 2 15，000 1 2 15，000 

20 高 塚田己水池 ユ 2 22，000 6ラ000 1 2 28，000 

計(20箇所) 266，500 504，700 771，200 
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表 10-7日新。増設のポンプ場
(単位:kW) 

一一乙)]'，i; 旦一主11ii1i___土一
三保ポンプ場 i360 

配水加圧ポンプ場は 9 市内80数箇所に散在していた

ポンプ場を整理統合して効率化と水庄の適正化を図る

ため9 各給水ブロックごと 1箇所に集約する加圧区域

の設定を行った。 21箇所の給水プロックのうちヲ港

北@鶴ケ峰⑩西谷@小雀・矢指。港南台。峰及び保木

の8箇所については，加圧区域の見直しにより既設の

ポンプ場を活用するととを前提に 9 また牛久保ブロッ

クについては 3 とりあえず企業団西長沢浄水揚からの

直接給水と日吉ポンプ場(出力の新設により

対処することになり，残りの12ブロックにつUてはそ

れぞれ 1箇所のポンプ場を新 q 増設した。

菅回ポンプ場 I175 I 
高 塚ポンプ場 I460 

i綾子ポンプ場 I960 

川ヂ1:ポンプ場 I435 

}&!、 問ポンプ場: 360 

鶴見ポンプ場 I900 I 明設

仏向ポンプ場 I190 I 増 設

野毛山ポンプ場

平楽ポンプ場

5JZ 戸ポンプ場

朝比奈ポンプ場

600 

520 I 地 設

問 |港南限ブロ yク

660 I 金沢舷i立フロック

ま7't，配水管として口径 500mmから口径2，OOOmmま 293mを新たに布設したが，

このうち 2 加圧用配水管として口径 500阻から口径1ラ200mmまで延長 9万6り 843m，自然流下用の

配水管として口径印刷皿から口径2，ω0阻まで延長7万756m，その他配水池周囲に延長5，694mの

を布設

74品

500~1 ，000 

回 I500~ 800 

塚 I500~ 800 

子 I500~ 700 

を図った。

2，000 600 3，841 

9，498 

12，967 600--1，000 3，701 

2，001 

5，476 500~ 1，100 14，061 

5，961 

2，716 500~ 1，100 19，283 

500~ 700 7，253 

8，178 

4_.260 

3，864 

4，789 500~ 800 I 3，044 
1，540 900~1 ， 500 2，733 

2， 223 I 800 I 3 ， 944 

8，905 

6，890 

3，802 i 600~2 ， 000 I 7，769 

500~ 1，000 483 I 500-1，000 17耐151

500~ 800 2，001 

600--1，350 241 500--1，350 19，778 

600~ 1，100 488 500~1 ， 100 6，449 

800 し 81 I 600~1 ， 100 22，080 

500~- 700 7，253 

500-1巾200 8多178

加 J70GI 4，260 

500~-1 ，100 8.，864 ? 

600~2 ， 0 2，565 500~2 ， 000 10，398 

500~1 ， 500 4，273 

700- 900 6，161 

500~1 ， OOO 8，905 

500~ 1，000 6，890 

500~ 1，3 

500~2 ，。51J32 



相撲ハ!と酒匂川を結んだ第 B回拡張工事第10章

也---~企業団

=コ導水施設

一一一一送配水施設

口08拡新設配水也

図 10-30 第 8国拡張水道施設概要図

オイルショッタ後の水需給iの変化

第8回拡張工事が開始された当時の水需給の状況は3 高度成長の影響を受けて昭和48年まで毎

7~1O万m'の驚異的な増加をみせていた。ちなみに，昭和48年夏期には l年 1日最大給水量比

日最大給水量が133万2，OOOm'に達して，第 7回拡張工事による給水能力126万8，OOOm'を超える勢

このような深いとなりヲ辛じて企業団からの臨時給水によって水危機を回避することができた。

相
模
湖
系
統

道
志
川
系
統

刻念水需給の情勢に対して，酒匂川総合開発事業と第8回拡張工事により昭和52年度まではなん

それ以降は水不足の危機が避けられないものと予測していた。とか対応できるものの3

ζ の窮状打開策として期待していたものが，建設省の宮ケ瀬ダム築造計画であった。従って，

この計画の促進とその水源の受入れ体制を整備する第 9回拡張工事を，引き続き実施しなければ

747 

1日最大給水量の推移

(単位:m') 

1日最大*i'i7k :i:下玉石EE-
1，043，800 72，100 

1ヲ264，900 53，800 

特
一
山

:
i

表 10-72



念らないという緊迫した状況にあった。

ところが，昭和48年秋のオイルショックで事態は大きく変ってしまった。昭和48年四月に襲っ

たオイルショックは2 物価の上昇を加速させp 生活関連物資を払底させるなどヲ日本経済を根底

から揺さぶり?政府の強力者:総需要抑制策の推進によって9 高値安定の形ではあったが何とか狂

乱物価は鎮静化に向ったが，不況の深刻化，省資源思想の普及，節約ムードの浸透など，その反

動は高度成長時代の経済社会を一変させたこo とれに伴ってつ驚異的な水需要の伸びも鈍化の方向

に転じ翌昭和49年の i日最大給水量は 131万6，OOOrrfと前年度を 1万6，OOOni下回る結果となっ

との7!<':使用量の鈍化の実績をもとに，昭和田年に第8閏拡張工事の計画変更を行って工事費の

高騰に対処すると同時に，計画完成年次を 3年延長して情勢の変化に対応させた。しかし， ζの

当時はまだ，とれからも人口増及び生活水準の向上等によって水需要は増加するものと予想し，

昭和田年以降は再び水不足の恐れがあると推計していた。

ところがD 昭和!日年も不況色が強し翌昭和51年は冷夏の影響も加わりヲまた，給水戸数と人

口の増加も減少の傾向にあったため，水需要に従来 表 10-73 1 Iヨ最大給水量の推計実績比較

のような伸びはみられずp 計画変更時に予想し

計{直を大幅に下回る結果と在った。

fこのように，国際経済の激流とともに高度経済成

長は終りを告げて低成長の時代へと移りフ産業構造

た。

も徐々に省資源9 省エネルギーヲ電子技術集約型に

転換し3 重化学工業等の用水型産業は縮小して水需

要の構造にも質的な変化が現れ始め，次第に家事用

水量の占める割合が大きくをり 3 全体の水需要の伸

びは家事用を中心とした伸びに変ってきた。それ

は9 また首都圏における住宅都市としての役割jを負

わされている一面をも物語って ;)3b，昭和53年 5月

には大阪市の人口を抜き全国第 2位の人口を有する

都市となった。

表 10-75 6都市人口推移
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第 11章

将来水源の確保

I 水源開発の促進

1. 国をあげて水源開発に取り組む

昭和30年 (1955)，戦後 10年を経て敗戦から立ち上がったといわれたとろ，全国の水道普及率

は，わずか32%に過ぎなかった。政府は水道普及を国民的課題のーっとして取り上げ，昭和34年

から全国水道週間を設けるなど，水道普及率の向上に取り組み，行財政制度面からも改善を押し

進めた結果， 20年後の昭和54年には，全国の水道普及率は89.7%と飛躍的な向上をみた。大災害

や戦災など多くの障害があったことを十分考えなければ、ならないが，近代水道誕生から約70年間

で30%の水道普及率であったものを，その後の約20年間で60%近く普及向上させたことになる。

しかも， ζ の聞には人口増加と生活水準の向上に伴う生活用水の増大及び産業やその外の都市

用水の増加も加わっていることから，実際の水需要量はこの水道普及率の向上ペースをはるかに

超えた勢いで増加したのである。乙の高い水道普及率を達成できたのも， ζの短期間に水源開発

を進めた多くの人々の努力の賜物である。ちなみに，本市の場合，昭和30年と昭和52年の人口を

比較すると約 2.4倍で，最大給水量 表 11-1人口等の増加状況

での比較では約 3.3倍と念っている

ととからも，水源開発の重要性・緊

急性の一端をうかがい知ることがで

きょう。

区分

昭和30年

昭和52年

100 

334 

水道週間の全国標語についてみると，当初は「水道でみんな明るく健康にj，1"水道であふれる

健康 わく笑顔」という公衆衛生や文化生活の面を強調するものが多かったが，昭和40年代の後

半に入ると， 1"水道水源の開発をj，1"限りある資源水を大切にしましょう」というように水道

の課題をずばり表現して協力を求めるものに変ってきた。

昭和49年4月には，水源開発に伴う水没関係地域の生活安定と福祉の向上を図りつつ水源開発

を円滑にするために， 1"水源地域対策特別措置法j (昭和48年10月制定)が施行された。こうし

て，昭和50年代に入り，利根川・荒川水源地域対策基金，木曾3川水源対策基金などが相次いで

設けられた。
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f静水道週間オミスタロa

第 1回昭和34年 ま高2回昭 和35年 第3回昭和36年 第4回昭和37年

童書5悶 昭和38年 第 6回 S21手i139年 第 7田昭和何年 芸者urm昭和何年

事高 g @ 昭和42若手 言語10殴 昭和何年 童話lllEii 昭和4~年 第12悶昭和45年

言語13国 昭和46年 第14隠 昭 和47年 第15間昭和何年 第15回昭和49年
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第17回昭和50年 第18回昭和51年 第19回昭和52年 第20回昭和53年

第21回昭和54年 第22回 昭 和55年 第23回昭和56年 第24回昭和57年

第25回昭和58年 第26回 昭 和59年

第27国昭和60年 第28由昭和61年 第29由昭和62年
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表 11-2 指定水系!こ係¥fi水源地域対策基金設立状況

ま「 事 業 内 容 基本基金

側)源
利 l也
根城
)11対

荒策
川基
7Jく金

側j水対11.関係地方公共団体などが論ずる

古附| 水没関係住民の不動産取得など

三池it!;1 の生活再建対策に必要な措置に

川域金| 対する資金の貸付け、交付ーなど
l の援助

1 2。関係地方公共団体などが議ずる
帥 *1
1定i以! 水没関係地域の振興などに必要芸

)IIJ也l な措置に対する資金の貸付け、

域[ 交付などの段助
対 l
f汁 13.水没関係住民の生活再建または

孟| 水没関係地域の振興などに必要

金! な調査およびその受託

4.その他基金の目的を達成するた

一一一寸 めに必要な事業
G!j17J( 
t}L i原
後地
)I!域;

対
策
基

一主し一一
表 11-3 2県以ょにわたあ水系における水源基金
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三市:lll

京都府 500，020千円

昭和55年 I大阪 府 1，008千円 (54-56年度の 3ヵ年て、造

日会周I!}fJ ( 2府 4県 3市 成し、医|はその1/2を補助、3月21日ノ、 I、
が均等負担) 残は 2府 4県 3市が均等魚奈良県

京者[1市 担)

大阪 市

神戸市
ト一一一一

500フ007千円
福岡県

(57-59年l交の 3ヵ年で造
f左 :'fi県

1っ020千円 成することとし、闘はその
11町、日57年熊 本県

( 4県 2市がよ5J 1/2を補助、残は福岡県1.8/
7月5日大分県

ミ争負fll.) 6、佐賀県1/6、熊本県0.4/6、
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75，000千円

(55年度に造成、

国庫補助1/3、残

は関係地方公共

間体負担)

75，000千円

(55年度に造成、

国庫補助1/3、残

は関係地方公共

団体負担)

神奈川県内で比 ζれまで相模川河水統制事業?相模m総合開発事業によって相模湖。

し3 その水源@水質の保全に当っては周辺地域の各町村の協力を得てきた。これに対し
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第11章将来水源の確保

て従来から周辺地区の各種の行政施策に関係水道事業及び発電事業が共同して毎年財政援助を行

ってきた。その一環として，津久井ダム建設に際してはラ財団法人神奈川県津久井湖協会が設立

され(昭和41年(1966) 3月L津久井湖記念館も完成している。

(財団法人)津久井湖協会概要

3 趣 旨

栢模川総合開発事業に協力し，県民の福祉の増進に寄与することを目的としてヲ神奈

川県企業庁が行う事務事業及び施設見学者に対する便益の提供ヲ水没者及びその遺家族

の福利厚生に資する事業等を行う。

2 基本財産及び運用財産 l億円

3 役員等

理事長

副理事長

専務理事

理事

監事

4 設立年月日

神奈川県副知事

水没移住者地区代表 1;gr 

津久井地区行政センターより出向 1名

水没者代表10名及び県企業庁長ゎ管理局長。城山事務所長，

横浜市水道局長

企業庁総務室長

昭和41年 3月31日

棉模JlIダム周辺地域振興協力基金

全国で、設けられている水源地対策基金はラいずれも今後の開発地を対象としたものであるが安

建設当時補償がなされているとはいえラ湖が存在する地域では，生活環境p 更には町の発展にも

大きく影響していくとと及び湖保全に対する長い間の協力を考えれば一層の連帯が望まれるのは

当然である。こうして感謝基金設立構想が打ち出され9 昭和52年 (1977)10月に関係県市の首長

会議てや基本的合意をみ，翌日年7月 7EIに財団法人相模Jliダム周辺地域振興協力基金の設立決議

がなされフ直ちに申請手続きに入札同年8月に設立許可となった。

(財団法人〉相模!日ダム周辺地域振興協力基金のJ概要

1 趣 旨

神奈川県における水資源開発についてはp 人口増加及び生活水準の向上等による水需

要の増大に対処するためラ今日までに相模川河水統制事業，相模川総合開発事業を実施

してきたが，都市地域への水道用水供給に当っては水源保全，水質保全等の固について，

相模夕、、ム及び城山ダムの周辺地域各町の協力によるところが大きい。

これに対しヲ従来からもダム周辺地域の福祉向上のため，各種の行政施策を行ってき

ているが，水道事業者及び発電事業者として会ダム周辺地域との連帯性をより一層強化

するため， (財団法人〉相模川ダム周辺地域振興協力基金を設立し3 ダ、ム周辺地域の環

境の保全，住民の生活基盤の向上等に係る事業の振興助成を行うという ζ とで，昭和田

年四月の生首長会議(神奈川県p 横浜市， ) I!l崎市2 横須賀市)において基本的合意をみ
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たものである。

2 事業の対象地域及び対象事業範囲

津久井郡4町(津久井町ラ相模湖町，城山町，藤野町)

環境保全，生活基盤向上等のための当該地域の地方公共団体等が行う

3 基金の構成団体

神奈川県水道事業及び電気事業p 横浜市水道事業及び工業用水道事業，川崎市水道事

業及び工業用水道事業ヲ横須賀市水道事業0

4 出えん金

基本財産 5億円

構成団体別拠出額(相模ダム による〉

寸

*貨 浜 105.000 

)Ij iII奇 市 92，000 

横須賀市 24，000 

神奈 川 県 279，000 

内訳
水遊 '17，000 
在同世L メ71.令 232，000 

500，000 

(注)横浜市上水 64，000千円

横浜市工水 41，000千円

5 運用財産 基金から生まれる果実

6 役員構成

とヲ」る。

回 イ本 早'11 ;II 4監事

神奈川県 ( 5 名 v 理事長(知事~)，専務浬半(企業)-J"liニ開局長))

横 1兵 L2名， i，¥U理事長(助役)) 1名

)lj 111奇 rn 2 ~笛 1名

右黄須賀市 2名

ー一一一一一一L三三一
百十 I 11名

7 事務局 神奈J1i¥県企業庁におく 0

8 設立時期 昭和53年 8月3日

9 その他 助成基準等細部についてはヲ

昭和153年 7月18E:

る。

Mコ
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第111事 将来水源の確保

立について仕ヲ民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により許可する。

昭和田年8月 3B 

神奈川県知事 長 洲

(3) 三保ダム周辺地域提興協力基金

酒匂!日開発周辺地域についても相模川ダム周辺地域と同様の主旨から 3 昭和54年 (1979) 3 

月フ以下のような三保ダム周辺地域振興協力基金が設立された。

(財団法人)三保ダム周辺地域振興協力基金の要

1 趣旨

神奈川県における水資源の開発は、主要水源である相模Jilを中心として開発を進めて

きたがテ年々増大する水需要を満たすことは，相模}II水系からの取水のみでは到底困難

となった。そこで長期的展望にたって水資源、を確保するたゐラ酒匂}ll総合開発事業を行

うこととし，昭和36年に調査に着手して以来 223世帯の水没者をはじめとして関係者

の深い理解と協力によってラ三保ダムが昭和53年 7月28日完成した。

新たに誕生した丹沢湖は神奈川県民の貴重右:水ガメとしてョ県民共有の財産として守

り育てていかなければならない。

神奈川県及び神奈川県内広域水道企業団並びに姫川電力株式会社比水源地域振興対

策事業の一環としてヲ道路の改良ラ林道の建設，製茶工場ラ駐車場，広場等各種の地域

振興施策を講じているがフ尚一層水の供給を受ける都市地域とダム周辺地域との連帯の

強化とフ県民の新しいふるさととしてのダム周辺地域の住民福校の向上を強く願いヲ山

北町等が行う環境の保全及び整備並びに住民の生活基盤の向七に資する事業並びに地域

振興活動の経費に対して助成するため3 民法第34条の規定に基づく公益法人として，

(財団法人)三保ダム周辺地域振興協力基金を設立することとなったものである。

2 対象事業

(1) ダム周辺地域の環境保全及び整備のためヲ当該町等が行う事業に対する助成

(2) ダム周辺地域の住民の生活基盤向上のため当該町等が行う事業等に対する助成

(3) 当該町等が行う地域振興活動の経費に対する助成

(4) その他目的を達成するために必要な事業

3 基本財産 3億円(企業団 2億9，940万円p 姫)11電力60万月)

4 運用財産 本基金の運用益

5 役員J構成

団体

神奈川県

企業団

山北町

姫川電力側

地元振興会等

理 事!監事

3名〔理事長(知事戸)，専務理事(企業庁三保事務所長)J

1名〔副理事長(企業長)J I 1名
1名 1 1名

1名

3名

9名 一一寸三五一
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6 事務所 足柄上郡山北町神尾田759-2(記念館内)

7 設立時期 昭和54年 3月20日

神奈川県指令文第72号

横浜市ヰi区日本大通 1番地

財団法人三保夕、、ム周辺地域振興協力基金

設立者酒匂川総合開発事業者

神奈川県知事 長洲一二

昭和54年 3月1日付で申請があった財団法人三保グ、ム周辺地域振興協力基金の設立に

ついてはヲ J民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により許可するc

昭和54年 3)~14 日

神奈)IH県知事 長洲一二

E 宮 ム計画実現への

L 改正と水需給の見通し

昭和48年 10月に出された生活環境審議会の答申「水道の未来像とそのアブローチ方策

について」は多くの反響を呼ぴ，水道行政にも大きな力づけとなった。とうした背景のもとにう

翌昭和49年には 2 厚生省の一課であった水道担当課が水道環境部に昇格強化され会山積した難問

i)組むととになった。岡部比水道事業の基盤を継承発展させるべく水道法(昭和 37年改

の抜本的改正に着手し，昭和52年 5月に法律第73号として水道法の改正が提案可決され 6

月23日の公布となった。

ζ 点は，

(j) 水道用水の需給見通しラ水道の布設状況，水源等の清潔保持の状況にj照らして 2 国，地方公

共団体及び国民の果すべき

@ 原水の清潔保持及

と責務を明らかにした。

エλ 庁、三百三主
7<:.え)V.J主て口同， ラ更に高層

ピノレの増加に対応して i簡易専用水道」を規定化し末端給水の水質保全を図った。

③ 従来明文化されていなかった国庫補助について 9 水道事業及び水道用水供給事業に対 Lて予

算の範囲内で国庫補助をすると明記した。

昭和53年 8月にはヲ国土庁から長期水需給計画が発表されたがラ

域については一層の水源開発や水利用の合理化が必要であることを指摘し，

関東臨海，近畿臨海，北九州を中心に計画中の夕、ムが完成しでも年間 9

も不足すると予想、 L，ている。このように厳しい水源開発と取り
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第11章将来水源の確保

日本を大渇水が襲い，福岡市などは実に給水制限日数が 287日にも及ぶという異常事態に見舞わ

れたのである。

このような状況に照らし，建設省では経年貯溜ダム構想、を提案したものの，その膨大な建設資

金をどζから得るのか，また誰がそのコストを負担するのか，問題が余りにも大きいため，昭和

62年現在，いまだに軌道に乗っていない。

神奈川県内ではこれまで水源対策を先手先手に進めてきたお陰で，再三にわたって異常渇水の

危機を回避してきた経験を有している。現在のととろ水需要の伸びは鎮静化しているとはいえ，

以上のような不測の事態を念頭におけば，より一層の水源開発の推進が必要であることは論をま

たない。

'2. 宮ケ瀬ダムの基本計画公示される

昭和田年 (1978)12月48，建設省から宮ケ瀬ダムの建設に関する基本計画が告示された。同

ダム建設は，酒匂川水源開発の後を受け， 21世紀を展望する将来水源として欠かせないものであ

り，多くの期待が寄せられていたものである。その調査は昭和44年度より開始されており，この

基本計画の決定まで実に10年の歳月が過ぎ、去っていった。

との聞の経過はおよそ次のとおりである。

昭和44年4月1日 相模川水系が 1級河川に指定された。

ζの1級河川指定に当り建設大臣から意見を求められた神奈川県知事は，県会に諮り同意の

回答を行ったが，その際「昭和42年に発生した異常渇水並びに昭和50年以降の水需要に対応す

るために，とれら事業(注:相模川総合開発事業及び相模川水資源高度利用計画のζ と)の早

期完成はもちろんの ζ と，県境を越えた広域利水計画の樹立が必要不可欠なものとする考えか

ら，との際，固において水資源開発促進法等に基づく緊急なる措置を講ずる」ょう建設大臣に

要望書を提出した。

昭和45年8月には，建設省で洪水調節，既得都市用水・河川維持用水の確保，都市用水の開発

(約15nJ'/sec)を行うという構想をまとめた。

昭和46年度から実施計画調査を開始し，建設省宮ケ瀬調査事務所が設置された。

昭和48年11月には，本市首脳部会議に諮り，宮ケ瀬ダム計画への参加と開発水源に対しては企業

団方式による方針を得た。

昭和49年4月 関係県市首脳部会議(副知事・助役・局長)として将来水資源対策打合せ会がも

たれ，利水方式は企業団方式によるととで意見の一致をみた。既設の調査事務所は建設省宮ケ

瀬ダム工事事務所として名称を変更した。

その後，開発水量について県から協議があり，第3次案まで示された。

昭和50年7月 配分水量について同意の回答を県に行った。
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表 11-4 開発水量配分案

団体名 第 1次案(昭和49年 7月)

一一一一一一一行一一一一
神奈川県

横 浜市

)11 山奇市

横須賀市

日十

551，800 

479ヲ700

143，400 

125，100 

1，300，000 

(単位:が/臼)

第 2次案(昭和49年 8月〕 第 3次笑(昭和50年 1月)

645，600 655，600 

487，500 499，000 

17，400 23，400 

149，500 122，000 

1，300，000 1ヲ300，000

昭和田年11月四日 将来水資源対策打合ぜ会〔首長会議)が行われ3 ①宮ケ瀬夕、、ムK係る利水者

(ダム使用権者ヲ水利権者〉は神奈川県内広域水道企業団とすること，②笹山ケ瀬ダムによる新

規開発水量(日量約 130万ポ)は官定的に配分(第32Eと同じ)すること 9 の2点lζ

意に遣した。

翌日には，直ちに首長による には県知事9

自治両大臣への陳情がなされた。

昭和51年8月 清川村フ津久井町の調査が開始された。

3月23日 水源地域対策特別措置法に基づくダム され〆た:。

昭和田年 5月 石小屋地点をダムサイト

昭和田年8月 特定多目的夕、ム法に基づいて建設大臣は神奈川県知事に

月県会に諮り，翌日月に建設大臣へ同意の回答を行った。

昭和田年12月4EI 建設大臣はp 宮ケ瀬lJ"ムの建設に関する基本計画を公示した。

宮ケ瀬ダムの建設に関する基本計画

l 建設の目的

(1) 

3 

i亡。

ムの建設される地点における計画高水流量毎秒 1，7ω 立方メートノレのう

758 

毎秒 1，600立方メート F、
ノ 0

流水の正常者:機能の維持

相模川本J11及び中津川の既得用水の補給等流水の正常在機能の維持と増;躍を図る。

水道

!県内広域水道企業|主に対しフ

7Kの取水を可能ならしめる。

2 位置及び名称

置

左岸神奈川県津久井郡津久井町青山

に 1B 1勺 300，000

ょっ

9 



第11章将来水源の確保

図 11-1 宮ケ瀬ダム計画位置図

、 宮ヶ瀬、
‘・.、、・、
ゐま守、、、‘

U 規物、、、、

Y 
/ 

/ 
/' 

丹沢ネィf
1 

凡例

L r 
、"，..--

一一一市町村界

ーーー皿ー国・ 般
地方進

ー『問自信導*1各

~集担域

神奈川県愛甲郡愛川町半原

(2) 名称

宮ケ瀬ダム

3 規模及び型式

(1) 規模

援高(基礎岩盤から非越流頂までを言う。)155メートル

(2) 型式

重力式コンク)}-トダム

4 貯留量，取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分に関する事項

(1) 貯留量

イ 総貯留量

最高水位は，標高286.0メートルとし，総貯留量は， 193，000，000立方メートノレとする。

ロ 有効貯留量

最低水位は，標高206_0メートノレとし，有効貯留量は，総貯留量のうち，標高286.0メ

ートノレから標高206.0メートノレまでの有効水深80メートノレの貯留量183，000，000立方メー

トノレとする。

(2) 取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分

イ 洪水調節
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洪水期(毎年6月16日から10月15日までの期間をいう。以下同じ。)においてはヲ洪

ぅ場合を除き水位を標高275.5メートノレ以下に制限するものとする。

洪水調節比標高286⑬ 0メートノレから標高275.5メートノレまでの容量最大45，000，000立

メー}ノレを利用して行うものとする。

な.;1$フ洪水調節は，非洪水期(毎年四月16EIから翌年6月158まで、の期間をいう。 以

下関じ。)においてもヲ予備放i慌により行うことができるものとする。

ロ 流水の正常な機能の維持

流水の正常な機能の維持と増進を図るための貯留量はフ洪水期におい、て標高 275.5メ

ートノ，~から標高 206包 0 メートノレまでの容量 13S， 000， 000立方メートノレのうちフ最大

19，800，仰O立方メートノレとし非洪水期に沿いてはフ穂高286.0メートノレから標高205.0

メートノレま

する。

れリ山町f
t
 

メートルのうち p メにートノレと

ノ¥水

神奈川県内広域水道企業団の水道用水としてヲ中津川合流点下流において 1日最大

1，300，000立方メー}ノレの取水を可能ならしめるものとする。

神奈川県内広域水道企業団の水道用水のための貯留量は9 洪水}切に沿いては，標高

275.5メート jレから標高 206.0メートノ1/ま 138司 000，000 メートルのうち最

118，200，00。 ートノレとしp 非洪水期においては，標高 286緬 0メートノレから襟高

図 11-3
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206.0メートノレまでの容量183，000，000立方メートノレのうち，最大 160，800ラ 000立方メー

トノレとする。

ただし水道用水のための放流はヲイに規定する洪水調節及:ぴロに規定する流水の正

常な機能の維持に支障を与えないように行うものとする。

5 ダム使用権の設定子走者

神奈川県内広域水道企業団〈水道〉

6 建設に要する費用及びその負担に関する事項

(1) 建設に要する費用の概算額

{1m，マuO:(j意円

建設に要する費用の負担者及び負担額

イ 河川法第59条及び第60条第1項の規定に基づく国及び神奈JIi県の負担額

建設に要する費用の額に1，000分の373を乗じた額とする。

ロ 特定多目的ダム法第7条第 1項の規定に基づく神奈j!lj果内広域水道企業団の負担

建設に要する費用の額に1，000分の627を乗じた額とする。

7 工期

昭和46年度からフ昭和62年度までの子定

8 その他建設に関する基本的事項

1の(2トの目的を達成するため，つぎに掲げる導水路を建設するとともにヲ相撲夕、、

ム及び城山ダムの管理者と協同してp 宮ケ瀬ダムと相模ダム及び城山ダムとの総合運用

を行うものとする。

(1) 道志導水路〈通水量最大毎秒20立方メートノレ)

表 11-5富ケ瀬ダム水源地域振興計画による

事業概要

表日-6 宮ケ瀬ダム水源地域振奥計画財源内訳及び手Ij水者負担額

手1I水負蹴買の fB X100 
事業区分

l口、 Ul 

よ口、

首 路

釘易水道

下 71<. j、弘h土ι~ 

義務教育施設

ヰL 道
豆ロ二 中本

農業近代化施設

当然公園

3主 メヱιミ 所

えポ ツ施設

呆 育 園

し尿処理

ごみ処理

(単位:千円)

[F75? 
17 2，767，000 

7 3，046，000 

15 15，381，860 

l 1，403，000 

1 320，000 

9 3，808，991 

13 5，104，000 

l 72，700 

1 35，000 

4 876，420 

5 327，000 

7 1，994，000 

3 198，750 

1 160，680 

l 119，520 

86 35，614，921 

区 分 金 4iJ'1 A 
団体別内訳B 1 A 

国 費 15，402ぅ450千円 1

j青 )11村 4，198，000 4ヲ121，000千円 98.2% 

地 津久井町 2，275ヲ000 1，802，000 79.2 

方 愛川 町 2，353，000 1，900，000 80.7 

負 厚木市 1，207ヲ000 603，000 50.0 

t日 小 計 10，033，000 8，426，000 

主買 神奈川県 9，584，000 748，000 7.8 

19，616，471 9，174，000 

受益者その他 596，000 
受益者:厚木市農業協同組合
その他:日本住宅公団

メ口入 言十 35，614，921 
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呑 口 神奈川県津久井郡津久井町青i恨

吐 口 神奈川県津タ.井郡津久井町鳥屋

(2) 城山導水路(通水量最大毎秒40立方メート

呑 口神奈川県愛甲郡愛川町半原

吐 口 神奈川県津久井郡津久井町中野

とうして，待ちに待った富ケ瀬ダム計画はようやく動き出すととにをったが9 その前に p 先祖

伝来の地が湖底に沈む多くの人々やi町村との難しい問題があった。

3. 神奈川県東部地域広域的水道整備計画の策定

昭和田年 6月に水道法の一部改正が行われた際，水道の広域的 IIJi骨?にするた

1宣言の 2として広域的水道整備計画が加えられョその計画の策定に闘する手続き等が定めら

れた(第 5条の 2)。これによりョ水道の広域的な整備を図る必要がある場合は，関係地方公

団体の要請により都道府県知事が当該都道府県の議会の同意を得て広域的水道整備計画を定め，

ζれを厚生大岳ヘ、報告す司るとともに関係地方公共団体K通知し厚生大臣は都道府県知事に対し

て必要な助言又は勧告を行う道が開かれた。更にヲこの法改正勺はヲ従来予算との措置とし

われていた水道事業等に対する国庫補助を明文化(第44条) L9国庫補助制度の強化が図られ

た。

ζ の法改正に基づく施行令のポイントの一つにう都道府県知事が定めラかつ厚生大臣が適当と

認めた広域的な水道の整備計画に基づく水道施設については，一定の条件を満たせば一般の広域

化補助より高率の補助が得られることになったことがある。このため，神奈川県では企業団その他

県内の関係地方公共団体と協議を行い 9 当面急を要する神奈川県東部地区に重点をおいて検討を

進め，昭和55年8月には東部地区関係地方公共団体が連名で神奈j した。
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広域的水道整備計画策定の要請書

8月四日

神奈川県知事 洲 b 三殿

広域的水道整備計画の策定について

水道法第 5条の 2第 1壊の規定に基づき 2 別紙のとおり県東部地域の広域的水道整備

計画の策定を要請します。

神奈川県知事 長洲

横 市長 細郷道

川 崎 市 長 J伊 三郎

横須賀市 横山和

小田 干庁長 中

三浦市 野上



水道の広域的な整備を図る必要があるととの理由

県東部地域の市町村等に沿いてはョ生活環境の改善と公衆衛生の向上の基礎となる水

道施設の整備運営について努力を重ねてwるところですがp 今後とも安定した給水を|盟

るための施設の拡充整備が必要となってきています。

そこで，水資源の有効利用を図りヲかつ清浄でラ安定した用水を確保するための合理

的念施設の整備ラ運営を考慮すると，長期的視野に立って，当地域に適合した水道の広

域的な整備を計画する必要があります。

水道の広域的合、整備に関する基本方針

計画の目標

この計画は9 水道施設を拡充整備L，合理的な水の利用を図りフ長期にわたる衛生的

で、安定した給水体制を確立する ζ とを臼擦とする。

計画期間

この計画の目標年度比昭和67年度とする。

広域的な水道整備計画の区域に関する事項

計画区域は，下記のとおりとする。

横浜市， ) I!II崎市ラ横須賀市9 平塚市p 鎌倉市ヲ藤沢市ラ小田原市(一部)，茅ケ崎市，逗

子市，相模原市ラ三浦市ラ秦野市ラ厚木市3 大和市，伊勢原市 1海老名市，座間市，綾

瀬市ヲ葉山町ヲ寒川町，大磯町，二宮町ラ愛川町，清川村ラ城山町p 津久井町ヲ相模湖

町ヲ藤野町

第11章将来水源の確保

次

男

義

本

部

夫

成

藤

周

愛

靖
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忠

秀

重

原

村

多

馬

本

j宰

長谷川

鈴木

!j_1 

栗

中

:衣

相

[11 

街ir
Eヨ

秦野市長

伊勢原市長

座間市長

愛)l!町長

清 J1I村長

津久井町長

相模湖町長

藤野町長

神奈川県内広域
水道企業団企業長

1 

2 

(1) 

3 

関係地方公共団体の要請を受けた神奈川県知事は，整備計画の案をまとめて翌 9月に関係団体

同月25日の市会第8常任委員会にそれぞれの団体からの同意を得た。本市でも 9に諮った結果，

環衛第 286号

昭和田平 9月16日

この協議について報告了承を得て，同意の回答を行っている。
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洲長

殿

神奈川県知事

広域的水道整備計画の策定について(協議)

道努日細横浜市長



さきに策定の要請があったとのととについてラ神奈川県東部地域広域的水道整備計画

としてョ別紙のとおり策定したいので，水道法(昭和32年法律第 17'7号)第 6条の 2第

2項の規定により協議します。

沿ってラその結果を昭和田年10月31日まで、の問に御回答ください。

は，衛生部理境衛生課水道係)

神奈川県東部地域広域的水道整備計画

1 基本計画

(1) 計画の目標

との計画ね"東部地域における水道事業の広域化を指向しつつヲ

簡易水道事業等の再編成及び水道用水供給事業の施設整備を図仏もって安定し

ることを目的とする。

(2) 

目標年次は昭和6'7年度とする 0

2 区域K関する事項

(1) 計画の対象区域

横浜市， ) 1I崎市，横須賀市，平塚市9 鎌倉市ヲ藤沢市，小田原市(神奈川県水道事業

限る。，茅ケ崎逗子市ヲ相模原市9 三浦市3 秦野市， 市，大和

市9 伊勢原市p 海老名市タ座間市，綾瀬市ョ葉山町，寒川町，大磯町ョ二宮町，愛JII

町3 清川村ョ城山町津久井町p 相模湖町及び藤野町

関係団体からの同意の回答を得た県知事はラ県議会にとの整備計画を諮りヲそ

部地域の広域的水道整備計画が確定したので3 直ちに関係地方公共団体に対して計画策定の通知

うとともにヲ厚生大SIZ報告しラとうして神奈川県7東部地域広域的整備計画の基本が固ま

札国庫補助金導入の体制が強化されていった。

またこの年3 昭和55年3月にι 水源地域対策特別措置法に基づいて相模川水系中津川宮ケ瀬

ダムにかかわる水源地域整備計画が決定(総理府:告示第 9号)されたが9 それによると事業計画

は崩事業で，事業費予定約 356億四が決まり 3 このうち利水者負担は企業団を通じ約92億円と子

された。なja-，総事業のうち水源地域対策特別措置法に基づく事業はら7事業 292億円と念って

いる。

横浜市長殿

環衛第 286号

日百平日55年12月27日

神奈川県知事

神奈川県東部地域広域的水道整備計画について(通知)

洲 4 二

さきに策定の要請があった広域的水道整備計画については別添のとおり神奈川県東部

たので， 5条の 2第 5 より しま
」

-:9 Q 
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(事務担当は，環境衛生課水道慌)

器)

神奈川県東部地域広域的水道整備計画

l 基本計画

計画の目標

この計画札東部地域における水道事業の広域化を指向しつつ，組合営水道事業の公

簡易水道事業等の再編成及び水道用水供給事業の施設整備を図り s もって安定し

た給水体制jを確立することを目的とする。

(2) 目標年次

目標年次は昭和67年度とする。

2 区域に関する事項

(1) 計画の対象区域

横浜市ョ)11I崎市ヲ演須賀市，平塚市2 鎌倉市3 藤沢市ヲ小田原市〈神奈川県水道事業

の給水区域K~Jj!る。)，茅ケ崎市3 逗子市ラ相模原市，三滞市，秦野市，厚木市9 大和

市p 伊勢原市p 海老名市，座間市，綾瀬市ヲ葉山町，寒川町p 大磯町q 二宮町，愛川

町，清川村，城山町，津久井町，相模湖町及び藤野町

需要水量と供給水量の見通し

計画の対象区域にBける昭和67年度の 1日最大需要水量はラ約494万1，000立方メート

ノレと予想される。 ζの需要水量に対する供給水量比既に開発されている日量約 441万

5ラ000立方メートノレι 今後昭和67年度までに開発が見込まれている日量約 59万立方メ

ートノレを加えた日量500万5，000立方メートルにより確保される。

3 根幹的水道施設その他基本的事項

(1) 施設整備に関する事項

ア 神奈川県内広域水道企業団は，宮ケ瀬ダムの水を供給するため，次の相模川水系

に係る水道広域施設事業を行う。

目標 年次 |昭 和67年度

給 水 対 象|神奈川県水道事業，横浜市水道事業， )11崎市水道卒業及ぴ横須賀市水道事業

計図 1日;最大給水量 I60万7，200立方メートノレ

7J( i1長 l相模)11

工 期|昭和55年度から昭和65年度まで

総事業費 I2，424億1，000万円

イ 神奈川県水道事業者ラ横浜市水道事業者，川崎市水道事業者及び横須賀市水道事

業者にあっては水道用水供給事業からの受水及び需要水量の増加等に芯じた必要な

施設整備を図り p その他の水道事業者にあっては需要水量の増加等に応じた必要な

施設整備を図る。また?とれらの施設整備を進めるに当たっては，簡易水道事業等

の再編成の促進等広域化を指向するよう努めるものとする O

制維持管理に関する事項

ア施設管理
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施設管理に当たっては，計画の対象区域内の水道施設について，有機的念運用及び

共同管理による効率的な管理運営が行われるよう配慮する。

イ 水質管理

市町村の共同水質検査施設等の整備を図り，水質管理の強化に努める。

4. 企業団の栢模川水系建設事業

昭和50年 (1975)11月の関係首長会議で宮ケ瀬ダムにかかわる利水者は神奈川県内広域水道企

業団とするととが合意され，昭和53年12月に建設省から公示された宮ケ瀬夕、ムの建設に関する基

本計画で，間企業団がダム使用権設定予定者となった。企業団は， ζの宮ケ瀬ダムによって開発

される日量 130万dの水源を中津川合流点下流に取水堰(海老名市社家地先の予定)を設けて取

水し，とれを浄化したのち神奈川県，横浜市，川崎市及び横須賀市の 4構成団体に計画 1日最大

給水量120万9，000niの水道用水を供給する計画に従い，宮ケ瀬ダム建設費負担金を含めた相模川

水系建設事業に着手する ζ とになった。

事業の施行に当って，企業団は今後の用水供給計画と給水方法等について構成団体と協議を

行った結果，相模川水系建設事業を 2期に分割し，当面昭和67年度を目途として計画給水量1日

最大60万7，200niを第1期事業として実施することで合意を得，直ちに事業申請を行い，昭和55

年 3月 5日に厚生大臣の事業認可を得た。との第1期事業は，昭和 55年度から昭和 65年度まで

の11か年を工期とし，ダム完成予定の昭和62年には一部通水を開始する予定で，その総事業費は

3，490億円(ダム建設負担金を含む。)という巨額にのぼった。

ζの建設計画のうち，企業団の単独施行事業部分については神奈川県東部地域広域的水道整備

計画の根幹的水道施設と位置づけられたことから特定広域化補助事業として認められ，補助率の

大幅な改善をみた。

相模川水系建設事業概要

1 給水対象

神奈川県，横浜市， JlI崎市及び横須賀市の 4水道事業

2 計画給水量

1日最大 1，209，000立方メートノレ

内 訳

給水対象事業名 1日最大給水量(m'/日)

神奈川県水道事業 609，700 

横浜市水道事業 464，000 

川崎市水道事業 21，800 

横須賀市水道事業 113，500 

l日入 計 1，209，000 
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3 工事の概要

貯水工事

貯水工事は仇， 建設省がが1

として9 建設費の負担をするものである。

施設 いドリー 壬，~孟テミアh

7ニモLリ 式乏カ式コンクリートダム

グム
J足 高 155m

堤尚三 i1~ 2，2XIO'm' 

堤]瓦長 L100m

総貯留=:1= 193>< 

貯水池 有効貯留目t183X 10'm' 

jili水イlL*l~'~高 E _ L 286_Om 

(2) 取水工事

第11章将来7)(I京の縫保

取水工事此海老名市社家地先(河口から約に取水f匿を築造するとともに9 左岸れこ取水

口及び沈f6池を設ける。

i抱設l 内 容

! ~g 式 全面越流型フローティングタイプ

i 頂i 長 500m

取水tl医 放流設備洪水nj:門扉 8門

! 土砂吐門扉 H~ 

|魚 、 道 1門

取水仁 t j:l ;fii10_OOm 

1X:ti!J;it!J I 1'i= :lll:竺竺三E

(3) 導水工事

導水工事は，沈砂池に隣接してポンプ場を設けラ綾瀬市内に築造する浄水場着水井に 1臼最大

1，300，000立方メートルの原水を導水するため内径2，800ミリメートノレの導水管延長6，00⑪メート

ノレを布設する。

施設|内容

l 出力
導水ポンプ 1

I tI¥ j] 

導水管II勾径 2，800mmI 6，OOOm 

(4) 浄水工事

浄水工事はs 綾瀬市内に処理水量 1Ei 1，300，000立方メートノレの浄水揚を築造するものであ

る。
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数量

一 -
81，250m，/日 1161也

ìl~，過面積 144111' 

急速総:ょt¥)iis I ìl~ij8速度 125¥旧日 町出

1 i也当り処理能力 18，060n1/ Fl I 

if' 7](. im 有ヲヴ弘主 60，00仁a1 I 1 白

jJ.'t1本 l古:I'Gi理主 3 事務宗薬品問)均等宇 けもl':

;jJI ;1<.jI!.Cf 'I' 設(白 J31'Jj 札排己Ùl，波拘u椴，脱水幾~辛 1式

(5) 送水工事

新設浄水揚からョ e 公田桐

3 >フ e
d. 

上和田。 どF



第11章将来水源の確保

5 工事の概要

(1) 貯水工事 (建設省施工)

取水工事

ち取水口，沈砂i~也 〈用地 58ラ

勾、皆l7]Cl:ー」主『F午T 

ポンプ場， 8m 延長6，OOOrn 9~ 

(4) 浄水工事

計画浄水量 1 Ei 600， OOOrrl (用地2Ll0，

送水管 口径2，4-1.Om 総延長72，4DOm

調整池 7 i地 合計容量 215，OOOn1 

五島 lH 施設当初計商

674，lOOnf/日

9、ωOnβ

送

オく

16，3ωm 
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三ロ刃L品、 可 時
施 設 名

形 状寸法 i全 イ本 1 期 2 1日
一

新浄水場~小雀 出力 2，700KW 4 lゴι、 2 よ口入 2 J口三、

新j争7]( 小雀~朝比奈 1，350 2 2 
;i、0 

場系
来li浄水場~下鶴間 !I 3，600 4 2 2 

ン
JI ム "X指 1，800 2 2 
!I ~s_A，寸ヌ山凡 I! 550 4 2 2 

ブ

相1級以浄水;場~初l野辺 !I 450 
ラ[j;;<，凡-

キ日航広〔 高区(11Yl，i荷台g 当麻，上鶴間)
イn~ 低区(川チト，西谷)

間長iJ'( 港北 (11j弁)

j小b内ふ七乙 持i!i 市TD ニ京ロ父ー T血 j出

小 雀 !I 20，000 1 
明] よじ →:刀r、 i'f I! 20，000 
田 浦 !I 11 5，000 
太 !丑 手rr I! 30，000 
戸 バ1/1 1/ 11 10，000 1 

主主 i拘j !fj' ill 11 I1 
キ目 私1 原 n 30，000 1 1 

11 (低区) !I 

i也 [7 1lPJ] 主主 池

」
11 20，000 1 1 

一仁
〆「民 泉 11 11 10，000 l 1 

合 11 265，000 10 ? 3 

管理システム設備 i 式 1 j:¥; 

111: 今小r口、 J 仁iいl 、、 三百y凡宇 イ出J 12ヶrh 8ヶ所 4ヶ戸斤

間 1也 541，700泊γ 474，71竺史上ゴfJ111t

同 l

--，一一

施

~n .. 
[i_Y.. 

7]( 

、
従必i 

106，590，000 

15，928，000 

19，976，000 

25，709，600 

101，537，200 

25，170，700 

2，813，300 

6，581，789 
Il4， 693， ，11 1 
一一一一一一一斗一一一一一一一一一一一一一一一
3')9，000，000 

000万円

主苦

1，700倍、阿X62，7%二，

世一訴事期第

由ゴコ

刊
一
U
I

認
一
紘

由一寸PL

金

白
石
市
民

lilli

p

珂剛一
…
一
資
費
啓
一
費
費
噌
費
賞
金
一
↑
へ
主
一

定
百
工
中
宇
一
争
…
卒
事
事

W

利

予

一

門

m

-
工

工

工

工

工

h
U

交
務
一
児

網

一

水

水

水

水

水

脱

設

事

一
日

「

義

一

来
y 

事

業

費

53，238，185千円

，65，175ラ 189千円

水源開発

広域 fじ

56，778，000千円(24，6%)

109，460，000千円(47，5%)

64， 

118，413，3'74 

業

政府資金

公庫資金

縁故資金

230，570，000 イ長

a 貯水工事習は昭和53年度単価，専用工事費は昭和54年単価である。

水源地域振興事菜負担金及ぴ感謝念日含まれていないω

16，626 ~M~ J1:t 地支

(iE) 

7;，。

だ
刊
れ[
 



第11章将来水源の確保

図 11-4相撲川水系建設事業計商概要図

5. 一般会計出資債制度の発足

昭和42年 (1967)以来，水道事業に対する国庫補助制度はかなりの改善が図られてきたが，現

実には水源開発と拡張に追われ続けた多くの水道事業は元利償還金の累増に悩まされていた。そ

の一方では，それぞれの地理的，社会経済的条件に伴う投資効率の差が各水道事業聞の料金格差

を増大させるという好ましくない結果を招いていた。

その対策の一環として，水道広域化や高料金対策念どに対する財政援助の強化が図られた。ま

た，昭和55年7月には自治大臣の諮問機関である地方公営企業経営研究会が「水道事業をめぐる

経営環境の変化への対応策」について答申し，①水源開発補助の引上げ，②資本費負担の軽減の

ための財政措置，③一般会計からの出費による自己資本の充実などについて提言し，水道事業の

経営基盤の強化策の必要を指摘した。

ζれを受けて一般会計出資償制度が，翌昭和56年度から発足するととになった。との制度は，

水道事業の経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図るための出資に要する経費を一般会計が繰

り入れるもので，水道水源開発及び水道広域化施設整備事業にかかわる国庫補助基本額の10分の
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1 K相当する額について9 一般会計が出資した企業債にかかわる元利償還金のな 5を特別交付税

において措置するというものである。との制度は，相模}I!水系建設事業にも早速導入されヲ

度の事業費を基礎に配分水量比に応じ各構成団体の一般会計から出資されるようになった。

表 11-9 一般会計出資金実績

立再!っ 57 

神奈 J 県 460，000 I 451，000 I 235，000 
績 j兵 市 3日 oc川 343ヲωoI 180，000 
川崎 'Fri I 0 I 32，000 I 0 

松須 tiFh I 85，OC川 84，000 43，000 

号l' 896，000 I 910刈)0I 458，000 

(注)61年成まていの決算額につい℃均出

6。 ム計画と

建設省が建設する宮ケ瀬グムは，昭和46年度に実施計画調査に着手して以来ヲ準備工

ていたが3 最大の難闘はその補償交渉て、あった。すなわち建設省がとりあえず3 地元清

) 11村3 津久井町へ一般損失補償基準を提示したのはョ昭和54年12月に入ってからであり q

しい補償問題解決の努力が積み重ねられ9 ょうやく昭和156年 8月28日に宮ケ瀬タ

会ほか 4団体と，また昭和59年 6月15自には宮ケ瀬グ、ム対策石小屋地区協議会ほか 1団体とそれ

ぞれ一般損失補償基準の調印を完了した。 ζれに基づき個別補償も進められるようにたり 3 湖周

に建設された代替地(住宅地用のA代替地ヲ観光営業用のB代替地)と厚木市に住宅用として

建設さfした宮の里代替地への移転も進み，新しい生活が始まった。この宮ラー瀬夕、、ム貯水池により

る る。

昭和田年 3月に 3月には仮排水トンネノレ

工事も開始され9 ようやくダ、ム建設工事も本格化してきた。しかし， どにより

ることが明ら5年得度遅れる見込みと宅;仇建設費も

かとを h

た。

ム計画変更案については3 昭和61年 1月9
白的夕、ムj去の鑑定により

きたので9 同年 3月県知事及び企業団

昭和61年11月7B よる基本計画変更が公示された。 (1第 1回変更J建

① ダム

② こ

772 

昭和61年11月7日)

したとと。

なること。
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草寺11章将来水源の確保

③ ダ、ム建設費1，700億同が2，400億円と増額されたこと。

④ コ:期が 6~三延伸されて昭和46年度から同68年度となったこと。

⑤ 

などである。

薮 lHO 基本計爾及び変更

トが変更され3 となること c

現

宮ケ訴事ダムの建設に関する基本計画

行

当初計問

方r~i苛
5又二一 更

宮ケ瀬ダムの建設に関する基本計図(変更)

(案)

当初計画

第 1巨|変更

1 建設の呂的 I j 建設の日的

(1) 洪水調節 I (1) 洪水調節

官ケ瀕ダムの建設される地点にオすりる計図高水流 i".1 左

量毎秒1.， 700立方メートルのうちp 毎秒1，600立方メ

ートノレの洪水調節を行う。

(2) 流水の正常な機能の維持 | 朗読T水の正常;な機能の維持

相撲川本川及び中津川の既得用水の補給等流水の l 同 左

j王子言者:機能の維持と増進を区|る。

(3) 水道 I (3) 水道

神奈川県内広域水道企業団に対し3 新たに 1B最 ! 同 左

大 1，300，000立方メートルの水道用水の取水を可能

ならしめる。

2 位置及び名称

(1) 位置

相模川!水系中津川

右岸: 神奈川県愛甲郡清川村宮ケ瀬

神奈川県愛甲若干〉愛川町半原

左岸 神奈川県津久井郡津久井町青山

神奈川県愛甲郡愛川町半原

(2) 名称

宮ケ瀬ダム

3 規模及び型式

(1) 規模

堤高(基礎岩盤から非越流頂までを言う。)155メ

(壬)発電

宮ケ瀬ダムの建設に伴って新設される宮ケ瀬第1

発電所及び宮ケ瀬第2発電所においてフそれぞれ最

大出力 24，200キロワット及び 1，200キロワットの発

電を行う。

2 位置及び名称

(1) 位置

同左

(2) 名称

同友

3 規模及び型式

(1) 規模

!可左
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現 行 万当ミ
ョι 更

ートノl~

(2) llill 式 (2) 型式

重力式コンク D-トダム J 同 左

4 貯留量3 取水量及ひ:放:流量並びに貯商量の用途 4 貯留量，取水量及び放流量並びに貯留量の用途

別配分に闘する事項 | 男Ij配分に関する事項

(1) 貯留量 I (1) 貯留量

イ総貯留;宣 同 左

最高水位i'2:，標!言fJ286，0メートノレとし総!h'限量

比 193，000，000立方メ』 トノレとする。

ロ 有効貯留置

最低水位は，標高 206，0メートノレとし有効貯留

最は， ，総貯留量のうちラ標高 286，0メートノレから標

高 206，0メートノレまでの有効水深80メートノレの貯留

量183，000，000立方メートノレとする。

(2) 取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分、

イ 洪水調節

洪水期(毎年6月16日から w月15日までの期間を

いう。以下同じ。) においては3 誤，7J、:調節を行う場

合を除き水{立を標高275，5メートノレJ以下に制限する

ものとする。

洪水調節は3 標高 286，0メートノレから標高 275，5

メートルまでの容量;最大45，000，000立方メートルを

利用して行うものとする。

右::-I5'， 洪水調節は，非i失)j(期(毎年10月16日から

翌年6月15日までの期間をいうの以下同じ。)に沿

いても，予備放流により行うことができるものとす

会。

ロ

流水の正常者:機能の維持と場進を図るための貯留

量は，洪水期において標高.27505メートルから標高

206，0メートノレまでの容量138，000，000立ブゴメートノレ

のうち@最大19，800ジ 000立方メートノレとし非洪水

期においてはp 標高286，0メートノレから標高206，0メ

ートんまでの容量183，000，000立方メートλ〆のうち，

最大22，200，000立方メートんとする。

ハ水道

神奈川県内広域水道企業団の水道用水として，中

津:)1i合流点下流において 1日最大 1，300，000立方

メートノレの取水を可能者:らしめるものとする。

神奈川県内広域水道企業団の水道用水のための貯

留量比洪水期に沿いては，標高 275，5メートノレか

ら標高206，0メートノレまで、の容量::'38，000，000立方
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(2) 取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分

イ iJ:l-，7]ぇ調童話

同左

ロ

同 ti.

道

左
水

同



現 行 方うく
タζ 更

ートノレのうち，最大118，200，000立方メートルとし，

非洪水期においてはヲ標高 286.0メートノ'1/から襟高

206.0メートノレまでの容量183，000，OCつ立方メートノレ

のうちp 最大160，800，000立方メートルとする。

ただし，水道用水のための放流比イに規定する

洪水調節及びロに規定する流水の正常な機能の維持

に支障を与えないように行うものとする。

5 ダム使用権の設定予定者

神奈川県内広域水道企業団(水道)

6 建設に要する費用及びその負担に関する事項

(1) 建設に要する費用の概算額

約 1，700{:意向

(2) 建設に要する費用の負担者及び負担額

イ 河川法第59条及び第60条第 1項の規定に基づ

く国及び神奈川県の負担額

建設に要する費用の額に1，000分の373を乗じ

た額とする。

ロ 特定多目的ダ、ム法第7条第1項の規定に基づ

く神奈川県内広域水道企業団の負担額

建設に要する費用の額に1，000分の627を乗じ

た額とする。

第11章将来水源の確保

三 革主 J戸号
ノい 月三

宮ケ説話ダムの建設に伴って新設される宮う瀬~i

発電所の取水量:はη 毎秒 22.0立方、メートル以内と

い発電のための有効貯歯車;は3 洪水期において

はヲ標高275.5メートんから標高206.0メートんまで

の容量 138，000，ωo立方メートノレ耐非洪水期におい

ては9 標高286.0メートル治ら擦高206.0メートノレま

での容量 183，000，000立方メートルとする e 又ヲ宮

ケ瀬第2発電所の取水量比毎秒 7.0立方メートノレ

以内とし発亀のための有効貯留量は，

路による導水のない時期においてはラ副タムにおけ

る様高153.0メートノレから襟高141.0メートルまでの

容量 :386，000立方メートル9 津久井導水路による導

水時においてはq 標高153.0メ町トんから襟高145.5

メートノレまでの容量262，000立方メートノレとする。

ただし会発電のための取*~よ3 イに規定する洪水

調節p ロK規定する

に規定する水道に支障を与えないように行うものと

し，これらのための放流により水位を低下させる場

合を除き行っては念 b宅:い。

5 ダム使用権の設定予定者

神奈川県内広域水道企業団(水道)

神奈川県(発電)

6 建設に要する費用及びその負担に関する事項

(1) 建設に要する費用の概算額

約 2，400億円

(2) 建設に要する費用の負担者及び負担額

イ 河!l1法第59条及び第60条第1項の規定に基づ

く国及び神奈川県の負担怒

建設に要する費用の額に1，000分の369を乗じ

て得た額とする。

ロ 特定多目的ダム法第7条第 1項の規定に基づ

く神奈川県内広域水道企業団の負担額

建設に要する費用の額に1，000分の620を乗じ

て得た額とする。
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現 行 更

7 工期

昭和46年度から，昭和62年度までの予定

8 その他建設に関1る基本的事項

l の(ヨ)~~(3)の目的を達成するためp つぎに掲げる

導水路を建設するとともにう相撲グL及び城山ダム

の管理者と協同してP 宮うcvl負ダムと相模夕、ム及び減

111ダムと を行うものとする。

(1) 道;[:;2導水路(週水量最大百;秒20立方メー ;1..)

呑口 神奈川県津久井郡津久井町育料

吐口 神奈川県津久井郡津久井町鳥屋

(2) 城山導水路(速水量最大毎秒40立方メートノレ)

呑口 神奈)11¥果愛甲郡愛川町半原

吐口 神奈川県津久井郡津久井町中野

昭和53年度時価(金額単位:千悶)

項。種別。細別 数量 金 額

d違 ミRヨ又'll1 費 1式 16?，400，000 

コ二 主主 費 1グ 85，500，000 

ム 主品主包 1グ 63，600，000 

7](路費 1グ 10，900，000 

理設備費 1，ァ 2，000，000 

設備費 1グ 7，800，000 

芸評)有動力費 1グ 1ヲ200，000

測量及び試験費 1グ 3，080，000 

用地変及び補償費 1 t~^ 70~500， OOO 

i用地費
1グ 33JOOO~OOO 

補償工事費 1 37，500，000 

骨片 自由 7!z 乙r:
1 I! 7，500，000 

機棟~'.1f具費

営 繕 費 1グ 350.000 

宿ξ 三仁三iコ、 費 iグ 470，000 

工 主主: 諸 費 2，600，000 

よ仁コh 計 170，000，000 
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万吉之
クζ

ハ 特定多目的ダム法第7条第l墳の規定に基づ

〈神奈川県の負担額

建設に要する費用の額に 1，000分の11を乗じ

て得た額とする。

7 工期

昭和46年度からヲ昭和68"ドノ皮までの予定

8 その他建設に|契する基本的事項

i の(日)~-(引の目的を達成するため，つぎに掲げる

導水協を建設するとともに相模ダム及び城山ダム

の管理者と協同して，宮ケi~u可ダムと相撲ダム及び城

山ダムとの総合遥用を行うものとする。

(1) 道志導水路(述 j¥量最大毎秒20立万メ』トル)

同 三五

(2) 津久井尊水路C[l水量最大毎秒40立方メートル)

呑口 神奈川県愛甲郡愛J1lf可半原

吐仁1 神奈川県津久井郡津久井町青山

〈建設費内訳書〉

昭和60年度時価(金額単位置千同)

項争種別@細別

建 設費

工事費

i安

導水路建

管理設備費

仮設備費

工事用動力費

iJ!U量及び試験費

用地費及び補償費

地費

数量 6~ ム 額

1式 231，500，000 

lグ 95，600，000 

1 " 67，600，000 

1 !I 12，900，000 

1 2，500，000 

1. // 10，500，000 

1 !! 2，100，000 

1 9，800，000 

115，200， (コ口

1グ 68，900，000 

1 11' 46，000，000 

1グ 300，000 

i必 I 9，800，000 
船舶及び

機 械 器 具 費

営繕費 1!I 530，000 

宿舎費 I1グ

工 事諸費 11/ 

合 計

570，000 

8，500，000 

一同一
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図 11-5 富ケ;縄ダム計亙変更位置図

ζの宮ケ瀬計画の変更に伴いヲ相模川水系建設事業(第 1期)も変更されることに念り，昭和1

61年10月27日の企業団建設特別委員会で変更案が了承された。

その主な変更点は

也事業の目標年度が昭和67年度から昭和80年度へ延期したこと。

② 一部給水開始年度が昭和62年度から昭和69年度へ延期した ζ と。

また工期については昭和55年度~昭和65年度か年計画)を昭和55年度~昭和77年度か

年計画)に延期した ζ と。

③ 事業費3，490f意向を4，980億四

に増額するとと。

④工事計画の見直しを行い一部

変更したこと。

等であった。 ζれら一連の計画変

更によってラ夕、ムの完成と一部通

水の時期が遅れることになった

が，その後の水需給の状況から，

それまでの間を酒匂川水源までの

給水能力で支えてゆくことができ
瞳寵織

る見通しである。 宮ケ瀬虹の大橋
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表 'IH1 相撲JllJJぇ系建設卒業(第 1期)計画概要新旧比較表

項 目|現行|変 更

計画一日最大*gJ}:量 577，500ro' I I可 左

計 画 目 標 年度団側7年度 L昭和80年度

給水開始年度 | 昭 和62年度 問日69年度 一一一一一一
自昭和55年度~昭和65年度 い削5年度~昭手間度

宮ヶ瀬ダム(建設省施工)

1 宮ヶj綴ダム水源地域振興昔f画等(県及び市町

村施工)

同左(形状等一部変更)

|綾瀬浄水場系伊勢原浄水場系，
相模原浄水場系

綾瀬浄水場系 管径2.6m 延長6，OOOm

伊勢原j事水場系 管径L65m 延長12，OOOm

綾瀬海水場処理水量 500，OOOrr[ /日

相模原浄水場処理水量 121，OOOni /日

小雀。朝比奈・横須賀系，

上和田系，上今泉系，柑模原系p

荏日・ JII弁系

管径2，Om~0 ， 8m 延長86，300m

g池 P 合計容量240，000ni'

4，980億円

(宮ヶ瀬ダム負担金は昭和60年度単価s その

他は昭和61年度単価)

工

τi工

水工 事

取7Jd区取水口， iわ沙iilz取 水 工事

いド:プ

事|導水工事ト一一一寸

い草JIく管l

概 l浄水工事

要|送水工事 L
Uii水管

1 1融面!

事 業 主雪i

宮ぅ j粉、ダム(建設省施工)

綾瀬海水場系

綾瀬浄水場系

管径208m 延長6，ωOm

綾瀬冷水場処理水量

652，0ωni/日

小雀・朝比奈・横須賀系，

上和田。矢指系，上今泉系F

相模原系

管径24m'""-'1.0m延長72，400m

7 i也合計容量215，000rrf

3，490億円
(宮、ヶ瀬ダム負担金は昭和53年

度単価，その他は昭和54年度単

{面)

王宮 1H2 相撲)I[水系建設事業(鎖 1:溺)事議喜望新旧比較緊 (単位:千円)

主空 目 現 行 変 更 I普 減

貯水工事量: 106，590，000 167，004，000 60，414，000 

耳、水工事費 15，928，000 23，259，000 7，331， 000 

導水工事費 19，976，000 41，252，600 21，276，600 

浄水工事費 25，709，600 29，570，0ひD 3，860，400 

送水工事 主主 101，537，200 H4，470う328 12，933，128 

用地費及び補償費 25，170，700 31， 665， 642 6，494，942 

調 査 費 2，813，300 '1，450，600 637，300 

事 丞f 費 6，581，789 10，740，597 4，128〆808

壬G又lL frJ d息 40，339，656 75，617，233 35，277，577 

建 設 フじ ノsι).. '1， 353，755 。 ム4，353，755

レ竺:，000，000 . t 149 ，~… 計 349，000，000 
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第11章将来水源の確保

車 造水技術の研究

1. ビソレ排水の再生矛Ij用実験

本有では，昭和41年 (1966)度から昭和43年度にかけて，厚生省の補助金 (190万円)を受け，

西谷浄水場内に小型!造水機を設置し，海水の淡水化の実験(蒸発法)を行った。しかし，実用化

に当つては，淡水化に必要な膨大なエネルギーやコストなど解決すべき問題が多かった。

昭和48年 5月には，国(通産省)，地方自治体及び企業等が発起人となって財団法人造水促進

センターが設立される ζ とになり，本市も ζれに参加 (130万円を拠出)する ζ とになった。と

の造水促進センターは，深刻化している水不足に対処するとともに環境保全に資するため，廃水

の再生利用，海水の淡水化など造水技術の開発・実用化を促進しその普及を図る ζ とを目的とし

ており，翌昭和49年度から省エネタイプの海水淡水化施設完成を目指して，通産省の協力のもと

に茅ケ崎市で逆浸透法の開発に着手し，昭和54年度には 80⑪nl'/日の実用規模プラントを建設し

て実用化へ一歩，歩を進めた。

下水再利用については，東京都が足立区江北に建設した 5万nl'/日の実用プラントに参画する

ほか，多くの地方自治体や企業と協力して水処理技術の開発に当った。

ζのうち，本市ではピル排水再生利用技術開発に参加した。とのピル排水の再利用は，都市活

動に伴って増大している高層ビルが水源窮迫や下水道の負荷等から問題となり，都市によっては

新規ピルに対してピル排水の再利用(雑用水道)を要請する方向にあるため，その再利用技術の

開発と実用化を目指して，昭和52年度から生物処理，物理化学処理，膜処理念どを主体とした実験

場を大阪市内に 3箇所設定し，し尿を含まない雑排水に

ついて実験を進めた。また，昭和53年度からは横浜市と

千葉市で膜処理，物理化学処理を主体とした実験装置に

より，し尿を含めた総合排水についての実験を進めた。

本市では， ζの実験場所を西部配水管理所 (1・2階

事務所， 3・4階職員公舎延2，783nl':事務所人員 91名

居住者43名)に定め，職員と家族の協力を得て，再生水

をトイレ用水に使用する実験に入った。との実験の結果

好成績を得たので，昭和56年12月から実際に使用してお

り，昭和58年度からは造水促進センターからこの施設

(10nl'/日)譲渡を受けて独自に追加実験を行っている

が，再生処理コストは，種々のケースを考えて試算する

と上水道料金の 4--20倍となっており， ζ のコスト問題

が今後の大きな課題となっている。 西部配水管理所の限外漉過装置
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図 11-13西部配水管理所における雑用水利用実験フローター

2. と

水質環境保全と水資源の有効利用は今日の社会的課題であるがp 本市では下水道局と水道局が

共同 -再利用の実験研究を進めるととになりヲ昭和49年 ら昭和

らか年にわたり中部下水処理場内にパイロァトプラント日)を設置して9 一

次下水処理水を原水とする高度処理プロセ九二次下水処理水をより高度(rC処理するー

ロセスゃう配管材料の腐食並びにスライム った。 ζ よって有

表 1H3 ユニット・プロセスの組合せ

図 lH 実験EとJJlO)処醗フローかート
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第11章将来水源の確保

機物の除去， :9ン除去の高度化及び下水再利用に関する基礎的データが収集蓄積された結果，水

質環境基準を達成するために必要な BOD，S Sの除去に効果があること，河JIし海域の富栄養

化防止に重要な Pン除去等に効果があることなどが分った。

また，再利用面については，水洗梗所用水，消防用水といった雑用水に利用できるが，工業用

水への利用を考える場合には，硬度・塩素イオン等について更に高度な処理を加える必要がある

という結論になった。

3. 雨水の利用実験一一身近な水一一

将来に向けての水資源の有効利用の一環として，昭和57年 (1982)度から雨水を雑用水として

利用する実験施設 (5rrf/日)を南部配水管理所に設け

て，雨水の集水データと水質データの収集を行ってい

る。集水面積は事務所屋上 840rrfと車庫280rrf ，計1，120

rrfで貯溜槽は 100rrfとなっており，降水→貯溜→耀過→

消毒→利用というプロセスと櫨過を省略したプロセスの

二通りで実験を進めている。

下水処理再利用や雨利用などの雑用水利用について

は，コストの問題，更にはその管理体制などなお解決さ

れるべき課題が多い。

図 11-8 南部配水管理所における雨水利用実験フローシート

南部配水管理所の溜過設備
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の道

L 大地震はいつ起るか 一束溜地震か3 関東大地震か戸一一

に対する として，いぐらかつて，創設水道の功労者パーマーは，

したとしても最大級の地震が発生し ることはできないであろうが9 その被

も，

そ

きるだけ最小限にとどめるように努力する

9Jjl日に

るとされラその時期rc入ってきた。

る」と述べた。不還に

きな;被害を受けた。

はヲ建設省国土地理院の諮問機関として地震予知連絡会が設けられるた巳

観測体制]も徐々に強化されp 最近、ごは，統計的手法に加えプレート彊テ@クトニクス理論などに

よる地震予知の研究も進んできた。とうした体制や理論研究をもとに p 地盤の異常隆起からJII崎

市を中心とする直下型地震の可能性が考えられるとして，昭和L19年12月26日

は9 多摩川下流;岐において9 近い将来マグニデュード 602 あ

ると発表し?と。その対策と

げ抑制の反動によるものと判断されp いた。しかし9 ね:

かなり大きな地震が発生して大きな被害をもたらしう不気味な情勢は続いている。

昭和51年秋の地震学会で，一部の学者から駿河湾地域に大規模在地震が発生する恐れがあり，

その発生時期も切迫しているというとどが発表された。そ

域における観測等の結果を検討して，発生時期を推測できるま

出されてい念いがp 右:お観測体を充実する必要があるという

昭和田年4月に札東海地域判定会が地震予知連絡会の下部組織と

って観測データの検討の結果，判定会で地震の起きる

り， J:め されるととにたった。

ヲ
官〉その後p

年 1月14日 とするマグニデュード 7

きな被害を与えた ζ とが契機とをつてラ

となった。こうして2 昭和153年 6月

月14Elに施行された。

8月ヲ

された。神奈川県下てやは茅タ崎市以西の 8

指定外となったがョ 5 

相当の混乱も されるため， ζ る

782 

した。

こ

と思われるものは見

した。

られた。どれに工

という

ると 3

25名

る

さ:11" 12 

「
〈土》



第II耳主 将来水源の護保

表 11-14

昭

ロ11

…|八131ー側一(八丈島近;:4rf池袋) I I 2，水道施設15，~P.l~~ 1iilltt~t3 ， ffiiくずれ16，船舶111え

持[3のj皮答があった。

年 7jJ4日間
I "J' ~ I (八υ)}k/川

9年 5}j 9日 19M …l叫 l…人一制改 F(1974年目半ffJ沖地区) 斗'J;.I<243戸? 叶Ijl政W1、259戸，全壊 5r人道路似国

57 ケ j九山 (i;~ う hH fL80f-Zi所。

0"三G)] 16日 1975 山長~ ~fl_~ !1~吉i; 1I 5.5 1;包物司λt2お9H 、路t1i)*~]2 ，( llJ (!'l)μιiL 6 i;"，::ー
(山梨県米部地;乙) =，  '~'， vv ，.1'， "'，'~も1.:6 ，( )_ た乞 iilHL b 1;日il11。

月'4日 1978 伊豆大，I~，)近 ìÍlj 7，0 死者25/¥.，負傷J缶187人ヲ建物全:l;i~88料~j 同半壊514

( #1豆大正;近海地 1京，同一部l;i:， 3 ， 7961札非ü 家担l(~i!{529iW，道路以I史

1，075ヶJ凡 ii崩tL194iiii所 j :M百りょう引取 31;(;j所，

鉄道日!日J1l26f;ciliJi，通信被害5791副総 ff，u'，災fJt;fri数日15

[fU9 仰と人数2，463人。

月12日 1978 'f_:;{ :9& 県;~， 7.4 死者27名，負傷者10，962人，建物全壊1，377戸， 1司

('r'-; :tjl，z ~IA ;中J也ぷ) 半壊6，127ji， lii] ー úl~似Hl(以水) 125，375}-:i，ゴ1:'住

家被~~g

月29U 1980 イjl ~i Jk H j'l' 6，7 
5:'iij二6，7)Jを11'心に似lj，l向、VI【」双方 ;'1' を'}.M-~ とする m

(若手発:tl]l ~U
発J占耳、が ~é去した。布!\長JÚ'，日、は， 6， 7月で231凶9

このうち 6月29日には， l~tJ史 5 を記録した。 1主{お者
10人，建物半壊し liiJ一部以以725，ゴ|白雪之被告 17，

道路H-l以37的所， IT崩tL32幽)リ1'，経災世'Wi730llt荷，
権災人員2，360人。

二士主主ヲEI

FFI;;司
[!{s 

[l L~ 

一卜-
f1jj 

日目干日

一
t
T

昭

(東海地震対策より抜粋〉

9節飲料水9 電気，ガス 3 通信勺放送対策

1 飲料水確保対策

警戒宣言が発令された場合における飲料水の確保対策を次により行う o

L 緊急貯水の呼びかけ

広報等を通じじ市民に対して飲料水の緊急貯水を呼びかける。

2. 

市内全家庭等で同時に緊急貯水を始めるととにより，一部高台等においては水圧が

札一時的に断水する ζ とが予想されるがp 時間の経過とともに給水可能である

のでp その内容について広報を実施する。

(2) 市内20ケ所の配水池を有効に利用しフ送・配水ポンプ等の運転を強化するととも

に9 緊急給水体制を整備し9 可能な限り市民に対し十分な飲料水の供給を確保継続す

る。

断水箇所等に対しては， ['横浜市地域防災計画⑦地震対策編」第3章第 18節第2応

急対策に定めると ζ ろにより給水する。

3. 水缶詰の備蓄
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i84 

(エ) 本市では，災害時はもとより断水等により緊急に上質の飲料水を必要とする乳児p

として9

ア.計画年次

び病院等に水缶詰を備蓄する。

16万缶

村) 昭和55年度 16万缶

H否手1156年度 18万缶

イ也備蓄場所及び備蓄数量

(ァ) 昭和54年度は9 区役所ラ消防署，保健所，休日急患診療所に備蓄した。備蓄状

況は，表14のとおり。

(イ) 昭和55年度比病院約120ケ所，保育園約110ケ所に備蓄する。

例 昭和凶年度以降は9 昭和54年度昭 和55年度('tこ備蓄した場所に順次備蓄する。

ウ。水缶詰の容量及び品質保証期間

(ア) 水缶詰の容量 250mt 

付) 品質保証期間 3年間

水の缶詰

日目幸Q54，!三 昭和58;fi 昭和60年 昭和61年 昭和62~!!

"1. 井戸水の確保

市内個人所有の井戸水の活用を図るため，

所有者等てv水質検査を希望する者に立すし，次の検査を実施した。

検査項目

外観検査，球@臭。 エ「

出ョ過マンガ リクム消費量

F 

0， 

6，099件 (87。

アンモニア性窒素。



第11章将来水;療のE童保

ウ.飲用不能件数 889件 (12.7対)

検査結果は，別表団のとおりである。

j検査結果の通知

検査結果については3 井戸所有者等に通知すると共ι 飲用可能井戸比町内会，自

治会長に通知し9 災害時にわりる飲料水として付近住民にも活用させて頂くよう協力を

要請した。

水の缶詰は，緊急災害時に一時的に飲料水の供給が不能と念ることが予想、されラ特に抵抗力の

~~い乳幼児3 老人等に

保することが必要と考えられるのでョ昭和47年度

からこ予備実験を 3 昭和49年度から本裕実験を重ね

て，昭和54年度から災害用に備蓄を開始し?昭和1

56年からは3 一般に有料頒布叫 円〉

ている。

者~:Þ>， 250mlの小型缶としたのは，警戒宣言発

して常時携帯可能のように考慮したものて、

ある。

2. 施設の耐震化と配水拠点の強化に取り組む

昭和61年11月22日(神奈川新聞)

以上のように，いつ発生するとも矢口れ友v.，地震被災の危機は，常につきまとっている。この地

震時の被害を最小限にとどめるため，本市水道局としては平常時に施設の耐震性強化に取り組む

ととになり 3 まず，導水ラインと浄水施設。配水施設の強化に早急に取り組み，一方9 緊急用資

材の備蓄も進める ζ とになった。

導水施設整備事業に着手

水道施設の根幹をなす導水施設のうち?道志川系統及び相模湖系統は数十年の歴史をもち 9 現

在使用されている設計基準に比較するとョ耐震性への配慮が十分とはいえず，老朽管，ヒューム

管が存在し，鉛接手部分が多いのが特徴である。 ζれら問題点に関しでは 9 過去においてもラ昭

和初年 (1973)までに主として相模湖系統の鉛接手管の改良やヒューム管の耳立替えを実施してき

たが，その後の調査で改良すべき点がいくつか指摘された。

ζの調査結果に基づき，本市で、は導水施設の緊急整備計画を策定して実施してきた。本計画で

は，地震の規模や震源地によって水道施設の被害もまた当然異なるが，相当の大規模地震があっ

ても 2 数日の後にはJII井浄水場まてや65万 日 を確保する ζ とに主眼をおいた。

導水計画ではまず，道志系統の水を相模隆道経由で相模湖系統の施設へ入れp 久保沢隆道よ
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り上流の道志JII系統施設と相模湖系統施設の必要部分を増強するととにL7'と。とわしに上り， J 11井

静水場から鶴ケ峰治水場開の導水路と横浜隆道に調査不十分という不安が残るとはいえヲ谷夕、原

分水池から西谷浄水揚までの相模湖系統の一応の整備が完了する。残されたこ水路，隆道，

ついては3 今後更に調査を進め9 長期的展望の念かで整備計画を検討していくことに

君主って仰る。

るのは次の 7地点である 0

0 城山監道内42インチ (1フ

42インチザンネスマン鋼管〈大正4年)此鉛接合でありヲ調査の結果ラ

;r/." 地震時に心配がある。 ζ の接合部が離脱した場合にはp 並設している 900mm鋼管に大き

ことが予想され日復旧も困難であることから p 接合部を内面から補強い

Eっ

リ叩

山/

久保沢隆道か

撃圧が生じるためヲ相模隆道との連絡口付近を

""" 《ご

し/， コンクリ ート

久保沢権道の途中にある水路橋はコンタリートが老朽化しでかりラ

られる。またエキスパンション部の劣化も激しい。 ζのため9

ステンレス鋼板で内張りしう併せてエキスパン，，/ヨ

見

さわしるのvて?

行内

先に調査した結果に基づき 3 降、道内のクラッダラ打継目

いて補強する。また人力による角落し作業で、行ってい

させるためラ電動ゲートに取り替える。

口 保安性と操作の円滑

5) ノえヌ

1，500mmヒューム る。 2，200nunとL，導志Jil"

n 
口 る。

内、以

b) 

されている1，460旧民 1，500mmのヒューム し 1 しいと1，5001狙鉄

管

η

る。

この間に布設されている 1， 1ω盟国管はフ 4 された

き___ "i 9 る7乞め 1，lOOmm する。

と士1/ら 昭和55年度から昭和57年度まで予 る。

786 



第11章将来水源の確保

(2) 配水拠点整備事業に着手

8拡で計画したブロックシステムにより配水拠点である配水池が整備され，日量 178万dの給

水体制の骨格ができあがった。しかし，牛久保配水池の用地確保が遅れて施行できなかったこと

や， 8拡計画時点では包含されなかった釜利谷開発が具体化したことから，緊急に対応すべき拠

点、の整備が表面化した。

また，日量 178万dの当初目標年度が10年程度先送りになったため，ブロック聞の水量配分に

変化が生じ，これに対しては企業団からの受水地点、の変更などで応じてきたが，一部では送水

管・連絡管の増強が必要となった。とれらのととから，配水拠点のいくつかに対して増強整備を

図ることになり，既設配水池には地震災害に備えて緊急遮断弁を設置する計画を立てた。

配水拠点整備事業は昭和55年 (1980)度から昭和58年度まで4年間の単年度事業，総事業費約

196億円で計画された。

1) 配水池築造工事

牛久保配水池

川井配水池

金沢配水池

2) 送水管・連絡管

30，000:rri' (港北ニュータウン内)

20，000:rri' (JII井浄水湯隣接地)

50，000:rri' (京急釜利谷開発地区内)

日野陵道配水~金沢配水池送水管 口径 1，500阻 2，200m

牛久保送水管 " 1，000阻 600m 

平楽連絡管 " 1，000阻 400m 

三ツ池連絡管 " 1，350mm 1，050m 

矢指連絡管 " 1，800阻 400m 

港北連絡管 " 1，000醐 500m 

3) 配水管

金沢配水管 口径 700皿 2，800m

牛久保配水管 " 900皿 700m 

4) ポンプ場

平楽ポンプ場 320kW 

港北ポンプ場 810kW 

牛久保ポンプ場 1，000kW 

5) 緊急遮断弁

既設配水池紫急遮断弁設置工 18箇所
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第 12章

21世紀の水道を目指して

I 新しい町づくりと水

1. 新しい町づくりの鼓動

高度経済成長時代を通じ，横浜は他の主要都市以上に激しい都市膨張を続け都市施設は容易に

追いつかなかった。との都市膨張によって生じた多くの査を解消し，住みよい横浜を築くため，

昭和40年 (1965)に6大事業を骨格とする「横浜国際港都建設総合計画」が策定され，新しい街

づくりが進められてきた。

その後，本市をとりまく内外の情勢が著しく変化したので，昭和48年12月に新たに「横浜市総

合計画・ 1985J (昭和48年度~同60年度)の策定を急ぎ，当面する昭和48年度からの 5か年につ

いて第1次5か年指標を定め，魅力温れる住みよい街づくり，活力ある横浜経済の確立，市民福

祉の充実など七つの重点課題を掲げてスタートした。しかし，乙の計画は，スタート直後に世界

を襲ったオイノレショックを契機とする社会・経済情勢の激変に突き当った。計画の前提としてい

た諸条件は大幅に変り，また緊急に対応しなければならない新たな課題が生じ，難しい国際情勢

が一層長期展望を不透明にし， 6大事業も思うように進まなかった。

ζのように困難な状況下ではあったが，地道な努力によって，ともすれば取り残されがちな都

心部の再開発や周辺地域の開発計画は着実に進展し，新しい街づくりも徐々に軌道に乗ってき

市営地下鉄開通(上大岡~伊勢佐木長者町間・昭和47年)

〈横浜市交通局提供)

788 

た。

例えば，地下鉄の開通や旧市街

地の中心部の再開発がある。昭和

47年，激増する自動車交通によっ

て全廃に追い込まれた市電は，装

いも新たな地下鉄となって登場

し，昭和47年に上大岡~伊勢佐木

長者町聞が開通，翌昭和48年には

国鉄根岸線が全線開通し，昭和51

年には市営地下鉄も上永谷~横浜

間の開通をみて，ようやく実質的



第12辛 21世紀の水道を目指して

念市民の足として活躍を始めラ基幹交通としての役割を担うようになった。

昭和田年4月には横浜スタジアムがオープン L，横浜大洋ホエーノレズの根拠地となった。との

野球場は戦前から市宮球場として親しまれていたが，終戦後に駐留軍の接収を受けヲ市長から遠

い存在となっていた。接収解除後再び市営に返還されラ名称も平和球場として市民の手に戻って

きたものの3 施設の老朽化は覆いがたくう再建設の要望が高まっていた。 しかしp 当時の市の財

政では50{意向にのぼる建設費を負担する ζ とは至Jj底困難であったのでラ株式会社方式を採り入

野球愛好市民の参加を求める新しい試みによって完成された。

市民球場横浜スタジアムのこけら落し(昭和53年) (株式会社横浜スタジアム提供)

また，との年 9月には伊勢佐木ショッピングモーノレがオープンした。かつて市の中心街であっ

た伊勢佐木町は接収の影響によって復興が遅れフ商庖街は長い低迷状態?と追い込まれラこれに代

ってヲ郊外住宅地の交通の要所という立地条件を活かした横浜駅西口の開発が急速に進みジ新し

い市の中心繁華街として成長した。 ζの低落一方の!日商庖街をよみがえらせるため，地元商屈が

結束して事業費のほとんどを負担して完成させたのが3ζ の伊勢佐木ショッピングモーノレであ

る。とうして，接収後“関内牧場"とまでいわれた!日市中心部は3 多くの人々の努力と新しい街

づくり手法の導入などによって，混沌とした経済情勢をはね返し，新しい活気に満ちた街づくり

を実現していった。

以上のように，社会@経済の激変期にあってもラ本市は着実な魅力ある街づくりを実らせつつ

あった。そして第 1次 5か年指標(昭和48年度~昭和52年度)も最終年度に入りヲその後の社会

情勢の変化を加味した「新 5か年指標J (昭和52年度~昭和56年度)が昭和田年6月に策定され

た。この新 5か年指標で示された水道の計画目標としてはっ①市民の水の完全確保q ②7Kの有効

利用の推進と漏水の防止ラ③将来の水需要に対処するための新規水源開発の促進，が大きな柱と

して掲げられ，新しく生れ変ってゆく街づくりを支えるための積極的事業推進が行われた。

ζ うして会新市長が登場した昭和53年度からもヲ抑制j基調の各自治体予算のなかにあって本市

は積極的な予算を計上してp 市政を推進する ζ とになった。
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2. 新 5か年指標の内容

'77----'81横浜市新5か年指標(抜すい)

E 事業内容

第2章生活環境

第 3節水道

1 市民の水の完全確保

2 水の有効利用の推進と漏水の防止

3 将来の水需要に対処するための新規水源開発の促進

水需要は，経済変動，開発抑制の効果，節水思想の普及等を反映して，その伸びは鈍

ったが，人口の増加と生活水準の向上に伴う一人当り需要量の増加は，なお続くものと

見られ，安定した水の供給確保をはかる必要がある。

図 12-1 水需要の実績と将来予測 しかしながら，ダム建設によ

る水資源の開発は，長期かっ日

額の資金を要するなど，新規水

源の確保は，ますます困難君主状

況にある ζ とから，合理的水利

用についてさらに検討する必要

がある。

万m'
250 

200 

150 

100 

!日最大
給水量

水需要については，酒匂川の

水源開発による保有水源と第8

回拡張工事により，昭和60年頃

まで対応できると見込まれるも

のの，それまでには新規水源の

確保と第9回拡張工事を行う必

要がある。

790 

年度40 45 50 55 

(i主)総合計画1985:昭和48年，新5ヶ年指標;昭和52年

1 水源の確保

(1) 神奈川県内広域水道企業団が施行中の酒匂川開発水量によって，昭和56年の推計1

日最大給水量156.1万dの水の安定供給をはかる。

(2) 宮ケ瀬ダムの建設を促進させ，広域水道企業団を通じ利水者として参加する。

(3) 水源の水質悪化を防止し，良質な水を確保するため水源地の自治体等に協力を求め

る。

2 水の有効利用の推進

(1) 水資源の有効利用の観点から，昭和56年の有収率目標を80%とし，その達成に努め

る。

(2) 新規水源の確保が困難のため，市民・企業等に対し，節水・循環使用等水の有効利

用の周知をはかる。また，下水処理水の再利用の調査，研究を行う。

3 水道施設の拡充整備



第12章 21世紀の水道を目指して

広域水道企業団からの受水に対処するため，市内の送配水施設を拡充整備する。

漏ァド防止ヲ給水不良の改善等のためB 老朽施設の改良p 更新を推進する。

う。

表 12イ

:長 主可 自 1票
(事業名)

i入

酒匂 J!I取水事業
横浜市分 日量605，200m' 

新規水源開発事業
(企業団第 1回拡張卒業) 800，OOOm' I ~ß;.* 主伯主主J主

日量800，OOOm'

第 8 回拡張工事 8か所 I~. 6か所 2か戸斤

直己オ、計lli 8か戸iJi 285町 OOOrγl' 285，OOOm' i 244，500m' 40，500m' 

送配水管延長 175.5km 134.7km I 146.3km 29.4km I 1.75.7km 

与S9 闘拡日長工事 8か所
3か戸斤 3かTfr

配水池 8か所 260.000m' 260 

送配水管延長 202km 20Zkm 2.7km 
27kmH汁よト

配水管怒備事業 1町 625km 1，625km ::;88.51叩 766.8km 1_1355.3km 

浄水施設主主備 4か所 4か所 1か所改良 浄水施設護保i

一一一

立 「ょこはま21世紀プラン」と水道

1. Iょこはま21世紀プラン」 に備えて

市政の運営比昭和48年に策定した「横 浜市総合計画.19S5J に基づく第 1次 5か年

指標(昭和48年度~昭和52年度)を引き継iいだp 新 5か年指標(昭和52年度~昭和56年度〉を基

調に進められてきたが，\r~ よいよ最終の昭和60年度までの実施計画を国ゐる段階に君主った。しか

し3ζ の総合計画策定時に想定した人口等の諸条件がオイノレショック以降大きく変化しており，

また新しい市民的課題も されているので3ζれらの見直しを行い会昭和56年度を初年度とし

て20年後に到来する 21世紀を展望した，市民、参加による新しい総合計画「ょこはま 21世紀プラ

ンjを策定するととになった。またヲこの基本計画の策定に合せて，昭和56年度から昭和60年度

までの 5か年で優先的に実施すべき施策の大要をまとめることに念った。

水道事業の運営についてはラ昭和53年度から昭和55年度までの 3か年の財政計画に基づ

いて進められs引き続き昭和56年度から始まる次期財政計画の検討を行う ζ とになっていた。と

の問，第 8@]拡張エ事も完成して市内給水体制の基盤は整備されたが2 その後の市内の開発状況
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の変化や予測される地震等の被災に対応するため， ら配水拠点整備事業と導水施設

整備事業に着手する ζ とになった。

とのような水道の基幹施設に対する改良工事はヲその殆どが大断水を要すーるため，水運用に余

なけれぽ少なかなか抜本的友工事を進め難h というのが実態である。現在は酒匂川の水源が

完成したばかりの時期であり 3 また水需要の伸びも比較的安定しているため，当固水運用に余裕

が持てる状況にあり p この意味、てもは9 既存基幹施設の改良整備を行う絶好の機会寸?ある。このた

めラ昭和56年度から始まる次期財政計画の検討に当ってはヲ ζ の絶好の機会を積極的に活用する

とり，更に新しく策定される 2]世紀プランとその 5かf阜の実施計回の調整を図りつつ主要

事業を計画して9 これをもとに財政収支の見直しを行うことになった。

まわ工業用水道事業はヲ昭和50年度から昭和53年度までの財政計画に基づいて運営されてき

たが，との閉経営収支が好転した ζ ともありヲ昭和55年度まてや!収支の均衡を保つ ζ とができる見

通しがたてられた。しかしラ昭和56年度からは赤字財政に転落することが子想されたので，

事業と同様に次期財政計画の検討に入った。

2白 昭和~56年度からの経営計画と

ーノ
ー(
 

し

本市の水需要は9 昭和田年に 1日 u00111を記録しでからその伸びは

表 12-2 総人口と i日最大給水量
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第12章 21世紀の水道を目指して

停滞しているがD 今後の人口増加や水洗化率の向上等によりラ長期的には給水量は漸増してゆく

ものと考えられる。新しい総合計画策定の基礎となる人口推計では9 昭和田年の横浜市の人口を

298万 5フ000人と予測して沿り， ζれによって給水量の予測を行うと同年の 1El最大給水量は172

万rrfとなるがヲこれには酒匂J11水源までの給水能力， 1日最大 178万r:cれによって対応できる見通

し-C'~うる。

このよう念水需給の見通しに対して，昭和田午12月4日に建設省が告示した宮ケ瀬ダムの建設

に関する基本計画によれば，ダム建設の完成時期は昭和62年度と予定されているので3 現在の酒

匂Jll水源ずをの保有水源によってそれまで対応できれば，以降21世紀へ向つての水源対策は目途

がたヮたとみてよい。 ζ のように，当面する ころまでは9

① 21世紀へ向けての長期的君主水需要に配慮する ζ と。

@ 水道施設の管理をト分に行いD 一層給水の安定を図るとと。

という長期的念展望のもとにラ水道事業をとりまく環境の変化に対応した効率的な事業経営を図

ってゆく ζ とになった。

昭和56年の料金改定

財政期間比経済情勢が昭和田年 4月から電気料金の大幅値上(平均 52，33 水道

事業の場合はラ実質 64園 1 の値上の影響を受けた。)があるなど，いまだ安定した物伺状況にな

っていないことや9 企業団の新料金算定の期間が 3年間であることなどによってョ昭和56年度か

ら昭和58年度までの 3か年間とする方針が定められ，配水拠点整備事業などの主要事業について

は，新総合計画を前提として昭和60年度までの計画をたて，これに基づき財政計画に計上するこ

とにした。 昭和56年度から昭和58年度までの財政収支の見込みは，

① 昭和55年度に大幅な電気料金の値上げがなされたなど諸物価が上昇し，維持管理費が増加し

ていること。

② 昭和田年4月から企業団rの受水単価が改定されること〈改定率12，37%) 

@ とれまでの建設工事に充当した企業債の元利償還金が累増していること。

たどによって，昭和58年度末には約315億4，600万月にのぼる資金不足が生ずる見通しとなった。

ζのため，昭和田年12月4日から開催された市会定例会ι 昭和田年4月から平均24固の料金

改定を提案しフ 12月11日に行われた穂、開会(賛成 1名ラ条件付賛成10名，反対 1名フ計12名)を

含めた委員会審議をもとにp 同月17日の本会議で修正可決された。(原案改正率24.9労ョ修正改

定率24.3%，修正減額ム 7億3，618万円)

今回の改定に当ってP 料金体系については各単価とも平均改定率による ζ とを原則とし2 単価

差の拡大を極力防ぐことに重点をおいた。修正可決に当っては，付帯意見が付され，固に対する

意見書が採択された。な$，工業用水道事業についても同時に33.5%の料金改定案を上程してい

たが，原案どおり可決された。

7ヲ3



付帯意見

た水道事業の運営についてはヲより一層の給水の安定を確保す忍

とともに，財政の健全化を図るため次の事項について措置すべきである。

1 水源対策等水j芭事業の行う建設工事の財源に対する国庫補助の増額と

件の改善を実現するためラ固に対しさらに強力な働きかけ

ヨ 地震時に:t3りる市民の飲料水を確保するためフ

にジモ る財源についてはラ、亡、き h. ( 
~~ .，.-

と。

3 

に ir)~よ十ける ζ と。

を図り るとともに ピスの向上

る財政援助に関する意見書

本市比人口の急増ョ都市活動の活発化及び生活水準の向上に伴う

るためp 酒匂川水系の開発による

施行してきた。

ζのような対策に投資した事業費は巨額に:遣しヲそのほと λノどが企業債であるため9

元利償還金が累増し水道財政を圧迫する大き念要因とをっている。

またp 現在も引き続き，将来の水源対策と

て沿札かてコジ今後はう地震時の飲料水確保対策を;F，!Jめとし?

を施行する必要があるためp これが?

なえさせるととが見込まれる。

よって政府K まかれてはp

ら積極的に推進されるとともに，

速やか

図るため，

ζζ  

書を提出するo

l 水源開発に対する補助率を 4

自治法第99条第 2項の蝿定により意見

3に引き上げるとともにフ地震対策事業費も

1の国庫補助制度を確立すること。

るとともに，2 企業債の発行許可に際レて3

限の延長など起債条件の緩和を図る ζ と。

17日

てあ

臣

民

臣

臣

官

大

大

大

混

生

治

お

厚

自

国

喜
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第12章 21世紀の水道を目指して

よる原価負担と

企業団方式による水源開発はラ急増する に大き もたらしたがp それはま

1乞ラ
うことを可能にした。

γ 
、ーー

りj二げた主要事業についてみるとう 昭和48年度~昭和田年度の工

事計画における

える となっている。

そのなかでも， しいものがあり，

したにもかかわら さ ~lt る

となっている。

とのような配水施設に対す忍 ω 給水不良の解消に役立ったのは無

こと q してい 向上させるという面でも した。

荻 12-3 有収率の推移
(単位.%) 

主fJ'-- 50 主了52-1-九汁了て]二三土三二仁王:
ミJi.l竺lヱ7…!とJElIJ三:司王 79土r79 ~_L~:_Ll r~2 ~_~と3.3
表 12-4 1.~財政計百の投資計画額の推移

ζのような投資は，主主産原価にも 示、
C 

している。ちなみに昭和田年と昭和60年の

生産原洞を比較したときョ ζの10年間で生産原{院は 2{吉に念っているがョ その増加要因と

業団受水賓のコスト化9 資産価値の増大9 特に更新改良事業による影響を受けた減価償却費，修

支払利息などの増大が挙げられ，

げている。

壬ko、

たが，

需要構造も き

も他項巴の{申 きく超えて生産原価を押し上

している。昭和40年代は家事用水量はに満た友かっ

る るのに対してその他の用途はむしろ微減の

7事5



傾向を示し昭和60年度では家事用水量が約に達している。

とれまで，用途別料金体系によって家事用を廉価にするという政策的配慮を活かせたのは3 割

高な料金を負担し得る需要家群があったからである。

しかし，他の用途水量の減少はう ζ のような内部補助効果の減少を意味するもので，今後段次

第に政策的配慮の余地が狭まって，増分経費の負担の仕方が難しくなってくると思われる。昭和

田年の料金改定で、は含このような傾向を考えてどの用途も平均的に値上げするという方法をとっ

たのである。

設 12-5 嬰索!Glj生産原慌の徐穆 ('1i.{、i:: 11]) 

¥区¥分昭¥和¥年'，，-度 5 0 
1州当り 指数 1 m'当り 指数

人件費! 23.64 I 100 I 3LL67 147 36.81 162 

動力資 7.17 168 6.63 155 

薬品費 0.84 115 0.86 118 

fl多給費等 15.'16 189 18.04 217 

210 26.37 251 

支払利息 29.04 181 30.83 192 

企業団受水費 i 1L22 100 35.23 314 35.25 314 

J、L グコ f忠 4.29 100 7.37 172 8.03 187 

79.03 100 152.14 193 162.82 206 

表 12-6 使用水量の推移
(単位回二fm')

一一一一一一一一一一
兵;J士z 事 用 そ の 他

年間使用水量 構)友f七 年間使用水量 j~年日記lt 年間使用水量 j構成比

日円相J40 66，304 41.3 % 94，141 58.7% 

45 122ン857 L19.7 124，595 50.3 247，452 

50 188，779 60.0 126，141 10.0 314，920 
にd にu 205，623 64.5 113，306 35.5 318，929 

60 251，193 ぷυ9.υ" 109，319 30.5 360，512 

3， 1ょこはま21世紀プラン」実施計画

目標年次を2000年(昭和75年)に据え長期プランが市民も参加して討議されョ

設審議会に諮られたうえs 昭和田年四月に「ょこはま21世紀プラン」として決定をみた。本プラ

ンは， 1981年(昭和田年)から2000年(昭和75年)までの20年間の主要施策の基本方向と事業計

画を示したもので，これに基づいて工98J.年〈昭和56年)から1985年

V 
丸，

"ハ/
I 

られた。

1汚に 5 ら 日 ヨト
」 より



第12章 21世紀の水道を目指して

上の実蹟をあげることができた。

横浜市新総合計画(ょこはま21世紀プラン)一一抜すいー-

1 基本計画

第 3部事業計画

第4章安全で快適な街

第四 3節資源個エネルギー問題への対応

第 2項水資源

I 動向と課題

l 高度経済成長とそれにとも念う人口急増等により，高い伸びを示してきた水の需要

量は，第一次石油ショック以後，ゆるやかになっている。今後の水需要の見通しは，

人口推計，将来の経済情勢の変化などの予測から 9 従来のような急激な需要増加はな

いものと思われる。

2 本市の現在の給水能力は，これまでの水源確保対策によりラ 1日最大 178万dとな

っており宮ケ瀬ダム開発によって今後本市に配分される水量などを含めるとヲ 21世紀

へ向けての対応が可能である。

3 しかし，宮ケ瀬ダム以降の大規模なダム開発は望みえないので，漏水防止対策や配

水コントロールシステムなどによってフ保有水源を効率的に使用していく ζ とが必要

である。ま?と，市民p 企業等の水の使用者に，水の有限性の認識を一層広め，節水型

社会の定着につとめなければならない。

4 良質な水を供給することは，量的な水の確保と同様に重要である。このためには，

水源である河川等の水質を良好に保持していかなければ友ら念いが9 本市の水源て守あ

る相模湖などではヲ富栄養化が進行し9 水道水源として好ましくない傾向をみ、せてい

る。このため，水源地域での総合的な水質保全の対策がとられるよう努力するととも

に，自衛措置として3 本市浄水施設を整備拡充するととが必要である。

ら また 3 地震等の災害時において9 市民の生命を維持するために必要君主給水体制を整

えることも緊要な課題であり 9 耐震給水ノレートの整備，水の備蓄対策についての積極

的なとりくみが要請されている。

E 計画の基本方向

(長期白標)

1 宮ケ瀬ダム開発を促進L，安定した給水体制を確立する。

2 水源の水質保全につとめるとともに，浄水施設を整備拡充L，おいしい水を供給す

る。

(施策の方向)

1 水の安定供給

(1) 宮ケ瀬ダム開発を促進するとともに受入れ施設の拡充整備を行い， 21世紀へ向けて

の安定した給水体制を確立する。

(2) 市民p 企業等3 水の使用者に水資源の有限性を訴えヲその有効利用をほかるととも

に，漏水防止対策の強化ラ配水コントローノレシステムの整備などによって効率のよい

7ヲ7
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図 12-2 横浜市の給水能力

事 業 Jえ7コ

宮ヶ瀬ダ ム開発

(建設省随行)

第 9 回拡張工事

第 10回拡張工事

配水拠点坐1II!i

自己 ;J( 管整備

浄水施設 :思備

1也 bEE こ 対 策

給水体需iJを確立し節水型社会の定着をはか

る。

(3) 長期的展望にたちダム水源を補完するた

めヲ下水処理水の再利用ならびにビソレ排水の

循環利用等の中水道システム，ク Yーンエネ

ノレギーを利用した海水放水化等のi文相iJ開発に

積極的にとりくむ。

2 良質な水の確保

(1) 水源である湖の富栄養化の進行を防止する

など水道水源の水質保全対策を推進する。

(2) 自衛措置とし、て海水施設を整備拡充する。

41';. :i三 内 谷

神奈川県内広域水道企業[.j] が行う相校川水系建設卒業によって新jJ~7J(泌を総保する。
i県全体i井]発水量 1，300， OOOlll' /日

横浜市配分水量 499，0001llソ日

'止;ヶj相iタム間発水量を党け入れるための配水池，送同日水1m;'手のj引虫

内日7]d也(容量)送配水管延長

第 9回 4 i也(110ヲ000111')26，010 1Il 

第10凪 4i也(85ラ000lll')30，700 m 

自己水j也， 送配水管等の芸術

自己 ヌド il!!， 4 i也 (130，0(川町

送配水管延長 5，650m 

管制整備延長 650，460m

共 同 潜 延 長 42，055m 

老朽管耳元啓延長 809，840111 

浄水場の計装設備の近代化，災~?~:一保安対策，水}t1i-f)~街対策， j)[水処迎刈策

j幕7.kljfu~止のさ企fITiJ
(道志川 i 系，相模ìMJ系の地設怒引iii." 隆江L 水路っ包;~{1 の羽Iì偵)
(馬入川系の施設室長側i'"pぷ芸術)~l)

緊急遮断弁の設置

l耐震給水ルートの終備

工業m水lis~í~}j自設笠 浄水施設の笠f札送配水地設の整備

2 第 1次実施計画

第 2音[i事業計画

第4章

第 3節資源 s エネルギー問題への対応

第 2項水資源

計画目標

1 21世紀に向けての水需要にとたえるためs 宮ケ瀬ダム建設を促進する。

2 水道施設の拡充整備をすすめるなど，安定給水体制の確立をめざす。

3 71く源の水質保全につとめるとともに，

つとめる。



第12章 21位f己の水道を目指して

1 水の安定供給

新規水源の確保

21世紀に向けての水を確保するた恥宮ケ瀬ダム建設p および3 相模JI!水系建設事業

を促進する。

(2) 配水拠点整慌

市内に均衡のとれた給水を行うためラ配水拠点、整備としてョ配水池。ポンプ場の築造

fまかp 送。配水管を敷設する。

配水管整備

配水管整備として，市内配水管網の整備と老朽管の取り替えp 共同i青建設関連事業を

すすめョ市民給水の円滑化をはかる。

(4) 地震対策

地震時の水確保としてp 配水池に緊急、遮断弁を設置するとともに，広域避難場所に地

下貯水タンクを設置する。また9 人口密集地区等を対象としてヲ緊急給水栓を取り付け

たIT耐震給水ノレートを整備するほか，地震時の原水確保をはかるため 9 道志)11系。相模湖

系導水施設を補強する。

水の有効利ノ用の推進

漏水のil方1[" 配水コントローノレシステム等によってヲ水の有効利用をはかるととも

に， 下水処理水の再利用ならびにピノレ排水の循環利用等の中水道システムの技術開発に

取り組む。

2 良質な水の確保

(1) 水源対策

湖の富栄養化対策等をすすめ，原、の水質を保全する。

(2) 浄水施設整備

水量の調整@水質の管理を安全かつ能率的に行うため，浄水施設整備として，浮水揚

のコンピュータ化など計装設備の近代化をはかる。

水 準
事業名 事業内容

昭和55年 昭和60年 昭和75年

配水拠点盗傷 配水池4池 130，000m' 32池 771 ，200m' 36池 901，200rrず 44池 1，096，200m'(第9.10回拡張)
工事を含む 送ー配水管延長 5，650m 5，650m 62，360m 

管網整備延長 162.615m 162，615m 650，460m 

配水管楚俄 共同溝延長 4，538m 4，779m 9，337m 46，854m 

老朽管取替延長 306，190m 306，190m 809，840m 

i導水施設主主備延長 15，797m 36，591 m 52，388m 103，223m 

地震対策
緊急遮断弁 161泊所 6箇所 22筒所 27箇所

地下貯水タンク 10基 10慕 10基

緊急給水栓 921高所 92箇所 222箇所

浄水施設整備 浄水場のコンビュータ導入 1箇所 3箇所 4箇所 4箇所
」一一

i9ヲ



表 12-7 ょこはま21世紀プラン第 12党緊施計画 (56~60年度)主主惨状況総括議

名事業
オt 4平・手一

事業内容
55年 60年

昭和 56 年度 昭和 57 年度
75年

自己 配水池 4池 32illl ， 36;位m 44池 m 建設中 1 illl 20， OOOm' 完成 u出 20，OOOm'
オ拠立 130，000m' 77].，200 90J，20() 1，096，200 建設着手 2i]' 30，∞Om' 建設中 2池 80，OOOm'
占

送 。 配 水管延長 m m 
主妥
縞 5，650m 5，650 62，360 600m 1，394m 

自己
管網整備延長 町1 ロ1

162，61.5m 162，615 650，460 66，550m 27，199m 

* 「普 共 同 ~.~草 延 長一 ロ1 立1 汀1

4，538m 4，799 9，337 46，854 616m 1，146m 
整

老 朽 管 取替延長 m m 
備 306，190m 306，190 809，840 87，413m 85，307m 

導水施設整傍延長 m 

15，797m 36，591 52，3881103，223 6，529m 1，972m 
土也

富者 急、 遮
震 16カザ万一 6カ7斤 22か月1; 27カ'?)I 4カミ戸斤 3ヌト月i

立す j也下J!'I'水タンク

10基 10基 10基 2基 2 ，，~ 
策

民デ/又ミ 急、 f〈F〉とII〉 オく キ全

92か所 92hミ戸斤 222カ主月; 16カ込Fりt 18カ3戸斤

i争設整 浄水場のコンピュータ導入

施水備 1か巨庁 3か戸斤 4かド斤 4か所 進捗率 7% 進捗率65%

※第 1 次笑施計画の計画期間は当初昭j杭156~60年度の 5 年計凶であったが、最終年j支の 11{} 干[1 60'可皮は、主i~ 2次実施聞の策定により

表 12-8 ょこはま21世紀プラン第 1 次実施計図 (56~60年度)進惨状況内訳表(そのけ

事業名 事業 内 谷 )1<. 1号三 昭和 56 ij三 j支 昭和 57 年度

配水池 4池

130，000げ↓

(55) 321也
771. 200nf 

(60) 361也

901，200nf 

(75) 44池

1，096，200nf 

池

池

山
1
水

利
誠
叩

1し
J
C

ア
土
ノ

白

砂

川川
町+アf

L
 

区旭

山
出1

池

U
中

水

叶
設
己

い
山
連
弁

明

ゆ

川

寸[
U

付

、

日

山

、

市白

J
A

剖
長

20ヲOOOm'

古

脚建設若手 2i也 |邸建設中 2i也
金沢配水池金沢区釜利谷町 1金沢自己水池

50，000凶|牛久保配水池

牛久保配水池:港北区牛久保町

30，000m' 

)jiき

イ蔚
i三国配水管延長 (ω) 5，650m 

(75) 62，360m 
〔送。配水管延長〕

600m 

〔送。配水管延長〕

1，39Mu 
;: ~竺士

事

i二

〔用池買収) I C用地買収〕

金沢配水池用地:金沢区釜利谷町 l港北ポンプ場用地:緑区池辺町

20，028m' 

送水管立坑用地・磯子区峰田]ほか

l，673m' 

2， 659m' 

3，553，647 

俊 I2，753，647 
市 I 49，156 

他 1 750，8M __ __l 

4ラ756，686

債 13，056，686
市 29，051
他 11，670，949

(i王) 第 1 次実施日十回Iの計画期間は当初昭和56~60年度の 5 年間であったが、最終年度の昭和60年皮は、第 2 次実施計

回の策定により ~ñ 2次実施計画に取り込まれた@

800 



第12主主 21世紀の水道を目指して

昭 和 59 年度

(第 l次実施計画完了)

百 七二 |執行状況

!完成 3池(lOO，OOOn1)
- 1 執行率 75.0% 

昭和 60 年度

完成 2i也 80，OOOni'

一|一
3，034m 

7，611m ( 1，961mの増)

1，468m 執行率 134.7%

173，630m (13，015mの増)

40，818m I 執行率 108.0%26，083m 14，970m 

1，689m 86501 1，090m 

5， 406m ( 368mの増)

執行率lJ.9.1%

l 

92，900m 101.852m 
454，686m (148，496mの増)

執行率 [48.5%

6，835m JJ6m 

29，177m ( 13，380mのt首)

執行率 184.7%

執行率 100.0%

執行率 100.0%

執行率 100.0%

コンピュータ完成

012次実施計画に取り込まれた。

コンピュータ完成

執行率 100.0%

(第 l次実施計 i町完了)

昭和 58 年度 昭 和 59 "f 皮 昭和 60 年皮

〔配水池〕 % % 
働完成 2i也 75.0 75.0 
金沢配水j也

牛久保配水池

(送。配水管延長〕 〔送，配水管延長〕
108.7 

〔送。配水管延長〕
134.7 

1，115m 3，03401 1，46801 

〔期地買収〕 〔問地買収〕 〔用地買収〕

世1，500送7](管オJ設用地 金沢区 牛久保自己7](i也用地:港北区 件700配水管布設用地:旭区

釜利谷町 27m' 牛久保町 24，475m' 白校町 0.6m' 

立坑用地:金沢区谷津町

25m' 

1，631，554 6，725，507 

J他 J2U2702J7i 

陶

イ責 533，763 イ責 2，708，069 

市 28，618 T行 44ヲ447
イ也 1，069，173 他 3，972，991 

昭和59年度欄の後段及び昭和60年度欄の笹iJ段の c)内は、各々「昭和59年度までの進捗率」、「昭和60年度までの進捗

卒」。

801 



ょこはま21'佐紀プラン第 1 次実施計画 (56~60年度)進捗状況内訳表(その 2)

事
主主事業内容 | 水 準! 昭和 56年度 i 昭和 57年度
名

口径50~1 ，800mm 口径50~1 ，35伽1m

66，560m 1 27， 199m 

管網整備延長

162，615m 

自己

オく

f音 共|司 法延長

4，538m 

整

備

老桁管収 f十延長

306，190m 

(60) 162，615m 

(75) 650， 460m 

11 径1， OOO~ 1， 350mm 

(55) 4， 799m 1 61Gm 

(60) 9，337m 

('15) 46，354m わ

ミ;'1水施設1¥1(Jtfi延長

15) 797m 

(60) 306，190m 

(75) 809， 840m 

(55) 36，591 m 

(60) 52ヲ388m

(75) 103， 223m 

[.11王50~1， 100mm 

87，413m 

日、820，032

i責 12，105.555

，Ii 12，076，00C 

f也11，338，177

口径1.050~ 1， 500mm 

6，529m 

1，575守 507

伎 11，500，000

fill 75，507 

3，882，410 

1ii 11，437.106 

可J1 313，334 

他 12，131，970

LI筏800~1， 350mm 

1，H6m 

950，359 

司一日百

111主50~1， lOOmm 

85，307m 

5，470，616 

i貰 2，156，323

，Ij 1 1，936，460 

他 1，377，833

口径1， 050~ 1， 650mm 

1. :972m 

『ft
地

震

緊急、 ill1; lJiIi弁。

16かpff

立;j'
I也 H'i'水タンク

10 c!i~ 

一片凡
主
U
〆

(55) 

(60) 

(75) 

4か戸庁

〔緊急、遮断弁設置及び無線化工事:]

6か所|菅岡田E水池，三保配水池，封、出配水

22か所 |池，西谷 2号配水池

27か戸斤

846，353 

債 I846ヲ353

(60) 

(75) 

2基 (平手珪 100rd) 

!神之木公閑:神奈川区神ノ木台
10主主 1 :c 1 神奈川県消防堂校・戸塚区小菅ヶ谷lij]
10ぺ己 i 

107，759 

他 I107号759

緊急給 水栓

(耐震給水ル ト)

92かJiff

(60) 92か1苛

(75) 222か所

i'Jも dく 士義 σコ (55) 3かpJI

コンピュータ導入 (60) 4か月;

1かfiJI (75) 4か戸斤

8，02 

16か所 鶴見区 1

神奈川区 2，中 区 2ラ南 区 1

保土ヶ谷区 1，旭 区 2，磯子区 1

金沢区 1，港北 1:5<:1 ，緑区 1

戸 塚 区 2，瀬谷区 1

199，826 

債 I199，826 

川i井浄水場コンピュータ設霞

(進捗率 7%)

2，193，'129 

i責 1，900，000

市 241，221 

f也 52，508 

3かF庁
〔緊急、遮断弁設置及び無線化工事〕

鶴見配水池，川井1'ic7j<i也，平楽配水池

743，315 

僚 I743，315 

2~基主(容量 1ω0∞Orn'
J!川i日l辺田町I公I闘弱 a 保土ヶ谷区川辺町

南日吉団地:港北区日吉本町

五訂 131，611

18か所 鶴見広 2

神奈川区 1，西 区 1，南 区 3

港南区 2， 1*土ヶ谷区 2，旭 区 l

磯子 i主2，金沢区 1， i:巷北区 l

持者 rK 2 

百T2広854

川井i手水場コンヒ。ユータ設霞

(進捗率 65%)

百TJr
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昭 和 58年 度 昭和 60年度
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4. 主要事業の施行状況

(1) 配水拠点、整備事業の施行概況

配水拠点、整備事業は昭和田年(1980)度から着工され，当初計画では昭和58年度までの4か年聞

に196億円の事業費を予定していたが，その後，ょこはま21世紀プランによる 5か年計画に沿っ

て見直しされ，昭和60年度までの 6か年聞に 268億円の事業費を投資する計画変更が行われた。

本事業は，市勢の発展に伴い変化する水需要に対応して給水の安定を図るため，配水拠点とし

ての配水池及びポンプ揚の新増設を中心に送・配水幹線の整備を進めてゆくもので，具体的な事業

川弁浄水揚4号配水池

図 12-3 JII井浄水場4号配水池平面図

804 

内容と施行概況は以下のとおりである。

1) 配水池の築造

(i) 川井配水池の築造(昭和田--57年度)

川井浄水揚からは，主に旭区・緑区・

港北区方面に給水しているが， ζれらの

地区は団地造成により著しい発展をとげ

ている。 ζのため，既設給水能力日量10

万dに企業団受水日量7万dを加えて日

量約17万nIの給水基本計画をたてたが，

これに対して既設配水池の有効貯水量

(l号.........3号合計約1万五f)が大幅に欠
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けているため，有効貯水量2万dの配水池 (4号)を築造して増強を図った。工事に当っては，

建設地の地盤が悪いため直径50cmの鋼管杭を 2.4m間隔で打ち込むなど基礎工事に万全を期した

ほか，緊急遮断弁を設置し，配水池内の水は災害時には口径 100阻の耐震管により，地形を利用

して自然流下で給水車に容易に充水できるようになっている。

(五)金沢配水池の築造(昭和55~58年度)

本市南部方面は金沢隆道配水池，峰配水池，港南台配水池などから給水されているが，住宅地

の開発に伴い容量不足となってきたので，立地条件に恵まれた釜利谷開発地区内に配水池を新設

し，金沢区内の給水に対応した。この新規配水池は既存の配水池の容量不足を補完する役割も担

っており，貯水容量は 5万ni(2万

5， OOOnix 2) と大型の配水池であ

る。

建設地点は海抜50.5mで地盤も良

好であった。 ζの地盤高を利用して

配水池からの自然流下による給水に

主体をおくととができた。地震災害

対策としては，配水池流入側に緊急

遮断弁が，流出側に緊急遮断扉が設

置されており，口径 100皿の非常用 金沢配水池

給水管も布設されている。また 図 12-4

付属ポンプ場には，高台地区用

に出力75kWx2台，出力22kW

X2台，計4台のポンプが設置

されている。

なお，との金沢配水池の上部

はスポーツ広場などに開放され

る予定と念っている。

金沢配水池の完成により，金

沢区内の配水系統の切替整理を

行うことに念ったが，影響戸数

が2万 6，000戸に達するため，

配水系統切替作業は昭和59年 5

月31日と 6月13日の 2回に分け

て慎重に行われた。
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(溢) 牛久保配水池の築造

牛久保配水池はD 8 される子走であったがラ港北ニュータウン と

の関連で用地取得が遅れたため，拡張計画から削除されたものである。建設地は港北ニュータウ

ンのこ!と端でJl!1崎市境に位置しラその有効貯水量は 3万立?で，港北ニユヒタウンの街づくりの基本

方針に沿いラ配水池周囲の自然緑地を保存する念ど，自然保全にも十分な配慮がなされている。

そしてp 付属ポンプ場には ポンプ 4台を設置した。

なおラ港南陸道配水池(第 5回拡張工事で築造)については 9 そ によ

牛久保配水:i也

図 12-5 牛久保配水池平面図

とし，内部に口径 1ヲ 3501ll1ll

たほかラ ら

間に築造された上郷送水陸道も同じく

とし内部に口径 2，OOOmm

し

39760m)を布設(昭和 60r~ 62 

年度)した。

昭平P62年度現在の配水池の設置状況は

その有効貯水量は8"1万3，200m3

であり p 計画 1日最大給水量 178万dK

4時間相当量となっている。
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2) 港北及び保木ポンプ場の建設

港北ポンプ場はp 牛久保ポンプ場と同じく渇ゴヒニュータウンの開発に伴うニーズを満たすもの

であり 3 同地区内の特に第 2地区の高台と而内の隣接現存地区の給水を強化するために建設され

た。昭和田年 3月に完成した同ポンプ場の概要は以下のとおりであるc

ポンプ場 鉄骨鉄筋コンク Fート造ぅ地下 1階旬地上 1階建p 延2，423nf

ポンプ 出力150kWx6台

港北ポンプ場 保子ドポンプ場

袋 12-9 送配水ポンプ(昭和62年 3月末現在)

区 JJ -LLj、引ちMに人， カ ;湯水 52
j出L 尽1

(kW) (町/分)

7 i五l月i
送水ポン 7。 25 12ヲ370.0 1，422.60 笠間幹線，環状}枠組19 ふ!よ楽 [r~ 1 ~ 1様子第 1j {fif)ヶ lliih肖区

配水;1包送水，西谷浄水送7}:，i弘、i十j台治水

出己J}:ポンプ 140 16，066.0 1，485.90 37t~irr! 

中部配水管王ill所 9 1，013.0 72.40 
2 miFリi
iタh!.ii，、le戸

管 :l l:: iill自己水管:E~!所 22 1ヲ200.1 87.55 
5箇付i
篠原ヲ -;c石川大場↑Jヶ尾{'字国， rj.r川:;Tj2 

ヱ]l 西部配水管理所 12 584.7 48.10 4 f"j r~T 
奈良，新井町.ひかりが_CL? *希望ヶ止

5311 
9f;守l丹i

南i¥GI'le水管理!所 28 1，954.2 140.15 中VJ比奈自己水，野庭第 2‘氷取ィ凡笥 liJ¥j貯水槽，港南台自己

水池，公団，笹干上郷ヲ六浦高区

Pヨト一一

13筒所

西谷浄水揚 54 9ヲ085.0 963.70 西谷，矢指，fL、「白J，野毛山，息目，平当E第 2，1波子第 2，17田，
も，)¥ 川井配水，鶴ケl峰自己水，鶴見自己水池，三イネVle71'く?港二|じ

小雀浄水場 15 2，229.0 174.00 
4筒所
第 1 戸塚，主~2 戸塚，高;塚，金沢

165 28，436.0 2，908.50 44筒J好

(注) 日前[l6Z年 3月末現在
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表 12町 10 配水プロッえis配水池現況(昭和62年 4月混在)

月日 水 | 池数
有効 i運用 形状寸法

ゾーン
ブロ、ゾヲ

配 水 池 トー一戸一一
M'iAく量(r市 貯水量(吋 LXW(m) J也 槽

1 '(長 yド {早木調悠池 il) (2) (20，000 ) (一) 80，8X5 

2 牛久{午 1I!ニ久保配水池 1 2、 30，000 33，000 8L8XE 

港北 2港北四日水池 3 4 136，000 
80，OX1∞，O( 3 

3 )巷 ~t 8L7X2 

iら it 制妥 j也 (1 ) 8L7XE 

4 的 見 3鶴 見 配 水 池 。η 22，000 内i't80，OX

H誌ヶ 111手低区配水池 1 2 12，000 67，2X 
5 鶴ケ峰

鶴ケ峰 '(Jgヶ崎市 l又配水池 1 2 3，100 36，OX 

6 背 田 5 m ~i~ 水池 1 2 25，000 100，OX 

6 }II ~+ 1 ¥j-r~L lk i血 l 1 1，700 22，OX 

7 JII 
川井 2号配ノ'j(iUl 1 2 3，000 28，OX 

川 J下3号刊日水 1也 1 2 5，4以〕 60，OX 

川井 川井 4 号両日水{む 1 2 2(人以)0 20，000 38，8X 

8 思 田 7恩田自己水 i山 2 25よ00 25，000 変形

9 三 保 8三保配水ヶ'r ーlーー 2 15，000 15，00C 60，0)< 

9西谷 1号配水 i也 1 35，700 39，000 73，2X4 

10 西 {} 四谷 2-t}配水 j也 2 4 35，300 32，200 46，8X2 

四谷 3号 配 水 池 1 2 109，500 I 109，500 120，OX1E 

西谷 11 野 毛 山
10野毛山 IEI配水 iill l 2 11町5ω 11，500 内往~4L25XI

野毛山新配水 J也 1 2 40，(ω 40，(【7 170，OX2 

〉コヰ白て、 11平楽配水池 1 2 6、日00 6，000 26，OX， 
13 1ム 向 12仏向配水 iill i 2 20，Cω 20ヲωo 5LOX4 

13小主主 l号 配 水 池 i 22，300 18，800 80，4X 

小雀 2号自己売く池 l 2 27，500 27，500 56，OX 

14 /[、 雀
78，OX 

小雀 3号配水池 2 38)000 38，切。 l∞，OX 

小雀 4号配水池 12，000 14，400 50，OX 

小復調笠池 (2) (20，000) (一) L計~100 ， OX

15 高 夜、 14高 塚 配 水 池 ( 1) よ 28，000 28，000 10Q，QX 

小主主
16 矢 みゴじE1 15矢 指 配 水 池 1 I 2 15，000 15，000 76，8X 

17 港 南 台 16港南台配水池 l 2 30，000 40，000 120，OX 

m季 自己 71< 池 1 1 14，400 11，800 79，15X 
18 峰

18日野随道配水池 l l 29，cω 41，9C口 高3 .4~4 .4 XJvií3 .4 X L4 

19 磯 子 19磯子配水池 1 2 15，0ω 15，000 60，OX， 
5，8ω 7，300 高3 .4~隔3 .4 X L 

21 金 1金沢配水池 112 50，000 50，000 115 .4 X~ 

5ゾーン 34 1 60 843，20C 
21ブロソク 21ヶγ所 (~;)I(~~)I (916ヲ側)

855，400 

1.8 

2，5 
1哲)
4，2 

7，7 

5，5 

44，5 

8，0 

0，0 

ハ
υ
八

υ
n
u
ρ
o
u
r
n
v

-

f

O

 

6

6

0

7

星。

ハo
n
U

ハU

ハ
リ
ハ
υ

ハU

ハU

7

6

0

7

1

i

3

 

9，0 

8，6 
8.6 
80，0 
0，0 
4，0 

4盆 0

9，2 

0，0 

49，2 

040 

，0 

56 

，4 

(参考)ゾーン)31]貯水長 浴北188，0以)l1r，餓ヶ峰40，100nf; I11 井70 ， lOOnt，匹]'(";:'-258~OOOnf，小雀287 ， ()Oü rr1'，

はと)l. 4久保配水池 昭和62年使用開始予定

2. i也数及び有効j貯水量の計の( )内は企業団保ノド，治北及び小雀調?戸地を含む。

3 港南F;Ej主ブロックl土、港南隆道自己ノ1<.;也(51JJ:， U百34)の:ag;各11:;(UiJ60)に1'1とい，小雀ブロック及び凶谷ブロソクに分割。
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H.W.L 
(m) 

3市 fJ;II 
y-

79.501 74.501企業団i黒木調終池

65，00 I 60ω:配水拠出、主何日(Oi"，59) 
. ， __ .. i r 7拡(H百46)

60ω55.00 I j負)11金工事

印 00I r 53.50 I l企組制;山;也

49.30 I l 4~ ~~ I tJl:(日目立)つ 43.50 i配水1完備(昭42)

71ぷoI 6Cχ ぅjJt (昭36)

83.80 I 78.80 I 

E工00I 55.00 I E説明50)

88.75 I 85バ71 I 1111、 (1明34)
88.75 I 84，55 配水平t慌i新設(11日31)
87.55 、4.1" 導水塙強(11百38)
Eぺ01 75.001 1 I~Öj( j~li 別府側58)

66.50 I GO.50 I r'lc水絵備(11日43)

80.UO I i5.00 1 8 iι (l1~ω) 

71.85 前 32[2拡(大4) 
66.93 62.67 浜災復興(11日5) 
71.85 66.351 l 3M: (昭53)

50.80 46.12 |山川5) 
49.00 43.90 配水路備(昭42)

43.00 自己水'!!{f備(il百44)

74.00 69.00 配水終侃(日自44)

52.00 48.00 61広(昭40)

52.00 47.00 7拡 (sf!45)

75目。。 70.00 8 旬、 (~tl49)
81.60 76.60 8封、 (Htl49) 
52.00 48，00 企業団小ft，調 ~!(I池

83.50 78，50 1 8拡(昭54)
負担金二ur;

82.00 78.00 7拡(昭45)

110.00 105.00 8拡 (11tl51)

61.00 6拡 (日百40)

61.00 58.30 6拡 (日百40)

57.50 52.50 8拐、 (Oi'l49)

61.00 58.30 61Jt (昭40)

57.00 52.00 配水拠点整備(昭58)

第12主主 21世紀の水道を目指して
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保木ポンプ場は，港北区保木周辺の開発に備えて建設されたもので，企業団保木調整池に隣接

その施設概要は以下のとおりである。している。同ポンプ場は昭和61年 5月に完成したが，

鉄骨鉄筋コンクリート造，地下2階・地上 l階建，延1，106.9nIホ。ンプ場

出力220kWx4台プ、
J ポ

緊急遮断弁の設置

緊急遮断弁は，地震等の災害時に送配水管路に被害が生じた際，配水池に飲料水を確保すると

ともに，管路の破損による二次災害を防止するために，昭和55年度から昭和60年度にかけてすべ

設
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団
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水
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甜

跡

間
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O

一
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ての配水池に設置した。
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表 12-11 配水拠点整備事業年度別事業費及び財源内訳表(その 1) 

区一ヲ一一一一J1111f 55 56 57 58 59 60 61 
言十 61 62 

(55-61) (繰越) (当初)

口径 700- 322m 21，520 21，837 293，170 336，527 
金沢 {口径俳 1似

口径1，500- 452m 

送水管 牛久保 口径~1 ， 000- 473m 8，400 133，000 148，742 290，142 一
港南陰道改修 口径1，350-3，150m 501，373 419，689 一 921，062 

鶴ケ峰口径38インチ補強 443m 81，473 81，473 
送 上郷隊進改修 口f圭2，000-3，755m 1，000 744，573 745，573 1，079，000 

i口径問。- 2m 247，040 247，040 
平楽 口径1，000-:- 430m 

i口径1俳 7m 744，196 744，196 
水

三ツ池 口径1，350- 982m 
口径1，200- 8m 

{口径1，650- 332m 240，375 240，375 
矢指 口径~1 ， 200- 36m 

i巷北 i口径開← 1閃 111，289 111，289 
工 連絡管 口径1，000- 2m 

新横浜企業団 口径1，100- 435m 409，387 409，387 
西谷浄水場2号

口径1，500- 171m 162，974 162，974 配水池

小雀浄水場 j 口径1，800一 5m 40，399 40，399 
事 口径1，000 11m 

口径1，000- 47m 5，420 51，394 56，814 52，196 
川井浄水場 {口径 800- 21m 

口径 700- 131m 

平楽ポンプ場 150KW 209，800 106，411 316，211 
送水ポンプ

新港南台配水池ポンプ場 l，800KW 11，160 11，160 15，000 200，000 

言十 1，574，220 136，648 426，170 148，742 1，155，207 466，508 807.127 4，714，622 67，196 1，279，000 

自己
金沢配水池 50，OOOm3 16，400 480，815 1，612，477 50，600 -1 2， 160， 292 

水
川井配水池 20，OOOm3 989，617 516，472 404，900 1，910，984 

工
配水池 牛久保配水池 30，OOOm3 33， 750 221，661 1，000，000 659，438 -11，914，849 

事
港南台配水池 50，OOOm3 17，930 1，600 19，530 2，400 315，000 
設備改良(牛久保，磯子) 21，700 21， 700 55，000 

(単位:千円)

(注)61(繰越)は， 61年度の外数である。句

】

『

}

『
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震がく拠点、重21議事業年度iJlJ事業費及び慰源内訳苦言(その 2) (単位:ヰ円)

源

昭和年度 | 二71iJ二55 56 57 58 59 60 
61 62 

〈 分 (繰越) (当初)

金 沢 ロ1i 900-1，814m 98，069 65，315 205，008 14，925 383，317 

牛久保 口径~ 900- 513m 139，555 139，555 

牛久保(低区) 口径 700ー]ン 993m 112，800 233，150 345，950 60，000 
配水管

美しケIi 口1i 600- 404m 70，812 70，812 

元石川 ロf至 600-- 691m 109，359 109，359 

来rr鶴ケ峰(高区)口径 7∞ 1，568m 1号5，381 80，607 275，988 34，270 190.，000 

|港北ポンプ場 450KW 425，406 717，232 118， 775 lヲ 261，493

牛久保ポンプ場 880K羽1 72，310 373，678 335~383 781内 371

川井ポンプ場 150KVl 37，000 37，000 

保木ポンプ場 880KW 545，811 396，975 942，786 
自己水ポ プ

西谷ポンプ場 250KW 47，8∞ 47，800 

三保ポンプ場 180K1j市 38，100 38，100 

新鶴ケ峰ポンプ場 720K'vV 50，731 163，809 214，540 223，897 567，000 

|設備改良(矢指，仏向，鶴見港北) 355，921 355，921 

緊急遮断弁 緊急遮断弁 20か所 33'1，508 405，563 638，205 530，847 111，古31 2，024，054 

無線局 295 440， 790 105; 110 135.390 681~585 

地下貯水タンタ(1基60m3) 107，544 107，544 117，872 148，000 

1，803，051 2，952，912 4，318，460 1，953，666 1，152，993 1，309ヲ 888 353，560 139 844~ 540 400，039 1，335，000 

工弓 事 費 さ日壬i一 3，377，271 3，089，560 4，744，630 2，J02，408 2，308，200 1，776，396 1，160，687 18，559，152 467，235 2，614，000 

地 受 L 068， 320 436，217 5，284 4，356，618 60 72，182 5，938，681 97，000 

具 機 主主 賞右民 680 726 669 242 3，317 

務 安 321，049 241，394 3191153 189，430 172，378 114，018 99，896 1，457，318 169，000 

よ仁斗1 宝ロ寺i 3，7Cト0，0004，400，000 5，500ラ0002，297，791 6，837，438 1，890，474 1，332，763 25，958，468 467，235 2，880，000 

起 f麦 2，帆州3，6肌 0003，800，000 1，200，000 2，820，000 1，240，000 844，000 16，304，000 256，000 1，980，000 

ノiE 業 国 189，112 189，112 

住宅ー都市整機公団 660，000 701， 267 701，267 836，021 3，548，714 58，113 7，382，823 

負担金 尽 浜 ，缶u 行 2，718 49，577 49，577 44，040 188，576 

保ァド土地区画整理組合 413，365 313，404 726，769 

l 横 須賀市 | 10，912 510 414，608 426，030 一 550，299 

自 己 資 金 i机 m 49，156 29，051 28，618 44，447 278，447 74，157 741，158 211，235 349，299 

13，700，0∞ |μ00，0∞ 15，∞o 1， 890， 4741~ ， 332，市 2刊合 言T 2，297，791 6，837，438 

直己

7Jく

エ

一日十一
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主)61 (繰越)は， 61年度の外数であるの



第12章 21世紀の水道を目指して

緊急遮断弁にはゲート式とバノレブ、式の 2種がありラいずれもロックを外すととにより 9 自重で

罰まる構造と念っているc その操作については3 無人配水池がほとんどでるるため，西谷海水揚

内の調整センターから る方式を採用し，停電時にも操作ができるように無線用の電

とp 遮断弁のロックを外すための動力源としてパッテ Pーを設置した。

導水抱設整備事業の施持概況。城山陰道内口径42インチ (1，050mm)管の継手補強工事(昭和56年 (1981)度〉

城山i謹道には口径 900盟国鋼管と口径42インチ鍛接鋼管が並列して布設されていたが，との42イ

ンチ鍛接鋼管(第 2回拡張工事施行)の継手部分が鉛接合のため，昭和田年度に ζれを補強し

た。補強工事は鉛継手内部に内面バンドを搭接し，吏に防食のため内面は厚さ15血血のモノレタノレラ

イニングを施工し9 外国は間食テープを巻き付けた。

工事に当っては，隠道内と管内部という限定されたスペースでの作業のため施工は容易ではな

くs また長期断水を要するためヲプiく運用にも苦労を重ねた。

城山陰道の上流の青山沈殿j也流出口にある既設接合井は老朽化がみられたので，新接合弁を築

し9 ここから城山段道入口に至る口径42インチ管の代替として口径 1，1500mm鋼管を布

設しs とれと並行して青山沈澱池の排水弁9 排lA弁の取替も行った0

相模隆道補強工事等(昭和55年度)

相模隆道(川崎市との共同施設)は昭和17年に着工したがヲ折からの戦時体制強化のための資

など~'>rc より工事は一時中断に追い込まれ3 昭和il24年にようやく完成したものである。今回

は隆道内の補強工事と津久井分水池歌人口のゲート設置工事を行ったほかD 久保沢陵道からの連

絡隆道の改良工事も行った。

H調補強工

Lンパト榔工700j
同戸一一一一一一一一一→斗

主な工事

Oインパート補修工 5ヶ所 950.rri
〆

OH銅補強工 10ヶ珂!日間

Oゲ ト新設工

インノて E 卜IOcm，ハンリ

コンクリート 20cm:j:n詫

81} 



相模隆道内の補強はヲ軸方向にクラ、ァクを生じている箇所があったので，日鋼建込み後モノレタ

を施工したIまか，底部の補修等を施工した。またp 津久井分水池取人口のゲートは，従

来の水量調節用手動式角落しを電動式ゲート(幅 1m，高さ 4m) 2門に改良した。

3) 相模原沈澱池パイバス管布設替工事

相模原沈澱池(第4囲拡張工事で築造)の着水池から直接導水管に連結するパノfパス管札戦

後の資材不足等から口径 1，500mmのヒューム管を使用していたがフ ヒュー モノレタノレ

詰めのため大地震時に際して不安となっていたので9ζれを口佳2フ200mmの鋼管

rc布設替をした。

4) 減圧水槽~大野間口径 1，500mm管布設替工事(昭和55.56年度)

A回拡張工事で施工 うちフ ら川i井浄水場までの約10km間の上

流部約605k並区間は3 地形が平坦で、地盤も良く低水圧でi送水可能な区間のためp 口径1，500岨のビ

ューム管を使用していた。 ζのうちヲ麻溝減圧水槽から上流伝.uの相模原沈澱池までの部分は，既

に第 2 次導水管整備事業(昭和46~-49年度〉により鋼管に布設替済勺ありョ今回はこの麻溝減圧

水槽から下流に向って大野までの口径1，50⑪mmヒューム 6kmを口径1，500mm鋳鉄管に布設替

った。

者:.1:5¥ との鋳鉄管にはラ本市で、は初めての耐震管である S型管を採用した0

5) 大野~JII井浄水場開口径1 ， 500rnm管布設替工事(昭和57 a 58年度)

大野~)II井浄水場開に布設されている道志川系統の導水管(延長約3ロ 6k田〉は，口径 36 インチ

鋳鉄管〈第 2回拡張工事で布設)と口径1，100mm鋼管の 2条であったがラいずれも継手部

とな勺γいたのでD とれを口径1，500rnmS型ダクタイノレ鋳鉄管 1条に布設替を行った。

6) 鶴ケ峰接合弁~西谷浄水場開口径1，650mm管補強工事(昭和57年度)

相模湖系統の鶴ケ峰へ西谷間の導水管は 9 第4回拡張工事により鶴ケ峰接合弁から

降駅付近までを口径2，OOOmm管 1粂で，それ以降西谷浄水揚までを口径1，650mm管と口径1，1ω凹

管の 2条が布設された。このうち9 口径 1，650血血管は高台はヒューム管ョ低地には鋼管が採用さ

綱構水路橋補強工事

814 

れていたがp ヒューム ついて

は既rc第 2次導水管整備事業により鋼

管を内挿して補強済て守あり 9 今回は残

る{民地部の鋼管のうち鉛継手のものを

補強するものでヲ鉛継手部の管内面に

パンド溶接又はペローズ型伸縮管の設

っすてb

7) 鋼構水路橋の補強工事等(昭和57

川井浄水揚~西谷浄水場の導水施設



表 12-12 導水施設整備事業年度別事業費及び財浪内訳表

三三工二一一7Jr土
E諸白

55 56 57 58 59 60 61 
62 

(当初)

:仁 事 安 19，620m 1，397，926 1，444，152 1，502，774 724，892 1，033，334 914，687 613，536 614，000 

11室 中自 模 隠 j萱 ネ南 強 (;fti) 4，219m 510，720 510，720 
道 久保沢 1海道補強(青) 60m 24，290 21，290 
ネ強市

トーー
計 4，279m 510，720 24，290 535，010 

トー一一一一一

|久保 沢水路橋補強(青) 40m 10，647 10，617 
水鋼製水路橋橋脚基礎補強(相) 606m 

328，128 619，282 ~，37 ， 076 33，400 1，434，286 f :i84，000 E13 コンクリート水路橋補強 (相) 466m 
中市 鶴ケ峰泊予;j(j尉主合チー斜面安定工事 (相) 30，000 
5金

言十 l，1l2m 10，647 16，400 問[河川82 437，076 33，400 1，444，933 614，000 

本日模原沈澱池バイパス管布役替 (相) 600m 322，926 322.926 
管 総ケ峰ー西谷口径1，900内挿管 (相) 100m 51，622 51，622 

減 圧 水槽一大野布設替(相) 3，639m 564，280 848，919 1，413，199 一
路 減山陰道内42インチ管布設存 (青) 72m 228，958 228，958 

城山陰道内42インチ管補強 (青) 4， 376m 584.586 584，586 
布 鶴ケ山幸一西谷口径2，000布設替 (相) 570m 18，190 389，762 425，989 580，136 1，414，077 

鶴ケ峰ー西谷補強(相) 200m 76，203 76，203 一
号詞矛凡乙

大野~月l井浄水場布設替(青) 3，602m -11，181，213 342，413 --11，523，626 
口径1，500導水管布設替水道道整備(青・棺) 1，070m 36，161 36， 161 一替

計 14， 229m 887，206 1，433，505 1，486，374 396，764 389，762 477，611 580ヲ 1365，651，358 

用 地 費 1，804 9，034 18，529 29，367 10，000 
事 務 費 127，074 131，355 88，423 64，452 81，329 59，423 39.582 59J，638 39，000 

ー一一
f口、 言「 1，525，000 1，575，507 1，591，197 791，148 1，123，697 992，639 653，118 8，252，306 663，000 

財 債 1，100，000 1，500，000 1，500，000 700，以)0 550，000 430，000 540，000 6，320，000 490，000 

源
~f! メJ字ι、 258，500 302.107 340，674 901，281 

』い寸

資 3ノE 一 166，500 75，507 91，197 ヨ1，148 271，町 221，965 113，118 1，031，025 173，000 

( j宇佐:千円)

| 計 61 プ
1 (55~-61) 1 (繰越) 1 

17，63J，30叶|

蜘
刊
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(注)区分欄中， (相)は相模湖系統， (青)は青山系統。
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のうち号鋼構水路橋(大賞者、戸，梅田谷戸ラ鶴ケ峰の 3橋)及びコンタ Pート水路橋等の補強工

事を順次施行している。またp 鶴ケ峰j争水揚からの口径 2，OOOmm導水管については，一部国道16

号沿いの急斜面に露出して布設されている箇所があることなどから補強方法の検討を進めていた

が，相鉄線鶴ケ峰駅周辺の再開発に伴い，一部移設の要請もあったのぞ，この機会に大改造を行

うこととし，昭和58年度から着工じている。

伶) 浄水施設整備事業の施行概況

水道施設のなかで、も重要な役割を果している浄水施設として，本市は西谷， J i I井9

雀の 4浄水場を有している。とのうち 9 西谷浄水場についてねー第8回拡張工事によって近代化さ

れ面白を一新したが， JII弁p 鶴ケ峰，小径の 3潟水揚については建設以来相当の年月を経過して

老朽化や陳腐化の著しい設備も生じ，その補修器材の入手も困難になってきた。

ζれらの浄水揚では，とれまでその都度部分的な修繕や改良工事を行ってきたがp 水源の有

効ー適切な水運用が重要となり，また都市機能trc占める水の重要度が増していることから，災害

や事故の防止に万全を期し9 安定給水を確保するため運転管理上抜本的主主対策を講ずることが必

要となった。とのため9 昭和5J一年度から昭和56年度までの 6か年計画勺第 l次浄水施設

整備事業(予定事業費H4{怠円)に着手L，昭和57年度から引き続き第 2次海水施設整備事業

まで、の 4か年計画，子、定事業費50億6，000万円) た。

~1ぉ小雀浄水揚は横須賀市との共同施設となっているため， ζ

当り，昭和田年4月に協定書を取り交した。

1) 第 l

(i) 計装設備の近代化

場内計装設備についてはョ西谷海水場に引き続き 3~争水場に「電子計算機」

にラ調整センターとの情報受換システムを確立するとととし，第:

ケ II~手潜水揚について施行した。

またラ小雀及び川井海水場の管理干‘にある

圧，水質等の遠方計測設備(路上計測設備)154箇所を設置した。

(ii) 災害@保安対策

多摩川下流域の直下型地震が取り沙汰されたのを契機tし塩素による災害を防止するため 9 JH 

るととも

し9 吏十て: 量

@鶴ケ峰の両浄水揚については液体塩素を次亜塩素酸ゾ』ダに切り替え，小雀f手171え場について

は建物を含めて施設を改造するとともに，除外設備の増強を行った。

また，小雀浄水揚の絶縁性能の劣化した高圧ケーブルを耐久性の優れたケーブルに更新すると

ともに，制御ケーブノレから分離した。 ζのほかD 浄水揚の電気設備p 機戒設備などを塩

湿，高湿念どから防護するための換気設慌の整備や2 老朽化の著しい小雀海水場原水揚水用仕切

弁の更新や境JI1水路橋の竪急用放流設備を設置した。

816 
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(凶公害防止対策と高濁度対策

小雀浄水場内送水ポンフ。場の騒音及び笠間送水幹線の公田流入口における仕切弁による振動の

防除施設設置などの公害防止対策と s 小雀浄水揚の傾斜板沈漉j也の越流部及び排泥機構の能力増

強など，高濁度対策を施行した。

2〉 第2次降水施設整備事業

(i) 計装設備の近代化

西谷，I_ト雀p 鶴ケ峰の 3浄水揚に引き続き，残る)i[井海水揚に電子計算機を導入し調整セン

ターとの情報交換回路を設置した。またヲ着水井の改良工事として新たに着水井を築造し，電子

計算機の制御装置に対応した電諮流量計，水位計ヲ電動弁等を設置するなどヲ水運用の確実化を

図った。

J 11弁給水場で'VJ:，従来，相模湖系統の原水を相模湖系接合弁から揚水ポンプZ:'着水井に流入さ

せて浄水処理を行いラ道志)1 i系の原水は直接西谷浄水揚へ導水していた。この着水井の改良工事:

によって，道志!日系統の原水を自然流下勺着水井に流入させ，必要量を潟水処理し，残りの水量

を西谷部水揚へ導水する ζ とになった。こうして道志JII系統と相模湖系統の相互融通を図ること

ができるようになった。

(ii.) 災害⑩保安対策

川井海水場の中央管理棟(捕過池洗浄槽480m3付)の耐震補強を図ったほかp 各浄水揚の電気設

備及び機械設備の整備を施行し p また仏向及び矢指ポンプ場のポンプ制御設備の改良を行った。

凶)

小雀浄水揚の逆洗水槽と配水池の連総管を整備して高濁時の逆洗水量の確保を図ったfまか9 沈

澱j也の改良工事も行った。

ζのほか，相模原沈澱池の薬注設備を改良し西谷浄水揚の櫨過池に複層瀦過を導入した。更

に3 省ヱネノレギ一対策と高濁時の対策を兼ねて排水処理の効率的な運行を行うため，天日乾燥床

を西谷浄水揚に設置した。

制高速天日乾燥施設

西在浄水場の排水処理施設はフ川i

弁・鶴ケ峰両浄水揚の排水も合せて造

粒脱水機及び都市ガスを燃料とする熱

風乾燥機を用いて処理(年開発生量約

1，300トンDS)しているがラ台風や集

中豪雨による高濁時のピークカット対

策と省エネ・コスト低減対策(年間燃料

費が約 l億円に達している。)の検討が

必要と怠っていた。このため，昭和57 西谷海水揚天日乾燥床
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年度から西谷海水場構内のii3沈殿池跡を利用して実験が重ねられ，翌昭和58年度から本格的ま施

設として走行型空気吸込装置と自動搬出装置が建設されジ昭和田年 4月から本格運転に入った。

その後の実績は良好で9 コストも既存の造粒脱水。加熱乾燥方式が1トン S)当り 16万3，00⑪

円程度を要しているのに対して天日乾燥方式では約 2万4，000円となっている。

天日乾燥床 i隔13，85m，長さ22.35m，深さL75mx 4床

(γ) 排水処理対策

/卜雀浄水場の排水処理施設(加圧脱水方式)からの発生ケーキ(年間発生量約1万L1，000トン

• D S)の処分については2 従来埋立処分をしてきたが，処分地の確保が次第K困難となりつま

ノト雀潟水揚改良土プラント

添加剤 |添加率

山 砂(混合土) I 20%対ケーキ

高炉セメント (セメント) I 15%対ケ←キ

工程

ケーキに山砂投入一次撹祥

高炉セメント投入二次資枠

排出

計4

所 要 時 間

10秒

40手少

60末b

110秒

図 12-8 改良土フロークー~~
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た付帯工事費も多額を要するため，こ

用する研究に昭和52年度から~昔、り組みフ昭和64

らは道路局の協力を得て9 戸塚区内 2箇

所の配水管布設工事の埋戻し明山fdiの代替15hと

して改良士、を試験的に使用し CBR

等の追跡調査を 1年間にわたり行った。

この結果D 埋戻し用 と

活用できる実績が得られたので3

ラントを建設する

フ

翌昭和58年度は改良土

の養生@搬出のためのストッタヤードを建設

し昭和59年度から本格運転に人L 改良士、は

港南@金沢 3 磯子。戸塚区内の配水管工事に使

用している。

試謡転結果

昭和58年 3月までの試運転結果から囲化剤の

添加率及び所要問i問は表のとおり Tある。



第12童 21世紀の水道を自指して

改良土の品質は，

粒径は， 1500以下であり， このうちlOmm以下が90%であった。

(2) 室内CBR値(製造7日後)比 50信士裡度のものが得られた。

表 'i2-13 浄水施設整策事業年度別事業費及び財源内訳表(第 1;的
(片一位 ーT円)

~問主)支! 51 52 53 54 55 56 計 (51-56)

工会 三者 4jJtzIL J l， 081，1叶1，231，931 2.，137ヲ1891 2，208，442 2，075，261 2守口68，639 10，802，576 
一言

302，760 833，214 1，663，326 1，566.350 ユー 142、721 2，02i ，689 日噌 136守口60

778)354 220，211 181，820 410，092 332，540 36，550 l、962，597

公害防 JL対策 32‘985 97，843 4，400 13;';，228 

分前制度対策 145.491 191. 200 232，00口 ーし三三，691

~Ý] 15，533 43，837 92，708 119，4白4 144，654 125‘090 511，691 

メi人I 五十 1，096，647 1，275，768 2，229的 712mm12山川 2，193，729 11，343ヲ882

日yi 、 横浜市水道局 926，103 1，130，004 1，576宅 900 1，870フ294 1. 809，192 2ヲH1‘221 り，453，714

和hJ-~r!J.=[去、肘 *ìli 8) 73!1 37，146 61， 645 67，60J (i7，601 333，219 lメ
メノJト Wi"♂[ t'i JiJ ;j( i主 161，810 108町 618 494，904 395，987' 343，122 52，SOS 1内 556，949

85G G004311 i i 09i印10 l，山刊し50川。 1句 500，000 1，900，(i()O 8，308，000 

十日 三子 170，5441 145，764 410，723 52，508 1，890，168 

己資金 70，1031 39，00l 115，9001 370，294 309，192 241，221 1，145，714 

Eデご~I 57 58 

雪量 12-14 浄水路自主皇室備事業主手渡期!事業努及び財源内訳表(第2次)

S9 ]
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判闘E水管整備事業。昭和40年代前半、までの苦しい資金繰りの時代

昭和30年代後半から始まった高度経済成長による産業の急速な発展と，これに伴う人

口の都市集中はすさまじい7Jく需要となって現れ，各都市の水道事業は新規水源の確保と

の整備に追われ続けた。 ζれらの対策には当然巨額念工事資金が必要であったがp 国全体の投資

調整によって工事資金と され， I;l:何と されノた

ものの，最も身近者、配水管工事については隠とん られなかった。

とのためラ昭和初年代は水道料金の値上げκよる あてるという苦肉の策

で対応したが，それには限界があった。しかしg 一方では乱開発ともいえるヰi小の団地開発が水

更には住宅政策促進を図る施策に基づく公団。公社等の大規模団地造成がフ一層の水需

要をよんだ。昭和40年代に入ると， ζ のような都市の成長や住宅政策などと水道整備とのギャッ

ブはますます広がり，特に水道事業にとって難しい水源確保対策の遅れている

団地の給水申込みを保留するというケースも出てきた。とのような団地開発ブームに追いつり念

かったのはひとり水道事業だりではなしとれらの団地建設に併ふって派生する学校，道路歩下水

も同様であり 9 そ

に悩まされた結果s 宅地開発指導要綱などを設けて開発者負担方式を取り入れる

続出した。

も昭和30年代後半から に協丈j費を求める 出L，昭和42年には ζ

れを「多量給水申込み、に係る経費の負担Jとーして制度化し寸といった。 ζのよう

図るため9 昭和42年 6月κ大蔵 3 建設凸文部，厚生。自治の関係 5省、問の協議による

「宅地開発又は住宅建設に関する利便施設の建設及び公共施設の整備に関する了解事項」いわゆ

るら省協定が出さtした。との協定の趣旨は3 地方財政の負担を滅するため て

必要とたる小 e 中学校9 幼稚園ヲ道路‘ たどが地方

公共団体に{ぞって立替施行し9 地方公共団体はこれら ょっ

るというものであった。乙れによって，

進ずるうえでp 資金調達商に一つの道が開けたのでみる。

本市の水道関係で， ζの5省協定κょったものKは，住宅⑥

南台土地区画整理事業に伴う水道施設の建設があった。これらの団地の開発は，周辺地域全般に

も大き君主影響を及ぼすため9 公団との協議κより団地内の直接工事にかかわるもの

関連工事費については 5省協定による立替施行とし，実際の工事は水道局が施行すること

にたった。公団負担分ばp 一括支開発者と同じく負担金工事(配水管整備事業予執行)となるがヲ

協定関係分については9 完成施設を年賦購入する形式となるためa 配水管整備事業と仕切り

い受託建設事業として執行された。

昭和44年度か に取り組む
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第12主主 2lt世紀の水道を目指して

厳しい資金事情を反映して水道末普及地区や給水不良地区念どの対応も一様にいかずラ当然，

乙れらの地区から要望。不満が高まってきたが3 昭和40年代に入ると水道に対する起債枠が徐々

に拡大されp また，特別枠として農協縁故債が認められるようになった。木市の場合は3 特に市

周辺部の開発が激しかったととから，この農協縁故債の活用は極めて有効に働いた。

こうしてp 資金事情も好転し3 配水管整備事業に起演を確保できる見通しとをったので，未普

及地区の解泊，ポンプ施設の統廃合に伴う高区。低区給水区域の整備及び配水系統間の侶互融通

念どを目指す管網整備対策と，赤.給水不良地区の解消を図る老朽管対策を推進するため，昭

和44年度から配水管整備事業に取り組んだ。更に昭和46年宣からは建設省が施行する共同惇の建

も参加してう市内を縦覧する配水幹線の整備を目指して共同溝建設対策を加え，配水管の整

備を積極的に進めた。

3) 私有管対策に取り組む配水管整備事業

安定給水を図るうえで基本となる管網整備については9 拡張工事などの基盤事業の進捗とあい

まって着々と整備を進めてきたが，老朽管の整備については友かなか思うようには進まなかっ

た。その大きな原因は，拡張工事や管網整備による配水体制の整備がなされなければ，結局p 暫

定的或いは局所的な対応をせざるを得ないとと.とれまでの拡張優先と資金事情から

年蓄積されていたこと 3 更に激増した団地の道路が公道移管になった ζ とによる水道管の管理の

問題が加わったととである。それらのネックもラ配水管の整備事業が軌道に乗るにつれて，老朽

管対策もようやく効果的に進み出L.，公設管は順次整備されていった。

しかし，昭和50年代K入ると p 高度成長期に激喝した団地の水道管の老朽化が問題となり， ζ

れに対して何らかの対策を講じなければならなく在った。つまりフ大手業者による造成団地につ

いては，何とか水道管の管理に手が打たれていたが3 中小業者の開発団地では住民にまかされて

いるのが実態であり p 道路漏水一つにしてもその費用負担の問題から放置されるケースが続出し

ていたのである。

一方9 乙れらの情況と水の有効利用などの面から，私有管について‘積極的な対応、を図るべきで

あるという意見が次第に高まっていた。こうしてp 昭和38年から公道内の私有管の公設管移管促

進という形で私有管対策が始まり，次第に私選内私有管対策へと発展した。また，道路局や下水

道局でも，昭和40年代後半から私道対策としての助成措置が講じられるようになった。

水道としての私有管対策はおよそ次のような経過を経ているが，ととに昭和52年度から積極的

に老朽私有管の更新対策が進められた結果ョ昭和60年度までに1，7L16件，布設替延長は151kmに達

し局支出額も 33億四を超えている。

昭和38年4月 公道内私有管取扱要綱を定め，移管について工事完了後即時か工事完了後3年

経過した時ときめた。

昭和40年8月 公道内私有管取扱いの変更を行い，工事完了後即時か又は工事完了後 1年を経

過した時と改めた。
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昭和45年12月 公選内私有管解消のため文書による移管を一斉に働きかけた。

昭和52年4月 私有管の道路漏水修理については，公。私道にかかわらず無料と Lた。

昭和52年4月 公道内私有管の本管布設替は昂負担とし9 取付替実費のみを使用者負担とし

た。

昭和54年4月 公私道内私有管の本管布設替は局負担とし取付替費用は取付替 1箇所につ

き砂利道の場合 2万 5，000円 3万 5、000円を使用者負担とし

た。

昭和的年4月 を砂利道， とも一律 1万 5ヲ000内とし負担の軽減を図っ

ょ

/亡。

昭和62年 4月 取付替費用を l万悶に軽減した。

またp メータ上流側の私有管の漏水修理を無料とした。

道路内私有管の漏水修理工事の無料化について

/昭和1520午、 3月31臼水業第 293号}
ベ業務課長から営業所長あて / 

道路内私有管は給水装置の一部であってD その維持管理は所有者が行うよう条例jによ

り義務づけられておりますが，近年交通量の増大及び車両の重量化が原因とみられる漏

水破裂事故が多発していることから 9 局による維持管理を要望する声が強くう水の有効

利用及び有収率の向上を勘案し標記について別添「道路内私有管漏水修理工事取扱い

細目」のとおり 9 昭和52年4月]日から実施するので通知します。

なお，との取扱いに関する事務処理について9 貴所属職員に周知徹底されるようお取

計a らいください。

(別議)

道路内私有管漏水修理工事取扱いi羽田

1 適用範囲

(1) 給水装置の一部分でラ道路内に布設されている給水管

(2) 道路とは公私道を関わない。

び幅員は間わ念い。

敷地内の道路は適用しない。

(5) 専用道路(人口等)は適用しをい。

私道内に布設してある口怪75mm以上の専用管 の破裂修理は適用しな

1凡。

2 

b 
ι に取扱う。

、j-rム(
 

る
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4 

場合は，事前に承認を受けるc

(2) 道路疫用はp 道路交違法(昭和35年法律第 105号〉に基づいて取扱う。

(1) 原形復旧とする。

私道の路面復旧は，現在の舗装復旧を局の認めた範囲内で施行する。

私道内に設置しである室p 表函の取替費用は有料とする。

ら 修理完了後の完了通知

修理完了後は所有者が明確なものについてs 完了通知と今後の維持管理について適切

うものとする。

私道内私有管の改良助成に関する要綱

〈趣旨)

1条 との要綱は，
日

c う

ちラ私道内に布設されている内径50ミPメートノレ以下の私有給水本管の改良工事及び

とれに伴う取付替ヱ事に対する助成について必要念事項を定めるものとする。

(用語の定義)

2条 この要綱において3 次の各号に掲げる用語の意義は， ると ζ ろ

による。

私 道道路法(昭和27年法律第 180号)に定める道路以外の道で，現にー

般通行の用に供されているものをいう。

(2) 給 水本管 給水装置のうち専用給水装置以外の給水管であって3 配水管と同等
~ 
f一、
Qν いう。

ヲi込 給水木管から分岐して設けられた給水管をいう。

制改良工事給水本管の布設替工事又は管更生工事をいう。

取付替工事 新たに設置された給水本管に引込管を取り付ける工事をいう。

(助成の対象)

第 3条横浜市水道事業管理者(以下「管理者」という。)比次のいずれかに該当す

る私道内の給水本管及び引込管の所有者等が改良工事及び取付替工事を施工する場

合ラ第 7条に規定する助成対象の条件を満たすものはフ予算の範囲内で助成金を交付

する ζ とができるものとする。

赤水，給水不良が発生しているもの

漏水，破裂の顔度が多いもの

埋設深度が浅く道路舗装又は道路改良工事の障害となるもの

(4) 複数の給水本管が同一道路内に布設されp 乙れの整理統合が必要であると管理者

が認めたもの

(5) その他，管理者が必要と認めたもの

(助成対象の除外)

4条 前条の規定にかかわらず次のいずれかに該当するときはう助成金の交付対象と

しない。

823 
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給水本管の所有者がラ国，県ラ市p 公団2 公社又は民間会社の場合。ただし，給

水本管の所有者が民開会社で、自己改良能力を有しないと

かぎりで念い。

た場合はこの

(2) 口径75ミPメートノレ以上の給水本管改良工事を必要とする

改良する給水本管を配水管に直接接続する ζ とがて?きない場合。

(助成金の額〉

第 5条 助成金の額は表に定める私道内私有管改良工事標準単価表 「単価表J

という。)に基づく改良工事費及び取付替工事費の合計額から取付替工事1箇所につ

いて砂利道に沿いては25，000同，舗装道に沿いては35，000円を差引いた額とする。た

だし3 実工事賓がこれに満たない場合は実工事費の額とする。

な;Je?，単価表で対応することのでき右:い特殊工事については，管理者がその都度定

める工事費の額とする。

(施行基準)

第 6条改良工事及び取付替工事比

(助成対象の条件〉

7条助成対象の条件はヲ次の名号に掲げるものとする。

ぴ耳立付替工事の施行について，

ものて。あるとと。

るものとする。

当該私道地権者は給水本管の存続する期間市に無償l守用の承認をあたえヲ

道工事等を施工する場合はョ錦、{賞占用ラ無条件使用を承認するものて、あること。

助成金交付後給水本管を市に無償譲渡するものであること。

以下省略

付良1]

(施行期日)

1 この要綱は，昭和5L1年4月 1日から る。

る
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(単位:千内)

士弘二九一~内-----訳;---....___年---度 「戸一寸44~47 48~56 57 58 υに9 60 
62 

(繰越) (当初)

延 :畏 等 (m) 264，845 453，367 69，411 69，624 48，104 40，630 53，728 8，068 20，400 
管
車問

財 起 イ責 20，176，221 2，051，903 1，689，959 1，071，159 627，019 926，944 125，314 316，000 
整 〈3Zャ

負 担 金 13う245，220 2ヲ512，177 2，123，483 2，137，984 2，362，476 3，260，024 421，830 1，821，000 イ蔚
対

i原
自己資金 747，913 313，334 I 134，935 256，013 129，180 279，345 96，350 253，000 

策 主E
百十 4，397，053 34，169，354 4，877，414 3，948司 377 3，465，161 3，118，675 4，466，313 643，494 2う390，000

延 長 等 (m) 356，972 914，561 106，574 110，682 113，858 118，950 130，266 7，746 112，000 
二ぺゴこえ〉 一 一」

キヲ Rオ j包 イ良 18，157，292 2，119，794 2，373，436 3，191，479 3司 459，981 2，816，647 340，146 3，394，000 

管 金
負 金 7，760，397 1，699，618 1，689，127 lラ934，220 1， 44，t， 500 1，413，691 279，370 837，000 

主す i原 自己資金 8，751ヲ499 1，879，115 1，939，199 2，904，762 2，746，529 3，390，875 249，762 3，609，000 
策 吉E t一一一一一ー一一一一一一トー

計 6，582，514 34，669，188 5，698，527 6ヲ001，762 自，030，461 7，651ヲ010 7，621，213 869，278 7，840，000 

共
延 長 等 (m) 2，007 3，205 782 1，182 1，417 1，205 616 ]09 600 

同
員オ 起 {責 2，530，209 804， '181 1，050，811 1，148，978 1，156、000 936，409 163，540 1.，270，000 

新t幕 金 i原 自己資金 692 47，071 
雪江λL 額

計 359，948 2，530，209 804，481 1，050，811 1，149，670 1，203，071 日36，409 163，540 1，270，000 

延 ft ζ 等 (m) 623，824 1，371，133 176，767 181，488 163)379 160，785 184，610 15，923 1:33，000 
ム口

4，976，178 5，114，206 
ト一一一一一一一一

Rオ 起 {責 40，863，722 5，411，616 5，243，000 4，Ci80，OOO 629，000 11，980，000 
金

負 担 ノ五¥ 21，005，617 4，211，795 3，812ヲ610 4，072，204 3，806，976 4，673，715 701，200 2，658，000 
源 自己資金 9，499，412 2，192，449 2，07'1，134 3，161，472 2，922，780 3，670，220 346，112 3，862，000 

言十 事E
川町51i山 80ヲ422 山 45，292I川 72，75

ト一一一一一一一一一
計 11，339，515 11ヲ000，950 13，023，935 1，676，312 11，500，000 

一一

薮 12-15 配水管整備事業年度lllJ事業費及び財源内訳表

N
H
博
お
も
ロ
決
臨
時
凶
諒
戸
、
パ

44~61年度 1，743，876m (除却延長)

61年度末老朽管 639，∞3m 

62年度取替計画 89.746m 

62年度末老朽省 549，257m 

老朽管の定義・・ 石綿セメント管，鉛継手の鋳鉄管

H ……15年以上経過している亜鉛鍍鋼管(口径50mm以下の小口径管)

1/ ......漏水が多発しているポリエチレン管

老朽管取替実縞

老朽管取許計両

1 

2 

向。

(参考)

UQ  

'" ，，~ 
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表 12-'16 道路内私有管対策実績

年目白手度口 取付替
全

区分 件数 延長(m)
戸数 本管布設費(I~) 

(戸)

52 ノιム丸工、品邑 63 7..934 442 95，039，161 

53 公道 44 732 80，925，660 

公道 51 5，019，6 771 99守696，175

54 私道 97 8，976.9 1，115 105，419，171 

言十 148 13，996.5 1，886 205， 115，346 

ノi~J、 1世旦， 46 4う500.5 646 83，115，187 

55 I私道 132 11，687，8 1， 109 195，292，'721 
言| 178 16，188，3 1，755 278，407，908 

ノJ一弐、、1、主忌'" 68 5jlヨ6，1 724 91， 689，970 

56 私道 152 12，396，6 1，350 246， 172 ， 488 

言十 220 17，592.7 2，074 337守862，458

1 ノ4又ミ1、せ主1 719 95，901.658 

57 私道 155114，61'7固9 11426 306.326，176 

言十 2271 19 63L4 2巳 145 402，227，834 

公道 66 7，175 984 118，932，789 

58 私道 175 15，303 1，808 309.818，724 

言十 241 22，478 2，792 428，751， 513 
fム¥ヱ、世亘 911 5，380 1 6401 1]1，122，185 

59 私道
き~-I. 289 1 21，220 1 2，706 1 4'I2. 3M ，459 

rムvス世邑 1081 7，019 1 9431 132，238，044 

60 干iJlま 2281 17，989 1 2.2301 419ヲ452守616

言十 336 1 25，008 1 3，173 1 551，690，660 

公道 126 1 7，284 1 1， 056 1 181ヲ366，111

317 1 20，958 1 2，526 1 460，745，702 

4431 28，242 1 3，5821 642，111，813 
ノム又ユ、守旦子 735 1 61，567.71 7.657 1 1， 090，026，940 

私道 1う4541117.769，2113，63012，374，449，872

言十 2，1891179，336.9121，28713，464，476，812 
ノj_;'、1、金邑会 - 1 7，000 8001 116，000，000 

私道

- 1 30，000 3，700 674，000，000 

体 工 事 主雪 住民負担 当局負担

取付替費(fll) 音ト
1戸当り

金 額
lp当り 主拝

4之~
額(円

率

(ドJl経費(円) l円)経費(円j(%) 経費(円)1(%) 

24，616，830 119，655，991 270，715 24，616，830 55，694 21 95，039，161 215，021 79 

36，813，846 117，739，506 肌凶|札制，凶 50ヲ292 31 80，925，660 110，554 69 

51，046，957 150，743ヲ132 195，516 22，675，000 29，410 15 128，068，132 166，106 85 

44，465，529 149，884，700 134う425 30，055，000 26，955 20 119，829，700 107，470 80 

95，512，486 300.627，832 159，400 52，730，000 27，959 18 247，897，832 131，441 i 82 
36，239，003 119，354，190 184，758 19，630，000 30，386 16 99，724，190 154，372 84 

62，817，075 258，109，796 一~I …∞o 28，102 12 226，944，796 204，639 88 
99，056，078 377，463，986 215，079 1 50ヲ795，000 28，943 13 326，668，986 186，136 87 

45，755，997 137，445，967 189，842 20，650，000 116，795，967 161，320 85 

79，320，994 325，493，482 241， 106 37，750，000 27，962 1 12 287，743ヲ482 213，144 88 
125，076，991 462，939，449 223，211 58，400，000 28，158 1 13 404，539，449 195，053 87 

46，380，996 四お2日41197889 21，875ヲ000 30，424 15 120， '107，654 167，465 85 

71，646，513 377，9'72，689 1 265，057 41，350，000 28，997 11 336，622，689 236，060 89 
118，027，509 520，255，3431242，543 63，225，000 29，476 12 457，030，343 213.067 88 

56，761，854 175，694，643 178，551 27，890，000 28，343 16 147ヲ804，643 150，208 84 
94，806，798 404，625，522 223，797 52，900，000 29，258 13 351，725，522 194，539 87 
151，568，652 580，320，165 207，851 80，790，000 28，936 14 499，530，165 178，915 86 

42ヲ200，7331 153ヮ322，918 239，5671 20，130，000 87 

159，000，8371 490.223，111 237，281 1 62，240，000 30，126 1 13 427り983，1111 207，155 87 
201.201，5701 643町 546，029 237，8211 82.370，000 30，439 1 13 561，176，0291207，382 87 

63，527，509 1 195，765，553 207，5991 14，145，000 15，000 1 7 181，620，553 1 192，599 93 
126，474，7161 545，927，332 244，8101 33，450，000 15，000 1 6 512，477，3321229，810 94 
190守002，2251 741，692，885 233，7511 47，595，000 15，000 1 6 694，097，8851218，751 94 

58，325， '109 1 239，691，820 226，981 1 15，840.000 15，000 1 7 1 223ヲ851，8201 211，981 93 
139，135，146 1 599，880，848 237，4831 37，890，000 15，000 1 6 1 561，990，8481222，483 94 
197，460，8551 839，572，668 234，3871 53ラ730，000 15砲0001 6 1 785，842，6681219，387 94 

461，669，4341 1，551，696，374 29，289 1 14 11，327，430，6981173，362 86 

777，667，60813，152，117，480 231，2631326，800，000 23，976 1 10 12.825，317.4801207，287 90 

1，239，337，04214，703，813ぬ854 220，971 1551，065，676 25，8871 12 14，152，748，1781195，084 88 

山川叶 1削 O川 0 217，5001 8，000，000 10，000 1 5 1 166，000，0001207，500 95 

218，000，000 I 776，000，000 267，5861 29，000，000 丸町 4| 山川oI 257問 日8

276，000，000 I 950，000，000 256，7571 37，000，000 10，000 1 4 1 913，000，0001 246，757 96 



第12主主 21世紀の水道を白指して

このよう左配水管整備事業の展開によってD 市民の水道に対する要望や不満も次第に治まって

きた。昭和38年から市民の要望 e意見を取り入れる方法として「市長への手紙」が採用された

が3 乙の件数の推移にもこれまでの状況が反映されている。

表 12-17

給水不良等に 川| 水道料金に 給水不良等に l その他 I 言十年度 関するもの 関するもの 関するもの 関するもの

38 243 711 142 1司09611 48 6 27 i 48 81 

39 43 354 231 628 I i 49 4 13 I 34 51 

40 27 3J3 179 519 50 i 2 10 34 46 

，11 24 473 252 749 51 8 7 36 51 

42 35 193 90 318 52 5 14 内34 53 

43 89 505 170 764 53 3 12 27 42 

44 10 129 106 245 54 l 15 20 36 

45 7 87 73 167 55 5 2 15 22 

Mi 12 上62 67 

47 15 58 46 119 以 下 fノLヨh 間各

心 地震対策にも取り組む配水管整備事業

地震災害対策についてはヲ導水施設整備ラ配水拠点整備の事業てやも取り上げてきたがs 配水管

整備事業においてもこれに取り組んで、きた。

広い意味では，管網整備も老朽管対策も災害時の被害を最小限にとどめるための方策として効

果を持つが，配水管の布設に当っては耐震性の強い S型管を採用するほか，配水拠点整備事業で、

進めるととになった循環式地下タンクの設置と並行して特に耐震給水栓の整備にカを注ぐζ とに

念った。耐震給水栓(耐震給水ノレート)は3 災害時にできるかぎり早期に応急給水を行えるよう

にラ人口密度が500mメッシュ当り 4，000人を超える人口密集地域に重点、をおき p 耐震性の大きい

配水管を布設しようとするもので，昭和56年度から昭和60年度までに91箇所に設置をしp 昭和61

年度からは被災後の収容施設として指定されている市立中学校や区役所を対象として設置してい

くζ とになっている。

循環式地下タンクの設置はラ当初ョ配水池を中心とする半径 2km範囲の外側にあり 9 比較的人

口密度の高い横浜市広域避難所でラ名:わかっ消!坊局が防火水槽の設置計画のある場所を選定し

図 12-9 100m'循環式地下貯水タンク概要図

自E水池j 什 a 

11，...， 配水管

可L_j子区3

827 



街環式地下貯水Fンク

で日災害時に両方の用途に使用で

きる lOOniの容量を右ーする循環式

貯水タンクを設置するととになっ

たものでう 100rrfのうち40nfは消

防用ι60n{は生命維持用水に使

用するととを目標としている〈1

人 1日最低必要量を 3eとする約

2万ノ¥分K相当)0 との事業は，

自治省の「大震災対策施設等整備

の一環として行われ号消防

局との協議により昭和56年度から昭和60

年度まで各年 2基ずつ設置した。 ζのタ

ンク内の水道水は常時循環レて新しい水

が保持されており，災害時にはパノレブPに

より内部の水は流出せず貯溜されs 応急

給水装置を接続して使用することができ

る。なおa とのlOOni地下タンク

市民への応急給水訓練 は， と消防局(一般会計)

とにより水道局が施行しシ維持管理するものである。

昭和61年度からはフ水道専用の60rrfの循環式地下タンクも毎年3

していくことになっている。

表 12-18 10011ì~韓寝式地下貯水タンク設醤場所

設 置 場所

(市立神ノ木公園)

小菅ヶ谷町J2500-J. (i'LjI奈川県消防学校)

保土ゥ全長 辺国14-4 (市立川辺公闘〉

浴 北 日吉本町1234 (南日古団地)

塚!日り777( 川 幼 局 消防州}コ

58 
金 r尺 金沢町214 (科、名寺境内)

{巷 南 ドノk待問 2005 (ド永谷第二公園内)
59 

よ!"，ゴ~ 北 新羽町1348 (県立新羽高等学校内)

神奈川 神大寺町3-864-1 (神大寺中央公園)
60 

戸 完ミ 土飯田町3041 (lR営いちょう団地)

計 10 1Ii 
』

οぅQ

中学校K設置
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50 水道経営の長期患望を求めて

、hy'l
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生活環境審議会の答申

昭和59年 3月26臼に厚生大臣の諮問機関てゃある生活環境審議会は，大臣の諮問に対し

て「高普及時代を迎えた水道行政の今後の方策について」という答申を行った。この答申は，昭

和48年10月間司審議会から出された「水道の未来像とそのアプローチ方策についてJに続く答申

であるが，との間p 当時の高度経済成長時代から大きく転換して低成長の時代に入りヲ社会@経

済情勢は一段と複雑と念ったことを踏まえての新たな提言である。

同答申ではョ近代水道が誕生してから聞も念く 100年に念ろうとし，水道の普及率も優に90%

を超えてp ほぼすべての国民が水道を利用できる高普及の時代に入ったが，それは国民生活等が

水道に依存する度合を深めてきたことを示しており，水道に対する国民の期待と要求は一段と高

度かつ多様なものとなっていることに着目し，前回の広域化への提言は必ずしも水道事業の経営

基盤の強化9 維持管理水準の向上，料金の平準化等tて:結びついていないと指摘した。更にう新し

い課題として，近年の渇水，地震災害に触れヲ安定供給の問題としてこのような異常時において

も給水機能への影響をできるだけ少なくすることが求められていることフまたラ近年の水道水源

の汚染と分析技術の進歩の状況を踏まえて水道水の安全確保を改めて?与える時と在ったこと，そ

して事業聞の料金格差は改善されておらず，下流の需要地域に比べて水源地域の水道料金が高水

準にあり不公平感を与えているという実態も併せて指摘している。

このような現状にたって9 水道が高普及化していくにつれ，国民の生活，都市の諸活動が水道

に依存する度合がますます大きくなる ζ とラ国民の生活様式や価{直観が多様化しそのニーズも多

様化している ζ とD 水資源の開発がますます困難になり水源の汚濁が複雑化していること 9 とい

う認識に立ちp 高普及時代を迎えた水道の目標として次の 4項目を掲げた。

1) ライフラインの確保

水道が生活用水確保のための唯一の手段となりヲまた 3 水洗便所ヲ洗濯機，湯沸かし器の使用

等いわゆる水使用の装置化が進んで、きたことに伴いヲ今日，水道の給水制醍ラ停止が国民生活や

都市経済に与える影響は極めて重大なものとなっている。このため9 水需要の増加に対応した安

定供給の確保に加えてラ渇水時，地震時等においても 3 生活基盤としてのライフライン機能の確

保を図る必要がある。

2) 安心して飲める水の供給

水道により供給される水の安全性の確保は2 水道にとって最も根幹的な課題の一つである。こ

のためヲ河川等の公共用水域ヲ地下水等に対する汚濁9 汚染の防止を図るとともに，水道におい

てもョ施設整備面及び維持管理面から適切な対策を講じ，国民が安心して飲用できる水の供給を

する必要がある。

82タ



3) おいしい水の供給

近年ラ快適に飲用できるおい Lい水の給水についての需要者からの要請が強く念っており，ま

たp 異臭味水等いわゆる“まずい刀水道水の供給が，その水の飲用に際して利用者に不安J惑を与

え，場合によってはヲ水道に対する信頼感を損う ζ とと念るおそれもある。このため，水道によ

りおいしい水の供給を達成できるよう努める必要がある。

4) 料金格差の是正

ほほ、全ての国民が水道の給水を受り一ている今日， IPJじ給水サーピスの対価である水道料金につ

いて3 少なくとも家庭用料金が， その居住する区域によらずほぼ同ーの水準である ζ とは，等し

く国民の望むと ζ ろで、ある。このためヲそわノぞれの水道事業における高料金化を抑制しつつ，事

業間格差の是正を図 L 需要者の不公平感の解消に努める必要がある。

主主$'，今日の国際社会における我が国の立場を考慮すると，今'後ラ開発途上国に対する技術協

力等を進める乙とは我が国の責務と考えられる。 水道の分野における技術協力の推進に当り，水

道事業者等の協力を得て，またこ3 民間活力の導入を図りつつ9 匡iが主導的な役割を果す必要があ

る。

これらの目標に向って，経営基盤の強化と維持管理体制の充実を呼びかけた。

(2) 地方行革大綱

昭和田年 からスタートした 3か年の財政計画期間も最終年度に当る昭和58年度に入る

当時，低成長の影響"で水道料金収入は予想より下回ったものの2 懸念されていた再度の電力料金

の改定もなく，諸物価も比較的安定していたととなどによりヲ事業全体としては予想してwた収

支計画より好転し，現行料金水準のままでこの両年の経営を行える見通しとなった。とのような

財政状況に念ったのは戦後になって初めてのケースでうある意味では安定経営の時期に入ったと

も考えられがちな状況である。

しかしラ実際には将来水源対策の宮ケ瀬計画が 6年延伸されフ ζれに伴って企業団の相模)11水

系による一部通水の時期も延伸されたためラ水源開発費負担が先送りとなっていること，また今

後膨大な施設管理の経費の増大は避けられないばかりでなし再投資の時期に入ってきた施設も

多く p しかも建設当時の環境条件と異なってきているものD 或いは新た念対応をも含めて再構築

しなければならないものなど問題は山積みして37りョこれらに対する投資額は増加するととも

にョ高度な電子技術の採用普及がその更新時期を早める結果を招いてもいた。

一方ではヲ水道に対する社会の依存度が高まるにつれ，安定給水の確保はますます重要となっ

ている。これはs 都市のライフラインといわれる電気，ガスラ水道p 電話多更に交通機関などす

べてに共通している問題でフ例えば，普段なにげなく使用している電気や電話についても，ケー

フツレ切断事故で銀行の業務や商社の活動まで止まってしまうというようにラ都市活動全体に大き

てしまうのである。
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v.ま一つ見逃せ念いものにヲとの時期の行政改革とのかかわりがある。行政改革による行政全

般にわたる効率化の要求が高まりをみせラこれに応えてゆかねばならず9 さらに昭和60年代後半

の低成長経済が定着する一方で p 昭和60年代に入ると次第に円高が進みs 日本経済全体が難しい

局面に入ってきた。

このような社会経済の変化や今後の本市水道事業の財政の推移を踏まえて，昭和58年 3月に局

内に水道事業研究委員会を発足させた。問委員会はp 各部門の調整を図りながら事業計画全体に

ついて毎年見直しを行いラ効率的経営体質への道をもとめp 組識や事業の再編成を進めている。

行政改革についていま少し敷街してみるとヲ昭和59年ラ政府は増税なき財政健全化を促進する

ため12月29日に「行政改革の推進に関する当面の実施方針について」閣議決定を行い，とれを受

けて地方公共団体における行政改革の指針として「地方行革大綱Jを策定しヲ昭和60年 1月22日

に自治事務次官を通じて自治体に通達した。また同年4月15日には自治省財政局長から「地方公

営企業の経営健全化の推進についてJの通達が出された。

この地方行革に対して 9 本市では 7月19日に横浜市行政問題検討委員会(会長細郷道一市長)

を発足させラ 12月 6日には事務事業の見直しと改善，執行体制の適正化及び自主的念改革を阻害

する諸要因の排除という三つの主妥課題に取り組む[横浜市行政管理指針」を策定した。この指

針はまた，同時に「ょこはま21位紀プラン」第2次実施計画のスタートを契機としてラ今後 5か

年間にわたる本市の行政管理運営の方向を示すものであった。

水道事業においても 3 従来からの効率的経営努力をこの機会に一層推進する方針が打ち出さ

れ，大規模建設工事部門の見直い訪問集金制度の廃止，船舶給水体制の一元化等を実施目標と

して進む ζ とになった。

各都道府県知事 ;臨
各指定都市市長 j臥

地方公共団体における行政改革推進の

方針(地方行革大綱)の策定について

自治行第 2号

昭和田年 1月228

自治事務次官

各地方公共団体においては3 かねてより給与及び定員管理の適正化，事務事業の見直

し組織。機構の簡素合理化等行政改革の推進に鋭意努めていると ζろがあるがラ地方

公共団体を取りまく社会経済情勢p 財政事情等は依然として厳しい状況にあり，との状

況下で多様化する行政需要に対応しつつ，地域社会の活性化及び住民福祉の増進を進め

るためには9 引き続き行政改卒を強力に推進することが強く求められている。このよう

君主事情にかんがみ，昭和59~三12月 29 日の閣議決定 (1行政改革の推進に関する当面の実

施方針についてJ)を受けて地方公共団体におりる行政改革の指針として別添の通り地

方行革大綱を策定した。
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国@地方をずる行政改革を推進するため，政府K $いても国の関与ヲ必置規制の整

理のための法案を今国会に提出するとともに p 機関委任事務の在り方や国@地方を通ず

る許認可権限の在り方の見直しにつき臨時行政改革推進審議会の審議を求めることとし

ている。各地方公共団体に告かれては，今般策定ーした地方行革大綱の趣旨，内容につい

て了知されヲ下記事項に留意の上，地方行革大綱に沿って行政改革の推進に一層の努力

をされるよう要請する。

おって p この旨を貴都道府県の関係機関及び市町村に対しても御示達の上，適切な指

導をお願いする。

により通知する。以上，

1 民間i有識者等からなる ~Jf1会を設置する 0

2 Ji内に行政改革推進本部を設出する。

(1)推進;三部の長は，原則Jiごして地万公共団体のH:をもって充でる。

(2)推進本部は，各様行政委只会等を含めた全)jニFI(_j;な附成とするの

地方行革大綱の概要

地方行革の

推進{木市IJ

!'i'H 

ヰ吋寿司~.ìtょの5'，I，正I し

-機fIIiの簡素合理化

給与のj!i;LTE化
定Jl位里IIの適正化

民IiJI委託， () A iじさ手事務改郊の托(0;旦
会館等公共施設の設.;，?;及び伝子1112正常'の合理化

地方議会の合迎化

寸
ム
ワ
ム

n

J

Aせ
に
J

A

r

o

ウ
/

地方行可』の

ついて

第 2

行政改革推進本部において s 行政改市大綱をi'I

( 1)大州の策定にあたっては，議会はもとよリ民間有識者，

映されるよう配慮すること。

(2)大1:lì'û のf昨日止は，立本方針及ぴ当面iの j)H~'!:-̂lt: 1:立に区分し、間以に記述するこ

と。

策定JlJII:11は，おおむね 3か年とすること。

(3)大制は，第 2の京/，¥事項を中心lこ改革@改主主をj裂するすべての:J(ユ引を対談

とするが，共体的なfii置事ヰ(は手~地方公共tllやi'の災'11'1に応じ自主的に選択

すること。

(1)大綱は，昭和 60年 8月末を1.1;主に策定すること。

(5)大洲は策定後述やかに公表するとともに，指定都市にあっては H治大胆に

平Rf~Tーすること。

(6)大制に恭づくわ政改;肢の失i防状況については，定期的に報公すること。

一 一一一L一一一一一一一ー一一一一ー一一一一一一一 一一一一一一一

気53 地方行二平の

計画的推進

について

自治企ー第40号

昭和60年 4月 5B 

自治省財政局長

殿

各都道府県知事 1 

各都道府県企業管理者 | 

各指定都市市長 ? 

各指定都市企業管理者 l 

各企業団企業長及び関係一部事務組合管理者 J

(都道府県@指定都市が加入するもの)
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地方公営企業の経営健全化の推進について

昭和59年12月29日の閣議決定 (1行政一改革の推進に関する当面の実施方針についてJ)

を受けて，地方行革大綱が策定され9 昭和60年 1月22日に自治事務次官から各都道府県

知事及び指定都市市長あてに通知(自治行第 2号「地方公共団体における行政改革推進

の方針(地方行革大綱)の策定についてJ)が行われたととろである。

近年，社会経済情勢の変化等ーにより地方公営企業を取り巻く環境には極めて厳しいも

のがありラ各地万公営企業において合理性及び能率性の発揮を通じて経営の健全化を推

進する ζ とはヲ将来にわたって地方公営企業がその本来の目的である公共の福祉を増進

していくうえで不可欠で、あると考えられる。このような観点から，各地方公営企業にお

いては，今回の地方行革大綱の策定を契機としてヤ，長期的な見地に立って，企業経

営のみり方について総点検を行いう経営健全化のための所要の措置を各地方公共団体が

策定する行政改革大綱に盛り込むとともにう今後の経営計画等に的確に反映させていく

ことが必要てゃある。

とのため，各地方公営企業においてはヲ地方行革大綱に沿いつつヲ特に下記事項に留

意のうえラ経営健全化の一層の推進を図られたい。

念、主)，地方公営企業の経営健全化を推進するに当ってはう管理者等の強力友リーダー

シップの発揮が不可欠であると考えられるのでヲ各管理者等におかれてはう地方公営

企業法に~Þ'りる管理者制度の趣旨等を踏まえ9 経営に関する識見と指導力を「分発揮し

てフその推進に努められたい。

沿ってP との旨を市町村並びに企業団及び関係一部事務組合(都道府県及び指定都市

が加入するものを除く。)に対しでも御示達のうえ9 適切な指導をお願いする。

委員各位

総行第 28号

昭和60年 7月四日

総区経由第 127号

横浜市行政問題検討委員会

会長 細 郷 道 一

「横浜市行政管理指針」の策定について(通知)

現在ヲ本市では『ょこはま21世紀プラン』を策定し， 2]世紀を展望した街づくりを進

めているが， 1高齢化J1高度情報化」ラ「国際化」といった市政をとりまく社会情勢の変

化等を踏まえ，本年度から第二次実施計画がスタートしたところである。

横浜は，本年度中にも我が国で唯一の 300万人の都市になろうとしているが，今後の

行政運営にあたってはラ市民の多様なニーズに的確削忘える「市民本位の活力ある 300

万人市政」を積極的に推進する必要がある。

これを行政管理運営の観点からみた場合の基本的課題はラ

に， 11よこはま21世紀プラン』を計間的かつ効率的に達成することである。すな
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わちラ市民の自立。自助の精神と相互扶助に基づく「共生と連帯」という社会理念のも

とにラ大都市横浜に即した市民福祉の向上に努めヲ地域社会全体を活性化していく。ま

た9 財源の有効利用を図るため，行政管理運営の一層の近代化，簡素3 効率化に努め

る。

第二はp 市民に身近念行政の実現に努めることである。 I住民に身近な行政は?でき

る限り住民に身近なところで，住民の意向を反映しながらすすめる」 ζ とを基本とし

て，市民本位の親切，清潔，公平な市政を一層推進する。

一方，これらの基本的課題を推進していくためには，地方自治体における自主的な改

革を阻害している国の関与@必置規制及び機関委任事務の見直しと，国と地方自治体の

権限及び財源の適正念配分について，国にその実行を強く働きかけていく。さらに3 県

と指定都市という二重構造のなかで行われている大都市行政が非効率なものになってい

ることから，市民の理解と協力を得て， ilJlj度の改善につながる努力を続けていかなけれ

ばならない。

本市は，これまでも「横浜市行政懇話会」等を設置し2 独自の立場から民間有識者の

意見を取り入れるとともに，全庁的な検討体制「横浜市行政管理運営協議会」を設ける

などョ国に先がけて行政改革を積極的に推進してきた。しかしなからョ本市をめぐる

財政状況は依然として厳しいものがあり 300万人市民の要望と期待に積極的に応える

ためにはシ従来にもまして簡素で効率的な行政運営の確立に努める必要がある。

そのため，本市がこれまでに取り組んできた課題についてはp 更に改善ヲ実施を促進

するとともに 9 市政をとりまく状況を踏まえ，新たな観点から自主的，計画的に見直し

を図るなど行政運営の検討・改善を進めなければ友らない。そこで横浜市行政問題検討

委員会を設置し『よとはま21世紀プラン』第二次実施計画のスタートを契機に今後 5か

年の本市行政管理運営の方向性を示す「横浜市行政管理指針」を本年 9月末を目途とし

て策定することとした。本指針は， におげる主体的ヲ積極的な検討を通じて集大

成されてこそ価値のあるものでありラ全庁的な努力なしには策定する ζ とは困難であ

る。

ついてはヲ各局区において以上の趣旨を十分踏まえ，大胆に発想を転換し国の法

規則ラ通達等によって生じる自治体の事務事業が真に必要なもので、あるかどうか及

び自主性を図書する諸々の要因についてリ制度の根幹にさかのぼ、って検討を加えるとと

もにヲ新鮮な問題意識のもとに，思Ij途指示する内容により指針策定にむけてJ倹討に取り

組むよう通知するものである。

以上のように， I地方行革大綱」から「横浜市行政管理指針」に至る一連の通達により，業務

の見直しを通じての組織⑩機構の簡素化も当面する大きな課題であった。業務の見直しについて

はp 労使が一体となって業務改善に当り 3 それによって増大する業務量を吸収し9 更に建設部門

についても投資計画の平準化による適正ノヘ員体制の維持に努めるなどp 事業全体の職員数を極力

させる努力を行った。こうして9 昭和59年度からは毎年減員を行っている。
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表 12-19 職員定数の推移(水道事業) (単位:人)

昭年¥ぷ度和出"'"司法¥主
損益勘定職員 資本勘定職員 5十

職員定数 | 治ム減 職員定数 J点、ふ減 職員総定数 l治ム減

52 2，215 17 336 。 2，551 17 

53 2，240 25 327 ム 9 2，567 16 

54 2，266 26 312 ム15 2，578 11 

55 2，299 33 289 ム23 2，588 10 

56 2，309 10 289 。 2フ598 10 

57 2，319 10 289 。 2，608 10 

58 2，319 。 289 。 2唱 608 。
59 2，299 ム20 289 。 2ヲ588 ム20

60 2，289 ム10 279 ム10 2，568 ム20

61 2，279 ム10 274 ム 5 2，553 ム15.

62 2，267 ム12 271 ム 3 2，538 ム15

表 12-20 主な業務改善事項 .. 
実方目召面平時日其耳項 目 実施時期 項 ヨ日百手口

1 定年制の実施 34年7月 17 メータ修理業務委託 51年4月

2 事務の電算化 39年4月 18 修i善工事費の現場徴収 |畔 1月

水道料金計算と領収書作成等 (39ι) 
19 電算機能を活用した薬品注入率決定 53年4月

給与計算 (42.4) 

企業{宣及び減価償却計算，財産目録作 20 給水率運転管理委託 53年5月

成 (42.4) 21 断水通知書配布業務委託 53年9月
貯蔵品受払及び満期メーク据替書作成

22 8拡工事費縮小に伴う体制jo;変更 53年12月等 (44.4) 

帳簿作成，財務諸表の作成p 未払金il'.i 23 特別作業センター廃止 55年10月
;入 (45.10) 

24 船舶給水 I隻減船(8名減員) 58年4月
3 口座振替の実施 42年10月

25 営業所現場技術貝の職務の見直し 58年7月
4 プラスチックメータの設置 43年4月 ( 10名減員)

5 週44時間帯Ijの実施 44年4月 26 お知らせ用紙の改善 59年4月

6 ポンプ場，配水池の無人化を推進

藤塚ポンプ場 (44.9) 

44年9月 27 給水材料検交の一部廃止 ( 5名減員) 59年9月

朝比奈分水池 (45.10) 28 資材管理所業務の見直しと組織の再編 6ひ年 7月

峰配水池 (48.4) 成 (17名減員)

野毛山ポンプ場 (50.5) 
29 配水ポンプ場パトロールの統合化 60年9月

鶴見配水池 (52.6) 
( 5名減員)

45年8月7 支給材の廃止
30 工事部設計課。工事課の職員定数の見 60年9月-

8 満期メータ据替委託 46年l月 直し ( 13名減員)

9 流末検針委託 46年3月 31 船舶給水業務の見直し及び人員削減 60年11月

10 凍結工法の採用 47年4月 (21名減員)

11 漏水調査を音聴方式に切替 49年4月 32 0 A機器の本格的導入 61年4月

12 西谷浄水場新管理体制の変更 49年4月
ワードプロセッサ-34台 (61.4) 

パーソナルコンビュータ-5台(61.8)
13 宿日直制度の廃止 49年5月 ファクシミリ 44台 (61.11) 

14 分水サドルの採用 49年10月 33 満期メータ鋸替業務の減少に伴う i成員 61年5月

15 自動車修縫統括者制度の採用 49年10月 ( 2名減員)

16 材料検査市111支の簡素化 50年11月 34 訪問集金制の廃止 61年10月
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(3) 訪問集金制の麿止

昭和 6年 10月に始まった水道料金の訪問集金制は，昭和61年11月から廃止されヲ口座

振替もしくは納付制に統合された。この56年間を振り返るとき，料金徴収制度もまたラ幾多の曲

折を経でいた。水道創設時の料金については納付制で発足したが2 その後，訪問集金器Ijの方が効

率的であるという理由で同制度を導入したととを考えると，全く隔世のJ惑がある。

戦時中は一時，町内会へ集金を委託したこともあった。しかし，戦後から金融機関が一般家庭

に進出し，また日常生活でも核家族化などにより留守がちの家が多くなってきた ζ とが，金融機

関と家庭との結びつきを一層助長させた。一方9 料金徴収事務へのコンビュータ導入は，このよ

うな機能を拡張し?と金融機関を効率的に活用することを可能とし，昭和42年10月に水道料金の口

座銀替制度を導入した。導入当初の昭和42年度末における口座振替Kよる取扱件数は全体のわず

か 2. に過ぎなかったが9 その後急速な普及をみ，昭和50年度末には 480 ラそして昭和田年

度末には口座振替の15める割合は62. となり，このほか納付制によるものが 7.7月あるためp

訪問集金によるものは30. と減少していった。念$，昭和59年4月からは郵便局による口座振

替制も導入した。

ζのような状況を踏まえて料金徴収制度の見直しを行、った結果，今後の在り方とレどは，移転

時の精算業務などサーピスの改善と未納整理体制の整備に重点をおき p 昭和61年四月分から訪問

廃止するととになった。こうして 9 訪問集会制度の廃止を決定し実施に移すまでの問に極

力口座振替への勧誘を行い，月滑な切替を目指した。その後，関係職員の努力が実って切替え直

前て守は集金制は1.9 口座振替制75. 納付制23E1%となりフ集金需1]廃止をスムー

するととができた。

帥 「よこはま21世紀ブラシ」 2次実施計闘

「ょこはま21世紀プラン」の第 1次実施計画に引き続き昭和 60年 5月に第 2次実

施 計 画 が 策 定された。この実施計画の最 終 年 度 で あ る 昭 和64年度は市政100周年を迎

える年に当りまた横浜水道にとっても，その 2年前の昭和6Z年度は創設 100周年寄:迎えるという

きらか年計画となった。

ζ のらか年計画ではp 社会基調を 1かつて見られたよう しい大都市への人口集中の波は遠

ざかりヲ全国的に定住的指向が色濃く在っている。横浜に台いても，大都市のダイナミズムとし

て当然見られる程度の転入・転出は今後も続くもののs 定住化の傾向は一層はっきりじてくると

思われる。」と子見している。そしてッ今後個人の価値観や行動様式は多様化し， I量から質J，

「ノ¥ー iごからソフト」を指向するようになり含乙れを基調として国際化，高度情報化p 高齢化が

一段と顕著になると述べている。

水道については9 とおりの目標を定め，昭和64年を日 そ ることになっ

た。
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3園 第 2 次実施計画ぐ85~'89)

第4童安全で快適な街

第 3節 資源 e エネルギー問題への対応

第 2項水資源

計画自

1 21位紀に向けての水需要にこたえるため，宮ケ瀬ダム建設を促進する 0

2 水道施設の拡充整備をすすめるなど，安定給水体制の確立をめざす。

3 7](源の水質保全につとめるとともにラ浄水施設の整備をすすめ，良質な水の確保

につとめる 0

4 水道創設 100周年記念事業を行う 0

1 水の安定供給

(1) 新規水源の確保

21世紀に向けての7Jくを健保するため，宮ケ瀬夕、ム建設および相模川水系建設事業を促

進する。

配水拠点整備

市内に均衡のとれた給水を行うためラ配水拠点整備として司配水j也@ポンプ場の築造

のほか，送。配水幹線を布設する。

(3) 配水管整備

配水管整備としてヲ市内配水管網の整備と老朽管の取替え，共同出建設@関連事業を

すすめ 9 市民給水の安定化をはかる。

(4) 地震対策

地震|埼:の水確保としてヲ f!J立中学校等に地下貯水タンクを設置するとともにョ緊急給

水栓を取り付ける耐震給水ノレートを整備する。またフ地震時の原水確保をはかるためョ

導水施設を補強する。

(5) 水の有効利用の推進

潟水の防止ラ配水コントローノレシステム等によってB 水の有効利用をはかるととも

に，雨水の利用ならびにビノレ排水の循環利用等の中水道システムの研究をすすめる。

2 良質な水の確保

(1) 水源対策

湖の富栄養化対策等をすすめ，水源の水質を保全する。

(2) 浄水施設整備

水量の調整。水質の管理を確実かつ効率的に行うため， 141水施設の改良を行い9 一層

安全で、良質な水の確保につとめる。

3 水道創設 100周年記念事業

日本初の近代水道として創設された本市水道の 100周年(昭和62年)を記念してラ水

道に対する親しみや理解を深めるため，酉谷浄水場内に水道記念館を尉設するなど，記

念事業を行う。
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7J'( 主主
事業名 事業内容 一昭和59年 昭和64ijド 昭和75年

配水拠点整備 配水池 l池 30乎m' 34;也 843.2千m' 35池 873.2千m' 44池 1，096.2千IIf
(第9.10回拡張)

送・配水管延長 6.4km 6.4km 12.8kni 62Akm 工事を含む

管k，Il'J撃備延長 151.2km 160.0km 311. 2km 650.5km 

配水管整備 共同溝延長 3.8km 9.2km 13.0km 46.9km 

老朽管取替延長 310.5km 342.6km 653.1km 809.8km 

導水施設整備延長 6.1km 65.3km 71.4km 103.2km 

地 震対 策 地下貯水タンク 14:Jf5 8基 22基 66基

緊急給水栓 70箇所 76筒所 146箇所 222筒所

(注)昭和59年の水準l土、同年度最終予算までの水準である。

差是 12-21 ょには京21 世紀プラン第 2 次実施計画 (60~64年度)進捗状況総括表
( u自利62年5月末現在)

一一一一--寸但一一一一一ー一四--ー " 

事業
水 il 昭和62年度まで

卒業内界 日目和60年j立 np，手[161年度 昭和62年度
の進抄:伏汎;f， 59年 64年 75年

国己
34i也 357也 44iill i主設落手

建設若手

フk 配本池 1iill i 
千m' 千m' 千m' 1i也

1;也

拠 30千m'
843.2 873.2 1，096.2 50，000m' 

(50，OOOm3) 

占f 進抄率一一%

努三 送・円己水fi延長 ]m km ]，m 3，055m 
イ市l 6.4]cm 6.4 12.8 62.4 1，468m 737m 350m 進l多If.47.7% 

四日 管制"，i自由延長 km ]m tm 116，293 m 

151.2km 160.0 311.2 650.5 
水

40，818m 55，075m 20.40()m j丘捗率 76.9% 

共同市廷長 km km 2，007m 
f~目，l'、

3.8km 9.2 l3.0 46.9 1，090m 317m I 600m 進妙W 52.8% 
京うE

96，614m i 82，OOOm 

老杓取岱延長 Lrn km 280，466旧

310.5km 342.6 653.1 809.8 101，852m 進妙ヰ.; 90.3% 

水地設整備延長 km krn 4，689m 

」也 6.lkm 65.3 71.4 103.2 476m 155m 4，058m 進捗:ネ 76.9%

j7i 地下Jtj水タンク 8)左

J:J 141，1~ 8基 22基 66tiさ 2 ;1j~ 3基 3基 進jJj;It 57.1% 

完工 緊急車台;]¥.;1士 43カミJ斤

70か月i 76か月? 146か月? 222かI斤 16か所 15か月? 12か所 進:jjJ率 61.4%

※61年l支は決算計数(62年皮への主主jほ分を含む)で¥62年j支は当初予算。
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第12章 21世紀の水道を目指Lて

表 12-22 よこはま21世紀プラン第2次実施計画 (60-64年度)進捗状況内訳表(その 1) (昭和62年 5月末現在)

事業名
昭和62年

事業内容 水 準 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 度までの
:iI主宇歩率三

(59) 34池
〔配水池〕

% 

843.2千m'

配水 池 1池 (64) 35池
-建設着手 l池

港南台配水池:港

配
30千ぽ 873.2千m'

南区港南台 8丁目
7]<. (75) 44r也
拠 1，096.2千凶

50，000m' 

古

整 送・配水管延長
(59) 6.4km 

〔送・配水管延長〕 〔送・配水管延長〕 〔送・配水管延長〕
イ蔚 (64) 12.8km 47.7 
( 

6.4km 
(75) 62.4km 

1，468m 737m 850m 

第
9 〔用地買収〕 〔用地買収〕 〔用地買収〕

10 
口径700配水管布 上郷隆道改修工事 保木ポンプ場用地

拡回
設用地:旭区白根 用地:戸塚区公団 (換地):緑区元石

町 0.6m' 町 446.67m' 川町 1，176m' 
張
工 1，890，474 1，561，271 2，722，000 

事 イ責 1，240，000 イ責 994，000 イ責 1，837，000 
を
含 市 278，447 市 152，663 市 334，299 

む 他 372，027 他 414，608 他 550，701 
) 

256，000 

93，363 
ー

口径50%- 口f釜50%- 口径50mlm-
口径900% 口径900% 口径900mlm

40，818m 55，075m 20，400m 

2，904，108 4，416，915 2，190，000 

{食 324，128 イ賞 739，511 {責 116，000 

市 164，392 市 325，553 市 253，000 

管網整備延長
(59)160.0km 他 2，415，588 他 3，351，851 他 1，821，000 

自己
151.2km 

(64)311.2km 76.9 

(75)650.5km 口径100%-

口径900mlm

7l<. 8，068m 

643，494 

イ責 125，313 

管 市 96，350 

他 421，831 

口径80%- 口f歪100%- 口径1，350%

整 口i?E1，350m 口径1，350% 600m 

ユ，090m 317m 

1，182，838 699，973 1，270，000 

4蔚 (59) 9.2km 債市 | | I ， 1 7 4 ， 9 7 6 償| 699，973 債 |1，270，000
共同議延長

(64) 13.0km 7，862 52.8 
3.8km 

(75) 46. 9km 

口径1，350%

109m 

163，540 

債 |163，540

(注) 1 61年度は決算計数(62年度への繰越分を含む)で， 62年度は当初予算。

2 61年度のC J内は62年度への繰越予算額で内数。
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ょこはま21世紀プラン第 2 次実施計画 (60~64年度)進捗状況内訳雪量(その 2) ( R肝 062年 5月末現存)
一一寸一一

事dう名怯" 

日召平日62年
卒業内容 スk 準 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 皮までの

迂主 J歩ヰ王

l~ ，径50'%- 口径50")ii，- L]j3':50'%- % 

u 径1，100'% 口径900%， 口径90州[
自己 101，352m 96，614m 32，000m 

7，568，058 7，606，250 7，840，000 

水
2，956，112 f五 2ヲ979，475 イ責 3，394，000 

3，004，804 汁J 3，249，030 計百 3，609ヲ000

~V-:朽管11)足首延長
(59)342.6km f也 1，607，142 f出 1，377ヲ745 イ也 837，000 

ベ仁r
310回 5km

(64)653.lkm 90.3 

(75)809.8km μi壬75"){"-

1.';欠
仁1{三900月五l

7，746m 

869，278 

やiiI 340，147 

249ヲ762

他 279ラ369

口伝1，900，%- II{壬2，000叩ふ 水路的-~~の判H\rt\

仁H矛2，000，% 155r孔 4，058m 

導水施設備延長
(59) 65. 3km 476m 

6.1km 
(64) 71.4km 992，639 653，118 663，000 76.9 

(75)103.2km 430，000 TT… 計I 221，965 ，li I 113，118 173，000 

f山 340，674 

2 )，';(fU，t100凶) 3 -N~(容量60m') 3基(容量 60m')

相 l ::J(:~P~ドうと公国: 立政rl:r学:鶴見区

1山 神奈川区神大寺 Ji政田j

県営いちょう日l.t也 六ッ )11'1ド、J::南区

:戸塚区上級同町 ?にッ )11mJ 

(59) 8;)，ら 横浜公悶:中区横
jFJ1レ-え J岨 fJl'j71くタンク

(64) 22)& 浜公凶内 57ロ1141.1; 
(75) 66}左 129，163 238ヲ729 158，000 

他| 129，163 143，000 

市 132，729 15，000 

117，872 

負ミ 16か所在もIMiD， 15かT:fr 12カミ戸斤

神奈川区ム中区 鶴見区し南区 1，

1，南区 1，i住i打 港南区 1，旭区 2，

緊急給水栓 (59) 76か月f 区 1，保土ヶ谷区 機子1;:(1，港北区

(州民給水ルート) (64)146か所
3，磯子区 1，金 3，緑区 2，戸塚 61.4 

70か所 (75)222か戸光 沢区 1，i在北区 2， lゑ1，栄区し泉

料:区 2，戸塚区 1 区 2

244，784 290，041 

五下 244，784 五I 290，041 (ft| 200，000 

(千七) 1 61年 ).ll' i止決~)i1l数(6L年以ーへの紋越分を含む)で、 62"1二)Jtl土当初予針。

2 61年J支の[ J 内は62年度への絞政子t:~似てい内数。
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第12章 21世紀の水道を目指して

亜 環境の変化に応じた水質改善策

1. 相模川水系水道事業者水質連絡協議会の発足

豊富な水源と純良友水質は，水道水源の基本条件である。横浜の創設水道では，多摩川，相模

川の 2案のうち豊富で良質な水を求めて相模川上流にさかのぼ、り，横浜まで441佃に及ぶ導水路を

築き上げた。

それから一世紀の聞に，都市の発展とともに水道も成長を続けてきた。そして， ζの聞におけ

る流域の発展は著しく，水源環境も変化し，水質汚濁について懸念されるようになった。

だが，懸念の段階を通り越して種々の問題を生じ，水質汚濁が公害問題としてクローズアップ

されている流域も少なくない。例えば，神通川流域ではカドミウム汚染によって奇病といわれて

いた“イタイイタイ病"が発生し，水俣湾で“水俣病"といわれていたものはメチル水銀汚染が

原因とされ，いずれも産業排水によることが分ったのが昭和40年代に入ってからであった。ま

た，多摩川でもカシンベック病に関係のある有機物質が多いという問題から住民の不安が高まっ

たため，これを水掠としていた浄水場では安全を第ーとして昭和45年 (1970) 9月から取水停止

に踏み切った。このほか，各地の河川で生活排水の増加，シアンや六価クロムなどの工場排水が

問題化されるなど，水質汚染は次第に深刻になった。そして， ζれらの水質環境悪化を防いで，

水質の保全を図るため，昭和45年12月に「水質汚濁防止法」が制定されるなど公害防止対策が一

段と強化された。

ζの当時，神奈川県内では，相模川の水質調査をそれぞれの水道事業体が独自に行っていた

が，水源水質調査や事故時の連絡を相互に有機的・効率的に行うために水源水質管理の一元化を

目指して，昭和45年 9月に神奈川県，横浜市，川崎市，横須賀市の 4水道事業による相模川水系

水道事業者水質連絡協議会が発足した。間協議会は，今日まで調査等ばかりでなく，流域各企業

等への要望や国への働きかけなど，多方面にわたって活躍している。

2. アオコの発生・トリハロメタンなど水質問題に取り組む

(1) 湖沼に異常発生するアオコ対策

閉鎖性の湖沼では，周辺の汚濁物質の流入による富栄養化が進み，窒素，燐の濃度が高まって

藍藻類が発生するようになった。印措沼，霞ヶ浦，琵琶湖なども汚濁が進み， ζれらを水源とす

る浄水揚では櫨過障害を起したり，或いは異臭の問題が発生してその対策に苦慮している。

相模湖では，アオコが初めて発生したのは昭和43年 (1968)で，その後も毎年のように発生し

ている。このため，昭和50年には相模湖の富栄養化に伴う臭気対策の研究のため，商谷浄水揚構

内にオソ、、ンと活性炭による実験装置 (1ni/時， 230万円)を設置して検討を行った。

841 



そうした折の昭和54年，相模湖でアオコが大量に発生してほほ、湖面全体を覆うという異常事態

となり，浄水場では躍過障害が起り，川崎市では一時取水制限をするなどその対策に悩まされて

いたが，本市では導水路の途中にある相模原沈澱池の操作によって辛じてとの緊急事態を切り抜

ける ζ とができた。とのため，昭和56年には，県内の関係水道事業4者で堰堤取水口にアオコフ

ェンスを設置し，取水口への流入防止を図った。また，昭和56年から昭和57年度にかけて，相模

エア

してアオコの除去と停滞水域の防止を図った。原沈澱池に導流フェンスを設置 (2，465万円)

昭和57年度に入って，神奈川県環境部は，間欠式空気揚水筒 (3基)を試験的に設置し，

レーションによるアオコ発生の抑止等水質改善の効果測定を開始したが， その後の実験により，

装置の周辺30m前後では効果があることが判明した。昭和60年からは水道事業体もこれに参加

2基を増設して実験を継続している。し，

湖沼の汚濁化は水源水質上の問題ばかりでなく，漁業や観光にも重大な影響を及ぼ、すため，水

こうして，昭和59年7質汚濁防止法を更に強化して湖沼を守る法規制を求める世論が高まった。

月，待望の「湖沼水質保全特別措置法」が制定され，昭和60年 3月に施行された。同法の骨子

は，

国は湖沼の水質保全に関する基本構想、等を内容とする湖沼水質保全基本方針を定める。① 

内閣総理大臣は都道府県知事の申し出に基づき，閣議決定を経て水質保全対策を総合的に講② 

ずる必要があるものを「指定湖沼」として，指定湖沼の水質の汚濁に関係のある地域を「指定地

域」として定める。

し尿処理施設の整備など水質保全対策を盛り込んだ都道府県知事は指定湖沼ごとに下水道，③ 

湖沼水質保全計画をつくる。

指定湖沼の特別の措置として④ 

特定事業場の排出規制をCOD項目で規制基準を定め，新増設の届出があった際，排出水@ 

が基準に適合しない場合は改善命令を出すことが出来る。

みなし特定施設(小規模し尿浄化槽，病院)の排出規制@

の

@

および改善勧告命令指定施設(畜舎，魚類養殖)の設置の届出，

汚濁負荷量の総値の削減

自然環境の保護@ 

その他の措置⑤ 

とからなっている。

昭和61年度までに，琵琶湖・霞ヶ浦・印播沼・手賀沼・児島湖・諏訪湖がとの法律による指定

湖沼の指定を受け，今後の水質保全総合対策の実施に大きな期待が寄せられている。相模湖につ

いても， できる限り早期に指定湖沼となる ζ とが望まれているが，上流地域との調整等難しい間

そのためにも流域全体の協力体制が必要となっている。

ζのような水質保全への動向に対応して，環境庁では水質保全への認識を深め，優良な水環境
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を積極的に保護するなど今後の水質保全行政の進展のキャンペーンとして全国の名水と呼ばれる

ものを調査検討し，とれを 100点にしぼ、って，昭和60年3月に名水 100選として発表した。しか

し，これらの水への取組み一一安全でおいしい水ーーの確保は，ともすれば“おいしい水"とい

う言葉のみが先行し，巷にパック詰の水があふれるという風潮を生み出し，水道水の数十倍の値

段で買われてゆく現実に，心を傷める人々も多かった。だが， ζれも杷憂に過ぎず，いくぼくも

無く一つのブームとして過ぎ去り，真剣な水を考える方向にもどりつつある。

(2) トリハロメタン対策

浄水処理に不可欠な過程である塩素処理工程で，自然界に由来するフミン質など，原水中の有

機物質と遊離の塩素が反応して， トリハロメタンが生成される。

昭和49年 (1974)11月，アメリカ環境保護庁 (E.P.A)が，ニューオリンズ市水道水から，

66種の有機塩素化合物を検出し，塩素処理委にトリハロメタンの一種であるクロロホノレムが生成

される事例を発表するとともに，アメリカの80都市について調査を開始した。

クロロホルムは， 1945年以来その発癌性について報告されており，昭和50年 (1975)4月，全

米調査の結果，ほほ、全土にわたりクロロホノレム等の汚染が広がっていることが確認されたため，

世界各地でトリハロメタン問題がクローズアップされた。

日本でも厚生省が，アメリカの情報をもとに， トリハロメタン問題検討のため，昭和51年度か

ら3か年にわたり，同省の研究機関と日本薬学会を中心に「水道における有機塩素化合物の指標

に関する研究」を行い，との中で全国の水道原水のトリハロメタン等低沸点、有機塩素化合物の生

成能の実態調査及び簡易で迅速かつ精度の良好君主分析方法の確立等を明らかにした。

更に昭和54年度からは，土木学会へ委託して「公共用水域における有機塩素化合物の発生メカ

ニズムとその除去に関する研究」を 3か年計画で実施し， トリハロメタン前駆物質がクロロホノレ

ムを生成する反応経過の解明，前駆物質の除去技術の検討，生成したトリハロメタンを低減化す

る浄水処理体系の検討等を行った。

本市水道局は，昭和54年，厚生省の要請に応じ，土木学会における研究の一部を分担するとと

とし，技術管理者神林智博(当時)を委員として参加させた。本市の研究分担は， トリハロメタ

ン除去研究，フィーノレド実験調査， トリハロメタン除去のガイドライン設定調査であり，局内に

技術管理者を委員長とするプロジェクトチームを組織し，対応するとととした。

昭和55年8月からは，生活環境審議会の水質専門委員会に立まいても， トヲハロメタン対策の検

討が開始された。検討事項のうちトリハロメタンの制御目標については，同年10月から別途に水

道有機化学物質研究会において検討が行われた。研究会は，昭和56年 1月に塩素消毒の実施を前

提として， トリハロメタン濃度の低減化を図る措置を講ずるための制御目標レベルを，総ト Pハ

ロメタン O.lmg/.e以下が妥当との結論をまとめた。とれを受けて水質専門委員会では，水道水

中のトリハロメタンの暫定的制調目標レベル，低減化手法等を含む報告を取りまとめた。
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一方トリノ¥ロメタンの検査9 制御，低減化対策等の具体的技術手法については，水質専門委員

会での検討と併行してp 日本水道協会に設けられた浄水処理問題特調査委員会において調査が

進められ，昭和156年 3月にその報告書がまとめられた。との特別調査委員会及び実作業を行った

小委員会にも当局から技術管理者ほかの委員を派遣し 3 塩素注入の変更，活性炭処理の導入等の

フィーノレドテストを行い 9 「ド心となって参加した。

厚生省では，昭和田年3月25日付で「水道におりるトヲハロメタン対策について」の部長通知

を出しこれにより水道水中のトリハロメタンの制御目標値を総ト Yハロメタンの年間平均値で、

00 lOmg/ e以下とするととにした。
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水道におけるトリハロメタン対策について(通知)

O水道におりるトリ ρ ロメタン対策について

/昭和五六年三月二五日 環水第四六号¥

j各都道府県知事あて厚生省環境衛生局|

¥水道環境部長通知 / 

最近改正 昭和五九年二月一A日環水第一五号

水道水中のトリハロメタンの取扱いについては3 厚生省にお10て各種の調査検討を進

めてきたところであるが，今j脱水道におけるトリハロメタン対策として当面講ずべき

措置を左記のとおり定める ζ ととしたので3 貴管下水道事業体等に対する周知指導方に

つき，よろしく御配慮願いたい。

なお9 貴管下水道事業体等におηるトリハロメタンの測定体市uの整備に関する計画を

策定し，必要性が高いと考えられる事業体等から測定が開始されるよう指導されたい。

記

一制御目標値

水道により供給される水におηるト Yハロメタンの当面の制御白標値は 3 総ドリハロ

メタンの年間平均値で0010mg/ e以下とすることとし，その検査はヘッドスペース@ガ、

スクロマトグラフ法又は溶媒抽出@ガスタロマトグラフ法により行うこと。 7な$，総ト

リハロメタンとはうクロロホノレム，プロモジクロロメタンフジプロモクロロメタン及び

プロモホノレムの合計をいうものとすること。

二 測定及び測定体制の整備

水道事業，水道用水供給事業及び専ノF目水道にあってはヲ浄水場の系統ごとにト Pハロ

メタンが最大になると考えられる場Bfにおいてッ年間の平均的右:値が得られるように時

期を選定し9 年四回以上の測定を実施することを原則とするとと。

ただし3 水道水中のトリハロメタンと相闘を有していると考えられる水道項目につい

ての原水の試験の結果等を勘案し測定頻度を減じるととも可能で、あること。

また， 7](道事業者等に%30ては検査施設の整備及び分析担当技術者の養成を行い9 自

らト 90ハロメタンの測定を行うことのできる体制の整備に努めること。

なおう小規模な事業体等で単独又は共同で水質検査施設を設置する ζ とがてやきないも



Q 

のについては?公的念水質検査機関等を活用すること。

三低減対策の実施

第12'1言 21世紀の水道を目指して

トi).ハロメタンが比較的高い水道においてはラ塩素注入3 薬品沈殿処理等の管理の適

正化によりト Pノ¥ロメタンの低減に努めるものとすること。さらに必要に応じ生成実

態のより詳細な把握に努めラ諸条件を勘案して低減計画を策定しヲ塩素注入点の変更?

活性炭処理の導入、等のト})ロメタ/低減対策を講じること。

ヱド:市の減定結果は，制調目標値のlO%~加%程度と低レベノレにあり，直ちに特別君主措置を講ず

なかった。しかし将来に向ってより 水 るために吏に低蹴イヒを指向するこ

と及び3 に水道協会の委員会の研究に参加することのため， ら室内実

験調査を重ね 9 同55主三度には小雀浄水場内κ標準処理能力日 を 建 設 し

た。

ζ の実験池でトリノ、ロメタン生成能の削減‘生成されたト Pハロメタンの低減化等の研究を 3

わたヮで行った。

図 12-10 小音量浄水場実験池ア悶ータート

日一時薬品洗

~排水

P I 原水ポンプ

P2 逆洗ポンプ

P3 表洗ポンプ

B 空気逆洗フロワ『
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その結果，ヰI塩素処理実験では前塩素処理よりト 9ハロメタンの生成量を約削減できると

とυ また除鉄，除マンガンに関しでも中塩素で十分対応、できることが確認された。

ζれらの実験成果をもとに，昭和61年度の浄水施設整備事業で4浄水揚の塩素注入設備を中塩

素処理へと改造し p 当面の対策を完了した。

3， の期待

流域下水道の整備比水震保全と 図るうえで、重要な施策でありつ相模。酒匂両

河川についてはヲ神奈川県による流域下水道事業が進められている。相模)11流域下水道事業は，

流域の平塚市也相模原市⑥厚木市右;ど 9市 3町を対象に9 昭和 44年度から着手されヲ昭和 L.i8

度には一部処理が開始されている。また，酒匂}11流域下水道事業札秦野市@小田原市

など 3市 4町を対象に昭和48年度から着手され3 昭和5?年度には一部処理が開始されている。

相模川上流については，山梨県でも富士北麓流域下水道事業が富士吉田市ほか 1町4村を対象

に昭和50年度から着手され，昭和61年度には一部処理が開始されている。またp 相模湖上流山梨

県上野原町ではp 公共下水道が昭和53年度から着手されている。

とれらの事業には巨額、の建設費を要するをど難しい問題があるが，人と自然との調和に欠〈と

とのできない基盤事業であり 9 一日も早く完成され?美しい自然を取り戻すことを願うものであ

る。

さでラ河川の水質汚濁の状況を示す指標のーっとしてフ生物化学的酸素要求量 (BOD)を例

に相模)11水系のこと十数年の動向をみると 9 低段、横ばいの状況となっているが9 流域人口の増加

等を考えれば¥これらの事業その他の規制処置の効果はあがっているものと立与えられる。

水質管理については，水道の自衛手段としての浄水技術の向上9 水質分析技術と

を図るとともにラ国をはじめとする環境行政のより一層の強化が望まれる。

。流域下水道事業

ア 相模川流域下水道事業

計画概要

a 計画自 昭和65年
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b 関係都市 相模原市，座間市，海老名市，藤沢市，厚木市，茅ケ崎市，平塚市，伊

勢原市，綾瀬市，城山町，愛川町，寒川町 (9市， 3町)

C 計画面積

d 計画人口

e 計画汚水量

州事業概要

a 事業主体

b 事業費

c 管渠総延数

d 処理場

32，182ha 

1，868，500人 (60年度末見込み424，800人)

(1日平均)2，010， 760rr:l'/日

神奈川県

2，590億円

94，200m 

2箇所(右

岸・左岸)

(一部処理

は48年度か

ら)

e 事業年度 昭和44~65

年度

イ 酒匂川流域下水道事業

(ァ) 計画概要

相模川流域下水道四之宮管理センター(神奈川県都市部下水課提供)

昭和70年a 計画目標年次

b 関係都 市 小田原市，秦野市，南足柄市，大井町，松田町，山北町，開成町， (3 

市， 4町)

c 計画面積 5，866ha 

d 計 画人口 343，100人 (60年度末見込み9，300人)

e 計画汚水量 (1日平均)312，820rr:l'/日

州事業概要

a 事業主体 神奈川県

b 事業費 864億円

c 管渠総延数 28，200m 

d 処 理 場 2箇所(右岸・左岸) (一部処理は57年度から)

e 事業年度 昭和48~70年度

ウ 富士北ろく流域下水道事業

(ァ) 計画概要

a 計画目標年次

b 関係都市

C 計画面積

d 計画 人口

e 計画汚水量

昭和65年

富士吉田市，河口湖町，山中湖村，勝山村，忍野村，足和田村

(1市， 1町， 4村)

5，788ha 

98，000人

(1日平均)135，000rr:l'/日
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州事業概要

a 事業主 体 山梨県

b 事業費 220億田

口管渠総延数 36，600m 

d 処理場 1箇所(右岸)

e 事業年 度 昭和50~-65年度

エ上野原町公共下水道事業

乱計画目標年次 昭和田年

b 計画面 積 1LJ9ha 

c 計画処理人lゴ 21ラ000人(計画処理能力13，日〉

d 建設費

記事業

日「 水道への大きを試練続出

L 

近年の異常気象は9 水道にも新たな試練を幾っかもたらしたがフそれはま

に課題を投げたものであった。そのうち，冬期渇71<:2'雪害について触れ、ておきたい。

昭和 四年 は，台風による豪雨も少なく 3 秋雨前線も不活発で秋以降例年になく水量が

枯渇して全国的な異常渇7]えとなり 3 各地で取水制限な;ど水不足対策に苦慮する事態に立ちいたっ

り

た。異常渇水といえば，とれまでは空梅雨によって夏のピークに水不足となり p 秋の降雨ジーズ

るというのが一般的なパターンであったが9 今回同:全く様相を巽にしていた。

も，水ガメの相模@津久井@丹沢の 3湖の7Iく位は日を追って下がる一々にのっ

た。幸いなととにラ酒匂JI!水源対:相模。津久井岡湖の水源とは異なり 3 計画上はどの受水団体も

ある時であったのでヲ 乙れを極力活用することになった。

昭和59年 6月13日の時点で相模む津久井町湖の貯水量は 6，525万l1lちとれに対し両湖への流入

量は 1日200万mf，使用量は 1日312万dでラ差号11日当り 112万Izfが貯水量を減ずる形と念って

いるためヲ今のうちから酒匂川の水をできるだり使用して相模川水系を節約するとと

議で了承された。そのためには，企業団からの受水量と相模J11の使用量の調整が各受水者とも可

能て守ある ζ と る。 自己オくのプロックシステムイヒによって比較的円滑

きる体制であったので， ζ の振替体制jに対しては積極的に協力する乙とになった。

ζ うl-てヲ酒匂川水源、の振替活用という う操作は 6月から始められヲ

一時的に降雨で好転したものの3 再び9月から振替操作を再開した。 1月
'
 

h
日
J
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道の 5 取水制限と東京分水のカットに踏み切り 9 渇水対策による制限給水に入るのも間近

となったがう 2月にえって記録的な降雨があり 3 窮地を脱したc こうしてラ実際の取水制限の影

響は発生せず これの危機を救ったのは，水源的にも7;'鼠史的にも，酒匂j11水源の活用

が可能で、あったことによる。ちなみに，この振替水量は約 6，510万dに達L，津久井湖 1湖分

を上回る運用を行った。

振替操作は次のとおりである。

昭和田年 6/22~7 /23 

7 9 

昭和田年 8~12/24

昭和60年 1/8

振替水量30万d /日， うち本市分14万1，OOOnf/日

振替水量20万n{/日p うち本市分 9万4，OOOnf/ B 

振替水量30万日夕 うち本市分14万1，白

振替水量37万5，OOOd/EI，

うち本市分18万7，800nι/日

1/9~~1 振替水量40万日ヲ うち本市分19万9ヲ5ωd/日

昭和60年 1 3/3 振替水量42万d/日， うち本市分18万7、日

昭和的年 3/4'--3 6 振替水量30万日 3 うち木市分14万1，日

3月 6Bで振替操作を打ち切り

その後も渇水に見舞われる都度，昭和60年(1月208-3 月 31 日)には約 3， 570 万111~，昭和61

(4 月 1 日から翌62年 3 月 25 日までに 3 回〉には約971万dヲ昭幸1162年 (4 月 24 臼 ~8 月 31 日)

には約8，210万ポとそれぞれ酒匂J11水源を振替使用して対応している。

2。 雪害による大断水

昭和田年から翌昭和60年3月の初めまでは冬期渇水に苦しめられたが3 その翌年の昭

和61年3月23日に吹き荒れた春の大嵐はp 湿った大雪と強風を呼ぴ3 相模川流域の送電線鉄塔が

昭和62年3月24日〔日本水道新聞)

図 12-11 送電線事故時の路線状況i:m

湘孟司

x 断線箇所
用
回
線

県水
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着雪と強風によって11基倒壊するという大事故を招いた。そのため23日(日)午前日時とろから

県下で約32万戸が停電い水道についてもこの影響で，県下約66万戸に及ぶ断水に見舞われた。

本市てやは，寒JI!取水ポンプ揚が停電のため機能を停止し小雀浄水揚へ一滴の水も送れなくな

ってしまった。寒川取水ポンプ場はp 下流取オくのため揚水島加圧ポンプが一止まれば送水ぞき念く

なる。 ζ のため 9 受電については 2系統から受電しそれぞれ 2回線方式を取るなど二重三重の

防御を敷きラ極めて信頼性の高い施設となっていたが9 今回は不幸にも送電線鉄塔の倒壊という

全く予想外の事態に会い町 l系統で、は鉄塔が倒壊し， f也の 1系統では送電線切断等の事故が同時

してしまった。

こうして p 寒川取水ボンフ。湯村:停電によって向日 12時30分にポンプが停止したが3 こ

による小径浄水揚札全nlの約4割に当る42万戸を給水区域としていた。

アドi室用によって何とか夕方まで、給水を確保したが9 し9

影響戸数が増える恐れも出た。しかし幸いラ企業団関係の復電は早く影響戸数が増大する危機は

免れたがs 寒川取水ポンプ場の復電の見通しが全くたたないため，職員を非常招集するととも

昭和62年3月25日(神奈川新聞)

雪害断水による応急運搬給水

850 

に， 16時に局内に雪害対策本部を設置した。配水池の貯水量も

底をつく状況となったのでョもはや断水やむなしと判断し，こ

の小雀ゾーンをできるだけ他の配水ブロックに吸収させ断水戸

数を減少させるための作業が続けられフ最終的には42万戸の断

水影響戸数を20万 6ラ開。戸と半減させることができた。そして

19時30分から断水放送を開始したが，早い所では21時噴から断

オくとなった。

復電は予想外に遅れて，翌24日〈月)の12日寺10分となりョそ

れから送水を開始 L，浄水揚から7}くが送り出されたのが13時40

配水洗浄作業等があり 3 通水開始は1'7時とろとなった。

ζれがまた夕方のピーク時に重なったために管末地区の通水が

遅れ，通7kが完了したのは翌 25日

(火)の午前 2時となってしまった。

したがってラ一番遅れた地区では実

に29時間にわたる

したことにでにる。

この間3 消防局ラ関係区や町内会

らの協力を励みにラ水道局挙げ

て通水回復に努力し?と。

る東京都。川崎市の許if水

神奈川県管工事協同組



第12章 21世紀の水道を目指して

合及び神奈川県トラック協会の応援を合せて 132台の応援事を得るととができたので，運搬給水

車は総数で 339台を投入するととができた。

今回の事故に当って，特に事故の状況と復旧の情報を入手することが非常に難しかったととか

ら，広報や運搬給水作業に苦しんだので，今後は事故時の情報伝達がよりスムーズに得られるよ

うに，東電側と協議を重ねた。また，東電側でも再度このような事故が発生しないように，難着

雪Pング等の保安対策を講ずるととになった。

今回の事故は，図らずも配水ブロックや調整センターの機能念どの大き念実験台となったとも

いえるが，比較的円滑に系統の切替えや水運用が行えたのも，不断に努力を重ねてきたこれら施

設の効用であることが確認された。また，台帳の整備は断通水時間の題縮に大き念力を発揮し

た。

とれら配水ブロック聞の融通体制の強化と配水池の容量の増加は，今後とも積極的に取り組む

必要がある課題である。その第一段として，昭和62年度から着手する新港南台配水池の予定容量

3万dはら万dに増強することになった。

との雪害事故による断水は，神奈川県内だけではなし 1都 3県で約 300万人に影響があった

ので，事態を重くみた厚生省では，連絡体制の強化と停電対策の整備を全閣の水道事業体に呼び

かけた。

各都道府県水道行政主管部(局)長殿

衛水第 116号

昭和61年5月9日

厚生省生活衛生局水道環境部

水道整備課長

停電時における連絡体制の整備及び停電に配慮した水道

施設整備の推進等について

水道の高普及時代を迎えた今日，水道が大部分の国民にとって生活用水等確保のため

の唯一の手段となっており，水道の給水制限や停止が国民の生活や都市の諸活動に与え

る影響は極めて大きなものとなっている。

去る 3月23日首都圏において，大雪と強風による送電線事故により，最長50数時間に

わたり電力供給が停止し，そのため，神奈川県をはじめ 1都 3県において24上水道， 4 

簡易水道で断水となり約300万人が影響を受けた。

今回の事態に際して，水道事業者及び水道用水供給事業者(以下「水道事業者等」と

いう。)と電気事業者との聞の連絡等が必ずしも十分で君主く，水道事業者等による応急

給水や通電後の迅速な通水再開に支障を生じた事例が一部に見受けられた ζ とから，特

に，下記の事項に留意の上所要の措置を講ずるよう，貴管下水道事業者等に対し，指導

方よろしくお願いする。

~jõ>，渇水時における体制の整備等については昭和49年 7 月 19 日付け環計第36号水道

環境部長通知により，地震時における体制の整備等については昭和田年1月4日付け環
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水第 3号本職通失lHとより p 既に指示しているととろて守あるので， これらも併せて考慮の

上停電時に備えた体制整備等に取組むよう指導されたい。

言己

電気事業者との連絡体制に闘し，次の点に配慮した点検及び整備・強化。連絡責任者の設置及び連絡系統の整備

2) 電話による連絡体制の確立

3) 水道事業者等からの電気系統の複旧に関する希望優先順位

4) 双方の施設配置等に関する情報の交換

的 停電時の双方の体制に関する情報の交換

2， 水道利用者に対する広報体制等の整備 e 強化。広域的右:停電時における水道利用者に対する

雪量 12-24 県下の停電の被害号状況

主主 12-25 県下の断水の被害状況

廃市海町老品村倉名市糸1 目警戸数4006戸)l1122I日H127日)5~}円24時口H2148間030 5 

綾瀬市

葉 山 町 8，800 24日 7:00---25日13:00 

寒川町J 12，200 23日12:30--24816: 00 

藤沢市 72，800 23 日 18:30~24 日 16:00 大磯町 1，200 24日 2:00~24 日 16: 00 

小国原市 2，600 24日 1: 30 ---24 B 22 : 30 二宮町 8，300 24日17:00~24 1:::119: 00 

茅ヶ崎市 57，500 23日12:30~ 24 B 16: 00 真鶴町

逗子市 18，700 23日24:00--24日18:00 愛川町 2，300 23日17:00~24 日 22:00

相模原市 71，700 23日14:40~23 日 17:10 J青川村 97 23 B 14: 00~2Ll 日 14:00

三浦市 7，000 24日12:00~25 日 5:00 城 山 町

秦 野市 125 23日12:46~ 23日18:27 津久井町 134 23 日 13:00~24 日 19 :00 

10，800 23 日 18:30~23 日 24:0。 相模湖町 1，400 24日 9:00--24日11:00 

藤 野 町 350 I 23日18:30--24日 7:00

6，800 I 23 日 18:30~2'1 日 3:00 Ir-一一一--1一一ττ了寸τコτコC_ 0Cττ一一一l 合計 659，851 I 23 B : 05~25 B 1.6: 00 

(注) 最終通水までの最長時間を示す。
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第12章 21世紀の水道を目指して

同の広報体制の整備・強化

2) 水道利用者からの問い合わせに対する応答体制の整備・強化

3. 水道事業者等の防災計画の充実等

地震，風水害等に備えた防災計画について，電気事業者の意見を参考として，電力供

給が停止するケースも想定した防災計画の策定・充実

4. 停電に配慮した水道施設と施設運用体制の整備

1) 送・配水系統，給水区域等の実態に郎した浄水揚，ポンプ場等の自家発電施設(保

安電力を含む。)の整備又は地域の条件に応じた電源の 2系統化， 2回線化の推進

2) 送・配水系統等相互間の連絡施設(隣接水道との連絡を含む。)の整備

3) 停電のない系統等の水道利用者の節水等により水道水の緊急融通を可能とする運

用体制の整備

3. 放射能汚染と水道

昭和61年 (1986) 3月23日の雪害事故で20万戸に及ぶ断水事故に悩まされた 1か月後，今度は

放射能の雨に脅かされることになった。

4月28日，スウェーデンで大気に異常に高い放射能(平常の 100倍)が観測され，同日ソ連で

は，ウクライナ共和国の首都キエフ市近郊のチェノレノブイ P原子力発電所で26日夜炉心溶融とみ

られる事故が発生し，放射能が大気に漏洩したととが報じられた。西側専門家筋によると， ζれ

は1979年(昭和54年)のアメ Pカ・ス Y一マイノレアイランドで起きた炉心溶融事故を上回る事故

と予測され，多数の死傷者が出たほか，周辺の住民が避難しているという報道も入った。

気象庁では，放射能を含んだ風は早ければ 5月1日にも日本上空に到達すると発表した。直ち

に，科学技術庁を中心とした対策本部が設置され，各県に対して放射能監視体制の強化を要請し

た。

神奈川県では，県衛生研究所の観測体制を強化し，本市では公害研究所が監視体制を強化し

た。水道でも県環境部，衛生部，並びに市公害対策局，衛生局と緊密な連絡体制をとるととも

に， 5月1日から原水・浄水について放射能検査を実施した。

厚生省では科学技術庁の資料をとりまとめ，ヨウ素 131を雨水で 3，000ピコキュ-9/.e以上

を検出した都県は福島，千葉，東京，神奈川，島根，岡山の 6都県で，水道水では新潟，石川，

岡山，島根の 4県でごく徴量が検出されたが，安全性に問題はないと発表した。ちなみに，飲料

水の暫定標準値は，原子力安全委員会が天水で 3，000ピコキュ-9/.eとしており，これを超え

れば躍過して使用するよう指導している。厚生省は，水道水・井戸は心配ないこと，雨水は念の

ため木炭等で穂過することが望ましいことを告げた。

その後， 6月6日に政府の放射能対策本部(本部長科学技術庁長官)は会議を開き，放射能

汚染はほとんど終息したとみて安全を宜言し，事故発生後40日を経て厳戒体制は解除された。本
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市水道としても 5月 l白から観測を続けていたが，幸い原 o 海水とも異常は検出されなかった

もののP 念のため月 1回の試験を昭和62年 3月まで、続行して確認を行った。放射能の調査につい

ては9 昭和29年 3月のピキニ環礁での水爆実験の後，測定器を購入して試験を行ったのが最初

で，第 2回目は昭和45年四月の中国で行われた水爆実験後に行いフ今回は 31耳目である。

いつ起るか分ら 7ないこのような地球規模の水質汚染に対しでも，いつでも対応できるように水

質管理体制を維持して給く ζ とが必要なことはいうまでもない。昭和61年11月には伊豆大島で三

原山の大噴火が起札島民全員が島から避難するという事態が発生したがうこのようにp ここ

，二年に起きた天災.又は水道K新しい課題を投げかけているようで、ある。

事務連

昭和61年 6月9日

各都道府県水道行政担当課長 殿

厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長

ソ連における原発事故による

の対応に係る資料の送付等について

標記については，政府の放射能対策本部を中心

どの放射能汚染へ

されており，

水等の放射能の監視が行われているととろであります。

ら月 8日までに当方が入手した資料等を931]添のとおりとりまとめたので送付します。

た;Js，各都道府県にあっては，下記の事項に留意いただくとともに当方との連絡につ

きよろしく御協力願いま
日
1
円
ト
凶

差一

nr

1。 雨水や水道水等の放射能の測定はラ

気象庁等により行われて治 L これら

と連携している32都道府県の衛研等及び

Lて科技庁が毎日とりまとめて

いる。

放射能調査の実施に際レてのラ分析測定時間等につい℃別紙-1のとおり p

から連絡されているのでョ測定値の検討に当たって留意されたい。

上記以外の地方の機関や大学の機関等において，

している例があるので，こうした状況の把握に努められ2 サンプノレの種類(雨水，

j邑原水，道7j'(等L採水箇所，采水日時9 測定機関名，測定方法p 測定値(測定値

の有効性に対する評価の方法についてのコメントを含む。)を当方にその都度連絡願

いたいとと。

2。 別添-1に記入した測定機関におりる

水場所市町村名，又は探水した水道名と るとともに

たいこと 0

30 都道府県内の

応されたいこと。

~ 

仁田E

8.54 
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昭和61年 5月 9日

厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課

ソ連I'U8ける原発事故による飲料水の放射能汚染への対応等

l。 ヨウ素 131の検出状況

(1) 雨水 (3，OOOpCi/ e以上の都県)

都県名

福島 県

千葉 県

京 都

神奈川県

島宇艮県 i

4.000 

岡山県 I 4，000 

(2) 水道水

3，000 

8，923 

(単位:pci/ 0 

5月5日

8，320 

10，000 (164) 

5，400 (2，200) 

(2，270) 

(1，200) 3，600 

新潟県ヲ石川県，岡山県及び島根県で検出されたとの報告があるが9 極く微量であ

り，安全性に問題はない。他の道府県の測定ではう検出されていない。

2. 飲料水に関する暫定指標値

原子力安全委員会が昭和田年に決定した「原子力発電所等周辺の防災対策についてj

による放射能対策暫定指標値はラ天水について 3，OOOpCi/ l とされ， ζれを超えれば

ろ過して飲用に供するよう指導する ζ ととされている。

3。 現状の評価

(1) 水道水及び井戸については，心配はたい。

(2) 雨水については，最高値のものを 2ヶ月間以上飲み続けないと許容線量に達しな

いがp 念のため木炭等でろ過することが望ましい。

4. 水道整備課の対応

(1) 天水についてはろ過することが望ましい旨9 関係者日県へ連絡

(2) 天水利用人口の把握〈約3，500人)

(3) 飲用に供する天水の測定に関する指導

① サンプPング方法に関する科学技術庁との打合せ

② 東京都ヲ長崎県，沖縄県への指示

東京都・一 000・e・切 …・…・ .0"0'00 …160~340pCi/ e 
長崎県ヲ沖縄県… 0・H ・H ・-…調査中

5. 今後の対応

(1) 科学技術庁等が行っている測定結果を見守る。

(2) 天水に含まれるヨウ素131の濃度が 3， gを超える場合には3 木炭等によ

るる過をすすめる。

天7J<:.流水などの放射能のある水をそのまま飲用に

供している地区に対する放射能対策について
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/厚生省公衆衛生局環境衛生部水道課長L

I昭和29年 6月 3日衛水第L12号 / 

どf放射能のある水を直接飲用に供している地区についてはフ放射能の危

える場合も考えられるので9 検査の結果，かかる危険性のある場合に

は，飲用水について次の如きろ過槽を使用い又天水の場合は降雨当初の雨水は捨てる

よう御指導願いたい。

な.i'3'， !O(料水の恕限度については，目下学界にて検討中であるがヲ

マイクロキュ~1)ー/立(約凶~~40カウント/分/立)以上のもの 月以

もの る。又水中κ含まれる放射能付:

よって証明されている。

についてガイが一刀ウンター

るが，求められるカウント数のみによって9 危険の有無な判断する乙と

で、ないG よってカウンター

ンター

Iまっキュリー単位にて検討の上p

例えば， 14カウント

22.2 ，~ 

40 

図

a 

b 砂

c 太炭 吸着している

しておくことが必要である。効率はカウ

るものvであるが，その効率についく

したけオ乞ば者:らない。

= 6. 

10. 

18， 

( ) 

( ) 

I) ろ過槽の作り

ドラム{ザ29四斗樽等の桶状容器

の蓋を打抜いたものを使用する 0

2 ろ

桶の底部に穴をあ

念どをはめ込みとれにゴム管を図

の如く装置する。

3 ろ材

小さ ましいつよく洗ったも

くなったものに

水をかけて消炭とし粉砕して;えきさ 1

使用する。活性炭を使用すれば 。。
して

しないためのものであ

る。

([0 

より



第12章 21世紀の水道を目指して

2 ろ過の速さはろ過効果に大君主る関係があるから次の標準より速度が大きくなら念

いようにゴム管の高さを調節する。

四斗樽(上部の直径約54糎)の場合...・H ・..… 1斗(約18立)の水が 1時聞かかっ

てろ過されるようにする(ろ過約2.5米/日)。

(注)桶の断面積が異る場合は次の計算式でろ過時間を出す。

日 0.173nf (4斗樽の有効断面積)
60分×

A (求める容器の有効断面積)

= その容器に対する l斗の水のろ過時間(単位/分)

4. 水道に税金がかかるのか

近年，森林の破壊や砂漠化念どにより，熱帯森林資源が毎年1，100万haずつ消滅しているとい

われ，森林保全は今や地球環境にとって重要な問題となっており，緑に対する関心が高まってき

た。

1985年(昭和60)は国際森林年と位置づけられ， ζの年の7月にメキシコで開かれた第 9回世

界林業会議では，森林資源の保全と適切な利用がテーマとして討議され，世界各国で種々の行事

が行われた。圏内でも国際シンポジウムや記念植樹などの行事が行われ，森林への関心が高ま

った。

森林は，人間生活環境を保全し，有形無形の恩恵を与えてくれる。水と緑と太陽と，そして地

球を含む大気一一これは地球上の生物にとってどれ一つ欠けてはならない大切なものである。

ととろで，昭和61年度の国家予算編成に当って，緊縮財政

下の財源確保策として，河川!と森林の整備に対する新たな財

源を水道に求める動きが強まった。すなわち，建設省から水

量の確保，水質保全，河川の環境整備を図るという理由で水

道等の事業者を対象とした流水占用料が，農林水産省からは

森林を整備し水源機能を確保するという理由で水道使用者等

を対象とした水源税が提起された。

これらは，当然ながら世論の反対で見送られたが，昭和62

年度の国家予算の編成に向って，今度は両省案を一体化した

森林河川緊急整備税という目的税を水道使用者等に課すると

いう構想と念って再び提起された。治山治水という国土保全

の基本施策と国民皆水道による文化生活の確保という基本政 (日本水道協会資料)

策は，ともに重要な国家施策であり，いずれも優劣をつけるべき性格のものでは念い。ともあ

れ，今回もまた，新税反対の世論の高まりの前にこの構想の導入は見送られた。
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表 12-26 r森林・河)11緊急整備税」構想と「水源税J' r流水古用料」構想の比較

¥守| 61 年度 国家予芥

森林a河川緊急主主備税(農水。建設省) 流水占用料(建設省) 7]( i原税(農水省)

(1) 深林諮備関係(農林水産省) 水量の確保、水質の保全、 荒れる森林を笠1illiし、将来に

ア ι 荒廃林等の復IFI森林主主備 河川l空間の環境慈備等の わたる森林の水源機能を確保

イ。複層林造成:等 ため するため

ウ.奥地水源林の主主備

[1 自j ム二.間伐と手

(2) 河)11必備関係(建設省)

ア.河川の改修、浄化等

ィ.グム、流iJG澗笠河川l等の準備等

ウ.砂防施設等のも欠fH百

水道用水、工業用水、発電用水等 水道用水、工業用水、主fUli 水道氷、工業用水、発電用水

7:~ 琴:
の最終需要者 (7.K1J発泡の場合 水、農業用水、7](力発電の :すの水イ史!+J者(炭業用水は採

は発電を行っている者) 各卒業首 悦対象としるい)

農業用水は除外
一一 ト一 一一一一一一一一 一一一一一一ーー…

斗i i面
水道用水、工業用水とも 水道府水、工業用水とも 水道水、工業用水とも

使用水量1m'当り 2，5円 7.K利権1凶当り1.2円 水手lJf1um'当り1.21'S 

回全体の増収額
1，170億円 775億円 550億円

(平年度ベース) (農水省 5吋 円 )
建設省 6701)~円

水道事業会計及 上水8億4，000万円

ぴ工業用水道事
二[，7]<.l{意合4計35090i4万8円，5 

業会計負担額 00万円

i'ti民i世会帯当り月初日円程度
市民l-Iit;市当り月以20円程度(飢山川00万円)横浜 rfj~(負担額 (被浜市全体川3，0川 1 上水3{意6，000万円

上水9億円、工水112:3，ωo万円
工水5，300万円

うち地方関与IJi等
農林水産省分の3/10→150億円 既得収入(県の収入)のIN地方議与税として

地方への還元額等
建設省分の1/4→1701:0:円 収分として 1401意向

320億円を地方公共団体に譲与 135億円

特別徴収義務者として、水道事業
特別徴収義務者として、水道

徴収方法
者が水道使用者7ケら徴収する。

事業者ーが水道使用者から徴収

ずる
一一一一一一

j切 IjJJ 10年 j切l浪なし 10年

V 新世紀へ・よとはまの水いきいき

1固 横 浜水道創設 100周年を迎えて

横浜の水道は，明治20年 に 日 本 で 最 初jの近代水道として給水開始し J以来市民ととも

に幾多の試練を乗り越え T 誕生時の給水能力 1日5，720m'も 1臼178万11fと飛躍的右:発展をとげ，

には創設100周年を迎えることになった。
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第12"言 21世紀の水道を目指して

との記念すべき年に当り 3 先人のJ3J績を讃え，更に新しい 100年に向ってこの市民共有の貴重

念資産が一層発展することを腐って 100周年記念事業を行うこととした。

このた札昭和60年11月に各界の有識者から念る横浜水道 100潤年事業委員会を設置し ε 笠61

合三 3月には横浜水道 100周年事業基本構想の市長答申を得た。

昭和61年 3月四日

横浜市長

細郷道一殿

標記につい

1 基本理念

横誤水道100周年事業委員会

石橋多聞

横浜水道 100周年事業基本構想について(報告)

重ねた結果9 次のとおり 得たので報告します。

横誤水道 100周年事業基本構想、

明治20年，我が国最初の近代水道は横浜に産声をあげた。泣代水道はs いま，

211ft紀の国際文化都市を目指し大きく羽ばたこうとしている横浜で 100周年を迎える。

横浜水道のこれまでの 100年は， 1市民皆水道J1安定給水の縫保」をテーマに展開さ

れ?都市の基幹施設として市勢の拡大，発展，市民生活の向上とともに歩んできた。

まさに?横浜の水道は日本の近代水道の鳴矢であり p また，都市の歴史を考えるうえ

での市民共有の愛重?な資産である。

近年9 水は緑とともに快適な都市環境の創造9 都市生活の質的向上に欠かせないもの

としてp 新たな関心の高まりを見せている。 ζれからの水道事業は 3 こうした市民の新

しいニーズに対応し， くみず〉を文化としてとらえる新しい視点からの活動が求められ

ている。

横浜。近代水道 100周年を迎える記念すべき年昭和62年年〉比市民とともに

ζれまでの 100年を振り返り，先人のアロンティア@スピ Fットを讃え，水道事業と水

への認識をさらに高める年としたい。それは即ち，新しい水道 100年のスタートであ

~ 1 まさに，新たな水文化への対応をめざす横浜水道新世紀の幕開けである。

2 基本計画

(1) 事業の名称 横浜。近代水道100年

(2) テーマ 新世紀へ@よ ζ はまの水いきいき

(3) 事業方針

① 創設 100周年を契機に，水道について広〈市民の理解と協力を得るとともに水

道事業のイメージの高揚及び活性化を図る。

② 17]くJを媒介にコミュニケーション活動を促進し， 21世紀の水のある豊かたく
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らしを展望していく。

③ 横浜水道を築きあげた人々に感謝をし，

して次の世代に引き継ぐことをアピールする。

実施計画

(1) 公式行事

「近代水道の創設は横浜から」という認識を高め， 100年の業績を市民とともに讃え，

新しい水道事業を創造する出発点として記念式典を挙行する。

(2) 記念施設

水道について市民の理解をさらに深めるため，水道と市民を結ぶコミュニケーション

の場として，横浜の新しいシンボルにふさわしい水とのふれあいの場となる施設を整備

する。

(3) 記念出版等

水道は，過去・現在・未来にわたる都市の基幹施設として永遠の使命を持っている。

100年の業績を語り，その精神を次の世代に手渡していくための出版等を行う。

(4) 広報キャンペーン

新しい 100年に向けて水道事業の理解促進，

ーンを多面的，かつ計画的に実施していく。

(5) 記念イベント

水道事業，水への理解を深めるとどもに，市民相互の連帯感の高揚を困るため，横浜

市政 100周年にさきがける活動の一環としての位置づけに立って，バラエティ豊かな参

加性のある楽しいイベントを展開する。

との市民共有の財産をより良きものと

3 

イメージの高揚につながる各種キャンペ

事業の推進

事業の推進にあたっては，全国レベルでの展開を考え，国及び関係団体との連携をと

りつつ，市民・有識者等の協力を得て，幅広い視野を持つ多面的な実行を図ることとす

4 

る。

横浜水道 100周年事業委員会委員名簿

国際オゾン協会会長(元東大教授)

横浜市議会第8委員会委員長

横浜市町内会連合会会長

横浜市福祉童話最優秀賞受賞者

横浜市助役(水道担当)

横浜商工会議所婦人会会長

日本水道協会専務理事

神奈川県管工事協同組合理事長

次

子

明
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第12章 21世紀の水道を目指して

との基本構想、に基づき局内に横浜水道 100周年事業実行委員会(委員長水道局長)を設け，

実施計画を検討し，全職員参加により市民とともに記念行事を展開するととになった。

一方全国的レベルとしても，横浜水道100周年は近代水道創設の100周年に該当することから，

その前段として，

昭和60年5月には，厚生省の企画により，全国各地の水道

施設を対象にして歴史的，技術史的，景観的に優れているも

のを選び近代水道百選として発表された。

翌61年2月には，厚生省の提唱により近代水道 100周年記

念行事委員会(委員長小林重一)が発足し，との機会をと

らえ，国民の理解を深めるため，シンボルマークと標語を決

定し各地の行事で近代水道 100周年の意義をアピーノレするよ

う要請した。

本市の記念行事のスタートとして，創設水

道の最大の功労者 H.S. Palmerの胸像を創

設浄水場跡地の野毛山に建立し， H. S. Pal-

merの誕生日に因み4月30日，パーマーの曾

孫，英国公使等多数の関係者により除幕式を

挙行した。

当日は幸い晴天に恵まれ，美しい緑の庭園

風景の中で故パーマーの偉業をしのんだ。

近代水道 100周年シンボルマーク

100周年の100の中に水道の水の字を各戸

に引く水道管の流れに白抜きし， 100年

の歴史の流れと生活文化の飛躍向上をイ

メージしたマーク

標語『水道がしあわせ広げた一世紀』

5月 3自には，第35回横浜田際仮装行列に ノいマー記念像除幕式(胸像を周むパーマ一家の人々)

水にちなんで無色透明なる意から白一色によるフロートの参加を行い， 6月 1日;からの全国水道

週間に合わせて横浜水道記念館を公開した。との記念館は，戦中戦後の混乱期に進められた第4

囲拡張工事により建設された旧西谷浄水揚管理棟を改修したものである。またさらに周辺を多少

整備して「いといの広場」として開放した。

横浜水道記念館の開館記念式典会場
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市民代表による水源地感謝訪問の出発式

(昭和62年 9月21日)

横浜水道γ ンポノレマークの審査会

862 

7月には水源地との交流行事として 3 地元

とのゲートボーノレ大会を開催した。

8月には未来をになう子供を中心とした

「水の祭典(ウォーター@カーニパ、ノレ)Jを2

日間にわたり多数の市民の参加をえて付つ

た。

9月?とは 100周年記念映画アグアの

一般公開するとともに，

久井町に創設記念噴水塔のレフ。 Pカな 100年

記念として寄贈設置じ， 10月17日には横浜新

都市ホールマ了全国的式典を挙行した。

E王子ヒ，!fJT しい 100 スタートを記念L

たシンボノレマークの決定ジ書画写真コンター

ノレ3 な 行った。



i/ンボ、ノレマーク選考委員

委員長 柳原良平

委員 新井恵美子

委 員 今井喜久麿

委 員 石原克己

委 員 子申**智博

イラストレーター

横浜水道 100周年

事業委員会委員

デザイナー(横浜商

工会議所専門指導員)

元水道局長

水道局長

2. 新しい 100年に向けて

第12章 21世紀の水道を目指して

横浜水道シンボAマーク

横浜の rYJと「水」を組み合わせ，創

設水道のシンボルマークである噴水をイ

メージ化し，さらに新世紀への未来者f市

創造と，水の躍動感を図案化した。

探語「新世紀へ@よ ζはまの水いきいき」

近代水道とは有庄の管路で給水する水道であり 9 水道の 3大発明は鋳鉄管@砂穂過そしてポン

プだといわれている。そのJ意味で、は 3 相模mでポンプ湯水をし鋳鉄管で44k砲を導水のうえ，野毛

山治水揚で砂鴻過をして市内に給水をした創設水道はヲ近代水道そのものであった。だがこの新

しい水道投A術を守り育てて9 今日の横浜水道が築かれるまでには多くの変遷を経?なければならな

かっttc

浄水方法は創設当時，当然の ζ と念がら緩速穂過j去であった。その管理技術を体得し，それに

基づいて大正4年に竣功した第 2回拡張工事は，緩速i慮j品法の一応の技術的完成を示すもので、あ

ろう。大正14年には震災復興工事により西谷浄水揚て常J草稿過法が採用され，水処理方法のうえ

です「しい時代に入った。第2次大戦後も急速路過法をベースとしつつ，昭和30年からは高速沈澱

池や傾斜板沈澱池を採用L，前塩素や活性炭の注入設備を設け，最近は中塩素注入を行う等簡単

な高度処理も付け加えている。

導送配水など水の輸送面においては?横浜水道の特徴として導水距離の長いことがある。その

ため創設当初から多くの陸道や水路橋などの構造物を必要とした。そのうえ年を経るに従って道

志]11'相模湖@馬入川さらに酒匂川系の企業団受水など新たな水系が次々に加わった。また市内の

地形は丘陵地が多く複雑で、配水には困難が多し給水区域が拡大するにつれて配水池やポンプ所

が増加した。水の輸送面での管理は複雑多岐にわたりラこれらの問題を解決するため昭和46年から

調整センターを中心とするブロックシステムがつくられ， ζれをもとに現在管理が行われている。

とのよう念経過を経て近代水道 100周年を迎えたのであるが，今日でも横浜水道は将来に向け

て解決しなければならない多くの課題をかかえている。

日 安定給水の確保

近代水道創設 100周年に当る昭和田年。 ζの年3 関東地方は冬季の降雪量と 4月， 6月の降雨
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量が少なかったため渇水とえ主り，東京を始め各地て、給水制限が待われた。神奈川県においても棺

白酒匂両河川!の流量が減少Lて貯水池の水位が低下し，ととに相模@津久井両湖はそれが著し

かった。そのため 4月24日から各水道事業者は 5 の取水を制限し， その後制限率を逐次強化す

るとともに 3 東京分水の削減，そして比較的余裕のあった酒匂川からの振替取水を実施し

た。梅雨季の 6月末になっても降雨量は依然として少なく 7月 6日には県下一斉に「節水のお

願い」のチラシを新聞折込み、として配布し，大口の消費者には特に文書をもって協力を依頼し

た。幸い市内の給水需を行うには至らなかったものの本市では緊急措置として原水を含めた企

業団からの取水を最大限に活用する一方，谷ケ原では相模湖の取水を全く行わなかった。昭和48

年の石法i危機を契機に水需要の伸びが鈍化し，安定していた水需給の状況は， とのとどろしは、し

よって脅かされている。

との 100年間， どん念方法で水源を確保してきたのだろうか。パーマ、ー

水道の計画に当って，水源を多摩川にするか相模川にするか，或いはもっと近くの鶴見)1トヤI1准子

川にするか比較検討しているが，それは必要た水量を確保するにはどとまで取水口を

K求め右:りれば右:ら右:いかの調査であった。すなわち当時の解決方法は遠距離導水だった。

その後昭和10年頃にたると，河川表流水を

そのまま取水する ζ とが限界となってきた。解決策としてダム

から取水し自然流下で導水がなされた。河川流量の多い時に水を貯え，少ない時にその貯水を使

う，いわば距離の要素に時間調整という新たな要素を加えて解決したのである。さらに昭和40年

頃には城山ダムを建設し，ダムから放流した貯水を途中で農業用水等に利用L，下流域の水量を

も含めて河!ごiの寒J11で取水L，ポンプを使用して水量の確保に努めた。単純にダムの71<:を利用す

るのではなく，再利用と集水流域の拡大が行われたのである。昭和44年には神奈川県内広域水道

企業団を設立し相模川水系のみえ主らず酒匂川水系へと 右:わちダム

下流取水ョさらに加えて複数の水系を利用した広域化の実施で、ある。

そし 将来の水源として再び相模!Ii水系に宮ケ瀬グム さオ乞ている。 EEム

どのよう友も えられるだろうか。

水道界全体として昭和一159年現在，水道水源の32. がダムからの取水てごまかなわれており，ダ

ム建設が水源確保の柱となっている。だがダム建設の適地が次第に少なくなり 9

悪い渇水ダムの構想も現実性を帯びョ地下夕、、ムの研究も関心が持たれている。また ζ の頃は全国

のどとかで渇水が生じる一方，他の地方、では有り余る降雨に悩まされノるという極端君主例も生じて

いる。そとで水を一地方のものとしてではなく，出来るだけ広範閏に相互に利用出来るようなシ

ステムの実現も望まれている。だがとうした水資源の開発にも|限りがあり，節水を押し進めるべ

きだとの考えも
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この場合の節水にはf ることのほか，

さらには雨水の利用のようなものまで含まれている。また一一

くなったかに見える海水の淡水化も将来の可能性を残している。



第12章 21世紀の水道を屈指Lて

2) おいしい水

近代水道の使命の一つは水系伝染病の予防にあった。創設時の沈j民謡過そして昭和10年代に

加わった消毒と h う一連の水処理方法によってとの目的は完全に達成された。

その一方s 水処理には水源水質との関連で幾多の岡難念問題を経験してきた。パーマーは相模

; I iの水質について濁度やアンモニアなど工2項目の試験をし p 少量の粘土分があるものの色も臭い

も念く「良味ノ清水」と報告している。だがその後明治三に取入口を道志I!Iに変更するさい，

鉱毒流下の恐れのある上流の銅鉱山に多額の補償金を支払い特許権を放棄させたり 9 また大正5

年には道志村ドこ水源林を購入する念ど水源水質の保全に心を砕いた。 ら昭和の初めにかけ

てはp 主に高器j度水の処理が大きな関心事であった。台風時には水源地方で崖崩れなどがあると

幾日も濁水が続色沈澱処理が不充分念ため緩速漉過池は閉塞した。大正10年頃から硫酸バン土

されるように念ってかなり改善されたものの 9 時主rr襲う高濁度はその後の急速i癒過池の採

用を促す大き友要因であった。昭和49年までは道志JI!の表流水を緩穂過池と J急速臆過池で処理

する時代が続いた。

昭和24年からは相模湖の原水が新たに加わった。ダムが完成じて暫くの聞は貧栄養湖として特

に問題も生じなかったがフ昭和30年代に入ると流域の人口増加や都市開発が進み罰生活排水7 工

場排水9 畜産排水等がダムに流れ込み富栄養イl;して，生物の異常繁殖を招き，西在海水等で時過

障害が起きるように念った。その対策として?原水に対し硫酸銅による殺藻処理や前塩素処理が

試みられた。最初の前塩素処理が行われたのは昭和33年西谷においてである。昭和Ll0年からは津

久井湖からの原水も相模JlI下流の寒)i iで取水を始めた。小雀浄水揚には当初から出j塩素処理設備

を備えていたが9 昭和42年夏季には微生物による躍過障害とアンモニア性窒素の増加のため前塩

素処理が初めて行われた。 昭和40年頃からは相撲，津久井i商湖で底層水が停滞するととによって

起る酸素欠乏状態の水に p 底泥のマンガンが溶出して原水中のマンガンが急激に増加した。その

ため昭和43年からは常時前塩素処理をするようになった。

昭和49年頃になると水道水中のトリハロメタンに発癌性があるとの問題が起ってきた。衛生学

的安全を保証し，水処理を効果的に行う上で重要な役割1]を長い間果してきた塩素処理に起因する

だけに事は重大で、あった。横浜ではト Pノ、ロメタンの対策としていくつかの方法の中から特に中

塩素に重点を置いて数々の実験と研究を行った。トリハロメタンの低減を出来るだけはかりつ

つ，マンガン除去が可能かどうかが鍵であった。幸いこの効果が確かめられ昭和6J年からは全て

の浄水揚が中塩素に切り替えられている。

活性炭注入については昭和46年に小雀海水揚において設備され主に合成洗剤等の対策に用いら

れ，また昭和59年度末からは相模湖系の原水に対しても設備が施された。

ζ うして徐々に沈殿 1慮J晶，消毒という基本的水処理方法に高度処理が加わりつつある。

水源水質の汚濁は横浜だりではない。殊に昭和40年頃からは全国的に公害による水質の汚濁が

問題となり，水質汚濁防止法の制定などによって対策が強化されてきた。本来水源水質の汚濁対
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策は，発生源において処理するのが最も望ましいが，それを完全に実施するのは困難な現状にあ

る。そとでやむなく高度処理を採用する水道が増えている。

一方，消費者のニーズは単なる安全な水からさらに進んでおいしい水へと変化した。これに応

えるためには，あらゆる用途に対して画一的な海水方法を行っている現行のシステムを改め，飲

料水を中心とする少量の高級友水質水と，他の用途に使用される大量の低級な水質水とを分離し

て給水する，いわゆる二元給水の必要性が一部で論じられるようになった。

3) ライフラインの確立

パーマーが創設水道の建設に当って，最も重要視したものに地震対策がある。彼は横浜が日本

でも地震に弱い地脈の上に存在しているとして，地震に経験のない西欧人の感覚で水道施設を建

設するととの危険性を指摘し，最大の注意を払ってととに当った。それにもかかわらず，大正12

年の関東大地震で野毛山浄水場は壊滅し，多くの配水管が破損して市内は長期間にわたって断水

した。との時の惨状を内務書記官は「飲料水なく，擢災民は天を仰ぎ口を聞き，際雨を吸いつつ

あり」と報告している。その後も昭和20年の大空襲，昭和39年，昭和42年の渇水，昭和61年の雪

害による大断水等によってヲイフラインとしての機能を脅かされた。

この間，南関東大地震69年説やJlliIJ奇を中心とする多摩川下流域地震さらに東海沖地震等，相次

いで地震発生の可能性が発表され，従来のように「いつか起るであろうが，いつ起るか分からな

い」仮想的地震ではなく， r近い将来現実に起る地震」を相手に具体的な対策立案を余儀なくさ

れた。こうしたととを背景に現在，道志)11，相模湖系統の導水施設の補強，市内の老朽管の取替

え，配水池の緊急遮断弁設置，循環式地下タンクの設置等の対策が行われている。

最近の都市機能の充実には著しいものがある。しかしその充実した機能がひとたび危機に瀕し

た時の社会的混乱には，想像を絶するものがあるに違いない。水道についても使用出来ない水洗

便所や消火栓，冷房の止まった高層ピルやコンビュータルーム等々，断水が引き起す災害は図り

しれない。

水道界においては関東大地震以来，過去の幾多の経験とその時の新しい理論をもとに施設の耐

震性の強化に努めてきた。過去の災害では浄水場等の池状構造物は一般に大きな被害を受けてい

ないが，管路については相当の被害を受け大きな断水を生じている。元来水道施設は広範な地域

にわたって各種の構造物や管路が存在するものであるから，全ての施設を完全に耐震的にするの

は不可能である。従って水道施設全体を有機的に捉え，施設の相互連絡を図ったり，重要なしか

も復旧の容易でない施設については大きな安全率を採用する念ど，必要最低限の給水を可能にし

なければならない。また不幸にして災害が発生した時の水運用や応急給水そして応急復旧につい

て， 日頃準備しておく ζ とも大切である。

以上水量e 水質そして災害の 3点にしぼって横浜水道が抱えている課題を考えてみた。とれら

はいずれも狭隆で，資源に乏しく，地震の頻発する国土にあって，しかも人口の集中する首都圏

横浜が避けることの出来ない問題である。

866 



第12章 21世紀の水道を目指して

そして， ζれ等の問題に取り組むためには，かなりの財源も必要である。創設以来，水道財政

をめぐって，いろいろの議論がなされて来たものの，つまるととろは「水」の価値をどのように

考え， どζ までのサーピスを考えるかに帰するのである。 ζれ等の問題解決に向けて，将来どの

ような展開になるかを，予測するととは極めて難しい。

ノfーマーの指導のもとで近代水道が創設されてから一世紀がたった。その殆どの聞は欧米の技

術導入とその消化に力が注がれてきたのでは念かろうか。だがとれからは，単君主る外国の模倣や

技術導入だけでは問題の解決は不可能である。明治以来近代化を推し進め，経済的にも技術的に

も彼我の格差が縮小した今，日本の風土にかない，横浜の置かれた地域的特性を生かし，社会的，

経済的そして技術的に調和のとれた横浜水道を築かなければなるまい。パーマー以来の近代水道

の枠を超えた新た念水道システムの創造とそ，み念と横浜の水遣に課せられた責務である。

今後，横浜水道の新世紀に向かい多くの若人が自信と信念をもって新・水道システムの創造に

寄与せられんととに夢を託したい。
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1 .水道事業関連年表

西暦 年 号 全国水道事情 横 J兵 オく 道

1853 嘉永 6年

1854 安政元年

1857 " 4年

1858 /1 5年

1859 /1 6年

1863 文久 3年

1867 慶廃 3年

1868 明治元年

1869 /1 2年

1871 /1 4年 玉川lを水i告とする民閉会社経営の木樋

水道工事に着工，明治 6年完成。

1874 /1 7年 水質試験ν 司薬場(国立衛生試験所の 木樋水道会社経営難に陥り，一切の事

前身)で、始める。 業を神奈川県に引き渡す。

1877 11 10年 県費をもって木極水道の大改修に着工，

明治12年完了ヲ通7)(。

1883 /1 16年 神奈川県はへンリー・スベンサー・ノマー

マーと 3か月の契約てい近代水道の設計

を委嘱。

4月横浜水道工事報告書， 5月第二報

告書を提出。県はこれに基づいて内務

省に横浜水道工事の申請書を提出。

1884 /1 17年 創設事業認可。

1885 11 18年 4月パーマーは技師等4名を連れて一再

度来日。創設工事着工。
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横 J央 一円1 政 ネ土 会 止j血同 母プ乳コ 年 τ口7 西暦

百数戸の寒村 1 ペリー浦賀に来航。 嘉永 6年 1853 

横浜応接場が完成(現在の県庁f寸i/j:)守 日米和親条約調印。 安政元年 1854 

日米両国代表が会見。 大地震あり(安政2年)。

日米条約(下回協約)調印。 11 4年 1857 

開港地建設検討開始。 幕府日米修好通商条約・貿易章程に調

十印(この年蘭・露 a 芙・仏とも調印)。

安政の大獄始まる。

横浜開港。 幕府神奈川・長崎・函館 3港での自由 11 6年 1859 

この年9 商人会所生る。 貿易許可布告。

横浜村を横浜町と改称(海辺通・北f中
通・本町・南仲通。弁天通の 5筋)。

外国軍隊9 居留民保護を名目に横浜上 下関事件。 文久3年 1863 

陸。 幕府英仏守備兵の横浜駐屯許可。

ヘボン博士が英語塾開校。 薩英戦争。

将軍慶喜大政奉還を請う 慶鹿;3年 1867 

横浜町の人口28，589人となる。 王政復古の号令。 明治元年 1868 

吉田橋~日本橋間乗合馬車開通。 東京選者目。 11 2年 1869 

横浜郵便役所(郵便局)設立。 廃藩置県の詔書。 /1 4年 187J 

戸籍法公布。

板垣退助ら民選議院設立建白書提出。 11 7年 1874 

横浜にコレラ発生。明治15年流行。 西南戦争(l~ 9月)。 /1 10年 同77 I 

/1 16年 1883 

/1 17年 1884 

太政官告Ij度廃止，内閣制度設置。 /1 18年 1885 

府県南Ij及ぴ郡制公布。
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西暦 年 号 全国水道事情 ヰ黄 浜 水 道

1886 明治19年

1887 /1 20年 閣議「水道公営の原則」を決定。 5月山下町に横浜水道事務所開設。 6

英人バルトン来日，内務省衛生局技師 月横浜水道給水規則9 横浜水道共用栓

となる。 規則及び横浜外国入居留地給水規則施

国内鋳鉄管製造始まる。 行。 9月近代水道工事完成(計画給水

中央衛生会は，上水道が伝染病対策の 人口 7万人，計画1日最大給水量5，720m"，

基本であることを表明。 工事費107万5，000円，水源は相模川，

野毛山貯水場新設)。

10 月 17 日市内給水開始。 J~21年までに

横浜駅(現桜木町駅)前に水道創設記

念噴水塔を建設。

1888 /1 21年

1889 /1 22年 函館水道完成(日本人設計の初め)。

1890 11 23正手 水道条例公布(法律第 9号)。 2月水道条例公布。 4月憤浜水道が県

から横浜市に移管される。 6月水道事

業独立採算の基本線を告示。

1891 11 24年 長崎水道完成(夕、ム水源 1号)。

1893 11 26年 2月10日創設水道の功労者パーマ一死

去 (54歳)。

1895 11 28年 大阪水道完成(条例盗用 1号)。 水源を道志川に変更する工事に着工。

1896 11 29年 河川法制定。

1897 " 30壬F 第 1巨|拡張工事完成及び国庫補助許可。

取入口変更工事完成(青山取入口から
取水開始)。

1898 11 31年 東京水道完成。 第1回拡張工事費公債募集。第 1回水

道料金改定。第 1回拡張工事着工。

1901 11 34年 神戸水道完成(明治33年)。 第1回拡張工事完成(計画給水人口30

万人，計画 1日最大給水量24，520m"，

工事費190万2，000円。川井浄水場新設)。

初めで市内に給水出張所設置。

1902 11 35年 東京水道硫酸アルミニウム使用(明治 横浜水道事務所の名称を横浜市水道局

36年)。 と改称。

1910 11 43年 第2回拡張工事精工。
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十黄 j兵 市 政 社 d玄ι丈 1育 勢 年 号|西暦

|明特校令臨時令 明治19年 I_~蹴

11 20壬1三 1887 

ノマーマーの計画と監管により横浜築港 11 21年 1888 

開始。

市政施行人口116，193人 市役所本 帝国憲法発布。 11 22年 1889 

町 1-Jー自に開設。 東海道線全線開通。

東京~横浜間電話開通。 第1回衆議院総選挙，第 1回帝国議会。 11 23年 1890 

電灯点火。

コレラまたもや流千子。 11 24年 1891 

ガス局市営化きれる(明治25年)。 三多摩郡東京府となる。 11 26年 1893 

日清戦争(明治27年)。

生糸検査所設立。 臼j青講和条約締結。 I! 28年 1895 

港湾主主備第 1期工事完成。 I! 29年 1896 

I! 30年 1897 

県測候所天気予報開始。 民法全面施行。 I! 31年 1898 

第1次市域拡張。 I! 34年 1901 

日英同盟調印。 I! 35年 1902 

日露戦争(明治37年~38年)。

第2次市域拡張(明治44年)。 11 43年!附
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西暦 年 下口7 全国水道事情 横 浜 水 道

1912 明治45年 京都水道急速癒過法採用。 横浜市水道給水条例公布。

1913 大正 2年 水道メータ一国内製造開始。

1914 /1 3年 鋳鉄管規格作成。

1915 /1 4年 第2回拡張工事完成(計画給水人口80

万人，計画 1日最大給水量89，000ni'，

工事費702万5，000円，西谷浄水場新設)。

1916 /1 5年 液化塩素国内製造開始(大正6年)。 道志水源かん養林約2，800町歩を買収。

1918 /1 7年 野毛山貯水場に水質試験所を設置し水

質試験開始。

1921 /1 10年 水道条例改正(地方長官に一部権限委 水道料金取扱いのため郵便局振替口座

任)。 に加入。

1922 /1 11年 塩素注入設備設置始まる(東京・横浜)。 瓦斯局と合併して横浜市水道瓦斯局と

なる。

1923 /1 12年 9月1日関東大震災起こり，市内焦土

と化し野毛山貯水場等水道諸施設壊滅。

1924 /1 13年 復興進行し，給水工事新設の申し込み

殺到，横浜市水道給水工事施行規定を

制定し，請負工事制を採用。

1925 /1 14年 初めて塩素滅菌を実施。横浜市水道瓦

斯局から分離独立し，再ぴ横浜市水道

局となる。

1926 /1 15年 江の島水道ヒューム管採用。 船舶給水事業市営開業。

1927 昭和 2年 組合制水道始まる(笠の原)。 市内給水区域の拡大に伴い給水課を設

置し，市内に 6出張所を開設。

1929 /1 4年 東京水道硫酸銅使用。 震災復興事業完成。

1930 /1 5年 高級鋳鉄管の国内生産開始。 第3回拡張第 l期工事着工。水量不足

のため維子川から揚水(夏季中28日間)。

1931 /1 6年 社団法人「水道協会J発足(昭和 7年)。 8月大島臨時揚水及び、南村加圧ポンプ

下田町水道で石綿管採用(昭和 7年)。 運転開始。集金制度。電気溶接鋼管使

用。

1936 /1 11年 国産型水道メーター(甲W型)製作開始。
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十黄 J兵 子台 政 相: ムコエ 1育 勢 |年 号|西暦|

明治45年 I 1912 

大正 2年 1913 

( 第:次大戦参戦。 11 3年 1914 

" 4年 1915 

!I 5年 I1916 

I! 7王手 1918 

市，横浜電気鉄道買収，市電となる。 労働争議相次〈ぜ。 I! 10年

銀行合問。

関東大震災死者 21，384人 関東大渓災。 I! 12年

全焼 62，608戸

震災復興に全力をつぐす。 婦人参政権運動高まる。 If 13年 1924 

治安維持法公布。 I! 14年 1925

ラジオ放送開始。

野毛山公園開設。 日本放送協会設立。 I! 昨 1926

第3次市域拡張。区制施行(中。磯子・ 第 1.):山東出兵。 昭和 2年 1927

神奈川。保土ヶ谷・鶴見)。

I! 4年 1929 

世界恐慌。 I1 5年 1930

満州事変起る。 I! 6年 1931 

ム26事件起る。
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西暦 年 号 全国水道事情 横 j兵 水 道

1937 昭和12年 水道行政厚生省主管となる(昭和13年)。 第3剖拡張第 l期工事完成(計画給水

国家公衆衛生院設置(昭和13年)。 人口 75万人，計厨 l日最大給水量

187，500m'，工事費465万6，000円)。

鶴見配水池完成。

第3闘拡張第 2期工事着工。水道創設

50周年記念祭実施。

1940 " 15年 砂型遠心力鋳鉄管の国内生産開始。 第4回拡張第 1期工事着工。

河水統制事業開始。

6月東京水道渇水のため応援。

1941 " 16年 阪神上水道市町村組合誕生(用水供給 第3回拡張第 2期工事完成(計画給水

事業の始め，昭和17年)。 人口 82万人，計画 1日最大給水量

303 ， 400m'，工事費182万7，000円)。第

4回拡張第 2期工事着工。相撲夕、ム着

ヱ(神奈川県)。

1944 " 19年 水道メーター隔月点検，料金2か月分

集金制となる。沼本ダム完成。

1945 " 20年 G，H，Q塩素消毒強化指令。 5月空襲により市内給水装置壊滅。

1946 " 21年 物価統制令水道料金も適用。 11月より 28年までインフレによる水道

料金改定を頻繁に行う。

横浜水道従業員組合結成。

1947 " 22年 水道条例改正，上下水道厚生省所管。 相模ダム完成(有効貯水量4，820万IIf，

工事費 2億3，400万円)。

1948 " 23年 建設省設置，河川法所管。 職員厚生会部立。

厚生省公衆衛生局に水道課設置。

1949 " 24年 厚生省設置法により水道業務一切を所 給水工事請負工事庖登録制実施。

管。 7月相模湖からの分水開始のため大島

厚生省飲料水検査指針作成(昭和25年)。 臨時揚水ポンプ場廃止。

1951 " 26年 モルタルライニング鋳鉄管の製造開始。 相模原沈澱池完成(総貯水量88万

3，000m')。

1952 " 27年 水道料金統制廃止。 健康保険組合独立(昭和28年)。

地方公営企業法施行。

1954 " 29年 水道維持管理指針制定(昭和28年)。 第4回拡張工事完成(計画給水人口99

ダクタイル鋳鉄管園内生産開始。 万 6，000人，計画 1日最大給水量

468，000m'，工事費20億9，000万円)。
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横浜南政 社会情勢 年 号 l西麿

港北ー戸塚区新設(昭和14年)。 日中戦争一起る。 昭和12年 1 1937 

c
 

月叫日エ一一同国一一一寸ヂf
 

独口
U /1 15年 1 1940 

L 

市防火改修計画作成。 日ゾ中立条約調印。 11 16if'. 1941 

東京港開港。 太平洋戦争。

宿区新設(昭和18年)。

西区新設。 学童疎開始まる。 東条内閣辞職。

カ、、ス局廃止。 本土爆撃。

横浜大空襲-0;>ッカーサーヲニューク 原爆投下。終戦。

ランドを指令部とする。 ミズリ一号上調印。

市労連結成。 第1凶メーデー。

伊勢佐木町復興祭(ミス横浜選出)。 日本国憲法令公布。

戦後初]の市長選。 憲法施行。 11 22年 1947 

金沢区誕生。 経済安定10原則。 11 23年 1948 

日本貿易博覧会(野毛，反町)。 ドッジ勧告(1ドル360円)。 I! 24年 1949 

鶴見大橋誕生。 シャウプ税制。

本市人口 100万人を突破。 朝鮮戦争勃発(昭和25年)。 11 26年 1951 

野毛山動物園開因。 日米安全保障条約調印。

氷)11丸アメリカ航路再開。 日米行政協定調印。 11 27年 1952 

平和球場となる。 サンフランシスコ条約発効。

開国百年祭。 ビキニ水爆実験勺第五福竜丸被災。 1; 29年 1954 

区制25周年。 洞爺丸事故。
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間暦 年 「ロJ 全国水道事情 横 j兵 オ〈 道

1956 昭和31年 塩化ビニール管採用(東京，昭和30年)。 第5回拡張工事着工。

京都水道二段漉:過法採用。

水道協会が日本水道協会と改称。

工業用水法施行。

1957 11 32年 小河内ダム完成。 工業用水道建設工事着工。

水道法公布。 水道創設70周年記念式典挙行。

公営企業金融公庫開設。 水道法施行。

1958 11 33年 下水道法制定。 水道法施行に伴い給水条例改正。

工業用水道事業法施行。

1959 11 34年 '7l<道維持一管理指主-卜」改定。 全国第 l回水道逓間開催。

1960 11 35年 全国水道普及率50%を超える。 工業用水道(創設)建設工事完成(ヱ

事費13億円)。給水開始。

1961 11 36年 水資源公団法等制定。 第5回拡張工事完成(計画給水人口120

愛知用水完成。 万人，計画 l日最大給水量564，000m'，

プラスチック製メータ一生産始まる。 工事費28億2，100万円，鶴ケ峰浄水場新

傾斜板沈澱池採用始まる。 設)。

全日本水道労働組合結成。 相撲川総合開発事業精工。

第6回拡張工事着工。

臨時導水増強工事着工。

1963 11 38年 シールド工法開発。 腕時導水増強工事完成(川井浄水場改

造)。

196'1 11 39年 全国的渇水。 新潟地震による水道復旧に応援。

全国的渇7](，横浜市では寒川取水で急

場を切り抜ける。

1965 11 40年 「公害審議会」に水道の広域4化と経営 第6回拡張工事完成(計画給水人口138

方式を諮問。 万 1，000人，計画 1日最大給水量

地方公営企業制度調査会「地方公営企 842，000m'，工事費76億9，400万円，ィ、

業改善に関する答申」を出す。 雀浄水場新設)。

地方公営企業法一部改正一管理者の権 城山ダム完成(有効貯水量5，120万nf，
限の強化(昭和41年L 工事費98億9，4∞万円)。

日本水道工業団体連合会発足(昭和41年)。 第7回拡張工事着工。

1969 11 44年 上水道高料金対策借換償制度創設(昭 水友会の設立。

手口43正:=-l。 神奈川県内広域水道企業団設立。

琵琶湖「カビ臭」発生。 創設事業着工。

工業用水道との誤接事件発生。
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横 j兵 市 政 ネ土 Aコ企エ与 情 勢 号 西暦 i

サンジェゴ市と都市提携。 国連加盟。 昭和31年 1956 

政令指定都市となる。 目、/~交回復。

i 横浜国際港都総合基幹計函。 国連安保理非常任理事国。 11 32年 1957 

横浜開港100年祭。 ジェトロ発足。 11 33年 1958 

サンジェゴ市と姉妹都市となる。

根岸湾埋立開始。高島屋間底。 貿易と為替自由化方針決定。 11 34年 1959 

横浜新道開通。 伊勢湾台風。

横浜市役所新築。 岩戸景気。

{ムリヨン市と都市提携。 新日米安保条約@行政協定調印。 11 35年 1960 

11 36年 1961 

OECD加盟。 11 38年 1963 

ダイヤモンド地下街閑居。 東京オリンピック開催。 11 39年 1964 

根岸線(桜木町~磯子)開通。 新潟大地震発生。

「新しい都市づくり(六大事業計画等)J 大型景気(イザナギ景気)始まる。 11 40年 1965 

発表。

市の人口200万人突破(昭和43年)。

地下鉄 l号線着工(昭和43年)。

港南，旭， ~.頼谷，緑分区14区となる。 昭和元禄ブーム。 11 44年 1969 

東名高速全面開通。
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西暦 よ:"f. 号 全国水道事情 横 浜 オぇ 道

1970 昭和45年 「水質環境基準」制定。 相機川高度利用事業着工。

r 7J'(質汚濁防止法」制定。

「赤水対策」策定。

1971 11 46年 「環境庁」発足。 第 7[毘拡張工事完成(計画給水人口 197

「建設業法」改正一水道施設工事部門 万 2，000人，計悶 1日最大給水量

;1主力日。 1 ， 268 ， 000 n1，工卒費154億5，000万円)。

第 8回拡張工事着工。

1972 I1 47年

1973 11 48年 「水;京地域対策特別措置法」制定。 水道利用加入金制度を導入。

第 1図アジア水道会議(バンコク)。

全国的渇水。

1974 11 49年 厚生省「水道環境部」発足。 企業団の一部給水開始。

浄水場奇定施設となる。

1976 11 51年 沈i殿， 1慮jsiJ}j(fl，設特定施設として追加。 第 l次浄水施設整備事業務工。

1977 11 52年 「水道施設設計指針解説」策定。

1978 第120討水道国際会議京都開催。 l 福岡問常渇水状態となる。

三保ダム完成(有効貯水量5，450万m¥

工事費815億1，700万円)。

宮ヶ瀬ダム工事基本計図告示。

1979 「耐震工法J I異臭味対策」策定。 企業団の創設事業完成。

1980 11' 55年 第 E図拡張工事完成(計画給水人口299

万人，計四 1日最大給水量1，'180， OOOnl'， 

工事費579億9，100万円，西谷浄水場改

造，配水のフやロック化を実施)。

導水施設整備事業配水拠点整備事業

着工。

企業団の相模川水系建設事業着工。

1981 fl 56年 厚生省トリハロメタン対策通達。 配水管整備事業て、耐震給水ルートと循

上水道一般会計出資債創設。 環式地下貯水タンクの設置工事始まる。

宮ケ i~!Íタム一般損失補償基準調印(i青

川村 9 津久井町)。
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ネ黄 j兵 市 政 ネ土 士dE』 '情 勢ー 年 号 西麿

市民ホールオーブン。 大阪万博。 昭和45年 1970 

金沢地先埋立事業起工。 沖縄返還協定。 11 46年 1971 

列島改造論。 11 47年 1972 

人口250万人突破。 オイルシヨンク発生。 11 48年 1973 

日照等指導要綱実施。 狂乱物価。

根岸線(洋光台~大船問)開通。

教育文化センター開館。 不況深刻化。 11 49年 1974 

相鉄いずみ野線開通。 ロッキード事件。 11 51年 1976 

市営地下鉄(横浜~上永谷間)開通。

米軍ジェット機荏回に墜落。 200カイリ時代始まる。 11 52年 1977 

マリナード地下街オープン。

パス開業50周年。 成田空港開港。 11 53年 1978 

横浜スタジアムオーブン。 宮崎沖地震発生。

大通公園オープン。

第 1回アジア地域経済交流横浜会議開 東京サミット。 11 54年 1979 

催。 衆参同日選挙。

横浜線ト日市場駅新設。

北米オークランド滋と姉妹港となる。 11 55年 1980 

ベイブリッジ起工。

横浜開港資料館開館。 中国残留孤児初来日。 11 56年 1981 

神戸ポートピア。
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西暦|年 号 全国水道事情 横浜水道

1982 1 昭本日5'7年 | チソ素， リン環境基準制定。 I 第 l次浄水施設主主備事業完成，引き続

高料金水道特別対策債創設。 1 き第 2次浄水施設整備事業着工O

城山クゃム・ゲート補修工主許可子われる(神

奈川県)。

1983 1 11 58年! 環境庁トリクロロエチレン等汚染公表。| 宮ヶ瀬ダム付替道路工事等の本格着手。

1984 1/ 59年 「おいしい水」研究会厚生省に設置。

1985 11 60正予 「ィ明治水質保全特別措置法」制定。

チッ素， リンの排水基準設定。

配水拠点移{崩事業で)11井 4号配;]'(j也を

完成。

配水拠点整備事業て、金沢自己水池，牛久

保配水池を完成。浄水施設j樹脂事業で、

西谷の高速天日乾燥施設を完成。郵便

局による水道料金の口座振替始まる。

宮ヶ瀬ダム仮排水トンネル工事着手。

ダムサイド用地一般損失補償基準調印

(愛川町)0 r生活環境審議会」答申。

配水拠点祭備事業で市内配水池に緊急、

遮断弁の設置を完了。

「横浜水道100周年事業委員会」発足。

1986 1 11 61年 | 税制反対陳情行動行う。 r横浜水道100周年事業委員会」答申。

「近代水道100周年記念行事委員会」発 | 雪答で停電9 市南部方商大断水。

足。

1987 I I1 62年 | 近代水道100周年記念式典挙行。 I 水道創設100周年事業挙行。

(内容次頁)
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寸頁 Jー兵戸 巾 政 社
パ一一与

'情 勢 τ口ヲ 西暦|

国連アジア太平洋都市会議開催。 中曽根内閣誕生。 昭和57年 1982 

第 l思横浜マラソン関f佳 c 東北新幹線(大宮~盛岡)開通。

金沢自然公園動物区オープン。 上越新幹線(大宮~新潟)開通 c

上海港との友好港提携 参議院比例代表制となる 11 58年

三宅島大噴火 c

2階建ノイスブルーライン運行開始。 グリコ事件発生。 !! 59'9三 1984 

i毎 )x 代表制l 年川
こども科学館方ープン。

日本丸一般公開始まる。 I湖 沼 帥1 !， 60年 1985

地下鉄延伸(横浜~新横浜，上水谷~ 水源税，流水占用料問題あり c

舞岡)。

泉，栄区新設16区となる。 「農林河川l緊急、室長備税」不成立。 11 61年 1986 

人形の家オープン e ソ連原発事故。

オーストラリア・クインス、ランド州か 円高差益問題発生。

らコアラ 2匹贈られる。 伊豆大島大噴火。

横浜港のシンホ、ルタワーオープン。

関内ホールオーブン c

j _'l一一¥
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横現@近代水道1日目j覇童手書記愈行事実施報告

近
公式行事等

名 Z年 1奴 嬰

4月 ノマーマー記念像除幕式 4・30(木)野毛山公園

6月 横浜水道記念館オープン 5 0 30 (土)式典(西谷浄水場構内)

6 0 1 (月)一般公開

8月 71(の祭典(ウォーターカーニパル) 8 0 1 (土)， 8 0 2 (日)横浜文化体育館(記

念セレモニーヲこどもワ ルドサーカス延

20，000名)

大通り公園(アミューズメントゾーン)

日月 災害対策用地下タンク及び水の広場オーブニン 9・26(土)横浜公園内

グ。フェスティノミ/レ

10月 近代水道100周年記念式典 10・17(土)c黄浜新都市ホール

同
記念、イベン 卜

名 利1 慨 嬰

5月 みなと祭行事 5 0 3 (日)国際仮装行列フロート参加

6月 絵画・書道・写真コンクール 絵画・書道 対象ノト4年生

写真ー 対象一般

7月 ゲートボール大会参加者665名 7 023 (木)西谷浄水場構内 水源地との交流

8月 水道道ウオークラリー 8 0 6 (木)相模原沈澱池周辺

親子参加による水源地との交流 参加者396名

9月 映画と音楽と講演の集い 9・19(土) 関内ホール映函 「アクアの

肖{象」

音楽アンサンフル・レ。ゾー 講演神津善行

j章久今井町創設記念噴水埼レプリカ贈呈式 9・20(日)噴水崎レプリカ設置と記念音楽会

水源地感謝行事(9町村) 教材費寄贈

随時 各区行事参加駅頭相談 区民祭等各区行事参加

水道相談
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ぷ
広報 キ 寸ヲ ン ペ ー ン

名 称 概 要

3月 100周年記念映画 「アクアの肖像J (30分)完成

6月 施設見学会 6・3 (水)~ 7 . 20 (月) 16区 水源地(津久井湖・青山沈澱池)

延 1，436名

10月 特別展示 水道の過去~未来へのパネル クイズやアトラクション 10・6 (火)~10 ・

ll(日)

三越横浜庖 8階催しL励会場

!市民グラフ 「目で見る 100年史」 市民局企画

1_:間道和歩み」
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。事務組織の変最
歴代市長

歴代 氏 寸〈コケ 任 期 間

l 増田 長1 明治22年 6月18日~明治23年 3月 4日

2 佐藤喜左衛門|日付23年明日F明治的年 3月川

3 梅田義信 l明治29年 6月 3日~明治35年 9月初日

4 市原盛宏|明治36年 1月 9日~明治 39年 9月 2日

伯信万い…5 

6 荒川義太郎 明治43年 9J'J10日~大正 2年11月13日

'7 安藤謙介 大jE3年 7月24日~大正 7年 7月23日

ト一一一一一

8 久保田政周 大iF二 7J'j三 8月27日~大正11年 5月27日

9 渡辺勝三郎 大正11年11月30日~大正14年 4月10日

10 有士'-'申b、 円 大正14年 5月 7日~昭和 6年 2月26日

11 大西一郎 昭和 6年 3月 3日~昭和 10年 7月18日

12 青木周三 昭和10"1二 8月 3日~昭和16年 2月10日

13 半 井 lf円包 昭和16年 2月10日~昭和21年11月初日

14 石河京市 昭和22年 4月 9日~昭和26年 4月 4日

15 平沼亮三 昭和26年 4月25B ~~昭和 3L1年 2 月 13 日
，'-' 16 

17 半 井 清 昭和34年 4月23日~昭和38年 4月22臼

18 飛鳥田一雄 昭和38年 4月23日~昭和 53年 3月 1日
~21 

~24 品目郷 道一 昭和53年 4月16日~ 現 夜
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⑨第 1代

増 田

⑨第 B代

⑨第 2代

知 佐藤喜左衛門

⑨第 7代

歴代市長

⑨第 3代

梅田

⑨第 8代

⑨第 4代

義信市原

⑨第 9代

⑨第 5代

盛宏三橋

⑨第10代

信方

荒川義太郎 安藤 謙介久保田政周渡辺勝三郎有吉 忠一

⑨第11代⑨第12代 ⑨第13・17代⑨第14代⑨第15・16代

大西 一郎青 木 馬三半井 j青石河 京市平沼 亮三

飛鳥回一雄細郷 道一
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歴代水道局長

経営 歴代 氏 官メ， 在職期間 職 名 さ寸在

神奈川 明治 横浜水道事務所長

l 三橋信方 持'!iJ~水道 'Ji務所fl~ì 珪[(明治 20年 12)] ) 
県営 20年 5 月 ~23年 3 月 iリJげi23年 4月 1日.tu1i:兵 I!iへづ|納言

2 朝団又七 24年 7 月 ~25年 5 月 ノk泣'!'務分掌:'(，誉峨参事会Jo..J. .慣れ水j江');.務所長

3 原 六日1¥ 25年 8 月 ~27年12 月 ヌ4 工事務分ゴ主1'，役職参 'F会1--10 横浜水J主事務所長

横
4 朝田又七 28年 1 月 ~32年 7 月 水 iUJ}';務分掌名誉JI拙参事会主主。術浜本j立色li務 所 長

5 平沼専i宣 32年 8 月 ~35年 5 月 水道守l 才年分 r.;~t1:1く下職参j-¥:会主1・，hYi浜水1也事務所長

6 朝団又七 35年 7 月 ~36年 4 月 水道事務分掌名手持続参ギ会主J，0 7J<.泣局長

7 大谷喜兵衛 36年 5 月 ~42年 12 月 水道事務分掌名千手職参ド会員・水道局U:

8 朝団又七
明治 大正

水道事務分掌名者二峨芸会事会民 水 j立局長
43年 1 月 ~3 年 1 月

浜
大谷喜兵衛

大正
9 

3 年 1 月 ~5 年 6 月
水道 ')i務分主:名誉JI哉参事会民。水道局長

10 吉田淳一 l5 年 6 月~~ 8年 6月 H力15t.ス:killJ.己;J-l<::

11 比留間敏 8 年 6 月 ~12年 2 月
71<'J立課佼(大工巨 8年 6J1Z1日)

ス(j主l'LJI庁局長(大正11年 5月 5日)

12 芝辻正日青 12年 4 月 ~14年 5 月 目力役 水道止し斯局長

13 堀江勝巳
大正 日召手口

ノk送局長
14年 12 月 ~9 年11 月

市 昭和
14 藤田弘直

9 年 12 月 ~22年 5 月
水道局長

lt一覧

22年 5 月 ~33年10 月
水道局長

水道卒業{11.当特理者 水道局長(昭和27年 10月 1日)

水iÐ:j:}\-.~i;-l fl. 当管理者 水道局長

井深 功 33年10 月 ~39年 4 月 水道事業及び工業用水道事業.，11.当符明者ー水i芭局!ぇ(昭和

36二年 4 fJ 1 日) 

~18 渋谷三郎 39年 4 月 ~44年 7 月
水道卒業及び工業用水道事業主11当信用者・水道局長

水道半業匂理者ー水道局長(昭和4J年 llJ11日)

19 石原克己 44年 7 月 ~48年 4 月 水道事業f~;\;:E!t1.者水滋局長

μ邑ι 

48年 4 月 ~54年 6 月 水道事業7i現者・水泣局長

54年 6 月 ~56年 5 月 水道卓会t;/r'];:理者・水道局長

56年 5 月 ~59年 6 月 水道~~:J:f!nfl"1;理者・水道局長

智博 59年 6月~現 在 ノ1<.i立与業乍}埋者。水道局長
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歴代水道局長

⑨第 1代 ⑧第2.わかB代 ⑧第 3代 ⑩第 5代 ⑧第 7• 9ft 

三橋{言方朝国又七原 八郎平沼専造大谷喜兵衛

⑨第10代 ⑧第11代 ⑨第12代 ⑨第13代 ⑩第14代

吉 出 j享 比留間 敏芝辻正日青堀江勝巳藤田弘直

⑨第15代 ⑨第16代 ⑧)第17' 18代 ⑩)第19代 ⑩第20• 21代

国富忠寛井深 功渋谷三郎石原克己光安順一

⑧第22代 ⑨第23代 ⑧第24代

西 脇 巌藤岡 宏神林智博
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('i )上水i輩。工襲撃用水盟関保

(県営)①横i兵水道事務所設置当

係

係

係

係

係

係

係

記
計
工
工
且
一
伊
奈
凶

。明治2昨年 12月
「書
I "会、
「一ーヨス

ト鉄

償浜水道事務所 管理斗一鉛

横浜水道工削長ト出l
ト倹
」機

係

係

係

f，r!J 

コM
d

f

r

i

M

A4

目
三
ロ
コ

。明治20年 5月

所長工三
」鉛

工師長一一一工

t1立浜7ki萱唱す主lR斤

0 明治23年 3月31日をもって横浜市へ引継ぐ

②横挽F甘へ務管当時

長

長

長

長

長

ト

ト

ト

[

位

U
H世
桂

措卜

収
納
心
公
務

tJ5 

「一徴
1.1" 

幹一r-~~
トー恒n

長一一一工8ni 1工

。明治24年 7月

長

長

長

長

長

掛

川

川

掛

掛

胡

収

納

盗

務

務

品 J--廿
円検

L-I.¥!' 

長一一ーエ;自市

J 
L工

。明治31年 6月

水道常設委員会

臨時水道建築局

(水道事務所長兼務)

⑨第 1囲拡醸工事完成と名称変重宝

長

長

長

長

長

1t卜
11ト

ナ卦

J卦

控l、

収

納

査

務

務

，-j強

い トー出

汁一亡E
長一一一工自市

。明治34年 i月

。明治351手5月
「横浜市水道局」 五

巾
忍
ボ
万
九
五
小

f
i
f
，f
 

坂
官
庁
νハh
r
u
R

4ι

，仁

W
F
4
b

務

務

納

査

務

督

事

壬町一「庶
叫」財

課fi

育長

フK

i内

T吾

庶

給

出
一ll
J
一ll
j
j

一

幹

長一.-I自市
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④龍 2園拡議工事着工蕊

所

内「

張出町一民

白
山ヲ

高
一
長

「
l
L

係

係

係

す長

7k 

車内

「庶

ト給
課十出

L ¥、
i
1
i
J
/

定
々
市
判

一

-
q

主

所

所

所

り長

~R 出

匝T

山「円

い
ト川
」野

{子

係

務

Ijを

課」務

工師長

3努 ~M~

「総

一次長一寸

L 

。明治43年 10月

7J(;立常設委員会

~R 

~[ 

pJi 

所

属

係

区

区

区
ぽ
一
区
広
一一「

~ 

f
」

市

立

小

万

引

い

f
q
l
r
q
t
F
4
J

百
円~[ 

務

水

出

出

庫

出

出

民

民

間
長)(コ仁

5長

下
九日

出

出

原:

工

町島

島

務。ゐ
1Mふ

所

係

係

所

所

所

所

戸斤

工

二c

工

試

づ長

'" μ」

仕l

l
L
 

出

出

出

I.U 

3 

4 

派

E名

場

;氏

;反

派

派

井

毛

手ずt見

日

町J

三巴 山

クミμ 

島

i尺

長1第

壬同
u不

E粟

井

線

工

野

「
!
」
|
|
一

西

)11 

珂一

苧

課務工

。大正 4年 3月

長一一(絞

附 長一一ー工

(水道局工師長兼務)

務

(水道局主幹兼務)

「一毛許

制寺事業部長一一一一一面IJ部長一一一一一寸

(ノk道局 長 兼 務 水 道 局 次長兼務 1

」技

水道局長一一一一一次 長

(市参与) (市助役)

水道常設委員会

所派山
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⑤水話事、事務所設置

。大工E5年 5月

務 係
仁長島町出張所

庶 務
高島町出張所

アド {系

T 1* 係

港 お詰 こじ 1島

毛山派出所

ん口、 派 tB PJr 

r夫~ 者ド J辰 出 戸斤

(市助役)
島 iJr'I: !サi 戸斤

水道常設委員会
j尺 。正 l封 所

青 山 派 l臼 所

オキ 1告 {系

思一志 自民 出 所i

日出 i内 課

⑨水賞試験開始

。大正 11年 2月

庶 1務

団長島町 出 張 所

高島町出張所

叩一給 7}:: 係

1_-工 昔話 係

i巷 ?喬 ーし
:t謁El 

毛山派出所

西 川Iゴ 派 出 所
水道課長

)11 判二 派 出 所

大 島 派 出 所

iR 派 出 所

山 派 出 戸斤

質 試 験 所|

一林 務 係

一一一一 i度 て八土二一=、 副王 出 戸斤
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所出j辰志道

係

所本

係

係

買

水

務o大正14年 6月

課務庶

出張

出
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奈 所張111 神
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所

所

所

派111 

派

島
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出

沢
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井

西

係T華工第

所

所

出

験

i釆山

試質水

係務工第

士暴工町島高

係輿復

言果務工長局道7)( 

係

係

査

納

調

課-c: 係康

ム
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2

一日
ぷ込.
3三

係務庶

所出i* 志道

係買購

係オく給

所

所

牧出張

奈川出張

本

神

⑧船舶給水開始当時

0大正15年12月

課務庶

船舶給水営業事務所|

所

所

所

所

所

所

所

出

出

出

出

出

験

出

谷 派

井派

派

島 派

J尺派

山派

質試

係務ヱ「第

課一務工長局道水

係務工ト第
場

所

所

所

工

毛山詰

谷 言吉

保町詰

町島高

輿ト復

係

係

査

納

庫

」調

課モ;L
I
 

--ロ.6‘ コス
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⑨欝 3国拡張工事着工当時

戸斤出派道

係

係仁f
課寸

」臨時土 地 調 査 係

務

元)lf
手芸 工

Jt::..、

所
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派
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派

山

島

谷

係

係

水
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復
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山

下1西

係
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係

係

務

理

地
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課一一経
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張
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庫
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「
L認Lム

係
係
区
一
区

務

計

工

工

務

事

「庶

臨時水道拡張部一一一一!

(水道局長兼務) I 
」工
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0昭和16年 8月

課千込
務 係

B'f.、 務
理 係

道 志 派 出 所

絵 水 係

課-j料 金 係 塚 言吉 所
総 水

山 下 出 張 沢 言吉 所

大 同 出 張 所磯 子 言吉 所

神奈川出張所t保土ヶ谷詰所

鶴 見 出 張 所 綱 島 詰 所

船 舶 給 水 鶴 見 詰 所

工 務 係

浄 水 係

ド 工

山 派 出 所

島 派 出 所
務

井 派 出 所

谷 派 出 所

西日 水 係

下 水 道 係

西 谷 工 区

磯 子 工 区

神 奈 )11 工区

工 務 係

言十 商 係

工 事 係

f広 張 課→
上 溝 エ 区

大 野 エ 区

南 村 工 区

メ寸会、 宿 工 区

課ζ; 車内 係
it ェ 言十

ロ口ロ 係
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⑩第 4囲拡張工事完成時
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⑪次長制をひく

0昭和31年 4月

係

係

係

務

務

生

庶

労
課務

「
ー
ー

厚

所務事キ本i原7)( 

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

理

庫

定

検

納

金

務

納

約

経

出

契

倉

調

点

収

集

業

f
f
ι
十
L

「

課

課

課

理

度

金

調

料

所

所

所

所

土
口言

詰

詰塚

所

所

回i宰

島

言吉

詰

世
間

谷

自華

沢

ケ土

ケ

所「長

所一」綱

所一一戸

所一一金

所て;

事←工
張

出張

張

出

出
奈

中

神

南
}l1 

課一7.k 車合

張

張

張

出

出

子

出

見

磯

鶴

西

ザ私市

vo市

家

用

(

(

(

 

務

次

長

(
水
道
局
長
)

水
道
事
業
担
当
管
理
者

水

設

中村町配水作業所

神奈川i配水作業所

中村町工作場

漏水管理事務所

課務工

係

係

係

張「拡

青山水源事務所一一道志堰堤詰所

谷ヶ原取水事務所一一下九沢分水池詰所

相模原沈澱場事務所

川井浄水場事務所一一鶴ケ峰接合井詰所

験所

水

事

課一

浄ト

ト工

張拡

試水ー上

係

係

係

係理

設

務

水
船舶給水営業所王;

西谷浄水場王;

900 



⑫建設部設置(工業用水課設置，第 5国拡張工事)
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⑩営業所帯浄水場統制i始まる
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7囲拡張工事)6 取水事業建設事務所設置⑩ 
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⑮水道臨機化のため食護団開設9~塾講組当設置

。昭和43年 10月

部長水道事業管理者一下一-4

l主幹

。昭和44年 5月

(企業団開設)
宣告イ蔚H!当

(略)

0神奈川県内広域水道企業団設立に伴い派遣とする。

課 係

2 2 

副 主 幹一一一一一一一一一主 査

(準備担当) (準備担当)
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⑬第 8回拡張工事施行のため工事部を設置し 5部制とする
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主
主
主
主
主
主
主

課

課

課

課

課

課

課

務

務

務

務

務

務

務

幹

幹

幹「労

ト労

幹ト労

ート労

幹ド労

ト労

幹」労

主

主

主

主

主

主

司J

冨U



⑩調整センター準備室設置

0昭和49年 7~

(聞各)

務 係

言十 画 画 係

査

課寸FトトLー事設主設設

務 係

言十 第 係

設 言十 言十 第 係

工 事 部→ 計 第 係

査

謀斗~ー-事工工主工
務 係

事 第 係

工 事 事 第 係

事 第 係

査

主 査
調整センター準備室王主

査

⑩水道技術管理者の兼任制をとき独立職務とする

0昭和50年 6月より
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⑩調整センターをj争水審st二組織化

。昭和57年 4月

(略)

係

係

務

理

係

一一一一一一一野毛山配水池詰所

場ートー青山水源事務所l谷 原取水事務所一一一

相模原沈澱事務所

)11 井浄水事務所

鶴ケ峰浄水事務所

係

理 係

機 係

取水事務所

二r，;ζ
つノコ「事

卜管
場寸

eH 

~」掛け 1
一小川

水浄
ノレ、

1"三'ノ!、

係

係

係

係

係

機

務

第

第

第

第

質

質

質

質

電

オミ:浄
ん、
f 、
τョ

一

事

水

水

水

水

「
卜

ιー↑
L

所験もt質

7J( 浄

凶

係

係

係

務

用

機

係

係

査

務

函

事

運

電

「
十
し

うF/ -l:: 怒』調

画三二A

iil 

係

係

係

査

務

第

第

ム
l

ム
l

-
一
ロ
ヨ
一
日

「ー事

課-1設
L 一号凡「町田 ii>之

ι 、
』ー主

三ル
ロハ事工
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「事務係

←相模原工事事務所

課→一機子工事事務所

ト鶴見工事事務所

」主査

事工



⑮営業部に共同住宅料金センター設置

理

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

係

所

係

係

一

係

一

係

係
張

務

管

導

宣

務

金

事

務

金

事

務

事

務

金

事

務

金

事

務

金

事

務

金

事

務

金

事

務

金

事

務

金

事

務

金

事

務

金

事

務

金

事

出

務

事

一

務

一

務

水

課-EI
課弓

所f;
所弓

所弓
所モ1
所fT

谷営業所主1
所fT
所f!
所fT
所f?
所fT
所{~
所壬f

給水営業所王宮

金

置

業

業

業

業

営

業

務

装

営

JlI 

営

営

営

水

見

奈

(略)

0昭和60年 6月

業営南

来土部業営

業

業

業

業

業

営

営

営

ケ

営

営

沢

ヰヒ

子

業営塚

郷

(略)
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⑫水道創設1OaJ間年 して水道記意宣官長

。昭和62年 5月

3マヲヶヲ {系

書; 係

「在 務
手古 係

送 =話ヲzョd 守会 F片

幸R 当

報 ic1 当

課千;
査5 ノ弟'd. 係

調 査
査: ~ 係

労 1吾
県 給 与 係

柑事業開寸「総

務
研 {彦 係

同i谷体育施設包 1皇相当

謀一一[主出主
ザ叩 係

理
中相 係

(水道局長)

tヨ Eオ
果 用 地 係

水源村、事務所

水 iJfì~ 林業務fL.f.当

ユ貝タて 材 1昔 理 f 戸斤 量水器第一係

量水器第一係

材料検査係

水 ii[ 5'c メH午，、、 館←ー水道記念館等担当

厚 生 4ヱ2コλミ J旦 当

健康保険組合担当

水 源 林 業務担当

業務調整担当

(以下 略)
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げ)下水道lニ闘する組織

①工務課iこ下水i量調査悌設置

。昭和 6年 4月

査調土時

庶

株

臨「J
卜
L

課

係

係

務

毛筆

所出派志道
務庶

係

下出張所

関 出 張 所

奈川出張所

土ヶ谷出張所

見出張所

子出張所

L船舶給水営業事務所

{系71く

言東一水一給

局道オt

戸斤

所

所

出

出

出派
川

τ了

係
国

ヱヒ

道調

派

派

hu 
島

育

大

西

「
ト
L

係

{系

務

7.K 

「庶

i浄

1砦ヱ

係

係

査

納

水

課 「町出
ーし倉

さム
日l

ぷミL
Z三之

係

係

係

係

区

区

係

工

工

庫

5会

計

玉里

1也

務

現工5叫し;務

主主
干

r-fif. 

臨時水道拡 張部斗

(水道局長兼務) I 
」工

91'2 



②下水道保と改革本

(目各)

。昭和 10年 3月

係

係

務

7J( 

所

所

戸斤

所

出

出

派山育

大

工

浄「トー「
I

l

-

-
明
古
川

出

j正

派

島

井

L西 出派谷
務丁

係
一
係
一
係

イ系

水道

計

事

自己

下

一

設

エ
「
L(岡各)

より課iニ昇格⑨組織変璽

。昭和21年 4月

所

配水工事事務所

，-中給水工事事務所一「大

ト.濃

い金

」戸

所

所

所

所

所

所

見

島

神奈川給水工事事務所一「鶴

」綱

課一一道

ム

tm

土

口

土

口

士

ロ

土

ロ

主

ロ

一
三
月
三
日
一
コ
一
只
】
百
三
阿
ヨ
ヨ
ロ

同

子

沢

塚

出派二上
，c" 務

課務工

船舶給水事 務 所

所

所

所

所

所

所

出

出

出

出

出

出

派

派

山

島

溝

潜

青

大

長局道7J( 

派

派

派井

クミL
U 

上

「

)11 

課7Jくj争
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ilR 西



④拡鵡韓iニ現l服す

戸斤出派志課一一道庶務

」ー経理資材課

金

中給水工事事務所

ト神奈川給水工事事務

課-1-偽見 出張所

大 岡 出張所一一戸

磯子出張所一一金

船舶給水 事 務 所

所

所

三土
ι口

クミ 三士
U ロ口

島

土

Z果キヰ

。昭和22年 S月

所

所

土

口

土

口

ヨ
ロ
ニ
=
ロ

ケ

~%( 

7]( 

沢

長一一一局道7Jく

課 中村町配水作業場務

所

所

所

所

所

所

出

出

出

出

出

iJJ¥: 

派

2長

派

ìJ~ 

山

島

溝

溝

井

オt-i争

出派谷

謀ー西谷拡張工弓1*ji)~ 

。昭和24年 4月工務課へ事務移管，同年11月本市道路課へ移管

l果

日長

計ぷ込、
Z三

1-'-拡
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3.事務所(本庁舎〉の変遷

|名 材、 設置年月日 所 平王 士也 備 去~長

横浜水道事務所|明治2山月 外国人居留地236番(現・中区日 明治23年4月1B横浜市に水道事業!

本大通12) が移管される

〔明治3出国入居留地の廃止〕

により山下町236番地となる

横浜市水道局 明治35年 7月 11 横浜市水道局と改称する

横浜市水道課 大正 8年 6月21日 11 !機構改革により水道課となる

大正10年 1月初日 山下町235番地(現。中区日本大

j恩12)

大正10年 5月30日 境町 1丁目 2番地(現句中区日 東海銀行建物仮庁舎

本大通)

横浜市水道瓦斯局 大正11年 5月1日 花咲町 5丁目71番地(現。西区 新庁舎

l花咲町) 大正12年 9月1日関東大震災により

焼失

大正12年 9月 桜木町4丁目(現・西区総木町 中央職業紹介所仮庁舎

4丁目)

大正12年12月27日 桜木町駅前 仮設市庁含

大正14一年 2月21日 桜木町 1丁目 1番地(現。中区 元市役所第 4庁舎

桜木町 1丁目)

横浜市水道局 大正14年 6月1日 11 分離独立し横浜市水道局となる

大正15年 5月3日 太田町 2丁目(現咽中区太田町 第15銀行ピル仮庁舎

2丁目)

昭和 2年 2月27日 中区山下町211番地 水道局新庁舎

昭和11年11月初日 中区山下町213番地 土木局庁舎と交換移転

昭和19年10月15日 西区西戸部町 3丁目286番地 学童疎開後の西戸部国民学校(現・

西中学校)校舎

昭和23年 5月24日 西区西前町 2丁目27番地(現・ 水道局新庁舎

西区中央 1-5-10)

昭和34年 9月19日 中区港町 1-1 新市庁舎

昭和47年10月1日 中区港町 1-1 市庁舎分室(関内中央ビル)
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4 水道料金変遷表

明治2~平日月 1 沼

五見 金
供給の穣類

員IJ 基本料金 超過料金

事家i 

飲料ヲ襲炊9 洗糠，討て浴等普通家事用ニ供 1戸人員10人以下 1ヶ月 l戸人員11人以上ハ10人

スルモ/ ニ付金 l円トス 迄ヲ増ス毎ニ金6C銭ヲ加
用 つ

洗i易，旅庖9 理髪)[5，飲食庖，豆腐屋，洗 1，000ガロンニ付金l後主 50，000カ、ロンヲ超過スル

横 J謹屋っ染物屋，諮集会所，諸製造所，諸官 其 1ヶ月消費高6，000カ、、ロ トキハ1，000カ"ロン増ス毎
浜

衛，学校，病院，牛馬車営業者等ノ如キ家 ンニ満タサルトキハ金 l ニ金10銭ヲ加フ7Jく
道 仔1事用ヨリ多量ノ水ヲ使用スル営業ノ為ノ計 円トス
中台

量供給ニ依リ給水スル例外用水7]( 
規 外

見IJ
営業用ニアラサル牛9 馬及馬車用ニ供スル 馬 1 fi頃 1ヶ年ニ付金 1円50銭

用 「例外用水」 牛 l 頭 同 金 1円

二輪馬車 1車両 同 金 1円50銭

四輪馬車 1 車両 同 金 2円25銭

船舶ノ使用ニ供スル用水 1，000ガロンニ付金40銭

特別例外 噴水泉，庭池，閤困撒水若クハ前掲ノ外他 1，000庁、ロンニ付金35銭

用 ノ諸用ニ供スルモノ

横共 共用栓ハ衆人ノ共用ニ供フル用水汲取ノ装 6戸以下 1ヶ月ニイ寸 13戸以上ハ 6戸迄ヲ増ス
浜用

共 置ニシテ一家専用ノ給水装置ヲ設ケ能ハサ 金90銭 毎ニ金50銭ヲ加フ水中全
道規

用
ルモノ，家事用ニ供スル為メ設クルモノト 7戸以上12戸以下栓

買リ
ス 1ヶ月二付金l円50銭

事家
普通家事用ニ供スル放任供給用水ノ水量ハ 毎年其給水スル家屋 1ヶ年ノ評価借家料ノ 6歩トス

{旦其借家料銀貨300円未満ナルトキハ主主水料ハ 1ヶ年金
用 18円又600円ヲ超過スルトキハ 5歩トス

計量供給ニ係ル用水ノ水料割合ノ¥ 消費高一o∞十1，000;1]"ロー銭

ロン以下ナルトキハ該季 其150，∞0カロンヲ超過ナル、キ

横
間ノ料金ハ金4円80銭 ハ此超過ニ係ル水料割合ノ、

j兵 炉。 1，000ガロンニ付 金15銭トス
区

タ国 タキ
人 量水器ニ依ラスシテ給水スル地区内ニ在ル 馬又ノ、見黒馬 l頭 1ヶ年ニ付金 l円50銭

居留
用 馬ヲ駿馬，牡牛，牝牛，続馬各一頭及馬ヲ 牝牡牛又ハ櫨牛 l頭 1ヶ年二付金 l円

地 シテ引カシムル車一車両毎ニ左記ノ例外水量 二輪馬車 1車両 lヶ年ニ付 金 1円50銭

ヲ宇ムノ¥シム 四輪馬車 ]斬 lヶ年ニ付金 2円25銭
7]¥. 
規 船舶ノ使用ニ供スル用水ノ供給ハ 英量1，000ガロンニ付金40銭
~IJ 

噴水泉及ヒ園国，芝地9 私設道路ノ撒水用 1，0007]'ロンニ付金35銭

其他之ニ類スル使用ニf共スル放任供給用水
特 水料ノ¥出願人ト水道官吏トノ約束ニヨリ消
;iJU 
例 費高ノ概算ニ主主キ定ムルモノトス又出願人
外 ノ望ニヨリテハ水道官吏ニテ此用途ニ限リ
用

量水器ヲ設置シ其借料ヲ併セ徴シ・ぃ。給

スfくス/レコトア/レヘーシ
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明治31年 4汚 1日

本一『、司守 金

基本 料 金 超 過 料 金

i戸…

ニ 付 金 1円 ヲ増ス毎ニ金18銭ヲ加フ
用

1，000カV ンニ付金23銭

其 1ヶ月消費量6，000ガロンニ満タサルトキハ

lヶ月二付金 l円50銭トス

例

外
J馬 1 N員 1ヶ年ニ付金2円

用 牛 1 li員 同 金 1円35銭

二輪馬車 1綱 同 金2円

四輪馬車 li繭 同 金 3円

1，000力、ロンニ付金50銭

特例 1，000カ、ロンニ付金60銭
日IJ外

用

公設共用栓 6戸以下 lヶI7戸以上7戸毎ニ 1ヶ月

;宍 月ニ 付 金 l円 ニ付金15銭

栓用
私設共用桧 1戸毎ニ 1ヶ月 金3C銭

家事
毎年其給水スパ/家屋 1ヶ年ノ評価借家料ノ 8歩トス

{旦1t借家料金銀貸300円未満ナ!l-トキノ¥其7JI(料ノ、 1ヶ年
用 金24円X600円ヲ超過スルトキハ 7歩トス

消費高一季間ニ20，000ガ英量1，000ガロンニ付金|

ロン以下ナルトキハ該季 30室長

間ノ料金ハ金6円30銭

伊リ

外
馬又ノ、高潔馬 l 頭 1ヶ年ニ付金 2円

用 牝牡牛又ハ騎牛 1頭 1ヶ年ニイ寸 金 1円35銭

二輪馬車 1車両 1ヶ 年 ニ 付 金 2円

四輪馬主主 li柄1ヶ年ニ付金 3円

英量1，000ガ ロンニ付金50銭

1，0007ゲロンニ付金60銭

特

w思!uj 

外
用
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大正 2年 4月1日

給
水
の
方
法

給水の種別
料

基本料金

ノ¥
旦之

超過料金

官庁，公署，学校，陳列所，社寺，教会，病院，

会社9 集会所ヮ製造場9 工業場，自主造場，湯屋，

洗J得屋9 染物屋ν 市場9 劇場，寄席，宿屋，料

第|理屋，飲食庖，魚屋，沼醤油卸小売h~~L 青物震，
漬物屋，理髪庖，写真屋，印刷屋9 待合茶居，

ー l 貸座敷J，1腐屋 9 萌菊犀，要ま屋，菱困屋， 油屋，

菓子屋，花屋，柏木犀，屠斎場，獣畜飼育iゑ

種|午馬宿，牛馬 4頭以上ヲ前j養スルモノ，其他以

とニ類スルモノ又ハ居住人員ノ一定セサルモノ，

専用トシテ給水スルモノ但水道局ニ於テ多量ノ

水ヲ使用セスト認メタルモノハ之ヲ除ク

計

1ヶ月ノ使用水量

150石マテハ

金 l円50銭

1石増ス毎ニ油屋ノ¥

金8犀

其ノ他ハ金 9[豆ヲ力日

フ

亘 i第

給 l二|船舶又ハ船舶用水販売業者ニ給水スルモノ

7};: 1 l'重

「石1J ニ目皇室アル量水器ナルトキハ l石ニ付金

2銭

「立方メートル」ノ目盛アル量水器ナルトキニ

ハ 1立方メートルニ付 金11銭 l厘トス

Hl水道局卜料金ヲ特約シタル船舶用水販売業者

ニ対ンテハj/:ヒノ限ニアラス

第

噴水，瀧， 1也， t散水守原動力，厨回洗練又ハ工

事其ノ他臨時ノ諸用ニ給水スルモノ

種

1ヶ月又ハ 1回ノ使用

水量

10石つテハ金25銭

1石ヲ増ス毎ニ

金 2銭24犀ヲ加フ

1ヶ月 1戸ニ付 1入ヲ増ス毎ニ

人員 5人7 テノ、金 1円| 金18銭ヲ加フ

崎
中
畑

-1 1戸又ハ 1ケ所ノ専用トシテ給水スルモノ

放|種

f壬

支栓ヲ設ケタル浴槽ハ l栓ニ付 金20銭

其他ノ支栓ハ 1栓ニ付金7銭

支栓ヲ設ケサル浴槽ノ'11悶ニ付 金10銭

白用牛馬ヲ飼養スルモノハ 1頭ニイ寸

馬ハ金30銭 9 牛ハ金15銭

営業用牛馬ヲ飼養スルモノハ l頭ニイ寸

馬ハ金20銭，牛ハ金10銭

第

水 1_1 6戸又ハ 6ヶ所以上ノ共用トシテ私設共用栓ヨ

1)給水スルモノ

言霊

私設共用栓

1ヶ月ニイ寸

家屋賃貸価格 1ヶ月

1ヶ月ニイ寸

1戸金30銭

10円以上ノ者ハ

1戸金50銭

同
川
円
円
一

10戸又ノ'10ヶ所以上ノ共用トシテ公設共用栓ヨ

1) 給水スルモノ

918 

公設共用栓

1ヶ月ニ付 l戸金15銭

家屋賃貸価格 1ヶ月 10円以上ノ者ハ

1ヶ月ニ付 1戸金30銭



大正自主手 S月 1日

穫 1

2日

2再

Fヰ

基本料金

1ヶ月二付

150石迄ノ水量

1円50銭

ノ¥
旦三

超過料金

150石ヲ超ユノL水量;

1石ニ{寸 9厘

2，000石ヲ起ユル水量

1石ニ付 8厘 5毛

5，000石ヲ超ユル水量

l石二十j" 8医

極!湯屋ノ¥背1)項各号Aニ拘ノ¥ラス千石迄ノ水量:

l石ニ付 81垣

千石ヲ超ユル水量:1 石二十j~ 7原 5毛

ト一一

10石ヲ超ユル水量

1石ニイナ 2銭 4厘

第 I1ヶ月又は l回二十l

~ I 10石迄ノ水量

50石ヲ超ユル水量

1 ~CI ニ付 2銭 3厘

150干1ムヲ超ユル水一電

種
25銭 I1石ニイ寸 2銭 2厩

300石ヲ超ユル水量ニ対

シテハ l石ニイ寸 2銭迄

低iA者スルコトヲ得

家屋賃貸価絡 1ヶ月 20円以上ヲ甲トシ

1ヶ月 1戸ニ付人員 5人迄 l円30銭

家屋賃貸価格 1ヶ月 10円以上ヲ乙トシ

1ヶ月 l戸ニ付人員 5人迄 1円

第|家屋賃貸価格 1ヶ月 10円未満ヲ丙トシ

1ヶ月 l戸ニ付人員 5人迄 70銭

一| l人ヲ増ス毎ニ各18銭対日フ

支栓ヲ設ケタル浴槽ハ l栓ニイ寸 25銭

|其ノ他ノ支栓ハ 1栓ニ付 15銭

種|支桧ヲ設ケサル浴槽ノ， 11国ニイす 20銭

自用牛馬ヲ飼養スルモノハ 1頭ニ付

馬30銭，牛15銭

営業用牛馬ヲ飼養スルモノハ 1頭ニ付

馬20銭，牛10銭

大正13年目月 1日

三百七;過料金

」
製造工業用ハ2，000石ヲ起ユル水量 17，'1二十j 7厘、|

5，000行ヲ超ユル水量 1石ニ付 5厘迄各単価ヲ

i止i成スルコトヲ得

j易犀ハ千石迄ノ 7Jく量 1石ニ付 9 I皇 5毛

千石ヲ超ユル71<.量:1石ニイ寸 9 I単

10石ヲ超ユルーノ'J(量

1石ニf寸 2銭 9~早

50Tiヲ超ユル水量

1ヶ月又は llilJニ{寸 I 1石ニ付 2銭 8犀

10石迄ノ水量 1 150石ヲ超ユル水量

30銭 1 1石ニ付 2銭 7I主

300石ヲ超ユル7](量:ニ対

シテハ 11iニ付 2銭7

テ低{比スルコトヲ得

家屋賃貸価格 1ヶ月 20円以上ヲ甲トシ

1ヶ月 1戸ニ付 人員 5人迄 l円60銭

家屋賃貸価格 1ヶ月 10円以上ヲ乙トシ

1ヶ月 l戸ニ付 人員 5人迄 l円20銭

家屋賃貸価格 1ヶ月 10円未満ヲ内トン

1ヶ月 l戸ニ付 人員 5人迄 85銭

1人ヲI曽ス毎ニ各22銭ヲ力nフ
支栓ヲ設ケタル浴槽ハ 1栓ニイ寸 30銭

其ノ他ノ支栓ハ l栓ニ付 18銭

支栓ヲ設ケサル浴槽ハ l個ニイ寸 24銭

自用牛馬ヲ飼養スノレモノハ l頭ニ付

馬36銭，牛18銭

営業用牛馬ヲ飼養スルモ/ハ 1頭ニ付!正

馬24銭牛12銭

第 I1ヶ月 1戸ニ付2戸ノ共用給水 50銭 11 1ヶ月 l戸ニイ寸 2 ノ共用給水 60銭

36銭

18銭

二 " 5戸迄ノ共用給水 30銭 11 1/戸 5戸迄ノ共用給水

種1/ 6戸J;)， tノ共用給水 15銭 11 1/戸 6戸以とノ共用給水
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大正15年 7月1臼

用
途
別

使用

基本 料 金

料

超過料金

料

超過料金

:;te乙
s 

通

1ヶ月 10立方メートル
百ヨ
τγ 

迄ハ l円

1立方メートルヲ

増ス毎ニ

8銭 5厘

用

中全

f

j

 

!

|

 

止晶

r

p

々

娯楽其ノ他ノ給水

1ヶ月 2立方メートノレ

迄ハ 50銭

昭和日年1日月 1S 

使 用

基本料金

1ヶ月10立方メートル

迄ハ 円

1立方メートルヲ

増ス毎ニ

8銭 5厘

1立方メートルヲ

増ス毎ニ 20銭

l立方メートルヲ

増ス毎ニ 20銭

「
量
営
業
用

自用船舶給水

1ヶ月 10立方メートル

栓
:G三ノ、 5円

娯楽其ノ他ノ給水

1ヶ月 2立方メートル

迄ハ 50銭

自用船舶給水

1ヶ月 10立方メートル

、一
正玉己ノ¥ 5 r弓

1立方メートルヲ

増ス毎ニ 20銭

但シ 2立方メー

トルヲ超ユル水

量ニ対シテハ低

i成ス/レコトヲ得=

l立方メートルヲ

増ス毎ニ 20銭

1立方メートルヲ

増ス毎ニ 5銭

920 

lヶ月 10立方メートル

迄ハ l円

1ヶ月 10立方メートル

迄ハ l円

1立方メートルヲ
増ス毎ニ 5銭

-賃貸価格 1ヶ月10円以

上，家屋ニ居住スル者 l

戸 1ヶ月 6立方メ ト

ル迄ハ 60銭 I 1立方メートルヲ

，賃貸価格 1ヶ月 10円未 I f曽ス毎ニ 各 5銭

満ノ家屋ニ居住スル者

1戸 1ヶ月 3立方メー

トル迄ハ 18銭

共

用

栓

。賃貸価格lヶ月10円以上

ノ家屋ニ居住スル者 l

戸1ヶ月 6立方メートル

迄ハ 50銭 I 1立万メートルヲ

。賃貸価格1ヶ月10円未満 |増ス毎ニ 各5銭

ノ家屋ニ居住スル者 l

戸1ヶ月 3立j]メートル

迄ハ 18銭



昭和21:E手 1月11毘議決 昭和21年 2月1臼

用 料 金 料 〆エ弘ロー

J2E 

最低使用料(1ヶ月二付) 超過料金 最低使用料(1ク月二付)5]IJ 超過料金

l立方米ニイ寸
1立方米ニ付 40銭

普 1ヶ月ニ付15立方米 20主主 1ヶ月ニ付15立方米
5人以上 1人ヲ増ス

3円 5人以上 1人ヲ増ス 6 pj 
i芭 毎ニ 80銭

1ヶ月ニ付世帯貝 毎ニ 40銭 1ヶ月ニ付一世帯員
支給水栓 l個ヲ増ス

用 5人迄 2円50銭 支給水栓 H固ヲ増ス 5人迄 <1 P:J 
毎ニ 80銭

毎ニ 40銭

自
用

船舶

H寺 1ヶ月ニ付20立方米 1ヶ月ニ付20立方米
用 1立方米ニイす 40銭 1立方米ニ付 80銭

娯
8円 16円

ιつ、r科s医、， 

用
其
ノ
他

a言 1ヶ月ニ付100立方米 1ヶ月ニ付100立方米
屋 1立方米ニ付 5銭 1立方米ニ付 10銭

用
5円 10円

共
l戸 1ヶ月ニ付世帯 5人以上 1人ヲ増ス 1戸 1ヶ月ニ付世帯 5人以上 l人ヲ増ス

用
員 5人迄 1円20銭 毎ニ 20銭 員 5人迄 2円 三…=ごー一一 40銭

栓
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昭和121年11月 1日 昭和22年 3月1日

用 料 金 平ヰ 金
3、人5 

jjlJ 基本料金(Iヶ月二付) 超 過 料 金 基本料金(Iヶ月二付) 超過料金

雪正

事 l立方米ニ付 l円 10立方米
l立方米ニ{寸

15円
10立方米 10阿 1円80銭

よ出主主+ l人又ハ支栓 1倒 世帯人員 5人迄
世帯人員 5人迄 10円 1人又ハ支栓 11回

業 J背ス;毎ニ 2円 15円
増ス毎ニ 3円

用

( 国

l立方米ニイ寸
公
署

10立方米 10円 l立方米ニイ寸 1円 20立方米 30円

用
1円80銭

進
1立方米ニイ寸

馬王
10立方米 10円 1立方?にニ付 1円 20立方米 30円

主手 1円80銭
用

工
1立方米ニイ寸

業 100立方米 100円 1立方米ニ付 1円 200立方米 300円

用
l円80銭

l立方米ニ付
殊 20立方米 40円 l立方米ニ付 2円 20立方米 60円

3円60銭

栓

湯

屋 100立方米 30円 1立方米ニ付 30銭 200立方米 120円 1立方米ニイ寸 80銭

用

共
1人又ハ支栓 11閏 佐帝人員 5人迄 1人又ハ支栓l1Ii同

用 世帯人員 5人迄 5月
増ス毎ニ 1 fIJ 7 円50金支 1曽ス毎ニ l円50銭

| 干全
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昭和23年 B月1日 昭和23年 2月1日

用 料 金 料 金
途
]j1J 基本料金(Iケ月ニ付) 超過料金 基本料金(Iケ月二付) 超過料金

家 1立方米ニイ寸 5円 l立方米ニ付6円50銭

10立方米 40円 1人増ス毎ニ 10円 10立方米 50円 1人増ス毎ニ 10円
事

世帯人員 5人迄 40円 (支給水栓)1倒ニ付 世帯人員 5人迄 50円 (支給水栓)1 倒ニイ寸

用 5円 5円

{ 呂

公 20立方米 80円 1立方米ニ付 5円 20立方米 100円 1立方米ニ付6円50銭
署
用

進
駐 20立方米 80円 l立方米ニ付 5円 20立方米 100円 l立方米ニ付6円50銭
軍
用

工

業 200立方米 800円 l立方米ニ付 5円 200立方米 1，000円 l立方米ニ付6円50銭

用

殊特

営業
20立方米 120円 1立方米ニ付 7円 20立方米 150円 l立方米ニ付 9円

用

特

手朱 20立方米 160円 1立方米ニ付 10円 20立方米 200円 l立方米ニ付 13円

栓

湯

屋 200立方米 600円 1立方米ニ付 4円 200立方米 800円 1立方米ニ付 5円50銭

用

共
10立方米 30円 1立方米ニ付4円50銭

用 世帯人員 5人迄 25円 1人増ス毎ニ 6円
世帯人員 5人迄 30円 l人増ス毎ニ 8円

栓
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昭和24年 7月 1日 昭和26年12月1日

期 料 金 用 水 道 料 金
途

基本料金(Iケ月ニ付)
途

基本料金(Iケ月)JjIJ 超 過 料 金 JjIJ 超過料金

家 1立方米ニ付 8円 家
1立方メートルにつき

10立方米 65円 l人増ス毎ニ 13円 事 10立方メートルまで
事 営 10円

世帯人員 5人迄 65円 (支給水栓)1個ニ付 業 80円

用 8円 用 5人まで 80円 l人増す毎に 16円

{ 目

o 20立方米 130円 1立方米ニ付 8円
署 fι、‘i 

用

共 l立方メートルにつき 10円

|進
用駐 20立方米 130円 l立方米ニ付 8円

軍
用

工 産

業 200立方米 1，300円 l立方米ニ付 8円 業 1立方メートルにつき 10円

用 用

特殊

営業
20立方米 200円 1立方米ニ付 12円

用 特

殊 1立方メートルにつき 17円

特 用

殊 20立方米 260円 l立方米ニ付 16円

栓

湯 湯
300立方メートルまで l立方メートルにつき

屋 200立方米 1，000円 l立方米ニ付 6円50銭 屋

用 用
1，950円 8円

まt 共
10立方メートルまで 1立方メートルにつき

10立方米 40円 l立方米ニ付 6円
用 50円 8円

世帯人員 5人迄 40円 l人増ス毎ニ 10円
栓

用
5人まで 50円 l人増す毎に 13円
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昭和2B年 5F.ll S 昭和31竿 3月31陪

司 一 一 一水道料金 号| 水道料金(I戸 1ヶ月につき)

請l基本料金(Iヶ月) I 超過料金 前i基本料金| 超過料金

10立方メートルを

こえる分

般 I10立方メートルまで 1平方メートル 12R 1立方jー卜ル

95円 につき 15円50銭
用|

30，000立万メート

10立方メートル /レをこえ90う000

までの分 立方メートルまで

般 l
l立方メートルに の分

l立方メートルにつき 12円 っき 11円50銭 1立方メートル

工 i但し， 1ヶ月30，000立方メートルを超える使用
用 につき 15円

水量に対しては，次のとおり低減する。 90，000立方メート

業 90，0ω立万メートルまで 1立方メートルにつき
ルをこえる分

11円
l立方メートル

用 i
90，001立方メートル以上 1立方メートルにつき

につき 14円50銭

10円

第
10立方メートル 10立方メートルを

までの分 こえる分

特 i 特|種
1立方メートルに 1立方メートルにつき

っき 11円50銭 26円
10立方メートルまで

殊! 1立方メートル 20円 殊
200円

10立方メートル 10立方メートルを

用 i
までの分 こえる分

l立方メートルに 1立方メートルにつき
種

っき 11円50銭 20円

ノー点、、 -:L丈A 10:rr.方メートル 10立方メートルを
衆 300立方メートルまで 世長 までの分 こえる分
浴 l立方メートル 10円 浴
場 2，400円 士まき l立方メートルに 1立方メートルにつき

用 用 っき 11円50銭 11円

共| 共 10立方メートル 10立方メートルを

10立方メートルまで
用

までの分 こえる分
l立方メートル 9円

60円 71< 1立方メートルに 1立方メートルにつき
装

用| 置 っき 7円50銭 11円
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昭和39年10月初日 昭和何年 3月1日

I 用途jjlJ 
基 本 料金 超 過 料 金 広司 基本料金 超過料金

使用水量l料 金 (料!附につ金き)

途
(料1mにつ金き)使用水量 jjlJ 使用水量 料 J立斗三 使用水量

円 日1 L11 3 円 口n3 円

家 家

11~30 20 11~30 38 
事 10 130 事 10 160 

31以J-'. 31以上 46 

用

公
1l~30 40 

共 10 130 11以上 28 士/と、 10 160 
31以上 47 

用 用

工
11 ~ 100 25 

フ1主ι 10 130 
101以上 28 

i業用 11 ~ 100 39 
10 160 

事
101以上 47 

11'ν100 23 
業 10 130 

101以上 27 
用

持 特
7jl~ミ 移伝

営業
10 130 11以よ 40 A一莱々昌~んι 

10 160 11以上 65 

用 用|

11高 li臨

日寺 ! 10 130 11以 i二 45 時 10 160 11以上 75 

用 用

ノ占、、 ぷF寸J、、』

FR 立
j符 10 130 11以上 16 ?谷 10 160 llJ.:Lf::. 25 
土表 場
丹j 用

)l，了世1J仇l M J 

7甘 (

世

10 75 11ιlと 15 帯 10 8C 11以上 15 

つ

用乙主 用)き
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昭和'l8J平5月1日 昭和50年12月1臼

用 基 本 料 金 超 過 料 金 i用 基本料金| 超過料金
途

il(料1mにつ金き)
-ぷも，~ニけニ

金| Ji(料Im'iこっ金き〉|i 'jjIJ 使用水量 手ヰ 金 使用水量 男IJI使用水量料 庭用水量

且131l 円 H1 3; |司 i nf 円i nf 円
ll~ 15 65 

( 勾一え 11~~20 44 家 16~ 20 75 

2l~30 48 21~ 30 90 
事 10 215 10 360 

31~50 63 31へ~ 50 120 

用 51以と 68 51~JOO 140 

101以上 150 

ll~ 20 75 

フ号に会
ll~ 20 44 

卦三司ミ十

21~ 50 100 

21~ 100 57 51~ 110 
1事

| 務用 ( i 101~ 300 68 101~ 300 130 
用 ベ1Vハ 215 10 360 

301，-....， 1jOOO 76 301r~ 1，000 155 
1 1 

1 ， 001 〆~50 ， 000 82 1 ヲ OOl~10 ， 00。 170 
主主

50，001以上 10 ， 001戸~30 ， 000 180 

30，001以上 215 

業 11 戸~ 20 11 へ~ 20 80 

1努
2l~100 21 ~ 100 175 

用 10 215 用 10 360 

2 
101~300 95 

2 
101 ~300 195 

種 301以と 120 種 301以と 240 

1l~20 44 
時 10 360 

臨 21以上 240 
の用すに 用

日寺 10 215 }合司は1る20円
用 船

横浜市船舶給水条例第 7条第 1r頁に規定する直接

21以上 120 
舶

用
給水の料金

ノ一ιコ、、 公
衆 7担
浴 10 215 11以上 20 浴 10 360 11以上 28 
1Jき 場
用 用

世

帯 10 105 11以上 18 10 190 11以上 30 

つ

用)き
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昭和53年1目月 1凪(暫定料金) 昭和例年10月1S (本料金)

用 基本料金 超過料金 基本料金 超過料金
3、42〉三

5J1j 使用水量 iトヰ 会 使用水量 (料Irn'につ金き〕 使用水量 車iト ノ旦¥ 使用水量 (料I につ金き)

nf 円 EI 3 円 nf 円 日1 円

11~ 15 75 ll~ 15 95 

家 16~ 20 90 16~ 20 110 

21~ 30 110 21~ 30 135 
事 10 420 10 460 

31'~ 50 140 31~ 50 155 

用 51~100 160 51~100 175 

101以上 170 101以上 195 

1l~ 15 80 
11へ〆 15 95 

16~ 20 90 
16ヘ， 20 110 

21~ 30 135 
21~ 30 115 

業 31~ 50 155 
31~ 50 125 

手芸 51~ 100 175 
51~ 100 135 

用 10 420 10 460 101~ 200 185 
10l~ 300 160 

1 201~ 300 195 
301~ 1，000 185 

種
301~ 1，000 215 

1， 001 ~10 ， 000 200 
1 ， 001~10 ， 000 235 

10 ， 001~30 ， 000 210 
10， 001 ~30 ， 000 255 

30，001以上 245 30，001以上 275 

業 11~' 20 100 1l~ 20 120 

務
21~100 195 21~100 215 

用 10 420 10 460 

2 
101~300 215 101~300 235 

十重 301以上 260 301以上 275 

臨 11 ~"20 100 11へ，20 120 
自寺 10 420 10 460 
j百 21以上 260 21以上 275 

高位 償浜市船舶給水条例第 7条第lJ頁に規定する直接給 横浜市船舶給水条例第 7条第lJ買に規定する直接給

自白 水料金のうち自動給水機の設置されている岸壁等に 水料金のうち自動給水機の設置されている岸壁等に
用 係る料金 係る料金

ノ山、
衆
浴 10 420 11以上 33 10 460 11以上 33 
場
用

夫?
世

帯 10 220 11以 t二 35 10 260 11以上 45 

つ

用三
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昭和561手4月 1日

用 基本料 金 超過料金
2‘~ 

(料Im'につ金き》53IJ 使協水量 車十 金 使用水量

m' 円 ll~ 15 1n 3 120 円

16~ 20 135 
1Bァ、p 

21~ 25 165 

事 10 570 26~ 30 170 

31~ 50 195 
用

51~100 215 

101以上 245 

11~ 15 120 

16~ 20 135 

21~ 25 165 

業 26~ 30 170 

31~ 50 195 

51~ 100 215 
用 10 570 

101吋 V 2Cヲ 230 

201へJ 300 245 

種 301~ 1、000 270 

1 ， O Ol~10 ， 00。 295 

10 ヲ 001~30 ， 00。 315 

30司 001以上 325 

業 11~ 20 150 

務 21 ~ 100 270 
用 10 570 

2 
101~300 295 

干霊 301以上 325 

E昆 11~20 150 
日寺 10 570 
用 21以上 325 

船時自
横浜市船舶給水条例第 7条第 l項に規定する直接給水料金のうち自動給

用 水機の設置されている岸壁等に係る料金

J; 、
衆
浴 10 570 11以上 37 
場
用

土ノ、( 
l 
世
帯 10 325 11以上 55 

つ

用)き
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日。船舶給水間慌資料
(1)船舶給水料金変遷重軽

j長13:% 直接給水スルモノ 運搬給水スルモ/

1立方米ニイ寸 金20銭 1立方米ニイ寸 金50銭

1Elン小汽艇給水所ニ於テ給水スノレ {日ン防波堤外ノ， 1立方米ニ付 1 

大 モノニアリテハ 1立方米ニ付金30 海里迄毎ニ金15銭ヲI詩人 ~tl、ノ海
ょに

15 主主トス 医科/測定ノ、ド;}JiJ}i堤突tAiノ品、燈蓑
よAアf. ヲ基謀占トス
12 

(月
関 16 
磐日

1立方メートルニ{j 金20銭 東水堤及北水jノ室内(横j賓港第 1匝内)

但シ叩町二日水スル ll町一トベ 金制

日百 モノニアリテハ 1立方メートルニイ寸 外防波淀内(横演港第4Rfu内ヲ含ム)
平日

金30銭トス l立方メートルニイ寸 金50銭
8 
年 外防波堤外(横演第 41&防波堤外

ヲ合ム)
月

l立方メ トルニイ寸外防波堤第 2

日 続桂t霊浮1索ヲ基黒占トシ l海里迄ヲ

金65鈎トン以上 l海里迄_1i;:'ニ金15

~~ヲI曽スモノトス

l立方メートルニイ寸 金20銭 外防波堤内及第 4匡防波堤内

J 1立方メ トルニ付 金ω
日百 外防波堤外及第 4区防波堤外
平日
11 l立方メートルニ付外防波堤赤燈

年 蚕ヲ茎黒占トシ 1海里迄ヲ会5，5銭トン
4 
月 以上1海里迄毎ニ金15銭ヲ噌スモ

ノトス
日

1立万メートルニ付 1閣 外防波堤及第 4匡防波堤内

1立方メートルニイオ 2国

日目 外防波堤及第 4匡防波堤外
手1 外防波堤赤燈曇ヲ主主黙トシ 1母
21 
:rp: 里迄毎ニ 1立方メートルニイ寸 l閲
2 ヲii吉スモノトス
月

日

1立方米ニイ寸 2園50銭 外防波堤内及第 4直防波堤内

1立方米ニイ寸 4闘

日百 外防波堤外及第 4匿防波堤外
平日

外防波堤赤燈豪ヲ基鮎トシ li毎
21 
年 里迄#]二次ノ如ク増額ス
i 1 1立万米ニイ寸 2園
月

巴

930 

夜間又ハ荒天ノ場合ハ

前名競ノ料金ノ 2割ヲi曽ス

前各競/料金/外其ノ 2害IJヲi曽スモ

ノトス

前各続料金ノ外:日:ノ 2j!fljヲ増スモ/

トス

前各競料金ノ外其ノ 2割ヲ増スモノ

トス

前各競料金/外其ノ 5害IJヲ増額スル

モノトス



ぶ; 直接給水ス jレモ/ 運搬給水スルモノ 夜間又ハ荒天ノ場合ハ

l立万米ニ付 4国 外防i皮堤内及第 4冨防波堤内 前各競料金/外其/5害I!ヲ増額スル

1立万米ニ付 8国 j モノトス

日百 外防波堤タト及第 4医防波堤外
平日

外防波1是赤燈蓋ぞデミま票占トシ 11母!翠22 
年 迄毎ニ次ノ如クI昔話員ス
6 1立方米ニイ寸 4圏
同

日

10国 開眼内第 3匝 「各政料令ノはノ 5割叫 ! 
日百

1立方米ニトJ 20闘 モノトス i 
外防波堤I}S第 4区及外阪 i/!i堤タト

平日
外防波堤赤僚主主ヲ+，!;黒占トン 1i毎旦23 

年 迄毎二次ノ如ク増額ス
6 i立方米ニイ寸 10園
月

]立方米ニ付 12闘50銭 外防波堤内第 1，2， 3医 前各続料金ノ外其，ノ 5割ヲI骨組スル

1立方米ニ付 25邑l モノトス

日百 外防波堤内第 4匡及外防波堤タ1
平日

外紡i;j，)是赤筋:豪ヲ恭結トシ 1海里
23 
年 迄毎二次ノ却lク増額ス

9 1立方米ニイ寸 12箇5C銭
月

日

1立方米ニイ寸 16厨 外防波堤内第 l，2， 3匡 前各競料金ノ外其/5割ヲ増額スル

1立方米ニイ寸 50闘 モノトス

日百 外防波堤内第 4医及外防波堤外
平日

外防波堤赤燈台ヲ法黒占卜シ li年恩24 
年 迄毎ニ次ノ如ク増額ス
7 1立方米ニ付 25閤
月

日

1立方米ニイ寸 20円 外防波堤内第 1，2ヲ 3匿 前各競料金ノ外其/5害I!ヲ増額スル

l立方米ニイ寸 70円 モノトス

日吉 外防波堤内第 4直及外防波堤外
平日

外防波堤夜、燈台ヲ基黒占トシ 1海里26 
-ぷ干F 迄毎ニ次ノ昔日ク増額ス
12 1立方米ニイ寸 40円
月

日
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l令[R5I-- 直接給水スルモ/ 運搬給水スルモノ 夜間又ハ荒天ノ場合ハ

1立方メートルにつき 30円 1立方メートルにつき 90円 執務時間外または荒天の場合は，前

{旦し，外防波堤内第 4区及び外防 各号料金のほか，その 5曾jを増額す

波堤外(;j:，外防波堤赤燈台を基点とし， る。

1 i毎里ごとに次のとおり増額する。

1立方メートルにつき 50円
日百
平日(
28 自召

年利28 
6 年
月 5 
l 月
思|

適 日
用)

l立方メ トルにつき 50円 l立方メートルにつき 100円 執務時間外または荒天の場合は9前

ただし 9外防波堤内第 4区及び外 各号料金のほか，その 5割を増額す

防波堤外は，次のとおり増額する。 る。

外防波堤内第 4区(横浜港港域内)

1立方メートルにつき 10円

日百 タト防波堤内第 4区(その他の区域)
辛口 1立方メートルにつき 50円
31 
年 外防波堤外9外防波堤赤燈台から
4 

1海里ごとに
月

1立方メー卜ノレにつき 50円
日

1立方メートルにつき 75円 1立方メ トルにつき 150同 執務時間外または荒天の場合I;J:，前

ただしっ外防波堤内第 4区及び外 各号料金ーのほか，その 5割を増額す

防波堤外は，次のとおり増額する。 る。

外防波堤内第 4区(横浜港港域内)

l立方メートルにつき 15内

日百 外防波堤内第 4区(その他の区域)
手口 1立方メートルにつき 75円
38 
主p 外目方i皮堤外，外防波堤赤燈台から
12 

1海里までごとに
月

1立方メートルにつき 75円
日
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X分 日曜間日，国民の祝日 執務
直接給水料金 運搬給水料金 待 外，市吉深夜または荒天の

ときに 水する場合の料金

l立方メートルにつき 130円 l立万メートルにつき |前各号料金(自動給水機による料金

ただし，自動給水機により給水す 外防波堤内 210円 を除く)に次の割合を乗じて得た額

る場合は 償浜港区第 4区 250円 を割増料金として加算する。

1立万メートルにつき 75円 外防波堤外 休日，執務時間外(深夜を除く)

外防波堤赤燈台から l のま是合、 10C分の50

海里までごとに105円 深夜の場合 100分の100
日目

を外防波堤内料金に 荒天の場合 100うナσ)50耳、日
45 加算した額 休日等で，かつ荒天の場合
年 100分の10010 
月 深夜で，かつ荒天の場合

15 100分の150
日

l立方メートルにつき 200円 1立万メート/レにつき 前各号料金(自動給水機による料金

自動給水機による給水

2ω円(

外防波堤内(横浜港区左手14区を除 を除く)に次の割合を乗じて得た額

]立万メートルにつき く) 310円 を割増料金として加算する。

横浜港区第 4区 370円 休日，執務時間外(深夜を除く)

外防波堤外 の場合 100分の100

外防波堤赤燈台から l 深夜の場合、 100分の200
日自

海里までごとに155円 荒天の場合 100分の100
辛口

49 を310円に加算した額 休日等で，かつ荒天の場合
iF-司 100分の2円。，0 

深夜で，かつ荒天の場合月
!日 100分の300
日

l立万メートルにつき 310円 1 .，i:}jメートルにつき 前各号料金(自動給水機による料金

自動給水機による給水 外防波堤内(横浜港区第4区を除 を除く)に次の割合を乗じて得た領、

1立方メートルにつき 310円 く) 480円 を割増料金として加算する。

横浜港区第 4区 570円 休日，執務時間外(深夜を除く)

外防波堤外 の場合 100分の100
日百 ( 外防波堤赤燈台から 1 深夜の場合 100分の200
平日 目白

海里までごとに240円 荒天の場合 100分の100
50 平日
年 49 を480円に加算した額 休日等で，かっ荒天の場合

4年 100分の200
月 10

深夜で，かつ荒天の場合i 月
日 10 100分の300
適日
用)
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lid: 日曜日ョ国夜民の祝日 執務
直接給水料金 運搬給水料金 時間外，給深 または荒天の

ときに 水する場合の料金

l立方メートルにつき 1立方メートルにつき 前各号料金(白動給水機による料金

給水せん岸壁 390円 甲水域 600円 を除く)に次の割合を乗じて得た額

自動給水機岸壁 310円 乙水域 を割増料金として加算する。

甲水域の料金に300円を力日 休日，事務時間外(深夜を除く)

算した額 の場合 100分の100

甲水域及び乙水域以外の隣接水域 深夜の場合 100分の200
EE 

大黒防波堤西燈台からl海 荒天の場合 100分の100平日
52 呈までごとに300円をム水 休日等で，かっ荒天の場合
年 域の料金に加算した額 100分の200
4 
月 深夜で守かつ荒天の場合、

100分の300
臼

1立方メートルにつき l立方メートルにつき 前各号料金(自動給水機による料金

給水せん岸壁 480円 甲7K上或 730円 を除く)に次の割合を乗じて得た額

自動給水機岸壁 370円 乙水域 を割増料金として加算する。

甲水域の料金に365円を加 休日ヮ執務時間外(深夜を除く)

算した額 の場合 100分の10C

昭( 甲水域及ぴ乙水域以外の隣接水域 深夜の場合 100分の200
平日自E

大黒防波堤西燈台から l海 荒天の場合 100分の100
53 平自
年 52 里までごとに365円を乙水 休日等で，かつ荒天の場合
4 年 域の料金に加算した額 100分の200
月 4
|月 深夜てい 9 かつ荒天の場合

日 l 100分の300
適日
用)
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(2)船舶給水事業統計

同iJ 商接給水 | 運樋 絵水 IJ 汽 艇 給 水 合 計 | 

川延期 給水量州

l 12月
日開始

87，683，10 L 797 190，325.60 

2 1，272 314，575，00 ，3，906 I 346，382，20 5，178 660，957，20 

3 1，545 344，360，50 3，471 331，638，70 12月:，"6，797 12，289，30 11，813 688，288，50 
日開始'

4 1，500 346， ，526 ， 80 3‘752 273，750，00 27，92]， 90 22，567 648，198，70 

5 1，408 349，319，00 2，225 210，450，00 14，299 23，097，10 17，932 582，866， 10 I 

6 1，184 342，068，90 1，965 14，087 17，236 538，821，40 

7 1，067 323，92オ，60 1，694 151ι13，60 10，95ヲ 15，244，10 1"，720 490，587，30 

8 1，364 160，778制〕 12，560 17，574，00 14，714 515，662，00 

9 809 337，846，00 1，381 170，657，00 12，274 12，846，00 14，464 521，349，00 

10 941 365，197，00 1，404 168，047，00 12，029 14， .374 545，580.00 

928 359，802日。 1，451 179，170ω 1l，525 11，526，00 13，904 550，498，00 

12 972 361，599，00 1，794 211 ，994 ，OC 10，381 9，032，00 13，147 ，582，625，00 

13 848 323，285，00 1，832 246，048，OC 日，282 7，508，00 11サ962 576，841. 00 

14 841 314，743，00 2，00C 318，859，00 9，238 6，972，00 12，079 640，574，00 

15 698 274，083，00 2，001 385，451， OC 9，149 7，6日0，00 11，848 667ヲ194，00

16 344 232，887，50 1，396 300，124飢) 1，971 7，771， 35 3町711 540，782，85 

17 309 191，463，50 1，332 287，234，50 1，209 7，025，55 2，850 485，723，55 

18 2，643 156，014，50 不詳 178，062，50 不詳 6，ω1， 30 不詳 340，168，30 

19 1， 798 142，207，50 不詳 110，38]，]0 不詳 4，817ω70 不詳 257，406，30 

20 1，745 148，611，70 230 19，354，00 833 2，283，80 2，808 170，249，50 

21 Iヲ200 291，658，70 1，290 121，822，00 704 919，10 3，194 414，399，80 

22 1，868 321，288，30 1，052 124，844，09 1，743 1，612，45 4，663 447，744，84 

23 1，937 477 ，894，{)0 1，362 182，611，75 3，364 2，543，70 6，663 663，ω9.45 

24 1，915 558，368，00 1，868 201，499，50 4，606 4，716，00 8，389 764，583，50 

25 2，271 512，748，00 3，535 .323，533，00 5，288 5句357，00 11 ，094 841，638，00 

26 3，112 582，101，00 3，869 365，951，00 5，543 7，485，75 12，524 955，537，75 

27 .3，048 624，325，00 3，776 416，819，00 7，215 9，522，10 14，039 I 1，050，666，10 

28 3，227 555，821， 60 4，053 416，934，50 8，357 10、960，10 15，637 983，716，20 

3，303 486，874，00 3，129 360，438，00 6，613 9，488，00 13，045 856，800，00 

30 3，285 490，506，00 3，562 428，261，00 5，104 11，951 923，872，00 
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ぷ
直接給水 運搬給水 小汽艇絵 7Jぇ "E会コL 音卜

延隻数豊富 給水量(m') 延隻数佐司 給水量(附) 延隻数器量 給水量(m') 延隻数償 給水量(附)

31 3，194 484，953 3，660 440，296 3，367 3，367 10，22J 928，616 

32 3，750 576，431 3，310 389，579 3，478 3，478 10，538 969，488 

33 3，759 556，134 3，183 336，413 3，143 3，143 10，085 859，690 

34 3，710 556，406 3，443 356，714 (自動給J3Kh桜
3， 3，672 10，825 916，792 

35 4，105 622，384 3，628 380，259 2，966 2，966 10，699 1，005，609 

36 4，227 618，230 4，Li26 470，047 3，259 3，259 11，912 1，091，536 

37 4，014 585，436 3，760 422，882 2，373 2，373 10，147 1，010，691 

38 4，325 616，198 3，814 429，575 3，365 3，365 11 ，504 1，049，138 

39 4，769 618，066 3，778 422，863 4，451 7，927 12，998 1，048，856 

40 4，420 640，400 3，900 466，686 420 6，306 8，740 1， li3，392 

41 4，867 654，817 4，132 586，882 228 3，430 9，227 1，245，129 

42 4，905 692，019 3，957 590，570 175 2，622 9，037 1，285，2111 

43 5，396 753す769 3，672 497ラ597 130 1，952 9，198 1，253，318 

44 5，498 766，148 3，626 484，353 110 1，603 9，234 1，252，104 

45 5，95J 857，440 3，077 385，660 542 7，145 9，570 ) ，250，245 

46 6，074 881，110 3，253 401，117 950 16，492 10，277 1，298，719 

47 5，864 841，757 2，'747 332，491 1，304 22，179 9，915 1，196，427 

48 5，640 783，049 2，235 277，146 1，045 17，776 8，920 1，077，971 

49 5，ぷ96 758，122 1，957 264，983 14，510 7，453 1，037，615 

50 4，821 673，715 1，305 166，586 7，351 6，126 847，652 

51 4，704 699，800 1，212 160，765 7，474 5，916 868，039 

52 4，574 70]，062 1，202 ]56，206 12，945 5，776 870，213 

53 4ヲ296 627，934 884 107，087 23，215 5，180 758，236 

54 4，058 579，461 885 117，967 32，450 4，943 729，878 

55 4，296 625，838 843 116，083 35，591 5，139 777，512 

56 4，455 646，669 747 98，158 24，514 5，202 769，341 

57 4，298 627， ]07 560 63，978 6，115 4，858. 697，200 

58 4，214 596，922 516 59，297 7，740 J，，730 663，959 

59 .3，970 527，392 455 52，063 7，827 ，~， 425 587，282 

ω J~ ， 088 526，526 446 48，901 8，168 4，534 583，595 

61 3，492 418，987 399 44，724 9，290 3，891 473，001 1 
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ι財務関儲資料
(1 )水道事業親交状視蓄電
明治20年度(創設)~明治29年度水道事業の収支と負債償還明細

経費 国庫納付金 国庫納付延滞金
収入額

支出額 元金 利子 冗金 利子

明治

20 12.981. 639 22，065.326 

21 59，361巳 169

22 66，831. 210 40，698.958 21町 595.124

23 66，630.808 40，727.800 25，903.008 

24 73.906.682 11 33，178.882 

25 77，964.226 
" 

37町 236.426

26 86，729.269 " 12，763.698 75.098 3.3，162.673 

27 86，800.161 11 25，973.246 20，099.115 

28 90，829.673 " 27，012.176 23.089.697 

29 88，618.670 45，559.581 28，092.663 14，966.426 

言十 ロ…7苅加山6日山3.698川 川1口山1η…7

(単位.円・ J豆)

子商 3EE て

不足金9，083円68銭 7

厘は一時創業費より

繰替支出

差引残金4，546円55銭

9底は前年 (20王子)

度不足ifil:へ補充

差51残金4，537円12銭

8毘は20年度不足額

補充

国康上納延期分

33， J.62円67銭 3厘は

f護送修築工事に使用

国庫上納延期分

46，072fIJ36銭 l厘は

f.i主i葺漏水防止工事費

に充当

国民主上納延期分

50，101円87銭 3底は

取入所変更工事費に

充当

残額は拡張工事費国

庫補助出願につき上

j内を留保したがヲそ|

の後取入所変更工事

費不足となり 30，800

円を追願し工費に充

当した

937 



明治27~何年度収支決算内訳 (単位円@厚)

明 治 27年度 明治 28年度
区 ンへJ 平均率

金 車買 百介率 d三五~ 害実 百分率

収 料 金 収 人 63，239.690 73% 67，642.960 74% 73% 

~'[ 収 入 23，560.471 27 23，186.713 26 27 

入 計 86，800.161 100 90，829.673 100 100 

本合 ギ4 8，586.460 21 11，466.3(J7 28 25 

!維 8，658.761 21 5，802.049 14 18 

支 需 喜主ー 費 2，675.747 6 3，413.361 8 7 

f[多 主著 資 6，140.766 15 3，948.046 10 12 

ホオ 料 費 5ヲ98l.365 15 8，395.890 21 18 

石 炭 費 8，640.310 21 7，336.351 18 20 

出 諸 ヰ見 44.391 1 41.538 

建 フ主ぷf 費 324.258 1 

百十 40，727.800 100 40，727.800 100 100 

第 1囲拡張工事前後における水道事業収入 (早位.円)

pv-4竺度区 五子
33 34 36 37 38 

歳入

水 〕亘 1斗 金 164，946 179，263 220，830 242，642 259，485 

量水器貸付及一び手数料その他 21，060 7，486 16，535 18，989 12，101 

給水工事収 入 29，291 28，243 49，987 44，525 41，747 

言十 215，297 214，992 306，156 313，333 

水道事撲のJ収支状況(大正，)~[3年度) (早{立.円)

一区~一一一分一、 ー 一一~大~正~年度 I 4 5 [ [ [2 [3 

歳入総額 630 668 745，974 ]ヲ 920，295 1，279，399 2，431，620 

1ヲ157，008 620ラ473 866，453 

水道メーター及ぴ給水装置使用料 27，850 14，550 17，044 

その他 経常収入
630，668 745，974 

629，994 485，991 1，119，011 

国庫補助その他臨時収入 127，836 425，620 

前年度よりの繰越金 105，443 30，549 3，492 

歳出総額 534，911 590，722 lヲ889，746 1，631，589 3，227，626 

経 戸吊g， 費 107，509 105，167 521，955 374，372 1，354，872 

臨 同円一弓千 費 427ヲ402 485，555 1，367，791 1，257，227 1，517 073 

前年度へ繰上金 355，681 

差引残額(ふ不足額) 95 757 155，252 ム352，190 ム796ヲ006

938 



水道事業の収支状況(大正14~自違和 3 年度)
(単位円)

~と三l 大正 14 昭辛口 2 3 

|歳入総額 2，181，361 3，022，110 4，266，692 3，639，546 

7Jく 道 料 金 1，256，686 1‘643，051 1，870，675 2，057，739 

水道メーター及び給水装置使用料 24，023 

その他経常収入 634ヲ150 652，589 646，315 643，536 

国庫補助その他臨時収入 254，101 726，470 1，749，702 938，271 

前年度よりの繰越金| 12，401 

歳出総額 3，304，420 3，912，606 3，872，494 

r。上y .~?;口 法民句i l司 110，370 980ヲ300 1.123，146 l町 192，960

ji;話 時 費 1，385，643 1，809，247 2，685，928 2，246，656 

前 年 度 へ繰上金 808，407 1，123，059 890，496 

差5)残額(ム不足額) |一回 ム232，948

水道事業の収支状況(昭和 4~ B年度)
(単イ立 円)

戸区ご二二外一一一~昭一和一年~度 I 4 5 6 7 寸 E 

歳入総額 3，693，073 5，799，456 4，552，006 2，950，439 2，860フ191

キト 金 J[又 入 2，119，844 2，141，755 2，051，285 2，124，026 2，235，001 

その他一般収入 891，365 376，656 309，501 339，333 401，629 

{昔 ノ1、 金 400，000 3，163，600 147，066 

積立金繰入及び資産売却代l 281，864 26，520 59，511 76，495 

歳出総額 3，477，503 3，978，559 3，768，360 3，506，239 3，612，428 

営 業 費 。維持費 1，883，669 1，440，037 1，721，976 2，034，870 2，246，983 

資 産 的 支 出 726，499 1，818，007 1，717，321 948，951 880ヲ686

積 立 エれII: 63，439 40，994 35，834 37，605 245，708 

{昔 入 f耳¥ 返 j斉 570，948 679，521 293，229 484，813 239，051 

前年度へ線上金 232，948 

差ヲl残額(ム不足額)
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水道事畿の収支状況(昭和司 ~27年度前期)

~年度 9 10 11 12 

歳入 総 額 4，661，807 4，837，072 5，703，827 6，551，355 

料 金 収 入 2，417，346 2，691，809 2，894，068 3，311，811 

そ グコ 他ー 骨量 収 入 363，560 425，644 497，191 555，883 

イ昔 入 金 122，400 130，000 779，211 682，000 

積 立 金 繰 入及び資産売却代 246，425 218 100，555 413，278 

月リ 年 度 繰 越 金 1，512，076 1，589，401 1，432，802 1，588，383 

歳出総額 3，072，406 3，404，270 4，115，444 4，738，604 

営 業 費 維持 賀 2，079，863 2，141，332 2，337，513 2，497，748 

資 産 自ヲ 支 日[ 532，788 405，142 790，571 1，478，383 

手責 立 三Z日入L 35，987 

f昔 人 金 返 I斉 423，768 857，796 987，360 762，473 

翌年度繰越金 1，589，401 1，432，802 1，588，383 1，812，751 

七区こ二分 ~一一一一~一一一 !日 20 21 22 

歳入総額 16，603，832 11，480，801 68，881，764 175，182，964 

7}く j差 1吏 序j 料a 4，710，858 2，709，401 20，314，542 66，408，137 

イ小:(!口〉 7]( ヱ 学ー lfY.. 人 71，178 44，374 1，567，142 19，013，693 

ロオ 産 売 払 1-1:: 103，467 46 

国 県 幸浦 .~jJ 人iIl 7，271 411，949 2，753，497 1，466，061 

市 イ員 及 び分担 金 6，840，000 8∞，000 38，005，000 72，800，000 

手数料その他雑収入 217，411 219ヲ770 2，374，838 2，372，297 

前 卓三 度 繰 i法 ノJIZ: 4，653，647 7，305，307 3，866，599 13，122，776 

歳出総額 9，298，525 7，614，102 55，758，988 155，434，732 

著喜 務 費 792，841 1)475，630 6噌 454，527 21，550，214 

作 業 及 tF 修繕 重苦 1，265，361 1，867，145 7，906，919 38，040，264 

計商f 費 1，036ラ363 999，657 2，392，711 3，406，989 

公債利子及び、諸費 627，886 790，405 1，044，825 3，77Ll，077 

云ロ旦iL '備 費 24.138 1，345 3j578j160 11，226，644 

公 イ責 {賞 還 万二 ノie: 834町098 798，705 1フ387，011 981，018 

事合 7.k 工 事 費 104，974 71，946 1，176，357 15，440，099 

第 4 回 J広 目長 受 4，612，864 956，581 26，827，709 56，070，319 

宅主 た;;5- 復興事業 費 652，688 3，767591 4，333，814 

下 71'く i亘 事 業 費 1，223，178 611，294 

翌年度繰越金 '7，305j307 3，866フ699 13，122，776 19，748，232 
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(単位円j

l3 18 14 15 16 17 
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389，000 I 

1，396 I 
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4，513，190 

2，617，927 

778，695 

6，849，242 
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34，614，944 

88，021，934 

4，164，432 

34，251ヲ487
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9，183，616 

80，518，583 

30，786，000 

47，571，587 

119，200，676 

34，276，587 

65，934，417 

431，276，601 

8，113，765 

47，911 ，845 

13，507，000 

68，358，671 

118，657，622 

12，627，163 

74，660，236 

382，506，705 

9，689，742 

20，050，787 

76，788，377 

436，278，346 

92，715，326 

118町 435，358

38，087，618 

51，274，104 

8，642，000 

27，180，010 

99，943，930 

76，788，3771 ム56，258，617

15，576，747 

4，529，585 
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2‘809，030 
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(2)水道事業損盤計算書

(自 昭和21年度下半期。至百昭和35年度)

九科-----目---一 一----年--- 度 27 (下半期)

l営業収益 502，267 

(1)給 水 lly. 主主 403，246 

(2)船舶給 水収益 38，239 

(3)受託工 事収益 60，782 

(4)その他営業収益

2営業費用 385，206 

(1)原 水 費 27，454 

(2)浄 水 費 42，605 

(3)配 水 費 36，468 

(4)給 水 費 41，553 

(5)船 骨自 給 オく 費 22，078 

(6)受 託工 事 費 46す352

(7)業 務 費

l副総 {系 費 122ヲ540

削減 f面 {貰 去o 費 46，050 

(1同資 産 減耗 費

(11)そ の 他 営業費用 106 

営 業 利益 117，061 

3営業外収益 15，917 

(1)受 取 手Ij '自b、 3，215 

(2)補 助 金

(3)水 道 利 用 力[1入金

(4)~1t ~y' 益 12，702 

4営業外費用 49，321 

(1)支払利息及び企業債取扱諸費 49，253 

(2)繰延勘 定償却

(3)雑 支 lL斗Tj」 68 

経 常 利益 83，657 

5特別利益

6特別損失

当年度純利益(ム純損失) 83サ657

前年度繰越利益剰余金 ム13，308

当年度未処分利益剰余金 70，348 

(注) 上地方公営企業法適周年度より。

942 

20科目分類は昭和61年度を基準とした。

3 指数はわI前年度比を示す。

28 29 30 

965，428 192.2% 1，037，282 107.4% 1，131，548 109.7% 

786，770 195.1 864，124 109.8 959，656 1ll.1 

69，872 182.7 58サ977 84.4 62，357 105.7 

106，535 175.3 111，552 104.7 106，640 95.6 

2，251 2，629 116.8 2，895 110.1 

805，100 209.0 908，986 112.9 1，007，629 ]]0.9 

60，528 220.5 79，514 131.4 89，747 112.9 

78サ577 184.4 93，800 119.4 98，964 105.5 

89，483 2'，5.4 108，628 121. 4 129，911 

70，366 169.3 65，457 93.日 84ラ836 129.6 

48，107 217.9 48，925 101. 7 48，692 99.5 

99，483 214.6 107，478 108.0 100，098 

236，285 192.8 269，569 114.1 302，679 112.3 

121，273 263.4 134，310 110.8 151，072 112.5 I 

998 941. 5 1，305 130.8 1，630 124.9 

160，328 128，296 123，919 

32.968 207.1 33，792 102.5 35，968 106.4 

8，195 254.9 2，615 31.9 2，194 83.9 

367 227 61.9 708 311.9 

24，406 192.1 30，950 126.8 33，066 106.8 

1ll，202 225.5 140，040 125.9 145，413 103.8 

109，745 222.8 128，899 117 .5 125，048 97.0 

1，062 2，376 223.7 2，505 105.4 

395 580.9 8、7652.219.0 17，860 203.8 

82，094 22，048 14，474 

82，094 22，048 1'1，474 

65，494 11，837 7，880 

76，600 33，885 22，354 



( i判立:千円)

31 32 つuつu 34 35 

1，510，186 133.5% 1，595‘525 105，7% 1，642，470 102，9% )， 777，056 四吋 )， 894，415 106，6% 

1，279，947 133.4 1，353，798 105，8 1，421，097 105，0 1， 545町976 108，8 1，577町337 102.0 

75ヲ785 121， 5 77，484 102.2 69，246 89.4 71， 376 80.720 113.1 

122，603 115.0 12:3，990 101.1 110，119 88.8 101，278 92.0 124.908 123 .. 3 

31，851 1.100.2 40，253 126.4 42，008 1011.4 58，426 139.1 III守450 190.8 

1，069，804 106.2 1、189，322 11)， 2 1，225、308 103.0 1， 339サ 729 109.3 1.404.817 104.9 

81，731 91.1 100，289 122.7 118，067 117.7 112，863 95.6 104.026 92.2 

101，690 102.8 114，584 112.7 110，696 96.6 1l0，489 99.8 122.928 lli .3 

165，131 127.1 170ヲ543 103.3 181 ，023 106.1 186，139 102.8 194.701 104.6 

82，0.38 96.7 103，397 126.0 133，891 123.0 145，481 108.7 

50，303 103.3 58，578 57，505! 98.2 56，729 98.7 64，556 113.8 

105，778 105.7 116，997 110.6 116う819 99.8 98，924 84.7 123句548 124.9 

64，654 82，728 128.0 87，096 105.3 92，737 106.5 108.862 117.4 

250，258 82.7 237，163 94.8 235，331 99.2 301，389 128.1 264町943 87.9 

153，723 101.8 180，331 117.3 193，253 222，069 ])4.9 250，321 112.7 

12，946 22，634 174.8 14.587 64.4 22，335 153.1 22ヲ958 102.8 

1，552 95.2 2，078 133.9 2，080 100.1 2，164 104.0 2，493 115.2 

440，382 406‘203 417，162 137町327 489，598 

12，258 34.1 16ρ65 i 131.1 19，432 27，597 142.0 25.087 90.9 

3町610 164 5 1 4，158! 115.2 7，632 183.5 10，49J 137.5 12，143 115.7 

568 80.2 274 48.2 979 357.3 570 58.2 898 157.5 

8，0副〕 24.4 11，633 144.0 10，821 93.0 16，536 1.52.8 12，046 72.8 

121，464 83.5 120，762 99.4 156，008 129.2 207，154 132.8 234，168 113.0 

117，368 93.9 118，139 l以l.7 152，039 128.7 200，548 131.9 227，648 113.5 

2，50.5 100.0 2，505 100.0 3，232 129.0 5，129 158.7 6，394 124.7 

1，591 8.9 118 . 7.4 737 624.6 1，477 200.4 126 8.5 

331，176 301，506 280，586 257，770 280町517

331，176 301，506 280，586 257，770 280，517 

21守950 94，096 46，074 41町332 165，351 

353，126 395，602 299，102 445.868 
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(由昭和36年度。菜沼和44年度)

『科ζ 二、~目~~~~~年--度 36 37 38 39 

1営 業 収 主 主 2，174，632 1l4，8% 2，389，416 109.9% 3，024，114 126，6% 4，039，202 133.6% 

i!)給 水 収 益 1，800，916 114.2 2，日00，812 111.1 2，558，034 127，8 3，477，840 136.0 

(2)IJ白舶給水収益 98，332 121.8 86，115 87，6 107，625 125.0 140，064 130.1 

(3ト 受 託 工事収益 155，388 124.4 175，997 113.3 209，724 119.2 217，863 103，9 

(4)その他営業収益 119，996 107，7 126.492 105.4 148，731 117 .6 203，435 136.8 

2営業費用 J ，753，669 124.8 2，067，699 117.9 2，305，725 1ll.5 2，980，133 129.2 

(1)原 水 費 158，337 152.2 168，164 106.2 215，162 127.9 264，046 122，7 

(2)i予 水 費 163，512 133，0 195，555 119.6 282、297 144.4 347，377 123，1 

(3)自己 水 'i1: 270，501 138，9 316.217 116.9 321，137 101.6 425，097 132.4 

(4:)*g， 水 資 249，508 171.5 3301463 132.4 318，628 96.4 386，201 121.2 

(5)船 舶 給 水 費 76，900 119.1 85，491 111.2 97，252 113.8 108，812 11]， 9 

(6)受 託工事 資 149，429 120.9 172，283 115，3 169，221 98.2 202，411 119.6 

(7)業 務 費 124，633 114，5 146，327 117.4 163，595 111.3 195，326 119.4 

(8)f1i 'f'A 259，731 98，0 268，049 103.2 322，805 120.4 416，906 129.2 

削減 i面 償却 合耳iヨ 278，779 111.4 337，281 121. 0 381. 763 113.2 564ヲ536 147.9 I 

側資 産 減耗 費 19，675 85，7 45.475 231.1 30，534 67.1 65，921 215.9 

(11)そ の 他 営業費用 2，664 106.9 2，394 89，9 3，331 139.1 3、500 105，1 

営。 業利 益 420，963 321，717 718，389 1，059，069 

3営業外収益 21，762 86.7 37，791 173，7 58，385 15405 58，644 100.4 

(1)受 取 手IJ 怠、 12，641 104， ! 15，556 123.1 18，503 118.9 29，031 156.9 

(2)補 助 金 '，06 950 234.0 775 8L6 

(3)水道利用加入金

(4)雑 !l~ 語、 9，121 75.7 21，829 239，3 38，932 178.3 28，838 74.1 

4営業外費用 296，910 126.8 382，429 1288 568，042 143.5 761，223 134.0 

(1)支払利息及ぴ企業債取扱諸費 289，093 127.0 374，020 129.4 560，915 150.0 754，600 134.5 

(2)繰延勘定償却 7，742 121.1 8，114 104，8 '7，039 86.8 5，170 73.4 

(3)雑 才J 、 出 75 59，5 295 393.3 88 29.3 1，453 1，6.51.1 

経常利主主 145，815 ム22，921 208，732 356，490 

5特別利益

6特別損失

当年度純利益(ム純損失) 145，815 ム22，921 208，732 356，490 

前年度繰越利益剰余金 255，625 216，463 91) 838 152，266 

当年度未処分利益剰余金 401，440 193，542 300，570 508， '156 

(注) 1。科目分類は日召フ問61年度を基準とした。

2。指数1;)対前年度比を示す。
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(単位千円)

40 41 42 43 44 

4，307，964 106，7% 4市川10.4% 5，289，170 11]，2% 8，622，498 163，0% 9，412，543 108，7% 

3，635，615 104，.5 4，004，258! 110，1 4，417，303 110，3 7，670，782 173，7 8，365，466 109，1 

163，652 116，8 205，092 125，3 210，667 102，7 188，183 89，3 186，783 99，3 

235，201 108，0 234ヲo∞ 99，5 2ヲ6，833 126，9 351，609 ]]8，5 402，320 114.4 

273町496 134.4 313，321 114，6 364，367 116，3 All，924 113，1 457，974 111， 2 

3，388，407 3，920，847 115，7 4，396，056 112，1 ，j， 947，325 i ]]2，5 5，827，432 117，8 

326，924 173，8 390，860 119.6 443.393 113，4 481，8171108，7 513，574 106，6 

370，833 106， S 416，405 112，3 456，899 109，7 521，513 i 114，1 633，672 121， 5 

523，128 J2，3 ， 1 622，812 119，1 710，225 114，0 781町 130 110，0 1，001，918 128，3 

489，5，37 126，8 569，441 116，3 633，7.39 ])1， 3 664，922 104，9 829，097 124，7 

]37，890 114，7 144，498 104，8 150，604 104，2 169，909 112，8 

233白3951115，3 227，732 97，6 288，549 126，7 398，0311118，2 

234，863 i 120，2 269，499 114，7 305，812 113，5 393，8461128，8 ，508，753 129，2 

448，913 107，7 408，835 9]，] 489， ~\O] 119，7 600，482 122，7 730，515 12]， 7 

565，291 763，327 135，0 795，120 101，2 886，821 11]，5 955，613 107，8 

71，820 108，9 110，157 125，084 ]]3，6 126，086 100，8 82，36:3 65，3 

3，457 98，8 3，889 112，5 3，必6[ 88!! 3，459 1C的 7 3，987 1J5，3 

919，，557 835，821 893，]]4 3，675，173 3町585，11J

67，769 115，6 95，243 ]40，5 81，342 85.4 101，555 124，8 93，M4 92，0 

39，161 134，9 46，685 119，2 28，356 60，7 28，236 99，6 50，715 179，6 

857 110，6 1，321 134， ] 1，714 12 ハ"，ゎ。 1，993 116，3 2，477 124，3 

27，751 96，2 47，237 170，2 51，272 108，5 71，326 139，1 40，252 56，4 

968，696 127，3 914，127 94.4 ]， 052，606 115，1 1，065，460 101， 2 1，057，606 99，3 

964，358 127，8 900，743 93，4 1，024，347 113，7 1，034，630 101，0 1，022，387 98，8 

3，945 76，3 13，220 335，1 27，975 21]，6 29，017 103，7 33，124 114，2 

393 27，0 164 41守7 284 173，2 1町813 638，4 2，095 115，6 

18，63C 16，940 ム78，150 2，711 ，268 2，620，949 

18，630 16，940 ム78，150 2，711 ，268 2，620，949 

175，415 51，758 ム155サ 794 ム14，067

194，045 68，698 675，93 2，555，474 2町606，882
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(自昭和45年度。至昭和53年度)

『科------目-----、-----年-_度~ 45 46 47 48 

l営業収銃 10，397，998 110，5% 1 1 - l l川 12，212，275 107 7 % 17，234，62ヲ 14Ll% 

(1)給 水 4:~ 示よ、~ 9，188，512 109，8 9，984，370! 108，7 10，713，678 107，3 15，570，523 145，3 

(2)船舶給水収益 203，430 108，9 273，921 134，7 274，319 100，2 226，294 82，5 

(3)受託工事収益 478，709 119，0 457，885 95，6 475，783 103，9 557，807 117，2 

14)そ の 他 営業収琉 527，347 115，1 622，628 118，1 748，495 120，2 880，014 117，6 

2営 業 費 用 7，535，328 129，3 9，310，070 123，6 10，598，173 113，8 12，963，684 122，3 

(1)1京 水 2当 539，855 114，9 743，470 126，0 805，784 108.4 890，659 110，5 

(2)浄 水 費 759，091 119，8 855，559 112，7 956，836 111. 8 1，856，460 194，0 

(3)自己 ノjに 費 1，156，411 115ι 1，406，668 121.6 1，758，267 125，0 2，096，936 119，3 

(4)給 水 費 1，104，134 133，2 1，460，272 132，3 1，785，670 122，3 2，004，036 112，2 

(5)J船舶 給 水 費 185，432 109，1 206，ω8 111.6 210，861 101，9 237，819 112，8 

(6)受 託工事 費 471，567 118，5 456，064 96，7 481，570 105，6 534，748 111.0 

(7)業 務 費 655，525 128，8 792，822 120，9 971，972 122，6 1，227，786 126，3 

(8)総 係 資 791，292 108，3 1，023，695 129.4 1，029，883 100，6 1，208，089 117，3 

(9)irox 価 償 去日 費 1，610，405 168，5 2，136，810 132，7 2，242，261 104，9 2，425，152 108，2 

(10)資産減耗費 207，708 252，2 223，087 107.4 327，663 146.9 461，18:月 140，7 

川の他営業費用[ 3，908 98，0 4，715 120，6 27，ilU6 581. 3 20，814 75，9 

1ヨ 業利 益 2，862，670 2，028，734 1，614，102 4，270，954 

3営業外収益 137，531 147，2 164，688 119，7 144，857 88，0 1，977，972 1，365，5 

(1)受 取 手IJ d目、 67，507 133，1 82，001 96，1 99，136 120，9 

(2)補 助 ノ主j 1，024 41. 3 3，082 301.0 3，132 101. 6 5，908 188，6 

(3)水 道 利 用加入金 1，763，230 

(4)維 収 ナA七L 69，000 171.4 76，292 110，6 59，724 78，3 lω，698 

4営業外費 用 1，088，515 102，9 2，184，648 200，7 3，127，014 143，1 3，549，329 113，5 

nl支払利息及び企業債取扱諸費 1，049，531 102，7 2，143，965 204，3 3，090，484 144，1 3，503，918 113.4 

(2H~，延勘定償却j 38，788 117，1 40，411 104，2 36，170 89，5 42，385 117，2 

(3)1'住 で:!i仁 出 196 9，4 272 138，7 360 132，7 3，026 840，6 

経常 利益 1， 911，686 8，774 ム1，368，055 2，699，597 

5特別利益

6特別損失

当年度純手IJ益(ム純損失) 1，911，686 8，774 ム1，368，055 2，699，597 

前年度繰越利益剰余金 341，152 1，142，751 868，152 ム443，894

当年度未処分利主主剰余金 2，252，838 1，151，525 ム499，903 2，255，703 

(i主) 上 科 目 分類(j'昭和61年度を恭準とした。

ム指数は対前年度上ヒを示す。
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(単位ー千円)

49 50 51 
7 

52 53 

17，647，725 102，4 ?古 21，941，443 124.3% 32，238，664 146，9% 36，558，3931山助

15，569，960 100，0 19，450，211 124，9 29，268，822 150，5 29，856，3621102，0 32，984，965 1]()，5 

279，438 123，5 396，181 14)，8 395，178 99，7 479，051112]，2 468，242 97，7 

637，495 114，3 738，376 115，8 902，235 122，2 816，096 90，5 924，811 113，3 

1，160，832 13]， 9 1，356，675 116，9 1，672，429 123.3 1. 790‘89C 107，1 2，18C町375 121，7 

19，880，235 153.4 21，662，087 109，0 25，710，441 118.7 28，227叩9，8 32，394，105 114，8 

1，389，115 107，3 1，501，065 108.1 1‘741句0021116，0 l町739，366 99，9 

4，969，174 i 267，7 5，083，462 102，3 6，902，874 135，8 7，265，074 105，2 9，548，802 131.4 

3，038，193 144，9 3， ，533，236 116，3 4，061，729 115，0 4，168，038 102，6 4，276，153 102，6 

3，112，982 155，3 3，269，897 105，0 3，72司，700 114，0 4，053，826 108，7 4，473，429! 110，4 

294，682 123，9 310，231 105，3 317，396 102.3 335，408 105，7 349，152 104.0 

693，161 12日6 762，581 110，0 869，392 114，0 日22，338 106，1 1，018，617 110.4 

1，661，411 135.3 1，837，953 110，6 2，073，912 112，8 2，295，835 110，7 2，468う088 107.5 

1，844，541 152，7 2，011，221 109，0 2，281，403 m，4 2，630，966 115，3 2町829，721 107，6 

2，598，512 107，1 3，114，593 119，9 3，551，187 114，0 4，132，116 ]]6，4 5，030，514 12]， 7 

372，304 80，7 348，883 93.7 422，709 121，2 659，270 96，6 

458 2，2 9151199，8 246 I 332.4 問 1403，7

.6.2，232，，510 279，3，56 6，528，222 4，715，166 4，164，288 

3，164，271 160.0 3，035，139 95，9 4，221，040 139，1 4句246，315 Iω，6 4，406ヲ783 103，8 

194町 165 195，9 133，965 69，0 192.244 143 5 .33.S) 944 174，7 265，944 79，2 

5，737 97，1 3，740 65，2 4，4]] 117，9 6，35C 144，0 8，196 129，1 

2，868，428 162，7 2，770，744 96，6 3，938，894 142，2 3，810、380 96，7 4，058，600 106，5 

95，941 87，5 126，690 132，0 85，491 67，5 93，641 109，5 74，043 79，1 

4，178，796 117，7 5，105，346 122，2 5，829，715 114，2 6，896，272 118，3 7，612，197 110，4 

4，132，192 117，9 5，061，237 122，5 5，787，427 ]14，3 日，852，049 118.4 7，566，829 110，4 

46，353 109.4 43，909 94，7 42，082 95，8 44，019 104，6 45，031 102，3 

251 8，3 200 79，7 206 103，0 204 99，0 337 165，2 

ム3，247，035 ム1，790，851 4，919，548 2，065，209 958，874 

46，407 47，653 102，7 

14，692 9，699 66，0 

ム3，247，035 ムし790，851 4，919，548 2，096，924 996，828 

2，481，109 31，307 ム963，669 3，596，948 4，805，339 

ム765，926 ム1，759，544 3，955，879 5，693，872 
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(由昭和54年度 。至昭和61年度)

~科-_目------一---年----度 54 55 56 57 

1営業収益 42，055，331 115，0% 44，857，696 106，7% 55，409，838 123，5% 56，307，730 101.6% 

(lH1; 水 4:c<: 益 37，931，080 115，0 39，848，113 105，1 49，525，676 124，3 50，523，621 102.0 

(2)船舶給水収益 465，747 99，5 483，859 103.9 476，130 98.4 429，286 90.2 

I (ほ託工事収益 1，011，022 109.3 1，219，015 120.6 1，090，998 89.5 1，120，371 102，7 

i4)その他営業収益 2，647，482 121.4 3，306，709 124，9 4，317，034 130.6 4，234，452 98.1 

2営業費用 39，246，548 121. 2 44，039，660 112.2 47，687，007 108.3 50，735，993 106.4 

(1)原 水 費 1，781，320 102.4 2，345，810 131.7 2，343，841 99.9 2，544，677 108，6 

(2)浄 水 費 13，864，458 145.2 14，281，631 103.0 15，864，775 111.1 15，907，642 100.3 

(3)配 水 費 4，749，661 11]，] 6，138，372 129.2 6，482，490 105.6 6，416，763 99.0 

(4)給 水 哲 4，921，217 110.0 5，652，590 114.9 6，196，472 109.6 6，615，514 106.8 

(5)船舶 都4f¥..内 水 1主 371，744 106.5 390，910 105.2 395 j 395 101.1 398，275 100.7 

(6)受 託工 事 揖只 1，166，067 114.5 1，253，096 107.5 1，342，277 107.1 1，274，650 95.0 

(7)業 務 費 2，660，445 107.8 2，876，818 108.1 3，175，963 110.4 3，286，665 103.5 

(8)総 i系 資 3，118，778 110.2 3，351，625 107.5 3，715，266 110.8 4，906，345 132.1 

削減 1面 償 去日 費 6，033，290 119.9 6，682，750 110.8 7，121，260 106.6 8，049，731 113.0 

(1司資 産 減耗 費 579，167 87.8 1，065，761 184.0 1，049，258 98.5 1，335，618 127.3 

川 そ の 他 営業費用 JA 40.4 297 74.1 10 3.4 113 1，130.0 

営 業利l ラ且L七 2，808，783 818，036 7，722，831 5，571，737 

3営業外収益 5，072，677 115 .1 4，662，387 91.9 4，551，677 97.6 4，889，615 107.4 

(1)受 取 手リ 4官、 342.606 128.8 456，038 133，1 444，997 97，6 706，679 158.8 

(2)補 sJJ 金 9，445 115.2 16，468 174.4 15，101 91守7 16，875 1ll.7 

(3)水道利用加入金 4，635，555 114.2 4，040，415 87，2 4，001，842 99，0 4，068，105 101. 7 

(4)雑 収 益 85，071 114.9 149，466 175.7 89，737 60，0 97，956 109.2 

4営業外費用 8，319，123 109.3 9，316，682 112.0 9，831，476 105.5 10，474，425 106.5 

11)支払利息J!i.ぴ企業債取扱諸費 8，273，734 109.3 9，264，810 112.0 9，783，929 105.6 10，425，319 106.6 

(2)繰延勘定 償却 45，123 100.2 45ヲ405 100.6 42.423 93.4 42，294 99.7 

(3)雑 支 出 266 78.9 6，467 2，431.2 5，124 79.2 6.812 132.9 

経常 利益 ム437，663 ム3，836，259 2，443，032 ム13，073

5特別利益 234，809 492.7 104，917 44.7 22，308 21. 3 13，187 59.1 

6特別 J員夫 12，354 127.4 

当年度純利益(6純損失) ム215.208 ム3，731，342 2，465町340 114 

前年度繰越利益剰余金 "，359，912 3，485，001 ム246，341 2，084，627 

当年度未処分利益剰余金 4，144，704 ム246.341 2，218，999 2，084，741 

(注 1.科目分類は昭和61年度を基準とした。

2.指数は対前年度上じを示す。
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(単位千円)

58 59 60 61 

日，45山 |mm 61，108，138 104.5% 61，511，4711100.7% 62，192，435 

52，017，937 i 103.0 53町919，221 103，7 54，161，34911∞4 55，025，58J 101. 6 

407.659 1 95.0 349，660 85.8 347.837 I 99.5 277，772 79.9 

1，158，977 103.4 1，278，692 110.3 1，320，291 103.3 1，428，919 108.2 

4，865，539 114.9 5) 560，565 114.3 5，681，994 102.2 5，460，160 96.1 

51，147，068 100.8 53，621，241 104.8 54，791，337 102.2 57，090，756 104.2 

2.407.295 94.6 2，523，145 104.8 2.599，921 103.0 2，.589，129 99.6 

16，153，516 101.5 16，451，33] 101.8 16，413，510 99.8 16，505，475 100.6 

6，983，244 108.8 7，152，929 102.4 7，578，441 105.9 7，547，606 99.6 

7，346，615 111.1 8，077，281 109.9 8，410，492 104.1 8，711，990 103.6 

364，045 91.4 :371，212 102.0 351，886 94.8 264，859 75.3 

1，347) 563 105.7 1よサつυれα1ょ，ウtつリのム 103.3 1p峨?竹川 5 1，554，159 105.8 

3，401，040 103.5 3ヲ495，403 102，8 3，868，324 i 110.7 4，147，856 107.2 

3，264，589 66.5 3，502，783 107.3 3，330，25.S 95.1 4，143，285 124.4 

8，750，108 108.7 9，193，536 105.1 9，542，649 103.8 9，801，58う 102.7 

1，128，199 84.5 1，461，721 129.6 1，227，561 84.0 1，824句790 148.7 

854 168 19 

7，303，044 7，486，897 6町720，134 5町 101，679

5，719，659 117.0 5，934，315 103.8 6，117，413 103.1 6，832，168 111. 7 

821，594 116.3 934.588 113.8 1，005，46:l ]07 .6 910.370 90.5 

18，033 106.9 23，460 130.1 21，463 91. 5 22.184 103.4 

4，760，456 117.0 4，864，762 102.2 4，971，627 102.2 5，817サ546 117.0 

119，576 122.1 1Il，505 93.2 82，068 69，0 

10，973，769 104.8 11，179，280 101.9 11 ，240，940 i 100.6 11，141，659 99.1 

10，919，527 104.7 11 ，102，200 101. 7 11，151，696 100.4 11 ，029内952 98.9 

47，668 112.7 61，653 129.3 74，857 121.4 82，873 110.7 

6，574 96.5 15，427 234.6 14，387 93.3 28.834 200.4 

2，048，934 2，241，932 792，188 

400，352 3，036.1 49，903 12.5 193，871 388.5 226，888 

2，449，286 2町291，835 1，790，478 1，019，076 

2，074，741 4，394，028 6，565，862 8，266，340 

4，524，027 6.685‘863 8，356，340 日，285，416
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(3)水道事業貸借対照重量

(自 昭和27年度 c~ 昭和34年度)

I頁 I一一一一一一主度 開始(27， 10.1) 27 

% 
ー1固定資産 6，435，035 6，682，840 

(1)有形固定資産 6，435，035 6，679，130 

ア土 I自 116，559 113 ，860 

イ立 木 212，999 212，999 

ウ建 物 139，733 142，227 

エ構 築 物 5，120，392 5，266，302 

オ機械及ぴ装置 328，844 340，815 

力事柄 運搬具 11，700 16，174 

キil合 舶 30，485 29，141 

ク工兵器具及び備品 12，622 12，012 

ケ建設仮勘定 461，701 545，600 

資t→f戸: (2)錦、形国定資産
(3)投資 3，710 

(7) 

1R2流動資産 362，920 614，492 

(1)現 会 i:f! 王ノ立¥ 55，617 239，796 

(2)未 ij)( 金 122，744 

(3)有 {面 三正 券

(4)保管有価証券 20，515 20，515 

(5)貯 蔵 ロ口ロ 237，035 202，322 

(6)短 期 イ目勺 {寸 金

(7)仮 払 金rその他流動資産
49，753 29，115 

3繰延勘定 5，310 

(1)企業債発行差金 5，310 

資産合計 6，797，955 7，302，642 

692 

(1)建設 受 ~t f注
(2)年賦未 Jム 金 692 

5流動負債 122，420 149，537 

負 (1)未 在、 金 73，370 

f貢 (2)前 受 金 19，977 8，683 

のロ日 (3)預 E 入i 2，433 2，793 

[…価証券

20，000 20，ω。
(5)仮受金 10 

(6)その他 流 動 負 債 80，000 44，691 

負債合計 123，112 149，537 

6資 本 金 6，674，843 7，062，331 

本 金 5，403，372 5，396，960 

本資 (2)借入 資 本 金 1，271，'171 1，665，371 

7剰余金 ω，774 

の (1)資本剰 余 金 20，425 [lm- 70，349 

資本合計 6，674，843 7，153，105 

負債 資不合計 自，797，955 7，302，642 

(注) 1。 地方公営企業法適用年度より。

2. 固定資産は，減価償却累計額控除後の額を示す。

3. 指数は対前年度:上ヒを示す。

950 

28 29 

% % % 
103.9 6，900，440 103.3 7，067，155 102.4 

103.8 6，876，565 103.0 7，011 ，960 102.0 

97.7 116，285 102.1 115，644 99.4 

100.0 212，999 100.0 212，999 l∞o 

101. 8 149，603 105.2 lω，589 107.3 

102.8 5，557，686 105.5 5，839，212 105.1 

103.6 252，207 74.0 286，936 113.8 

138.2 13，697 84.7 13，973 102.0 

95.6 32，991 113.2 31，414 95.2 

95.2 11，082 92.3 15，842 143.0 

118.2 530，015 97.1 335，351 63.3 

23，875 643.5 55，195 231. 2 

169ι3 558，796 90.9 362，601 64.9 

431. 2 170，185 71.0 46，417 27.3 

108，75C 88.6 107，183 98.6 

100.0 20，515 100.0 20，515 100.0 

85.4 254，909 126.0 186，849 73.3 

58.5 4，437 15.2 1，637 36.9 

10，818 203.7 9，087 84.0 

10，818 203.7 9，087 84.0 

107.4 7，470，054 102.3 7，438，843 99.6 

122.2 142，327 95.2 119，864 84.2 

69，963 95.4 37，125 53.1 

43.5 8，607 99.1 16，407 190.6 

llLl. 8 7，8ω 281.4 6，650 84.6 

100.0 20，000 100.0 20，000 100.0 

55.9 35，897 80.3 39，682 110.5 

121. 5 142，327 95.2 119，864 84.2 

105.8 7，190.351 101.8 7，]75，114 99.8 

99.9 5，306，660 98.3 5，337，707 100.6 

131.0 1，883す691 113.1 1，837，407 97.5 

137，376 151.3 143，865 104.7 

37，176 ]82.0 51ヲ279 137.9 

100，200 142.4 92，586 92.4 

107.2 7，327，727 102.4 7，318，979 99.9 

107.4 7，470，054 102.31 7竺坦1日



(単位:千円)

30 31 32 33 

%66O11 11i 1 J 34 

% 。% % ! % 

7，006，840 99，1 7，189句777 102，6 7，940，468 110.4 9，178，251 115，6 1 10，259，690 1 111，8 

6，949，154 99，1 7，185，459 103.4 7，926，160 110，3 9，163，708 115，61 10，244，9071 11)，8 

121，326 104，9 128，369 105，8 Hl，488 110，2 161，498 114，11 179，0771 110，9 

212，999 100，0 212，999 100，0 212，999 100，01 212，9守91 100，0 

156，364 97，4 162，9481 104，2 164，806 10)，) 166，819 101，2 194，909 116，8 

6，080，476 104，1 6，191，338 10]，8 6，，318，453 102.1 6，423町 137 10]，7 7，433，329 

305，678 106，5 330，684 108，2 345，468 104，5 3ιヨ，799 106，8 386，349 104，8 

14，003 100，2 17，226 123.0 23，820 138.3 27，450 115，2 I 26，153 95.3 

28，199 8ヨ8 25‘191 89，3 23，639 93，8 20，887 88，4 17，203 82，4 

18，083 114，1 18，764 103，8 20，333 108，4 24町 195 119，0 28町429 117，5 

12，026 3.6 97，940 814，4 675，154 689，4 1，757，924 260，4 1，766，459 100，5 

57，686 104，5 4，318 7.5 14，308 331. 4 14，543 101，6 14，783 10L 7 

仇 662l 山 4 550，896 145，1 568，174 103，1 764，774 134，6 769，081 100，6 

105，375 i 227，0 189，122 179，5 125，841 66，5 343，322 272，8 383，879 III ，8 

95，234 88，9 112，300 117，9 130句588 l!6，3 142，705 109，3 150) 318 105，3 

20，270 98，8 20，000 98，7 20，000 100，0 20，000 100，0 20，000 100，0 

158，647 84，9 2山|山 278，04自
問 4l 225叫 80.9 18l，m1805  

16，075 13，573 84.4 13，482 99，3 13，659 I 101.3 

20，000 20，000 100，0 

136 8，3 123 90，4 126 102，4 206 163，5 110 53，4 

6，582 72，4 4，077 61，9 10，517 258，0 23，340 221，9 36，181 155，0 

6，582 72，4 4，077 61.9 10，517 258，0 23，340 221，9 36，181 155，0 

7，39，3，084 99，4 7，744，750 104，8 8，519，159 110，0 9，966，365 117 ，0 11，064，952 1lI ，0 

147，850 123，3 231，429 156，5 247，009 106，7 423，872 171，6 253，235 59，7 

，57，641 155，3 167，256 290，2 199，585 119，3 378，074 189，4 207，332 54，8 

U，932 84，9 31，370 225，2 20，222 64，5 18，019 89，1 21，245 117，9 

5、763 86，7 4，844 84，1 7，202 148，7 7，779 108，0 4，658 59，9 

20，000 100，0 20，000 l∞o 20，000 100，0 20，000 100，0 20，ω。100，0 

50，514 127，3 7，959 15，8 

147.850 123，3 231，429 156，5 247，009 106，7 423，872 17¥， 6 253，235 59，7 

7，092，027 98，8 7，058，564 99，5 7，674，267 108，7 8，841，402 115，2 9，959，644 112，6 

5，360，341 100，4 5，413，844 10¥，0 5，655，103 104，5 5，968，603 105，5 6，219，717 104，2 

1，731，686 94，2 1，644，720 95，0 2，019，164 122，8 2，872，799 142，3 3，739，927 130，2 

153，207 106，5 454，757 296，8 597，883 131，5 701，091 117，3 852，073 12¥，5 

68，187 133，0 91，076 133，6 175，125 192，3 332，175 189，7 496，715 149，5 

85，020 9¥，8 363，681 427，8 422，758 116，2 368，916 87，3 355，358 96，3 

7，245，234 99，0 7，513，321 103，7 8，272，150 110，1 9，542，493 115，4 10，811，717 113，3 

7，393，084 99，4 7，744，750 104，8 8，519，159 110，0 9，966，365 117 ，0 11，064，952 III ，0 
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(自昭和35年度⑨韮昭和43年度)

rj:j~-一一JE 度 35 36 37 38 

% % % % 

l固定資産 10，220，396 99，6 12，408，114 121.4 16，427，336 132>4 22，110，212 134.6 

(1)有形固定資産 10，129，950 98.9 12，349，988 121. 9 16，383，781 132.7 22，081，833 134.8 

ア土 j也 171，080 95.5 182，660 106.8 198，284 108.6 223，405 112.7 

イ立 木 212，999 100.0 212，999 100守O 212，999 100.0 212，999 100.0 

ウ建 物 193，308 99.2 265，336 137.3 296，209 111.6 314，012 106.0 

エ構 築 物 7，934，223 106.7 9，490，432 119.6 10，347，092 109.0 11 ，202， 750 108.3 

オ機械及び装置 418，822 108.4 620，311 148.1 966，351 155.8 1，288，104 133.3 

カ車柄運搬具 26，064 99.7 35，241 1.35.2 45，458 129.0 40，764 89.7 

~ ~百 舶 14，331 83.3 11，888 83.0 10，020 84.3 8，344 83.3 

ク 工 具 器具及び備品 31，339 110.2 30，590 97.6 34，572 1!3.0 37，777 109.3 

ケ建設 仮勘定 1 127，784 63.8 1，500今531 133.1 4，2'12，796 284.8 8，753，678 204.9 

産資 (2)無形固定資産

の (3)投資 90，446 611.8 58，126 64.3 43，555 74.9 28，37 65.2 

部

2流 動 資 産 1，164，479 151.4 1，452，413 124.7 1，890，360 130.2 2，525，2.76 133.6 

(1)現 金 預 金 650，943 169.6 564，479 86.7 990，467 175.5 1，412，693 142.6 

(2)未 ~Jl ♂豆¥ 220，380 146.6 574，811 260.8 628，869 109.4 691，695 110.0 

(3)有 {面 証 券

(4)保管有価証券 20，000 100.0 20，000 100.0 20‘000 100.0 20，000 100.0 

(5)貯 蔵 日日目 273，110 150.8 293，067 107.3 250ヲ928 85.6 4ω，706 ]59.7 

(6)短 期 貸 付 金

(8)その他流動資産 46 41.8 56 96 171. 4 182 189.5 

3繰延勘定 25，527 70.6 20，746 81. 3 14，632 70.5 11，942 81. 6 

(1)企業債発行差金 25，527 70.6 20，746 81. 3 ]4，632 70.5 11う942 81.6 

資産合計 11，410，402 103.1 13，881，273 121.7 18，332，328 132.1 24，647，430 134.4 

257，242 1，467，724 570.6 3，955，643 269.5 

(1)建設受 託 金 209，075 1，426，075 682.1 3ヲ920，219 274.9 

(2)年賦未 払 ff、F 48，167 41，649 86.5 35，424 85.1 

5流動負 債 419，254 165.6 724，397 172.8 1，082，49] 149.4 1，775，381 164.0 

{負責 (1)未 きL 金 366，999 177 .0 650，545 177.3 965，947 148.5 1，675，897 173.5 

(2)前 FJE〈L一 金 29，714 139.9 50，054 168.5 86，006 171.8 74，244 86.3 

2ロμ (3)預 金 2，541 54.6 3，798 149.5 10，538 277.5 5，240 49.7 

l()…有価証券 20，000 100.0 20，000 100.0 20，000 100.0 20，0α) 100.0 

(5111Ji受金

(6)その他流動負債

負債合計 419，254 165.6 981，6391 234.11 2，550，2151 259.81 5，731，0241 224.7 

本 金 10，121，406 101. 6 12，012，701 118.7 14，923，163 124.2 17，691，036 118.5 

(1)自 己 取伊 本 金 6，392，901 102.8 6，638，631 103.8 6，814，378 102.6 6，979，056 102.4 

本資 (2)借入資 本 金 3，728，505 99.7 5，374，070 144.1 8，108，785 150.9 10，711，980 132.1 

7剰余金 869，742 102.1 886ヲ933 102.0 858，950 96.8 1，225， .370 142.7 

iiH)資 本 剰 λ刀〉てく、 金 354，618 71.4 468，993 132.3 641，408 136.8 900，800 140.4 l (川2引附榊洲川)閃附刑手和利附lリ凶l凶益 剰一余付刊金釘山( 515，124 145.0 417，940 81.1 217，542 52.1 324，570 149.2 

10，991，1481 101.71 12，899，6341 117.41 15，782，J.l31 122.31 18，916，4061 119.9 資本合計|

負債資本合計| 11，4]0，4021 103.11 13，881，2731 121.71 18，332，328 1 132. 1 1 24，647，4301 134.4 

(注)1.固定資産は，減価償却累計額控除後の額を示す。

2. 指数は対前年度比を示寸。
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(単位千円)

39 40 41 42 43 

25630，O031iI115/0/ 0 8 
% 。 。9~ 。%σ 

28，723，209 112，2 30，661町598 106，7 44，793，106 121，9 

25，583，632 ]]5，9 28，704，827 ]]2，2 30，628，191 106，7 36，721，949! 119，9 44，752，734 121. 9 

235，306 105，3 249，375 106，0 554，533 222.4 633，0891 116.3 648，210 102.4 

212，999 100.0 212，999 100.0 212，999 100.0 i 212‘999 100.0 212，999 100.0 

357，483 113.8 377，957 105.7 699，958 185.2 729ヲ819 104.3 926‘961 127.0 

ll， 757，738 105.0 12，053，201 102.5 17，063，117 141. 6 21，778町888 127.6 24，639，798 113 .1 

1，257，742 1，170，203 93.0 1‘731句670 148.0 1，752，160 101. 2 1. 678.670 97.3 

40，605 99.6 44，.586 109.8 38，789 87.0 33，670 86.8 46，069 136.8 

39，693 Ll75‘7 85，261 214.8 72，692 85.3 62，831 86.4 53，780 85.6 

35，217 93.2 31，796 90.3 23，007 72.4 22，182 96.4 26，967 121.6 

11，646，849 133.0 14，479，449 124.3 10，231，426 70.7 11，496，311 112.4 16，519，280 143.7 

14.565 101.6 13，493 92.6 

16.371 57.7 18，382 112.3 19，070 i 103.7 19，378 101. 6 26，879 138.7 

2，290，466 90.7 2，168，960 94.7 2，380，184 109.7 1.731川 72.7 2.910.247 168.1 

1，323，339 93.7 1，300，603 98.3 1，049，992 80.7 727，563 69.3 1，676，789 230.5 

，582，805 84.3 538，872 92.5 954，089 J 7'/.1 576，848 60..5 743，464 128.9 I 

56，255 281. 3 56，255 100.0 58，395 103.8 64，280 110.1 65，190 101.4 

327，895 81. 8 273，230 317，7081 116.31 362，3171 1J1l.0 1 417，804 115.3 

7，ωo 

172 94.5 

11，546 96.7 60，715 525.9 123，134 202.8 102，365 83.1 98，237 96.0 

11，546 96.7 60，715 525.9 123，134 202.8 102，365 83.1 98，237 96.0 

27，902，015 113.2 I 30ヲ952，884 110.9 33，164，916 107.1 38，589，265 116.4 47，801，590 123.9 

4，652，223 117.6 4，697，880 101. 0 52，694 1.1 30，533 57.9 80，953 265.1 

4，622，734 117.9 4，622，734 100.0 72，289 

29，489 83.2 75，146 254.8 52，694 70.1 30，533 57.9 8，664 28.3 

1，250，296 70.4 1，398，449 111.8 1，542，07J 110.3 1，879，391 121. 9 2，264，855 120.5 

1，132，741 67.6 1，222，454 107.9 1，316，600 107.7 1γ594，368 121.] 1，818，878 114.1 

55，019 74.1 105，146 191.1 149，999 142.7 177，527 118.4 307，107 173.0 

6，281 119.9 14，594 232‘4 17，077 117.0 43，216 253.1 73，680 170.5 

56，255 281.3 56，255 100.0 58，395 103.8 64，280 110.1 65，190 101.4 

5，902，519 103.0 6，096，329 103.3 1，594，765 26.2 1，909，924 119.8 2ヲ345，808 122.8 

20，342，617 114.9 23，322，704 114.6 29，655，873 127.2 34，082，128 114.9 39，536，946 116.0 

7，096，337 101. 7 7，490，069 105.5 7，630，159 101.9 7，635，159 1ω1 7，635，159 100.0 

13，246，280 123.7 15，832，635 119.5 22，025，714 139.1 26，446，969 120.1 31，901，787 120.6 

1，656，879 135.2 1，533，851 92.6 1，914，278 124.8 2，597，213 135.7 5，918，836 227.9 

1，134，122 125.9 1，339，806 118.1 1，841，579 137.5 2，673，152 145.2 3，363，362 125.8 

522，757 161.1 194，045 37.1 72，699 37.5 ム75，939 2，555，474 

21，999，496 116.3 包お6555l M 31，570，151 127.0 36，679，341 116.2 45，455，782 123.9 

27，902，015 113.2 30，952，8841 110.9 33，164，916 107.1 38，589，265 116.4 47，801，590 123.9 
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(図昭和村年度@至昭和52年度)

項一~目一一ーー一一一一一一一件一 度 44 45 46 47 

% % % % 
-1悶 定 資 産 54，114，697 120，8 60，535，121 111， 9 67，668，891 111.8 78，069，560 115.4 

(1)有形固定資産 54，061，374 120，8 60，391，759 111.7 67，399，576 111， 6 77，719，271 115，3 

ア土 I世 808，974 124，8 1，931，964 238，8 1，969，822 102，0 3，673，878 186，5 

イ立 木 212，999 100，0 212，999 100，0 212，999 100，0 212，999 100，0 

ウ建 物 1，024，896 110，6 1，424，715 139，0 1，588，794 111 ，5 1，815，381 114，3 

エ構 築 物 28，417，199 115，3 47，048，076 165，6 52，731，888 112，1 58，715，107 11]， 3 

オ機械及び装置 2，001，50S 119，2 3，011，897 150，5 3，680，231 122，0 3，937，297 107，0 

力車柄運搬具 59，579 129，3 75，530 126，8 95，925 127，0 103，487 107，9 

三千船 舶 57，349 106，6 128，040 223，3 110，868 86，6 96，568 87，1 

ク工具器具及び備品 26ヲ040 96，6 63，450 243，7 101，459 159，9 99，172 97，7 

ケ建設仮勘定 21，452，829 129，9 6，495，088 30.3 6，907，590 106.4 9，065，382 13]，2 

産資 (2)無形固定資産 12，394 91.9 28，939 233，5 45，483 157，2 56，568 124，4 

(3)投資 40，929 152，3 114，423 279，6 223，832 195，6 293，721 
。〕

古Mij2流動資産 4，788，508 164，5 5，153，911 107，6 7，023，007 136，2 7，935，367 113，0 

(1)現 金 預 金 2，548，246 152，0 3，302，897 129，6 3，451，079 104，5 3ヲ795，238 110，0 

(2)未 1!J( 金 1，380，144 185，6 854，810 6]， 9 2，699，905 315，8 3，357，510 124.4 

(3)有 悩 証 券

(4)保管有価証券 65，240 100，1 65，440 100，3 69，650 106，4 71，650 102，9 

(5)貯 蔵 口口口 394，878 94，5 480，764 121. 8 402.373 83，7 420，969 104，6 

(6)勾 期 貸 付 金 400，000 450，000 112，5 400，∞。 88，9 290，000 72，5 

(8)その他流動資産

3繰延勘定 98.206 100，0 120，648 122，9 134，665 l1l ，6 136，780 101. 6 

(1)企業債発行差金 98，206 100，0 120，648 122，9 134，665 111，6 136，780 101.6 

資産合計 59，001，411 123.4 65，809，680 111 ，5 74，826，563 113，7 86，141，707 115，1 

801，337 989，9 409，402 51.1 220，600 53，9 350，429 158，9 

(1)建設受 託 金 797，150 1，102，7 409，402 51.4 220，6ω 53，9 350，429 158，9 

(2)年版未 担、 金 4，187 48，3 

5流動 負{責 3，953，725 174，6 3，485，454 88，2 4，880う219 140，0 7，314，733 149，9 

負 (1)未払 よ旦λZ 3，186，100 175，2 2，568，275 80.6 3，595，870 140，0 5，880，218 163，5 

イ貢 (2)前 正手 J耳¥ 592，600 193，0 767，491 129，5 l守 125，691 146，7 1，257，212 111，7 

の (3)預り金 61，453 83.4 84，248 137，1 89，008 105，6 105，653 118，7 

平[仏国り保証布価証券 65，240 100，1 65，440 100，3 69，650 106.4 71，650 102，9 

(5)仮 受 主主 48，332 

(6)その他流動負債

負債合計 4，755，062 202，7 3，894，856 81.9 5，100，819 131.0 7，665，162 150，3 

本 ノ耳¥ 47，196，383 119.4 53，664，419 113.4 60，854，227 113，4 68，607，244 112，7 

(1)自 一い寸 資 本 金 10，002，765 131.0 12，539，735 125，3 14，133，668 112，7 14，686，786 103，9 

本資 (2)借入資 本 金 37，193，618 116，6 41，124，684 110，6 46，720，559 113.6 53，920，458 115.4 

7剰 余 金 7，049，966 119，1 8，250，405 117，0 8，871，517 107，5 9，869，301 111. 2 

議(り資本剰 苛人て 金 4，313，084 128，2 5，866，566 136，0 7，478，992 127，5 10，369，204 138，6 

I (川剰余金 ( ム 欠 損 金 ) 2，736，882 107，1 2，383，839 87，1 1，392，525 58，4 ム499，903

資本合計 54，246，349 119，3 61，914，824 114，1 69，725，744 112，6 78，476，545 112，6 

負債 資本合計 59，001，411 123.4 65，809，680 111.5 74，826，563 113，7 86，141，707 115，1 

(注) 1。固定資産は，減価償却累計額控除後の額を示す。

2.指数は対前年度比を示す。
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(単位:千円)

48 49 50 51 つ2

~ 1-" ， ^'^ ，J ".~ 1 ". ，.， 1 ""~ 1 ， C. 0'"  1 '".~ 1 '.-r __" I "r~ 92.250.9091 118.2 肌悦剛山 9 胤肌 弘1i印。 山 217.866 山 7 臥肌ぬli山 3

91，910，5231 118.31 105，030，C泊31 114.31 123，343，8091 117.41 141句576町2141 114.81 156，312，228 i 110.4 

4，039，3421 109.91 4，785，7911 118.51 5，399，8861 112.81 5，961，2171 110.41 6，896，1641 i15.7 

212，9991 100.01 212，9991 1∞ 01 212，9991 1∞ o 1 212句的自 100.01 212，9991 100.0 

2，365，0041 130.31 3，640，1521 153.91 4，171，1761 114.61 4，468，7181 107.11 5サ498.1241 123.0 

64，243，4881 109.41 73，815，74.51 114.91 85，987，4721 116.51 101，258，0151 117.81 112，138，6781 110.7 

3，763，3601 95.61 5，070，1681 134.71 5，346.0，，91 105.4 i 6，266ヲ4251 117.2 1 9.839ラ2781 157.0 

106.8831 103.31 117.6551 llO.11 102，1661 86.81 115.9~61 113.51 138，6961 119.6 

83，284 1 86.2 1 72，044 1 86.5 1 62，341 1 86.5 1 53，955 1 86.5 1 46，706 i 86.6 
113，8531 114.81 171，2001 150.41 271，07.51 158.31 349，9981 129.11 400，2181 114.3 

16，982，3101 187.31 17，144，2491 101.01 21.790，6451 127.11 22，888町9411 105.01 21，140，7651 92.4 

44，1441 78.01 674，62911，528.21 650，9841 96.51 607，1261 93.31 561，7171 92.5 

296，242 1 100.9 1 297，462 1 100.4 1 34.748 1 11. 7 1 34，526 1 99.4 1 23，356 1 67.6 

13，810，4071 174.01 8，675，3031 62.81 8，963，5491 103，，31 15，269，6361 170.41 16.551，0681 108.4 

8，791，4731 231.61 4，356，5611 49.61 5，126.8671 117.71 9，670，2491 188.61 8，511，4371 88.0 

3，870.1711 115.31 2，903，0971 54.11 2，843，3311 135.81 2，873，0471 101.01 3，210，5021 111.7 

76，2501 10ti.41 76，230! 100.01 76，3301 100.11 76，8701 100.71 78，1101 101.6 

932，5131 221.51 1，149，4151 123.31 917 ヲ~;; I ~;; ~! 64~:~70 I -7~ 81 75; ， ~;91 ;156 

lω ， ω~ I "~; ~ I ; : ~~~: ~;; I川 3I -I -I 2，0∞，0∞ 4，刷。∞ 2ω 。

139.1231 101.71 113，6451 81.71 121，8321 107.21 143，8591 118.11 143，1881 99.5 

139，1231 101.71 113，6451 81.71 121，8321 107.21 143，8591 118.11 143，1881 99.5 

106町200.4391 123.31 114，791，0421 108.11 133，.114，9221 116.0 1 1.57，631，3611 118.41 173，591，557! 110.1 

484，2711 138.21 414.6731 85.61 540，6721 130.41 702，6731 130.01 307，2001 43.7 

484.2711 138.21 414，6731 85.61 540，6721 130.41 702，6731 130.01 307，2001 43.7 

9，940，4041 135.91 9，064，4141 91.21 10，743，3621 118.51 12，267.9961 114.21 11，808，3381 96.3 

7，786，6651 132.41 6，417，1031 82.41 7，499.3731 116.91 9町205.3181 122.71 7，758，5371 84.3 

1，929，3741 153.51 2，411，8041 125.01 2，830，7821 117.41 2，615，4211 92.41 3，537，2631 135.2 

148，1151 140.21 159，2771 107.51 336，8771 211.51 370，3871 109.91 434，4281 117.3 

76，2501 106.41 76，2301 100.01 76，330 i 100.11 76，8701 100.71 78サ 1101 101.6 

10，424，6751 136.01 9，479，0871 90.91 11，284，0341 119.01 12，970，6691 114.91 12，115，5381 93.4 

79，055，0681 115.21 87，780，5061 1ll.0 1 98，747，9891 112.51 110，776，1181 112.21 121.572，8141 109.7 

14，686，7861 100.01 15，081，8541 102.71 15，081，8541 100.01 15，081，8541 100.0 I 15.240，7851 101.1 

64，368，2821 119.41 72，698，6521 112.91 83，666，1351 115.11 95，694，2641 114.41 106，332，0291 1ll.1 

16，720，6961 169.41 17，531，4491 104.81 23，082，8991 131.71 33，884，5741 146.81 39，903ヲ2051 117.8 

14，464，9931 139.51 18，297，3751 126.51 24，842，4431 135.81 29，928，6951 120.51 34，009，3331 113.6 

2，255，703 ム765，926 ム1，759，5441 -1 3，955，8791 -1 5，893，8721 149.0 

95，775，7641 122.01 105，311，9551 110.01 121，830，8881 115.71 144，660，6921 118.71 161，476，0191 1ll.6 

106，200ω123.31 114.791叫 l偲 11 133，114，9 
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(回昭和53年度。笠昭和信1年度)

項 目 一一『ーー年一一度 53 54 55 56 

% % % % 

l国定資産 172，769，078 110.1 187，125，139 108.3 199、570.862 106.7 220，714，011 110.6 

(1)有形固定資産 172，150，801 110.1 186，532，710 108.4 199，022，237 106.7 219，670，868 110.4 

ア土 地 7，814，995 113.3 8，265，501 105.8 8，278，232 100.2 9，467，351 114.4 

イ立 木 212，999 100.0 212，999 100.0 212，999 100.0 212，999 100.0 

ウ建 物 6，812，014 123.9 7，369，632 108.2 8ヲ388，496 113.8 9，138，602 108.9 

二L I再 築 物 127，632，942 113.8 148サ 180，455 116.1 160，222，967 108.1 175，168，859 109.3 

オ機械及び装置 12，482，691 126.9 12，205，128 97.8 12，134，759 99.4 14，059，206 115.9 

力車制送 1Ml 呉 155，719 112.3 162，176 104.1 186，006 114.7 170，511 91. 7 

キ-MO 舶 40，443 86.6 34，286 84.8 29，035 84.7 24，618 84.8 

ク 工 具 器具及び備品 498，238 124.5 561，150 112.6 631，633 112.6 688，707 109.0 

ケ往自主 i反勘定 16，500，760 78.1 9，541，383 57.8 8，938，110 93.7 10，740，015 120.2 

荏rf (2)無形固定資 m~ 540，384 96.2 514，774 95.3 470，593 91.4 616，473 131.0 

(3)投資 77，893 333.5 77，655 99.7 78，032 l∞。5 426，670 546.8 
7J 

2流 動 資 産 17，901，085 108.2 15，651ヲ656 87.4 15，509，217 99.1 17，613，606 113.6 

(1)現 fハc i色 金 9，760，658 114.7 7，705，839 78.9 8，817，261 114.4 9，334，774 105.9 

12)未 収 金 4‘453，704 138. '1 5，095，284 114.4 5，681，617 111.1 7，281，626 128.2 

(3)有 i而 E正 券

(4)保管有価証券 78句310 100.3 82，410 105.2 91，490 111.0 92，400 101.0 

(5)貯 i歳 日口ロ 608，413 81.0 768，123 126.3 918，849 119.6 904，806 98.5 

(6)照 期j 貸 付 ノ寸~ 3，000，000 75.0 2，000，000 66.7 

(7)仮 金

(8)その他流動資産

3繰廷勘定 143，342 100.1 120，509 84.1 112，286 93.2 133，329 118.7 L ~ (';'~企業債発行差金 143，342 100.1 120，509 84.1 112，286 93.2 133，329 118.7 

資産合計 190，813，505 109.9 202町897，304 106.3 215，192，365 106.1 238，460，946 110.8 

(1)建設受 託 金

(2)年賦未 払 金

5流動負債 13，577，226 122.5 11，942，659 88.0 14，253，715 119.4 16，900，488 118.6 

債負 11)未 払
耳〈 9町241，069 119.1 8，246，754 89.2 10，399，856 126.1 12，835，616 123.4 

(2)前受 金 3，590，756 101. 5 2，988，443 83.2 3，062，379 102.5 2，912，539 95.1 

の (3)f]:¥ 1) 金 667，091 153，6 625，052 93.7 699，990 112.0 1，059，933 151.4 

78，310 100.3 82，410 105.2 91，490 111. 0 92，400 101. 0 

(5)仮受 金

(6)その他流動負債

負債合計 11，942，659 14，253，7151 119.41 16，900，4881 118.6 

133，278，877 109.6 141，901，597 106.5 149，085，457 105.1 155，544，486 104.3 

(1)自己資 本 金 16、019，317 105.1 17，411 ，573 108.7 18，431，275 105.9 18，782，275. 101.9 

本1貧一 (2)借入資 本 金 117，259，560 110.3 124 ， J~90 ， 024 106.2 130，654，182 105.0 136，762，211 104.7 

7剰余金 43，957，402 110.2 49，053，048 111. 6 51，853，193 105.7 66，015，972 127.3 

の (1)資 本 剰l 余 金 37ヲ845，235 111. 3 44，548，345 117.7 52，099，534 ]]7.0 63，796，973 122.5 

6，112，167 103.7 i 4，504，703 73.3 "'246，341 2，218，999 i( 
資本合計 …79l-…叫 107.71…01川…8I 110 

負債資本合計 190，813，505 I 1ω。91 202，897，3041 106.31 215，192，3651 106.11 238，460，9461 110.8 

(注) 1 。固定資産は。減価償却累計級住除後の額を示す。

八戸f
:;'00 

ム指数は対前年度比を示す。



(単位千円)

3戸一7 58 5円 60 6 i 

。% ρ// O /η~b : % 号f

238，920，176 108.2 251，816，676 10.5.4 270，349，857 107.4 280，895，862 103.9 294，747，626 104.9 

237，579，658 108.2 250，323，237 10，5.4 267，765，191 107.0 277，486、670 103.6 290，523，672 

9，994，253 105.6 10町062，739 ]ω7 1"ω9，847 145.2 14，662，232 100.4 15，30上342 104.4 

212，999 100.0 212，999 1ω，0 212.999 100，0 212.999 100.0 212，999 100.0 

10，712，892 117.2 il， 610，287 108.4 12，133，515 104.5 12，290，312 101. 3 12，787，302 104.0 

192，003，993 109，6 205，236，081 106.9 219，224，547 106.8 228，941，964【 104.4 239， 101 ，532 104.4 

14，669，844 104.3 14，574，719 99.4 13，347，597 91.6 12，894，123 96.6 12，464，323 96.7 

155，922 91.4 137，643 88.3 144す515 105.0 159， UO 110.5 185，473 116.1 

20，874 84.8 15，809 75.7 13，442 85.0 18，715 139.2 14，476 77.4 

685，819 99.6 6.54，832 95.4 642，750 98.2 645，526 100.4 595サ389 92.2 

9，123，062 84.9 7う818，128 85.7 7，435，979 95.1 7，E必1，059 103，0 9町860，836 128.7 

570，712 92.6 545，432 95.6 1，278)74 234.3 1，648，067! 128，9 1，901，139 115.4 

769ヲ806 180.4 948，007 123，1 1，30E町492 137.8 2，322，815 131.9 

18，641，457 105.8 24，063，906 129.1 24，205，896 100.6 26，423，083 109，2 27，270，121 103，2 

日，795，075 104.9 11， 644，090 118.9 13，514，569 116， I 16，532，416 122.3 16，663，523 100.8 ! 

6，936，227 95，3 6，421，968 92.6 6，767，552 ]05.4 6，904，375 102.0 7，741，346 112.1 

999，185 5町 159，798 516.4 2，990，789 58.0 1，999，105 66.8 1，699，661 85，0 

93.700 101.4 101，060 107.9 山一山 5
154，040 106.4 

817.270 90.3 736，990 790，3261 107.2 842，407 I 106.6 1，011，551 ;20. J 

161，250 120.9 228，695 141. 8 255，352 1l1.7 257，759 lω9 238，481 92.5 

161，250 228，695 141.8 255，352 111.7 257，759 100.9 238，481 92.5 

257，722，883 108.1 276，109，277 107.1 294，8]]，105 106，8 307，576，704 104.3 322，256，228 104.8 

17，217，186 101. 9 16，519，728 95.9 16，502，273 99，9 15，846う402 96.0 16，980，123 107.2 

11，550，241 90.0 10，151，463 87.9 10，206，507 lω5 9，7，50ヲ629 95.5 10，117，667 103.8 

4，403ヲ128 151. 2 4，894，812 111.2 4，870，355 99，5 3，917，307 80，4 4，425，027 113，0 

1，170，117 1l0.4 1，372，393 117.3 1，282，751 93.5 2，033，686 158.5 2，283，389 112.3 

93，7∞ 101.4 101町060 107，9 142，660 141. 2 144，780 101. 5 154ヲ040 106，4 

17，217，186 101. 9 16，519，728 95.9 16，502，273 99.9 15う846，402 96.0 16，980，123 107.2 

162，875，163 104，7 168，578，491 103.5 170‘622，334 101.2 173，891，446 100.3 

19，139，647 101. 9 M9647i 川| 19，679，647 101. 9 20，134，6471 102.3 20，696，647 102，8 

143，735，516 105.1 149，258，8441 103.8 150，942，687 101.1 153，266，317 101.5 153，194，799 100，0 

77‘630，534 ]]7.6 91，0]] ，058 117.2 107，686，498 118.3 ]]8，329，332 109.9 131，384，659 111. 0 

75，425，792 ]]8.2 86，357，030 ]]4.5 100，740，635 116.7 109，592，998 108.8 121‘629，243 ]]1.0 

2，204，742 4，654，022 6，945，863 8，736，340 9，755，416 

240，505，697 108，6 259，589，549 107.9 278，308，832 107.2 291町730，302 104.8 305，276，105 104.6 

257，722，882 108.1 276，109，277 107.1 294，8]]，105 106.8 307，576，70'， 104.3 322，256， 228 104.8 
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1 水道事業統計
(1)開通量別慣用水量表

よ玄--------------工
大正| 比(%率) 2 

λE当;" 業 用 2，292，051 

官 ノ山入 署 用 255，306 

高台 時自 用 261，360 

庭 池 用 169 

原 動 力 用 1，866 

便所げし機用 20，395 

I 事 用 448 

臨時防疫用 299 

;散 7K園噴水用 114 

新港船舶給水量 131，515 

総 百十 2，963，523 

\目ヲ-----------垣~----_ 、「、年~ 日吉干oQ2 比(%率) ヲリ

営 斉'llミ主一 用 4，477，772 

住 宅 用 6，229，464 

営 業 及 び 住 宅用

官公署学校 用 783，962 

湯 屋 用 2，514，079 

自用船舶用 151，242 

ユニ 事ヂ 用 231，543 

池 * 用 349 

撒 71'く 用 1，496 

便所洗線用 267，395 

自動車洗搬 用 59，116 

ヨ土 用 栓 1，138，439 

自白 由自 7)( 674，782 

ít~ 言十 16，529，639 

与一一

958 

比(%率) 

77，3 

8，6 

8，8 

。。
0，1 

。7

0，2 

。。
。。
4，3 

100，0 

比(%率) 

27，1 

37，7 

4.7 

15.2 

0.9 

1.4 

。。
0.0 

1.6 

OA 

6.9 

4.1 

100.0 

(単位ぱ)

3 比(%率) 4 比(%率) 5 比(%率) 

(単位 :111)

4 比(%率〕 5 比率 6 比率
(%) (%) 

4，428，102 26，8 4，242，923 22，8 

6，861，150 41，5 8，612，264 46.3 

13，788，524 71，1 

875，109 5.3 642，308 3.5 628，954 3.2 

2，648，159 16.0 2，702，486 14.5 2，704，662 14.0 

87，331 0.5 168，248 0.9 132，246 0.7 

119，209 0.7 52，072 0.3 34，267 。.2
416 0.0 478 。。 483 。。

2，224 0.0 4，344 。。 5，483 0.0 

352，946 2.2 324，645 1ム 7 3'17，477 1 8 

71，863 0.5 69，112 0.4 72，173 0.4 

1，076，983 6.5 1，174，702 6.3 1，128，074 5.8 

595，643 3.3 563，95臼 2.8 

16，523，492 !OO.O 18，589，225 100.0 19.406.302 100.0 

一一一」一一



(単イ立:ni') 

17トミl昭和71
s 

(~ó) ヨ i (~ó) !日
|比率 11 下長一

I (56) I J_ __~~2 

rM|十 29.4 15，956，674 72.5 

.932，503 1 1 6，079，483 

諸 工 宅用 42.6住宅用 42.4 4，828，0591 19.5 

，817ヲ8471 18，756，633 

染 色 丁 場 720，921 2.9 

官公害 jえ び 学校 937，588 5.1 1‘013，431 4.9 1，071，98.5 4.9 949ヲJ-，J2 3.9 

品円d 左目笠 2，593，343 14.2 2，645，602 12.8 2.702ヲ903 一i守 L口 O司 2，873，563 11. 6 

自 用 町A 骨自 101， 308 0.6 10!，， 931 0.5 132，791 0.6 140，620 0.6 

工 事: 用 24，453 0.1 31‘585 0.2 43，633 0.2 58，324 0.2 

I也 非: F日 1ム，ワ21つM 。。 814 0.0 1，0951 0.0 2，247 。。
1m 沖く 用 4，642 。。 4，666 0.0 5ヲ300 0.0 5，707 。。
f更 所 首t j来 270，343 1.5 336，041 1.6 405，071 1.8 371句444 1.5 

自動車洗 j時 77，179 0.4 86，208 0.4 89，188 0.4 96，970 0.4 

士ノ七、 用 1，085、772 5.9 1， 099，808 5.3 1‘083.672 4.9 ]，134，<う2 4.6 

五川:八口 曲目 JFA 口 水 497，867 2.7 S05.184 2.5 522，672 2.4 541，039 

総 百十 18，349，0571100.012一0一，664，3861 100.0 122，014，9841100.0 124，822，309 1 100. ~ 

(単位:rrf) 

よ玄¥工 日百平日 17 比(%率) 18 比(%率) 19 
比率 20年度 2 i 

比率
(%) (%) (%) 

家事営業用 20，099，256 42.7 20，210，309 42.4 17，635，772 40.1 10，541，106 36.8 13，703，308 40.7 

家 事 用

共同栓家事用 1，337，137 2.8 1，291，211 2.7 1，122，013 2.6 Iヲ285，890 4 .5 2，285，287 6.8 

特 殊営業用

官 公 署 用 2，388，194 5.1 2，665，185 5，6 3，044，628 6.9 2，058，144 7.2 1，809，252 5.4 

進 駐 中与ヨL 用 631，867 2.2 4，619，827 13.7 

工 業 用 18，561，632 39.5 19，326，221 40.5 19，051，973 43.3 13，400，α)0 46.8 9，712，800 28.9 

J易 屋 用 3，386，126 7.2 3，047，763 6.4 2，035，970 4.6 334，732 1.2 836町830 2.5 

特 殊 用 791，900 1.7 812，754 1.7 778，753 1.8 228，501 0.8 266，555 0.8 

骨合 自白 用 465，355 1.0 356，889 0.7 310，684 0.7 157，544 0.5 41'1，391 1.2 

支 j合 7J( 栓

染色工業用

主主: 言十 47，029，600 100.0 47，710，332 100.0 43，979，793 100.0 28，637，78Ll 100.0 33，648町 250 100.0 
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(単位:rrf) 

用----------途~年\度、 1 昭和22 比(%率) 23 比(%率) 24 比(%率) 25 比(%率) 26 比(%率) 27 比(%率) 

家 事営 業用 14，502.068 37.6 20，413，666 32.2 21，827，803 34.2 

%( 事 用 16，510，341 36.6 17，838，176 29.3 18，673，938 31.6 

共同栓家事用 2，176，464 5.6 2，342，389 5.2 2，271，821 3.7 1，989，20S 3.4 1，838，498 2.9 1，850，895 2.9 

特 殊営 業用 1，190，262 2.6 1，903，129 3.1 2、574，673 44 2，979，635 4.7 1，787，072 2.8 

{ 呂 ノース、 署 用 2，245早364 5.8 3，223，858 7.1 4，550，376 7.5 4.485，219 7.6 5，135、115 8.1 6，892.99C 10.8 

進 院 阜 用 7，764.613 20.2 7、272，709 16.1 16，964，032 27.9 11，826，695 20.0 11，791，745 18.6 9，573，598 15.0 

工 果# 用 10，085，255 26.2 12，348，879 27.4 14，279，259 23.5 16，010，606 27.1 17，180，446 27.1 17，487，772 27.4 

I易 崖 用 1，008.099 2.6 1，309‘369 2.9 1，643，939 2.7 2，046，210 3.5 2，472，463 3.9 2，744，432 4.3 

特 株 用 295，003 0.8 395、678 0.9 492，172 0.8 575，137 1.0 6:33，965 1.0 638，240 1.0 

船 舶 用 447，744 1.2 531.375 1.2 920，349 1.5 841，638 1.4 950，948 1.5 1，021，184 1.6 

総 38、524，610 100.0 45，124，8ω 100.0 60，863，253 100.0 59，023，320 100.0 63，396，481 100.0 63，823，986 100.0 

L一一 一」ー

(単位:rrf) 

7ょ之三 昭和28 比(%率) 29 比(%率) 30 比(%率) 31 上(ヒ%率)|| 32 比(%率) 

24，861，502 36 1 27町668，065 37.4 31，391，264 37.9 33ヲ942，945 39.0 36，994，946 40.3 

公共用 7，298，924 10.6 7，618，538 10.3 7，785，710 9.4 8，054，515 9.3 8，504，455 9.3 

専駐留軍用 8，629，203 12ち 8.281，688 11.2 7，596，890 9.2 6，279，190 7.2 5，234，588 5.7 

用特殊営業 用 2，081，020 3.0 2，192，249 3.0 2，502，820 3.0 3，529，185 4.1 3ヲ852，851 4.2 

栓特殊栓 648，647 0.9 707，345 0.9 642，043 0.8 205，504 0.2 296，762 0.3 

3，308，805 4.8 3，647，136 4.9 4，201，919 5.1 J<，679ヲ290 5.4 5，206，314 5.7 

工業用 19，241，268 28.0 21，440，921 29.0 26，020，697 31 5 27，775，709 31.9 29，178，389 31.8 

二仕 用 栓 1，757，288 2.6 1，608，473 2，2 1，621，750 2.0 1，571，250 1.8 1，473，625 1.6 

自白 骨自 用 983，716 1.4 856，800 1.1 923，872 1.1 928，616 1.1 969，488 1.1 

総 百十 68，810ヲ373 100.0 74，021，215 附 965 100.0 86，966，20'1 100.0 91，711，418 100.0 
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(単位 m') 

|7?〈 f日刀Mネ円Mつ33 I 比(%率)l | 34 比(%率) 35 |比(%率) 36 
比率|
(%) 37 |比(%率) 

41，275，89S 42，8 50町258，241 47，9 山ベ 47.2 同日3刊48.2 63，697，990 47，4 

事 業用 13，040，369 9，7 

公共用 9，123，577 9，5 6，961，0，58 6，6 7，325，829 6，9 8，250，083 6，8 

官公署用 8，273，198 6，2 

専駐留宣用 4，354句 173 4，5 3，754，248 3，6 3，546，668 οη 。η 3，626す702 3，0 3，285，234 2，4 
用
栓特殊営業用 3，955，119 4，1 i 4，612，871 4.4 5，118，141 4，8 I 6，049，483 5，0 6，694，876 5， U 

(臨時用)特殊桧 452，812 0，5 438守627 0，4 1， 023，951 1. 0 1 1品40内492 1 d j， 875，269 1，4 

公衆浴場用 5，343，894 5，5 5，632，845 5、4 5，866，88E 5，5 6，069，473 5，0 6‘29口、112 4，7 

エ 業 用 29，711，785 30，8 31，105，048 29，6 24，767，800 23.3 26，010，685 2]， 5 29，211 ，357 

ー製造加工業用 6，460，8ぬ| 7，6 

:ノ士、 用 栓 1，388句501 1，4 1，260，362 1，2 1，094，294 1， 0 1 1町003，684 0，8 870，636 。，6

船 自白 用 895，690 0，9 916，792 0，9 1，005，609 0，9 1，091，536 0，7 1，010，691 0，8 

布げA仇主 ~t I 96，501，450 100，0 104，940，092 100.0 106，364，ω2 100，0 134，249，732 100.0 

(単位:nf) 

1用¥途¥¥¥¥年¥度¥ H百平日38 比(%率) 39 比(%率) 40 比(%率) 41 比(%率) 42 比率|
(%) 

「家 4主可主子T 用 65，874，915 45，1 58，884，723 38，4 66，304，1761 4Ll 75同日 I42.5 85，780，518 43.6 

事 d封pミ 周 20う964，972 21.9 36，569ヲ184 22，7 41，028，710 23，0 45，626，559 23，2 

公 ごノ丑、 用 5，723，727 3，9 11，837，051 7，7 12，948，764 8，0 14，642，945 8，1 14，722‘690 7.5 

専有公署用 4，572，662 3.1 

用駐留軍用 1，715，551 1，2 

桧l特腕殊営時業川川
4，787，658 0η0 η 2，471，293 1，6 2，470，688 L5 2，717，282 1，5 2，934内985 1，5 

2，031，492 1，4 2，112，736 1，4 1，971，760 1，2 2，070，422 1，2 2，292，701 ]，2 

公衆浴場用 6，489，875 4.4 6，535，578 4，，3 6，490，536 4，0 6，686‘094 3，7 6，764，713 3，3 

工業用 32，069，269 22，0 36ヲ221，763 23.6 33，136，176 20，5 33，932，616 19，0 36，894，524 18，8 

共 用 中全 754，863 0，5 644，274 0，4 553，618 0，3 481，933 0.3 399，831 0，2 

骨骨 舶 用 1，049，138 0，7 1，048，856 0，7 1，113，392 0，7 1，245，129 0，7 1， 285，211 0，7 

総 ラロム1 …21…… 100，01161，558，2941 100，01178，150，146…701，7321川
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(単位:rrf) 

JE¥ごと|叩3 比(%率) 44 比(%率) 45 比(%率) 46 比(%率) 47 比(%率) 

[家事用…
44.9 106.635，300 47.0 122.857.094 49.0 141，643，8381 52.2 157，506，630 54.0 

事業用 84，504，400 40.4 88、021，707 39.0 92，886，357 37.0 

苗'-J-公 共用 16，947，010 8.1 18，000，899 8.0 18，551，733 8.0 19，565，0851 7，2 21，453，205 7.4 

用特殊営業用 2，838，747 1.4 2，945，215 1.0 3，142，814 1.0 3ラ431，0301 1.3 3，620，539 1.2 

栓臨時用 2，519，790 1.2 2，685，521 1.0 3，220，903 1.0 3，165，959 1.2 3，263，222 1.1 l公衆浴場用 6，650，204 3.2 6，560，387 3.0 6，516，018 3.0 6，421，321 2.4 6，230，016 2.1 

業務用 95，550，549 35.2 98，105，696 33.7 

土ヒ 用 栓 338，618 0.2 294，538 。。 276，906 。。 206，091 。] 167，103 。1

自白 自白 用 1，253，318 0.6 1，252，104 1.0 1，250，245 1.0 1，298，719 0，4 1，196，427 0.4 

総 計 208，878，438 100.0 226，395，671 lω。248，702，070 100.0 271，282，592 100，0 291，542，838 100.0 

(単位:rrO 

¥用-----途:----------...年、-..__度 日百平日48 比(%率) 49 比(%率) 50 比(%率) 51 比(%率) 52 比(%率) 

弓~ア、 事 用 169，721，340 56.0 173，515サ 167 57.8 188，779，049 59.8 188，646，470 60.9 198，680，184 62，1 

業務問 l 種 118，749す747 39.2 113，478，429 37.9 114，409，156 36.2 109，353ヲ948 35.3 109，906，284 34.3 

業務用 2 [重 3，903，252 1.3 3，902，561 1.3 4，011 ，880 1.3 3，608，264 1.2 3，559，960 1.1 

臨 時 用 3，482，745 1.1 2，836，309 1.0 2，314，239 0.7 1，835，404 0.6 

骨八口 舶 用 123，214 0.1 381，331 O. I 1 349，429 。I

公衆浴場周 5，812，854 1.9 5，273，953 1.7 5，183，989 1.6 4，922，己98 1.6 4，745，169 1.5 

辻ノ七、 m 136，927 0.1 112，864 。。 98，397 。。 83，350 0.0 73，649 。。
船舶給水用 1，077，971 0.41 1，037町615 0.3 847，652 0.3 

消防用水用 ー 14，6601 0.01 16，379 。。

総計 302，884，836 100，01300，156，898 lω。315，767，576 1ω。 100.0 
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(単位 rrf) 

J子ミ三 日召平日53 比(%率)1l 54 比(%率) 55 比(%率) 56 場ド;77d

と4主F 事 用 208，996，323 62，9 209，201，562 63.6 205，622，859十 64，3214，064，624 65，5 222，281，974 66，8 

業務 用 1 1:重 111 ，774，548 33，7 108，609，084 33，0 102，800，798 32，3 101，540，018 3]，] 99，568，851 29，9 

業務用 2 種 3，562，661 ]，] 3，605，663 ]，] 3，582，527 1， 1 3，639，353 ]，] 3，622，320 1， 1 

臨 R寺 !!l 2，051，736 0，6 2，190，439 0，7 2，473，601 0，8 2，705，526 0，8 2，496，591 0，7 

古!fi 骨自 用 328，636 0，1 368，078 0，1 359，789 0，1 3]]，0551 
0，1 310，807 0.2 

公衆浴場用 4，621，346 1，4 1.3 4，038，562 1.2 3，878，284 12137山

こノ11、コ j司 69，557 。。 57，998 。。 50，844 ()日 45，921 O.O! 42，519 。ι。
船 舶給水用 758，236 0.2 729，878 0.2 777， ，512 0，2 769，341 0，2 697，200 0，2 

消防用水用 14，780 。。 14，802 。。 14，416 。。 12，764 。。 10.375 。。

mit ili 1332…31川…叩∞ oI319720川100，0 山 市 川 上 川

(単位 rd) 

¥用¥途¥¥¥¥年¥度 I岡H日村山山亡。 |i 比(%率)! l 59 比(%率) 60 !l tLzレホ I 61 比(%率〕

家 事 用 232，433，187 67，6 244，714，699 68，5 251，193，326 69.4 259，196，190 70，0 

業務用 1 l'呈 1∞ヲ743，365 29，3 102，233，091 28、6100，830，231 27，8 101，101，505 27，3 

業務用 2 種 3，697，231 ]，] 3，692，732 1.0 3，739，710 1，0 3，789，877 1.0 

臨 時 用 2，202，517 0，6 1，971，349 0，61 1，974，328 0，5 1，909町555 0，5 

船 舶 用 299，896 。] 272，165 0，1 268，359 0，1 216，912 0，1 

公衆浴場用 3，689，348 ]，] 3，583，400 1.0 3，484，054 1.0 3，388，483 0，9 

共 用 36，558 。。 25，613 。。 22，392 。。 20，752 。。
船 舶給水用 663，959 0，2 587，282 0，2 583，59，S 0，2 473，飢II 0.2 

消防用水用 12，706 。。 11，406 。。 11，897 。。 11，ω1 0，0 

給、 三白r 343，778，767 100，0 357，091，737 100，0 362，107，892 100，0 370，107，276 100，0 

(注)使用水量表示は rrfに換算した。大正 2~昭和 10年は「事務報告書J，昭和17~19， 26， 27年度は「横浜市水道70年史J，

昭和20~25年は「水道事業概要J" 昭和28年度以降は「水道事業統計年報」による。昭和19年までは暦年表示9 同

20年からは年度表示とする。
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rrfl nf dn 
立

J ーター設置数 共用桧基数(公設)

イ国1 基

最大|最小 平均

j人|日給水量

最五二「平均
!日給水量

且

239 141 

819 247 

933 260 

5，874 68 I 991 294 

6，754 101 68 

6，581 324 

6，747 370 

7，097 

7，142 

391 

7，534 

8，644 

8，957 

9，814 

10，615 
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二¥ぐ
人 口 戸 事長 |ケ年間

fM@ 人口給水人口 普及率 世帯数 給 水 戸 数 普及率 総給水量

人 人 % 戸 P % 打f

日月J台36 324，775 60，926 31，037 50，9 

37 331，597 64，024 

38 343，242 66，800 34，194 51， 2 

39 359，862 70，581 I 37， dc92 53.1 

40 378，884 74，572 

41 392，870 78，136 

42 407，432 82，214 

43 419，630 84，468 

44 444，039 87，918 43，300 49.3 

大正] 455.244 223，343 49.1 89ヲ931 44，139 49.1 8，618，568 

2 212，493 53.6 82，966 44，548 53.7 8，613，493 

3 410，765 213.624 52.0 86，116 44ヲ285 51.4 9.062，585 

4 428，663 238，330 55.6 89，001 50，689 57.0 9，716，646 

5 444，018 276，916 62.4 91，636 57，096 62 3 11.347， .390 

6 460，310 .302.540 65.7 94，402 61，996 65.7 14.085，509 

7 446，097 .331.952 74.4 90，670 67，470 74.4 16，283，853 

8 469，868 346，509 73.7 95，652 70，572 73.8 19，347，166 

9 422，938 334，434 79.1 95，243 75，323 79.1 20，715，612 

10 430，900 352，150 81，7 97.050 79，317 81. 7 18.700，421 

11 439，000 371，539 84.6 98，874 83.680 84.6 21，633，199 

12 446，600 100，586 19，498 19.4 18，067，562 

13 389，700 87，770 64，594 73.6 27，287，852 

14 405，888 95，377 75，742 79.4 26，758，732 

昭和 1 411，500 96， .596 80，493 83.3 28， '123，691 

2 529.300 124，249 88，563 71 3 26， d"35 • 207 

3 536，500 455，972 85.0 125，939 100，485 79.8 27，209，781 

4 543，900 472，473 86.7 127.676 106，212 83，2 29，366，793 

5 620，306 502，248 81.0 135，929 109.433 80.5 28，726，474 

6 640，80C 504，856 78.8 140，338 111，825 79.7 29，788，332 

7 661，500 520，677 78.7 144，923 113，468 78.3 31，653，788 

8 682，600 536，212 78.6 149，531 116，.336 77.8 35，989，668 

9 703，900 551，372 78..3 154，181 121，313 78.7 40，280，935 

10 704，290 566，177 80.4 148，545 126)399 85.1 45，050，692 

11 738，400 580.487 78.6 155，785 129.158 82.9 52，317，209 

12 594，424 78.2 160.211 135，229 84.4 59，127，080 
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|沢ご
人口 F 数 [ケ年間

総人口給水人口 普及率 世帯数 給 水 戸 数 普及率 総給水量

人 人 % 戸 F % rri' 

昭和13 777，500 607，820 78.2 163，380 135，071 82.7 62，835，845 

14 866.200 620，942 71.7 178，810 137，987 77，2 

15 968，091 634，042 65.5 198，410 140，898 71.0 71，990，981 

16 999，400 748，29:， 74.9 209，379 154，606 73，8 77，499，171 

17 1，015，900 756，412 74，5 212，976 156，537 73，5 82，621，013 

18 1，028，661 770，129 74，9 218，320 159，519 73.1 86，498，640 

19 1，018，839 773ヲ494 75.9 209，443 160，933 76.8 91ヲ695，152

20 624，994 334，080 53，5 142，074 47，705 33.6 92，661，387 

21 706，557 282，219 39.9 154，755 73，438 47.5 97，837，674 

22 814，379 389，509 47，8 177，892 90，124 50.7 107，833，348 

23 859，324 714，140 83.1 185，375 102，102 55，1 112，938，442 

24 911 ，835 733，200 80.4 198，240 110，421 55，7 113，717，072 

25 951，189 758，478 79.7 210，454 118，202 56.2 113，548，502 

26 1，001，860 776，025 77.4 221，980 126，118 56.8 116，891，956 

昭和27年度 1，039，265 780，460 75.1 209，681 132，984 63.4 116，771，772 

28 1，079，271 808，538 74，9 215，787 145，853 67，6 120，889，473 

29 1，114，714 836，175 75，0 226，097 156，464 69.2 129，660，495 

30 1，143，687 862，240 75.4 237，111 166，735 70.3 130，666，800 

31 1，174，465 885，401 7504 245，054 175，571 71.6 128，773，000 

32 1，211，748 914，221 75.4 255，440 187，069 73.2 135，413，700 

33 1，253，764 947，240 75.6 270，870 200，189 73.9 138，714，100 

34 1，301，896 991，738 76.2 279，026 217，878 78，1 149，379，900 

35 1，375，710 1，070，763 77 .8 308，325 232，563 75.4 155，876，900 

36 1，437，868 1，121，448 7800 318，625 248，299 7709 177，087，900 

37 1，514，444 1，208，218 79.8 337，110 269，378 7909 191，270，100 

38 1，590，191 1，459，795 91.8 354，638 294，019 82，9 214，290，600 

39 1，676，394 1，553，780 92，7 349，986 322，748 92.2 216，634，100 

40 1，788，915 1，668，168 93，3 382，486 354，875 92.8 225，108，500 

41 1，859，772 1，738，887 93.5 416，755 386，509 92.7 250，496，086 

42 1，945，272 1，824，665 93.8 444，312 416，520 93.7 270，260ヲ473

43 2，047，487 1，959，149 95.7 475，618 454，548 9506 291，618，434 

44 2，143，820 2，053，708 95.8 530，807 509，575 9600 315，370，213 

45 2，238，264 2，153，210 96.2 576，548 555，792 9604 344，278，298 

46 2，342，809 2，260.811 96.5 622，510 601，967 96.7 366，697，640 

ĉ7 2，433，024 2，355，167 96.8 662，781 642，898 9700 387，690，600 
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恩給水量 |人|日給水量
メーター設置数 共用才全基数(公設)

最大 最 小 平均 景 大 平均

立f 百f 紅i 且 立 7悶 基

210，161 118，120 172，153 345 283 

227，179 125，168 365 

233，534 138，445 196，696 368 310 309 

245，026 144，872 212，326 327 283 137，075 309 

256，236 178，184 226，358 338 299 139，941 309 

262，102 197，600 236，982 340 307 139，941 309 

263，282 212，188 250，533 340 323 140，112 309 

253，866 759 266 

294，954 1，045 949 

326，273 159，910 295，433 837 758 

337，078 290，069 308，574 472 432 59，496 309 

335，039 223，037 311，553 456 72，248 309 

344，679 274，5861 311，091 454 410 84，084 309 

360，929 208，424 320，251 465 412 130，520 309 

364，118 288.396 319，923 466 409 140，392 2，873 

377噌 039 282，530 331，204 483 420 135，329 2，497 

404，800 317.419 355，234 500 436 148，367 2，691 

341，300 357，013 485 414 158，099 2，607 

425，700 288，100 352，800 481 398 170，576 2，334 

440，300 314，100 371，000 482 406 181，842 2，134 

449，500 286，500 380，038 475 401 195，512 2，555 

462，500 346，000 408，141 466 412 209，278 2，441 

491，000 372，000 427，060 459 399 225，160 2，268 

601，800 409，400 485，172 537 433 244，216 1，853 

652，300 404，900 524，028 540 434 266，885 1，506 

733，200 425，900 585，493 502 402 294，496 1，324 

706，100 446，200 593，518 454 382 324，833 1，175 

773，600 502，300 616，736 463 370 357，200 1，017 

841，100 516，008 686，291 483 395 385，245 882 

885，368 600，458 738，417 485 405 418，736 755 

971，730 624，704 798，955 495 408 455，154 744 

1，043，770 729，323 864，028 508 421 493，553 624 

1，148，392 747，198 943，228 533 438 532，902 534 

1，2]]，055 786，698 1，001.906 535 443 566，928 384 

1，264，900 808，300 1，062，166 537 451 597，601 366 
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~ξご
ノ¥口 戸

*;g )¥口給7](A口 普及率 世帯数

人 人 % 戸

昭和48 2，494，975 2，422，621 97.1 789，293 

49 2ヲ562，291 2，493，109 97.3 823，839 

50 2，621，771 2，556，227 97.5 852，516 

5] 2，658，668 2，597，519 97.7 885，590 

52 2，694，569 2，637，983 97.9 911，535 

53 2，729，433 2，677，574 98.1 938，199 

54 2，763，270 2町 716，294 98.3 947，982 

55 2，773ヲ674 2，768，127 99.8 969，465 

56 2，806，375 2，800，762 99.8 990，136 

57 2，848，155 2，842，459 99.8 1，013ヲ986

58 2サ893，421 2，890，528 99.9 1，037ヲ500

59 2，943，234 2，940，291 99.9 1，066，560 

60 2，992，926 2，989，933 99.9 1，098，451 

61 3，049，782 99.9 1，132，643 

(注)

ゆ昭和26年までi;i歴年表示，昭和27年からは年度表示とする。

砂昭和27年度以降は原則として「水道事業統計年報」による。

数

給水戸数 普及率

戸 % 

767，193 97.2 

802，419 97.4 

832，056 97.6 

366，107 97.8 

893，304 98.0 

921，311 98.2 

946，086 99.8 

967，526 99.8 

988，156 99.8 

1ヲ011，958 99.8 

1，036，463 99.9 

1，065守493 99.9 

1，097，057 99.9 

99.9 

。昭和26年までは総人口と給水人口，世帯数と給水戸数の調査時点は必ずしも一致していない。

ゆ総人口

|ケ年間

総給水量

1で2 

400，641，300 

391，223，600 

406，184今071

396，880，32'1 

410，H5，714 

42'1，407，595 

419，478，100 

403，948，700 

412，484，900 

418，380.400 

427，372，500 

433，757，400 

434，921，300 

439，091，900 

明治 2・5年は「開港50年史j，明治 8~19年は「横浜水道誌、j (各年とも 12月31日時点)，明治200 21年は

「神奈川県統計j (l2月31日時点)，明治22年以降は「横浜市人口のあゆみ」による。

山給水ノ¥ロ

明治23'""'-'昭和15年までは「横浜市水道70年史j (昭和 5年 li'上水道概要j)，昭和16~25年は「水道事業概要j ，

昭和26年は「市政概要」による。但し昭相20年は '4拡第 2次変更計画書」による。

由資;&i1;rr 小数点第 2位 4捨 5入とした。

晴世帯数

明治 2 0 5 0 10 ' 15年は「開港50年史j，明治17年は「横浜歴史年表j，明治19年は「横浜水道誌j，明治200 

21年は「神奈川県統計」守明治22年以降は「横浜市人口のあゆみ」による。昭和27年度以降は「水道事業統計年報」

の「総戸数」とする。

骨給水戸数

明治20~23年は「横浜水道誌」ヲ明治24年は「横浜市水道第 2 tJ.t~長誌j，明治26~昭和 1 ・ 13 ' 14・15・20年

は「横浜市水道70年史j (明治36年は「横浜市水道誌j)，昭和 2~10年は「事務報告書j，昭和11 0 12年は「上

水道概要」勺昭和l6~25年は「水道事業概要j，昭和26年は「市政概要」による。
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日給水量 i人 l日給水量
メーター設置数 共用栓基数(公設)

最大 最 小 平 均 最 大 平均

nf nf nf 邑 日 イ国 基

1，332，100 879，400 1，097，647 549 453 627，771 308 

1，315，500 802，900 1，071 ，845 528 430 647，815 241 

1，346，000 869，200 1，109，793 527 434 664，598 203 

1，348，248 863，448 1，087，343 519 419 682，196 180 

1，397，550 841，604 1，123，686 530 426 697，483 160 

1，434，000 849，600 1，162，761 536 434 712，393 135 

1，381，000 832，500 1，146，115 508 422 727，323 124 

1，325，800 786，600 1，106，709 479 400 737，894 101 

1，416，300 872，300 1，130，096 506 403 748，499 91 

1，385，100 885，400 1，146，248 487 403 764，903 77 

1，413，400 896，800 1，167，684 489 404 792，209 52 

1，454，000 918，900 1，188，376 495 404 819，134 43 

1，451，000 912，000 1，191，565 485 399 845，828 40 

1，471，000 885，400 1，202，992 483 395 883，080 33 

-年間総給水量

明治23~34年は「横浜市水道第 2 拡張誌J. 大正 2~昭和10年は「事務報告書J. 昭和 2 ・ 11年は「上水道概要J.

昭和12~25年は「水道事業概要J. 昭和26年は「市政概要」による。

・言十量単位 方、ロン表示，石表示のものはいずれも nftこ換算してある。

1カ、ロン=0.00454nf. 1石=0.18039nf. 1立方尺=0.02783nf

・|日給水量

明治24年最大給水量は「横浜市水道第 2拡張誌J. 大正 1~14年，昭和12~22年は「横浜市水道70年史J. 昭和

1・3 ・5 ・11年は「上水道概要J.昭和 2 ・4 ・6~10年は「事務報告書J. 昭和23~27年は「市政概要」による 0

・ l人|日給水量小数点第 1位 4捨 5入とした。

-メーター設置数

明治20~23年は「横浜水道誌J. 大正 3~昭和27年は「水道局財産表」による。

-共用栓

明治20・21年は「神奈川県統計J.同22・23年は「横浜水道誌J.向25年は「横浜市水道調査報告書J.同26年~

昭和 3年は「横浜市水道誌Jr横浜市水道70年史Jr事務報告書Jr水道局財産表J. 昭和 4~26年は「水道局財産

表J (昭和20年は「横浜市水道70年史J) による。昭和40年度からは栓数とする。

971 



(3)帯i販車推移襲
(単位ば)

年 年間給水量 年間有収水量 有収率(%) 年度 年間給水量 年間有収水量 有収書豆(%)

日目干日 1 28，423，691 日召手口32 135，413，700 91，711，418 67.73 

2 24，471，926 33 138，714，100 96，501，158 69.57 

〈η〉 27，209，781 16，529，639 60.74 34 149，379，900 104，940， 092 70.25 

4 29，366，793 16，523，492 56.26 35 155，876，900 106，364，002 68.24 

5 28ラ726.474 18，589，225 64.71 36 177，087， 900 121，148，725 68.41 

6 29，788，332 19ヲ406，302 65.14 37 191，270，100 134，249，732 70.19 

7 31，653，788 18，349，057 57.96 38 214，290ラ600 146，034，122 67.96 

8 35，989，547 20，664，386 57.41 39 216，634、100 153，379，738 70.80 

9 40，280，935 22，014，984 54.65 40 225，108，500 161，558，294 71.77 

10 45，050，692 24，822，309 55.09 41 250，496，086 178，150町 146 71.12 

11 52，317，209 42 270，260，473 196，701，732 72.78 

12 43 291，618，434 208，878，438 71.63 

13 44 315，370，213 226，395，671 71，79 

14 45 344，278.298 248，702，070 72.24 

15 71，990，981 46 366，697，640 271，282，592 73.98 

16 77，499，171 47 387，690，600 291，542，838 75.20 

17 82ヲ621，013 47，029，600 56‘92 48 4α)，641，300 302， 884，836 75，60 

18 86，498，640 47，710，332 55.15 49 391，223，600 300，156，898 76.72 

19ま13ζ 91，695，152 46，182，789 50.36 50 406，184，071 315，767，576 77.74 

20 92，661，387 28，637，784 30，90 51 396，880，324 309，714，064 78.04 

21 97，837，674 33，648，250 34.39 52 410，145，714 320，077，461 78.04 

22 107，833，348 38，524，610 35.72 53 424，407，595 332，177，823 78，27 

23 112，938，442 45，124，860 39.95 54 419，478，100 329，116，629 78.46 

24 113，717，072 60，863，253 53.52 55 403，948，700 319，720，908 79.14 

25 113，548，502 59，023，325 5l. 98 56 412，484，900 326守 966，886 79.27 

26 116，891，956 63，396，481 54.23 57 418，380，400 332ヲ785，590 79.54 

27 116，771，772 63，823，986 54.65 58 427，372，500 343，778，767 80.44 

28 120，889，473 68，810，373 56.92 59 433，757，'lOO 357，091，737 82.33 

29 129，660，495 74，021，209 57.08 60 434，921，300 362，107，892 83.26 

30 130，666，800 82，686，965 63.28 61 439，091，900 370，107，276 84.29 

128，773，000 86，966，204 67.53 

(注)昭和 1~9 年度は「事務報告書j ， 1O~25年度は「水道事業概要j (但し17・18年度の年間有収水量は「横浜市水道70年

史j，19年度は r.r行政概要j)，26' 27年度は「横浜市水道70年史j，28年度以降は「水道事業統計年表」による。昭和18

年まで暦年，同19年から年度表示とする。
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(ヰ)離水管総語長表
(単位。 m)

年 総延長 年度 総延長

明治 20 56，022 日百 手口 33 1ヲ798‘055

21 56，679 34 1，864，431 

25 57，768 35 1，958，376 

大正 3 240，608 36 2，093，602 

6 404，522 37 2，231，160 

ウ 414，986 38 2，373，819 

8 430，291 39 2，505，573 

9 449，352 40 2，646，768 

昭和 4 722，480 41 2，888，684 

5 760，727 42 3，104，475 

6 798，670 43 3，325，458 

7 870，410 44 3，551， 034 

8 907，788 45 3，836，476 

9 946，903 46 4，058，422 

10 975，193 47 4，278，930 

15 1，138，447 48 4，540，472 

16 1，424，098 49 4，773，450 

17 1，426，750 50 4，914，399 

18 1，430，053 51 5，489，148 

19 1，433，17] 52 5，655，910 

23 1，450，151 53 5，860，427 

24 1，185，689 54 6，127，197 

25 1，212，617 55 6，307守371

26 1，266，483 56 6，575，375 

27 1，308，869 57 6，792，707 

28年度 1，458，539 58 6，985，529 

29 1，515，773 59 7，169，053 

30 1，564，641 60 7，304，209 

31 1，631，432 61 7，526，348 

32 1，731，069 

(注)明治20 ・ 21年は「神奈川県統計J，同25年は「水道調査報告書J，大正 3~昭和27年は「水道局財産表J，昭和28年度以

降は「水道事業統計年報」による。

973 



8 工業用水道事業関係資料
(1)工業用水道料金の推移

をンl、さRも1ヨ1ミし
種 jjlJ 

昭和 35.10.1日一

日IJ

olt~ 本

水道料金 特 定

相 超 ~ 

十火 )1~三 本

湖l 付 lJo 金 特 定

元三 超 ;邑

統 三 11，: 
トー一一

5十 午ヰ 定

1忍 過

J，と ;三

馬 水道料金 ヰす 刃三

人 トー
m 過

JJI 基 本

統系 )Jn 金 午主 { 入ヒ

超 過

基 本

計 持 天王

超 過

さ左 本

水道料金 特 定

人 超 ~ 

111 J走 本

系 付 加 金 特 ~ スE

統 超 過

2 碁 本

期 iii l侍 { 耳乙

超 過

(i:E) 1 。 昭和35年10月10日相模湖系統給水関始。

97ゴ

ム昭和40年 9月1日馬入川系統 1期給水開始。

3. 昭和44年10月1日馬人川系統 2期給水開始。

38.11.30 

3.5 

3.5 

7 

38.12. 1- 40. 9. 1ー

41.12.31 41.12.31 

4.7 

4.7 

10 

戸υ.5

5.5 

11 



i:;3:寸三

;;;÷j 
「五 ーム 8 I 

44.10. -

J
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(2)工業用水道事業損益計算書

(自昭和35年度・至昭和43年度)

;-;--一一L度
35 

l営 業 収 益 109，309 

(1)給 水 JIX 益 75，525 

(2)そ の 他 営 業 ~JI. 益 33，784 

2営 業 費 用 71，009 

(1)原 水 費 46，767 

(2)浄 水 費

(3)送 ~G 水 費 4，784 

(4)総 係 費 10，545 

削減 価 償 却 費 8，913 

(6)資 産 減 耗 費

営 業 利 益 (6損失) 38，300 

3営業外収益 24，314 

(1)受 取 手IJ 息 5，055 

(2)雑 JIX 益 19，259 

4営業外費用 41，154 

(1)支払利息及ぴ企業債取扱諸費 38，954 

(2)繰 延 勘 定 償 却 2，200 

(3)雑 支 出

経常利益(ム損失) 21，460 

5特別 利益

6特別 J員 失

当年度純利益(6損失) 21，460 

前年度繰越利益剰余金

当年度未処分利益剰余金 21，4ω 

(注) 1.営業開始年度より。

2.科目分類は昭和61年度を基準とした。

3.指数は対前年度比を示す。

976 

36 37 38 

% % % % 

173，526 158.7 169，543 97.7 191，200 112.8 

173，266 229.4 169，475 97.8 188，982 III目5

260 0.8 68 26.2 2，218 3，261.8 

123，495 173.9 126，671 102.6 142，867 112.8 

62，353 133.3 62，353 100.0 75，257 120.7 

5，882 6，950 118.2 5，823 83.8 

7，160 149.7 6，835 95目5 5，843 85.5 

14，094 133.7 16，239 115.2 19，323 119.0 

34，006 381.5 34，128 100.4 34，162 100.1 

166 2，459 1，481.3 

50，031 42，872 48，333 

36，360 149.5 38，174 105.0 42，703 111. 9 

2，225 44.0 3，921 176.2 8，257 210.6 

34，135 177.2 34，253 100.3 34，446 100.6 

43，286 105.2 46，688 107.9 53，482 114.6 

40，946 105.1 44，323 108.2 50，992 115.0 

2，340 106.4 2，365 101.1 2，490 105.3 

43，105 34，358 37，554 

43，105 34，358 37，554 

9，598 33，176 55，688 

52，703 67，534 93，242 



(単f立千円)

39 40 41 42 43 

% % % % % 

233，755 122.3 279，433 ]]9.5 348，048 124.6 419，563 120.5 461. 291 109.9 

233，416 123.5 278，824 ]]9.5 339，797 121.9 407，877 120.0 459，371 112.6 

339 15.3 609 179，6 8，251 1，354.8 ]] ，686 141.6 1，920 16.4 

160，376 ]]2. .3 199，074 124.1 332，081 166.8 420，476 126，6 

87，494 ]]6. .3 ]]0句845 126，7 135‘149 121.9 137.906 102.0 139，703 I 101 3 

8，494 145，9 15，238 179.4 20，921 137. .3 17，497 83.6 19，300 I ]]0.3 

4.847 83，0 9，590 197，9 20，144 210.1 19，615 97.4 12，994 66.2 

22，073 ]]4.2 25，968 ]]7.6 32，189 124.0 37，429 116.3 38，768 103.6 

36，937 108.1 37，433 101.3 121，848 325.5 207，093 170，0 206.956 99.9 

531 21.6 1，830 936 51.1 5，492 586.8 

73，379 80，359 15.967 ム913 38，078 

37，844 88.6 173，559 458.6 120，341 69.3 79.145 65，8 104，745 132.3 

8，293 100.4 12，873 15，5.2 12，lll 94.1 8，650 71.4 2，896 33.5 

29，551 85.8 160，686 543.8 108.230 67.4 70，495 65.1 101，849 144.5 

52，942 99.0 267，055 504.4 279，540 104.7 279，213 99.9 270，721 97.0 

50，107 98，3 266，064 531.0 277，480 104.3 274，809 99.0 266，414 96.9 

2，835 ]]3.9 991 35.0 2，060 207.9 4，404 213.8 4，307 97.8 

58，281 ム13，137 ム143，232 ム200，981 ム127，898

58，281 ム13，137 ム143，232 ム2ω，981

71，993 89，156 19，103 ム125，760

130，274 76，019 ム326，741
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(自昭和44年度 9 歪 昭 和52年度)

戸|項三二二目二ご一~一ー』一一一:な二~二昨 44 [15 46 47 

% % % % 

1.11 t正 561，792 121， 8 666，827 118，7 695，723 104，3 708，076 101，8 

l11)給 司、 W2， 古左 556，116 121，1 659，074 ]]8，5 690う313 104，7 698‘O日6 101，1 

(2)そ の 他 '常 業 ~y I;iE 5，676 295，6 7，753 136，6 5，4]0 69，8 9，990 184，7 

業 m 440，455 104，1 447，254 10L5 559，828 110.4 

(1)原 水 住' 144，694 103.6 149，691 103.5 162，433 108.5 169，706 104.5 

(2)浄 ノk 7夜 25.408 131，6 28，653 112.8 34，817 121.5 37，024 ，!06.3 

(3)送 配 水 '性 24，125 185.7 27、371 113.5 31，790 ]]6，1 52，056 163.7 

(4)k¥t 係 費 41，216 106.3 49，562 120.2 62，308 125.7 68，236 109.5 

削減 白日 f員 去H 貸 191，652 92.6 187.904 98.0 214，768 114.3 232，618 ]08.3 

(6)資 僅-，"'" ルt 粍 資 13，360 243.3 4，073 30.5 920 22.6 188 20.4 

'''3 業利益(ム Jii;た) 121，337 219町573 188，687 148，248 

3営業外収益 139，362 133.0 137，199 98.4 147，401 107.4 200，620 136.1 

(1)受 取 ポIj d長己1、 3，058 105.6 3，383 110.6 2，738 80.9 2，488 90.9 

(2)雑 収 益 136，304 133.8 133，816 98.2 144，663 108.1 198，132 137.0 

4営業外費用 319，807 99.5 307，574 96.2 285，074 92.7 

(1)支払利怠及び企業債取扱諸費 317‘325 119.1 315，928 99.6 303，455 96.1 282，317 93.0 

(2)繰 5正 勘 { 疋 償 却 4，007 93.0 3ヲ879 96.8 4，119 106.2 2，757 66.9 

(3)雑 支 出

経常利益 (ム損失) ム60，633 36，965 28，514 63，794 

5特別l ぷ11 説

6 n ~Ij JH 失

当年度純干IJj;主(ム J;j失) ム60，633 36，965 28，514 63，794 

前年度総越利益剰余金 ム459，663 ム520，672 ム478，215 ム449，701

当年度未処 分利益剰余金 ム520ヲ296 ム483，707 ム4'19，701 ム385，907

(淀) 1，科目分類は昭和61年度を法準とした。

2. 指数日対前年度比を示す。
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(単位千円)

48 49 50 51 52 

% % % % % 

721，725 101，9 709，029 98，2 1，238，368 174.7 1，783，686 144.0 1，778，566 99.7 

701，731 100.5 i 704，859 100.4 1，214ヲ155 172.3 1.780，629 146.7 1，766，935 99.2 

19，994 200.1 4.170 20.9 24) 213 580.6 11. 631 380.5 

590，942 105.6 710，496 120.2 846，652 119 .2 997，388 117.8 l守333，811 IリMυ ヴ1 

179，907 106.0 222，908 123.9 302，344 135.6 313う486 103.7 361，858 115.4 

48，336 130.6 89，408 185.0 73，042 81. 7 124.955 171.1 ]]0、828 88.7 

48，9]] 94.0 56，832 116.2 91，718 161.4 125，102 136.4 232，732 186.0 

79，844 117 .0 1ω，253 1.36.8 122，3341 112.0 161. 656 132.1 152，173 94.1 

230，377 99.0 226，134 98.2 244，758 108.2 246，203 100.6 448，638 182.2 

3，567 1，897.3 5，961 167.1 12，456 209.0 25，986 208.6 27，582 106.1 

130，783 ムj，467 391，716 786，298 444，755 

252，040 125.6 329，552 130.8 310，993 94.4 137，986 44.4 50ヲ094 36.3 

4，214 169.4 5，308 126.0 7，592 143.0 20，8C日 274.1 37，081 178.2 

247，826 125.1 324，244 130.8 303，401 93.6 117，177 38.6 13，013 11.1 

277，685 97.4 277，536 99.9 297，452 107.2 335，712 

274，867 97.4 274，448 99.8 294，456 107.3 333，372 ]]3.2 365，188 I 109.5 

2，818 102.2 3，088 109.6 2，990 96.8 2，182 73.0 1，650 7~). 6 

6 158 2)633.3 21 13.3 

105，138 50，549 405，257 588，572 127，990 

105，138 50，549 405，257 588，572 127，990 

ム385，907 ム280，769 ム230，220

ム280，769 ム230，220 175，037 
753，610 I __~ C~~∞ 
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(萄昭和53年度。藍昭和61年度)

二三一-よ度
53 54 55 56 

% % % % 

1営 業 4)( ナJ日七比 1，761，595 99.0 1，726，647 98.0 1，737，157 100.6 2，270，454 130.7 

(1)給 水 収 益 1，741，699 98.6 1，702，637 97.8 1，687，823 99.1 2，259，255 133.9 

(2)そ σ1 他 山首 業 4)( 益 19，896 171.1 24，010 120.7 49，334 205.5 11，199 22.7 

2営 業 1費 用 1，397，050 104.7 1，484，541 106.3 1，562，360 105.2 1，550，609 99.2 

(1)原 水 費 373，984 103.4 373，719 99.9 431，461 115.5 428，868 99.4 

(2);争 水 費 139，839 126.2 153，388 109.7 180，305 117.5 186、942 103.7 

(3)送 自己 水 『員 253，762 109.0 332，287 130.9 293，320 88.3 284，140 96.9 

i4Hf2: 係 費 161，040 105.8 166，524 103.4 180，492 108.4 187，129 103.7 

削減 1面 f員 却 資 430，901 96.0 443，264 102.9 464，440 104.8 456，417 98.3 

(6)資 産 減 耗 資 37，524 136.0 15，359 40.9 12，342 80.4 7，113 57.6 

営業利益(ム損失) 364，545 242，106 174，797 719，845 

3営業外収益 110，985 221.6 54，824 49.4 53，102 96.9 49，565 93.3 

(1)受 ~y. 利 虫、 28，323 76.4 43，826 154.7 40，834 93.2 37，663 92.2 

(2)雑 収 !uiたL 82，662 635.2 10，998 13.3 12，268 111. 5 11，902 97.0 

4営業外費用 381，937 104.1 366，576 96.0 372，533 101.6 363，416 97.6 

(1)支払利息及び企業債取扱諸費 379，802 104.0 364，406 95.9 370，493 101. 7 361，669 97.6 

(2) 1i~ 延 勘 yムE 償 却 2，110 127.9 2，170 102.8 2，0ω 94.0 1，747 85.6 

(3)雑 -止← 出 25 119.0 

経常利益(ム損失) 93，593 ム69，646 ムJLl4.634 405，994 

5特 ~Ij 和i 益 33，040 

6特 日1) J員 失 47 

当年度純利益(ム純J員失) 93，593 ム36，653 ム144，634 405，994 

前年度繰越利益剰余金 841，600 930，193 647，032 369，645 

当年度未処分利益剰余金 935，193 893，540 502.398 775，639 

(i主) 1.科目分類は昭和61年度を基準とした。

2.指数は対前年度比を示す。
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(単位千円)

57 58 59 60 61 

%11%|  %及川よ 2.233.158i 1よ|
2.248，8241 99.51 2，234，575 i 99.41 2，主35，0511 100.01 2，163，4061 96.81 2，136，1811 98.7 

92，093 1 822.3 i 40，454 I 43.9 1 130，072 1 32l. 5 1 26，620 1 20.5 1 96，977 1 364 .. 3 

1 ，689，403 1 1ω01 1，684，8181 99.71 1，799，2601 106.81 1，764，2451 98.11 1，828，8601 103.7 

436，5801 10l.81 443，9061 1Ol.71 498，3571 112.31 507，0821 10l.81 508，7221 100.3 

山 37 山 8 川叶 100.5 胤 4641 88.1 肌問山 1 肌山 90.5

3:う2，8301 124.21 361，日201 102.61 414，3071 114.51 345，0771 83.31 372，9801 108.1 

216，4941 115.71 185.4951 85.71 191，0481 103.01 200，9201 10.5.21 239，3921 119.1 

山

20，0881282.41 34，5231 17l.91 47，4851137.51 36，5921 77.11 61，0521166.8 

651，5141 - 1 590，211 1 - 1 565，8631 --1 425，7811 - 1 404，298 

川 l山 初 283I 1山部 8991110.61 86，979 川山川

56，0431 148.81 65，1821 116.31 73，1651 112.21 70，6461 96.61 78，0811 110.5 

15，6471 13l.51 15，2011 97.11 15，7341 103.51 16，3331 103.8 i 15，9881 97.9 

356，730 1 98.21 356，584 川問 0071 99.0 山 川 山 7411 93.0 

355，4581 98.31 355，592 川お1， 397 1 98.81 ー 989-I930l

1，272 1 72、81 9921 78.01 1，1691117.81 1，4ω124.01 1，5771 108.8 

441 

366，4741 - 1 314，0101 - 1 301，7551 - 1 163，689 i -1 173，626 

366，4741 - 1 315;7951 - 1 305，3391 - 1 170，7711 ~ 1 173，626 

754，639 1 - 1 1，023，998 1 - I 964，698 1 - 1 1，076，865 1 - 1 1，203，320 

1，121，1131 -1 1，339，7931 -1 1，270，0371 -1 1，247，6361 -1 1，376，946 
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(3)工業用水道事業貸借対照襲

(自 昭和35年度・至昭和43年度)

「三二二三子 開始
35 36 37 

(s .35.4. 1) 

% % % % 

~ 1回定資産 l‘079町984 1.310.287 121. 3 1， 530.929 116.8 2，701.407 176.5 

(1)有 形 関 疋 資 産 1. 079.984 1.310.167 121. 3 1.530.709 116.8 2，701， 187 176，5 

ア土 地 12，411 19守794 159，5 21，334 107.8 21， 334 100.0 

イ建 物 7，419 7，303 98.4 

ウ憐 築 物 274，334 1，237句686 451. 2 1. 209，257 97，7 

エ機械 及 び装置 12，438 11，882 95.5 

オ車 柄 j亙 搬 具 340 72，8 1， !OI 323.8 

カ 1~rì I~ (I 

キ工兵器具 lえび備品 442 571 129.2 767 134，3 

ク建 dY: 日Y、 勘 疋 1. 067、573 1，015，130 95，1 250，921 24，7 1，449守543 577，7 

資 (2)無 国 { メL二 資 時1

(3)投 資 120 220 183，3 220 100.0 

2流動資産 175，168 176，227 100，6 188，135 106.8 219，172 116，5 

(1)現 金 lii 金 173，754 123，927 71. 3 89，383 72.1 127，420 142，6 

(2)未 Ij.7_ 金 618 46，226 7，479，9 91，192 197，3 80，574 88.4 

(31有 価 7正 券

(41保 -田，、一f宇 有 価 ~íE 券 5，ω。 5，000 100.0 5，日00 lω，0 

(5)貯 蔵 ロ口ロ 796 1，074 134，9 2，560 238，4 6，178 241. 3 

3繰延勘定 11 ，0α) 日号500 86.4 7，285 76.7 5ヲ 545 76，1 

(11企業債発行差金 11，000 9，500 86，4 7，285 76，7 5，545 76， I 

資 間co-三 メ仁乙、1、 百十 1，266，152 1，496，014 118.2 1，726，349 115，4 2，926，124 169，5 

4流動負債 73守369 156，671 213，5 131，915 84.2 113，207 85，8 I ";;卜時借 入 金 592 

負 (2)未 担、 金 72、777 151，610 208.3 126，828 83.7 107，847 85，0 

{責 (3)前 メJZdLL 金

σ〕 (4)預 金 61 87 142，6 360 413，8 

音E (5)預 1) 保証有価証券 5，000 5，000 100.0 5，000 ]ω。
負 i責 メIコ入 計 73，369 156，671 213.5 131，915 84，2 113，207 85.8 

5 rt 本 戸i 、A 947、283 1，047.883 110，6 1，179，352 112.5 1.913，030 162，2 

巳 、E少~l【? 本 金 12，000 29，327 244，4 

資 (2)1昔 入 資 ヨ尺i 金 947，283 1，047，883 110.6 1，167，352 1ll.4 1，883，703 161.4 

本 6剰 余 金 245，500 291，460 118.7 415，082 142，4 899，887 216，8 

♂〉 111資 本 剰 余 金 245、500 270，000 110.0 361，299 133，8 829，073 229，5 

部 (2)1'IJ 益剰余 金 ( ム 欠 損 金 ) 21. 460 53，783 250，6 70，814 131. 7 

資 2ts:: i口三、 計 1，192、783 1，339，343 112.3 1， 594， 434 119.0 2サ812，917 176，4 

負債資本合計 1，496，014 118，2 1，726，349 115，4 2，926，124 169，5 

(注) 1。固定資産は減悩償却累計額控除後の額を示す。

2. 指数は対前年度比を示す。
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(単位ー千円)

38 39 40 41 42 43 

l| 「 hF-i|山手
%1 可品 % % % 

7‘457町403 130.5 8.040.090 107.8 8ι.335，091 103.7 8，768.493 105.2 8、889町705 101.4 

5町716、4151 211.6 7，457サ 183 130.5 8，039、743 107.8 8，314，327 103.4 8，748，640 105.2 8，870、856 101.4 

30，667 143.7 30，774 100.3 30，774 100，0 291，780 948.1 336.092 ]]5，2 336，092 100.0 

7，188 98.4 7，071 98.4 6.956 98.4 243.639 3.502.6 257，345 105.6 252，807 98.2 

1，190，834 98.5 1.175‘350 98.7 1.144，485 97.4 5.087、334 444.5 6.547， li5 128.7 6，640， ()OI 101. 4 

11. 373 95.7 11ヲ667 102.6 9，852 84.4 263.380 2，673.4 292句367 111.0 249，862 85.5 

932 84.7 679 72.9 624 91.9 379 60.7 933 246.2 685 73.4 

1、802 234.9 ]， 460 81.() 871 59.7 842 96，7 1. 270 150.8 993 78.2 

4，473，619 308.6 6，230，182 139.3 6，846，181 109，9 2，426，973 .35.4 l、313，518 54.1 1.390，416 105.9 

20，417 19町506 95.5 18，346 94.1 

220 100.0 220 100.0 347 lα).0 503 145.0 

636，852 290.6 827，378 129.9 379，456 45.9 330，785 87.2 148，543 44.9 180.604 121，6 

540，080 423.9 696.889 129.0 287、266 221，524 77.1 34.855 15.7 44.456 127，5 

85，442 106.0 89，185 104.4 辺、 061 58.4 68‘631 131.8 69ヲ.567 101.4 91，60S 131. 7 

5，0ω 100，0 34，695 693.9 34，695 100.0 34，915 100，6 37，975 108.8 38，37，5 101. 1 

6.330 102.5 6，609 10~ .4 5，434 82.2 5町715 105，2 6，146 lO7.5 6，168 100.4 

4サ780 86，2 3、726 77.9 8，780 235.6 18，564 211.4 10，220 71.5 

4.780 86.2 8，780 235.6 18，564 211. 4 14，3001 77.0 10，220 7]， 5 

6.358，267 217.3 8，288，507 I 130.4 8，428，326 10]， 7 8.684，440 103.0 8，931.336 102，8 9，080、529 101. 7 

548.793 484.8 703，435 128.2 335，424 47.7 372.046 110.9 379，336 102.0 544.157 143.4 

200，ω。
533，587 494，8 588，975 ]]0.4 91. 265 15.5 176.597 193.5 229，476 129，9 17.3，719 75.7 

10，0以) 17，988 179.9 147.682 821.0 98，753 66.9 46町486 47.1 64，068 137.8 

206 57.2 61.777 '9.988.8 61，782 100.0 61.781 100.0 65，399 105.9 67.995 104，0 

5，ω。100.0 34.695 34.695 lω 。 34，915 100.6 37.975 108.8 38，375 101.1 

548.793 484.8 703，435 128.2 335，424 47.7 372，046 110.9 379，336 102.0 544.157 143.4 

5，168，532 132.9 5句515.317 106ω7 5，633，3ω 102.1 5.769，0201 102，4 5，612，254 97.3 

39サ453I 134.5 
56叩 I「山 164.1 158，981 170.2 158，981 Iα).0 158，981 100.0 

3，848，530: 204.3 5，1ll，589 I 132，81 5，421，886 106.1 5.474，379 101. 0 5，610，039 102.5 5.453.273 97，2 

1，921，491 213.5 2，416，5401 125.8 I 2町577.585 106.7 2，679，034 103，9 2町782.980 103.9 2.924，118 105.1 

1，823，249 219.9 2，279，366 125.0 2，491，766 109.3 2，803、163 112.5 3，109，721 110.9 3，381，267 108.7 

98，242 138.7 137，174 139.6 85，819 62.6 ム124，129 ム326，741 ム457，149

5，809.474 206，5 7，585，072 130.6 8，092.902 106.7 8，312，394 102.7 8，552.000 102.9 8，536，372 99.8 

6，358.267 217.3 8，288，507 130.4 8，428町326 101. 7 8.684.440 103.0 8，931，336 問 81 9，帆四日1.7 1 
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(自 昭和44年度・夏昭和53年度)

~項-_目-_ι 一一一~年--ι度 44 45 46 47 

% % % % 

，-1固定資産 8，986，334 101.1 8，890，010 98.9 8，670，663 97.5 8，463，050 97.6 

(1)有 形 国 定 資 王立 8，968，673 101.1 8，873，636 98.9 8，651，021 97.5 8，445，083 97.6 

ア土 地 335，968 100.0 337，069 100.3 510，391 151. 4 510，391 100.0 

イ建 物 248，227 98.2 244，901 98.7 292，834 119.6 288，385 98.5 

ウ構 築 物 6，488，663 97.7 6，436，982 99.2 7.504，721 116.6 7，320，687 97.5 

エ機械 及 ぴ装[fi: 233，783 93.6 220町732 94.4 327.952 148.6 307，725 93.8 

オ車 f両 運 搬 具 527 76.9 974 184.8 684 70.2 1，101 161. 0 

カ船 骨自 542 

キ工具器具及び備品 871 87.7 1，508 173.1 1，617 107.2 1.846 114.2 

資 ク建 ゴ員凡又 仮 高)J ，刈iじ? 1，6印，634 119.4 1，631，470 98.2 12，822 0.8 14，406 112.4 

産

の (2)無 形 国 { 正己 資 産 17，158 93.5 15，981 93.1 19，349 121.1 17，840 92.2 

音羽

(3)投 資 503 100.0 393 78.1 293 74.6 127 43.2 

2流 動 資 産 241，724 133.8 212，812 88.0 225，596 106.0 226，462 lω4 

(1)現 金 預 金 99，510 223.8 59，548 59.8 82，303 138.2 83，340 101. 3 

(2)未 収 金 98，42J 107.4 109，546 111.3 98，600 90.0 99.242 100.7 

(3)有 i面 証 券

(4)保 管 有 i面 証 券 38，275 99.7 38，275 100.0 38，265 100.0 38，265 100.0 

(5)貯 J凪 ロロロ 5，518 89.5 5，443 98.6 6，428 118.1 5，615 87.4 

3繰延勘定 7，350 71. 9 10，716 145.8 11，635 108.6 9，319 80.1 

(1)企業債発行差金 7，350 71.9 10，716 145.8 11，635 108.6 9，319 80.1 

資 産 合 計 9，235，408 101.7 9，113，538 98.7 8，907，894 97.7 8，698，831 97.7 

684，248 125.7 640，421 93.6 559，396 87.3 426，095 76.2 

(1)一時惜 人 金 400，000 200.0 450，000 112.5 400，000 88.9 290，000 n5  

負 (2)未払 金 135，141 77.8 81，933 60.6 95，125 116.1 74，247 78.1 

{責 (3)前 g主主主九 金 45，436 70.9 4，499 9.9 21，895 486.7 19，532 89.2 

の
押口I (4)預 金 65，396 102.1 65，714 100.5 4， III 6.3 4，051 98.5 

38，275 99.7 38，275 100.0 38，265 100.0 38，265 100.0 

負債合計 684，248 125.7 640，421 93.6 559，396 87.3 426，095 76.2 

5，502，448 98.0 5，294，340 96.2 5，083，106 96.0 4，935，598 97.1 

(1)自己 資 本 金 158，981 100.0 158，981 100.0 158，981 100.0 158，981 1ωo 

資 (2)1昔 人 資 本 金 5，343，467 98.0 5，135，359 96.1 4，924，125 95.9 4，776，617 97.0 

本 6剰余金 3，048，712. 104.3 3，178，777 104.3 3，265，392 102.7 3，337，138 102.2 

の (1)資 本 荊l Jオr、之j 金 3，569，008 105.6 3，662，484 102.6 3，715，092 101.4 3，723，045 lω2 

[(洲益剰 余… 金) ム520，296 ム483，707 ム449，700 ム385，907

資本合計 8，551，160 100.2 8，473，117 99.1 8，348，498 98.5 8，272，736 99.1 

負債資本合計 9，235，408 101. 7 9，113，538 98.7 8，907，894 97.7 8，698，831 97.7 

(注) 1 0 回定資産は減価償却累計額控除後の額を示す。

2. 指数は対前年度比を示す。
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(単位.子円)

d，8 49 50 51 52 53 

。ノも % % よ…l

% % 

100.0 8.7 47，394 103.4 9，406，∞3 107.5 9，975句404 102.1 10，213，064 100.3 

8‘446，885 100.0 8，099，574 95.9 自，791，293 108.5 9，379，145 106.7 I 9，622，703 102.6 9，640，598 100.2 

510，391 100.0 510，042 99.9 510町042 100.0 570，196 ]]1.8 570，196 100.0 570，212 100.0 

283，761 98.4 278，830 98.3 271，082 97.2 476，156 175.7 465，901 97.8 474，755 101. 9 

7，149，092 97.7 6サ3.30，275 88.5 6，276，684 99.2 6，761，651 107.7 6，799，592 100.6 6，983，599 102.7 

281，363 91. 4 258サ474 91. 9 242，530 93.8 1. 486，266 612.8 1，376，782 92.6 1，372，935 99.7 

1「山 956 67.1 866 90.6 3，7託) 429.6 3、5E当 95.9 3，376 

3411 62.9 216 63.3 219 101.4 154 70.3 110 71. 4 120 109.1 

1，741 9i1r.3 1，772 101.8 2，113 119.2 3，620 171.3 6，096 168.4 6，732 110.4 

218，772 1，518. E 719，009 328.7 1，487，757 206.9 77，382 5.2 一川 228，869 57.2 

16，339 91.6 647，693 3，964.1 614，541 94.9 595，679 96.9 561，908 I 94.3 530サ758 94.5 

127 100.0 127 100.0 580 343.2 580 100.0 41.708 7，191.0 

343，635 151. 7 473，514 137.8 1，049，579 221.7 1，317，438 125.5 i ，416句283 107.5 1，449，822 102.4 

196，140 235.3 261，921 133.5 756，764 288.9 997.882 131. 9 1，109，2851 J1l.2 1，145，323 103.2 

103.3301 104.1 166，645 161.3 246す389 266，741 108.3 249，038 i 93.4 244，047 98.0 

38，370 100.3 38.370 100.0 38，370 100.0 38，410 100.1 38，410 100.0 38，510 100.3 

5，790 103.1 6，578 113.6 8，056 122.5 14，405 178.8 19，550 135.7 21，942 112.2 

8，076 86.7 5，636 69.8 5，856 103.9 6，052 103.3 7，142 118.0 6，907 96.7 

8，076 86.7 5，636 69.8 5，856 103.9 6，052 103.3 7守 142 118.0 6，907 96.7 

8，815，062 101. 3 9，226，544 104.7 10，461，438 113.4 11. 298.894 108.0 11，日ヲ8，61日 102.7 11，669，793 100.5 

381，091 89.4 395，917 103.9 738，121 186.4 603，482 81.8 416，240 69.0 438，066 105.2 

140，000 48.3 

192，624 259.4 327，253 169.9 698，663 213.5 547，988 78.4 373，189 68.1 396，924 106.4 

9，533 48.8 29，308 307.4 15，701 2，971 18.9 895 30.1 

564 13.9 986 174.8 1，088 110.3 1，383 127.1 1，670 120.8 1，737 104.0 

38，370 100.3 38，370 100.0 38，370 100.0 38，410 100.1 38，410 100.0 38，510 100.3 

381，091 89.4 395，917 103.9 738，121 186.4 603，482 8¥.8 416，240 69.0 438，066 105.2 

4，944，446 100.2 5，153，923 104.2 5，433，164 105.4 5，766，242 106.1 5，935，400 97.5 

158，981 100.0 158，981 100.0 158，981 100.0 158，981 100.0 158，9811 100.0 158，981 100.0 

4，785，465 100.2 4，994，942 104.4 5，274，183 105.6 5，607，261 106.3 5，927，3311 105.7 5，776，419 97.5 

3，489，525 104.6 3，676，704 105.4 4，290，153 116.7 4句929，170 114.9 5，106，064 103.6 5，296，327 103.7 

3，770，295 101. 3 3，906，924 103.6 4，115，115 105.3 4，165，560 101. 2 4，214，464 101. 2 4，311，134 102.3 

6280，770 ム230，220 175，038 763，610 436.3 891， 600 116.8 985，193 110.5 

8，433，971 101. 9 8，830，627 104.7 9，723，317 110.1 10，695，412 110.0 11，192，376 104.6 11，231，727 100.4 

9，226，5441 104.7110，461，4381 113.4111，298，8941 108.0111，608，6161 102.7111，669，7931 100.5 
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(自昭和54年度@至昭和61年度)

JI--一一工三
，1固定資産

(1)有形固定資産

ア士 地

イ建 物

ウ構 築 物

工 機械及び装置

オ車両運搬具

カ船 舶

キ工具器具及ぴ備品

ク建設仮勘定

10，422，218 

9，876，373 

715，283 

527，874 

6，952，156 

1，506，883 

5，240 

57 
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54 
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1
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55 

% 
99，5 

99，8 

108，0 

98，5 

99，7 

93，3 

80，1 

70，2 

159，2 

129，7 

10，321，883 

9，847，671 

773，096 

508，914 

7，045，179 

1、426，471

4，095 

30 

11 ，045 

78，841 

56 

% 
99，6 

99，9 

100，0 

97，9 

101.6 

101，5 

97，6 

75，0 

90，3 

37，7 

10，417，052 

9，981町392

920，285 

520，865 

7，172，358 

1，299，648 

3，864 

23 

9，049 

55，3α) 

57 

% 

l∞9 

101.4 

119，0 

102，3 

101. S 

91.1 

91，4 

76，7 

81.9 

70，1 

資(引無形同定資産| 肌日7I 95 0 I 脱 p訂3I 92，9 I 叩ヲ日 1 92，3 1 393，962 1 91.1 
J'li: 

の (3)投資 41，7似 1100，0 I 41，6991 100，01 41守6981 1∞o 1 41，698 1 1閃 O
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(単位:千円)

58 59 60 

% % 
99η'e; 110，644，1291101 10，503，978 100.8 10，541，118 100.4 10，467，554 

10，102，528 101.2 10，173，517 100.7 10，131，.508 99.6 10町314，511 101. 8 

920，216 100.0 919，729 99.9 941，760 102.4 957，748 101.7 

612，201 117.5 629，036 102.7 627，898 99.8 617，482 98.3 

7，326，357 102.1 7，451，865 101. 7 7，423，046 99.6 7，759，580 104.5 

1，214，215 93.4 1. 077，892 88.8 997，009 92.5 928，404 93.1 

3，157 81.7 2町386 4.043 145.1 

20 87.0 54 270.0 30 I 55.6 18 60.0 

10，645 117.6 10，108 95.0 8，419 83.3 9，904 117 .6 

15，717 28.4 82，447 524.6 130，560 158.4 37，332 28.6 

359，752 91.3 325，902 90.6 294，497 90.4 288.480 98.0 

41，698 100.0 41，699 100.0 41，549 41，138 99.0 

1，550，975 102.8 1，734，994 1ll.9 1，952，941 112.6 1，908，833 97.7 

783，862 87.2 944，119 120.4 1，381，784 146.4 1. 520‘867 I 110.1 

301，316 95.6 311，336 291，677 93.7 山 71 107.! 

380，000 189.8 400，000 105.3 200，000 50.0 

38，63C 100.3 38，630 100.0 38，530 99.7 38，530 100.0 

47，167 83.5 40，909 86.7 40，950 100.1 37， f29 90.7 

4，5.33 4，766 105.1 5，696 5，534 97.2 

4，533 163.9 4，766 105.1 5，696 119.5 5，534 97.2 

12，059，486 101.1 12，280，878 101.8 12，426，191 101. 2 12，558，496 101.1 

598，614 113.6 574，018 95.9 633，161 110.3 422，040 66.7 

556，097 114.5 532，233 95.7 370，822 69.7 371，921 lω3 

220，039 7，605 3.5 

3，887 142.2 3，155 81. 2 3，770 119.5 3，984 105.7 

38，630 100.3 38，630 100.0 38，530 99.7 38，530 100.0 

598，614 113.6 574，018 95.9 633，161 110.3 422，040 66.7 

5，634，576 96.8 5，930，967 105.3 5，937，541 100.1 5，808，347 97.8 

616，358 114.5 975，453 158.3 1，182，128 121. 2 1，217，444 103.0 

5，018，218 95.0 4，955，514 98.8 4，755，413 96.0 4，590，903 96.5 

5，826，296 104.4 5，775，893 99.1 5，855，489 101.4 6，328，109 108.1 

4，391，504 100.2 4，394，855 100.1 4，510，355 102.6 4，844，665 107.4 

1，434，792 119.9 1，381，038 96.3 1，345，134 97.4 1，483，444 110.3 

11，460，872 100.5 11，706，860 102.1 11，793，030 100.7 12，136，456 102.9 

山 川861 101.1 112，280，8781 101.8112，4弘山山 2I 12，558，496 I 101.1 
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(4)工業用水用途別循環使用の推移
(単位 %) 

ぷド町空 48 49 50 52 53 55 57 59 

ボイラー用水 49.5 72.6 79.3 80.6 81.3 77.9 76.6 79.8 

洗 浄 用 水 35.1 48.4 56.0 57.4 65.3 91.2 91.8 92.4 

J令 去H 用 水 90.9 93.7 94.9 94.0 93.3 95.2 96.1 96.1 

原 料 用 水 27.5 21.0 28.5 19.7 22.4 30.7 

iAi 調 用 7)( 67.1 85.5 95.8 

そ σ〉 他 34.2 63.9 58.0 87.9 88.5 35.3 48.0 8.1 

全 用 途 82.7 87.3 90.3 91.2 90.6 92.7 93.1 93.4 

全国・全用途 62.0 64.9 67.0 70.4 71.8 73.6 73.8 74.4 
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(5)工業用水業種別繍環借用の推移
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(6)工業用水道事業藷統計

昭和年度 給水能力 契約水量 契約率 ヱ場数

% 工場

35 117，000 117，000 100 42 

36 11 117，000 100 43 

37 11 117，000 100 43 

38 iI 117，000 100 43 

39 11 147，000 125.6 42 

40 267，000 165，， 700 62.1 63 

41 iI 179，500 67.2 63 

42 11 203，000 76.0 61 

43 11 237，800 89.1 60 

44 362，000 266，700 73.7 73 

45 iI 275，700 76.2 74 

46 11 290，400 80.2 76 

47 11 294ラ800 81.4 75 

48 iI 296，800 82.0 76 

49 11 299，500 82.7 74 

50 11 301ラ300 83.2 74 

51 11 312，200 86.2 71 

52 iI 308，500 85.2 72 

53 11 303，400 83.8 70 

54 iI 297，400 82.2 70 

55 /1 297，400 82.2 70 

56 /1 297，400 82.2 70 

57 11 297，200 82.1 69 

58 iI 295リ500 81.6 68 

59 iI 295，500 81.6 68 

60 iI 284，400 78.6 67 

61 iI 282，500 78.0 64 

一一一一一一_L一一
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(単位。rr!/日)

給水量
使用水量 備 考

最 大 「でη一 主主!

93，558 86.349 80，972 創設(相模湖系統)給水開始:J川1135年101J 

114，398 105，313 98，453 
10日

118，750 107，572 101，012 

122.460 109ヲ765 107，776 

120，010 101，992 99ヲ357 相段湖系統特定給水契約30.000m'

142，833 128，159 116，370 馬入川系統 1期給水開始Il{j千1J40年 91] 1 

178守730 152，627 135，195 
U 

170，210 151.117 140，937 馬入川!系統 2期試験通ァjく開始

195，900 179.725 165守698

218ラ450 202，416 189，089 馬入川系統 2期給水開始Hfi千I144年1() I J 1 

234，740 213ヲ338 201ヲ709
日

254可400 223，219 201 322 

25.5，270 221，885 206，516 

265‘410 221，144 208，736 

240，253 205，033 191，295 

220ヲ300 193，331 178，367 

214，600 194，983 180.598 

228，300 192，204 181.196 

221，400 182，138 174司 919

213，800 181，663 17L1，057 

209，600 177，912 170，389 

214，800 174，307 167，421 

199，300 163，409 158，257 

182，700 152，707 147.350 

189，000 152，030 144，791 

187，500 147，765 143ヲ011

169，600 144，798 140，763 

991 



参考文献

本書の編集に当っては、文献その他各種記録等を参考とさせていただいた。

主な文献l;l次のとおりである。

伊藤博文伝 (春畝公追領会)

稲毛川崎二ヶ領用水事績 ( j_lr ffI蔵太郎)

大阪市水道六卜年史 (大阪市水道局)

開国五一年史 (開国五十年史発行所)

神奈川県企業庁史・続企業庁史 (神奈川県企業庁)

神奈川県史(資料編15近代。現代(5 ) ) (神奈川県)

神奈川県史料 (神奈川県立図書館)

神奈川県統計 (神奈川県)

川崎市水道史 (川崎市水道局)

関東大地震震害調査報告(大正十二年) (土木学会)

工業用水(月刊誌) (日本工業用水協会)

公文録 (国立公文書館所蔵)

神戸市水道七十年史 (神戸市水道局)

相模Jlli可水統制事業史 (神奈川県)

市政概要 (横浜市)

品川 c 塩留・桜木町駅百年史 (東京南鉄道管理局)

城山ダム建設工事誌 (神奈川県企業庁総合開発局)

新編武蔵風土記稿(三) (林述斎編)

水道企業団十五年史 (神奈川県内広域水道企業団)

水道協会雑誌(月刊誌) (日立下水道協会)

水道公論(月刊誌) (日本水道新聞社)

創設事業工事誌 (神奈川県内広域水道企業団)

たまくす (横浜開港資料館)

津久井町ダム史 (津久井町)

津久井郡勢誌 (津久井郡勢誌編纂委員会)

東京都水道史 (東京都水道局)

道志七里 (伊藤堅吉)

長崎市水道九卜年の歩み (長崎市水道局)

名古屋市水道五十年史 (名古屋市水道局)

中島工学博士記念日本水道史 (中島工学博士記念事業会)

日本水道史 (日本水道協会)

日本消防百年史 (日本消防協会)

秦野の水 (秦野市水道局)

広島市水道八卜年史 (広島市水道局)

三保ダム建設工事誌 (神奈川県企業庁管理局三保事務所)

明治工業史(土木編) (工学会)

明治天皇と神奈川県 (石野英)

横須賀市水道史 (横須賀市水道局)

横浜沿革誌 (太田久好編)

横浜開港資料館紀要第 2号 (横浜開港資料館)

横浜開港五十年史 (横浜商業会議所編)

横浜市会会議録 (横浜市会事務局)

横浜市会史(一、二) (横浜市会事務局)

横浜市史 (横浜市)

横浜市史稿(政治編) (横浜市役所)

横浜市人口の歩み (横浜市)

横浜水道誌 (神奈川県庁)

横浜市水道誌 (横浜市水道局)

横浜市水道第二拡張誌 (横浜市役所)

横浜市水道七十年史 (横浜市水道局)

横浜市復興会誌 (横浜市復興会)

横浜復興誌 (横浜市役所)

横浜歴史年表 (横浜市)

(五ト音順)



編集後記

年史の編纂は史実に基づき，順次記述して行かなければならないが、今回は100年という

の流れ」の大きな節目に当り， また本市の水道誕生が， 日本の近代水道の創成見Hにも深い係 i)

を持っていることから 9 横浜水道の，誕生期」に焦点をあて， 古い資料をできる限り紹介する

ことと L，それ以降については， 紙数の関係から簡略な記述に止めた。従って初めの部分はか

なり細部にわたる工事記録的な記述も多く， 煩墳に じられる部分があるかもしれないがご了

不くを原耳いたい。

編集作業については， 資料の収集繋理に当って，局内のプロジェクトメンバーにより進めら

れ編集段階に入ってから，同じく局内の100周年記念事業・実行委員会の諸氏のご協力を得てま

とめたものである。

なお， 文中の用字， 用語， 数字， 単位等の取扱いについては， できるだけ原典によることと

したため， 全編を通じて統一されないものもあり 9 また意図的に強調するためヮ |月 で言己i主し
. ~ .⑮  

たもの 伊iIえばろ過なる単語については「ろJ ，)戸」 を使用せず「癒」を用いた もあるのでご

容赦願いたい。今回の100年史編纂に当り，先輩諸氏ワ戒し、は民間の方々が，秘蔵されていた多

くの資料を快く御提供いただき， 深く感謝する次第である。

特に 'i寅浜開港資料館」の方々にはいろいろと御指導や資料の徒rJ提供を賜リ御礼を申し上げ

たい。御提供いただいた資料については勺 水道記念館に大切に{呆存して置くこととした。

また今回編集時点で， 宮内庁警|凌部の御好意により秘蔵されていた創設工事の写真「横積水

道写異帳」の掲載が実現し， 貴重な口絵写真としてう 本編冒頭を飾ることができたのは誠に幸

いであり， 本丈稚拙を補って余りあるものと感謝している。

なお，本文内容については， ト分な検証もできない部分もあり， 不備な点も多々あるので，

今後各界諸氏の御指導を仰ぎたいと思っている。

終りに本書作成に当り， 多くの方々の御協力や励ましの御言葉をいただいたことに重ねて謝

意を表すとともに新しい世紀に向う横浜水道に一層の御支援をお願いする次第である。

昭和62年10月17日

横浜水道100周年記念事業実行委員会事務局



横浜水道百年の歩み

昭和62年10月17日発行

発行横浜市水道局

憤浜市中区港町 1丁目 1番地

印刷 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加翼団Jl丁目 l番地 I号
























	横浜水道百年の歩み(WEB版）
	表紙
	発刊挨拶
	巻頭写真
	「横濱水道寫眞帳」より
	現在の水道施設
	近代水道百選

	発刊に当たって
	 発刊に当たって　横浜市長　細郷　道一 
	発刊を祝って　　横浜市議会議長　関　貞彦
	刊行に際して　水道局長　神林　智博

	目次
	はじめに
	第１章　横浜の開港と近代水道の誕生
	Ⅰ　横浜の黎明
	Ⅱ　木桶水道の建設（多摩川水源）
	Ⅲ　横浜木桶水道、民営から官営へ 
	Ⅳ　横浜近代水道の夜明け
	Ⅴ　横浜近代水道の誕生（相模川水源）

	第２章　創設水道の引継ぎと第１回拡張工事
	Ⅰ　水道の経営方針をめぐる論議
	Ⅱ　引継ぎ後の問題点、人口急増と財政難
	Ⅲ　ようやく実った第１回拡張工事

	第３章　安定給水を目指した第２回拡張工事
	Ⅰ　第２回拡張工事を目指す
	Ⅱ　第２回拡張工事の施設概要
	Ⅲ　第２回拡張工事と関連した事件及び工事
	Ⅳ　広がる給水区域

	第４章　関東大震災と水道
	Ⅰ　関東大震災と廃墟からの出発
	Ⅱ　横浜水道の再建
	Ⅲ　震災後の水道事業と市域の拡張

	第５章　水源問題に苦しみ続けた第３回拡張工事
	Ⅰ　新規水源を求めて
	Ⅱ　第３回拡張工事に向って
	Ⅲ　第３回拡張第１期工事
	Ⅳ　第３回拡張第２期工事（水源）
	Ⅴ　広域利水の夜明け－相模川河水統制事業－

	第６章　苦節１４年の第４回拡張工事
	Ⅰ　第４回拡張工事の立案
	Ⅱ　第４回拡張工事に向って
	Ⅲ　第４回拡張工事の計画変更
	Ⅳ　第４回拡張工事の概要
	Ⅴ　終戦直後の給水状況
	Ⅵ　相模川河水統制事業の増強

	第７章　応急対策に追われた第５回拡張工事と工業用水道の誕生
	Ⅰ　第５回拡張工事の推進
	Ⅱ　第５回拡張工事の施行
	Ⅲ　創設工業用水道の誕生

	第８章　新しい時代を迎えた第６回拡張工事
	Ⅰ　新たな水源を求めて下流取水へ
	Ⅱ　第６回拡張工事及び工業用水道第１回拡張工事の変更計画
	Ⅲ　第６回拡張工事の施行
	Ⅳ　水源対策と財政問題

	第９章　新時代を画した下流取水－第７回拡張工事
	Ⅰ　応急水源対策から本格拡張工事への転換
	Ⅱ　難航する下流取水と相模川高度利用事業計画
	Ⅲ　第７回拡張工事の施行

	第１０章　相模川と酒匂川を結んだ第８回拡張工事
	Ⅰ　広域化時代を迎えた水道事業
	Ⅱ　酒匂川水源に対応－第８回拡張計画－
	Ⅲ　オイルショックの直撃を受けて
	Ⅳ　第８回拡張工事の完成

	第１１章　将来水源の確保
	Ⅰ　水源開発の促進
	Ⅱ　宮ヶ瀬ダム計画実現への道
	Ⅲ　造水技術の研究
	Ⅳ　安定給水への道

	第１２章　２１世紀の水道を目指して
	Ⅰ　新しい町づくりと水
	Ⅱ　「よこはま２１世紀プラン」水道
	Ⅲ　環境の変化に応じた水質改善策
	Ⅳ　水道への大きな試練続出
	Ⅴ　新世紀へ・よこはまの水いきいき

	資料編
	資料編目次
	１　水道事業関連年表
	２　事務組織の変遷
	３　事務所（本庁舎）の変遷
	４　水道料金の変遷
	５　船舶給水関係資料
	６　財務関係資料
	７　水道事業統計
	８　工業用水道事業関係資料

	編集後記
	巻末路線図
	横浜木樋水道導水路線図
	創設水道導水路線図
	第１回拡張水道導水路線図
	第２回拡張水道導水路線図
	第3回拡張水道導水路線図
	第4回拡張水道導水路線図
	第5回拡張水道導水路線図
	第6回拡張水道導水路線図
	第7回拡張水道導水路線図
	第8回拡張水道導水路線図


	横浜水道百年の歩み(巻末）



